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第１章 川崎市行財政改革第３期プログラムについて 

１ 川崎市行財政改革第３期プログラムの概要 

（１）基本理念  

本市を取り巻く現状や課題、中長期的な社会経済状況の変化等を踏まえながら、効率的・効果的な

行財政運営を行うことで、総合計画に掲げる政策・施策を着実に推進していく必要があります。 

そのためには、必要な経営資源を着実に確保することで、将来にわたり持続可能な行財政基盤を構

築していくとともに、より質の高い市民サービスを安定的に提供していく必要があります。 

こうしたことから、次の４つの基本理念に基づき、行財政改革の取組を推進します。 

  市民ニーズと地域課題の的確な把握 

  市民サービスの質的改革の推進 

  市役所内部の質的改革の推進 

  効率的・効果的な行財政運営による「持続可能な最幸のまち」の実現 
 

（２）計画の目的 

ア 計画の目的と位置付け 

総合計画に掲げる政策・施策の推進による「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち か

わさき」の実現に向け、必要な経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報・時間の確保等を行うこと

で、将来にわたり持続可能な行財政基盤を構築するとともに、質の高い市民サービスを安定的に提

供することで、市民満足度の向上を図りながら、効率的・効果的かつ安定的な行財政運営を行うこ

とができるよう、行財政改革の取組を推進するものです。 

 

＜図表１ 行財政改革の位置付け＞ 
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イ 確保すべき経営資源 

持続可能な行財政基盤を構築し、将来負担の抑制を図りながら、効率的・効果的かつ安定的な行

財政運営を行うことができるよう、ヒト・モノ・カネ・情報・時間を必要な経営資源として位置付

け、着実に確保することを目的の一つとして、行財政改革に取り組みます。 

 

＜図表２ 確保すべき経営資源の種類＞ 

ヒト 
・ 組織の質の向上につながる職員 
・ 協働・連携の担い手となる市民、企業、団体等の多様な主体 など 

モノ 
・ 市民に提供する質の高いサービス 
・ 真に必要な市民サービスを提供できる施設、用地等の資産 
・ 財源を生み出すことができる施設、用地等の資産    など 

カネ 
・ 経費縮減により生み出す財源 
・ 歳入確保の取組により生み出す財源 など 

情報 

・ 的確に把握する市民ニーズ 
・ 市の政策・施策に活用するために確保すべき情報 
・ 市民や他自治体、民間企業等に提供すべき情報 など 

時間 ・ 事業の見直しや業務効率化で生み出す時間 

 

 

（３）計画期間 

計画期間は、令和４（2022）年度から令和７（2025）年度までの４年間です。 
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（４）改革の取組 

基本理念に基づき、次の４つの「取組の柱」による 19の「改革項目」を設定し、その中に設定し

た 215 の改革課題について、計画期間中の具体的な取組内容を掲載しています。 

 

取組１ 社会経済状況の変化を踏まえた市民サービスの再構築 
限られた財源や人的資源などの経営資源を最大限に活用し、市民ニーズに的確に対応するため、

中長期的な社会経済状況の変化等を踏まえながら、将来を見据えた市民サービスの再構築や市民

サービスのデジタル化の推進、市民サービスの向上に向けた民間活用の推進に取り組み、一層、財

源や人的資源、時間などの経営資源の確保等を図ります。 

 

 

 

 
取組２ 市役所の経営資源の最適化 

働き方・仕事の進め方改革や市役所内部のデジタル化、組織の最適化、財源確保策の強化、戦略

的な資産マネジメント、特別会計の健全化、公営企業の経営改善、出資法人の経営改善及び連携・

活用に取り組み、経営資源の確保等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組３ 多様な主体との協働・連携の更なる推進 
多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進、区役所機能の強化、地域防災力の向上に向

けた連携、積極的な情報共有に取り組み、経営資源の確保等を図ります。 

 

 

 

 

 

取組４ 庁内の人材育成と意識改革 
組織力の向上に向けた計画的な人材の育成等や行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成、

職員の改善・改革意識及びコンプライアンス意識の向上、職員の能力が十分に発揮できる環境づく

りに取り組み、組織や職員の更なる質の向上につなげていきます。 

 

 

改革項目 
【課題数 45】 

（１）将来を見据えた市民サービスの再構築【25】 
（２）市民サービスのデジタル化の推進【6】 
（３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進【14】 

 

改革項目 
【課題数 83】 

（１）働き方・仕事の進め方改革の推進【５】 
（２）市役所内部のデジタル化の推進【４】 
（３）組織の最適化【31】 
（４）財源確保策の強化【10】 
（５）戦略的な資産マネジメント【16】 
（６）特別会計の健全化【３】 
（７）公営企業の経営改善【13】 
（８）出資法人の経営改善及び連携・活用【１】 

 

改革項目 
【課題数 58】 

（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進【29】 
（２）区役所機能の強化【９】 
（３）地域防災力の向上に向けた連携【９】 
（４）積極的な情報共有の推進【11】 

 

改革項目 
【課題数 29】 

（１）組織力の向上に向けた計画的な人材育成等【５】 
（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成【16】 
（３）職員の改善・改革意識及びコンプライアンス意識の向上【５】 
（４）職員の能力が十分に発揮できる環境づくり【３】 
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２ 川崎市行財政改革第３期プログラムにおける取組評価 
（１）取組評価の手法 

各取組について、活動指標・成果指標を活用したＰＤＣＡサイクルにより、毎年度立てる活動目標

に対する達成度とともに、総合計画を着実に推進するため、必要な経営資源であるヒト・モノ・カ

ネ・情報・時間の確保や市民満足度の向上、事務事業への貢献度等の観点で評価を行います。 
なお、天災の発生や感染症のまん延、その他の状況変化等の影響により、必要やむを得ず、取組の

見直し等を行う場合については、毎年度の評価の中で、その内容を示していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
（２）附属機関（川崎市行財政改革推進委員会）による評価の実施 

計画期間４年間のうち、２年間経過後の中間評価時点及び４年間経過後の総括評価時点において、

行財政改革に関する取組及び評価に関して調査審議する附属機関「川崎市行財政改革推進委員会」に

より、経営資源の確保や市民満足度の向上、事務事業への貢献度等について、専門的視点による外部

評価を加えることで、評価の客観性を確保します。 

 
計画 
Plan 

  活動目標 
（計画策定時の課題認識や４年間の取組の 

方向性に基づき設定） 

  活動指標（定量的な活動実績） 
  活動実績 
  活動目標に対する達成度 実施結果 

Do 

  成果指標（定量的な取組効果） 
  取組の総体的効果 

（成果指標等を踏まえたヒト・モノ・カネ・ 
情報・時間の確保等の視点による効果） 

  事務事業等への貢献度 評価 
Check 

改善 
Action 

  今後の取組の方向性 
 

翌年度（次期計画期間）の目標や取組へ 

１．目標を上回った 
２．ほぼ目標どおり 
３．目標を下回った 
４．状況の変化により目標を達成できなかった 

Ａ．大きく貢献した 
Ｂ．貢献した 
Ｃ．貢献したが課題もあった 
Ｄ．課題があった 
Ｘ．測定できない 
Ｙ１．効果が発現していない 

（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合） 
Ｙ２．効果が発現していない 

（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合） 

活動目標に 
対する達成度 
（進捗状況） 

を評価 

活動による 
効果・貢献度

を評価 

Ⅰ．到達目標を達成 
Ⅱ．現状のまま取組を継続 
Ⅲ．目標の見直し又は取組の改善を行い、取組を継続 
Ⅳ．状況の変化により取組を中止 
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第２章 取組評価の結果概要 

１ 活動目標に対する達成度の状況（「実施結果（Do）」の結果） 
  活動の進捗状況を示す「活動目標に対する達成度」について、「１．目標を上回った」は３件（1.40％）、

「２．ほぼ目標どおり」は 196 件（91.16％）、「３．目標を下回った」は 16件（7.44％）、「４．状

況の変化により目標を達成できなかった」は０件（0％）となりました。 

  一部、取組の進捗が遅れたことに伴い、「３．目標を下回った」とした取組がありましたが、「１．

目標を上回った」と「２．ほぼ目標どおり」をあわせた割合は 92.56％となっていることから、令

和４（2022）・令和５（2023）年度の活動目標に対する達成度の状況としては、概ね順調に取組が

進捗したものと考えます。 

 

＜図表３ 区分・取組別の件数・割合＞ 

 

 

 

 

  

区分（※）

取組

１ 社会経済状況の変化を踏まえた 1 件 40 件 4 件 0 件 45 件
  市民サービスの再構築 (2.22%) (88.89%) (8.89%) (0%) (100%)

２ 市役所の経営資源の最適化 2 件 79 件 2 件 0 件 83 件
(2.41%) (95.18%) (2.41%) (0%) (100%)

３ 多様な主体との協働・連携の 0 件 51 件 7 件 0 件 58 件
  更なる推進 (0%) (87.93%) (12.07%) (0%) (100%)

４ 庁内の人材育成と意識改革 0 件 26 件 3 件 0 件 29 件
(0%) (89.66%) (10.34%) (0%) (100%)

3 件 196 件 16 件 0 件 215 件
(1.40%) (91.16%) (7.44%) (0%) (100%)

【図表４】 【図表５】

計

全体

1 2 3 4

※区分の内容 
１．目標を上回った  ２．ほぼ目標どおり  ３．目標を下回った 
４．状況の変化により目標を達成できなかった 
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＜図表４ 「１．目標を上回った」とした取組＞ 

取組 課題名 ページ 

１ 社会経済状況の変化

を踏まえた市民サー

ビスの再構築 

1-(1)-22 市内駐輪場施設の見直し【建設緑政局】 98-100 

２ 市役所の経営資源の

最適化 

2-(4)-1 市税収入率の更なる向上【財政局】 290-292 

2-(7)-13 市立病院におけるデジタル化の推進【病院局】 413-415 

 

＜図表５ 「３．目標を下回った」とした取組＞ 

取組 課題名 ページ 

１ 社会経済状況の変化

を踏まえた市民サー

ビスの再構築 

1-(1)-5 

 

都市農業の課題を踏まえた農業支援のあり方の検討及び

効率的・効果的な支援の推進【経済労働局】 
47-49 

1-(1)-7 

 

高齢者外出支援乗車事業の見直しに向けた検討 

【健康福祉局】 
53-55 

1-(1)-12 

 

生涯現役対策事業の見直し及び効率的・効果的な実施 

【健康福祉局】 
68-70 

1-(1)-18 都市計画道路網の見直し【まちづくり局】 86-88 

２ 市役所の経営資源の

最適化 

2-(1)-5 

 

学校教職員の働き方改革に向けた取組 

【教育委員会事務局】 
182-184 

2-(5)-4 新本庁舎整備に伴う第４庁舎の活用【総務企画局】 329-331 

３ 多様な主体との協働・

連携の更なる推進 

3-(1)-9 

 

効率的・効果的な手法による一層の介護人材の確保・定着 

【健康福祉局】 
443-445 

3-(1)-12 

 

生田緑地ばら苑の魅力の向上と効率的・効果的な運営方法

の検討【建設緑政局】 
452-454 

3-(1)-18 

 

「御幸公園梅香事業」による市民や企業等、多様な主体と

の連携・協働の強化【幸区役所】 
470-472 

3-(1)-29 地域の寺子屋事業を担う人材の確保【教育委員会事務局】 503-505 

3-(2)-5 

 

中原区役所窓口混雑緩和・サービス環境改善の推進 

【中原区役所】 
518-520 

3-(3)-4 総合的な地域防災力の向上【中原区役所】 542-544 

3-(4)-10 デジタル技術の活用等による広報の推進【多摩区役所】 587-589 

４ 庁内の人材育成と意

識改革 

4-(2)-10 災害対応力の向上に向けた職員の人材育成【中原区役所】 635-637 

4-(2)-14 

 

災害対応力の向上に向けた職員の人材育成の推進 

【多摩区役所】 
647-649 

4-(3)-4 適正な会計事務の執行に向けた人材育成【会計室】 665-667 
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２ 事務事業等への貢献度の状況（「評価（Check）」の結果） 

  取組による効果・貢献度を示す「事務事業等への貢献度」について、「Ａ．大きく貢献した」は１

件（0.47％）、「Ｂ．貢献した」は 90件（41.86％）、「Ｃ．貢献したが課題もあった」は 85件（39.53％）、

「Ｄ．課題があった」は０件（０％）、「Ｘ．測定できない」は０件（０％）、「Ｙ１．効果が発現し

ていない（実施結果（Do）の評価：「３」以外の場合）」は 37 件（17.21％）、「Ｙ２．効果が発現し

ていない（実施結果（Do）の評価：「３」の場合）」は２件（0.93％）となりました。 

  「Ａ．大きく貢献した」、「Ｂ．貢献した」、「Ｃ．貢献したが課題もあった」をあわせた割合は 81.86％

となっており、多くの取組においてヒト・モノ・カネ・情報・時間の確保等の効果が認められてい

ることから、全体として、事務事業等へ一定程度貢献できたと考えます。 

  なお、「Ｃ．貢献したが課題もあった」とした取組については、明らかとなった課題を踏まえ、今

後、改善を図りながら取組を進めます。また、区分がＹ１及びＹ２の「未だ効果の発現に至ってい

ない」取組のうち、検討段階のものについては、可能な限り、早期の効果発現を目指して、取組を

推進します。特に、「Ｙ２．効果が発現していない（実施結果（Do）の評価：「３」の場合）」とし

た取組は実施結果（Do）の評価を「３」とした取組であり、取組の進捗自体に遅れが生じているこ

とから、スケジュールの遅延等による影響を可能な限り縮減することができるよう、今後の取組を

着実に進めていきます。 

 

＜図表６ 区分・取組別の件数・割合＞ 

 

 

  

区分（※）

取組

１ 社会経済状況の変化を踏まえた 0 件 20 件 16 件 0 件 0 件 9 件 0 件 45 件
  市民サービスの再構築 (0%) (44.44%) (35.56%) (0%) (0%) (20.00%) (0%) (100%)

２ 市役所の経営資源の最適化 1 件 33 件 20 件 0 件 0 件 28 件 1 件 83 件
(1.20%) (39.76%) (24.10%) (0%) (0%) (33.74%) (1.20%) (100%)

３ 多様な主体との協働・連携の 0 件 26 件 31 件 0 件 0 件 0 件 1 件 58 件
  更なる推進 (0%) (44.83%) (53.45%) (0%) (0%) (0%) (1.72%) (100%)

４ 庁内の人材育成と意識改革 0 件 11 件 18 件 0 件 0 件 0 件 0 件 29 件
(0%) (37.93%) (62.07%) (0%) (0%) (0%) (0%) (100%)

1 件 90 件 85 件 0 件 0 件 37 件 2 件 215 件
(0.47%) (41.86%) (39.53%) (0%) (0%) (17.21%) (0.93%) (100%)

【図表７】 【図表８】

Ｙ２ 計

全体

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｘ Ｙ１

※区分の内容 

Ａ．大きく貢献した Ｂ．貢献した Ｃ．貢献したが課題もあった Ｄ．課題があった 

Ｘ．測定できない Ｙ１．効果が発現していない（実施結果（Do）の評価：「３」以外の場合） 

Ｙ２．効果が発現していない（実施結果（Do）の評価：「３」の場合） 
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＜図表７ 「Ａ．大きく貢献した」とした取組＞ 

取組 課題名 ページ 

２ 市役所の経営資源の

最適化 
2-(4)-1 市税収入率の更なる向上【財政局】 290-292 

 

 

＜図表８ 「Ｙ２.効果が発現していない（実施結果（Do）の評価：「３」の場合）」とした取組＞ 

取組 課題名 ページ 

２ 市役所の経営資源の

最適化 
2-(5)-4 新本庁舎整備に伴う第４庁舎の活用【総務企画局】 329-331 

３ 多様な主体との協働・

連携の更なる推進 

3-(1)-12 

 

生田緑地ばら苑の魅力の向上と効率的・効果的な運営方法

の検討【建設緑政局】 
452-454 
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３ 今後の取組の方向性の状況（「改善（Action）」の結果） 

  実施結果（Do）や評価（Check）を踏まえた「今後の取組の方向性」について、「Ⅰ．到達目標を達

成」は１件（0.47％）、「Ⅱ．現状のまま取組を継続」は 127 件（59.07％）、「Ⅲ．目標の見直し又

は取組の改善を行い、取組を継続」は 87件（40.46％）、「Ⅳ．状況の変化により取組を中止」は０

件（０％）となりました。 

  「Ⅰ．到達目標を達成」とした取組については、計画当初設定した４年間の「到達目標」を達成し

ていますが、令和６（2024）年度以降についても、引き続き、目標達成後の取組状況を管理してい

きます。 

  「Ⅱ．現状のまま取組を継続」及び「Ⅲ．目標の見直し又は取組の改善を行い、取組を継続」とし

た取組については、より一層の取組の強化や取組内容の見直しを行うとともに、工程の詳細化・明

確化や指標の追加などに努めながら、適切な進捗管理を行い、着実な取組を進めていきます。 

 

＜図表９ 区分・取組別の件数・割合＞ 

 

 

区分（※）

取組

１ 社会経済状況の変化を踏まえた 0 件 29 件 16 件 0 件 45 件
  市民サービスの再構築 (0%) (64.44%) (35.56%) (0%) (100%)

２ 市役所の経営資源の最適化 1 件 61 件 21 件 0 件 83 件
(1.20%) (73.50%) (25.30%) (0%) (100%)

３ 多様な主体との協働・連携の 0 件 26 件 32 件 0 件 58 件
  更なる推進 (0%) (44.83%) (55.17%) (0%) (100%)

４ 庁内の人材育成と意識改革 0 件 11 件 18 件 0 件 29 件
(0%) (37.93%) (62.07%) (0%) (100%)

1 件 127 件 87 件 0 件 215 件
(0.47%) (59.07%) (40.46%) (0%) (100%)

【図表10】

計

全体

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

※区分の内容 
Ⅰ．到達目標を達成  
Ⅱ．現状のまま取組を継続 
Ⅲ．目標の見直し又は取組の改善を行い、取組を継続  
Ⅳ．状況の変化により取組を中止 
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＜図表 10 「Ⅰ．到達目標を達成」した取組＞ 

取組 課題名 ページ 

２ 市役所の経営資源の

最適化 
2-(3)-6 動物愛護センター用務業務執行体制の検討【健康福祉局】 212-214 
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第３章 川崎市行財政改革第３期プログラムに基づく取組による主な効果等 

令和４（2022）・５（2023）年度において「川崎市行財政改革第３期プログラム」に基づく改革の取組

を進めた結果、ヒト・モノ・カネ・情報・時間の確保等に効果のあった取組のうち主なものはそれぞれ次

のとおりです。（「評価（Check）」において、「Ａ．大きく貢献した」、「Ｂ．貢献した」、「Ｃ．貢献したが

課題もあった」とした取組のうち主なものを掲載しています。） 

 

１ ヒトの効果 

① 国際交流センターを活用したグローバル人材の育成支援 

【3-(1)-3（市民文化局）／P425-427】 

＜主な活動実績＞ 

・外国人市民の増加に伴う通訳、日本語学習等のニーズに対応するため、新たなボランティアの養成・

登録に向け、「やさしい日本語ボランティア」、「災害時支援ボランティア」、「日本語講座ボランティア」

などの、各種ボランティア養成研修等を実施しました。 

 

 

 

 

② 活力ある商業地域の形成に向けた多様な主体との連携 

【3-(1)-7（経済労働局）／P437-439】 

＜主な活動実績＞ 

・川崎駅周辺エリアの賑わい創出に向けた中心市街地活性化事業では、令和４（2022）年度は東海道川

崎宿 400 周年を契機とした多摩川でのイベントを実施し、令和５（2023）年度はワークショップを通じ

て誘客促進マップを作成し、対象地域の回遊性向上や魅力のＰＲを図りました。 

・市内での開業希望者を育成支援する「かわさき店舗出店支援プログラムＮＯＲＥＮ（のれん）」を中

原区・高津区エリアを対象に実施し、地域の中核的な担い手として、地元商業に詳しい２名の創業アド

バイザーや地元商店主の協力のもと、令和４（2022）年度は 15 名、令和５（2023）年度は 16 名の開業

や新規事業を検討する方がプログラムを受講しました。 

 

 

 

 

 

＜取組の効果＞ 

・ボランティア登録総数が、令和３（2021）年度の 1,369 件から令和４（2022）年度は 1,440 件、令

和５（2023）年度は 1,468 件へと増加し、成果指標に掲げる年度ごとの目標を上回りました。 

＜取組の効果＞ 

・活力ある商業地域の形成に向けて連携する協働者数が、令和３（2021）年度の 34 団体から令和４

（2022）年度は 46 団体、令和５（2023）年度は 57 団体へと増加し、成果指標に掲げる年度ごとの目

標を上回りました。 
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③ 多様な主体による地域コミュニティ活性化の推進 

【3-(1)-21（高津区役所）／P479-481】 

＜主な活動実績＞ 

・若年層の町内会・自治会への加入促進や地域活動の担い手となる人材の発掘に向け、デジタル化等の

情報発信の手法を情報共有するため、町内会長等を対象とした意見交換会や研修会を実施しました。 

・まちづくりカフェや「たかつデザインラボ」の枠組を包含する共創プラットフォームを高津区ソーシ

ャルデザインセンター（以下、「高津区ＳＤＣ」という。）と位置づけ、「高津区ＳＤＣ相談窓口」を令

和５（2023）年４月に開設し、まちづくり活動を始めたい区民からの相談を受け付けました。 

 

 

 

 

④ 地域防災力の向上に向けた取組の推進 

【3-(3)-8（麻生区役所）／P554-556】 

＜主な活動実績＞ 

・地域の共助体制の強化や、住民一人一人の防災意識の向上のため、自主防災組織に対して防災訓練の

実施を促すとともに、訓練内容に関する助言や活動助成金の支給等を行いました。 

・自主防災組織の共助の促進と防災対応力の強化を図るため、救出・救護訓練など、実践型の訓練を実

施するとともに、一般市民を対象に、親子で楽しみながら防災ワークに取り組んでもらう「区民防災塾」

を同時開催し、自主防災組織の訓練の様子を間近で見学していただきました。 

 

 

 

 

 

⑤ 行政のデジタル化に必要な人材育成の推進 

【4-(2)-1（総務企画局）／P608-610】 

＜主な活動実績＞ 

・職員の階層別研修（12階層）において「情報セキュリティ」、「デジタル化施策」に係る講義を実施し

ました。 

・職員のデジタルツール等の活用による改革マインドの醸成に向けて、職員が自発的な業務改善活動を

行えるよう、外部講師による改善手法のノウハウの習得などの実践的な研修を実施し、令和４（2022）

年度は建設緑政局みどり・多摩川協働推進課など、令和５（2023）年度は経済労働局企画課などにおい

て、業務のデジタル化に向けた環境整備や新たな業務フローの検討などを実施しました。 

 

 

  

＜取組の効果＞ 

・町内会や市民活動など、地域での活動に参加している区民の割合が、令和３（2021）年度の 15.9％

から令和５（2023）年度は 21.8％へと向上し、令和５（2023）年度の目標である 20.0％を上回りまし

た。 

＜取組の効果＞ 

・地域における自主防災組織の訓練への延べ参加者数が、令和３（2021）年度の 1,000 人から令和４

（2022）年度は 5,700 人、令和５（2023）年度は 6,228 人へと増加し、成果指標に掲げる年度ごとの

目標を達成しました。 

＜取組の効果＞ 

・デジタル技術やデータ活用を意識して業務に取り組んでいると考える職員の割合が、令和４（2022）

年度は 63％、令和５（2023）年度は 67％となり、成果指標に掲げる年度ごとの目標を達成し、デジタ

ル化や業務改善に対する知識を習得した職員の増加や、行政のデジタル化に向けた職員の意識向上に

寄与しました。 
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２ モノの効果 

① マイナンバーカードの利用動向を踏まえた証明書発行体制のあり方の検討                     

【1-(1)-4（市民文化局）／P44-46】 

＜主な活動実績＞ 

・マイナンバーカードの普及促進に向け、出張申請窓口等の開設や交付勧奨通知の送付のほか、国の動

向を捉えた各種媒体（市政だより、ＳＮＳなど）を活用した広報の実施とともに、令和５（2023）年９

月末までのマイナポイント申請締切期限に向けたカード受取需要に合わせて、マイナンバーカードセ

ンターの臨時開所や区役所・支所の予約枠拡大などの取組を実施しました。 

・マイナンバーカード取得促進策と連動した証明書のコンビニ交付促進に向け、マイナンバーカードの

出張申請案内チラシや区役所サイネージ（５箇所）などによる広報を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

② 放置自転車対策の実施手法の見直し  

【1-(1)-21（建設緑政局）／P95-97】 

＜主な活動実績＞ 

・放置自転車対策のより効率的・効果的な実施に向け、北部地区（宮前区・多摩区・麻生区）において

一括委託化し、業務効率化等の効果検証の結果等を踏まえ、令和５（2023）年度から市内全域において

「指導・警告、撤去・運搬、保管・返還、整理・誘導・啓発」の業務を一括委託化しました。 

 

 

 

 

 

③ 市民生活の利便性向上に向けたＩＣＴの活用  

【1-(2)-1（総務企画局）／P110-112】 

＜主な活動実績＞ 

・行政施設におけるインターネット利用環境の向上に向け、令和４（2022）年度は各区のいこいの家及

び市民館分館等、令和５（2023）年度は新本庁舎やヨネッティー王禅寺等、２年間で計 51 拠点にかわ

さき Wi-Fi を導入しました。また、各区役所・出張所及び一部の市民利用施設へかわさき Wi-Fi のアク

セスポイントを増設し、行政施設のアクセスポイントが２年間で計 293 箇所増加しました。 

＜取組の効果＞ 

・放置自転車の整理誘導・撤去・運搬・保管等を効率的かつ柔軟に実施することで、放置自転車の台

数が削減され、令和３（2021）年度の 1,774 台から令和４（2022）年度は 1,376 台、令和５（2023）

年度は 1,061 台へと減少し、成果指標に掲げる年度ごとの目標を達成しました。 

＜取組の効果＞ 

・マイナンバーカードの交付率が、令和３（2021）年度の 48％から令和４（2022）年度は 64％、令和

５（2023）年度はマイナポイント施策の影響もあり 77％へと向上し、成果指標に掲げる年度ごとの目

標を達成しました。 

・コンビニ交付の交付率が、令和３（2021）年度の 15％から令和４（2022）年度は 21％、令和５（2023）

年度は 27％へと向上し、成果指標に掲げる年度ごとの目標を達成しました。 
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・かわさきアプリとして、令和５（2023）年 10 月に「かわさき TEKTEK」及び「かわさき市立図書館ア

プリ」を追加し、アプリ数は計７個となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 電子調達システム等を活用した契約業務の効率化  

【1-(2)-3（財政局）／P116-118】 

＜主な活動実績＞ 

・契約事務の効率化や利便性の向上に向け、令和５（2023）年４月１日から契約課契約において電子契

約を導入するとともに、工事請負契約等について電子保証による手続を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 市民目線に立った区役所サービスの推進 

【3-(2)-7（宮前区役所）／P524-526】 

＜主な活動実績＞ 

・「宮前区役所サービス向上アクションプラン」を策定し、「向上指針取組評価シート」を活用しながら、

年度初めに部署ごとの「区役所サービス向上目標」を掲げ、「みやまえ☆ご意見ＢＯＸ」等に寄せられ

た市民意見等も参考にしながら、サービスの質の向上・改善に取り組みました。 

・職員の能力向上や意識の醸成に向け、基本的な接遇力を育むことを目的とした「新規採用職員接遇研

修」の実施のほか、令和５（2023）年度は、障害のある方や妊婦等の様々な方への接遇を学ぶことを目

的とした「多様性に対応した接遇研修」などを実施しました。 

 

 

 

 

 

  

＜取組の効果＞ 

・電子契約及び電子保証の導入により、テレワークの際でも契約締結等の作業が可能となったことか

ら、本市及び事業者双方において効率的な事務執行が可能となるとともに、事業者において押印手続

や保証証書の持参、郵送等に係る事務負担の軽減に寄与しました。 

＜取組の効果＞ 

・区役所内の関係部署と共有・協議しながら、日々の改善等を実施することで、①窓口における応対

等の質の維持・向上、②快適で心地よい庁舎環境の整備・改善や親切でわかりやすい庁舎掲示物の改

善など、区役所サービス全体の向上・改善につなげることができました。 

・職員の接遇力向上が図られ、「宮前区役所利用者のサービス満足度」が令和３（2021）年度の 99.3％

から令和５（2023）年度は 100％へと向上し、令和５（2023）年度の目標である 99％以上を達成しま

した。 

＜取組の効果＞ 

・かわさき Wi-Fi の環境を整備することで、市民の方が利用できるかわさき Wi-Fi のアクセスポイ

ントが計 759 箇所となり、市民の利便性向上に寄与しました。 

・「かわさき TEKTEK」及び「かわさき市立図書館アプリ」を追加したことにより、アプリを活用した

市民の健康促進等に向けた事業への参画促進や、アプリでの貸出カード表示で本の貸出しが行える

ようになるなど市民の利便性向上に寄与しました。 

-14-



３ カネの効果 

① ＩＣＴ環境・先端技術の活用及び最適化に向けた取組の推進 

【1-(2)-6（教育委員会事務局）／P125-127】 

＜主な活動実績＞ 

・ＧＩＧＡスクール構想によるＧＩＧＡ端末の導入に伴い、小・中学校のコンピュータ教室における 

リース契約の内容を見直し、配置している端末を削減するなどの対応を行いました。 

 

 

 

 

 

② 富士見公園の更なる効率的・効果的な管理運営等 

【1-(3)-7（建設緑政局）／P146-148】 

＜主な活動実績＞ 

・富士見公園における、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用した効率的かつ効果的な管理運営に向

け、ＰＦＩ及びＰａｒｋ－ＰＦＩ事業者と令和４（2022）年 12 月に事業契約の締結及び指定管理者の

指定を行い、南側エリアの一部（立体駐車場）について令和６（2024）年１月から管理運営を開始しま

した。また、令和６（2024）年３月には北側エリア（クラブハウス、テニスコート、相撲場等）が完成

しました。 

 

 

 

 

③ 循環型社会に対応した効率的・効果的な廃棄物収集体制の構築 

【2-(3)-4（環境局）／P206-208】 

＜主な活動実績＞ 

・効率的・効果的なごみ収集業務の執行体制の構築に向け、令和６（2024）年度からの川崎区及び多摩

区・麻生区における普通ごみ等収集運搬業務の一部委託化を決定し、令和５（2023）年度に契約締結し

ました。 

 

 

 

  

＜取組の効果＞ 

・効率的・効果的なごみ収集体制の構築に向けた普通ごみ等収集運搬業務の一部委託化により、12,964

千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映しました。 

＜取組の効果＞ 

・効率的・効果的な維持管理・運営を行うことによる財政効果として、令和５（2023）年度予算に 5,500

千円、令和６（2024）年度予算に 28,600 千円の指定管理納付金を反映しました。 

＜取組の効果＞ 

・小・中学校のコンピュータ教室に配置している端末数の削減により、2,208 千円の財政効果を令和５

（2023）年度予算に、35,827 千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映しました。 
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④ 市税収入率の更なる向上 

【2-(4)-1（財政局）／P290-292】 

＜主な活動実績＞ 

・民間委託による「納税お知らせセンター」からの電話での納期限経過のお知らせを通年で行い、また、

初期未納対策として早期の文書催告のほか、電話催告を令和４（2022）年度は 129,172 件、令和５（2023）

年度は 177,444 件実施しました。また、債権を中心とした差押え等の滞納処分を令和４（2022）年度は

8,231 件、令和５（2023）年度は 10,000 件実施しました。 

・令和５（2023）年１月に稼働した新市税システムにより催告書の一括作成を行うなど、効率的な滞納

整理を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 財産の有効活用 

【2-(5)-5（財政局）／P332-334】 

＜主な活動実績＞ 

・シェアサイクル事業の本格運用に伴い、駐輪場用地の使用許可・貸付箇所を順次拡大しました。 

・自動販売機等設置場所の貸付けについて、令和４（2022）年度は 38 箇所、令和５（2023）年度は 11

箇所の一般競争入札を実施し、借受事業者を決定しました。 

・コインパーキング等の貸付対象地として市営住宅、道路事業予定地、水道用地等の余剰地など対象範

囲を順次拡大するとともに、市役所本庁舎駐車場が令和５（2023）年 10 月から供用開始し、駐車場用

地として貸付けを開始しました。 

 

 

 

 

 

 

15～16 ページに掲載している５つの取組による効果を含め、令和５（2023）年度予算、令和

６（2024）年度予算に反映した財政効果は、それぞれ次のとおりです。 

 

 

  
 
令和５（2023）年度予算：全会計で 53 億円 

令和６（2024）年度予算：全会計で 50 億円 

＜取組の効果＞ 

・令和４（2022）年度の市税収入率は、99.5％と当初設定した４年間の到達目標を達成し、令和５（2023）

年度も 99.5％（見込）と目標を達成する見込みであり、財政効果の面で大きく貢献することができま

した。 

・583,886 千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、601,472 千円の財政効果を令和６（2024）年

度予算に反映しました。 

＜取組の効果＞ 

・市有財産の余剰地、余剰床等の貸付け及び広告事業の推進により、令和４（2022）年度は 8.8 億円、

令和５（2023）年度は 9.4 億円（見込）の歳入を確保しました。 

・911,538 千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、954,950 千円の財政効果を令和６（2024）年

度予算に反映しました。 
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４ 情報の効果 

① 地方分権改革の更なる推進 

【1-(1)-1（総務企画局）／P35-37】 

＜主な活動実績＞ 

・特別市制度の概要や本市がめざす特別市の理解促進に向け、説明動画やパンフレットなどの広報媒体

を作成するとともに、それらを活用して、令和４（2022）年度は町内会・自治会を、令和５（2023）年

度は民生委員児童委員協議会や保護司会を中心とした出前説明会を実施しました。 

・特別市について、区民祭など各区のイベントに出展し、パネル展示やパンフレット、グッズ等の配布

などによる広報を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

② デジタル技術の活用等による広報の促進 

【3-(4)-5（川崎区役所）／P572-574】 

＜主な活動実績＞ 

・川崎区政に関する情報の効果的な発信に向け、地域包括ケア、子育て情報など、幅広い情報をホー

ムページや YouTube チャンネル等で発信しました。また、令和５（2023）年度には、新たな情報発信

手段として、川崎区ソーシャルデザインセンターモデル事業の取組についての情報発信を、地域コミ

ュニティアプリ「ピアッザ」から行いました。 

・外国人住民に向けた効果的な情報発信手法の検討に向け、令和５（2023）年度にアンケート調査を

実施しました。 

 

 

① ●●● 

 

 

 

 

  

＜取組の効果＞ 

・出前説明会に令和４（2022）年度は 1,367 人、令和５（2023）年度は 1,512 人の方に参加いただく

とともに、「出前説明会の参加者における特別市制度への理解度」が、令和４（2022）年度は 70.0％、

令和５（2023）年度は 76.5％となり、令和５（2023）年度の目標である 70.0％以上を達成し、市民理

解の向上や機運醸成が図られました。 

＜取組の効果＞ 

・川崎区 YouTube チャンネルへ投稿した動画の総再生回数が、令和３（2021）年度の 7,382 回から令

和４（2022）年度は 14,802 回、令和５（2023）年度は 44,528 回へと増加し、成果指標に掲げる年度

ごとの目標を達成しました。 

・アンケート調査により、外国人住民が市や区の情報を取得する際に、ホームページを利用したこと

があると答えた人は６割を超え、更にその８割以上の人が役に立ったと答えており、ホームページで

の情報発信が効果的であることを確認しました。 
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５ 時間の効果 

① デジタル化の推進とＩＣＴの活用による上下水道サービスの向上と業務の効率化 

【2-(7)-1（上下水道局）／P377-379】 

＜主な活動実績＞ 

・業務効率性・正確性の向上に向け、会計事務や設計業務などのうち定型的な作業を対象として、令和

４（2022）年度は６件、令和５（2023）年度は２件を追加し、合計８業務（累計 16 業務）について、

ＲＰＡの導入を実施しました。 

 

 

 

 

② 組織力の向上に向けた計画的な人材の育成 

【4-(1)-1（総務企画局）／P593-595】 

＜主な活動実績＞ 

・階層別研修等について、令和４（2022）年度はオンライン会議システムを計画的に活用したほか、効

果的な研修となるようｅラーニングと内部講師による講義科目の見直しなどを行いました。また、令和

５（2023）年度は、研修に応じて効果が最大となるよう、講義や個人ワークの割合が大きい場合はオン

ラインでの研修とするなど、より効果的な手法を選択して実施しました。 

 

 

 

 

 

 

③ 職員の改善意識・意欲の向上と職場改善運動の推進 

【4-(3)-1（総務企画局）／P656-658】 

＜主な活動実績＞ 

・幅広い職場で改善効果が期待される業務改善の取組について、チェックリストを活用しながら庁内で

の横展開を図るとともに、各局区の実施状況を共有するなど各職場に取組を促し、令和５（2023）年度

は、デジタル化の推進等の５つの取組を新たに設定するなど、全庁を挙げた業務改善を実施しました。 

・より多くの職員に業務改善の好事例を共有するため、業務改善事例発表会（チャレ☆かわ）を開催し、

デジタル技術を活用した各局区の好事例等の発表を行うとともに、オンラインを活用した動画配信等

により横展開するなど、職員の改革・改善に向けた意識の醸成を図りました。 

 

＜取組の効果＞ 

・ＲＰＡの活用による業務削減時間の累計が、令和３（2021）年度の 1,823 時間から令和４（2022）

年度は 3,625 時間、令和５（2023）年度は 4,719 時間へと増加し、成果指標に掲げる年度ごとの目標

を達成しました。 

＜取組の効果＞ 

・全庁を挙げて業務の改善に取り組み、令和４（2022）年度は約 36,500 時間、令和５（2023）年度は

約 15,600 時間の効果をそれぞれ新たに生み出しました。 

＜取組の効果＞ 

・階層別研修等について、対面形式での実施のほか、対象者や研修内容、期待する効果などを踏まえ

てオンライン形式や併用形式を取り入れることで、計画的・効率的な研修の実施とともに、研修に要

する職員の移動時間を令和４（2022）年度は約 983 時間、令和５（2023）年度は約 1,043 時間削減す

ることができました。 
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６ 働き方・仕事の進め方改革の主な取組状況・効果等 
 

本市では、平成 29（2017）年度から「働き方・仕事の進め方改革プログラム」を毎年度策定し、取

組を進めてきました。 

「働き方・仕事の進め方改革」の取組については、職員一人ひとりのワーク・ライフ・バランスの実

現や多様な働き方を可能とする職場づくりを進めることを目的としており、総合計画に掲げる政策・施

策の着実な推進に向けた、行財政基盤の構築を目的とする行財政改革プログラムと一体的に取り組む

ことで、より効果的な取組になるものと考えています。 

こうしたことから、令和４（2022）年度からは、第３期プログラムに、「働き方・仕事の進め方改革」

に資する改革項目を位置付け、関連する他の改革課題とあわせて、取組を総合的に推進し、毎年度、適

切に進行管理を行うこととしています。 

 

＜図表 11 働き方・仕事の進め方改革関連課題一覧＞  

<取組の方向性（１）職員の働く環境の整備と意識改革>  <取組の方向性（２）多様な働き方の推進> 
課題 No. 課題名 掲載ページ  課題 No. 課題名 掲載ページ 
2 (1) 1 長時間勤務の是正に向けた取組 170-172  4 (1) 3 適切な人事配置と人材育成、定年引き

上げへの対応 
599-601 

2 (1) 2 総務事務執行体制の見直し 173-175  
2 (2) 1 業務プロセス改革の推進 185-187  4 (4) 1 職員個々の状況に応じた働く環境の整備 671-673 
2 (2) 2 デジタルの活用によるワークスタイル変革

の推進 
188-190  

 4 (4) 2 女性活躍推進・次世代育成支援の推進 674-676 
4 (1) 1 組織力の向上に向けた計画的な人材

の育成 
593-595  <各局区等の取組>  

 課題 No. 課題名 掲載ページ 
4 
 
(1) 4 人事評価制度の適正な運用と見直し

に向けた検討 
602-604  2 (1) 3 川崎区役所機能再編に伴うワークスタイ

ル変革や業務効率化 
176-178 

 
4 (3) 1 職員の改善意識・意欲の向上と職場

改善運動の推進 
656-658  2 (1) 4 宮前区役所の移転を契機としたワークスタ

イル変革や業務効率化 
179-181 

 
4 (4) 3 メンタルヘルス対策の充実 677-679  2 (1) 5 学校教職員の働き方改革に向けた取組 182-184 
 

継続した取組が必要な長時間勤務の是正に関連する取組のほか、令和５（2023）年度に供用開始した

本庁舎の整備を契機とした取組など、主なものは次の１～５のとおりです。 

 

１ 長時間勤務の是正に向けた取組【2-(1)-1（総務企画局）／P170-172】  

・ 年間 480 時間超の時間外勤務職員数は、令和３（2021）年度の 618 人に対し、令和４（2022）年度

は 619 人でしたが、令和５(2023)年度は新型コロナ対応等の業務集中傾向が解消されたこと等によ

り 553 人に減少しました。また、年間 1,000 時間超の職員数は、令和３（2021）年度の 40 人から、

令和４（2022）年度は 23 人、令和５（2023）年度は８人に減少しました。要因として、応援体制の

構築や業務量の平準化の取組が寄与したものと考えられます。 
・ 今後も、職員の意識改革の取組、応援体制の構築や管理職による業務量の平準化等の対応の更なる

推進に加え、長時間勤務職場への業務プロセス改革の取組やデジタル技術を活用した業務効率化な

どにより、長時間勤務の更なる是正に取り組んでいきます。   

＜図表 12 年間 480 時間超の時間外勤務職員数＞  

 
※交通局の自動車運転手、病院局の医師・歯科医師を除いた人数  
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２ 業務プロセス改革の推進【2-(2)-1（総務企画局）／P185-187】  

・ 単純かつ大量の定型処理業務等について、令和４（2022）年度はＡＩ-ＯＣＲを１業務、ＲＰＡを８

業務、令和５（2023）年度はＲＰＡを 11 業務に導入しました。また、手続のオンライン化等を進め

ている部署や業務繁忙部署の業務プロセス改革を推進するため、令和４（2022）年度は３部署、令和

５（2023）年度は２部署に対し、外部の専門的知見等を活用しながら、ヒアリング等により業務フロ

ーの可視化・見直しを行うとともに、オンライン申請システムやＲＰＡ等のデジタル技術を活用した

業務手法を検討する等の取組を実施しました。 
・ これらの取組により、業務プロセス改革を実施した手続きにおける、改善後の所要時間と改善前の所

要時間とを比較した削減時間割合は、令和５（2023）年度は 10.6％となりました。 
・ 今後も引き続き、行政手続のオンライン化などの状況を踏まえた、業務フローの見直しや新しい IT 技

術・ツールを活用した業務手法の構築を進めます。 
 

３ デジタルの活用によるワークスタイル変革の推進【2-(2)-2（総務企画局）／P188-190】  

・ テレワークについては、追加導入したテレワーク用パソコンを令和５（2023）年度に運用開始し、

利用実績も増加したことで、作業の効率化や通勤時間の削減等に伴うワークライフバランスの向

上に寄与しましたが、同パソコンの稼働率は、令和３（2021）年度の 19.5％、令和４（2022）年

度の 25.5％から、令和５（2023）年度は 19.9%となりました。今後は、更なる利用拡大に向け、

有効活用ができる部署への配置調整や、効果的な事例の周知等の取組を行います。 
・ 令和５（2023）年の本庁舎移転に合わせて、ペーパレス推進に向け、無線 LAN、軽量パソコン、外

部ディスプレイ等を整備したほか、内線・外線可能なスマートフォン、部又は課単位のフリーア

ドレス（グループアドレス）を導入しました。 

・ 紙文書が多い部署等に対し、文書の内容に応じた具体的な電子化手法を提示する等のコーチング

活動を令和４（2022）年度は 43 回、令和５（2023）年度は 22 回実施したほか、ワークステーシ

ョンでの紙文書の集中的スキャンを実施するなど、ペーパレス化を推進し、紙の使用量を令和３

（2021）年度比で、令和５（2023）年度は 24,989 千枚削減しました。 
 
４ 職員個々の状況に応じた働く環境の整備【4-(4)-1（総務企画局）／P671-673】 

・ 障害者雇用の推進については、令和４（2022）年度は８名、令和５（2023）年度は９名の障害のあ

る会計年度任用職員を新たに各局区へ配置しました。また、集中型就労（ワークステーション）

では、障害者雇用を令和４（2022）年度当初の６名から令和５（2023）年度は 24 名まで拡大し、

本庁舎移転に合わせて庁内便の配達業務や古紙回収業務、物品補充業務等の本格実施を開始しました。 

・ 障害者実雇用率は、令和３（2021）年６月１日時点の 2.66％から、令和５（2023）年６月１日時

点で 2.84％に上昇しました。今後も、目標値の 3.00％に向け、会計年度任用職員の各職場への配

置の検討について働きかけ、採用した障害者各自の特性に応じたマッチングなど、更なる取組を

推進します。 

 

５ 女性活躍推進・次世代育成支援の推進【4-(4)-2（総務企画局）／P674-676】 

・ 育児に伴う休暇・休業を取得しやすい職場環境づくりや、管理職の意識改革とマネジメント能力の強

化等の取組を着実に進め、男性の育児休業取得率は、令和３（2021）年度の 25.8％から令和４（2022）

年度は 37.4％に、令和５（2023）年度は市長事務部局等では 77.4％、それ以外の任命では 49.0％と

なりました。今後、更なる取得率上昇に向け、引き続き子育て支援等に係る制度利用の促進や仕事と

家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりなどの取組を進めていきます。 

・ 管理職（課長級）に占める女性比率は、令和４（2022）年の 24.5％から、令和５（2023）年は 25.0％、

令和６（2024）年は 25.9％に上昇しました（いずれも４月１日時点）。今後も、目標値の 30％に向け、

更なる女性職員のキャリア形成支援や令和５（2023）年度からの新たな昇任制度の運用を進めるなど、

意欲をもち能力を生かして活躍できる環境を整備し、女性登用を推進します。 
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第４章 各局（室・本部）・区等 取組評価シート 

１ 各局（室・本部）・区等 取組評価シートの見方 

「各局（室・本部）・区等 取組評価シート」は、「川崎市行財政改革第３期プログラム」に掲載する

215 の改革課題ごとに、各年度当初に設定する「活動目標」に対して、どれだけ活動する（取り組む）

ことができたのかを評価するとともに、その活動によってどのような効果があったのかをヒト・モノ・

カネ・情報・時間の確保等の視点から評価することで、今後の取組の改善につなげるものです。 

「各局（室・本部）・区等 取組評価シート」の見方は次のとおりです。 
 

 

 

  

 

 

 

　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 １・地方分権改革の更なる推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・平成29（2017）年３月に策定した「新たな地方分権改革の推進に関する方針」に基づき、国や県からの権限移譲の推進や国
等への要請活動などの取組を行っています。この間、国の提案募集方式を活用し、権限移譲の推進や義務付け・枠付けの見直しを
図るとともに、指定都市都道府県調整会議を開催し、県と協議を行い、権限移譲に向けた取組を開始したところです。
・しかしながら、現行の政令指定都市制度では、権限が限定的であること、また、窓口が分かれていることなどに伴い、一体的な行政
運営が行えず、迅速かつ的確な市民サービスの提供等に課題が生じていること、また、事務処理に時間がかかる等非効率な事務が
存在していることなど、多くの課題があることから、今後も、国、県からの権限移譲を推進しながら、特別市（特別自治市）制度の創
設に向けて、更なる取組を推進していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・令和３（2021）年度に改訂した「新たな地方分権改革の推進に関する方針」の内容に基づき、地方分権改革の取組を推進す
ることで、団体自治の充実に向けた取組を進めるとともに、地域課題への対応、市民サービスの向上を図ります。
・特別市（特別自治市）制度の創設に向け、指定都市市長会と連携した取組を進めていくとともに、特別市（特別自治市）制
度に関する調査・研究を行います。また、市民に対し制度への理解促進や機運醸成の取組として、広報活動を実施していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025） 】
・権限移譲や義務付け・枠付けの見直しに向けて、「提案募集方式」を活用し、国等への提案を実施
・九都県市首脳会議、指定都市市長会等を通じた、国等への要請活動を実施
・地方分権一括法等による制度改正への対応に向けた検討・調整を実施
・事務処理特例制度による権限移譲に向けた検討及び県との協議を実施
・特別市（特別自治市）の制度化に向け、国等への要請を行うとともに、指定都市市長会との連携による経済団体等を対象とした
取組や、移行に向けた調査・研究を実施
・出前説明会の開催など、戦略的な広報の実施

50101060 地方分権改革推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・提案募集方式等を活用した権限移譲や規制緩和、県との協議に基づく権限移譲など地方分権に向けた取組を推進することによる
更なる市民サービスの向上及び事務の効率化
・特別市（特別自治市）の創設に向けた必要な調整や普及啓発等による市民意識の醸成や認知度の向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・権限移譲や義務付け・枠付けの見直しに向けて、「提案募集方式」を活用し、国等への提案を実施
・九都県市首脳会議、指定都市長会等を通じ、国等への要請活動を実施
・地方分権一括法等による制度改正への対応に向けた検討・調整を実施
・事務処理特例制度による権限移譲に向けた検討及び県との協議を実施
・特別市の制度化に向け、国等への要請を行うとともに、指定都市市長会との連携による経済団体等を対象とした取組や、移行に
向けた調査・研究を実施
【R04（2022）】
・特別市の説明動画などの広報媒体の作成
・出前説明会の実施
・市内イベントへの出展等による広報の実施
【R05（2023）】
・市内での指定都市市長会シンポジウムの開催
【R05（2023）〜R07（2025）】
・出前説明会の開催など、戦略的な広報の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

①改革課題に関連する事務事業
名を記載 

②〜⑥行財政改革第３期プログ
ラムに記載している「現状」、「取組
の方向性」、「具体的な取組内
容」、「確保を想定する 経営資
源」、「到達目標」を記載 

⑦４年間の計画期間における年
度ごとの具体的な取組計画（活
動目標）を記載 

⑧大きな状況変化（大規模な天
災、感染症のまん延、取組に関連
する計画等の変更等をいう。以下
同じ。）などにより、取組や指標な
どに変更等があった場合に、その
内容を記載 

① 

② 

③ 

⑥ 
⑤ 

④ 

⑧ 

⑦ 
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
R07年度 単位

1

「提案募集方式」における本市提案の累計数 目標 ー 43 48 53

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

件

説明

地方分権に関する「提案募集方式」を活用し、本市が提案（共同提案を含
む。）した項目の制度開始から当該年度12月末時点までの累計数　※
※「提案募集方式」については、毎年２月に募集を開始し、その年の12月に
国が方針を出す制度設計となっているため、12月末時点での累計数を記載す
ることとしています。

実績 33 38 48

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・地方分権改革に関する「提案募集方式」を活用するに当たり、国に対して提案の説得力を増し、実現性を高めるため、令和４
（2022）年の「空家等対策特別措置法における電気・ガス等の供給事業者の保有する契約情報の提供」に関する提案や令和５
（2023）年の「住宅宿泊事業法の施行状況の検討を踏まえた適切な情報提供及び法解釈の明確化」に関する提案をはじめ、他
の指定都市等と共同提案を行うなど、地方自治体が協調した取組を進めました。
・県市間の権限移譲の推進に向け、神奈川県に対して協議を引き続き行いました。コンビナート地域における高圧ガス保安法の事
務・権限については、横浜市とも連携を図り、県と具体的な協議を行いました。
・「指定都市市長会シンポジウムin川崎」を開催しました（令和４（2022）年度︓2月、令和５（2023）年度︓３月）。
・特別市の説明動画やパンフレットなどの広報媒体を作成するとともに、それらを活用して、令和４（2022）年度には町内会・自治
会を中心とした出前説明会を実施して1,367人の方に参加いただき、令和５（2023）年度には民生委員児童委員協議会や保
護司会を中心とした出前説明会を実施して1,512人の方に参加いただきました。
・特別市について、区民祭など各区のイベントに出展し、パネル展示やパンフレット、グッズ等の配布などを行い、広報を実施しました。
【R04（2022）】
・特別市の法制化等に向けて、６月に国への要望を行うとともに、指定都市市長会と連携して、共同での周知用のポスターやチラシ
の作成を行い周知するなど、機運醸成の取組を進めました。
・５月に県知事と県内三指定都市市長による四首長懇談会を開催しました。また、７月に県内三指定都市市長による共同記者会
見を開催し、「住民目線から見た「特別市」の法制化の必要性」について公表しました。
・10月に「指定都市移行50周年記念大都市制度シンポジウム」を開催しました。
【R05（2023）】
・特別市の法制化等に向けて、６月に国への要請を行うとともに、指定都市市長会と連携して機運醸成の取組を進め、11月には指
定都市市長会として国へ提言を行いました。また、県に対しても、地方分権改革の推進について、８月には神奈川県市長会として要
望を、12月には川崎市として要請を行いました。
・１月から３月にかけ、各区図書館において特別市についての企画展を実施しました。
・かわさき市民アンケートを活用して特別市の認知度等を調査しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1

単位

1

出前説明会の参加者における特別市制度への理解度

情報

目標 ー 70.0
以上

70.0
以上

70.0
以上

％

説明
特別市制度の出前説明会後のアンケートにおいて、特別市制度について「理
解できた」又は「ある程度理解できた」と回答した参加者の割合
※ 特別市の法制化をはじめ今後の特別市制度の検討状況や進捗によって
は、今後、目標値の見直しを行います。

実績 ー 70.0 76.5

2

ー ー 35.5

％

説明
かわさき市民アンケートにおいて、特別市について、「制度の内容を知っていた」
又は「制度の内容は分からないが、名称は知っていた」を選んだ人の割合
※ 特別市の法制化をはじめ今後の特別市制度の検討状況や進捗によって
は、今後、目標値の見直しを行います。

実績 ー ー 27.5

かわさき市民アンケートにおける特別市制度の認知度

情報

目標 ー

ー

⑨行財政改革第３期プログラム
に記載している活動指標により定
量的な活動実績を記載 

⑩ ⑨以外に、定量的に活動実績
を示すことができる項目があれば、
その他の活動指標として、計画期
間中に追加し、当該指標により、
定量的な活動実績を記載 

⑪定量的な活動実績及び定性的
な活動実績を記載 

⑬活動実績に影響を及ぼした大き
な状況変化等の内容を記載 

⑭行財政改革第３期プログラム
に記載している成果指標により定
量的な効果を記載 

⑮ ⑭以外に、定量的に成果を示
すことができる項目があれば、その
他の成果指標として、計画期間中
に追加し、当該指標により、定量
的な効果を記載 

⑯ヒト・モノ・カネ・情報・時間のう
ち、何の効果を測る成果指標であ
るかを記載 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑫活動指標の達成状況及び活動
実績を踏まえ、実施結果に関する
評価を「活動目標に対する達成
度」に記載 

⑬ 
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 　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

○
区分選択の理由

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・出前説明会の開催やイベント出展等の戦略的な広報を実施することにより、特別市制度の概要や本市がめざす特別市について、
出前説明会に令和４（2022）年度は1,367人、令和５（2023）年度は1,512人の方に参加いただくとともに、参加者アン
ケートにおいては特別市制度への理解度が令和４（2022）年度は70.0％、令和５（2023）年度は76.5％と目標を達成する
など、市民理解の向上や機運醸成を図ることができました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・県市間の権限移譲について、県との協議を行い、コンビナート地域に関する高圧ガス製造許可等の事務・権限の本市への移譲予
定時期を令和７（2025）年４月と定めるとともに、その後も協議を継続することで、これまでの本市の危険物の許可権限に加え、コ
ンビナート地域における高圧ガス保安法の権限を併せて担うことによる、保安体制の充実や災害発生時の迅速かつ円滑な対応の実
現に向けて前進することができました。
（R04（2022））
・地方分権改革に関する「提案募集方式」について、「空家等対策特別措置法における電気・ガス等の供給事業者の保有する契約
情報の提供」に係る本市提案を受けて、当該契約情報は市町村長等が提供を求めることができる情報である旨が供給事業者及び
市町村等に国から通知されるなど、制度改善等が図られることとなりました。
（R05（2023））
・地方分権改革に関する「提案募集方式」について、「住宅宿泊事業法の施行状況の検討を踏まえた適切な情報提供及び法解釈
の明確化」に係る本市提案を受けて、「住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）」について、事務の円滑な実施に資するよう令和
６（2024）年中に改正する方針が国から示されるなど、制度改善等が図られることとなりました。

・地方分権改革に関する「提案募集方式」への対応や県市間の権限
移譲に関する県との協議などにより、「制度改善の国からの通知発出」
や「事務権限の指定都市への移譲に向けた進展」等の成果が得られ、
市民サービスの向上や事務の効率化に貢献することが見込まれるため。
・出前説明会の開催など特別市制度に関する広報を実施したことによ
り、市民理解の向上や機運醸成を図ることができたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・事業を取り巻く社会環境の変化に的確に対応しながら、地方分権改革に係る取組
及び特別市制度の実現に向けた取組を、次のとおり進めていきます。
①権限移譲や義務付け・枠付けの見直しに向けて、「提案募集方式」を活用した国
等への提案、各会議等を通じた、国等への要請活動を実施します。
②事務処理特例制度による権限移譲に向けた検討及び県との協議を実施します。
③特別市の実現に向けて、指定都市市長会等と連携した取組を実施します。
④市民に対する特別市制度への理解促進や機運醸成の取組として、広報活動を実
施します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

⑰ヒト・モノ・カネ・情報・時間のう
ち、何の効果があったのかを記載 

○︓一定の効果・向上があった場
合 
△︓現状とほぼ変わらない場合 
×︓現状よりも悪化した、あるい
は、課題があった場合 
－︓効果を当初から想定していな
い、又は、検討・準備段階等のた
め、未だ効果が発現していない場
合 

⑱ヒト・モノ・カネ・情報・時間ごと
に、成果指標や、その他の定性的
な効果も含め、どのような効果が
あったのかを記載 

⑲取組の総体的効果を踏まえ、
取組の効果に対する評価を「事務
事業等への貢献度」に記載 

⑳大きな状況変化等が、評価内
容にどのように影響したのか、その
内容等を記載 

㉑ 計 画 （ Plan ） 、 実 施 結 果
（Do）、評価（Check）を踏ま
え、今後の取組の方向性を記載 

㉒大きな状況変化などにより、翌
年度以降の取組や指標などに変
更等が生じた場合に、その内容や
理由を記載 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

㉑ 

㉒ 
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２ 各局（室・本部）・区等 取組評価シート 評価結果一覧

Do Check Action

1 (1) 1 地方分権改革の更なる推進 総務企画局 2 Ｂ Ⅱ 35 - 37

1 (1) 2 全庁的な使用料・手数料の見直し 財政局 2 Ｂ Ⅱ 38 - 40

1 (1) 3 全庁的な補助・助成金の見直し 財政局 2 Ｂ Ⅱ 41 - 43

1 (1) 4
マイナンバーカードの利用動向を踏まえた
証明書発行体制のあり方の検討

市民文化局 2 Ｂ Ⅱ 44 - 46

1 (1) 5
都市農業の課題を踏まえた農業支援のあり
方の検討及び効率的・効果的な支援の推進

経済労働局 3 Ｃ Ⅲ 47 - 49

1 (1) 6
堤根余熱利用市民施設等における機能整理
について

環境局 2 Ｂ Ⅱ 50 - 52

1 (1) 7
高齢者外出支援乗車事業の見直しに向けた
検討

健康福祉局 3 Ｃ Ⅲ 53 - 55

1 (1) 8 高齢者に対する市単独事業のあり方の検討 健康福祉局 2 Ｃ Ⅲ 56 - 58

1 (1) 9
成人ぜん息患者医療費助成制度のあり方の
検討

健康福祉局 2 Ｙ１ Ⅱ 59 - 61

1 (1) 10
休日急患診療所における運営手法の見直
し・移設等の検討

健康福祉局 2 Ｙ１ Ⅱ 62 - 64

1 (1) 11
歯科保健センター等診療事業のあり方の検
討

健康福祉局 2 Ｙ１ Ⅱ 65 - 67

1 (1) 12
生涯現役対策事業の見直し及び効率的・効
果的な実施

健康福祉局 3 Ｃ Ⅲ 68 - 70

1 (1) 13
重度障害者医療費助成制度の見直しに向け
た検討

健康福祉局 2 Ｃ Ⅲ 71 - 73

1 (1) 14 障害者施設運営費補助のあり方の検討 健康福祉局 2 Ｂ Ⅱ 74 - 76

1 (1) 15
こども文化センターの役割の再整理を踏ま
えた効率的・効果的な運営及び施設の最適
化に向けた検討

こども未来局 2 Ｃ Ⅲ 77 - 79

1 (1) 16
公立保育所が担うべき機能・役割に基づく
効率的・効果的な運営

こども未来局 2 Ｂ Ⅱ 80 - 82

1 (1) 17 効率的・効果的な待機児童対策の推進 こども未来局 2 Ｂ Ⅱ 83 - 85

1 (1) 18 都市計画道路網の見直し まちづくり局 3 Ｃ Ⅲ 86 - 88

1 (1) 19
バスネットワークの形成に向けた効率的・
効果的な路線や運行方法等の検討

まちづくり局 2 Ｙ１ Ⅱ 89 - 91

1 (1) 20
効率的・効果的な登戸区画整理事業の実施
及び清算に向けた検討

まちづくり局 2 Ｂ Ⅱ 92 - 94

1 (1) 21 放置自転車対策の実施手法の見直し 建設緑政局 2 Ｂ Ⅱ 95 - 97

将来を見据
えた市民
サービスの
再構築

取組
№

項目
№

項目名
課題
№

評価結果

局名課題名
掲載

ページ
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Do Check Action
取組
№

項目
№

項目名
課題
№

評価結果

局名課題名
掲載

ページ

1 (1) 22 市内駐輪場施設の見直し 建設緑政局 1 Ｂ Ⅱ 98 - 100

1 (1) 23
市営霊園における持続的で公平な墓所の供
給

建設緑政局 2 Ｂ Ⅱ 101 - 103

1 (1) 24
救急隊の現場到着時間の維持・短縮及び救
急車の適正利用

消防局 2 Ｃ Ⅲ 104 - 106

1 (1) 25
宮前市民館・図書館の鷺沼駅周辺への移
転・整備に伴う効率的・効果的な管理運営
手法の検討

教育委員会
事務局 2 Ｙ１ Ⅱ 107 - 109

1 (2) 1
市民生活の利便性向上に向けたＩＣＴの活
用

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 110 - 112

1 (2) 2
行政手続のオンライン化・窓口等のキャッ
シュレス化の推進

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 113 - 115

1 (2) 3
電子調達システム等を活用した契約業務の
効率化

財政局 2 Ｂ Ⅱ 116 - 118

1 (2) 4
ＩＣＴを活用した各種相談業務の効率的・
効果的な実施の検討

市民文化局 2 Ｂ Ⅱ 119 - 121

1 (2) 5
消費生活相談におけるデジタル技術を活用
した効率的・効果的な実施手法の検討

経済労働局 2 Ｃ Ⅲ 122 - 124

1 (2) 6
ＩＣＴ環境・先端技術の活用及び最適化に
向けた取組の推進

教育委員会
事務局 2 Ｃ Ⅲ 125 - 127

1 (3) 1
民間活用手法の効率的・効果的な導入に向
けた取組

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 128 - 130

1 (3) 2
防犯灯の効率的・効果的な維持管理手法の
検討

市民文化局 2 Ｙ１ Ⅱ 131 - 133

1 (3) 3
新たな博物館、美術館の効率的・効果的な
整備に向けた検討

市民文化局 2 Ｙ１ Ⅱ 134 - 136

1 (3) 4
公設福祉施設における効率的・効果的な民
間活用

健康福祉局 2 Ｂ Ⅱ 137 - 139

1 (3) 5
市営住宅の効率的・効果的な維持管理・更
新に向けた民間活用等の検討

まちづくり局 2 Ｙ１ Ⅱ 140 - 142

1 (3) 6
夢見ヶ崎動物公園の効率的・効果的な管理
運営

建設緑政局 2 Ｂ Ⅱ 143 - 145

1 (3) 7
富士見公園の更なる効率的・効果的な管理
運営等

建設緑政局 2 Ｂ Ⅱ 146 - 148

1 (3) 8
等々力緑地の更なる効率的・効果的な管理
運営等

建設緑政局 2 Ｂ Ⅱ 149 - 151

1 (3) 9
多摩川の利活用による効率的・効果的な管
理運営及び賑わいの創出と地域活性化に向
けた検討

建設緑政局 2 Ｂ Ⅱ 152 - 154

1 (3) 10 公園における効果的な公民連携の推進 建設緑政局 2 Ｃ Ⅲ 155 - 157

1 (3) 11 川崎港の魅力向上と民間活力の導入 港湾局 2 Ｃ Ⅲ 158 - 160

1 (3) 12
川崎港コンテナターミナルの管理運営体制
の見直し

港湾局 2 Ｃ Ⅲ 161 - 163

将来を見据
えた市民
サービスの
再構築

市民サービ
スのデジタ
ル化の推進

市民サービ
スの向上に
向けた民間
活用の推進

-25-



Do Check Action
取組
№

項目
№

項目名
課題
№

評価結果

局名課題名
掲載

ページ

1 (3) 13
池上新町南緑道及び皐橋水江町線沿道にお
ける効果的な公民連携の推進

臨海部国際
戦略本部 2 Ｂ Ⅱ 164 - 166

1 (3) 14 学校施設の包括的管理手法の検討
教育委員会
事務局 2 Ｙ１ Ⅱ 167 - 169

2 (1) 1 長時間勤務の是正に向けた取組 総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 170 - 172

2 (1) 2 総務事務執行体制の見直し 総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 173 - 175

2 (1) 3
川崎区役所機能再編に伴うワークスタイル
変革や業務効率化

川崎区役所 2 Ｂ Ⅱ 176 - 178

2 (1) 4
宮前区役所の移転を契機としたワークスタ
イル変革や業務効率化

宮前区役所 2 Ｂ Ⅱ 179 - 181

2 (1) 5 学校教職員の働き方改革に向けた取組
教育委員会
事務局 3 Ｃ Ⅲ 182 - 184

2 (2) 1 業務プロセス改革の推進 総務企画局 2 Ｂ Ⅱ 185 - 187

2 (2) 2
デジタルの活用によるワークスタイル変革
の推進

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 188 - 190

2 (2) 3
デジタル化時代の変化を見据えた公文書館
のあり方の検討

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 191 - 193

2 (2) 4 市税システム更改に伴う税務事務の効率化 財政局 2 Ｂ Ⅱ 194 - 196

2 (3) 1
庁用自動車の配置及び運転業務執行体制の
見直し

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 197 - 199

2 (3) 2 守衛業務の見直し 総務企画局 2 Ｂ Ⅱ 200 - 202

2 (3) 3 安定的かつ効率的な廃棄物処理体制の構築 環境局 2 Ｂ Ⅱ 203 - 205

2 (3) 4
循環型社会に対応した効率的・効果的な廃
棄物収集体制の構築

環境局 2 Ｂ Ⅱ 206 - 208

2 (3) 5
環境局業務における庁用自動車の配置と運
転業務執行体制の検討

環境局 2 Ｂ Ⅱ 209 - 211

2 (3) 6 動物愛護センター用務業務執行体制の検討 健康福祉局 2 Ｂ Ⅰ 212 - 214

2 (3) 7
中部地域支援室業務における庁用自動車の
配置と運転業務執行体制の検討

健康福祉局 2 Ｂ Ⅱ 215 - 217

2 (3) 8
児童相談所の体制強化及び児童家庭支援体
制の構築

こども未来局 2 Ｂ Ⅱ 218 - 220

2 (3) 9
公立保育所における調理業務及び用務業務
の執行体制の検討

こども未来局 2 Ｂ Ⅱ 221 - 223

2 (3) 10
市営住宅施策における庁用自動車の配置と
運転業務執行体制の検討

まちづくり局 2 Ｙ１ Ⅱ 224 - 226

2 (3) 11
建設緑政事業における運転業務執行体制の
検討

建設緑政局 2 Ｙ１ Ⅱ 227 - 229

2 (3) 12
多摩川緑地管理業務における業務執行体制
の検討

建設緑政局 2 Ｙ１ Ⅱ 230 - 232

市民サービ
スの向上に
向けた民間
活用の推進
働き方・仕
事の進め方
改革の推進

市役所内部
のデジタル
化の推進

組織の最適
化

-26-



Do Check Action
取組
№

項目
№

項目名
課題
№

評価結果

局名課題名
掲載

ページ

2 (3) 13
港湾区域及び港湾施設の維持・管理業務執
行体制の検討

港湾局 2 Ｙ１ Ⅱ 233 - 235

2 (3) 14
区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体
制の検討

川崎区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 236 - 238

2 (3) 15
区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体
制の検討

幸区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 239 - 241

2 (3) 16
区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体
制の検討

中原区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 242 - 244

2 (3) 17
区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体
制の検討

高津区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 245 - 247

2 (3) 18
区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体
制の検討

宮前区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 248 - 250

2 (3) 19
区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体
制の検討

多摩区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 251 - 253

2 (3) 20
区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体
制の検討

麻生区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 254 - 256

2 (3) 21
道路・河川・公園等の効率的・効果的な管
理体制の検討

川崎区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 257 - 259

2 (3) 22
道路・河川・公園等の効率的・効果的な管
理体制の検討

幸区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 260 - 262

2 (3) 23
道路・河川・公園等の効率的・効果的な管
理体制の検討

中原区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 263 - 265

2 (3) 24
道路・河川・公園等の効率的・効果的な管
理体制の検討

高津区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 266 - 268

2 (3) 25
道路・河川・公園等の効率的・効果的な管
理体制の検討

宮前区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 269 - 271

2 (3) 26
道路・河川・公園等の効率的・効果的な管
理体制の検討

多摩区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 272 - 274

2 (3) 27
道路・河川・公園等の効率的・効果的な管
理体制の検討

麻生区役所 2 Ｙ１ Ⅱ 275 - 277

2 (3) 28 学校用務業務執行体制の見直し
教育委員会
事務局 2 Ｂ Ⅱ 278 - 280

2 (3) 29 学校給食調理業務の委託化
教育委員会
事務局 2 Ｂ Ⅱ 281 - 283

2 (3) 30
市民館等の効率的・効果的な管理運営手法
の検討

教育委員会
事務局 2 Ｙ１ Ⅱ 284 - 286

2 (3) 31
図書館等の効率的・効果的な管理運営手法
の検討

教育委員会
事務局 2 Ｙ１ Ⅱ 287 - 289

2 (4) 1 市税収入率の更なる向上 財政局 1 Ａ Ⅱ 290 - 292

2 (4) 2 市税以外の債権における収入未済額の縮減 財政局 2 Ｃ Ⅲ 293 - 295

2 (4) 3 戦略的な資金調達と資金運用の推進 財政局 2 Ｂ Ⅱ 296 - 298

2 (4) 4 ふるさと納税制度の取組の推進 財政局 2 Ｂ Ⅱ 299 - 301

財源確保策
の強化

組織の最適
化
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Do Check Action
取組
№

項目
№

項目名
課題
№

評価結果

局名課題名
掲載

ページ

2 (4) 5
税財源の着実な確保及び施策推進のための
税制度活用に向けた取組の推進

財政局 2 Ｂ Ⅱ 302 - 304

2 (4) 6
一層の国民健康保険料・後期高齢者医療保
険料・介護保険料の収入確保

健康福祉局 2 Ｃ Ⅲ 305 - 307

2 (4) 7 国民健康保険給付費返還金の収入確保 健康福祉局 2 Ｃ Ⅲ 308 - 310

2 (4) 8 一層の保育料収入確保に向けた取組強化 こども未来局 2 Ｃ Ⅲ 311 - 313

2 (4) 9 市営住宅使用料の収入確保 まちづくり局 2 Ｃ Ⅲ 314 - 316

2 (4) 10
学校給食費の確保に向けた効率的・効果的
な取組の推進

教育委員会
事務局 2 Ｃ Ⅲ 317 - 319

2 (5) 1 資産保有の最適化 総務企画局 2 Ｂ Ⅱ 320 - 322

2 (5) 2 施設の長寿命化 総務企画局 2 Ｂ Ⅱ 323 - 325

2 (5) 3
効率的な庁舎の維持管理・営繕に関する検
討

総務企画局 2 Ｂ Ⅱ 326 - 328

2 (5) 4 新本庁舎整備に伴う第４庁舎の活用 総務企画局 3 Ｙ２ Ⅲ 329 - 331

2 (5) 5 財産の有効活用 財政局 2 Ｂ Ⅱ 332 - 334

2 (5) 6
男女共同参画センターの老朽化等を踏まえ
た今後の方向性の検討

市民文化局 2 Ｙ１ Ⅱ 335 - 337

2 (5) 7
川崎市民プラザの老朽化等を踏まえた今後
の方向性の検討

市民文化局 2 Ｙ１ Ⅱ 338 - 340

2 (5) 8
効率的・効果的な計量検査業務に向けた見
直しの検討

経済労働局 2 Ｂ Ⅱ 341 - 343

2 (5) 9
労働会館及び教育文化会館の再編整備に伴
う新たな管理運営体制の構築

経済労働局 2 Ｙ１ Ⅱ 344 - 346

2 (5) 10
生活文化会館の老朽化等を踏まえた今後の
方向性の検討

経済労働局 2 Ｙ１ Ⅱ 347 - 349

2 (5) 11
いこいの家・いきいきセンター等の効率的
・効果的な利活用・管理運営・更新の検討

健康福祉局 2 Ｃ Ⅲ 350 - 352

2 (5) 12
旧幼稚園園舎を活用した単独型地域子育て
支援センターのより効率的・効果的な事業
実施及び資産の有効活用等

こども未来局 2 Ｙ１ Ⅱ 353 - 355

2 (5) 13
都市拠点における公共空間の総合的な有効
活用

まちづくり局 2 Ｂ Ⅱ 356 - 358

2 (5) 14 道路予定区域等の有効活用 建設緑政局 2 Ｂ Ⅱ 359 - 361

2 (5) 15
学校施設の保有最適化・有効活用の検討・
推進

教育委員会
事務局 2 Ｂ Ⅱ 362 - 364

2 (5) 16
川崎区における市民館機能の再編整備に伴
う効率的・効果的な管理運営手法の検討

教育委員会
事務局 2 Ｙ１ Ⅱ 365 - 367

財源確保策
の強化

戦略的な資
産マネジメ
ント
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Do Check Action
取組
№

項目
№
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№

評価結果

局名課題名
掲載

ページ

2 (6) 1
競輪事業特別会計の健全化に向けた取組の
推進

経済労働局 2 Ｂ Ⅱ 368 - 370

2 (6) 2
卸売市場事業特別会計の健全化等に向けた
取組の推進

経済労働局 2 Ｃ Ⅲ 371 - 373

2 (6) 3
港湾整備事業特別会計における東扇島堀込
部土地造成事業の財政負担の軽減及び収入
の確保

港湾局 2 Ｂ Ⅱ 374 - 376

2 (7) 1
デジタル化の推進とＩＣＴの活用による上
下水道サービスの向上と業務の効率化

上下水道局 2 Ｂ Ⅱ 377 - 379

2 (7) 2 上下水道事業における財務事務の効率化 上下水道局 2 Ｂ Ⅱ 380 - 382

2 (7) 3 上下水道事業における資産の有効活用 上下水道局 2 Ｂ Ⅱ 383 - 385

2 (7) 4
工業用水道の需要動向を踏まえた料金制度
等の見直しに向けた検討

上下水道局 2 Ｙ１ Ⅱ 386 - 388

2 (7) 5
下水道事務所等における配置車両の適正化
と業務執行体制の検討

上下水道局 2 Ｂ Ⅱ 389 - 391

2 (7) 6 入江崎余熱利用プールのあり方の検討 上下水道局 2 Ｙ１ Ⅱ 392 - 394

2 (7) 7 持続可能な経営基盤の構築 交通局 2 Ｂ Ⅱ 395 - 397

2 (7) 8 市バス事業における労働生産性の向上 交通局 2 Ｃ Ⅲ 398 - 400

2 (7) 9
市バスの安定的な事業運営に向けた人材の
確保と育成

交通局 2 Ｂ Ⅱ 401 - 403

2 (7) 10
「川崎市立病院経営計画2022-2023」等に
基づく経営健全化の推進

病院局 2 Ｃ Ⅲ 404 - 406

2 (7) 11
入院・外来自己負担金に関する債権対策の
推進

病院局 2 Ｃ Ⅲ 407 - 409

2 (7) 12
川崎病院エネルギーサービス導入によるエ
ネルギーの効率的な利用及び災害時におけ
る病院機能の強化

病院局 2 Ｃ Ⅲ 410 - 412

2 (7) 13 市立病院におけるデジタル化の推進 病院局 1 Ｃ Ⅲ 413 - 415

2 (8)
出資法人の経
営改善及び連
携・活用

1
主要出資法人等の経営改善及び連携・活用
の推進

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 416 - 418

3 (1) 1
これからのコミュニティ施策の基本的考え
方に基づく取組の推進

市民文化局 2 Ｃ Ⅲ 419 - 421

3 (1) 2
町内会・自治会による地域課題の解決や地
域活性化に向けた取組の推進

市民文化局 2 Ｃ Ⅲ 422 - 424

3 (1) 3
国際交流センターを活用したグローバル人
材の育成支援

市民文化局 2 Ｂ Ⅱ 425 - 427

3 (1) 4
スポーツの担い手の確保に向けた取組の推
進

市民文化局 2 Ｂ Ⅱ 428 - 430

3 (1) 5
文化振興施策の推進に向けた効率的・効果
的な連携

市民文化局 2 Ｂ Ⅱ 431 - 433

特別会計の
健全化

公営企業の
経営改善

多様な主体
との協働・
連携による
まちづくり
の推進
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3 (1) 6
「映像のまち・かわさき」に係る効率的・
効果的な事業の推進の検討

市民文化局 2 Ｂ Ⅱ 434 - 436

3 (1) 7
活力ある商業地域の形成に向けた多様な主
体との連携

経済労働局 2 Ｂ Ⅱ 437 - 439

3 (1) 8
多様な主体の参加と協働による地域包括ケ
アシステムの推進

健康福祉局 2 Ｃ Ⅲ 440 - 442

3 (1) 9
効率的・効果的な手法による一層の介護人
材の確保・定着

健康福祉局 3 Ｃ Ⅲ 443 - 445

3 (1) 10 看護人材の更なる確保 健康福祉局 2 Ｃ Ⅲ 446 - 448

3 (1) 11
緑のまちづくりに向けた多様な主体との協
働・連携

建設緑政局 2 Ｃ Ⅲ 449 - 451

3 (1) 12
生田緑地ばら苑の魅力の向上と効率的・効
果的な運営方法の検討

建設緑政局 3 Ｙ２ Ⅲ 452 - 454

3 (1) 13
国際戦略拠点キングスカイフロントにおけ
るイノベーション・エコシステムの構築

臨海部国際
戦略本部 2 Ｃ Ⅲ 455 - 457

3 (1) 14
多様な主体の参加と協働によるコミュニ
ティ施策の推進

川崎区役所 2 Ｂ Ⅱ 458 - 460

3 (1) 15
多様な主体の参加と協働による地域包括ケ
アシステムの推進

川崎区役所 2 Ｂ Ⅱ 461 - 463

3 (1) 16
多様な主体の参加と協働によるコミュニ
ティ施策の推進

幸区役所 2 Ｃ Ⅲ 464 - 466

3 (1) 17
多様な主体の参加と協働による地域包括ケ
アシステムの推進

幸区役所 2 Ｂ Ⅱ 467 - 469

3 (1) 18
「御幸公園梅香事業」による市民や企業
等、多様な主体との連携・協働の強化

幸区役所 3 Ｃ Ⅲ 470 - 472

3 (1) 19
多様な主体の参加と協働によるコミュニ
ティ施策の推進

中原区役所 2 Ｂ Ⅱ 473 - 475

3 (1) 20
多様な主体の参加と協働による地域包括ケ
アシステムの取組の推進

中原区役所 2 Ｂ Ⅱ 476 - 478

3 (1) 21
多様な主体による地域コミュニティ活性化
の推進

高津区役所 2 Ｂ Ⅱ 479 - 481

3 (1) 22
多様な主体の参加と協働による地域包括ケ
アシステムの推進

高津区役所 2 Ｃ Ⅲ 482 - 484

3 (1) 23
多様な主体の参加と協働によるコミュニ
ティ施策の推進

宮前区役所 2 Ｂ Ⅱ 485 - 487

3 (1) 24
多様な主体の参加と協働による地域包括ケ
アシステムの推進

宮前区役所 2 Ｂ Ⅱ 488 - 490

3 (1) 25
多様な主体の参加と協働によるコミュニ
ティ施策の推進

多摩区役所 2 Ｂ Ⅱ 491 - 493

3 (1) 26
多様な主体の参加と協働による地域包括ケ
アシステムの推進

多摩区役所 2 Ｃ Ⅲ 494 - 496

3 (1) 27
多様な主体の参加と協働によるコミュニ
ティ施策の推進

麻生区役所 2 Ｃ Ⅲ 497 - 499

3 (1) 28
多様な主体の参加と協働による地域包括ケ
アシステムの推進

麻生区役所 2 Ｃ Ⅲ 500 - 502

多様な主体
との協働・
連携による
まちづくり
の推進
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3 (1)
多様な主体との
協働・連携によ
るまちづくりの
推進

29 地域の寺子屋事業を担う人材の確保
教育委員会
事務局 3 Ｃ Ⅲ 503 - 505

3 (2) 1
「めざすべき区役所像」の実現に向けた区
役所機能の強化

市民文化局 2 Ｂ Ⅱ 506 - 508

3 (2) 2
区役所と支所・出張所等の機能再編に向け
た取組の推進

市民文化局 2 Ｂ Ⅱ 509 - 511

3 (2) 3 区役所サービスの向上に向けた取組の推進 川崎区役所 2 Ｃ Ⅲ 512 - 514

3 (2) 4 区役所サービスの向上に向けた取組の推進 幸区役所 2 Ｂ Ⅱ 515 - 517

3 (2) 5
中原区役所窓口混雑緩和・サービス環境改
善の推進

中原区役所 3 Ｃ Ⅲ 518 - 520

3 (2) 6 区役所サービスの向上に向けた取組の推進 高津区役所 2 Ｂ Ⅱ 521 - 523

3 (2) 7 市民目線に立った区役所サービスの推進 宮前区役所 2 Ｂ Ⅱ 524 - 526

3 (2) 8 区役所サービスの向上に向けた取組の推進 多摩区役所 2 Ｃ Ⅲ 527 - 529

3 (2) 9 区役所サービスの向上に向けた取組の推進 麻生区役所 2 Ｃ Ⅲ 530 - 532

3 (3) 1 地域防災力の向上に向けた取組の推進
危機管理本
部 2 Ｃ Ⅲ 533 - 535

3 (3) 2 地域防災力の向上に向けた取組の推進 川崎区役所 2 Ｃ Ⅲ 536 - 538

3 (3) 3 地域防災力の強化に向けた取組の推進 幸区役所 2 Ｃ Ⅲ 539 - 541

3 (3) 4 総合的な地域防災力の向上 中原区役所 3 Ｃ Ⅲ 542 - 544

3 (3) 5 地域防災力向上に向けた取組の推進 高津区役所 2 Ｃ Ⅲ 545 - 547

3 (3) 6 地域防災力の向上に向けた取組の推進 宮前区役所 2 Ｂ Ⅱ 548 - 550

3 (3) 7 地域防災力の向上に向けた取組の推進 多摩区役所 2 Ｃ Ⅲ 551 - 553

3 (3) 8 地域防災力の向上に向けた取組の推進 麻生区役所 2 Ｂ Ⅱ 554 - 556

3 (3) 9
消防団を中核とした地域防災力の充実・強
化

消防局 2 Ｃ Ⅲ 557 - 559

3 (4) 1 効率的・効果的なシティプロモーション 総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 560 - 562

3 (4) 2
新技術等を活用した効率的・効果的な防災
情報の発信手法の検討

危機管理本
部 2 Ｃ Ⅲ 563 - 565

3 (4) 3 広聴機能の強化に向けた取組の推進 総務企画局 2 Ｂ Ⅱ 566 - 568

積極的な情
報共有の推
進

区役所機能
の強化

地域防災力
の向上に向
けた連携
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3 (4) 4 財政状況（予算・決算）の見える化 財政局 2 Ｃ Ⅲ 569 - 571

3 (4) 5 デジタル技術の活用等による広報の促進 川崎区役所 2 Ｂ Ⅱ 572 - 574

3 (4) 6 デジタル技術の活用等による広報の促進 幸区役所 2 Ｂ Ⅱ 575 - 577

3 (4) 7 デジタル技術の活用等による広報の促進 中原区役所 2 Ｂ Ⅱ 578 - 580

3 (4) 8 デジタル技術の活用等による広報の促進 高津区役所 2 Ｂ Ⅱ 581 - 583

3 (4) 9 デジタル技術の活用等による広報の促進 宮前区役所 2 Ｃ Ⅲ 584 - 586

3 (4) 10 デジタル技術の活用等による広報の推進 多摩区役所 3 Ｃ Ⅲ 587 - 589

3 (4) 11 デジタル技術の活用等による広報の促進 麻生区役所 2 Ｃ Ⅲ 590 - 592

4 (1) 1 組織力の向上に向けた計画的な人材の育成 総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 593 - 595

4 (1) 2 技術職員等の専門職種の人材育成の推進 総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 596 - 598

4 (1) 3
適切な人事配置と人材育成、定年引き上げ
への対応

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 599 - 601

4 (1) 4
人事評価制度の適正な運用と見直しに向け
た検討

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 602 - 604

4 (1) 5 多様で有為な人材の確保
人事委員会
事務局 2 Ｃ Ⅲ 605 - 607

4 (2) 1 行政のデジタル化に必要な人材育成の推進 総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 608 - 610

4 (2) 2 危機管理体制の強化
危機管理本
部 2 Ｂ Ⅱ 611 - 613

4 (2) 3
区役所における行政のプロフェッショナル
の育成

市民文化局 2 Ｂ Ⅱ 614 - 616

4 (2) 4
多様な主体の参加と協働によるまちづくり
の推進に向けた人材育成

川崎区役所 2 Ｂ Ⅱ 617 - 619

4 (2) 5
更なる区役所サービス向上に向けた人材育
成の推進

川崎区役所 2 Ｃ Ⅲ 620 - 622

4 (2) 6 災害対応力の向上に向けた職員の人材育成 川崎区役所 2 Ｂ Ⅱ 623 - 625

4 (2) 7
更なる区役所サービス向上に向けた人材育
成の推進

幸区役所 2 Ｃ Ⅲ 626 - 628

4 (2) 8 災害対応力の向上に向けた職員の人材育成 幸区役所 2 Ｂ Ⅱ 629 - 631

4 (2) 9
更なる区役所サービス向上に向けた人材育
成の推進

中原区役所 2 Ｂ Ⅱ 632 - 634

4 (2) 10 災害対応力の向上に向けた職員の人材育成 中原区役所 3 Ｃ Ⅲ 635 - 637

行財政運営
上の課題解
決に必要な
人材の育成

組織力の向
上に向けた
計画的な人
材育成等

積極的な情
報共有の推
進
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4 (2) 11
区役所サービスを支える人材の計画的な育
成

高津区役所 2 Ｂ Ⅱ 638 - 640

4 (2) 12
区役所サービスを支える人材の計画的な育
成

宮前区役所 2 Ｂ Ⅱ 641 - 643

4 (2) 13
多様な主体の参加と協働によるまちづくり
の推進等区役所に求められる人材育成の推
進

多摩区役所 2 Ｂ Ⅱ 644 - 646

4 (2) 14
災害対応力の向上に向けた職員の人材育成
の推進

多摩区役所 3 Ｃ Ⅲ 647 - 649

4 (2) 15
ワーキンググループを活用した課題解決の
取組と更なる区役所サービス向上等に向け
た人材育成の推進

麻生区役所 2 Ｂ Ⅱ 650 - 652

4 (2) 16 災害対応力強化のための職員の人材育成 麻生区役所 2 Ｂ Ⅱ 653 - 655

4 (3) 1
職員の改善意識・意欲の向上と職場改善運
動の推進

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 656 - 658

4 (3) 2
事務事故・事務ミス等の防止に向けた内部
統制の取組推進

総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 659 - 661

4 (3) 3 不祥事防止の取組推進 総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 662 - 664

4 (3) 4 適正な会計事務の執行に向けた人材育成 会計室 3 Ｃ Ⅲ 665 - 667

4 (3) 5 財務事務執行等の改善に向けた取組の強化 監査事務局 2 Ｃ Ⅲ 668 - 670

4 (4) 1 職員個々の状況に応じた働く環境の整備 総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 671 - 673

4 (4) 2 女性活躍推進・次世代育成支援の推進 総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 674 - 676

4 (4) 3 メンタルヘルス対策の充実 総務企画局 2 Ｃ Ⅲ 677 - 679

職員の改
善・改革意
識及びコン
プライアン
ス意識の向
上

職員の能力
が十分に発
揮できる環
境づくり

行財政運営
上の課題解
決に必要な
人材の育成
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３ 各局（室・本部）・区等 取組評価シート 

「川崎市行財政改革第３期プログラム」に基づく 215 の「令和４（2022）・５（2023）年度 各局（室・

本部）・区等 取組評価シート」を、次のページから掲載します。 
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 １・地方分権改革の更なる推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・平成29（2017）年３月に策定した「新たな地方分権改革の推進に関する方針」に基づき、国や県からの権限移譲の推進や国等へ
の要請活動などの取組を行っています。この間、国の提案募集方式を活用し、権限移譲の推進や義務付け・枠付けの見直しを図るとと
もに、指定都市都道府県調整会議を開催し、県と協議を行い、権限移譲に向けた取組を開始したところです。
・しかしながら、現行の政令指定都市制度では、権限が限定的であること、また、窓口が分かれていることなどに伴い、一体的な行政運営
が行えず、迅速かつ的確な市民サービスの提供等に課題が生じていること、また、事務処理に時間がかかる等非効率な事務が存在して
いることなど、多くの課題があることから、今後も、国、県からの権限移譲を推進しながら、特別市（特別自治市）制度の創設に向けて、
更なる取組を推進していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・令和３（2021）年度に改訂した「新たな地方分権改革の推進に関する方針」の内容に基づき、地方分権改革の取組を推進するこ
とで、団体自治の充実に向けた取組を進めるとともに、地域課題への対応、市民サービスの向上を図ります。
・特別市（特別自治市）制度の創設に向け、指定都市市長会と連携した取組を進めていくとともに、特別市（特別自治市）制度に
関する調査・研究を行います。また、市民に対し制度への理解促進や機運醸成の取組として、広報活動を実施していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025） 】
・権限移譲や義務付け・枠付けの見直しに向けて、「提案募集方式」を活用し、国等への提案を実施
・九都県市首脳会議、指定都市市長会等を通じた、国等への要請活動を実施
・地方分権一括法等による制度改正への対応に向けた検討・調整を実施
・事務処理特例制度による権限移譲に向けた検討及び県との協議を実施
・特別市（特別自治市）の制度化に向け、国等への要請を行うとともに、指定都市市長会との連携による経済団体等を対象とした取
組や、移行に向けた調査・研究を実施
・出前説明会の開催など、戦略的な広報の実施

50101060 地方分権改革推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・提案募集方式等を活用した権限移譲や規制緩和、県との協議に基づく権限移譲など地方分権に向けた取組を推進することによる更
なる市民サービスの向上及び事務の効率化
・特別市（特別自治市）の創設に向けた必要な調整や普及啓発等による市民意識の醸成や認知度の向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・権限移譲や義務付け・枠付けの見直しに向けて、「提案募集方式」を活用し、国等への提案を実施
・九都県市首脳会議、指定都市長会等を通じ、国等への要請活動を実施
・地方分権一括法等による制度改正への対応に向けた検討・調整を実施
・事務処理特例制度による権限移譲に向けた検討及び県との協議を実施
・特別市の制度化に向け、国等への要請を行うとともに、指定都市市長会との連携による経済団体等を対象とした取組や、移行に向け
た調査・研究を実施
【R04（2022）】
・特別市の説明動画などの広報媒体の作成
・出前説明会の実施
・市内イベントへの出展等による広報の実施
【R05（2023）】
・市内での指定都市市長会シンポジウムの開催
【R05（2023）〜R07（2025）】
・出前説明会の開催など、戦略的な広報の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
R07年度 単位

1

「提案募集方式」における本市提案の累計数 目標 ー 43 48 53

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

件

説明

地方分権に関する「提案募集方式」を活用し、本市が提案（共同提案を含
む。）した項目の制度開始から当該年度12月末時点までの累計数　※
※「提案募集方式」については、毎年２月に募集を開始し、その年の12月に国
が方針を出す制度設計となっているため、12月末時点での累計数を記載する
こととしています。

実績 33 38 48

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・地方分権改革に関する「提案募集方式」を活用するに当たり、国に対して提案の説得力を増し、実現性を高めるため、令和４
（2022）年の「空家等対策特別措置法における電気・ガス等の供給事業者の保有する契約情報の提供」に関する提案や令和５
（2023）年の「住宅宿泊事業法の施行状況の検討を踏まえた適切な情報提供及び法解釈の明確化」に関する提案をはじめ、他の
指定都市等と共同提案を行うなど、地方自治体が協調した取組を進めました。
・県市間の権限移譲の推進に向け、神奈川県に対して協議を引き続き行いました。コンビナート地域における高圧ガス保安法の事務・権
限については、横浜市とも連携を図り、県と具体的な協議を行いました。
・「指定都市市長会シンポジウムin川崎」を開催しました（令和４（2022）年度︓2月、令和５（2023）年度︓３月）。
・特別市の説明動画やパンフレットなどの広報媒体を作成するとともに、それらを活用して、令和４（2022）年度には町内会・自治会を
中心とした出前説明会を実施して1,367人の方に参加いただき、令和５（2023）年度には民生委員児童委員協議会や保護司会
を中心とした出前説明会を実施して1,512人の方に参加いただきました。
・特別市について、区民祭など各区のイベントに出展し、パネル展示やパンフレット、グッズ等の配布などを行い、広報を実施しました。
【R04（2022）】
・特別市の法制化等に向けて、６月に国への要望を行うとともに、指定都市市長会と連携して、共同での周知用のポスターやチラシの作
成を行い周知するなど、機運醸成の取組を進めました。
・５月に県知事と県内三指定都市市長による四首長懇談会を開催しました。また、７月に県内三指定都市市長による共同記者会見
を開催し、「住民目線から見た「特別市」の法制化の必要性」について公表しました。
・10月に「指定都市移行50周年記念大都市制度シンポジウム」を開催しました。
【R05（2023）】
・特別市の法制化等に向けて、６月に国への要請を行うとともに、指定都市市長会と連携して機運醸成の取組を進め、11月には指定
都市市長会として国へ提言を行いました。また、県に対しても、地方分権改革の推進について、８月には神奈川県市長会として要望を、
12月には川崎市として要請を行いました。
・１月から３月にかけ、各区図書館において特別市についての企画展を実施しました。
・かわさき市民アンケートを活用して特別市の認知度等を調査しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1

単位

1

出前説明会の参加者における特別市制度への理解度

情報

目標 ー 70.0
以上

70.0
以上

70.0
以上

％

説明
特別市制度の出前説明会後のアンケートにおいて、特別市制度について
「理解できた」又は「ある程度理解できた」と回答した参加者の割合
※ 特別市の法制化をはじめ今後の特別市制度の検討状況や進捗に
よっては、今後、目標値の見直しを行います。

実績 ー 70.0 76.5

2

ー ー 35.5

％

説明

かわさき市民アンケートにおいて、特別市について、「制度の内容を知って
いた」又は「制度の内容は分からないが、名称は知っていた」を選んだ人の
割合
※ 特別市の法制化をはじめ今後の特別市制度の検討状況や進捗に
よっては、今後、目標値の見直しを行います。

実績 ー ー 27.5

かわさき市民アンケートにおける特別市制度の認知度

情報

目標 ー

ー
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

○
区分選択の理由

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・出前説明会の開催やイベント出展等の戦略的な広報を実施することにより、特別市制度の概要や本市がめざす特別市について、出前
説明会に令和４（2022）年度は1,367人、令和５（2023）年度は1,512人の方に参加いただくとともに、参加者アンケートにおい
ては特別市制度への理解度が令和４（2022）年度は70.0％、令和５（2023）年度は76.5％と目標を達成するなど、市民理解
の向上や機運醸成を図ることができました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・県市間の権限移譲について、県との協議を行い、コンビナート地域に関する高圧ガス製造許可等の事務・権限の本市への移譲予定時
期を令和７（2025）年４月と定めるとともに、その後も協議を継続することで、これまでの本市の危険物の許可権限に加え、コンビナー
ト地域における高圧ガス保安法の権限を併せて担うことによる、保安体制の充実や災害発生時の迅速かつ円滑な対応の実現に向けて
前進することができました。
（R04（2022））
・地方分権改革に関する「提案募集方式」について、「空家等対策特別措置法における電気・ガス等の供給事業者の保有する契約情
報の提供」に係る本市提案を受けて、当該契約情報は市町村長等が提供を求めることができる情報である旨が供給事業者及び市町
村等に国から通知されるなど、制度改善等が図られることとなりました。
（R05（2023））
・地方分権改革に関する「提案募集方式」について、「住宅宿泊事業法の施行状況の検討を踏まえた適切な情報提供及び法解釈の
明確化」に係る本市提案を受けて、「住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）」について、事務の円滑な実施に資するよう令和６
（2024）年中に改正する方針が国から示されるなど、制度改善等が図られることとなりました。

・地方分権改革に関する「提案募集方式」への対応や県市間の権限移
譲に関する県との協議などにより、「制度改善の国からの通知発出」や「事
務権限の指定都市への移譲に向けた進展」等の成果が得られ、市民
サービスの向上や事務の効率化に貢献することが見込まれるため。
・出前説明会の開催など特別市制度に関する広報を実施したことにより、
市民理解の向上や機運醸成を図ることができたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・事業を取り巻く社会環境の変化に的確に対応しながら、地方分権改革に係る取組及
び特別市制度の実現に向けた取組を、次のとおり進めていきます。
①権限移譲や義務付け・枠付けの見直しに向けて、「提案募集方式」を活用した国等
への提案、各会議等を通じた、国等への要請活動を実施します。
②事務処理特例制度による権限移譲に向けた検討及び県との協議を実施します。
③特別市の実現に向けて、指定都市市長会等と連携した取組を実施します。
④市民に対する特別市制度への理解促進や機運醸成の取組として、広報活動を実施
します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・「一般会計における使用料・手数料に係る消費税率引上げへの対応」及び「使用料・手数料の設定基準」に基づく、社会経済状況等
を踏まえた適切な時期における全庁的な使用料・手数料の見直しの実施（条例改正議案上程）
・使用料・手数料の見直しを行うための課題整理及び各年度決算に基づく原価計算作業の実施
・料金改定に関する広報の実施
【R05（2023）】
・「一般会計における使用料・手数料に係る消費税率引上げへの対応」及び「使用料・手数料の設定基準」に基づく、社会経済状況等
を踏まえた適切な時期における全庁的な使用料・手数料の見直しの実施（条例施行）
・使用料・手数料の見直しを行うための課題整理及び各年度決算に基づく原価計算作業の実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・使用料・手数料の見直しを行うための課題整理及び各年度決算に基づく原価計算作業の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・「使用料・手数料の設定基準」に基づき、個々のサービスの性質に応じた受益者負担と公費負担のあり方を見定めながら、サービス提
供に要するコストとその利用状況、さらには消費税の適正な転嫁等を勘案し、使用料・手数料の見直しを実施することによる更なる受益
と負担の適正化

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・「使用料・手数料の設定基準」に基づき、個々のサービスの性質に応じた受益者負担と公費負担のあり方を見定めながら、サービス提
供に要するコストと、その利用状況、さらには、消費税の適正な転嫁等を勘案し、引き続き、使用料・手数料の見直しを行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・「一般会計における使用料・手数料に係る消費税率引上げへの対応」及び「使用料・手数料の設定基準」に基づく、社会経済状況等
を踏まえた適切な時期における全庁的な使用料・手数料の見直しの実施
・使用料・手数料の見直しを行うための課題整理及び各年度決算に基づく原価計算作業の実施

81104010 予算・決算関係事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 ２・全庁的な使用料・手数料の見直し 財政局

現　状
【課題認識】

・使用料・手数料について、「コストの見える化」を図るとともに、そのコストに対して公費（税金）を充てる範囲と受益者（利用者）が負
担する範囲を明確にし、利用する方としない方との負担の公平性・公正性を確保するため、平成26（2014）年度に、原価計算の対
象や受益者負担と公費負担の割合の考え方などを取りまとめ、「使用料・手数料の設定基準」を策定しました。また、この基準に基づき、
平成29（2017）年度までに、24施設８手数料の改定を行いました。
・令和元（2019）年度には、さらなる受益と負担の適正化を図るため、「一般会計における使用料・手数料に係る消費税率引上げへ
の対応」の策定及び「使用料・手数料の設定基準」の改定を行いました。
・今後も、サービスの公共・民間部門の役割分担、民間での提供状況、本市施策との整合性などを踏まえ、引き続き、使用料・手数料
の見直しを行う必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・「一般会計における使用料・手数料に係る消費税率引上げへの対応」及び「使用料・手数料の設定基準」に基づき、受益者負担と公
費負担の適正化に向け、使用料・手数料の本体価格について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ平成27（2015）〜平成
30（2018）年度決算をベースとした原価計算による見直しを行うとともに、使用料・手数料の条例所管局と連携しながら、見直しに係
る条例改正議案をまとめ、令和５（2023）年度の料金改定に向けて、36条例の改正を行いました。
・次回見直しのための令和３（2021）年度決算に基づく原価計算作業を実施しました。
・料金改定の周知を図るため、条例成立後、市ホームページ（12月）、市政だより（1月）等の媒体を活用した広報を実施しました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度の見直しに基づき改正した条例の施行により、料金改定を実施しました。
・他都市事例研究など、使用料・手数料の見直しを行うための課題整理のほか、次回見直しのための令和４（2022）年度決算に基
づく原価計算作業を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・受益者負担と公費負担の適正化を図るため、原価計算による状況把握等を行いな
がら、引き続き、使用料・手数料の見直しに向けた取組を進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・消費税の適正な転嫁など、受益者負担と公費負担の適正化に向けた
見直しを踏まえた条例改正を令和４（2022）年度に行い、消費税分
の負担の転嫁を含めた料金改定により生じる262,528千円の財政効果
を令和５（2023）年度予算に反映できたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・消費税の適正な転嫁など、受益者負担と公費負担の適正化に向けた見直しを行い、36条例、関係規則等の改正により生じる
262,528千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に反映しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・社会経済環境の変化や「補助・助成金見直し方針」に基づく、毎年度の予算編成の中での見直しに向けた取組の推進
【R05（2023）〜R07（2025）】
・「補助・助成金見直し方針」のあり方に関する検討の実施及び検討状況に基づく取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・毎年度の予算編成の中で引き続き見直しを実施することによる、「補助・助成金見直し方針」に基づく適切な補助・助成金の計上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・時代の変遷とともに移り変わる市民ニーズに的確に対応するため、次に掲げる事項について、継続的な見直しを実施します。
　１　市の政策目標に合致しているのか
　（１）「川崎市総合計画」での位置付け
　（２）市民ニーズの変化
　２　政策目標実現のための手段として補助事業が適正な執行方法か
　（１）費用対効果及び市の直接執行との比較
　（２）公益性・公平性の確保

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・社会経済環境の変化や「補助・助成金見直し方針」に基づく、毎年度の予算編成の中での見直しに向けた取組の推進

81104010 予算・決算関係事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 ３・全庁的な補助・助成金の見直し 財政局

現　状
【課題認識】

・平成17（2005）年度に策定した「補助・助成金見直し方針」に基づき、補助目的や補助対象を明確にし、執行状況等を精査した
上で、客観的な視点から必要性や効果等について検証を行い、補助・助成金の必要な見直しを進めていますが、今後も社会状況の変
化等を踏まえて引き続き見直しを進めていく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・「補助・助成金見直し方針」に基づき、社会経済環境の変化等を踏まえながら、予算編成の中で補助金の目的や対象を明確にした上
で、所要額を精査し、見直しを行いました。
【R05（2023）】
・「補助・助成金見直し方針」が平成17（2005）年３月に策定されたものであり、策定から18年が経過していることを踏まえ、方針策
定から現在までの社会経済活動状況の変化や補助・助成金に関する需要の変化、方針に定めた「目的」など、方針が時代に合った視
点や実効性を保持できているか確認・分析しました。その結果、方針に定めた内容は普遍的な視点であり、時代の変化等にも柔軟に対
応できるものであることから、現在においてもこの方針で定めた内容に基づき見直しを行う必要性が継続していると結論づけました。また、
予算編成の中で、個別の補助・助成金についての実態の把握や方針との整合性の確認等を通して、「補助・助成金見直し方針」の趣
旨等をこれまで以上に庁内に周知を行うとともに、補助金の目的や対象を明確にした上で、所要額を精査し、見直しを行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・社会経済環境の変化を踏まえ、より効果的な補助・助成金の執行に向けて、その目
的や対象について、継続して見直しを進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・補助金の目的や対象を明確にした上で所要額を精査した結果、
236,608千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、
583,617千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に、それぞれ
反映することができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・補助金の目的や対象を明確にした上で所要額を精査した結果、236,608千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に反映し
ました。
（R05（2023））
・補助金の目的や対象を明確にした上で所要額を精査した結果、583,617千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映し
ました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
①マイナンバーカード未所有者及び未受取者に対する取得促進の取組
・出張申請窓口等の開設
・交付勧奨通知の送付
・国の動向を捉えた各種媒体を活用した広報
②マイナンバーカード取得促進策と連動したコンビニ交付広報の実施
③戸籍関係証明書の交付件数の推移の把握
【R04（2022）】
・国が導入する戸籍情報連携システム稼働に向けた対応の検討及び実施
【R05（2023）】
・国が導入する戸籍情報連携システムの稼働
・マイナポイント申込期限締切に向けたマイナンバーカード交付需要激増への対応の実施
【R06（2024）】
・証明書発行体制のあり方に関する方針等の検討
【R07（2025）】
・証明書発行体制のあり方に関する方針等の策定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（コンビニ交付の交付率）について、マイナンバーカードの交付率の向上
に伴い実績値が上振れしたため、令和４（2022）年度実績値を基準値として、令和５（2023）年度以降
の目標値を上方修正します。

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・交付体制の整備及び取得促進に向けた取組によるマイナンバーカードの交付率の増加（令和７（2025）年度目標値︓85％）及
びコンビニ交付率の増加（令和７（2025）年度目標値︓15％）
・証明書発行体制のあり方に関する方針等の策定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・マイナンバーカードの交付率向上に伴う付帯業務について、安定した市民サービスの提供を行える環境を整備しながら、カード交付体制
の整備及び取得促進に向けた取組を進めていきます。
・有人窓口における証明書発行件数の推移やコンビニ交付の利用状況等を検証した上で、効率的な証明書発行体制の構築に向け
て、必要な取組の検討を進めていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・マイナンバーカード未所有者及び未受取者に対する取得促進の取組
・コンビニ交付利用促進に向けた取組
・戸籍関係証明書の交付件数の推移の把握
【R04（2022）〜R06（2024）】
・国が導入する戸籍情報連携システム稼働に向けた対応の検討及び実施
【R07（2025）】
・証明書発行体制のあり方に関する方針等の策定

50103030 戸籍住民サービス事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 ４・マイナンバーカードの利用動向を踏まえた証明書発行体制のあり方の検討 市民文化局

現　状
【課題認識】

・マイナンバーカードに関する国の方針を踏まえたうえで、マイナンバーカードセンターを中心とした、区役所区民課、支所区民センター等に
おけるマイナンバーカードの交付体制について検討する必要があります。
・マイナンバー制度に対応した戸籍情報システムの稼働後における証明書発行件数の推移や、今後の国の取組、コンビニ交付の利用状
況等を踏まえた、証明書発行体制のあり方について検討する必要があります。
・マイナンバーカードの交付率向上に伴う、カードの再交付や電子証明書の更新等の付帯業務の増加への対応を検討する必要がありま
す。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
1

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度

2 %

説明
マイナンバーカードの交付率向上等に伴う各種証明書のコンビニ交
付率の向上状況を示すもの（コンビニ交付件数/各種証明書発行
件数（コンビニ交付可能なもの）×100（%））
※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 15 21 27

コンビニ交付の交付率

モノ

目標 9

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績 48 64 77

22
(11)

23
(13)

24
(15)

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

マイナンバーカードの交付率

モノ

目標 55 65 80
（75） 85

%

説明
取得促進の取組による交付率の向上状況をしめすもの（市内で交
付されたマイナンバーカードの累計枚数/住民基本台帳人口×100
（％））

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
①戸籍関係証明書（コンビニ交付可能なもの）の交付件数の推移について分析を実施しました。（有人窓口交付件数　対令和３年
度比10.5％増、コンビニ交付件数　対令和３年度比170.1％増）
【R04（2022）】
①マイナンバーカード未所有者及び未受取者に対する取得促進の取組を実施しました。
・出張申請窓口等の開設（開設回数︓年1,043回、開催場所︓アゼリア、マルイファミリー溝の口店、新百合丘オーパ、中原市民祭
等）
・交付勧奨通知の送付（令和２（2020）年度６月以前から各区役所が保存していた未交付カードの一元管理化を実施。その後
市民あて勧奨通知。送付回数︓年１回　郵送5,034件、メール2,619件、電話796件）
・国の動向を捉えた各種媒体（市政だより、ゴミ収集車へのマグネットポスター掲示、Twitter、デジタルサイネージなど）を活用した広報
の実施
②マイナンバーカード取得促進策と連動したコンビニ交付広報（出張申請案内チラシなど）を実施しました。
③今後、国が導入する戸籍情報連携システムの稼働に伴い、令和５（2023）年度から、他の市区町村の戸籍情報の参照業務、届
書等情報の連携業務及び戸籍の証明書の広域交付等の業務が開始・可能となることに伴い、市として市区町村専用装置設定変更、
情報提供用個人識別符号取得及び戸籍事務内連携サーバ設置に対応する必要があることから、作業スケジュールや作業手順につい
て検討し、期日までに作業を完了しました。
【R05（2023）】
①令和５（2023）年８月〜12月にかけて、市で保管している未交付のマイナンバーカード約21,400枚に対し、交付勧奨通知を発
送して、そのうち約7,000件を交付しました。
②コンビニ交付促進に向けた広報（区役所サイネージ５箇所への掲出など）を実施しました。
③令和６（2024）年３月１日施行の戸籍法改正（戸籍証明書等広域交付の開始等）に伴い、本市における戸籍総合システム
への機能追加及び事務フローの作成などを行い、各区役所区民課、各支所区民センター等への周知しました。また、本市手数料条例の
改正、戸籍証明請求書様式の変更、ホームページ修正等の業務を期日までに実施しました。
④令和５（2023）年９月末までのマイナポイント申請締切期限に向けたカード受取需要に合わせ、マイナンバーカードセンターでは、本
来の休所日であった６日間を臨時開所するとともに、ピーク時には通常一日450件の受付を900件以上に拡大し、開所時間を５時間
延長しました。また、区役所・支所の予約枠を平常時月平均18,000件のところ、約30,000件に拡大しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（マイナンバーカードの交付率）について、令和５（2023）年度実績
値を基準として、令和６（2024）年度の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・計画策定当初に設定した、成果指標（マイナンバーカードの交付率）について、マイナンバーカードの交付状況
から、目標値を上方修正するもの。令和７（2025）年度については、交付の鈍化も見込まれることから据え置き
します。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・マイナンバーカードの交付率について、令和５（2023）年度の目標は達成したもの
の、令和６（2024）年12月に予定されるマイナンバーカードと保険証の一体化など、
今後の国の動向を見据えた、マイナンバーカード交付体制を検討します。
・施設入所者や外出困難者を対象としたマイナンバーカードの訪問型出張申請を実施
します。
・コンビニ交付広報（区役所サイネージへの掲出など）を実施します。
・市内に本籍のある市外住所者数及び戸籍関係証明書の交付件数を把握・検証した
上で、効率的な証明書発行体制を検討します。
・戸籍法改正（他の市区町村の戸籍情報の参照業務、届書等情報の連携業務及び
戸籍の証明書の広域交付等の業務）後の事務フロー・人員体制等に関する検証、仮
名の法制化に伴うセットアップ方法等の検討、自治体情報システムの標準化に関する
検討を実施します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・マイナンバーカードの普及促進に向けた取組を進め、成果指標である「マ
イナンバーカードの交付率」については77％に、「コンビニ交付率」について
は27％まで向上し、令和５（2023）年度の目標を達成し、令和７
（2025）年度末の最終目標達成に向けても順調に進捗したため。
・また、コンビニ交付の普及促進により、各種証明書の窓口発行に要する
職員の事務負担の軽減や処理時間の削減にも寄与したため。

－ 情報 － 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である「マイナンバーカードの交付率」について、令和３（2021）年度の48％から令和４（2022）年度は64％まで向上
しました。令和５（2023）年度は、マイナポイント施策の影響もあり、77％まで向上しました。

【モノ・時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である「コンビニ交付の交付率」について、令和３（2021）年度は15％（コンビニ交付可能な証明書の発行件数
1,461,533件中、コンビニ交付件数216,231件）、令和４（2022）年度は21％（コンビニ交付可能な証明書の発行件数
1,473,300件中、コンビニ交付件数299,210件）、令和５（2023）年度は27％（コンビニ交付可能な証明書の発行件数
1,467,467件中、コンビニ交付件数397,763件）まで向上しました。また、コンビニ交付により、区役所等の窓口における各種証明書
発行に伴う職員の事務負担の軽減や処理時間の削減につながりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 ５・都市農業の課題を踏まえた農業支援のあり方の検討及び効率的・効果的な支援の推進 経済労働局

現　状
【課題認識】

・川崎市農業振興計画に基づき、４つの基本戦略により、担い手・後継者の育成や多様な連携による農産物の高付加価値化、多面
的な機能を有する農地の保全・活用などに対する支援を行っています。
・現状の農業支援を継続するだけでは、効率的・効果的な都市農業の振興を図ることは難しく、都市農業の特性を活かした新規就農者
の確保や生産性の向上などが求められています。
・農業技術支援センターについては、施設の老朽化が著しく、今後、必要とされる機能や施設のあり方を検討する必要があります。
・市民農園（市開設・管理型）の管理運営については、市直営の市民農園から管理運営形態を見直し、利用する市民が主体的に管
理する地域交流農園等へ移行を進めています。
・都市農業や農地の多面的機能に対する市民の理解促進や、地産地消の推進を図るため、メールマガジン等の各種情報発信や、「花
と緑の市民フェア」等の各種イベントを開催していますが、更なる効率的・効果的な情報発信が必要です。

（４年間の）
取組の方向性

・農産物の高付加価値化や、新規就農者の確保、生産性の向上等による農業経営の高度化・安定化に向け、市による農業支援のあ
り方について検討するとともに、今後、農業技術支援センターに必要とされる機能や施設のあり方について併せて検討します。
・これまで進めてきた市直営の市民農園を地域交流農園へ移行していくことにより、市民と農家の交流の推進及び業務の見直しを図りま
す。
・情報発信におけるデジタル技術の活用や、イベント開催手法の見直しを検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・国や県、ＪＡセレサ川崎等と連携しながら、農業経営の高度化・安定化に向けた効率的・効果的な農業支援のあり方の検討
・今後の農業支援のあり方を踏まえた農業技術支援センターの機能の整理及び今後の施設のあり方の検討
・デジタル技術の活用、多様な主体と連携したイベントの実施や、「花と緑の市民フェア」の見直しなど、効率的・効果的な情報発信に向
けた見直し
【R05（2023）・R07（2025）】
・市直営の市民農園の地域交流農園への移行

30304040 都市農業価値発信事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・農業経営の高度化・安定化に向けた農業者のニーズに沿った営農意欲を引き出す農業支援及び農業技術支援センターのあり方に関
する方向性の決定
・市直営の市民農園２園を地域交流農園に移行することによる業務時間数1,280時間への縮減及び管理費の削減
・効率的・効果的な情報発信等による都市農業等への理解や地産池消など都市農業に係る市民の関心度向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・国や県、ＪＡセレサ川崎等と連携しながら、農業経営の高度化・安定化に向けた効率的・効果的な農業支援の在り方の検討
・今後の農業支援のあり方を踏まえた農業技術支援センターの機能の整理及び今後の施設のあり方の検討
【R04（2022）】
・観光農園のＰＲ動画や料理教室動画の配信継続、ＪＡセレサ川崎と連携した市内産農産物をＰＲするＨＰ・インスタグラムの開設
・「花と緑の市民フェア」の出店要件を市内生産者や市内農産物等に厳格化。令和４（2022）年度「花と緑の市民フェア」について、
出店者、関係者の意見を踏まえて検証し、実行委員会開催回数を増加（２回→４回）して見直し案を決定
・上小田中市民農園について、令和５（2023）年４月の地域交流農園への移行に向けた園主との調整
【R05（2023）】
・観光農園のＰＲ動画や料理教室動画の配信継続、ＪＡセレサ川崎と連携した市内産農産物をＰＲするデジタルガイドブックの公開
・令和４（2022）年度の実行委員会での決定を踏まえた「（仮称）花と緑の市民フェア」の開催及び「全国都市緑化かわさきフェア」
との連携の検討
・上小田中市民農園を地域交流農園へ移行
【R06（2024）】
・小倉市民農園について、地域交流農園への移行に向けた園主との調整
【R07（2025）】
・小倉市民農園を地域交流農園へ移行

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・令和６（2024）年度・令和７（2025）年度に、小倉市民農園若しくは南生田市民農園のいずれかについ
て地域交流農園への移行に向けた調整を行うこととしていましたが、令和４（2022）年11月の南生田市民農
園の閉鎖により、小倉市民農園について調整を行うこととします。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

4 5
農園

説明 市民農園から地域交流農園へ移行する農園数 実績 3 3 4

市民農園から地域交流農園へ移行した農園数（累計） 目標 3

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

4
1

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・観光農園のＰＲ動画及び料理教室動画の継続配信を行いました。
・「花と緑の市民フェア」の中期的な見直しについて検討するため、令和４（2022）年度に市民フェア出店者や市内花卉・植木を中心
とした生産者、ＪＡ等を対象としたアンケート調査や実行委員会を開催し、出店要件厳格化の方向性を取りまとめ、令和５（2023）
年度のフェアから反映しました。
・地域交流農園への移行について、上小田中市民農園は、令和４（2022）年度に地域交流農園への移行に向けた園主や町会関
係者との調整を完了し、令和５（2023）年４月に移行を完了しました。
【R04（2022）】
・神奈川県横浜川崎地区農政事務所へのヒアリングや、ＪＡセレサ川崎との意見交換等を通じて、農産物の高付加価値化や、新規就
農者の確保、生産性の向上等による農業経営の高度化・安定化に向けて技術指導や助成などの支援を行いました。
・都市農業の課題を踏まえた農業支援のあり方に係る令和５（2023）年度以降の本格的な検討に向け、神奈川県横浜川崎地区
農政事務所やＪＡセレサ川崎へのヒアリングを通じて市内の農業を取り巻く各ステークホルダーの現状を把握・整理し、農業支援のあり
方に関する内部的な検討を行いました。その後、関係局を含めた庁内協議を行いましたが、新規就農促進の取組や特定生産緑地制
度への対応を含め、協議すべき事項や検討すべき課題が多岐にわたり、関係局と連携しながら、十分な検討や調整を行うためには、より
多くの時間を要することから、十分な進捗に至りませんでした。
・ＪＡセレサ川崎と連携した市内産農産物をＰＲするＨＰ・インスタグラムを開設しました。
・南生田市民農園が令和４（2022）年11月をもって閉園となったことに伴い、地域交流農園移行前の市民農園２園のうち１農園
減少し、令和４（2022）年度末時点で、残りは小倉市民農園のみとなりました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に行った検討を踏まえつつ、局内関係職員によるワークショップや有識者・農業関連事業者等へのヒアリングを行
うなどして、農業支援のあり方の方向性について局内で再整理を進めました。また、関係局を含めた庁内協議を行い、令和６（2024）
年度以降のスケジュールや対応について確認を行いましたが、施策や業務見直しの方向性等について十分な検討までに至らず、予定通
りに進捗させることはできませんでした。
・ＪＡセレサ川崎と連携し、市内産農産物をＰＲするデジタルガイドブックを３月に発行しました。
・「全国都市緑化かわさきフェア」と連携し、「花と緑の市民フェア」をＰＲするブースを１つ出展しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

市民農園管理等に係る関係職員の業務時間数

時間

目標 1,480 1,380 1,220
（1,380）

1,120
（1,280）

時間

説明
従来型農園１農園を地域交流型に移行した場合に縮減する市職
員の業務時間数（100時間／農園）※括弧書きの目標値は変更前
の数値

実績 1,500 1,680 1,220

57 － 59

％

説明
市民アンケート（無作為抽出3,000人）において、「都市農業に
関心がある（とても関心がある＋どちらかといえば関心がある）」と回
答した人の割合

実績 54.8 － 54.4

都市農業に対する関心度

情報

目標 －

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ ○

区分選択の理由
【カネの効果】
（R04（2022））
・市民農園の地域交流農園への移行については、上小田中市民農園の農地所有者等関係者との調整を完了したため、上小田中市民農園に
係る管理費の削減に寄与しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・動画やインスタグラム、デジタルガイドブックなどデジタル技術を活用した広報に取り組むことにより、農産物の生育や収穫時期など時節に応じた情
報提供を図ることで、市内農業に対する市民への認知度向上に寄与しました。
（R05（2023））
・成果指標である「都市農業に対する関心度」については、デジタルを活用した都市農業のＰＲなど市民の認知度向上に取り組んだものの
54.4％と令和３（2021）年度の54.8％と比較してほぼ横ばいであり、目標達成できませんでした。要因として、広報機会が十分でなかったこと
などが考えられることから、今後、市民が参加するイベントなどの機会を通じて、インスタグラムやデジタルガイドブックなど周知の強化を進めるととも
に、インスタグラムのフォロアーを増やすために投稿するコンテンツの見直し等に取り組む必要があります。

【時間の効果】
（R04（2022））
・市民農園管理等に係る関係職員の業務時間数については、南生田市民農園が令和４（2022）年11月末で閉園したことに伴い、同農園
利用者を対象とした説明会の開催業務や農園返還のための原状復旧業務、利用料返還業務が生じたため目標達成に至りませんでしたが、市
民農園の地域交流農園への移行については、上小田中市民農園の農地所有者等関係者との調整を完了したため、上小田中市民農園に係る
業務時間数の削減に寄与しました。
（R05（2023））
・市民農園管理等に係る関係職員の業務時間数については、令和５（2023）年４月に上小田中市民農園が地域交流農園に移行したこと
により、農園管理に係る業務時間数が削減し、1,220時間と目標を達成しました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・市民フェアの中期的な見直しを通じてフェア開催の目的、対象者、出店者の基準を明確化したことによりイベントの主旨がより明確になり、今後の
市民フェア開催に向けた準備の効率化や、より目的に沿った出店や情報発信による地産地消の推進など、イベント開催効果の創出に寄与しまし
た。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・市民農園１農園が地域交流農園への移行が完了したことにより令和
５（2023）年度の業務時間数の削減や、管理費の削減に寄与すると
ともに、フェア開催に関する基準を明確化したことにより、開催に係る準備
等の業務の効率化や、より目的に沿ったイベント開催効果の創出に寄与
したため。
・デジタルを活用した都市農業のＰＲなど市民の認知度向上に取り組ん
だものの、市民アンケートによる都市農業への関心度は、ほぼ横ばいであ
り、目標達成できなかったことから、今後市民参加イベントでの周知強化
やSNS投稿のコンテンツ見直しなどに取り組む必要があるため。

○ 情報 △ 時間 ○ その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画当初に設定した成果指標（市民農園管理等に係る関係職員の業務時間数）について、令和５
（2023）年度を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・南生田市民農園の閉園に伴い市管理の市民農園数が減少したこと、また上小田中農園が地域交流農園に移
行したことにより、業務時間数の大幅な削減が生じたため、目標値を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・市による農業支援のあり方について、今後の施策の方向性をまとめたうえで、業務の洗
い出しを進めるとともに、それに応じた人・施設・予算支援業務に必要となるリソースや農
業技術支援センターに求められる機能や運営手法等について、早期に一定の方向性を
まとめるため、令和５（2023）年度の調査・分析を踏まえ、会議・調整の増加などに
より、検討のスピード及び熟度を高めていきます。
・ＪＡセレサ川崎との連携により、市内産農産物のＰＲを目的にデジタルガイドブック等
の周知を推進するともに、「花と緑の市民フェア」の見直しを継続し、効率的・効果的な
情報発信を行います。
・市民農園等の管理については、業務時間数の削減に向けて、管理組合と調整し効率
的な管理・運営支援を継続します。

-49-



　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・堤根処理センター建替に伴う堤根余熱利用市民施設の休止
・新たな堤根余熱利用市民施設の整備に向けた必要な機能の検討
・橘リサイクルコミュニティセンターの機能廃止及び跡地活用の方向性の決定
・橘リサイクルコミュニティセンターのリユース事業について、民間事業者による機能代替の検討
【R05（2023）】
・新たな堤根余熱利用市民施設の整備に向けた必要な機能の調整
・橘リサイクルコミュニティセンターのリユース事業を民間事業者で機能代替
・橘リサイクルコミュニティセンター跡地の改修工事
【R06（2024）・R07（2025）】
・新たな堤根余熱利用市民施設の整備に向けた必要な機能の検討結果を踏まえた取組の推進
・橘リサイクルコミュニティセンターのリユース事業を民間事業者で機能代替
・堤根処理センター内の廃家電ストックヤード等を橘リサイクルコミュニティセンター跡地に移転

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・堤根余熱利用市民施設について、市民の健康増進を目的に、社会的要請と状況変化を踏まえながら、果たすべき機能の方向性を決
定し、以後の民間活用を基本とした施設整備に向けた取組を開始
・橘リサイクルコミュニティセンターについて、社会状況の変化等を踏まえた施設機能廃止と、既存機能の代替や拡充の取組の推進

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・堤根余熱利用市民施設について、隣接する処理センターの建替えに合わせて令和４（2022）年度末から休館しますが、堤根余熱
利用市民施設の建替えに当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた施設機能のあり方や施設の最適配置について検討す
るとともに、民間活用を含めたより効率的・効果的な施設更新を行います。
・橘リサイクルコミュニティセンターについては、社会状況の変化等を踏まえ、施設機能を廃止し、効率的・効果的な廃棄物行政を推進し
ます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
①堤根処理センター建替に伴う堤根余熱利用市民施設の休止
②新たな堤根余熱利用市民施設の整備に向けた必要な機能の検討
③橘リサイクルコミュニティセンターの機能廃止
【R05（2023）】
①新たな堤根余熱利用市民施設の整備に向けた必要な機能の調整
【R06（2024）・R07（2025）】
①検討結果を踏まえた取組の推進

30202080 余熱利用市民施設等運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 ６・堤根余熱利用市民施設等における機能整理について 環境局

現　状
【課題認識】

・堤根余熱利用市民施設について、健康の増進を目的として年間約16万人の方に利用されていますが、築40年近くが経過し、設備等
の老朽化が進むとともに、隣接する堤根処理センターの建替工事により、令和５（2023）年度から余熱の供給が停止となる予定で
す。また、新型コロナウイルス感染症の影響から入場制限を行ったうえで運営をしています。今後の施設のあり方を検討するに当たり、同
施設が果たすべき機能の整理・検討が必要となっています。
・橘リサイクルコミュニティセンターについて、築30年近くが経過し、施設の老朽化が進むとともに利用者数の長期低迷が続いています。ま
た、センターが果たすべき機能についても、他の公共施設や民間の取組により機能代替が可能となっています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度末をもって堤根余熱利用市民施設を休止しました。令和４（2022）年度は、新たな堤根余熱利用市民施
設の整備に向けた必要な機能の検討にあたって、サウンディング調査を実施した上で検討を実施し、その結果に基づき、より詳細な検討
を進め、新たな堤根余熱利用市民施設の整備にあたっての「堤根余熱利用市民施設整備基本計画案」について、令和５（2023）
年３月から市民意見を募集し、令和５（2023）年５月に、同計画を策定しました。同計画に基づき事業を推進し、民間事業者との
対話や民間活用事業者選定評価委員会を踏まえ、堤根余熱利用市民施設整備事業に関する民間事業者の募集（入札公告）を
令和６（2024）年３月末より開始しました。
・橘リサイクルコミュニティセンターのリユース事業について、民間事業者による機能代替の実証実験を令和４（2022）年11月から開始
し、粗大リユース事業を不要品リユース事業に拡充するとともに、令和４（2022）年度は、橘リサイクルコミュニティセンターの年間実績
約400品を大幅に上回る約12,300品のリユースを実現し、令和５（2023）年度もリユースの対象品目を増やして実証実験を継続
し、約45,700品のリユースを実現しました。
【R04（2022）】
・令和４（2022）年度末をもって橘リサイクルコミュニティセンターの施設機能の廃止をしました。
・橘リサイクルコミュニティセンター廃止後の施設の有効活用に向けて全庁的な調査を行い災害用具の保管先等として活用する方向性を
令和４（2022）年８月に決定しました。
【R05（2023）】
・令和５（2023）年度に橘リサイクルコミュニティセンター跡地の内装改修・外壁塗装工事を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・隣接する処理センターの建替えに合わせて令和４（2022）年度末から休館している
堤根余熱利用市民施設の建替えに当たっては、民間活用による効率的・効果的な施
設更新を行います。
・橘リサイクルコミュニティーセンター廃止後の施設において災害用具の保管等を進めてい
きます。
・民間事業者を活用したリユース事業の拡充に向けて取り組んでいきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和４（2022）年度末をもって橘リサイクルコミュニティセンターを廃止
したことにより、令和５（2023）年度以降の指定管理料について年間
約21,000千円の削減となったため。
・リユース事業について、民間事業者と実証実験を行い粗大リユース事業
を不要品リユース事業に拡充し市民の意識変容とごみ減量につながった
ため。
・当初予定を繰り上げて整備計画案を取りまとめたことで、令和５
（2023）年度に新たな堤根余熱利用市民施設の整備に向けた市民
や事業者との対話の機会を予定回数よりも多い４回持つことができ、堤
根余熱利用市民施設整備事業に関する民間事業者の募集に際し、よ
り広い意見等を反映することにつながったため。

○ 情報 － 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ ○

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・令和４（2022）年度末をもって橘リサイクルコミュニティセンターを廃止したことにより、令和５（2023）年度以降の指定管理料につ
いて年間約21,000千円の削減が図られました。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・当初予定を繰り上げ、令和４（2022）年度中に整備計画案を取りまとめ、パブリックコメントを実施したことにより、令和５（2023）
年度に新たな堤根余熱利用市民施設の整備に向けた市民や事業者との対話の機会を予定回数よりも１回ずつ多い、４回持つことが
でき、堤根余熱利用市民施設整備事業に関する民間事業者の募集に際し、より広い意見等を反映することにつながりました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・橘リサイクルコミュニティセンターのリユース事業終了後に民間事業者による機能代替の可能性ついて実証事業を実施し、「ごみとして捨
てる前にリユースを検討する」という市民の意識変容とごみ減量につながりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・ＩＣＴ導入に向けたシステム開発等を行い、10月に高齢者フリーパス等を交通系ＩＣカードに切り替え
・導入したＩＣＴによる正確な利用実態の把握
【R05（2023）】
・把握した正確な利用実態に基づく事業費シミュレーション実施
・事業費シミュレーションの結果を踏まえた持続可能な制度構築に向けた見直しの検討
・事業費シミュレーション及びＩＣＴを活用した新たな社会参加施策等のモデル事業の実施
・ＩＣＴを活用した新たな社会参加施策等、事業のあり方検討に係る報告書に基づく取組の検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・システムの適切な運用
【R06（2024））・R07（2025）】
・事業費シミュレーション及びＩＣＴを活用した新たな社会参加施策等のモデル事業の結果に基づく取組の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・導入するＩＣＴにより把握した正確な利用実態に基づく事業費シミュレーションを行い、持続可能な制度への見直し実施及び新たな
社会参加施策の実施に向けた方向性決定（方向性の早期決定に至った場合については、実施開始）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・現在の事業実施手法では、正確な利用実態の把握が困難であることや、新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者の外出頻度
の低下が懸念されている中で、本事業をきっかけとした新たな社会参加のための手法を検討する必要もあることから、本事業にＩＣＴを
導入します。
・ＩＣＴの導入により把握した正確な利用実態を踏まえた事業費推移シミュレーションに基づき、利用者、行政、バス事業者の負担割
合のあり方や、フリーパス式の上限回数設定、利用者負担の増額など、持続可能な制度構築に向けて検討します。
・バスの優待以外にも、導入するＩＣＴを活用した新たな社会参加施策について検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・コイン式、フリーパス式といったバスの優待以外の新たな社会参加施策（ポイント・割引制度など）の検討・実施
【R04（2022）】
・ICTの導入（システム開発、コールセンター設置等）
【R04（2022）・R05（2023）】
・正確な利用実態に基づく事業費推移シミュレーションの実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・事業費推移シミュレーションの結果により、フリーパス式の利用上限回数や、利用者負担の増額について検討
【R06（2024）】
・バス事業者との負担割合設定

10403010 高齢者外出支援事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 ７・高齢者外出支援乗車事業の見直しに向けた検討 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・現在、コイン式及びフリーパス式はいずれも紙の券を使用していることにより、正確な利用実態が把握できておらず、また、フリーパス式に
ついては本市が設定している平均乗車回数と、バス事業者が実施している独自調査による乗車回数に大きな乖離があるのが現状です。
・また、令和元（2019）年度の対象者は約22万人、事業費は20億円弱となっていますが、将来推計では、令和22（2040）年度
には対象者が約33万人に達し、事業費についても、現在の算定方式で算定した場合、約30億円となる見込みであり、持続可能な制
度としていくためには、見直しを含めた検討を進めていく必要があります。
・一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により外出を控える動きがある中で、高齢者の自主的な社会活動への参加に加え、より外出
をしたくなるような取組が必要となっています。
・こうした課題について、本事業に係るあり方検討会議で議論を行い、令和３（2021）年３月に今後の方向性について報告書として
取りまとめました。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・ＩＣＴ導入に向けたシステム開発等を行い、市政だよりへの掲載、事前の案内チラシの送付、バスの車内掲示などで制度内容の変更
の案内等を行いました。
・令和４（2022）年10月にＩＣＴを導入し、高齢者フリーパス等を交通系ＩＣカードに切り替える手続として、125,121人が高齢
者特別乗車証として交通系ＩＣカードの登録を行いました（令和５（2023）年３月末現在）。
・ＩＣＴ導入により、乗車場所や乗車履歴、使用券種などの利用実態の情報について正確な利用実態を把握できる仕組みを構築す
ることができました。
【R05（2023）】
・引き続き、交通系ＩＣカードへの切り替えを進め、135,846人が高齢者特別乗車証として交通系ＩＣカードの登録を行うとともに、シ
ステムの適切な運用を行いました（令和６（2024）年３月末現在）。
・当初は、ＩＣ化を開始した令和４（2022）年10月〜令和５（2023）年３月の利用実態をベースに、利用状況等の詳細分析
や事業費シミュレーションを行うこととしていましたが、①開始当初の３箇月間については、紙との併用期間であり、正確な利用実態の把
握・分析に適さないこと、また、②時間帯やエリアごとの傾向等を把握し、詳細分析を行うに当たっては、半年間ではなく１年間を通じた
動向（より長い期間の動向）等を把握・分析した方が良いものと判断し、把握する期間を令和５（2023）年１月〜令和５
（2023）年12月に設定し直した上で、登録・交付状況（総数、年代別、居住エリア別）や利用状況（月別、年間、年代別、時間
帯別）の分析、事業費シミュレーションを実施し、結果を取りまとめました。ただ、①把握・分析する利用実態等の期間を変更したこと、ま
た、②分析結果を通じ、年代やエリアによる利用偏差への対応が必要であること等の新たな課題も生じ、持続可能な制度への見直しに
向けた具体的な検討までには至りませんでした。
・令和５（2023）年１月から12月までのシステムによる正確な利用実態をもとに、令和６（2024）年度の事業費シミュレーションを
行い、当該シミュレーション結果をバス事業者６者へ提示し、協議した上で、令和６（2024）年度以降の扶助費に係る市とバス事業
者との負担割合を決める覚書を締結しました。
・高齢者特別乗車証等を交通系ＩＣカードに切り替えた方を対象に、令和５（2023）年11〜12月にかけて、買い物割引や抽選に
よる特典等のインセンティブ付与による外出促進の効果等を測定する実証実験を実施しました（参加者117名）。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

1

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和５（2023）年度に取りまとめた利用実態や事業費シミュレーション等に基づき、
年代やエリアによる利用偏差など、新たにわかった課題等に対しても的確に対応できるよ
う、関係局と連携・調整しながら、より公平性の高い持続可能な見直し後の制度設計
について、スピード感を持って、検討を進めていきます。
・また、ＩＣＴを活用した新たな社会参加施策についても、見直し後に採用する手段・
手法等により、実施できる施策にも違いが生じてくることから、上記と一体的な検討を着
実に進めていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・ＩＣＴ導入により、市及びバス事業者の事務負担の軽減や事務ミスの
リスク軽減、乗降場所に関わらず優待乗車できるようになり、市民の利便
性の向上等につながるとともに、今後の事業見直しに必要な正確な利用
情報の確保につながったため。
・一方で、当初のスケジュールどおりＩＣＴの導入を行ったものの、①紙と
ＩＣの併用期間（経過措置期間）を実態把握・分析期間から除き、
②半年間ではなく１年間分の登録・利用状況を把握・分析することとした
こと、また、③登録・利用状況の把握・分析を行った結果、年代やエリアに
よる偏差への対応等も必要となったことなどから、令和５（2023）年度
中に、制度の見直しに向けた検討までは至れず、ＩＣＴを活用した新た
な社会参加施策についてもモデル事業の実施にとどまり、今後、更なる検
討を進める必要があるため。

－ 情報 ○ 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノ・時間の効果】
（R05（2023））
・これまで、バス事業者との手動計算結果に基づき、扶助費の支出額の確定作業を実施していましたが、バス事業者と覚書を締結し、シ
ステムから抽出された実績に基づく支払いに見直すことにより、①年間32時間分の事務負担及び②手動計算による事務ミスのリスク軽
減に寄与しました。

【モノの効果】
（R04（2022））
・市境路線について、これまで乗降場所のいずれかが市内である場合のみ優待乗車できる仕組でしたが、正確な利用実態の把握が可能
となったことにより、バス事業者との協議が調い、乗降場所に関わらず優待乗車できるようになり、市民の利便性向上に寄与しました。

【情報の効果】
（R04（2022））
・当初のスケジュールどおり、ＩＣＴ導入を行ったことで、切替後の利用の正確な利用実態が把握できるようになり、今後の事業見直しに
必要な情報が確保できるようになりました。引き続き、把握した利用実態やその分析結果を活用するとともに、ＩＣＴを活用した新たな
社会参加施策の検討を行い、持続可能な制度への見直しに向けた検討を行う必要があります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・新規受付を停止した事業（生活支援型食事サービス事業）の代替サービスへの利用移行促進
・外部へ委託している事業（ねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具給付事業、高齢者等緊急通報システム事業）の効率的な
事業実施
・終活支援事業の試行実施とその検証を踏まえた事業展開の検討（１年目）
【R04（2022）・R05（2023）】
・高齢者等紙おむつ給付事業の対象拡充及び介護保険事業特別会計への財源移行に向けた検討
・福祉住宅の現状及びニーズ・課題等の収集、中長期的なあり方検討
【R05（2023）】
・新規受付を停止した事業（要介護者生活支援ヘルパー派遣事業、福祉電話相談事業、徘徊高齢者発見システム事業）の代替
サービスへの利用移行促進
・外部へ委託している事業（高齢者外出支援サービス事業）の効率的な事業実施
・終活支援事業の試行実施とその検証を踏まえた事業展開の検討（２年目、試行最終年）
【R06（2024）】
・高齢者等紙おむつ給付事業の対象拡充及び介護保険事業特別会計への財源移行の検討結果に沿った取組の推進
・福祉住宅の中長期的なあり方の方向性を策定
・終活支援事業の試行結果を踏まえた本格的な実施
【R07（2025）】
・福祉住宅について、中長期的なあり方の方向性に沿った取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・今後のあり方の検討結果等を踏まえた高齢者市単独事業の最適化
・福祉住宅の今後のあり方の検討及び方向性の策定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・在宅生活の継続支援及び家族の介護負担軽減に向け、事業の最適化を図り、高齢者福祉サービスが全体的により効率的・効果的
なものとなるよう取組を進めます。
・福祉住宅については、民間動向や他制度の状況、築30年前後まで老朽化が進んでいること等を踏まえ、事業のあり方について検討を
進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市単独事業については、事業の執行状況等を精査しながら、適切な事業運営に努め、外部へ委託している６事業（生活支援型食
事サービス事業、要介護者生活支援ヘルパー派遣事業、ねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具給付事業、高齢者外出支援
サービス事業、高齢者等緊急通報システム事業、高齢者外出支援乗車事業）や新規受付を停止した４事業（生活支援型食事
サービス事業、要介護者生活支援ヘルパー派遣事業、福祉電話相談事業、徘徊高齢者発見システム事業）の今後のあり方につい
て、検討を実施
・紙おむつ給付事業については、市の財政負担の抑制と更なる対象拡大との両立を図るため、介護保険事業特別会計への移行も含
め、検討を実施
・高齢者等が、人生の最期まで自分らしく住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、終活の支援について検討を実施
・福祉住宅については、地域包括ケアシステム推進ビジョン及びかわさきいきいき長寿プランにおける高齢者の住まい方及びシルバーハウジ
ングや市営住宅の今後の方向性との整合性を取りつつ、相談支援や利用料金などを現状を踏まえて検討するとともに、中長期的な事業
のあり方について、検討を実施

10402060
10402070
10402030

高齢者住宅対策事業
高齢者生活支援サービス事業
ひとり暮らし支援サービス事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 ８・高齢者に対する市単独事業のあり方の検討 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・利用状況・社会状況・持続可能性の観点から、高齢者に対する市単独事業全体のあり方について検討し、令和２（2020）年度か
ら、市民ニーズや民間サービスの状況等を踏まえ、生活支援型食事サービス事業、要介護者生活支援ヘルパー派遣事業、福祉電話相
談事業、徘徊高齢者発見システム事業の新規受付を停止するとともに、紙おむつ給付事業における若年性認知症者への対象拡充、
ＩＣＴを活用した認知症等行方不明高齢者・家族等への支援強化などを開始しましたが、今後も必要な事業をより効率的・効果的か
つ安定的に実施していくためには、引き続き、市単独事業のあり方について、検討していく必要があります。
・また、福祉住宅についても、事業開始の平成２（1990）年度と比較して、現在では民間等の高齢者住宅や施設の整備が進み、個
人のニーズや価値観の多様化など事業を取り巻く環境が約30年の間に大きく変化していることから、事業のあり方について、検討を行う必
要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
携帯型緊急通報システムの利用者数

モノ
目標 1,200 1,300 1,400 1,500

人
説明 ひとり暮らしの高齢者等のうち、携帯型緊急通報システムを利用し

ている者の数 実績 1,066 1,193 1,284

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・高齢者等紙おむつ給付事業の対象拡充及び介護保険事業特別会計への財源移行に向けた検討並びに、福祉住宅の現状及びニー
ズ・課題等の収集について、他都市事例の調査や有識者へのヒアリング等により実施し、中長期的なあり方を検討しました。
【R04（2022）】
・新規受付を停止した４事業のうち、生活支援型食事サービス事業は、ケアマネジャー等を通じて価格やサービス内容が多岐にわたる民
間の代替サービスの案内を行うことにより、全ての利用者が民間の代替サービスへ利用移行すること等により事業を終了しました。
・外部へ委託している６事業のうち２事業（ねたきり高齢者等紙おむつ及び日常生活用具給付事業、高齢者等緊急通報システム事
業）について、業務執行手法の効率化に向けて委託から会計年度任用職員の活用へと切り替えるなどの見直しを行いました。
・終活支援事業を試行的に開始し、エンディングノートの作成配布、セミナーの開催（計９回、参加人数319人）や個別相談（死後
事務委任契約締結に向けた面談12人）等により、市民へ終活の普及啓発に取り組むとともに、市民の終活支援に関するニーズや事業
の課題を収集し、今後の本格的な事業実施に向けた検討を併せて行いました。
【R05（2023）】
・新規受付を停止した４事業のうち、要介護者生活支援ヘルパー派遣事業及び徘徊高齢者発見システム事業について、全ての利用
者が代替サービスへ利用移行すること等により事業を終了しました。
・外部へ委託している４事業のうち高齢者外出支援サービス事業について、業務執行手法の効率化に向けて委託から会計年度任用
職員の活用へと切り替えるなどの見直しを行いました。
・令和６（2024）年度からの終活支援事業の本格実施に向けて、前年度に引き続き、セミナーの実施や個別相談等により、死後事
務委任契約の締結を進めるとともに、個別相談等で市民からの要望が多かった終活登録制度、家財処分及び医療費等の支払い等、
事業内容を拡充することとしました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、新規受付を停止した事業の利用者の代替サービスへの移行等を進めるとと
もに、今後の社会情勢やニーズ等に合致した市単独事業の在り方を検討します。
・終活支援事業については、これまでの試行実施で収集した市民ニーズや課題整理に
基づき、令和６（2024）年度からの本格的な事業として、終活登録制度、家財処
分及び医療費等の支払い等、事業内容を拡充します。
・紙おむつ給付事業の対象拡充及び介護保険事業特別会計への財源移行や、福祉
住宅の中長期的な見直しを検討します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・事業の終了や効率的な事業手法への転換により財政効果を生み出す
ことができ、終活支援事業という形で市民に還元できたため。また、緊急
通報システムでは、広報を強化し、より多くの高齢者に利用していただくこ
とができたため。
・終活支援事業について、市民ニーズに即した実施内容の更なる検討、
広報の手法等について課題があり、本格実施に向けて検討を進めていく
必要があるため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・高齢者に届きやすい広報ツールとして、町内会・自治会の回覧板において携帯型緊急通報システムに関するチラシの回覧を実施したこ
とにより、令和４（2022）及び令和５（2023）年度末時点で携帯型緊急通報システムの利用者数が対前年度比それぞれ12％
及び８％増加したことから、ひとり暮らし高齢者等が安心して住み慣れた自宅で在宅生活を続けられるための支援につながりました。
・終活支援事業を開始し、いつまでも安心して住み慣れた地域で暮らし続けられるようになることに寄与し、高齢者への支援の強化につな
がる取組を開始しましたが、市民ニーズに即した実施内容の更なる検討、広報の手法等について課題があり、本格実施に向けて検討を
進めていく必要があります。

【カネの効果】
（R04（2022））
・生活支援型食事サービス事業の事業終了や２事業の直営化を実現することにより、事業実施に要する予算を削減することができ、令
和５（2023）年度予算に20,375千円の財政効果を反映しました。
（R05（2023））
・要介護者生活支援ヘルパー派遣事業及び徘徊高齢者発見システム事業の事業終了や高齢者外出支援サービス事業の直営化を実
現することにより、事業実施に要する予算を削減することができ、令和６（2024）年度予算に19,887千円の財政効果を反映しまし
た。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 ９・成人ぜん息患者医療費助成制度のあり方の検討 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・本市では、気管支ぜん息患者の健康の回復及び福祉の増進を図ることを目的に、市独自のアレルギー対策として、平成19（2007）
年１月から「成人ぜん息患者医療費助成条例」を施行し、20歳以上の気管支ぜん息患者に医療費の一部を助成していますが、条例
の施行から10年以上経過する中で、市単独事業である本制度の受給者数及び助成額の増加や、他のアレルギー疾患との公平性等が
課題となっています。
・また、平成27（2015）年12月にアレルギー疾患対策の総合的な推進を図るために施行された「アレルギー疾患対策基本法」及び
同法に基づき平成29（2017）年３月に策定された「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」においては、予防や標準化
治療が重要であり、これらの普及・啓発の推進が地方公共団体の役割として掲げられています。
・さらに、平成30（2018）年３月には「神奈川県アレルギー疾患対策推進計画」が策定され、県域のアレルギー疾患対策のめざすべ
き方向と、取り組むべき施策が示されたところです。
・こうした状況を踏まえ、アレルギー対策として実施している本制度をどのようにシフトしていくべきか、医療費助成制度としての持続可能性
も含めたあり方について、検討を進めていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・成人ぜん息患者医療費助成制度の受給者数・助成額の増加や、医療制度・公費負担制度全体の枠組みにおける他のアレルギー疾
患を含めた他の疾患との整合性・公平性・適正性等を踏まえ、成人ぜん息患者医療費助成制度のあり方の検討及び検討結果を踏ま
えた取組を推進するとともに、「アレルギー疾患対策基本法」及び「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」に基づき、「神奈
川県アレルギー疾患対策推進計画」との整合を図りながら、総合的なアレルギー対策を推進する必要性から、より安定的かつ持続可能
な制度への再構築に向けた取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・気管支ぜん息以外のアレルギー疾患との公平性や国が実施している後期高齢者医療制度など医療保険制度や指定難病制度など医
療費助成制度との整合性に着目しながら、当制度の受給者数及び助成額、関係団体等との意見など検討結果を踏まえた取組を推進
・昨今の社会状況等を鑑み、総合的なアレルギー対策を推進していく必要性も高まっていることから、本市のアレルギー疾患対策の方向
性について、より安定的かつ持続可能な制度への再構築に向けた取組を推進し、国や県のアレルギー疾患対策関連の動向を注視する
とともに、アレルギー疾患対策の取組を実施
・成人ぜん息患者医療費助成認定審査会及び外部関係機関との意見調整の実施並びに外部有識者会議設置について検討

10407125 成人ぜん息患者医療費助成事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標
・成人ぜん息患者医療費助成制度のあり方の検討結果を踏まえた取組及び新たなアレルギー疾患対策の推進等による、より安定的か
つ持続可能な総合的アレルギー対策への転換

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・気管支ぜん息以外のアレルギー疾患との公平性や国が実施している後期高齢者医療制度など医療保険制度や指定難病制度など医
療費助成制度との整合性に着目しながら、当制度の受給者数及び助成額、関係団体等との意見など検討結果を踏まえた取組を推進
・昨今の社会状況等を鑑み、総合的なアレルギー対策を推進していく必要性も高まっていることから、本市のアレルギー疾患対策の方向
性について、より安定的かつ持続可能な制度への再構築に向けた取組を推進し、国や県のアレルギー疾患対策関連の動向を注視する
とともに、アレルギー疾患対策の取組を実施
・成人ぜん息患者医療費助成認定審査会及び外部関係機関との意見調整の実施並びに庁内連絡会議の開催
【R04（2022）】
・地域医療審議会に「本市のアレルギー疾患対策の方向性」について諮問。地域医療審議会保健部会の審議（４回）を経て、地域
医療審議会から答申
・本市における今後の総合的なアレルギー疾患対策推進方針（案）をとりまとめ、順次、取組を実施
【R05（2023）】
・アレルギー疾患対策推進方針の策定
・成人ぜん息患者医療費助成制度の廃止
【R06（2024）】
・成人ぜん息患者医療費助成制度既存受給者等に対する経過措置を実施
・アレルギー疾患対策推進方針を踏まえ、関係団体や庁内関係課と連携しながら、取組を実施
・地域医療審議会保健部会に総合的なアレルギー疾患対策の進捗状況の報告
【R07（2025）】
・成人ぜん息患者医療費助成制度既存受給者等に対する経過措置を実施（令和７（2025）年度末で終了）
・アレルギー疾患対策推進方針を踏まえ、関係団体や庁内関係課と連携しながら、取組を実施
・地域医療審議会保健部会に総合的なアレルギー疾患対策の進捗状況の報告

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
アレルギー講演会・研修会等の開催数 目標 25 30 35 40

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

回
説明 取組年度で実施したアレルギー講演会・研修会の開催数 実績 20 29 34

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・地域医療審議会に「本市のアレルギー疾患対策の方向性」について諮問しました。地域医療審議会の保健部会での審議（４回）を
経て、地域医療審議会から答申を受けました。
・本市における今後の総合的なアレルギー疾患対策の方向性を示す「アレルギー疾患対策推進方針（案）」をとりまとめ、その方針
（案）を踏まえ、成人ぜん息患者医療費助成制度の見直し（案）をまとめました。
・国指針に基づく正しい知識の普及啓発のための研修会等を29回実施しました。
【R05（2023）】
・アレルギー疾患対策推進方針を策定しました。
・成人ぜん息患者医療費助成制度について、令和７（2025）年度末までの経過措置を設けて廃止することを決定しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・本市における今後の総合的なアレルギー疾患対策の方向性を示す「アレルギー疾患対策推進方針（案）」をとりまとめるとともに、その
方針（案）を踏まえ、「成人ぜん息患者医療費助成制度の見直し（案）」をまとめ、取組を進めました。
（R05（2023））
・成人ぜん息患者医療費助成制度を廃止するとともに、アレルギー疾患対策推進方針を策定しましたが、今後、総合的なアレルギー対
策を推進していく段階であり、効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成人ぜん息患者医療費助成制度を廃止するとともに、アレルギー疾患
対策推進方針を策定し、今後、総合的なアレルギー対策を推進していく
段階であるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・他のアレルギー疾患との公平性の観点から、特定の疾患に医療費を助成し続けること
は困難であると判断し、制度については令和６（2024）年３月末で廃止としました。
経過措置として、令和６（2024）年４月１日時点で有効な医療証をお持ちの方な
どについては、令和８（2026）年３月31日まで現行制度を継続します。
・アレルギー疾患対策推進方針を踏まえ、総合的なアレルギー対策の取組を推進しま
す。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 10・休日急患診療所における運営手法の見直し・移設等の検討 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・市内の初期救急医療を担う７区の休日急患診療所については、築40年以上が経過する施設もあり、老朽化が進んでいる状況です。
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて、患者数はコロナ前と比較すると大幅に減少しており、今後の市民の受療行動を
注視しながら、運営手法のあり方について検討を行っていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・休日急患診療所の運営に支障がでないよう、施設の適切な保全対応を行いつつ、新型コロナウイルス感染症終息後の市民の受療行
動や当該診療所における診療実績を踏まえながら、状況に応じて、設置箇所数や診療体制の見直しなど適正な運営手法について、検
討を行っていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・資産マネジメント第３期実施方針を踏まえ、施設の集約、複合化等を含めた施設のあり方について、事業主体である川崎市医師会と
調整を行いつつ、検討を実施
・宮前休日急患診療所については、引き続き、区役所等移転時における移設の検討を実施
・新型コロナウイルス感染症終息後の市民の受療行動や当該診療所における診療実績に応じて、設置箇所数や診療体制の見直しに
ついて川崎市医師会と調整

10601030 救急医療体制確保対策事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・老朽化に伴う施設のあり方及び新型コロナウイルス感染症終息後の市民の受療行動や当該診療所における診療実績を踏まえ、今後
の診療所の設置箇所数や診療体制に係る方向性決定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）~R06（2024）】
①新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、市民の受療行動や診療実績等の現状把握
②施設の移設や複合化等の可能性に関して関係部署や事業主体である川崎市医師会と協議
③宮前休日急患診療所の区役所等移転時における移設の検討
④運営手法や運営費について事業主体である川崎市医師会と協議
【R07（2025）】
①休日急患診療所の設置箇所数や診療体制等の今後のあり方について方向性の決定
②運営手法や運営費について事業主体である川崎市医師会と協議

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
①令和４（2022）年度は、新型コロナウイルス感染症の再拡大などの状況を踏まえ、発熱外来機能の拡充を図るため、川崎市医師
会と協議を行い、全ての休日急患診療所において新型コロナウイルス感染症の診療・検査を開始しました。
（R04:患者数15,636人〈対前年度比161.4％、対平成30（2018）年度比48.8％〉）
①令和５（2023）年度は、新型コロナウイルス感染症の５類移行後も診療体制を継続して確保するなど適切に対応し、患者数は大
幅に回復しましたが、コロナ前と比較すると依然として減少している状況です。
（R05:患者数30,484人〈対前年度比195.0％、対平成30（2018）年度比95.2％〉）
①また、患者が来院時に記入する受診申込書を活用し、来院手段の調査を新たに開始するなど、引き続き市民の受療行動や各診療
所の診療の実績・推移など、現状の把握を行いました。
②③施設の老朽化や利用状況などの現状を踏まえ、移設や複合化等の可能性に関して、事業主体である川崎市医師会と協議を行
い、移設や複合化に伴う市民の受療行動への影響や災害時・感染症まん延時における役割、医師の働き方改革施行後の医師の確保
等課題の抽出を行いました。
④新型コロナウイルス感染症による患者数の減少で事業運営に大きな影響がありましたが、年末年始においては、患者の動向等を踏ま
え、診療所のスタッフを増員するなど柔軟に対応することにより、円滑な運営を行うとともに、引き続き、薬剤の一括調達を行うなど、ソフト
面での効率的な事業実施に努めました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
・休日急患診療所の設置箇所数や診療体制に係る方向性の決定に向け、事業主体である川崎市医師会とともに、現状把握や診療
体制等に関する協議を行っている段階であるため、効果を発現する段階までには至っていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・休日急患診療所の今後のあり方の方向性決定に向けて、事業主体で
ある川崎市医師会とともに現状把握や診療体制等に関する協議を継続
的に行っている段階であるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、休日急患診療所の役割や現状の診療実績やその分析結果等を踏まえな
がら、施設の移設や複合化等の今後の方向性について検討を進めます。
・地域における初期救急等の医療体制について、後半２年間での方向性決定に向け、
関係者による検討会を立上げ、今後の休日急患診療所が果たすべき役割や適切な運
営手法などのより具体的な検討を着実に進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 11・歯科保健センター等診療事業のあり方の検討 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・歯科保健センター及び歯科医師会館診療所においては、重度障害者等に対する歯科診療や年末年始等における急患歯科診療を
実施しています。
・障害者の増加、高齢化の進展、歯科診療への市民ニーズなどを踏まえ、令和２（2020）年度には、障害・高齢者等歯科診療事業
について、診療枠の増設と、診療所の集約化（４か所→３か所）による人材の安定確保を図ることとしました（ただし、令和３
（2021）年度については、経過措置として４か所体制を継続し、令和４（2022）年度から３か所体制（川崎、中原、百合丘）で
実施することとしています。)。
・誰もが身近な地域でいつでも適切な歯科診療を受診できる歯科医療提供体制の構築に向け、歯科保健センターと一般歯科診療
所、病院との機能分担や連携方法の検討など、あり方の整理が必要です。
・施設の老朽化が進んでいるため、機能を果たすためのスペース確保の手法を検討する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・障害者・高齢者等歯科診療事業について、一般歯科診療所や病院との機能分担などのあり方を整理し、連携体制の構築や、一般
歯科診療所における診療対応力の向上に取り組みます。
・年末年始等急患歯科診療事業について、当該期間における一般歯科診療所の開所状況を踏まえて、公的事業としてのあり方を整理
します。
・上記のあり方の整理結果及び施設の老朽化が進んでいる状況を踏まえ、事業主体である（公社）川崎市歯科医師会と連携し、歯
科保健センター等の運営手法や実施場所に関する検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・障害者・高齢者等歯科診療事業に係る、歯科保健センターと一般歯科診療所、病院との機能分担や連携方法の検討
・障害者等ができる限り身近な地域で受診できるよう、一般歯科診療所における診療対応力の更なる向上に向けた研修等の取組
・年末年始等急患歯科診療事業の公的事業としてのあり方の整理
・資産マネジメント第３期実施方針を踏まえ、運営手法や実施場所について事業主体である歯科医師会と連携し検討
・上記の検討結果に基づき、事業実施方針を策定

10601030 救急医療体制確保対策事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・障害者等歯科診療事業等と他機関との機能分担や連携方法など、事業全体のあり方を整理した結果を踏まえ、歯科保健センターの
運営手法等に関する事業実施方針の策定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・患者像と受診機関のマッチングについて、データ収集及び分析の実施
・一般歯科診療所における障害者等の受入れや年末年始等の診療等に関する実態把握調査の実施
【R05（2023）・R06（2024）】
令和４（2022）年度に実施した調査等を通じて把握した実態や課題を踏まえた、①〜③に関する方向性及び具体的な内容の検討
①障害者・高齢者等歯科診療事業に係る、歯科保健センターと一般歯科診療所、病院との機能分担や連携方法
②障害者等ができる限り身近な地域で受診できるよう、一般歯科診療所における診療対応力の更なる向上に向けた取組
③年末年始等急患歯科診療事業の公的事業としてのあり方
【R07（2025）】
・事業実施方針の策定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

-65-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標
2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・次のとおり調査・アンケートを実施し、次年度以降の歯科保健センター等診療事業のあり方検討の土台となる現状把握を多角的に行
いました。
①歯科保健センターを運営する市歯科医師会と連携して、障害者・高齢者等歯科診療事業の利用登録者1,132人のうち、継続利用
している利用者675人を対象に利用者アンケートを実施（回答率60％）し、利用状況やニーズ、利用に至った経緯、センター以外での
診療状況など、患者像と受診機関のマッチングに係る項目について、データ収集・分析を行いました。
②市内一般歯科診療所における年末年始等の開所状況や、障害者歯科診療の人数・紹介状況や有効と考える支援策、訪問歯科
診療、摂食嚥下に関する指導や診療等の実施状況や考えについて、782箇所の診療所に対して実態把握調査を実施（回答率
56.0％）しました。
③市内一般歯科診療所における診療対応力向上を図る研修の受講者アンケートを38診療所に対して実施（回答率82.4％）し、効
果検証及び事業内容の見直し検討を歯科医師会と連携して行いました。受講者アンケートの実施後は、在宅及び障害者・高齢者への
スペシャルニーズに対する知識定着や診療内容向上などの効果がこれまで実施してきた研修にあった半面、診療件数の増加に繋がってい
ない点を踏まえた見直しの必要性などについて検討を行いました。
【R05（2023）】
①令和４（2022）年度に実施した調査・アンケート結果等を基に、今後の障害者・高齢者等歯科診療事業について、建て替えにより
一時休館中の歯科医師会館診療所の令和７（2025）年度再開後の診療体制等を見据え、①歯科保健センター、一般診療所、
病院が、それぞれが担うべき障害者などの障害等の程度や歯科診療の治療内容、②役割分担後に必要となる一般診療所の施設規
模、設備、人員体制やその課題、③関係機関との連携等について、歯科医師会と協議を行いました。
②市内一般歯科診療所における診療対応力向上を図る研修について、アンケート結果を分析し、年齢や個々人の状態像、障害の有
無等に応じた、より適切な診療ができる対応力を養成できるよう、より効果的な事業への転換も含め、事業内容の見直しについて、歯科
医師会と協議しました。
③年末・年始及びＧＷの歯科保健センター等における診療体制について、一般歯科診療所の開設状況の調査結果等を踏まえ、特定
日の開設などの導入可能性や導入した場合の効果や課題等について、歯科医師会と協議を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1
説明 実績

目標

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
・歯科保健センター等診療事業のあり方の決定に向けて、令和４（2022）年度に実施した調査結果を基に、令和５（2023）年度
は検討を行っている段階であるため、効果が発現する段階には至っていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・歯科保健センター等診療事業のあり方の決定に向けて、川崎市歯科
医師会とともに現状把握や診療体制等に関する協議を行っている段階で
あるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和４（2022）年度に実施した調査結果を踏まえながら、①障害者・高齢者等歯
科診療事業に係る、歯科保健センターと一般歯科診療所、病院との機能分担や連携
方法、②障害者等ができる限り身近な地域で受診できるよう、一般歯科診療所におけ
る診療対応力の更なる向上に向けた取組、③年末年始等急患歯科診療事業の公的
事業としてのあり方に関する方向性や具体的な内容のより詳細な検討を進め、事業実
施方針の策定を開始していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
①シニアパワーアップ推進事業（講演会、スマホ・パソコン講座等）の実施
②いきがい・健康づくり等普及啓発事業のについて効率的・効果的な内容を検討し実施
③せんとう健康長寿応援プログラムの拡充等について検討
【R04（2022）】
・かわさき福寿手帳のあり方の検討
【R04（2022）〜R06（2024）】
・敬老祝品贈呈事業は、他の高齢者施策の見直し状況を踏まえながら、社会状況の変化等に合わせた事業内容へと令和５
（2023）年度に見直しの方針を策定し、令和６（2024）年度以降に見直しを実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・かわさき福寿手帳のあり方検討に基づく取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・敬老祝品贈呈事業については、平均寿命の延びや国の事業等を考慮しつつ、他の高齢者施策の見直し状況も踏まえながら、時代に
即した内容へ見直しを実施
・敬老祝品贈呈事業以外の事業については、安定的な参加者数の確保や必要な見直し等を行いつつ、高齢者外出支援乗車事業等
との連携を図りながら、より効率的・効果的に事業実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・シニアパワーアップ推進事業について、高齢者が地域と関わりを持ち、自分のいきがいや趣味を見つけながら、仲間作りができるように支
援することを目的に実施しているため、引き続き、地域に目を向けて活動するシニアの養成やシニア世代のＩＴスキルに慣れ親しむための
取組等を推進していきます。また、今後の高齢者数の増加や社会状況等を踏まえながら、より効率的・効果的な手法について検討しま
す。
・介護予防いきいき大作戦について、廃止した戦略会議及びいきいきリーダー養成講座以外のコンテンツは引き続き「いきがい・健康づくり
等普及啓発事業」として実施します。
・敬老祝品贈呈事業について、対象者数増加に伴う事業費増や平均寿命の延び、社会状況の変化等を踏まえ、事業の見直しやあり
方について検討します。
・かわさき福寿手帳について、あり方の検討結果に基づく見直しを実施します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・シニアパワーアップ推進事業については、実施する講座の内容や規模について、協働事業者等と随時検討し、社会状況等に合せたコン
テンツ提供に向けた取組を推進
・介護いきいきフェアとの統合を図った、いきがい・健康づくり等普及啓発事業における普及啓発イベントについては、引き続き効率的・効
果的なイベント実施を図るとともに、いきいきリーダー養成講座の廃止に伴い、これまで養成してきた、いきいきリーダーの活用方法や、新た
な健康づくり・介護予防のためのコンテンツの検討を実施
・せんとう健康長寿応援プログラムについて、実施場所の拡大や参加者数の増加に向けた取組について、関係団体等と連携して検討を
実施
【R04（2022）】
・かわさき福寿手帳について、あり方の検討結果に基づく、見直しを実施
【R04（2022）〜R06（2024）】
・敬老祝品贈呈事業は、他の高齢者施策の見直し状況を踏まえながら、社会状況の変化等に合わせた事業内容に見直しを実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・かわさき福寿手帳について、見直し後の新たな制度による事業の推進

10403030 生涯現役対策事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 12・生涯現役対策事業の見直し及び効率的・効果的な実施 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・シニアパワーアップ推進事業について、傾聴講座、自己啓発講演会、パソコン・スマートフォン講座を実施していますが、いずれも定員が
すぐに埋まる人気コンテンツとなっています。
・介護予防いきいき大作戦について、事業開始から10年が経過したことを受け、事業内容の見直し（戦略会議・いきいきリーダーの新規
養成講座の廃止、他イベントとの統合）を行いました。
・敬老祝品贈呈事業について、令和３（2021）年度の見込みは約6,700人、事業費は約8,600万円となっており、高齢者数の増
加及び平均寿命の延びの影響により対象者数及び事業費も増加傾向であることが課題となっています。
・65歳以上の高齢者に配布している、かわさき福寿手帳について、高齢者のための相談窓口や施設優待などの情報を取得できるなどの
事業効果がある一方で、インターネットの普及等、デジタル化の進展を踏まえ、これまで、あり方の検討を進めてきており、社会状況に合わ
せた事業への見直しが必要となっています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

説明 実績

目標・実績 R03年度 R04年度

1
目標

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2
目標

R05年度 R06年度 R07年度 単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・シニアパワーアップ推進事業について、社会状況や時節等に応じた内容にするとともに、参加募集人数や参加申込方法をオンライン化
するなど、工夫しながら、傾聴講座１回、スマホ・パソコン講座６回、講演会１回を実施しました。
・いきがい・健康づくり等普及啓発事業については、これまで養成してきたいきいきリーダーのほか、ボランティア団体やＮＰＯ法人、企業な
ど、地域の多様な主体との相互の交流・連携を促進し、新たなつながりを目指しながら、体操・ウォーキング・食生活改善などの健康づく
り、趣味の活動や社会貢献的な市民活動など、高齢者の閉じこもり予防につながる活動全般を広くいきがい・健康づくり、介護予防と捉
え、自主グループ活動体験講座（２回）及び講演会（１回）を実施しました。また、普及啓発イベントについては、効率的・効果的な
イベント実施に向け、令和４（2022）年度から他のイベントと統合し、見直し（統合）した形で、２年間実施しました。
・せんとう健康長寿応援プログラムについて、実施する区や銭湯のバランスを考慮し、より多くの区・エリアの方々に知っていただくことを意識
しながら、市内の銭湯（各年８箇所）で実施しました（延べ参加者数︓令和４（2022）年度︓282人、令和５（2023）年
度︓288人）。
・かわさき福寿手帳について、あり方の検討を行い、デジタル化の進展を踏まえつつ、他の事業と一体的に実施することで効率的な手法へ
転換する観点から、特に、敬老入浴の優待入場券機能と高齢者外出支援乗車事業で導入したＩＣＴとの連携可能性について検討
を行いましたが、現行よりもコストがかかり、各銭湯スタッフのＩＴスキル等にも差異があること（令和４（2022）年度検討結果）、ま
た、高齢者外出支援事業等との連携も現時点では難しいこと（令和５（2023）年度検討結果）など、課題があるため、引き続き、
別の見直し方法等含め、継続的な検討が必要です。
・敬老祝品贈呈事業については、商工会議所等の各関係者と連携し、他の高齢者施策の見直し状況、事業費増、社会状況の変化
等の視点を踏まえながら、持続可能な事業への見直しに向け、対象年齢、対象要件、祝品の内容・品目、事務経費などの幅広い観点
で検討を進めましたが、見直し方針の策定までには至りませんでした。令和６（2024）年度に向け、カタログ作成に係る事業経費の削
減や参加・体験型の祝品の追加など、現行事業の範囲内で実施し得る改善に向けた調整を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

実績

1

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

2
活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

1
目標

目標

目標

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・シニアパワーアップ推進事業及びいきがい・健康づくり等普及啓発事業については、引
き続き、社会状況等を踏まえながら、講座・講演会の内容を決定し、より効率的・効果
的な手法で実施していきます。
・せんとう健康長寿応援プログラムについては、銭湯が減少傾向にある中においてても、
より多くの方に知っていただき、参加いただけるよう、引き続き、浴場組合等と協議しなが
ら、事業を実施していきます。
・かわさき福寿手帳については、関係機関等と連携しながら、全部ではなく部分的なＩ
ＣＴの連携可能性や別の方法での見直しの可能性等について、スピード感をもって検
討を進めていきます。
・敬老祝品贈呈事業については、持続可能な事業への見直しの実施に向け、対象年
齢、対象要件、祝品の内容・品目、事務経費などの幅広い観点でのこれまでの検討内
容をベースに、早期に見直し方針を策定し、事業の見直しにつなげていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・シニアパワーアップ推進事業については、高齢者がより地域と関わる機会
の創出に寄与したため。
・いきがい・健康づくり等普及啓発事業については、多様な主体の参加に
より、介護予防、介護、高齢者福祉に係る幅広い内容について、より多く
の市民に知ってもらう機会につながっているため。
・かわさき福寿手帳については、高齢者の相談窓口や施設優待などの情
報を取得できる事業効果がある一方で、見直しを検討する中で、ＩＣＴ
との連携可能性等について検討を進めましたが、現行よりもコストがかかる
ことや他事業との連携に課題があることなどから、引き続き、見直し可能か
否か、また、別の見直し方法等含め、検討が必要なため。
・敬老祝品贈呈事業については、より効率的な執行に改善したものの、
事業の見直しには至っておらず、効果が発現していないため。

○ 情報 ○ 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・シニアパワーアップ推進事業については、社会状況を踏まえた見直しを実施することで、定員に対する申込率が令和４（2022）年度︓96％、
令和５（2023）年度︓99％と高い水準で実施することができ、高齢者がより地域と関わる機会の創出に寄与しました。

【モノ・情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・いきがい・健康づくり等普及啓発事業における啓発イベントについては、これまで養成してきたいきいきリーダーのほか、これまでにない多様な主体が
参加し、体操、ウォーキング、食生活改善、オーラルフレイル予防、ボッチャ、体操などの健康づくりや介護予防のほか、社会貢献的な市民活動など
も含めて事業実施したことにより、介護予防、介護や高齢者福祉など、幅広い内容について多くの方に理解いただくことができました（令和４
（2022）年度の参加者数︓195人、令和５（2023）年度の参加者数︓355人）。

【カネの効果】
（R04（2022））
・敬老祝品贈呈事業については、商品カタログのＨＰ掲載と案内の徹底により、これまでと同等の広報を行いつつ、印刷部数・経費の削減を行い
ました（対令和３（2021）年度比︓約170部・約150千円の減（令和４（2022）・令和５（2023）年度）以降、効果継続）。な
お、持続可能な事業への見直しに向け、事業自体のあり方については、引き続き、検討していく必要があることから、最終的な見直し等の効果が
発現している状況には至っていません。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・福寿手帳については、他事業との連携も含めて手帳のあり方について検討しましたが、現行よりもコストがかかること、敬老入浴事業の各銭湯ス
タッフのＩＴに関する知識等の差異があることなど、課題も残り、更なる検討を要するため、具体的な効果が発現する状況には至っていません。
（R04（2022））
・いきがい・健康づくり等普及啓発事業における啓発イベントについて、他部署が実施していたいきいき介護フェアと統合した結果、会場確保や事
前準備のほか、当日の人員数の削減（３名減）につながりました（以降、効果継続）。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 13・重度障害者医療費助成制度の見直しに向けた検討 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・重度障害者医療費助成制度は、重度の障害がある人が必要な医療を安心して受けられるための制度ですが、高齢化に伴う対象者の
増加や、神奈川県の補助制度の見直し等による財政負担の増大が課題となっているため、政令指定都市とその他の県内市町村に対す
る補助率の格差是正や、国による医療費助成制度の設立等の要望とともに、他都市の動向や、制度の見直しによる影響額の把握など
制度のあり方の検討を行ってきましたが、現時点で結論に達していないことから、引き続き検討を行っていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・社会状況を踏まえた重度障害者医療費助成制度の見直し内容の検討を行います。
・重度障害者医療費助成制度の見直し時期の検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・重度障害者医療費助成制度のあり方検討会を庁内に設置し、制度に関するデータを分析した結果の多角的な検証や制度の見直し
内容、制度の見直し時期について、検討を実施

10501040 障害者等医療費支給事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・持続可能で安定的な重度障害者医療費助成制度の見直しの方向性決定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・重度障害者医療費助成制度のあり方検討会を庁内に設置し、制度に関するデータを分析した結果の多角的な検証や制度の見直し
内容、制度の見直し時期について検討を実施し、持続可能で安定的な制度の見直しの方向性を決定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・医療保険制度の特定疾病療養や国の公費負担制度である自立支援医療等の優先利用を図るため、パンフレットやチラシを活用しな
がら、医療証交付申請や一斉更新の機会を捉え、制度趣旨の積極的な周知を行いました。
・①政令指定都市と一般市町村との間における補助率の格差是正についての県に対する要請や②医療費助成制度の創設等について
の国に対する要望を行いました。また、これまで、継続的に行ってきた①の取組を通じ、令和６（2024）年度から、補助率が一般市町
村と同率の２分の１に引き上げられ、補助率の格差が解消されることとなりました。
・助成制度の対象者及び助成額について、年齢階級別、障害種別、障害等級別等の観点から分析を行うとともに、神奈川県が平成
20（2008）年10月、平成21（2009）年10月に実施した見直し内容（年齢制限、一部負担金、所得制限）等を参考に、これ
を実施した場合の試算を行い、関係部署からなるあり方検討会において、導入効果や課題等について、幅広く議論しました。
・横浜市及び相模原市との情報交換会を開催しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R05（2023））
・県内における政令指定都市と一般市町村との間の補助率の格差是正について、この間、県に対する要請を継続的に行ってきたところ、
令和６（2024）年度から、補助率が一般市町村と同率の２分の１に引き上げられ、市の負担が約３億円圧縮されることとなりまし
た。しかしながら、今後の更なる高齢化の進展等により、中長期的には、対象者数や市負担額の増加が見込まれることから、県内政令
指定都市の動向を注視するとともに、密な連携を図りながら、引き続き、重度障害者医療費助成制度のあり方について、関係局ととも
に、持続可能な制度運営に向けた検討を進めていく必要があります。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・この間、県に対し、補助率の見直しに係る要請を継続的に行ってきたこ
とにより、令和６（2024）年度から一般市町村との格差是正や本市
負担の圧縮につながった一方で、中長期的には、対象者や市負担額の
増加が見込まれることから、引き続き、県内政令指定都市との連携等を
図りながら、関係局とともに、持続可能な制度運営に向けた検討を進め
ていく必要があるため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・神奈川県や他の政令指定都市等が導入している「年齢制限」、「一部負担金」、「所
得制限」を導入した場合のシミュレーション結果や今後の対象者数や市の費用負担額
の増加見込み、社会経済情勢等を踏まえつつ、他都市や県内の政令指定都市の動
向等を見極めながら、引き続き、関係局とともに、持続可能な制度運営に向けた、多角
的な分析やあり方の検討を進めていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和３（2021）年10月に実施した見直し後の運営費補助及び令和３（2021）年４月の国の報酬改定をふまえ、事業所との
意見交換会の実施
【R05（2023）】
・事業所の経営状況について実態調査の実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・令和３（2021）年10月に実施した見直し後の運営費補助及び令和６（2024）年４月の国の報酬改定をふまえ、事業所との
意見交換会の実施
【R07（2025）】
・事業所の経営状況について、実態調査の実施
・令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの報酬改定及び実態調査等をふまえ、障害者の支援ニーズに見合った補助の
あり方を検証

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・行財政改革第２期プログラムに基づき行った見直しの影響について、障害福祉サービス事業所の運営状況を把握するとともに、今後の
サービスの必要性についても把握し、検討を実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・障害者の高齢化や重度化への対応や持続可能で安定的な制度の構築の観点から、障害者施設運営費補助制度のあり方（障害
者支援施設等運営費及び障害者支援施設等運営費補助金）について、引き続き検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和３（2021）年10月に実施した見直し後の事業所の運営状況について、実態調査を行い、適切な実態把握を実施
【R06（2024）】
・国の報酬改定が予定されていることから、その動向の把握
【R07（2025）】
・事業所の実態調査及び障害福祉計画の作成に係るニーズ調査を行い、令和６（2024）年度の国の報酬改定、事業所との意見
交換の内容も踏まえた上で、サービスの必要性や事業所の運営状況を把握、検討を実施

10404020　　10404120 障害者日常生活支援事業　　施設障害福祉サービス事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 14・障害者施設運営費補助のあり方の検討 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・平成18（2006）年に障害者自立支援法が施行されたことで、障害者施設を運営する事業者の収入が減ることになったため、本市で
は独自にさまざまな加算を行ってきていますが、法施行後の国の報酬改善を踏まえ、平成27（2015）年４月に市独自の加算の一部
見直しを実施しました。
・また、令和３（2021）年10月には、重度化、行動障害者の受入に対応した報酬単価の見直しや、地域移行の促進に対応した加
算の新設等、市独自の加算の一部見直しを実施しました。
・今後、令和３年（2021）年10月に実施した見直しの影響について、障害福祉サービス事業所の運営実態や事業所からの意見等
に基づき、適切に把握するとともに、国の報酬改定も踏まえながら、引き続き持続可能な障害者施設運営費補助制度のあり方（障害
者支援施設等運営費及び障害者支援施設等運営費補助金）について検討を行っていく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・令和３（2021）年10月に実施した見直し後の事業所の状況を踏まえ、利用者に対して安定的なサービスを提供していく観点から指
定障害福祉サービス事業所39箇所（施設入所（７事業所中７事業所）、生活介護（79事業所中12事業所）、共同生活援助
（103事業所中13事業所）、短期入所（25事業所中７事業所））を抽出し、運営面や利用者受入の項目についてそれぞれ意
見交換を実施しました。
【R05（2023）】
・令和３（2021）年10月に実施した見直し後の事業所の状況を踏まえ、利用者に対して安定的なサービスを提供していく観点から指
定障害福祉サービス事業所30箇所（施設入所（７事業所中５事業所）、生活介護（89事業所中９事業所）、共同生活援助
（116事業所中９事業所）、短期入所（30事業所中７事業所））を抽出し、人材確保、重度者の受入、利用者の高齢化等の
項目についてそれぞれ意見交換を実施しました。
・利用者の障害支援区分によって影響が生じる市単独加算の見直しを行った共同生活援助事業所に対して経営実態調査を行い、障
害支援区分が高い利用者が増加傾向にあること、市単独加算の見直しの影響で小規模施設が影響を大きく受けている傾向にあること
がわかりました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和３（2021）年10月に実施した障害者施設運営費補助制度の再構築の影響
について、指定障害福祉サービス事業所との意見交換及び実態調査を行うとともに、令
和６（2024）年度の国の報酬改定の内容を踏まえ、サービスの必要性、運営状況
の把握を行い、障害者施設運営費補助制度のあり方について検討していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和３（2021）年10月を始期とする見直しに伴って創設した地域
移行加算に基づき、令和４（2022）年度に10の事業所が地域移行
加算を活用し16名の地域移行につなげることができ、令和５（2023）
年度に11の事業所が地域移行加算を活用し14名の地域移行につなげ
ることができたため。
・令和４（2022）年度、令和５（2023）年度ともに５事業所にて
加算の算定による経営状況の改善などにつなげることができたため。
・令和５（2023）年度予算に315,751千円、令和６（2024）年
度予算に273,987千円の財政効果をそれぞれ反映できたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和３（2021）年10月の見直しに伴い創設した地域移行加算により、精神科病院等からの受入や地域への移行により報酬を算
定できることになったことから、第６期障害福祉計画の重点目標として位置づけている地域移行について、令和４（2022）年度に10
の事業所が地域移行加算を活用し、16名を地域移行につなげることができました。令和５（2023）年度に11の事業所が地域移行
加算を活用し、14名を地域移行につなげることができました。
・上記の運営費補助の見直しにあたって、施設運営の安定化に向けて公益社団法人かながわ福祉サービス振興会の相談支援事業を
市内事業所に紹介した結果、経営改善に関する相談が令和４（2022）年度に５事業所、令和５（2023）年度に５事業所あ
り、全ての事業所にて加算の算定につながる等、経営状況の改善につなげることができました。
・令和６（2024）年度の国の報酬改定や事業所との意見交換の内容を踏まえて行う予定の見直しについては、これらの動向が固まっ
た後に障害者施設運営費補助のあり方を検証していく必要があることから、効果が発現する段階には至っていません。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和３（2021）年10月を始期として、現状と今後のニーズに則した障害者施設運営費補助制度となるよう再構築を行い、定率加
算及び世話人体制確保加算を減額したことで、令和５（2023）年度予算において、計315,751千円、令和６（2024）年度予
算において、273,987千円の財政効果を反映しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

（４年間の）
到達目標 ・子どもの居場所の１つとして、こども文化センターが果たすべき役割の再整理及び当該内容に基づく、より効率的・効果的な運営の開始

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

【ソフト面】
【R04（2022）】
・市内小学生及び中学生を対象とした放課後等の子どもの居場所
に関する意見の把握に向けたアンケートの実施、アンケート結果の
集計及び分析、報告書作成
・把握した子どもの意見を踏まえた、放課後等の子どもの居場所に
係る方向性等の検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・令和４（2022）年度の検討結果や個々のセンターの状況分析
の結果を踏まえた子どもの居場所や地域拠点としてのセンターの役
割の再整理に向け、子どもたちにとってより良い居場所の機能につい
て検討を進めるため、子どもの意見を踏まえた居場所づくりの試行
実施
・令和４（2022）年度の検討結果を踏まえたセンターに求められ
る役割を果たすために必要となるセンター職員の資質向上に向けた
研修カリキュラムの見直し
・区役所等と連携した、求められるニーズに、より的確に応じた効率
的・効果的な運営など、必要な改善・見直しに向けた取組の推進

【ハード面】
【R04（2022）】
・大師こども文化センター、田島こども文化センターの移転・整備後
の新複合施設における管理運営手法等の検討・調整
【R05（2023）】
・大師地区・田島地区複合施設（運営、整備・維持管理）の指
定管理者公募に向けた検討・調整
【R06（2024）】
・大師地区・田島地区複合施設（運営）の指定管理者公募に
向けた検討・調整
【R06（2024）・R07（2025）】
・大師地区・田島地区複合施設（整備・維持管理）の事業者選
定、新庁舎整備開始
【R07（2025）】
・大師地区・田島地区複合施設（運営）の指定管理者公募選
定

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 15・こども文化センターの役割の再整理を踏まえた効率的・効果的な運営及び施設の最適化に向けた検討 こども未来局

現　状
【課題認識】

・【前提】核家族の増加や地域との関係の希薄化、共働き世帯の増加など、子どもや子育て家庭を取り巻く環境が大きく変化しており、
困難な課題を抱える子どもや若者も少なくない中で、子どもの居場所について、対象とする世代や子どもの特性等に応じた整理を進めて
います。
・【ソフト面】こども文化センターについては、子どもの居場所の一つとして、多くの人との関わりの中で、様々な体験や多様な価値観に触れ
る機会を提供する役割があるものの、個々のセンターで提供されているサービスの質や利用実態に差が生じています。また、社会状況も大
きく変化している中で、地域ニーズや個々のセンターの特性等を踏まえ、役割を再整理した上で、より効率的・効果的に市民サービスの質
の向上を図る必要があります。
・【ハード面】多くの施設について、築年数が経過し老朽化が進んでいること、また、必ずしも単一の施設であることが求められる施設特性
ではないことから、令和３（2021）年度策定の資産マネジメント第３期実施方針に基づき、施設の多目的化や複合化等の資産保有
の最適化に向けて検討する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・【ソフト面】子どもの居場所に係る方向性等の検討を踏まえて、地域における子どもの居場所の１つとして、こども文化センターに求められ
る役割について、地域特性や利用者の属性、ニーズ等に基づき再整理する中で、提供するサービス内容や実施手法について、必要に応
じた改善・見直しを実施します。
・【ハード面】築年数が経過し老朽化した施設や更新時期を迎える施設等について、役割面の再整理の状況も踏まえながら、多目的化
や複合化等による「資産保有の最適化」について、検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【ソフト面】
【R04（2022）・R05（2023）】
・広く子どもや地域の意見の聴取及び意見を踏まえた子どもの居場所に係る方向性等の検討
・上記の検討を踏まえた個々のセンターを取り巻く状況や設置されている地域の特性、利用者の属性、ニーズ等の把握・分析
・子どもの居場所に係る方向性等の検討結果や個々のセンターの状況分析の結果を踏まえた子どもの居場所や地域の拠点としてのセン
ターの役割の再整理
【R05（2023）】
・求められる役割を果たすために必要となるセンター職員の資質向上に向けた研修カリキュラムの見直し
・求められるニーズにより的確に応じた効率的・効果的な運営など、必要な改善・見直し
【R06（2024）・R07（2025）】
・センター職員の資質向上に向けた指導等取組の推進
・区役所等と連携した、求められるニーズに、より的確に応じた効率的・効果的な運営など、必要な改善・見直しに向けた取組の推進
【ハード面】
【R04（2022）〜R07（2025）】
・施設の多目的化・複合化等による資産保有の最適化に向けた取組の推進
・大師こども文化センター、田島こども文化センターの移転・整備後の新複合施設における管理運営手法等の検討・調整

20103040 こども文化センター運営事業の推進
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
1

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度 単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績 1,113 1,315 1,613成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
こども文化センターの年間利用者数（延べ数）

モノ
目標 1,330 1,490 1,660 1,830

以上
千人

説明 市内58か所のこども文化センターの年間利用者数（延べ数）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【ソフト面】
【R04（2022）】
・市立小学校114校（３・６年生）、市立中学校52校（２年生）、市立高校５校（２年生）、合計34,529人を対象として「放
課後等の居場所に関するアンケート調査」を実施し、アンケート結果の集計、分析結果をまとめた報告書を作成しました。また、把握した
子どもの意見や子どもの支援に関する団体等へのヒアリングなどの結果を踏まえ、関係各部署と調整を行いながら、放課後等の子どもの
居場所に係る方向性等の検討を行いました。
・こども文化センター利用者数の回復に向け、ＩＣＴを活用したイベントの実施など事業内容を工夫して実施するとともに、学校や地域
団体、区役所と連携することにより、地域における子どもの身近な居場所の確保、乳幼児の子育て家庭や市民の地域活動の支援を行
いました。
【R05（2023）】
・小・中学校への、放課後等の居場所に関するアンケート調査や関係団体へのヒアリング等を実施し、その結果を踏まえ、小学生の居場
所については、東柿生小学校、王禅寺・柿生こども文化センターを活用して、子どもたちと意見交換会を実施し、「やりたい」を具現化する
試行的な居場所の取組であるお試しＤＡＹを実施しました。また、教育委員会等で実施している放課後の既存施策との整理や、中学
生の居場所について、アンケート調査の結果を踏まえ、課題感のある子どもたちも含めた居場所の機能の検討、取組を推進するため庁内
推進会議を立ち上げました。
・こども文化センターに求められる役割を果たすために、地域の施設や組織について理解を深め、どのように連携を工夫するかをグループ
ワークで学べる研修項目を追加するなど、職員の資質向上に向けた研修カリキュラムの見直しを行いました。

【ハード面】
【R04（2022）】
・大師こども文化センター、田島こども文化センターの移転・整備に向け、関係局と協力し「大師地区複合施設・田島地区複合施設　整
備・運営基本計画」の策定とともに、施設の位置づけの整理や移転後の管理運営手法についての情報交換と効率的・効果的な運営手
法を検討しました。
【R05（2023）】
・大師こども文化センター、田島こども文化センターの移転・整備に向け、関係局と協力し「川崎市コミュニティセンター条例」を制定するとと
もに、複合施設整備等事業における入札に向けた入札説明書及び業務要求水準書等を作成し、公表に向けた準備を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

1
活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・地域の特性、利用者の属性、ニーズ等の把握・分析を進めながら、既存の枠組みに限
定せずに、小学生の居場所については、コーディネートや見守り等実施体制の検証、横
展開に向けた検証を試行実施により進めます。また、中学生の居場所については、庁内
検討会議を通して、教育委員会事務局や関係部局と密に連携し、課題のある子どもた
ちも含めた居場所の機能についてさらに検討を進めます。
・引き続き、事業内容の工夫や地域との連携等を進めていきます。
・大師こども文化センター、田島こども文化センターの管理運営手法等の検討・調整を
進めるとともに、多目的化や複合化等による「資産保有の最適化」について、資産マネ
ジメント第３期実施方針に基づく検討を進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標である「こども文化センターの年間利用者数」について、令和
５（2023）年度は1,613千人と、令和３（2021）年度の1,113千
人から増加し、目標を達成しましたが、引き続き、更なる事業内容の工
夫や地域との連携等を進める必要があるため。
・放課後の子どもの居場所の検討に向け、令和４（2022）年度の調
査を基に子どもたちへのアンケート調査ヒアリング等を行い、子どもたちの意
見を丁寧に聴取し、その意見を居場所づくりに反映させることが、子どもた
ちの求める居場所づくりにあたっては有効な視点であることを確認できたた
め。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ＩＣＴを活用したイベントの実施など事業内容を工夫して実施するとともに、学校や地域団体と連携することにより、地域における子ども
の身近な居場所の確保、乳幼児の子育て家庭や市民の地域活動の支援を行った結果、新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、
施設の消毒・清掃のため開館時間の短縮やイベントの人数制限を行った影響もあり、成果指標である「こども文化センターの年間利用者
数（延べ数）」は、令和４（2022）年度は1,315千人と目標を下回りましたが、新型コロナウイルス感染症による制限等をしていない
令和５（2023）年度は1,613千人と、令和３（2021）年度の1,113千人から500千人増加し、目標を達成しました。今後も引
き続き、利用者拡大に向けた更なる事業内容の工夫や地域との連携等を進める必要があります。

【情報の効果】
（R04（2022））
・市立小・中学校及び高校において「放課後等の居場所に関するアンケート調査」を実施した結果、対象者34,529人のうち14,167人
から回答があり（回答率41.0％）、施設を利用しない児童を含めた放課後等の子どもの居場所に関して「友達と自由におしゃべりでき
る」、「子どもだけで好きなことができる」場所のニーズが高い傾向であることが分かりました。また、子どもの支援に関する団体等へのヒアリン
グなどの結果、「自由に自分がいてよい場所」や「あまり制限の厳しくない場所」が居場所として求められるなどの意見が聞かれ、子どもの居
場所やこども文化センターの役割の再整理の検討に向けて、地域の特性、利用者の属性、ニーズ等の把握・分析に寄与しました。
（R05（2023））
・前年度の調査結果を基に、放課後等の子どもの居場所についてアンケート調査、実地でのヒアリング等を行った結果に加え、子どもたち
が求める居場所についての取組であるお試しＤＡＹの試行実施後に行った子どもたちへのアンケート結果においても、お試しＤＡＹの継
続を望む声が多く、子どもたちの意見を丁寧に聴取し、その意見を居場所づくりに反映させることが、子どもたちの求める居場所づくりにあ
たっては有効な視点であることを確認しました。さらに次年度以降、コーディネートや見守りに要する人員の検討、子どもの意見を反映させ
た居場所づくりの横展開に向けた検討を試行実施により検証する準備を整えました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
取組の方向性

・川崎区及び中原区に設置した保育・子育て総合支援センターにおける取組内容や効果の検証結果を踏まえ、残る保育・子育て総合
支援センターの整備に向けた取組を進めていきます。
・また、公立保育所が担うべき機能・役割を整理した上で、求められる保育ニーズを踏まえながら、より効率的・効果的な保育サービスの
提供と定員数・定員構成の設定等を行っていきます。
・今後の就学前児童数の推移や保育ニーズ、地域ごとの特性や状況を踏まえた将来的な機能・役割及び区ごとの配置の方向性等につ
いて、検討を継続します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

●保育・子育て総合支援センターの計画的な整備の推進
【R04（2022）〜R07（2025）】
・高津区保育・子育て総合支援センターの基本計画及び民間活用も含めた整備手法の検討及び工事着手
・麻生区/幸区保育・子育て総合支援センターの整備に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・宮前区保育・子育て総合支援センターの実施設計、工事着手
【R04（2022）・R05（2023）】
・多摩区保育・子育て総合支援センターの実施設計、工事着手
【R05（2023）】
・宮前区保育・子育て総合支援センター運営開始
【R06（2024）】
・多摩区保育・子育て総合支援センター運営開始
●公立保育所の効率的・効果的な運営
【R04（2022）〜R07（2025）】
・計画的な施設保全の実施
・整理した機能や役割に基づく適切な保育サービスの提供
・より効率的・効果的な定員数・定員構成の設定等の実施
・就学前児童数の推移や保育ニーズ、地域ごとの特性や状況を踏まえ、次期計画期間に向けた機能・役割及び区ごとの配置の方向性
等の検討

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標
・公立保育所が担うべき機能・役割に基づく保育サービスの提供及び適切な定員数・定員構成等による効率的・効果的な公立保育所
運営の実現

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 16・公立保育所が担うべき機能・役割に基づく効率的・効果的な運営 こども未来局

現　状
【課題認識】

・令和３（2021）年４月に公立保育所の民営化が完了し、現在、保育と子育ての一体的な事業推進拠点である「保育・子育て総
合支援センター」の各区１か所設置に向け、川崎区に始まり、順次整備を進めており、通所施設としての利便性等を考慮した設置場所
の選定や全区整備に向けた取組を進めています。
・また、現在、公立保育所について、これまでの取組内容や効果の検証を進め、担うべき機能・役割を整理しています。
・今後、就学前児童数の推移や保育ニーズ、地域ごとの特性や状況を踏まえながら、公立保育所の最適化に向け、引き続き検討を進
める必要があります。

20102030 公立保育所運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

●保育・子育て総合支援センターの計画的な整備の推進
【R04（2022）〜R07（2025）】
・高津区保育・子育て総合支援センターの基本計画及び民間活
用も含めた整備手法の検討及び工事着手
・麻生区/幸区保育・子育て総合支援センターの整備に向けた取
組の推進
【R04（2022）】
・宮前区保育・子育て総合支援センターの実施設計、工事着手
【R04（2022）・R05（2023）】
・多摩区保育・子育て総合支援センターの実施設計、工事着手
【R05（2023）】
・宮前区保育・子育て総合支援センター運営開始
【R06（2024）】
・多摩区保育・子育て総合支援センター運営開始

●公立保育所の効率的・効果的な運営
【R04（2022）〜R07（2025）】
・計画的な施設保全の実施
・整理した機能や役割に基づく適切な保育サービスの提供
・より効率的・効果的な定員数・定員構成の設定等の実施
・就学前児童数の推移や保育ニーズ、地域ごとの特性や状況を踏
まえ、次期計画期間に向けた機能・役割及び区ごとの配置の方向
性等の検討
【R04（2022）】
・保育相談員（心理職）に係る任用の弾力化等の実施
【R05（2023）】
・既存施策の効果検証及び多方面からのニーズ等調査の実施
【R06（2024）】
・前年度の調査結果等を踏まえた公立保育所の役割の明確化に
向けた整理

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

●保育・子育て総合支援センターの計画的な整備の推進
【R04（2022）・R05（2023）】
・高津区保育・子育て総合支援センターについて、民間活用検討のためのサウンディングを令和４（2022）年８月に実施するととも
に、民間活用調整委員会における「従来方式」による整備手法の決定を受け、まちづくり局と調整しながら、令和６（2024）年度の設
計委託の早期発注に向けた準備を進めました。
・麻生区/幸区保育・子育て総合支援センターの整備に向けて、保育・子育て総合支援センターに求められる要素の分析等を行い、整
備場所の検討を進めました。
・宮前区保育・子育て総合支援センターを整備し、令和５（2023）年10月に開所しました。
・多摩区保育・子育て総合支援センターの新築工事（建築）について、令和６（2024）年度の完成に向けて、適切に工事の監理を
行いました。
●公立保育所の効率的・効果的な運営
【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度には、津田山保育園、蟹ヶ谷保育園、中丸子保育園について、空調機器の交換を行い、夢見ヶ崎保育園に
おいては床の更新、菅保育園においてはトイレのドライ化を行ったほか、故障した電気錠の修理など必要な修繕を実施しました。令和５
（2023）年度には、東小田保育園をはじめ、老朽化の進んだ既存園舎（夢見ヶ崎保育園や白山保育園など）について、幼児用トイ
レのドライ化や、空調設備の更新、屋上防水の補修など必要な修繕等を実施し、保育環境の維持・向上を図りました。
・医療的ケア児保育について、各区のセンター園（７か所）での実施体制を、令和４（2022）年10月１日から、各区ブランチ園１
園を加えた14箇所に拡大し、さらに令和５（2023）年４月１日以降、公立保育所全園（21か所）で受入が可能としました。
【R04（2022）】
・保育相談員（心理職）の任用の弾力化等に向けて、一部報償費による実施が行えるよう制度を見直しました。
・藤崎保育園について、建替え工事が完了し、令和４（2022）年９月に運営を開始しました。
【R05（2023）】
・既設の川崎区及び中原区保育・子育て総合支援センターにおける、保育所機能や地域子育て支援拠点機能等の効果を検証し、平
成29（2017）年度に取りまとめた保育・子育て総合支援センター構想を見直すとともに、これからの保育・子育て総合支援センターに
求められる機能・規模等について改めて確認を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・東小田保育園をはじめ、老朽化の進んだ既存園舎（夢見ヶ崎保育園や白山保育園など）について、幼児用トイレのドライ化や、空調
設備の更新、屋上防水の補修など必要な修繕等を実施し、保育環境の維持・向上を図りました。
・医療的ケア児対応のため、処置スペースの整備や看護師独立配置のための保育士配置改善等を行い、令和４（2022）年10月か
ら公立保育所14園、令和５（2023）年４月から公立保育所全21園において医療的ケア児への対応が可能となりました。
（R04（2022））
・藤崎保育園の建替工事を完了し、令和４（2022）年９月から運営開始したことで、障害者駐車場の確保や、保育室面積（現行
の基準）への対応などの改善が図られ、より質の高い保育環境が確保されました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・老朽化の進んだ既存園舎について、必要な修繕等を実施するとともに、
藤崎保育園の建替工事を完了し、より質の高い保育環境が確保できた
ため。
・保育士の加配により、看護師等の独立配置が可能となり、ニーズの拡
大する医療的ケア児への対応が公立保育所全21園において可能となっ
たため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き保育・子育て総合支援センターの設置に向けた手続き等及び既存園舎に必
要な修繕等を実施するとともに、既存施策の効果検証を行い、より効果的、効率的な
保育の提供ができるよう検討を進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 17・効率的・効果的な待機児童対策の推進 こども未来局

現　状
【課題認識】

・今後、就学前児童数が減少傾向で推移し、保育需要の伸びが鈍化していくことが見込まれる中、新たな保育所整備だけでなく、地域
特性やニーズに応じ、多様な手法を用いることで保育受入枠を確保するなど、これまで以上に、効率的・効果的な待機児童対策を推進
し、待機児童ゼロを維持していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・地域別・歳児別の保育ニーズを的確に捉え、既存の認可保育所等の定員調整や一時保育事業の見直し、幼稚園の一時預かりの枠
組みを活用するなど、より効率的・効果的な待機児童対策を推進します。
・就学前児童数が減少傾向で推移し、保育需要の伸びが鈍化することが見込まれることを踏まえ、新たな整備の必要性が高い場合につ
いても、需要を踏まえた定員数・定員構成とします。
・引き続き、川崎認定保育園等の認可外保育施設の認可保育所への移行を推進していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・需要に見合った整備目標量の設定と歳児別の受入
・既存民間保育所等の歳児別の定員や一時保育事業の見直し
・認可外保育施設の認可化の促進
・幼稚園の一時預かりなど、多様な手法を活用した保育受入枠の確保

20102010 待機児童対策事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・より効率的・効果的な待機児童対策による待機児童数ゼロの維持

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・毎年度、翌年４月入所申請に向けて、保育需要に見合った整備目標を設定の上、施設整備等により必要な受入枠を確保し、また、
保育所入所申請に基づく、利用調整後については、入所保留者に対してきめ細やかなアフターフォロー等の実施により待機児童数ゼロを
維持
・地域の保育需要の動向を踏まえた上で、個別の施設の意向等調整の上、既存の認可保育所等の歳児別定員についてその都度、最
適化を行うとともに、認可保育所における一時保育事業について、適正な事業執行体制に向けた検討を行い、結果に基づき、令和４
（2022）年４月時点で86か所ある事業実施数の地域ごとの最適化に向けた取組を実施
・川崎認定保育園について、地域の保育需要を踏まえつつ、事業者への希望調査及び丁寧な相談支援、関連補助金の交付により認
可化を推進（22施設）
・地域の需要等を踏まえた、幼稚園の一時預かり実施園の拡充及び認定こども園移行を促進（一時預かり実施園１園拡充・認定こど
も園２園移行／年度）するため、個別の園の意向等調整の上、職員確保や設備の改修等、園の状況に応じた必要な支援を実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

37,911 38,680
人

説明 認可保育所、認定こども園（２・３号）、地域型保育事業における翌年度
４月１日時点における定員数 実績 35,301 36,017 36,257

認可保育所等の定員数（翌年度４月１日時点） 目標 36,245 37,093

2
認可化移行施設数（翌年度４月１日時点）（累計） 目標 35 41 46 49

1

施設
説明 「教育・保育の量の確保方策」における保育受入枠に基づく認可化移行施設

数（累計） 実績 27 35 40

R07年度 単位

1
一時預かり実施園拡充数（単年度） 目標 1 1 1 1

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

園
説明 翌年度４月１日時点で幼稚園型一時預かり事業を新たに実施する園数 実績 1 2 10

2 2
園

説明 翌年度４月１日時点で幼稚園から認定こども園へと移行する園数 実績 4 3 3

認定こども園への移行数（単年度） 目標 2 2

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・認可保育所等の定員数については、令和４（2022）年度36,017人、令和５（2023）年度36,257人と活動指標として当初
設定した目標値には至っていませんが、令和６（2024）年４月入所申請に向けて、認可保育所の整備に限らず、既設保育所等の
定員変更、認可外保育施設の認可化など、既存保育施設を有効活用しながら保育受入枠を確保しました。
・保育所入所申請に基づく、利用調整後については、一次利用調整結果の保留通知発送後の10日前後を強化期間として位置づけ、
平日夜間・土曜日に相談窓口を開設するなど、入所保留者に対してきめ細やかなアフターフォロー等を実施しました。
・地域の保育需要の動向を踏まえた上で、個別の施設の意向等を調整し、既存の認可保育所等の令和５（2023）年４月における
歳児別定員についてニーズ推計や事業者とのヒアリング等をもとに最適化を行いました。また、認可保育所における一時保育事業につい
て、適切な事業執行体制に向けた検討をするため、事業者アンケートや事業者や各区へのヒアリングを実施しました。令和５（2023）
年度においては、ヒアリング結果や地域の需給バランス等を考慮し、事業者と協議の上、令和６（2024）年度から、事業実施施設数
の減、事業実施体制の変更等を行うことで最適化に向けた取組を行いました。
・川崎認定保育園について、事業者が抱える施設状況等の課題への相談支援の実施のほか、「認可化移行に係る支援費補助金」及
び「認可化移行準備費補助金」を交付し、令和５（2023）年４月に向けて８施設（１つの川崎認定保育園が２つの認可保育園
となったため、認可化後は９施設）、令和６（2024）年４月に向けては、５施設（１施設は、令和５（2023）年度途中の開
設）の認可化を行いました。
・幼稚園の個別の事情等を勘案しながら、園の状況に応じた必要な支援を行うことで、幼稚園の一時預かり実施園を令和５
（2023）年４月に向けて２園、令和６（2024）年４月に向けて10園拡充しました。また、認定こども園への移行を令和５
（2023）年４月に向けて３園、令和６（2024）年４月に向けて３園について行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
保育所等利用待機児童数

モノ
目標 0 0 0 0

人
説明 取組年度の翌年度４月１日時点において、こども家庭庁「保育所

等利用待機児童数調査要領」に基づき集計した数値 実績 0 0 0

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノ・カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である「保育所等利用待機児童数」について、令和５（2023）年４月１日時点で０人、令和６（2024）年４月１日
時点で０人となり、令和３（2021）年以降４年連続で目標を達成しました。
・既存保育施設を有効活用しながら必要な受入枠を確保するとともに、平日夜間・土曜日に相談窓口を開設することによる入所保留
者に対するアフターフォローを通じて、保護者一人ひとりの保育ニーズに応じた、多様な保育施設・サービスとのマッチングを丁寧に行い、川
崎認定保育園や「年度限定型」保育事業の利用等を促すなど、総合的な待機児童対策を講じることで、「保育所等利用待機児童
数」の減少に寄与しました。
・横浜市との連携協定に基づく、川崎認定保育園と横浜保育室の相互利用は令和５（2023）年４月が６人、令和６（2024）
年４月が７人であり、「保育所等利用待機児童数」の減少や横浜市との「ともに子育てしやすいまち」の推進に寄与しました。
・保育受入枠の確保にあたっては、認可保育所の整備に限らず既存の保育資源を積極的に活用したほか、国における待機児童対策に
資する補助制度等を最大限に活用することで、市の財政負担の抑制を図りました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・保育所等利用申請者に対して、認可保育所等のほか、多様な受入枠
を確保の上、利用者支援として丁寧なアフターフォローを実施した結果、
成果指標である「保育所等利用待機児童数」を０人とする目標を達成
することができたため。
・既存の保育資源を積極的に活用したほか、国における待機児童対策
に資する補助制度等を最大限に活用することで、市の財政負担の抑制
に寄与したため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・保育所等利用申請者数・申請率が伸びている一方で、就学前児童数は減少してい
ることから、今後の受入枠の確保等にあたっては、既存の保育資源を有効に活用すると
ともに、保育所等の新規整備については、地域の保育ニーズに応じて整備が必要な地
域を定めた上で、保育の需要と供給のバランスを図りながら柔軟に進め、必要な保育受
入枠の確保につながる取組を推進します。
・区役所におけるきめ細やかな利用者支援については、これまでの取組で蓄積した経
験・ノウハウ等を全市的に共有しながら引き続き市民サービスの向上に努めていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 18・都市計画道路網の見直し まちづくり局

現　状
【課題認識】

・昭和20〜30年代に都市計画決定した数多くの都市計画道路について、社会経済情勢が大きく転換する中で、未着手路線を中心に、そのあり
方について検討を進め、平成20（2008）年６月に「都市計画道路網の見直し方針」を策定するとともに、同方針に基づき選定した、見直し候
補路線７路線（11区間）の内、大田神奈川線を除く路線について、平成25（2013）年度までに都市計画変更等の対応を完了しました。
・都市計画道路については、整備効果が高いものの、完了までに多くの時間を要することや、都市構造や社会情勢等の変化により、求められる機
能や役割も変化することから、必要性を再検証した上で、平成29（2017）年度に「都市計画道路網の見直し方針」を改定し、必要な取組を
進めてきました。
・今後も改定した方針に基づき、「都市計画道路網の見直し」に向けた取組を着実に進めていく必要があります。
・また、路線バスの走行環境改善に向け、モデル路線として抽出した３路線３区間におけるバスベイ設置や改善に至っていない２交差点の改良
についても、必要な取組を進める必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・平成29（2017）年度に改定した「都市計画道路網の見直し方針」において、未整備区間の45路線86区間を対象に必要性の検証を行った
上で、選定した見直し候補路線３路線３区間について、見直しに向けた取組を進めます。
・また、路線バスの走行環境改善に向け、完成済の区間において、モデル路線として抽出した３路線３区間におけるバスベイ設置や改善に至って
いない２交差点の改良に向けた取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

①見直し候補路線である３路線３区間の都市計画道路の都市計画変更等に向けた取組
【R04（2022）〜R07（2025）】
・南幸町渡田線の都市計画変更に向け、道路改良工事の進捗を踏まえた取組の推進
・中瀬線廃止の都市計画手続に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・野川柿生線の都市計画変更手続に向けた取組の推進
【R05（2023）】
・野川柿生線の都市計画変更手続の実施
②路線バス等の走行環境改善のモデル路線として抽出した３路線３区間におけるバスベイ設置及び改善に至っていない２交差点の改良
【R04（2022）〜R07（2025）】
・２交差点（蔵敷交番前交差点、平瀬踏切西側交差点）の改良に向けた検討・調整・整備を実施
【R04（2022）】
・向丘中学校下バス停のバスベイ供用開始
【R04（2022）〜R06（2024）】
・向丘出張所バス停へのバスベイ設置に向けた調整
【R07（2025）】
・向丘出張所バス停へのバスベイ設置に向けた調整結果に基づく取組の推進

40702010 都市計画道路網調査事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・見直し候補路線３路線３区間のうち２路線２区間の都市計画変更による55棟の建築制限の撤廃
・モデル路線として抽出した３路線３区間におけるバスベイ設置による路線バスの走行環境改善
・モデル路線として抽出した３路線３区間における改善に至っていない２交差点の改良による路線バスの走行環境改善

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

①見直し候補路線である３路線３区間の都市計画道路の都市計画変更等に向けた取組
【R04（2022）〜R07（2025）】
・南幸町渡田線の都市計画変更に向け、道路改良工事の進捗を踏まえた取組の推進
・中瀬線廃止の都市計画手続に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・野川柿生線の都市計画変更手続に向けた取組の推進
【R05（2023）】
・野川柿生線の都市計画変更手続の実施
②路線バス等の走行環境改善のモデル路線として抽出した３路線３区間におけるバスベイ設置及び改善に至っていない２交差点の改良
【R04（2022）〜R07（2025）】
・２交差点（蔵敷交番前交差点、平瀬踏切西側交差点）の改良に向けた検討・調整・整備を実施
【R04（2022）】
・向丘中学校下バス停のバスベイ供用開始
【R04（2022）〜R06（2024）】
・向丘出張所バス停へのバスベイ設置に向けた調整
【R07（2025）】
・向丘出張所バス停へのバスベイ設置に向けた調整結果に基づく取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1 2
路線

説明 変更手続を実施した路線の数
（野川柿生線、南幸町渡田線） 実績 0 0 0

都市計画道路の変更手続を実施した路線数（累計） 目標 0 1

2
検討・調整・整備を実施したバス停数（累計） 目標 2 2 2 2

1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

箇所
説明 検討・調整・整備を実施したバス停の数

（向丘中学校下バス停、向丘出張所バス停） 実績 0 2 2

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
①見直し候補路線である３路線３区間の都市計画道路の都市計画変更等に向けた取組
・南幸町渡田線の都市計画変更に向け、道路改良工事の進捗を踏まえて関係者と調整等を行いました。
・中瀬線廃止の都市計画手続きに向けて関係者と調整等を行いました。
・野川柿生線の都市計画変更手続に向け調整を行ったところ、外部関係者との調整状況等を踏まえ、より慎重に調整を進める必要が
生じたことから都市計画手続時期を見直すこととなったため、都市計画道路の変更手続を実施した路線数は目標を達成できませんでし
た。
②路線バス等の走行環境改善のモデル路線として抽出した３路線３区間におけるバスベイ設置及び改善に至っていない２交差点の改
良
・向丘出張所バス停へのバスベイ設置に向けて、関係各局と調整を行いました。
・２交差点（蔵敷交番前交差点、平瀬踏切西側交差点）の改良に向けた検討を行いました。
【R04（2022））】
②路線バス等の走行環境改善のモデル路線として抽出した３路線３区間におけるバスベイ設置及び改善に至っていない２交差点の改
良
・向丘中学校下バス停のバスベイ設置について、令和４（2022）年９月に工事着手し、12月に供用開始しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（主に区分が「４」の場合）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

都市計画変更により建築制限が撤廃される建築物の棟
数（累計）

モノ

目標 0 54 54 55

棟

説明 「都市計画道路網の見直し」に基づき、３路線のうち２路線の都
市計画変更を行い、建築制限が撤廃された棟数 実績 - 0 0

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績

3
検討・調整・整備を実施した交差点数（累計） 目標 2 2 2 2

交差
点

説明 検討・調整・整備を実施した交差点の数
（蔵敷交番前交差点、平瀬踏切西側交差点） 実績 0 2 2
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ △ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022））
・向丘中学校下バス停のバスベイを供用開始したことにより、停車時バス後方の滞留が概ね解消し、事後調査の結果でも、平均旅行速
度が上がるなど走行環境の改善につながりました。

（R05（2023））
・野川柿生線の都市計画変更手続に向け調整を行ったところ、外部関係者との調整状況等を踏まえ、より慎重に調整を進める必要が
生じ、都市計画手続時期を見直すこととなったことから、建築制限が撤廃される建築物の棟数の効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・向丘中学校下バス停のバスベイを供用開始し、事後調査を行った結
果、平均旅行速度が改善するなど、野川柿生線の走行環境を改善する
ことができたため。
・外部関係者との調整状況等を踏まえ、より慎重に調整を進める必要が
生じたことから、野川柿生線の都市計画変更手続時期の見直しにより、
建築制限が撤廃される建築物の棟数の効果発現時期に遅れが生じるた
め。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・野川柿生線の都市計画変更手続の実施時期を令和６（2024）年度以降に変更します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・野川柿生線の都市計画変更手続について、外部関係者との調整状況等を踏まえ、より慎重に調整を進める必
要が生じたため。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・都市計画道路網の見直し方針に基づき、野川柿生線の早期都市計画変更に向け
た外部関係者との調整を進めるとともに、引き続き見直し候補路線である、その他２路
線２区間の都市計画道路の都市計画変更等に向けた取組を進めます。
・路線バス等の走行環境改善のモデル路線として抽出した３路線３区間におけるバス
ベイ設置や改善に至っていない２交差点の改良の取組を進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 19・バスネットワークの形成に向けた効率的・効果的な路線や運行方法等の検討 まちづくり局（交通局）

現　状
【課題認識】

・新型コロナウイルス感染症の影響等により、利用者の動向等にあわせて、バス事業者が減便等を行っています。
・これに対し、本市では、路線の維持・確保について要望するとともに、あらゆる機会を捉えてバス事業者と協議・調整を行っていますが、
各バス事業者とも、これまでにない減収等の事態に直面しており、バス路線全体における利用者の回復が見込めるまで、便数を元に戻す
ことや増便の検討は難しい状況です。
・こうしたことから、バス事業者や関係局とともに、まずは、路線バスネットワークの維持に向け、効率的・効果的な路線や運行方法等につ
いて検討し、必要な取組を進めていく必要があります。
・また、併せて、バス事業を取り巻く運転者不足や、新型コロナウイルス感染症を契機とする、通勤・通学等に係る交通手段に対する市
民ニーズの変化や今後迎える人口減少等を見据え、効率的・効果的な路線バスネットワークの形成等についても、段階的に検討を進め
ていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・路線バスネットワークの維持に向け、バス事業者や関係局とともに、既存の長大路線や重複路線の効率化に向けた検討を進め、必要
に応じて、見直しを実施していきます。また、長大路線や重複路線の見直し等を実施した場合に創出した輸送資源については、「既存路
線における便数の確保」や「基盤整備や開発事業等を踏まえ新規路線」等に活用していきます。
・現行の行政路線（多くの需要が見込めない地域において交通手段を確保するための路線）や公共施設接続路線（公共施設へのア
クセスを確保するための路線）についても、関係局とともに、当該路線の設置経過や必要性等も踏まえながら、公営企業も含めた行政
が負担すべき路線のあり方やその費用、また、民間活用の可能性も含めて検討を進め、必要に応じて、見直しを実施していきます。
・バス事業者が把握している利用動向やＯＤ調査の結果、また、既存路線の効率性などの現状等も踏まえながら、今後の市民ニーズの
変化や人口減少等を見据え、効率的・効果的な路線バスネットワークの形成等についても、検討を進めていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・長大・重複路線の効率化に向けた検討・取組実施
・長大・重複路線を効率化した場合に創出できる輸送資源の活用に向けた検討・取組実施（便数確保や新規路線への活用等）
・行政路線・公共施設接続路線における公営企業も含めた行政が負担すべき路線のあり方やその費用、民間活用の可能性等について
の検討・取組実施
・運行効率化に向けたバス事業者との協議・調整及び大師橋駅、登戸地区での基盤整備を契機とする路線の新設、見直し
・効率的・効果的な路線バスネットワークの形成に向けた段階的検討の開始
【R04（2022）・R05（2023）】
・路線バス利用実態調査実施・分析

40703010 地域公共交通推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標 ・市民ニーズの変化や人口減少等を見据えた効率的・効果的な路線や運行による路線バスネットワークの維持

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・長大・重複路線の効率化に向けた検討・取組実施
・長大・重複路線を効率化した場合に創出できる輸送資源の活用に向けた検討・取組実施（便数確保や新規路線への活用等）
・行政路線・公共施設接続路線における公営企業も含めた行政が負担すべき路線のあり方やその費用、民間活用の可能性等について
の検討・取組実施
・運行効率化に向けたバス事業者との協議・調整及び大師橋駅、登戸地区での基盤整備を契機とする路線の新設、見直し
・効率的・効果的な路線バスネットワークの形成に向けた段階的検討の開始
【R04（2022）】
・路線バスの利用実態調査の実施
【R05（2023）】
・路線バスの利用実態調査結果の集計・分析

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・長大路線における運行効率化や重複路線等における運行計画の調整による効率化等を推進するため、路線バスの利用実態調査に
関する調整とともに、まちづくりの進展やバス事業者の事業計画を踏まえた路線バスネットワークの運行効率化について検討を行いました。
・路線バスの利用実態調査の実施に向け、令和４（2022）年度にバス事業者等と調整し、交通系ＩＣデータ収集システムの開発に
着手し、令和５（2023）年６月に路線バスＩＣ利用データの収受に関して、市内バス事業者と「路線バス利用実態に関する協定」
を締結しました。令和６（2024）年１月に路線バスＩＣ利用データの可視化・分析ソフトウェアを導入するとともに、令和６
（2024）年３月にはＩＣ利用データ収集システムを構築し、利用実態調査に取り組み、調査結果を集計・分析しました。
・バス事業者と路線バスネットワークの維持や運行効率化に向けた調整を実施しました。
・関係者と大師橋駅、登戸地区における路線の新設、見直しに向けた調整を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
・まちづくりの進展、バス事業者の事業計画を踏まえ、長大・重複路線の効率化に向けた検討・調整を行い、効率的・効果的なバスネッ
トワークの形成に向けた取組を推進することができました。
・令和４（2022）年度にバス事業者等と調整し、交通系ＩＣデータ収集システムの開発に着手し、令和６（2024）年１月に路線
バスＩＣ利用データの可視化・分析ソフトウェアを導入するととも、令和６（2024）年３月にはＩＣ利用データ収集システムを構築
し、利用実態調査の調査結果の集計・分析により、路線バスの利用実態の把握・可視化が進んだものの、利用実態を踏まえた効率的・
効果的なバスネットワークの形成については、利用データの集計及び分析システムを活用した路線見直し案の検討を行う必要があるた
め、現時点では効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和６（2024）年３月にＩＣ利用データ収集システムを構築し、利
用実態調査結果の集計・分析を行ったことにより、路線バスの利用実態
の把握・可視化が進んだものの、利用実態を踏まえた効率的・効果的な
バスネットワークの形成については、利用データの集計及び分析システムを
活用した路線見直し案の検討を行う必要があることから、効果の発現に
至っていないため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・今後も新型コロナウイルス感染症の影響等による市民ニーズの変化等を見据え、まち
づくりの進展やバス事業者の事業計画、利用実態調査の結果・分析等を踏まえた検
討・調整を進める必要がありますので、効率的・効果的な路線バスネットワークの形成に
向けた取組を継続し、利用データの集計及び分析システムを活用した路線見直し案の
検討を令和６（2024）年度に実施します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・工事業務については、事業の加速化に伴う道路整備等の工事量の増加への対応とともに、駅前広場や街区公園等の整備に向けた鉄
道事業者、交通管理者、地元町会等の事業調整業務量増加への対応を含め、着実に事業を推進するために効率的・効果的な手法
について検討
・換地処分、清算業務等については、他都市の実績等を参考にしながら、民間部門の活用の可能性を含め、効率的・効果的な手法に
ついて検討
・清算金に対する権利者等の理解の醸成に向け、ホームページへの掲載、お知らせの配布、説明会の開催等、段階的周知の取組実施
【R04（2022）】
・補償業務については、集団移転の進捗に伴い業務量が増加することや、権利関係が複雑な補償交渉への的確な対応を図るため、民
間部門を含めた執行体制により、着実に事業を推進
・清算金制度の概要やスケジュール等をホームページへ記載するとともに、掲載した資料を配布するなどの周知の取組を実施
【R05（2023）】
・補償業務については、権利関係が複雑な補償交渉への的確な対応を図るため、民間部門を含めた執行体制により、着実に事業を推
進
・清算金制度について、仮換地指定から長期間経過している高額徴収予定者への個別周知の取組を実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・補償業務及び基盤整備完了
・建築物等移転棟数率及び宅地使用開始面積率の100％達成
・清算金の徴収・交付に向けた権利者等の理解の醸成並びに徴収及び交付手法の決定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・平成25（2013）年度から取り組んでいる補償業務における民間部門の活用については一定の成果を上げており、今後も事業スケ
ジュールに沿った着実な進捗を図るため、引き続き民間部門を活用するなど、効率的・効果的に事業を推進していきます。
・また、これからピークを迎える道路整備等の工事や、換地処分に的確に対応するとともに、換地処分後の清算金の徴収・交付について、
より効率的・効果的な手法についての検討や清算の対象となる方への清算金に対する理解の醸成に向けた取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・工事業務については、事業の加速化に伴う道路整備等の工事量の増加への対応とともに、駅前広場や街区公園等の整備に向けた鉄
道事業者、交通管理者、地元町会等の事業調整業務量増加への対応を含め、着実に事業を推進するために効率的・効果的な手法
について検討
・換地処分、清算業務等については、他都市の実績等を参考にしながら、民間部門の活用の可能性を含め、効率的・効果的な手法に
ついて検討
・清算金に対する権利者等の理解の醸成に向け、ホームページへの掲載、お知らせの配布、説明会の開催等、段階的周知の取組実施
【R04（2022）・R05（2023）】
・補償業務については、集団移転の進捗に伴い集中することや、権利関係が複雑な補償交渉への的確な対応を図るため、民間部門を
含めた執行体制により、着実に事業を推進

40502040 登戸土地区画整理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 20・効率的・効果的な登戸土地区画整理事業の実施及び清算に向けた検討 まちづくり局

現　状
【課題認識】

・登戸土地区画整理事業について、令和７（2025）年度の建築物等の移転及び基盤整備の完了を目指し、集団移転手法の活用
により事業を推進しています。引き続き、複数の集団移転を並行して実施することに伴い集中する補償業務への対応と併せ、権利関係
が複雑な補償業務など、事業スケジュールにあわせた、円滑な事業推進に向けた調整が必要となっています。
・また、令和７（2025）年度の基盤整備の完了以降、清算金の徴収及び交付を予定していることから、円滑かつ確実な徴収及び交
付に向けた検討を進めています。
・こうした中、事業の長期化に伴い、仮換地指定後から長期間経過している権利者や権利変動も多く発生していることから、清算金に対
する権利者の理解を醸成していく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 79.2 84.6 92.6

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
宅地使用開始面積率（累計）

モノ
目標 83 86 95 100

％
説明 総宅地面積に対する宅地使用開始面積（宅地整備後に権利者

に引き渡した宅地）の割合

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・補償業務については、民間部門と市職員との業務連携の継続により、集団移転の進捗に伴い集中する権利者交渉などの補償業務に
対応し、令和５（2023）年度にすべての移転補償交渉・契約が完了しました。
・工事業務については、道路工事等に適切に対応し、使用開始を予定していた宅地に面する区画道路等の整備を完了させるとともに、
令和４（2022）年度に都市計画道路（登戸野川線）、向ヶ丘遊園駅前広場や３号街区公園、令和５（2023）年度に登戸
駅前広場や１号街区公園の工事に着手しました。
・換地処分、清算金業務については、他都市へのヒアリングや金融機関の融資メニューの調査を実施するなど、効率的・効果的な手法に
ついて検討を進めるとともに、令和４（2022）年度に清算金に対する権利者等の理解の醸成に向け、清算金制度の概要のホーム
ページ掲載や窓口で資料配布の実施、令和５（2023）年度に仮換地指定から長期間経過している高額徴収予定者への個別周知
に向けた取組を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

93

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

97 100
％

説明 移転を要する建築物等の総数に対する移転済棟数（補償協議・契約後に移
転を実施した棟数）の割合 実績 87.1 96.8 99.9

建築物等移転棟数率（累計） 目標 90
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・工事業務については、駅前広場、公園など大規模な工事への対応など、効率的・効
果的な執行体制の検討を行いながら、事業スケジュールを遵守した事業推進を図ってい
きます。
・清算金に対する権利者等の理解の醸成に向け、清算金制度の詳細な解説やＱ＆
Ａ等のホームページ掲載など段階的な周知の取組を実施します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・民間部門と市職員との連携による効率的な取組により、建物移転交渉
が円滑に進み、また、工事の円滑な執行により、宅地整備や道路工事が
進み、成果指標である宅地使用開始面積率が、令和４（2022）年
度で84.6％、令和５（2023）年度で92.6％となり目標を達成するな
ど、事業が着実に進捗したため。また、清算金制度周知の取組により、権
利者等への意識の醸成が図られたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・補償業務について、民間部門と市職員との業務連携を継続的に進めたことにより30街区や90街区等の集団移転が事業スケジュール
通り完了し、令和５（2023）年度には区画整理事業としての補償契約を完了し、建物等移転棟数は99.9％に達し、目標を上回る
ことができました。また、工事業務については、事業進捗にあわせた円滑な設計・監督業務を遂行し、着実に工事を進めたことにより、宅
地使用開始面積率が令和４（2022）年度は84.6％、令和５（2023）年度は92.6％に向上し、目標を上回ることができました。

【情報の効果】
（R05（2023））
・清算金制度について、令和４（2022）年度からホームページ掲載や窓口での資料配布を実施しておりましたが、令和５（2023）
年度に全権利者へ制度のお知らせを通知し、さらに仮換地指定から長期間経過している高額徴収予定者への個別周知に向けた取組
を実施することで、権利者等の理解の醸成に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 21・放置自転車対策の実施手法の見直し 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・昭和62（1987）年に川崎市自転車等放置防止に関する条例を制定し、撤去活動などの放置自転車対策を推進することにより、
放置自転車は減少しており、撤去台数は、平成27（2015）年度の34,558台から令和元（2019）年度には20,700台と、約６
割まで減少し、一定の効果が現れております。
・今後も減少していくことが想定されますが、夕方の短時間の利用者等による自転車等が、いまだに多く放置されていることから、放置自
転車の削減に向けては、一層の効率的な撤去業務とともに、より効果的な放置対策を進めていく必要があります。
・撤去自転車は減少傾向にあり、保管所の利用状況も５割程度となっているため、効率的・効果的な保管所運営を図っていく必要があ
ります。

（４年間の）
取組の方向性

・現在北部地区で進めている放置自転車対策（整理誘導・撤去・運搬・保管）の一括委託化により、放置が多い時間帯やエリアにお
ける対策など効率的・効果的な業務遂行が見込まれることから、さらなる放置自転車の削減を図るため、全市展開に向けた取組を推進
します。
・夕方の短時間の利用者等に対しては、放置の状況を踏まえながら、より重点的な放置自転車対策を推進します。
・市内９か所の保管所について、利用状況を踏まえた再編整備を進め、一層の効率的な運営を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

<放置自転車対策>
【R04（2022）】
・北部地区における一括委託化の効果検証
【R05（2023）】
・効果検証を踏まえた市内全域における一括委託化の推進
【R06（2024）・R07（2025）】
・一括委託化業務の継続実施
＜保管所運営＞
【R04（2022）】
・自転車等保管所について、９箇所から７箇所への再編整備の実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・自転車等保管所７箇所における管理運営の継続実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・総合的な駐輪場・保管所のあり方の検討

10202030 放置自転車対策事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・一括委託化による放置自転車の約２割削減（1,600台以下）の達成
・保管所の再編整備等による運営費の縮減（令和７（2025）年度目標値︓１億円以下）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

＜放置自転車対策＞
【R04（2022）】
・北部地区における一括委託化の効果検証
【R05（2023）】
・効果検証を踏まえた市内全域における一括委託化の推進（夕方の短時間利用者等の放置自転車対策の推進を含む）
【R06（2024）・R07（2025）】
・一括委託化業務の継続実施

＜保管所運営＞
【R04（2022）】
・自転車等保管所について、９箇所から７箇所への再編整備の実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・自転車等保管所７箇所における管理運営の継続実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・保管所の再編を踏まえた総合的な駐輪場・保管所のあり方の検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

7 7
区

説明 年度末時点における一括委託化の実施区数 実績 3 3 7

一括委託化の対象区数 目標 3 7

2
保管所箇所数 目標 9 7 7 7

1

か所
説明 年度末における保管所再編後の保管所箇所数 実績 9 7 7

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・令和２（2020）年度から北部地区（宮前区・多摩区・麻生区）において、これまで別々に委託していた「指導・警告」、「撤去・運
搬」、「保管・返還」、「整理・誘導・啓発」の各業務をまとめて一括委託を実施し、令和４（2022）年度に効果検証を行いました。
・自転車等保管所について、柳町と二子の自転車等保管所を令和４（2022）年11月に閉鎖しました。閉鎖後はそれぞれ日進町と
坂戸の自転車等保管所へ令和４（2022）年11月に統合し、９箇所から７箇所への再編整備を実施しました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度の効果検証の結果を踏まえ、市内全域において「指導・警告、撤去・運搬、保管・返還、整理・誘導・啓発」の
業務を一括委託しました。
・首都圏放置自転車クリーンキャンペーンを実施し、各区の主要駅において重点的に啓発活動を行いました。また、夕方の買い物利用者
への放置対策に向けた撤去活動の拡充を行いました。
・自転車等保管所７箇所において、適正に管理運営を実施しました。
・保管所の更なる再編整備を見据え、収容率等の現状分析を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
一括委託化等による放置自転車の台数

モノ
目標 1,900

以下
1,800
以下

1,700
以下

1,600
以下

台
説明 一括委託化等による放置自転車の削減という効果を測るために設

定した、年度末時点における放置自転車の台数 実績 1,774 1,376 1,061

100,000
以下

100,000
以下

100,000
以下

千円
説明 保管所の再編整備を進めることで、得られる財政効果を確認するた

めに設定した、運営経費の決算額 実績 114,575 112,118 93,020
(見込)

保管所再編による運営経費
カネ

目標 112,240
以下

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022））
・北部地区における整理誘導、撤去、運搬、保管の一括委託化により放置自転車対策を効率的・効果的に実施することで、放置自転
車台数は令和３（2021）年度から398台削減されました。
（R05（2023））
・市内全域における一括委託化により放置自転車対策を効率的・効果的に実施することで、放置自転車台数は令和４（2022）年
度から315台削減されました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度については、市内９箇所の自転車等保管所を７箇所へ再編整備を実施したことにより、運営経費は令和３
（2021）年度の運営経費から2,457千円削減され、令和５（2023）年度については、令和４（2022）年度の運営経費から
19,098千円（見込）削減されました。
（R04（2022））
・市内全域における一括委託化の実施による運営経費の縮減について、令和５（2023）年度予算に3,201千円の財政効果を反映
しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和４（2022）年度は北部地区での、令和５（2023）年度から
は市内全域における整理誘導、撤去、運搬、保管の一括委託化の導入
により、一連の業務を効率的に行い、柔軟で効果的な放置自転車対策
を実施したことなどにより、目標としていた放置自転車台数の大幅な削減
に寄与するとともに、令和４（2022）年度に自転車等保管所につい
て、市内９箇所から７箇所への再編整備により、目標としていた運営経
費の削減に寄与することができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・一括委託化の全市展開を引き続き推進します。また、一括委託化の効果検証を踏ま
え、見直しを行いながら放置自転車対策の取組を推進します。
・夕方の短時間の放置自転車への対策を実施するなど、放置自転車対策の更なる効
率的・効果的な取組を継続します。
・自転車等保管所の再編整備や、市内全域における一括委託化の実施に伴う保管台
数や利用状況などを踏まえ、総合的な駐輪場・保管所のあり方の検討を実施します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・各駅周辺駐輪場の利用状況や放置自転車の状況等について実態調査の実施
・効率的・効果的な運営に向けて、各駅周辺駐輪場の利用状況等を把握するための駐輪カルテを作成・再編整備に向けた検討
・再編整備の考え方を基に、先行して抽出した２施設（借地）は用地の返還手続きを進め、再編整備を実施
【R05（2023）】
・駐輪カルテに基づく各施設の再編整備方針策定
【R06（2024）・R07（2025）】
・再編整備方針に基づく取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・再開発事業などで閉鎖する駐輪場における民間事業者と連携した代替駐輪場の整備
・再編整備による適切な駐輪場施設の統廃合等による各駅周辺の駐輪場利用率の改善（令和７（2025）年度目標値︓70〜
90％）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・実態調査による利用状況及び将来の駐輪需要等を踏まえた駐輪場の整備や再開発事業などの進捗状況を踏まえ、民間事業者等と
連携し、代替駐輪場の整備を進めます。
・駐輪場の効率的・効果的な運営に向けて、各駅周辺駐輪場の利用状況等を把握するための駐輪カルテを作成し、これに基づく再編
整備方針を策定した上で、より適切な配置となるよう再編整備を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
・各施設の実態調査、カルテの作成・再編整備に向けた検討
【R05（2023）】
・各施設の再編整備方針策定
【R06（2024）・R07（2025）】
・再編整備方針に基づく取組の推進

10202030 放置自転車対策事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 22・市内駐輪場施設の見直し 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・放置自転車対策として、駐輪場整備を進め、市内に147箇所（令和元（2019）年度）を設置しています。
・市内全体での駐輪場利用率は、令和元（2019）年度の平日16時台では約84％ですが、一部、駐輪需要の高い駅（利用率
100％超）があり、需要に応じた設置が必要となっています。
・再開発事業などで、閉鎖する駐輪場があり、事業進捗を踏まえ、代替駐輪場を確保する必要があります。
・一方で、利用率が50％を下回っている駅が11駅（うち２駅については民間施設のみ）あり、駐輪需要を踏まえた効率的・効果的な
運営を図るため、統廃合を含めた施設配置等のあり方の検討が必要です。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 63 60 75

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
駐輪場の利用率（平均）

モノ
目標 59〜90 59〜90 70〜90 70〜90

％
説明 駐輪場の適切な配置という効果を測るために設定した、年度末時

点における市内全域の駐輪場の利用率

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・各駅周辺駐輪場の利用状況や放置自転車の状況等について実態調査を実施しました。
・効率的・効果的な運営に向けて、各駅周辺駐輪場の利用状況等を把握するための駐輪カルテを作成し、再編整備に向けた検討を行
い、利用率、借地の有無などから、再編整備の対象とする大まかな考え方を決定しました。
・その考え方を基に、利用率が低い３駅（平間駅、川崎新町駅、八丁畷駅）周辺の駐輪場について、関係者との協議が整ったことから
計画を前倒しし、平間駅周辺第５施設及び八丁畷駅周辺第３施設については廃止、川崎新町駅周辺第１施設は一部を廃止しまし
た。
【R05（2023）】
・各駅周辺駐輪場の利用状況や放置自転車についての実態調査を実施し、その結果を踏まえて駐輪カルテとの整合を図り、効率的・効
果的な運営に向けて、令和６（2024）年３月に各施設の再編整備方針を策定しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

1
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

0

2
　　 目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1 3
駅

説明 年度末における市内駐輪施設の再編整備実施駅数（計画期間中の累計） 実績 0 3 3

再編整備方針に基づく再編実施駅数（累計） 目標 0
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和４（2022）年度に３駅の再編を実施し、目標としていた再編整備実施駅数を
達成したものの、今後更なる駐輪場の効率的・効果的な運営に向けて、実施済の３駅
を含む各駅周辺施設の利用者の実態調査を実施しながら、令和５（2023）年度に
策定した再編整備方針に基づき、今後も再編整備を推進させるため、取組を継続しま
す。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・駐輪需要を踏まえた市営駐輪場の再編整備方針を策定し、適正な配
置による効率的・効果的な運営に繋げるとともに、再編整備を実施するこ
とで駐輪場の利用率の改善や効率的に維持管理を行える環境の早期
確保に寄与することができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022））
・令和４（2022）年度の市全体の駐輪場の利用率は、市内の駐輪需要の増加に合わせ一部の駅周辺において収容台数を増加し
たことで、令和３（2021）年度より３％低い60％になりました。また、利用率が低く再編整備を実施した３駅（平間駅、川崎新町
駅、八丁畷駅）周辺の駐輪場については、３施設の平均利用率が38%から60%へと改善しました。
（R05（2023））
・令和５（2023）年度は、近年の自転車の大型化により利用者のニーズに合わせて駐輪ラックを更新して駐輪間隔を広げたことや、市
内の駐輪需要の増加に伴い、市全体の駐輪場の利用率は75％となり令和４（2022）年度より15％増加しました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・再編整備の実施により駐輪場施設を集約でき構成される付属設備も減ったことから、費用面で効率的に維持管理を行える環境の早
期確保に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 23・市営霊園における持続的で公平な墓所の供給 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・市営霊園においては、墓所の無縁化の進行が懸念されており、承継への不安も大きくなっていることから、令和元（2019）年度に合
葬型墓所の供用を開始し、一般墓所等から合葬型墓所への改葬を推進したことにより、想定よりも多くの返還墓所が出たことに伴い、循
環利用による供給数が増加しました。
・墓所の循環利用の促進に伴い、緑ヶ丘霊園で増加した返還墓所の再募集を実施したところ、応募倍率の大幅な改善が見られました
が、依然として墓所需要が高く、計画的に墓所供給を行う必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・緑ヶ丘霊園において、現状の４㎡よりも小さい区画であれば整備可能な用地を有効活用し、小区画の一般墓所（１㎡）を整備する
ことで、新規墓所供給を充実させるとともに、一般墓所等から合葬型墓所への改葬による返還墓所を循環利用するために、既存の墓所
利用者に向けて継続的に合葬型墓所の情報提供を行うことで、墓所供給を充実させます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・緑ヶ丘霊園における小区画の一般墓所（１㎡）の整備

30302050 市営霊園の整備
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・小区画の一般墓所（１㎡）の整備を進めることにより、今後の墓所整備の原資となる使用料歳入の増（令和４（2022）〜令和
７（2025）年度累計目標値︓257,000千円）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
①緑ヶ丘霊園において小区画の一般墓所（１㎡）を整備（募集予定数︓220基）
【R05（2023）】
①緑ヶ丘霊園において小区画の一般墓所（１㎡）を整備（募集予定数︓270基）
【R06（2024）】
①緑ヶ丘霊園において小区画の一般墓所（１㎡）を整備（募集予定数︓270基）
【R07（2025）】
①緑ヶ丘霊園において小区画の一般墓所（１㎡）を整備（募集予定数︓270基）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

-101-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

760 1,030
基

説明 緑ヶ丘霊園の年度末時点における小区画の一般墓所募集基数（累計） 実績 220 220 490

小区画の一般墓所（１㎡）の募集基数（累計） 目標 220 490

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・緑ヶ丘霊園における小区画一般墓所については、令和４（2022）年度に912基の整備と220基の募集を実施し、令和５
（2023）年度には96基の整備と、270基の募集を実施しました。
・一般墓所から合葬型墓所への改葬について随時受付を行うことで今後における再募集可能墓所を令和４（2022）年度は144基、
令和５（2023）年度は150基を新たに創出しました。
・市営霊園の墓所使用者のうち合葬型墓所への改葬を希望される方については、引き続き遺骨の改葬数に制限を設けず随時手続きを
行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

小区画の一般墓所（１㎡）の墓所使用料による歳入
（累計）

カネ
目標 55,000 122,500 190,000 257,000

千円
説明 新たに小区画の一般墓所整備を進めることで、得られる財政効果

を確認するために設定した、墓所使用料の決算額 実績 55,000 55,000 122,500
(見込)

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・合葬型墓所の利用件数について、令和４（2022）年度は埋蔵可能数約20,000体のうち3,851体（19.3％）となり、851体増
加し、令和５（2023）年度は4,592体（22.9％）となり、741体増加しました。一般墓所等から有縁の合葬型墓所へ改葬してい
ただいたことにより、無縁化の抑制に寄与するとともに、令和４（2022）年度は144基、令和５（2023）年度は150基の一般墓所
等の返還があり、墓所の循環利用の推進に寄与しました。
・緑ヶ丘霊園一般墓所の応募倍率については、平成29（2017）年度から令和元（2019）年度までの平均倍率の35.78倍から、
合葬型墓所の一般募集が始まった令和２（2020）年度は8.61倍、更に緑ヶ丘霊園おいて小区画の一般墓所の募集を開始した令
和３（2021）年度は4.12倍、令和４（2022）年度は4.95倍、令和５（2023）年度は4.34倍に改善されました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・緑ヶ丘霊園において、現状の４㎡よりも小さい区画である小区画の一般墓所（１㎡）を整備し、新規墓所供給を行ったことで、令和
４（2022）年度は55,000千円、令和５（2023）年度は歳入（累計）として122,500千円（見込）の墓地使用料収入を確
保し、２年連続で成果指標の目標を達成しました。また、令和５（2023）年度予算及び令和６（2024）年度予算に、各年
67,500千円の財政効果を反映しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・一般墓所から合葬型墓所への改葬により、今後における再募集可能墓
所が増加し、墓所の循環利用の推進に寄与できたため。
・緑ヶ丘霊園において、現状の４㎡よりも小さい区画である小区画の一
般墓所（１㎡）を整備し、新規墓所供給を行ったことで、２年連続で
墓地使用料収入の目標を達成したため。また、令和５（2023）年度
及び令和６（2024）年度予算に、各年67,500千円の財政効果を
反映したため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・緑ヶ丘霊園において、小区画の一般墓所（１㎡）を整備したことで、新規墓所供給
の推進を行ったことに加え、一般墓所等から合葬型墓所への改葬による返還墓所の循
環利用を促進させましたが、引き続き計画的に墓所供給を行う必要があることから、現
状のまま取組を継続します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（１）将来を見据えた市民サービスの再構築 24・救急隊の現場到着時間の維持・短縮及び救急車の適正利用 消防局

現　状
【課題認識】

・救急隊については、国の「消防力の整備指針」において、地域の実情に即した適切な消防体制を整備することが求められており、救急
出場件数、人口増加、地理的条件、消防庁舎の活用状況、市域全体のバランス等を総合的に勘案した適正配置の検討を行っていま
す。
・救急車の適正利用に向けた軽症者への啓発については、平成18（2006）年度から、様々な取組を実施しています（マスコミ・チラ
シ・公共機関等を活用した広報、コールセンター事業、不適切頻回利用者個別指導、老人福祉施設等との情報連絡会の実施な
ど）。
・こうした取組について、効果を検証しつつ継続・拡大することで、平成30（2018）年と令和２（2020）年の比較において総救急件
数及び、救急車の軽症者利用割合並びに軽症者利用件数ともに減少しています。
・総救急件数は減少しているものの、短時間における局地的な救急需要集中により、遠方から救急車が出場し現場到着に時間を要す
る状況が発生しています。また、新型コロナウイルス感染症の対策として、出場時に感染防止衣の着装等に必要な時間が加わり、救急
要請の覚知から救急隊の現場到着までの時間が延伸しています。
【総救急件数】72,854件(H30)→75,513件(R1)→66,951件(R2)
【軽症者利用割合】55％(H30)→53％(R1)→49％(R2)
【軽症者利用件数】35,121件(H30) →34,581件(R1)→27,659件(R2)
【救急車の現場到着時間】8.4分(H30)→8.6分(R1)→9.0分(R2)

（４年間の）
取組の方向性

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、今後の救急件数の推移を見定める必要がある状況となっていますが、高齢化の進展に伴う人
口構造の変化、在宅介護や単身世帯割合の増加等の社会状況の変化による救急件数の動向を推測し、継続した救急隊の適正配
置の考察に加え、川崎市域における各地域においても、現場到着時間の維持・短縮に向けた救急隊運用の新たな取組を推進します。
・これまでの救急車の適正利用等の救急需要対策を一層推進するとともに、国等の動向を注視しながら、引き続き効果的手法について
検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・北部地域増隊（王禅寺・宿河原）の効果検証を踏まえた効率的・効果的な救急隊の配置等に向けた調査・検討
・救急隊の現場到着時間の維持・短縮に向けた取組の推進
・救急車の適正利用に向けた取組の推進
・「救急受診ガイド」について、救急フェア等の各種イベントでのリーフレット配布や、Jリーグ開催時の等々力陸上競技場オーロラビジョン等
を活用した広報の実施

10601060　10601070 救急活動事業　救急隊整備事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －
（４年間の）

到達目標 ・救急車の更なる適正利用を実現し、救命効果の向上を図るため救急車の現場到着時間８分以下の達成（令和７（2025）年）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・夏季における熱中症対策や、大型ビジョンを活用した動画放映、各種広報掲示板をはじめとしたさまざまな手法による広報等を有効に
活用した、適正利用に向けた取組の推進
・「救急受診ガイド」について、防災イベント、地域の防災訓練や救急の日、救急医療週間における各種イベントや広報コーナーにおける
リーフレット配布や、Ｊリーグ開催時の等々力陸上競技場オーロラビジョンを活用した広報の実施
【R04（2022）】
・北部地域増隊（王禅寺・宿河原）の検証結果と新型コロナウイルス感染症感染拡大前後における救急車配置場所と地域ごとの救
急需要バランスの分析
・ＡＩによる救急需要予測についての実証実験の実施
【R05（2023）】
・令和４（2022）年中の救急出場状況の分析や救急車配置に対する地域ごとの救急需要バランスの検証結果を踏まえた効果的・
効率的な救急隊配置の検討
・ＡＩを活用した救急需要予測及び救急隊の最適配置シミュレーション機能を有するシステムを用いた第二救急隊の事前配置の試行
及びシステムの効果検証
【R06（2024）】
・効果的な救急隊配置の試行結果を踏まえた救急隊配置の推進
・ＡＩによる救急需要予測の実証実験結果に基づく検討結果を踏まえた救急需要対策の総合的な検討
【R07（2025）】
・効果的な救急隊配置の検討結果を踏まえた救急隊配置の推進
・ＡＩによる救急需要予測の実証実験結果を踏まえた救急需要対策の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・夏季における熱中症対策や救急車の適正利用について、アゼリアやノクティの大型ビジョンを活用し動画放映を各年２回実施したほ
か、各種広報掲示板（アゼリア展示コーナー、川崎区役所窓口モニターなど）をはじめとした様々な手法を有効活用した広報活動を実
施しました。
・「救急受診ガイド」について、地域の防災訓練や救急の日、救急医療週間における各種イベントや広報コーナーへのリーフレット配架、
ＦＭラジオやＸ（旧Twitter）を活用して広報を実施しました。
【R04（2022）】
・平成30（2018）及び令和２（2020）年に増隊した救急隊２隊（王禅寺・宿河原）について、現場到着時間短縮や周辺救急
隊への影響の観点で検証を行いました。また、今後の救急隊配置などの検討への活用に向けて、新型コロナウイルス感染症感染拡大前
後の令和元（2019）年と令和３（2021）年における、救急車配置場所と地域ごとの救急需要バランスなどの観点で検証を行いま
した。
・「救急受診ガイド」について、Ｊリーグ開催時に等々力陸上競技場オーロラビジョンを活用して広報を実施しました。
・ＡＩによる救急需要予測の実証実験の結果、予測できる可能性が示され、適切な時点で第二救急隊を活用することで複数の地域に
おいて現場到着時間の短縮が期待できることが判明したことから、令和４（2022）年度はＡＩを活用した救急需要予測に基づく配置
シミュレーションのシステムを構築しました。
【R05（2023）】
・「救急受診ガイド」について、Ｊリーグ開催時に等々力陸上競技場にて川崎フロンターレとチラシを配布し広報を実施しました。
・令和４（2022）年中の救急出場状況の分析を行うとともに、救急車配置場所と地域ごとの救急需要バランスの検証結果も踏まえ、
効果的・効率的な救急隊配置の検討を行い、その結果、昼間の現場到着に時間を要し、かつ救急出場が中部エリアに集中していたこと
から令和６（2024）年度に中原消防署、令和７（2025）年度に高津消防署に日中運用の救急隊を１隊ずつ配置することとしま
した。
・増加する救急需要に対応することを目的に７月以降各署からの応援体制による日中運用の救急隊の試行を実施しました。
・構築した配置シミュレーションシステムを用いた第二救急隊の事前配置の試行を６月末から開始するとともに、実用性などの観点でシス
テムの効果検証を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

救急車の平均現場到着時間

モノ

目標 8.8 8.6 8.4 8.0以下

分

説明
各年中の全救急事案のうち、覚知（※）から救急現場到着まで
の平均時間
（※）119番通報が指令センターに入電した時間

実績 9.5 10.2 9.8

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標 ー

単位

1
救急搬送の軽症者の割合

モノ
目標 ー ー ー ー

％
説明 救急搬送された傷病者の初診医の判断による割合 実績 49 51 53

2
ー ー ー

件
説明 川崎市救急受診ガイドのホームページアクセス件数の推移をみること

で、救急車の適正利用に向けた各種広報効果を測るもの 実績 15,202 17,360 13,423

川崎市救急受診ガイドのホームページアクセス件数
情報
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ △ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年の救急搬送された傷病者の軽症率はほぼ横ばいで、前年から２ポイント増の51%でしたが、令和５（2023）
年についても前年から２ポイント増の53%となり、新型コロナウイルス感染症感染拡大前の水準に戻っており、引き続き救急車の適正利
用に係る市民理解の向上に向けて、救急需要の高い地域への直接的なアプローチなど、更なる広報活動を行う必要があります。
（R04（2022））
・市域全体の救急件数が84,776件で前年から14,893件増と前年度比で21.3％増加したことや、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大及び救急需要の集中が重なったことにより、増隊した地域近隣も含めて現場到着時間が増加した結果、成果指標である「救急車
の平均現場到着時間」は令和３（2021）年比で0.7分増の10.2分となり、目標を達成できませんでした。
（R05（2023））
・市域全体の救急件数が87,591件で前年から2,815件増加しましたが、効果検証を実施したＡＩを活用した救急需要システムによる
第二救急隊の運用や日中運用の救急隊の試行を実施したこと等により、成果指標である「救急車の平均現場到着時間」は9.8分とな
り前年より0.4分短縮しました。しかしながら、一時的な救急需要の集中や出場件数の増加により管轄外の救急隊が出動するなど、救
急要請に対して直ちに対応できない事案が発生していることなどから目標を達成できなかったことを受け、特に日中運用の中で到着に時
間を要している中原区・高津区を管轄する消防署への救急隊の増隊を含め、救急出場状況の分析及び効果的・効率的な救急隊配
置の検討結果に基づく救急隊の適正配置を行います。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・救急受診ガイドについては各種広報を実施した結果、救急受診ガイドトップのホームページアクセス件数は令和４（2022）年は
17,360件、令和５（2023）年は新型コロナウイルスが５類に移行したことから救急受診ではなく、自身による受診が増えたことが考え
られ、またホームページのアクセスカウント方法の変更などがあったことから13,423件となりましたが、２年間の平均では15,391件となり、
令和３（2021）年の15,202件と比較して微増となり、救急車の適正利用等に向けた情報を多くの市民に発信することができました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・各署からの応援体制による日中運用の救急隊の試行などの取組によ
り、成果指標である「救急車の平均現場到着時間」は令和５
（2023）年は9.8分となり、前年より0.4分短縮したものの、目標達成
には至らず、また、救急件数は増加傾向であり、救急要請に対して直ちに
対応できない事案が発生していることから、救急隊の適正配置により改善
する必要があるため。
・救急受診ガイド等について各種広報を実施した結果、ホームページアク
セス件数は２年間の平均では微増しており、多くの市民に発信することが
できたため。一方で、救急車の適正利用の推進等に向け、あらゆる場面
をとらえて市民理解の向上につなげるため、更なる普及啓発に取り組む必
要があるため。

－ 情報 △ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・平均現場到着時間について救急件数の増加などにより目標を達成できなかったことか
ら、到着時間の短縮に向けて、救急出場状況の分析及び効果的・効率的な救急隊配
置の検討結果に基づく救急隊の適正配置を行うとともに、ＡＩを活用した救急需要予
測及び救急隊の最適配置シミュレーション機能を有するシステムを用いた第二救急隊の
事前配置については、運用を継続しながら改善を図ります。
・救急搬送された傷病者の軽症率は、令和４（2022）年、令和５（2023）年とも
に2ポイントずつ増加し、新型コロナウイルス感染症感染拡大前の水準に戻っていること
から、引き続き救急車の適正利用に係る市民理解の向上に向けて、救急需要の高い
地域への直接的なアプローチなど、更なる広報活動を行っていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】※
・①ワークショップ等を通じた市民意見、②民間事業者等のノウハウや創意工夫を凝らした幅広いアイデアを活用した今後の事業・サービ
スの充実に向けたサウンディング型市場調査の結果、③ハード部分の基本・実施設計の状況等を踏まえ、それぞれの状況を反映させた、
ソフトとハードの一体的な検討による管理運営計画の策定に向けた取組を推進
・管理運営計画策定後の当該計画に基づく供用開始に向けた取組の推進
※再開発事業の進捗状況などを踏まえ、取組内容やスケジュール等について柔軟に対応する可能性あり
【R04（2022）】
・「今後の市民館・図書館のあり方」や令和３（2021）年度に取りまとめた「市民館・図書館の管理・運営の考え方　中間とりまとめ」の
結果に基づき、今後の市民館・図書館全体について、民間活力の更なる活用など、より効率的・効果的な管理・運営に向けた方向性や
考え方を示す「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、鷺沼駅周辺へ移転・整備後の宮前市民館・図書館における指定管
理者制度導入の方向性を位置付け
・新宮前市民館・図書館における必要機能や諸室の規模や配置等の検討を実施
【R05（2023）】
・管理運営計画の策定に向け、事業計画や利用ルールの整理等の取組を推進
・再開発事業の検証状況を踏まえて、諸室の配置、機能や仕様等の具体化に向けた基本設計を実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・管理運営計画の策定に向け、事業計画や利用ルールの整理等の取組を推進
・基本設計を踏まえて実施設計を行うとともに、権利変換により取得する面積や金額を決定し、整備工事に向けた取組を実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・管理運営計画に基づく新たな管理運営に向けた取組の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・供用開始に向けて、基本計画に基づき、「今後の市民館・図書館のあり方」などの関連施策と連携を図りながら一体的な検討を進め、
管理運営計画を策定します。
・管理運営計画の策定に当たっては、「今後の市民館・図書館のあり方」に基づく市民館・図書館全体の効率的・効果的な管理運営手
法の検討を踏まえ、民間事業者等の提案やワークショップ等でいただいた市民意見なども参考にし、施設形態や諸室の配置、設備の違
いなどに応じた適切な維持管理や、求められる多様なニーズへの柔軟な対応、地域特性に応じた事業・サービスの推進など、効率的・効
果的な管理・運営手法等の検討を進めます。
・管理運営計画の策定作業と並行して、諸室の配置、機能や仕様等の具体化に向けて実施する基本・実施設計とも相互に検討状況
を反映させながら、ハードとソフトの一体的な検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・「今後の市民館・図書館のあり方」に基づく市民館・図書館全体の効率的・効果的な管理運営手法の検討を踏まえた、宮前市民館・
図書館の効率的・効果的な管理運営手法を検討
・上記の検討や再開発事業の進捗状況、基本・実施設計の進捗状況等を踏まえ、相互に検討状況を反映させ、ソフトとハードの一体
的な検討を進めながら、管理運営計画の策定に向けた取組の推進
・管理運営計画策定後、計画に基づく供用開始に向けた取組の推進

20302030 生涯学習施設の環境整備事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （１）将来を見据えた市民サービスの再構築 25・宮前市民館・図書館の鷺沼駅周辺への移転・整備に伴う効率的・効果的な管理運営手法の検討 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・「鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機能に関する基本方針」（平成31（2019）年３月）に基づき、宮前市民館・図書館の鷺沼
駅周辺への移転・整備に向けた取組として、「新しい宮前市民館・図書館基本計画」を令和２（2020）年８月に策定したところであ
り、当該計画に基づき、移転・整備後の効率的・効果的な管理運営手法について検討を進める必要があります。
・令和３（2021）年度には、今後の事業・サービスの充実を進めるために、これまでに蓄積されたノウハウや創意工夫を凝らした幅広い
アイデアを民間事業者等から聴取するサウンディング型市場調査を実施しました。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・「今後の市民館・図書館のあり方」や令和３（2021）年度に取りまとめた「市民館・図書館の管理・運営の考え方　中間とりまとめ」の
結果に基づき、今後の市民館・図書館全体について、民間活力の更なる活用など、より効率的・効果的な管理・運営に向けた方向性や
考え方を示す「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、鷺沼駅周辺へ移転・整備後の新たな宮前市民館・図書館における
指定管理者制度導入の方向性を位置付けました。
・新宮前市民館・図書館の管理運営計画の策定に向け、令和３（2021）年度時点の検討内容の精査や市民館と図書館の機能が
一体となった他都市施設の視察、官民連携スペースの運用方法の検討、図書館における閉架書庫の規模の調整等の管理運営に必要
な検討を行いました。
・宮前市民館・図書館の鷺沼駅周辺への移転・整備に向けた取組を進めるため、再開発準備組合による「鷺沼駅前地区再開発計画
の再検証結果報告」における検証後の再開発事業の全体スケジュールを踏まえ、新宮前市民館・図書館における必要機能、諸室の規
模、配置等を検討するとともに、基本・実施設計や管理運営計画に係る取組スケジュールの見直しを図りました。
【R05（2023）】
・管理運営計画の策定に向け、市民館と図書館の機能が一体となった他都市の類似施設の視察や、官民連携スペースの運用方法の
検討等を行いました。
・再開発事業の進捗状況を踏まえて、諸室の配置、機能や仕様等の具体化に向け、基本設計を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・宮前市民館・図書館の鷺沼駅周辺への移転・整備や今後の市民館・図書館のあり
方の実現に向け、これまでのワークショップ等を通じた市民意見や委託の成果、他都市
の類似施設の視察、官民連携スペースの運用方法の検討等の取組を踏まえながら、管
理運営計画の策定を進めていきます。
・令和５（2023）年度に行った基本設計を踏まえて、実施設計を行っていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和５（2023）年度は、管理運営計画の策定に向けて、他都市の
類似施設の視察等を行うともに、諸室の配置、機能や仕様等の具体化
に向けて基本設計を実施しましたが、指定管理者制度の導入に至る段
階になく、効果を発現していないため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・今後の市民館・図書館全体について、民間活力の更なる活用など、より効率的・効果的な管理・運営に向けた方向性や考え方を示す
「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、鷺沼駅周辺へ移転・整備後の新たな宮前市民館・図書館における指定管理者制
度導入の方向性を位置付けました。
・新宮前市民館・図書館の管理運営計画の策定に向け、令和３（2021）年度時点の検討内容の精査や市民館と図書館の機能が
一体となった他都市施設の視察、官民連携スペースの運用方法の検討、図書館における閉架書庫の規模の調整等の管理運営に必要
な検討を行いました。
・宮前市民館・図書館の鷺沼駅周辺への移転・整備に向けた取組を進めるため、再開発準備組合による「鷺沼駅前地区再開発計画
の再検証結果報告」における検証後の再開発事業の全体スケジュールを踏まえ、新宮前市民館・図書館における必要機能、諸室の規
模、配置等を検討するとともに、基本・実施設計や管理運営計画に係る取組スケジュールの見直しを図りました。
（R05（2023））
・管理運営計画の策定に向け、市民館と図書館の機能が一体となった他都市の類似施設の視察や、官民連携スペースの運用方法の
検討等を行いました。
・再開発事業の進捗状況を踏まえて、諸室の配置、機能や仕様等の具体化に向け、基本設計を実施しました。
・ただし、現時点では、移転・整備に向けて準備を進めているところであり、移転・整備後の指定管理者制度の導入による、経営資源の
確保や市民サービスの向上等の観点からの効果が発現する段階には至っていません。

-109-



　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025 ）】
・オンライン会議等のツールやパソコンを活用した、外部との会議のオンライン化及び相談業務のオンライン化の推進
・健康保険証利用などマイナンバーカードの活用や、法令に基づくマイナンバーの独自利用の検討及び実施
【R04（2022）】
・国が推奨しているデータセット（公共施設等の一覧）など、市民や企業のニーズが高い情報のオープンデータ化及び利活用に向けた広報の推進
・かわさきアプリや市ＬＩＮＥ公式アカウントを活用した地域情報の発信及び利用拡大に向けた広報等の実施
・24時間いつでも問い合わせ可能なＡＩチャットボットシステムの運用
・各区いこいの家、市民館分館及び図書館へのかわさきWi-Fiの導入並びに各区役所、一部の市民利用施設におけるかわさきWi-Fiアクセスポイ
ントの増設
・マイナポータル等の利活用に向けた取組の検討
【R05（2023）】
・新本庁舎、各出張所、各区いこいの家等へのかわさきWi-Fiの設置
・光ステーション設置拠点について、性能の良い新たなアクセスポイントの設置に向けた検討
・マイナポータル等の利活用に向けた取組の実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・市民や企業のニーズが高い情報のオープンデータ化の推進及び利活用に向けた広報の推進
・かわさきアプリや市ＬＩＮＥ公式アカウント、ＡＩチャットボットシステム等を活用した地域情報の発信及び利用拡大に向けた広報等の実施
【R06（2024）】
・光ステーション設置拠点について、性能の良い新たなアクセスポイントの設置
【R06（2024）・R07（2025）】
・ニーズのある行政施設へのかわさきWi-Fiの設置に向けた検討
・マイナポータル等の利活用に向けた取組の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

40205010　40205020　40205050 地域情報化推進事業　　行政情報化推進事業　　情報統括監理推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （２）市民サービスのデジタル化の推進 １・市民生活の利便性向上に向けたＩＣＴの活用 総務企画局

現　状
【課題認識】

・本市では、オープンデータの普及拡大に向けた取組をはじめ、モバイル端末の普及実態にあわせ、かわさきアプリの提供やインターネット利
用環境を更に充実させるための公衆無線ＬＡＮ環境の整備や新たな市民サービス提供の検討を進めており、継続した取組が必要で
す。
・マイナンバー制度の円滑な運用を図るとともに、国によるマイナンバーの利用範囲及び特定個人情報の提供範囲の拡大並びにマイナン
バーカードの利活用に関する取組等に的確に対応していく必要があります。
・令和３（2021）年３月にオンライン会議用パソコンを264台調達し、会議のオンライン化を推進しました。また、相談業務について、
機密性の高い情報の取り扱いに関する運用ルールを定め、オンライン化の準備を進めておりますが、更なる進捗が求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・オープンデータの有効活用による市民サービスの向上等を図るため、国が推奨しているデータセット（公共施設等の一覧）など、市民や
企業のニーズが高い情報のオープンデータ化を推進します。
・かわさきアプリや市ＬＩＮＥ公式アカウント、ＡＩチャットボットシステム等を活用し、必要な情報を効果的に発信していきます。
・民間のアクセスポイント等を活用しながら、公衆無線ＬＡＮ環境の整備を行います。
・ＩＣＴを巡る社会全体の動向等を踏まえ、マイナンバーの独自利用やマイナンバーカードの利活用を推進します。
・対面する必要がない相談業務については、オンライン化を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市民や企業のニーズが高い情報のオープンデータ化の推進
・かわさきアプリや市ＬＩＮＥ公式アカウント、ＡＩチャットボットシステム等を活用した地域情報の発信
・民間事業者と連携した「かわさきWi-Fi」の利用範囲の拡張に向けた取組の推進
・オンライン会議等のツールやパソコンを活用した、外部との会議のオンライン化及び相談業務のオンライン化の推進
・健康保険証利用などマイナンバーカードの活用や、法令に基づくマイナンバーの独自利用の検討及び実施
【R04（2022）】
・マイナポータル等の利活用に向けた取組の検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・マイナポータル等の利活用に向けた取組の実施

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・公共データを二次利用可能な形で原則公開し、活用可能とすることによる、市民生活における利便性の向上、市民生活に資する民間
サービスやビジネスの創出等への寄与
・マイナンバーカードの利活用の範囲拡大による市民の利便性向上
・対面の必要がない会議や相談業務の原則オンライン化
・公衆無線ＬＡＮ環境の整備による市民の利便性向上
・かわさきアプリや市ＬＩＮＥ公式アカウント等の活用により、市民が求める情報を必要なタイミングで提供できること

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 ○
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 件

説明
市ＬＩＮＥ公式アカウントに友だち登録している年度末時点におけ
る登録者数の推移をみることで、ＬＩＮＥによる情報発信効果を
測るもの

実績 37,170 43,437 49,896

市ＬＩＮＥ公式アカウントの友だち登録者数

情報

目標 40,000

実績 5,711 4,827 6,917

50,000 60,000 70,000

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

提供しているオープンデータの月平均ダウンロード数

情報

目標 6,250 6,500 6,750 7,000

件

説明
本市ホームページ上で提供しているオープンデータの月平均ダウン
ロード数をみることで、市民や企業ニーズが高い情報公開がされてい
るかの効果を測るもの

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・オンライン会議等のツールやパソコンを活用して、外部との会議をオンライン化するとともに、機密性の高い情報も扱うことのできる専用の
ツールを使用して子育て相談や弁護士相談をオンラインで実施しました。
・マイナポイント支援等窓口の運用により、健康保険証利用などマイナンバーカードの活用を促進しました。情報連携については、特別給
付金での公金受取口座の利用を開始したこと等により、情報照会を実施した事務手続が、令和４（2022）年度は２手続、令和５
（2023）年度は５手続増加し、令和３（2021）年度の30手続から37手続となりました。また、情報連携の実績数は、令和３
（2021）年度は臨時特別給付金の給付手続により一時的に大幅に増えていたこともあり、令和４（2022）年度は目標を達成でき
ませんでしたが、令和５（2023）年度は特別給付金の給付手続により増となり、目標を達成しました。
・市ＬＩＮＥ公式アカウントを活用し、市民の関心が高い新型コロナウイルスの情報やイベント等の情報を発信したほか、ＡＩチャットボッ
トシステム等を活用し、市民からの問い合わせに対応しました。また、市政だよりや市ホームページ等を活用し、かわさきアプリやＬＩＮＥ
公式アカウントの取組の周知を行ったほか、広報用チラシを公共施設に配布するなど、利用拡大に向けた広報等を実施しました。
・令和４（2022）年度は、各区のいこいの家、市民館分館、これまで設置をしていなかった図書館等、令和５（2023）年度は新本
庁舎や各区いこいの家、ヨネッティー王禅寺等の累計51拠点の行政施設にかわさきWi-Fiを導入しました。また、各区役所・出張所、一
部の市民利用施設へかわさきWi-Fiのアクセスポイントを増設することにより、行政施設へのアクセスポイントを累計293箇所増加しまし
た。
・令和５（2023）年度のマイナンバー法改正を踏まえたマイナンバーの独自利用の方向性や、具体的な検討手法としての各部会での
検討等について、マイナンバー推進委員会における情報共有を実施しました。
【R04（2022）】
・マイナポータル等の利活用に向けた取組の検討を進め、ぴったりサービスを活用した申請管理システムを構築しました。
【R05（2023）】
・光ステーションの設置拠点について、性能の良い新たなアクセスポイントへの更新に向け、各拠点の設置状況の確認を行うとともに、設置
スケジュール等を調整しました。
・マイナポータルの利活用に向けた取組として、令和５（2023）年４月からぴったりサービスの本格的な利用を開始し、行政手続の原
則オンライン化の方針に基づき、令和６（2024）年４月１日時点で、子育て・介護の手続や転出届など、ぴったりサービスによりオンラ
イン化した手続が47手続になりました。
・かわさきアプリとして、かわさきTEKTEK及びかわさき市立図書館アプリを追加し、アプリ数は７個となりました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

件
説明 年度中に他の自治体等とマイナンバーによる情報連携を行った件数（単年

度） 実績 313,292 244,375

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

400

2
他の自治体等とのマイナンバーによる情報連携数（単年度） 目標 330,000 380,000 440,000 500,000

1

413,175

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

450 500
件

説明 年度末において、本市ホームページで提供しているオープンデータのデータセット
数（累計値） 実績 319 378 404

提供しているオープンデータのデータセット数（累計） 目標 350
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・ＩＣＴを活用した市民生活の利便性向上に向け、「かわさきWi-Fi」の利用範囲の拡張や
マイナポータル等の利活用に向けた取組を実施します。また、かわさきアプリについて、新たなア
プリの開発等に対応するとともに、積極的に広報するなど、利用促進に向けた取組の推進をし
ていきます。
・情報連携数については、国におけるマイナンバーを活用した手続の実施状況なども踏まえな
がら、目標達成に向け、積極的な連携の取組を進めます。
・市ＬＩＮＥ公式アカウントの友だち登録者数については、鈍化傾向にあり、まだ市民の認知
が低いと考えられるため、様々な媒体を活用し積極的に広報するなど、利用促進に向けた取
組の推進をしていきます。
・オープンデータのダウンロード数については、教育・子育て関係データをはじめ、より市民の関心
が高い分野の情報をオープンデータとして提供するなど、利用促進に向けた取組を推進しま
す。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・市民の方が利用できるかわさきWi-Fiのアクセスポイントの増や子育て相談や
弁護士相談業務等のオンライン化のほか、マイナポータルの利活用やかわさきア
プリの追加により、市民の利便性向上に寄与したため。また、オープンデータの
月平均ダウンロード数については、最新の人口・世帯や子育て関係のデータを
増加させるなどの取組を進め、目標を上回ったため。
・市政だよりや市ホームページ等を活用や、広報用チラシを公共施設に配布す
るなどの取組により、成果指標である「市ＬＩＮＥ公式アカウントの友だち登
録者数」については、向上が図られたものの、目標値を下回ったことから、様々
な媒体を活用し積極的に広報するなど、利用促進に向けた取組の推進をする
必要があるため。

－ 情報 ○ 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・新本庁舎、各区のいこいの家、市民館分館、図書館及び区役所、出張所等にかわさきWi-Fiの環境を整備することで、行政施設において、市
民の方が利用できるかわさきWi-Fiのアクセスポイントが、累計で293箇所増加し、計759箇所となり利便性の向上に寄与しました。
・外部との会議のほか、子育て相談や弁護士相談業務等のオンライン化により、市役所までの移動時間削減など、市民や事業者の利便性の向
上に寄与しました。
（R05（2023））
・ぴったりサービスによるオンライン手続の利用件数は約28,000件となり、来庁や郵送等の負担軽減など、市民の利便性向上に寄与しました。
・令和５（2023）年10月にかわさきTEKTEK及びかわさき市立図書館アプリを追加したことにより、かわさきアプリを活用して、市民の健康促進
等に向けた事業参画促進のほか、アプリでの貸出カード表示による本の貸し出しなど、市民の利便性向上などに寄与しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・提供するオープンデータのデータセット数を、最新の人口・世帯に関する情報などをはじめ令和４（2022）年度は59件、令和５（2023）年
度は26件増加となり、令和３（2021）年度から85件増加させるなど取組を進め、月平均ダウンロード数について、令和４（2022）年度は
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に合わせて、前数年人口・世帯に関する情報のダウンロード数が増加していたことから4,827件と目標を下
回りましたが、令和５（2023）年度は子育て関係データをオープンデータ化したことなどから6,917件になり、目標を達成しました。
・市政だよりや市ホームページ等を活用した周知を行いましたが、成果指標である「市ＬＩＮＥ公式アカウントの友だち登録者数」については、令
和４（2022）年度は43,437人と目標を上回りましたが、令和５（2023）年度は49,896人と目標を下回りました。まだ市民の認知度が低
いことが要因であると考えられることから、今後は、効果的な広報の検討を行うなど、利用促進に向けた取組を進めていきます。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・外部との会議等のオンライン化により、出張をはじめとする職員の移動時間の削減に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025 ）】
・誰もが使いやすいシステムの構築や窓口における手続をサポートするための支援員の配置
【R04（2022）】
・簡易版電子申請サービスを活用した各種届出やアンケート調査などの簡易な手続のオンライン化の推進
・オンライン決済やスマートフォンを活用した公的個人認証等に対応する「高機能な電子申請システム」の構築及び運用の一部開始（３月）
・電子申請の利用を促進するための広報の実施
・まちづくり局都市計画課、建築管理課、建築審査課において発行する、証明等の手数料、等々力陸上競技場における個人使用料及び平和
館・市民館等における施設・設備の使用料へのキャッシュレス決済の導入
・企業やＮＰＯ法人などの地域人材と連携したスマホ教室等の実施
【R05（2023）】
・国が指定したデジタル推進委員と連携した取組の検討
・青少年科学館におけるプラネタリウムの観覧料、日本民家園における入園料、こころの相談所における使用料及び診断書料、霊園事務所にお
ける各種手数料及び使用料等、東扇島東公園管理事務所におけるバーベキュー場や多目的広場の使用料等、かわさき情報プラザにおける有
償刊行物販売料、各子育て総合支援センターにおける一時預かり事業の使用料等へのキャッシュレス決済の導入
【R05（2023）〜R07（2025 ）】
・簡易版電子申請サービス、高機能な電子申請システム「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」等を活用した行政手続のオンライン化の
推進及び広報の実施
・対面による審査や、資料の原本提出が必要等課題のある手続のオンライン化の検討
・市民利用施設等における出前講座等を市内全域で実施
・デジタル応援員による出前講座の実施等、企業やＮＰＯ法人などの地域人材と連携した取組の実施
【R06（2024）・R07（2025 ）】
・市民ニーズの高い施設や窓口等へのキャッシュレス決済導入に向けた取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

40205030　40205020 デジタル化推進事業　　行政情報化推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （２）市民サービスのデジタル化の推進 ２・行政手続のオンライン化・窓口等のキャッシュレス化の推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・現在、水道の開閉栓申込みなどの各種手続について、本市の電子申請システムから申込みすることができるようになっており、また、オン
ライン手続への移行を円滑に進めるため、令和３（2021）年４月から簡易版電子申請サービスを導入し、各種届出やアンケート調査
などの簡易な手続について、職員が申請フォームを作成できる環境を構築していますが、手数料の徴収が必要な手続に関してオンライン
決済に対応していないなど、更なるオンライン化の推進に向けて課題があることから、次期のシステム導入に当たっては、こうした課題を踏ま
えながら、更なる利便性の向上を図っていく必要があります。
・令和３（2021）年度から戸籍・住民票等や税証明の証明発行にかかる手数料収納に対して、クレジットカードなどのキャッシュレス決
済の導入を進めていますが、一層、取組を推進し、支払の選択肢の拡大や市民の利便性向上につなげていく必要があります。
・全ての市民が手続のオンライン化等の恩恵を受けられるよう、デジタルデバイド対策を推進する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・行政手続について、対面が必要な手続などオンラインによる申請が困難な手続を除き、令和４（2022）年度末までに原則全ての手
続をオンラインで申請できるようにします。
・円滑な手続のオンライン化実現のため、簡易版電子申請サービスを活用するとともに、オンライン決済やスマートフォン等に対応した高機
能な次期電子申請システムを導入します。
・非接触による感染症対策や支払の選択肢の拡大による市民の利便性の向上等を目的とし、窓口等でのキャッシュレス決済を推進しま
す。
・年齢等を問わず等しく市民が手続のオンライン化等の恩恵を受けられるよう、デジタルデバイド対策を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・簡易版電子申請サービスの活用
・オンライン決済やスマートフォンを活用した公的個人認証等に対応する「高機能な電子申請システム」の構築・運用
・市民ニーズの高い施設や窓口等へのキャッシュレス決済導入に向けた取組の推進
・誰もが使いやすいシステムの構築や窓口における手続をサポートするための支援員の配置
【R04（2022）】
・国のデジタル活用支援講座を活用したスマホ教室等や市民利用施設等における出前講座等の実施
・デジタル応援員による出前講座の実施等、企業やNPO法人などの地域人材と連携した取組の検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・対面による審査や、資料の原本提出が必要等課題のある手続のオンライン化の検討
・市民利用施設等における出前講座等を市内全域で実施
・デジタル応援員による出前講座の実施等、企業やNPO法人などの地域人材と連携した取組の実施

時間 ○ その他 －
（４年間の）

到達目標

・オンラインでの行政手続を希望する市民が、いつでも、どこからでも原則オンラインで手続ができること
・窓口等でのキャッシュレス決済の推進による、非接触による感染症対策や支払の選択肢の拡大による市民の利便性の向上
・行政手続のオンライン化及びキャッシュレス決済の推進による、窓口事務の効率化

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1 説明 実績
目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 ％

説明
現金決済を含めた決済額全体に対するキャッシュレス決済の比率
（単年度）の推移をみることで、窓口などの利便性向上効果を測
るもの

実績 9.3 10.5 14.6

キャッシュレス決済比率

モノ

目標 10.0

実績 437,158 450,379 519,451

20.0 30.0 40.0

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

電子申請システムの利用件数

モノ

目標 400,000 500,000 550,000 600,000

件

説明 本市ホームページ上の電子申請システムで申請された件数（単年
度）の合計の推移をみることで、市民サービス向上効果を測るもの

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・所管部署からの新たなシステム導入等の計画書や相談などを通じて、誰もが使いやすいシステムの構築を促進しました。また、区民課窓
口において支援員を配置し、区役所フロントシステム入力用のタブレット端末について利用方法などのサポートを行いました。
・Web広告や転入者用のチラシ配布をはじめとした様々な媒体を活用し、行政手続のオンライン化の取組に関する広報を実施しました。
・窓口等へのキャッシュレス決済（クレジットカード等）導入に向けた取組について、市民ニーズ等の観点から、令和４（2022）年度
は、まちづくり局建築管理課や市民館・分館など18施設・窓口に、令和５（2023）年度は、かわさき宙（そら）と緑の科学館（青少
年科学館）や日本民家園など11施設・窓口に新たにキャッシュレス決済を導入しました。
・市民利用施設等における出前講座等について、NPO法人と連携したスマホ教室や相談会を令和４（2022）年度は各区4回ずつ
計28回、令和５（2023）年度は各区３回ずつ計21回実施し、デジタルデバイド対策の推進をしました。
【R04（2022）】
・行政手続のオンライン化については、電子申請システムの機能改善等を行いながら、現行の電子申請システムである「ネット窓口かわさ
き」や簡易版電子申請サービスを活用したワクチン４回目接種券発行申請や各種市民向けアンケートを実施するなど、オンラインによる
申請等を積極的に受け付けました。また、公的個人認証や手数料等のクレジットカード決済などに対応した高機能な新電子申請システ
ム「オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）」を新たに導入し、簡易版電子申請サービスや国のマイナポータルのぴったりサービス等を
活用しながら、職員自ら申請フォームを作成することで、令和５（2023）年４月１日時点で2,489手続がオンラインで手続できるよう
になりました。
【 R05（2023）】
・各区１回ずつ、計７回実施した地域スマホ相談員育成講座の受講者で希望した方をデジタル推進委員へ推選するとともに、デジタル
推進委員との連携については、効果的な取組になるよう他都市の事例を調査するなど検討を行いました。また、デジタル応援員による出
前講座の実施等、ＮＰＯ法人や地域のＩＣＴ人材、ＩＣＴ関連事業者と連携した取組については、地域スマホ相談員育成講座受
講者と連携したスマホ講座を実施するなど、地域のデジタル人材と連携した取組を推進しました。
・キャッシュレス決済の利用拡大に向け、クレジットカードや電子マネーに加えて、コード決済を導入しました。
・行政手続のオンライン化については、令和５（ 2023）年４月から本格稼働した「オンライン手続かわさき（ e-KAWASAKI）」や、
簡易版電子申請システム、国のぴったりサービス等を活用し、小児医療費助成拡充に伴う申請や保護者から学校へ提出する手続など
各種手続をオンラインで受け付けるとともに、課題のある手続のオンライン化も推進し、令和６（2024）年４月１日時点で 2,734手
続がオンラインで手続できるようになりました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標
R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

施設・
窓口

説明 キャッシュレス決済を導入している施設・窓口数の累計 実績 33 51 62

100.0

2
キャッシュレス決済が可能な施設・窓口数（累計） 目標 51 54 57 60

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

100.0 100.0
％

説明 電子申請可能な手続（法令等によりオンライン化が困難な手続を除く約
2,400手続）のうち、オンラインによる申請等を可能とした手続の割合 実績 19 100.0 100.0

電子申請可能な手続のオンライン化率 目標 100.0
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・行政手続のオンライン化については、法令等により、対面が必要な審査・指導・相談
や、証拠資料の原本提出が必要な手続などについても、業務の見直し等を行いながら、
オンラインによる申請を受け付けることができるよう引き続き検討を進めます。
・窓口におけるキャッシュレス決済については、引き続き市民ニーズ等の観点から導入拡
大に向けて取組を推進するとともに、キャッシュレス決済の利用拡大に向け、一層の広報
活動を行う等の対応を図ります。

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・行政手続のオンライン化や業務改善を進めたことにより、成果指標であ
る「電子申請システムの利用件数」については、２年連続で目標を達成
し、また、ぴったりサービス及び簡易版電子申請サービスも含めた利用件
数については、令和５（2023）年度末時点で100万件を上回り、市
民サービスの向上や時間の削減を図ることができたため。
・窓口におけるキャッシュレス決済拡大に向けた取組を進めたことにより、成
果指標である「キャッシュレス決済比率」について令和４（2022）年度
は目標達成したものの、令和５（2023）年度は市民の認知度が低い
こと等により、目標を下回ったことから、今後は、窓口での利用が多く見込
まれる時期に広報を行うなどの取組を進める必要があるため。

時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・オンライン手続に関する広報や電子申請システムの機能改善などにより、成果指標である「電子申請システムの利用件数」は、令和４
（2022）年度は450,379件、令和５（2023）年度は行政手続の原則オンライン化の実施により、519,451件と２年連続で目標
を達成しました。
・簡易版電子申請サービスを活用し、子育て世帯への応援給付金の申請受付など、職員自ら必要な申請フォームを作成し、オンラインに
よる申請を受け付けることで、改修費用をかけることなく、迅速に市民サービスの向上を図ることができました。
・行政手続の原則オンライン化を進めたことにより、令和５（2023）年４月１日時点で2,489手続、令和６（2024）年４月１日
時点で2,734手続がオンラインで手続できるようになり、当該手続について、いつでも、どこからでも申請が可能となるなど、利便性が向上
し、市民サービスの向上を図ることができました。
・成果指標である「キャッシュレス決済比率」について、施設・窓口へのキャッシュレス決済の新規導入やホームページによる広報等を行うこ
と等により、令和４（2022）年度は、10.5％と目標を上回りましたが、令和５（2023）年度は、更に決済手段を追加することなどに
より、14.6％と前年度から比率は向上したものの、市民の認知度が低いこと等から、目標を下回りました。今後は、キャッシュレス決済比
率の向上に向け、窓口での利用が多く見込まれる時期に広報を行うなどの取組を進める必要があります。
（R05（2023））
・ぴったりサービス及び簡易版電子申請サービスも含めたオンライン手続の利用件数については100万件を上回り、いつでも、どこからでも
申請が可能になるなど、市民サービスの向上を図ることができました。

【時間の効果】
（R04（2022））
・事業者支援に関する特定の補助金申請業務において、全体（約390件）の約7割（約280件）をオンライン化したことにより、職員
のデータ入力等に係る時間を全体（約117時間）のうちの約7割（約80時間）を削減しました。
（R05（2023））
・オンライン申請率が高い手続では、内容確認やデータ入力等の業務において、自由なタイミングで受付処理ができる、文字判別などが
見やすくなった、申請データの検索がしやすくなった等、業務時間に関する改善効果が高いことが認められ、職員の業務時間削減に寄与
しました。

－ 情報 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・機器更新を含めたシステムの見直しや、国等の入札・契約制度改正を踏まえた、電子入札システムを利用した入札等の適用範囲の拡
大や手続の簡略化の検討
・入札契約業務全般について、システムを用いた効率化だけでなく、入札手続における書類の簡略化や様式の見直し等を含めた、継続
的な業務の効率化や利便性の向上に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・法令改正や関連システムの機器更新の状況等を踏まえた、契約課契約における電子契約の導入
【R05（2023）】
・令和６（2024）年度以降の各局への導入スケジュール等の検討及び決定
【R06（2024）・R07（2025）】
・令和５（2023）年度に決定した令和６（2024）年度以降の導入スケジュール等に基づく各局契約への順次導入

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・契約の相手方が電子契約を希望しない場合等を除き、工事請負、軽易工事、業務委託、物品購入、リース等の全ての契約書（請
書で行うものを含む。）において事務の効率化や契約相手方の利便性の向上等のために電子契約を導入

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・電子調達システムの機器更新に伴うシステムの見直しや、電子契約に係る法令の改正を踏まえ、電子契約の導入のほか、電子入札シ
ステムの適用範囲の拡大等、入札・契約事務の効率化や利便性の向上に取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・機器更新を含めたシステムの見直しや、国等の入札・契約制度改正を踏まえた、電子入札システムを利用した入札等の適用範囲の拡
大や手続の簡略化の検討
・入札契約業務全般について、システムを用いた効率化だけでなく、入札手続における書類の簡略化や様式の見直し等を含めた、継続
的な業務の効率化や利便性の向上に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・法令改正や関連システムの機器更新の状況等を踏まえた、契約課契約における電子契約の導入
【R05（2023）〜R07（2025）】
・契約課契約における電子契約の導入状況等を踏まえた、事務手続の見直しを含めた検討及び各局契約への順次導入

81104100 電子調達システム等整備運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（２）市民サービスのデジタル化の推進 ３・電子調達システム等を活用した契約業務の効率化 財政局

現　状
【課題認識】

・昨今の社会状況における非接触型の事務の必要性を踏まえ、本市の一部の入札等において実施している、暗号化技術や電子認証
技術を用いて契約手続を電子化し、事業者がインターネットを通じて手続を行う電子入札や、ホームページ上における入札案件や落札
結果等の公表等について、更なる手続の簡略化や適用範囲の拡大のほか、電子契約の導入による入札契約業務の効率化が求められ
ています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・電子契約及び電子保証を導入するため、関連する規則等について所要の改正を行いました。
・入札を実施して電子契約サービスを提供する事業者を決定した後、当該事業者と所要の調整を行い、契約課契約案件について電子
契約の導入に向けた準備を行いました。
・工事及び委託契約における契約保証及び前払保証の証書について、電子保証の導入に向けた準備を行いました。
・令和５（2023）年４月１日から電子契約での締結及び電子保証を実施するため、実施開始日や対象となる案件、手続方法につ
いて事業者等にメールやＨＰへの掲載により周知を図りました。
【R05（2023）】
・令和５（2023）年４月１日から契約課契約において電子契約を実施し、全庁における８％の案件について電子契約を導入しまし
た。
・令和５（2023）年４月１日以降に契約を締結する工事請負契約及び工事系の業務委託契約について、電子保証による手続を
開始しました。
・令和５（2023）年度から運用を開始した電子契約の安定運用を実現するとともに、関係課と調整の上、契約日とタイムスタンプの日
付の取扱いなど導入に向けた課題等を確認し、解決に向けた方法を整理しました。また、各局への導入に向け、令和６（2024）年度
中に電子契約の自所属契約への円滑な導入に向けた準備の実施及び令和７（2025）年度中に全庁へ適用するスケジュールについ
て方向性を決定しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

8

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

8 100
%

説明 契約管理システムで処理する工事請負、軽易工事、業務委託、物品購入及
びリース等の契約における電子契約の導入割合（単年度） 実績 - 0 8

電子契約の導入割合（単年度） 目標 0
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・契約課契約における電子契約の利用状況等を踏まえて、事務手続の見直しを含めた
検証を行い、令和６（2024）年度中に電子契約の自所属契約への円滑な導入に
向けた準備を実施し、令和７（2025）年度中の全庁への適用拡大に向けて取り組
みます。
・機器更新を含めた全庁におけるシステムの見直しなどを踏まえて、電子入札システムを
利用した入札等の適用範囲の拡大等について、引き続き検討します。
・入札契約業務全般について、業務の効率化や利便性の向上に向けた取組を引き続
き進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・紙契約書の作成・押印や郵送等の作業が減少したことにより、作業に
要する時間や郵送料の削減のほか、ペーパレス化による文書保管スペー
スの削減や災害時において契約書が破損する危険性の低減に寄与した
ため。また、事業者における押印手続や郵送等事務手続の負担軽減の
ほか、印紙代の削減等に寄与したため。

○ 情報 － 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○

区分選択の理由

【モノの効果】
（R05（2023））
・電子契約の導入により、テレワークの際でも契約締結の作業が可能となったことなどから、本市及び事業者双方における効果的・効率
的な事務執行が可能となるとともに、事業者における押印手続や郵送等事務手続の負担軽減のほか、印紙代の削減に寄与しました。
・電子保証の導入により、テレワークの際でも保証手続の確認を行うことができるようになったことなどから、本市及び事業者双方における
効果的・効率的な事務執行が可能となるとともに、事業者における保証証書の持参や郵送に係る事務の負担軽減に寄与しました。

【カネの効果】
（R05（2023））
・電子契約の導入により、紙文書の作成が不要となったことなどから、郵送料の削減に寄与しました。

【時間の効果】
（R05（2023））
・電子契約の導入により、インターネット環境があれば契約手続が可能となったことなどから、紙契約書の作成や郵送等の作業に要する時
間削減に寄与しました。
　
【その他の効果】
（R05（2023））
・電子契約の導入により、これまで作成していた紙契約書のペーパレス化が進み、文書保管スペースの削減や災害時において契約書が
破損する危険性の低減に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
①１業務（弁護士相談）について、オンライン相談の試行実施
②オンライン相談における運用上の課題整理、運用ルールの決定
③１業務（弁護士相談）について、オンライン相談の本格実施
④本格実施後の事業検証
⑤令和５（2023）年度からオンライン相談を追加で試行導入する１業務（宅地建物相談）について、導入内容や方法等を検討・
調整
⑥相談予約コールセンターによる、特別相談（弁護士相談、司法書士・認定司法書士相談、行政書士相談、宅地建物相談）の予
約受付の一元化
【R05（2023）】
①１業務（宅地建物相談）について、オンライン相談の試行実施（計︓試行実施１業務、本格実施１業務）
②オンライン相談の運用状況の検証
③令和６（2024）年度からオンライン相談を追加で試行導入する１業務（司法書士・認定司法書士相談、行政書士相談のいず
れか１業務）について、導入内容や方法等を検討・調整
【R06（2024）】
①令和５（2023）年度にオンライン相談を試行実施した１業務（宅地建物相談）の本格実施（計︓本格実施２業務）
②１業務（司法書士・認定司法書士相談、行政書士相談のいずれか１業務）について、オンライン相談の試行実施（計︓試行実
施１業務、本格実施２業務）
③オンライン相談の運用状況の検証
④令和７（2025）年度からオンライン相談を追加で試行導入する１業務（司法書士・認定司法書士相談、行政書士相談のいず
れか１業務）について、導入内容や方法等を検討・調整
【R07（2025）】
①令和６（2024）年度にオンライン相談を試行実施した１業務（司法書士・認定司法書士相談、行政書士相談のいずれか１業
務）の本格実施（計︓本格実施３業務）
②１業務（司法書士・認定司法書士相談、行政書士相談のいずれか１業務）について、オンライン相談の試行実施（計︓試行実
施１業務、本格実施３業務）
③オンライン相談の運用状況の検証
④令和７（2025）年度にオンライン相談を試行実施の１業務（司法書士・認定司法書士相談、行政書士相談のいずれか１業
務）の本格実施（計︓本格実施４業務）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標 ・相談者それぞれのニーズや環境、相談内容に応じた効率的・効果的な相談手法の確立

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・相談業務に従事する受託者が対応可能な相談業務からオンライン相談を導入することにより、対面相談・電話相談・オンライン相談等
相談ツールを選択できるシステムの構築に取り組みます。
・コールセンター（令和３（2021）年６月稼働）で予約受付を行っている弁護士相談、サンキューコールかわさきで予約受付を行って
いる認定司法書士相談及び各区役所で臨時的対応として予約受付している司法書士相談・行政書士相談・宅地建物相談につい
て、予約受付体制の一元化（予約情報の一元化）を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
・試行実施と運用ルールの決定
・１業務への本格導入
【R05（2023）】
・オンライン相談追加導入検討と試行実施（１業務追加導入・計２業務導入）
【R06（2024）】
・令和５（2023）年度に試行実施した業務に係る運用ルールの決定及び本格導入
・オンライン相談追加導入検討と試行実施（１業務追加導入・計３業務導入）
【R07（2025）】
・令和６（2024）年度に試行実施した業務に係る運用ルールの決定及び本格導入
・オンライン相談追加導入検討と試行実施（１業務追加導入）
・オンライン相談本格導入（計４業務導入）

50102030 区相談事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（２）市民サービスのデジタル化の推進 ４・ＩＣＴを活用した各種相談業務の効率的・効果的な実施の検討 市民文化局

現　状
【課題認識】

・これまで各区役所相談ブースにおいて対面で実施していた区相談事業について、感染症拡大防止のため職員等による市民生活相談
及びろうあ者相談・難聴者相談以外の相談業務を電話相談に変更して実施しています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
弁護士相談のオンライン化率

情報
目標 - - - -

%
説明 弁護士相談オンライン相談対応コマ数に占めるオンライン相談件数

の割合 実績 - - 14.5

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
①弁護士相談について、オンライン相談を試行実施
②オンライン相談における予約方法や実施体制等の運用上の課題を整理し、運用ルールを決定
③弁護士相談について、オンライン相談の本格実施を開始（令和４（2022）年11月１日から開始）
④弁護士相談のオンライン相談本格実施及び対面相談再開後の事業検証を実施し、次年度以降の相談体制や実施報告の改善を
実施
⑤令和５（2023）年度からオンライン相談を追加で試行導入する１業務（宅地建物相談）について、各士業団体、区役所及び相
談予約コールセンター委託業者と導入内容や方法等の検討・調整を実施
⑥相談予約コールセンターによる、特別相談（弁護士相談、司法書士・認定司法書士相談、行政書士相談、宅地建物相談）の予
約受付の一元化
【R05（2023）】
①宅地建物相談におけるオンライン相談の導入
②行政書士相談のオンライン相談導入について、士業団体、区役所及び相談予約コールセンター委託業者と導入内容や方法等の検
討・調整を実施
③行政書士相談におけるオンライン相談の導入
④司法書士相談におけるオンライン相談導入について、士業団体と協議を実施
⑤弁護士相談において、対面相談・電話相談・オンライン相談の実施状況を検証し、各相談枠数の調整を実施
⑥相談予約コールセンター人員配置見直し及び電話交換機設備に関する、委託業者との協議を実施
⑦他局及び他都市からのオンライン相談導入に向けた照会について、適宜、情報提供を実施

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

2

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

3 4
業務

説明 オンライン相談を導入（試行導入含む。）した相談業務の数の合計 実績 0 1 3

オンライン相談を導入した相談業務の数（累計） 目標 1

-120-



　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

①オンライン相談導入済みの各相談（弁護士相談、行政書士相談、宅地建物相
談）については、運用状況を確認しながら、随時、必要に応じて改善していきます。
②オンライン相談の未導入である司法書士相談については、引き続き、士業団体と協
議・調整を進めていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・行政書士相談及び宅地建物相談においてオンライン相談を開始し、相
談方法の選択肢の幅が広がるとともに、利便性が向上し、窓口に来るた
めの市民の負担や労力の軽減にも寄与したため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノ・情報の効果】
（R04（2022））
・弁護士相談について、オンライン相談の導入に加え、既存の電話相談や新型コロナウイルス感染症の影響により中止していた対面相談
の再開により、市民が相談する際の選択肢の幅が広がりました。また、オンライン相談の開始により、窓口に足を運ばずとも、顔の見える形
で相談ができるようになり、利便性の向上と市民の負担・労力の軽減にもつながりました。
（R05（2023））
・行政書士相談及び宅地建物相談について、オンライン相談の開始により、窓口に足を運ばずとも、顔の見える形で相談ができるようにな
り、利便性の向上と市民の負担・労力の軽減につながりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・消費者庁における消費生活相談のデジタル化推進に対応した新たな消費生活相談体制の確立
・デジタル技術と電話・対面式の特性を踏まえた最適な相談体制の検討及び取りまとめ
・消費者庁の基盤システム等の見直し等に応じた、本市システム化の調整・検討及び取りまとめ
【R04（2022）】
・消費者庁及び国民生活センターが令和４（2022）年６月に策定した「消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラ
ン」におけるＤＸの進捗状況把握や、他自治体等における相談業務のデジタル化に関する情報収集及び本市におけるデジタル技術を活
用した相談窓口との連携について検討
・デジタル技術を活用した相談を実施する際の個人情報管理手法として、LoGoフォームを活用した相談者からの資料送付を開始
・新たな相談手法として、Ｗｅｂ会議アプリケーション（Webex）を活用したオンライン相談を試行開始
【R05（2023）】
・Ｗｅｂ会議アプリケーション（Webex）を活用したオンライン相談体制の確立
・消費者庁における令和８（2026）年度中の導入を目途としたＤＸの検討状況や、他自治体等における相談業務のデジタル化に関
する情報収集
・消費者庁の基盤システム等の見直しに合わせた、本市ＯＡ環境との整備調整の検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

10201040 消費生活相談事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（２）市民サービスのデジタル化の推進 ５・消費生活相談におけるデジタル技術を活用した効率的・効果的な実施手法の検討 経済労働局

現　状
【課題認識】

・現在、消費者行政センターには、年間１万件（約９割超が電話、約１割未満が対面等による相談）を超える消費生活相談が寄せ
られています。
・消費生活相談においては、専門的な知識・経験が必要なことから、全国的に担い手が不足し、各都市で相談員の確保が課題となって
います。本市においても、相談員の安定的な確保は消費者行政センター運営上、重要な課題です。
・現在、消費者庁では、消費生活相談業務におけるデジタル・トランスフォーメーション（以下「ＤＸ」という。）の検討を進めており、相談
員が使用する基盤システム等を含めて抜本的な見直しを予定しています。多様化・複雑化する消費生活相談にデジタル技術の活用が
有効であると考えられています。
・一方、デジタル技術を活用した相談が難しい方への対応や、事業者との交渉等が発生することから、電話・対面等による相談と組み合
わせた、効率的・効果的な消費生活相談体制を構築する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・年間１万件を超える消費生活相談に対して、消費者庁が進めるＤＸの検討を踏まえながら、デジタル技術を活用した相談手法の検
討を進めます。
・デジタル技術を活用した相談手法と電話・対面等による相談の最適な役割分担を検討し、効率的・効果的な実施手法の構築につい
て検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・消費者庁におけるＤＸの検討状況や、他自治体等における相談業務のデジタル化に関する情報収集
・本市におけるデジタル技術を活用した相談窓口との連携可能性の検討
・相談内容や相談者の特性の分析や、デジタル技術と電話・対面式の特性を踏まえた最適な相談手法の検討
・デジタル技術を活用した相談を実施する場合の個人情報の管理方法の検討
・相談手法等の検討結果を踏まえた業務等の見直しの検討
・消費者庁の基盤システム等の見直しや本市の業務等の見直しに合わせた、本市ＯＡ環境の整備

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・消費者庁におけるＤＸの動きに連動し、多種・多様化する消費生活相談に適切に対応できる、効率的・効果的な消費生活相談業
務体制の構築

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・消費者庁及び国民生活センターが令和４（2022）年６月に策定した「消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラ
ン2022」及び令和５（2023）年７月に策定した「消費生活相談デジタル・トランスフォーメーションアクションプラン2023」によるＤＸの
進捗について状況把握を行い、また、他自治体等における相談業務のデジタル化に関する情報収集を行いました。また、国のＤＸ化の
動向を踏まえた最適な相談体制の検討、消費者庁の基盤システム等の見直し等に応じた本市システム化の調整・検討を行いました。具
体的な仕様についてはまだ提示されていない状況であるため、消費生活相談のデジタル化推進に対応した新たな相談体制の確立には
至っていません。
・消費者庁の令和８（2026）年度中を目指した基盤システム等の見直しに合わせて、段階的に新システムに対応した端末等を整備
していけるように、パソコンの一括調達制度の活用など本市ＯＡ環境との調整・検討を行いました。
・デジタル技術と電話・対面式の特性を踏まえた最適な相談体制の検討を行い、Ｗｅｂ会議アプリケーション（Webex）を活用したオ
ンライン相談について、令和４（2022）年８月から試行による受付を開始し、令和５（2023）年４月から本格実施を開始しまし
た。なお、消費者庁がＬＩＮＥを使用した相談の試行を実施していますが、費用面も含め多くの課題があることから、引き続き国や他都
市の動向を注視してまいります。
【R04（2022）】
・相談者からの資料送付については、これまでＦＡＸ又は郵送で受け取っていましたが、LoGoフォームでの受け取りを可能としました。
【R05（2023）】
・Ｗｅｂ会議アプリケーション（Webex）を活用したオンライン相談について、利用の拡充に向けては課題があったことから、オンライン相
談時の操作方法をわかりやすくまとめたマニュアルを作成し、ホームページに掲載しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・本市における最適な相談体制の確立を目指し、今後も国の動向を注視し、情報収集
に努めるとともに、本市独自の相談体制についても検討を継続します。
・Ｗｅｂ会議アプリケーションを利用した相談について、個人情報保護に注意しつつ、
Webexを利用した相談の拡充や他のアプリの導入に向けた情報収集及び検討を継続
します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・オンライン相談の整備やLoGoフォームを活用した資料の送付を可能とし
たことにより、相談手法の選択肢が増えたことや、相談者の負担を軽減す
ることができたため。
・オンライン相談に用いているＷｅｂ会議アプリケーションは機密性の高い
個人情報を扱えるものの、相談者の利用が少なく、利用の拡充に向けて
は課題が残るため。

－ 情報 ○ 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノ・情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・オンライン相談を開始したことで、これまで電話・対面式であった相談手法に新たにオンライン方式が加わり、相談者の利便性を向上する
ことができました。なお、本市では、機密性の高い個人情報を扱うＷｅｂ会議アプリケーションはWebexのみを利用していますが、相談者
の馴染みが薄いため、利用がなく、利用の拡充に向けては課題がありました。このため、令和５（2023）年度はオンライン相談時の操
作方法をわかりやすくまとめたマニュアルを作成し、ホームページに掲載・周知したところ、オンライン相談の利用があり、相談者の利便性とオ
ンライン相談の認知度向上に寄与しましたが、依然として利用が少なく、利用の拡充に向けては課題が残りました。
　
【モノ・時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・これまで相談者によるＦＡＸでの送付が主流であった相談資料について、LoGoフォームによる送付を本格的にできるようにしたことで、
令和４（2022）年度・令和５（2023）年度は月平均約140件の利用があり、相談者の負担を軽減しました。また、相談資料を相
談員が素早く確認できるようになったことで、相談にかかる時間の短縮にもつながりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（２）市民サービスのデジタル化の推進 ６・ＩＣＴ環境・先端技術の活用及び最適化に向けた取組の推進 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・令和２（2020）年度に、ＧＩＧＡスクール構想により市立小・中・特別支援学校の義務教育課程の児童生徒及び教員に１人１台端末と全校に校内
高速・大容量ネットワークを整備しました。
・導入したツールの活用には人材育成が必須であり、また、学習履歴などの教育データの利活用方法の検討が必要となります。
・端末等の情報機器の維持・管理及び更新について、計画的な対応が必要であるとともに、ＩＣＴ環境の最適化に向けた検討を進めていく必要があります。
・一部の高等学校については、学校が端末を指定して個人端末を持ち込むＢＹＡＤ方式を先行して導入しています。

（４年間の）
取組の方向性

・外部人材等も活用しながら学校と連携し、研修の実施や研究推進を支援するなどして人材育成を進めていきます。
・ＧＩＧＡスクール構想により整備された１人１台端末を基に、小・中学校で必要となるその他の情報機器の選定を確実に行うことで、各リース契約（全７
件）の更新時に適切に反映させることで、現行契約の経費を削減していきます。
・小・中学校の端末更新の手法について検討し、費用負担については国に継続して要望していきます。
・高等学校への端末導入については、他自治体の動向も注視しながら取組を進めていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・Google for Education パートナー自治体プログラムへの参画を含め、企業、大学等と連携し、外部人材を活用しながら、実践的なトレーニング、研修・研
究及び先進事例の情報共有等の人材育成・支援に向けた取組の推進
・各高等学校の実情に応じ、学校が端末を指定して個人端末を持ち込むＢＹＡＤ方式又は自由に個人端末を持ち込めるＢＹＯＤ方式による端末整備
の順次拡大
【R05（2023）〜R07（2025）】
・小学校については、段階的なコンピュータ教室の廃止により現行リース料を削減

20201150　20201155 教育の情報化推進事業　かわさきＧＩＧＡスクール構想推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・効率的・効果的な端末配置や既存端末の活用等による、より質の高い教育の実現及び経費の削減（令和７（2025）年度目標値︓460,000千円以
下を達成）
・人材育成・支援によるデジタル教材等を活用した質の高い教育の実施
・国や他自治体の動向も踏まえたＧＩＧＡ端末の効率的・効果的な更新に向けた方向性の取りまとめ

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ＧＩＧＡスクール推進協力校における取組の支援及び検証の実施
・大学や企業等と連携した研修や先進事例の情報共有等を生かした人材育
成の実施
・教員に対するＩＣＴ支援の実施
・高等学校におけるＢＹＡＤ又はＢＹＯＤ端末を利用した教育活動のため
のネットワーク環境・アカウント等の維持管理及び運用を実施
【R04（2022）】
・ＧＩＧＡ端末の更新及びＧＩＧＡ環境の維持管理に関する費用負担に
ついて継続して国に要請
・ＧＩＧＡスクール構想のステップ２の実現に向け、授業力向上につながる教
職員の研修の実施
・スタディ・ログの収集と活用に向けた研修の実施
・高等学校新１年生について、ＢＹＡＤ又はＢＹＯＤ方式による端末整備
を実施
・小・中学校コンピュータリース契約関係
〔グループ①〕令和４（2022）年度末でリース終了予定の契約１件につい
て、リース終了して問題ないか確認し、問題がない場合については、リース終了
〔グループ②〕令和６（2024）年３月にリース更新予定の１件について、経
費削減に向け、リースするコンピュータの数を減らす等の見直し内容を検討
【R05（2023）】
・高等学校新１年生について、ＢＹＡＤ又はＢＹＯＤ方式による端末整備
を実施（令和４（2022）年度分と合わせ、２年生まで整備完了）
・小・中学校コンピュータリース契約関係
〔グループ②〕令和６（2024）年３月にリース更新予定の１件について、
リースするコンピュータの数を減らすなどの見直しを行った上で、新規契約（長
期継続契約）を締結することにより、経費を削減
〔グループ③〕令和６（2024）年９月にリース更新予定の１件について、経
費削減に向け、リースするコンピュータの数を減らす等の見直し内容を検討
〔グループ④〕令和７（2025）年３月にリース更新予定の１件について、Ｇ
ＩＧＡスクール構想に伴う端末等の整備により影響が生じる契約ではないも
のの、リースするコンピュータの台数の見直しやこれに伴う経費削減の可否等に
ついて検討

【R05（2023）〜R07（2025）】
・ＧＩＧＡ端末の更新及びＧＩＧＡ環境の維持管理に関する費用負担に
ついて、本市単独、指定都市教育委員会協議会、全国都市教育長協議会
及び指定都市市長会を通じて、継続して国に要請
・ＧＩＧＡスクール構想のステップ３の実現に向け、授業力向上につながる教
職員の研修の実施
・スタディ・ログを活用した指導・評価の改善
【R06（2024）】
・高等学校新１年生について、ＢＹＡＤ又はＢＹＯＤ方式による端末整備
を実施（令和４（2022）・令和５（2023）年度分と合わせ、全学年の
整備完了・以降継続）
・令和７（2025）年度末のＧＩＧＡ端末更新について、国の財政措置の
動向もとらえつつ、関係部署も含めて端末仕様及び学びを止めない更新計画
を検討し予算要求を実施
・小・中学校コンピュータリース契約関係
〔グループ③〕令和６（2024）年９月にリース更新予定の１件について、
リースするコンピュータの数を減らすなどの見直しを行った上で、新規契約（長
期継続契約）を締結することにより、経費を削減
〔グループ④〕令和７（2025）年３月にリース更新予定の１件について、前
年度の契約内容の見直しの可否等に係る検討結果を踏まえ、新規契約
（長期継続契約）を締結
〔グループ⑤〕令和７（2025）年11月にリース更新予定の１件について、経
費削減に向け、リースするコンピュータの数を減らす等の見直し内容を検討
【R07（2025）】
・ＧＩＧＡ端末の計画的な更新
・小・中学校コンピュータリース契約関係
〔グループ⑤〕令和７（2025）年11月にリース更新予定の１件について、
リースするコンピュータの数を減らすなどの見直しを行った上で、新規契約（長
期継続契約）を締結することにより、経費を削減
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2
目標

1
5 6

説明 実績

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分

説明 実績

目標

R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）・５（2023）年度共にＧＩＧＡスクール推進協力校13校、ＧＩＧＡスクール研究推進校１校に対する支援を通して、
かわさきＧＩＧＡスクール構想ステップ２・３の実現に向けた研究を推進するとともに、授業公開等を通して研究成果を横展開しました。
・令和４（2022）年度は大学や企業と連携した希望研修を14回実施し、先行事例の情報共有等を行いました。令和５（2023）年度も同
様の研修を12回実施しました。
・教員に対するＩＣＴ支援として、支援員の学校訪問を令和４（2022）年度は1,690回、令和５（2023）年度は1,690回実施しまし
た。
・教職員のニーズやステージに応じて、令和４（2022）年度は希望研修を20回、リクエスト研修を６回、令和５（2023）年度は希望研修を
20回、リクエスト研修を12回、それぞれ実施し、指導力の向上を図りました。
・ＧＩＧＡ端末の更新及びＧＩＧＡ環境の維持管理に関する費用負担について、本市単独、指定都市教育委員会協議会、全国都市教育
長協議会及び指定都市市長会を通じて、国に要請を実施しました。
・令和４（2022）年度にスタディ・ログの収集と活用に向け、教育データの利活用に関する資料を教職員向けハンドブックに記載しました。令和
５（2023）年度はステップ３の実現に向け、データ利活用に関する資料をより具体的に教職員向けハンドブックに記載しました。
・MEXCBTについての研修を担当者向けに令和４（2022）・５（2023）年度は共に１回実施、令和５（2023）年度はさらに希望研修
を１回実施するとともに、操作支援の要請のあった学校に対して令和４（2022）年度は６回、令和５（2023）年度は25回訪問して支援
をしました。
・高等学校においては、令和４（2022）年度の新１年生からＢＹＡＤ（又はＢＹＯＤ）端末を利用した教育活動を開始し年次進行によ
り端末を活用する学年を拡大するとともに、ネットワーク・アカウント等の維持管理及び運用を実施しました（市立高等学校５校、生徒アカウント
数累計約2,200個（R04︓約1,100個、R05︓約1,100個）。
・教育情報化推進モデル校２校において、令和４（2022）年度はＩＣＴの効果的な活用方法を検討し、計画的に推進するとともに、当該活
用方法について、情報教育学校担当者会や支援教育コーディネーター養成研修を通じて、広く他校への横展開を推進しました。令和５
（2023）年度は取組を継続しつつ、次年度予定されている教員向けの研修を通じてさらなる横展開を行うために当該活用方法について研修
動画を作成しました。
・〔グループ①〕の契約については、令和４（2022）年度にリースを終了して問題ないことを確認し、令和５（2023）年度に当該契約を更新
せず廃止としました。
・〔グループ②〕の契約については、１人１台の端末学習環境の先行モデル校の役目を終えたため、令和４（2022）年度に経費削減に向け、
リースするコンピュータの数を減らす等の見直し内容を検討し、令和５（2023）年度に、約130台のコンピュータを減らした契約を実施しました。
【R05（2023）】
・文部科学省のリーディングＤＸスクール事業の指定校である中学校１校と小学校１校に、有識者にご指導をいただきながら先進的なＧＩＧＡ
端末活用に取り組んでいただき、その成果を横展開しました。
・〔グループ③〕の契約について、経費削減に向け、リースするコンピュータの数を減らす等の見直し内容を検討しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

単位

1
説明 実績

目標・実績 R03年度

件
説明 ＧＩＧＡ端末の整備に伴い、小・中学校のコンピュータ教室を適正化するため

に見直した、当該年度３月31日時点における契約数（累計） 実績 2 2 4

小・中学校コンピュータ教室リース契約の見直し件数（累計） 目標 2 4

ＧＩＧＡ端末整備による小・中学校コンピュータ教室事
業費（関連修繕費含む・決算ベース）

カネ
目標 494,667 493,117 473,058 460,000

千円
説明 ＧＩＧＡ端末の整備により、小・中学校のコンピュータ教室を適正

化した事業費 実績 735,917 488,470 490,024
（見込）
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

モノ ○ カネ －
区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・①全国学力・学習状況調査での「前年度までに一人一人に配備されたＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を授業でどの程度活用しましたか」に対する学校の回答につい
て、「週１回以上」と答えた割合が、小学校は令和４（2022）年度が99.1％（国︓97.7%）令和５（2023）年度が99.9%（国︓99.0％）、中学校は令和
４（2022）年度が96.3%（国︓95.6%）、令和5（2023）年度が98.1%（国︓97.7％）となり、いずれも全国平均に比べ高い状況となりました。また、②令
和４（2022）年度末に実施した各校に対するアンケートでも、ＧＩＧＡ端末の授業等における教員の活用頻度について、「週１回以上」と答えた割合が、小学校は
99.1%（ほぼ毎日︓57％、週に１〜３回︓42.1％）、中学校は94.3%（ほぼ毎日が︓55.8％、週に１〜３回︓38.5％）となっています。
→令和４（2022）年度・令和５（2023）年度ともにＧＩＧＡ端末やＩＣＴを活用した授業頻度が高まっていることから、ＧＩＧＡスクールリーダー（ＧＳＬ）研
修や希望研修の実施、また推進協力校等の取組への支援等により、一定、教員のＩＣＴスキルや当該スキルを活用した指導力の向上に寄与しています。

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度全国学力・学習状況調査（令和４（2022）年４月実施）での「児童一人一人に配備されたＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器について、
児童・生徒のスタディ・ログを活用した学習状況等の確認にどの程度活用していますか」に対する学校の回答について、「週１回以上」と答えた割合が、小学校は33.1%
（国︓32.4%）、中学校は9.5%（国︓22.2%）となっており、全国平均と同水準、または、低い水準にとどまっていることから、令和５（2023）年度はスタディ・ロ
グの活用研修や児童・生徒の理解度等に応じたきめ細かい指導の実現に向けた研修、データ活用事例の横展開などの取組を実施しました。研修の際に実施したアンケー
トでは「学習状況調査や定期試験の回答率や誤答の傾向などの可視化」や「授業の振り返り等のデータの蓄積」の必要性に関する意見があり、また「蓄積されたデータに
より自己調整学習を効果的に実現できる」との意見もあったことから、教育データの利活用について教員の意識やスキルの向上に寄与しています。ただし、教員のスタディ・ロ
グの一層の活用と児童・生徒の理解度等に応じたきめ細かい指導の実現に向けては、活用状況の分析や分析を踏まえた活用推進の取組が必要です。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・①全国学力・学習状況調査での「前年度に受けた授業で、ＰＣ・タブレットなどのＩＣＴ機器を、どの程度使用しましたか」に対する児童・生徒の令和５（2023）年
度の回答について、「週１回以上」と答えた割合が、小学校は、令和４（2022）年度の86.9％から90.8％に、中学校は、令和４（2022）年度の88.9％から
94.7％に向上しました。また、②令和４（2022）年度末に実施した各校に対するアンケートでも、ＧＩＧＡ端末の授業等における児童・生徒の活用頻度について、
「週１回以上」と答えた割合が、小学校・中学校ともに100％（小学校︓ほぼ毎日︓59.6%、週に１〜３回︓40.4％、中学校︓ほぼ毎日︓84.6％、週に１〜３
回︓15.4％）となっています。
→一定、教員のＩＣＴ技術を活用した指導の実施が浸透してきていることに伴い、児童・生徒がＧＩＧＡ端末等を授業で使用・活用する機会の確保につながっていま
す。また、今後は、児童・生徒の①使用頻度、②調べもの学習での活用、③意見交換での活用、④意見をまとめて発表する際の活用等の向上に向け、一層、取組を進
めていく必要があります。
・高等学校新１年生について、ＢＹＡＤ又はＢＹＯＤ方式による端末整備を実施するとともに、ネットワークやアカウント等の管理運用も実施することで、安定したＩＣ
Ｔ学習環境の提供に寄与しました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ＧＩＧＡ端末の導入に伴い、小・中学校コンピュータリース契約の契約内容を見直し、令和４（2022）年度には、グループ①の契約終了及びグループ②のコンピュー
タ台数の削減検討等により、2,208千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に反映しました。同様に令和５（2023）年度には、グループ③の契約について、コ
ンピュータ台数を削減すること等により、35,827千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映しました。なお、成果指標についても令和４（2022）年度、令
和５（2023）年度と２年連続で達成しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・授業におけるＧＩＧＡ端末等の使用（活用）頻度について、小・中それぞ
れの校種で、教員及び児童・生徒ともに、向上しており、教員のＩＣＴスキル
の向上や当該スキルを活用した指導力の向上、また、児童・生徒の端末使用
機会の確保につながっているため。
・研修や事例の横展開などの取組により、教員のスタディ・ログの活用スキル向
上や更なる意識付けにつながった一方で、活用状況の分析や活用推進の取
組が必要であるため。
・小・中学校のコンピュータ教室に配置している端末数の縮減により、令和５
（2023）年度及び令和６（2024）年度予算への財政効果の反映等に
つながったため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・授業におけるＧＩＧＡ端末等の使用（活用）頻度については、教員及び児童・生徒とも
に、高いレベルで上昇傾向にあることから、引き続き、維持・向上に向け、各種研修や研究支
援の取組等を推進していきます。
・スタディ・ログのさらなる活用に向け教育データを分析・可視化する環境を整備し、分析・可
視化した結果の利用に関する研修を行うとともに、引き続き、スタディ・ログの活用研修や児
童・生徒の理解度等に応じたきめ細かい指導の実現に向けた研修、データ活用事例の横展
開などの人材育成に向けた取組を推進します。
・高等学校のＢＹＡＤ又はＢＹＯＤ方式による端末整備が３年生まで整備されることにあ
わせ、ネットワーク及びアカウントの適切な管理運営を継続実施していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 １・民間活用手法の効率的・効果的な導入に向けた取組 総務企画局

現　状
【課題認識】

・本市では、効率的・効果的な市民サービスの提供とそのサービスの質の向上の実現につなげることを目的として、これまでの民間活用の
考え方を再整理し、令和２（2020）年３月に「民間活用（川崎版ＰＰＰ）推進方針」を策定するとともに、この方針に基づき、取
組を進めています。
・一方で、民間活力の活用のためには、民間事業者がアイデアを提案しやすい環境及び対話を行いやすい環境を整えることや、本市職
員も含めた官民連携に向けた意識醸成を図っていく必要があります。
・指定管理者制度やＰＰＰ・ＰＦＩ事業などにより民間事業者等が提供するサービス水準等の向上に向け、適正にモニタリングを実施
する必要があります。
・資産マネジメントの取組の推進による施設の多目的化・複合化等、従来と異なる施設運営形態への対応が求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・民間活用（川崎版ＰＰＰ）推進方針に基づき、国の定める「優先的検討プロセス」による検討や本市で新たに導入した「民間提案
制度」の活用など、民間活力の活用に向けた取組を推進していきます。
・ＰＰＰプラットフォームなどの場を活用し、民間事業者との対話に向けた環境づくりや民間事業者及び本市職員の意識醸成に向けた
取組を実施します。
・指定管理者の評価やモニタリングを適正に行うとともに、運営の改善に適切につなげていくことにより、施設利用者へのサービス向上を図
ります。
・指定管理施設について、施設の多目的化・複合化等に対応した運用手法を確立します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・優先的検討プロセスに基づく、民間活力の導入に向けた事業検討
・テーマ型民間提案制度活用に向けた、積極的なテーマ設置
・事業の進捗に応じたＰＰＰプラットフォームを活用した意見交換会やサウンディング調査などの実施
・民間事業者や本市職員の意識醸成に向けた、ＰＰＰプラットフォーム勉強会や庁内職員研修の実施
・民間活力の活用に向けた本市取組の情報発信
・運営状況の評価やモニタリングの適正実施に向けたマニュアルの改訂や職員研修の実施
【R04（2022）】
・労働会館、教育文化会館複合施設の管理運営体制の検討
・大師・田島支所と老人いこいの家、こども文化センター複合施設の管理運営体制の検討

81103030 行政管理事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・「民間活用（川崎版ＰＰＰ）推進方針」に基づき、本市のあらゆる事業への民間活力の活用と、民間事業者からの民間提案などを
通じた、「効率的・効果的な市民サービスの提供」と「そのサービスの質の向上の実現」

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・優先的検討プロセスに基づく、民間活力の導入に向けた事業検討
・テーマ型民間提案制度活用に向けた、積極的なテーマ設置
・事業の進捗に応じたＰＰＰプラットフォームを活用した意見交換会やサウンディング調査などの実施
・民間事業者や本市職員の意識醸成に向けた、ＰＰＰプラットフォーム勉強会や庁内職員研修の実施
・民間活力の活用に向けた本市取組の情報発信
・運営状況の評価やモニタリングの適正実施に向けたマニュアルの改訂や職員研修の実施
【R04（2022）】
・労働会館、教育文化会館複合施設の管理運営体制の検討
・大師・田島支所と老人いこいの家、こども文化センター複合施設の管理運営体制の検討
【R05（2023）】
・川崎市中央卸売市場北部市場の機能更新における整備・維持管理手法等の検討
・登戸２号街区公園の質の向上等に資する民間活力の導入に向けた検討
・王禅寺四ツ田緑地の指定管理者制度の導入

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

①計画策定当初に設定した活動指標（川崎市民間活用メールニュース発行回数）について、民間活用案件の
増加を踏まえ、積極的な情報発信を行うため、令和３（2021）年度実績値や令和４（2022）年度の見込
みを基準値として、令和４（2022）年度以降の目標値を上方修正します。
②計画策定当初に設定した、成果指標（テーマ型民間提案の案件形成数（延数））について、積極的な広
報や募集条件等の工夫により、より多くの提案事業者が見込めるため、令和４（2022）年度実績値を基準値
として、令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正します。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
12
(8)

14
(10)

テーマ

説明
民間提案制度のうち、市がアイデアを求めたい事業等について提案
を公募する「テーマ型民間提案」のテーマ設置数（延数）
※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 3 7 10

テーマ型民間提案のテーマ設置数（延数） 目標 4 6

3
川崎市民間活用メールニュース発行回数 目標 33

(17)
35

(18)
39以上
(19)

39以上
(20)

1

2

ＰＰＰプラットフォーム意見交換会及びサウンディング調査
実施回数 目標 12 13 14 15

回
説明 民間活力の活用に向けた情報発信ツールであるメールニュースの発

行回数（単年度）　※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 24 35 39

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・優先的検討プロセス等に基づいた民間活力の導入支援については、民間事業者との対話等を通じて検討を行い、令和４（2022）年度には
労働会館・教育文化会館複合施設や大師・田島支所複合施設の管理運営体制等について方向性を決定、令和５（2023）年度には北部
市場の機能更新における整備・維持管理手法や登戸２号街区公園への民間活力の導入等について方向性を決定するとともに王禅寺四ツ田
緑地において指定管理者制度を導入しました。
・テーマ型民間提案については、令和４（2022）年度には「多摩川丸子橋河川敷の利活用に向けた社会実験」等の４件、令和５
（2023）年度には「地域の子育て支援イベント等のさらなる利用に向けた新たな広報・予約システムの実証実験」等の３件のテーマ設置を行
い、活動指標である「テーマ型民間提案のテーマ設置数（延数）」の目標を上回る10テーマとなりました。
・民間活用の可能性がある事業について、各事業の進捗状況に応じた適切な時期での効果的な対話を支援するなどして、令和５（2023）年
度はＰＰＰプラットフォーム意見交換会６回、サウンディング型市場調査は５回の計11回の実施となり、活動目標である「ＰＰＰプラットフォーム
意見交換会及びサウンディング調査実施回数」の目標達成はしませんでしたが、対話を実施した事業数は着実に増加しています。
　＜ＰＰＰプラットフォーム意見交換会の実施回数及び事業数＞R03:４回、9事業、R04:５回、11事業、R05:６回、12事業
　＜サウンディング型市場調査実施回数及び事業数＞R03︓５回、７事業、R04:６回、６事業、R05:５回、７事業
・ＰＰＰ/ＰＦＩの普及啓発等に向けて、ＰＰＰプラットフォーム勉強会とＰＰＰプラットフォームセミナーを各年度１回実施しました。また、メー
ルニュースを活用し、公募情報など積極的な情報発信に務め、令和４（2022）年度は35回、令和５（2023）年度は39回の発行を行い、
２年連続で目標を達成しました。また、本市が民間活用を検討している事業について、その事業の進捗状況に応じてロングリスト・ショートリスト・発
注リストを公表するなど、民間事業者の提案につながる効果的な情報発信を行いました。
・民間活用の考え方等については、内閣府等の外部講師を招くなどの工夫をしながら庁内研修を各年度４回実施しました。指定管理者制度に
ついては、制度の基本やモニタリング、実例等に基づく内容の庁内研修を各年度２回実施実施するとともに、公募時におけるインセンティブの考え
方など実務に即したマニュアルの更新を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

テーマ型民間提案の案件形成数（延数）

モノ

目標 13 36
(17)

42
(21)

48
(25)

件
説明

テーマ型民間提案によって案件形成がなされた件数（延数）の推
移をみることで、民間提案の取組が進むことによる市民サービスの向
上効果を測るもの　※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 13 30 34

66.8 66.8 70.0

R07年度

3 点

説明
指定管理施設における総合評価の全施設平均（単年度）の推
移をみることで、効率的・効果的な運用や市民サービス向上に向け
た取組効果を測るもの

実績 66.2 66.3 65.6

全指定管理施設の年度評価における総合評価の平均点

モノ

目標 66.8

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績

R05年度 R06年度

回
説明 民間事業者との対話機会であるＰＰＰプラットフォーム意見交換会

等の実施回数（単年度） 実績 9 11 11

2
川崎市民間活用メールニュース登録ユーザー数

情報
目標 645 715 785 850

ユーザー
説明 メールニュース登録をしていただいたユーザー数（単年度）の推移を

みることで、情報発信効果を測るもの 実績 592 669 743

目標
1

説明
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・民間活用を担う庁内人材の育成や事業者に対する民間活用に関する
考え方・知識の一層の浸透のほか、ＰＦＩ事業の案件形成による財政
負担の削減とともに、民間提案案件数の増加による市民サービスの向上
を図ることができたため。一方で、「全指定管理施設の年度評価における
総合評価の平均点」については、目標値に届いていないため、施設の特
性や社会状況に応じた実践的なモニタリング等を更に浸透させ、市民サー
ビスの向上を図る必要があるため。

○ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ △ カネ －

区分選択の理由

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

①計画策定当初に設定した活動指標（テーマ型民間提案のテーマ設置数（延数））について、令和５（2023）年度実績を
基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。
②令和５（2023）年度に上方修正した活動指標（川崎市民間活用メールニュース発行回数）について、令和５（2023）
年度の実績を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）
①テーマ型民間提案のテーマ設置数について、計画策定当初は、毎年度２件ずつテーマ設置することとしていましたが、事業所管
課との調整や募集内容等工夫により、当初の想定以上のテーマ設置ができたことから、当該実績値に基づき、目標値を上方修正
するもの。
②川崎市民間活用メールニュース発行回数について、令和４（2022）年度実績を基準として、毎年度１回ずつ発行回数を増
やすこととしていましたが、テーマ型民間提案をはじめ、民間活用案件の増加を踏まえ、積極的な情報発信を行うため、当該実績値
に基づき、目標値を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・ＰＰＰプラットフォーム等を通じた情報発信を充実させることで、民間事業者等の積極
的な事業参画を推進するとともに、庁内研修の充実や、全庁的な情報蓄積に基づいた
効果的なモニタリングやレビューの方法、評価基準、問題発生時の対応等について支援
を行い、改善を重ねながら民間活用の推進に向けた取組を継続します。
・より充実した市民サービスの提供に向け、指定管理者制度における実務者向けの研
修内容に具体的な事例等を盛り込むなど、実践的モニタリング・評価等に資するよう、改
善を行います。

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「川崎市ＰＰＰプラットフォームセミナー」及び「川崎市ＰＰＰプラットフォーム
勉強会」の事後アンケートにおいて、本市ＰＰＰ/ＰＦＩへの関心の高まり具
合について「高まった」及び「非常に高まった」と回答した割合がそれぞれ令和３
（2021）年度の97%・100％から、令和４（2022）年度は98％・
100％、令和５（2023）年度は100％・88％と高水準で推移しており、民
間活用の取組推進におけるパートナー（民間事業者）の確保に効果がありま
した。
・民間活用の考え方等に関する庁内研修における事後アンケートにおいて、
「参考になった」及び「非常に参考になった」と回答した割合が、令和３
（2021）年度の98％から、令和４（2022）年度が94％、令和５
（2023）年度が99％と高水準で推移しており、民間活用の取組推進を担
う職員の育成に寄与しました。
・指定管理者制度に関する庁内研修における事後アンケートにおいて、理解
度を５段階評価中４以上と回答した割合が、令和４（2022）年度は
69％、令和５（2023）年度の第１回目は78％と令和３（2021）年度
の86%より減少していますが、一方で、理解度が３以上と回答した割合につ
いては、令和４（2022）年度は100％、令和５（2023）年度の第１回
目は88％となっていることから、制度への理解を一定確保することができまし
た。また、令和５（2023）年度の第２回目は、理解度を４段階評価に変
更しましたが、3以上と回答した割合が94％といずれも高水準で推移している
ことから、指定管理者制度に取り組む職員の育成に一定寄与しました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・テーマ型民間提案においては、成果指標である「テーマ型民間提案の案件形
成数（延数）」が、令和４（2022）年度は30件、令和５（2023）年
度は34件と、令和３（2021）年度から21件の増となったものの目標を下回
りました。これは、令和５（2023）年度に設定したテーマが２件とも１事業
者ずつの案件形成となったことなどによるものですが、着実に民間提案の案件
形成数を増やし、民間のノウハウ導入に伴う市民サービスの向上につながりまし
た。

【モノの効果】（続き）
・成果指標である「全指定管理施設の年度評価における総合評価の平均
点」は令和３（2021）年度の66.2点から、令和４（2022）年度は66.3
点、令和５（2023）年度は65.6点となり、目標を達成することはできません
でした。要因としては、原油価格・物価高騰等の影響による支出額の増によ
り、指定管理者のノウハウによる自主事業や仕様を上回る取組が抑制されたこ
とが主な原因であると分析していることから、市民サービスの確保には影響がな
いものと考えられます。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・事業契約を締結したＰＦＩ事業等の民間事業者選定時におけるＶＦＭ
（バリュー・フォー・マネー:従来の方式と比べてＰＦＩの方が総事業費をどれだ
け削減できるかを示す割合）について、（R04）富士見公園再編整備事業
（契約期間 令和４（2022）年12月15日〜令和25（2043）年３月
31日、税抜落札金額 4,797,700千円）においては約1.4％、等々力緑地
再編整備・運営等事業（契約期間 令和５（2023）年３月31日〜令和
35（2053）年３月31日、税抜落札金額 57,697,000千円）において
は約11.2％、（R05）川崎市立小中学校空調設備更新整備等事業
（契約期間 令和６（2024）年３月18日〜令和23（2041）年３月
31日、税抜落札金額 23,994,264千円）においては約21.3％の財政負
担軽減となりました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・メールニュースやＨＰ等を活用し、民間活用に係るイベントなどについて情報
発信し、ＰＰＰプラットフォームセミナー等に、より多くの事業者に参加頂けたこ
とで、成果指標である「川崎市民間活用メールニュース登録ユーザー数」につい
て２年連続で目標を達成し、一層の情報発信効果が高まりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 ２・防犯灯の効率的・効果的な維持管理手法の検討 市民文化局

現　状
【課題認識】

・市内の防犯灯については、平成28（2016）年度までは町内会・自治会等が維持管理を行い、市は防犯灯の設置や電気料等に対
して補助を行ってきましたが、環境負荷や維持管理等に関わる負担の軽減を図ることなどを目的として、町内会・自治会等が維持管理す
る防犯灯を市に移管し、一括して防犯灯のＬＥＤ化を行う「防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業」を平成29（2017）年度から導入しま
した。
・防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業の契約期間は平成29（2017）年度から令和８（2026）年度までとなっており、令和９
（2027）年度以降の防犯灯の管理手法を検討する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業終了後の令和９（2027）年度以降の防犯灯の管理等について、先行する他都市の動向等を踏ま
えながら、より効果的・効率的な維持管理等に向けた仕組みづくりを検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R06（2024）】
・事業導入前の町内会等による管理と防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業導入後の管理を比較した効果検証の実施
・防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業を先行して導入した他都市状況についての調査・研究
【R05（2023）〜R07（2025）】
・関連する民間事業者にヒアリング等を実施し、民間が有するノウハウを活用した、防犯灯の維持管理等に係る最適な手法の検討
【R07（2025）】
・防犯灯の維持管理手法の決定

10201010 防犯対策事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業の中で出た課題を抽出し、関係事業者等からヒアリングを実施した上で、民間のノウハウを活用したより
効率的・効果的な防犯灯の令和９（2027）年度以降の管理手法を決定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・事業導入前の町内会等による管理と防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業導入後の管理を比較した効果検証の実施
・防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業を先行導入した他都市状況の調査
【R05（2023）】
・防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業を先行して導入した他都市状況のヒアリング調査
・関連する民間事業者にヒアリング等の実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・ヒアリング調査の結果に基づき、事業手法・スケジュール・事業内容などの比較及び具体的なスキームの検討
・民間事業者へのヒアリング等の結果に基づき、民間が有するノウハウを活用した、防犯灯の維持管理等に係る最適な手法の検討
【R07（2025）】
・防犯灯の維持管理手法の決定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・「防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業（以下「ＥＳＣＯ事業」という。）導入前の町内会等による防犯灯の管理にかかる補助金などの経
費」と「ＥＳＣＯ事業導入後の経費」との比較を行うとともに、「町内会等がそれぞれ管理を行う場合」と「市が一括して管理する場合」の
費用や業務の流れについて明確化し、今後、現行のＥＳＣＯ事業終了後の管理・運営手法等を検討していくための基礎資料としまし
た。
・本市よりも早い時期にＥＳＣＯ事業を導入し、先に設備の更新や次期の管理・運営手法の検討時期を迎える他都市の状況調査を
行いました。また、今後、本市が次期の管理・運営手法等の検討を進めるに当たっての参考とするため、当該調査結果に基づき、より具
体的なヒアリング等を行うこととし、当該対象とする市町村を選定しました。
【R05（2023）】
・ＥＳＣＯ事業を先行して導入した秦野市、小田原市にヒアリング調査を実施し、ＥＳＣＯ事業終了後の防犯灯の管理・運営手法
等の検討状況や方向性について確認を行いました。
・本市が委託しているＥＳＣＯ事業者、本市の道路照明を維持管理している事業者に、事業終了後の防犯灯維持管理手法及び管
理システムのデータ移行方法等についてヒアリングを実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・防犯灯ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業の導入前と導入後の経費の比較を行うとともに、費用・業務の流れを明確化し、今後、現行のＥＳＣ
Ｏ事業終了後の管理・運営手法等を検討していくための基礎資料としました。
・本市よりも早い時期にＥＳＣＯ事業を導入し、先に設備の更新や次期の管理・運営手法の検討時期を迎える他都市の状況調査を
行いました。また、当該調査結果に基づき、より具体的なヒアリング等を行うこととし、当該対象とする市町村を選定しました。
・ただし、現時点では、次期の管理・運営手法等を決定していくための準備を進めている段階であることから、経営資源の確保等の観点
からの効果は発現していません。
（R05（2023））
・ＥＳＣＯ事業を先行して導入した秦野市、小田原市にヒアリング調査を実施し、ＥＳＣＯ事業終了後の防犯灯の管理・運営手法
等の検討状況や方向性について確認を行いました。
・本市が委託しているＥＳＣＯ事業者、本市の道路照明を維持管理している事業者に、事業終了後の防犯灯維持管理手法及び管
理システムのデータ移行方法等についてヒアリングを実施しました。
・ただし、現時点では、次期の管理・運営手法等を決定していくための準備を進めている段階であることから、経営資源の確保等の観点
からの効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度において、防犯灯
ＬＥＤ化ＥＳＣＯ事業の導入前後での経費比較、本市よりも先行し
てＥＳＣＯ事業を導入した市町村のヒアリング調査や、民間事業者に
防犯灯の維持管理手法のヒアリングを行うなど、次期の管理・運営手法
等を決定していくための準備を進めている段階であり、経営資源の確保
等の観点からの効果を発現する段階にはないため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度に行った現状整理や、他市町村
へのヒアリング調査、民間事業者へのヒアリング結果等を踏まえながら、今後の本格的な
検討実施に向け、令和６（2024）年度については、事業手法・スケジュール・事業内
容などの比較及び具体的なスキームの検討を実施していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 ３・新たな博物館、美術館の効率的・効果的な整備に向けた検討 市民文化局

現　状
【課題認識】

・川崎市市民ミュージアムについては、令和元年東日本台風により施設や収蔵品等が被災し、令和元（2019）年10月12日以降休
館中であるため、被災収蔵品の修復等作業に比重を置いて活動するとともに、復旧・復興に向けて、有識者等の意見を踏まえながら、
博物館・美術館機能、施設整備のあり方等について検討を進めています。

（４年間の）
取組の方向性

・新たな博物館、美術館の設置に向け、基本構想及び基本計画の策定を進めるとともに、財政的効果の創出や市民サービス向上の視
点から民間活用の導入可能性を検討し、方向性を決定します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
・新たな博物館、美術館の開設地の選定を進め、基本構想を策定
【R05（2023）〜R07（2025）】
・基本構想に基づく基本計画の策定
・民間活力の導入可能性を検討

40802040 市民ミュージアム管理運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・新たな博物館、美術館の基本構想、基本計画の取りまとめ
・財政的効果の創出や市民サービスの向上に向けた民間活用導入の可能性検討に基づく方向性の決定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・候補地に関連する局区及び団体等との調整を進め、新たなミュージアムの開設地を絞り込み、懇談会委員や文化団体等からの意見
聴取を踏まえ、基本構想を作成
【R05（2023）】
・基本構想に基づく基本計画の中間報告の実施
【R06（2024）】
・基本構想に基づく基本計画の策定
・民間活力の導入可能性の検討に基づく方向性の決定
【R07（2025）】
・基本計画に基づく管理運営計画の策定
・民間活力の導入可能性の検討に基づく施設整備手法等の決定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績
1

目標

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・有識者等で構成する懇談会の委員や文化団体等から聴取した意見を踏まえつつ、庁内関係局・区や各種団体等との調整を図りなが
ら、令和５（2023）年３月に、「新たなミュージアムに関する基本構想（案）」を取りまとめ、下記の内容等を公表し、パブリックコメン
トを開始しました。
①新たなミュージアムの方向性
②新たなミュージアムの「使命」及び「めざす姿」
③新たなミュージアムの事業展開
④新たなミュージアムの施設整備の考え方
⑤新たなミュージアムの開設候補地
⑥新たなミュージアムの施設整備・管理運営手法の検討の方向性　etc.
【R05（2023）】
・「新たなミュージアムに関する基本構想（案）」に対するパブリックコメント手続の実施結果を踏まえ、令和５（2023）年５月に「新た
なミュージアムに関する基本構想」を策定しました。
・開設地決定に向けた取組等について市民へ進捗報告を行うとともに、関連計画の内容・進捗と整合性を図ること及び基本計画までの
具体的なスケジュールを示すことを目的に、令和６（2024）年２月に、「「（仮称）新たなミュージアムに関する基本計画」策定に向け
た検討状況について（中間報告）」を取りまとめ、下記の内容等を公表しました。
①懇談会、ワークショップ、アンケートの実施結果
②具体的な事業内容（案）
③想定施設規模
④今後の想定スケジュール　etc.

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・有識者等で構成する懇談会の委員や文化団体等から聴取した意見を踏まえつつ、庁内関係局・区や各種団体等との調整を図りなが
ら、令和５（2023）年３月に、「新たなミュージアムに関する基本構想（案）」を取りまとめ、公表し、パブリックコメントを開始しました。
（R05（2023））
・「新たなミュージアムに関する基本構想（案）」に対するパブリックコメント手続の実施結果を踏まえ、令和５（2023）年５月に「新た
なミュージアムに関する基本構想」を策定しました。
・開設地決定に向けた取組等について市民へ進捗報告を行うとともに、関連計画の内容・進捗と整合性を図ること及び基本計画までの
具体的なスケジュールを示すことを目的に、令和６（2024）年２月に、「「（仮称）新たなミュージアムに関する基本計画」策定に向け
た検討状況について（中間報告）」を公表しました。
・ただし、現時点では、民間活力の活用等による、より効率的・効果的な施設整備や管理運営には至っておらず、経営資源の確保等の
観点からの効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・現段階では、「「（仮称）新たなミュージアムに関する基本計画」策定に
向けた検討状況について（中間報告）」を取りまとめ、公表したところで
あり、民間活力の活用等による、より効率的・効果的な施設整備や管理
運営には至っておらず、経営資源の確保等の観点からの効果が発現する
段階にないため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・有識者等で構成する懇談会や市民協働の取組等で聴取した意見を踏まえつつ、庁
内関係局・区や各種事業者等との調整を図りながら、令和６（2024）年度に、
「（仮称）新たなミュージアムに関する基本計画」を策定します。
・「（仮称）新たなミュージアムに関する基本計画」に基づき、「（仮称）新たなミュージ
アムに関する管理運営計画」の策定に向けた取組を推進します。
・民間活力の導入可能性の検討に基づく方向性の決定します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 ４・公設福祉施設における効率的・効果的な民間活用 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・平成30（2018）年３月に策定した、「高齢者・障害児者福祉施設再編整備基本計画・第１次実施計画」において、公設の福祉
施設については、民間により、質の高いサービスが十分提供されるようになってきたことから、廃止又は公募（譲渡・貸付け・建替え）によ
る民設化を進めることとしました。
・本計画に基づき、令和３（2021）年４月から民間移行を予定していた特別養護老人ホーム８施設のうち３施設（こだなか、陽だ
まりの園、しゅくがわら）については、施設の老朽化に対する支援策等が具体的に示されていなかったことなどから、応募が得られず、譲渡
先が決まらなかったため、「こだなか」は一時休止、「陽だまりの園」「しゅくがわら」は指定期間を３年間延長することとしました。計画通り民
設移行ができなかった原因等を検証の上、具体的支援策や公募条件の見直しを検討し、引き続き、民設化に向けた手続を進めます。

（４年間の）
取組の方向性

・計画に基づき、施設の老朽化への対応を図りながら、施設運営法人による長期的な視点に立った施設運営や、利用者ニーズに応じた
サービス内容の変更等を可能とし、より効率的・効果的かつ安定的なサービスを提供できるよう、譲渡等による民設化を進めるとともに、
現行利用者が継続してサービスを利用できるよう対策を講じた上で、事業廃止による民間移行を進めます。
・一方、地域支援など公設である必要性の高い施設や、給付費のみでは運営が困難である施設など、民間によるサービス提供が進まな
い施設については、引き続き指定管理者制度により運営を行っていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
■福祉ホーム（三田福祉ホーム）
・指定管理の総括評価、年度評価を実施し公表するとともに、現行利用者を適切な施設へ引き継いだ上で、事業廃止に向けた取組を
実施
【R04（2022）・R05（2023）】
■特別養護老人ホーム（こだなか、陽だまりの園、しゅくがわら）
・令和３（2021）年度実施予定の譲渡民設化に係る移管先運営法人の募集・選定の結果を踏まえ、令和４（2022）年度中の
開設に向けた移管先運営法人との調整や補助金の支給手続等を実施（こだなか）
・指定管理の年度評価・総括評価を実施し公表するとともに、建物の不動産鑑定や移管先運営法人の募集・選定など、令和６
（2024）年４月からの譲渡民設化に向けた取組を実施（陽だまりの園、しゅくがわら）

10402020　10404010 介護サービスの基盤整備事業　　障害福祉サービスの基盤整備事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ー その他 －

（４年間の）
到達目標

・福祉施設再編整備計画に基づき、公設施設の民設化及び廃止を行う。
　令和２（2020）年度末時点（累計）　民設化施設︓１施設　廃止施設︓５施設
　令和３（2021）年度末時点（累計）　民設化施設︓11施設　廃止施設︓６施設（現状値）
　令和７（2025）年度末時点（累計）　民設化施設︓14施設　廃止施設︓７施設（目標値）
　今後４年間における民設化・廃止数　 民設化施設︓３施設　廃止施設︓１施設（目標値）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ー モノ ○ カネ ○ 情報 ー

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
■特別養護老人ホーム（こだなか）
・修繕工事等の実施、民設・民営化（譲渡）の実施
■特別養護老人ホーム（陽だまりの園、しゅくがわら）
・移管先運営法人の募集、移管先予定者の選定、譲渡議案・条例改正議案の提出
■福祉ホーム（三田福祉ホーム）
・事業廃止（R07末）に向けた取組（利用者調整等）の実施
【R05（2023）】
■特別養護老人ホーム（陽だまりの園、しゅくがわら）
・業務引継ぎ（しゅくがわら）、覚書、建物譲渡契約、土地貸付契約の締結
■福祉ホーム（三田福祉ホーム）
・事業廃止（R07末）に向けた取組（利用者調整等）の実施
【R06（2024）】
■特別養護老人ホーム（陽だまりの園、しゅくがわら）
・民設・民営化（譲渡）の実施
■福祉ホーム（三田福祉ホーム）
・施設廃止に向けた利用者移行調整
【R07（2025）】
■福祉ホーム（三田福祉ホーム）
・事業の廃止

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・特別養護老人ホーム（こだなか）について、予定どおり、令和４（2022）年度に譲渡は完了できたものの、新
型コロナウイルス感染症の影響により、機材の生産体制が取れなくなったことや、開設に必要な一部設備が年度内
に納品されない状況であったこと等により、一部設備工事の遅延が発生し、当初の運営開始時期が令和５
（2023）年３月から令和５（2023）年10月に変更となりました。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

14 14
施設

説明 翌年度４月１日時点で民設化を完了した高齢者・障害児者公設福祉施設
の数（福祉施設再編整備計画期間中における累計） 実績 11 12 12

公設福祉施設の民設化件数（累計） 目標 12 12

2
公設福祉施設の廃止件数（累計） 目標 6 6 6 7

1

施設
説明 翌年度４月１日時点で廃止した高齢者・障害児者公設福祉施設の数（福

祉施設再編整備計画期間中における累計） 実績 6 6 6

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
①特別養護老人ホーム（こだなか）については、譲渡議案の可決を経て、建物譲渡契約及び土地貸付契約を締結の上、移管先運
営法人による市負担金を活用した修繕工事等を実施しましたが、新型コロナウイルスの影響により、設備工事の一部に遅れが生じたこと
から、運営開始時期は令和５（2023）年３月から10月に変更したため、目標を達成できませんでした。
※施設名称を「特別養護老人ホーム　ヴィラージュ中原」に変更して、開設準備を実施
②特別養護老人ホーム（陽だまりの園、しゅくがわら）については、現指定管理者に対する譲渡民設化に向けた公募に係るスケジュール
等を説明の上、移管先運営法人の募集及び移管先予定者の選定を行い、両施設を廃止するための条例改正を行いました。
③福祉ホーム（三田福祉ホーム）については、指定管理の年度評価を実施し公表するとともに、現利用者の地域移行などの視点で事
業廃止時期について検討を行いました。
【R05（2023）】
①特別養護老人ホーム（こだなか）については、特別養護老人ホーム（ヴィラージュ中原）として、令和５（2023）年10月に開設し
ました。
②特別養護老人ホーム（陽だまりの園、しゅくがわら）について、令和６（2024）年４月からの民設民営化に向けた諸手続きを進め
ました。また、特別養護老人ホーム（しゅくがわら）については、現指定管理者と移管先運営法人が異なるため、サービスが継続して提供
されるよう業務引継ぎを行いました。
③福祉ホーム（三田福祉ホーム）については、引き続き、指定管理の年度評価を実施し公表するとともに、現利用者の地域移行などの
視点で事業廃止時期について検討を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノ・時間の効果】
（R05（2023））
・特別養護老人ホーム（こだなか）について、令和５（2023）年10月から「特別養護老人ホーム　ヴィラージュ中原」として運営を開
始し、市民ニーズに迅速かつ柔軟に対応できるようになり、かつ、より質の高い安定的なサービス提供が可能となりました。また、指定管理
者制度による運営から民設民営化への移行により、指定管理者制度の導入・更新等に係る市職員のリソース（時間など）をより適切
な運営に向けたモニタリング等の業務に充てられるようになりました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・特別養護老人ホーム（こだなか）について、譲渡は予定どおり進捗した
ものの、新型コロナ感染症の影響により、一部設備工事の遅延が生じ、
開設時期が約半年間遅れたものの、民設民営化により、①市民ニーズへ
の迅速かつ柔軟な対応や質の高い安定的なサービス提供が可能となった
ため、また、②これにより、指定管理者制度の導入や更新等に係る職員
のリソースを事業者の運営状況のモニタリング等に充てることができるように
なったため。
・特別養護老人ホーム（陽だまりの園、しゅくがわら）について、令和６
（2024）年度の譲渡民設化に向けた運営先法人を選定するとともに、
特別養護老人ホーム（しゅくがわら）については、サービスが継続して提
供されるよう、移管先運営法人に業務引継ぎを行った段階であるため。

－ 情報 － 時間 ○ その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・特別養護老人ホーム（こだなか）については、令和５（2023）年10月から民設民
営化し、「特別養護老人ホーム　ヴィラージュ中原」としての運営が開始されたことから、
今後も、市民ニーズに応じた迅速かつ柔軟な対応や質の高い安定的なサービス提供が
行わわれるよう、適時適切なモニタリング等を実施していきます。
・特別養護老人ホーム（陽だまりの園、しゅくがわら）については、令和６（2024）年
４月からの民設民営化を予定していることから、以降のサービス提供等について、適時
適切なモニタリング等を実施していきます。
・三田福祉ホームについては、引き続き、廃止に向けた時期等の調整を進めていきま
す。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）
①維持管理事業
【R04（2022）〜R07（2025）】
・管理代行業務及び当該業務のモニタリング・評価の実施
【R04（2022）】
・指定管理者制度等の導入におけるコスト削減等の効果や市営住宅に
関する安定的なサービスの維持などの課題について再精査を実施
・住宅政策審議会事業評価部会等において、今後の市営住宅管理に
求められることについて検討を実施
【R05（2023）】
・民間事業者の動向の調査、他都市比較、費用等検証
【R06（2024）】
・令和５（2023）年度の調査結果等を踏まえた指定管理事業者及
び他都市等への継続的な調査の実施
・令和５（2023）・令和６（2024）年度の調査結果などを踏ま
え、入居者・施設管理の適切な実施、安定的なサービス提供、事業コ
ストの縮減などの管理にあたり必要となる点を検証するなど、次期管理
方式を検討
【R07（2025）】
・次期管理方式の方針決定

②建替事業
【R04（2022）】
・集約・再編の対象団地の検討・選定
・「市営住宅等ストック総合活用計画」の改定
【R05（2023）〜R07（2025）】
・「市営住宅等ストック総合活用計画」に基づく、団地の集約再編に向
けた民間事業者への意向調査の実施・民間活用等の方向性の検討・
市営住宅の総床面積の抑制に向けた取組の推進

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 ５・市営住宅の効率的・効果的な維持管理・更新に向けた民間活用等の検討 まちづくり局

現　状
【課題認識】

・本市では、17,639戸（令和３（2021）年３月31日現在、特定公共賃貸住宅を含む。）の市営住宅等ストックを抱えており、そのうち昭
和50（1975）年以前に建設され、管理開始後45年超経過しているストックが全体の約39％を占めるなど、老朽化が進行しています。
・こうした中で、市営住宅全体の維持管理については、平成17（2005）年８月の「川崎市住宅政策審議会」中間答申「新たな市営住宅管
理制度のあり方について」を踏まえ、平成18（2006）年４月より、川崎市住宅供給公社が公営住宅法に基づく管理代行を行っています。これ
により一定のサービス向上・コスト削減等が図られていますが、他の自治体における「管理代行」や「指定管理者制度による民間活用」の状況など
を踏まえ、維持管理業務の更なる効率化に向けた検討を行う必要があります。
・市営住宅の建替事業については、将来的な人口や世帯数の減少、単身世帯の増加等を見据え、市営住宅の総床面積の縮減や団地の集
約・再編など市営住宅ストックの最適化の検討、市の負担軽減を図る観点等から、市が建設工事の発注を直接行う直接建設方式以外の整備
手法の導入の検討が必要となっています。

（４年間の）
取組の方向性

・維持管理業務について、管理代行のモニタリングや評価を適正に行うとともに、他都市の動向等を踏まえながら、民間活力の導入の可否も含
め、効率的・効果的な管理方式を検討します。
・建替事業について、将来的な人口や世帯数の減少等の社会経済環境の変化を見据えた団地の集約・再編計画に合わせ、民間活力の導入
に向けた取組を推進します。
・また、世帯規模の変化に対応する中で、将来的な総床面積の縮減について検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・【維持管理業務】令和９（2027）年度以降の管理方式の決定
・【建替事業】市営住宅の総床面積の抑制や集約再編の方針及び集約再編事業における民間活力の導入に向けた取組を推進する旨の内容
を加え、「市営住宅等ストック総合活用計画」を改定し、市営住宅ストックの最適化及びより効率的・効果的な整備手法導入に向けた検討を開
始

確保を想定
する経営資源

区分

10406070　　10406080 市営住宅等ストック活用事業　　市営住宅等管理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

②建替事業
【R04（2022）〜R07（2025）】
・集約・再編の対象団地の検討・選定
【R04（2022）】
・「市営住宅等ストック総合活用計画」の改定
【R05（2023）〜R07（2025）】
・計画に基づき、団地の集約・再編や民間活力の導入、市営住宅の総
床面積の抑制に向けた取組を推進

①維持管理業務
【R04（2022）〜R07（2025）】
・管理代行業務及び当該業務のモニタリング・評価の実施
【R04（2022）】
・管理方式変更時の効果と課題の再精査
【R05（2023）】
・民間事業者の動向の調査、他都市比較、費用等検証
【R06（2024）】
・次期管理方式の検討
【R07（2025）】
・次期管理方式の方針決定
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

2
目標

1
目標

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・維持管理業務について、住宅政策審議会事業評価部会を各年度開催し、モニタリング・評価を継続実施するとともに、市営住宅管理
制度の効率的・効果的な管理方式の検討にあたり、令和４（2022）年度は、同評価部会の委員からの意見を聞きながら、入居者・
施設管理の適切な実施や安定的なサービス提供等の観点から、指定管理者制度等の導入における課題、効果などについて精査を実
施し、令和５（2023）年度は、公営住宅の指定管理実績のある民間事業者へヒアリングを実施するとともに、政令指定都市等へ指
定管理の移管状況等に関する調査を行うなど、今後の市営住宅の管理方式の方向性等について整理・検討を実施しました。
・建替事業について、集約・再編の対象団地の検討・選定を行い、市営住宅の総床面積の抑制や集約再編の方針及び集約再編事
業における民間活力の導入に向けた取組を基本方針として定めた「市営住宅等ストック総合活用計画」を令和５（2023）年３月に
改定し、団地の集約再編に向けた民間活用等の方向性の検討等を令和５（2023）年度に行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

2
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

－
区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
・維持管理事業について、モニタリング・評価を適切に実施したことにより、管理代行業務の適正な運用・管理を行うことができました。
・また、市営住宅に関する安定的なサービス維持の観点などから指定管理者制度等の導入における効果や課題などについて、令和４
（2022）年度は住宅政策審議会事業評価部会の委員からの意見を聞きながら、指定管理者制度等の導入における課題、効果など
について比較検討し、令和５（2023）年度は公営住宅の指定管理実績のある民間事業者へヒアリングを実施するとともに、政令指定
都市等へ指定管理の移管状況等に関する調査を行うなど、次期管理方式の検討を推進することができましたが、効果を発現する段階
には至っていません。
・建替事業については、令和４（2022）年度に「市営住宅等ストック総合活用計画」を改定し、令和５（2023）年度は民間活力
の導入に向けた方向性の検討等を行った段階であることから、効果の発現は確認できておりません。

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

①維持管理事業
・維持管理事業については、令和４（2022）年度は指定管理者制度
等の導入における効果や課題などの比較検討し、令和５（2023）年
度は民間事業者へのヒアリングや政令指定都市等へ調査を行うなど、次
期管理方式の検討を行っている段階であり、効果の発現に至っていない
ため。
②建替事業
・建替事業については、令和４（2022）年度に「市営住宅等ストック
総合活用計画」を改定し、令和５（2023）年度は民間活力の導入に
向けた検討を行っている段階であり、効果の発現に至っていないため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

①維持管理事業
・維持管理業務について、管理代行のモニタリングや評価を引き続き行うとともに、次期
管理方式の検討を推進します。
②建替事業
・建替事業について、引き続き、計画に基づき、団地の集約再編事業における民間活
力の導入に向けて、民間事業者の動向の調査等の取組を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・動物園としての魅力を高めるため、動物園サポーター制度を周知し充実させることや、多様な主体との連携によるふれあいプログラム等の
ソフト施策の実施、魅力的な情報発信やにぎわいの創出
・イベント開催などによるサポーター寄附金等の拡充による収入増加に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・飼育業務の分析及び他都市の取組状況調査と、これに基づく指定管理者制度導入を含む飼育業務手法の検討
【R05（2023）】
・サウンディング調査結果などを踏まえ、指定管理者制度導入を含む飼育業務手法の検討の深度化
・夢見ヶ崎動物公園再整備計画の策定に向けた検討
【R06（2024）】
・再整備計画骨子の作成
【R07（2025）】
・再整備計画の策定と計画に基づく再整備及び管理運営の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・「夢見ヶ崎動物公園基本計画（平成30（2018）年３月）」策定後、新型コロナウイルス感染拡大に伴う社
会変容や、民間事業者等による多様な利活用ニーズの高まりなど、社会環境に大きな変化が見られたことから、
令和４（2022）年８月に基本計画が掲げた将来像等に基づく、新たなニーズ等を加えた具体的な施設整備
や、持続的な園運営の仕組みについて「夢見ヶ崎動物公園の再整備の基本的な考え方」として整理したことに伴
い、令和６（2024）年度、令和７（2025）年度の目標を変更するものです。

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・民間活力の導入による、効率的・効果的な動物公園運営の実施
・サポーター制度の充実による寄付の増加（令和７（2025）年度目標値︓27件以上）及び30人以上（４か年平均）のサポー
ターによる支援

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・持続可能なマネジメントの仕組みの構築に向けて、飼育業務については原則として民間活力を段階的に導入することで、管理運営手
法の見直しを実施します。
・動物園としての魅力と質の向上を図り、市民により親しまれ・愛される公園とするため、多様な主体との協働・連携強化の取組を推進し
ます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・動物園としての魅力を高めるため、動物園サポーター制度を周知し充実させることや、多様な主体との連携によるふれあいプログラム等の
ソフト施策の実施、魅力的な情報発信やにぎわいの創出
・イベント開催などによるサポーター寄附金等の拡充による収入増加に向けた取組の推進
【R04（2022）・R05（2023）】
・飼育業務の分析及び他都市の取組状況調査と、これに基づく指定管理者制度導入を含む飼育業務手法の検討
【R06（2024）】
・指定管理者の公募
【R07（2025）】
・指定管理者制度の導入

30302090 夢見ヶ崎動物公園にぎわい創出事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 ６・夢見ヶ崎動物公園の効率的・効果的な管理運営 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・夢見ヶ崎動物公園は、市内唯一の動物園として約60種、300点の動物を飼育展示しています。また、動物の他にも、近隣では貴重
な自然林や７基の古墳を有し、自然や歴史に触れることのできる場として多くの来園者に親しまれ、それらを通じた地域住民のコミュニティ
形成の場ともなっています。
・一方で、専門的技術を持った飼育業務職員の高齢化もあり、早期により効率的・効果的な管理運営手法の検討を進める必要があり
ます。
・また、休憩所や授乳室の不足、施設の老朽化による動物展示の魅力低下に加え、植栽等の日常的な維持管理はサポーターの方々
やボランティアとの協働・連携により実施していますが、担い手の不足やボランティアの高齢化などが課題となっています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 人・
団体

説明
イベント開催などを進めることにより得られる動物園としての魅力と質
の向上という効果を測るために設定した、市民や企業が賛同しサ
ポーターとして登録を行った件数

実績 27 31 29

サポーター登録数（４か年平均）

ヒト

目標 28
以上

実績 29 33 34

29
以上

29
以上

30
以上

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

サポーター制度に基づき受け入れられる寄附の件数（４か
年平均）

カネ

目標 25
以上

26
以上

26
以上

27
以上

件

説明
イベント開催などを進めることにより得られる動物園としての魅力と質
の向上という効果を測るために設定した、年度末時点における市民
や企業から寄せられた寄附の件数

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・動物園としての魅力を高めるため、ＳＮＳを使った情報発信を定期的に行うことや、鳥インフルエンザのために開催できなかったふれあい
プログラム（飼育の日、動物園まつり等）の代わりにYouTubeやＳＮＳで動物の動画を発信するなど魅力的な情報発信を行いました。
また、動物園サポーター制度についてホームページやＳＮＳを通じて周知しました。
【R04（2022）】
・クラウドファンディングを実施し、収入増加に向けた取組を推進するとともに、飼育業務の分析及び他都市の取組状況調査、ＰＰＰプ
ラットフォームによる民間事業者との意見交換など、指定管理者制度導入を含む飼育業務手法を検討しました。
【R05（2023）】
・コロナ禍が明け、開催を見合わせていた秋の動物園まつりを５年ぶり、春の動物園まつりを４年ぶりに開催しました。飼育の日イベントは
コロナ禍が明けていなかったため、代替として動物の餌についてのミニ企画展を実施しました。また、３年ぶりとなるゆめみ車マルシェを２回
開催し、飲食物販サービスの提供を行いました。
・従来のフェイスブックに加え、新たな情報発信ツールとして７月より公式Ｘ（エックス）を開設し、広報の強化を行いました。
・夢見ヶ崎動物公園再整備計画の策定に向け、持続的な管理運営手法については、民間事業者・有識者等へのヒアリングを実施する
ほか、民間に委ねる対象業務を分類・体系化し、制度・手法の適用可能性を検討するとともに、園で飼育している動物種について、園や
国内（他園）での飼育状況や動物福祉の視点に基づいて、今後の飼育動物種の方針や各施設の面積やゾーニング等の検討を行い
ました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

1
活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・動物園としての魅力と質の向上を図り、市民により親しまれ・愛される公園とするため、公園
サポーターを中心とした多様な主体との協働・連携強化の取組を継続します。
・持続可能なマネジメントの仕組みの構築に向けて、令和５（2023）年度に取りまとめた
「夢見ヶ崎動物公園再整備計画骨子（案）」の内容を踏まえ、令和６（2024）年度は、
今後の民間活力導入、飼育動物種の方針及び各施設のゾーニング等の更なる検討の深度
化を行い、庁内検討会議を実施するとともに、有識者や民間事業者との意見交換を行いな
がら、「夢見ヶ崎動物公園再整備計画骨子」を作成します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・ＳＮＳの活用やYouTubeで動物の動画を発信や広報ツールとして従来の
フェイスブックに加え新たに公式Ｘを開設するなど、魅力的な情報発信を行い、
また、コロナ禍が明けサポーターや地域との連携により動物園まつり（２回）や
ゆめみ車マルシェ（２回）を再開するとともに、動物園サポーター制度を周知
することで、成果目標を達成し、にぎわいの創出に貢献できたため。
・多くの声援とサポーター制度による寄附金を多数いただいたほか、令和４
（2022）年度のクラウドファンディングで集まった5,987千円の寄附金は動物
医療機器等の購入につながるなど、動物園としての質の向上に寄与したため。

○ 情報 ○ 時間 － その他

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・魅力的な情報発信や動物園サポーター制度を周知したことで、令和
４（2022）年度に登録を行ったサポーター数は39人、１団体となり、
また、動物園まつりの再開等によるにぎわいの創出ととともに、新たな魅
力発信ツールとして公式Ｘの開設等により、令和５（2023）年度に
登録を行ったサポーター数は21人、１団体となり、保護傷病野生鳥獣
のリハビリ活動や園内の樹木管理、動物園まつりでのブース運営等の支
援を行っていただきました。成果指標であるサポーター登録数については、
２年連続で目標を達成し、市民や企業による園の管理運営支援につ
ながりました。野生動物リハビリテーターの活動日数については、令和３
（2021）年度の年間118日から令和４（2022）年度268日、令
和５（2023）年度255日と増加し、活動を充実させることができまし
た。
（R05（2023））
・リハビリテーター対象の勉強会を１回開催（14人参加）し、スキルアッ
プを図ることができました。
・Ｘ記事作成にあたり、文章表現や写真動画の見せ方について広報担
当職員によるアドバイスを受け、職場内の広報意識及びスキル向上につ
なげることができました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・魅力的な情報発信や動物園サポーター制度を周知したことで、金銭だ
けでなく園内に掲示する動物のイラスト等の寄附もあり、更なる魅力の
向上に寄与しました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・サポーター制度における寄附金について、令和４（2022）年度は36
件（個人33件、企業等３件）で、寄附金合計は414千円、令和５
（2023）年度は29件（個人27名、企業等２件）で、寄附金合計
は290千円（見込）となり、２年連続で目標を上回りました。なお、い
ただいた寄附の内、令和５（2023）年度においては、３年ぶりにゆめ
み車マルシェを開催し、商店街連合会から事務手数料の一部をサポー
ター制度を通じて、16千円（見込）の寄附を頂きました。
（R04（2022））
・動物の健康を守るために実施したクラウドファンディングでは5,987千円
の寄附金が集まり、飼育動物や保護傷病野生動物のための動物医療
機器等を購入しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・幸区役所との連携により開催している「ゆめみらい交流会」を令和４
（2022）年度は２回、令和５（2023）は７回開催し、周辺町内
会、ボランティア活動団体、商店街連合会、夢見ヶ崎動物公園サポー
ター及び民間企業等の夢見ヶ崎動物公園に係るニーズを把握するととも
に、今後の（仮称）パークセンター及び園内整備、園の魅力発信動画
など必要な情報提供を行いました。
（R05（2023））
・広報強化のため新たな情報発信ツールとして公式Ｘを７月に開設し、
フォロワー数は１月時点で2,000名に達し、多くの市民の方に園の取組
や情報を知っていただくことができました。

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・公園の整備については、民間活力を活用した整備手法（ＰＦＩ及びＰａｒｋ－ＰＦＩ）による整備を進め、事業期間中は事業
者を指定管理者として指定することで、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用し効率的かつ効果的に事業を実施
【R04（2022）】
・民間事業者の決定（9月）、基本協定の締結（10月）、契約締結（12月）及び公園の基本設計、実施設計の実施
【R05（2023）】
・公園南側に立体駐車場、公園北側にクラブハウス、テニスコート及び相撲場の整備
【R06（2024）】
・公園南側施設（パークセンター、エントランス、芝生広場等）の整備
・公募対象公園施設（飲食施設）の運営開始
【R07（2025）】
・民間事業者による公園北側及び南側を一体的な管理運営

30302010 富士見公園整備事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 ７・富士見公園の更なる効率的・効果的な管理運営等 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・富士見公園は富士見通りによって南北に分かれており、南側区域（川崎富士見球技場・かわＱホール・富士見球場・こども広場・運
動広場・コミュニティガーデン・駐車場）については、指定管理者制度を導入し、効率的・効果的な管理運営を進めています。
・現在富士見公園は施設の老朽化に伴う更新・再整備が求められており、特に北側区域（テニスコート・クラブハウス・相撲場・駐車
場）については、老朽化の進行が進んでいます。また、現在は委託により管理運営が行われ、南側区域と異なる管理運営手法であるこ
とから、効率的かつ効果的な管理運営等を実現することが求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・令和３（2021）年度策定の「富士見公園再編整備基本計画」に位置付ける民間活力の活用に関する方針に基づき、公園全体の
指定管理者制度導入を図ることで、効率的・効果的な管理運営を進めます。
・民間事業者のノウハウやアイディア等による自由な発想を活用することで、魅力的な収益施設を設置するなど、市民サービスの向上を図
ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・公園の整備については、民間活力を活用した整備手法（ＰＦＩ事業等）による整備を進め、事業期間中は事業者を指定管理者と
して指定することで、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用し効率的かつ効果的に事業を実施
【R04（2022）】
・民間事業者決定・契約締結
【R06（2024）】
・一部工事完成
【R07（2025）】
・民間事業者による管理運営

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・民間活力を活用した整備手法（ＰＦＩ事業等）の導入や効率的・効果的な運営による歳入の増

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト －
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

千円

説明
富士見公園の民間活用による一体的な管理運営への変更や
Park-PFIを導入することで、得られる財政効果を確認するために設
定した、歳入額（指定管理納付金）の決算額

実績 0 0 5,500
（見込）

1

民間活力導入に伴う財政効果

カネ

目標 0 5,500 28,600 25,300

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・富士見公園再編整備事業において、ＰＦＩ及びＰａｒｋ－ＰＦＩ事業者の決定（９月）、基本協定の締結（10月）、事業
契約の締結及び指定管理者の指定（12月）を行い、事業者による公園の基本設計、実施設計を実施しました。
【R05（2023）】
・富士見公園再編整備事業について、令和５（2023）年４月から工事に着手し、令和５（2023）年12月に南側エリアの一部
（立体駐車場）が完成し、令和６（2024）年１月から管理運営を開始しました。また、令和６（2024）年３月には北側エリア
（クラブハウス、テニスコート、相撲場等）が完成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和３（2021）年度に策定した「富士見公園再編整備基本計画」に基づき、令
和６（2024）年度以降もＰＦＩ及びＰａｒｋ－ＰＦＩ手法を活用し、公園南側
施設（パークセンター、エントランス、芝生広場等）の整備を進めるとともに、公募対象
公園施設（飲食施設）の運営を開始するなど、質の高い統一的な空間の整備及び
管理運営を推進するため、取組を継続します。

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和５（2023）年12月に南側エリアの立体駐車場が完成し運営開
始したことで、市民サービスの向上に寄与したため。
・令和６（2024）年１月からＰＦＩ事業者が一部施設の管理運営
を開始し、令和５（2023）年度予算に5,500千円、令和６
（2024）年度予算に28,600千円の財政効果を反映できたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

－
区分選択の理由

【モノの効果】
（R05（2023））
・令和５（2023）年12月に南側エリアの一部（立体駐車場）が完成し運営開始したことにより、駐車台数が増加するなど、市民
サービスの向上に寄与しました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和５（2023）年度からＰＦＩ事業者を指定管理者に指定し、さらに令和６（2024）年１月から整備が完了した南側エリアの
立体駐車場の管理運営を開始するなど、より効率的・効果的な維持管理・運営を行うことによる財政効果として、令和５（2023）年
度予算に指定管理納付金5,500千円を、令和６（2024）年度予算に指定管理納付金28,600千円を反映しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・民間活力（ＰＦＩ、指定管理等）を活用した再編整備の推進及び緑地全体の一体的な管理運営の実施
【R04（2022）】
・等々力緑地再編整備・運営等事業に係る民間事業者の公募・選定
【R05（2023）】
・既存施設の一体的管理の開始（指定管理）
・新設・改築施設の整備（基本設計）
【R05（2023）〜R07（2025）】
・整備に向けた手続の実施（環境影響評価、都市計画手続等）
【R06（2024）・R07（2025）】
・新設・改築施設の整備（実施設計）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・民間活力を導入し、事業者のノウハウや柔軟な発想を取り入れながら、緑地全体の整備や管理運営を一体的に行うことによる管理運
営コストの削減（令和７（2025）年度目標値︓675,000千円以下）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・平成30（2018）年度に、ＰＦＩ法に基づき、民間事業者から、陸上競技場の全面改築、緑地の一体的な管理等、ＰＦＩ事業
等の実施に関する提案を受けるなど、民間活力の活用の可能性が高まったことから、その実現可能性等を検証するため、令和２
（2020）年に「等々力緑地再編整備計画推進委員会」を設置し、引き続き民間活用の導入範囲や手法等について検討を進めま
す。
・令和３（2021）年度改定の「等々力緑地再編整備実施計画」に位置付ける民間活力の活用に関する方針に基づき、効率的・効
果的な施設運営等の実現に向けた取組を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・民間活力（ＰＦＩ、指定管理等）を活用した再編整備の推進及び緑地全体の一体的な管理運営の実施
【R04（2022）】
・民間事業者の公募・選定
【R05（2023）】
・民間事業者による既存施設の一体的管理の開始
・民間事業者による新設・改築施設の整備（設計等）
【R06（2024）・R07（2025）】
・整備に向けた手続きの実施

30302020 等々力緑地再編整備事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 ８・等々力緑地の更なる効率的・効果的な管理運営等 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・平成23（2011）年３月に策定した「等々力緑地再編整備実施計画」に基づき、陸上競技場メインスタンドや正面広場、等々力球
場の整備を進めてきました。
・等々力緑地内の陸上競技場や広場、とどろきアリーナなどの各施設については、各所管部署において管理運営を行っていますが、今後
は、スポーツ・レクリエーションの拠点としての更なる魅力向上に向けて、民間活力を活かした、より効率的・効果的な施設整備及び管理
運営を行っていく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

説明 実績
1

目標

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績 723,000 748,000 665,100
（見込）

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

緑地内施設の管理運営に要する一般財源負担額

カネ

目標 710,000 675,000
以下

675,000
以下

675,000
以下

千円

説明
緑地全体を民間活用による一体的な管理運営に変更することで、
緑地内施設の管理運営に要する市負担額が削減されているか否
かを確認するために設定した、一般財源負担額の決算額

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・等々力緑地再編整備・運営等事業に係る民間事業者の公募・選定の手続きを進め、令和４（2022）年11月に落札者を決定し
ました。令和５（2023）年３月に選定事業者と事業契約を締結し、指定管理者として指定しました。
【R05（2023）】
・民間活力を活用した事業手法により、令和５（2023）年４月から緑地全体の再編整備・運営等事業に着手し、再編整備工事に
向けた地質調査等及び基本設計等を進めました。また、指定管理者による緑地全体の維持管理・運営を開始し、賑わい創出に向けて
催し物広場等を活用した各種イベント等を実施するなど効果的な管理運営に向けた取組を進めました。
・民間事業者がパートナーを募集するという本市初の形態により、新たに等々力陸上競技場へネーミングライツを導入しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・指定管理者による緑地全体の維持管理・運営を開始しましたが、今後も継続すること
により管理運営に係るさらなるノウハウの獲得や効率化等が期待できることから、令和３
（2021）年度改定の「等々力緑地再編整備実施計画」に基づき、令和６
（2024）年度以降も効率的・効果的な施設整備及び管理運営に向け、新設・改築
施設の整備に向けた実施設計等の取組を推進します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和５（2023）年度から、民間事業者による緑地全体の再編整
備・運営等事業が開始され、緑地内の未利用施設を有効活用した事業
の実施により市民サービスの向上に貢献したとともに、より効率的・効果的
な維持管理・運営を行うことにより、成果指標の目標を上回る運営経費
の縮減効果が得られたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R05（2023））
・民間活力を活用した事業手法により、令和５（2023）年４月から民間事業者による既存施設の一体的な管理が開始され、各施
設が連携することにより利用者ニーズへの迅速な対応が可能になるなど、公園緑地の質の向上が図られました。
・緑地内の未利用施設における自主事業の実施により、施設の有効活用が図られ、市民サービスの向上につながりました。

【カネの効果】
（R05（2023））
・民間活力を活用した事業手法により、令和５（2023）年４月から民間事業者による緑地内施設の一体的な管理運営を開始する
など、より効率的・効果的な維持管理・運営を行ったことにより、緑地内施設の管理運営に要する一般財源負担額については目標を上
回る運営経費の縮減効果が得られました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 ９・多摩川の利活用による効率的・効果的な管理運営及び賑わいの創出と地域活性化に向けた検討 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・丸子橋河川敷等、多摩川緑地内では無秩序なバーベキューなどによるゴミなどの不法投棄等の課題があり、通常以上に、維持管理や
警備に要する労力及び費用が必要な状況です。
・新型コロナウイルス感染症の影響による社会変容等も踏まえながら、多摩川のポテンシャルを最大限に活用し、更なる価値の向上を図
るため、地区ごとの特性に応じた民間活力の導入や、多様な主体との連携による水辺の賑わい創出に向けた取組を推進する必要があり
ます。

（４年間の）
取組の方向性

・バーベキュー利用によるゴミの不法投棄など課題のある地域について、民間活力の導入など効率的・効果的な手法により、維持管理
費、警備費等の負担の軽減を図り、課題解決を進めるとともに、民間事業者等の自由なアイデアによる新たな利活用を行うことで、市民
サービスの向上を図ります。
・多摩川緑地は広域であることから、多様な主体との連携を進め、持続可能な水辺の賑わい創出に向けたより魅力的な多摩川緑地とな
るよう取組を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・まちづくり活動団体、大学、企業など多様な主体との連携（協定等の締結）による取組の推進
【R04（2022）】
・民間活力の導入に向けた社会実験やサウンディング調査等の実施
【R05（2023）】
・民間事業者等の公募、契約等
【R06（2024）】
・民間事業者等による運用開始

30305010 多摩川プラン推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・民間活力の導入による財政効果の確保（令和７（2025）年度目標値︓3,000千円）と、多摩川緑地でのバーベキュー利用者
などによるゴミの不法投棄等の課題解決及び新たな利活用による市民サービスの向上
・水辺の賑わいの創出等を目的とした多様な主体と連携した様々なイベント等を積極的に実施することによるイベント参加者の満足度の
向上（令和７（2025）年度目標値︓95％以上）と、多摩川緑地の更なる魅力の向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・多様な主体と協定等を締結し、水辺の賑わい創出等を目的としたイベント等の実施
【R04（2022）】
・民間活力導入に向けた社会実験を実施し、ゴミの不法投棄等の課題抑制とアンケート等による市民ニーズ・事業性の把握
【R05（2023）】
・社会実験を踏まえた手法による公募の実施、民間事業者等の選定・契約
【R06（2024）・R07（2025）】
・民間活力導入によるゴミの不法投棄等の課題改善及び市民満足度の高いイベントの実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

3 4

件

説明 年度末時点の多摩川緑地における民間活力を導入した件数（計画期間中に
おける累計） 実績 2 2 2

多摩川緑地での民間活力導入件数（累計） 目標 2 2

2

多様な主体との連携により多摩川緑地で実施したイベント数
（単年度） 目標 1 2 3 4

1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

件

説明 年度末時点における市との協定等に基づき実施したイベント数（単年度） 実績 － 0 0

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・丸子橋河川敷においては、令和４（2022）年８月〜10月、令和５（2023）年４月〜令和６（2024）年３月にバーベキュー
利用者等によるゴミの不法投棄等の課題解決やにぎわいの創出を目的とした社会実験を実施し、アンケート等により市民ニーズ・事業性
を把握しました。
・登戸地区広場周辺においては、令和４（2022）年８月〜９月、10月〜11月、令和５（2023）年４月〜令和６（2024）
年３月に、バーベキュー利用者等によるゴミの不法投棄等の課題解決やにぎわいの創出を目的とした社会実験を実施し、アンケート等に
より市民ニーズ・事業性を把握しました。
・令和４（2022）年５月に丸子橋ピクニック広場、11月に瀬田広場、令和５（2023）年５月に登戸地区広場、11月に丸子橋ピ
クニック広場において、にぎわい創出等を目的に、「多摩川キャンドルナイト灯と人実行委員会」により、キャンドルスケープ川崎を実施して
いただきました。また、令和５（2023）年11月に、多摩川見晴らし公園周辺において、株式会社ディー・エヌ・エー、川崎ブレイブサン
ダースや地域の飲食店等と連携し、さまざまな人と交流が楽しめるイベント「川BON!祭」を開催しました。令和４（2022）年度及び令
和５（2023）年度は協定等の締結に向けて調整を進めている段階であるため、活動指標の「多様な主体との連携により多摩川緑地
で実施したイベント数」は目標を下回ったものの、水辺の賑わい創出等に向けた継続的なイベント実施に向け、多様な主体と協議・検討
を進めました。
・民間活力については、民間事業者や土地所有者である国土交通省と協議・調整を進め、令和５（2023）年度に丸子橋河川敷に
おける「河川空間のオープン化」導入に向け、事業者を公募により３者選定し、令和６（2024）年３月に１者と契約を締結しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

民間活力の導入に伴う多摩川緑地における財政効果

カネ

目標 0 0 1,000 3,000

千円

説明
民間活力導入を進めることで、得られる財政効果を確認するために
設定した、支出のある維持管理、警備委託費等の削減額及び民
間事業者からの使用料等による収入額の和の決算額

実績 0 0 0
（見込）

91以上 93以上 95以上

2 ％

説明 イベント参加者へのアンケート調査において、「イベントに参加して満
足した（満足+まあまあ満足）」と回答した人の割合 実績 87 93 93

多摩川緑地におけるイベントの参加者満足度

モノ

目標 89以上

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・丸子橋河川敷においては、ゴミの不法投棄等の課題解決や水辺の賑わい創出に向けた取組を進める社会実験において、令和３
（2021）年度から７団体が参画し、多様な主体と連携し、ふわふわタマランドや焚火ナイトといった新たなイベントが令和４（2022）
年度は８回、令和５（2023）年度は90回開催されるなど恒常的な賑わいの創出に寄与しました。
・登戸地区広場においては、ゴミの不法投棄等の課題解決や水辺の賑わい創出に向けた取組を進めるため、隣接する小田急電鉄高架
下の管理者である小田急電鉄と包括連携協定に基づき、社会実験を共催し、連携先となる主体の拡大に寄与しました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・魅力的なイベントを開催したことで成果指標である「多摩川緑地におけるイベントの参加者満足度」について２年連続で目標を達成し
ました。
・丸子橋河川敷などにおいて民間事業者と連携して実施したイベントにおいて、子供向けイベントの実施の際に、休憩スペースを設置する
など工夫して実施した結果、令和３（2021）年度に87％だったイベント参加者の満足度は、令和４（2022）年度、令和５
（2023）年度ともに93％に向上しました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・丸子橋河川敷においては、社会実験による民間事業者等の利活用が図られたことで、実施期間中の当該箇所の維持管理費用（草
刈りなど）等の縮減に寄与しました。
（R05（2023））
・丸子橋河川敷のにぎわい創出に向けた新たな利活用事業の事業者の公募、選定を行い、360千円の財政効果を公園使用料（歳
入）として令和６（2024）年度予算に反映しました。

Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・丸子橋河川敷で民間事業者等との契約を行い、多摩川の利活用による効率的・効
果的な管理運営及び賑わいの創出に向けた取組を推進します。
・登戸地区で社会実験を実施し、公募条件を整理し、民間事業者等の選定・契約を
行い、多摩川の利活用による効率的・効果的な管理運営及び賑わいの創出に向けた
取組を推進します。
・協定等に基づき実施するイベントの開催については計画的な賑わいの創出等を進める
ため、イベント開催に伴う課題等を整理し、官民の役割分担を多様な主体と意識共有
を図りながら、協定等締結に向けた協議を計画的に実施するとともに、更に幅広い主体
との調整・検討を行い、民間事業者等の多様な主体との協定等締結に向け取組を継
続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・社会実験により、多様な主体によりゴミの不法投棄等の課題解決や賑
わいを創出できたため。また、魅力的なイベントを開催したことで成果指標
である「多摩川緑地におけるイベントの参加者満足度」について、２年連
続で目標を達成することができたため。
・にぎわい創出に向けた新たな利活用事業について、事業者の公募、選
定を行い、360千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映
することができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 10・公園における効果的な公民連携の推進 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・新型コロナウイルス感染症の影響などによる社会変容等を踏まえ、公園緑地を含む緑とオープンスペースについて、日常生活に溶け込ん
だ様々な活動の場としての利活用が求められています。
・こうした状況を踏まえ、民間事業者を含む多様な主体との連携・協働による公園緑地の効率的・効果的かつ柔軟で多様な利活用を
推進する必要があります。
・平成29（2017）年の都市公園法改正に伴い創設されたPark-PFI制度の活用等による、都市公園への民間活力の導入により、公
園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質の向上、公園利用者の利便性の向上が図られています。

（４年間の）
取組の方向性

・パークマネジメント推進方針に基づき、Park-PFIを導入するなど民間事業者を含む多様な主体との連携・協働により、公園の維持管
理水準の向上を図るとともに、公園サービスの向上や公園利用者の利便性の向上を図ります。
・より地域のニーズに沿った公園緑地の柔軟な利活用の促進につなげていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域ニーズに沿った公園緑地の柔軟な利活用の促進
【R04（2022）】
・橘公園におけるPark-PFI等の民間活力導入
【R05（2023）】
・稲田公園における民間活力導入の検討
【R06（2024)】
・稲田公園におけるPark-PFI等の民間活力導入

30301040 公園緑地公民連携推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・Park-PFI等の民間活力の導入により、公園のサービス及び維持管理水準を向上しつつ、年額総計で2,000千円以上の公園使用料
を確保するなど、効率的・効果的な管理運営の実施
・民間事業者を含む多様な主体による地域ニーズに沿った柔軟な利活用のしくみの構築

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・南河原公園等における地域ニーズに沿った公園緑地の柔軟な利活用の促進
【R04（2022）】
①池上新町南緑道における施設整備
②橘公園におけるPark-PFIの事業者選定
【R05（2023）】
①池上新町南緑道におけるPark-PFI事業の運用開始
②橘公園における施設等整備
③稲田公園における民間活力導入の検討
【R06（2024）】
①橘公園におけるPark-PFI事業の運用開始
②稲田公園における民間活力導入の検討
【R07（2025）】
①稲田公園におけるPark-PFI等の民間活力導入

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

4 5
件

説明 年度末時点における公園緑地の民間活力の導入件数（公園施設の設置管
理許可件数） 実績 － 2 3

公園緑地の質の向上に向けた民間活力の導入件数（累計） 目標 2 3

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度は南河原公園、橘公園、令和５（2023）年度は２公園に加え、大師公園、王禅寺ふるさと公園等におい
て、地域団体等と連携したイベントを開催し、地域ニーズに沿った公園緑地の柔軟な利活用を促進しました。
・池上新町南緑道においては、令和４（2022）年６月にPark-PFI事業に関する協定を民間事業者と締結し、令和５（2023）年
７月には事業の運用を開始しました。
・橘公園においては、令和５（2023）年３月にPark-PFI事業に関する協定を民間事業者と締結し、令和５（2023）年11月から
飲食等の収益施設を整備する旧西部公園事務所の再整備工事に着手しました。
【R05（2023）】
・稲田公園においては、ＰＰＰプラットフォームを活用した意見交換会を実施する等、民間活力導入に向けた検討を進めました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

民間活力導入に伴う公園使用料

カネ

目標 183
以上

576
以上

1,874
以上

2,000
以上

千円

説明
公園緑地の民間活力導入を進めることで、得られる財政効果を確
認するために設定した、民間活力導入に伴う公園使用料の年額収
入の決算額

実績 － 183 234
（見込）

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・南河原公園等における公園のさらなる魅力向上に向け、地域団体や企業等など多様な主体によるイベント等の実施により、賑わいの
創出につながりました（具体的には、子ども向けイベント「プレイグリーンパーク」を令和４（2022）年度は、南河原公園、橘公園で各
１回実施し、合計参加者数750人、令和５（2023）年度は、全７区（大師公園等）で実施し、合計参加者数4,000人）。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度は、こすぎコアパーク（都市公園リノベーション協定制度）の協定締結を行い、公園使用料として183千円の
歳入を得ることができ、また、令和５（2023）年度には、橘公園でPark-PFI事業に関する協定を民間事業者と締結し、公園使用料
として51千円（見込）、こすぎコアパークによる公園使用料と合わせて234千円（見込）の歳入を得ましたが、当初想定していた公園
内の施設のリノベーション以外にも新設のカフェを設置するなどの提案があったことに加え、改修工事に伴いアスベストが発見され、調査と撤
去が必要になったこと、また２階天井に腐食が確認されたため撤去する必要が生じたことなどにより、想定より事業の進捗が遅れたため、
成果指標である「民間活力導入に伴う公園使用料」の目標達成には至りませんでした。今後、安定的な財源確保に向け、適切な事業
の進捗管理などの取組を進める必要があります。
・公園使用料として、令和５（2023）年度予算に249千円、令和６（2024）年度予算に2,493千円（池上新町南緑道のPark
-PFIに伴う使用料を除く。）の財政効果を反映しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・南河原公園等において、多様な主体によるイベント等を実施し、賑わい
の創出を図ることができたため。
・Park-PFI事業の導入を進め、池上新町南緑道と橘公園において、事
業者と協定締結し、令和４（2022）年度は183千円の、令和５
（2023）年度は234千円（見込）の公園使用料を確保し財政負担
を軽減することができたため。
・令和５（2023）年度には、橘公園でPark-PFI事業に関する協定を
民間事業者と締結したものの、事業者提案に対応する設計やアスベスト
の撤去等に時間を要し想定より事業の進捗が遅れたため、成果指標であ
る「民間活力導入に伴う公園使用料」の目標達成には至らず、今後、安
定的な財源確保に向け、適切な事業の進捗管理などの取組を進める必
要があるため。

△ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・池上新町南緑道や橘公園にPark-PFI事業を導入したものの、事業者提案に対応す
る設計等に時間を要し想定より事業の進捗が遅れたことにより、「民間活力導入に伴う
公園使用料」の目標を達成することはできませんでした。今後は、適切な事業の進捗の
取組を行うとともにパークマネジメント推進方針に基づき多様な主体との連携・協働によ
り、公園の維持管理水準や公園サービスの向上、公園利用者の利便性向上に向け、
取組を継続します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 11・川崎港の魅力向上と民間活力の導入 港湾局

現　状
【課題認識】

・川崎港について、今後も継続的な発展を図っていくためには、生産年齢人口が減少し、人材の確保がより難しくなっていく社会環境下に
おいても、川崎港で働く港湾就労者を着実に確保し、港湾事業者の活動をより活性化させる必要があること、また、公共投資に対する
理解の深度化や川崎港における民間ビジネスの活発化を図るため、民間事業者が参入しやすい基盤整備や環境整備が求められていま
す。
・また、民間事業者の積極的な参入を促すことに加え、川崎港を訪れる方の大半の来港頻度が年数回程度と、リピーターが少ないケース
が見受けられることから、川崎港自体の魅力向上に向けた取組が必要となっています。
・この間の魅力向上に向けたモデル事業の実施により、緑地の有効活用や維持管理水準の向上、認知度の向上等につながることが分
かった一方で、採算性や効果的な情報発信、事業のしやすい環境整備等の課題も抽出できたことから、今後も民間独自の創意工夫や
ノウハウ等を活用した魅力向上の取組を継続的に行うとともに、多様な主体による効率的・効果的な維持管理に向けた検討も行っていく
必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・「川崎港の魅力向上に向けた基本的な考え方」をとりまとめ、取組方針や施策に基づいた基盤整備や民間参入を促すような環境整備
等を行うとともに、多様な主体による川崎港の魅力発信を行います。
・緑地等の既存ストックの効果的な有効活用方法及び維持管理の担い手を発掘し、多様な主体による緑地等の維持管理を行います。
・こうした民間活力導入により、「港ならではの魅力」を発掘し、愛着を持って何度でも訪れてもらえるような魅力のある川崎港を目指すとと
もに、さらなる民間連携の土壌創出を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
・川崎港の魅力向上に向けた基本的な考え方のとりまとめ
【R05（2023）〜R07（2025）】
・基本的な考え方に基づく施策の推進
・緑地の改修による魅力創出に向けた基盤の整備
・川崎港の立地や環境を使った社会学習、舟運事業などによる「港ならでは」の魅力の発掘・磨き上げ・発信
・民間事業者、ボランティア等の多様な主体が川崎港の魅力の向上、維持管理に参加できる仕組みづくり

40403070 港湾緑地維持管理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・「川崎港の魅力向上に向けた基本的な考え方」に基づく、民間事業者が参入しやすい基盤・環境整備の推進及びモデル事業の検証
を重ねた上での民間活力の本格的な活用による事業展開等により、「港ならではの魅力」を創出
・創出した「港ならではの魅力」の積極的な発信による川崎港の認知度の向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・川崎港の魅力向上に向けた基本的な考え方のとりまとめ
【R05（2023）】
・令和４（2022）年12月の港湾法改正及び令和５（2023）年上半期とりまとめ予定となった川崎港長期構想を踏まえた、川崎
港の魅力向上に向けた基本的な考え方のとりまとめ
【R05（2023）〜R07（2025）】
・基本的な考え方に基づく施策の推進
・民間事業者が参入しやすい緑地の改修による魅力創出に向けた基盤の整備及びモデル事業の検証
・川崎港の立地や環境を使った子供向け社会学習、舟運事業者の参入などによる「港ならでは」の魅力の発掘・磨き上げ・発信
・民間事業者、ボランティア等の多様な主体が川崎港の魅力の向上、維持管理に参加できる仕組みづくり

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・令和４（2022）年12月の港湾法改正により、港湾緑地等について、収益施設の整備と当該施設から得られ
る収益を還元して緑地等のリニューアルを行う民間事業者に対する貸付を可能とする認定制度が措置され、当該
認定制度の活用も視野に入れた、川崎港の魅力向上に向けた基本的な考え方のとりまとめを行います。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

3 4
件

説明 港湾緑地等の既存施設の活用にあたり、民間事業者が参入しやすい基盤整
備や、多様な主体が参加できる環境整備の件数 実績 1 1 1

川崎港の魅力創出に関して民間事業者が参入しやすい基盤整
備・環境整備の件数（累計） 目標 1 2

2
川崎港における魅力創出に関する事業実施件数（累計） 目標 1 2 3 4

1

件
説明 川崎港の立地や環境を使った子供向け社会学習や、舟運事業者の参入など

による「港ならでは」の魅力創出に関するモデル事業等の実施件数 実績 1 1 2

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・「川崎港の魅力向上に向けた基本的な考え方」については、令和４（2022）年12月の港湾法改正により措置された認定制度の活
用や令和５（2023）年９月に改訂された川崎港長期構想を受けて、令和６（2024）年３月にとりまとめました。
・民間事業者等が利用しやすい環境整備として、イベント利用者が裸足で遊べるよう、令和４（2022）年９月に東扇島東公園の人
工海浜に90立米の砂入れを１回行い、貝殻や雑草の除去を行いました。令和５（2023）年度は、川崎港の魅力創出に関して民間
事業者が参入しやすい基盤整備・環境整備に関する工事は実施できませんでしたが、代替として10月と３月に、イベントの一環でビーチ
クリーン活動を実施し、貝殻や雑草の除去を行いました。
・令和４（2022）年度は、７月と11月に東扇島防災浮桟橋等を活用した観光船クルーズと港湾緑地イベントを組み合わせた実験イ
ベントを実施し、普段川崎港を訪れる機会のない方にも川崎港の魅力を発信しました。検証結果については「川崎港の魅力向上に向け
た基本的な考え方」の検討に活用しました。令和５（2023）年度は、３月に東扇島東公園人工海浜「かわさきの浜」を活用したサン
ドアートワークショップイベントを試験的に実施しました。
・令和３（2021）年度に作成したＧＩＧＡスクール端末向け港湾デジタル副読本を活用してもらえるよう市立小学校への周知を継
続するととともに小学５年生の川崎港見学ツアーを令和４（2022）年度に２回、令和５（2023）年度に４回実施し、将来世代
への情報発信や体験学習の取組を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
川崎港の新たな魅力創出事業参入事業者数（累計）

ヒト
目標 1 2 3 4

者
説明 モデル事業の検証や誘致活動により、川崎港の新たな魅力創出事

業に参入した事業者数 実績 1 1 1

73

区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 ％
説明 川崎港について知っている市民の割合 実績 71.4 - -

川崎港の市内認知度
情報

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標

2
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・ビーチクリーン活動による利用者の安全性及び快適性向上、小学生向
けデジタル副読本の作成や川崎港見学ツアーによる子どもたちへの情報
発信など、川崎港の魅力の向上・発信に寄与しました。一方で、防災浮
桟橋の利用を希望する事業者はいたものの、令和５（2023）年度中
の利用協議会への加入まで至っておらず、今後、事業者への周知により
一層力を入れるとともに、早期に加入希望者との調整を進める必要があ
るため。
・川崎港の魅力向上に向けた基本的な考え方については、令和４
（2022）年12月の港湾法改正を踏まえた検討を行うとともに、令和５
（2023）年９月に改訂された川崎港長期構想に合わせてとりまとめる
ことができたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・新型コロナウイルス感染症の影響が緩和されたことにより、令和４
（2022）年度に東扇島防災浮桟橋利用協議会に１社が新規
加入し、民間事業者による「港ならでは」の魅力創出に寄与しまし
た。令和５（2023）年度には更なる魅力創出に寄与できるよう
周知したところ、新規に１社加入希望しておりましたが、調整に時
間を要し、加入までは至っていない状況です。今後、事業者への周
知により一層力を入れるとともに、早期に加入希望者との調整を進
める必要があります。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・イベント利用者が裸足で遊べるよう、令和４（2022）年度に東
扇島東公園人工海浜に90立米の砂入れを１回実施し、貝殻や
雑草を除去するとともに、令和５（2023）年度にも東扇島東公
園人工海浜において、イベントの一環でビーチクリーン活動として貝
殻や雑草の除去を２回実施し、また、同公園わんわん広場に土入
れをしたことから、利用者の安全性及び快適性が向上しました。
（R05（2023））
・試験的に実施した東扇島東公園人工海浜「かわさきの浜」を活
用したサンドアートワークショップイベントでは定員を超える応募があり
ました。参加者アンケートを検証した結果、川崎港ならではの魅力
の創出に繋がるイベントとして、定着する可能性が生まれました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和３（2021）年度に作成した小学生向けデジタル副読本の
周知活動や、小学生向け川崎港見学ツアーを計６回（令和４
（2022）年度２回、令和５（2023）年度４回）実施したこ
とにより、海や港に触れ合う機会の少ない子どもたちに川崎港につい
て知ってもらう機会を、新たに創出しました。
（R05（2023））
・サンドアートワークショップイベントにおける参加者アンケートでは、
「またサンドアートを実施したい」、「今回のような場所・施設を活かし
たイベントに参加したい」という回答が複数あり、イベントについての評
価も「とてもよかった」「よかった」の回答割合が100％となる等、川崎
港の魅力向上においても、有効なイベントコンテンツであることが分か
りました。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・「港ならではの魅力」の創出に向けて、利用者ニーズの把握に努め、引き続き民間事
業者が参入しやすい基盤・環境整備の推進、民間事業者への誘致活動及びモデル事
業の検証を重ねた上で、今後は事業者への周知により一層力を入れ、民間活力の本
格的な活用による事業展開等を進めるとともに、令和５（2023）年度に加入希望の
あった事業者と、令和６（2024）年度早期に加入に向けた調整を引き続き行いま
す。
・今後は、令和６（2024）年３月にとりまとめた「川崎港の魅力向上に向けた基本的
な考え方」に基づき、施策を推進していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・コンテナターミナルの管理運営状況のモニタリング及び指定管理者への指導の適切な実施
・官民で決定した航路誘致方針や貨物集荷策等に則った国内外の荷主へ川崎港活用の提案や要望の把握、船会社と航路開設に向
けた意見交換の実施
【R04（2022）】
・新規コンテナ関連施設（トラクターヘッド用駐車施設）の料金設定及び条例改正の実施
・次期（第４期、令和５（2023）年度〜）指定管理方針の検討及び決定
・コンテナターミナル及びコンテナ関連施設の一体的な安全対策、周辺道路の混雑緩和に向けた検討
【R05（2023）】
・新規コンテナ関連施設（シャーシープール、バンプール等）及びコンテナターミナル内の一体的な安全対策、周辺道路の混雑緩和に向
けた整備の実施・完了、全面供用開始に向けた運用ルールの設定などの調整
・川崎港戦略港湾推進協議会と協働し、展示会への出展などを通して川崎港の魅力を荷主等へＰＲ
・友好港（ベトナム・ダナン港）、交流港（中国・連雲港港）との貿易促進や定期航路の維持
・官民一体による荷役機械の更新に向けた調査・検討
【R06（2024）・R07（2025）】
・令和８（2026）年度以降のコンテナターミナル運営手法の検討
・令和８（2026）年度以降の長期的なシミュレーションに基づくインセンティブの詳細検討等

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・コンテナターミナル等の効率的・効果的な管理運営や適切な官民の役割分担のもとに行うポートセールス等によるコンテナ取扱貨物量
20万ＴＥＵの達成及び施設使用料収入の安定的な確保

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・令和５（2023）年度に供用開始予定のコンテナ関連施設（バンプール・シャーシープール）については、コンテナターミナルと一体的
な運用を図ることが求められることから、指定管理対象施設の範囲を拡大し、引き続き、川崎臨港倉庫埠頭(株)の人材育成を行うとと
もに、民間活力を活かした一体的な管理運営の実現に向けた取組を進めます。
・国際戦略港湾施策の動向を踏まえつつ、令和７（2025）年度コンテナ取扱貨物量20万ＴＥＵの達成や安定的な施設使用料収
入の確保に向けて、官民の適切な役割分担によるポートセールスの推進と連携の強化を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・コンテナターミナルの管理運営状況のモニタリング及び指定管理者への指導の適切な実施
・指定管理者によるコンテナターミナル及びコンテナ関連施設の一体的な管理運営に向けた取組の推進
・令和８（2026）年度以降のコンテナターミナル運営手法の検討
・共同事業体（横浜川崎国際港湾(株)、川崎臨港倉庫埠頭(株)）の持つノウハウやネットワークを活用した、共同事業体と本市との
連携による令和７（2025）年度コンテナ取扱貨物量20万ＴＥＵの達成に向けた積極的なポートセールスの実施

40402010 東扇島物流促進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 12・川崎港コンテナターミナルの管理運営体制の見直し 港湾局

現　状
【課題認識】

・コンテナターミナルの管理運営における民間活用の更なる推進を図るため、平成26（2014）年度に指定管理者制度を導入し、平成
28（2016）年度から横浜川崎国際港湾(株)と川崎臨港倉庫埠頭(株)の共同事業体が指定管理者となり、平成30（2018）年
４月に利用料金制の導入や指定管理業務の範囲の拡大等を行うとともに、市の出資法人であり、指定管理者を構成する川崎臨港倉
庫埠頭(株)のポートセールスに係る人材育成を行う等の取組を進めた結果、令和２（2020）年度のコンテナ取扱貨物量は、約16万
ＴＥＵと過去最大となりました。
・今後は、令和７（2025）年度コンテナ取扱貨物量20万ＴＥＵの目標達成や継続した施設使用料収入の安定的な確保に向け、
コンテナ関連施設（バンプール・シャーシープール）の整備を進め、コンテナターミナルと一体的な管理による効率的・効果的な管理運営
体制を構築するとともに、引き続き、官民の適切な役割分担のもと、効率的・効果的なポートセールスを行っていく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
1

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績 ▲34,011 ▲17,504 ▲13,441

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

川崎港コンテナターミナルにおけるコンテナ取扱貨物増加量
（対前年度比）

モノ

目標 10,000 10,000 10,000 10,000

TEU

説明
ポートセールスを実施することで、前年度のコンテナ取扱量から増加
した当該年度末時点におけるコンテナ取扱量増加数（ターミナル調
べ）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・指定管理者との関係者会議等を通じて、コンテナターミナルにおける指定管理業務の進捗状況を把握し、適切な指導を行いました。
・令和４（2022）年度に新規コンテナ関連施設（シャーシープール、トラクターヘッド駐車施設）の整備及び条例改正を実施し、新規
コンテナ関連施設（トラクターヘッド駐車施設）の料金設定及びシャーシープールの料金改正を行い、指定管理範囲の拡大及びコンテ
ナ取扱貨物量増加、カーボンニュートラルポートに資するインセンティブ等を決定した第４期指定管理方針に基づき、令和５（2023）
年度４月から指定管理者による一体的な管理運営を開始しました。
・令和４（2022）年度に官民協働でコンテナターミナルと新規コンテナ関連施設（バンプール等）を一体的に活用するための安全対
策及び周辺道路の混雑緩和に向けた検討を進め、コンテナターミナル内外の車両動線等の決定を行い、令和５（2023）年度に構内
走行規則図を作成する等運用ルールを設定・周知した上で、新規コンテナ関連施設（バンプール等）及びコンテナターミナル内の一体
的な安全対策、周辺道路の混雑緩和に向けた整備を完了し、令和５（2023）年12月に全面供用を開始しました。
・令和４（2022）年度はタイにおいて海外ポートセールスを実施、令和５（2023）年度は食品を扱う荷主を始めとした関係者にＰ
Ｒするため、食品物流に特化した専門展示会である「フードディストリビューション2023」に初出展を試み、約100社と名刺交換を行い、
その後、来場された企業担当者に川崎港利用についてのフォローアップを実施するなど、国内荷主等に川崎港コンテナターミナルの活用を
広くＰＲするとともに、海外ポートセールスを２回（ベトナム、台湾）実施しました。また、交流港である連雲港（中国）との意見交換、
交流港の覚書を更新するなど、既存航路の安定化と新規航路の誘致に向けた現地情報の収集等を行いました。これらの国内外の活動
により指定管理者のポートセールスの目標件数30回以上のところ、令和４（2022）年度は合計48回、令和５（2023）年度は合
計44回行いました。
・荷役機械の更新に向け、令和４（2022）年度は官民で構成するコンテナ荷役機械等整備検討会議を立ち上げ、荷役機械（Ｒ
ＭＧ）の主な仕様を決定し、令和５（2023）年度は官民で決定した仕様に基づき荷役機械（ＲＭＧ）の発注を行い、また、荷役
機械（ガントリークレーン）の更新に向け、横浜港でガントリークレーンの整備をしている横浜川崎国際港湾（株）（ＹＫＩＰ）との
技術交流会やメーカーへのヒアリングを各々２回、他港への荷役機械アンケート調査を実施し、官民での検討会議開催に向けた準備を
行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

説明 実績

30以上

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

30以上 30以上
回

説明 年度末時点における当該年度のポートセールスの実施数 実績 8 48 44

ポートセールスの件数（単年度） 目標 30以上
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和４（2022）年度・令和５（2023）年度ともにポートセールスを目標値以上に実施
しましたが、新型コロナウイルス感染症に端を発した世界的なコンテナ物流の混乱は、川崎港
においては船社の航路スケジュール調整や貨物量の多い港湾への貨物の集約化といった影響
を与え、令和３（2021）年度から３年連続でコンテナ取扱貨物量が減少したことから、今
後の川崎港コンテナターミナルにおけるコンテナ取扱貨物量の増加に向けて、国内外における
新たな荷主の獲得や既存の荷主へのフォローアップ等、更なる航路誘致に向けたポートセール
ス活動を官民一体となって推進していきます。
・第４期指定管理方針に基づく、指定管理者によるコンテナターミナルの一体的な管理運営
状況のモニタリング及び指定管理者への指導を適切に実施します。
・官民一体による荷役機械の更新に向けた調査・検討を踏まえ、荷役機械（ガントリークレー
ン・トランスファークレーン）等の更新に向けた検討・今後の整備方針について官民で引き続き
検討を行います。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標であるコンテナ取扱貨物増加量の目標値を達成できず、落ち込ん
だコンテナ取扱貨物を回復させるため、新たな荷主の獲得や既存の荷主への
フォローアップ、喪失顧客の再獲得に取組み、更なる航路誘致に向けたポート
セールス活動を官民一体となって推進する必要があるものの、令和５
（2023）年度は新規コンテナ関連施設の全部供用及び構内走行規則等
運用ルールを設定・周知したことより、コンテナターミナルの蔵置能力の向上や
効率的な荷役が可能となり、コンテナ取扱貨物量の増加に向けた基盤を確保
することができたため。
・令和５（2023）年度は新規コンテナ関連施設の供用開始と当該施設に
係る指定管理範囲の拡張をしたことにより、指定管理収入が12,886千円
（見込）増加し、市への納付金はコンテナターミナル全体で832千円（見
込）増加したため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ △ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度は新規コンテナ関連施設の一部供用開始（コンテナ輸送トラックの台車部分等を駐車するシャーシー置場、トラクター
ヘッド置場）し、令和５（2023）年度はシャーシー置場や空のコンテナを蔵置するバンプール及びコンテナターミナル入口ゲート等の整備を実施
し、令和５（2023）年12月に全部供用開始したことより、コンテナターミナルの蔵置能力の向上及び周辺道路やコンテナターミナル内の移動が
よりスムーズになり、効率的な荷役が可能となるなど、コンテナ取扱貨物量の増加に向けた基盤を確保しました。
・取扱貨物量の増加に向け荷主等にＰＲするため、川崎港利用者へのフォローアップ、未利用者に対する誘致活動などを実施しましたが、新型コ
ロナウイルス感染症に端を発した世界的なコンテナ物流の混乱は、川崎港においては船社の航路スケジュール調整や貨物量の多い港湾への貨物
の集約化といった影響を与えたことなどにより、令和４（2022）年度に引き続き、令和５（2023）年度は13,441TEU減少し、成果指標の
目標を下回りました。今後、貨物量の増加に向けて、国内外における新たな荷主の獲得や既存の荷主へのフォローアップ、喪失顧客の再獲得に
取り組み、継続して展示会への出展や海外ポートセールスの強化など更なる航路誘致に向けたポートセールス活動を官民一体となって推進する
必要があります。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度は条例改正の実施及び新規コンテナ関連施設（シャーシー置場及びトラクターヘッド駐車施設）を一部供用開始した
ことにより、新たにトラクターヘッド延べ56台分、728千円、シャーシー延べ106台分、1,060千円の歳入を得ることができました。令和５
（2023）年度は新規コンテナ関連施設（シャーシー置場の一部及びバンプール等）を全部供用開始及び当該施設に係る指定管理範囲の
拡張をしたことにより、指定管理収入が12,886千円（見込）（指定管理範囲拡張分として、トラクターヘッド駐車施設1,521千円、シャーシー
置場10,164千円、バンプール1,201千円）増加、市への納付金は全体で832千円（見込）増加しました。今後も引き続き、市への納付金
額を上昇させるため、国内外における新たな荷主の獲得や既存の荷主へのフォローアップ、喪失顧客の再獲得に取り組み、更なる航路誘致に向
けたポートセールス活動を官民一体となって推進し、貨物量を増加する必要があります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・Park-PFI事業者との基本協定締結
・Park-PFI事業者による便益施設、公園施設及び駐車場の整備
・Park-PFI事業者と連携した緑道の再整備の実施
【R05（2023）】
・Park-PFI事業者による便益施設、公園施設及び駐車場の運営・維持管理の開始
・Park-PFI事業者と連携した持続可能な管理運営体制の構築に向けた取組の推進
【R06（2024）・R07（2025）】
・Park-PFI事業者による便益施設、公園施設及び駐車場の運営・維持管理
・Park-PFI事業者と連携した持続可能な管理運営体制の構築に向けた取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・池上新町南緑道内に飲食・売店機能を有する施設や憩い・休息できる園路・ベンチ等が整備され、緑道の清掃や樹木剪定等の維持
管理が適切にされることによる利便性や快適性の向上
・イベントや地域貢献事業等が実施されることによる周辺地域の魅力の向上
・皐橋水江町線沿道に交通レスト機能を有する駐車場が整備されることによる道路環境の向上
・公園使用料の確保（令和７（2025）年度︓300千円）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・塩浜３丁目周辺地区における池上新町南緑道及び皐橋水江町線沿道について、緑道環境の向上及び大型車の路上駐停車の削
減を図るため、Park-PFI制度の活用等、民間活力の導入による効率的・効果的な施設整備や管理運営体制の構築に向けた取組を
進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
・Park-PFI事業者との基本協定締結
・Park-PFI事業者による便益施設、公園施設及び駐車場の整備
【R05（2023）】
・Park-PFI事業者による便益施設、公園施設及び駐車場の運営・維持管理の開始
【R06（2024）・R07（2025）】
・Park-PFI事業者による便益施設、公園施設及び駐車場の運営・維持管理

40401020 サポートエリア整備推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１（３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 13・池上新町南緑道及び皐橋水江町線沿道における効果的な公民連携の推進 臨海部国際戦略本部

現　状
【課題認識】

・塩浜３丁目周辺地区については、「塩浜３丁目周辺地区土地利用計画」（平成29（2017）年５月策定）に基づき、臨海部の
産業の成長を支える交通機能の強化や安全・安心、快適で魅力を感じる地区を目指し、道路交通円滑化や沿道環境改善、緑化推
進や人々の交流による臨海部のイメージアップなど潤いのある地区形成に取り組んでいます。
・本地区においては、時間調整等のための大型車の路上駐停車が多いことや公園や道路沿道にごみ等が不法投棄されていること、公園
の施設が老朽化し、あまり利用されていないことが課題となっています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 ー 77 458
（見込）

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

民間活力（Park-PFI）導入に伴う公園使用料による財
源確保

カネ
目標 0 300 300 300

千円
説明 公園施設設置許可の年額収入の推移をみることで、公園緑地にお

ける民間活力（Park-PFI）導入に伴う財政効果を測るもの

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・ごみの不法投棄の解消や緑のアメニティ機能向上のため、Park-PFI事業者（山崎製パン株式会社）と緑道の再整備に向けた基本
協定を６月に締結し、協定に基づき、コンビニエンスストアをはじめとした緑道部分の再整備や交通レスト機能の導入に向けた駐車場の
整備を実施しました。
【R05（2023）】
・Park-PFI事業者（山崎製パン株式会社）による便益施設をはじめとした緑道部分の再整備や、交通レスト機能の導入に向けた駐
車場の整備が完了し、Park-PFI事業者によるコンビニエンスストアの運営や緑道及び駐車場の維持管理を７月から開始しました。また、
地域貢献事業として、コンビニエンスストアの屋外テラスを活用し、緑道利用者である親子を対象とした食育を目的とした「サンドウィッチ教
室」を開催しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・池上新町南緑道及び皐橋水江町線沿道における効果的な公民連携の推進に向
け、緑道内における便益施設や緑道、駐車場の供用を開始したことから、引き続き、民
間事業者及び地元、行政の連携による、緑道における持続可能な管理運営や大型車
の路上駐停車の削減のほか、周辺地域の魅力向上の実現等に向けて、取組を継続し
ます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・Park-PFI制度を活用し、公園施設の設置許可使用料として、２年連
続で成果目標を上回る歳入を得ており、一定の効果があったため。
・Park-PFI制度を活用し、事業者による運営が開始され、緑地内の巡
回や毎日の清掃、草刈り等により緑地の維持管理水準が向上したととも
に、イベント等の実施により地域コミュニティの場を創出したため。また、駐
車場の整備に伴い、路上駐停車の削減に寄与したため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R05（2023））
・Park-PFI制度を活用し、事業者による運営が開始され、緑地内の巡回や毎日の清掃、草刈り等により、緑地の維持管理水準が向
上するとともに、イベント等の実施により、地域コミュニティの場を創出しました。
・駐車場の整備に伴い、大型車の駐車可能台数が６台から10台に増加し、利用率が90％に達していることなどから、路上駐停車の削
減に寄与しました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・Park-PFI制度を活用し、事業者への公園施設の設置許可を開始したことで、成果指標である「民間活力（Park-PFI）導入に伴う
公園使用料による財源確保」について、目標を前倒して令和４（2022）年度から都市公園法に基づく設置許可使用料として年額
77千円、令和５（2023）年度は年額458千円（見込）の歳入を得ることができ、２年連続で目標を達成しました。
・民間活力導入による緑道管理費の削減（歳出）として令和５（2023）年度予算に3,000千円の財政効果を反映しました。ま
た、公園使用料（歳入）として令和５（2023）年度予算に420千円、令和６（2024）年度予算に458千円の財政効果を反映
しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・包括管理委託等の学校施設の効率的・効果的な維持管理に向けた手法の検討
・包括管理委託のモデル実施に向けた事業範囲、事業期間等の検討
・麻生区内小中学校でのモデル実施に向けた実施方針の策定、教育委員会及び文教委員会への報告
【R05（2023）】
・事業者公募の実施
・プロポーザル選考による優先交渉権者の決定
・優先交渉権者との事業開始準備及び事業者との契約締結
【R06（2024）】
・麻生区内小中学校をモデルとした包括管理委託の実施
・モニタリングによる検証・分析
・令和９（2027）年度以降を事業開始年度とする全市立学校を対象とする包括管理委託の実施に向けた検討
【R07（2025）】
・麻生区内小中学校をモデルとした包括管理委託の実施
・モニタリングによる検証・分析
・令和９（2027）年度以降を事業開始年度とする全市立学校を対象とする包括管理委託の実施に向けた取組

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・包括的管理のモデル実施の検討

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・これまで市職員が発注等を行ってきた学校施設の修繕、維持管理、点検等の業務について、安全・安心な学校施設の維持管理や事
務の効率化等の観点から、民間活力を活用し包括的に管理する手法を検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ＰＦＩ事業終了後のはるひ野小・中学校を含めた学校施設管理の手法検討
・民間活用を図る場合の業務範囲、実施体制、契約期間等の検討
・包括的管理のモデル実施の検討

20203040 学校施設維持管理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組１ （３）市民サービスの向上に向けた民間活用の推進 14・学校施設の包括的管理手法の検討 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・市立学校175施設にかかる修繕、維持管理・点検等については、契約件数が非常に多くあり、迅速かつ適切な対応が求められることな
どから事務の効率化等が課題となっています。
・「学校施設長期保全計画」に基づく再生整備工事に取り組んでいるものの、多数の学校施設において老朽化が進んでおり、安全・安
心な学校施設を維持するためには、これまで以上に技術的な知見に基づいた対応が必要となっています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・学校施設の維持管理について、財政負担の削減に加え、業務生産性や維持管理水準の向上、修繕対応の迅速化等による学校環
境改善を図ることを目的として、全小・中学校等への包括管理委託の導入に先立ってモデルケースとして、まずは、麻生区内の小・中学
校において、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間、包括管理委託を導入することとし、議会や業界団体等
の意見も踏まえながら、その実施方針を策定しました。
・また、対象業務については、次のとおりとしました。
【対象業務】
①建築物定期点検業務、②建築設備定期点検業務、③防火設備定期点検業務、④遊具点検業務、⑤昇降機保守点検、⑥給食
調理機器関係保守点検業務、⑦消防設備等点検業務、⑧プール設備清掃保守点検業務、⑨雨水貯留施設清掃点検業務、⑩ト
イレ清掃業務、⑪給食室換気扇・窓ガラス清掃業務、⑫窓ガラス清掃業務、⑬貯水槽清掃保守点検業務、⑭建築物等環境衛生管
理業務、⑮樹木剪定・草刈業務、⑯有害鳥類捕獲等業務、⑰空気調和機器点検業務、⑱原状復旧に伴う調査・修繕・軽易工事、
⑲受付・校務等業務（はるひ野小・中学校のみ）
【R05（2023）】
・公募型プロポーザルにより決定した優先交渉権者と仕様書の協議の調整後に契約締結をしました。
・麻生区内の小・中学校へ包括管理業務への移行についての説明や市内事業者への説明会を行うなど、事業者と業務開始に向けた
準備を進めました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和６（2024）年度からの麻生区内の小・中学校をモデルとした包括管理委託を
進めるとともに、定期的なモニタリングを実施し、業務の改善を図ります。
・また、併せて、今後の全市立学校への展開を見据え、学校の維持管理業務等の更な
る集約の可能性についても検討していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・全小・中学校等への包括管理委託の導入に先立って、まずは、麻生区
内の小・中学校においてモデルケースとして導入することとし、契約締結を
行い、業務開始を準備した段階であり、現時点では、効果の発現に至っ
ていないため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・学校施設の維持管理について、財政負担の削減に加え、業務生産性や維持管理水準の向上、修繕対応の迅速化等による学校環
境改善を図ることを目的として、全小・中学校等への包括管理委託の導入に先立ってモデルケースとして、まずは、麻生区内の小・中学
校において、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間、包括管理委託を導入することとし、議会や業界団体等
の意見も踏まえながら、その実施方針を策定するとともに、対象業務を選定したところであり、効果を発現する段階には至っていません。
（R05（2023））
・令和６（2024）年度からの業務実施に向けた業者選定、契約の締結、業務開始準備等を進めたところであり、効果を発現する段
階には至っていません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・外部の専門的知見を活用し、業務プロセス改革の検討・実施や業務のデジタル化等による業務効率化の実現
・定時退庁や午後８時以降の時間外勤務の原則禁止等の意識改革の取組の継続実施
・柔軟な勤務時間設定の検討や、テレワークの推進に伴う労働生産性向上の取組の推進
・時間外勤務の事前手続きの徹底についての周知
・管理職のマネジメント向上を目的とした、36協定などの勤務時間制度や業務の平準化に関する管理職研修の実施
・人事委員会規則に基づく「時間外勤務の要因の整理・分析及び検証」の実施による職場ごとの改善の取組の推進及び改善策の横展
開を図るため、改善状況を含めた分析結果を全庁で共有
【R05（2023）】
・36協定に基づく360時間を超える時間外勤務職場等に対し、時間外勤務の要因の整理・分析及び検証の結果等を踏まえた追加調
査の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

81108030 労務事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （１）働き方・仕事の進め方改革の推進 １・長時間勤務の是正に向けた取組 総務企画局

現　状
【課題認識】

・平成29（2017）年度に策定した「川崎市働き方・仕事の進め方改革推進プログラム」に基づき、定時退庁や時間外勤務の事前手
続の徹底等の取組や、外部の専門的知見を活用した長時間勤務職場への業務改善等の支援を行ってきました。
・平成28（2016）年度以前と比較すると、長時間勤務となっている職員数及び職員１人当たりの平均時間外勤務時間数は大幅に
減少するなど、その成果が見られる一方で、新型コロナウイルス感染症対策に関連して業務が増大している部署をはじめ、年間480時間
を超えて時間外勤務を行った職員が、令和２（2020）年度時点で484人となっています。
・また、令和元（2019）年度から、時間外勤務の上限時間（年間720時間）等が人事委員会規則に定められ、上限時間等を超え
る時間外勤務については、翌年度に、その要因の整理・分析及び検証が義務付けられたことから、各局区において組織的な対応を行っ
ていますが、依然として、上限を超えて時間外勤務を行った職員が、令和２（2020）年度時点で206人にのぼる状況となっています。
・こうした状況を踏まえ、更なる長時間勤務の是正に向けた取組を推進し、職員一人ひとりのワーク・ライフ・バランスの実現や市役所組織
の生産性の向上等につなげていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・引き続き、業務プロセス改革等の取組と連動し、長時間勤務職場への支援を行うとともに、定時退庁や時間外勤務の事前手続きの
徹底等の意識改革やマネジメント向上の取組を推進します。
・令和２（2020）年度から実施している人事委員会規則に基づく時間外勤務の要因の整理・分析及び検証を継続して行い、分析
結果を踏まえた改善の取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・長時間勤務が課題となっている職場等について、外部の専門的知見を活用した業務分析、業務プロセス改革等の実施
・定時退庁や午後８時以降の時間外勤務の原則禁止等の意識改革の取組の継続実施
・時間外勤務の事前手続きの徹底についての周知
・管理職のマネジメント向上を目的とした、36協定などの勤務時間制度や業務の平準化に関する管理職研修の実施
・人事委員会規則に基づく「時間外勤務の要因の整理・分析及び検証」の実施による職場ごとの改善の取組の推進及び改善策の横展
開を図るため、改善状況を含めた分析結果を全庁で共有

時間 ○ その他 －
（４年間の）

到達目標
・市民サービスの向上と安定的な提供のため、長時間勤務職員数の縮減により、職員のワーク・ライフ・バランスや、組織の生産性向上を
実現

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ ○ 情報 －
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 618 619 553

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
年間480時間を超える時間外勤務職員数

時間
目標 0 0 0 0

人
説明 年間480時間を超える時間外勤務を行った職員数の縮減状況に

より長期間勤務の是正に向けた取組の効果を測るもの（単年度）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・各業務所管部署に対し、外部の専門的知見を活用した業務分析等により、ＡＩ・ＲＰＡ等のデジタル技術の活用や定型的・反復的
業務の集約化等の業務プロセス改革の取組を令和４（2022）年度・令和５（2023）年度それぞれ10部署に対して支援しました。
・水曜日の定時退庁や午後８時以降の時間外勤務の原則禁止の実施について、全庁に周知するとともに、職員の定時退庁を促すた
め、庁内放送による呼びかけや一定の時刻に第３庁舎（一部を除く。）の一斉消灯を行いました。
・国や他都市のフレックスタイム制について、調査研究し、本市における導入に向けた課題の抽出や検討を行いました。
・テレワーク用パソコンについて、新本庁舎移転を契機に本庁職場で週１日を目安とした在宅勤務を推進することとし、令和４
（2022）年度に1,310台を追加導入の上、令和５（2023）年度から運用開始しました。また、利用率の高い部局や効果的な活
用を見込める部局に再配置を行うとともに、利用促進に向け、好事例集の作成・更新等を行いました。
・時間外勤務の事前手続の徹底について、通知やｅ-ラーニングにより全庁に周知しました。
・新任課長や新任係長を対象に、36協定をはじめとする勤務時間等の制度や時間外勤務の上限時間に関する対応のポイント等につい
てe-ラーニングによる研修を実施したほか、階層別研修において時間外勤務の是正や業務の効率化についての講義を実施しました。
・上限時間を超えた時間外勤務について、その要因の整理、分析及び検証を行い、結果について、市働き方・仕事の進め方改革推進
本部会議での報告などを通じ、全庁に共有しました。
【R05（2023）】
・36協定に基づく360時間を超えるペースの時間外勤務職場等に対し、時間外の抑制を目的として、LoGoフォームによる追加調査を
実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

12

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

13 14
回

説明 年度ごとに新任課長・係長等を対象に実施する36協定等の勤務時間制度な
どに係るマネジメントに関する研修の実施回数（単年度） 実績 10 11 12

36協定等の勤務時間制度などに係るマネジメントに関する研修実
施回数 目標 11
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・一定の時期に業務が集中することへの対応や、突発的な業務への対応による時間外
勤務が多い傾向にある中、職員の意識改革の取組、応援体制の構築や管理職による
業務量の平準化等の対応の更なる推進に加え、新本庁舎整備を契機とした働き方の
見直し、業務プロセス改革の取組やデジタル技術を活用した業務効率化などの長時間
勤務職場への支援等により、長時間勤務の更なる是正に取り組んでいきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・長時間勤務の是正に向けた取組を通じ、午後８時以降の時間外勤務
を行った職員数や時間外勤務手当支給額の減となるなど、職員のワー
ク・ライフ・バランスや組織の生産性向上について一定の効果はあったもの
の、成果指標である「年間480時間を超える時間外勤務者数」は２年
連続で目標達成できなかったことから、今後は、職員の意識の更なる醸
成、応援体制の構築や業務量の平準化、業務プロセス改革やデジタル
技術の活用等による業務の簡素化・効率化の取組などを通じ、更なる縮
減に向けて取り組む必要があるため。

○ 情報 － 時間 △ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由
【ヒト・時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・水曜日の定時退庁率は、令和３（2021）年度の81.1％から、令和４（2022）年度は77.3％、令和５（2023）年度は
80.3％と、0.8％の減となりました。時差勤務制度の活用が進んでいく中、一斉定時退庁の在り方については、今後検討を進めていく必
要があります。
・午後８時以降に時間外勤務を行った職員の割合（１日平均）は、令和３（2021）年度の7.7％から、令和４（2022）年度は
7.6％、令和５（2023）年度は7.2％となり、0.5％の減となりました。

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・研修等において、職員の出退勤時刻や時間外勤務時間数等の適切な管理を徹底し、長時間勤務の組織的な把握と対策の実施を
促すことで、職員の労務管理等の基本的なマネジメントの徹底や意識の更なる醸成に寄与しました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・時間外勤務手当支給額は、令和３（2021）年度の6,255,307千円から、令和４（2022）年度は6,168,594千円、令和５
（2023）年度は6,169,763千円（見込）と、85,544千円の減の見込みとなりました。
　※例月の給与支給額をベースで算定しているため、追加・戻入は反映されていません。
　※給与改定に伴う差額支給額は含まれていません。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である「年間480時間を超える時間外勤務者数」については、令和４（2022）年度は619人、令和５（2023）年度は
553人と２年連続で目標の達成には至りませんでした。令和４（2022）年度から人数が減少した要因として、令和４（2022）年
度前半の新型コロナ対応等の業務集中傾向が、令和５（2023）年度は解消されたこと等が考えられますが、一部の職場への一定の
業務集中がなお続いている状況が見られました。一方で、年間1,000時間超の時間外勤務者数は、令和３（2021）年度の40人か
ら、令和４（2022）年度は23人、令和５（2023）年度は８人となり、応援体制の構築や業務量の平準化の取組が寄与したもの
と考えられることから、これらの取組の更なる推進に加えて、午後８時以降の時間外勤務の原則禁止などの意識醸成、業務プロセス改
革、デジタル技術の活用等による業務の簡素化・効率化の取組を推進すること等で、長時間勤務の更なる是正に取り組む必要がありま
す。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
取組の方向性

・集約化する総務事務の対象範囲の拡大について、庁内での調整及び検討を継続的に実施します。
・集約化した総務事務の総務事務センター内における業務効率化の手法として、令和２（2020）年度から児童手当認定事務執行
の一部、令和３（2021）年度から被服認定事務執行の一部にＲＰＡを活用しており、対象範囲を拡大していきます。
・令和５（2023）年度の新本庁舎へのワークステーション機能の設置に向けて、障害者雇用の促進と安定運用のための検討を実施し
ます。
・集約化した総務事務の民間活用についても、継続的に検討していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・集約化する業務の対象範囲の拡大に向け、庁内で調整し、集約業務の選定や方法について検討を実施
・総務事務センターで勤務する障害者の業務範囲拡大を実施するとともに、安定的な就労継続を支援
・集約化した総務事務の安定化に取り組むとともに、民間活用が可能かつ有効な対象業務の選定・検討に、継続的な取組の実施
【R04（2022）】
・障害者雇用によりワークステーションの準備担当を配置し、ワークステーション機能の導入に向けた検討と準備の実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・新本庁舎にワークステーション機能を導入し、共通物品事務等の総務事務を集約するとともに、障害者雇用の促進に向けた取組を実
施

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・集約した総務事務について、ＲＰＡの活用等による安定的な運用及び効率化
・集約業務の範囲拡大による市全体の事務効率化
・新本庁舎ワークステーション機能の範囲拡大による障害者の業務範囲拡大及び共通物品事務集約等の事務効率化

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ ○ 情報 －

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （１）働き方・仕事の進め方改革の推進 ２・総務事務執行体制の見直し 総務企画局

現　状
【課題認識】

・各局総務部門が実施していた旅費認定事務について、令和元（2019）年度から集約化し、令和２（2020）年度は消防局、令
和３（2021）年度は教育委員会に対象範囲を拡大しています。
・各所属が実施していた会計年度任用職員・附属機関委員等の報酬支払い事務、社会保険・労働保険関係事務等や、人事部門の
定型・反復的業務について、令和２（2020）年度から業務を集約化し、効率化及び安定的な運用を推進しています。
・総務事務センター内で勤務する障害者の業務範囲拡大を進め、職場環境整備を実施しています。
・総務事務の将来的な民間活用に向けて、集約化する総務事務の安定化と効率化が必要となります。

81108020 総務事務センター事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・集約業務の安定化、業務範囲の拡大に向けて、民間活用等の新たな手法やその対象業務の検討
・集約業務の効率化、安定運用に向けた制度所管との調整、システム改修、手引き等の運用の適正化を継続的に実施
・総務事務センター内（精神）障害者の職域拡大の検討及び安定した就労継続のための環境整備
【R04（2022）】
・被服認定業務におけるＲＰＡのシステム活用実施
・障害者雇用によるワークステーション設置準備担当を配置し、ワークステーション機能の導入に向けた共通物品業務等集約の検討及び
新本庁舎移転前の第３庁舎での庁内便配達業務や古紙回収業務、物品補充業務等の試行実施
【R05（2023）】
・集約化した旅費認定事務の効率的な運用に向けた新たな旅費システムの要件定義及び基本設計を実施
・本庁舎に障害者雇用によるワークステーションを設置し、共通物品業務等の集約及び庁内便配達業務や古紙回収業務、物品補充
業務、備品貸出業務等の本格実施
・ワークステーション業務の第３庁舎への対象部署の拡大に向けた業務の検討及び調整
【R06（2024）】
・集約化した旅費認定業務の効率的な運用に向けた新たな旅費システムの構築及び本稼働に向けた検証等を実施
・ワークステーション業務の第３庁舎への対象部署の拡大
・ワークステーション業務の御幸ビルへの対象部署の拡大に向けた業務の検討及び調整
【R07（2025）】
・本稼働した新旅費システムを活用した旅費認定業務の実施
・ワークステーション業務の御幸ビルへの対象部署の拡大

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、活動指標（ＲＰＡを活用した業務処理の種類（累計））について、想定してい
た業務数４業務をＲＰＡ化できたことから、令和４（2022）年度実績値を基準値として、令和５（2023）
年度以降の目標値を上方修正します。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
４以上
（４）

４以上
（４）

種類
説明 年度末時点におけるＲＰＡを活用する業務処理の種類数（累計）

※括弧書の目標値は上方修正前の数値 実績 2 4 4

ＲＰＡを活用した業務処理の種類（累計） 目標 3 ４以上
（３）

2
総務事務執行体制における障害者雇用の人数（累計） 目標 9 30 30 30

1

名
説明 年度末時点における障害者雇用の人数（累計） 実績 2 20 26

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・集約業務の拡大に向けた検討を行うため、関係局との会計年度任用職員関係業務や手当認定業務に関するヒアリングを実施するとと
もに、課題の整理等を行いました。
・総務事務センター内で雇用している障害者就業員のため、席の配置やチーム編成などの職場環境整備を継続して実施しました。
・障害者雇用の人数については、令和４（2022）年度は障害者就業員をワークステーションで18名に増員し、累計20名と活動目標
を達成しましたが、令和５（2023）年度は累計26名と目標を達成できませんでした。今後、第３庁舎移転局を対象とした業務集約
に合わせて順次障害者就業員を増やすなどの取組を行う必要があります。ワークステーションにおけるスキャン業務については、令和４
（2022）年度は年間約140fm（ファイルメーター）（※）、令和５（2023）年度は年間約190fmの簿冊をスキャンしました。
【R04（2022）】
・集約した旅費業務における効率的な審査・認定作業に向け、新たな旅費システムの構築を検討し、令和５（2023）年度に構築費
用を予算化しました。
・被服の職員級と係長級（２種類）認定業務について、ＲＰＡを活用開始し、活動指標である「ＲＰＡを活用した業務処理の種類
（累計）」は４種類となり、目標を達成しました。
・会計年度任用職員等の健康保険の共済組合移行及び児童手当の所得制限などの制度改正に対応し、業務効率化のためシステム
改修や手引きの改正を実施しました。
・ワークステーションについて、令和５（2023）年度の新本庁舎での本格稼働に向け、新本庁舎移転前の第３庁舎での庁内便の配
達業務や古紙回収業務、物品補充業務等を試行実施しました。
【R05（2023）】
・民間活用の事例がある他都市の視察や関連業者へのヒアリングを行った結果、年末調整等の単体業務ではなく、関連性のある複数業
務を民間活用にて行う方が効率的であり、スケールメリットによる効果額も見込まれることがわかりました。その結果を踏まえ、民間活用に
向け課題や方向性を整理しました。
・関係部署や開発業者と連携して、新たな旅費システムの構築に向けた要件定義及び基本設計を行いました。
・各種証明発行における電子申請を開始しました。
・令和４（2022）年度からの試行実施結果を踏まえ、本庁舎に障害者雇用によるワークステーションを設置し、共通物品業務等の集
約及び庁内便配達業務や古紙回収業務、物品補充業務、備品貸出業務等の本格実施を10月から開始しました。
・ワークステーションの庁内便配達業務拡大に向け、第３庁舎移転対象局と実施方法や実施時期などについて調整を行いました。

※１fmはＡ４サイズの用紙をおおよそ１m（約１万枚分）積み上げた量

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
業務集約による財政効果（累計）

カネ
目標 50,000 100,000 150,000 200,000

千円
説明 業務集約の取組を通じた、人件費削減による財政効果（計画期

間における累計） 実績 37,000 0 0

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
実績

目標

説明

目標・実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

○
区分選択の理由

カネ

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度は、新本庁舎へのワークステーション設置に向けて、18名の障害者就業員を雇用し、令和５（2023）年度
は本庁舎でのワークステーションおいて、24人の障害者就業員を雇用することで、障害者雇用率の維持・向上や多様な人材が混ざり合
う職場環境づくりに寄与した一方で、勤怠の安定などに課題を残しています。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・集約した旅費認定業務等の効率化などの取組により、累計で約29,749千円の経費削減効果を生み出しましたが、担当業務の多様
化により習得業務が多いこと等から会計年度任用職員の離職も多く、ノウハウの継承や業務スキルの均一化が困難なこと、さらに、給与
改定や社会保険などの制度改正への対応などの課題もあり、今後、執行体制の見直しや更なる業務効率化への取組が必要です。
・集約業務の範囲拡大に向けて、関係局と集約可能な業務について検討調整を進めましたが、任命ごとの認定基準及び手法の違い、
各任命での実務状況の把握が進んでいないという実態があったため、令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度は集約に至ら
ず、成果指標である「業務集約による財政効果（累計）」について目標達成には至りませんでした。今後に向けて、関係局と調整を行
い集約可能な業務の選定等を行うとともに、民間活用をはじめとした更なる業務集約化の方法について検討を進める必要があります。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・旅費認定業務の手法の見直しにより、１件当たりの認定時間を短縮することができ、令和３（2021）年度は約10分/件だったところ
を、令和４（2022）年度は約8.3分/件、令和５（2023）年度は約7.7分/件で旅費認定を行うことができました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ワークステーションの業務として、令和４（2022）年度は年間約140fm（ファイルメーター）、令和５（2023）年度は年間約
190fmの簿冊をスキャンしたことにより、ペーパレスの推進に寄与しました。
※１fmはＡ４サイズの用紙をおおよそ１m（約１万枚分）積み上げた量

Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・手当等認定業務の自動化や部分的な民間活用を検討して業務手法の見直しを行
い、業務効率化を進めます。また、業務範囲の拡大に向けて、任命ごとの業務の違い等
を確認しながら、集約可能な業務の検討を進めます。
・会計年度任用職員については担当業務の種類が多く、各業務の関連性も低いことか
ら関連法令や規則・マニュアルを全て把握することが困難で業務遂行に支障をきたし、
離職率が高くなっているため、今後は現在の体制や業務手法を再検討し、執行体制の
安定化を推進します。
・ワークステーションでは庁内便の配達業務や古紙回収業務、物品補充業務等を安定
的に運用していくとともに、第３庁舎対象部署への一部業務拡大を行います。

取組の
総体的効果

区分
ヒト

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・集約した旅費認定業務等の効率化により、経費削減や処理時間の短縮な
どの一定の効果を上げることができましたが、成果目標である「業務集約による
財政効果（累計）」は２年連続で目標達成できなかったため。
・ワークステーション設置によりペーパレスの推進のほか、障害者雇用率の維
持・向上や多様な人材が混ざり合う職場環境づくりに寄与した一方で、勤怠
の安定などの課題については引き続き検討する必要があるため。
・集約業務の範囲拡大については、任命ごとの認定基準の違い等が業務拡
大の障害となっていることや、総務事務センターの運営面においても会計年度
任用職員の離職が多く、業務定着化等の課題が残ることから、民間活用をは
じめとした更なる業務集約化方法の検討や執行体制の見直し等に向けた取
組が必要なため。

△ 情報 － 時間 ○ その他△ モノ －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

新本庁舎工期延長等のため、川崎区役所・支所の窓口体制変更実施時期、大師支所・田島支所仮庁舎の供用開
始時期を令和７（2025）年１月に変更します。

現　状
【課題認識】

・平成30（2018）年３月に「区役所と支所・出張所等の機能再編実施方針改定版」を策定し、支所を含めた川崎区全体の機能・体制など
の検討を進めてきました。
・令和２（2020）年３月に策定した「川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する基本方針」、令和３（2021）年５月に策定した「川崎
区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針」に基づき、令和５（2023）年度中の機能再編、令和９（2027）年度を予定している
「こども文化センター」や「老人いこいの家」等を複合化した新支所複合施設の供用開始を目指して、取組を進めていく必要があります。

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・紙文書削減・ペーパレス促進ガイドラインなどを参考にした紙文書の総量削減及び紙文書を「使用しない、発生させない」業務プロセス構築の取
組及び紙文書削減活動の推進
・支所仮庁舎及び大師地区・田島地区複合施設に設置する面接・相談スペースやサテライトオフィス環境の検討・整備
・大師地区・田島地区複合施設整備等に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・大師地区・田島地区複合施設整備・運営基本計画の策定
・支所仮庁舎に設置する面接・相談スペースやサテライトオフィス環境の検討
・機能再編後の区役所レイアウト計画等の作成
【R05（2023）】
・紙文書削減活動の更なる推進
・支所仮庁舎の設計
・窓口体制変更後の区役所レイアウト計画等を踏まえたレイアウト変更（７階・10階・12階・13階）
【R05（2023）〜R07（2025）】
・支所・地区健康福祉ステーションの申請・届出業務を川崎区役所に統合する窓口体制の変更（機能再編）※令和７（2025）年１月
・窓口体制変更後の区役所レイアウト計画等を踏まえたレイアウト変更及び職員・窓口移転の実施　※令和５（2023）年度から段階的に実
施
・窓口体制変更後の体制・区役所レイアウトによる区役所行政サービスの提供
・支所仮庁舎における支所行政サービスの提供

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

（４年間の）
取組の方向性

時間 ○ その他 －情報 －

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・紙文書削減・ペーパレス促進ガイドラインなどを参考にした紙文書の総量削減及び紙文書を「使用しない、発生させない」業務プロセス構築の取
組及び紙文書削減活動の推進
・支所仮庁舎及び新支所複合施設に設置する面接・相談スペースやサテライトオフィス環境の検討・整備
・新支所複合施設整備に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・（仮称）大師支所・田島支所複合施設整備基本計画の策定
【R04（2022）・R05 （2023）】
・来庁者の利便性確保、職員間コミュニケーションや組織間業務連携の促進、作業時間の短縮、非効率スペース解消等に向けた機能再編後の
川崎区役所レイアウト・フロア構成における、ユニバーサルレイアウトや規格を統一した新規什器の導入、オープンミーティングスペースやマグネットエリ
アの設置、下層階へのオフィススペースの集中、上層階への会議室スペースの集中等の検討及び変更の実施
【R06（2024）】
・支所・地区健康福祉ステーションの申請・届出業務の川崎区役所への一元化（機能再編）
・支所仮庁舎供用開始

・川崎区役所及び支所・地区健康福祉ステーションの機能再編により、保健福祉分野における複数の専門職による多職種連携体制を強化しま
す。
・機能再編後、川崎区役所庁舎として主に利用する「パレール三井ビル」のレイアウトやフロア構成の検討にあたっては、来庁者の利便性に加え、
職員間のコミュニケーションの円滑化や組織変更等も見据えた空間の可変性等を考慮します。また、ワークスタイル変革や業務効率化を図るため、
区役所内のペーパレス化を推進します。
・機能再編後も支所での直接対面による相談機会を確保していくことから、新支所複合施設内に面接・相談スペースを確保するとともに職員が業
務を行う上での効率性の観点から、サテライトオフィス環境を整備します。

（４年間の）
到達目標

・川崎区全体の機能・体制を再編・強化し、保健福祉分野における専門的・機動的なサービス提供体制の構築や効率的な行政運営による市
民サービスの向上
・機能再編を契機としたオフィス改革の実施及びペーパレス化による会議資料印刷枚数の１万枚の削減
・支所仮庁舎及び新支所複合施設に設置したサテライトオフィスの活用による効率的な業務の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（１）働き方・仕事の進め方改革の推進 ３・川崎区役所機能再編に伴うワークスタイル変革や業務効率化 川崎区役所

81107110 区役所等管理運営事業（川崎区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

説明
2

実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

実績

単位

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績

目標

実績 ー 7,188 8,170

2
説明

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

8,000 9,000 10,000
枚

説明 区主体会議における会議資料印刷枚数の減（令和２（2020）
年度比較）

1
ペーパレス会議等による会議資料印刷枚数の減

その他
目標 7,000

R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・重点的に廃棄する紙（保存期間を経過した完結文書、紙文書のうち、業務参考用文書、文書以外の紙類（書籍・冊子・パンフレッ
ト、使用予定の無い用紙や封筒のストックなど））を定め、川崎区役所、大師支所、田島支所それぞれにおいて、複数回紙ごみの廃棄
を実施しました。
・支所仮庁舎に設置する面接・相談スペースやサテライトオフィス環境の検討を実施し、令和４（2022）年度に仮庁舎の基本設計、
令和５（2023）年度に実施設計を行いました。
・令和７（2025）年１月に実施する窓口体制変更後の川崎区役所レイアウト計画を令和４（2022）年度に作成し、令和５
（2023）年度に計画等を踏まえたレイアウト変更（７階・10階・12階・13階）を実施しました。
【R04（2022）】
・「大師地区複合施設・田島地区複合施設　整備・運営基本計画」を策定し、複合施設に面接・相談スペースやサテライトオフィス環境
を整備することを計画に位置付けました。
【R05（2023）】
・レイアウト変更を実施した区役所フロア（７階・10階・12階・13階）について、各職員席や会議室等に外部モニターを設置しました。

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

目標

説明 実績

説明 実績
2

目標

目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

30区主体の会議における完全ペーパレス会議の開催回数 目標 20

単位

35 40
回

説明 区主体の会議における完全ペーパレス会議の開催回数 実績 ー 41 40
1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引続き、紙文書削減活動の取組を進めます。
・「川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針」等に基づき、保健福祉分
野における複数の専門職による多職種連携体制の強化に資する窓口体制変更の取
組を進めます。
・区役所レイアウト計画等を踏まえたレイアウト変更及び職員・窓口移転の取組を進め
ます。
・「大師地区複合施設・田島地区複合施設　整備・運営基本計画」に基づき、施設整
備・運営に関する取組を進めます。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・計画的な紙ごみの廃棄や不要となる什器等を段階的に廃棄したことに
より、快適な待合・執務スペースの確保等に貢献したため。
・ペーパレス会議等による会議資料印刷枚数の減により、川崎区役所・
支所におけるペーパーレス化の更なる推進に寄与したため。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

【モノ・その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・川崎区役所・支所の窓口体制変更実施に向け、不要となる什器等を段階的に廃棄することで、今後の移転作業の負担を軽減すると
ともに、快適な待合スペースや執務スペースの確保に寄与しました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・川崎区役所、大師支所、田島支所において、複数回紙ごみの廃棄を実施し、令和４（2022）年度は川崎区役所では３回8,590
㎏、大師支所では５回3,270㎏、田島支所では２回2,010㎏、令和５（2023）年度は川崎区役所では３回8,120㎏、大師支
所では５回2,770㎏、田島支所では２回1,970㎏の不要な紙を削減することで、ペーパーレス化の推進やより快適な執務環境の確保
につながりました。
・ペーパレス会議等による会議資料印刷枚数について、成果指標の目標を達成し、川崎区役所・支所におけるペーパーレス化の更なる
推進に寄与しました。
（R05（2023））
・レイアウト変更を実施した区役所フロア（７階・10階・12階・13階）について、各職員席や会議室等に外部モニターを設置したことに
より、区役所内のペーパレス化が推進しました。

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 － 時間 － その他 ○

区分選択の理由
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（１）働き方・仕事の進め方改革の推進 ４・宮前区役所の移転を契機としたワークスタイル変革や業務効率化 宮前区役所

現　状
【課題認識】

・平成31（2019）年３月に「鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機能に関する基本方針」を策定し、この方針に基づく取組を「宮前区
のミライづくりプロジェクト」と名付け、宮前区全体のまちづくりを検討してきました。
・今後も「宮前区のミライづくりプロジェクト」の進捗状況を区役所内で情報共有し、関係部署と連携するとともに、令和11（2029）〜
令和13（2031）年の新宮前区役所の供用開始を契機として、区役所内部における働き方・仕事の進め方を見直し、一層の業務の
効率化につなげていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・令和７（2025）年度以降の新市民館・図書館の移転と令和10（2028）年度以降の区役所移転に向け、新本庁舎の動向を踏
まえながら、関係部署と連携し、ＩＣＴの活用やワークスタイルの変革を現庁舎で推進していきます。
・移転後の庁舎におけるワークスタイル変革や業務効率化に必要な取組について検討していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ペーパレス化の推進（例　会議におけるプロジェクター・タブレット使用の推進、庁内共有端末による会議資料等の共有化等）
・ワーキングによる事務の効率化の検討
・新たなＩＣＴの活用
・研修による職員の意識改革
・ビジネスチャットの推進
・移転後の庁舎のワークスタイル変革や業務効率化に関する関係部署と連携した検討の実施

96900020 庶務・経理・会計事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・令和７（2025）年度以降の新市民館・図書館の移転と令和10（2028）年度以降の区役所移転に向け、新本庁舎の動向を踏
まえながら、関係部署と連携し、現庁舎においてＩＣＴの活用やテレワーク等のワークスタイルの変革を推進
・移転後の庁舎におけるワークスタイル変革や業務効率化の検討の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ペーパレス化の一層推進（会議におけるプロジェクター・タブレット使用や、庁内共有端末による会議資料・区長レク資料等の共有化・
ペーパレス化等）
・ワーキングによる事務の効率化の検討
・新たなＩＣＴの活用（ＲＰＡやＬｏＧｏフォームの活用による業務の効率化）
・課長補佐以下の職員を対象とする業務改善をテーマとした研修による職員の意識改革
・ビジネスチャットの推進（スピーディーで円滑な意思疎通を図るため管理職等グループの作成）
・移転後の庁舎のワークスタイル変革や業務効率化に関する関係部署と連携した検討の実施
・テレワークＰＣの利用推進（例　在宅での使用や出張時等出先での活用を推進）
【R05（2023）】
・庁内会議の更なるペーパーレス化の実施
・局内アンケート調査でのＬｏＧｏフォーム活用による業務効率化

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

3 3

回

説明 区が主体で開催したＩＣT・業務改善などに関連した研修やワーキング等の開
催数 実績 0 1 2

ＩＣＴ・業務改善など職員の意識改革を促す研修やワーキングの
実施 目標 1 2

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・区長レクをペーパーレスとし、管理職会議および部長会議においても共有フォルダを整備するなどペーパーレス化の浸透を図りました。
・令和４（2022）年７月に開催した区制40周年記念式典の参加者応募受付をＬｏＧｏフォームによる申込とした等、事務の効率
化を行いました。
・テレワークＰＣの積極的な利用促進を周知し、業務時間の有効活用を図りました。
・区役所職員の業務改善意識の醸成や手段の獲得を目的として、令和５（2023）年１月に「働き方・タイムマネジメント研修」を高
津区役所と合同で実施しました。（27人参加、うち宮前区役所職員12人）
【R05（2023）】
・衛生委員会をペーパーレスで運用し、各所属の取組をＬｏＧｏフォームによる回答とする等、ペーパーレス化の浸透や事務の効率化を
図りました。
・区役所での業務効率化や業務改善促進の取組の１つとして、令和５（2023）年12月に「自動化ツール作成研修」を高津区役所
と合同で実施しました。（11人参加、うち宮前区役所職員６人）
・在宅勤務等、多様な働き方の推進を目的に、令和６（2024）年３月に「テレワーク端末活用講習会」を実施しました。（６人参
加）
・衛生委員会において、新型コロナウイルス感染症への各所属での対策状況に関する局内アンケート（１回）をＬｏＧｏフォームを活
用し実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

区主体の会議におけるＰＣ・モニター等を使用した会議の
開催による会議準備時間の減（令和２（2020）年度
比較）

時間

目標 12 24 36 43.5

時間

説明 区が主体で開催した会議におけるＰＣやモニターを使用した会議の
開催による会議準備における削減時間数 実績 6 12 24

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

1
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年開催の「働き方・タイムマネジメント研修」及び、令和５（2023）年開催の「自動化ツール作成研修」について、
高津区役所との合同研修としたことにより、区内のみの研修と比較し積極的な意見交換が行われました。
（R04（2022））
・「働き方・タイムマネジメント研修」について、研修の際に実施したアンケートでは研修内容の評価に対して、「非常に有益」「有益」と回答
した職員の割合が89％となり、業務改善の意識向上に一定の効果があったものと考えます。
（R05（2023））
・「自動化ツール作成研修」についての受講後アンケートでは、研修内容が「非常に有益」「有益」と回答した職員が100％で、「早速自
身の業務に活かしたい」との声も多かったことから、業務改善の意識醸成について一定の効果があったものと考えます。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度は区長レクや管理職会議、部長会議、令和５（2023）年度は衛生委員会などの庁内会議にてペーパーレ
スを実施したことにより、会議資料の印刷時間や配布資料の削減効果がありました。
・ＬｏＧｏフォーム等の積極的なＩＣＴ活用により、従来必要としていた事務の手順やそれに係る時間の削減ができ、横展開を図る事
で更なる事務負担軽減への意識醸成につながりました。
・テレワークＰＣの活用によるモバイルワークにより、移動にかかる時間の大幅な削減につながりました。
（R05（2023））
・局内アンケートをＬｏＧｏフォームで実施することにより、結果集計や資料作成にかかる時間が大幅に削減できました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・区長レクや管理職会議等におけるペーパーレス会議の実施による配布
資料の削減やＬｏＧｏフォーム等の活用による事務負担の軽減や時間
の縮減の効果があり、研修による職員の業務改善意識向上にも寄与す
るなど、一定の成果が見られたため。

－ 情報 － 時間 ○ その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続きＩＣＴの積極的活用やペーパーレス化等による一層の会議や事務効率化を
行い、庁舎移転の動向を見極めながら、効果的な業務改善の取組を継続します。

事務事業等
への貢献度
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （１）働き方・仕事の進め方改革の推進 ５・学校教職員の働き方改革に向けた取組 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・平成31（2019）年２月に策定した「教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に基づき、教職員の負担軽減につながる取組を
推進しているところですが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う感染対策の実施やＧＩＧＡスクール構想の推進など新たな取組への
対応も生じています。
・これまで実施してきた様々な取組により、教職員が授業や学級経営、児童・生徒指導等の本来的な業務に一層専念できる時間が増
え、定性的な効果は上がってきていますが、長時間勤務の教育職員の割合はわずかな減少にとどまっていますので、引き続き学校運営支
援体制の整備を図るとともに、教職員が働き方・仕事の進め方改革に対する当事者意識を持ち、学校全体で改善活動を実践すること
で、長時間勤務の是正につなげていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・令和３（2021）年度策定の「第２次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に基づき、教職員の負担軽減のため、学校の業
務改善や支援体制の整備、人員体制の確保を引き続き実施するとともに、教職員自らが、ワーク・ライフ・バランスを意識し、改善活動を
実践できるような働き方・仕事の進め方に関する意識改革を推進することにより、教職員のモチベーションの維持向上とのバランスを取りな
がら長時間勤務の是正に向けた取組を進めていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・「第２次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」（令和３（2021）年度策定）を踏まえた取組の実施・進捗管理
・国の動向を踏まえ教職員勤務実態調査の実施
・部活動指導員の配置拡充・教職員事務支援員又は障害者就業員の配置の継続等による教職員の負担軽減に向けた取組の推進
・国の動向を踏まえ休日の部活動の地域移行に向けた検討及び結果のとりまとめ
・ＩＣＴを活用した働き方・仕事の進め方改革の取組の推進

20204070 学校業務マネジメント支援事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －
（４年間の）

到達目標
・教職員の高いモチベーションを維持したまま、中学校の時間外在校等時間が１か月当たり80時間を超える教育職員の割合を16.5％
に低下させるなど、長時間勤務を是正

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・「第２次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に掲げる３つの視点（①学校における業務改善・支援体制の整備、②チーム
体制の構築と学校を支える人員体制の確保、③働き方・仕事の進め方に関する意識改革の推進）に基づく取組の実施及び学校業務
検討委員会等を活用した適切な進捗管理の実施
・国の動向を踏まえた教職員勤務実態調査の実施
・教職員事務支援員又は障害者就業員の学校配置の継続
・部活動指導員の55名配置（複数配置）及び配置拡充による教員の負担軽減に向けた効果検証
・スポーツ庁委託事業「休日の部活動の段階的な地域移行に向けた実践研究」を継続実施（２年目）、国の動向を踏まえ休日の部
活動の段階的な地域移行に向けた取組の検討
・ＩＣＴを活用した働き方・仕事の進め方改革の取組の推進（長期休業期間における在宅勤務によるオンライン研修の実施、校務支
援システム機能拡張等）
【R05（2023）】
・本市の教職員勤務実態調査結果を踏まえた取組の推進
・中学校52校及び高等学校１校への部活動指導員の66名配置及び配置拡充による教員の負担軽減に向けた効果検証
・中学校における教職員事務支援員の勤務時間数の増
・学校・保護者間の連絡手段のオンライン化の推進
【R05（2023）〜R07（2025）】
・「第２次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」を踏まえた取組の実施・進捗管理
・部活動指導員の配置拡充（複数配置）、教職員事務支援員又は障害者就業員の配置の継続
・国の動向を踏まえ休日の部活動の地域移行に向けた検討及び結果のとりまとめ
・ＩＣＴを活用した働き方・仕事の進め方改革の取組の推進
【R06（2024）】
・令和５（2023）年度実施、本市の教職員勤務実態調査結果を踏まえた校長・教頭・教務主任との意見交換会の実施
・中学校52校及び高等学校３校への部活動指導員の81名配置及び配置拡充による教員の負担軽減に向けた効果検証
・川崎市立中学校の部活動に係る懇談会等を通じた意見聴取
【R07（2025）】
・部活動指導員の104名配置及び配置拡充による教員の負担軽減に向けた効果検証
・新たな「部活動指針」の策定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・令和４（2022）年度に実施することとしていた市独自の勤務実態調査について、同年度に実施の国の勤務
実態調査の内容及び令和５（2023）年度５月に公表される当該結果の速報値の内容を踏まえ、今後の教
員の働き方・仕事の進め方改革の取組に資する、本市の実情に沿った調査内容とするため、令和４（2022）
年度については、調査内容や手法の再検討を行い、令和５（2023）年度に実施することとしました。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

部活動指導員の配置数 目標 55 66
1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

81 104
名

説明 中学校等における長時間勤務の主たる要因の１つである部活動指導の負担
を軽減するために配置する部活動指導員の総数 実績 51 50 62

R07年度 単位

1
教職員事務支援員又は障害者就業員の配置校数 目標 166

（全校）
166

（全校）
166

（全校）
167

（全校）

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

校
説明 学校運営を補助するために教職員事務支援員又は障害者就業員を配置して

いる市立小・中学校の校数 実績 166 166 166

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・本市教職員勤務実態調査について、令和４（2022）年度に国が実施した勤務実態調査の内容及び当該調査結果の速報値を活用しつつ、より本市の
実情に即した調査とするため、調査内容や手法の再検討を行い、令和５（2023）年度に実施しました。
・実態調査結果を活用しながら、「川崎市で先生になりたい」、「ここで長く働きたい」等をテーマに小学校校長会及び中学校校長会と各４回、意見交換会を
実施しました。
・小学校114校、中学校52校、特別支援学校１校について、教職員事務支援員又は障害者就業員を配置し、印刷作業や配布物の仕分け作業等の事
務補助を行い、教職員の業務負担の軽減を図りました。令和５（2023）年度から、中学校において、授業後の教職員勤務の実情等を踏まえ、教職員事
務支援員について原則週20時間から週30時間に勤務時間を引き上げ、配置の拡充を行いました。
・部活動指導員について、中学校全52校に１名ずつ配置するとともに、令和４（2022）年度から、新たに３校の複数配置校を設け、計55名の配置とす
る目標に対して、単数配置校計５校に配置することができませんでした。令和５（2023）年度は、中学校52校に高等学校１校も加え、計66名の配置と
する目標に対して、種目や活動時間等も考慮し業務改善を図りながら部活動指導員の配置を推進しましたが、計62名の配置となり目標が未達成となりまし
た。部活動指導員については人材確保や勤務条件（競技種目、指導時間等）の調整に課題があるため、次年度以降の取組に向けてさらなる勤務条件の
見直し、近隣大学への募集を行うなど改善に向けた取組を進めます。
・配置校の部活動指導員、顧問教員、学校管理職に対し、平日・土日の部活動指導時間や教員の精神的負担などについてヒアリングを行い、配置効果の
検証を行いました。
・「休日の部活動の地域移行」に向け、令和４（2022）年度は、東高津中学校での実践研究で、５種目の部活動について、高津区内の総合型スポーツ
クラブから指導者を派遣し、①教員の負担軽減に向けた休日の指導や②近隣学校と連携した合同講習会を実施し、その効果検証を行いました。令和５
（2023）年度は部活動の実態把握について、生徒・保護者・教員にアンケートを実施し、意識調査を行いました。また、運動部４校、文化部６校における
実践研究により、教員の負担軽減に向けた休日の指導等を実施し、休日の部活動の地域移行の検討を行いました。
・令和４（2022）年度より学校・保護者間の連絡手段のオンライン化に向けた取組を進め、令和５（2023）年度入学時から同意書等の提出のオンライ
ン化を導入しました。
・令和４（2022）年度から引き続き、学校業務検討委員会を２回開催し、「第２次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に基づく取組の意見交
換を行うとともに、令和４（2022）年度は小学校６校、中学校６校、特別支援学校１校にて、令和５（2023）年度は小学校４校、中学校５校に
て、外部の専門的知見を活用した、学校の業務改善支援を実施しました。
・令和４（2022）年度に卒業証書の割印の廃止や、小学校の通知表の所見欄の負担軽減等に向けた検討を行うなど、学校の業務改善の取組を進め、
令和５（2023）年度に小学校の通知表前期所見欄の見直しを実施しました。
・令和４（2022）年度は、会議出席による教員の負担を軽減するため、出席を求める会議の見直しを全庁的に促すとともに、約４割でオンラインを併用し
ました。令和５（2023）年度以降も引き続き、オンライン会議を活用しました。
・令和４（2022）年度から継続し、働き方改革に関する研修を階層別（学校管理職・中堅・若手）にオンラインで実施しました。
【R05（2023）】
・学識者・学校関係者などを委員とした「川崎市立中学校の部活動に係る懇談会」を開催し、部活動の状況共有及び意見交換を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

中学校の時間外在校等時間が１か月当たり80時間を超
える教育職員の割合

時間
目標 18.8 18.3 17.5 16.5

％
説明 各取組を通じ、中学校において勤務時間の縮減が図られることによ

る、１か月あたり80時間を超える教育職員割合の減少状況

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標

目標 -

単位

1

直前の１か月〜５か月の期間を加えた各期間における１
か月当たりの時間外在校等時間の平均時間が80時間を
超える教育職員の割合

時間

目標 - - - -

％

説明
各取組を通じ、勤務時間の縮減が図られることにより減少する、直
前の１か月〜５か月の期間を加えた各期間における１か月当たり
の時間外在校等時間の平均時間が80時間を超える教育職員割
合の状況

実績 22.2 19.4 18.3

3
- - 16以上

日
説明 各取組を通じ、教育職員のワーク・ライフ・バランスが図れることにより

増える年次休暇の平均取得日数の状況 実績 17.7 17.3 17.2

年次休暇の平均取得日数
ヒト

2

ストレスチェックの集団分析結果における「総合健康リスク」
の平均値

ヒト
目標 - - - 80以下

-
説明 各取組を通じ、教育職員の負担が軽減されることにより減少する、

総合健康リスクの状況 実績 92.6 87.4 87.8

区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

実績 24.6 27.4 26.0
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ △

区分選択の理由
【ヒト・モノ・時間・その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・働き方・仕事の進め方改革の取組を総合的に推進したことにより、授業準備や教材研究、自己研鑽の時間が創出され、教職員の資質向上につながるととも
に、教員がゆとりをもって児童・生徒に向き合うことができました。また、成果指標の「ストレスチェックの集団分析結果における「総合健康リスク」の平均値」は全
国平均より低く、令和４（2022）年度に減少後、翌年度は横ばい傾向にあり、かつ、「年次休暇の平均取得日数」について、17日以上を維持していること
から一定、教員のワーク・ライフバランスの確保に繋がっています。
・教職員事務支援員（１人１週あたり20〜30時間程度）又は障害者就業員（１人１週当たり30時間程度×２人配置）の継続配置により、プリント
の印刷や配布物の仕分け作業等の事務負担や作業時間が軽減されることで、教員がゆとりを持って、児童・生徒と向き合うことができる時間を確保するととも
に、授業内容の準備や児童・生徒に対する指導などの本来的な業務に専念できるようになっています。また、教職員事務支援員や障害者就業員を活用して
作業依頼をするためには、計画性を持った授業準備が必要となることから、仕事の進め方に対する意識の更なる醸成にもつながっています。
・部活動指導員（１人１週当たり９〜15時間程度）の配置により、平日・休日ともに、教員の部活動指導に係る負担が軽減され、授業準備等の本来業
務に専念する時間や生徒と向き合う時間の確保につながりました。また、顧問の教員が会議等に出席する際も部活動を行うことができ、専門的な指導を受け
ることで、生徒の技術力の向上等にもつながりました。ただし、配置数については、令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度の目標を達成できず、
効果が限定的になっています。
・「休日の部活動の地域移行」については令和４（2022）年度の東高津中学校での実践研究を通じ、①顧問の教員の週休日の確保や②専門的な指導
による生徒の技能向上、③部活種目が専門外の顧問教員の心理的な負担軽減、④近隣学校と実施した合同講習会における生徒や保護者の高い満足度
等につながっていることが確認できました。令和５（2023）年度は、教員の負担軽減等に取り組むため、運動部４校、文化部６校において休日の部活動
の地域移行について実践研究を実施し、部活動の専門指導に対する生徒・保護者の満足度向上、教員が土日に休めることや複数人で指導に当たることに
よる安全管理面向上のメリット等を確認することができました。

【時間・その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である「直前の１か月〜５か月の期間を加えた各期間における１か月当たりの時間外在校等時間の平均時間が80時間を超える教育職員の割
合」は減少傾向にあるものの、「中学校の時間外在校等時間が１か月当たり80時間を超える教育職員の割合」は、令和４（2022）年度27.4%、令和
５（2023）年度26.0％と、令和３（2021）年度の24.6%よりも高い水準で推移しています。要因として、新型コロナウイルス感染症による部活動の制
限が解除されつつあった時期であるため、部活動の活動時間増加によるものと考えられます。中学校の時間外在校等時間の主な業務の一つが、部活動等で
あることも考慮しつつ、今後、中学校教員の一層の負担軽減に向けた取組の検討を進めます。
・会議のオンライン化促進や研修のオンライン実施等により、出張等に伴う時間の削減や負担の軽減につながりました。
（R05（2023））
・小学校において面談による評価や通知表の前期所見欄の見直しを実施したことにより、通知表作成に係る時間の削減や負担の軽減につながりました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・教職員事務支援員又は障害者就業員の全小中学校配置、部活動
指導員の配置、教職員の出席を求める会議の見直しなど、教職員の働
き方・仕事の進め方改革の方針に基づく取組及びＩＣＴ活用による業
務負担軽減に向けた取組を推進したことにより、教職員のワーク・ライフバ
ランスの確保、意識改革、負担軽減、児童・生徒指導の時間の確保等
につながっている一方で、中学校の教員の「時間外在校等時間」の縮減
に向けた、部活動の業務分析・関係者ヒアリング等により効果的にアプ
ローチできる取組が必要であるため。

－ 情報 － 時間 △ その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などにの変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・「第２次教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に基づき、引き続き、学校にお
ける業務改善支援や人員体制の確保等、教職員の負担軽減の施策を実施するととも
に、教職員一人ひとりの働き方に関する意識改革を促す取組を進めます。
・引き続き、教職員事務支援員又は障害者就業員の全校配置を継続します。
・部活動指導員の配置について、配置目標を達成できるよう、より多くの指導候補者を
確保するだけでなく、種目や活動時間も考慮しながら、より学校側のニーズにあわせた
マッチングを積極的に行っていきます。
・部活動の地域移行については、①複数校でのモデル実施や②部活動の業務分析、
関係者ヒアリング、多様な主体による意見交換等を通じて、中長期的な視点で、今後
の部活動の新しいルールづくりを進めるとともに将来的な地域移行に向けた具体的な取
組を整理していきます。
・中学校教員の「時間外在校等時間」の縮減に向け、部活動等の業務を中心に増加
の要因分析及びより効果的な取組の検討を実施していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・全庁業務量調査や外部の専門的知見を活用した業務分析等の結果等を踏まえて、ＡＩ-ＯＣＲを１業務、ＲＰＡを８業務に導
入するとともに、業務改善の好事例集作成等による、更なる業務効率化に向けた横展開の推進
・国が進めるマイナポータルを利用した手続や新たな電子申請システムを利用した手続、業務繁忙となっている業務に対して、外部の専
門的知見を活用した業務分析等による業務フローの見直し、新たなデジタル技術・ツールを活用した業務手法等の構築
・文書管理、財務、旅費、職員情報等の全庁に共通する事務について、現行の行政情報システムの更改を予定している令和９
（2027）年度に向けて、現行システムの機能要件の整理、及びワークスタイル変革等を踏まえた課題整理の推進
【R05（2023）】
・全庁業務量調査や外部の専門的知見を活用した業務分析等の結果等を踏まえた、ＡＩ-ＯＣＲを１業務、ＲＰＡを８業務程度
に導入、及びＲＰＡ導入を行う所管課が自らＲＰＡシナリオの作成や保守が可能となる研修の実施
・令和５（2023）年度から本格稼働する新たな電子申請システムを利用した手続や業務繁忙となっている業務等に対して、外部の専
門的知見を活用した業務分析等による業務フローの見直し、新たなデジタル技術・ツールを活用した業務手法等の構築
・文書管理、財務、職員情報等の全庁に共通する事務について、現行の行政情報システムの更改を予定している令和９（2027）年
度に向けて、次年度の基本計画策定につなげるため、業務所管部署を中心とした各システムの機能の整理、及びコンサル委託の活用に
よる今後の開発手法の方向性や現行業務の分析等の実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・全庁業務量調査や外部の専門的知見を活用した業務分析等の結果を踏まえた、ＡＩ・ＲＰＡ等のデジタル技術の活用や定型的・
反復的業務における業務の集約化、業務手順や担い手の見直し等の実施
・国が進めるマイナポータルからの行政手続のオンライン化や、本市における新たな電子申請システムの構築、地方自治体の基幹業務シ
ステムの標準化・共通化に合わせた、業務フローの見直し・新しいＩＴ技術・ツールを活用した業務手法の構築
・文書管理、財務、職員情報等の全庁に共通する事務について、現行の行政情報システムの更改を予定している令和９（2027）年
度に向けて、庁内のワークスタイル変革やデジタル化推進への対応も踏まえた最適なシステムの検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 ○ その他 －
（４年間の）

到達目標
・業務プロセス改革の推進及びデジタル技術の活用により時間を創出し、職員の業務をより専門性の高い業務へ転換することにより、より
良い市民サービスを安定的に提供できること

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・全庁業務量調査により可視化された、業務プロセス、業務の性質、業務量等を踏まえて、デジタル技術の活用や定型的・反復的な業
務の集約化、業務手順の見直しなど、各業務所管部署を支援し、外部の専門的知見も活用しながら、業務プロセス改革を推進しま
す。
・行政手続のオンライン化等に合わせ、業務プロセスの見直しを実施することで、業務効率化を図ります。
・行政情報システムの更改に向けた業務プロセスの見直しを推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・全庁業務量調査の結果において改善効果が高いと見込まれる手続について、外部の専門的知見を活用した業務分析等による、Ａ
Ｉ・ＲＰＡ等のデジタル技術の活用や定型的・反復的業務の集約化等の業務プロセス改革の推進
・国が進めるマイナポータルからの行政手続のオンライン化や、本市における新たな電子申請システムの構築、地方自治体の基幹業務シ
ステムの標準化・共通化に合わせた業務プロセス改革の実施
・文書管理、財務、旅費、職員情報等の全庁に共通する事務について、現行の行政情報システムの更改を予定している令和９
（2027）年度に向けて、更なる効率化を目指した業務プロセス改革を検討・実施

81103010 行財政改革推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（２）市役所内部のデジタル化の推進 １・業務プロセス改革の推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・本市ではこれまで文書管理、財務、旅費、職員情報等の全庁に共通する事務について、行政情報システムの導入とあわせた業務プロ
セス改革を実施しており、各業務の所管部署においても、制度の変更やシステムの導入等とあわせた業務プロセスの見直しに取り組んで
きました。
・平成29（2017）年度からは働き方・仕事の進め方改革の取組として、一部の職場を対象に、外部の専門的知見による業務分析を
活用しながら業務改革・改善を実施し、業務プロセスの見直しを実施しています。
・行政手続のオンライン化等の「デジタル化」の推進にあわせて、業務の効率化を図り、更なる市民サービスの向上を実現させるため、業務
プロセスそのものの見直しを図る「業務プロセス改革」を推進し、職員の業務をより専門性の高い業務へ転換させることを目的に、全庁を
対象とした業務量調査を実施しました。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 ー 3.8 10.6

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

業務所管部署を支援して業務プロセス改革を実施した手
続における削減時間割合（累計）

時間
目標 5 10 15 20

％
説明 業務プロセス改革を実施した手続における、削減時間の割合（累

計）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・職員の手作業による転記等の単純かつ大量の定型処理業務等について、令和４（2022）年度は、ＡＩ-ＯＣＲの１業務（資源
集団回収事業登録業者からの申請書・届出書等受理業務）、ＲＰＡの８業務（「各区衛生課等が行う食品衛生監視現場におけ
る確認記録のシステム転記作業」や「定例的な局内周知文書の収受登録・周知業務」など）、令和５（2023）年度は、ＲＰＡを
11業務（「予算編成システムへの入力業務」や「学校運営協議会委員任用業務」等）に導入支援するとともに、更なる業務効率化に
向けて業務量調査の結果を活用した取組の好事例等をとりまとめ、業務改善事例発表会により庁内に横展開を図りました。
・令和４（2022）年度は、健康福祉局介護保険課、こども未来局保育対策課、教育委員会健康給食推進室に対して、令和５
（2023）年度は、長時間勤務是正等に取り組む教育委員会事務局職員部に対して、外部の専門的知見や全庁業務量調査の結
果等を活用しながら、ヒアリング等により業務フローの可視化・見直しを行うとともに、オンライン申請システムやＲＰＡ等のデジタル技術を
活用した業務手法等を提案する等、業務プロセス改革を推進しました。
・現行の行政情報システムの機能要件の整理を行うとともに、業務フローを洗い出すことにより課題把握及び課題整理を進めました。な
お、旅費管理システムについては、システム最適化の観点から職員情報システムに機能を統合することとしました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

50

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

75 100
件

説明 業務プロセス改革に向けて支援した業務所管部署の対象手続の件数（計画
期間における累計） 実績 13 37 74

業務プロセス改革に向けて支援した業務所管部署の対象手続の
件数（累計） 目標 25
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・活動指標である手続件数や成果指標である削減時間割合の目標を達成することが
できましたが、今後も引き続き、行政手続のオンライン化などの状況を踏まえた、業務フ
ローの見直しや新しいＩＴ技術・ツールを活用した業務手法の構築を進めます。
・現行の行政情報システムの更改に向けて、庁内のワークスタイル変革やデジタル化推
進への対応も踏まえ、更なる効率化を目指した業務プロセス改革を進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・デジタル技術の活用により定型的業務等の作業時間を削減し、職員が
専門性の高い業務により注力できるようになったため。
・外部の専門的知見を活用した業務プロセス改革については、令和４
（2022）年度は、大きく時間が削減できる提案には予算化が必要とな
る等、実現に時間を要するものが多かったものの、令和５（2023）年
度は、オンライン申請の導入による業務フローの見直し等の改善施策の実
施により、業務効率化が図られ、削減時間割合について、目標値を達成
することができたため。

－ 情報 － 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ ○

区分選択の理由

【時間・その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・デジタル技術の活用により定型的業務等の作業時間を、令和４（2022）年度は2,855時間、令和５（2023）年度は2,092時
間削減し、業務の効率化を行うことにより、職員が専門性の高い業務により注力できるようになりました。
（R04（2022））
・外部の専門的知見を活用した取組においては、オンライン申請の導入による業務フローの見直しやエクセルの管理表の見直し等を提案
し、一定の成果が発現したものの、大きく時間が削減できる提案には、予算化が必要となる等、実現に時間を要するものが多かったことか
ら、成果指標である「業務所管部署を支援して業務プロセス改革を実施した手続における削減時間割合（累計）」について、3.8%と
目標を達成できなかったため、提案施策の実現に向けての課題解決等を支援する取組を進める必要があります。
（R05（2023））
・外部の専門的知見を活用した取組においては、業務システムの改修等の提案を行うとともに、過去に取り組まれた職場などにおいて、オ
ンライン申請の導入による業務フローの見直しや業務の委託化等の取組により、業務効率化が図られ、成果指標である「業務所管部署
を支援して業務プロセス改革を実施した手続における削減時間割合（累計）」は10.6%と目標達成しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（２）市役所内部のデジタル化の推進 ２・デジタルの活用によるワークスタイル変革の推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・生産的で働きやすい職場環境の実現のため、新本庁舎整備を契機として、デジタル環境の整備等に合わせたワークスタイル変革の検
討を進めてきました。そうした中で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況も踏まえ、多様な働き方への対応と業務継続性向上の
観点から、よりスピード感を持って、取組を進めています。
・令和３（2021）年５月に策定した「紙文書削減・ペーパレス促進ガイドライン」に基づき、ペーパレスでの会議・打合せや文書の電子
化の推進、全庁的な環境整備と合わせたオンライン会議の推進等に取り組んでいます。
・サテライトオフィスや在宅勤務の試行等の取組結果を踏まえ、テレワーク用パソコン1,000台を導入し、令和３（2021）年６月からテ
レワーク（在宅勤務、モバイルワーク及びサテライトオフィス）を本格実施するとともに、テレワークの実施を踏まえた、より円滑なコミュニケー
ションに向けて、ビジネスチャットの導入やグループウエアの活用に取り組んでいます。
・新本庁舎整備等に合わせ、生産的で働きやすい職場環境に向けたオフィス改革を検討しています。

（４年間の）
取組の方向性

・デジタル化に対応した多様で効率的な働き方の実現に向けて、ペーパレス化を一層推進します。
・オンライン会議等のツールやパソコンを活用した庁内外の会議のオンライン化を推進します。
・テレワーク用パソコンの活用状況を検証しながら、テレワークを一層推進します。
・新たなワークスタイルに対応したコミュニケーションツールについては、新規導入も含めて検討します。
・本庁部署においては、ユニバーサルレイアウトやグループデスク導入など新本庁舎への移転に合わせてオフィス改革を実施するとともに、そ
の他の庁舎においても、大規模改修等に合わせてオフィス改革の実施を検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新本庁舎整備等に合わせた、無線LANの導入、パソコンの軽量化、会議室等へのモニタの設置等の環境整備のほか、紙文書が多い
部署へのコーチング活動や、庁内における好事例の横展開などの意識改革に向けた取組による、ペーパレスでの業務執行の推進
・電子契約の導入等による契約事務の電子化や、文書管理、財務等の全庁に共通する事務を扱う行政情報システムの機器のリプレー
ス等の機会を捉えた文書管理システムのデータ容量の拡充等の推進
・紙文書の集中的スキャンなど、既存の紙文書の削減に向けた取組の実施
・オンライン会議の運用状況やテレワーク用パソコンの活用状況の把握、及び利用促進に向けた活用事例の周知・啓発
・新本庁舎におけるグループデスク、マグネットスペースの導入等の環境整備やプリンター、FAX等の複合機への機能統合による生産的で
働きやすい職場づくりの実施、その他の庁舎における大規模改修等に合わせた環境整備等の検討
・令和５（2023）年度の新本庁舎供用開始を契機とした内線電話のスマートフォン化に向けた検討・実施
【R04（2022）〜R06（2024）】
・新たなワークスタイルに対応したグループウェアの最適化及びコミュニケーションツールの検討・導入

40205030 新本庁舎整備を契機とするワークスタイル変革の推進
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 ○ その他 －
（４年間の）

到達目標 ・ペーパレス化を基本とした時間や場所に捉われない効率的な業務遂行と多様な人材が活躍できる職場の実現

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新本庁舎整備等に合わせた、無線LANの導入、パソコンの軽量
化及び外部ディスプレイの導入、会議室等へのモニタの設置等の環
境整備による、ペーパレスでの業務執行の推進
・電子契約の導入等による契約事務の電子化や、文書管理、財
務等の全庁に共通する事務を扱う行政情報システムの機器のリプ
レース等の機会を捉えた文書管理システムのデータ容量の拡充等に
よる電子決裁の推進
・オンライン会議の運用状況やテレワーク用パソコンの活用状況の把
握、利用促進に向けた活用事例の周知・啓発（令和７
（2025）年度にテレワーク用パソコンの利用率40％）
・新本庁舎におけるグループデスク、マグネットスペースの導入等の環
境整備やプリンター、ＦＡＸ等の複合機への機能統合による生産
的で働きやすい職場づくりの実施、その他の庁舎における大規模改
修等に合わせた環境整備等の検討
【R04（2022）】
・庁舎移転部署等のうち、紙文書が多い部署等へのコーチング活
動を40回実施。併せて、ペーパレスでの業務を推進するための庁内
研修や紙文書の集中的スキャンの実施など、既存の紙文書の削減
に向けた取組の実施
【R04（2022）・R05（2023）】
・新本庁舎において内線・外線可能なスマートフォンの１人１台導
入に向けた検討・実施

【R04（2022）〜R06（2024）】
・新たなワークスタイルに対応したグループウェアの最適化及びコミュニ
ケーションツールの検討
【R05（2023）】
・庁舎移転部署等のうち、紙文書が多い部署等へのコーチング活
動を20回実施。併せて、ペーパレスでの業務を推進するための庁内
研修や紙文書の集中的スキャンなど、既存の紙文書の削減に向け
た取組の実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・新本庁舎における、部又は課単位のフリーアドレス（グループアド
レス）の導入、検証
・新本庁舎における、無線ＬＡＮ、軽量化ＰＣ等の導入及びプリ
ンター、ＦＡＸ等の複合機への機能統合の実施、検証
・本庁職場における在宅勤務の目安の設定、推進
・文書管理、財務等の全庁に共通する事務を扱う行政情報システ
ムの令和９（2027）年度のシステム刷新に向けた検討
・スマートフォンの区役所等への導入に向けた検討
【R06（2024）・R07（2025）】
・保有する紙文書や紙の使用量が多い部署等へのコーチング活動
を10回実施。併せて、ペーパレスでの業務を推進するための庁内研
修や紙文書の集中的スキャンなど、既存の紙文書の削減に向けた
取組の実施
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

回
説明 ペーパレス化に向けた取組推進や意識改革のため紙文書が多い部署等へコー

チング活動を実施した回数（計画期間における累計） 実績 0 43 65
1

紙文書が多い部署等へのコーチング活動（累計） 目標 40 60

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

70 80

単位

1
目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2

説明 実績

１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
紙の使用量（学校等を除く。）

カネ
目標 93,074

以下
79,824

以下
66,574

以下
53,000

以下
千枚

説明 紙の使用量の推移をみることで、ペーパレス化の取組推進による効
果を測るもの（単年度） 実績 102,592 96,320 77,603

2
テレワーク用パソコンの稼働率

時間
目標 20.0 25.0 35.0 40.0

％
説明 テレワーク用パソコンの稼働率の推移をみることで、テレワークの推進

状況を測るもの（単年度） 実績 19.5 25.5 19.9

R06年度 R07年度 単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

1
目標

説明 実績

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度に、新本庁舎等における無線ＬＡＮ導入に
向けた機器調達等の準備を進めるとともに、パソコンの軽量化及び外部
ディスプレイ導入、会議室等へのモニタ設置に向けて仕様を検討し、令
和５（2023）年度に導入しました。
・契約課で締結する契約において電子契約を実施するため、令和４
（2022）年12月に電子契約サービスを提供する事業者を選定し、令
和５（2023）年４月から電子契約による契約締結を開始しました。
・文書管理システムで起案する文書の本文・資料タブに添付するファイル
の容量の上限について、１ファイル当たりおおむね２メガバイトとしていたと
ころを、令和５（2023）年１月から試行的に１ファイル当たり最大10
メガバイトとし、令和６（2024)年２月には正式稼働とすることで、電
子決裁をより一層利用しやすくしました。
・新本庁舎移転局を対象に、ワークステーションの障害者就業員による
紙文書の集中的スキャンを実施し、令和４（2022）年度は年間約
140fm（ファイルメーター）（※）、令和５（2023）年度は年間約
190fmの簿冊をスキャンしました。
※１fmはA４サイズの用紙をおおよそ１ｍ（約１万枚分）積み上げ
た量
・オンライン会議端末を各局の実施状況に応じて配置するとともに、これ
まで実施ができなかった機密性の高い情報を扱う会議についても、専用
のツールを使用して実施しました。また当該ツールを子育て相談や弁護
士相談などにも活用し、オンライン相談を実施しました。
・テレワーク用パソコンについて、新本庁舎移転を契機に本庁職場で週
１日を目安とした在宅勤務を推進することとし、令和４（2022）年度
に1,310台を追加導入の上、令和５（2023）年度から運用開始し
ました。また、利用率の高い部局や効果的な活用を見込める部局に再
配置を行いました。さらに、利用促進に向け、好事例集の作成・更新を
行ったほか、令和４（2022）年度には、在宅勤務時に時差勤務を併
用可能とする運用見直しを実施、令和５（2023）年度には、適正な
マネジメント推進の観点から在宅勤務の結果報告等のシステム化を実
施しました。

【R04（2022）・R05（2023）】（続き）
・新本庁舎における、部又は課単位のフリーアドレス（グループアドレス）
の導入や、関連する執務環境の整備（ワゴンレス・モバイルロッカーの設
置等）について、令和４（2022）年度に決定し、調達に向けて仕様
の検討等を行うとともに、令和５（2023）年度の本庁舎移転に合わ
せ、グループアドレス、プリンター、ＦＡＸ等の複合機、マグネットスペース
を導入しました。
・紙文書が多い部署等に対するコーチング活動を、令和４（2022）
年度は43回、令和５（2023）年度は22回実施しました。また、ペー
パレスによる処理が可能な事例や電子ファイルの適切な管理方法等をま
とめ、庁内に周知するとともに、ペーパレスでの業務に役立つツールを学ぶ
研修を実施し、令和５（2023）年１月は287人、同年10月は243
人の職員が参加するなど、取組を推進しました。
・新本庁舎においてスマートフォンを１人１台導入することとし、令和４
（2022）年度に導入に向けて仕様の検討、事業者の選定を実施し、
令和５（2023）年度から移転に合わせて導入を開始しました。また、
区役所での導入に向けた整備方針を決定しました。
・職員アンケートの実施や市場動向の把握を行い、グループウェア及びコ
ミュニケーションツールの最適化に向けた検討を進め、令和７（2025）
年度から運用予定のMicrosoft365への移行も考慮し、現行のグルー
プウェアの運用については同年度まで延長することとしました。
【R05（2023）】
・行政情報システムの令和９（2027）年度のシステム刷新に向け、業
務所管部署を中心とした各システムの機能要件の整理や課題抽出を
行うとともに市場調査等を行いました。
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報

【ヒト・時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・テレワークについて、運用の見直しや好事例集の周知などにより、成果指標である「テレワーク用パソコンの稼働率」が令和３（2021）年度の
19.5％から令和４（2022）年度は25.5％と目標を達成しましたが、令和５（2023）年度は19.9％と目標を達成できませんでした。令和
５（2023）年度はテレワーク用パソコンを1,310台追加導入したため、稼働率は下がったものの、利用実績は前年度比で約1.8倍に増えてお
り、モバイルワーク（出張先などで通常の業務を行うこと）による作業の効率化や在宅勤務による通勤時間の削減等に伴うワークライフバランスの
向上に寄与しました。今後は更なる利用拡大に向け、有効活用ができる部署への配置調整や、効果的な事例の周知等を実施する必要がありま
す。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・子育て相談や弁護士相談などにおいてオンライン相談を実施することで、市役所までの移動時間削減など、市民の利便性の向上に寄与しまし
た。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・コーチング活動や研修等の実施、新本庁舎等における無線ＬＡＮ等導入によるペーパレス化の取組の推進により、成果指標である「紙の使用
量（学校等を除く。）」が令和４（2022）年度の96,320千枚から、令和５（2023）年度は77,603千枚となり目標を達成し、紙の使用
に係る費用について、令和３（2021）年度より令和４（2022）年度は9,305千円、令和５（2023）年度は31,319千円を削減すること
ができました。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ペーパレス化の取組を推進し、令和３（2021）年度より、令和４（2022）年度は6,272千枚、令和５（2023）年度は24,989千枚削
減したことにより、印刷や資料の調合に要していた時間や労力の削減に寄与し、他の業務に振り分けられるようになりました。また、文書管理システ
ムのデータ容量を拡充し、電子決裁の利用を促進することで、紙文書の成冊等に関する事務を始めとした紙文書を適正に保管・管理し続けるた
めの時間の削減に寄与しました。

【その他の効果】
（R04（2022））
・コーチング活動や研修等の実施によるペーパレス化の取組の推進のほか、ワークステーションの障害者就業員による集中的スキャンの実施等によ
り、本庁舎移転対象部署における文書量について、令和２（2020）年度に比べて、令和５（2023）年３月時点で25％削減しました。

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・テレワークについて、テレワーク用パソコンの利用促進の取組により、利用
実績が増加し、モバイルワークや在宅勤務による作業時間や通勤時間の
削減等に伴うワークライフバランスの向上に寄与することができたものの、成
果指標である「テレワーク用パソコンの稼働率」について、令和５
（2023）年度は目標を達成できず、更なる利用拡大に向け、有効活
用ができる部署への配置調整や、効果的な事例の周知等を実施する必
要があるため。
・ペーパレス化に関して、コーチング活動や新本庁舎等における無線ＬＡ
Ｎ等導入等の取組により、成果指標である「紙の使用量（学校等を除
く。）」が令和５（2023）年度は目標を達成し、紙に係る費用の削減
もできたため。

－ 時間 ○ その他 ○
区分選択の理由

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・ペーパレス化に関して、コーチング活動や新本庁舎等における無線ＬＡＮ等導入等の
取組により、紙の使用量を削減目標を令和５（2023）年度は達成しましたが、引き
続き、本庁以外の拠点の部署に対してコーチング活動を実施するなど、更なるペーパレ
ス化の周知啓発等の取組を実施します。
・テレワークについて、テレワーク用パソコンの利用実績は増えたものの、稼働率の目標は
達成できませんでした。有効活用ができる部署への配置調整や、効果的な事例の周知
の実施など、テレワーク用パソコンを活用したテレワークを一層促進します。

事務事業等
への貢献度
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・「等々力緑地再編整備実施計画」の改訂により、当館は「隣接する公有地の活用を検討するエリア」となったことを受け、今後検討され
る課題等について、関係部署との協議を実施
【R04（2022）】
・所蔵する資料（歴史的公文書、古文書等の歴史資料）のデジタル化と利用制限情報の有無の確認を行い、閲覧用目録を整備
・浸水対策マニュアルの策定及び訓練の実施
【R04（2022）〜R06（2024）】
・行政情報課等の文書主管課と情報を共有し、当館で廃棄処分となる文書量と新本庁舎移転に伴う引継文書量を把握するとともに、
デジタル化施策推進室等の関係部署と情報共有して公文書のデジタル化の進捗状況を把握し、館内配架場所の整理及び外部倉庫
の活用等も含めた狭隘化対策の実施
・利用者の利便性向上（レファレンス等）のため、市民ミュージアム等の各施設で保管する歴史資料の目録を精査し、重複する資料の
公開方法について協議・調整の上、目録を整備
【R05（2023）】
・行政情報課等の文書主管課と情報を共有し、狭隘化対策に向けた令和７（2025）年度における引継文書量と当館で廃棄処分と
なる文書量の試算
・所蔵する資料（歴史的公文書、古文書等の歴史資料）のデジタル化を進め、利用制限情報を含まない資料の閲覧を開始するととも
に、利用制限情報が含まれる資料の審査とマスキングを実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・浸水対策訓練の実施及び実施結果による浸水対策マニュアルの見直し
【R06（2024）】
・行政情報課等の文書主管課と情報共有し、令和７（2025）年度引継文書量と当館で廃棄処分となる文書量の概算を算定し、
必要となる狭隘化対策の手法の検討
【R06（2024）・R07（2025）】
・所蔵する資料（歴史的公文書、古文書等の歴史資料）のデジタル化を進め、利用制限情報が含まれる資料の審査及びマスキング
の実施と、利用制限情報を含まない資料並びに審査とマスキングが済んだ利用制限情報が含まれる資料の閲覧を開始
【R07（2025）】
・行政情報課等の文書主管課と情報を共有し、引継文書量と当館で廃棄処分となる文書量を把握するとともに、公文書のデジタル化
の進捗状況を把握し、外部倉庫の活用等も含めた必要な施設規模の算定
・市民ミュージアム等の各施設で保管している歴史資料の目録を利用者のレファレンス等の際に活用開始

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

・狭隘化の解消とデジタル化時代に対応した新たな公文書館のあり方の構築と対応

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

50102080 公文書館運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （２）市役所内部のデジタル化の推進 ３・デジタル化時代の変化を見据えた公文書館のあり方の検討 総務企画局

現　状
【課題認識】

・文書量の増加に伴い、会議室及び閲覧スペースを書庫に転用しており、本来行うべき研修や閲覧場所に影響が出ていることから、文書
の保管に民間倉庫を活用せざるを得ない状況であり、コストの増加につながっています。
・公文書館、市民ミュージアム等の各施設で歴史資料等を分散管理しているため、整理・統合手法の検討が必要となっています。
・築37年が経過し、老朽化等に伴う対応が必要となっており、デジタル化時代の変化を見据えた、今後のあり方を含めた検討が必要と
なっています。

（４年間の）
取組の方向性

・デジタル化によりペーパレス化の徹底を図り、全市的な取組みに即した施設規模の検討を進めます。
・関係部署と保管・収蔵の整理を行うとともに、デジタル社会に応じた閲覧手法の検討を進めます。
・令和３（2021）年度改定の「等々力緑地再編整備実施計画」により、公文書館は「隣接する公有地の活用を検討するエリア」とな
り、一体的利用に向けた区域として追加できないか検討することと位置付けられたため、これに基づく協議を関係部署と進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・デジタル化及びペーパレス化の進捗状況による引継文書量への影響を見極めての、関係部署との狭隘化及び老朽化解消に向けた検
討並びに必要な施設規模・公文書館のあり方の協議
・市民ミュージアム等の各施設で保管している歴史資料等について、関係部署との調整・協議による、保管・収蔵の整理と情報の共有化
の推進
・デジタル化による歴史資料の新たな閲覧手法の検討及び方向性のとりまとめ
・「等々力緑地再編整備実施計画」に基づく今後検討される課題事項等についての関係部署との必要な協議

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・歴史的公文書及び歴史資料について、令和４（2022）年度に8,609点、令和５（2023）年度に8,856点のデジタル化を実施
しました。
・歴史的公文書について、令和４（2022）年度に390点、令和５（2023）年度に147点、利用制限情報の有無を確認し、目録
を整備しました。
・洪水ハザードマップでは３ｍの浸水と12時間未満の浸水継続が想定される区域内に立地しているため、令和４（2022）年度は３
月に浸水対策マニュアルを策定して職員向けの施設浸水対策訓練を実施し、令和５（2023）年度は２月に訓練を実施の上、その
際の経験や職員意見を収集し、コメント入りの対応策の画像を掲載するなどマニュアルをより具体的な対策方法の取れる内容に改正しま
した。
・令和４（2022）年度、令和５（2023）年度における文書廃棄量及び文書引継量を把握した上で、文書主管課と次年度の廃
棄量と引継量の見込について協議の上、外部倉庫や他の市有施設の書庫としての利活用を関係部署と協議するとともに、館内の旧Ｅ
Ｖ機械室、電話交換室等の保管場所への転用等で保管スペースを確保しました。
・市民ミュージアムが所蔵する資料のうち、当館で所蔵する複製資料の目録を共有し、確認の上、公開方法について協議をしました。今
後も当館での複製資料の公開に向けて、関係部署と協議の上で公開の処理を進めます。
【R04（2022）】
・「等々力緑地再編整備実施計画」において、当館は「隣接する公有地の活用を検討するエリア」と位置づけられ、現時点で事業区域に
含めないこととなったことから、当面、既存施設を使用することを踏まえ、デジタル技術の活用による保存文書の減量化等について、関係
部署と協議を行いました。
【R05（2023）】
・行政情報課等の文書主管課と情報を共有し、狭隘化対策に向けた、令和７（2025）年度以降の文書廃棄量及び文書引継量を
試算した上での将来文書保管量の推計と併せ、長寿命化工事を見据えた施設の方向性の整理など今後の館のあり方の検討事項につ
いて、関係部署と打ち合わせの上、整理を行いました。
・所蔵する資料（歴史的公文書、古文書等の歴史資料）のデジタル化を進め、閲覧の申請に応じて、利用制限情報を含まない資料
の閲覧を開始するとともに、利用制限情報が含まれる資料について審査とマスキングを実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・歴史的文化的価値のある公文書・資料類の適正保存と、デジタル化の取組を継続
し、デジタル化時代に対応した新たな公文書館のあり方の構築に向けて検討を進めま
す。
・狭隘化対策はこれまでの取組に加え、マイナンバー関連や新型コロナウィルス感染症関
連の大量の文書も引き継がれていることから、これに対応する協議を文書主管課と進め
るとともに、市の他施設の書庫としての利活用や、外部倉庫の活用を含めた狭隘化の
解消の検討を行います。

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・歴史的文化的価値のある公文書・資料類を適正に保存し、デジタル化
を実施したことにより、原本のより良い状態での保存とともに、簡易な閲覧
が可能となったため。
・引継文書量の増に伴い、文書主管課と引継ぎ見込量について協議の
上、市の他施設の書庫としての利活用や外部倉庫の活用を含めた狭隘
化の解消の検討を進める必要があるため。

－
区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・当館で保管しているマイクロフィルム等の歴史的公文書等を令和４（2022）年度に8,609点、令和５（2023）年度に8,856
点、デジタル化したことにより、より簡易な閲覧が可能となったほか、原本の閲覧回数を減らして、原本をより良い状態で保存できるように
なりました。
・デジタル化した歴史的公文書、古文書等の歴史資料のうち、閲覧の申請に応じて、利用制限情報を含まない資料について、令和４
（2022）年度にデジタルでの閲覧を開始するとともに、順次対象を拡大し、閲覧者がより簡易に閲覧できるようになりました。
・令和４（2022）年度に閲覧室、令和５（2023）年度に旧ＥＶ機械室、電話交換室を保存場所への転用や書庫内通路に更に
置くことで保管スペースを確保しましたが、狭隘化の解消を図る中、文書引継量の増加に伴い、文書主管課と引継ぎ見込量について協
議の上、外部倉庫や他の市有施設の書庫としての利活用を含めた狭隘化対策を進める必要があります。

－ 情報 － 時間 － その他
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（２）市役所内部のデジタル化の推進 ４・市税システム更改に伴う税務事務の効率化 財政局

現　状
【課題認識】

・現行の市税システムは、毎年度の税制改正への対応を重ねた結果、肥大化、複雑化し、税制改正への対応が負担となっているほか、
維持管理コストの高止まりも課題となっています。
・短期間に大量の処理が必要となる課税事務等における時間外勤務の縮減も課題となっています。
・こうした課題を解決し、市民サービスの安定的な提供、事務の効率化、さらに、一層の市税収入確保策を実現するため、安定的かつ効
率的なシステム運用に向け、令和元（2019）年度から市税システムの更改を進めています。

（４年間の）
取組の方向性

・市販のパッケージシステムを活用した新システムの導入に伴う業務手順の再構築及びオープン化による税制改正対応への負担軽減と
ハードウエア賃借料等の年間運用経費削減のため、引き続き、令和５（2023）年１月の稼働開始に向けた市税システムの更改を進
めます。
・パッケージシステムを活用した新システムと併せて導入したＲＰＡ等の活用、ＡＩ導入の検討を行い、定型的・反復的業務の集約化・
効率化等に取り組むとともに、電子申請システム等を利用した申請手続のオンライン化に取り組みます。
・市税事務所の専門性をより効率的、効果的かつ機動的に発揮できるよう、業務手法を見直します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・安定したシステム運用ができる手法の構築及びシステムの運用日程を調整することによる業務の平準化
・ＲＰＡの導入効果が見込める業務の選定及びＲＰＡを導入するシナリオの作成
【R04（2022）】
・新システムにおける事務の確立、データ移行、テスト等のシステム導入作業実施と令和５（2023）年１月の新システム稼働
・次期電子申請システムの活用による、市税証明の申請手続オンライン化
【R05（2023）】
・新システム稼働を踏まえた見直し等による、さらなる効率的な業務手法の構築
【R05（2023）〜R07（2025）】
・市税システム関連ＡＩ製品の情報収集及び費用対効果の観点からの導入是非の検討

81203010 税務管理調整事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・パッケージシステムを活用した新システムを導入することにより、年間運用経費を7.3億円（令和２（2020）年度比３割減）まで削
減
・新システム稼働を踏まえた見直し等による効率的な業務手法の構築、デジタル技術の導入等を行うことによる市民サービスの向上と事
務の効率化を図ることにより、総時間外勤務時間数を51,129時間（令和２（2020）年度比５％減）まで縮減

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・安定したシステム運用ができる手法の構築及びシステムの運用日程を調整することによる業務の平準化
・ＲＰＡの導入効果が見込める業務の選定及びＲＰＡを導入するシナリオの作成
【R04（2022）】
・新システムにおける事務の確立、データ移行、システムテスト（令和４（2022）年８月まで）、運用テスト（令和４（2022）年９
〜11月）等のシステム導入作業実施と令和５（2023）年１月の新システム稼働
・次期電子申請システムの活用による、市税証明の申請手続オンライン化
【R05（2023）】
・新システム稼働を踏まえた業務手順や役割分担の見直し等による、さらなる効率的な業務手法の構築
【R05（2023）〜R07（2025）】
・市税システム関連ＡＩ製品の情報収集及び費用対効果の観点からの導入是非の検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

3 3

業務

説明
システム更改に合わせて進めることとした業務改善のうち、事務の再構築や集約
等により業務手法の見直しを実施した業務の、年度末時点における業務数
（計画期間中における累計）

実績 － 0 3

業務手法の見直し数（累計） 目標 0 3

2

ＲＰＡを導入するシナリオ数（累計） 目標 2 3 4 5

1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

シナ
リオ

説明
ＲＰＡの導入効果が見込める業務を検討・選定し、ＲＰＡを導入するために
作成したＲＰＡシナリオの、年度末時点におけるシナリオ数（計画期間中にお
ける累計）

実績 － 2 3

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・安定したシステム運用ができる手法を運用保守業者とともに検討を進めて構築し、稼働後の運用を実施しました。また、業務の平準化
を図れるようにシステムの運用日程を調整し、税務事務を進めました。
・令和４（2022）年度は、令和５（2023）年度課税事務からの本格導入に向けて、ＲＰＡの導入効果が見込める業務の選定を
行い、2件のＲＰＡシナリオ（個人市民税（特別徴収）に係る情報処理など）を作成し、令和５（2023）年度は、１件のＲＰＡ
シナリオ（市税過誤納処理（給与特徴）における情報処理）を作成しました。
・次期電子申請システムの活用による、市税証明の申請手続のオンライン化の仕組みを令和５（2023）年３月末までに構築し、個
人市民税・県民税に係る納税証明書等の11申請手続について、令和５（2023）年４月１日からオンライン化を開始しました。
【R04（2022）】
・新システムにおける事務を税務担当所管課及び市税事務所とともに確立し、データ移行、システムテスト（令和４（2022）年８月ま
で）、運用テスト（令和４（2022）年９〜11月）等のシステム導入作業を実施して、予定どおり令和５（2023）年１月４日に
新システムを稼働しました。
【R05（2023）】
・新システム稼働を踏まえ、業務手順や役割分担の見直し等を行い、これまで各市税事務所で行っていた口座振替事務、還付事務、
償却資産課税事務の３業務を集約し、業務の専門化を図り職員の対応力を強化することにより、さらなる効率的な業務手法を構築し
ました。
・市税システム関連ＡＩ製品の情報収集を行い、費用対効果の観点からの導入是非を検討するため、トライアルとして個人市民税の課
税資料の確認をＡＩにより支援する業務を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
システム運用経費（単年度）

カネ
目標 10.4 7.3 7.3 7.3

億円
説明 システムの運用に必要となる機器、システム運用保守に係る年間経

費（単年度） 実績 10.4 10.3 6.4
（見込）

53,282 52,206 51,129
時間

説明 税務事務に従事する職員の年間時間外勤務時間数（単年度） 実績 53,774 55,293 52,292

税務事務における総時間外勤務時間数（単年度）
時間

目標 53,820

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R05（2023））
・次期電子申請システムの活用による個人市民税・県民税に係る納税証明書等の11申請手続について、令和５（2023）年４月１
日からオンライン化を開始することにより、利便性向上など市民サービスの向上を図ることができました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・新システム稼働に伴う関連システムの改修費用等が発生しましたが、新システムの開発及び運用保守一括契約とするなどの見直しを
行ったことにより、令和４（2022）年度のシステム運用経費は10.3億円、令和５（2023）年度のシステム運用経費は6.4億円
（見込）となり、２年連続で目標を上回る経費削減ができました。
（R04（2022））
・システム関連費用の減として、407,743千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に反映しました。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和５（2023）年１月の新システム稼働により、業務手順の再構築及びオープン化による税制改正対応への負担軽減に向けた体
制が整いました。システム稼働に向けてデータ移行やシステムテストに関する検証及び新システムでの業務手法の確立に多くの時間を要し
たため、成果指標である「税務事務における総時間外勤務時間数」は、令和４（2022）年度においては目標を約３％（1,473時
間）上回り時間数が増加しましたが、新システムの効率的な事務運用や電算日程の調整による業務の平準化などにより、税務事務に
おける総時間外勤務時間数の削減に向けた取組を推進した結果、令和５（2023）年度においては目標を約1.9％（990時間）
下回り、目標を達成しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・予定どおり、令和５（2023）年１月に新システムを稼働開始し、業
務手順の再構築などを実現することができたとともに、システム関連費用の
減として、407,743千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に
反映できたため。また、成果指標である「システム運用経費」について、２
年連続で目標を上回る経費削減ができたため。
・新システムの効率的な事務運用や電算日程の調整による業務の平準
化などにより、令和５（2023）年度において成果指標である「税務事
務における総時間外勤務時間数」について、目標を達成できたため。

○ 情報 － 時間 ○ その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・新システムの効率的な事務運用や電算日程の調整による業務の平準化のほか、Ｒ
ＰＡの活用等を実施し、税務事務における総時間外勤務時間数の削減に向けた取
組を継続します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
取組の方向性

・退職動向と車両更新状況等を勘案して、引き続き、減車や職員配置の見直しを進めるとともに、軽自動車の配置やタクシーチケットの
利用等による機動力確保にも取り組み、円滑で適切な業務運営や危機事象発生時の対応を図れる執行体制を確保していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・職員の退職動向や車両更新の状況等を勘案した減車の推進
・軽自動車の配置やタクシーチケット利用等による機動力の確保
・危機事象への対応力の確保等を踏まえた庁用自動車の配置等の検討

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・円滑で適切な業務運営や危機事象発生時の対応を図るための効率的・効果的な車両台数、運転業務執行手法及び執行体制方
針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （３）組織の最適化 １・庁用自動車の配置及び運転業務執行体制の見直し 総務企画局

現　状
【課題認識】

・円滑で適切な業務運営、危機事象発生時への対応、業務上必要とする車種の特性などから、専任の運転手を配置して運行する車
両以外については、退職動向と車両更新状況等を勘案し、減車やこれに伴う執行体制の見直しを進めるとともに、行政事務遂行上の
機動力確保のため、職員自らが運転する軽自動車の追加導入及び公用車が配車されない場合のタクシーチケットの利用を進めてきまし
た。
・今後の「働き方・仕事の進め方改革の推進」や「デジタル化の推進」に伴う業務執行手法の変更は、庁用自動車の必要性や職員の配
置にも大きな影響を与えることが見込まれます。
・一方で、温暖化の影響等による自然災害の大規模化、増大化が見込まれる中、危機事象発生時の即応性や特別職等の移動手段
については、安定的に確保する必要があります。
・このことから、引き続き減車を進めながら、円滑で適切な業務運営や危機事象発生時の対応を図れる執行体制の見直しに、継続して
取り組む必要があります。

81107020 車両管理事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・令和３（2021）年度の職員の退職動向（１名退職）を踏まえ、令和４（2022）年度中に、共用車を１台減車するとともに、
機動力確保のため業務用車（軽自動車）を１台導入
・車両の稼働状況や他都市の状況等の調査による執行体制方針の検討
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度の職員の退職動向（２名退職予定）を踏まえ、令和５（2023）年度中に、共用車を２台減車するととも
に、機動力確保のため業務用車（軽自動車）を２台導入
【R05（2023）・R06（2024）】
・車両の稼働状況や他都市の状況等の調査による執行体制方針の検討を引き続き継続
【R07（2025）】
・令和６（2024）年度の職員の退職動向（３名退職予定）を踏まえ、令和７（2025）年度中に、共用車を３台減車するととも
に、機動力確保のため業務用車（軽自動車）を３台導入
・車両の利用状況及び危機事象発生時の活用方法等を踏まえ、今後の運転業務執行手法などを検討し、効率的・効果的な車両台
数、運転業務執行手法及び執行体制方針を確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

21 18
台

説明 年度末時点における、減車の推進による専用車、共用車の車両台数 実績 24 23 21

専用車、共用車の台数 目標 23 21

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・令和３（2021）年度の職員の退職動向（１名退職）を踏まえ、共用車を１台減車するとともに、業務用車（軽自動車）を１台
導入しました。
・車両の稼働状況や他都市の状況等の調査を踏まえ課題の整理を行うとともに、当課における自動車運転手の今後の退職動向と共用
車台数の推移を見据えた必要車両台数の分析や、大地震を中心とした危機事象発生時における対応など、執行体制の検討を実施し
ました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度の職員の退職動向（２名退職）を踏まえ、共用車を２台減車するとともに、業務用車（軽自動車）を２台
導入しました。
・車両の稼働状況や他都市の状況等の調査を踏まえ引き続き課題の整理を行うとともに、当課における自動車運転手の今後の退職動
向と共用車台数の推移を見据えた必要車両台数、執行体制について、職員団体との協議を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
車両の軽自動車化に伴う経費削減額（累計）

カネ
目標 356 1,424 2,492 4,628

以上
千円

説明 リース料の削減（計画期間における累計額）をみることで、車両の
軽自動車化による財政効果額を測るもの 実績 1,068 356 1,346

R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

2
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
　(R04（2022）)
・車両１台の軽自動車化により、行政事務遂行上の機動力を確保するとともに、単年度あたり計356千円の経費を削減し、成果指標
である「車両の軽自動車化に伴う経費削減額（累計）」の目標を達成することができました。
（R05（2023））
・車両２台の軽自動車化により、行政事務遂行上の機動力を確保するとともに、単年度あたり計634千円の経費を削減したものの、環
境性能に配慮し電気自動車を導入したことによるリース料の高騰等により、成果指標である「車両の軽自動車化に伴う経費削減額
（累計）」の目標を達成することができませんでした。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・車両３台（累計）の軽自動車化を図ることにより、行政事務遂行上
の機動力を確保するとともに、成果指標である「車両の軽自動車化に伴
う経費削減額（累計）」について、令和４（2022）年度は目標を達
成できたものの、令和５（2023）年度は電気自動車導入等に伴うリー
ス料の高騰等のため、目標を下回ったため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・退職動向や車両の更新状況等を勘案して段階的に共用車の減車を行うとともに、業
務用車（軽自動車）への転換を行い、行政事務遂行上の機動力の確保を図っていき
ます。
・環境性能に配慮した車両の導入等に伴い、今後も業務用車のリース料が高騰する可
能性があるため、社会情勢、利用状況等を踏まえつつ業務用車への転換を図ってまいり
ます。
・車両の稼働状況や他都市の状況等の調査を踏まえながら、引き続き執行体制を検
討していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 ２・守衛業務の見直し 総務企画局

現　状
【課題認識】

・守衛業務については、第２庁舎及び第３庁舎は職員が行い（夜間・閉庁日は委託）、第４庁舎は委託により行っていますが、更な
る民間活用に向け、守衛職が担っている要人警護、議場警備の特殊性、専門性など、民間部門を活用する際の諸課題について、検討
を行ってきました。
・新本庁舎の供用開始に合わせて機械警備の導入を予定していることから、要人警護、議場警備の執行体制についても検討する必要
があります。

（４年間の）
取組の方向性

・新本庁舎整備後は警備対象総面積が増加するため、機械警備を導入することにより効率的な警備を可能とします。
・新本庁舎への機械警備の導入の効果も踏まえ、人的警備のあり方について、職員の退職動向や要人警護・議場警備の特殊性、専
門性などを考慮して、見直しの検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・要人警護・議場警備の執行体制の見直しの検討
【R04（2022）】
・４棟（新本庁舎、第３庁舎、第４庁舎及び川崎御幸ビル）の総合的な警備のあり方の検討
【R05（2023）】
・新本庁舎における警備業務の開始（一部機械警備の導入）

81107010 庁舎維持管理事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・新本庁舎において一部機械警備を導入することによるコスト削減の実現
・令和５（2023）年度及び令和６（2024）年度における新本庁舎の警備体制を検証した上での守衛の適正人員の算定及び配
置の調整

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・新本庁舎における機械警備業務委託仕様決定、入札、工事業者との調整、施工
・４棟（新本庁舎、第３庁舎、第４庁舎及び川崎御幸ビル）の新たな警備業務委託仕様決定、入札
【R05（2023）】
・新本庁舎における機械警備業務の開始
・４棟（新本庁舎、第３庁舎、第４庁舎及び川崎御幸ビル）の新たな警備業務の開始
【R05（2023）・R06（2024）】
・要人警護・議場警備の執行体制の見直し及び警備業務委託の検証を含む人的警備のあり方の検討、関係部署との調整
【R07（2025）】
・検討結果及び関係部署との調整結果に基づく執行体制方針の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度に本庁舎における機械警備業務委託仕様を決定し、入札のうえ、工事業者と適正な警備体制の構築に向け
て、監視機器の設置場所などの調整を行いました。令和５（2023）年10月より本庁舎の機械警備業務委託を開始し、閉庁時間帯
を中心に機械警備による監視を行いました。
・令和４（2022）年度に４棟（新本庁舎、第３庁舎、第４庁舎及び川崎御幸ビル)について、守衛職員と委託業者の配備分担を
一部変更するなど新たな警備業務委託仕様を決定し、入札を行いました。令和５（2023）年10月の本庁舎供用開始に伴い、新た
な配備体制による警備業務を開始しました。また、当該業務開始後における要人警護・議場警備体制の課題の有無等について関係部
署・職員にヒアリングを行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

2
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R05（2023））
・令和５（2023）年10月から本庁舎の機械警備業務委託を開始したことにより、一部を除くフロアについて機械警備による監視体制
を導入することで、従前の全フロアを警備員による巡回警備で対応する体制と比較し、警備に要する経費について月額約2,200千円の
減となり、年間で約13,000千円（見込）削減しました。

（R04（2022）・R05（2023））
・警備体制については、新たな警備業務における要人警護・議場警備体制の課題整理など、人的警備の見直しに向けた検討段階であ
ることから、効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和５（2023）年10月から本庁舎の機械警備業務委託を開始し
たことにより、警備に要する経費について、年間で約13,000千円（見
込）の削減となったため。
・警備体制については、要人警護・議場警備体制の課題整理など、見直
しに向けた検討段階であることから、効果は発現していないため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・本庁舎供用開始後の機械警備の導入効果も踏まえ、人的警備のあり方について、職
員の退職動向や要人警護・議場警備の特殊性、専門性などを考慮して、見直しの検
討を進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 ３・安定的かつ効率的な廃棄物処理体制の構築 環境局

現　状
【課題認識】

・ごみの減量化に伴い、平成27（2015）年４月に１つの処理センターを休止・建設中とし、３つの処理センターを稼働する「３処理セ
ンター体制」に移行しました。こうした中、一部の処理センターにおける夜間運転操作業務の委託化や資源化処理施設における運営・処
理業務の委託化を進めてきました。さらに、令和２（2020）年度からは浮島処理センターにおいて、施設の維持・補修業務等の整備
業務を集約化することにより、処理体制の充実・強化を進めました。
・今後も、適正かつ安定的な処理の実施を前提に、民間部門の活用や業務の集約化等により、効率的・効果的な廃棄物処理体制の
構築を進めていく必要があります。
・令和５（2023）年度からの橘処理センターの稼働予定に伴い、資源物及びごみ（焼却灰を含む。以下同じ。）の鉄道輸送計画
及び加瀬クリーンセンターにおける中継輸送計画を見直す必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・３処理センター体制の検証を継続し、他都市の状況について調査等を行うとともに、「川崎市一般廃棄物処理基本計画」、「プラスチッ
ク資源循環への対応方針」等の廃棄物関連の施策や、脱炭素社会の実現に向けた取組、超高齢社会等によるごみ質やごみ量の変化
への対応を踏まえ、長期的な視野に立って、資源化処理施設等の整備も含めた本市の効率的・効果的な廃棄物処理体制について検
討を進めます。
・非常時における対応等を含め、安定的な市民サービスの提供を確保した上で、より効率的・効果的な処理体制の構築に向け、人材育
成及び技術継承を行うとともに、廃棄物処理施設の整備や、更なる委託化も含めた運営体制の検討を進めます。
・橘処理センター稼働後を踏まえた資源物及びごみの輸送の効率化について検討し、安定的かつ効率的な輸送体制を構築します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・プラスチック資源循環等への対応を踏まえた資源化処理施設等の整備に向けた検討の推進
・橘処理センターの稼働を見据えた３処理センター（浮島・橘・王禅寺）における運営体制の検討及び効果検証の実施
・安定的かつ継続的な廃棄物処理体制の確保のための人材育成、技術継承及び計画的な人材確保の推進
・資源物及びごみの鉄道輸送計画及び加瀬クリーンセンターにおける中継輸送計画の検討及び見直し

30202040 資源物・ごみ処理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・プラスチック資源循環等への対応を踏まえた資源化処理施設等の施設整備手法の抽出
・橘処理センター稼働後の３処理センターにおける運営体制の効果検証結果の取りまとめ
・人材育成と人材確保の取組の推進による知識・技術・技能の継承
・輸送の効率化等の検討による中継輸送計画の見直し及び効率的・効果的な中継輸送の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・プラスチック資源循環等への対応を踏まえた資源化処理施設等の施設整備手法の抽出及び検討
・３処理センター体制（浮島・橘・王禅寺）における効果的、効率的な運営体制の検討
・人材育成と人材確保の取組の推進による知識・技術・技能の継承
・資源物・ごみの鉄道輸送計画及び加瀬クリーンセンターにおける中継輸送計画の見直し及び効率的・効果的な中継輸送の実施
【R04（2022）・R05（2023）】
・橘処理センターの稼働に向けた運営体制の検討
・カーボンニュートラル化を目指した廃棄物処理施設の中長期的な整備構想の検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・橘処理センター稼働後の３処理センターにおける運営体制の効果検証の実施及び取りまとめ
【R06（2024）】
・カーボンニュートラル化を目指した廃棄物処理施設の中長期的な整備構想の策定
【R07（2025）】
・カーボンニュートラル化を目指した廃棄物処理施設の中長期的な整備構想に基づく取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

環境省中央環境審議会で審議された「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに
向けた中長期シナリオ（案）」や「次期廃棄物処理施設整備計画」において、2050年までに廃棄物分野におけ
る温室効果ガス排出をゼロにすることを目指し、ＣＣＵＳを前提とした廃棄物処理システム・施設のあり方を調査
研究・技術開発していくことが示されており、本市においても2050年カーボンニュートラル化に向けて、ＣＯ２回収
設備導入による炭素循環の取組や、廃棄物処理施設の中長期的な整備構想の策定に向けた取組を推進しま
す。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度はプラスチック資源循環施策等への対応を踏まえ、資源化処理施設等の施設整備手法について検討しまし
た。また、環境省から「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた中長期シナリオ（案）」が示された
ことに伴い、ＣＣＵＳ（※）等の脱炭素化の考え方や資源化処理施設の再編等を含めた施設整備構想策定に向けて庁内関係課
長会議を開催し、「廃棄物処理施設における脱炭素化・整備構想策定に向けた検討状況及び今後の方向性について」を取りまとめまし
た。さらに、令和５（2023）年度は庁内関係課長会議等を開催し、カーボンニュートラル化を目指した廃棄物処理施設の中長期的な
整備構想の検討を深度化しました。
・３処理センター体制（浮島・橘・王禅寺）における効率的・効果的な運営体制について、令和４（2022）年度の浮島処理セン
ターの整備係導入の効果検証を踏まえ、令和５（2023）年度は他の処理センターに整備係を導入するなど、安定的な廃棄物処理
体制を維持するため運営体制を確立しました。
・令和４（2022）年度は、今後の技能職（機械操作員甲）の確保に向けて、庁内で職の必要性について協議・検討を行いました。
また、令和４（2022）・令和５（2023）年度は、施設部人材育成計画に基づき、資格取得等人材育成を行いました。
・令和４（2022）年度に橘処理センターの本格稼働に向けた運営体制の検討を行い、令和５（2023）年度は鉄道輸送品目及
び年間輸送量等を見直しました。
【R04（2022）】
・資源物・ごみの鉄道輸送計画及び加瀬クリーンセンターの中継輸送計画について、橘処理センター稼働後の収集運搬効率、施設運
営体制を考慮した年間輸送量等の計画を検討しました。また、橘処理センター建設工事の遅延等により安定的な廃棄物処理に影響が
ないように搬入調整及び輸送量等の計画の見直しを行いました。

※ＣＣＵＳ︓二酸化炭素を分離回収し、利用又は貯留すること。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・施設部人材育成計画に基づき、資格取得支援を行った結果、クレーン運転士・２級ボイラー技士免許取得者が令和４（2022）年
度は計２名、令和５（2023）年度は計４名増加しました。

（R04（2022）・R05（2023））
・資源化処理施設等の整備手法の抽出については、令和３（2021）年８月に環境省から示されたシナリオに基づき、ＣＯ２回収設
備の導入など廃棄物処理施設の脱炭素化への考え方を含めた整備構想を検討している段階であるため、効果は発現していません。
・半導体部品の世界的な需要のひっ迫に伴う橘処理センター建設工事の遅延により、新たな３処理センター体制への移行及び北部地
域の処理能力の増量が想定した時期に実施できないこととなったことから、運営体制及び計画の見直しを行い、実施時期を延期しまし
た。なお、令和６（2024）年度の橘処理センターの本格稼働の開始と合わせて、新たな運営体制による鉄道輸送、中継輸送を実施
するため、令和５（2023）年度時点では効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・クレーン運転士・２級ボイラー技士免許取得者が増加し、安定的かつ
効率的な廃棄物処理体制の構築に貢献することができたため。
・資源化処理施設等の整備手法の抽出については、廃棄物処理施設の
脱炭素化に向けた内容を盛り込んだ新たな検討が必要となっているため。
・浮島処理センターの整備係導入の効果検証を踏まえ、他の処理セン
ターに整備係を導入するとともに、橘処理センターの本格稼働に合わせ
て、鉄道輸送量及び中継輸送量を見直し、安定的かつ効率的な廃棄
物処理体制の構築に貢献することができたため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・環境省から示された「廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実
質ゼロに向けた中長期シナリオ（案）」に対応するため、本市においてもＣＯ２回収設
備の導入等を検討し、炭素循環を行いながらカーボンニュートラル実現に向けた廃棄物
処理施設等の整備構想策定を目指します。また、整備構想策定に向けて、資源化処
理施設等の施設整備手法について、引き続き検討します。
・橘処理センターが令和６（2024）年度から本格稼働し、「浮島・堤根・王禅寺」の
３処理センター体制から、「浮島・橘・王禅寺」の新たな体制に移行します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （３）組織の最適化 ４・循環型社会に対応した効率的・効果的な廃棄物収集体制の構築 環境局

現　状
【課題認識】

・廃棄物収集事業は、家庭系ごみの分別収集の拡大、普通ごみ収集の回数の変更等、３Ｒを基調とした循環型社会の構築に向けた
取組を推進するとともに、事業系ごみ収集運搬業務の許可制導入、家庭系の資源物等収集運搬業務の委託化など執行体制の見直
しを進めてきました。
・さらなる効率的・効果的な執行体制の構築に向けて、資源物等収集運搬業務のモニタリングを行うとともに、受託事業者へ業務遂行
上の課題等についてヒアリングを実施するなど、業務の安全性、安定性などの課題への対応の検討を進め、令和３（2021）年４月に
は、幸区・中原区、高津区・宮前区の大規模集合住宅等の一部地域における普通ごみ等収集運搬業務の委託化を初めて実施しまし
た。
・今後については、超高齢社会への対応や非常災害時への対応等の視点や廃棄物処理事業における公共と民間の役割を整理しなが
ら、安定的かつ継続的に事業を実施する必要があります。
・また、本市における技能・業務職員の高齢化や全国的な運転手不足の状況等を踏まえ、人材確保と人材育成に向けた検討を行う必
要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・普通ごみ等収集運搬業務は、生活環境の保全と公衆衛生の向上のため、特に重要なライフラインとして最も適正かつ迅速に処理する
ことが必要であることから、今後の委託化については、令和３（2021）年４月から開始した委託化の検証等を踏まえ検討を進めます。
・令和５（2023）年度からの橘処理センターの稼働に伴う業務状況の変化や職員の退職動向などの様々な要因変化を踏まえたごみ
収集業務の運営体制の検討及び見直しを進めます。
・超高齢社会への対応など社会的要請と状況変化を踏まえた効率的・効果的なごみ収集業務の執行体制の検討を進めます。
・安定的かつ継続的な廃棄物収集体制の確保のため、技能・業務職員の人材育成と計画的な人材確保の検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・普通ごみ等収集運搬業務委託の状況等を踏まえた川崎区、多摩区・麻生区の一部委託化の検討及び実施
・超高齢社会を見据えた効率的・効果的なふれあい収集の今後の方向性の検討
・安定的かつ継続的な執行体制の確保のため、職員の退職動向などを踏まえた上での、技能・業務職員の人材育成と人材確保の検
討
【R04（2022）・R05（2023）】
・橘処理センターの稼働を踏まえた効率的・効果的な運営体制の検討及び開始

30202030 資源物・ごみ収集事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・普通ごみ等収集運搬業務委託については、川崎区、多摩区・麻生区の一部委託化の検討及び実施
・橘処理センターの稼働を踏まえた効率的・効果的な運営体制に向けた見直しの実施
・ふれあい収集の今後の方向性の検討については、検討結果の取りまとめ
・技能・業務職員の人材育成と人材確保の取組の推進による知識・技能の継承

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・本市のごみ収集業務のあり方の検討
・技能・業務職員の人材育成と人材確保の検討
・超高齢社会を見据えた効率的・効果的なふれあい収集の今後の方向性の検討及び取りまとめ
【R04（2022）】
・川崎区、多摩区・麻生区の普通ごみ等収集運搬業務の一部委託化の業務内容等の検討及び令和５（2023）年度予算要求の
実施
・橘処理センターの稼働を踏まえた効率的・効果的な運営体制の検討
【R05（2023）】
・川崎区、多摩区・麻生区の普通ごみ等収集運搬業務の入札実施及び契約締結、研修等の実施
・超高齢社会を見据えた効率的・効果的なふれあい収集の検討
・安定的かつ継続的な執行体制の確保のため、職員の退職動向などを踏まえた上での、技能・業務職員の人材育成と人材確保の検
討
【R06（2024）】
・橘処理センターの稼働後の業務執行体制の検証

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績
R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度は令和６（2024）年度からの川崎区、多摩区・麻生区の普通ごみ等収集運搬業務の一部委託化に向け
た導入規模・時期等を決定し、令和５（2023）年度は入札の実施により、２件の契約を締結するとともに、契約事業者と15回の業
務履行前研修を行いました。
・受託事業者を対象とした収集運搬業務等のモニタリング業務を、令和４（2022）年度は普通ごみ等収集運搬業務の実施状況の
把握のため490回、令和５（2023）年度は普通ごみ等収集運搬業務及び資源物収集運搬業務の実施状況の把握のため793回
実施し、事業者の業務実態を把握するとともに、事業者への指導を行いました。
・廃棄物収集部門における技能等の継承に向けた技能・業務職員の人材育成と人材確保の検討を進め、職員の高齢化・年齢構成を
踏まえ、令和４（2022）年度は32名、令和５（2023）年度は27名を採用しました。
・令和４（2022）年度の超高齢社会を見据えた効率的・効果的なふれあい収集の今後の方向性の検討を踏まえ、令和５
（2023）年度はふれあい粗大ごみ収集体制についての検討を進めました。
【R04（2022）】
・橘処理センターの稼働、堤根処理センターの休止を踏まえた新たな３処理センター体制に伴う効率的・効果的な収集体制の検討を進
めました。
【R05（2023）】
・令和６（2024）年度からの川崎区でのプラスチック製容器包装と製品の一括回収の先行実施に向けて、令和３（2021）、令和
４（2022）年度の実証事業の結果を踏まえた収集量予測を行うとともに、橘処理センターの稼働後を踏まえ、各生活環境事業所の
搬入距離などの検証を行いながら、令和６（2024）年度職員配置計画において効率的・効果的な収集体制を構築しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R05（2023））
・川崎区、多摩区・麻生区における一部委託化については、普通ごみ等収集運搬業務における民間活力の導入規模・時期等を決定
し、令和５（2023）年度に入札及び契約の締結を行った結果、12,964千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映しま
した。

（R04（2022）・R05（2023））
・技能・業務職員の人材確保について令和４（2022）年度は32人、令和５（2023）年度は27人を採用した一方、本市のごみ収
集業務のあり方やふれあい収集の今後の方向性について検討を行っている段階であることから、現時点では効果は発現していません。
（R05（2023））
・新たな３処理センター体制に伴う収集体制については、令和５（2023）年度に各生活環境事業所の搬入距離などの検証を行い、
令和６（2024）年度職員配置計画において一定の体制を構築しましたが、現時点では効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・川崎区、多摩区・麻生区における普通ごみ等収集運搬業務の一部委
託化の入札の結果、12,964千円の財政効果を令和６（2024）年
度予算に反映することができたため。
・技能・業務職員の人材確保の取組を進めている一方、本市のごみ収
集業務のあり方や、ふれあい収集の今後の方向性は検討段階であり、ま
た新たな３処理センター体制に伴う効率的・効果的な収集体制について
は、体制の構築をした段階であり、現時点で効果は発現していないため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、本市のごみ収集業務の全体のあり方や技能・業務職員の人材育成・人材
確保等について検討を進めるとともに、令和６（2024）年度から実施する普通ごみ等
収集運搬業務の一部委託の安定的な業務実施に向けて、取組を継続します。
・引き続き、超高齢社会を見据えた効率的・効果的なふれあい収集の実施手法の構
築に向けた検討を進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・突発的な環境汚染事故等危機事象の発生やサンプリング機材運搬等が必要となる調査測定業務への対応のほか、職員の退職動向
を踏まえた、車両及び職員の必要配置数と体制の検討
・平常時や週休日・夜間等時間外での緊急対応を踏まえた環境局業務における庁用自動車に係る効率的・効果的な車両台数、運
転業務執行手法及び執行体制方針の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・平常時や危機事象発生等を踏まえた環境局業務における庁用自動車に係る効率的・効果的な車両台数、運転業務執行手法及び
執行体制方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・今後、突発的な環境汚染事故等の危機事象発生時の対応については、即応性の確保に向け、必要な車両・職員の配置数と体制を
整理・検討します。
・庁用自動車の使用頻度や業務内容等を踏まえ、車両及び職員の配置の必要性等を整理し、環境局で実施する調査・測定等業務
を円滑かつ効果的に実施するための方策（業務スケジュールの更なる調整や業務改善等）、再任用短時間勤務職員や会計年度任
用職員の配置等を検討していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・危機事象発生時の対応や、庁用自動車の需要動向、職員の退職動向を踏まえた、車両及び職員の必要配置数と体制の検討

81107100 環境総合研究所管理運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （３）組織の最適化 ５・環境局業務における庁用自動車の配置と運転業務執行体制の検討 環境局

現　状
【課題認識】

・環境局における庁用自動車については、市内各所で実施している大気分析用サンプリング機材等の運搬に必要な手段として活用しつ
つ、業務内容に応じて電気自動車の活用も進めるとともに、会計年度任用職員といった非常勤職員の配置も行ってきました。
・今後、業務の改善や見直し等を行うことで、庁用自動車の必要数や職員の配置にも影響することが考えられます。
・同時に、突発的な環境汚染事故等の危機事象発生時の即応性についても、安定的に対応可能な体制確保が必要です。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・環境総合研究所で保有する庁用自動車について、サンプリング機材運搬等が必要となる調査測定業務への対応など、主な使用用途
や使用頻度、車両ごとの乗車定員や稼働率のほか、突発的な環境汚染事故等危機事象発生時における週休日や夜間等時間外での
緊急対応の必要性等を整理しました。
・環境総合研究所に勤務する自動車運転手について、現況での勤務（任用）形態のほか、今後における退職動向等を整理しました。
・これら庁用自動車や自動車運転手に係る現況等の整理やオンライン会議の活用等の業務改善を踏まえ、環境総合研究所の自動車
運転業務について、効率的・効果的な執行に向けた検討を行い、主に光化学スモッグ注意報発令時など、突発的なサンプリング機材運
搬業務等が必要となった場合における代替的な対応方法（民間タクシー活用）を確保した上で、令和６（2024）年度から環境総
合研究所で保有する庁用自動車を１台減らすよう調整しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、突発的な環境汚染事故等危機事象の発生やサンプリング機材運搬等が
必要となる調査測定業務への対応のほか、職員の退職動向やオンライン会議の活用等
の業務改善を踏まえた、車両及び職員の必要配置数と体制の確定に向けた取組を進
めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・庁用自動車の必要配置数や体制を見直し、庁用自動車リース台数を
１台減らしたことにより、278千円の財政効果を令和６（2024）年度
予算に反映したため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R05（2023））
・庁用自動車の必要配置数や体制について、車両稼働状況やより効率的な会議・レクのあり方を踏まえた検討・調整を進め、令和６
（2024）年度から環境総合研究所で保有する庁用自動車のリース台数を１台削減したことに伴う278千円の財政効果を令和６
（2024）年度予算に反映しました。

（R04（2022）・R05（2023））
・自動車運転業務に従事する職員の必要配置数や体制について、効率的・効果的な執行体制の下での、今後の車両稼働状況の変
化等を踏まえた検討を進めているものであり、未だ効果は発現していません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・動物愛護センターの施設の維持管理業務を行っている用務業務について、効率的な執行手法や、再任用もしくは非常勤職員の活用
により業務が遂行できる体制の検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・令和４（2022）年度に策定した執行体制方針に基づく、用務業務の委託化及び非常勤職員活用による業務執行の的確な実施
についてのモニタリングの実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・用務員の退職・再任用動向やボランティアの支援状況、新型コロナウイルス感染症を契機とした社会変容を踏まえつつ、用務業務を整
理し、効率的・効果的、かつ、より実践的な執行手法・執行体制方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・平成31（2019）年２月の現在地への新築・移転後は、業務支援ボランティア等の協力に加え、獣医師が行ってきた業務の一部委
託化など、民間事業者等が担う業務が広がる中で、用務業務についても、委託化や再任用短時間職員、会計年度任用職員といった
非常勤職員の活用などの可能性があることから、執行体制を検討していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新型コロナウイルス感染症を契機とした社会変容を踏まえて、ボランティア等の多様な主体と連携しながら動物愛護管理事業の効率的
な推進
・用務員の退職動向にあわせて、用務業務の執行体制の検討

10603050 動物愛護管理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 ６・動物愛護センター用務業務執行体制の検討 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・動物愛護センターでは、「動物の愛護及び管理に関する法律」に規定する犬及び猫を中心とした動物の引取りから飼養管理・譲渡、動
物愛護思想の普及啓発等の動物愛護管理事業を、獣医師をはじめとした本市職員を中心に、民間事業者やボランティア、獣医師会
等の多様な主体と連携して実施しています。
・用務業務は、センター内の管理業務を中心としながら、犬の捕獲、獣医師等が行う上記業務の補助等を行っていますが、多様な主体
との連携が進む中で、動物の命をつなぐための施設の維持に必要な用務業務のあり方についても検討していく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・動物愛護センターの施設の維持管理に関する用務業務の整理を行い、令和７（2025）年度に実施することとしていた用務業務に
関する執行手法・執行体制方針の策定を令和４（2022）年度中に実施しました。これにより、令和５（2023）年度から用務業務
について委託化や会計年度任用職員活用へと執行手法を切り替えることとしました。
・新型コロナウイルス感染症拡大により譲渡会の開催を中止し、個別譲渡に切り替えましたが、一定の効果が得られていることから、引き
続き、個別譲渡による譲渡促進を行いました。
・６グループの業務支援ボランティア及び子猫飼養管理支援ボランティアによる業務支援をいただいており、コロナ禍には中止していた会議
や縮小していた活動を通常に戻して、引き続き、御支援いただきました。
【R05（2023）】
・用務業務について、令和５（2023）年度から会計年度任用職員及び委託の活用に執行手法を切り替えました。切り替えから、１
年経過しますが、昨年度まで用務員が行っていた動物愛護センター内の施設管理等の業務を十分に行う事ができました。
・かわさき犬猫愛護ボランティアの登録更新（149人）に合わせて新規で業務支援ボランティアの募集を行い、講習や面談を行って新た
な人材を登録し（38人）、新規登録者も含めて会議や研修を行うことにより、次年度からの円滑な活動の開始に向けた準備を行うこと
ができました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅰ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・動物愛護センターの用務業務の執行体制について、執行体制方針を策定し、会計年
度任用職員の活用や一部業務の委託化を行ったことにより、より効率的・効果的な業
務執行体制となったこと、また、当該執行体制による業務状況についても、１年間を通
じ、適切に行われることが確認できたことから、計画期間の目標を達成したものとします。
・今後は、引き続き、会計年度任用職員の活用や一部業務の委託化による業務状況
を的確にモニタリングしていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・動物愛護センター用務業務の執行体制を見直し、5,401千円の経費
削減の効果が得られたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・動物愛護センター用務業務に係る職員人件費と委託化及び非常勤職員の活用との差額による5,401千円の経費削減の効果があり
ました（以降継続）。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 ７・中部地域支援室業務における庁用自動車の配置と運転業務執行体制の検討 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・庁用自動車については、「人の移動」や「物の運搬」に必要な手段として活用するとともに、原則、常勤職員で自動車運転業務を担って
きました。
・「人の移動」や「物の運搬」は、常勤職員と再任用短時間職員等の非常勤職員とで業務内容が大きく異なるわけではありませんが、
「働き方・仕事の進め方改革の推進」や「デジタル化の推進」に伴う業務執行の変更は、庁用自動車の必要性や職員の配置にも大きな
影響を与えることが見込まれます。
・一方、中部地域支援室の周辺地域は、公共交通機関に限りがあるため、アウトリーチ（訪問等）支援のための移動手段や、緊急時
の即応性については確保する必要があります。
・また、施設の特性上、自動車運転業務には様々な障害に対する知識や経験等が求められるところです。

（４年間の）
取組の方向性

・緊急時の即応性や自動車運転業務に求められる資質など、中部地域支援室における運転業務の現状を検証します。
・その上で、庁用自動車の使用頻度や業務内容、また、「働き方・仕事の進め方改革の推進」等に伴う需要の動向を踏まえ、庁用自動
車及び常勤職員配置の必要性を整理し、タクシー券や軽自動車の活用、及び非常勤職員の活用を検討していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・職員の退職動向を踏まえ、庁用自動車の必要性と常勤職員配置の見直しの検討

10401065 地域リハビリテーション推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・緊急時の即応性や中部地域支援室の自動車運転業務に求められる資質など、現状把握や庁用自動車及び常勤職員配置の必要
性の整理を行い、効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・庁用自動車（軽自動車・リフト付ワンボックス・リフト無ワンボックス）の稼働及び対象者等利用状況を分析、現状の精査
・利用状況の精査を踏まえた、緊急時の即応性や自動車運転業務に求められる資質等、運転業務の現状を検証
・普通特殊車両（リフト付ワンボックス）については、稼働状況と車両維持管理と安全確保に対する懸念から、運用を終了、廃車
【R05（2023）・R06（2024）】
・利用状況等を踏まえた、各種車両の車検、リース更新に向けた車両仕様の見直し
・リフト付きワンボックス車両廃車による、介護タクシー等の代替方法による運用、及び運用変更による影響を確認
・効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方針を検討
【R07（2025）】
・効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方針の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・中部地域支援室の庁用自動車（軽自動車・リフト付ワンボックス・リフト無ワンボックス）における日ごとの稼働状況及び利用対象者等
の利用状況を分析しました。
・中部地域支援室で保有する3台の車両のうち、車歴の長い普通特殊車両（リフト付ワンボックス）については、稼働状況が極めて限
定的かつ回数も少ない状況であり、車両維持管理と安全確保に対する懸念もあることから、令和４（2022）年度をもって運用を終了
し、廃車としました。
・庁用自動車利用における緊急時対応の実績や具体的な運営業務目的などの利用状況分析結果を踏まえ、非常勤職員の活用も含
めた今後の執行体制のあり方の検討を行いました。また、令和５（2023）年度については、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴
い、車両の稼働状況の変化について、分析を行いました。
・利用状況等を踏まえて、各種車両（軽自動車・リフト無ワンボックス）のリース更新に向けた車両仕様の見直しを行い、リフト無ワンボッ
クス車両については、令和５（2023）年度にリースの更新を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・庁用自動車の配置については、普通特殊車両（リフト付ワンボックス）を廃止することにより車検及び定期点検等の経費を年間150
千円削減しました（以降継続）。
※運転業務執行体制の見直しについては、今後の執行体制のあり方について、庁用自動車の利用状況分析結果を踏まえながら、検
討を進めている段階であることから、具体的な効果が得られる段階には至っておりません。また、車両の配置についても、普通特殊車両
（リフト付きワンボックス）については廃止したものの、それ以外の車両についても、利用状況等を踏まえた必要性や継続配置する場合の
仕様等について、引き続き、検討を進めていく必要があります。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・庁用自動車の配置について、普通特殊車両（リフト付ワンボックス）を
廃止することにより車検及び定期点検等の経費を年間150千円削減で
きたため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・利用状況等を踏まえ、引き続き、軽自動車のリース更新に向けた車両仕様の見直し
を行います。
・中部地域支援室業務における運転業務執行体制の見直しに伴う影響等について、
引き続き、関係局等と連携・調整・整理しながら、今後の効率的な業務試行体制につ
いて検討を進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・児童相談所における初期対応チームの充実強化に向けた取組
・児童相談所における働き方改革の推進
・区役所における予防のための専門的支援機能の構築に向けた庁内検討会議等による検討
・児童家庭相談支援に関わる専門職の適正配置（適性を見極めたジョブローテーション等）を含めた人材育成基本方針の策定に向け
た検討
【R05（2023）・R06（2024）】
・児童相談所における初期対応チームを含む効率的・効果的な業務執行体制の検討
・児童相談所における無線ＬＡＮ・軽量化ＰＣ・モバイルフォンの導入等、働き方改革の推進に向けた環境整備
【R05（2023）〜R07（2025）】
・区役所における予防のための専門的支援機能の構築に向けた検討結果に基づく取組の推進
・人材育成基本方針に基づく、児童家庭相談支援に関わる専門職の人材育成及び適正配置の推進
【R07（2025）】
・児童相談所における効率的・効果的な業務執行体制の検討結果に基づく業務の推進
・児童相談所における働き方改革に係る効果検証

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標 ・児童家庭支援（予防）と児童虐待対策（介入）の両輪による、子どもや子育て家庭が安心して暮らせる相談・支援体制の確立

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・「子育て世代包括支援センター機能」と「子ども家庭総合支援拠点機能」を一体的に担う地域みまもり支援センター（区役所）におい
て、予防に係る専門的支援機能を構築します。
・地域みまもり支援センター（区役所）による児童家庭支援（予防）と児童相談所による児童虐待対策（介入）との機能分化等を
進めることで、相談体制の効率化や役割分担の徹底による児童家庭相談支援の質の向上を推進するとともに、警察・医療・司法等の
関係機関と連携を図り、専門的知識を活かした支援を推進します。
・児童家庭相談支援に関わる専門職の効果的な人材育成と有効な人材活用を推進します。
・要支援家庭の早期発見・早期対応・未然防止に向けた、児童家庭相談支援体制の構築を検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・児童相談所との機能分化、児童相談に関わる専門職の適正配置による相談体制の効率化と役割分担の徹底による質の向上、及び
児童家庭支援に係る専門的支援体制の構築
・児童相談所における初期対応チームの充実強化（令和５（2023）年度︓４区、令和６（2024）年度︓５区、令和７
（2025）年度︓７区）
【R04（2022）】
・予防のための専門的支援機能の構築に向けた検討や児童家庭相談支援に関わる専門職の適正配置（適性を見極めたジョブロー
テーション等）に向けた検討を開始
【R05（2023）〜R07（2025）】
・検討及び検討結果に基づく取組を推進するとともに、児童相談所における業務分担の見直し及び働き方改革を推進

20104010　　20104020 児童虐待防止対策事業　　児童相談所運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 ８・児童相談所の体制強化及び児童家庭相談支援体制の構築 こども未来局

現　状
【課題認識】

・【全体】虐待リスクの早期発見・重篤化防止につなげ、要保護ケースの増加を抑制するとともに、一時保護・施設措置に至ってしまう事
案を減少させる必要があります。
・【介入】また、児童虐待の相談・通告件数の増加や個々のケースが抱える背景・課題が複雑化する中で、児童虐待に迅速・適切に対
応するため、警察・医療・司法等の複数の関係機関と連携した、より効果的な支援を行う必要があります。
・【予防】さらに、支援が必要な子育て家庭等に対する個別的・専門的支援を行うとともに、子育て家庭等の課題に対する早期把握・対
応、重篤化への未然防止等に向け、支援ニーズを的確に把握するとともに、地域ネットワークの強化を図る必要があります。
・【市の体制】各種相談業務等を通じ、予防スキルを向上させるとともに、迅速かつ的確な分析と判断に基づき、要保護ケースに対し、指
導措置・施設措置等の適切な介入支援を実施できるようにする必要があります。

-218-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
1

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績 17.1 15.3 14.2

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

ケースワーカー１人当たりの援助方針未決定（調査中）
の件数（各月末の平均）

モノ

目標 17.9 17.0 16.1 14.3

件

説明
各月末時点におけるケースワーカー１人当たりの援助方針未決定
（当該年度に新規受付した相談のうち調査中のもの）の件数の平
均

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・児童相談所における初期対応チームの充実強化に向け、既に導入しているこども家庭センター以外の中部児童相談所及び北部児童
相談所において、複数名からなる初期対応チーム導入のため初期対応を専任で行う担当職員各１名を令和４（2022）年４月に設
定しました。
・児童相談所における働き方改革の推進に向けて、こども家庭センター及び北部児童相談所において児童相談所の職員の増加に伴う
狭あい化の解消に向けた執務室の拡張整備に併せて、ユニバーサルデスク等の什器を導入し、令和６（2024）年度の環境整備完了
に向けたグループアドレスの試験運用を開始しました。
・区役所における予防のための専門的支援機能の構築に向けて、児童家庭相談支援体制検討プロジェクト会議（部長級２回、課長
級２回）において、体制強化に向けた基本的な考え方及び基本的な考え方を踏まえた今後の取組について検討を行い、令和５
（2023）年度から各区役所地域みまもり支援センター地域支援課及び各地区健康福祉ステーションに社会福祉職を16名配置する
などの体制強化を図ることとしました。
・令和５（2023）年度からの体制強化に向けて庁内ワーキンググループにて検討を行い、児童家庭相談支援業務の基本的な考え方
を示した「児童家庭相談支援業務ガイドライン」を３月に策定するとともに、ガイドラインを踏まえ、児童家庭相談支援に関わる児童福祉
司をはじめとする専門職の適正配置（適性を見極めたジョブローテーション等）を含めた人材育成基本方針を３月に策定しました。
【R05（2023）】
・児童相談所における効率的・効果的な業務執行体制の検討を行い、令和５（2023）年４月に北部児童相談所において初期対
応を専任で行う担当職員１名設定の体制から３名設定に体制強化し、多摩区・麻生区に初期対応チームを導入しました。
・児童相談所における働き方改革の推進に向けて、中部児童相談所において児童相談所の職員の増加に伴う狭あい化の解消に向け
た執務室の拡張整備に併せて、ユニバーサルデスク等の什器を導入し、令和６（2024）年度の環境整備完了に向けたグループアドレ
スの試験運用を開始しました。また、令和６（2024）年２月に３児童相談所に無線ＬＡＮ設備を導入しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

4

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

5 7
区

説明 児童相談所初期対応チームを導入している区の数の累計 実績 3 3 5

児童相談所初期対応チームの導入区数（累計） 目標 3
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・区役所における予防のための専門的支援機能の構築に向けた検討を踏まえて、令和
５（2023）年４月に各区役所地域みまもり支援センター地域支援課及び各地区健
康福祉ステーションの体制強化を図りました。今後も引き続き、児童相談所と区役所が
連携を図りながら児童虐待の予防と介入の両輪で取組を推進します。
・児童相談所における初期対応チームの充実強化とともに、人材育成基本方針に基づ
く、児童家庭相談支援に関わる専門職の人材育成等を推進します。
・児童相談所における働き方改革の推進に向けて、ハード・ソフト両面での業務効率化
の取組を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・初期対応担当職員及び初期対応チームを導入し、警察や近隣住民か
らの通告等への対応の迅速化・効率化を図ったことにより、「ケースワー
カー１人当たりの援助方針未決定（調査中）の件数」について、令和
５（2023）年度は14.2件となるとともに、よりきめ細かな対応と業務執
行の効率化による時間削減にも寄与したため。
・グループアドレスの試験運用開始により、多職種間の連携が円滑にな
り、よりきめ細かな対応と業務執行の効率化による時間削減にも寄与し
たため。

－ 情報 － 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノ・時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度に中部児童相談所及び北部児童相談所において、初期対応チーム導入に向けて初期対応を専任で行う担
当職員を各１名設定したことや、令和５（2023）年度に北部児童相談所において、多摩区・麻生区に初期対応チームを導入するこ
とにより、速やかな安全確認、調査・援助方針の決定等に寄与しました。これらの取組を通じて警察や近隣住民からの通告等への対応
の迅速化・効率化を図ったことで、成果指標である「ケースワーカー１人当たりの援助方針未決定（調査中）の件数（各月末の平
均）」については、令和４（2022）年度は15.3件と目標を達成し、令和５（2023）年度は14.2件となったことから、よりきめ細かな
対応が可能となるとともに、業務執行の効率化による時間削減にも寄与しました。
（R04（2022））
・こども家庭センター及び北部児童相談所においてユニバーサルデスク等の什器を導入し、令和６（2024）年度の環境整備完了に向
け、グループアドレスの試験運用を開始することにより、状況に応じて柔軟に職員の業務場所の確保が可能となり、多職種間の連携が円
滑になり、よりきめ細かな対応が可能となるとともに、業務執行の効率化による時間削減にも寄与しました。
（R05（2023））
・中部児童相談所においてユニバーサルデスク等の什器を導入し、令和６（2024）年度の環境整備完了に向け、グループアドレスの
試験運用を開始することにより、状況に応じて柔軟に職員の業務場所の確保が可能となり、多職種間の連携が円滑になり、よりきめ細か
な対応が可能となるとともに、業務執行の効率化による時間削減にも寄与しました。
・３児童相談所に無線ＬＡＮ設備を導入したことで、業務執行の効率化による時間削減に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （３）組織の最適化 ９・公立保育所における調理業務及び用務業務の執行体制の検討 こども未来局

現　状
【課題認識】

・公立保育所における調理業務について、川崎区及び中原区に設置した保育・子育て総合支援センターについては、令和３（2021）
年度から調理と栄養管理の一体的な業務実施による知識や技術、経験等の蓄積を進めるとともに、保育の質の維持・向上の取組とし
て、民間保育所等に対する実践フィールドを活用した効果的な支援を行ってきました。また、ブランチ型の公立保育所については、民間活
用が可能な保育所から、段階的な委託化を進めてきました。
・公立保育所における用務業務については、安全・安心な保育環境を整えるため、これまで、職員等により業務を実施してきましたが、職
員の退職動向等も踏まえながら、より効率的・効果的な業務手法のあり方について、検討を進めていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・公立保育所における調理業務について、今後、整備を進める保育・子育て総合支援センターについても、調理と栄養管理の一体的な
業務実施による知識や技術、経験等の蓄積及び民間支援を推進します。また、ブランチ型の公立保育所については、公立保育所の最
適化に向けた継続的な検討状況や退職動向等を踏まえた上で、委託化を推進していきます。
・用務業務については、他都市の事例や職員の退職動向等を踏まえながら、安全・安心な保育所環境の提供を確保した上で、より効
率的・効果的な手法について、検討・精査していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・今後、整備を行う保育・子育て総合支援センターにおける調理と栄養管理の一体的な業務実施に向けた手法の検討
・ブランチ型の公立保育所については、公立保育所の最適化に向けた継続的な検討状況や職員の退職動向等を踏まえた上で、委託
化を推進
・用務業務のより効率的・効果的な実施に向けた現状の整理・手法の検討

20102040 公立保育所運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・保育・子育て総合支援センターにおける調理と栄養管理の一体的な業務実施による、より質の高い市民サービスと更なる知識や技術、
経験等の蓄積及び民間保育所等に対する支援の充実
・既に設置している保育・子育て総合支援センターにおける、調理と栄養管理の一体的な業務実施の検証結果を踏まえた、今後の執行
体制方針の確定
・公立保育所の最適化に向けた継続的な検討状況や職員の退職動向等を踏まえた、必要なブランチ型の公立保育所における調理業
務の委託化
・用務業務のより効率的・効果的な実施に向けた今後の執行体制方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・今後、整備を行う保育・子育て総合支援センターについて、調理と栄養管理の一体的な業務実施に向けた手法の検討と実施
・ブランチ型の公立保育所の調理業務について、公立保育所の最適化に向けた継続的な検討状況や職員の退職動向等を踏まえた上
で、委託化に向けた施設等の状況調査、関係機関との調整、改修工事等の実施
・用務業務のより効率的・効果的な実施に向けた現状の整理・手法の検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・令和５（2023）年度に開設する宮前区保育・子育て総合支援センターにおける調理と栄養管理の一体的な業務実施に向けて、
令和５（2023）年度の職員配置計画を適切に策定するとともに、新たに中有馬保育園の調理業務委託化に向けて、施設・設備の
整備、業者選定等を実施しました。
・公立保育所ブランチ園における調理業務について、退職動向や施設等の状況等を踏まえ、建替え済みであり大規模な工事なしに委
託化できる園（古川・生田）の選定を行うとともに、公立保育所の最適化に向けた継続的な検討状況を踏まえた上で、大規模工事な
しには委託困難なブランチ園における調理業務のあり方について、検討を開始しました。
・用務業務について、他都市の事例や職員の退職動向等を把握するとともに、現状の用務業務の業務分析を実施し、安全・安心な保
育所環境の提供を確保した上で、より効率的・効果的な手法についての検討を開始しました。
【R05（2023）】
・令和５（2023）年10月に開設した宮前区保育・子育て総合支援センターにおいて、調理と栄養管理の一体的な業務実施を開始
しました。
・令和６（2024）年度に開設する多摩区保育・子育て総合支援センターにおける調理と栄養管理の一体的な業務実施に向けて、
令和６（2024）年度の職員配置計画を適切に策定しました。
・公立保育所ブランチ園における調理業務について、下小田中・蟹ヶ谷・上麻生保育園における委託化に向けた調整を進め、公立保育
所の最適化に向けた継続的な検討や退職動向等を踏まえた具体的な検討を開始しました。
・用務業務について、効率的・効果的な手法についての検討を踏まえ、会計年度任用職員の活用と業務委託の併用による新たな実施
手法について、令和６（2024）年度からの試行実施に向けて、職員配置や予算確保等に適切に対応しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R05（2023））
・安全・安心な保育所環境の提供を確保した上で、用務業務のより効率的・効果的な実施に向け、職員の退職動向に合わせて、用務
業務の軽減化を図りながら、会計年度任用職員を配置することにより、人件費として5,568千円の財政効果を令和６（2024）年度
予算に反映しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・職員の退職動向にあわせて、会計年度任用職員を配置することにより、
令和６（2024）年度予算に5,568千円の財政効果を反映することが
できたため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・保育・子育て総合支援センターにおける調理と栄養管理の一体的な業務実施やブラ
ンチ型の公立保育所における調理業務の委託化を進めるほか、用務業務のより効率
的・効果的な実施に向けた今後の執行体制方針の確定に向けて、今後は、定年延長
等の状況を踏まえた退職動向の把握や試行実施の状況把握、職員団体との対話等を
通して、より具体的な実施計画の策定を進めていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （３）組織の最適化 10・市営住宅施策における庁用自動車の配置と運転業務執行体制の検討 まちづくり局

現　状
【課題認識】

・市営住宅の管理や整備（建替、長寿命化改善等）における日常的な現場確認・対応のため、また、危機事象発生時や設備故障
等の緊急事案が発生した場合等に、職員が遅滞なく現場に向かうことができるよう、全庁的な自動車運転業務とは別に、まちづくり局内
で個別に必要な業務として、市営住宅施策に係る自動車運転業務を設けています。
・しかしながら、共用車のうち業務用車（軽自動車）の台数が充実してきている中で、必ずしも専属の職員が運転しなくても現場に行く
ことができること、また、運転代行や別の交通手段の活用も考えられる中で、当該業務自体の必要性や今後のあり方について、市営住宅
施策の観点から整理する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・現在の業務内容を精査するとともに、業務用車（軽自動車）をはじめとする共用車の活用や運転代行、別の交通手段の活用等、代
替可能性を検討した上で、市営住宅施策の観点から、今後の当該業務のあり方について検討・精査し、方向性を決定します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・業務内容の精査
・業務用車（軽自動車）をはじめとする共用車の活用や別の交通手段、運転代行等による代替可能性の検討
・市営住宅施策の観点からの当該業務の必要性の精査
・市営住宅施策に係る自動車運転業務の今後のあり方について、検討・精査し、方向性を決定

10406070　　10406080 市営住宅等ストック活用事業　　市営住宅等管理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・市営住宅施策に係る自動車運転業務における効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・業務内容の精査
・業務用車（軽自動車）をはじめとする共用車の活用や別の交通手段、運転代行等による代替可能性の検討
【R05（2023）】
・市営住宅施策の観点からの当該業務の必要性の精査
【R05（2023）〜R07（2025）】
・市営住宅施策に係る自動車運転業務の今後のあり方について、検討・精査し、関係者と協議・調整を実施したうえで方向性を決定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・自動車の使用用途・頻度、稼働率等の観点から業務内容について精査を行いました。
・公共交通機関や借上車の利用、業務用車（軽自動車）の活用ではなく、庁用自動車の配置と運転業務の必要性について整理しま
した。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に前倒して検討、整理した庁用自動車の配置と運転業務の必要性を踏まえ、市営住宅施策の観点から当該
業務の必要性を精査し、市営住宅施策に係る自動車運転業務の今後のあり方について検討するとともに、関係者との協議を開始しまし
た。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
・庁用自動車の必要性及び運転業務の執行体制について、令和４（2022）年度に業務内容の精査、業務用車（軽自動車）をは
じめとする共用車の活用や別の交通手段等による代替可能性の検討を行ったうえで、令和５（2023）年度は、市営住宅施策の観
点から当該業務の必要性を精査し、市営住宅施策に係る自動車運転業務の今後のあり方についての検討を開始しましたが、現行の稼
働状況や今後の需要予測等を踏まえた検討内容の精査や、関係者との協議・調整を実施したうえで方向性を決定する必要があるた
め、現時点では効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・業務内容の精査、業務用車（軽自動車）をはじめとする共用車の活
用や別の交通手段等による代替可能性の検討を行ったうえで、市営住
宅施策の観点から当該業務の必要性を精査し、市営住宅施策に係る
自動車運転業務の今後のあり方についての検討を開始したものの、現行
の稼働状況や今後の需要予測等を踏まえた検討内容の精査や、関係
者との協議・調整を実施したうえで方向性を決定する必要があり、現時
点では効果の発現に至っていないため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、市営住宅施策に係る自動車運転業務の今後のあり方について検討し、現
行の稼働状況や今後の需要予測等を踏まえた検討内容の精査や、関係者との協議・
調整を実施したうえで方向性を決定します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・建設緑政事業の維持管理業務における運営体制の検討
・災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
【R05（2023）】
・建設緑政事業の維持管理業務や災害などの緊急時における初動対応等を踏まえた運転業務のあり方の検討及び効率的・効果的な
執行体制の検討
・上記検討を踏まえたを執行体制案の検討
【R06（2024）】
・執行体制案の策定及びより詳細な検討や庁内調整等の実施
【R07（2025）】
・効率的・効果的な執行体制の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・建設緑政事業の維持管理業務における運営体制の検討や災害などの緊急時における効率的・効果的な運転業務執行手法、執行
体制方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・建設緑政事業の維持管理業務における運営体制を検討するとともに、災害などの緊急時における効率的・効果的な応急対応の検討
を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・建設緑政事業の維持管理業務における運営体制の検討
・災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討

10101130
10204020
30302130

水防業務
道路・橋りょう等の維持補修事業

公園緑地維持管理事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （３）組織の最適化 11・建設緑政事業における運転業務執行体制の検討 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・建設緑政局は、道路・河川・公園などのインフラ事業を所管しており、市民生活の基盤となっているため、日常的に現場確認を行うなど
適正な管理を実施しています。
・また、災害時においては、道路管理や水防における危険防止措置や応急対応を行うため、所有している車両は緊急自動車として指定
されており、早急な現場確認、早期対応を実施しています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・道路・河川・公園など日常的に現場確認を行うとともに、令和４（2022）年度建設緑政事業風水害図上シミュレーション訓練に実
働で参加し、緊急輸送道路の被害情報の収集や防災無線の活用等の要綱に基づく危機管理時の役割や動きを確認しました。
・災害などの緊急時における効率的・効果的な初動対応等の検討については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、日常業務と
災害時における運用の整理を行いました。
【R05（2023）】
・局自動車の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況や危機管理時に想定される業務を踏まえ、局自動車及び専任の
運転手の必要性の整理を行うとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
・危機管理時に実際に緊急走行することが想定される自動車運転手や、これらの自動車運転手と連携して助手席でマイクによるアナウン
ス、赤色の警光灯操作、防災無線操作を行うことが想定される事務・技術職員向けに、緊急自動車研修を開催しました。併せて、危機
管理時に想定される対応や、区役所道路公園センターとの役割分担を整理しました。
・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、局自動車の運転業務について効率的・効果的な執行体制案のたたき台を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・災害などの緊急時における効率的・効果的な初動対応等の検討については、関係法
令に基づく役割を確認するとともに、日常業務と災害時における運用の整理を引き続き
行います。
・稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、局自動車及び専任の運転手の必要
性の整理等を行い、執行体制のたたき台を作成しましたが、建設緑政事業としての業
務の重要性の観点から優先度等の検討を行う必要があるため、効率的・効果的な執
行体制の確定に向け、取組を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・平常時の運転業務の実施状況調査、図上訓練を通した職員の防災
力の向上、稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえた執行体制案
のたたき台を作成したものの、効率的・効果的な運転業務執行手法、執
行体制方針の検討段階であるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
・平常時の業務実施状況を調査した結果、単に車両を運転するだけではなく、運転業務を通して道路・河川・公園等における不具合箇
所や災害時の危険箇所等の把握に貢献していることを確認しました。また、建設緑政局の風水害図上訓練を通して危機管理時の役割
や必要な対応を整理することができました。
（R04（2022））
・建設緑政事業風水害図上シミュレーション訓練を令和４（2022）年度に実施し、危機管理時の役割や必要な対応を整理すること
により、市民の生命や財産を守るための職員の防災力が向上しました。
（R05（2023））
・令和６（2024）年１月に能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手を派遣したことにより、災害発生後の道路
や橋りょうの状況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題を整理することがで
きました。
・これまでの検討内容を踏まえ、局自動車の運転業務について効率的・効果的な執行体制案のたたき台を作成しましたが、現時点で
は、効率的・効果的な運転業務執行手法、執行体制方針の検討段階であることから、効果が発現していません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・災害時に必要な体制の検証
・効率的・効果的な管理運営体制の検討
【R05（2023）】
・通常業務や危機管理時に必要な業務の調査や高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務を踏まえた業務のあ
り方及び効率的・効果的な執行体制の検討
・上記検討を踏まえた業務執行体制案の検討
【R06（2024）】
・執行体制案の策定及びより詳細な検討や庁内調整等の実施
【R07（2025）】
・効率的・効果的な業務執行体制の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・災害時に必要な体制の検証や効率的・効果的な管理運営手法、管理運営体制方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性 ・災害時に必要な体制を検証するととも効率的・効果的な管理運営体制の検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・災害時に必要な体制の検証
・効率的・効果的な管理運営体制の検討

30305030 多摩川緑地維持管理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 12・多摩川緑地管理業務における業務執行体制の検討 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・多摩川緑地管理について、平常時は、多摩川緑地として国から占用している広場や運動施設の維持管理を行うとともに、出水時は、
治水の観点から多摩川緑地に設置しているトイレなどの工作物の撤去作業を実施しています。
・また、災害時、緊急河川敷道路など早急な復旧が必要な箇所については、土砂の撤去などを実施しています。
・災害時に必要な体制を検証し、効率的・効果的な管理運営体制の検討が必要となっています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・年間を通じての現場作業の実績や災害発生時の対応について現業業務調査を実施するとともに通常業務、危機管理時にも必要な
業務、高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けし、課題を検討しました。
・令和４（2022）年11月に実施された国土交通省における履行検査の際には、占用地内パトロール、水飲み桝清掃の他、バックネッ
トや占用看板の転倒点検等を実施したことを確認しました。
【R05（2023）】
・多摩川緑地の管理業務における平常時及び災害発生時の業務の実施状況を踏まえ、求められる役割や即応性の観点から直営での
対応の必要性について整理しました。さらに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/会計年度任用職員）や配置する職員の職
種の検討を行いました。
・現在、直営対応としている業務について全て、民間委託した場合を仮定し、コスト比較を行いました。
・これらの検討結果を踏まえ、多摩川緑地の管理業務について、効率的・効果的な業務執行体制案のたたき台を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・多摩川緑地の適正な管理については、関係法令に基づく役割を確認し、日常点検や
維持管理業務等を実施するとともに、多摩川緑地の管理業務の重要性の観点から優
先度等の検討を行い、効率的・効果的な管理運営手法、管理運営体制方針の確定
に向け、取組を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・多摩川緑地の適正な維持管理、業務内容の仕分け、平常時及び災
害発生時の業務の実施状況を踏まえた管理業務執行体制案のたたき
台を作成したものの、効率的・効果的な管理運営手法、管理運営体制
方針の検討段階であるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
・多摩川緑地の日常点検や維持管理業務等、適正な管理を行うとともに、業務内容の仕分けを行ったことにより課題の検討が進みまし
たが、効率的・効果的な管理運営体制方針の検討段階であるため、効果は発現していません。
（R05（2023））
・直営対応としている業務について、全て民間委託した場合を仮定し、コスト比較を行うことで、多摩川緑地の管理業務について、効率
的・効果的な管理業務執行体制案のたたき台を作成しましたが、現時点ではより効率的・効果的な管理運営手法、管理運営体制方
針の検討段階であることから、効果は発現していません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・所有船舶の更新等に関する考え方の整理
【R04（2022）・R05（2023）】
・災害時の緊急時対応の範囲や活動内容を整理
・他港における業務の執行状況や類似事例等の調査、研究
・公用車の保有状況や使用頻度等をもとに、現状の使用方法を踏まえた今後の在り方を検討
【R05（2023）】
・脱炭素化を見据えた所有船舶更新（清掃船２隻を電気推進船として更新）に着手
【R05（2023）〜R07（2025）】
・民間活用等の可能性についての検討
・職員の退職動向を踏まえ、安定的な配置に対する考え方の整理（再任用制度等の活用を含む）
【R06（2024）】
・電気推進船（清掃船）２隻完成
【R06（2024）・R07（2025）】
・港湾区域及び港湾施設に係る当該技能業務に係る効率的・効果的な執行体制の整理

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・港湾区域及び港湾施設の維持・管理業務に係る効率的・効果的な執行手法、執行体制方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・各職種の設置目的と業務内容の変化、公用車や船舶の状況等を踏まえた効率的・効果的な執行体制のあり方の検討を進めます。
・今後増大することが見込まれる災害等における応急活動を円滑かつ安定的に実施できる執行体制の確保に向けた検討を進めます

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・所有船舶の更新等に関する考え方の整理
【R04（2022）・R05（2023）】
・災害時の緊急時対応の範囲や活動内容を整理
・他港における業務執行状況の調査、研究
・公用車の保有状況や使用頻度等をもとに、現状の使用方法を踏まえた今後の在り方を検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・民間活用等の可能性についての検討
・職員の退職動向を踏まえ、安定的な配置に対する考え方の整理（再任用制度等の活用を含む）
【R06（2024）・R07（2025）】
・港湾区域及び港湾施設に係る当該技能業務に係る効率的・効果的な執行体制の整理

40402150　40403040　95800060 港湾施設維持管理事業　川崎港保安対策事業　港湾施設の維持補修業務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 13・港湾区域及び港湾施設の維持・管理業務執行体制の検討 港湾局

現　状
【課題認識】

・公共交通機関が不便であり業務の効率化等の観点から、港湾施設の維持管理等に従事する職員の現場送迎や東京、横浜を往来
する職員の送迎を行うため、港湾業務に係る自動車運転業務を設けています。
・また、港湾法に基づき、港湾区域及び港湾施設を良好な状態に維持するため、巡視船の運航や船舶の機械関係の点検、甲板員とし
て大型船舶の運航補助等を担う業務を設け、漂流物等船舶航行障害物の除去・回収業務、流出油処理業務、制限区域の船舶に
近接する船舶などの巡視等を巡視船３隻で行っています。
・さらに、荷捌き地等の利用状況の確認と監督指導、船舶離着岸時の立会業務等、臨港地区内の巡視業務及び施設の破損、事故
発生等における軽易な維持補修、応急的な規制措置等を行う現場監督業務を設けています。
・近年多発している地震や台風などの自然災害が大規模化、増大化する中、災害応急活動を円滑かつ確実に実施する執行体制の確
保が必要となっています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

説明 実績
1

目標

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・市所有の清掃船については、老朽化した２隻を更新するにあたり、港湾管理者として率先して温室効果ガスの排出削減等に取り組む
必要があることから、委託による検討を行い、建造に向けた予算措置を行いました。また、今後の所有船舶の更新等に関する考え方は、
カーボンニュートラルへの対応を踏まえ、学識者の意見を聴取する必要があることを確認しました。
・現状の緊急時対応業務の活動実態について、職域ごとの業務の抽出を行いました。
・公用車の使用頻度等の検証を行いました。
・他港における港湾区域及び港湾施設の維持・管理業務執行体制を参考とするため、大阪港における業務執行体制の調査を行い、
令和５（2023）年度に実施する六大港等に対する調査票の作成に活用しました。
【R05（2023）】
・電気推進船（２隻）の建造に着手しました。
・効率的な緊急時対応の再構築に向けた技能・現業職の役割について現在行っている業務の確認を行いました。
・他港（東京港、横浜港など８港）に対し、技能・現業職の業務執行体制、民間活用の状況等について調査を行いました。
・公用車の使用頻度の検証を基に今後のあり方を検討しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度
他港における業務執行体制（翌年度４月１日時点）の調査の
実施 目標 1 1 ー ー

回
説明 他港における港湾区域及び港湾施設の維持・管理業務執行体制の実態調

査の実施回数 実績 ー 1 1

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・港湾区域及び港湾施設の維持・管理業務に係る効率的・効果的な執行手法、執行
体制方針の確定に向けた検討を引き続き進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・効率的・効果的な執行体制のあり方の検討に向けて、現状の業務分
析を今後進めていく段階のため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
 ・港湾区域及び港湾施設の維持・管理業務に係る効率的・効果的な執行手法、執行体制方針の確定に向けた調査・検討段階であ
るため、効果が発現していません。

-235-



　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 14・区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体制の検討 川崎区役所

現　状
【課題認識】

・庁用自動車については、「人の移動」や「物の運搬」に必要な手段として活用するとともに、原則、常勤の自動車運転手を配置してきま
した。
・また、これまで庁用自動車の使用頻度や業務内容に応じ、タクシー券や軽自動車の活用を進めるとともに、再任用短時間職員や会計
年度任用職員といった非常勤職員の配置も行ってきました。
・「人の移動」や「物の運搬」は、常勤職員と再任用短時間職員等の非常勤職員とで業務内容が大きく異なるわけではありませんが、
「働き方・仕事の進め方改革の推進」や「デジタル化の推進」に伴う業務執行の変更は、庁用自動車の必要性や職員の配置にも大きな
影響を与えることが見込まれます。
・一方、温暖化の影響等による自然災害の大規模化、増大化が見込まれる中、災害時対応での即応性や、区長等の移動手段等につ
いては、安定的に確保する必要があります。また、新型コロナウイルス感染症への対応等の一時的な業務急増に対する臨機な応援体制
を構築する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・庁用自動車の使用頻度や業務内容、また、「働き方・仕事の進め方改革の推進」等に伴う需要の動向を踏まえ、庁用自動車及び常
勤職員配置の必要性を検討し、タクシー券や軽自動車の活用や、非常勤職員の活用を検討していきます。
・今後、増大することが見込まれる災害等への対応については、即応性及び区長等の移動手段の確保や、一時的な業務急増に対する
臨機な応援体制の構築に向け、車両数と常勤職員の必要な範囲を整理します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・災害等への対応について、即応性及び区長等の移動手段の確保、一時的な業務急増に対する臨機な応援体制を構築するため、職
員の退職動向を踏まえ、庁用自動車及び常勤職員の配置数を検討

96100020 庶務・経理・会計事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・災害等への対応に係る即応性や区長等の移動手段等について、効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方
針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・平常時の利用だけでなく、危機事象等における現場確認・応急対応、応援人員や物資の輸送、区長などの移動手段の確保等の必
要性も考慮し、職員の退職動向を踏まえ、効率的・効果的な庁用自動車のあり方及び執行体制の検討・実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・下記のとおり、区役所庁用自動車（車両（業務用車を除く））の配置と運転業務の執行体制について、現状を整理しました。
①庁用自動車の配置数
（【各区】公用車（普通車）︓各３台、【各支所】公用車（普通車）︓各１台）
②自動車運転手の配置数
（【各区】常勤職員︓各１名、【各区】再任用短時間勤務職員︓各２名、【各支所】再任用短時間勤務職員︓各１名）
③庁用自動車の稼働状況（全区平均︓77％（区長公用車︓約67％、その他公用車（普通車）︓約83％））
・上記の現状を踏まえながら、①庁用自動車（車両（業務用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可
能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連
携・調整しながら、検討を進めました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、一定、現状を整理するとともに、①庁用自動車（車両（業務
用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する
場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連携・調整しながら、検討を進めました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について検討を進めている段階であり、経営
資源の確保等の効果発現には至っていません。
（R05（2023））
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について協議・調整を進めている段階であ
り、経営資源の確保等の効果発現には至っていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、
一定、現状を整理するとともに、今後の方向性について協議・調整を進め
ているところであり、効果の発現に至る段階にないため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制のあり方につい
て、これまでの検討内容に加え、区で所有する業務用車の稼働率の現状や今後の総
必要台数等も踏まえながら、更なる検討を進めるとともに、関係局や関係団体との調整
を進めていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 15・区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体制の検討 幸区役所

現　状
【課題認識】

・庁用自動車については、「人の移動」や「物の運搬」に必要な手段として活用するとともに、原則、常勤の自動車運転手を配置してきま
した。
・また、これまで庁用自動車の使用頻度や業務内容に応じ、タクシー券や軽自動車の活用を進めるとともに、再任用短時間職員や会計
年度任用職員といった非常勤職員の配置も行ってきました。
・「人の移動」や「物の運搬」は、常勤職員と再任用短時間職員等の非常勤職員とで業務内容が大きく異なるわけではありませんが、
「働き方・仕事の進め方改革の推進」や「デジタル化の推進」に伴う業務執行の変更は、庁用自動車の必要性や職員の配置にも大きな
影響を与えることが見込まれます。
・一方、温暖化の影響等による自然災害の大規模化、増大化が見込まれる中、災害時対応での即応性や、区長等の移動手段等につ
いては、安定的に確保する必要があります。また、新型コロナウイルス感染症への対応等の一時的な業務急増に対する臨機な応援体制
を構築する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・庁用自動車の使用頻度や業務内容、また、「働き方・仕事の進め方改革の推進」等に伴う需要の動向を踏まえ、庁用自動車及び常
勤職員配置の必要性を検討し、タクシー券や軽自動車の活用や、非常勤職員の活用を検討していきます。
・今後、増大することが見込まれる災害等への対応については、即応性及び区長等の移動手段の確保や、一時的な業務急増に対する
臨機な応援体制の構築に向け、車両数と常勤職員の必要な範囲を整理します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・災害等への対応について、即応性及び区長等の移動手段の確保、一時的な業務急増に対する臨機な応援体制を構築するため、職
員の退職動向を踏まえ、庁用自動車及び常勤職員の配置数を検討

96300020 庶務・経理・会計事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・災害等への対応に係る即応性や区長等の移動手段等について、効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方
針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・平常時の利用だけでなく、危機事象等における現場確認・応急対応、応援人員や物資の輸送、区長などの移動手段の確保等の必
要性も考慮し、職員の退職動向を踏まえ、効率的・効果的な庁用自動車のあり方及び執行体制の検討・実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・下記のとおり、区役所庁用自動車（車両（業務用車を除く））の配置と運転業務の執行体制について、現状を整理しました。
①庁用自動車の配置数
（【各区】公用車（普通車）︓各３台、【各支所】公用車（普通車）︓各１台）
②自動車運転手の配置数
（【各区】常勤職員︓各１名、【各区】再任用短時間勤務職員︓各２名、【各支所】再任用短時間勤務職員︓各１名）
③庁用自動車の稼働状況（全区平均︓77％（区長公用車︓約67％、その他公用車（普通車）︓約83％））
・上記の現状を踏まえながら、①庁用自動車（車両（業務用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可
能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連
携・調整しながら、検討を進めました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、一定、現状を整理するとともに、①庁用自動車（車両（業務
用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する
場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連携・調整しながら、検討を進めました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について検討を進めている段階であり、経営
資源の確保等の効果発現には至っていません。
（R05（2023））
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について協議・調整を進めている段階であ
り、経営資源の確保等の効果発現には至っていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、
一定、現状を整理するとともに、今後の方向性について協議・調整を進め
ているところであり、効果の発現に至る段階にないため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制のあり方につい
て、これまでの検討内容に加え、区で所有する業務用車の稼働率の現状や今後の総
必要台数等も踏まえながら、更なる検討を進めるとともに、関係局や関係団体との調整
を進めていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・平常時の利用だけでなく、危機事象等における現場確認・応急対応、応援人員や物資の輸送、区長などの移動手段の確保等の必
要性も考慮し、職員の退職動向を踏まえ、効率的・効果的な庁用自動車のあり方及び執行体制の検討・実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・災害等への対応に係る即応性や区長等の移動手段等について、効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方
針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・庁用自動車の使用頻度や業務内容、また、「働き方・仕事の進め方改革の推進」等に伴う需要の動向を踏まえ、庁用自動車及び常
勤職員配置の必要性を検討し、タクシー券や軽自動車の活用や、非常勤職員の活用を検討していきます。
・今後、増大することが見込まれる災害等への対応については、即応性及び区長等の移動手段の確保や、一時的な業務急増に対する
臨機な応援体制の構築に向け、車両数と常勤職員の必要な範囲を整理します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・災害等への対応について、即応性及び区長等の移動手段の確保、一時的な業務急増に対する臨機な応援体制を構築するため、職
員の退職動向を踏まえ、庁用自動車及び常勤職員の配置数を検討

96500020 庶務・経理・会計事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 16・区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体制の検討 中原区役所

現　状
【課題認識】

・庁用自動車については、「人の移動」や「物の運搬」に必要な手段として活用するとともに、原則、常勤の自動車運転手を配置してきま
した。
・また、これまで庁用自動車の使用頻度や業務内容に応じ、タクシー券や軽自動車の活用を進めるとともに、再任用短時間職員や会計
年度任用職員といった非常勤職員の配置も行ってきました。
・「人の移動」や「物の運搬」は、常勤職員と再任用短時間職員等の非常勤職員とで業務内容が大きく異なるわけではありませんが、
「働き方・仕事の進め方改革の推進」や「デジタル化の推進」に伴う業務執行の変更は、庁用自動車の必要性や職員の配置にも大きな
影響を与えることが見込まれます。
・一方、温暖化の影響等による自然災害の大規模化、増大化が見込まれる中、災害時対応での即応性や、区長等の移動手段等につ
いては、安定的に確保する必要があります。また、新型コロナウイルス感染症への対応等の一時的な業務急増に対する臨機な応援体制
を構築する必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・下記のとおり、区役所庁用自動車（車両（業務用車を除く））の配置と運転業務の執行体制について、現状を整理しました。
①庁用自動車の配置数
（【各区】公用車（普通車）︓各３台、【各支所】公用車（普通車）︓各１台）
②自動車運転手の配置数
（【各区】常勤職員︓各１名、【各区】再任用短時間勤務職員︓各２名、【各支所】再任用短時間勤務職員︓各１名）
③庁用自動車の稼働状況（全区平均︓77％（区長公用車︓約67％、その他公用車（普通車）︓約83％））
・上記の現状を踏まえながら、①庁用自動車（車両（業務用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可
能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連
携・調整しながら、検討を進めました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制のあり方につい
て、これまでの検討内容に加え、区で所有する業務用車の稼働率の現状や今後の総
必要台数等も踏まえながら、更なる検討を進めるとともに、関係局や関係団体との調整
を進めていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、
一定、現状を整理するとともに、今後の方向性について協議・調整を進め
ているところであり、効果の発現に至る段階にないため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、一定、現状を整理するとともに、①庁用自動車（車両（業務
用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する
場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連携・調整しながら、検討を進めました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について検討を進めている段階であり、経営
資源の確保等の効果発現には至っていません。
（R05（2023））
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について協議・調整を進めている段階であ
り、経営資源の確保等の効果発現には至っていません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・平常時の利用だけでなく、危機事象等における現場確認・応急対応、応援人員や物資の輸送、区長などの移動手段の確保等の必
要性も考慮し、職員の退職動向を踏まえ、効率的・効果的な庁用自動車のあり方及び執行体制の検討・実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・災害等への対応に係る即応性や区長等の移動手段等について、効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方
針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・庁用自動車の使用頻度や業務内容、また、「働き方・仕事の進め方改革の推進」等に伴う需要の動向を踏まえ、庁用自動車及び常
勤職員配置の必要性を検討し、タクシー券や軽自動車の活用や、非常勤職員の活用を検討していきます。
・今後、増大することが見込まれる災害等への対応については、即応性及び区長等の移動手段の確保や、一時的な業務急増に対する
臨機な応援体制の構築に向け、車両数と常勤職員の必要な範囲を整理します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・災害等への対応について、即応性及び区長等の移動手段の確保、一時的な業務急増に対する臨機な応援体制を構築するため、職
員の退職動向を踏まえ、庁用自動車及び常勤職員の配置数を検討

96700020 庶務・経理・会計事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 17・区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体制の検討 高津区役所

現　状
【課題認識】

・庁用自動車については、「人の移動」や「物の運搬」に必要な手段として活用するとともに、原則、常勤の自動車運転手を配置してきま
した。
・また、これまで庁用自動車の使用頻度や業務内容に応じ、タクシー券や軽自動車の活用を進めるとともに、再任用短時間職員や会計
年度任用職員といった非常勤職員の配置も行ってきました。
・「人の移動」や「物の運搬」は、常勤職員と再任用短時間職員等の非常勤職員とで業務内容が大きく異なるわけではありませんが、
「働き方・仕事の進め方改革の推進」や「デジタル化の推進」に伴う業務執行の変更は、庁用自動車の必要性や職員の配置にも大きな
影響を与えることが見込まれます。
・一方、温暖化の影響等による自然災害の大規模化、増大化が見込まれる中、災害時対応での即応性や、区長等の移動手段等につ
いては、安定的に確保する必要があります。また、新型コロナウイルス感染症への対応等の一時的な業務急増に対する臨機な応援体制
を構築する必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・下記のとおり、区役所庁用自動車（車両（業務用車を除く））の配置と運転業務の執行体制について、現状を整理しました。
①庁用自動車の配置数
（【各区】公用車（普通車）︓各３台、【各支所】公用車（普通車）︓各１台）
②自動車運転手の配置数
（【各区】常勤職員︓各１名、【各区】再任用短時間勤務職員︓各２名、【各支所】再任用短時間勤務職員︓各１名）
③庁用自動車の稼働状況（全区平均︓77％（区長公用車︓約67％、その他公用車（普通車）︓約83％））
・上記の現状を踏まえながら、①庁用自動車（車両（業務用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可
能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連
携・調整しながら、検討を進めました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制のあり方につい
て、これまでの検討内容に加え、区で所有する業務用車の稼働率の現状や今後の総
必要台数等も踏まえながら、更なる検討を進めるとともに、関係局や関係団体との調整
を進めていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、
一定、現状を整理するとともに、今後の方向性について協議・調整を進め
ているところであり、効果の発現に至る段階にないため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、一定、現状を整理するとともに、①庁用自動車（車両（業務
用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する
場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連携・調整しながら、検討を進めました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について検討を進めている段階であり、経営
資源の確保等の効果発現には至っていません。
（R05（2023））
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について協議・調整を進めている段階であ
り、経営資源の確保等の効果発現には至っていません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 18・区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体制の検討 宮前区役所

現　状
【課題認識】

・庁用自動車については、「人の移動」や「物の運搬」に必要な手段として活用するとともに、原則、常勤の自動車運転手を配置してきま
した。
・また、これまで庁用自動車の使用頻度や業務内容に応じ、タクシー券や軽自動車の活用を進めるとともに、再任用短時間職員や会計
年度任用職員といった非常勤職員の配置も行ってきました。
・「人の移動」や「物の運搬」は、常勤職員と再任用短時間職員等の非常勤職員とで業務内容が大きく異なるわけではありませんが、
「働き方・仕事の進め方改革の推進」や「デジタル化の推進」に伴う業務執行の変更は、庁用自動車の必要性や職員の配置にも大きな
影響を与えることが見込まれます。
・一方、温暖化の影響等による自然災害の大規模化、増大化が見込まれる中、災害時対応での即応性や、区長等の移動手段等につ
いては、安定的に確保する必要があります。また、新型コロナウイルス感染症への対応等の一時的な業務急増に対する臨機な応援体制
を構築する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・庁用自動車の使用頻度や業務内容、また、「働き方・仕事の進め方改革の推進」等に伴う需要の動向を踏まえ、庁用自動車及び常
勤職員配置の必要性を検討し、タクシー券や軽自動車の活用や、非常勤職員の活用を検討していきます。
・今後、増大することが見込まれる災害等への対応については、即応性及び区長等の移動手段の確保や、一時的な業務急増に対する
臨機な応援体制の構築に向け、車両数と常勤職員の必要な範囲を整理します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・災害等への対応について、即応性及び区長等の移動手段の確保、一時的な業務急増に対する臨機な応援体制を構築するため、職
員の退職動向を踏まえ、庁用自動車及び常勤職員の配置数を検討

9690020 庶務・経理・会計事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・災害等への対応に係る即応性や区長等の移動手段等について、効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方
針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・平常時の利用だけでなく、危機事象等における現場確認・応急対応、応援人員や物資の輸送、区長などの移動手段の確保等の必
要性も考慮し、職員の退職動向を踏まえ、効率的・効果的な庁用自動車のあり方及び執行体制の検討・実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・下記のとおり、区役所庁用自動車（車両（業務用車を除く））の配置と運転業務の執行体制について、現状を整理しました。
①庁用自動車の配置数
（【各区】公用車（普通車）︓各３台、【各支所】その他公用車（普通車）︓各１台）
②自動車運転手の配置数
（【各区】常勤職員︓各１名、【各区】再任用短時間勤務職員︓各２名、【各支所】再任用短時間勤務職員︓各１名）
③庁用自動車の稼働状況（全区平均︓77％（区長公用車︓約67％、その他公用車（普通車）︓約83％））
・上記の現状を踏まえながら、①庁用自動車（車両（業務用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可
能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連
携・調整しながら、検討を進めました。
・今後の区役所自動車（車両）の配置や運転業務執行体制を検討する中においても、可能な改善や見直しを行う観点から、①公用
車の乗り合いを推進し、より効率的な運用を図りました。また、②業務用車１台の入替について、危機事象時などにおける物資等の運
搬力を高めるため、より積載可能量が多い車種が必要であると判断し、令和４（2022）年度に小型貨物車を導入しました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、一定、現状を整理するとともに、①庁用自動車（車両（業務
用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する
場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連携・調整しながら、検討を進めました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について検討を進めている段階であり、経営
資源の確保等の効果発現には至っていません。
・なお、公用車の乗り合いの推進により、効率化や機動力の向上が見込まれるとともに、車両の入替に伴い令和４（2022）年度に小
型貨物車両の導入したことにより、積載量が300kg増加し、危機事象時等における物資等の輸送力の増強が見込まれます。
（R05（2023））
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について協議・調整を進めている段階であ
り、経営資源の確保等の効果発現には至っていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、
一定、現状を整理するとともに、今後の方向性について協議・調整を進め
ているところであり、効果の発現に至る段階にないため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制のあり方につい
て、これまでの検討内容に加え、区で所有する業務用車の稼働率の現状や今後の総
必要台数等も踏まえながら、更なる検討を進めるとともに、関係局や関係団体との調整
を進めていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・平常時の利用だけでなく、危機事象等における現場確認・応急対応、応援人員や物資の輸送、区長などの移動手段の確保等の必
要性も考慮し、職員の退職動向を踏まえ、効率的・効果的な庁用自動車のあり方及び執行体制の検討・実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・災害等への対応に係る即応性や区長等の移動手段等について、効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方
針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・庁用自動車の使用頻度や業務内容、また、「働き方・仕事の進め方改革の推進」等に伴う需要の動向を踏まえ、庁用自動車及び常
勤職員配置の必要性を検討し、タクシー券や軽自動車の活用や、非常勤職員の活用を検討していきます。
・今後、増大することが見込まれる災害等への対応については、即応性及び区長等の移動手段の確保や、一時的な業務急増に対する
臨機な応援体制の構築に向け、車両数と常勤職員の必要な範囲を整理します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・災害等への対応について、即応性及び区長等の移動手段の確保、一時的な業務急増に対する臨機な応援体制を構築するため、職
員の退職動向を踏まえ、庁用自動車及び常勤職員の配置数を検討

97100020 庶務・経理・会計事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 19・区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体制の検討 多摩区役所

現　状
【課題認識】

・庁用自動車については、「人の移動」や「物の運搬」に必要な手段として活用するとともに、原則、常勤の自動車運転手を配置してきま
した。
・また、これまで庁用自動車の使用頻度や業務内容に応じ、タクシー券や軽自動車の活用を進めるとともに、再任用短時間職員や会計
年度任用職員といった非常勤職員の配置も行ってきました。
・「人の移動」や「物の運搬」は、常勤職員と再任用短時間職員等の非常勤職員とで業務内容が大きく異なるわけではありませんが、
「働き方・仕事の進め方改革の推進」や「デジタル化の推進」に伴う業務執行の変更は、庁用自動車の必要性や職員の配置にも大きな
影響を与えることが見込まれます。
・一方、温暖化の影響等による自然災害の大規模化、増大化が見込まれる中、災害時対応での即応性や、区長等の移動手段等につ
いては、安定的に確保する必要があります。また、新型コロナウイルス感染症への対応等の一時的な業務急増に対する臨機な応援体制
を構築する必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・下記のとおり、区役所庁用自動車（車両（業務用車を除く））の配置と運転業務の執行体制について、現状を整理しました。
①庁用自動車の配置数
（【各区】公用車（普通車）︓各３台、【各支所】公用車（普通車）︓各１台）
②自動車運転手の配置数
（【各区】常勤職員︓各１名、【各区】再任用短時間勤務職員︓各２名、【各支所】再任用短時間勤務職員︓各１名）
③庁用自動車の稼働状況（全区平均︓77％（区長公用車︓約67％、その他公用車（普通車）︓約83％））
・上記の現状を踏まえながら、①庁用自動車（車両（業務用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可
能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連
携・調整しながら、検討を進めました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制のあり方につい
て、これまでの検討内容に加え、区で所有する業務用車の稼働率の現状や今後の総
必要台数等も踏まえながら、更なる検討を進めるとともに、関係局や関係団体との調整
を進めていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、
一定、現状を整理するとともに、今後の方向性について協議・調整を進め
ているところであり、効果の発現に至る段階にないため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、一定、現状を整理するとともに、①庁用自動車（車両（業務
用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する
場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連携・調整しながら、検討を進めました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について検討を進めている段階であり、経営
資源の確保等の効果発現には至っていません。
（R05（2023））
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について協議・調整を進めている段階であ
り、経営資源の確保等の効果発現には至っていません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・平常時の利用だけでなく、危機事象等における現場確認・応急対応、応援人員や物資の輸送、区長などの移動手段の確保等の必
要性も考慮し、職員の退職動向を踏まえ、効率的・効果的な庁用自動車のあり方及び執行体制の検討・実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・災害等への対応に係る即応性や区長等の移動手段等について、効率的・効果的な車両台数及び運転業務執行手法、執行体制方
針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・庁用自動車の使用頻度や業務内容、また、「働き方・仕事の進め方改革の推進」等に伴う需要の動向を踏まえ、庁用自動車及び常
勤職員配置の必要性を検討し、タクシー券や軽自動車の活用や、非常勤職員の活用を検討していきます。
・今後、増大することが見込まれる災害等への対応については、即応性及び区長等の移動手段の確保や、一時的な業務急増に対する
臨機な応援体制の構築に向け、車両数と常勤職員の必要な範囲を整理します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・災害等への対応について、即応性及び区長等の移動手段の確保、一時的な業務急増に対する臨機な応援体制を構築するため、職
員の退職動向を踏まえ、庁用自動車及び常勤職員の配置数を検討

97300020 庶務・経理・会計事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 20・区役所庁用自動車の配置と運転業務執行体制の検討 麻生区役所

現　状
【課題認識】

・庁用自動車については、「人の移動」や「物の運搬」に必要な手段として活用するとともに、原則、常勤の自動車運転手を配置してきま
した。
・また、これまで庁用自動車の使用頻度や業務内容に応じ、タクシー券や軽自動車の活用を進めるとともに、再任用短時間職員や会計
年度任用職員といった非常勤職員の配置も行ってきました。
・「人の移動」や「物の運搬」は、常勤職員と再任用短時間職員等の非常勤職員とで業務内容が大きく異なるわけではありませんが、
「働き方・仕事の進め方改革の推進」や「デジタル化の推進」に伴う業務執行の変更は、庁用自動車の必要性や職員の配置にも大きな
影響を与えることが見込まれます。
・一方、温暖化の影響等による自然災害の大規模化、増大化が見込まれる中、災害時対応での即応性や、区長等の移動手段等につ
いては、安定的に確保する必要があります。また、新型コロナウイルス感染症への対応等の一時的な業務急増に対する臨機な応援体制
を構築する必要があります。

-254-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・下記のとおり、区役所庁用自動車（車両（業務用車を除く））の配置と運転業務の執行体制について、現状を整理しました。
①庁用自動車の配置数
（【各区】公用車（普通車）︓各３台、【各支所】公用車（普通車）︓各１台）
②自動車運転手の配置数
（【各区】常勤職員︓各１名、【各区】再任用短時間勤務職員︓各２名、【各支所】再任用短時間勤務職員︓各１名）
③庁用自動車の稼働状況（全区平均︓77％（区長公用車︓約67％、その他公用車（普通車）︓約83％））
・上記の現状を踏まえながら、①庁用自動車（車両（業務用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可
能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連
携・調整しながら、検討を進めました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制のあり方につい
て、これまでの検討内容に加え、区で所有する業務用車の稼働率の現状や今後の総
必要台数等も踏まえながら、更なる検討を進めるとともに、関係局や関係団体との調整
を進めていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、
一定、現状を整理するとともに、今後の方向性について協議・調整を進め
ているところであり、効果の発現に至る段階にないため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について、一定、現状を整理するとともに、①庁用自動車（車両（業務
用車を除く））の今後の必要性やその台数、②他の交通用具との代替可能性、③自動車運転手の今後の必要性や配置を継続する
場合の勤務（任用）形態、④危機事象時の対応等について、７区で連携・調整しながら、検討を進めました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について検討を進めている段階であり、経営
資源の確保等の効果発現には至っていません。
（R05（2023））
・令和４（2022）年度に実施した区役所庁用自動車の配置と運転業務の執行体制に関する検討内容を踏まえ、効率的・効果的な
車両台数及び運転業務の最適な執行体制について、関係者と必要な協議・調整を継続しました。
・ただし、現時点では、今後の区役所庁用自動車（車両）の配置と運転業務の執行体制について協議・調整を進めている段階であ
り、経営資源の確保等の効果発現には至っていません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務及び高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務の確認
・災害などの緊急時における効率的・効果的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討
【R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務、高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務及び災害などの緊急時の対応
を踏まえた効率的・効果的な執行体制の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた上記検討を踏まえた業務執行体制案の検討
【R06（2024）】
・執行体制案の策定及びより詳細な検討や庁内調整等の実施
【R07（2025）】
・効率的・効果的な業務執行体制の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・インフラの維持管理業務における執行体制や災害などの緊急時における効率的・効果的な体制の方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・インフラの維持管理業務における執行体制の検討を進めるとともに、災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
を行います。
・また、各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制についても併せて検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・インフラの維持管理業務における執行体制の検討
・災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討

10101130　　10204020
30302130

水防業務　　道路・橋りょう等の維持補修事業
公園緑地維持管理事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 21・道路・河川・公園等の効率的・効果的な管理体制の検討 川崎区役所

現　状
【課題認識】

・道路公園センターは道路・河川・公園などインフラ事業を所管しており、市民生活の基盤となるため、常時適正な管理を求められ、日常
点検など現場確認等が必要となっています。
・また、災害時などは早急な現場確認、早期対応などが求められており緊急自動車による出動も行っており、災害時、緊急交通路など早
急な復旧が必要な箇所については、道路等の復旧作業などを実施しています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
実績

目標

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
【R05（2023）】
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
・危機管理時に実際に緊急走行することが想定される自動車運転手や、これらの自動車運転手と連携して助手席でマイクによるアナウン
ス、赤色の警光灯操作、防災無線操作を行うことが想定される事務・技術職員向けに、緊急自動車研修を開催しました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。
・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・この間、①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務については、関
係法令に基づく役割を確認するとともに、平常時、危機管理時における必要な業務等
を仕分けし、リスクや課題等についても確認を行い、さらに、道路パトロール等の運転業
務及びインフラの維持管理業務について、執行体制のたたき台を作成しました。
・こうした状況を踏まえながら、引き続き、建設緑政事業としての当該業務の重要性や
各業務の優先度、業務の必要性、民間活用の可能性等について、広く検証・検討を
行い、より効率的・効果的な執行体制の確定に向け、必要な取組を着実に進めていき
ます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務について、
課題の整理や検討結果を踏まえ、効率的・効果的な管理体制のたたき
台を作成しましたが、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理
体制に向けた検討を進めている段階であり、効果の発現には至っていない
ため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
（R05（2023））
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。

・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しましたが、現時点では、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理体制に向けた検討を進めてい
る段階であり、経営資源の確保等の観点からの効果発現には至っていません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 22・道路・河川・公園等の効率的・効果的な管理体制の検討 幸区役所

現　状
【課題認識】

・道路公園センターは道路・河川・公園などインフラ事業を所管しており、市民生活の基盤となるため、常時適正な管理を求められ、日常
点検など現場確認等が必要となっています。
・また、災害時などは早急な現場確認、早期対応などが求められており緊急自動車による出動も行っており、災害時、緊急交通路など早
急な復旧が必要な箇所については、道路等の復旧作業などを実施しています。

（４年間の）
取組の方向性

・インフラの維持管理業務における執行体制の検討を進めるとともに、災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
を行います。
・また、各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制についても併せて検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・インフラの維持管理業務における執行体制の検討
・災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討

10101130　　10204020
30302130

水防業務　　道路・橋りょう等の維持補修事業
公園緑地維持管理事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・インフラの維持管理業務における執行体制や災害などの緊急時における効率的・効果的な体制の方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務及び高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務の確認
・災害などの緊急時における効率的・効果的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討
【R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務、高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務及び災害などの緊急時の対応
を踏まえた効率的・効果的な執行体制の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた上記検討を踏まえた業務執行体制案の検討
【R06（2024）】
・執行体制案の策定及びより詳細な検討や庁内調整等の実施
【R07（2025）】
・効率的・効果的な業務執行体制の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標
2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
【R05（2023）】
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
・危機管理時に実際に緊急走行することが想定される自動車運転手や、これらの自動車運転手と連携して助手席でマイクによるアナウン
ス、赤色の警光灯操作、防災無線操作を行うことが想定される事務・技術職員向けに、緊急自動車研修を開催しました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。
・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
実績

目標

目標

単位

目標

実績

2
説明 実績

説明
1
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
（R05（2023））
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。

・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しましたが、現時点では、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理体制に向けた検討を進めてい
る段階であり、経営資源の確保等の観点からの効果発現には至っていません。

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務について、
課題の整理や検討結果を踏まえ、効率的・効果的な管理体制のたたき
台を作成しましたが、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理
体制に向けた検討を進めている段階であり、効果の発現には至っていない
ため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・この間、①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務については、関
係法令に基づく役割を確認するとともに、平常時、危機管理時における必要な業務等
を仕分けし、リスクや課題等についても確認を行い、さらに、道路パトロール等の運転業
務及びインフラの維持管理業務について、執行体制のたたき台を作成しました。
・こうした状況を踏まえながら、引き続き、建設緑政事業としての当該業務の重要性や
各業務の優先度、業務の必要性、民間活用の可能性等について、広く検証・検討を
行い、より効率的・効果的な執行体制の確定に向け、必要な取組を着実に進めていき
ます。

事務事業等
への貢献度
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務及び高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務の確認
・災害などの緊急時における効率的・効果的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討
【R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務、高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務及び災害などの緊急時の対応
を踏まえた効率的・効果的な執行体制の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた上記検討を踏まえた業務執行体制案の検討
【R06（2024）】
・執行体制案の策定及びより詳細な検討や庁内調整等の実施
【R07（2025）】
・効率的・効果的な業務執行体制の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・インフラの維持管理業務における執行体制や災害などの緊急時における効率的・効果的な体制の方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・インフラの維持管理業務における執行体制の検討を進めるとともに、災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
を行います。
・また、各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制についても併せて検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・インフラの維持管理業務における執行体制の検討
・災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討

10101130　　10204020
30302130

水防業務　　道路・橋りょう等の維持補修事業
公園緑地維持管理事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 23・道路・河川・公園等の効率的・効果的な管理体制の検討 中原区役所

現　状
【課題認識】

・道路公園センターは道路・河川・公園などインフラ事業を所管しており、市民生活の基盤となるため、常時適正な管理を求められ、日常
点検など現場確認等が必要となっています。
・また、災害時などは早急な現場確認、早期対応などが求められており緊急自動車による出動も行っており、災害時、緊急交通路など早
急な復旧が必要な箇所については、道路等の復旧作業などを実施しています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
実績

目標

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
【R05（2023）】
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
・危機管理時に実際に緊急走行することが想定される自動車運転手や、これらの自動車運転手と連携して助手席でマイクによるアナウン
ス、赤色の警光灯操作、防災無線操作を行うことが想定される事務・技術職員向けに、緊急自動車研修を開催しました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。
・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・この間、①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務については、関
係法令に基づく役割を確認するとともに、平常時、危機管理時における必要な業務等
を仕分けし、リスクや課題等についても確認を行い、さらに、道路パトロール等の運転業
務及びインフラの維持管理業務について、執行体制のたたき台を作成しました。
・こうした状況を踏まえながら、引き続き、建設緑政事業としての当該業務の重要性や
各業務の優先度、業務の必要性、民間活用の可能性等について、広く検証・検討を
行い、より効率的・効果的な執行体制の確定に向け、必要な取組を着実に進めていき
ます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務について、
課題の整理や検討結果を踏まえ、効率的・効果的な管理体制のたたき
台を作成しましたが、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理
体制に向けた検討を進めている段階であり、効果の発現には至っていない
ため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
（R05（2023））
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。

・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しましたが、現時点では、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理体制に向けた検討を進めてい
る段階であり、経営資源の確保等の観点からの効果発現には至っていません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 24・道路・河川・公園等の効率的・効果的な管理体制の検討 高津区役所

現　状
【課題認識】

・道路公園センターは道路・河川・公園などインフラ事業を所管しており、市民生活の基盤となるため、常時適正な管理を求められ、日常
点検など現場確認等が必要となっています。
・また、災害時などは早急な現場確認、早期対応などが求められており緊急自動車による出動も行っており、災害時、緊急交通路など早
急な復旧が必要な箇所については、道路等の復旧作業などを実施しています。

（４年間の）
取組の方向性

・インフラの維持管理業務における執行体制の検討を進めるとともに、災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
を行います。
・また、各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制についても併せて検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・インフラの維持管理業務における執行体制の検討
・災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討

10101130　　10204020
30302130

水防業務　　道路・橋りょう等の維持補修事業
公園緑地維持管理事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・インフラの維持管理業務における執行体制や災害などの緊急時における効率的・効果的な体制の方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務及び高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務の確認
・災害などの緊急時における効率的・効果的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討
【R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務、高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務及び災害などの緊急時の対応
を踏まえた効率的・効果的な執行体制の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた上記検討を踏まえた業務執行体制案の検討
【R06（2024）】
・執行体制案の策定及びより詳細な検討や庁内調整等の実施
【R07（2025）】
・効率的・効果的な業務執行体制の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標
2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
【R05（2023）】
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
・危機管理時に実際に緊急走行することが想定される自動車運転手や、これらの自動車運転手と連携して助手席でマイクによるアナウン
ス、赤色の警光灯操作、防災無線操作を行うことが想定される事務・技術職員向けに、緊急自動車研修を開催しました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。
・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
実績

目標

目標

単位

目標

実績

2
説明 実績

説明
1
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
（R05（2023））
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。

・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しましたが、現時点では、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理体制に向けた検討を進めてい
る段階であり、経営資源の確保等の観点からの効果発現には至っていません。

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務について、
課題の整理や検討結果を踏まえ、効率的・効果的な管理体制のたたき
台を作成しましたが、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理
体制に向けた検討を進めている段階であり、効果の発現には至っていない
ため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・この間、①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務については、関
係法令に基づく役割を確認するとともに、平常時、危機管理時における必要な業務等
を仕分けし、リスクや課題等についても確認を行い、さらに、道路パトロール等の運転業
務及びインフラの維持管理業務について、執行体制のたたき台を作成しました。
・こうした状況を踏まえながら、引き続き、建設緑政事業としての当該業務の重要性や
各業務の優先度、業務の必要性、民間活用の可能性等について、広く検証・検討を
行い、より効率的・効果的な執行体制の確定に向け、必要な取組を着実に進めていき
ます。

事務事業等
への貢献度
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 25・道路・河川・公園等の効率的・効果的な管理体制の検討 宮前区役所

現　状
【課題認識】

・道路公園センターは道路・河川・公園などインフラ事業を所管しており、市民生活の基盤となるため、常時適正な管理を求められ、日常
点検など現場確認等が必要となっています。
・また、災害時などは早急な現場確認、早期対応などが求められており緊急自動車による出動も行っており、災害時、緊急交通路など早
急な復旧が必要な箇所については、道路等の復旧作業などを実施しています。

（４年間の）
取組の方向性

・インフラの維持管理業務における執行体制の検討を進めるとともに、災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
を行います。
・また、各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制についても併せて検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・インフラの維持管理業務における執行体制の検討
・災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討

10101130　　10204020
30302130

水防業務　　道路・橋りょう等の維持補修事業
公園緑地維持管理事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・インフラの維持管理業務における執行体制や災害などの緊急時における効率的・効果的な体制の方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務及び高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務の確認
・災害などの緊急時における効率的・効果的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討
【R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務、高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務及び災害などの緊急時の対応
を踏まえた効率的・効果的な執行体制の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた上記検討を踏まえた業務執行体制案の検討
【R06（2024）】
・執行体制案の策定及びより詳細な検討や庁内調整等の実施
【R07（2025）】
・効率的・効果的な業務執行体制の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標
2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
【R05（2023）】
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
・危機管理時に実際に緊急走行することが想定される自動車運転手や、これらの自動車運転手と連携して助手席でマイクによるアナウン
ス、赤色の警光灯操作、防災無線操作を行うことが想定される事務・技術職員向けに、緊急自動車研修を開催しました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。
・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
実績

目標

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
（R05（2023））
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。

・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しましたが、現時点では、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理体制に向けた検討を進めてい
る段階であり、経営資源の確保等の観点からの効果発現には至っていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務について、
課題の整理や検討結果を踏まえ、効率的・効果的な管理体制のたたき
台を作成しましたが、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理
体制に向けた検討を進めている段階であり、効果の発現には至っていない
ため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・この間、①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務については、関
係法令に基づく役割を確認するとともに、平常時、危機管理時における必要な業務等
を仕分けし、リスクや課題等についても確認を行い、さらに、道路パトロール等の運転業
務及びインフラの維持管理業務について、執行体制のたたき台を作成しました。
・こうした状況を踏まえながら、引き続き、建設緑政事業としての当該業務の重要性や
各業務の優先度、業務の必要性、民間活用の可能性等について、広く検証・検討を
行い、より効率的・効果的な執行体制の確定に向け、必要な取組を着実に進めていき
ます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務及び高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務の確認
・災害などの緊急時における効率的・効果的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討
【R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務、高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務及び災害などの緊急時の対応
を踏まえた効率的・効果的な執行体制の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた上記検討を踏まえた業務執行体制案の検討
【R06（2024）】
・執行体制案の策定及びより詳細な検討や庁内調整等の実施
【R07（2025）】
・効率的・効果的な業務執行体制の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・インフラの維持管理業務における執行体制や災害などの緊急時における効率的・効果的な体制の方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・インフラの維持管理業務における執行体制の検討を進めるとともに、災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
を行います。
・また、各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制についても併せて検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・インフラの維持管理業務における執行体制の検討
・災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討

10101130　　10204020
30302130

水防業務　　道路・橋りょう等の維持補修事業
公園緑地維持管理事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 26・道路・河川・公園等の効率的・効果的な管理体制の検討 多摩区役所

現　状
【課題認識】

・道路公園センターは道路・河川・公園などインフラ事業を所管しており、市民生活の基盤となるため、常時適正な管理を求められ、日常
点検など現場確認等が必要となっています。
・また、災害時などは早急な現場確認、早期対応などが求められており緊急自動車による出動も行っており、災害時、緊急交通路など早
急な復旧が必要な箇所については、道路等の復旧作業などを実施しています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

説明
1

2
説明 実績

目標

単位

目標

実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
実績

目標

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
【R05（2023）】
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
・危機管理時に実際に緊急走行することが想定される自動車運転手や、これらの自動車運転手と連携して助手席でマイクによるアナウン
ス、赤色の警光灯操作、防災無線操作を行うことが想定される事務・技術職員向けに、緊急自動車研修を開催しました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。
・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・この間、①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務については、関
係法令に基づく役割を確認するとともに、平常時、危機管理時における必要な業務等
を仕分けし、リスクや課題等についても確認を行い、さらに、道路パトロール等の運転業
務及びインフラの維持管理業務について、執行体制のたたき台を作成しました。
・こうした状況を踏まえながら、引き続き、建設緑政事業としての当該業務の重要性や
各業務の優先度、業務の必要性、民間活用の可能性等について、広く検証・検討を
行い、より効率的・効果的な執行体制の確定に向け、必要な取組を着実に進めていき
ます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務について、
課題の整理や検討結果を踏まえ、効率的・効果的な管理体制のたたき
台を作成しましたが、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理
体制に向けた検討を進めている段階であり、効果の発現には至っていない
ため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
（R05（2023））
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。

・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しましたが、現時点では、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理体制に向けた検討を進めてい
る段階であり、経営資源の確保等の観点からの効果発現には至っていません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務及び高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務の確認
・災害などの緊急時における効率的・効果的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討
【R05（2023）】
・道路・河川・公園等の維持管理業務、高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務及び災害などの緊急時の対応
を踏まえた効率的・効果的な執行体制の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた上記検討を踏まえた業務執行体制案の検討
【R06（2024）】
・執行体制案の策定及びより詳細な検討や庁内調整等の実施
【R07（2025）】
・効率的・効果的な業務執行体制の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・インフラの維持管理業務における執行体制や災害などの緊急時における効率的・効果的な体制の方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・インフラの維持管理業務における執行体制の検討を進めるとともに、災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
を行います。
・また、各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制についても併せて検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・インフラの維持管理業務における執行体制の検討
・災害などの緊急時における効果的・効率的な初動対応等の検討
・各区の地理的要因や作業量などに応じた執行体制の検討

10101130　　10204020
30302130

水防業務　　道路・橋りょう等の維持補修事業
公園緑地維持管理事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 27・道路・河川・公園等の効率的・効果的な管理体制の検討 麻生区役所

現　状
【課題認識】

・道路公園センターは道路・河川・公園などインフラ事業を所管しており、市民生活の基盤となるため、常時適正な管理を求められ、日常
点検など現場確認等が必要となっています。
・また、災害時などは早急な現場確認、早期対応などが求められており緊急自動車による出動も行っており、災害時、緊急交通路など早
急な復旧が必要な箇所については、道路等の復旧作業などを実施しています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
実績

目標

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
【R05（2023）】
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
・危機管理時に実際に緊急走行することが想定される自動車運転手や、これらの自動車運転手と連携して助手席でマイクによるアナウン
ス、赤色の警光灯操作、防災無線操作を行うことが想定される事務・技術職員向けに、緊急自動車研修を開催しました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。
・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・この間、①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務については、関
係法令に基づく役割を確認するとともに、平常時、危機管理時における必要な業務等
を仕分けし、リスクや課題等についても確認を行い、さらに、道路パトロール等の運転業
務及びインフラの維持管理業務について、執行体制のたたき台を作成しました。
・こうした状況を踏まえながら、引き続き、建設緑政事業としての当該業務の重要性や
各業務の優先度、業務の必要性、民間活用の可能性等について、広く検証・検討を
行い、より効率的・効果的な執行体制の確定に向け、必要な取組を着実に進めていき
ます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・①道路パトロール等の運転業務や②インフラの維持管理業務について、
課題の整理や検討結果を踏まえ、効率的・効果的な管理体制のたたき
台を作成しましたが、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理
体制に向けた検討を進めている段階であり、効果の発現には至っていない
ため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・①道路パトロール等の運転業務や②道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務の現況調査を行い、平常時の業務状況
を把握するとともに、令和４（2022）年９月に発生した台風14号の際に行った、側溝、桝清掃の他、夜間パトロールや倒木の撤去な
どの対応を踏まえ、改めて、危機管理時等における業務内容を確認するなど、現在の業務内容全体の確認・整理を行いました。
・また、インフラの維持管理業務については、関係法令に基づく役割を確認するとともに、業務内容によって、①通常業務、②危機管理時
等においても必要な業務、③高齢職員等の体力に不安のある職員等への配慮が必要な業務に仕分けを行うとともに、このままの状況を
継続した場合、職員の高齢化に伴う公務災害等のリスクの増や技術継承・人材育成が困難になっていく等の課題もあることを確認しまし
た。
（R05（2023））
＜道路パトロール等の運転業務＞
・各区役所の道路パトロール等の運転業務における稼働率や平常時の業務の実施状況を踏まえ、道路パトロール車及び専任の運転手
の必要性の整理をするとともに、引き続き直営とした場合の雇用形態（常勤/非常勤）等の整理を行いました。
・令和６年能登半島地震の被災地に、物資運搬のための自動車運転手４名を派遣したことにより、災害発生後の道路や橋りょうの状
況、必要となる車両のスペック、求められる運転技能が明らかとなったことから、危機管理時における課題の整理を行いました。
＜道路・河川・公園などの日常点検や維持管理等の業務＞
・インフラの維持管理業務については、現在、直営対応の他、緊急工事（民間委託）により対応しており、どちらで対応するかは、都度、
現場の状況を確認した上で決定していますが、実際の対応状況から直営対応と民間委託それぞれのメリット／デメリットを整理するととも
に、直営対応としている業務を全て民間委託した場合のコスト比較を行いました。
・作業管理長に求められる役割や必要な経験を整理し、引き続き配置することの必要性や整備担当に配置する職員の職種の検討、高
齢化に伴う対応状況の確認と今後の対応策の検討を行いました。

・上記の課題の整理や検討結果を踏まえ、道路パトロール等の運転業務及びインフラの維持管理業務について、効率的・効果的な管
理執行体制のたたき台を作成しましたが、現時点では、道路・河川・公園等のより効率的・効果的な管理体制に向けた検討を進めてい
る段階であり、経営資源の確保等の観点からの効果発現には至っていません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・退職動向にあわせた再任用短時間勤務職員等の配置
・民間活用を行った場合の既存の維持管理業務委託との関係性の整理
【R04（2022）】
・民間活用の視点を踏まえた用務業務の現状や課題の整理
・他都市の動向の調査研究
【R05（2023）・R06（2024）】
・効率的・効果的な業務執行及び質の高い学校用務業務の維持に向けた今後のあり方の検討を推進
【R07（2025）】
・今後の学校用務業務のあり方の確定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・退職動向にあわせた再任用短時間勤務職員等の配置による114,000千円以上の財政効果の達成
・今後の用務業務のあり方に基づく効率的・効果的な業務執行体制の決定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・学校用務業務について、引き続き、退職動向にあわせた再任用短時間勤務職員等の配置を進めます。
・学校用務業務について、効率的・効果的な業務執行体制の整備に向けて検討を行い、実施に向けた課題整理及び取組を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・退職動向にあわせた再任用短時間勤務職員等の配置
・学校用務業務について、効率的・効果的な業務執行体制の整備に向けたあり方の検討
・効率的・効果的な業務執行体制の実施に向けた課題整理及び取組の推進
【R07（2025）】
・今後の学校用務業務のあり方確定

20204070 学校業務マネジメント支援事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（３）組織の最適化 28・学校用務業務執行体制の見直し 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・学校用務員の配置に当たっては、平成16（2004）年度から一部非常勤化を実施し、各校正規職員２名配置から各校正規職員
１名・再任用短時間勤務職員等１名配置に順次移行しています。
・学校用務業務について、定年退職者のうち意欲と能力のある人材の再任用職員としての配置も行いながら、学校用務員の退職動向
にあわせた再任用短時間勤務職員等を配置しています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 39,656 19,948 104,964

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

退職動向にあわせた再任用短時間勤務職員等の配置に
よる財政効果（累計）

カネ
目標 0 69,398

以上
114,000

以上
114,000

以上
千円

説明 退職動向にあわせ正規職員の定数を再任用短時間勤務職員等
にすることによる財政効果の計画期間４年間の累計値

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・退職動向にあわせた再任用短時間勤務職員等の配置調整を行いました。
・学校用務業務について、効率的・効果的な業務執行体制の整備に向けたあり方の検討のため、学校管理職、学校用務員代表者、
教育委員会関係各課で構成する庁内会議を開催しました（全４回）。
・上記会議において、効率的・効果的な業務執行体制の実施に向け、用務業務の標準的な業務ごとの現状と課題の整理を行いまし
た。
・上記に加え、同会議において、民間活用の視点を踏まえた現行の業務執行状況の整理、民間活用を行った場合の既存維持管理業
務委託との関係性の整理を行ったほか、他都市の動向の調査研究として、委託化導入済自治体の視察や、学校用務業務を受託して
いる事業者に対するヒアリングを行いました。
【R05（2023）】
・退職動向にあわせた再任用短時間勤務職員等の配置調整を行いました。
・前年度の庁内会議を踏まえ、用務業務の標準的な業務の整理、検討を進めました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

人
説明 退職動向にあわせ再任用短時間勤務職員等の設置職数を増員した数 実績 132 132 143

180

2

退職動向にあわせた再任用短時間勤務職員等の配置数（翌年
度４月１日時点） 目標 132 146 155 155

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

171 171
人

説明 翌年度４月１日時点における正規職員の定数 実績 194 190 176

職員定数（翌年度４月１日時点） 目標 194

-279-



　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・退職動向に合わせた再任用短時間勤務職員等の配置を継続しつつ、令和４
（2022）年度に実施した検討会議の結果や学校施設における包括管理手法の検
討及び令和５（2023）年度に実施した学校用務業務の業務内容の再整理の状況
等を踏まえながら、より効率的・効果的な実施や更なる用務業務の質の向上に向け、
具体的な検討・取組を着実に進めていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・退職動向にあわせて、正規職員を再任用短時間勤務職員等にするこ
とにより、令和５（2023）年度予算に19,948千円、令和６
（2024）年度予算に85,016千円の財政効果を反映することができた
ため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・退職動向にあわせて、正規職員の定数４名を再任用短時間勤務職員等にすることにより、令和５（2023）年度予算に19,948千
円の財政効果を反映することができました。
（R05（2023））
・新たに２校について地域管理を導入することと併せて、退職動向にあわせて、正規職員の定数14名を再任用短時間勤務職員等にす
ることにより、令和６（2024）年度予算に85,016千円の財政効果を反映することができました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・委託化を推進する中での効率性と①安全衛生の管理水準、②給食の質の確保、③学校給食の安定的・継続的な実施等との両立を
維持していくための継続的な課題整理、調査・検討
【R04（2022）】
・（従来の委託化方針に基づく）委託化の推進
・学校給食調理員配置基準の見直し
【R05（2023）〜R07（2025）】
・（令和５（2023）年度から令和10（2028）年度までの）新たな委託化方針に基づく委託化の推進
・（令和４（2022）年度に実施した）学校給食調理員配置基準の見直しの効果検証

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

①計画策定当初に設定した、活動指標（学校給食調理業務を委託した学校数（翌年度４月１日時点））
について、令和４（2022）年度実績値を基準値として、令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正し
ます。
②計画策定当初に設定した、成果指標（退職動向等に合わせた委託化による財政効果（累計））につい
て、令和４（2022）年度実績値を基準値として、令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正します。

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・学校給食調理員の退職動向等に合わせた円滑な委託化の推進に伴う7,000千円以上の財政効果の達成
・委託校が増加した後も、現行の安全衛生の管理水準や給食の質を確保できるよう、効率的・効果的な執行手法、執行体制方針の
確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・学校給食調理業務について、より効率的な運営を図るため、現行の安全衛生の管理水準や給食の質を確保するとともに、引き続き、
学校給食調理員の退職動向等にあわせた学校給食調理業務の委託化を実施します。
・これまでに委託化した学校における、安全衛生の管理水準や給食の質を確認するとともに、今後も安定的・継続的な給食提供が実施
できる執行体制の検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・委託化の推進
【R04（2022）〜R06（2024）】
・今後の委託化の推進にあたり、安全衛生の管理水準や給食の質を確保し、学校給食を安定的・継続的に実施するための執行体制
の課題整理、調査・検討
【R07（2025）】
・調査検討結果の取りまとめ及び今後の委託化推進方針の確定

20201140 健康給食推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （３）組織の最適化 29・学校給食調理業務の委託化 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・平成16（2004）年度からの段階的な民間事業者の活用により、令和３（2021）年度において、小学校61校、中学校３校
（ＰＦＩ方式により運営しているはるひ野小・中学校を除く。）、特別支援学校４校（分校を含む。）で学校給食調理業務の委託
化を実施しています。
・委託化の推進と合わせて、定年退職者のうち意欲と能力のある人材の再任用職員としての配置も行いながら、学校給食調理員の退
職動向等に合わせた学校給食調理業務の委託化を実施しています。

-281-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 49,442 12,015 13,744

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
退職動向等に合わせた委託化による財政効果（累計）

カネ
目標 0 16,817

（4,082）
19,015
（7,000）

19,015
（7,000）

千円
説明 退職動向等にあわせ委託化を推進することによる財政効果の計画

期間４年間の累計値　※括弧書きの目標値は変更前の数値

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・学校給食調理業務の更なる委託化に向けた取組の推進及び安心・安全な給食の安定的かつ継続的な提供の両立に向け、民間企
業等が受託しやすい環境を創出しながら、学校給食調理員が調理業務を行う学校においても、安定的な業務執行体制となるよう、令
和５（2023）年度から令和10（2028）年度までの間、毎年度４校ずつ委託化を推進することとしました。（令和11（2029）年
度以降の委託化校数については、職員の退職動向や委託市場の動向等を踏まえながら、引き続き検討を進めます。）
・委託化の更なる推進に併せて、学校給食調理員が調理業務を行う学校においても、安定的な業務執行体制となるようにすることに加
え、学校給食に係る衛生管理基準を満たすことを念頭に、児童数や教職員の喫食状況等を踏まえた配置となるよう、学校給食調理員
配置基準の見直しを行いました。また、当該職員配置基準の見直しにより、急な病気やケガ等が発生した場合でも可能な限り給食提供
を継続できるよう、支援の充実が図られるようにしました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度の取組を踏まえ、令和６（2024）年度に４校の委託化を行うこととしました。
・また、急な病気やケガ等が発生した場合でも可能な限り給食提供を継続できるよう、緊急的応援体制の整備を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
職員定数（翌年度４月１日時点） 目標 166 165 160 160

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

人
説明 翌年度４月１日時点における正規職員の定数 実績 166 162 160

説明 実績

79
（72）

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
83

（74）
87

（74）
校

説明 翌年度４月１時点において学校給食調理業務を職員による実施から委託化
した学校数　※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 71 75 79

学校給食調理業務を委託した学校数（翌年度４月１日時点） 目標 71
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和５（2023）年度から令和10（2028）年度までの間、毎年度４校ずつ委託
化していくことを決定したこと、また、学校給食調理員が調理業務を行う学校において
も、給食のより安定的な提供ができるよう職員配置基準の見直しを行ったことに加え、
今後は、増加する委託校において、衛生管理水準や給食の質の確保を行うことができ
るよう、より効率的・効果的かつ適切なモニタリング実施手法について、検討を進めていき
ます。
・令和11（2029）年度以降の委託化のペースや学校給食調理員が調理業務を行
う学校における職員配置基準等について、退職動向や給食調理委託に係る民間の市
場動向等を注視しながら検討を進めていきます。
・学校給食調理員配置基準見直しの効果検証を行います。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・新たな委託化方針に基づき、学校給食調理業務の委託化を着実に推
進し、令和５（2023）年度予算に12,015千円、令和６（2024）
年度予算に1,729千円の財政効果を反映することができたことに加え、
急な病気やケガ等の発生に対応できる緊急的応援体制の整備も進める
ことができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・学校給食調理員の退職動向を踏まえつつ、給食調理業務の委託化を推進したことにより、引き続き、学校給食調理員が調理業務を
行うこととした場合と比較して、12,015千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に反映することができました。
（R05（2023））
・新たな委託化方針に基づき給食調理業務の委託化を推進したことにより、引き続き、学校給食調理員が調理業務を行うこととした場
合と比較して、1,729千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映することができました。当初目標を上回る委託化を推進し
た結果、給食調理業務委託料が当初の想定を上回ったため、財政効果（給食調理業務委託料と学校給食運営に係る人件費との差
額）は目標値を下回りましたが、委託化の着実な推進と併せて、急な病気やケガ等の発生に対応できる緊急的応援体制の整備を進め
ることができました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （３）組織の最適化 30・市民館等の効率的・効果的な管理運営手法の検討 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・超高齢社会の到来や人口減少、地域のつながりの希薄化、新型コロナウイルス感染症を契機とした社会変容など、社会状況が変化
し、市民ニーズも多様化する中、市民館及び分館（以下「市民館等」という。）においても、これらの変化に的確に対応していくことが求
められています。
・市民館等では、これまでホール運営管理・窓口業務を民間事業者に委託するなど、効率的・効果的な運営に努めてきましたが、過去
５年間（平成27（2015）年〜令和元（2019）年）の平均利用率はホールが約75％、会議室が約63％、教養室が約55％、
分館の平均利用率は50％を下回る状況で、また、社会教育振興事業への参加者数はほぼ横ばいの状況であり、ニーズの変化に対応
した施設提供や、幅広い世代に向けた学習活動への動機づけなど、施設の更なる活用や更なる学びの場の提供を進める必要がありま
す。
・今後、令和３（2021）年３月に策定した「今後の市民館・図書館のあり方」に基づき、利用者や関係団体、地域等との協働・連携
による対話を基本とした柔軟な利用ルールの検討や、サービスの質の向上のための民間活用など、更なる効率的・効果的な管理運営手
法を検討していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・今後の管理・運営に当たっては、それぞれの施設形態や諸室の配置、設備の違いなどに応じた適切な維持管理を実施するとともに、求
められる多様なニーズへの柔軟な対応や事業・サービスの推進等に向け、効率的・効果的な管理運営手法を検討していきます。
・管理運営手法の検討に当たっては、従来からの事業・サービスを引き続き実施しつつ、「今後の市民館・図書館のあり方」に基づき、新
たなニーズに対応する事業・サービスの提供による施策の底上げを図るため、市職員が企画や新たな取組に一層注力できる体制の構築
に向けて、指定管理者制度や業務委託の拡充等の民間活力の更なる活用の検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・管理・運営の考え方に基づく、市民館等の効率的・効果的な管理運営体制の構築に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・民間活力の更なる活用など効率的・効果的な管理運営手法の検討及び管理・運営の考え方の策定

20302030 生涯学習施設の環境整備事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標 ・管理・運営の考え方に基づく、新たな管理運営体制の構築に向けた取組の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・令和２（2020）年度に策定した「今後の市民館・図書館のあり方」や令和３（2021）年度に取りまとめた「市民館・図書館の管
理・運営の考え方　中間とりまとめ」の結果に基づき、今後の市民館・図書館について、民間活力の更なる活用など、より効率的・効果的
な管理・運営に向けた方向性や考え方を示した「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、すべての市民館に指定管理者制
度導入を決定
【R05（2023）】
・【中原・高津（橘分館含む）】①例規の制定、②教育委員会事務局・区役所・指定管理者の役割の整理、③仕様書の作成等の実
施
・【川崎（大師・田島分館含む）】①例規の制定の準備、②教育委員会事務局・経済労働局・区役所・指定管理者の役割の整理、
③仕様書の作成等の準備
【R05（2023）〜R07（2025）】
・【幸（日吉分館含む）・宮前（菅生分館含む）】令和４（2022）年度に策定した「市民館・図書館の管理・運営の考え方」に基
づき、効率的・効果的な管理運営体制を構築するため、指定管理者制度導入に向けた取組の実施
【R06（2024）】
・【中原・高津（橘分館含む）】①指定管理者の募集（公募）、②局内事業者選定委員会による事業者審議・選定、③指定議案
の提出・審議・議決による指定管理者の決定、④開館準備の実施
・【川崎（大師・田島分館含む）】①例規の制定、②教育委員会事務局・経済労働局・区役所・指定管理者の役割の整理、③仕様
書の作成等、④指定管理者の募集（公募）、⑤局内事業者選定委員会による事業者審議・選定
・【多摩・麻生（岡上分館含む）】①仕様書の作成等、②例規の制定
【R07（2025）】
・【川崎（大師・田島分館含む）】①指定議案の提出・審議・議決による指定管理者の決定、②開館準備の実施
・【中原・高津（橘分館含む）・川崎（大師・田島分館含む）】①指定管理者制度の導入開始
・【多摩・麻生（岡上分館含む）】①指定管理者の募集（公募）、②局内事業者選定委員会による事業者審議・選定、③指定管
理議案の提出・審議・議決による指定管理者の決定、④開館準備等の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

【川崎（大師・田島分館含む）】令和５（2023）年３月の改修（建築）工事の入札不調に伴い、全体スケ
ジュールが１年程度遅延。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・令和２（2020）年度に策定した「今後の市民館・図書館のあり方」や令和３（2021）年度に取りまとめた「市民館・図書館の管
理・運営の考え方　中間とりまとめ」の結果に基づき、「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、すべての市民館等において、
民間活力を活用した、より効率的・効果的な管理・運営に向け、指定管理者制度を導入していく方向性を位置付けました。
・指定管理者制度の導入に向け、①書面調査・ヒアリング等を通じた各区における社会教育振興事業・管理業務等の現状把握、②教
育委員会、各区、指定管理事業者の役割分担（市が担わなければならない業務の選択）の整理、③川崎市市民館条例の改正の
準備などを進めました。
※【川崎（大師・田島分館含む）】について、令和４（2022）年度の指定管理者制度の導入に向けた取組（ソフト面の取組）につ
いては、一定、順調に進捗したものの、工事入札不調の影響等により、川崎市民館・労働会館の再編整備（ハード面の取組）に遅れ
が生じる見込みとなっています。
　こうしたことを受け、令和５（2023）年度以降の指定管理者制度の導入に向けた取組（ソフト面の取組）についても、令和４
（2022）年度中に想定していた活動目標・スケジュールを変更し、取組を進めていくこととなります。
【R05（2023）】
（中原市民館・高津市民館・高津市民館橘分館）
・指定管理者制度を導入するための条例改正を行うとともに、指定管理者の指定の手続等の規則制定を行いました。また、教育委員
会事務局、区役所、指定管理者等の災害時の役割の整理を行うとともに、令和６（2024）年４月からの募集開始に向け、仕様
書、募集要項、協定書作成作業を行いました。
（川崎市民館大師分館・川崎市民館田島分館）
・例規の制定の準備や市・指定管理者等の役割の整理及び仕様書の作成等の準備などを進めました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、すべての市民館等において、民間活力を活用した、より効率的・効果的な管理・
運営に向け、指定管理者制度を導入していく方向性を位置付けました。
・指定管理者制度の導入に向け、①各区における社会教育振興事業・管理業務等の現状把握、②教育委員会、各区、指定管理事
業者の役割分担（市が担わなければならない業務の選択）の整理、③川崎市市民館条例の改正の準備などを進めました。
（R05（2023））
（中原市民館・高津市民館・高津市民館橘分館）
・「市民館・図書館の管理・運営の考え方」に基づき、令和５（2023）年９月議会において、中原市民館、高津市民館、高津市民
館橘分館に指定管理者制度を導入するための条例改正を行いました。その後、指定管理者の指定の手続等の規則制定を行いました。
・中原市民館、高津市民館、高津市民館橘分館の令和６（2024）年４月からの募集開始に向け、仕様書、募集要項、協定書作
成作業を行いました。
・教育委員会、市民文化局、区役所、指定管理者等の災害時の役割の整理を行いました。
（川崎市民館大師分館・川崎市民館田島分館）
・川崎市民館大師分館・川崎市民館田島分館については、例規の制定の準備や市・指定管理者等の役割の整理及び仕様書の作成
等の準備などを進めました。
・指定管理者制度の段階的な導入に向けた取組を進めているところですが、現時点では、導入準備段階のため、指定管理者制度の導
入効果の発現には至っていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和４（2022）年度に策定した「市民館・図書館の管理・運営の考
え方」に基づき、各市民館への指定管理者制度の段階的な導入に向
け、各主体の役割分担の整理や、条例改正の準備を進めるなど、導入
準備を進めている段階であり、効果の発現には至っていないため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・【川崎（大師・田島分館含む）】教育文化会館・労働会館の再編整備に係る令和
５（2023）年３月の工事入札不調後の対応状況等を踏まえながら、引き続き、①
教育委員会・経済労働局・川崎区役所（大師・田島支所含む）・指定管理者の役
割の整理や事務ごとの運用ルール、責任の所在等を整理したマニュアル作成等、②例
規の制定改廃、③仕様書の作成等、④指定管理者の募集に向けた取組を進めていき
ます。
・【中原・高津（橘分館含む）】令和７（2025）年度当初からの指定管理者による
運営開始に向け、指定管理者の募集や指定等に向けた取組を進めていきます。
・【全館共通】川崎市全体の生涯学習を推進していくため、研修や会議等を通じて、人
材育成を行っていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （３）組織の最適化 31・図書館等の効率的・効果的な管理運営手法の検討 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・超高齢社会の到来や人口減少、地域のつながりの希薄化、新型コロナウイルス感染症を契機とした社会変容など、社会状況が変化
し、市民ニーズも多様化する中、図書館及び分館（以下「図書館等」という。）においても、これらの変化に的確に対応していくことが求
められています。
・図書館等では、貸出・返却カウンター業務や配架業務等を民間事業者に委託するなど、効率的・効果的な運営に努めてきましたが、
利用者人数、貸出人数、貸出冊数、入館者数ともに減少傾向にあることから、館内の限られた空間を有効活用し、スペースの使い方な
ど運営・利用ルールの見直しや、魅力あるサービスや事業の展開による利用の促進、地域の様々な資源との連携等を進める必要がありま
す。
・今後、令和３（2021）年３月に策定した「今後の市民館・図書館のあり方」に基づき、利用者や関係団体、地域等との協働・連携
による対話を基本とした柔軟な利用ルールの検討や、サービスの質の向上のための民間活用など、更なる効率的・効果的な管理運営手
法を検討していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・今後の管理・運営に当たっては、それぞれの施設形態や諸室の配置、設備の違いなどに応じた適切な維持管理を実施するとともに、図
書館サービスの充実や求められる多様なニーズへの柔軟な対応に向け、効率的・効果的な管理運営手法を検討していきます。
・管理運営手法の検討に当たっては、従来からの事業・サービスを引き続き実施しつつ、「今後の市民館・図書館のあり方」に基づき、新
たなニーズに対応する事業・サービスの提供による施策の底上げを図るため、市職員が企画や新たな取組に一層注力できる体制の構築
に向けて、指定管理者制度や業務委託の拡充等の民間活力の更なる活用の検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・管理・運営の考え方に基づく、図書館等の効率的・効果的な管理運営体制の構築に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・民間活力の更なる活用など効率的・効果的な管理運営手法の検討及び管理・運営の考え方の策定

20302030 生涯学習施設の環境整備事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標 ・管理・運営の考え方に基づく、新たな管理運営体制の構築に向けた取組の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・令和２（2020）年度に策定した「今後の市民館・図書館のあり方」や令和３（2021）年度に取りまとめた「市民館・図書館の管
理・運営の考え方　中間とりまとめ」の結果に基づき、今後の市民館・図書館全体について、民間活力の更なる活用など、より効率的・効
果的な管理・運営に向けた方向性や考え方を示す「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、一部の図書館に指定管理者制
度導入を決定
【R05（2023）】
・【橘分館】①例規の制定、②教育委員会事務局・区役所・指定管理者の役割の整理、③仕様書の作成等の実施
・【大師分館・田島分館】①例規の制定改廃の準備、②教育委員会事務局・経済労働局・区役所・指定管理者の役割の整理、③仕
様書の作成等の準備
【R05（2023）〜R07（2025）】
・【幸図書館・日吉分館・宮前図書館】令和４（2022）年度に策定した「市民館・図書館の管理・運営の考え方」に基づき、効率
的・効果的な管理運営体制を構築するため、指定管理者制度導入に向けた取組の実施
【R06（2024）】
・【橘分館】①指定管理者の募集（公募）、②局内事業者選定委員会による事業者審議・選定、③指定議案の提出・審議・議決に
よる指定管理者の決定、④開館準備の実施
・【大師分館・田島分館】①例規の制定、②教育委員会事務局・区役所・指定管理者の役割の整理、③仕様書の作成等、④指定管
理者の募集（公募）、⑤局内事業者選定委員会による事業者審議・選定
・【麻生図書館・柿生分館】①仕様書の作成等、②例規の制定
【R07（2025）】
・【大師分館・田島分館】①指定議案の提出・審議・議決による指定管理者の決定、②開館準備の実施
・【大師分館・田島分館・橘分館】①指定管理者制度の導入開始
・【麻生図書館・柿生分館】①指定管理者の募集（公募）、②局内事業者選定委員会による事業者審議・選定、③指定管理議案
の提出・審議・議決による指定管理者の決定、④開館準備の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・【大師分館・田島分館】令和５（2023）年３月の改修（建築）工事の入札不調に伴い、全体スケジュール
が１年程度遅延。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・令和２（2020）年度に策定した「今後の市民館・図書館のあり方」や令和３（2021）年度に取りまとめた「市民館・図書館の管
理・運営の考え方　中間とりまとめ」の結果に基づき、「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、一部の図書館において、民間
活力を活用した、より効率的・効果的な管理・運営に向け、指定管理者制度を導入していく方向性を位置付けました。
・指定管理者制度の導入に向け、①書面調査・ヒアリング等を通じた図書館業務等の現状把握、②市が担わなければならない業務の
役割分担の整理③川崎市立図書館条例の改正の準備などを進めました。
※【大師分館・田島分館】について、令和４（2022）年度の指定管理者制度の導入に向けた取組（ソフト面の取組）については、
一定、順調に進捗したものの、工事入札不調の影響等により、教育文化会館・労働会館の再編整備（ハード面の取組）に遅れが生
じる見込みとなっています。
　こうしたことを受け、令和５（2023）年度以降の指定管理者制度の導入に向けた取組（ソフト面の取組）についても、令和４
（2022）年度中に想定していた活動目標・スケジュールを変更し、取組を進めていくこととなります。
【R05（2023）】
（高津図書館橘分館）
・指定管理者制度を導入するための条例改正を行うとともに、指定管理者の指定の手続等の規則制定を行いました。また、教育委員
会事務局・区役所・指定管理者の役割の整理を行うとともに、令和６（2024）年４月からの募集開始に向け、仕様書、募集要項、
協定書作成作業を行いました。
（川崎図書館大師分館・川崎図書館田島分館）
・例規の制定の準備や教育委員会事務局・経済労働局・区役所・指定管理者の役割の整理及び仕様書の作成等の準備などを進め
ました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、一部の図書館において、民間活力を活用した、より効率的・効果的な管理・運営
に向け、指定管理者制度を導入していく方向性を位置付けました。
・指定管理者制度の導入に向け、①図書館業務等の現状把握、②市が担わなければならない業務の役割分担の整理、③川崎市図
書館条例の改正等の準備などを進めました。
（R05（2023））
・「市民館・図書館の管理・運営の考え方」に基づき、令和５（2023）年９月議会において、高津図書館橘分館に指定管理者制度
を導入するための条例改正を行いました。その後、指定管理者の指定の手続等の規則制定を行いました。
・高津図書館橘分館の令和６（2024）年４月からの募集開始に向け、仕様書、募集要項、協定書作成作業を行いました。
・教育委員会事務局、区役所、指定管理者等の災害時の役割の整理を行いました。
・川崎図書館大師分館・川崎図書館田島分館については、例規の制定の準備や市・指定管理者の役割の整理及び仕様書の作成等
の準備などを進めました。
・指定管理者制度の段階的な導入に向けた取組を進めているところですが、現時点では、導入準備段階のため、指定管理者制度の導
入効果の発現には至っていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和４（2022）年度に度策定した「市民館・図書館の管理・運営の
考え方」に基づき、一部の図書館への指定管理者制度の段階的な導入
に向け、各主体の役割分担の整理やモニタリング手法や内容の検討、条
例改正の準備を進めるなど、導入準備を進めている段階であり、効果の
発現には至っていないため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・【大師分館・田島分館】教育文化会館・労働会館の再編整備に係る令和５
（2023）年３月の工事入札不調後の対応状況等を踏まえながら、引き続き、①市
が担わなければならない業務の整理や指定管理者との役割分担、事務ごとの運用ルー
ルや責任の所在等を整理したマニュアルの作成等、②例規の制定改廃、③仕様書の作
成等、④指定管理者の募集に向けた取組を進めていきます。
・【橘分館】令和７（2025）年度当初からの指定管理者による運営開始に向け、指
定管理者の募集や指定等に向けた取組を進めていきます。
・【全館共通】川崎市全体の生涯学習を推進していくため、研修や会議等を通じて、人
材育成を行っていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（４）財源確保策の強化 １・市税収入率の更なる向上 財政局

現　状
【課題認識】

・市税収入確保対策本部のもと、市税収入の確保に積極的に取り組んだ結果、令和元（2019）年度の市税収入率は99.2％と過
去最高値を継続しました。令和２（2020）年度については納税の猶予の影響により翌年度繰越額が増加しましたが、市税収入率は
過去最高と並ぶ99.2％を引き続き確保しました。また、納税の猶予の状況が各都市で異なるという背景もありましたが、政令市第１位
の収入率となりました。
・依然として厳しい財政状況の中、歳入の根幹である市税収入を確保するため「市税滞納整理方針」で目標とする収入率を定め、その
達成に向け、初動強化の取組をはじめとした徴収事務を効率的・効果的かつ積極的に進め、更なる市税収入率の向上を目指して取り
組んでいく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・歳入の根幹である市税収入を確保するため、市税収入率の更なる向上により、市税収入率の政令市第１位を維持しつつ、令和７
（2025）年度までに政令市過去最高の収入率（参考︓平成29（2017）年度　名古屋市99.5％）の達成を目指して取組を実
施します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

●各年度、「市税収入確保対策本部会議」を開催し、市税滞納整理方針により収入率の目標を定め、毎年度の状況に応じて、次の
施策等を重点的に実施することによる、より一層の市税収入確保に向けた取組の推進
【R04（2022）〜R07（2025）】
・民間委託した「納税お知らせセンター」からの電話による納期限経過のお知らせ
・電話や文書による催告
・差押え等の滞納処分及び差押財産の公売

81203050 市税収納事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・政令市過去最高の収入率（参考︓平成29（2017）年度　名古屋市99.5％）の達成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

●各年度、「市税収入確保対策本部会議」を開催し、市税滞納整理方針により収入率の目標を定め、毎年度の状況に応じて、次の
施策等を重点的に実施することによる、より一層の市税収入確保に向けた取組の推進
【R04（2022）〜R07（2025）】
・民間委託した「納税お知らせセンター」からの電話による納期限経過のお知らせ
・電話や文書による催告
・差押え等の滞納処分及び差押財産の公売
【R04（2022）】
・こすぎ市税分室及びしんゆり市税事務所における現年度専任担当の強化
・令和５（2023）年１月の新システム稼働に向けた準備及び新システムによる滞納整理の効率化等の開始
【R05（2023）】
・ＳＭＳを活用した「納税お知らせセンター」からの納付の呼びかけ
・市税システムの新機能を活用した効率的な滞納整理

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（市税収入率（単年度））について、令和３（2021）年度及び令
和４（2022）年度に２年連続で99.5％を達成した実績を踏まえ、令和５（2023）年度以降の目標値を
上方修正します。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
電話催告件数 目標 115,630 128,560 ー ー

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

件
説明 初期未納対策として、市税の滞納者に対して行った年度ごとの電話催告の実

施件数 実績 99,277 129,172 177,444

ー ー
件

説明 公売執行に向けた滞納整理（納税折衝、催告、公売通知等）により徴収し
た件数 実績 46 48 48

不動産公売に関する滞納整理件数 目標 46 48

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・市税収入確保に向けた取組を推進するため、「市税収入確保対策本部会議」において、当該目標収入率を確保するため、令和４
（2022）年度は、現年度専任担当の強化、新市税システムによる滞納整理の効率化等の開始など、令和５（2023）年度は滞納
累積を防止する初期未納対策、市税システムの新機能を活用した効率的な滞納整理など重点的な取組を定めました。
・民間委託した「納税お知らせセンター」からの電話による納期限経過のお知らせを年間を通して実施しました。
・初期未納対策として毎月の滞納債権引き継ぎ後、電話や文書による催告を早期に始動し、迅速に滞納処分に着手しました。
・電話催告の実施件数は、令和４（2022）年度は129,172件と令和３（2021）年度比で29,895件増となるとともに、年度当
初に設定した目標を13,542件上回りました。また、令和５（2023）年度は177,444件と令和４（2022）年度比で48,272件増
となるとともに、年度当初に設定した目標を48,884件上回りました。
・債権を中心とした差押え等の滞納処分を令和４（2022）年度は8,231件、令和５（2023）年度は10,000件行うとともに、公
売を令和４（2022）年度は１件実施しました。
【R04（2022）】
・こすぎ市税分室及びしんゆり市税事務所において、執行体制の見直しや増員による現年度専任担当の強化を行い、効果的な初動対
応（催告・滞納処分の強化）を実施しました。
・令和５（2023）年１月に稼働した新市税システムにより催告書の一括作成を行うなど、効率的な滞納整理を開始しました。
【R05（2023）】
・ＳＭＳを活用した「納税お知らせセンター」からの納付の呼びかけを開始しました。
・システムにより最新の納付状況を的確に捉えた電話催告を実施するなど効率的な滞納整理を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

1
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

市税収入率（単年度）

カネ

目標 99.2 99.5
（99.3）

99.5
以上

（99.4）

99.5
以上

（99.5）
％

説明
市税収入率（市税収入決算額／市税収入調定額×100％）の
推移をみることで、市税収入確保の取組成果を測るもの
※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 99.5 99.5 99.5
（見込）

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・「市税収入確保対策本部会議」において、市税滞納整理方針により令和４（2022）年度の目標とする収入率を99.2％に設定し、
当該目標収入率を確保するための具体的な取組内容を定め、実施した結果、令和４（2022）年度の市税収入率は99.5%（現
年分99.7％、滞納繰越分61.3％）と当初設定した成果指標における４年間の到達目標を達成しました。
・583,886千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に反映しました。
（R05（2023））
・「市税収入確保対策本部会議」において、市税滞納整理方針により令和５（2023）年度の目標とする収入率を99.5％に設定し、
当該目標収入率を確保するための具体的な取組内容を定め、実施した結果、令和５（2023）年度の市税収入率は99.5%（現
年分99.7％、滞納繰越分58.2％）と当初設定した目標を達成する見込みです。
・601,472千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ａ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・「市税収入確保対策本部会議」を開催し、具体的な施策を定め、収
入確保に取り組んだ結果、成果指標である「市税収入率」について、令
和４（2022）年度は当初設定した４年間の到達目標を達成するとと
もに、令和５（2023）年度は99.5％と目標を達成する見込みであり、
財政効果の面で大きく貢献することができたため。
・583,886千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、
601,472千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映するこ
とができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、市税収入率の維持・向上を図る必要があることから、各年度、「市税収入
確保対策本部会議」を開催し、市税滞納整理方針により収入率の目標を定め、毎年
度の状況に応じて、電話や文書による催告や差押え等の滞納処分などの施策を重点
的に実施し、より一層の市税収入確保に向けた取組を推進していきます。

-292-



　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（４）財源確保策の強化 ２・市税以外の債権における収入未済額の縮減 財政局

現　状
【課題認識】

・全ての市の債権（市税を除く。）について、平成29（2017）年度末に136億円であった収入未済額を令和２（2020）年度末ま
でに111億円へ縮減する取組目標を設定し、「川崎市債権対策基本方針」に沿った取組を推進した結果、収入未済額は約104億円
となり、32億円程度縮減することができました。
・これまでの取組により収入未済額の縮減が進みましたが、更なる縮減を図るため、取組を強化する必要があります。
・学校給食費の公会計化（令和３（2021）年度）に対応した債権対策を推進していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・市民負担の公平性の確保と円滑な財政運営に資するために、「川崎市債権管理条例」に基づいた適正な債権管理と滞納整理を推
進するとともに、「川崎市債権対策本部会議」をはじめとする債権対策の推進体制による滞納債権対策の充実・強化を図ります。
・「川崎市債権対策基本方針」に基づき債権管理の適正化を推進するとともに、初期未納対策の強化や長期滞納者に対する滞納処
分等の実施などの滞納債権の収納対策を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

●各年度、「川崎市債権対策本部会議」等を開催し、全庁的な連携強化、情報の共有を図るとともに、主な取組として次の施策等を
実施することによる、債権管理の適正化の推進及び滞納債権の収納対策の推進
【R04（2022）〜R07（2025）】
・債権の特性に合わせた滞納対策（債権管理・滞納整理に係る実務支援及び研修の実施）
・各債権所管課で実施する滞納発生の未然防止（口座振替拡充等）、強制執行等裁判手続の活用による徴収強化、徴収停止に
よる回収見込みのない債権の整理、徴収不能債権の放棄（適正な債権管理）等の取組への積極的な支援、指導、その他総合調整
【R04（2022）】
・強化債権に学校給食費を追加
・準強化債権の指定による機動的な対応の開始

81203070 債権対策推進事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・全ての市の債権（市税を除く。）における収入未済額（総額）について、83億円以下を達成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

●各年度、「川崎市債権対策本部会議」等を開催し、全庁的な連携強化、情報の共有を図るとともに、主な取組として次の施策等を
実施することによる、債権管理の適正化の推進及び滞納債権の収納対策の推進
【R04（2022）〜R07（2025）】
・債権の特性に合わせた滞納対策（債権管理・滞納整理に係る実務支援及び研修の実施）
・各債権所管課で実施する滞納発生の未然防止（口座振替拡充等）、強制執行等裁判手続の活用による徴収強化、徴収停止に
よる回収見込みのない債権の整理、徴収不能債権の放棄（適正な債権管理）等の取組への積極的な支援、指導、その他総合調整
・強化債権の取組に行動量目標を設定し、進捗を管理
【R04（2022）】
・強化債権に学校給食費を追加
・準強化債権の指定による機動的な対応の開始
【R05（2023）】
・準強化債権の指定による機動的な対応

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・全庁的な連携強化、情報の共有を図るため、「債権対策本部会議」等の会議を開催しました。
・催告、滞納処分等に係る実務支援や、各局区債権所管課の職員を対象とした研修を年５回行いました。
・国税徴収法の例により滞納処分をすることができない非強制徴収債権の所管部署を対象に、強制執行等裁判手続及び徴収停止に
ついての指導や助言等を行い、徴収強化と適正な債権管理を推進しました。
・強化債権の取組として、各債権の特性を踏まえ、電話催告や文書催告などの行動量目標を設定し、「債権対策本部会議」等の場を
通じて進捗を管理しました。
・令和５（2023）年１月に児童手当返還金及び児童扶養手当返還金を準強化債権に指定し、債権管理課が積極的な支援を行
い、納付相談時の対応や催告の手法等を改善することにより、債権回収の促進と債権管理の適正化を進め、所管課で自立的に取り組
める体制が整ったため、令和６（2024）年３月に指定を解除しました。
【R04（2022）】
・令和３（2021）年度の公会計化に伴い、市が管理する債権となった学校給食費について、債権管理の適正化をより一層図り、債
権対策を強化するため、強化債権（※）に追加しました。

※強化債権は国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育所運営費負担金、ごみ処理手数料、国民健康保険
給付費返還金、生活保護費返還金、住宅使用料、生活資金貸付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金、入院・外来自己負担金、
学校給食費の12債権です。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

全ての市の債権（市税を除く。）の収入未済額（総
額）

カネ
目標 92以下 89以下 86以下 83以下

億円
説明 全ての市の債権（市税を除く。）について、調定額から収入額及び

不納欠損額を差し引いた収入未済額 実績 96 93 89
（見込）

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「川崎市債権対策本部会議」等を開催し、全庁的な連携強化、情報の共有を図るとともに、債権管理の適正化の推進及び滞納債
権の収納対策の推進を行った結果、成果指標である「全ての市の債権（市税を除く。）の収入未済額」について、令和３（2021）
年度の9,649,362千円から、令和４（2022）年度は9,281,734千円、令和５（2023）年度は8,940,386千円（見込）とな
り、収入率は上がったものの調定増などの影響が大きく、令和４（2022）年度・令和５（2023）年度ともに目標達成できない見込
みです。強化債権の取組と行動量目標の見直しを図るなど、成果に結びつけるため、より効果的なものに改善する必要があります。
・強化債権について、債権対策の強化を図り、行動量目標の達成に向けて取り組んだ結果、強化債権の収入未済額は、令和３
（2021）年度の7,498,692千円から、令和４（2022）年度は7,181,585千円、令和５（2023）年度は6,913,564千円
（見込）まで縮減する見込みです。
・239,074千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、250,745千円の財政効果を令和６（2024）年度予算にそれぞれ
反映しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標である「全ての市の債権（市税を除く。）の収入未済額」につ
いては、収納対策の推進を行った結果、令和３（2021）年度比で約
７億円の縮減見込であるものの、令和４（2022）年度・令和５
（2023）年度ともに目標達成できない見込みであることから、強化債
権の取組と行動量目標の見直しを図るなど、より効果的なものに改善す
る必要があるため。
・239,074千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、
250,745千円の財政効果を令和６（2024）年度予算にそれぞれ反
映することができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・今後は更なる収入未済額の縮減に向け、強化債権の取組と行動量目標の見直しを
図るなど、成果に結びつけるため、効果的なものに改善します。
・「川崎市債権対策本部会議」等を通じて、更なる全庁的な連携強化、情報の共有を
図るとともに、「債権の特性に合わせた滞納対策」、「準強化債権の指定」等の取組を
継続します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・資金調達の多様化、投資家層の拡大を継続するため、外貨建て国内債やグリーンボンドなど新たな資金調達手法を取り入れることによ
る、より一層の安定的な資金調達
・長期的なキャッシュフローの悪化の現状等を踏まえた、事業所管課による資金計画入力の徹底などの庁内周知
・売り現先取引を前提とした債券の取得など新たな運用手法を取り入れることなどによる、より効果的な資金運用
【R04（2022）・R05（2023）】
・売り現先取引を前提とした債券の取得
・グリーンボンドの発行
【R05（2023）】
・総務省におけるグリーンボンドの共同発行への参画

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・売り現先取引を前提とした債券を取得することで、４年間の運用益累計額６億円を達成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・先行き不透明な市場環境の中、中長期的な視点で引き続き、新たな資金調達手法の導入等による資金調達の多様化、投資家層
の拡大などを図り、より一層安定的かつ効果的な資金調達に取り組んでいきます。
・資金運用においては、市場金利の低位安定に加え、一般会計の収支不足により、減債基金から一般会計への借入額が増加したた
め、基金運用における債券取得額が減少するなど、基金運用利回りは低下傾向にあります。こうした中でも、より効率的な運用に向け
て、売り現先取引を前提とした債券の取得等に取り組んでいきます。
※売り現先取引︓保有債券を買い戻し特約付きで金融機関に売却することで短期的な資金調達を行う方法

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・資金調達の多様化、投資家層の拡大を継続するため、外貨建て国内債やグリーンボンドなど新たな資金調達手法を取り入れることによ
る、より一層の安定的な資金調達
・長期的なキャッシュフローの悪化の現状等を踏まえた、事業所管課による資金計画入力の徹底などの庁内周知
・売り現先取引を前提とした債券の取得など新たな運用手法を取り入れることなどによる、より効果的な資金運用
【R04（2022）・R05（2023）】
・売り現先取引を前提とした債券の取得

81104030　81104040　81104050 資金管理事務　公債管理事務　総合的金融対策事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（４）財源確保策の強化 ３・戦略的な資金調達と資金運用の推進 財政局

現　状
【課題認識】

・現在の地方債市場は、安定的に資金調達が実現できる環境となっていますが、中長期的にみれば、先行きは不透明であり、資金調達
の多様化、投資家層の拡大など、継続して安定的な資金調達の取組が求められます。
・資金運用については、年々利回りが低下していることに伴い、資金運用により得られる収益が減少傾向にあります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 0 2 5
（見込）

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

売り現先取引を前提とした債券の運用益（累計）

カネ

目標 1 2 4 6

億円

説明
新たな運用手法で得られる運用益（令和３（2021）年度〜令
和７（2025）年度の累計額）の推移を見ることで、運用による
財政効果を測るもの

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・投資家ニーズの強いグリーンボンドなど、新たな資金調達手法を取り入れ、金利変動が大きく需給が軟調であった厳しい市場環境の状
況下においても、安定的に資金調達を行いました。
・事業所管課に対し資金計画入力の徹底などを周知することにより、市全体の資金収支を適切に把握し、安定的な資金管理を行いま
した。
・売り現先取引を前提とした債券の取得など新たな運用手法を取り入れました。市場環境などを考慮して債券銘柄を選択したため、活
動指標である「売り現先取引を前提とした債券の取得額」につきましては目標達成に至りませんでしたが、市場環境を踏まえて柔軟に対
応し、確実かつ効率的な基金運用を行いました。
【R05（2023）】
・令和３（2021）年度より発行している機関投資家向けグリーンボンドに加え、新たに個人向けグリーンボンドを発行しました。また、総
務省におけるグリーンボンドの共同発行に参画しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

億円
説明 売り現先取引を前提とした債券の保有額など（累計） 実績 301 364 429

（見込）

400

2
売り現先取引を前提とした債券の取得額（累計） 目標 400 500 500 500

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

500 600
億円

説明 外貨建て国内債やグリーンボンド等の新たな資金調達手法による債券の累計
発行額 実績 262 362 487

（見込）

外貨建て国内債やグリーンボンド等の新たな資金調達手法による
発行額（累計） 目標 300
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、外貨建て国内債やグリーンボンド等の新たな資金調達手法のほか、売り現
先取引を前提とした債券の取得など、市場環境を踏まえながら、より一層安定的かつ効
果的な資金調達や効果的な資金運用などを実施します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・売り現先取引を前提とした債券を取得したことにより、効果的な資金運
用を実施したことと共に、令和３（2021）年度から累計で約５億円
（見込）の運用益を確保することができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ ○

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・売り現先取引を前提とした債券を取得したことにより、令和３（2021）年度から累計で約５億円（見込）の運用益を確保し、
194,100千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、278,300千円の財源効果を令和６（2024）年度予算にそれぞれ反
映しました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・市全体の資金収支を適切に把握することなどによる安定的な資金管理を行った結果、資金不足による支払い不能などが生じることな
く、確実な支出を行うことができました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市民に対して、税務広報ポスターや市税のしおり、財政読本等を活用し、税の使い道等を分かりやすく伝えるなど広報等の取組の推進
・寄附金の使い道の見える化など寄附者の共感を得る取組の推進
・クラウドファンディングなど新たな寄附制度の活用
・国に対して、ふるさと納税による市税の減収に対する財政措置のほか、特例控除額に定額の上限を設けること、ワンストップ特例制度に
よる所得税控除相当額の補填措置等を要請
・ふるさと納税による返礼品を通じた、本市の特色や特産品のＰＲ及び市内経済の活性化と税収増につなげる取組の推進
・民間活力を活用したふるさと納税業務の効率化
【R04（2022）】
・クラウドファンディングなど新たな寄附制度の構築
・ふるさと納税特設サイトを開設し、市内返礼品事業者の思いや返礼品の紹介、寄附金の使い道など川崎市をＰＲする取組を実施
【R05（2023）】
・クラウドファンディングを活用した事業の実施（橘樹官衙遺跡群関連プロジェクト、登戸土地区画整理事業関連プロジェクト）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（ふるさと納税受付サイトビュー数（単年度））について、ポータルサイト
追加や特設サイト開設を踏まえ、ポータルサイト追加後の令和３（2021）年度実績値や特設サイト開設による
増分を考慮した数を基準値として、令和４（2022）年度以降の目標値を上方修正します。

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・寄附者の応援したい思いに応えていくため、新たな寄附制度を活用するとともに、ふるさと納税による返礼品を通じたシティプロモーション
活動や市内経済活性化と税収増に向けた取組の推進による、ふるさと納税受付サイトビュー数及び寄附受付件数の増

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・「川崎市ふるさと納税推進本部会議」の下、各局区が持つ様々なネットワークを活用し、市内の様々な団体や企業と連携するとともに、
委託事業者も活用して返礼品の発掘・開発を進め、シティプロモーション活動と市内経済活性化につなげ、財源確保を図ります。
・ふるさと納税による市税の減収を抑制するため、主に次の２つの方向性で取り組みます。
（１）国に対して、ふるさと納税制度の見直しを要請していきます。
（２）市民に対して、市税の意義や使途を分かりやすく伝えていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市民に対して、税務広報ポスターや市税のしおり、財政読本等を活用し、税の使い道等を分かりやすく伝えるなど広報等の取組の推進
・寄附金の使い道の見える化など寄附者の共感を得る取組の推進
・クラウドファンディングなど新たな寄附制度の活用
・国に対して、ふるさと納税による市税の減収に対する財政措置のほか、特例控除額に定額の上限を設けること、ワンストップ特例制度に
よる所得税控除相当額の補填措置等を要請
・ふるさと納税による返礼品を通じた、本市の特色や特産品のＰＲ及び市内経済の活性化と税収増につなげる取組の推進
・民間活力を活用したふるさと納税業務の効率化
【R04（2022）】
・クラウドファンディングなど新たな寄附制度の構築

81104025 ふるさと納税推進事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（４）財源確保策の強化 ４・ふるさと納税制度の取組の推進 財政局

現　状
【課題認識】

・返礼品を目的とした寄附の増加により、ふるさと納税による市税の減収額は年々拡大し、令和３年（2021）度当初課税時点では
82億円に上り、財政運営に深刻な影響を与えています。
・令和元（2019）年度より、民間ポータルサイトを活用したふるさと納税業務を行い、返礼品を通じて、本市魅力の幅広い認知の促進
や、本市への愛着・誇り（シビックプライド）の醸成を図るシティプロモーション活動と市内経済活性化の取組を進めました。
・今後も、各局区が持つネットワークを活用しながら、各種団体と連携し返礼品の開発・充実に取り組むとともに、寄附者の共感を得るた
めの取組を進める必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 件
説明 年度ごとの寄附件数の推移をみることで、市への財政効果につなが

る取組効果を測るもの ※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 16,155 24,743 41,161

ふるさと納税による寄附受付件数（単年度）
カネ

目標 10,000

実績 376,746 567,133 613,787

14,000 48,000
(20,000)

56,000
(29,000)

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

ふるさと納税受付サイトビュー数（単年度）

情報

目標 549,000
(215,000)

604,000
(237,000)

665,000
(261,000)

731,000
(287,000)

回

説明
年度ごとのサイトビュー回数（アクセス回数）の推移をみることで、
川崎市の注目度（ＰＲ結果）を測るもの
※括弧書きの目標値は変更前の数値

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・市民に対して、税務広報ポスターや市税のしおり、財政読本等を活用し、税の使い道等を分かりやすく伝えるなど広報等の取組を推進
しました。
・委託事業者を活用しながら、個別訪問の実施、各局区の持つネットワークの活用、市内の大手企業を含めた様々な団体や企業との連
携などにより、魅力ある返礼品の充実の取組を推進しました。
・国に対して、特例控除額に定額の上限を設けること、ワンストップ特例制度による所得税控除相当額の補填措置等を要請しました。
【R04（2022）】
・本市初のふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディング（夢見ヶ崎動物公園プロジェクト︓目標額1,000千円、市制100周
年に向けた白黒写真カラー化プロジェクト︓目標額1,000千円）を実施し、新たな寄附制度の構築を行いました。
・寄附者の拡大に向け、事業者の紹介や返礼品の紹介、寄附金の使い道の報告を行う特設サイトの開設を行い、ふるさと納税制度を
通じて、本市の特色や特産品のＰＲ及び市内経済の活性化と税収増につなげる取組を推進しました。
・寄附金受領証明書の発行やワンストップ特例受付事務について委託化を行い、ふるさと納税業務の効率化を進めました。
【R05（2023）】
・ふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディング（橘樹官衙遺跡群関連プロジェクト︓目標額1,000千円、登戸土地区画整理
事業関連プロジェクト︓目標額5,000千円）を実施しました。
・寄附者の利便性の向上に向け、令和５（2023）年９月よりオンラインによるワンストップ特例申請を導入しました。
・更なる寄附受入額の拡大に向け、現在３つ導入しているポータルサイトの拡充について検討するとともに、サイト運営事業者等との調整
を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（ふるさと納税による寄附受付件数（単年度））について、令和５
（2023）年度実績値を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・ふるさと納税による寄附受付件数について、計画策定当初は、令和２（2020）年度実績を基準に寄附受付
件数を約1.39倍ずつ増加することとしていましたが、ポータルサイト追加等により当初想定していなかった寄附件数
増となったため、直近の全国的傾向を踏まえ、目標値を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・ふるさと納税制度は返礼品を目的としたものとなっており、制度の見直しを要望していま
すが、ふるさと納税制度の活用により、市内の魅力ある資源を発掘・再確認し、それらの
魅力を市内外へ発信することを通じて、本市を応援してくれる方を増やす取組を継続し
ます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・各種広報を通じたふるさと納税を活用したシティプロモーション活動によ
り、成果指標である「サイトビュー数」や「寄附件数」について２年連続で
目標を達成することができたため。また、寄附額として、令和４（2022）
年度に630,089千円、令和５（2023）年度に1,605,705千円
（見込）の歳入を得ることができたため。
・令和４（2022）年度にふるさと納税業務の委託による効率化を進
め、年間約534時間の削減効果を得ることができたため。

○ 情報 ○ 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・税務広報ポスターや市税のしおりなどの広報の取組のほか、返礼品の拡充などにより、成果指標である「ふるさと納税による寄附受付件
数（単年度）」について、令和４（2022）年度は24,743件となり、令和３（2021）年度の16,155件に比較して8,588件増加
し、目標を達成しました。また、令和５（2023）年度は、41,161件となり、令和４（2022）年度に比較して16,418件増加し、目
標を達成しました。
・寄附額について、令和４（2022）年度は個別寄附を含む全体額としては、大口寄附の減により令和３（2021）年度の
926,317千円を296,228千円下回る630,089千円となりましたが、ふるさと納税を活用したクラウドファンディングの実施や返礼品提供
により、ポータルサイトを活用した寄附額は、令和３（2021）年度の351,389千円を236,515千円上回る587,904千円となりまし
た。令和５（2023）年度は個別寄附を含む全体額としては、大口寄附の増とポータルサイトを活用した寄附の増により令和４
（2022）年度の630,089千円を975,616千円上回る1,605,705千円となる見込みです。また、ポータルサイトを活用した寄附額
は、令和４（2022）年度の587,904千円を279,237千円上回る867,141千円となる見込みです。
・クラウドファンディングの取組状況（寄附額（R05は見込、ポータルサイト外の寄附含む））は以下のとおりとなりました。
（R04）夢見ヶ崎動物公園プロジェクト︓5,987千円、市制100周年に向けた白黒写真カラー化プロジェクト︓1,005千円
（R05）橘樹官衙遺跡群関連プロジェクト︓1,781千円、登戸土地区画整理事業関連プロジェクト︓1,133千円

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ふるさと納税の広報について、事業者紹介や返礼品紹介、寄附金の使い道を広報する特設サイトの開設や返礼品事業者となっている
スポーツチームを活用したインターネット広告等を行った結果、ふるさと納税の取組に対する市への注目度が高まり、成果指標である「ふる
さと納税受付サイトビュー数（単年度）」について、令和３（2021）年度の376,746件から、令和４（2022）年度は567,133
件、令和５（2023）年度は613,787件と、２年連続で目標を上回りました。

【時間の効果】
（R04（2022））
・寄附金受領証明書の発行やワンストップ特例受付事務について委託化を行い、ふるさと納税業務の効率化を行った結果、年間約
534時間の削減効果を得ました。これにより、新たな返礼品の開発、クラウドファンディングの導入、寄附メニューの追加等を行うための時
間が確保できました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・税制度の活用に向けて関係局や外部有識者からの意見等を踏まえた調査・検討を行い、可能なものから実施
・税制度に関する基本的な知識や税源涵養の視点等を関係局に対して積極的に提示
【R04（2022）】
・脱炭素戦略の推進に向けた固定資産税（償却資産）の減免措置の開始
【R05（2023）】
・事業所税に係る見直し後の減免規定の適用の開始

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・税制度に関する基本的な知識や税源涵養の視点等を関係局に対して積極的に示すことなどを通じた税財源の着実な確保や施策の
推進に向けた税制度の活用

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・税財源の着実な確保や、本市における社会的課題の解決、本市独自の施策推進のため、関係局等と調整を行いながら、税源涵養の
観点も踏まえた上で、税制度活用に向けた調査・検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

●脱炭素戦略や産業政策などに対する税制度の活用策について、関係局や外部有識者からの意見聴取及び整理を行うことにより、以
下の実施に向けた取組を推進
【R04（2022）〜R07（2025）】
・税制度の活用に向けた調査・検討を行い、可能なものから実施
【R04（2022）】
・脱炭素戦略の推進に向けた固定資産税（償却資産）の減免措置の開始

81203010 税務管理調整業務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（４）財源確保策の強化 ５・税財源の着実な確保及び施策推進のための税制度活用に向けた取組の推進 財政局

現　状
【課題認識】

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による景気の落ち込みや、ふるさと納税による市税の減収などにより本市財政が厳しい状
況にある中で、各種行政課題への対応や本市施策の推進を着実に行う必要があることから、「川崎市税制に関する研究会」を設置し、
税制度の活用について研究を行っており、更なる財源確保や政策課題の解決の推進を図るため、税制度の活用に向けた取組を着実に
進める必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・税制度の活用に向けて、関係局や川崎市税制に関する研究会を通じた外部有識者からの意見等を踏まえた調査・検討を進めまし
た。
・税務部局が保有する情報について、守秘義務の観点を踏まえた上で、可能な範囲で関係局等へ提供すること及び税制度の基本的知
識、税収見込の算定手法等を関係局等へ提示することについて、令和４（2022）年度では経済労働局等へ研修（10月）や勉強
会（11月）を実施し、令和５（2023）年度では主に６月から７月にかけて総務企画局、まちづくり局、臨海部国際戦略本部等へ
勉強会等を実施しました。
・「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」の取組の一環として、電動車の普及に向けた水素ステーション及び充電設備の設置促進を税制
面から支援するため、取得後一定期間の固定資産税（償却資産）の税額をゼロとする減免措置を実施しました。
【R04（2022）】
・事業所税に係る見直し後の減免規定の適用に向けて、見直し内容を記載したチラシの個別送付や本市ウェブサイトへの掲載などにより
事業者への周知を実施しました。
【R05（2023）】
・事業所税に係る見直し後の減免規定の適用を開始しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

2

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2 3
件

説明 税財源の確保や施策の推進に寄与する税制度の活用事例数（累計） 実績 0 1 2

税財源の着実な確保や本市施策の推進に寄与する税制度の活
用件数（累計） 目標 1
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・税財源の着実な確保や、本市における社会的課題の解決、本市独自の施策推進の
ため、引き続き税制度活用に向けて関係局や外部有識者の意見等を踏まえた調査・
検討を行い、可能なものから実施します。
・引き続き税務部局が保有する情報を可能な範囲で関係局等へ提供すること等によ
り、税源涵養の取組を促進します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・事業所税に係る見直し後の減免規定の適用を開始することにより、５
者の減免対象が減少し、社会情勢への変化への対応や、本市施策との
整合等が図られたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ ○

区分選択の理由

【カネ・その他の効果】
（R05（2023））
・事業所税に係る減免規定を見直すことにより、令和５（2023）年度では５者の減免対象が減少し、社会情勢への変化への対応
や、物流施設の立地誘導の観点から総合計画第３期実施計画における製造業集積に向けた工業用地の確保、臨海部ビジョンにおけ
る土地利用転換・物流施設の集積など本市施策との整合等が図られました。また、結果として税財源の着実な確保につながりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（４）財源確保策の強化 ６・一層の国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の収入確保 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・国民健康保険料の収納対策のノウハウを横展開し、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の３保険料（以下
「３保険料」という。）の収納対策を一体的に行うことで、着実に収入率が向上し、令和２（2020）年度決算の合計収入率は、全
政令指定都市の中で、国民健康保険料が第５位、後期高齢者医療保険料が第３位、介護保険料が第４位となっています。
・各制度を安定的に運営するためには、各保険料収入の確保が重要であり、更なる収納対策の推進が必要となります。
・また、収納対策を推進するために、人材育成や事務の効率化を図る必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・今後、被保険者の高齢化が進み各保険制度における給付費が増加することが見込まれ、一人当たりの保険料負担額についても、増
大していくことが想定されることから、収入率向上のため、更なる取組強化を図っていきます。
・３保険料の収入確保に向けた取組強化に向け、より効率的・効果的な手法について、検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・民間委託業者を活用した初期未納対策の実施
・滞納処分を中心とした収納対策の実施
・業務の高度化・困難化に対応した人材の育成
・より効率的・効果的な収納対策の推進に向けた検討

10501020
10501030
10402040

国民健康保険料等収納業務
後期高齢者医療事業

介護保険事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・３保険料すべての収入率及び収入未済額の目標達成
・各保険料収入率（現年度分+滞納繰越分）の全政令指定都市３位以内の達成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・委託業者による初期未納電話催告、ＳＭＳによる催告、訪問徴収及び口座振替勧奨
・継続債権（給与など）を中心とした滞納処分の早期着手
・初任者の早期育成（研修及びＯＪＴ）による現年収納対策
・収納指導担当及び滞納整理指導員による実務支援
・担当課長を対象としたマネジメント研修の実施による組織力の強化
・月間・年間スケジュールの作成による滞納整理実務の効率化
・口座振替率向上に向けた取組の推進
・不現住調査の徹底による資格適正化の推進
【R04（2022）】
・国民健康保険料口座振替拡充ＷＧによる口座振替率向上に向けた取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

-305-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

千円
説明 収入未済額＝調定額－収入額－不納欠損額 実績 221,137 194,952 185,782

12
介護保険料収入未済額

カネ
目標 251,663 248,911 253,209 252,132

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 98.84 99.01 99.11

11
介護保険料収入率（現年度分+滞納繰越分）

カネ
目標 98.78 98.81 98.90 98.91

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 37.44 40.87 40.59

10
介護保険料収入率（滞納繰越分）

カネ
目標 35.15 35.25 35.35 35.45

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 99.55 99.58 99.61

9
介護保険料収入率（現年度分）

カネ
目標 99.47 99.48 99.49 99.50

千円
説明 収入未済額＝調定額－収入額－不納欠損額 実績 84,586 89,690 85,422

8
後期高齢者医療保険料収入未済額

カネ
目標 77,848 79,074 80,917 81,478

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 99.34 99.34 99.39

7
後期高齢者医療保険料収入率（現年度分+滞納繰越分）

カネ
目標 99.44 99.45 99.47 99.48

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 51.02 53.47 54.25

6
後期高齢者医療保険料収入率（滞納繰越分）

カネ
目標 60.62 60.63 60.64 60.65

カネ
目標 99.63 99.64 99.65 99.66

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 99.62 99.59 99.64

千円
説明 収入未済額＝調定額－収入額－不納欠損額 実績 2,851,616 2,760,552 2,603,320

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 90.04 90.35 90.91

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
66,000以上 64,000以上

件
説明 年度末時点における電話催告を行った件数（単年度） 実績 76,097 83,980 87,956

電話催告件数（３保険料合計）（単年度） 目標 70,000以上 68,000以上

2
滞納処分件数（３保険料合計）（単年度） 目標 5,700以上 5,600以上 5,400以上 5,200以上

1

件
説明 年度末時点における滞納処分を行った件数（単年度） 実績 8,421 8,979 9,225

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績
目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・収納担当課長・係長会議や収入率向上対策委員会を通じ、収入率向上に向けた手法や情報の共有化を図りました。また、担当課
長を対象とした研修の実施によるマネジメント強化や進捗管理の徹底による効率的な滞納整理を実施し、必要に応じて実務支援を行っ
た結果、継続債権を中心とした滞納処分の実施と収納職員の育成をすることができました。
・民間委託事業者と連携し、訪問（不現住調査を含む）・架電（ＳＭＳ架電を含む）による催告を行うとともに、口座振替の勧奨等
の初期未納対策を行いました。
・現年度収納対策を強化するために、初期未納者に対する徹底した電話催告や、未納が継続する滞納者に対する財産調査を早期に
行い滞納処分を実施しました。
【R04（2022）】
・国民健康保険料口座振替率向上のため、関係部署とＷＧを立ち上げ、民間委託事業者（訪問）や各区・支所窓口において口座
振替を勧奨するチラシを作成・配布する等の取組を行いました。
【R05（2023）】
・コロナ禍以前に実施していた差押動産のインターネット公売を再開しました（１件）。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
国民健康保険料収入率（現年度分）

カネ
目標 95.05 95.10 95.15 95.20

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 95.09 94.95 95.20

43.27 43.28 43.29
％

説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 41.00 41.89 44.48
国民健康保険料収入率（滞納繰越分）

カネ
目標 43.26

R05年度 R06年度 R07年度

2

3
国民健康保険料収入率（現年度分+滞納繰越分）

カネ
目標 90.64 90.89 91.00 91.14

4
国民健康保険料収入未済額

カネ
目標 2,638,052 2,575,458 2,522,232 2,491,034

5
後期高齢者医療保険料収入率（現年度分）

単位

1
説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績
目標

※

令
和
５
年
度
の
実
績
値
は
見
込
値

-306-



　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・国民健康保険料は被保険者数が減少し、後期高齢者医療保険料及び介護保険料は被保険者数の増加に伴い、現年度分調定
額はそれぞれ増減しておりますが、現年度分の収納対策を強化したことにより、成果目標である現年度分収入率はすべての保険料で達
成することができました。
・成果指標は一部目標に達していないものについては、前年度より改善もしくは維持しているため、全体としては改善傾向にあります。
・令和５（2023）、令和６（2024）年度予算に財政効果を次のとおりそれぞれ反映したことにより、各保険料料率の抑制等にも寄
与し、国民健康保険料におきましては、一般会計からの決算補填目的の法定外繰入金の縮減に寄与しました。
　＜国民健康保険料＞R05（2023）62,594千円（改善）、R06（2024）53,226千円（改善）
　＜後期高齢者医療保険料＞R05（2023）△1,226千円（悪化）、R06（2024）△1,843千円（悪化）
　＜介護保険料＞R05（2023）2,752千円（改善）、R06（2024）△4,298千円（悪化）

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料ともに、全体
としては改善傾向にあり、保険料率上昇の抑制に貢献しているため。国
民健康保険料は一般会計からの決算補填目的の法定外繰入金の抑
制等にも寄与しており、おおむね事務事業等に貢献できているが、一部の
成果指標が未達成のため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・更なる滞納債権に係る収入確保の強化と、不納欠損額の縮減を進め、各特別会計
の財政の健全化を着実に進めます。
・一元化した滞納整理システムを円滑に運用し、引き続き滞納処分を中心とした３保
険料の効率的かつ効果的な収納対策を推進します。
・滞納整理のスキル向上とノウハウ継承を図るための研修等を通じた人材育成の強化を
図ります。
・初期未納者への電話催告や訪問徴収、口座振替の勧奨など、民間活用を推進しま
す。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・オンライン資格確認におけるレセプト振替の効果的な運用による債権発生防止
・被保険者証回収の取組（返却勧奨等）及び国保システムへの回収情報入力による債権発生防止
・適切な債権管理の実行（適切な徴収停止と債権回収による両輪の滞納整理を推進）
・不当利得返還請求事務推進員を活用した保険者間調整の推進及び電話等の催告強化
・滞納整理システムを活用した効率的な催告の実施（特に滞納整理ＥＸを活用した対象の抽出・絞り込みの強化）
・催告に応じない滞納者に対する法的措置実施の検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・すべての収入率及び収入未済額の目標達成
・収入率（現年度分+滞納繰越分）の全政令指定都市３位以内の達成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・国民健康保険事業を安定的に運営するため、適切に債権を管理するとともに、国民健康保険料等の収納対策と連携し、引き続き収
納対策を強化します。
・マイナンバーカードと一体になった保険証を活用したオンライン資格確認により、最新の保険証の資格状況の把握ができ、かつ、本来資
格のない保険者へ請求された診療報酬について、正しい保険者への請求に振替することにより、新規債権の発生を抑制します。
・保険者間調整の推進を図り、早期未納対策に取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新たな債権を発生させないためのオンライン資格確認によるレセプト振替や資格喪失後の被保険証の返却勧奨の取組の推進
・適正な債権管理の実行
・保険者間調整の取組強化
・催告の強化及び法的措置を見据えた取組の実施
・他債権と連携した収納対策の検討

10501010 国民健康保険事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（４）財源確保策の強化 ７・国民健康保険給付費返還金の収入確保 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・川崎市債権管理条例等に基づき、債権確保を進める中で、令和２（2020）年度から健康福祉局収納管理課内に債権管理担当
を設置するとともに、各区に医療費適正化事務推進再任用短時間勤務職員を１名ずつ配置し、各区役所保険年金課収納係におい
て収納対策を行うようにし、さらには、国民健康保険料等と同様の債権管理が可能なシステムを構築するなど、収納強化に向け、体制
整備や手法の見直し等を行ってきました。
・こうした取組を通じ、収納対策を強化した結果、令和２（2020）年度決算の合計収入率が、全政令指定都市中、第４位となりま
したが、引き続き、収入率の維持・向上を図っていく必要があります。
・また、国民健康保険給付費返還金については、非強制徴収公債権であり、自力執行権がないことから、新たな債権の発生抑制と裁
判所による法的措置を見据えた債権回収に取組む必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

千円
説明 収入未済額＝調定額－収入額－不納欠損額 実績 92,973 82,889 72,884

（見込）

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 53.30 62.26 59.15

（見込）

実績

目標

単位

1
説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

3
収入率（現年度分+滞納繰越分）

カネ
目標 65.46 66.31 66.74 66.97

4
収入未済額

カネ
目標 68,103 63,998 62,137 61,227

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％) 実績 37.29 45.46 46.26

（見込）

収入率（滞納繰越分）
カネ

目標 48.38

実績 66.76 72.41 68.38
（見込）

48.39 48.40 48.41

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
収入率（現年度分）

カネ
目標 74.81 74.91 75.01 75.10

％
説明 収入率＝収入金額／調定金額×100(％)

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・資格喪失後の被保険者証回収の徹底及び被保険者証回収情報のシステム登録を行うとともに、オンライン資格確認システムの効率
的な運用により、レセプト振替えを効果的に実施し、新規債権の発生を防止しました。
・所在不明（国外転出を含む）、本人死亡等、適切に徴収停止を行うことにより、回収見込のある債権を選定し、滞納整理を実施し
ました。また、破産者については納付折衝時の聞き取りのほか、官報により適時・的確に把握し処理しました。
・収入未済額縮減のため、代理受領方式の保険者間調整を中心に不当利得推進員による勧奨を実施しました。内容としては、全国
健康保険協会各支部及び一般の保険者組合等における保険者間調整の可能性が見込めるものをリスト化して各区へ配信し、各管区
にて保険者間調整勧奨を実施しました。また電話等の催告強化を目的とし、督促状の指定期日を経過した滞納者に対して毎月追いか
け架電催告を実施しました。
・滞納整理システムを活用し催告対象者を抽出することで、効率的かつ効果的な催告を適宜実施しました。
・催告や折衝時における国民健康保険給付費返還金滞納整理に関する業務知識深化の必要性から、折衝・説明能力向上を目的と
して、初任者研修を実施しました。
【R05（2023）】
・管区と協働で臨場催告を５回実施（内３回は３保険料滞納と合わせた臨場催告）しました。
・収納管理課担当係長による管区でのＯＪＴを29回実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

件
説明 年度末時点における文書催告を行った件数（単年度） 実績 2,630 3,193 3,348

4,400
以上

2
文書催告件数（単年度） 目標 3,600

以上
3,400
以上

3,200
以上

3,000
以上

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
4,200
以上

4,000
以上

件
説明 年度末時点における電話催告を行った件数（単年度） 実績 3,259 4,486 4,449

電話催告件数（単年度） 目標 4,600
以上
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和５（2023）年度の目標達成までには至らなかったものの、未済額縮減に継続
して実績が現れていることから取組内容の方向性は正しいため、収入未済額の縮減等
に向けた取組を継続します。今後も継続的に折衝・催告に関する技術向上や催告対
象を適時的確に把握するためのシステム操作などのＯＪＴを実施します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・収入未済額が縮減したことから、債権対策の効果は財政効果として着
実に現れていますが、各収入率及び収入未済額の目標が未達だったた
め。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・活動実績の内容を実施したことにより、成果指標である「収入未済額」は対前年比で改善しましたが、「各収入率」と同様に令和５
（2023）年度の目標を達成できませんでした。要因としては、令和４（2022）年秋の社会保険の適用拡大に伴い、国民健康保険
の資格喪失後受診等が増加し調定が増加、また、令和５（2023）年は年金事務所の事業所等に対する厚生年金・健康保険の加
入指導による社会保険５年遡及加入案件が全市的に発生し資格喪失後受診が発生したことから調定が増加しました。これらの調定
増加に対して新旧保険者間で医療費の調整を行う保険者間調整を進めていますが、保険者間調整には開始から少なくとも半年以上
の時間がかかるため、収入として入金されていない案件があることが要因と捉えています。その結果、収入未済額に影響が出ましたが、令
和６年度中に保険者間調整が完結して収入として入金されることから解消される予定です。
・4,105千円の財政効果（改善）を令和５（2023）年度予算に反映しました。
・1,861千円の財政効果（改善）を令和６（2024）年度予算に反映しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（４）財源確保策の強化 ８・一層の保育料収入確保に向けた取組強化 こども未来局

現　状
【課題認識】

・保育料の収入率については、オンライン手続や電話催告、納付面談等の収納対策に取り組んだことにより、平成30（2018）年度の
98.87％（現年度分︓99.59％、滞納繰越分︓34.95％）から、令和２（2020）年度については、98.92％（現年度分︓
99.77%、滞納繰越分︓39.04%）まで改善しています。
・しかしながら、未だ滞納繰越分の収入率向上や収入未済額の縮減の余地があることから、更なる収入確保や収入率の改善等に向け
た取組が必要です。

（４年間の）
取組の方向性

・納付しやすい環境を提供するため、オンラインによる口座振替手続の周知徹底、初期滞納者への電話催告の確実な実施、滞納長期
化防止に向けた早期の財産調査の確実な実施等により、更なる収入確保や収入率の改善等に取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ＷＥＢ口振の開始等、口座振替のオンライン手続の周知徹底等
・未納者（３か月滞納）に対する①電話催告、②財産調査の確実な実施、③差押財産がある者に対する差押え等の確実な実施

20102080 保育料対策事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・現年度分・滞納繰越分の収入率の改善や収入未済額の縮減により、令和７（2025）年度末の目標値を達成することで、高い保
育料収入率を確保

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・保育料徴収指導員の電話催告（R04:年間1,800件以上、R05:年間1,890件以上）等による早期納付指導や、滞納整理指導
員の助言の下での効果的な財産調査や滞納処分による滞納整理（R04:年間40件以上、R05:年間30件以上）を実施し、保育
料収納対策を強化
・ＷＥＢ口座振替手続の周知徹底（口座振替登録率87％）等により保育料の初期未納を防止
・モバイルレジ及びモバイルレジクレジットによる保育料納付手段の多様化を引き続き推進
・新たに電子照会を導入し、従来の文書照会に加え、預金照会をデータで行うことで財産調査（R04:年間3,100件以上、R05:年間
770件以上）を効率・効果的に実施
・長期の高額滞納者に向けた臨場催告を実施（R04:年間５件以上、R05:必要に応じ実施）
【R06（2024）・R07（2025）】
・保育料徴収指導員の電話催告（年間1,890件以上）等による早期納付指導のほか、電子照会による効果的な財産調査（年間
770件以上）や滞納整理指導員のもと滞納処分（年間30件以上）を実施し、保育料収納対策を強化
・ＷＥＢ口座振替、モバイルレジ及びモバイルレジクレジットによる保育料納付手段の多様化を引き続き推進し、保育料の初期未納を
防止
・必要に応じて長期の高額滞納者に向けた臨場催告を実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
財産調査件数（単年度） 目標 3,100 770 - -

件
説明 保育料滞納者の財産（預金、給与、生命保険契約等）調査照会件数 実績 2,824 771 4,395

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
1

R07年度 単位

1
電話催告件数（単年度） 目標 1,800 1,890 - -

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

件
説明 保育料滞納者に対して行った架電による催告の実施件数 実績 1,722 2,065 2,562

- -
件

説明 保育料滞納者に対して行った差押え件数 実績 43 31 37

滞納処分件数（単年度） 目標 40 30

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・保育料徴収指導員による早期納付指導を実施し、電話催告が令和４（2022）年度は2,065件、令和５（2023）年度は
2,562件となり目標を上回りました。
・滞納整理指導員の助言の下での効果的な財産調査を実施し、令和４（2022）年度は調査対象となる新規滞納者が減少したため
771件と目標を下回りましたが、令和５（2023）年度は新たに導入した預金データ電子照会を活用した調査件数（765件）が加
わったことで、合計では4,395件と目標を上回りました。
・必要に応じて滞納処分による滞納整理を実施し、令和４（2022）年度はその前段の納付折衝や財産調査に力を入れたことにより、
件数を抑えることから31件と目標を下回りましたが、令和５（2023）年度は37件となり目標を上回りました。
・市ホームページや各保育所からのチラシ配布などによるＷＥＢ口座振替手続の周知徹底等により、口座振替登録率が令和４
（2022）年度は87％、令和５（2023）年度は85％となり初期未納を防止しました。
・モバイルレジ及びモバイルレジクレジットについて市ホームページ等で周知し、利便性の高いキャッシュレス決済を提供することにより、保育
料納付手段の多様化を引き続き推進しました。
・長期の高額滞納者に向けた臨場催告を令和４（2022）年度は６件、令和５（2023）年度は７件実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

3

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
収入率（現年度分）

カネ
目標 99.79 99.80 99.81 99.82

％
説明 収入率＝収入額／調定額×１／100（※現年度分、滞納繰越

分とも） 実績 99.59 99.82 99.72
（見込）

42.50 44.00 45.50

4
収入未済額

カネ
目標 29,075

％
説明 収入率＝収入額／調定額×１／100（※現年度分、滞納繰越

分とも） 実績 41.43 50.41 52.63
（見込）

収入率（滞納繰越分）
カネ

目標 41.00
2

3
収入率（現年度分＋滞納繰越分）

カネ

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標
1

説明 実績

％
説明 収入率＝収入額／調定額×１／100（※現年度分、滞納繰越

分とも） 実績 99.13 99.61 99.53
（見込）

99.64目標 99.50 99.56 99.60

22,439
千円

説明 収入未済額＝調定額－収入額－不納欠損額 実績 36,722 23,068 27,353
（見込）

26,291 24,250
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・電話催告等による早期納付指導や滞納整理指導員の助言の下での効果的な財産調査等により、成果指標である「収入率」及び
「収入未済額」については全ての項目で前年度から改善し目標を達成しました。
・収入率の増及び収入未済額の減により、2,784千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に反映しました。
（R05（2023））
・電話催告等による早期納付指導や預金データ電子照会を活用した財産調査等により、成果指標である収入率（滞納繰越分）は
目標を上回りましたが、収入率（（現年度分）、（現年度分＋滞納繰越分））及び収入未済額については目標を下回りました。収
入率（現年度分）は前年度を下回りましたが、これは、令和４（2022）年度で新型コロナウイルス感染症に伴う減免措置が終了し
たことに伴い、現年度分の調定額が増加した影響と考えられることから、収入未済額の大部分を占める現年度分の滞納額を縮減するた
め、引き続き早期納付指導等の取組を進める必要があります。
・収入率の増及び収入未済額の減により、2,041千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・電話催告等による早期納付指導や滞納整理指導員の助言の下での
効果的な財産調査等により、収入率（滞納繰越分）が目標を上回った
ため。
・収入率（（現年度分）、（現年度分＋滞納繰越分））及び収入
未済額については、高い割合を維持しているものの、令和５（2023）
年度は目標達成できない見込みであることから、行動量目標の見直しを
図るなど、より効率的なものに改善する必要があるため。
・令和５（2023）年度予算に2,784千円、令和６（2024）年度
予算に2,041千円の財政効果を反映することができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・高い保育料収入率の確保に向け、電話催告や財産調査のほか、初期未納対策とし
ての口座振替率の向上に向けた取組など保育料収納対策の強化により、令和４
（2022）年度は目標を達成、令和５（2023）年度についても、高い収納率を維
持している状況を踏まえ、こども未来局債権対策部会にて、各年度の行動量目標（活
動目標）を定め、初期未納者の防止に向けた電話催告の強化をはじめ、高い保育料
収入率の確保に向けた取組を継続します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・初期未納者（滞納期間３か月未満）に対する初動対応（文書・電話・訪問催告）の強化
・初期未納者に対する生活・収入・滞納事由などの実態把握を踏まえた納付指導
・分割納付不履行者、即決和解不履行者への催告の強化
・生活保護受給世帯に対する代理納付の推進
・福祉部局等関係局区との連携強化による生活困窮者対応の実施
・長期滞納者に対する明渡請求の実施
・明渡請求に応じない者に対する建物明渡請求の訴えの提起、強制執行の実施
・退去滞納者の所在調査及び催告(文書、電話、訪問）の強化、支払督促等の法的措置の実施
・弁護士への債権回収委託の実施・高額所得者に対する退去指導及び明渡請求の実施
・適正な不納欠損処理の実施
・各種事務処理要綱等に基づく不正入居者（未承継、無断退去、承継資格なし等）に対する納付・退去指導の強化

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・現年度分・滞納繰越分とも収入率を改善するとともに収入未済額を縮減することで、令和７（2025）年度末の目標値を達成するこ
とにより、更なる市営住宅使用料の適正管理及び不適正使用の是正を実現

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・長期滞納者に対しては、法的措置を含めた対応を継続的かつ着実に行うとともに、初期未納者に対しては、滞納債権の管理を適切に
行い初動対応を強化することで、現年度分の収入率向上を図ります。
・また、民間活用等の手法により、退去滞納者に対する更なる対策の推進を図り、滞納繰越分の収入率の改善、収入未済額の縮減に
取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・長期滞納者や支払計画不履行者に対する法的措置の適時実施
・初期未納者に対する継続的な督促の実施、期限内納付の徹底
・弁護士等の民間活用による退去者の滞納使用料の収納推進
・延滞金徴収の徹底
・滞納債権の管理の徹底と不納欠損処分の適正実施
・市営住宅使用料の収入率向上に寄与する効率的・効果的な管理・指導体制の検討
・退去滞納者に対する催告の徹底及び悪質な退去滞納者に対する法的措置の実施

10406080 市営住宅等管理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（４）財源確保策の強化 ９・市営住宅使用料の収入確保 まちづくり局

現　状
【課題認識】

・市営住宅使用料の収入率は、平成29（2017）年度の89.84%（現年度分98.85％、滞納繰越分9.46%）から令和２
（2020）年度の91.78%（現年度分99.46％、滞納繰越分8.87%）まで改善しています。また、収入未済額は約５億1,500万
円から約３億9,400万円まで縮減しています。
・長期滞納者に対しては、法的措置を見据えた折衝・指導を行い、必要に応じて建物明渡請求訴訟の提起や即決和解等を実施して
おり、平成29（2017）年度から令和２（2020）年度までに建物明渡請求訴訟59件（うち３件が和解）、即決和解６件を行い
ました。なお、近年は難度の高い事例が増加しているため、弁護士への相談等を行いながら訴訟追行しています。
・今後についても、こうした取組を通じ、更なる収入率の向上と収入未済額の縮減を図っていく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

3

市営住宅使用料の収入率（現年度分＋滞納繰越分）

カネ

目標 95.02 96.11 96.40

実績 92.90 94.37 95.54
(見込)

96.60

4

市営住宅使用料の収入未済額

カネ

目標 205,495

％

説明 収入率＝収入額／調定額×１／100 実績 8.62 11.04 11.79
(見込)

市営住宅使用料の収入率（滞納繰越分）

カネ

目標 11.98

％

説明 収入率＝収入額／調定額×１／100

実績 99.53 99.51 99.35
(見込)

13.05 13.06 13.07

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

市営住宅使用料の収入率（現年度分）

カネ

目標 99.54 99.55 99.55 99.56

％

説明 収入率＝収入額／調定額×１／100

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・初期未納者（滞納期間３か月未満）に対しては、文書・電話・訪問による納付指導の強化や、住宅供給公社と連携し、滞納者の
実態把握等を迅速に行うなど、初期未納の縮減を図りました。
・福祉部局等の関係部署との連携により、生活保護受給者に対する代理納付制度の活用を推進しました。
・承継手続が未了となっている使用者に対し、文書指示を徹底する等の指導を強化し、不適切な使用状態の解消に向けた取組を実施
しました。
・滞納３か月以上の長期滞納者に対しては、対象者のほか、連帯保証人や緊急連絡人、親族等を介して納付指導の他、保証債務
履行請求を行う等、滞納解消に向けた取組を実施しました。また、改善が見込めない滞納者に対しては、建物明渡請求訴訟等の法的
措置を実施しました。
・弁護士による債権回収委託により、退去滞納者への催告を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

16,004 15,948

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
催告の件数 目標 － － － －

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

件
説明 滞納者に対する文書、電話、訪問による催告件数の合計 実績 17,053

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

186,049 173,836 170,048

千円

説明 収入未済額＝調定額－収入額－不納欠損額 実績 308,631 227,578 212,464
(見込)
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・住宅供給公社と連携し、初期未納者（滞納期間３か月未満）の実態把握等を適
切かつ迅速に行うとともに、催告納付指導を行い、滞納の縮減・解消を図ります。
・長期滞納者（滞納３か月以上）に対し、電話による納付指導を実施します。
・分割納付誓約不履行者及び滞納解消が見込めない者に対しては、建物明渡請求
訴訟等の法的措置を迅速かつ適切に行います。
・上記のとおり、今後もより効率的・効果的な債権管理を実施することにより、収入率の
向上、収入未済額の縮減等を図ってまいります。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・使用料滞納者、不正入居者等（不正入居、承継無資格者等）への
退去指導を実施した結果、令和４（2022）年度・令和５（2023）
年度とも滞納繰越分収入率及び合計収入率について改善することがで
きたものの、現年度分収入額の減少に伴い、成果指標の目標値を下
回ったことから、今後、より効率的・効果的な債権管理に取り組む必要が
あるため。
・収入未済額について前年度から縮減できたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノ・カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・使用料滞納者、不正入居者等（不正入居、承継無資格者等）へ明渡請求を行い、自主退去又は強制執行による退去件数は、
令和４（2022）年度は16件、令和５（2023）年度は35件となりました。
・また、使用料滞納者や不正入居者等（不正入居、承継無資格者等）を退去させることで、新たな使用者の入居につながりました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・現年度分収入率︓（R04）99.51%（対前年度比▲0.02％）、（R05）99.35％（見込）（対前年度比▲0.16%）
・滞納繰越分収入率︓（R04）11.04%（対前年度比＋2.42％）、（R05）11.79％（見込）（対前年度比+0.75%）
・合計収入率︓（R04）94.37%（対前年度比＋1.47％）、（R05）95.54％（見込）（対前年度比+1.17%）
・収入未済額︓（R04）227,578千円（対前年度比▲81,053千円）、（R05）212,464千円（見込）（対前年度比▲
15,114千円）
・福祉部局との連携による代理納付制度の活用指導により、同制度の活用者の割合は、令和４（2022）年度は8.75％、令和５
（2023）年度は9.56％となりました。
・使用料滞納者、不正入居者等（不正入居、承継無資格者等）への退去指導を実施した結果、令和４（2022）年度・令和５
（2023）年度とも滞納繰越分収入率及び合計収入率について改善することができたものの、現年度分収入率については前年度から
若干の減少となり、特に現年度分収入額が減少したことから、成果指標は２年連続で目標を下回りました。今後、より効率的・効果的
な債権管理に取り組む必要があります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（４）財源確保策の強化 10・学校給食費の確保に向けた効率的・効果的な取組の推進 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・令和３（2021）年度からの学校給食費の公会計化に伴い、徴収状況を踏まえた取組の検討が必要となります。
・毎日およそ11万食にもおよぶ給食食材の安定的・効率的な調達について、検討を進める必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・公会計化後の徴収状況を踏まえた納付勧奨の取組を検討し、適正な債権管理と滞納整理を推進します。
・安定的・効率的な給食食材調達業務の実施方法について、調査・検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・初期未納者に対する文書催告の実施
・滞納長期化を防止するための電話や面談の実施
・弁護士等の民間活用による収納推進
・令和７（2025）年度までに安定的・効率的な給食食材調達業務を実施していくための課題整理、調査・検討及び取組の推進

20201140 健康給食推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・公会計化後の給食費の徴収方法を保護者や学校等に定着させ、安定的な運用を図るとともに、適正な債権管理と収入未済額の削
減に取り組むことにより、収納率99.7％を達成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・文書による督促、催告及び電話催告等の実施
【R04（2022）】
・令和３（2021）年度の決算を踏まえた、次年度以降の収入未済額の縮減のための取組を検討
・多様な納付方法のための取組として、モバイルレジクレジットを導入
・主に長期滞納者への収納対策として、弁護士への委託を実施
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度の取組や検討結果を踏まえた、より効率的かつ効果的な収納対策の検討・実施
・自動電話催告システムを活用した効率的・効果的な納付勧奨の実施
・催告に応じない者に対する訪問催告の強化
・長期・高額滞納者に対する法的措置（支払督促）の実施
・ＬｏGｏフォームを活用した納付書再発行希望受付の電子化
【R06（2024）】
・令和５（2023）年度の取組や検討結果を踏まえた、より効率的かつ効果的な収納対策の検討・実施
【R07（2025）】
・令和６（2024）年度の取組や検討結果を踏まえた、より効率的かつ効果的な収納対策の検討・実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

%

説明
収入率向上に向けた取組により得られる財政効果を測るために設
定した、年度末（出納整理期間含む）時点での現年度分と滞納
繰越分を合わせた収納率

実績 99.52 99.12 98.87
（見込）

2

学校給食費の収納率（現年度分＋滞納繰越分）

カネ

目標 99.35 99.28 99.27 99.28

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R07年度 単位

1
電話催告実施件数 目標 19,200 19,200 - -

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

件
説明 未納者に対して電話により納付勧奨を実施した件数 実績 - 18,097 11,735

- -
件

説明 未納者の自宅等へ出向き納付勧奨を実施した件数 実績 - 37 397

訪問催告実施件数 目標 - 365

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・給食費徴収システムを活用し、適切に債権管理を実施しました。
・納期限を過ぎても納付が確認できない方には、「学校給食費未納分の納入について（R04︓45,972件、R05︓50,532件）」、
「学校給食費督促状（R04︓13,666件、R05︓16,610件）」、「学校給食費催告書（R04︓5,833件、R05︓6,443件）」な
ど文書による督促・催告を行ったほか、電話による納付勧奨を行いました。
・長期・高額の滞納者に対しては、委託弁護士から文書催告（R04︓400件、R05︓419件）を行うとともに、滞納者から納付に関
する相談を受け付け、個々の経済状況等についてヒアリングを行いながら、納付に向けた計画の作成支援などを行いました。
・弁護士からの文書催告にも応答のない滞納者に対しては、自宅等に出向き、対面での催告を実施しました（R04︓37件、R05︓
397件）。
・経済的な理由で支払いが困難な方には、生活保護制度や就学援助制度を活用していただくよう、周知を図りました。
・確実に学校給食費を納付していただけるよう、口座振替の勧奨チラシを配布しました。また、口座振替手続きを簡素化するため、ＷＥ
Ｂ口座振替受付サービスを導入し、利便性の向上を図りました。
・多様な納付手法の一つとして、「モバイルレジクレジット」を導入しました。
・さらなる滞納債権対策強化のため、法的措置（支払督促）の実施に向けた検討を行いました。
・限られた人員により収入率を維持するためには、より効果的・効率的な収納事務を確立することが必要であり、会計年度任用職員は
長期・高額滞納者に対する戸別訪問催告や納付相談について多くの時間を割くようにした一方、初期滞納者に対する電話催告はＳＭ
Ｓを活用した納付勧奨に移行しました。このため、電話催告実施件数は目標には至らなかったものの、令和５（2023）年度の収入率
は改善しています。このほか、ＬｏGｏフォームを活用した納付書再発行申請受付、e-KAWASAKIを活用した還付金振込受付を令和
５（2023）年度から導入しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

学校給食費の収納率（現年度分）

カネ

目標 99.55 99.60 99.65 99.70

%

説明
収入率向上に向けた取組により得られる財政効果を測るために設
定した、年度末（出納整理期間含む）時点での現年度分の収納
率

38,062

実績 99.52 99.36 99.41
（見込）

目標 55.38 49.86 46.94 43.02

単位

1

学校給食費の収納率（滞納繰越分）

カネ %

説明
収入率向上に向けた取組により得られる財政効果を測るために設
定した、年度末（出納整理期間含む）時点での滞納繰越分の収
納率

実績 - 47.64 37.75
（見込）

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標

3

42,604 43,174 42,066

千円

説明
収入未済額の縮減に向けた取組により得られる財政効果を測るた
めに設定した、年度末（出納整理期間含む）時点での収入未済
額

実績 26,205 48,875 63,170
（見込）

収入未済額

カネ
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・収入率（現年度分）︓（R04︓99.36％、R05︓99.41%（見込）（対前年度比︓+0.05%）
・収入率（滞納繰越分）︓（R04︓47.64％、R05︓37.75%（見込）（対前年度比︓▲9.89%）
・収入率（現年度分＋滞納繰越分）︓（R04︓99.12％、R05︓98.87%（見込）（対前年度比︓▲0.25%）
・収入未済額︓（R04︓48,875千円、R05︓63,170千円（見込）（対前年度比︓▲14,295千円）
※引き続き、文書催告や電話催告等に加え、訪問催告や法的措置（支払督促）等の取組も積極的に行うことにより、適切に納付い
ただく、また、未納が発生したとしても初期段階で納付いただくようにすることで、翌年度以降に滞納分を繰り越さないようにするなど、一層
の収入率の向上と収入未済の抑制に取り組んでいく必要があります。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・学校給食費について、収入率（現年度分）は対前年度比でほぼ横ば
い、収入率（現年度分＋滞納繰越分）については、令和３（2021）
年度から公会計へ移行し、令和４（2022）年度から滞納繰越分が発
生したこともあって、対前年度比で悪化していること、さらには、令和５
（2023）年度決算見込における収入未済額も増えていることから、今
後、更なる収入率の向上、初期未納対策の強化などによる収入未済の
抑制等に、一層、取り組んでいく必要があるため。

△ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・収入率の向上や収入未済額の縮減に向け、引き続き学校給食費の納付のしくみや
口座振替手続き等についての周知を行い、未納を未然に防ぐとともに、未納が発生した
場合にも早期回収につながるよう、文書や電話による督促・催告を継続して実施しま
す。
・滞納繰越分の収入未済額の増加を最大限抑えられるよう、訪問催告や法的措置に
ついても、実施・強化していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

（４年間の）
到達目標

・庁内における資産保有の最適化の考え方の浸透や、資産保有の最適化等について市民理解が高まることによる、「機能重視」の考え方の庁内
外への浸透
・ホールのあり方に基づき、各ホールの適正配置の取組が推進されている状態
・施設分類ごと、地域ごとの資産保有の最適化の取組が推進され、令和４（2022）年度からの10年間で資産マネジメント第３期取組期間
中における公共建築物保有床面積（企業会計分を除く。）を基準から増やさないことを目指せる状態

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 ○

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

【R04（2022）】
・「公共施設の未来体験ゲーム」について、８〜９月に市民向けに南
部・中部・北部の３か所で実施することで構築を完了させるとともに、構
築した当該ゲームについて、資産保有の最適化検討を行う地域（以下
「モデル地域」という。）に属する区の職員向けに実施
・令和２（2020）年度版川崎市公共施設白書について、利用状況
を基に、施設分類ごとに人口密度や施設の老朽度も交え分析すること
により、相対的に利用度が低い施設を抽出し、ヒアリング等を通じ原因
分析を実施
・本市ホール機能を有する施設について、令和５（2023）年度策定
予定の「ホールのあり方」策定に向けた基本的な考え方をとりまとめ、市
民意見聴取等を行った上で「ホールのあり方（案）」のとりまとめ
・資産保有の最適化の検討を行う地域の優先順位付けを行うため、優
先順位付けにあたり考慮すべき要素や優先順位付けの手法等をまとめ
た「検討を行う地域の優先順位付けの考え方」を整理
【R05（2023）】
・「公共施設の未来体験ゲーム」を職員・市民向けに実施し、資産保有
の最適化に関する理解を促進
・モデル地域について、以下の取組を実施
　①　令和３（2021）年度版川崎市公共施設白書について抽出し
た、相対的に利用度が低い施設等について原因分析を実施
　②　地区カルテや区民アンケート等のデータを基に、地域の状況・課題
等の把握・分析

【R05（2023）】（続き）
　③　①②を基に、ワークショップ等による地域との意見交換を通じ、最
適化検討対象施設候補の選定
・本市ホール機能を有する施設について、「ホールのあり方」を策定し、当
該あり方に基づく機能の最適化の取組を推進
【R06（2024）】
・「公共施設の未来体験ゲーム」を職員向けに実施し、庁内における資
産保有の最適化の考え方を浸透や出前講座を活用した市民への資産
保有の最適化に関する理解の推進
・モデル地域において以下の取組を実施
　①ワークショップ等による地域との意見交換を開催し、将来に向けた施
設の使い方を整理
　②「地域」において必要となる機能や利用状況、施設の複合化や災
害リスクの反映等の要素を踏まえ、施設の適正配置の方向性を検討
【R06（2024）・R07（2025）】
・本市ホール機能を有する施設について、「ホールのあり方」に基づく機能
の最適化の取組を推進
【R07（2025）】
・モデル地域について、令和６（2024）年度に整理した地域ごとの最
適化方針の方向性をもとに地域ごとの最適化方針案をとりまとめ、市民
意見聴取等を行った上で地域ごとの最適化方針を策定

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （５）戦略的な資産マネジメント １・資産保有の最適化 総務企画局

現　状
【課題認識】

・「かわさき資産マネジメントカルテ（資産マネジメントの第２期取組期間の実施方針）」（平成26（2014）年３月）に基づき、将来の財政
状況等を見据えた建築物総量の管理を目標とし、資産保有の最適化の取組を推進しています。
・利用者数、稼働率等の使用価値と土地価格等の市場価値といった施設単体の観点や、行政ニーズの分布や利便性等を勘案した施設配置
等の広域的な観点から、施設の整備・活用手法の検討を行い、公設保育所の民設民営手法等の導入の推進等の取組を行いました。
・人口増加に伴い多様化・増大化する市民ニーズへの的確な対応を図るため、公共建築物総量は増加を続けている状況ですが、今後見込まれ
る人口減少の転換期へ着実に対応する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・令和３（2021）年度策定の「資産マネジメント第３期実施方針」に基づき、第３期取組期間（令和４（2022）年度から令和13
（2031）年度までの10年間）においては、資産保有の最適化を重点的取組として位置付け、推進します。
・施設が持つ機能に着目し、その機能の整備を図る「機能重視」の考え方に基づく施設配置等を推進するとともに、多様な使用機会が提供される
施設を目指します。
・第３期取組期間中は人口増加により多様化・増大化する市民ニーズに的確に対応する必要があり、新本庁舎や新川崎地区新設小学校
（以下「新本庁舎等」という。）の新設など一定の公共建築物の床面積増加は必要となるものの、その後に人口減少への転換が見込まれている
ことから、新本庁舎等の新設による公共建築物床面積の増加を見込んだ床面積を基準とし、常に適正な規模を意識し、単に人口増によって床
面積を増加させるのではなく、第３期取組期間（10年間）において、公共建築物全体の床面積を基準から増やさないことを目指します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・「みんなで試そう︕カワサキ公共施設の未来体験ゲーム」等を通じた、庁内における資産保有の最適化の考え方の浸透や、資産保有の最適化
等について市民が理解を深める取組の実施
・川崎市公共施設白書の分析により施設分類ごとの課題を抽出するとともに、本市の地域ごとの課題を把握
【R04（2022）】
・本市ホール機能を有する施設について、施設の設置・利用の状況等を基に、適正配置等について検討を実施
・地域ごとの公共施設最適化計画の策定に向けた検討開始
【R05（2023）〜R07（2025）】
・本市ホール機能を有する施設に関する適正配置等の検討、検討に基づく取組の実施
・地域ごとの公共施設最適化計画を検討・策定し、施設分類ごと、地域ごとの資産保有の最適化の取組を開始

81104085 資産マネジメント推進事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

1
目標

説明 実績

実績

R06年度 R07年度 単位

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・令和４（2022）年８〜９月に市民向けの資産マネジメントに関するワークショップを南部・中部・北部の３か所で実施し、いただいた
御意見を踏まえて、「公共施設の未来体験ゲーム」の構築を完了しました。
・完成した「公共施設の未来体験ゲーム」をモデル地域に属する川崎・幸・高津・麻生区の職員向けに実施し、40人が参加しました。
・市公共施設白書を用いた相対的に利用度が低い施設を抽出した上でのヒアリング等を通じた原因分析については、令和５（2023）
年度からのモデル地域における最適化検討と合わせ、より効率的・効果的に実施することとしました。
・令和４（2022）年８月にとりまとめた「公共ホールのあり方検討にあたっての基本的な考え方」を踏まえて検討を進めましたが、「ホー
ルのあり方（案）」のとりまとめについては、施設所管課等関係者との調整に時間を要したことから、令和５（2023）年度に行うこととし
ました。
・本市全体について、２〜４程度の中学校区単位を基本とした19地域の仮設定を行い、「検討を行う地域の優先順位付けの考え方」
を令和４（2022）年11月にとりまとめ、当該考え方を基に、モデル地域を４地域選定し令和５（2023）年２月に公表しました
（モデル地域︓「川崎・渡田・富士見地域」「平間・御幸・南河原地域」「西高津・高津・東高津地域」「柿生・麻生・王禅寺中央地
域」）。また、市ホームページで周知するとともに、モデル地域の区町内会連合会等を通して、当該地域の市民の方へ周知を行いまし
た。
【R05（2023）】
・「公共施設の未来体験ゲーム」を５月に多摩区、９月に各モデル地域の企画課職員、１月に中原区の職員向けに実施し、35人が
参加しました。
・モデル地域４地域においてワークショップを各２回開催し、第１回は「公共施設の未来体験ゲーム」（111人参加︓フォロー12人含
む）の実施を通じた資産マネジメントに関する理解促進、第２回は地域の魅力的な将来像、将来像を実現するための公共施設の使い
方検討についての地域との意見交換（87人参加）を行いました。また、モデル地域外の多摩区において、市民向けに「公共施設の未
来体験ゲーム」の出前講座（5人参加）を実施しました。
・令和３（2021）年度版川崎市公共施設白書について抽出したモデル地域の施設について調査を行い、施設の老朽度や利用状況
等について具体的内容を確認するとともに、低利用等の原因分析を実施しました。
・地区カルテや区民アンケート等のデータを基に、地域の状況・課題等の把握・分析を行い、ワークショップの際にモデル地域の状況等につ
いて知っていただくための資料として活用しました。
・令和３（2021）年度版川崎市公共施設白書について抽出したデータ等を踏まえ、老朽化が進んでいる可能性が高い施設かつ使わ
れ方に課題を有する可能性が高い施設について検討の起点となる施設の考え方を整理し最適化の検討対象施設候補を選定しました。
・ホールのあり方について、施設が持つべき機能の整理や適正配置を進める上での本市の基本方針及び具体的な取組の進め方を整理
し、市民意見聴取等を行った上で「公共ホールのあり方」を策定するとともに、当該あり方に基づく機能の最適化に向け、関係部署との調
整を進めました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

0

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
最適化方針策定地域数 目標 0 0 0 4

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

地域
説明 年度末時点における、地域に属する施設の方向性（多目的化・複合化・長寿

命化等）を示す最適化方針を策定したモデル地域数 実績 － 0

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和３（2021）年度策定の「資産マネジメント第３期実施方針」に基づき、第３
期取組期間（令和４（2022）年度から令和13（2031）年度までの10年間）に
おいては、資産保有の最適化を重点的取組として位置付け、推進します。
・最適化の検討対象施設候補を中心にワークショップ等による地域との意見交換を開
催し、将来に向けた施設の使い方を整理します。また、利用者団体ヒアリング等を実施
し、利用者圏域の特定や利用者の実情を把握したうえで、適正配置分析などを行い、
施設の使い方や機能のあり方を整理し、今後の施設の活用についての考え方を取りまと
めます。
・「公共施設の未来体験ゲーム」を通じ、資産保有の最適化等について市民・職員が理
解を深める取組を推進します。
・本市ホール機能を有する施設について、「公共ホールのあり方」に基づく機能の最適化
の取組を推進します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・「公共施設の未来体験ゲーム」について、市民向けワークショップや、モデ
ル地域４地域の職員向けに実施したことで、資産保有の最適化等につ
いて理解を深めることに寄与し、最適化検討の円滑な実施につなげたた
め。また、多摩区の市民や中原区・多摩区の職員向けにも実施したこと
で、モデル地域以外の市民及び職員に対しても、資産保有の最適化等
について理解を深めることに寄与し、将来的な最適化検討の円滑な実施
につなげたため。
・「検討を行う地域の優先順位付けの考え方」をとりまとめ、モデル地域を
選定するとともに、対象地域の市民に周知することで、客観的かつ効果
的・効率的な最適化検討につなげたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・「公共施設の未来体験ゲーム」を川崎区・幸区・高津区・麻生区の職員向けに実施（40人参加）することで、職員が資産保有の最
適化等について理解を深めることに寄与し、令和５（2023）年度からの最適化検討の円滑な実施につなげることが出来ました。
（R05（2023））
・「公共施設の未来体験ゲーム」を多摩区・モデル地域の各区職員・中原区職員向けに実施（35人参加）することで、職員が資産保
有の最適化等について理解を深めることに寄与することが出来ました。

【情報の効果】
（R04（2022））
・資産マネジメントに関する市民向けワークショップ「みんなで試そう︕カワサキ公共施設の未来体験ゲーム」の参加者にアンケートを取った
結果、資産マネジメントの取組について理解できたと答えた人の割合は約75％にのぼり、ワークショップを通じて資産保有の最適化等につ
いて理解を深めることに寄与しました。
・「検討を行う地域の優先順位付けの考え方」をとりまとめ、モデル地を選定・周知することで、令和５（2023）年度以降の客観的かつ
効果的・効率的な最適化検討につながるよう、対象となるモデル地域の市民に情報発信することが出来ました。
・「ホールのあり方」については、施設が持つべき機能の整理や適正配置を進める上での本市の基本方針及び具体的な取組の進め方を
早急に整理し、市民にお示しする必要があります。
（R05（2023））
・多摩区で実施した「公共施設の未来体験ゲーム」の参加者にアンケートを取った結果、資産マネジメントの取組について理解できたと答
えた人の割合は約80％にのぼり、出前講座を通じて資産保有の最適化等について理解を深めることに寄与しました。
・モデル地域４地域で開催した第１回ワークショップの参加者にアンケートを取った結果、資産マネジメントの取組について理解できたと答
えた人の割合は約94％、また、地域ごとの資産保有の最適化への関心が高まったと答えた人の割合は約96%にのぼり、ワークショップを
通じて資産保有の最適化等について理解を深め、関心を高めることに寄与しました。
・モデル地域の施設について行った調査等を基に、モデル地域ごとの公共施設の概要を示した一覧を作成し、ワークショップ参加者に共有
することで、施設についての理解を深めることに寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント ２・施設の長寿命化 総務企画局

現　状
【課題認識】

・「かわさき資産マネジメントカルテ（資産マネジメントの第２期取組期間の実施方針）」（平成26（2014）年３月）に基づき、第
２期取組期間（平成26（2014）年度から令和３（2021）年度まで）を重点的取組期間とし、全ての施設について長寿命化に
配慮した取組を実施することを目標とし、施設の長寿命化を推進しています。
・学校施設、市営住宅等について、個別施設計画に基づき、長寿命化を推進しています。
・庁舎等建築物（学校施設、市営住宅等を除く公共建築物）について、一層の効率的、効果的な長寿命化を推進するため、長寿命
化対象施設・長寿命化対象部位を設定し、これらに関して、平成29（2017）年度から工事優先度判定業務を、平成30（2018）
年度から長寿命化予算の執行をまちづくり局で一元的に実施し、組織改正に伴い、令和３（2021）年度から総務企画局で一元的
に実施しました。
・長寿命化対象部位以外の部位や陳腐化した部位について、市民サービスの低下や突発的な機能停止等が課題となっています。

（４年間の）
取組の方向性

・令和３（2021）年度策定の「資産マネジメント第３期実施方針」に基づき、第３期取組期間（令和４（2022）年度から令和
13（2031）年度までの10年間）においては、資産保有の最適化を重点的取組として位置付けることから、公共建築物については、
資産保有の最適化を踏まえつつ、施設の長寿命化に取り組みます。
・庁舎等建築物について、より一層の効率的な施設の長寿命化に取り組みます。
・学校施設、市営住宅等について、個別施設計画に基づき、施設の長寿命化に取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・庁舎等建築物の長寿命化対象施設・長寿命化対象部位の劣化情報の把握、工事優先度判定及び長寿命化予算を一元的に管
理しての長寿命化の取組の実施
・長寿命化対象部位の他、建物の機能維持につながるような対象部位について、長寿命化対象部位とあわせて大規模改修を行うな
ど、効率的・効果的な整備の検討
・学校施設、市営住宅等について、個別施設計画に基づく長寿命化の取組の実施
【R04（2022）】
・市営住宅に係る個別施設計画の改定

81104085 資産マネジメント推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・長寿命化工事等を実施することで、漏水による構造躯体の劣化や室内の仕上げ材及び設備機器の損傷の発生を防止できること、ま
た、通信・情報や空調の設備の機能を維持できることにより、より安心・安全に施設を利用することができるようになるとともに、廃棄物の
削減等による環境負荷の低減に寄与
・施設の長寿命化による事業費平準化の具体的な効果創出には長期を要するが、公共建築物の維持管理・修繕、改修、更新等の合
計コスト（令和元（2019）年度実績値は約380億円。川崎市公共施設白書（令和元（2019）年度版）に記載の普通会計の
公共建築物が対象。）について、長寿命化に配慮した取組を進めることで、事業費の平準化が図られているとともに、各年度で増加が
あっても、その幅が小さくなること

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・庁舎等建築物については、多摩区総合庁舎、看護大学等において、長寿命化工事等を実施
・長寿命化工事とあわせて、多摩区総合庁舎においてはトイレ改修、幸スポーツセンターにおいては冷暖房設備を新たに設置する工事を実施
・「地域ごとの資産保有の最適化」の取組状況を踏まえつつ、老朽化した施設等のうち、長寿命化に取り組む施設（継続して使用する施設。以
下同様）を整理するための考え方のとりまとめ
・市営住宅については、高山住宅等（23住宅77棟）において、外壁・屋上防水等の改善工事、また、久末大谷第２住宅等（７住宅12
棟）において、長寿命化改善工事を実施
・市営住宅に係る個別施設計画の改定
・学校施設については、校舎17校、体育館３校において、学校施設長期保全計画により予防保全及び再生整備を実施
【R05（2023）】
・庁舎等建築物については、国際交流センター、総合福祉センター等において、長寿命化工事を実施
・長寿命化工事とあわせて、国際交流センターにおいては各種照明のＬＥＤ化、総合福祉センターにおいてはトイレ改修等を実施
・「地域ごとの資産保有の最適化」の取組状況を踏まえつつ、老朽化した施設等のうち、長寿命化に取り組む施設を整理
・市営住宅については、中丸子住宅等（17住宅43棟）において、外壁・屋上防水等の改善工事、また、有馬第１住宅等（６住宅14棟）に
おいて、長寿命化改善工事を市営住宅等ストック総合活用計画により実施
・学校施設については、校舎17校、体育館３校において、学校施設長期保全計画により予防保全及び再生整備を実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・庁舎等建築物については、長寿命化対象施設における長寿命化対象部位の劣化情報の把握、計画的な工事対象の選定及び長寿命化予
算を一元的に管理しての長寿命化の取組を引き続き実施
・長寿命化対象部位の他、建物の機能維持につながるような対象部位について、長寿命化対象部位とあわせて大規模改修を行うなど、効率
的・効果的な整備の検討
・「地域ごとの資産保有の最適化」の取組状況を踏まえつつ、老朽化した施設等のうち、長寿命化に取り組む施設を引き続き整理。また、当該施
設について、適切に長寿命化を進めるとともに、資産保有の最適化検討前・検討中の施設についても、施設を良好な状態で使用し続けるために
必要な修繕を実施
・学校施設、市営住宅等について、個別施設計画に基づく長寿命化の取組の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績
1

目標

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・庁舎等建築物については、多摩区総合庁舎、看護大学等（28施設）において、外壁改修や防水改修をはじめとする長寿命化工事
等を実施しました。
・長寿命化工事とあわせて、多摩区総合庁舎においてはトイレ改修、幸スポーツセンターにおいては冷暖房設備を新たに設置する工事を
実施しました。
・「地域ごとの資産保有の最適化」の取組状況として「検討を行う地域の優先順位付けの考え方」を令和４（2022）年11月にとりまと
め、市域を19地域に分け段階的に検討を進めるとしたことから、老朽化した庁舎等建築物のうち長寿命化に取り組む施設について、「地
域ごとの資産保有の最適化」の検討段階（検討着手前、検討中、検討完了）ごとに整理することとしました。
・市営住宅については、市営住宅等ストック総合活用計画に基づき、高山住宅等（23住宅77棟）において、外壁・屋上防水等の改
善工事を、また、久末大谷第２住宅等（７住宅12棟）において、住戸内改修及び電気・機械設備改修等の長寿命化改善工事を
実施しました。
・市営住宅に係る市営住宅等ストック総合活用計画を改定し、「第５次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画」を策定しました。
・学校施設については、校舎17校、体育館３校において、学校施設長期保全計画により、改修などによる予防保全及び再生整備を実
施しました。
【R05（2023）】
・庁舎等建築物については、国際交流センター、総合福祉センター等（30施設）において、空気調和設備改修、昇降機設備改修や
外壁改修をはじめとする長寿命化工事等を実施しました。
・長寿命化工事とあわせて、国際交流センターにおいては各種照明のＬＥＤ化、総合福祉センターにおいてはトイレ改修、特定天井対
策、空気調和設備改修工事を実施しました。
・「地域ごとの資産保有の最適化」のモデル地域における検討状況を踏まえ、最適化の検討対象とならない施設の内、施設の利用状況
等に課題の無い施設を長寿命化に取り組む施設とする考え方を整理しました。また、資産保有の最適化検討前・検討中の施設につい
ての修繕の考え方を整理しました。
・市営住宅については、市営住宅等ストック総合活用計画に基づき、中丸子住宅等（16住宅41棟）において、外壁・屋上防水等の
改善工事を、また、有馬第１住宅等（６住宅14棟）において、住戸内改修及び電気・機械設備改修等の長寿命化改善工事を実
施しました。
・学校施設については、校舎16校、体育館３校において、学校施設長期保全計画により、改修などによる予防保全及び再生整備を実
施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

2
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022））
・庁舎等建築物（多摩区総合庁舎、看護大学、幸スポーツセンター等28施設）、市営住宅（30住宅89棟）、学校施設（校舎
17校、体育館３校）について、長寿命化工事等を実施したことで、漏水による構造躯体の劣化や室内の仕上げ材及び設備機器の損
傷の発生防止につながり、また、通信・情報や空調等の設備の機能維持につながったことにより、より安心・安全に利用できるようになると
ともに、廃棄物の削減等による環境負荷の低減に寄与しました。
（R05（2023））
・庁舎等建築物（国際交流センター、総合福祉センター等30施設）、市営住宅（22住宅55棟）、学校施設（校舎16校、体育館
３校）について、長寿命化工事等を実施したことで、漏水による構造躯体の劣化や室内の仕上げ材及び設備機器の損傷の発生防止
につながり、また、通信・情報や空調等の設備の機能維持につながったことにより、より安心・安全に利用できるようになるとともに、廃棄物
の削減等による環境負荷の低減に寄与しました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・公共建築物における修繕費用や更新費用について、長寿命化に配慮した取組を進めることで、事業費の平準化が図られました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・庁舎等建築物、市営住宅、学校施設について、長寿命化工事等の実
施が、漏水による構造躯体の劣化や室内の仕上げ材及び設備機器の
損傷の発生防止につながり、また、通信・情報や空調等の設備の機能維
持につながったことにより、より安心・安全に利用できるようになるとともに、
廃棄物の削減等による環境負荷の低減に寄与したため。
・公共建築物における修繕費用や更新費用について、長寿命化に配慮
した取組を進めることで、事業費の平準化が図られたため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・庁舎等建築物や市営住宅等について、計画的な長寿命化を実施したことで、安心・
安全な利用や廃棄物の削減等による環境負荷の低減に寄与するとともに、維持管理・
修繕、改修、更新等に係る事業費の平準化を図ることができました。
・「地域ごとの資産保有の最適化」の取組状況を踏まえ、より効率的・効果的な取組と
なるよう検討を行いながら、引き続き施設の長寿命化の取組を進めます。
・市営住宅については市営住宅等ストック総合活用計画、学校施設については学校施
設長期保全計画により、引き続き施設の長寿命化の取組を進めます。
・一部の工事で不調が発生したことから、原因について関係部署間で共有しながら、計
画的な施設の長寿命化を推進していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント ３・効率的な庁舎の維持管理・営繕に関する検討 総務企画局

現　状
【課題認識】

・庁舎の維持管理に係る設備運転管理、庁舎警備、庁舎清掃、案内・受付の各業務の委託状況は、契約年数、対象施設とも異なる
ものとなっています。そのため、発注や支出関係業務も複数処理が必要となっています。
・庁舎営繕については、令和５（2023）年度の新本庁舎への事務室移転に伴い、第３庁舎の大規模改修工事を予定していることか
ら、当該年度に行うべき工事と他年度でも対応可能な工事を選別し、改修費用の平準化を図ることが必要となっています。

（４年間の）
取組の方向性

①庁舎の維持管理
・現状では、庁舎を維持管理するための各委託業務については、業務ごとに契約年数や対象施設が異なっているため、これら業務をより
効率的に執行するための手法を検討します。
②庁舎営繕
・令和５（2023）年度の施工が必須な項目、同年度に施工することが有効な項目、他年度でも対応可能な項目を選別し、適切な
改修スケジュールを検討した上、各種工事と令和５（2023）年度における第３庁舎の大規模改修工事を実施します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

①庁舎の維持管理
【R04（2022）】
・効率的な業務委託のあり方を検討した上での入札の実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・効率的な業務委託の実施
②庁舎営繕
【R04（2022）】
・関係部署との協議・調整
・新本庁舎整備に係る事務室移転による空室期間を利用した効率的な施工スケジュールの検討
【R04（2022）・R05（2023）】
・第３庁舎の大規模改修工事の設計・工事の実施
・庁舎の省エネ化（照明設備のＬＥＤ化）の実施

81107010 庁舎維持管理事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・効率的な施設維持管理業務の委託の実施
・第３庁舎の大規模改修工事の完了に伴う劣化部位の減少に加えて、施設の省エネ化（照明設備のＬＥＤ化）の達成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

①庁舎の維持管理
【R04（2022）・R05（2023）】
・効率的な業務委託のあり方を検討した結果を踏まえた上での入札の実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・効率的な業務委託（本庁舎及び第３庁舎を統合した設備運転管理業務委託）の実施
【R07（2025）】
・各業務委託の執行状況等を踏まえた効率的な庁舎の維持管理の検証

②庁舎営繕
【R04（2022）】
・関係部署との協議・調整
・新本庁舎整備に係る事務室移転による空室期間を利用した効率的な施工スケジュールの検討
・第３庁舎の大規模改修工事の設計・工事の実施
・庁舎の省エネ化（照明設備のＬＥＤ化）の実施
【R05（2023）】
・第３庁舎の大規模改修工事の設計・工事の実施、供用開始
・庁舎の省エネ化（照明設備のＬＥＤ化）の実施、供用開始
【R06（2024）】
・第３庁舎の大規模改修工事の実施、供用開始
・庁舎の省エネ化（照明設備のＬＥＤ化）の実施、供用開始

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

①庁舎の維持管理
【R04（2022）・R05（2023）】
・効率的な業務委託のあり方を検討した結果を踏まえ、本庁舎及び第３庁舎を統合した設備運転管理とするなど、効率的な各業務委
託の入札を実施し、令和５（2023）年６月の本庁舎引渡し以降、各業務委託を開始しました。

②庁舎営繕
【R04（2022）】
・まちづくり局等関係部署と工期変更や発注スケジュール等についての協議・調整を行いました。
・新本庁舎整備に係る事務室移転による空室期間を利用し、効率的な施工スケジュールの検討を施工者と行いました。
・第３庁舎の大規模改修工事について、新本庁舎の工期延長に伴う工程変更により、設計を実施しました。
・庁舎の省エネ化（照明設備のＬＥＤ化）について、新本庁舎の工期延長に伴う工程変更により、現地調査及び一部システム天井
器具の部分更新による検証のみを実施しました。
【R05（2023）】
・第３庁舎の大規模改修工事について、本庁舎への移転に伴い令和５（2023）年10月より順次工事を開始し、工事が完了したフ
ロアに他庁舎から各局部署が移転のうえ供用を開始しました。
・庁舎の省エネ化（照明設備のＬＥＤ化）について、順次工事を開始し、大規模改修工事まで完了したフロアに他庁舎から各局部署
が移転のうえ供用を開始しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

2
説明 実績

目標

-327-



　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R05（2023））
・10月の本庁舎供用開始に伴う本庁舎及び第３庁舎を統合した設備運転管理の導入により、同じ企業体に２つの庁舎の運転管理
等を担わせることで不測の事態等における人的・技術的融通を可能とする業務執行体制を構築でき、これまでよりも安定した施設維持
管理が可能となりました。

【時間の効果】
（R05（2023））
・それぞれの庁舎で委託契約を計２件締結していたものが１件の契約となり、契約業務に要する事務手続時間の削減に寄与しました。

（R04（2022）・R05（2023））
・第３庁舎の大規模改修工事が完了していないため劣化部位の減少や省エネ化の達成には至っていないことから、現時点で営繕におけ
る効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

①庁舎の維持管理
・令和５（2023）年10月の本庁舎供用開始に伴い、本庁舎及び第
３庁舎を統合した設備運転管理業務委託を導入することで、これまでよ
りも安定した施設維持管理が可能となるとともに、契約業務に要する時
間の削減に寄与したため。
②庁舎営繕
・本庁機能の事務室移転に伴う第３庁舎の大規模改修工事が完了し
ておらず、劣化部位の減少や省エネ化の達成には至っていないため。

－ 情報 － 時間 ○ その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

①庁舎の維持管理
・各業務委託を実施し、その執行状況等を踏まえた効率的な庁舎の維持管理の検証
を行います。
②庁舎営繕
・第３庁舎の大規模改修工事を着実に実施し、劣化部位の減少を実現します。
・照明設備のＬＥＤ化を着実に実施し、庁舎の省エネ化達成を実現します。

-328-



　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント ４・新本庁舎整備に伴う第４庁舎の活用 総務企画局

現　状
【課題認識】

・平成28（2016）年１月策定の「川崎市本庁舎等建替基本計画」では、新本庁舎整備後は、本庁機能を新本庁舎、第３庁舎
及び川崎御幸ビルに集約するものとし、第４庁舎は本庁機能として利用しない見込みとしています。
・第４庁舎は長寿命化対象施設ですが、新本庁舎完成後の方向性が未定なため、新本庁舎整備後における活用の方向性が未確定
となっています。

（４年間の）
取組の方向性

・令和３（2021）年度に実施した第４庁舎全体に関する庁内利活用希望調査に基づき、令和４（2022）年度以降、庁内利用
又は民間活用による、最適な活用方法について検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・第４庁舎の設計・改修等の検討・実施及び民間活用の検討
【R04（2022）】
・第４庁舎の利活用に関する庁内調整

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

81104085 資産マネジメント推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

－

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・庁内利活用希望があった利活用の機能について、必要性・緊急性・効率性の観点から内容の検討を行い、利活用を行った際に必要と
なる施設の改修費用等も踏まえ、第４庁舎の利活用の機能、改修の内容を令和５（2023）年３月に決定
【R05（2023）】
・庁内関係者との調整や整理を踏まえた第４庁舎利活用の方向性のとりまとめ
【R06（2024）・R07（2025）】
・第４庁舎の利活用の方向性に基づく改修等の内容を決定し、設計・改修等を検討・実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

・庁内利用有りと決定した場合、用途に応じた設計・改修等の実施と利用の開始
・庁内利用無しと決定した場合、民間活用の推進

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報

-329-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・第４庁舎活用による行政機能に関する効果の整理、改修等に要するコスト比較や関係者との調整等に時間を要したことにより、方向
性の決定には至りませんでしたが、利活用を行った際に必要となる施設の改修費用等も踏まえ、庁内利活用希望があった利活用の機能
について、必要性・緊急性・効率性の観点から内容の検討を行いました。
【R05（2023）】
・令和５（2023）年10月に再度庁内利活用希望調査を実施し、長期・短期の活用案について複数の希望が出てきたため、必要
性・緊急性・効率性の観点から内容の検討を行いました。検討の結果として、当面は、第４庁舎が令和７（2025）年度以降利活用
可能な状態となることから、第３庁舎サーバー室の移転までの文書の一時保管場所などとして暫定活用を行う形で方向性を整理し、長
期的な本格活用は、各事業の必要性・効率性の検討など、整理すべき事項が多岐にわたることから引き続き検討を行うこととしたため、
令和５（2023）年度中に第４庁舎の利活用の機能、改修の内容決定に至りませんでした。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

2
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・利活用を行った際に必要となる施設の改修費用等も踏まえ、庁内利活用希望があった利活用の機能について、必要性・緊急性・効率
性の観点から内容の検討を行いましたが、行政機能に関する効果の整理等に時間を要したことから、令和４（2022）年度中に第４
庁舎の利活用の機能、改修の内容決定に至らず、また第４庁舎の設計・改修等の実施が令和５（2023）年度以降であるため、効
果は発現していません。
（R05（2023））
・令和５（2023）年10月に再度庁内利活用希望調査を実施し、長期・短期の活用案について複数の希望が出てきたため、必要
性・緊急性・効率性の観点から内容の検討を行い、当面の間は第４庁舎が利用可能な状態であることから、第３庁舎サーバー室移転
までの文書の一時保管場所などの暫定活用を行う形で方向性を整理し、長期的な本格活用については各事業の必要性・効率性など
について引き続き検討を行うこととしたため、令和５（2023）年度中に第４庁舎の利活用の機能、改修の内容決定に至らず、また第
４庁舎の設計・改修等に向けた検討段階であるため、効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ２

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・当面の間は第４庁舎が利用可能な状態であることから、第３庁舎サー
バー室移転までの文書の一時保管場所などの暫定活用を行う形で第４
庁舎利活用の方向性の整理を行い、長期的な本格活用については、整
理すべき事項が多岐にわたるため引き続き検討に時間を要するため、令
和５（2023）年度中に第４庁舎の利活用の機能、改修の内容決定
に至らず、また設計・改修等の実施に向けた検討段階であるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・第４庁舎利活用の方向性に基づき、当面の間は第３庁舎サーバー室移転までの文
書の一時保管場所などの暫定活用を行います。
・長期的な本格活用の内容については、令和７（2025）年度の方向性整理に向
け、周辺状況の変化なども踏まえながら、今回の利活用調査結果等を基とした調整の
ほか、各事業の必要性・効率性の検討などを進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・庁舎等の行政財産における余剰地や余剰床の貸付事業推進（庁舎等駐車場、自動販売機設置場所等）
・広告事業推進（横展開）
・未利用財産の有効活用推進（利用目的が終了したもの、一定期間利活用予定がないものを民間意見を聞きながら随時売却・貸付
等）
【R04（2022）】
・新本庁舎への自動販売機設置場所一時貸付けの公募実施
・区役所窓口封筒提供事業者の公募実施
・ネーミングライツの枠組み拡充
・旧宮内職員寮の民間活用に向けた検討等
・旧南部児童相談所の民間活用に向けた検討等
【R04（2022）・R05（2023）】
・新本庁舎工期延長に伴う駐車場供用開始に向けた調整
【R05（2023）】
・旧宮内職員寮の活用等に向けた利用方針の決定
・旧南部児童相談所跡地の活用等に向けた利用方針の決定
・ひらま・ひらま乳児保育園跡地の民間活用に向け事業者ヒアリングを通した検討等
【R06（2024）】
・旧宮内職員寮の利用方針に基づくサウンディング調査、公募等の利活用の推進
・ひらま・ひらま乳児保育園跡地、計量検査所、菅生保育園跡地の民間活用に向け事業者ヒアリングを通した検討等
【R07（2025）】
・ひらま・ひらま乳児保育園跡地、計量検査所、菅生保育園跡地の民間活用に向けた事業者ヒアリング、利用方針の決定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

81104090 市有財産有効活用処分事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント ５・財産の有効活用 財政局

現　状
【課題認識】

・市税収入等の大幅な減収が見込まれ、これまでにない厳しい財政環境が続くものと想定されることから、より一層の財源確保が重要との
認識のもと、「資産マネジメント第３期実施方針」に基づく財産の有効活用の取組を拡大し、未利用財産の売却や貸付けによる歳入の
確保と経費の節減、市民サービスの向上など多様な効果を創出する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・資産保有の最適化等により発生する余剰財産の売却等により、財源の確保を図ります。
・財政効果のみならず、本市のさまざまな施策推進や課題解決に寄与することを踏まえ、多様な効果の創出に向け、財産活用の手法や
対象の拡大を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・未利用財産の売却・貸付けの推進
・庁舎・公の施設駐車場の適正利用の推進
・庁舎等余剰地や余剰床の貸付事業の推進
・ネーミングライツなどの広告事業の推進
・災害時にも活用できる駐車場や自動販売機などの導入に向けた取組の推進

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・資産保有の最適化等により発生する余剰資産のうち、市場性の高い資産を確実に売却又は貸付けする。
・施設の余裕部分など活用可能な対象への取組拡大による有効活用決算額8.0億円以上の達成及び広告掲載枠を設定し、広告掲
載料の代わりに印刷物や物品を提供してもらうことによる歳出削減や市民サービスの更なる向上
※現状値及び目標値には、「№２(５)14︓道路予定区域等の有効活用」のうち0.2億円及び「№２(７)３︓上下水道事業における
資産の有効活用」のうち1.6億円を含めて記載

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

説明 実績

目標

1

R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

有効活用決算額（単年度）

カネ

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度

8.0
以上

単位

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・貸付事業等の実施件数は、令和４（2022）年度は、道路予定地の駐輪場貸付の増等により695件、令和５（2023）年度は、
市営住宅の自動販売機貸付の増等により726件と、前年度比で31件の増となり、目標を達成しました。
・シェアサイクル事業は、本格運用に伴う駐輪場用地の使用許可・貸付個所の順次拡大により、令和４（2022）年度は27個所、令
和5（2023）年度は17箇所増加させました。
・広告事業の周知、拡大等を目的とし、ｅラーニングによる職員向け広告研修を実施しました。
・自動販売機等貸付けについて、令和４（2022）年度は38箇所、令和５（2023）年度は11箇所の一般競争入札を実施し、借
受事業者を決定しました。設置された自動販売機のうち、令和４（2022）年度は災害対応型を４台（うち１台は環境配慮型）、
令和５（2023）年度は災害対応型を４台導入しました。
【R04（2022）】
・コインパーキング等の貸付対象地として市営住宅、道路事業予定地、水道用地等の余剰地など対象範囲を順次拡大しました。
・未利用地等（旧動物愛護センター跡地等）４か所を売却しました。
・未利用財産の有効活用に向け、ＰＰＰプラットフォームでの意見交換会（旧宮内職員寮、旧南部児童相談所跡地、さく井跡地、調
整池等）を実施しました。
・区役所、市税事務所で配布する「広告付き窓口封筒」（約90万枚／年）について、事業者の公募、選定を実施しました。
・事業者等から公共施設へのネーミングライツ導入の提案を受け付ける「提案型ネーミングライツ」を導入開始しました。
・新本庁舎工期延長に伴い、関係各課と新本庁舎駐車場供用開始時期及び第３庁舎駐車場閉鎖時期の調整を行いました。
【R05（2023）】
・おくやみガイドブックなど、代理店へ委託して広告募集している媒体について、本市ＨＰにも募集内容を掲載し、周知方法の拡大を図り
ました。
・パートナー募集を民間企業が実施するという本市初の形態により、新たに等々力陸上競技場へネーミングライツを導入しました。
・市役所本庁舎駐車場が令和５（2023）年10月から供用開始し、駐車場用地として貸付を開始しました。
・旧宮内職員寮等について、民間事業者へヒアリング調査を実施し、サウンディング調査、公募に向けた利活用方法等の調整を行いまし
たが、想定よりも調整等に時間を要したため、方針の決定には至りませんでした。早期の方針決定に向けた調整など、取組を推進しま
す。
・旧南部児童相談所跡地について、庁内調整を実施し、庁内利用（小規模多機能型居宅介護施設の整備）が決定しました。
・ひらま・ひらま乳児保育園跡地について、ＰＰＰプラットフォームでの意見交換会に向けて、対象財産周辺の地域課題や地元ニーズの
分析・把握を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

8.0
以上

8.9
以上

（8.0以上）

8.9
以上

（8.0以上） 億円

説明
一般会計、特別会計、企業会計の貸付事業・広告事業により得ら
れる歳入額の推移をみることで有効活用による財政効果を測るもの
※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 8.5 8.8 9.4
（見込）

説明 実績

目標

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

647
以上

1
活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
691
以上

(647以上)

691
以上

(647以上) 件

説明 一般会計、特別会計、企業会計の貸付事業・広告事業の実施件数（単年
度）※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 654 695 726

有効活用実施件数（単年度） 目標 647
以上

-333-



　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、活動指標（有効活用実施件数（単年度））及び成果指標（有効活用決算額
（単年度））について、直近過去３か年実績の平均値を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標
値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・有効活用実施件数及び決算額について、計画策定当初は、令和２（2020）年度実績を基準に実績値以
上を目指すこととしていましたが、当初見込みを大きく上回ったことから、目標値を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・庁舎等の行政財産における余剰地や余剰床の貸付事業のほか、広告事業の推進な
ど、市有財産の有効活用について引き続き取組を推進します。
・一定規模以上の未利用財産について、民間事業者の意見を踏まえ、更なる有効活
用等に向けた取組を推進します。

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・庁舎等の行政財産における余剰地や余剰床の貸付事業のほか、広告
事業の推進など、市有財産の有効活用により、成果指標である「有効活
用決算額」について、令和４（2022）年度は8.8億円、令和５
（2023）年度は9.4憶円（見込）と２年連続で目標を上回る歳入を
確保できたため。また、未利用地等の売却により令和４（2022）年度
において3.4億円の歳入を確保できたため。
・広告事業の初任者向け研修について、２年間で延べ1,816人の職員
が受講し、同事業の周知及び推進に寄与したため。
・使用許可等により、シェアサイクルポート設置個所の拡大等による地域
交通における移動環境の充実のほか、災害対応型の自動販売機設置
による災害発生時の飲料水確保などにつながったため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

－
区分選択の理由

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ｅラーニングによる職員向け広告事業の初任者向け研修を実施し、令和４（2022）年度は1,316人、令和５（2023）年度は、
さらに500人の職員が受講し、２年間で延べ1,816人の職員が受講したことで、広告事業の周知及び推進に寄与しました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・事業者との協定に基づきシェアサイクルポートを順次設置（令和４（2022）年度は27箇所、令和５（2023）年度は17箇所）
し、身近な地域交通における移動環境の充実につながりました。
・災害対応型の自動販売機を設置したことにより、災害発生時の飲料水確保につながりました。（令和４（2022）年度38台設置中
４台、令和５（2023）年度42台設置中４台。）

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・市有財産の余剰地、余剰床等の貸付け及び広告事業の推進により、令和４（2022）年度決算額は8.8憶円、令和５（2023）
年度決算額は9.4億円（見込）の歳入を確保しました。また、911,538千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、
954,950千円の財政効果を令和６（2024）年度予算に反映しました。各年度決算額（歳入）のうち、市役所区役所駐車場の
適正利用について、令和４（2022）年度決算額は、前年度と比較して23,556千円増の45,007千円、令和５（2023）年度決
算額は、前年度と比較して16,628千円増の61,635千円（見込）の歳入を確保しました。
（R04（2022））
・未利用地等の売却において、令和４（2022）年度は、3.4億円の歳入を確保しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022　】
・各諸室における稼働率、利用人数、目的等の把握、利用状況分析
・施設運営の現状や課題を把握するため、指定管理者からヒアリング
・近隣の市施設や関係局との情報共有、調整
【R05（2023）】
・ホールのあり方検討を踏まえた施設のあり方の整理
・地域ごとの資産保有の最適化検討を踏まえた施設のあり方検討スケジュールの作成
・男女共同参画センターの機能の整理
【R06（2024）】
・地域ごとの資産保有の最適化の方向性の整理、ホールのあり方検討を踏まえた男女共同参画センターの機能の整理
・男女共同参画センターの老朽化を踏まえた方向性（案）の作成
【R07（2025）】
・地域ごとの資産保有の最適化方針を踏まえた男女共同参画センターの今後の方向性の決定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・施設のあり方について今後の方向性を決定
・方向性に基づく男女共同参画センター機能の維持強化に向けた課題の抽出

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・男女共同参画センターのあり方について、同種課題を有する他施設との複合化を含めて、そのあり方を検討していきます。
・オンライン技術の普及等に伴い、同技術を用いて男女共同参画センター機能を向上させるための手法を検討していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
・各施設の稼働率や利用人数、利用目的等の利用実態の把握及びセンターの貸館としての現状の分析、施設の修繕計画の検討
【R05（2023）・R06（2024）】
・他施設との課題の共有、改築、移設、複合施設化等の施設のあり方の検討
・現状と異なる仕様になった場合の男女共同参画センターとしての機能の維持・強化についての検討
【R07（2025）】
・男女共同参画センターの今後の方向性の決定

50202020 男女共同参画センター管理運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント ６・男女共同参画センターの老朽化等を踏まえた今後の方向性の検討 市民文化局

現　状
【課題認識】

・昭和49（1974）年３月に旧高津市民館として建設され、その後平成11（1999）年に大改修を行い、同年９月に男女共同参
画センターとして開設されました。平成18（2006）年度から指定管理制度を導入し、現在は第７期目で令和３（2021）年４月か
ら５か年の指定期間です。
・男女共同参画センターは男女平等施策の推進拠点として位置付けられた本市唯一の施設であり、男女共同参画社会の形成に寄与
することを目的としています。また、青少年の主体的な舞台芸術活動の促進に寄与することも目的としてホールが敷設されています。
・築48年が経過し、施設や設備の老朽化が進んでおり、平成30（2018）年度には長寿命化の対象施設となり、これまでに空調設
備、外壁、舞台設備等の工事を行っています。また、軽易工事や指定管理者による修繕等、施設の維持管理に経費を要しています。
・男女共同参画センターとしての機能は必要ですが、オンライン技術の普及等に伴い、その機能を果たすための手法の検討やホール機能
を有した施設の最適配置の庁内の検討状況を考慮しつつ他施設との統合による複合施設化を含め、施設のあり方について検討する時
期に来ています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

説明 実績
1

目標

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・過去４年半分の施設利用状況を諸室ごとに稼働率、利用人数、目的等を把握し、今後のあり方検討の基礎資料として取りまとめまし
た。
・施設運営の現状や課題を把握するため、指定管理者からヒアリングを実施しました。
・近隣の施設を所管する関係局と施設利用状況や課題を共有しました。また、男女共同参画センターは、公共施設総合調整室の「公
共ホールのあり方」検討や「地域ごとの資産保有の最適化計画」にも該当しているため、公共施設総合調整室とも情報共有を行いまし
た。
【R05（2023）】
・ホールのあり方検討や地域ごとの資産保有の最適化検討の取組内容と整合を図りながら、施設のあり方の整理や検討スケジュールの
作成を進めました。
・諸室ごとの稼働率、利用目的等の施設利用状況をもとに男女共同参画センターの機能整理を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・センターのあり方の検討の取組として、利用状況分析や近隣施設の所管局及び公共
施設総合調整室等関係局と情報共有を進めることができました。今後は近隣施設を所
管する関係局と情報を共有し、公共施設総合調整室による「公共ホールのあり方検
討」や「地域ごとの資産保有の最適化計画」との整合性を図りながら、男女共同参画セ
ンターの今後の方向性の決定に向けた検討を進めていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・男女共同参画センターのあり方検討は、直接的な効果はないものの、
利用状況分析や近隣施設との状況共有を進めたことで、老朽化への対
応として施設の修繕、改築、複合化などを実施する際にセンター機能の
強化・効率化に資するため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・老朽化等に対応した男女共同参画センターのあり方の検討により、直ちに効果が現れることはありませんが、施設の現状の利用状況等
をまとめたことで、今後の施設複合化などの検討の際には必要な機能の内容等が整理され、施設の修繕、改築、複合化等の際にセン
ター機能の強化・効率化に資することができます。
（R05（2023））
・老朽化等に対応した男女共同参画センターのあり方検討にあたっては、ホールのあり方検討や地域の最適化検討と整合を図りながら取
り組みを進めるため、直ちに効果が現れることはありませんが、近隣の施設を所管する関係局と情報共有を図ることにより、必要な機能整
理を効率的・効果的に検討することができます。

-337-



　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （５）戦略的な資産マネジメント ７・川崎市民プラザの老朽化等を踏まえた今後の方向性の検討 市民文化局

40802060 市民プラザ管理運営事業

（４年間の）
到達目標 ・川崎市民プラザの老朽化等を踏まえた今後の方向性の決定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ －

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

（４年間の）
取組の方向性

時間 － その他 －情報 －

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
・川崎市民プラザの稼働率や利用人数、利用目的等の利用実態の把握による現状の分析
【R05（2023）〜R07（2025）】
・耐震診断の２次診断結果やホール機能を有する施設の適正配置の検討結果を踏まえた今後の方向性の検討及び決定

・川崎市民プラザについて、築40年以上が経過しているため、老朽化が進んでいることや耐震診断の２次診断を令和３（2021）年
度から令和４（2022）年度まで実施すること、また、ホール機能を有する施設の適正配置の検討状況など、老朽化等を踏まえた今後
の方向性について検討していきます。

現　状
【課題認識】

・川崎市民プラザは、川崎市の指定都市移行を記念して、全ての市民が楽しく過ごせるように造られた「文化・健康の推進」と「福祉・余
暇の充実」の総合施設として、昭和54（1979）年の開設以来33年間にわたり、財団法人川崎市指定都市記念事業公社が所有し
てきましたが、公社解散に伴い市が寄贈を受け、平成24（2012）年度から「健康の増進」、「文化の振興」及び「市民相互の交流の
機会の提供」を目的とした公の施設として、指定管理者制度を導入し、令和３（2021）年度で10年目となります。
・施設利用者数については、年間約40万人（令和元（2019）年度）と多くの方が利用していますが、貸館施設利用率等について
は、総利用率として約35％となっています。
・なお、施設については、築40年以上経過しているため、長寿命化工事等により、保全の取組を進めています。

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・ホールや各諸室の稼働率や利用人数、利用目的等の状況の把握・状況分析の実施
・施設運営の現状や課題を把握・整理するため、指定管理者へのヒアリングを実施
・令和３（2021）年度に引き続き、施設の耐震診断の２次診断を継続実施
【R05（2023）】
・ホールや各諸室の稼働率や利用人数、利用目的等の状況の分析を継続実施するとともに、耐震診断の２次診断結果を踏まえたより
具体的な施設運営への課題を把握・整理するため、指定管理者へのヒアリングを継続実施
【R05（2023）・R06（2024）】
・①ホールや各諸室の稼働率や利用人数、利用目的等の状況の分析結果や②耐震診断の２次診断結果、③ホール機能を有する公
共施設の適正配置の検討状況を踏まえながら、今後の方向性を検討
【R07（2025）】
・①ホールや各諸室の稼働率や利用人数、利用目的等の状況の分析結果や②耐震診断の２次診断結果、③ホール機能を有する公
共施設の適正配置の検討状況を踏まえながら、今後の方向性を検討・決定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

単位

説明 実績
1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
目標

目標

説明 実績

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

目標

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・ホールや各諸室の年度ごとの稼働率や利用人数、利用目的等の状況を把握した上で、詳細な分析を進めるとともに、当該施設の今
後の方向性の検討を開始しました。
・施設運営の現状や課題を把握するため、指定管理者から施設の老朽化の状況や貸室の稼働率などの状況についてヒアリングを実施し
ました。
・令和３（2021）年度に引き続き、施設の耐震診断の２次診断を継続実施しました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に引き続き、ホールや各諸室の年度ごとの稼働率や利用人数、利用目的等の詳細な分析を進めるとともに、
耐震診断の２次診断結果やホール機能を有する公共施設の適正配置の検討状況などを踏まえた当該施設の今後の方向性の検討を
行いました。
・令和４（2022）年度に引き続き、施設運営の現状や課題を把握するため、耐震診断の２次診断結果を踏まえ、指定管理者から
施設の老朽化の状況や貸室の稼働率などの状況、また、施設の運営方針についてヒアリングを実施しました。

目標・実績 R03年度 R04年度

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明

R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

R05年度 R06年度

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 R07年度

2
説明 実績

1
目標

目標

説明 実績

実績

目標
2

説明
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

その他 －
区分選択の理由

（R04（2022））
・ホールや各諸室の年度ごとの稼働率や利用人数、利用目的等の状況を把握した上で、詳細な分析を進めるとともに、当該施設の今
後の方向性の検討を開始しました。
・施設運営の現状や課題を把握するため、指定管理者から施設の老朽化の状況や貸室の稼働率などの状況についてヒアリングを実施し
ました。
・令和３（2021）年度に引き続き、施設の耐震診断の２次診断を継続実施しました。
（R05（2023））
・令和４（2022）年度に引き続き、ホールや各諸室の年度ごとの稼働率や利用人数、利用目的等の詳細な分析を進めるとともに、
耐震診断の２次診断結果やホール機能を有する公共施設の適正配置の検討状況などを踏まえた当該施設の今後の方向性の検討を
行いました。
・令和４（2022）年度に引き続き、施設運営の現状や課題を把握するため、耐震診断の２次診断結果を踏まえ、指定管理者から
施設の老朽化の状況や貸室の稼働率などの状況、また、施設の運営方針についてヒアリングを実施しました。
・ただし、現時点では、ホールや各諸室の年度ごとの稼働率や利用人数、利用目的等の状況を把握・分析等を行うとともに、耐震診断
の２次診断結果や川崎市民プラザの老朽化等、ホール機能を有する公共施設の適正配置の検討状況などを踏まえた今後の方向性の
検討を進めている段階であり、経営資源の確保等の観点からの効果発現には至っていません。

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 － 時間 －

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・今後、①ホールや各諸室の稼働率や利用人数、利用目的等の分析結果や指定管
理者へのヒアリングで把握した課題等を含め、②耐震診断の２次診断結果や施設の老
朽化等、③ホール機能を有する公共施設の適正配置の検討状況等を踏まえながら、
今後の方向性の検討・決定を進めていきます。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・現時点では、ホールや各諸室の年度ごとの稼働率や利用人数、利用
目的等の状況を把握・分析等を行うとともに、耐震診断の２次診断結
果や川崎市民プラザの老朽化等、ホール機能を有する公共施設の適正
配置の検討状況などを踏まえた今後の方向性の検討段階であり、経営
資源の確保等の観点からの効果発現には至っていないため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント ８・効率的・効果的な計量検査業務に向けた見直しの検討 経済労働局

現　状
【課題認識】

・近年の本市の産業構造や民間事業者の経済活動の変化等に伴い、かつての製造業における計測機器等を中心とした検査から、スー
パーや薬局などにおける消費者向け商品の量目検査など、多様な分野に検査対象が広がっています。
・そのような変化にあわせて、スーパーで販売されている商品等に関する一般消費者からの相談も徐々に増加しており、計量業務と消費
生活相談業務との連携が不可欠となっています。また、検査対象の拡大にあわせて、消費者行政センターの啓発業務との連携も強化が
求められています。
・計量検査所が実施している計量法に基づく立入検査等の事務の効率化に向けて、必要な諸条件をあらためて検証する必要がありま
す。
・現在、本市は特定計量器の検査業務を（公社）神奈川県計量協会に委託していますが、そのような状況も踏まえ、施設のあり方に
ついても検討を進める必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・計量検査業務と消費生活相談業務の連携強化に向けた効率的・効果的な体制の検討を進めます。
・計量検査について効率的・効果的な業務手法を検討するとともに、施設のあり方についても検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市民ニーズや本市の産業構造の変化を踏まえた効率的・効果的な計量検査業務の見直し
・川崎市計量協会、（公社）神奈川県計量協会との役割・業務分担等の整理
・計量法に基づく立入検査等の事務の効率化に向けた、検査機器や人員体制など必要な諸条件の検証
・計量検査所の施設に求められる機能の検討と見直し

40102080 計量検査・管理指導事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・本市の産業構造や市民ニーズの変化に的確に対応した効率的・効果的な計量検査業務体制の構築
・今後の計量検査業務に適した施設の最適化

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・令和４（2022）年４月１日に計量検査所の所属を工業振興課から消費者行政センターに移管したことに伴い、広報啓発活動等
の業務を所属内で連携して実施
・計量検査所と川崎市計量協会及び神奈川県計量協会との関係及び役割を整理
・計量検査所の移転を見据え、法定検査の直営実施当時に使用していた検査機器等で現在は不要となっているもの等の廃棄・撤去に
必要となる予算を確保し、併せて人員体制等の必要な諸条件を整理
【R05（2023）】
・計量検査所の移転に伴い、消費者行政センターを含めた所属内の庶務事務等の効率化を推進
・計量検査所の移転に伴い、法定検査の直営実施当時に使用していた検査機器等で現在は不要となっているもの等を廃棄・撤去し、
併せて人員体制等の必要な諸条件の下で業務を実施
・年度末までに、計量検査所と川崎市計量協会及び神奈川県計量協会との連携のあり方を協議し、明確化した役割分担により業務を
実施
・計量法に基づく立入検査等の事務の効率化を、日常業務を振り返る中で検証
・社会情勢の変化を踏まえ、計量検査所に求められる機能の効率的・効果的な発揮について検討を行い、計量検査業務の実施手法
に関する見直しを計量検査所の移転に併せて実施
【R06（2024）】
・消費者行政センター内における連携を推進するとともに、川崎市計量協会・神奈川県計量協会との役割・業務分担等を再構築
・新事務所における事務の効率化に向けた検査機器の使用状況を検証し、人員体制など必要な諸条件を検証するとともに、消費者行
政センター内の計量機器保管室に求められる機能について運用状況を検証
【R07（2025）】
・消費者行政センター内の連携を推進し、今後の市計量協会・県計量協会との役割・業務分担等による体制を確立し業務を実施
・事務の効率化に向けた検査機器の使用状況、人員体制など必要な諸条件、今後の計量機器保管室に求められる機能について整理
し検証を実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績
1

目標

説明 実績

目標

目標

R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・計量検査所の所属を消費者行政センターへ移管したことに伴い、計量の広報啓発活動である「計量の広場」の出展を、それまでの市
民祭りから消費者行政センターの啓発イベント「消費生活展」に移管し、消費者行政との連携を深めることで、計量行政に対する市民の
理解を醸成しました。
・計量検査所と関係団体との関係及び役割の整理として、川崎市計量協会については、市民・事業者向けの各種イベント等を通じた正
しい計量知識の普及や啓発活動など、産業面・消費生活面の両面での計量意識の醸成に向けた協力関係として整理しました。神奈川
県計量協会については、令和５（2023）年度以降の３年間の法定検査「定期検査」の指定定期検査機関（計量法で規定）に神
奈川県計量協会が指定されたことに伴い、法定検査である定期検査事業の委託先として、計量法に基づく指定定期検査機関としての
関係性を整理しました。
・計量検査所を現在の施設から移転することを決定し、求められる機能を効率的・効果的に発揮する手法等について検討を行いました。
・計量検査所の移転を見据え、法定検査の直営実施当時に使用していた検査機器等で現在は不要となっているもの等の廃棄・撤去に
必要となる予算及び移転に伴い必要となる予算をそれぞれ確保しました。
【R05（2023）】
・計量検査所の移転に伴い、物品購入等の経理関係や勤務状況確認等の労務関係など消費者行政センターを含めた所属内の庶務
事務等の効率化を推進しました。また、台ばかりや体温計等の計量機器及び1,000kgの分銅等といった不要となっているもの等を廃棄
するとともに、移転先に計量検査及び機器の校正等に使用する検査機器の運搬を行いつつ、移転前と同様の件数の立入検査を実施し
ました。
・市内事業者等への立入検査は計量検査所、市民・事業者向けの各種イベント等を通じた正しい計量知識の普及活動は川崎市計量
協会、法定検査である定期検査は神奈川県計量協会とするなど、令和４（2022）年度に整理した関係性に基づき役割分担を明確
化して令和５（2023）年４月から業務を実施しました。
・計量法に基づく立入検査等の事務の効率化を日常業務の中で検証し、特定計量器の必要部分を写真撮影したり、検査先に合わせ
た事前準備段階での手順確認の充実として管理台帳を施設管理者から提出してもらう等により、現場での立入検査事務の円滑化を行
いました。
・社会情勢の変化を踏まえ、計量検査所に求められる機能の効率的・効果的な発揮手法について検討を行い、消費生活相談業務との
連携を強め、相談・苦情への対応について情報共有を図るなど、計量検査業務の実施手法に関する見直しを移転に合わせて実施しま
した。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

R07年度

1
説明 実績

目標

目標

単位

目標

実績

目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

2
説明 実績

1

説明
1

実績説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ ○

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022）)
・計量検査所の移転を決定したことに合わせてこれまで施設の老朽化に伴い行ってきた補修工事を大幅に縮減したことで、令和５
（2023）年度予算に3,000千円の財政効果を反映しました。
（R05（2023））
・計量検査所の移転を実施したことにより、維持管理費等を大幅に縮減したことで、令和６（2024）年度予算に10,666千円の財政
効果を反映しました。

【時間の効果】
（R05（2023））
・計量検査所の移転に伴い、消費者行政センターを含めた所属内の庶務事務等の効率化を推進し、約10時間の業務時間削減になり
ました。

【その他の効果】
（R04（2022）)
・計量検査所と関係団体との関係及び役割の整理においては、計量法に基づく指定定期検査機関として神奈川県計量協会との関係
性を整理したことに伴い、川崎市計量協会については産業面・消費生活面の両面での計量意識の醸成を図るうえでの協力関係を明確
にすることができ、共催イベント等における役割分担など、担当業務が明確化され円滑な業務実施が可能となりました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・計量検査所の移転に伴い、予算削減の効果として令和５（2023）
年度予算に3,000千円、令和６（2024）年度予算に10,666千円
の財政効果を反映したため。
・川崎市計量協会との関係性・役割分担の整理を行うことができ、共催
イベント等における担当業務が明確化され円滑な業務実施が可能となっ
たため。
・計量検査所の移転に伴い、消費者行政センターを含めた所属内の庶
務事務等の効率化ができたため。

○ 情報 － 時間 ○ その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・消費者行政センターの他の３係と庶務事務や事業面での連携強化を実施します。
・川崎市計量協会との連携協力関係や神奈川県計量協会との指定定期検査機関と
しての関係を踏まえた、役割分担に基づき、引き続き計量検査業務を行います。
・新事務所における計量検査係のもとで、検査内容の充実とともに、検査機器の使用
状況を検証し、求められる機能についての運用状況を検証します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント ９・労働会館及び教育文化会館の再編整備に伴う新たな管理運営体制の構築 経済労働局

現　状
【課題認識】

・令和３（2021）年１月に労働会館及び教育文化会館の再編整備に向けた基本計画を策定しました。
・同計画は、本市の資産マネジメントの考え方を踏まえ、施設の複合化・長寿命化を図るもので、既存施設の複合化の取組としては、本
市で初めて実施するものとなります。
・今後、再編整備後の効率的・効果的な管理運営及び市民サービスの向上に向けた検討が必要です。

（４年間の）
取組の方向性

・労働会館及び教育文化会館の再編整備に伴い、新たな合築施設の管理運営手法について検討し、実施します。
・新たな合築施設整備後の利用調整方法などについて関係団体等と調整を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
・教育文化会館と合わせた管理運営手法及び計画の策定
【R04（2022）〜R06（2024）】
・再編整備後の施設の利用ルールや運営体制等の検討
・オープンスペースの有効活用などによる労働資料室利用者向上に向けた取組の検討
【R06（2024）】
・教育文化会館を統合した新たな施設の供用開始

40302030 労働会館の管理運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・教育文化会館との複合施設における新たな市民サービスの提供及び効率的・効果的な管理運営の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・（仮称）川崎市民館・労働会館 管理運営計画の策定及び公表
・オープンスペースの有効活用による図書コーナー（労働資料室）の利用者向上に向けた検討
【R05（2023）】
・入札不調の原因を踏まえた再入札に向けた対策の検討
・再編整備工事に伴う労働資料室の仮移転（８月から運営再開）
・新施設の図書コーナー（労働資料室）の具体的な運営方法の検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・改修工事の実施
【R06（2024）】
・複合施設条例の制定
・指定管理者の募集及び事業者選定
【R07（2025）】
・指定管理者の指定
・（仮称）川崎市民館・労働会館の供用開始
・（仮称）川崎市民館・労働会館の運営
　※図書コーナー（労働資料室）の運営

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・令和５（2023）年３月に実施した労働会館改修工事（建築）が入札不調となり、不調の原因や再発注に
向けた検討を行った上で、再入札を実施したことから、施設の供用開始及び指定管理者制度導入時期がそれぞ
れ１年程度、遅延することとなりました。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・教育文化会館と労働会館がそれぞれこれまで行ってきた事業を継続する新施設を一体として運営していくため、令和４（2022）年８
月に、事業サービスの内容や効率的・効果的な提供手法等に関する基本的な事項等を明らかにする「（仮称）川崎市民館・労働会
館 管理運営計画」を策定しました。
・管理運営計画の策定に当たり６月１日（水）〜６月30日（木）の期間で実施したパブリックコメントの意見を踏まえ、新施設に設
置する図書コーナーと既存の図書館との連携方法やオープンスペースの有効活用による利用者向上に向けた検討を行いました。
・令和５（2023）年４月１日からの労働会館の休館に向け、川崎市立労働会館条例を廃止する条例の制定を行いました。
・教育文化会館と労働会館の複合施設条例について、条例の考え方、条例所管の考え方、財産所管及び施設管理の考え方を整理
するとともに、施設整備における改修工事費の増額について所管事務報告を行いました。
・令和３（2021）年度に引き続き、大規模改修・複合化に向けた実施設計を実施するとともに、令和５（2023）年３月に、改修
（建築）工事の入札を実施しましたが、入札不調となったことから、予定していた①電気設備工事、②空気調和設備工事、③衛生設
備工事の入札を中止せざるを得ず、施設の供用開始時期についても遅れる見込みとなりました。
【R05（2023）】
・令和５（2023）年３月の改修（建築）工事の入札不調を受けて、入札不調の原因を調査を実施し、工事費や工事発注方式等
の見直しを行い、工事の再入札を行った結果、落札業者が決定し、契約を締結しました。また、工事期間中や施設の供用開始時期が
当初の想定より遅延することに伴う、富士見公園再編整備事業等の関連事業について、影響が最小限になるよう関係局と調整を行い
ました。
・労働資料室を教育文化会館に仮移転し、令和５（2023）年８月に運営を再開しました。
・川崎市労働資料等に関する懇談会において意見聴取を行うなど、図書コーナー（労働資料室）の運営方法等について、令和６
（2024）年度の指定管理者の募集に向けた検討を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

労働資料室利用者数

モノ

目標 2,500 - - 3,750

人

説明
令和２（2020）年度の目標値2,500人の1.5倍を令和７
（2025）年度の目標値とする。なお、令和５（2023）年度及
び令和６（2024）年度は改修期間にあたる。

実績 2,306 2,001 - -

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・「（仮称）川崎市民館・労働会館 管理運営計画」を策定し、事業サービスの内容や効率的・効果的な提供手法等に関する基本的
な事項等を明らかにすることで、労働会館と教育文化会館がそれぞれこれまで行ってきた事業の継続及び新施設の効率的・効果的な運
営に向けた取組が進展しましたが、供用開始に向け、導入準備を進めている段階であり、効果の発現には至っていません。なお、成果指
標の「労働資料室利用者数」については、令和２（2020）年度以降、徐々に持ち直してきているものの、新型コロナウイルス感染症の
影響により労働会館自体の来館者が減少しており、労働資料室の来室者も減少しているため、目標値を下回りました。
・「（仮称）川崎市民館・労働会館管理運営計画（案）」について、パブリックコメントにおいて12通（総数26件）の市民意見が提
出され、新施設の効率的、効果的な管理運営の参考としました。
・再編整備に伴う新たな管理運営体制の構築に向けた取組を進めているところですが、令和５（2023）年３月の改修（建築）工事
の入札不調に伴い、施設の供用開始が当初の想定より遅れる見込みであることから、現時点では、新たな管理運営体制の構築による
効果の発現には至っておらず、その時期についても遅れが生じることとなりました。
（R05（2023））
・令和５（2023）年３月の改修（建築）工事の入札不調を受けて、入札不調の原因を調査を実施し、工事費や工事発注方式等
の見直しを行い、工事の再入札を行った結果、落札業者が決定し、契約を締結しました。また、工事期間中や施設の供用開始時期が
当初の想定より遅延することに伴う、富士見公園再編整備事業等の関連事業について、影響が最小限になるよう関係局と調整を行い
ました。
・再編整備に伴う新たな管理運営体制の構築に向けた取組を進めているところですが、令和５（2023）年３月の改修（建築）工事
の入札不調に伴い、施設の供用開始が当初の想定よりも遅れる見込みであることから、現時点では、新たな管理運営体制の構築による
効果の発現には至っておらず、その時期についても遅れが生じることとなりました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・（仮称）川崎市民館・労働会館 の供用開始に向け、新施設条例、
利用ルール検討、図書コーナー等の利用者向上に向けた取組に加え、
新施設の図書コーナー（労働資料室）の運営方法検討を着実に進め
ているなど、導入準備を進めている段階であり、効果の発現には至ってい
ないため。
・また、改修（建築）工事の入札不調により、施設の供用開始時期が
遅れ、新たな管理運営体制の構築による効果発現時期に遅れが生じる
見込みであるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和８（2026）年２月の供用開始を目指し、改修工事を進めるとともに、備品等
の調達などの取組を着実に進めていきます。
・指定管理者制度導入に向け、①教育委員会・経済労働局・川崎区役所・指定管
理者の役割の整理や事務ごとの運用ルール、責任の所在等を整理したマニュアルの作
成、②複合施設条例の制定に向けた準備、③指定管理者の募集・選定など管理運
営に関する取組、④図書コーナーの運営方針の検討、労働資料の一部の電子化等を
実施していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
①施設に必要とされる機能の整理に向け、庁内関係局へのヒアリングの実施
②利用者情報や利用内容の分析による現在の施設利用状況、関係機関への利用状況のヒアリング、近隣公共施設等へのヒアリング等
によるニーズ把握のための調査
③施設の劣化状況把握のための手法の検討
④上記①〜③について、総務企画局公共施設総合調整室等と合同で実施の手法や検討の方向性を確認のための会議を実施
【R05（2023）】
①地域ごとの資産保有の最適化方針の検討スケジュールを踏まえた、方向性の検討スケジュールを作成
②施設における機能の分析及び利用者ニーズの把握・分析
③施設の劣化状況把握のための調査手法の検討
④上記①、②及び最適化検討対象施設等の所管部署との調整や関係部署へのヒアリングを踏まえ施設として必要な機能を検討
⑤技能職団体等と今後の支援のあり方及び支援体制の検討
【R06（2024）】
①資産マネジメントの視点などを踏まえた劣化状況等把握のための調査の実施
②施設に必要な機能の整理
③技能職団体等への今後の支援のあり方及び支援体制の検討
【R07（2025）】
①地域ごとの資産保有の最適化方針決定を踏まえた今後の方向性の決定
②方向性を踏まえた、次期指定管理期間の設定、指定管理者の公募
③技能職団体等への今後の支援のあり方及び支援体制の決定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・生活文化会館及び技能職者への支援に関する今後の方向性の決定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・主要ターミナル駅に極めて近いという生活文化会館の好立地を活かし、技能職者支援機能に加え、雇用関係、地域コミュニティの活動
拠点など他の行政機能における活用も含めた今後の方向性の検討を進めます。
・生活文化会館のあり方の検討とあわせて技能職者への支援のあり方を再検討するとともに関係団体を含めた支援体制の再構築を検
討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022)〜R07（2025）】
・他の行政機能における活用も含めた生活文化会館の今後の方向性の検討
・現在の施設利用者、関係機関、近隣公共施設等のニーズ、資産マネジメントの視点などを踏まえた整備内容及び手法の検討
・技能職団体の自主的な活動を促すため、技能職団体等と今後の支援のあり方及び支援体制の検討・調整

40301050 生活文化会館の管理運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント 10・生活文化会館の老朽化等を踏まえた今後の方向性の検討 経済労働局

現　状
【課題認識】

・技能振興の拠点として旧高津区役所を改築し、平成８（1996）年から生活文化会館の管理運営を行ってきましたが、既に築50年
を超えており、老朽化が進んでいます。
・社会経済環境の変化の中で、今後の技能職者への支援のあり方も考慮しながら、生活文化会館の老朽化等を踏まえた今後の方向
性について検討する必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
実績

目標

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
①同様の改革課題を有する市民文化局人権・男女共同参画室（男女共同参画センター）と連携し、施設の老朽化を踏まえた検討
について、総務企画局公共施設総合調整室、行政改革マネジメント推進室とともに今後の検討の方向性について共有しました。今後の
検討については「資産マネジメント第３期実施方針」による「地域ごとの資産保有の最適化」のスケジュールに則り行うこととなりました。
②整備後の新たな施設に必要となる機能の整理に向け、これまでの利用状況について調査を行ったほか、指定管理者とともに詳細な利
用状況を把握し、各施設の利用動向の分析を行いました。
　関係機関へのヒアリングについては、上記関係部署との協議により実施時期を検討し、近隣公共施設のニーズ把握については、「地域
ごとの資産保有の最適化」（案）の検討の一部として、令和５（2023）年度から令和６（2024）年度にかけて行うこととしました。
③施設の劣化状況の把握については、庁内関係局の情報交換会議の中で必要な調査内容の検討や予算について調整していくこととな
りました。
④上記①〜③について、総務企画局公共施設総合調整室等と合同で実施の手法や検討の方向性を確認のための会議を実施しまし
た。
【R05（2023）】
①生活文化会館を含む「西高津・高津・東高津」地域が、地域ごとの資産保有の最適化方針のモデル地域に選定されたことから、総務
企画局公共施設総合調整室や行政改革マネジメント推進室等と今後の方向性を共有しつつ、同方針のスケジュールを踏まえた、検討
スケジュールを作成しました。
②昨年度に行った利用状況調査の結果を踏まえ、生活文化会館の機能の分析や、技能職団体等の利用者のニーズ把握・分析を行い
ました。
③施設の劣化状況調査については、実施時期や実施内容についての庁内関係局との協議により、令和６（2024）年度に躯体部分
の劣化状況調査を実施することになりました。
④上記①、②及び公共施設総合調整室等との調整や、生活文化会館における関係部署へのヒアリングを踏まえ施設として必要な機能
を検討しました。
⑤技能職団体の自立的な運営に向け、団体の三役会や理事会等にて、今後の支援のあり方や支援体制などについての協議・検討を
行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・「地域ごとの資産保有の最適化」のスケジュールに則り、施設に必要とされる機能の整
理や地域ニーズの把握など、関係所管と連携して生活文化会館及び技能職者への支
援に関する今後の方向性の決定に向けた取組を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・施設の老朽化等を踏まえた検討の方向性の確認、関係部署へのヒアリ
ングや、スケジュールの共有等を行うなど、検討・調整を進めている段階で
あり、効果の発現には至っていないため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・生活文化会館の今後の方向性について、総務企画局公共施設総合調整室等と合同で実施の手法や検討の方向性を確認すること
で、施設の老朽化等を踏まえた今後の方向性に関する検討を行っているなど、検討・調整を進めている段階であり、効果の発現には至っ
ていません。
（R05（2023））
・生活文化会館の今後の方向性について、総務企画局公共施設総合調整室等と調整し、検討の方向性を確認するとともに、関係部
署へのヒアリングや利用者ニーズ把握などにより必要な機能を検討するなど、検討・調整を進めている段階であり、効果の発現には至って
いません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント 11・いこいの家・いきいきセンター等の効率的・効果的な利活用・管理運営・更新の検討 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・いこいの家やいきいきセンターについては、日中は高齢者のための目的施設として、指定管理者による講座や自主団体の活動場所の提
供などを行っています。また、現在の指定管理期間からは、高齢者以外の地域住民との交流事業を指定管理業務として実施していま
す。利用者自体の高年齢化も進んでいることから、今後も、高齢者の新規利用者確保に向けた取組を推進するとともに、地域に根差
し、地域住民に広く利用いただけるような場としていく必要があります。
・また、いこいの家については、開館時間外に市民活動等で施設を使用できる夜間・休日等施設開放事業を実施し、施設の有効活用
を図っており、引き続き取組を進める必要があるほか、施設の開・施錠を外部委託していることから、より効率的・効果的な手法を検討す
る必要があります。
・さらに、いこいの家については、全48館のうち、23館がこども文化センターとの合築となっていますが、単発的な事業連携や諸室の利用程
度に留まっていることから、より効率的・効果的な管理運営手法を検討していく必要があります。また、入浴事業を廃止した施設について、
浴室等の設備改修ができていない状況となっており、活用できていない施設があります。
・いこいの家・老人福祉センター活性化計画（以下「ＩＲＡＰ」という。）に基づき、従来の中学校区単位の施設整備方針から、機能
面に着目した展開を図っており、第１弾として生涯学習プラザでシニア向け無料開放デーを実施しています。

（４年間の）
取組の方向性

・新規利用者獲得や高齢者のデジタルデバイド対策として、いこいの家及びいきいきセンターでの新たなコンテンツやWi-Fi等の必要設備
の整備など、時代に合わせた取組を効率的・効果的に進めます。
・引き続き、多世代交流を含む地域交流事業を推進します。
・夜間・休日等施設開放事業については、効率的な運用方法などを検討し、利用頻度の向上を目指します。
・大師・田島支所再編に伴う複合化など、合築施設の運営方法等のより効率的・効果的な手法を検討します。
・地域ニーズに応じてＩＲＡＰに基づくいこいの家機能の展開を進めます。
・入浴事業を廃止している施設について、各施設の実情を踏まえた部屋の有効活用を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新規利用者の獲得に向け、Wi-Fi設置等の時代状況に合せた設備の整備などを検討。また、多世代交流を含む地域交流事業を推
進
・夜間・休日等施設開放事業について、諸規定の整理や積極的な広報等により利用促進を図る。また、施設の開・施錠について、キー
ボックスの試行導入の結果を踏まえた本格導入の推進
・大師・田島支所再編や中原いきいきセンター移転における効率的・効果的な運営方法等の検討。また、それを踏まえた既存の合築施
設の運営手法に係る関係局・機関との協議
・入浴事業廃止施設から優先的に年間５館程度、有効活用のための取組を実施。また、実施施設について、設備の故障等の際はＩ
ＲＡＰに基づき運営委員会等の意見を踏まえ、事業の廃止を引き続き検討
【R07（2025）】
・中原いきいきセンターの移転作業の実施

10403040 いこいの家・いきいきセンターの運営
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標
・主たる利用者である高齢者に加え、高齢者以外の地域住民も含め、安定した利用者数を確保すること等により、地域に根差し、地域
住民に広く利用される場の実現

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・指定管理業務として、地域の様々な機関との多世代交流を中心とした地域交流の推進
・いこいの家の機能重視の考え方により、既存の施設以外の機能展開の推進
・入浴事業を廃止しているいこいの家の浴室について、予算の範囲内で転用工事を実施
【R04（2022）】
・いきいきセンター４館及びいこいの家14館にかわさきWi-Fi整備及び当該Wi-Fiを活用した利用者向けスマホ講座等の実施
・次期指定管理期間に向けた指定管理業務や運営手法等の検討
・いこいの家夜間・休日等施設開放事業のキーボックスによる運用への変更
【R05（2023）】
・いこいの家にかわさきWi-Fi整備及び当該Wi-Fiを活用した利用者向けスマホ講座等の実施
・次期指定管理者の公募・選定
【R06（2024）・R07（2025）】
・指定管理業務としてWi-Fiを活用したデジタルコンテンツの推進
・いこいの家夜間・休日等施設開放事業の利用促進に向けた取組実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

43 43
館

説明 キーボックスを設置したいこいの家の数 実績 2 43 43

キーボックスの設置施設数（累計） 目標 43 43

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・いきいきセンター及びいこいの家において、多世代交流を中心とした地域交流事業を令和４（2022）年度は52箇所で441回、令和
５（2023）年度は55箇所で695回実施しました。
・いこいの家の機能展開事例として、生涯学習プラザにおいて毎週火曜金曜のシニア向け無料開放デーを実施するとともに、旧総合自治
会館跡地に建設した「KOSUGI　iHUG」内地域交流スペースの活用にについて関係局・運営事業者と協議を行い、令和５（2023）
年度からシニア向け無料開放デーを開始しました（参加者令和４（2022）年度延べ3,171人、令和５（2023）年度延べ3,611
人）。
・入浴事業を廃止しているいこいの家について、令和４（2022）年度は５箇所、令和５（2023）年度は１箇所にて浴室からフリー
スペース等への転用工事を実施しました。
・いきいきセンター及びいこいの家計35館にWi-Fiを整備するとともに、利用者向けのスマホ講座及び相談会を令和４（2022）年度は
18箇所で計20回実施（参加者188人）、令和５（2023）年度は24箇所で計31回実施（参加者194人）しました。
・次期の指定管理業務として、社会のデジタル化の進展を踏まえたスマホ相談会・教室などの取組やいこいの家といきいきセンターの連
携、幸・多摩いきいきセンターの地域交流スペースの開放事業などを仕様書に盛り込み、公募・選定を実施しました。
・令和４（2022）年６月からキーボックスによるいこいの家夜間・休日等施設開放事業の運用を開始し、令和５（2023）年は予約
サイト上でマニュアルやお知らせを参照できるように改善し、広報を行い、利用促進を図りました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

いこいの家夜間・休日等施設開放事業の利用率（単年
度）

モノ
目標 7.3 7.3 9.3 11.3

％
説明 キーボックスを設置したいこいの家における事業利用率 実績 7.4 7.0 6.4

220,000 256,000 292,000
人

説明 いきいきセンター7館の延べ利用者数 実績 149,702 172,693 179,852

いきいきセンターの利用者数（単年度）
モノ

目標 184,000

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ △ カネ －

区分選択の理由

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022））
・「生涯学習プラザ」や「KOSUGI iHUG」の各運営団体と連携することにより、生涯学習プラザについては、毎週火曜金曜と利用の場を
拡大し、KOSUGI　iHUGについては令和５（2023）年４月からの無料開放による利用の場の拡大の仕組みを構築することができ、
いこいの家機能の拡充を図ることができました。
（R05（2023））
・各運営団体と協働・連携しながら、KOSUGI　iHUGについては、シニア向け無料開放デーを開始するとともに、生涯学習プラザについて
は、無料開放を続けることで、利用の場を拡大し、いこいの家の機能の拡充による市民の利便性向上に寄与しました。

【モノの効果】
（R04（2022））
・54箇所での地域交流事業や夜間・休日等施設開放事業の実施により、高齢者を含む幅広い世代に施設開放することで、地域に根
ざした施設として施設利用を促進しました。利用率が低下していることから、利用率向上に向けて、効果的な広報手法などを検討する必
要があります。
・浴室転用工事を実施することで、空きスペースの有効活用を図りました。
・いきいきセンター及びいこいの家については、高齢者の目的施設として、コロナ禍においても指定管理者と連携しながら安定した施設運
営を行うとともに、Wi-Fiを整備することで、施設利用者の利便性が向上したものの、感染症対策として利用制限を行ったこと等のため、
利用者数が目標を下回りました。
・システムで管理できるキーボックスの運用を開始したことにより、予約がオンラインでできるようになり利便性が向上するとともに、現場での
鍵開けや予約管理等を自動化することができました。
（R05（2023））
・いきいきセンター及びいこいの家については、コロナ禍で利用者数が減少しており、年度当初に利用制限を解除したことで、利用者数は
徐々に回復しつつあるものの、目標を下回りました。
・いきいきセンター及びいこいの家のWi-Fi整備率は６割超となり、利用者の利便性を向上させるとともに、利用者向けスマホ講座・相談
会を開き、職員のスマホ相談能力を高め、地域の高齢者のデジタル技術活用を支援しました。
・キーボックスの運用について、予約サイトを改善し、利便性が向上しましたが、利用率増加に至っておらず、利用率は目標値を下回りまし
た。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・いきいきセンター及びいこいの家については、コロナ禍においても指定管理
者と連携しながら安定した施設運営を行ったものの、感染症対策の利用
制限等のため利用者数が減少し、利用制限解除後についても、徐々に
回復して来てはいるものの、目標を下回り、利用者数の増加に向けた取
組が引き続き必要であるため。
・いこいの家夜間・休日等施設開放事業については、利用率向上に向け
て、効果的な広報手法などを検討する必要があるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、高齢者向けの施設運営を安定的に行うとともに、次期指定管理期間では
Wi-Fiを活用したデジタルコンテンツの取組など仕様書に基づく新たな取組を着実に進め
ていきます。
・夜間・休日等施設開放事業の利用率向上に向けた取組を進めるとともに、利用者数
が増えた場合の施設内のセキュリティ確保の手法なども併せて検討します。
・入浴事業を廃止した施設の浴室転用工事について、予算の範囲内で計画的に実施
します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント 12・旧幼稚園園舎を活用した単独型地域子育て支援センターのより効率的・効果的な事業実施及び資産の有効活用等 こども未来局

現　状
【課題認識】

・旧幼稚園園舎を活用して設置してきた単独型の地域子育て支援センター(市内５箇所）について、地域における子育て支援体制の
強化に向け、各区に段階的に設置を進めている保育・子育て総合支援センターへの機能移転等に向けた取組を進めていますが、移転
等が完了した後の施設の有効活用や処分等が課題となっています。

（４年間の）
取組の方向性

・旧幼稚園園舎を活用して設置してきた単独型の地域子育て支援センターについて、より効率的・効果的な事業実施に向け、保育・子
育て総合支援センターへの機能移転等を進めます。
・また、保育・子育て総合支援センターへの機能移転等を行う施設について、有効活用や処分等に向けた検討を進め、決定した方向性
に基づく取組を段階的に推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）・R05（2023）】
・旧幼稚園園舎を活用した単独型地域子育て支援センターについて、より効率的・効果的な事業実施に向けた保育・子育て総合支援
センターへの機能移転等に向けた取組を実施
【R05（2023）】
・宮前区保育・子育て総合支援センターへの地域子育て支援センターの併設
【R06（2024）】
・宮前区保育・子育て総合支援センターの設置に伴う同区内の単独型地域子育て支援センター（さぎぬま・すがお）の効率的・効果的
な事業実施及び資産の有効活用
・多摩区保育・子育て総合支援センターへの地域子育て支援センターの併設
【R06（2024）・R07（2025）】
・保育・子育て総合支援センターへの機能移転等の状況を踏まえながら、施設の有効活用や処分等に向けた検討を進め、決定した方
向性に基づく取組を実施

20101010　　20102040 地域子育て支援事業　　公立保育所運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・保育・子育て総合支援センターへの段階的な機能移転等による、より効率的・効果的な事業実施の実現
・機能移転等を行う施設の有効活用又は処分等に向けた方向性の決定・段階的な実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・旧幼稚園園舎を活用した単独型地域子育て支援センターについて、より効率的・効果的な事業実施に向けた保育・子育て総合支援
センターへの機能移転等に向けた取組を実施
・宮前区保育・子育て総合支援センターの開設に伴う住民説明会を実施
・地域子育て支援センターさぎぬまの利用者への周知
【R05（2023）】
・宮前区保育・子育て総合支援センターへの地域子育て支援センターの併設
・地域子育て支援センターすがおの利用者への周知
【R06（2024）】
・宮前区保育・子育て総合支援センターの設置に伴う同区内の単独型地域子育て支援センター（さぎぬま・すがお）の効率的・効果的
な事業実施及び資産の有効活用
・多摩区保育・子育て総合支援センターの開設に伴う住民説明会を実施
・多摩区保育・子育て総合支援センターへの地域子育て支援センターの併設
【R06（2024）・R07（2025）】
・保育・子育て総合支援センターへの機能移転等の状況を踏まえながら、施設の有効活用や処分等に向けた検討を進め、決定した方
向性に基づく取組を実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2 2

件

説明 旧幼稚園園舎を活用した単独型の施設の年度ごとの効率的・効果的な事業
実施及び資産の有効活用等を行った件数 実績 ー 0 0

旧幼稚園園舎を活用した単独型地域子育て支援センターの効率
的・効果的な事業実施及び資産の有効活用等を行った件数（累
計）

目標 0 0

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・地域子育て支援センターすがおの効率的・効果的な事業実施に向けて、地域の子育て団体２者に事業実施計画や運営体制などに
ついてヒアリングを行いました。
・宮前区保育・子育て総合支援センターについて、令和５（2023）年度の開設に向け、建設工事を進めました。住民説明会について
は、令和４（2022）年度に実施予定としておりましたが、住民の要望等との調整により、令和４（2022）年３月に当初予定から前
倒しで実施しました。
・地域子育て支援センターさぎぬまについては、取り壊しを行ったうえで、鷺沼小学校の増築校舎として有効活用することに決定し、利用
者への周知として、令和４（2022）年12月に住民説明会を実施しました。
【R05（2023）】
・宮前区保育・子育て総合支援センターを令和５（2023）年10月に開設し、地域子育て支援センターさぎぬまについて、保育・子育
て総合支援センター内の地域子育て支援センターつちはしへ機能移転を行いました。
・地域子育て支援センターすがおについて、菅生保育園の耐震対策として、当該センター施設を保育園舎として改修し、有効活用するこ
とを決定し、令和５（2023）年10月に利用者への説明会を実施しました。また、同施設の地域子育て支援機能については、改修工
事後の菅生保育園の地域子育て支援ルームに移転することとし、改修工事期間中の、令和６（2024）・７（2025）年度の措置と
して、蔵敷こども文化センター内で実施する地域子育て支援センター（連携型）に機能移転することを決定しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022））
・「地域子育て支援センターすがお」については、地域の子育て団体２者にヒアリングを行いましたが、効率的・効果的な事業実施に向け
た検討段階であるため、効果は発現していません。
・旧幼稚園園舎を活用して設置してきた単独型地域子育て支援センターの「地域子育て支援センターさぎぬま」は、取り壊しを行ったうえ
で、鷺沼小学校の増築校舎として有効活用することに決定し、利用者への周知として、住民説明会を実施しましたが、令和５
（2023）年度の宮前区保育・子育て総合支援センターへの機能移転の準備段階であるため、効果は発現していません。
（R05（2023））
・「地域子育て支援センターすがお」については、菅生保育園の耐震対策として、当該センター施設を保育園舎として改修し、有効活用
することを決定し、利用者への説明会を実施しましたが、蔵敷こども文化センター内の地域子育て支援センター（連携型）への機能移
転の準備段階であるため、効果は発現していません。
・「地域子育て支援センターさぎぬま」は、令和５（2023）年10月に宮前区保育・子育て総合支援センターへの機能移転を行うととも
に、跡地については、園舎を取り壊したうえで、鷺沼小学校の増築校舎として有効活用に向けた取り組みを進めましたが、現時点では、
準備段階であるため、効果は発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・「地域子育て支援センターすがお」は、菅生保育園園舎としての有効活
用に向けた検討段階であるとともに、「地域子育て支援センターさぎぬま」
については、宮前区保育・子育て総合支援センターへの機能移転後の有
効活用の準備段階であるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・「地域子育て支援センターさぎぬま」跡地については、園舎を取り壊したうえで鷺沼小
学校の増築校舎としての有効活用に向けた方向性を決定しました。「地域子育て支援
センターすがお」について、菅生保育園の耐震対策として、当該センター施設を保育園
舎として改修し、有効活用することに向けた方向性を決定しました。今後、保育・子育て
総合支援センターへの機能移転等を行う他の施設について、有効活用や処分等に向け
た検討を進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント 13・都市拠点における公共空間の総合的な有効活用 まちづくり局

現　状
【課題認識】

・国や地方公共団体等が保有する公共空間（道路、広場、公園・緑地、河川敷、港湾、公開空地、公共施設などの不特定多数の
人が利用できる屋外及び屋内の空間）は、行政のルールに縛られて十分に活かしきれていない場合があることから、地域コミュニティと連
携した民間主体等が、地域の活性化やまちの魅力向上など、新たな価値を創造する場として公共空間を活用する仕組みづくりが求めら
れています。
・近年では、公共空間の有効活用の観点から、一部の施設においてネーミングライツの導入等を行っていますが、本市の都市拠点におい
ては、公共空間の持つポテンシャルを活かした更なる有効活用の必要性が高まっています。
・また、新型コロナウイルス感染症を契機とする社会変容等に対応したまちづくりが求められる中、緑やオープンスペースの活用、ウォーカブ
ルな空間などのニーズや重要性が改めて認識されるようになり、公共空間についても多様な利用形態による活用が求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・広域拠点（川崎駅・武蔵小杉駅・新百合ヶ丘駅周辺）は、本市の中でも非常に利用者の多い駅であり、駅周辺の更なる魅力向上
とともに、公共空間における環境美化の維持・向上を図るため、公共空間の有効活用による新たな財源確保や、公共空間の効率的な
維持管理方法などの検討を行い、にぎわいのある持続可能なまちづくりを推進します。
・また、地域生活拠点等（登戸・向ヶ丘遊園駅、鹿島田駅周辺など）においても、身近な地域の中での安全でにぎわいのある空間等を
確保するため、地域の公共空間を最大限活用したまちづくりを推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

40501010
40501050
40502045

川崎駅周辺総合整備事業
新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり推進事業

登戸･向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくり推進事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

①川崎駅周辺地区
【R04（2022）〜R07（2025）】
・公共空間を有効活用した広告事業の拡大実施の検討・調整
・公共空間を活用したイベント等の推進、促進

②川崎駅周辺地区以外の地区
【R04（2022）〜R07（2025）】
・公共空間の活用イメージの具体化（活用ニーズの把握）
・公共空間の運営主体（担い手）の発掘
・実証、課題の洗い出し　など

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・広告事業の実施による歳入の安定的な確保（年間22,600千円以上）
・川崎駅周辺地区における更なる魅力向上や賑わいの創出、環境美化・マナーアップの推進等によるエリア価値向上のスパイラルアップ等
・川崎駅周辺地区以外の地区における魅力向上や賑わいの創出等

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 －

【R04（2022）】
①【広告事業】
・広告塔増設工事終了、増設分（10基）の効果検証着手
【公共空間（ルフロン前歩道）】
・社会実験イベントの実施（飲食・音楽・大道芸・物販。５月〜
12月）、効果検証等
②都市拠点２箇所（新百合ヶ丘駅周辺地区、登戸・向ヶ丘遊
園駅周辺地区）について、公共空間の現状・課題の整理、活用イ
メージの具体化及び運営主体の発掘等
【R05（2023）】
①【広告事業】
・増設分の効果検証結果分析、本格実施に移行する場合は所要
の手続きの実施
・広告塔のさらなる拡大設置の検討・調整
【公共空間（ルフロン前歩道）】
・効果検証を踏まえた道路管理部局及び商店街等との調整
・関係者等との調整を踏えたイベントの実施、効果検証等
②都市拠点２箇所（新百合ヶ丘駅周辺地区、登戸・向ヶ丘遊
園駅周辺地区）について、公共空間の活用イメージの具体化、運
営主体の発掘及び社会実験（イベント開催等）

【R06（2024）】
①【広告事業】
・広告塔のさらなる拡大設置の検討・調整
【公共空間（ルフロン前歩道）】
・イベントの実施、効果検証等
②都市拠点２箇所（新百合ヶ丘駅周辺地区、登戸・向ヶ丘遊
園駅周辺地区）について、公共空間を活用した社会実験（イベン
ト開催等）、実用化に向けた分析・検討及びインフラ整備等
【R07（2025）】
①【広告事業】
・広告塔のさらなる拡大設置の検討・調整
【公共空間（ルフロン前歩道）】
・イベントの実施、効果検証等
②都市拠点２箇所（新百合ヶ丘駅周辺地区、登戸・向ヶ丘遊
園駅周辺地区）について、公共空間を活用したイベント開催等の
本格実施
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
3

以上
3

以上
件

説明
拠点駅周辺等の更なる魅力向上や公共空間における環境美化の維持・向上
に必要な財源を確保するため、有効活用した広告事業の件数を活動指標とし
て設定するもの

実績 3 3 3

拠点駅周辺等における公共空間を有効活用した広告事業の件数
（単年度） 目標 3

以上
3

以上

2

各都市拠点の公共空間を活用したイベント等の開催箇所数（単
年度） 目標 1以上 1以上 1以上 3以上

1

箇所

説明
公共空間を有効活用したイベント等を実施することで、各都市拠点の駅周辺の
更なる商業活性やまちの賑わいを創出することにより、地域の活性化やまちの魅
力向上を図るため、当該件数を活動指標として設定するもの

実績 1 1 1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
①【広告事業】
・令和４（2022）年度の広告塔増設工事完了後、社会実験期間にて効果測定を行い、分析した結果、歩行者や車の通行に支障
がないことを確認し、これを踏まえ、令和５（2023）年度は、道路占用許可におけるにぎわい創出に寄与する場合の特例が可能となる
手続を経て、本格実施を開始しました。
【公共空間（ルフロン前歩道）】
・令和４（2022）年度は実証実験イベント（カワサキよりみちサーカス）を４月に開催するとともに、新たに公募した２事業者が主体
的に、年内の主に週末に計48回イベントを実施しました。また、令和４（2022）年度の取組を踏まえた効果検証や商店街をはじめと
する関係者等との調整を行った結果、令和５（2023）年度からは随時募集として行い、８事業者が主体的に、年内の主に週末に計
46回イベントを実施しました。
②【新百合ヶ丘駅周辺地区】
・公園緑地等の利活用に向けた課題把握や取組の方向性を検討するため、万福寺檜山公園において、まちの新たな魅力や賑わいに繋
がる実証実験を合計４回（令和４（2022）年度︓１回、令和５（2023）年度:３回）実施しました。また、運営主体発掘のた
め、実証実験イベントにおける地域団体の参加に取り組みました。
【登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区】
・令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度を通じて、両駅を結ぶ都市計画道路（登戸２号線沿道）や登栄会商店街に
おいて道路空間利活用社会実験イベントを実施しました。実施にあたり運営主体発掘等のため、地域の関係者とワークショップを開催し
ました。
【R05（2023）】
①【広告事業】
・広告塔のさらなる拡大設置に向け、広告事業者との継続的な協議・調整を進めました。
②【新百合ヶ丘駅周辺地区】
・運営主体発掘のため、実証実験イベントにおける地域団体の参加に取り組むとともに、虹ヶ丘団地周辺においても公共空間等の利活
用を進めるため、ＵＲ都市機構や東急（株）と連携し、実証実験を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

拠点駅周辺等における公共空間を有効活用した広告事
業による歳入額（単年度）

カネ

目標 22,600
以上

22,600
以上

22,600
以上

22,600
以上

千円

説明 拠点駅周辺等における公共空間の有効活用により得られる広告料
等収入 実績 22,600 22,600 23,499

（見込）

80
以上

80
以上

80
以上

2 %

説明 拠点駅周辺等における公共空間の有効活用によるイベント等参加
者の満足度 実績 - 91 81

各都市拠点の公共空間を活用したイベント等参加者の満
足度（単年度）

モノ

目標 80
以上

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・公共空間における広告事業に伴う歳入を活用し警備・マナー啓発業務やイ
ベント実施支援業務、またイベント等参加者の満足度が２年連続で目標を
達成したことで、当該公共空間のにぎわい創出・環境改善等につながったた
め。
・公共空間を有効活用したイベントを実施することで、駅周辺のまちの賑わいの
創出や、地域の活性化等につながったため。
・公共空間における広告事業の取組により、各年度歳入を確保し、２年連続
で目標を達成したため。
・イベント参加者に対するアンケート調査を通じ、にぎわいの一層の創出・効果
的な事業展開に寄与するためには、継続的に実施することが重要であることな
どに関して市民の声から把握できたため。

○ 情報 ○ 時間 － その他

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ルフロン前歩道の活用については地元商店街や地域の方等にも参加
していただくなど、地域との協働・連携による取組を行うことで、駅周辺の
更なる商業活性や市民を巻き込んだまちのにぎわい創出につながるととも
に、令和４（2022）年度にはルフロン前歩道の活用を担っていた方
が、他の公共空間活用の企画・運営を行うなど、地域人材の創出や多
様な主体との協働・連携の推進に寄与しました。令和５（2023）年
度からは参加事業者を随時募集にしたことで、イベント来場者の増加に
つながりました。
・新百合ヶ丘駅周辺地区については、万福寺檜山公園において「まちの
新たな魅力や賑わいに繋がる実証実験」を実施するとともに、令和５
（2023）年度は虹ヶ丘団地周辺においてもイベントを実施しました。こ
れらのイベントを通じて、地域団体から意見・提案をいただいたほか、複
数団体に試行的に参加いただくなどして、継続実施や自走可能な体制
に向けた知見が得られました。
・登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区については、両駅を結ぶ都市計画道路
や商店街において道路空間利活用社会実験イベントを実施しました。
実施にあたり沿道権利者、町会、まちづくりに関心のある方などが参加す
るワークショップを開催し、企画・準備段階から携わっていただくことで、ま
ちづくりの参加への機運醸成を図ることができました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・川崎駅周辺の各広告事業に伴う歳入により、東口駅前広場での警
備・マナー啓発業務やイベント実施支援などの取組を行うことで、まちへ
の還元・再投資が図られ、にぎわい創出や環境改善につながりました。
・各都市拠点の公共空間を活用したイベント等参加者の満足度につい
ては、令和４（2022）年度は91％、令和５（2023）年度は81％
と、２年連続で目標を達成し、魅力の向上や賑わいの創出等につなが
りました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・川崎駅の北口通路西側デッキ及び北口西バス乗り場のネーミングライ
ツにより各年年間5,000千円（税込、令和５（2023）年度は見
込）の歳入を確保しました。
・川崎駅北口通路の広告事業により、令和４（2022）年度は
6,600千円（税込）、令和５（2023）年度は6,050千円（見込・
税込）の歳入を確保しました。
・川崎駅東口駅前広場の広告塔設置事業（本格実施分）に伴い、
令和４（2022）年度は11,000千円（税込）、令和５（2023）
年度は本格実施拡大に伴い12,449千円（見込・税込）の歳入を確
保しました。
・これら公共空間を有効活用した広告事業による歳入額は令和４
（2022）年度は22,600千円、令和５（2023）年度は23,499
千円（見込）と２年連続で目標を達成しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年にルフロン前歩道を活用して実施したイベントの
参加者アンケートでは、９割以上の方から更なるイベント開催要望の声
が多く寄せられました。令和５（2023）年においても、今後も継続的
に開催してほしいといった要望がありました。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・川崎駅周辺については、総合整備計画に基づき、引き続き事業を推進するとともに、
広告塔の設置拡充等に向け、検討を進めます。
・令和５（2023）年度の取組を踏まえ、令和６（2024）年度以降も各拠点にお
いて多様な主体と連携した継続的な取組を推進していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・計画道路等の進捗を踏まえて、活用可能な道路予定地等の抽出
・道路予定区域等の有効活用に向けて、入札占用指針に基づいた占用希望者の募集及び選定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・地域の状況にあわせた事業着手までの道路予定区域等の適切な有効活用
・本取組により令和７（2025）年度までの４年間で総計60,000千円（概算）の占用料収入など、効果的な利活用の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・公共空間を活用した魅力とにぎわいのある都市拠点の形成や、緑豊かで魅力的なまちづくりの推進に向け、法制度やその運用について
の動向を把握しながら道路予定区域等の効果的な利活用を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・道路法等の各種制度を活用
・道路予定区域等の事業着手までの期間の占用希望者を募集
・既存施設の有効活用による市民サービスの向上

10204090 占用業務管理
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （５）戦略的な資産マネジメント 14・道路予定区域等の有効活用 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・道路予定区域等は、まちづくりや賑わい創出等の観点からの有効活用が認められています。
・平成27（2015）年には、道路の適正な管理のための財源確保につながる占用入札制度が道路法で定められました。
・このため、本市では道路予定区域又は道路区域外の道路整備を目的に取得した用地について、事業予定等を踏まえ、道路法の入札
型占用制度を活用した財産の有効活用の取組を平成28（2016）年から推進しています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 22,394 21,785 46,143
（見込）

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

入札型占用制度を活用した占用料（累計）

カネ

目標 17,000 33,000 47,000 60,000

千円

説明
道路予定区域等の有効活用を進めることで、得られる財政効果を
確認するために設定した、占用料の決算額（計画期間中における
累計）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・入札占用指針に基づく公募・入札を実施した結果、令和４（2022）年度、令和５（2023）年度は、平成31（2019）年度か
らの継続を含めた、市内11か所の道路予定区域において、道路整備までの期間を駐車場や駐輪場として有効活用しました。
・令和４（2022）年度には、令和５（2023）年度に向けて市内７か所、令和５（2023）年度には、令和６（2024）年度に
向けて市内２か所の道路予定区域において、各々公募を１回実施しました。
【R05 （2023）】
・市民文化局と連携し、若者文化創造発信拠点の代替地として国道409号道路用地を活用することとし、当該敷地に仮設施設の整
備・運営管理する民間事業者を公募型プロポーザル方式により選定することとしました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

2

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

3 4
回

説明 年度末時点における道路予定区域等の占用希望者公募回数（計画期間中
における累計） 実績 1 1 2

道路予定区域等の占用希望者公募回数（累計） 目標 1
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き効果的な利活用に向け、保有している道路予定区域等のうち、工事着手の
見込みなどを勘案して対象地を選定し、占用者を公募するための手続きを進め、取組
を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・道路予定区域等について、道路法の入札型占用制度による有効活用
を推進したことで、地域課題の解決に寄与するとともに、一律の占用料と
比較し歳入の増加といった効果を生み出すことができ、成果指標である入
札型占用制度を活用した占用料の目標を２年連続で達成することがで
きたため。

○ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・違法駐車や放置自転車への対応が課題となっている地域において、入札占用指針に基づき、道路予定区域を駐車場や駐輪場として
活用することにより渋滞対策・違法駐車対策につながり、また、設置された施設は日常的な巡回確認が行われ照明も整備されることで防
犯対策にもつながるなど、地域が抱える課題の解決に寄与しました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・一律の占用料による許可ではなく、入札型占用制度を活用した取組によって、令和４（2022）年度として21,785千円、令和５
（2023）年度として24,358千円（見込）、累計で46,143千円（見込）の歳入を得ることができ、２年連続で目標を達成しまし
た。
・令和５（2023）年度予算に19,610千円、令和６（2024）年度予算に23,799千円の財政効果を反映しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・道路予定区域の活用においては、本来の目的である早期の供用を目指すため、道路予定区域であることを示す看板などを占用者が
設置することにより、地域の方々へ道路事業についての周知や理解の醸成が図られました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・【プール】水泳授業の受託に関する民間プール事業者の意向調査等を踏まえた学校プールの効率的・効果的な運用の推進
【R04（2022）】
・【プール】大戸小学校における民間プール活用に向けた取組の推進
・【教室シェアリング】市民アンケートの結果等を踏まえながら、ワークショップやお試し開放イベントなど、モデル校での市民との協働による学
校施設の更なる有効活用に向けた取組の実施
・【教室シェアリング】利用手続の簡素化や予約状況の可視化等を図るため、モデル校で民間活用による実証実験の実施
・【校庭プロジェクト】モデル校７校での子どもたちを中心とした校庭開放のルールづくりの実施、及び安定的かつ持続可能な全校実施に
向けた仕組みづくりの検討
・【校庭プロジェクト】モデル校７校での地域との協働による、子どもたちが楽しく遊べる仕掛けづくりの実施
【R05（2023）】
・【プール】大戸小学校における民間プール活用（試行）
・【プール】新川崎新校における民間プール活用に向けた取組の推進
・【教室シェアリング】全170校現地調査結果等を踏まえた、開放可能な特別教室等の分類化及びシステム等導入パターンの検討ほ
か、学校施設有効活用事業におけるあり方の検討
・【校庭プロジェクト】校庭開放の手引きをもとにした全小学校でのルールづくり、及び順次開放
【R05（2023）〜R07（2025）】
・【教室シェアリング＆校庭プロジェクト】校庭・体育館・特別教室等、様々な場所を活用した、地域人材と学校のマッチングの推進
【R06（2024）】
・【プール】大戸小学校における民間プール活用開始
・【プール】新川崎新校における民間プール活用に当たっての事業者の選定
・【教室シェアリング】あり方の検討結果に基づく取組の推進
・【校庭プロジェクト】全小学校での校庭開放実施
【R07（2025）】
・【プール】新川崎新校、鷺沼小学校における民間プール活用開始
・【教室シェアリング】あり方の検討結果に基づく取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、活動指標（プールの保有最適化について検討した件数（累計））について、令和
４（2022）年度実績値を基準値として、令和５（2023）年度以降の目標値を修正します。

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・学校プールの効率的・効果的な運用の推進による水泳授業の質の向上、教職員の負担軽減、着実な授業時間の確保及びプール施
設の更新・維持管理に係るコストの軽減
・「Kawasaki教室シェアリング」等の取組による学校施設の有効活用

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 －

現　状
【課題認識】

・学校教育活動における水泳が苦手な者も含めた児童生徒の泳力向上に向けた水泳授業の質の向上が継続した課題であるとともに、
近年は、暑さや台風、ゲリラ豪雨等により、授業時間が確保できないことも課題となっています。
・プールを維持するための清掃や、水泳授業における児童生徒の安全性の確保など、プールの運営は教職員にとって大きな負担となって
います。
・学校プールの耐用年数は30年とされていますが、これを超過したプールは94施設あり、老朽化が進んでいることから、多大な更新経費
による財政負担の増大が懸念されます。
・学校施設の有効活用を進めており、特別教室については、その利用促進に向け、地域の多様な主体と連携・協働しながら「Kawasaki
教室シェアリング」に取り組んでいます。

（４年間の）
取組の方向性

・学校プール施設の新設・更新等の必要性がある場合には、自校での整備は行わず、近隣の市民プール、民間プール等を活用して水泳
授業を実施することを原則とすることで、本市の財政負担の縮減とともに教職員の負担軽減を図ります。なお、民間プールを活用する場
合において、あわせて事業者に指導を委託する場合には、専門家の指導により、児童生徒の一層の泳力の向上が期待できます。
・身近な地域における活動の場として、学校施設の更なる有効活用を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・水泳授業の受託に関する民間プール事業者の意向調査等を踏まえた学校プールの効率的・効果的な運用の推進
・身近な地域における活動の場として、学校施設（校庭、体育館、教室等）の活用の推進

20203040 学校施設維持管理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （５）戦略的な資産マネジメント 15・学校施設の保有最適化・有効活用の検討・推進 教育委員会事務局
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標

単位

1
説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1

3

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・【プール】西有馬小、新川崎新校、大戸小、鷺沼小、南百合丘小、東柿生小の計６校について、市民プールや民間プール等の活用の
可能性について検討を行いました。また、こうした中で、①西有馬小学校は民間プールの活用を開始するとともに、②大戸小学校は民間
プール活用の試行実施、③新川崎新校、鷺沼小学校は活用に向けた検討の継続、④市民プールの指定管理者の切り替えの機会をと
らえた南百合丘小、東柿生小学校における検討は活用見送り（授業での使用時期・頻度と既存利用とのマッチングが難しいこと等によ
る）となりました。
・【教室シェアリング】市民アンケートを実施し、その結果等をもとに、モデル校（川崎小・東小倉小・土橋小・百合丘小）において、特別
教室等の利用方法の新たな掘り起こし等を目的としたワークショップやお試し開放等を実施（計11回）しました。
・【教室シェアリング】モデル校（小杉小・高津小・菅小）において、利用手続の簡素化や施設の予約状況の可視化を図るため、ＩＣＴ
を活用した予約システムや扉の施錠管理（スマートロック）等の実証実験を行いました。
・【教室シェアリング】全170校の現地調査及びヒアリングを実施し、調査結果等を踏まえ、新たに開放可能な特別教室等の分類化及び
システム等導入パターンの検討を行いました。
・【校庭プロジェクト】モデル校７校（大島小・古川小・上丸子小・久末小・平小・東生田小・麻生小）において、児童及び保護者アン
ケートを実施し、その結果等をもとに、児童会等を活用したルールづくりに取り組むとともに、安定的かつ持続可能な全校実施に向け、地
域人材や既存制度等を活用した地域ぐるみで子どもを見守る仕組みづくりを検討するため、小杉小においてわくわくプラザ事業と連携した
校庭開放の試行実施を行いました（計８回、うち２回雨天中止）。
・【校庭プロジェクト】モデル校７校において、休日等の校庭を活用し、各区及び地域との協働による子どもたちが校庭で楽しく遊べるイベ
ントを実施しました（東生田小、麻生小は雨天中止）。
【R05（2023）】
・【教室シェアリング】モデル校（小杉小・高津小・菅小・臨港中・御幸中）において、引き続き、ＩＣＴを活用した予約システムや扉の
施錠管理（スマートロック）等の実証実験を行うとともに、予約システム及びスマートロックの導入の可能性を検討するためにサウンディン
グ型市場調査（５事業者参加）を行い、令和６（2024）年２月に「学校施設の更なる有効活用に向けた実施方針」を策定しまし
た。
・【校庭プロジェクト】子どもたちを中心としたルールづくりに取り組み、放課後の校庭開放の実施校を令和４（2022）年度44校から令
和５（2023）年度94校まで拡大するとともに、安定的かつ持続可能な全校実施に向け、わくわくプラザ事業と連携し、子どもたちにケ
ガなどがあった際の応急処置や保護者への連絡等の初動対応について、令和６（2024）年度からの指定管理業務に位置付けまし
た。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

11,053 11,687

- -
件

説明 市民プールや民間プール等、他の施設の活用について検討を行った結果、新規
に活用するに至った件数（学校数）の累計　※本実施の新規契約ベース 実績 0 1 1

民間等プールの新規活用数 目標 - -

６以上
（2）

1

R07年度 単位

1
学校施設開放 特別教室等利用回数（年間のべ利用回数） 目標 9,000 9,200 12,000

（9,400）
13,000
（9,600）

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

回
説明 学校施設有効活用事業で開放している特別教室等の年間のべ利用回数

※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 8,158

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
6以上
（3）

6以上
（3）

件

説明
学校プールについて、より最適な運用を図るため、プールの新設・更新のニーズが
生じた場合に、市民プールや民間プール等、他の施設の活用について検討を
行った事案の累計の件数　※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 2 6 6

プールの保有最適化について検討した件数（累計） 目標 2

2
校庭開放の実施校数（小学校・平日・放課後） 目標 44 58 114 114

校
説明 市立小学校114校において、児童向けに平日の放課後に校庭開放を実施し

ている校数 実績 39 44 94

-363-



　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・活動指標（学校施設開放 特別教室等利用回数（年間のべ利用回数））について、令和５（2023）年
度実績を基準として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）
・学校施設開放 特別教室等利用回数（年間のべ利用回数）について、令和４（2022）年度・令和５
（2023）年度の実績値が想定を大幅に上回り、計画策定当初の目標値を上回ったことから、目標値を上方修
正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・【プール】引き続き、西有馬小学校における民間プールの活用、大戸小学校における
民間プールの新規活用、新川崎新校、鷺沼小学校における民間プール活用に向けた
検討、取組等を進めます。
・【教室シェアリング】「学校施設の更なる有効活用に向けた実施方針」に基づき、予約
システム及びスマートロックの全校への導入や、それに伴う使用料の設定等、より市民が
学校施設を有効活用できるよう取り組みます。
・【校庭プロジェクト】令和６（2024）年度からの全小学校での校庭開放実施に向
け、引き続き支援します。
・【教室シェアリング＆校庭プロジェクト】学校施設の更なる有効活用を図りながら、学校
を地域の核として、地域ぐるみで子どもの育ちを支えるしくみづくりを進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・【プール】西有馬小学校において、民間プールの活用とインストラクターに
よる指導を導入することで、子どもたちの泳力向上等に向けた指導内容の
向上、財政効果、職員の負担軽減の効果が得られたため。
・【教室シェアリング】モデル校において、ＩＣＴを活用した予約システムや
扉の施錠管理（スマートロック）を導入し、①市民の利便性の向上、②
教職員の負担軽減等の効果が得られたため。
・【校庭プロジェクト】各小学校において、子どもたちによるルールづくり等を
通じ、新規開放や開放内容の拡充など、より子どもたちの希望に沿った、
遊びの場の提供につながるとともに、小杉小における「わくわくプラザ」と連
携した試行実施を踏まえ、令和６（2024）年度からの指定管理業務
に初動対応業務を位置付けることで、「何かあったときに身近に頼ることが
できる大人」の確保等につながったため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・【校庭プロジェクト】令和４（2022）年度に全小学校で実施している「わくわくプラザ」と連携した、小杉小での試行実施を踏まえ、令
和６（2024）年度以降の全校実施に向け、「何かあったときに身近に頼ることができる大人」として、子どもたちにケガなどがあった際の
応急処置や保護者への連絡等の初動対応について指定管理業務に位置付けるなど、安定的かつ持続可能な仕組みづくりにつながりま
した。

【モノ・その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・【プール】西有馬小学校のプールを廃止し、民間プールの活用やインストラクターによる指導を導入することで、児童からも「水泳の授業が
分かりやすくなった」、「今まで25ｍ泳げなかったのに、泳げるようになった」、「息継ぎが上手くできるようになった」といった声が聴かれ、児童
の泳力向上等に向けた体育指導の質の向上に寄与するとともに、水泳指導に係る教員の負担軽減にもつながりました。
・【教室シェアリング】モデル校（小杉小・高津小・菅小・臨港中・御幸中）において、ＩＣＴを活用した予約システムや扉の施錠管理
（スマートロック）を試行導入し、利用手続の簡素化や予約状況の可視化を図ることで、①市民の利便性の向上、②教職員の負担軽
減等の効果が得られました。
・【校庭プロジェクト】令和４（2022）年度のモデル校７校（大島小・古川小・上丸子小・久末小・平小・東生田小・麻生小）に続
き、令和５（2023）年度には各小学校において、子どもたちが主体的にルールづくり等を行うことで、一部の学校では、新たに開放に
至ったほか、実施曜日の追加等、従前のルールから拡充するなど、より子どもたちの希望に沿い、自由にのびのびと楽しむことができる場の
提供につながりました。また、ルールづくり等を通じ、「自分たちで考え、アイデアを出し合いながら、意見を交わし、１つのことを実現していく
こと」の大切さや意義を学ぶことができる良い機会にもなりました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・【プール】令和４（2022）年度の途中から約1,000千円、令和５（2023）年度は約1,800千円（プールの年間維持管理コスト
－民間プールへの委託料）の財政効果を創出しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・令和２（2020）年度に策定した「今後の市民館・図書館のあり方」や令和３（2021）年度に取りまとめた「市民館・図書館の管
理・運営の考え方　中間とりまとめ」の結果に基づき、今後の市民館・図書館全体の効率的・効果的な管理・運営に向けた方向性や考
え方を示す「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、移転・再編整備後、指定管理者制度導入の方向性を位置付け
・移転・再編整備後の事業・サービスの提供手法など効率的・効果的な管理運営手法の検討及び「（仮称）川崎市民館・労働会館
管理運営計画」の策定
【R05（2023）】
・①例規の制定の準備、②教育委員会事務局・経済労働局・区役所・指定管理者の役割の調整、③仕様書の作成等の準備
【R05（2023）〜R07（2025）】
・本市の資産マネジメントの考え方に基づく大規模施設の複合化・長寿命化のモデル事業として大規模改修の実施
【R06（2024）】
・①例規の制定改廃、②教育委員会事務局・経済労働局・区役所・指定管理者の役割の整理、③仕様書の作成等、④指定管理者
の募集（公募）⑤局内事業者選定委員会による事業者審議・選定
【R07（2025）】
・①指定議案の提出・審議・議決による指定管理者の決定、②開所準備の実施、③供用開始による新たな市民サービスの提供、④指
定管理者制度による効率的・効果的な管理運営の開始
・管理運営計画に基づく効率的・効果的な管理運営の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－ ・令和５（2023）年３月の改修（建築）工事の入札不調に伴い、全体スケジュールが１年程度遅延。

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・労働会館との合築施設における新たな市民サービスの提供及び管理運営計画に基づく効率的・効果的な管理運営の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・令和６（2024）年度中の供用開始を目指して、基本計画に基づき、「富士見周辺地区整備推進計画」や「今後の市民館・図書
館のあり方」などの関連施策と連携しながら、ソフトとハードの一体的な検討を進め、管理運営計画を策定します。
・管理運営計画の策定に当たっては、事業・サービスの内容や効率的・効果的な提供手法等について検討を進めます。
・令和６（2024）年度の供用開始（予定）以降、管理運営計画に基づき、新たな市民サービスの提供や効率的・効果的な管理運
営を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
・事業・サービスの提供手法など効率的・効果的な管理運営手法の検討及び管理運営計画の策定
【R04（2022）〜R06（2024）】
・本市の資産マネジメントの考え方に基づく大規模施設の複合化・長寿命化のモデル事業として大規模改修の実施
・管理運営計画に基づく効率的・効果的な管理運営体制の構築に向けた取組の推進
【R06（2024）】
・供用開始による新たな市民サービスの提供及び効率的・効果的な管理運営の推進

20302030 生涯学習施設の環境整備事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（５）戦略的な資産マネジメント 16・川崎区における市民館機能の再編整備に伴う効率的・効果的な管理運営手法の検討 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・川崎区の市民館機能を担う「教育文化会館」については、昭和42（1967）年の完成後、建物の老朽化や「カルッツかわさき」の開館
等により、再編整備の必要性が生じていたことから、平成29（2017）年度に「川崎区における市民館機能のあり方について〜再編整
備の方向性〜」を策定し、川崎区における市民館機能を労働会館へ移転整備することに決定しました。
・平成30（2018）年度に「川崎市教育文化会館及び川崎市立労働会館の再編整備に関する基本構想」を、令和２（2020）年
度には「川崎市立労働会館及び川崎市教育文化会館再編整備基本計画」を策定し、今後、令和６（2024）年度中の供用開始
に向けて、再編整備に向けた取組を推進する必要があります。
・教育文化会館では、これまで窓口業務、清掃業務などの管理運営業務を民間事業者に委託するなど、効率的・効果的な運営に努め
てきましたが、今後、労働会館との複合化による効果も生かしながら、市民館機能の更なる活用を進める必要があります。
・令和３（2021）年度には、今後の事業・サービスの充実を進めるために、これまでに蓄積されたノウハウや創意工夫を凝らした幅広い
アイデアを民間事業者等から聴取するサウンディング型市場調査を実施しました。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

説明 実績
1

目標

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・令和２（2020）年度に策定した「今後の市民館・図書館のあり方」や令和３（2021）年度に取りまとめた「市民館・図書館の管
理・運営の考え方　中間とりまとめ」の結果に基づき、「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、すべての市民館及び一部の図
書館において、民間活力を活用した、より効率的・効果的な管理・運営に向け、指定管理者制度を導入していく方向性を位置付けまし
た。
・また、移転・再編整備後の事業・サービスの提供内容や手法など効率的・効果的な管理運営手法を検討し、「（仮称）川崎市民館・
労働会館 管理運営計画」を策定しました。
・管理運営計画策定後、令和６（2024）年度からの指定管理者制度の導入に向け、①書面調査・ヒアリング等を通じた区役所にお
ける社会教育振興事業・管理業務等の現状把握、②教育委員会、経済労働局、区役所、指定管理事業者の役割分担（市が担わ
なければならない業務の選択）の整理、③指定管理者制度導入後のモニタリング手法や内容の検討、④仕様の検討、⑤労働会館との
複合施設条例の制定等の準備などを進めました。
・令和３（2021）年度に引き続き、大規模改修・複合化に向けた実施設計を実施するとともに、令和５（2023）年３月に、改修
（建築）工事の入札を実施しましたが、入札不調となったことから、予定していた①電気設備工事、②空気調和設備工事、③衛生設
備工事の入札を中止せざるを得ず、施設の供用開始時期についても遅れる見込みとなりました。今後、入札不調の原因を確認・分析す
るとともに、改修の合理性等も精査しながら、令和５（2023）年度以降の対応について、早期に検討を進めていく必要があります。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に策定した「（仮称）川崎市民館・労働会館 管理運営計画」に基づき、令和７（2025）年度からの指定
管理者制度の導入に向け、①教育委員会、経済労働局、区役所、指定管理事業者の役割分担（市が担わなければならない業務の
選択）の整理、②指定管理者制度導入後のモニタリング手法や内容の検討、③仕様の検討、④労働会館との複合施設条例の制定
等の準備などを進めました。
・令和５（2023）年３月の改修（建築）工事の入札不調を受けて、入札不調の原因の調査を実施し、工事費や工事発注方式等
の見直しを行い、工事の再入札を行った結果、落札業者が決定し、契約を締結しました。また、工事期間中や施設の供用開始時期が
当初の想定より遅延することに伴う、富士見公園再編整備事業等の関連事業について、影響が最小限になるよう関係局と調整を行い
ました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和８（2026）年２月の供用開始を目指し、大規模改修工事を進めていきます。
・管理運営計画に基づく効率的・効果的な管理運営体制の構築に向けた、両者の人
材育成や、経済労働局及び川崎区役所と館内ルール等の調整を行っていきます。
・指定管理者制度導入に向け、①公の施設設置条例の制定議案の提出・審議・議
決、②要綱規則制定改正、③仕様書作成・マニュアル作成、指定管理者事業者選定
等の取組を実施していきます。
・川崎市全体の生涯学習を推進していくため、研修や会議等を通じて、人材育成を
行っていきます。

・令和４（2022）年度に策定した「市民館・図書館の管理・運営の考
え方」や「（仮称）川崎市民館・労働会館 管理運営計画」に基づき、
川崎市民館・労働会館への指定管理者制度の導入に向け、役割分担
の整理、モニタリング手法や内容の検討、複合施設条例の制定準備を進
めるなど、導入準備を進めている段階であり、効果の発現には至っていな
いため。
・また、改修（建築）工事の入札不調により、施設の供用開始時期が
遅れ、本施設での指定管理者制度導入の効果発現時期に遅れが生じ
る見込みであるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

－
区分選択の理由

（R04（2022））
・「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を策定し、すべての市民館及び一部の図書館において、民間活力を活用した、より効率的・
効果的な管理・運営に向け、指定管理者制度を導入していく方向性を位置付けました。
・また、移転・再編整備後の事業・サービスの提供内容や手法など効率的・効果的な管理運営手法を検討し、「（仮称）川崎市民館・
労働会館 管理運営計画」を策定しました。
・管理運営計画策定後、令和６（2024）年度からの指定管理者制度の導入に向け、①区役所における社会教育振興事業・管理
業務等の現状把握、②教育委員会、各区、指定管理事業者の役割分担（市が担わなければならない業務の選択）の整理、③指定
管理者制度導入後のモニタリング手法や内容の検討、④仕様の検討、⑤労働会館との複合施設条例の制定等の準備などを進めまし
た。
（R05（2023））
・令和４（2022）年度に策定した「（仮称）川崎市民館・労働会館 管理運営計画」に基づき、令和７（2025）年度からの指定
管理者制度の導入に向け、①教育委員会、経済労働局、区役所、指定管理事業者の役割分担（市が担わなければならない業務の
選択）の整理、②指定管理者制度導入後のモニタリング手法や内容の検討、③仕様の検討、④労働会館との複合施設条例の制定
等の準備などを進めました。
・令和５（2023）年３月の改修（建築）工事の入札不調を受けて、入札不調の原因を調査を実施し、工事費や工事発注方式等
の見直しを行い、工事の再入札を行った結果、落札業者が決定し、契約を締結しました。また、工事期間中や施設の供用開始時期が
当初の想定より遅延することに伴う、富士見公園再編整備事業等の関連事業について、影響が最小限になるよう関係局と調整を行い
ました。
・市民館・図書館への指定管理者制度の段階的な導入に向けた取組を進めているところですが、令和５（2023）年３月の改修（建
築）工事の入札不調に伴い、施設の供用開始が当初の想定よりも遅れる見込みであることから、現時点では、本施設での指定管理者
制度の導入等による効果の発現には至っておらず、その時期についても遅れが生じることとなりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・包括業務委託内容の見直しによる資金管理業務の受託事業者への一部移管等による効率性の改善
＜運営＞
【R04（2022）〜R07（2025）】
・本市従事員（会計年度職員）の減少に伴う受託事業者への業務移管など効率的な運営に向けた業務内容や役割分担等の見直
し
・本場開催におけるインターネット発売など発売手法別の売上の傾向や開催経費等の分析を踏まえた更なる収益向上に向けた検討
・デジタル化を踏まえたインターネット利用者向けのＳＮＳや動画コンテンツによる情報発信
・多くの収益が見込める特別競輪の開催に向けた誘致活動の展開
・収益向上を目指した本市ミッドナイト競輪の開催や他の施行者が主催するミッドナイト競輪の借上げ開催の実施
・ファミリー層や若者など新たな層のファンの獲得を目指したイベントの実施など市民に親しまれ地域の活性化に資する競輪場に向けた取
組の推進
＜施設整備＞
【R04（2022）〜R07（2025）】
・老朽化設備の更新、修繕
【R04（2022）・R05（2023）】
・効率的・効果的な手法による東サイドスタンドの除却及びバンクの全面改修の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

40902040　　40902050 競輪場整備事業　　競輪等開催・運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（６）特別会計の健全化 １・競輪事業特別会計の健全化に向けた取組の推進 経済労働局

現　状
【課題認識】

・平成29（2017）年度から導入した包括業務委託の効果を検証し、更なる収益向上、地域貢献を目指して、令和４（2022）年
度から５年間の次期包括業務委託について、公募により受託事業者を選定しました。
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、インターネットによる車券売上の割合が更に増加していることから、新規ファン獲得に向け、
インターネットを利用した情報発信等を強化していく必要があります。
・令和４（2022）年度実施予定の東サイドスタンド除去工事に合わせて、老朽化の著しいバンクの全面改修を実施する必要がありま
す。

（４年間の）
取組の方向性

・競輪事業の更なる収益向上に向けて包括業務委託の受託事業者との連携を密に行い、年度毎に業務内容や役割分担等を見直し
ながら、より効率的・効果的な運営体制を構築していきます。
・発売手法別の売上の傾向や経費等の分析を踏まえ、インターネット利用者などの新たなファンの獲得を目指した各種の取組を実施する
ことにより、車券売上の向上を図り、事業の収益性を高めます。
・開催時や場外発売日のイベント等の取組を通じて、ファミリーや若者等の新たな層のファン獲得を目指し、競輪ファンの底上げによる車
券売上向上を図ります。
・多くの収益が見込める特別競輪の開催を目指して、継続的に誘致活動を展開します。
・継続した収益確保とより魅力ある競輪場を目指し、効率的・効果的な施設更新を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）】
・次期包括業務委託による資金管理業務の改善
【R04（2022）〜R07（2025）】
・効率的な運営に向けた受託事業者との業務内容や役割分担等の見直し
・発売手法別の売上の傾向や経費等の分析を踏まえた更なる収益向上に向けた検討
・デジタル化を踏まえたインターネット利用者向けのＳＮＳや動画コンテンツによる情報発信
・多くの収益が見込める特別競輪の開催に向けた誘致活動の展開
・市民に親しまれ地域の活性化に資する競輪場に向けた取組の実施
【R04（2022）・R05（2023）】
・効率的・効果的な手法による東サイドスタンドの除却及びバンクの全面改修の実施

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・効率的・効果的な運営や施設更新による継続的な収益の確保及び市財政への貢献（令和７（2025）年度における競輪事業の
一般会計繰出金目標値︓140,000千円以上）
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
2

説明 実績

実績

R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

130,000
以上

130,000
以上

140,000
以上

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績

目標

実績 170,000 130,000 190,000
（見込）

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
一般会計への繰出金

カネ
目標 130,000

以上

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・開催資金輸送業務の一部見直しや資金管理業務の移管など、包括業務委託内容の見直しによる資金管理業務の受託事業者への
一部移管等による効率性の改善を実施しました。
＜運営＞
【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度は、西スタンド２階投票窓口業務や投票所監視業務の一部移管などを行い、令和５（2023）年度は、前
売投票所を本市従事員（会計年度職員）の減少に伴う受託事業者への業務移管等など効率的な運営に向けた業務内容や役割分
担等の見直しを実施しました。
・本場開催におけるインターネット発売など発売手法別の売上の傾向や開催経費等の分析を踏まえた更なる収益向上に向けた検討を
実施しました。
・川崎競輪場の独自キャラクター川崎仮面によるレース予想などデジタル化を踏まえたインターネット利用者向けのＳＮＳや動画コンテン
ツによる情報発信を実施しました。
・令和４（2022）年度は、多くの収益が見込める特別競輪の開催に向けた誘致活動の展開を市制100周年の節目等を前面に関係
団体に対し積極的に実施し、令和５（2023）年度には令和６（2024）年度開催のGⅢ競輪を誘致することができました。
・収益向上を目指した本市ミッドナイト競輪の開催（年４回）や小田原市が主催するミッドナイト競輪（年２回）の借上げ開催を実
施しました。
・ファミリー層や若者など新たな層のファンの獲得を目指したイベントの実施やスケートボード・ＢＭＸ練習場「KAWASAKI　KEIRIN
PARK」の設置・運営など市民に親しまれ地域の活性化に資する競輪場に向けた取組の推進を実施しました。
＜施設整備＞
【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度に効率的・効果的な手法による東サイドスタンドの除却を実施し、バンクの全面改修は、令和５（2023）年
度に完了しました。
・令和４（2022）年度は冷温水発生機や受変電設備など老朽化設備の更新、令和５（2023）年度はメインスタンド受変電設備
の修繕を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

単位

説明 実績

目標

千円
説明 競輪事業の主目的である市財政の貢献を測るための一般会計へ

の繰出額

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

説明
1

-369-



　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・競輪事業の健全化については、包括的な業務委託等による運営の効率化や収益増
に向けた取組などについて更なる精査を行うことで各種業務等を改善し、「持続可能な
事業運営の確立」、「市民に親しまれ地域に貢献する競輪場づくり」を推進し、一般会
計への繰出金の確保に向けた取組を継続します。
・「公園との一体感を感じられる空間づくり」「持続可能な事業運営の確立に向けた施
設づくり」をメインコンセプトとした「川崎競輪場再整備基本計画」の実現に向け、時代の
変化に対応しながら、引き続き、効果的・効率的な施設となるよう、関係局や関係者と
調整を図ります。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・昭和24（1949）年の開設以来、令和３（2021）年度までに、競
輪事業収益から累計で1,286億円超を一般会計へ繰り出していること、
また、令和４（2022）年度は130,000千円、令和５（2023）年
度は190,000千円（見込）を一般会計へ繰り出すなど、効率的・効果
的な事業運営や歳出削減策、収益増に向けた取組を推進することで、
成果指標の目標値を達成しており、競輪事業の収益が市の財源確保に
貢献できているため。

○ 情報 － 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・委託内容の見直しを行い令和４（2022）年度に再度締結した包括的な業務委託契約による効果的・効率的な事業運営、ミッドナ
イト競輪や他の競輪施行者による借上開催などの取組により、一般会計へ130,000千円を繰り出しました。
（R05（2023））
・効果的・効率的な事業運営、ミッドナイト競輪や他の競輪施行者による借上開催などの取組により、一般会計へ190,000千円（見
込）を繰り出しました。

【時間の効果】
（R04（2022））
・包括業務委託の内容の見直しにより資金管理業務を受託事業者へ一部移管等を行い、資金調達、資金集計作業及び現金輸送
業務への対応時間の削減に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）
【R04（2022）〜R07（2025）】
・ＨＰ、冊子のほかＳＮＳ等を活用した市場ＰＲの継続的な実
施
・リモートパソコン等を活用した事務の効率化等の推進
・南北両市場における、効率的な老朽化対策の実施
・南部市場における指定管理者による活性化に向けた取組、市場
の安定的かつ効率的な市場運営に向けた取組の推進及び次期指
定管理期間を見据えた効果検証等の実施
【R04（2022）】
・北部市場機能更新に向けた取組の推進
【R04（2022）・R05（2023）】
・川崎冷蔵株式会社に対する市場使用料減免の見直しに向け、
借入金の返済等経営状況の把握及び減免の見直しの検討・調整
・南部市場の今後の運営方針の検討
【R05（2023）】
・「川崎市中央卸売市場北部市場機能更新に係る基本計画」の
策定
・南部市場の今後の運営方針について、附属機関へ諮問

【R06（2024）】
・川崎冷蔵株式会社の借入金返済状況を踏まえた令和６
（2024）年度の使用料の減免の見直しの実施
・南部市場の今後の運営方針の決定
【R06（2024）・R07（2025）】
・北部市場機能更新に係るＰＦＩ事業者の公募・選定
【R07（2025）】
・北部市場の機能更新に関する環境影響評価、都市計画変更手
続、各種調査・設計の実施等
・南部市場の今後の運営方針に基づく取組の推進

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（６）特別会計の健全化 ２・卸売市場事業特別会計の健全化等に向けた取組の推進 経済労働局

現　状
【課題認識】

・改正卸売市場法の趣旨を反映した「卸売市場経営プラン改訂版」（令和元（2019）年６月改訂）に基づき、効率的な管理運営
体制の確立など、市場会計健全化に向けた取組を進めています。
・北部市場は、昭和57（1982）年に開設し、築39年が経過していることから、老朽化した施設の機能更新（再整備）を行うため、
民間事業者とのサウンディング調査、場内事業者や地域住民等の意見等を踏まえながら、市場機能や規模、民活手法など各種課題に
ついて検討を進めていく必要があります。
・南部市場では、平成26（2014）年度から指定管理者制度を導入し、令和３（2021）年度から第２期がスタートしていますが、
更なる市場の効率的な運営等に向けて取組を進めていく必要があります。
・本市の主要出資法人で、北部市場における冷蔵・冷凍保管機能等を担っている川崎冷蔵株式会社については、令和元（2019）
年度には債務超過を解消、令和６（2024）年度には金融機関からの長期借入金の返済終了を予定していることから、同社への市
場使用料減免について見直しを行っていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・卸売市場法に関する国の動向を注視しつつ、経営の健全化を図るため、市場関係者と連携しながら、南北両市場における取扱高の
拡大や効率的かつ持続可能な管理運営体制に向けた見直しを進めるとともに、川崎冷蔵株式会社に対する市場使用料の減免につい
て、長期借入金の返済終了時期に向けて見直しを行います。
・「卸売市場経営プラン改訂版」に基づく市場機能の強化に向けて、北部市場の機能更新におけるＰＰＰによる民間活用や川崎冷蔵
株式会社のあり方など各種課題について、整備費の縮減や整備後の効率的な管理運営の視点を踏まえながら検討を進めるなど、機能
更新に向けた取組を推進します。
・南部市場における指定管理者制度の導入効果を検証し、現在の指定管理期間終了後の運営方針を検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・取扱量等の増加に向け、事業者に対する本市場の優位性等についてのＰＲの実施
・システム等を活用した市場業務の簡素化・削減に向けた取組の実施
・北部市場の機能更新を踏まえた効率的な老朽化対策の実施
・北部市場の機能更新に向けた各種課題の検討・調整及び検討結果に基づく取組の推進
・南部市場の指定管理者制度の効果検証及び検証結果を踏まえた取組の推進
【R04（2022）・R05（2023）】
・川崎冷蔵株式会社に対する市場使用料減免の見直しに向けた検討・調整
【R06（2024）】
・川崎冷蔵株式会社に対する市場使用料減免の見直し

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名
40102060　　40102070 卸売市場の管理運営事業　　卸売市場施設整備事業

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・卸売市場特別会計の健全化等の取組による年間取扱数量の増加（令和７（2025）年度目標値︓151,433ｔ以上）及び北
部市場使用料の増収（令和７（2025）年度目標値︓803,000千円以上）
・市場に求められる役割や機能を整理し、将来の需要変動に対応できる機能更新の推進
・川崎冷蔵株式会社への市場使用料減免（減免額24,629千円（税含む・令和2（2020）年度実績））の見直しによる収益の
確保
・南部市場の運営方法に係る検証結果を踏まえた効率的な管理運営に向けた取組の推進

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・南北両市場においてＨＰを通じた広報の実施のほか、買出人向けのパンフレットの作成及び南部市場におけるＳＮＳを活用した、商
品や店舗情報等の発信を行いました。
・国等の説明会や庁内会議等に積極的にリモートパソコンを活用し、移動時間の削減等による事務の効率化及び新型コロナウイルス感
染症の拡大防止に努めました。
・施設の補修等については、それぞれ北部市場では令和４（2022）年度463,292千円、令和５（2023）年度91,610千円、南
部市場では、令和４（2022）年度171,706千円、令和５（2023）年度57,117千円の補修工事等を実施しました。
・南部市場の活性化に向けては、新型コロナウイルス感染症の影響はありましたが、指定管理者により、「いちばいち」の開催に加え、令和
３（2021）年度は実施できなかった「食鮮まつり」を令和４（2022）年度より開催したほか、令和５（2023）年度より新たに「夕
祭」を実施しました。また、修繕工事の進捗管理の徹底、予算の執行状況の適正な管理等に努め、効率的な運営に努めました。また、
市としても毎月のモニタリング会議を通じて、運営状況等を把握しました。
・現行の指定管理期間が令和７（2025）年度末で終了することなどから、施設の老朽化等の課題を踏まえ、今後の運営方針につい
て検討を開始することとし、令和５（2023）年２月に南部市場運営審議会に報告し、12月に同審議会へ諮問しました。
・川崎冷蔵の経営モニタリング会議を年２回開催し、経営状況の把握に努めるとともに、令和４（2022）年度に減免廃止も踏まえ
た、中期事業計画書を新たに策定し、令和５（2023）年度には、令和６（2024）年４月からの減免の廃止に向けて調整を行い
ました。
【R04（2022）】
・北部市場の機能更新に向けた課題（北部市場の取扱量推計・市場施設規模、余剰地活用の方向性、整備内容・事業スキーム
等）を整理し検討を進めるとともに、検討の進捗状況に合わせ、９月・３月には場内事業者向けに、10月には地域自治会向けに説明
会を実施しました。また、令和５（2023）年度内の「（仮称）北部市場機能更新に係る基本計画」の策定に向けて、本市の附属機
関である「川崎市中央卸売市場開設運営協議会」に新たに検討部会を設置しました。
【R05（2023）】
・会議用モニターを積極的に活用し、事務の効率化・ペーパレス化を推進しました。
・北部市場の機能更新に向けた課題及び、市場に必要な機能・規模、施設整備、土地活用の考え方など、機能更新の基本的な考え
方を整理し、４月〜８月にかけ場内事業者との具体的な協議を進めるとともに、11月に本市の附属機関「川崎市中央卸売市場開設
運営協議会」及び部会による審議を行い、「川崎市中央卸売市場北部市場の機能更新に係る基本計画（案）」を策定しました。その
後、12月に地域自治会への説明を行うとともに、市民への意見募集を経て、３月に基本計画を策定しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
北部・南部市場の年間卸売取扱量（青果・水産）

モノ
目標 151,433

以上
151,433

以上
151,433

以上
151,433

以上
ｔ

説明 青果部・水産物部の卸売業者から報告された年間取扱量 実績 135,996 132,558 141,787

803,000
以上

803,000
以上

803,000
以上

千円
説明 北部市場の市場使用料（市場使用料・施設使用料の合計）の

決算額 実績 797,990 799,899 781,804
（見込）

北部市場の市場使用料の決算額
カネ

目標 803,000
以上

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ △ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022））
・成果指標である「北部・南部市場の年間卸売取扱量（青果・水産）」については、北部市場では天候要因や燃料費価格等の高騰
に伴う単価高等の影響により、青果は98,558トンから95,071トンに減少、水産は22,588トンから19,438トンに減少しました。一方、
南部市場については、青果及び水産物ともに順調に取扱量を伸ばし、青果は10,159トンから12,957トンに増加、水産は4,692トンか
ら5,091トンに増加しました。この結果、市場全体としては、北部市場の取扱量の減少の影響により、135,996トンから132,558トンに
減少し、目標を達成することができませんでした。
（R05（2023））
・成果指標である「北部・南部市場の年間卸売取扱量（青果・水産）」については、北部市場では高温、干ばつ等の影響により入荷
量が減少し、青果は95,071トンから92,318トンに減少、漁獲量の減少や単価高に伴う購買意欲の減退等により水産は19,438トン
から16,941トンに減少しました。一方、南部市場については、量販店の引き合いが強く青果及び水産物ともに順調に取扱量を伸ばし、
青果は12,957トンから26,794トンに増加、水産は5,091トンから5,733トンに増加しました。この結果、市場全体としては、132,558
トンから141,787トンに増加したものの、北部市場の取扱量の減少の影響により目標を達成することができませんでした。
・場内事業者の経営改善や取引量の増加に向け、場内事業者に対するヒアリング等を通じて、関係者のニーズや市場動向等を把握・
分析し、卸売業者との意見交換等の中でフィードバックしていく必要があります。

【カネの効果】
（R04（2022））
・成果指標である「北部市場の市場使用料の決算額」について、北部市場に関しては、青果部及び水産物部の取扱量については減少
しましたが、単価高の影響により取扱金額が増加しました。その一方で、施設面においては仲卸事業者の新規指定はあったものの、水産
物部を中心に廃業する事業者が発生したことから、結果的にほぼ横ばいの799,899千円となり目標を達成することはできませんでした。
（R05（2023））
・成果指標である「北部市場の市場使用料の決算額」について、北部市場に関しては、青果部及び水産物部の取扱量については減少
しましたが、単価高の影響により取扱金額は、増加しました。その一方で、施設面においては事業者の新規指定はあったものの、各部門
において廃業する事業者が発生したことから、結果的に781,804千円（見込）となり目標を達成することはできませんでした。
・現行の施設下における市場使用料の増加に向けて、空き店舗の利用者募集を速やかに行うとともに、利用を希望する事業者へのニー
ズに応えるための取組・工夫を進める必要があります。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・南部市場においては２年連続で前年の取扱量を上回ったが、北部市
場においては天候要因や単価高等の影響により２年連続で前年の取扱
量を下回ったため。また、市場使用料の決算額については、廃業する事
業者が発生したことなどから２年連続で目標を達成することができなかった
ため。
・取引量の増加に向け、場内事業者に対するヒアリング等を通じて、関係
者のニーズや市場動向等を把握・分析し、卸売業者との意見交換等の
中でフィードバックしていく必要があるため。

△ 情報 － 時間 － その他

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・取扱量の増加に向けた取組を進めてきましたが、天候要因や単価高等の影響もあり、
目標を達成することができていないことから、場内事業者に対するヒアリング等を通じて、
関係者のニーズや市場動向等を把握・分析し、卸売業者との意見交換等の中でフィー
ドバックしていくなどの取組を進めます。
・北部市場の機能更新に向けては、令和５（2023）年度に策定した「川崎市中央
卸売市場北部市場機能更新に係る基本計画」に基づき、ＰＦＩ事業者の公募・選
定等の取組を推進します。
・さらに、南部市場については、引き続き指定管理者による更なる市場の安定的かつ効
率的な市場運営に向けた取組を推進するとともに、指定管理期間及び卸売市場経営
プラン改訂版をはじめとした庁内計画が令和７（2025）年度末で終了することを踏ま
え、「南部市場の今後の運営方針」について、附属機関からの答申を得て、令和６
（2024）年度中の策定に向けて取組を進めます。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R06（2024）】
・裏込工、開口部のケーソン製作設置による埋立護岸築造工事の推進
・ＪＲ東海のシールド工事に伴い発生する建設発生土を受入等による埋立管理の推進
【R06（2024）】
・土地利用の考え方の整理を実施
・効率的・効果的な基盤整備の検討
【R07（2025）】
・開口部のケーソン製作設置等
・埋立護岸築造工事の完了
・埋立管理の完了
・効率的・効果的な基盤整備の設計（施工計画の策定等）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・市の財政負担の軽減に向けた基盤整備事業に関する効率的・効果的な施工計画の策定
・新たな財源を生み出せるような土地利用の考え方を整理

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・締結された覚書に基づいて、埋立事業を着実に推進します。
・基盤整備事業については、整備手法の検討などにより、市の財政負担の軽減を検討していきます。
・土地利用については、早期に新たな財源を生み出せる利活用となるように検討を進めていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R06（2024）】
・埋立護岸築造工事の推進
・埋立管理の推進
【R06（2024）】
・土地利用の考え方の整理
・基盤整備の検討
【R07（2025）】
・埋立護岸築造工事の完了
・埋立管理の完了
・基盤整備の設計

40402070 東扇島堀込部土地造成事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （６）特別会計の健全化 ３・港湾整備事業特別会計における東扇島堀込部土地造成事業の財政負担の軽減及び収入の確保 港湾局

現　状
【課題認識】

・川崎港において増加するコンテナ貨物や完成自動車の用地を確保するため、平成26（2014）年11月改訂の「川崎港港湾計画」に
おいて、建設発生土等を活用した東扇島堀込部の埋立てを含む土地利用の考え方を位置付けています。
・埋立事業の実施にかかる資金の調達については、建設発生土の受入に必要となる護岸築造工事、埋立管理等の費用を覚書によりＪ
Ｒ東海が負担することとし、市の財政負担の軽減を図ることができました。
・今後の土地利用に向けた基盤整備事業についても、市の財政負担の軽減を図る必要があります。また、当初の目的を踏まえ財源を生
み出せるような土地利用を検討する必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・土地造成に向けて、ＪＲ東海からの負担金により、埋立護岸築造工事（裏込工）を実施しました。
・ＪＲ東海のシールド工事に伴い発生する建設発生土の受入に向け、埋立工事に係る調整を進めました。
【R05（2023）】
・土地造成に向けて、ＪＲ東海からの負担金により、ＪＲ東海のシールド工事に伴い発生する建設発生土を受入れ、埋立工事を進め
ました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・土地造成に向けて、ＪＲ東海からの負担金により、リニア中央新幹線事業の建設発
生土を円滑に受け入れるため、関係機関等と調整を進めるとともに、埋立管理に係る工
事を推進していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・土地造成に必要な護岸築造工事と埋立管理に要する費用について、
ＪＲ東海からの負担金を活用したことから、本市の財政負担を抑えなが
ら埋立事業を着実に推進することができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023）)
・土地造成に必要な埋立護岸築造や埋立管理に要する費用について、令和４（2022）年度は1,102,526千円、令和５
（2023）年度は4,078千円（見込）を、ＪＲ東海との覚書に基づいた同社からの負担金を活用したことから、本市の財政負担を抑
えながら埋立事業を着実に推進することができました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（７）公営企業の経営改善 １・デジタル化の推進とＩＣＴの活用による上下水道サービスの向上と業務の効率化 上下水道局

現　状
【課題認識】

・行政手続のオンライン化については、これまで電子申請システム（ネット窓口かわさき）にて水道使用開始及び休止に関する手続を可
能としており、令和２（2020）年度には48,000件を超える申請を受け付けています。
・これまで電子申請が可能な手続を増やすには、機能不足や費用面での課題がありましたが、令和３（2021）年度に簡易な電子申
請サービスを本格導入し、今後さらに各申請ツールの機能拡充を検討していることから、こうしたツールを使いながら、今後、行政手続のオ
ンライン化を一層推進していく必要があります。
・ＩＣＴの活用については、令和元（2019）年度からＲＰＡの活用による市民サービスの向上と業務効率化について検討を進めてお
り、これまで支出事務や工事設計などの業務に導入しています。今後、これまでの導入結果を踏まえながら、局内の定型的な業務に展
開し、更なる業務の効率化を推進していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・市の方針に基づき、上下水道局においてもサービスの利便性や質の向上、業務の効率化、感染症や災害時等に強い業務体制の構
築を図るため、対面による審査・指導・相談や証拠資料の原本提出が必要な手続などオンラインによる申請が困難な手続を除き、令和
４（2022）年度末までに「行政手続のオンライン化」を図ります。
・市民サービスの向上と業務の効率化に向けて、業務プロセスの見直しを図るとともに、単純かつ大量の定型処理業務等について、ＲＰ
Ａ等のデジタル技術を積極的に活用して自動化・省力化を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・上下水道事業における会計事務や、設計業務などのうち、定型的な作業をＲＰＡ化することによる作業時間の削減
【R04（2022）】
・給水装置・排水設備工事関連業務、水道使用に関する業務、公共下水道接続に関する業務などにおける簡易な電子申請サービス
による行政手続のオンライン化
【R05（2023）】
・法人認証や大容量データのやり取りが必要な行政手続の次期電子申請システムによる行政手続のオンライン化

84109120 情報管理事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・次期電子申請システムや簡易な電子申請サービスの活用による可能な手続すべてのオンライン化
・ＲＰＡの活用による業務効率性・正確性の向上に加え、市民サービス向上につなげるための、ロボットには代替できない高付加価値業
務に職員が注力できる環境の構築（令和７（2025）年度目標削減時間︓累計7,500時間）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・上下水道事業における会計事務や、設計業務などのうち、定型的な作業をＲＰＡ化することによる作業時間の削減
【R04（2022）】
・給水装置・排水設備工事関連業務、水道使用に関する業務、公共下水道接続に関する業務などにおける簡易な電子申請サービス
による行政手続のオンライン化
・法人認証や大容量データのやり取りが必要な行政手続の「オンライン手続かわさき（ｅ-KAWASAKI）」による行政手続のオンライン
化
【R05（2023）〜R07（2025）】
・オンライン化に課題がある行政手続について、順次オンライン化を検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

100 100
％

説明 年度末時点における、電子申請が可能な手続のうち、オンライン化を実施した
手続の割合 実績 63 100 100

電子申請可能な手続※のオンライン化率
※法令等により電子申請に課題がある手続を除く 目標 100 100

2
ＲＰＡ適用業務数 目標 13 14 17

(15)
18

(16)

1

件
説明 年度末時点における、RPAツールを活用し、ロボット開発を行った対象業務数

（これまでの累計）※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 8 14 16

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・「ＲＰＡ適用業務数」については、会計事務や設計業務などのうち、定型的な作業を対象として、令和４（2022）年度は、当初、
４件の業務を対象として神奈川情報セキュリティクラウドの更新や財務会計システム再構築に伴う、ＲＰＡの新規開発を予定していまし
たが、局内新規適用業務募集の結果、新たに２件の業務を追加し、計６件実施しました。また、令和５（2023）年度も新たに２件
追加し、合計８業務の開発を行いました。
・年度末時点における、電子申請が可能な手続のうち、給水装置・排水設備工事関連業務、水道使用に関する業務、公共下水道接
続に関する業務などにおける行政手続について、法人認証や大容量データのやり取りが必要なものを含め、令和４（2022）年度に
188手続のオンライン化を実施し、当初の活動目標を達成しました。令和５（2023）年度は、さらに検討を進め、休業代替任期付職
員及び臨時的任用職員の採用に係る１手続を追加し、合計189手続のオンライン化を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
ＲＰＡの活用による業務削減時間の累計

時間
目標 2,629 4,213 5,837 7,500

時間
説明 ＲＰＡの活用により削減できた年度末時点における作業時間数

（これまでの累積） 実績 1,823 3,625 4,719

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

1
目標

目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・水道使用に関する手続をはじめ、電子申請が可能な行政手続（計189手続）について、全てオンライン化を実施したことにより、来庁
することなく電子申請を行うことが可能となり、市民及び事業者の利便性向上が図られました。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ＲＰＡの活用により、会計事務や設計業務の一部など累計16業務を自動化し、成果指標である「ＲＰＡの活用による業務削減時
間の累計」について、令和４（2022）年度は3,625時間、令和５（2023）年度は4,719時間と、それぞれ目標値を上回る作業
時間を削減することができました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・会計事務や設計業務などの一部について、ＲＰＡの活用により業務効率性の向上、及び正確性の確保に寄与しました。
・ＲＰＡの活用により業務の一部を自動化したことで、市民サービス向上につなげるための、ロボットには代替できない新規取組や業務改
善の検討などの高付加価値業務に職員がより注力できる環境の構築に寄与しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・ＲＰＡの活用による業務の自動化や行政手続のオンライン化を実施し
たことにより、職員が高付加価値業務に注力できる環境の構築に寄与す
るとともに、業務効率などの向上のほか、市民の利便性向上を図ることが
できたため。また、成果指標である「ＲＰＡの活用による業務削減時間
の累計」について令和４（2022）年度は3,625時間、令和５
（2023）年度は4,719時間と、それぞれ目標値を上回る削減ができた
ため。

－ 情報 － 時間 ○ その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、活動指標（ＲＰＡ適用業務数）について、令和５（2023）年度実績値を基
準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・ＲＰＡ適用業務数について、計画策定当初は、毎年度１件ずつ開発を行うこととしていましたが、積極的に開
発を進めたことにより、令和５（2023）年度に令和７（2025）年度目標値を達成したことから、当該実績値
を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・対面による審査や資料の原本提出等、個々の状況に応じた対応が必要でオンライン
化に課題がある行政手続については、引き続き課題解消に向けた検討を進め、順次オ
ンライン化を実施します。
・ＩＣＴの活用については、引き続きＲＰＡの継続性の確保を図るとともに、適用業務
を増やすことによる更なる自動化・省力化に向けた取組を進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・財務会計システム機器のリース満了時期に合わせて、次期財務会計システムの構築及び、令和５（2023）年１月からの稼働に向
けた調整
・現在、手作業で行っている予算決算資料作成や固定資産整理票データの重複入力等の事務について、次期財務会計システムの稼
働に伴うシステム化の実施
・財務事務に関わる各課の業務分析を行い、次期財務会計システムデータを活用して重複作業の解消を図るなど、業務の効率化に向
けた検討を実施
・財務事務に関わる各課の業務分析を行った結果から確認された水道事業会計、工業用水道事業会計及び下水道事業会計におけ
る財務事務の差異については、必要に応じ処理方法の統一を検討・実施
【R05（2023）】
・財務会計システムの一部機能のリリース
・財務事務に関わる各課の業務分析結果を踏まえ、最も効率的な財務事務の執行体制の検討
【R06（2024）】
・事務効率化に伴う財務事務の執行体制の構築
【R06（2024）・R07（2025）】
・継続的な財務事務効率化の検討・実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・次期財務会計システム稼働後の財務事務全体の業務量の削減（令和７（2025）年度目標削減時間︓累計3,250時間）
・財務事務の効率化に伴う効率的・効果的な業務執行体制の構築

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・財務会計システム機器のリース満了時期に合わせて、次期財務会計システムの構築の取組を進め、業務の効率化を図ります。
・財務事務に関わる各課の業務分析を行い、業務の効率化に向けた検討を引き続き進めるとともに、次期システム稼働後の執行体制を
併せて検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・次期システム構築を契機として、財務事務における水道事業・工業用水道事業と下水道事業の事業間の処理手法の統一、財務事
務の効率化とそれに伴う執行体制の見直し
【R04（2022）】
・令和５（2023）年１月に次期財務会計システムが稼働し、現在、手作業で行っている事務の一部をシステム化することによる業務
の効率化

84104510 水道・工業用水道事業の財務事務及び局の出納事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（７）公営企業の経営改善 ２・上下水道事業における財務事務の効率化 上下水道局

現　状
【課題認識】

・現在の財務会計システムは、平成16（2004）年度から17年が経過しており、取り込まれていない財務事務があるとともに、維持管
理費用が高額となっているため、令和４（2022）年12月末のリース期間満了に合わせて次期システム構築の取組を進めています。
・次期システム構築を契機として、財務事務の効率化に向けた検討を行っています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
実績

目標

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

実績 ー 864 3,202

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・財務事務に関わる各課の業務分析を行い、次期財務会計システムデータを活用した重複作業の解消可能性など、業務の効率化に向
けた検討に着手しました。
・財務会計システム機器のリース満了時期に合わせて、次期財務会計システムの構築作業を完了し、令和５（2023）年１月に当該
システムを稼働しました。
・次期財務会計システムの稼働に伴い、従来、手作業で行っていた予算決算資料作成や固定資産整理票データの重複入力等につい
て、事務をシステム化することによる解消を図りました。
・財務事務に関わる各課の業務分析を行った結果から確認された水道事業会計、工業用水道事業会計及び下水道事業会計におけ
る財務事務の差異である、複数年工事における一割留保、撤去費の取扱い及び決裁ルート等について統一化しました。
【R05（2023）】
・企業債管理や支出管理など、財務会計システムの一部機能のリリースを行いました。
・財務事務に関わる各課の業務分析結果を踏まえ、効率的・効果的な財務事務の執行体制の検討に着手しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

R07年度

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2
目標

1
53 53 53

項目
説明 年度末時点における次期財務会計システムの稼働等により実施した事務改善

等の数（これまでの累計） 実績 10 53 53

上下水道事業における財務事務の改善項目（全53項目） 目標 53

財務伝票作成の自動化による作業時間の削減

時間

目標 812 3,250 3,250 3,250

時間

説明
年度末時点における財務伝票の起票及び決裁に要する時間の削
減数を見ることで、次期財務会計システムの稼働に伴う作業時間の
削減効果を測るもの
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・財務事務に関わる各課の業務分析を行った結果を踏まえ、各事業間の処理手法の
統一、業務の効率化を検討し、引き続き最も効率的な財務事務の執行体制の構築に
向けた取組を進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・次期財務会計システムを予定どおり稼働させたこと等の結果、成果指標
である「財務伝票作成の自動化による作業時間の削減」について令和４
（2022）年度は864時間、令和５（2023）年度は3,202時間と、
令和５（2023）年度は伝票削減の取組によって目標値を下回ったも
のの、目標値とほぼ同程度の作業時間を削減し、新たな業務等に注力
できる時間を確保することができたため。

－ 情報 － 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【時間の効果】
（R04（2022））
・次期財務会計システムの稼働やそれに伴う、従来、手作業で行っている事務のシステム化等を実施した結果、成果指標である「財務
伝票作成の自動化による作業時間の削減」の目標を達成し、864時間の作業時間を削減することができたことから、インボイス制度への
対応など新たな業務等に注力できる時間を確保することができました。
（R05（2023））
・財務会計システムの稼働に伴う作業時間の削減について、計画策定当初は約13,000件の財務伝票数を想定していましたが、毎月
払案件の電気料金や機器賃貸借の契約をまとめることにより伝票を減らす取組をした影響で12,809件となり、その結果、成果指標であ
る「財務伝票作成の自動化による作業時間の削減」については、目標値を下回ったものの、目標値とほぼ同程度の3,202時間の削減を
図ることができました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（７）公営企業の経営改善 ３・上下水道事業における資産の有効活用 上下水道局

現　状
【課題認識】

・地方公営企業として、低利用又は未利用な状態にある土地などの資産については、収益性、環境、まちづくりなどの視点から、有効活
用を図っており、これまでに長沢浄水場用地や平間配水所・公舎用地、自動販売機設置スペースや駐車場用地の有償貸付けなどを積
極的に行っています。
・生田浄水場用地は、民間事業者への貸付けを行い、令和４（2022）年度中の供用開始に向けて、スポーツ広場等の整備を行って
います。
・末吉配水池上部や入江崎水処理センター新西系施設は、民間事業者等への意向調査などを行い、有効活用の方針を整理していま
す。

（４年間の）
取組の方向性

・所管する用地等で更なる有効活用が図れる可能性がある資産について、民間事業者等への期限付き貸付けなど、継続的な事業収
益の確保などに向けた取組を引き続き推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・民間事業者等への貸付け、自動販売機設置スペースや駐車場用地の貸付けなどの継続実施
・末吉配水池上部や入江崎水処理センター新西系施設において、民間企業の利用可能性調査や脱炭素社会の実現に向けた利用検
討など有効活用に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・生田浄水場用地におけるスポーツ広場等の整備・供用開始

10301080
10302090
84104520

水道・工業用水道事業における経営基盤の充実・強化事業
下水道事業における経営基盤の充実・強化事業

固定資産に関する総括事務

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・地域のまちづくりや環境への貢献の視点も踏まえた民間事業者等への貸付けなど資産の有効活用の実施による9.1億円以上の収益
の確保

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・上下水道事業の執行に支障のない範囲で資産の有効活用を図り、民間事業者等への貸付け等を実施
【R04（2022）】
・生田浄水場用地におけるふれあい広場等の着実な整備の推進及び供用開始
・さく井（せい）跡地（※）について、用地の形状や接道の位置により全面活用ができない課題を踏まえつつ、民間事業者からの意見
を募集するなど、社会ニーズにあった有効活用策を検討
【R04（2022）〜R06（2024）】
・施設内や用地の一部において、自動販売機設置スペースや駐車場用地の入札を行い、一時貸付け（５年間）を実施
【R05（2023）】
・民間事業者等のヒアリングを踏まえ課題整理ができたさく井（せい）跡地について、駐車場を含めた新たな利用方法について、最適な
有効活用策を決定
・末吉配水池上部や入江崎水処理センター西系施設上部の有効活用について、公募に向けた発注準備の実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・課題整理ができたさく井（せい）跡地から公募を実施するなど有効活用を順次開始
・末吉配水池上部や入江崎水処理センター西系施設上部の有効活用について、公募による事業者選定及び工事等の実施

※さく井（せい）跡地︓井戸を掘り地下水を汲み上げて上水道の水源として利用していたが、都市化が進み水質悪化等の環境変化
に伴い、その用途を廃止し、揚水設備を撤去した土地

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

508 508
件

説明 年度末時点における、第２期プログラムから引き続き実施する資産の貸付け等
の件数 実績 508 538 537

資産の有効活用の件数（継続取組） 目標 508 508

2
資産の有効活用の件数（新規取組） 目標 1 1 1 3

1

件
説明 年度末時点における、これまで貸付け等に至っていない低利用又は未利用な

状態にある資産の新規の貸付け等の件数（計画期間中における累計） 実績 - 1 1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
【末吉配水池上部】
・令和５（2023）年２月に太陽光発電を導入する方針を決定し、令和５（2023）年度は、太陽光発電を導入した際に多く発生
する余剰電力について、川崎市域内で有効活用する手法を関係局と協議を行いました。
【入江崎水処理センター西系施設上部】
・令和５（2023）年２月に太陽光発電を導入する方針を決定し、令和５（2023）年度は、太陽光発電の導入について公募に向
けた発注支援業務委託を発注し、発注準備を進めました。
【さく井跡地】
・令和４（2022）年度に民間事業者へのヒアリング等を実施した上で、有効活用に向けた方針を整理し、令和５（2023）年度に
課題整理ができた中野島さく井跡地について、有効活用に向けた方策として使用者を募集している旨の現地看板設置やホームページで
の周知実施を決定しました。
【その他】
・資産の有効活用を図るため、施設内や用地の一部において、自動販売機設置スペースの入札を行い、一時貸付け（５年間）契約
を締結したほか、月極駐車場など民間事業者への土地の有償貸付けなどを継続実施し、令和４（2022）年度は538件、令和５
（2023）年度は537件と、それぞれ活動目標を上回る資産について有効活用を行いました。
・令和４（2022）年度に設置された自動販売機については、27台すべて環境配慮型とし、そのうち７台は災害対応型を導入し、令
和５（2023）年度については、15台すべて環境配慮型とし、そのうち３台は災害対応型を導入しました。その結果、令和５
（2023）年度には、既に設置されている自動販売機と合わせて46台すべてが環境配慮型となり、そのうち14台が災害対応型となりま
した。
【R04（2022）】
・生田浄水場用地の有効利用の取組として市が整備を進めていた生田ふれあい広場・多目的広場や株式会社川崎フロンターレが貸付
用地において整備を進めていたAnkerフロンタウン生田について、令和５（2023）年３月に供用開始しました。また、それに合わせて歩
行者等の安全に配慮するため、用地の一部を利用して歩道の拡幅整備を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

資産の有効活用の収益額

カネ

目標 9.1
以上

9.1
以上

9.1
以上

9.1
以上

億円

説明
資産の有効活用の取組（継続・新規）を実施することで得られる
収益の決算額の推移をみることで、有効活用による財政効果を測
るもの

実績 8.5 9.3 9.4
（見込）

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

1
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・環境配慮型及び災害対応型の自動販売機の設置を進めたことにより、環境負荷の低減や災害発生時の飲料水確保につながりまし
た。
（R04（2022））
・生田浄水場用地の有効利用に関する取組として、生田ふれあい広場・多目的広場やAnkerフロンタウン生田を供用開始したことで、
地域のまちづくりや活性化に寄与することができました。
・生田浄水場用地の有効利用に伴い、用地の一部歩道として整備したことで、地域の交通安全に寄与することができました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・貸付け等を行うことにより、成果指標である「資産有効活用の収益額」について、令和３（2021）年度決算の8.5億円から、令和４
（2022）年度決算は9.3億円（水道事業︓8.3億円、工業用水道事業︓0.2億円、下水道事業︓0.8億円）、令和５
（2023）年度決算（見込）は9.4億円（水道事業︓8.3億円、工業用水道事業︓0.2億円、下水道事業︓0.9億円）となり、
資産の有効活用により収益を上げました。また、922,126千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、934,174千円の財政効
果を令和６（2024）年度予算にそれぞれ反映しました（財産の有効活用に係る部分を含む。）。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・貸付け等を行うことにより、地域のまちづくりや活性化のほか、災害発生
時の飲料水確保などにつながるとともに、成果指標である「資産の有効活
用の収益額」の目標を達成し、水道事業、工業用水道事業及び下水
道事業の収益確保に貢献することができたため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・上下水道局用地における自動販売機設置スペースの貸付けや、生田浄水場用地の
有効利用に関する取組等により収益確保のほか、地域のまちづくりや活性化などに貢献
しましたが、今後も民間事業者等への貸付け等を実施するとともに、末吉配水池上部
など更なる資産の有効活用に向けた取組を継続します。

事務事業等
への貢献度
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・川崎市上下水道事業経営審議委員会への諮問
・施設更新のあり方について、経営審議委員会から令和４（2022）年度中に答申を受けることを目指し、委員会の下部に学識経験
者のみで組織する部会を設置することで、専門的かつスピード感を持って議論を実施
・料金制度のあり方について、経営審議委員会から令和４（2022）年度中に答申を受けることを目指し、委員会の下部に学識経験
者のみで組織する部会を設置することで、専門的かつスピード感を持って議論を実施
【R05（2023）】
・答申に基づいた施設更新計画案の策定
【R05（2023）・R06（2024）】
・答申に基づいた料金制度案の策定
【R06（2024）・R07（2025）】
・料金制度案の実現に必要となる条例改正等の手続

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・工業用水道利用者への調査結果を踏まえ、将来の水需要に合わせた更新計画の策定と契約水量などの見直しの検討

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・持続可能な工業用水道事業に向けて、将来の施設更新計画による段階的な更新を進めるために、工業用水道利用者への調査結
果を踏まえ、利用者の水需要に合わせた契約水量の見直しと料金制度のあり方、経営効率化について検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・契約水量の見直しと料金制度のあり方の検討
・将来の水需要の把握による施設規模の適正化に向けた検討
・契約水量・料金制度の見直し案の策定と見直し、経営効率化に向けた手続の実施

10301080 水道・工業用水道事業における経営基盤の充実・強化事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（７）公営企業の経営改善 ４・工業用水道の需要動向を踏まえた料金制度等の見直しに向けた検討 上下水道局

現　状
【課題認識】

・工業用水道事業は、利用者への安定的な給水を確保するため、契約水量に基づく責任消費水量制を採用していますが、近年は産業
構造の変化や回収水の再利用などにより、契約水量と使用水量との乖離が生じており、その解消が課題となっています。
・工業用水道の施設・管路の多くが老朽化しているため、将来の需要動向を踏まえた適正な施設規模で更新を行う必要があり、工業用
水道利用者への需要動向等の調査を実施しました。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・施設更新のあり方及び料金制度のあり方について、川崎市上下水道事業経営審議委員会への諮問を行いました。
・川崎市上下水道事業経営審議委員会での審議（委員会︓３回開催）を行うとともに、委員会の下部に学識経験者のみで組織す
る部会を設置し、専門的かつスピード感を持って議論を実施（部会︓５回開催）することで、令和５（2023）年３月に答申を受け
ることができました。
【R05（2023）】
・答申に基づいた施設更新計画案の策定に向け、庁内関係部署と調整を行い、素案を作成しました。本計画は料金制度の前提かつ
一体で策定手続きを行う必要があるため、令和６（2024）年度の計画案の策定としました。
・答申に基づいた料金制度案の策定に向け、庁内関係部署と調整を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・施設更新のあり方について、答申における提言を踏まえ、施設更新計画案の策定に
向けた取組を継続します。
・料金制度のあり方について、工業用水道の利用者らとの対話の機会を設けながら、料
金制度の見直しに関する検討の深度化を図ります。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・川崎市上下水道事業経営審議委員会から答申を受領し、答申を踏ま
えた料金制度等の見直しに向けた検討段階であるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
・工業用水道事業が抱える課題に対する施設更新のあり方及び料金制度のあり方について、川崎市上下水道事業経営審議委員会
から答申を受領し、答申を踏まえた料金制度等の見直しに向けた検討段階であるため、効果は発現していません。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（７）公営企業の経営改善 ５・下水道事務所等における配置車両の適正化と業務執行体制の検討 上下水道局

現　状
【課題認識】

・各下水道事務所では、自動車運転手１人・下水作業員２〜３人で作業班を構成して現場に出向き、管きょ・マンホールの補修・清
掃等の作業を行っているほか、台風等の大雨時には、浸水実績箇所のパトロールや不具合対応を行っています。
・庶務課と下水道管理課には、公用乗用車と自動車運転手をそれぞれ配置しており、下水道管理課の自動車運転手は、内水氾濫等
のおそれがある場合における排水ポンプ車の運転を行うほか、当該車両の維持管理や訓練の業務を行います。
・水道水質課と下水道水質課には、水質試験車等の自動車運転手を配置しています。
・今後、「働き方・仕事の進め方改革の推進」や「デジタル化の推進」に伴う業務執行手法の変更など、配置車両の必要性に影響を与え
ることが見込まれる一方で、自然災害の大規模化、増大化が見込まれる中、危機事象発生時の即応性等については、安定的に確保す
る必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・排水ポンプ車の運転など大雨時における危機管理業務、通常業務における迅速性や対応力など市民サービスや現場作業の効率性の
視点から、配置車両の適正化と効率的・効果的な業務執行体制の検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・業務内容や危機管理対応を踏まえた配置車両の適正化
【R04（2022）】
・自動車運転手及び下水作業員の役割や必要人員の精査等、効率的・効果的な業務執行体制の検討

10301080
10302090

水道・工業用水道事業における経営基盤の充実・強化事業
下水道事業における経営基盤の充実・強化事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・配置車両の適正化及び効率的・効果的な執行手法・執行体制に関する方針の確定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・業務内容や危機管理対応を踏まえた配置車両・人員の適正化
【R04（2022）】
・自動車運転手及び下水作業員の平常時と危機事象時における役割の整理や必要人員の精査等を踏まえた効率的・効果的な業務
執行体制の検討
【R05（2023）】
・自動車運転手及び下水作業員の平常時と危機事象時の役割の整理や必要人員の精査等を踏まえた効率的・効果的な業務執行
体制の検討及び配置車両の適正化に向けた協議・調整

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・自動車運転手及び下水作業員の平常時と危機事象時における役割の整理や必要人員について精査し、効率的・効果的な業務執
行体制の構築に向けた検討に着手しました。
・自動車運転手に係る必要人員数の整理を目的として、水質検査・水源調査業務等に係る公用車の運転業務を担う自動車運転手
について、稼働率の確認や夜間・緊急時における課題等を整理した上で、令和５（2023）年度からは正規職員の代わりに会計年度
任用職員を配置する見直しを行いました。
【R05（2023）】
・自動車運転手及び下水作業員の平常時と危機事象時における役割や必要人員の精査等を踏まえた、効率的・効果的な業務執行
体制の構築及び配置車両の適正化に向けた検討を進めるとともに、協議・調整に着手しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・水質検査・水源調査業務等に係る公用車の運転業務を担う自動車運転手（１名分）について、正規職員の代わりに会計年度任
用職員を配置することで、令和５（2023）年度予算から年間約550万円の人件費を削減しました。

（R04（2022）・R05（2023））
・自動車運転手及び下水作業員の業務執行体制の見直しは、効率的・効果的な業務執行体制の構築及び配置車両の適正化に向
けた検討を進め、協議・調整を行っている段階であることから、具体的な効果はまだ得られていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・水質検査・水源調査業務等に係る公用車の運転業務を担う自動車
運転手について、正規職員の代わりに会計年度任用職員を配置すること
で、令和５（2023）年度予算から年間約550万円の人件費を削減
できるようになったため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・業務内容や危機管理対応を踏まえた配置車両の適正化に向け、自動車運転手及
び下水作業員の役割の整理や必要人員の精査等について、関係者と更なる協議・調
整を図り、引き続き検討を進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（７）公営企業の経営改善 ６・入江崎余熱利用プールのあり方の検討 上下水道局

現　状
【課題認識】

・入江崎余熱利用プールは、入江崎総合スラッジセンターの建設に伴う地域融和施設として、同スラッジセンターの余熱を利用して温水
プールのサービスを提供するため、平成８（1996）年に開業し、令和２（2020）年度末までに約189万人が利用してきました。
・施設については、開業から25年が経過し老朽化が進んでいるため、毎年度１か月程度の休業を伴う修繕工事等を実施しています。
・プール事業の運営については、開業当初から財団法人川崎市下水道公社が管理運営を行い、平成17（2005）年からは指定管理
者制度を導入し、効率的・効果的な運営に努めてきましたが、収支状況は、開業以来マイナスが続いており、一般会計繰入金等をもっ
て補填しています。
・近年は利用者数が減少し、収入が減少傾向にあるとともに、修繕経費の増加等により、管理運営費用は増加傾向にあります。

（４年間の）
取組の方向性

・今後の施設修繕等に必要な費用と、収入等の見通しを精査するとともに、入江崎総合スラッジセンターに関する地域融和施設であるこ
とを踏まえ、今後のプール事業のあり方を整理します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・施設修繕等に伴う長期休業によるプール事業運営への影響の精査
・今後の大規模修繕等や利用者の動向を見据えた収支等の精査
・周辺地域からの意見聴取など地域融和施設としての必要性の検討
・今後のプール事業のあり方の整理

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・地域融和施設としてのプール事業に関する今後のあり方の決定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト －

10302090 下水道事業における経営基盤の充実・強化事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・令和８（2026）年に一般的な法定耐用年数である30年を迎える施設であることを踏まえ、指定期間を４年間とした指定管理者募
集の実施
・入江崎余熱利用プールのあり方について庁内検討を実施
・新型コロナウィルスの流行に伴う利用者や収支の変化についての確認・分析
【R05（2023）・R06（2024）】
・令和４（2022）年度の庁内検討を踏まえ、地域住民の方々や庁内の関係者への意見聴取の実施
・今後の大規模修繕等や利用者の動向を見据えた収支等について精査
【R07（2025）】
・令和５（2023）年度及び令和６（2024）年度の関係者への意見聴取結果を踏まえたあり方の決定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・本市では原則として指定管理者の指定期間を５年間としていますが、令和８（2026）年に一般的な法定耐用年数である30年を
迎える施設であることを踏まえ、次期指定期間を４年間とした上で募集を行い、令和５（2023）年３月に指定管理者を決定しまし
た。
・施設の老朽化や施設利用状況等を踏まえ、入江崎余熱利用プールのあり方について、庁内関係部署と近年の修繕状況や地域融和
施設としての活用状況などの観点から検討を開始しました。
・新型コロナウイルスによる利用者や収支への影響として、令和元（2019）〜令和３（2021）年度の期間に、休館や入場制限など
の影響に伴い利用者減となり、その結果、多額の収支不足が発生していることを確認できました。それらを踏まえ、次期指定管理者の募
集要項等に、新型コロナウイルス感染拡大防止策をとり利用者が安心して利用できるプール運営を行うことや、利用者の増加につながる
取組の提案を行うよう、記載を追加しました。
【R05（2023）】
・入江崎余熱利用プールのあり方について、庁内関係部署と検討した結果を踏まえ、令和６（2024）年度に関係者へ意見聴取を実
施するための資料を整理しました。
・今後の検討に向け、令和４（2022）年度までの利用者数や収支を確認しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度に新型コロナウイルスの流行に伴う利用者や収支への影響確認のほか、庁内関係部署との検討を実施するとと
もに、次期指定期間を令和８（2026）年度までの４年間としたことで、令和８（2026）年度以降、入江崎余熱利用プールのあり
方に基づく取組を速やかに実施することを可能にしましたが、未だ入江崎余熱利用プールのあり方の検討段階であるため、効果は発現し
ていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ１

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和４（2022）年度に新型コロナウイルスの流行に伴う収支や利用
者への影響について確認・分析を行い、庁内関係部署と検討を実施する
とともに、指定期間を４年間としましたが、入江崎余熱利用プールのあり
方の決定に向けた検討段階であるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・入江崎余熱利用プールのあり方については、今後の大規模修繕等や利用者の動向を
見据えた収支等の確認や関係者への意見聴取を行うとともに、他事業とも調整を行い
ながら、引き続き検討を進めます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （７）公営企業の経営改善 ７・持続可能な経営基盤の構築 交通局

現　状
【課題認識】

・令和元（2019）年度から令和７（2025）年度までの７年間を計画期間とする「川崎市バス事業経営戦略プログラム（以下「経
営戦略プログラム」）」を策定し、前期３年間については具体的な取組を設定した上で、市バス輸送サービスの持続的な提供に向けて
取組を進めてきました。
・しかしながら、新型コロナウイルス感染症を契機として、テレワークの普及や授業のオンライン化など人々の行動様式が変容したこと等によ
り、市バスの乗車人員が、令和元（2019）年度の約4,819万人から、令和２（2020）年度は約3,768万人まで減少（20％以
上の減少）するなど、市バスを取り巻く環境も大きく変化しており、今後も大幅な乗車人員の回復は見込めない状況となっています。
・また、乗車人員の減少に伴う乗車料収入の大幅な減収に伴い、令和２（2020）年度の純損益も▲約17億円にのぼり、総務省か
ら示された「特別減収対策企業債」を活用し、必要な資金の確保を行いました。
・今後も、厳しい経営状況が見込まれることから、令和４（2022）年３月策定の経営戦略プログラム後期計画（令和４（2022）
年度〜令和７（2025）年度）に基づき、運行計画の見直し等の経営改善や収益性事業の推進などに取り組み、持続可能な経営
基盤を構築し市民やお客様の大切な交通手段を確保していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・下記の取組等により収支状況の改善を図り、持続可能な経営基盤を構築します。
①地域の交通体系を見据え、市バスの利用動向や乗車料収入等の状況を踏まえ、運行計画の見直しなど事業規模の適正化に向け
た取組を推進します。
②業務の見直しなどにより、効率的な執行体制の整備を行います。
③モバイルＰＡＳＭＯ上でのＩＣ定期乗車券の購入など、ＩＣ乗車券が普及することで乗車券販売窓口の役割が変化していることか
ら、乗車券販売窓口の効率化に向けた見直しを検討します。
④広告宣伝事業や貸切バス事業等の収益性事業を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
①利用動向を踏まえた段階的なダイヤ改正等の運行計画の見直し
②営業所業務の見直し等による効率的な執行体制の整備
③乗車券販売窓口の営業時間や営業日等の見直し
④新たな広告媒体等の検討による広告宣伝事業の推進

40704030 市バスネットワーク推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標 ・経営改善の取組の推進による収支状況の改善（純利益の確保、資金不足比率20％未満の維持）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・利用動向を踏まえた段階的なダイヤ改正等の運行計画の見直し
・営業所業務の見直し等による効率的な執行体制の整備
・新たな広告媒体等の検討による広告宣伝事業の推進
【R04（2022）】
・乗車券販売窓口の営業時間や営業日等の見直し
【R05（2023）】
・見直した取組の検証及びその検証を踏まえた効率的な執行体制の再整備
【R05（2023）〜R07（2025）】
・乗車券販売窓口の営業時間や営業日等の見直しの検証

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－  
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績
1

目標

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・早朝、夜間のカリタス学園発着便を見直し、一部を中野島多摩川住宅行きの便へ振り替えるダイヤ改正を実施しました。
・溝口駅南口から柿生駅前を結ぶ路線について、利用動向や民間事業者との重複状況を踏まえ、新百合ヶ丘駅接続に集約し、各地
域の利便性を確保した上で運行の効率化を図る再編を実施しました。
・地域の移動需要を支える市バスの役割や利用実態を踏まえ、川崎南部エリアの運行の効率化や地域の利便性向上を図る路線再編
を実施しました。
・鷲ヶ峰営業所と鷲ヶ峰営業所菅生車庫を統合しました。
・乗車料金の清算業務の見直しを検討し、令和５（2023）年度からの執行体制を整備しました。
・各営業所窓口の利用実態や地域特性を考慮して、交通局の経営状況を踏まえ、窓口業務の機能集約をしました。
・通勤定期の販売枚数の減少やモバイルＩＣ定期券などの乗車券のＩＣ化による乗車券販売窓口利用者の減少を踏まえ、乗車券
発売窓口の時間短縮や委託化を実施しました。
・新たな広告媒体による広告料の確保について検討しました。
・国土交通大臣から、乗車料金を210円から220円に変更する上限運賃変更認可が下りたことから、令和４（2022）年10月から料
金改定を実施しました。
【R05（2023）】
・鷲ヶ峰営業所管内において、土休日の利用動向に合わせたダイヤ改正を実施し、運行の効率化を図りました。
・窓口業務の機能集約による業務効率化のため、塩浜営業所及び菅生車庫の乗車券発売窓口をその他乗車券発売窓口と統合しま
した。
・利用動向を踏まえ、鷲ヶ峰営業所の乗車券発売窓口の開所時間を見直しました。
・広告が掲出できる車両３両に車外広告枠を新たに取り付け、新規掲出に対応しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

純損益

カネ

目標 － － － 0以上

円

説明 当該年度の総合的な収支状況を表す指標であり、純利益（黒
字）または純損失（赤字）の状況を示すもの（収益ー費用） 実績 ▲5.8億 1.7億 5.6億

（見込）

20未満 20未満 20未満

2 ％

説明
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である営業収益の
規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの
（資金の不足額／営業収益）

実績 0 0 0
（見込）

資金不足比率

カネ

目標 20未満

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・鷲ヶ峰営業所と鷲ヶ峰営業所菅生車庫の統合や利用実態を踏まえたダイヤ改正など、事業規模の見直しを行ったことにより、運営費
用の縮減が図られ、令和４（2022）年度は約２億円（営業所の統合による人件費の削減︓約１億円、事業規模の見直しによる
人件費の削減︓約１億円）の財政効果を生み出すとともに、料金改定に伴い、令和４（2022）年度は約1.5億円、令和５
（2023）年度は約3.1億円（見込）の乗車料収入の増となりました。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度は鷲ヶ峰営業所の乗車券販売窓口を委託したことで、令和５（2023）年度は塩浜営業所の乗車券発売
窓口の廃止など、職員の乗車券発売に対する業務を削減し、令和４（2022）年度に１人の減員につながるとともに、営業所業務を
見直したことにより、営業所職員の業務量の削減（令和３（2021）年度と比較し、令和４（2022）年度時間外︓約51時間/
年・人、令和５（2023）年度時間外︓約86時間/年・人）につながりました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・鷲ヶ峰営業所と鷲ヶ峰営業所菅生車庫の統合や利用実態を踏まえた
ダイヤ改正など、事業規模の見直しを行ったことにより、運営費用の縮減
が図られ、令和４（2022）年度は約２億円の財政効果を得るととも
に、料金改定の実施により、令和４（2022）年度は約1.5億円、令
和５（2023）年度は約３.1億円（見込）の増収となったため。

○ 情報 － 時間 ○ その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・利用動向を踏まえたダイヤ改正等の運行計画の見直しを引き続き行います。
・営業所業務の見直し等による効率的な執行体制の整備を引き続き行います。
・利用実態を踏まえ、乗車券販売窓口の営業時間や営業日等の見直しを引き続き行
います。
・新たな広告媒体等の検討による広告宣伝事業を推進します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・定時退庁等の長時間勤務是正の取組や職員の意識改革、管理職のマネジメント力向上等の推進
・本局と営業所職員による営業所の時間外勤務の縮減・平準化に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・営業所業務の改善に向けた組織体制の検討
・本局と営業所の業務の見直しや定型的業務の処理方法の見直しなどの業務改善の推進
・適切な乗務予備者の配置や効率的な乗務計画の検討
【R05（2023）】
・営業所業務の見直しを踏まえた組織体制の検討
・令和６（2024）年に適用が予定されている「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（厚生労働省告示）」を踏まえた
効率的な乗務計画の検討・作成

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・業務の見直しや改善による労働生産性の向上
・職員１人・１か月当たりの平均時間外勤務時間数の削減や平準化

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・営業所の業務改善の取組を進めます。
・本局、営業所職員の時間外勤務を縮減します。
・計画的な休暇取得等による運転手の時間外勤務の縮減や平準化を進めます。
・働き方・仕事の進め方改革の目的である「ワーク・ライフ・バランスの実現」に向け、働く環境の整備や意識改革の取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・営業所業務の改善に向けた組織体制の検討
・定時退庁等の長時間勤務是正の取組や職員の意識改革、管理職のマネジメント力向上等の推進
・本局と営業所職員による営業所の時間外勤務の縮減・平準化に向けた取組の推進
・本局と営業所の業務の見直しや定型的業務の処理方法の見直しなどの業務改善の推進
・適切な乗務予備者の配置や効率的な乗務計画の作成

40704060 市バス事業基盤強化事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （７）公営企業の経営改善 ８・市バス事業における労働生産性の向上 交通局

現　状
【課題認識】

・業務執行の効率化を図るため、営業所の業務見直し、計画的な休暇取得等による時間外勤務の縮減・平準化の取組、効率的な勤
務計画の作成が必要です。
・特定の時期や時間帯において業務の偏りが生じ時間外勤務が多くなることから、働き方・仕事の進め方改革を踏まえた職員の負担軽
減や適正な労働環境の整備が必要です。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 26 21.6 25.4

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
職員１人・１か月当たりの平均時間外勤務時間数

時間
目標 25.5 25 24.5 24

時間
説明 交通局職員の総時間外勤務時間数÷12か月÷職員数

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・乗車券発売窓口の廃止及び完全委託化、乗車料収入精算業務の見直しなどによる営業所業務の効率化を検討し、執行体制を整
備しました。
・管理職会議を活用した定期的な実施状況確認等により、本局において、水曜日及び毎月17日の定時退庁の実施、金曜日のノー残
業デーの実施、午後８時以降の時間外勤務の原則禁止等に取り組みました。
・毎月、各事業所職場代表と時間外縮減・平準化会議を実施しました。
・営業所で行っていた年末調整業務を本局に移管する業務見直しを、令和４（2022）年度に試行実施し、令和５（2023）年度
から本格実施しました。
・時間外縮減・平準化会議において協議・調整し、適切な乗務予備者の配置や運行計画を踏まえた効率的な乗務計画の作成を行い
ました。
【R05（2023）】
・「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の変更内容を踏まえ、拘束時間及び勤務間インターバルを順守する乗務計画の
作成を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き本局及び営業所業務の改善を図るなど、業務量削減に向けた見直しを実施
します。
・採用方法の見直しなど運転手の確保について検討するとともに、引き続き時間外勤務
の縮減・平準化及び休暇取得日数の増加に向けた取組を実施します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・職員の意識醸成や管理職のマネジメント力の向上に取り組んだことや営
業所の業務見直しなどにより、営業所事務職員における時間外勤務削
減や休暇取得日数の増加につながったものの、令和５（2023）年度
は日々の運行に必要な運転手の確保が困難だったことを受けて目標未
達となったことから、今後の目標値達成に当たっては、法令順守かつ効率
的な乗務予備者の配置や乗務計画の作成を行うための運転手の確保
に課題があるため。

－ 情報 － 時間 △ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度に鷲ヶ峰営業所の乗車券発売窓口の廃止や令和５（2023）年度の年末調整業務の本局移管の本格実
施など、営業所業務の見直しにより、営業所事務職員における時間外勤務（令和３（2021）年度と比較し、令和４（2022）年
度︓51時間／年・人、令和５（2023）年度︓約86時間／年・人）の削減につながりました。一方で、運転手の時間外勤務につい
ては、令和４（2022）年度は減少傾向にあったものの、令和５（2023）年度は日々の運行に必要な運転手の確保が難しく、運行
維持のため運転手の時間外勤務が増加したことから、成果指標である職員１人・１か月当たりの平均時間外勤務時間数は目標値を
若干下回りました。今後の目標値の達成に当たっては、法令順守かつ効率的な乗務予備者の配置や乗務計画の作成を行うための運
転手の確保に課題があります。
・取組の実施や、職員の意識醸成や管理職のマネジメント力の向上に取り組んだこと、予備勤務者の配置及び効率的な乗務計画の作
成による休暇の平準化を実施したことにより、休暇取得 率日数が令和４（2022）年度は約1.3日（17.7日→19日）、令和５
（2023）年度は0.1日（19日→19.1日）増加しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・運転手（養成枠を含む）や整備員の採用の実施
・就職サイトなどの媒体や市バス車内外への広告掲出による採用選考広報の実施
・会計年度任用の運転手の弾力的な募集及び希望日時・配属希望営業所での採用選考の実施
・女性向け広報媒体を活用した運転手募集の実施
・多様なライフスタイルに対応するための短時間勤務職員の活用
・運転手のモチベーション向上のための職員表彰やよりよい安全・サービスを提供するための運転手実技研修の実施
・適切な運行管理の遂行に向けて実務経験年数等に応じた研修の実施
【R04（2022）】
・よりよい安全・サービスを提供するための運転手実技研修の実施回数見直し
【R05（2023）】
・運転手実技研修を年間６回開催

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・安定的な市バスの運行に必要な運転手及び整備員の確保
・職員研修の実施による交通局職員に期待される能力の育成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・事業規模の適正化を進めながらも安定的な運行を支えるため、ダイヤ改正等による所要人員の変動や退職動向等を踏まえて運転手
や整備員の採用に取り組みます。
・採用選考にあたっては、正規運転手、大型自動車第二種免許を保有していない若年層（養成枠）、会計年度任用など選考方法の
組み合わせのほか、整備員については効果的な実施時期の検討を踏まえて人材確保の取組を推進します。
・高齢者雇用などの活用に向けた、多様な働き方を推進します。
・職員の意識改革の取組や職種ごとの研修計画に基づいたＯＪＴ等による人材育成の取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・運転手（養成枠を含む）や整備員の採用の実施
・就職サイトなどの媒体や市バス車内外への広告掲出による採用選考広報の実施
・会計年度任用の運転手の弾力的な募集及び希望日時・配属希望営業所での採用選考の実施
・高齢期雇用を勘案した再任用職員の確保
・女性向け広報媒体を活用した運転手募集の実施
・多様なライフスタイルに対応するための短時間勤務職員の活用
・運転手のモチベーション向上のための職員表彰やよりよい安全・サービスを提供するための運転手実技研修
・適切な運行管理の遂行に向けて実務経験年数等に応じた研修の実施

40704060 市バス事業基盤強化事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（７）公営企業の経営改善 ９・市バスの安定的な事業運営に向けた人材の確保と育成 交通局

現　状
【課題認識】

・運転手については、全国的に大型自動車第二種免許保有者の減少や高齢化の状況の中、交通局においては大量退職が見込まれて
いるため、運行を維持していく上で運転手の確保が必要です。
・整備員については、全国的に自動車整備専門学校等の入学者数の減少や整備士資格保有者の高齢化の状況の中、交通局におい
ては運行を維持していく上で一定数の整備員の確保が必要です。
・持続可能な経営基盤の構築をするため、厳しい経営状況においても採用や人材育成の推進により、安全・安心な輸送サービスを確保
することが必要です。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 － 93.9 99.4

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

研修達成度（受講者アンケート）

ヒト

目標 80以上 80以上 90以上
(80以上)

90以上
(80以上)

％

説明 研修参加者へのアンケートにおいて、研修が役に立ったと回答した参
加者の割合　※括弧書きの目標値は変更前の数値

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度、令和５（2023）年度ともに運転手の採用選考を１回、運転手（養成枠）を２回、整備員を２回実施
しました。
・運転手（養成枠を含む）や整備員の人材確保に向けて、民間求人サイト、ＳＮＳの活用等による広報を実施しました。
・令和４（2022）年度、令和５（2023）年度ともに運転手（短時間勤務職員）の採用選考を１回実施しました。
・令和４（2022）年度は、運転手（会計年度任用職員）の採用選考を、配属希望営業所で１回実施しました。令和５
（2023）年度は、運転手（会計年度任用職員）の通年募集を再開し、採用選考を配属希望営業所で４回実施しました。
・女性運転手の確保に向けて、民間求人サイトの女性用ページに運転手募集の広報を掲載しました。
・令和４（2022）年度に民間教習所を使用して行う運転手実技研修を６回に増やして実施し、令和５（2023）年度は同回数で
実施しました。
・外部機関が実施する運行管理者講習の確実な受講や、実務経験年数に応じて内容を分けた運行管理者研修を定期的に実施する
ことにより、運転手に対する適切な指導・監督を実施できるよう運行管理者としての意識の醸成に向けた取組を実施しました。
・交通局職員として他の職員の模範となる安全、安心、快適に係る取組姿勢を評価する職員表彰を実施しました。
・令和４（2022）年度に個人無事故表彰対象者に、「35年表彰」を新たに追加し表彰を行い、令和５（2023）年度も継続して
実施しました。
・無事故20年以上対象者に、表彰に加え記念品（盾）を贈呈しました。
・無事故200日を達成した営業所に対し、表彰に加え顕彰品の贈呈を行いました。
【R05（2023）】
・運転手及び整備員の採用パンフレットを作成し、広報を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画当初に設定した成果指標（研修達成度（受講者アンケート））について、令和４（2022）年度・令
和５（2023）年度の実績値を踏まえ、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・研修達成度について、計画策定当初は、80％以上の受講者が研修効果を得ることとしていましたが、令和４
（2022）年度・令和５（2023）年度の実績値が想定以上に高いものであったため、当該実績を踏まえ目標
値を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・安定的な運行を支えるため、ダイヤ改正等による所要人員の変動や退職動向、運行
計画等を踏まえ、試験科目の見直しや日程の短縮、採用時期の前倒しなど採用選考
の方法を見直し、応募しやすい環境を整えることにより、安定的な採用に向けた人材確
保の取組を継続します。
・人材育成については、技能向上やモチベーション向上のため、職員の意識改革の取組
や職種ごとの研修計画に基づいたＯＪＴ等による人材育成の取組を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・運転手（養成枠を含む）及び整備員の採用選考を実施し、令和４
（2022）年度は運転手（養成枠を含む）を７名、整備員を４名、
令和５（2023）年度は運転手（養成枠を含む）を17名、整備員を
３名採用し、安定的な市バスの運行体制に必要な人材確保ができたた
め。
・各研修の目的を理解させ、積極的に取り組ませることにより、受講者の
身につくような研修により運転技能向上に寄与するとともに、事故防止へ
の意識向上に寄与したため。
・運行管理者研修により運行管理者が新たな事故防止の取組を自ら計
画立案して実施でき、安全意識、伝え方などの業務スキルの向上に寄与
したため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・翌年度の安定的な市バスの運行体制に必要な人材確保のため採用選考を実施し、令和４（2022）年度は、当年度の人員確保と
して運転手２名、整備員３名、令和５（2023）年度に向けて運転手４名、整備員１名、養成運転手１名を採用しました。令和
５（2023）年度は、当年度の人員確保として整備員２名、令和６（2024）年度に向けて運転手15名、整備員１名、養成運転
手２名を採用しました。現在の運行計画における人材の確保は、整備員について各年度ともに年度途中の退職により定数に対する不
足分の解消ができませんでしたが、退職に合わせ採用選考を実施したことにより概ね達成することができました。
・局長表彰（令和４（2022）年度１名、令和５（2023）年度１名）、所属長表彰（令和４（2022）年度６名、令和５
（2023）年度７名）を実施したことにより、日々の安全運行の結果としてのモチベーション向上に寄与しました。
・経験年数の浅い運転手、養成枠採用運転手及び高齢運転手に対し、事故防止の取組として車両間隔や夜間時の障害物の見え方
などを学ばせるため、自動車教習所において、実車を用いた体験型の実技研修を実施し（令和４（2022）年度︓延べ75名参加、
令和５（2023）年度︓延べ62名参加）、運転技能向上や事故防止への意識向上に寄与するとともに、走行距離10万km当たり
の有責事故発生件数が令和４（2022）年度に0.30件、令和５（2023）年度には0.25件となりました。
・運行管理者研修において、運転手に視聴させるための事故映像等の編集作業などを通して、運行管理者が新たな事故防止の取組を
自ら計画立案して実施でき、安全意識、伝え方などの業務スキルの向上に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （７）公営企業の経営改善 10・「川崎市立病院経営計画2022-2023」等に基づく経営健全化の推進 病院局

現　状
【課題認識】

・高齢化の進展や人口減少、雇用基盤や家族形態の変化など、我が国の社会保障制度を取り巻く環境が大きく変化する中においても、市立病
院には市民に信頼される安全・安心な医療の安定的かつ継続的な提供が求められており、経営改革や経営健全化を図るため、新公立病院改
革ガイドライン（平成27（2015）年３月。総務省）を踏まえて経営健全化の取組を推進してきましたが、依然として厳しい経営状況が続いて
いることから、引き続き、経営健全化に向けた取組を推進していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・「川崎市立病院経営計画2022-2023」及びその後に策定する公立病院経営強化プランに位置付ける次期経営計画に基づき、引き続き経営
改善や地域医療の確保に向けた安定的な医療サービスの提供を推進するとともに、取組状況等について、外部有識者の意見を踏まえながらＰ
ＤＣＡサイクルによる進捗管理を行います。
・具体的な取組としては、現状の経営形態を維持するとともに、川崎病院及び井田病院については、複雑化・専門化する診療報酬請求事務や
診療報酬改定への的確な対応など経営管理体制の強化等を図りつつ、経営改善に向けた取組を着実に推進します。
・また、人口増や高齢化に伴い増加又は変化する医療ニーズに対応するために必要な人員の確保、育成を行うとともに、働き方改革・仕事の進
め方改革を推進し、必要な医療サービスを安定的かつ継続的に提供できる体制を確保していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年３月に策定する「川崎市立病院経営計画2022-2023」に基づき、地域に必要な医療を安定的かつ継続的に提供する
とともに、経営基盤の強化に向け、更なる経営改革と経営健全化の取組を推進
・診療報酬の適切な確保などの収入確保に向けた取組や経費節減・抑制に向けた取組を推進
・効率的・効果的な病院経営・運営を推進するため、川崎病院及び井田病院においては地方公営企業法の全部適用、多摩病院においては指
定管理者制度による経営形態を維持し、経営管理の強化に向けた体制の検討
・医療サービスの安定的な提供等に向け、医師、看護師、医療技術職の確保・育成に取り組むとともに、柔軟な勤務体制の導入の検討、タスク
シフティングによる医師・看護師の業務負担軽減、ＩＣＴを活用した事務負担の軽減等の取組を実施
・毎年度、外部の有識者や医療関係団体の代表者などから構成される川崎市立病院運営委員会において、経営健全化に向けた取組等の点
検・評価を行い、次年度以降の病院運営に活用
【R05（2023）】
・今後、国から示されることが予定される、新たな公立病院の経営強化に係るガイドラインや県が策定を予定している第８次医療計画の策定状
況等を踏まえながら、令和６（2024）年度以降を計画期間とする新たな経営計画を策定
【R06（2024）・R07（2025）】
・令和６（2024）年度以降を計画期間とする新たな経営計画に基づき、引き続き経営健全化の取組を推進

10602050 経営健全化推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －
（４年間の）

到達目標
・「川崎市立病院経営計画2022-2023」及びその後に策定する次期経営計画に基づき、市民に信頼される安全・安心な医療が安定的かつ継
続的に提供され、更なる経営改革や経営健全化が図られている状態

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
・診療報酬の適切な確保などの収入確保に向けた取組や経費節減・抑制に向けた取組の推進
・効率的・効果的な病院経営・運営を推進するため、川崎病院及び井田病院においては地方公営企業法の全部適用、多摩病院においては指
定管理者制度による経営形態を維持し、経営管理の強化に向けた体制を検討
・医療サービスの安定的な提供等に向け、医師、看護師、医療技術職の確保・育成に取り組むとともに、柔軟な勤務体制の導入の検討、タスク
シフティングによる医師・看護師の業務負担軽減、ＩＣＴを活用した事務負担の軽減等の取組の実施
・「川崎市立病院中期経営計画2022-2023」の取組状況等について、外部の有識者や医療関係団体の代表者などから構成される川崎市立
病院運営委員会において点検・評価を行い、その結果を踏まえ、取組の改善等を図りながら、引き続き経営健全化の取組を推進
【R05（2023）】
・国が示している公立病院経営強化ガイドラインや県が策定を予定している第８次医療計画の策定状況等を踏まえながら、令和６（2024）
年度以降を計画期間とする新たな経営計画を策定
【R06（2024）・R07（2025）】
・診療報酬の適切な確保などの収入確保に向けた取組や経費節減・抑制に向けた取組の推進
・効率的・効果的な病院経営・運営を推進するため、川崎病院及び井田病院においては地方公営企業法の全部適用、多摩病院においては指
定管理者制度による経営形態を維持し、経営管理の強化に向けた体制を検討
・医療サービスの安定的な提供等に向け、医師、看護師、医療技術職の確保・育成に取り組むとともに、柔軟な勤務体制の導入の検討、タスク
シフティングによる医師・看護師の業務負担軽減、ＩＣＴを活用した事務負担の軽減等の取組の実施
・令和６（2024）年度以降を計画期間とする新たな経営計画の取組状況等について、外部の有識者や医療関係団体の代表者などから構成
される川崎市立病院運営委員会において点検・評価を行い、その結果を踏まえ、取組の改善等を図りながら、引き続き経営健全化の取組を推
進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

%
説明 「川崎市立病院経営計画2022-2023」で定めた経常収支目標 実績 97.6 95.0 96.9

(見込)

9
病院事業全体の経常収支比率

カネ
目標 95.5 97.8 - -

%
説明 「川崎市立病院経営計画2022-2023」で定めた経常収支目標 実績 86.3 83.5 86.2

(見込)

8
井田病院の経常収支比率

カネ
目標 87.5 92.4 - -

%
説明 「川崎市立病院経営計画2022-2023」で定めた経常収支目標 実績 102.1 98.8 100.1

(見込)

7
川崎病院の経常収支比率

カネ
目標 99.3 98.8 - -

%
説明 多摩病院で行われている外来患者満足度調査の結果の平均値 実績 84.3 86.8 82.5

6
多摩病院の外来患者満足度

モノ
目標 86.0 86.0 86.0 86.0

%
説明 井田病院で行われている外来患者満足度調査の結果 実績 87.3 88.4 90.6

5
井田病院の外来患者満足度

モノ
目標 85.2 85.2 85.2 85.2

81.7 81.7 81.7
%

説明 川崎病院で行われている外来患者満足度調査の結果 実績 69.3 84.5 83.3

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
目標

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

1

説明 実績
目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

【R04（2022）・R05（2023）】
・収入確保の取組として、各病院に病院長、三役を中心とした経営戦
略会議を設置し、診療科毎の課題解決や稼働状況の分析、新たな施
設基準（急性期充実体制加算など）の取得などの取組を推進しまし
た。また、経費節減・抑制に向けた取組として、川崎病院及び井田病院
では院内ＬＥＤ化工事や電気契約の変更を行うことで光熱費節減に
向けた取組を進め、更に井田病院では令和４（2022）年度に中原
二次救当番制を試行実施した後、令和５（2023）年度の10月に
本格実施に移行し、当直時間帯の診療体制にメリハリをつけ、宿日直
費の削減を行う等、取組を推進しました。
・効率的・効果的な病院経営・運営を推進するため、川崎病院及び井
田病院においては地方公営企業法の全部適用、多摩病院においては
指定管理者制度による経営形態を維持するとともに、川崎・井田両病
院庶務課に担当課長と担当係長を配置して経営管理体制を強化し、
診療報酬の適切な確保に向けた多職種によるワーキンググループ活動
や、業務プロセス改善に繋がる施設基準管理業務のシステム化の検討
等、経営管理及び業務改善の取組を推進しました。
・医師や看護師の業務軽減と医療の質向上等を目的として、令和４
（2022）年度は看護師29名、臨床工学技士４名、令和５
（2023）年度は看護師28名、臨床工学技士８名の増員を行い、
看護師の診療報酬制度上で定められた月平均夜勤時間の順守と夜
勤負担の軽減、医療機器の点検作業等を充実させ、より安全な医療
提供体制の構築を行いました。

【R04（2022）】
・総合計画第２期実施計画に基づく各取組における進捗状況等につい
て、自己点検を行い、川崎市立病院運営委員会において、第三者の
立場から客観的な意見の聴取を実施し、各取組項目に対して概ね適
当と外部評価を受けました。また、「川崎市立病院経営計画2022-
2023」の評価方法及び次期市立病院経営計画の「基本的な考え方」
について、川崎市立病院運営委員会において第三者の立場から客観
的な意見を聴取し定めました。
【R05（2023）】
・総合計画第３期実施計画及び川崎市立病院経営計画2022-
2023に基づく各取組における進捗状況等について、自己点検を行い、
川崎市立病院運営委員会において、第三者の立場から客観的な意見
の聴取を実施し、各取組項目に対して概ね適当と外部評価を受けまし
た。また、次期計画である「川崎市立病院中期経営計画2024-
2027」について、川崎市立病院運営委員会において第三者の立場か
ら客観的な意見を聴取し、策定しました。

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
川崎病院の入院患者満足度

モノ
目標 89.3 89.3 89.3 89.3

%
説明 川崎病院で行われている入院患者満足度調査の結果 実績 90.4 95.0 94.3

91.3 91.3 91.3

90.0

4
川崎病院の外来患者満足度

モノ
目標 81.7

%
説明 井田病院で行われている入院患者満足度調査の結果 実績 92.7 93.4 95.3

井田病院の入院患者満足度
モノ

目標 91.3

%
説明 多摩病院で行われている入院患者満足度調査の結果の平均値

2

3
多摩病院の入院患者満足度

モノ
目標 90.0 90.0 90.0
実績 86.2 85.5 86.3

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ △ カネ －

区分選択の理由

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標「外来・入院患者満足度」については、コロナ禍で制限されていた
面会基準の緩和等により向上を図ったものの、病院によっては目標を達成しな
かったことから、今後は外部委員等との意見交換を通して、「外来・入院患者
満足度」の向上に向けた取組を進める必要があるため。
・成果指標「経常収支比率」については、紹介患者数の増による医業収益の
増などにより令和４（2022）年度に対し令和５（2023）年度は改善した
ものの、井田病院は目標を達成できなかったことから、今後は紹介患者数の増
加等のこれまでの取組を着実に継続しながら、井田病院では紹介患者数及び
救急搬送受入れ数の増加に一層取り組む必要があるため。

○ 情報 － 時間 － その他

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・入院患者満足度について、川崎病院・井田病院においては、かわさき
Wi-Fiの設置や市内産野菜を使用した給食の提供などサービスを充実
したことにより、２年連続で目標を達成しました。多摩病院においては、
季節に応じたイベントメニューの提供、フリーWi-Fiの導入、オンライン面
会などに取り組みましたが、令和４（2022）年度、令和５（2023）
年度とも面会に関する満足度が低く、入院患者満足度の全体評価に
影響を与えたことなどにより目標は達成できませんでした。なお、多摩病
院における面会対応は、令和４（2022）年度は新型コロナウイルスの
感染対策としてほとんどの期間を面会禁止としていましたが、令和５
（2023）年度は新型コロナウイルスへの感染を警戒しながらも感染状
況を的確に把握した上で、11月から面会を条件付きで再開するなど患
者等の気持ちにも寄り添いながら病院運営を行いました。今後も、感染
症を警戒しながら面会制限の緩和を継続し、入院患者満足度の向上
に取り組んでいきます。
・外来患者満足度について、川崎病院は令和４（2022）年度及び
令和５（2023）年度に「医療接遇」をテーマとした討論や掲示物の整
理・張替えの強化を行ったこと、井田病院は令和４（2022）年度及
び令和５（2023）年度に院外処方箋の会計前のお渡しなど会計待
ち時間を有効活用する取組を行ったことから２年連続で目標を達成しま
した。多摩病院は令和４（2022）年度に地域の医療機関からの紹
介受診の強化、待ち時間アプリの導入などに取り組んだことにより、目標
を達成しましたが、令和５（2023）年度は目標値を達成できませんで
した。これは厳しい感染防護策の継続による利便性の低下、外来患者
数の増などによる会計待ち時間に対する満足度の低下が一因と考えま
す。現在は感染防護と利便性とのバランスを図り、また会計待ち時間に
ついては事務の効率化など短縮に向けた検討をしているところです。今後
も、患者満足度調査の結果について、院内検討や外部委員との意見
交換を行い、患者満足度の向上に向けて取り組みます。

【モノの効果】続き
（R05（2023））
・次期計画である「川崎市立病院中期経営計画2024-2027」につい
て、川崎市立病院運営委員会による客観的な意見を聴取し策定した
ことで、地域医療サービスの安定的かつ継続的な提供体制の確保につ
ながりました。
・経営管理体制の強化により、稼働目標を精緻に管理するとともに、施
設基準管理システムや医師就業管理システムの令和６（2024）年
度からの運用開始に向けた検討や諸調整を行い、病院における業務改
善を進めました。
・看護師や臨床工学技士の増員による、より安全な医療提供体制の構
築により、看護師の診療報酬制度上で定められた月平均夜勤時間の
順守、夜勤負担の軽減を実施するとともに、医療機器の点検作業充実
させることができました。
【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度は、新型コロナウイルス感染症患者の受入れと
並行した通常診療や、国等の補助・支援メニューの活用などの取組を
行ったものの、光熱費等の高騰の影響を吸収し切れず、目標値を達成
できませんでした。
・令和５（2023）年度は、紹介患者の増による医業収益の増、電気
契約の変更及び定年年齢の段階的引上げによる退職給付費の減など
の影響のほか、川崎病院のエネルギーサービスの導入による光熱費の減
により収支改善が図られ、川崎病院では目標値を達成できたものの、井
田病院では計画上想定していた患者数を下回ったことから、井田病院
の経常収支比率は当初計画に及びませんでした。
・今後はこれまでの取組を着実に継続しながら、井田病院は令和６
（2024）年度から地域医療支援病院となることから、紹介患者数の
増加に向けた診療科別クリニック訪問及び救急搬送受入れ数の増加
に、より一層取り組む必要があります。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、市内産野菜を使用した給食の提供、更なる診療の充実や会計の待ち時間短
縮、診療待ち情報の充実等、患者満足度の向上に取り組みます。
・高額薬剤の増加による薬品費の増加が課題となっていることから、引き続き、納入価の引き
下げなど更なる経費削減の取組や、診療科別クリニック訪問などの紹介患者数の増加に向け
た取組を進めるとともに、川崎病院では更なる救急応需のための新救命救急センター棟の建
設工事及び運用準備、井田病院では令和６（2024）年度から地域医療支援病院となる
ことから、紹介患者数の増加に向けた診療科別クリニック訪問や救急搬送受入れ数の増加
に、より一層取り組みます。また、医師をはじめとする医療従事者の安定的な確保と診療報酬
における新たな加算の取得などの収入確保に向けた取組を進め、収支の改善を図ります。
・川崎病院及び井田病院にて課題となっている光熱費削減を行うため、院内ＬＥＤ化工事
及び空調用自動制御機器を設置するなど、経営改善に向けた取組を着実に推進します。
・医師の働き方改革等の推進のため、当直体制の見直しや当直状況の把握、待遇改善等
に取り組みます。
・多摩病院では、患者満足度調査の結果について、院内検討や外部委員との意見交換を行
い、患者満足度の向上に向けて取り組みます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・公費負担医療制度や高額療養費等の患者負担の軽減に資する制度の対象になる患者に対し、当該制度を利用できるように適切な
時期に説明を実施
・当日現金の持ち合わせがないため支払困難を訴える患者に対しクレジットカードによる支払いの利用促進を図り、未収を発生させないた
めの取組の推進
・各病院の職員による適切な文書催告の実施
・弁護士に債権回収業務を委託し、支払督促等の法的措置を実施
・病院職員に対し、督促・催告を着実に実施するための手法を獲得する研修を年１回実施
【R04（2022）】
・債権対策の実施状況のとりまとめ、債権対策業務の進行管理等を行うため「病院局債権対策推進委員会」を開催
【R05（2023）】
・文書催告における催告スケジュールと記載内容の見直しによる適正かつ効果的な催告の実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・債権対策の実施状況のとりまとめ、債権対策業務の進行管理等を行うための「病院局債権対策推進委員会」を市の債権対策本部
会議等に連動したスケジュールで開催

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・新たな未収発生の回避や確実な回収に努めるとともに、悪質な滞納を未然に防ぎ、収入率の改善及び収入未済額の縮減をすること
で、令和７（2025）年度末の目標を達成し、安定的な地域医療の提供に必要な診療収益を確保
・適切な債権管理を行うための人材の育成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・公費負担医療制度等の患者負担の軽減に資する制度やクレジットカードによる支払いの利用促進を図ります。
・また、病院職員による督促・催告を着実に実施するほか、弁護士への債権回収業務委託を積極的に活用するとともに、支払督促等の
法的措置を実施するなど、効率的・効果的な手法による滞納債権対策の取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・公費負担医療制度や高額療養費等の患者負担の軽減に資する制度の対象になる患者に対し、当該制度を利用できるよう、適切な
時期に説明を行うことで、利用促進を図るとともに、クレジットカードによる支払の利用促進を図るなど、未収を発生させないための取組を
推進
・弁護士への債権回収業務委託を積極的に活用するとともに、支払督促等の法的措置を実施するなど、効率的・効果的な手法による
滞納債権対策の取組を推進
・病院職員に対し、適切な債権管理を行うための研修を実施

10602050　84104610 経営健全化推進事業　局の経理事務（病院局）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （７）公営企業の経営改善 11・入院・外来自己負担金に関する債権対策の推進 病院局

現　状
【課題認識】

・川崎病院及び井田病院において患者が窓口で負担する医療費「入院・外来自己負担金」については、本市における私債権の中でも
相対的に収入未済額の大きい債権です。
・一方で、医師には応召義務があり、単に未払医療費があることだけを理由に診療を断ることができず、債務者にとって支払わないことによ
る不都合が直接的に発生しないため、一度未払いとなるとその回収が困難になる傾向があります。
・適正な債権管理と病院事業収益を確実に収入するため、「病院局債権対策推進委員会」を定期的に開催の上、滞納債権の縮減に
向けて取り組む必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

302,867
千円

説明 収入未済額＝調定額－収入額－不納欠損額 実績 809,756 587,654
360,311
（見込）

309,021 303,697

%
説明 収入率＝収入額／調定額×１／100 実績 75.74 82.88 88.29

（見込）

90.19目標 89.75 89.62 89.91

1
説明 実績

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標

4
収入未済額

カネ
目標 319,383

%
説明 収入率＝収入額／調定額×１／100 実績 86.04 90.75 80.20

（見込）

収入率（滞納繰越分）
カネ

目標 79.89
2

3
収入率（現年度分＋滞納繰越分）

カネ

実績 73.69 80.54 90.16
（見込）

71.60 71.80 72.00

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
収入率（現年度分）

カネ
目標 91.46 91.66 91.86 92.06

%
説明 収入率＝収入額／調定額×１／100

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・「病院局債権対策推進委員会」を令和４（2022）年度は４回、令和５（2023）年度は３回開催し、各病院の催告状況等及
び高額滞納者の発生原因について協議しました。
・公費負担医療制度や高額療養費等の患者負担の軽減に資する制度の対象になる患者に対し、当該制度を利用できるように入院中
（請求が発生する前）に説明を実施しました。
・未収を発生させないための取組として、当日現金の持ち合わせがないため支払困難を訴える患者に対しクレジットカードによる支払の利
用促進を図りました（95,757名分←令和４（2022）年度、104,523名←令和５（2023）年度クレジットカード使用者人
数）。
・病院職員に対し、督促・催告を着実に実施するため、病院局債権管理事務研修会を実施（令和４（2022）年度参加者２人、
令和５（2023）年度参加者６人）しました。
【R04（2022）】
・滞納者2,821名に対して文書催告を延べ12,731回実施しました。
・弁護士に債権回収業務を委託し、支払督促等の法的措置を滞納者３名に対して依頼しました。
【R05（2023）】
・滞納者2,036名に対して文書催告を延べ6,815回実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・公費負担医療制度等の患者負担の軽減に資する制度やクレジットカードによる支払
の利用促進により、未収金の発生抑制を図ります。
・支払困難が予測される患者については債権発生前の面談を実施し、未収金の発生
防止に努めるとともに、病院職員による督促、催告を早期に実施した上で、弁護士への
債権回収業務委託を活用し、効率的・効果的な手法による滞納債権対策の取組を
推進します。
・弁護士に委託したものの、所定の回数の催告等を実施しても回収できていない債権の
うち、回収効果の高いものについて法的処置を執るように追加的に委託します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・収入率及び収入未済額は成果目標を達成しなかったものの、クレジット
カード使用額が増えており、翌月に収入が見込まれるため。
・公費負担であった新型コロナウイルス感染症の診療費について、感染症
法上の位置付けが５類に変更され、患者負担分が発生することになり、
早期の債権回収を進める必要があるため。

○ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【カネの効果】
（R04（2022））
・新型コロナウイルス感染症に係る診療費について、債権は発生しているものの保健所等での手続きを経て公費負担額が確定するため、
現年度中に請求することができず、収入未済となり目標値を下回りました。なお、当該診療費のうち公費負担の対象となる診療費分の
収入を含めると、現年度と滞納繰越分を合わせた収入率は目標値を上回る90.64%まで上昇しました。
・滞納繰越分については、令和３（2021）年度における新型コロナウイルス感染症に係る診療費について、公費負担確定後の債権に
対して文書催告等を通じて着実に収入に結び付けたたため目標値を上回ることができました。
（R05（2023））
・滞納繰越分については、令和４（2022）年度における新型コロナウイルス感染症に係る診療費について、公費負担確定後の債権に
対して文書催告等を通じて着実に収入に結び付けたたため目標値を上回る見込みですが、令和５（2023）年度末においては新型コ
ロナウイルス感染症に係る公費負担の診療費が無くなり、確実に収納できる債権が減少したことから、令和４（2022）年度に比べて収
納率が低下しました。今後、支払困難が予測される患者については債権発生前の面談を実施し、未収金の発生防止に努めるとともに、
早期の債権回収を進める必要があります。

※１　クレジットカード払いについては、現金払いと異なり、即時に入金されるわけではなく１か月程度遅れてクレジットカード会社から入金
されることから、入金されるまでの間、一時的に未収扱いとなります。このため、年々クレジットカードの利用率が伸びている（令和４
（2022）年度前年度比9.6％増、令和４（2022）年度３月分では未収金のうち102,499千円分）（令和５（2023）年度
前年度比9.2％増、令和５（2023）年度３月分では未収金のうち119,652千円分）現状においては、一時的に未収金が増える
傾向にあります。ただし、クレジットカード払いについては、確実にクレジットカード会社から入金されるため、クレジットカード払いのために生じ
る未収金は長期的な収入未済となるわけではありません。
※２　新型コロナウイルス感染症に係る診療費について、以前は回収が確実な公費で負担されており、公費負担が確定するまでの間は
債権管理のため自己負担の扱いとしておりましたが、令和５（2023）年５月８日から５類感染症になり、自己負担が生じます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２（７）公営企業の経営改善 12・川崎病院エネルギーサービス導入によるエネルギーの効率的な利用及び災害時における病院機能の強化 病院局

現　状
【課題認識】

・建築後20年以上が経過し、施設の狭隘化及び老朽化が課題となっていたことから、「川崎市立川崎病院医療機能再編整備基本計
画」を策定し、当該計画に基づき、病院のエネルギー関連設備の更新に取り組んでいます。
・平成31（2019）年度にエネルギー事業者の選定を行い、令和２（2020）年度からエネルギー棟の建築工事に着手しています。
・現在、地下に設置されているエネルギー関連設備については、河川の氾濫等による浸水により、エネルギー供給が停止するリスクがありま
す。
・既存設備の老朽化によるメンテナンス等の費用が増加しています。

（４年間の）
取組の方向性

・エネルギー棟・給水ポンプ棟を新築し、老朽化が進むエネルギー設備について、更新・移設を行います。
・民間のノウハウを活用したエネルギーサービス事業を導入することにより、エネルギー設備機器構成の最適化による設備更新とエネルギー
の効率的な活用を行っていきます。
・また、設備保守費用の圧縮や運転の最適化による光熱水費等の負担軽減を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2020）〜R07（2025）】
・民間活用によるエネルギー棟・給水ポンプ棟の設計、整備をすることで、老朽化設備を更新し、整備費用の縮減やメンテナンス費等の
費用を軽減
・エネルギー関連設備を想定浸水深以上の高さに移設し、川崎病院の浸水対策を強化
・施設の整備後は、エネルギー事業者によるエネルギー棟・給水ポンプ棟の適切な運用管理を実施

10602010 川崎病院の運営
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・民間を活用した効率的・効果的なエネルギーサービス事業を導入し、エネルギーの効率的な利用を実現
・エネルギー関連設備を想定浸水深以上の高さに移設し、川崎病院の浸水対策を強化

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・川崎病院エネルギーサービス事業について、本市と事業者とのリスク分担や事業費等を定めた基本合意書の締結
・エネルギー棟及び給水ポンプ棟の建築工事について、事業者との工事進捗管理の確認のための定例会を開催
・給水ポンプ棟の完成により、既存設備の更新及び浸水対策工事が一部完成
【R05（2023）】
・エネルギー棟の建築工事について、事業者との工事進捗管理の確認のための定例会を事業開始前まで開催し、運用開始後は、エネ
ルギーが適切に供給されていることを確認する運営管理会議を開催
・エネルギー棟の完成によりボイラー、冷凍機等のエネルギー設備の更新及び浸水対策工事が終了
・事業者による川崎病院エネルギーサービス事業の提供開始に向けた事業契約書を締結
・エネルギー棟の完成により浸水対策工事が終了し、事業者による15年間のメンテナンスと運転管理（設備保守費用の圧縮や光熱水
費等の負担軽減）を開始
【R06（2024）・R07（2025）】
・事業者によるエネルギー設備のメンテナンス及び運転管理（設備保守費用の圧縮や光熱水費等の負担軽減）を継続
・排熱を利用したエネルギーの有効活用

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり ○
なし －
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・川崎病院エネルギーサービス事業について、本市と事業者とのリスク分担や事業費等を定めた基本合意書を締結しました。
・工事の進捗状況の確認や病院現場に影響が生じないよう調整することを目的として、事業者との定例会を毎週開催しました。
・給水ポンプ棟が完成し、既存設備の更新及び浸水対策工事が一部完成しました。
【R05（2023）】
・エネルギー棟の完成によりボイラー、冷凍機等のエネルギー設備の更新及び浸水対策工事が７月に終了しました。
・事業者による川崎病院エネルギーサービス事業の提供開始に向けた事業契約書を７月に締結し、８月から15年間のエネルギー設備
のメンテナンスと運転管理（設備保守費用の圧縮や光熱水費等の負担軽減）を開始しました。
・エネルギー棟の建築工事について、事業者との工事進捗管理の確認のための定例会を事業開始前まで毎週開催しました。また、運用
開始後は、エネルギーが適切に供給されていることを確認する運営管理会議を毎月開催し、事業者から各エネルギー消費量の計測記録
等について報告を受け、運用の維持と一部改善を促すとともに、運用課題リストを作成して進捗の管理を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分 「４」→記載必須　②区分 「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ その他 ○

区分選択の理由

【モノの効果】
（R05（2023））
・給水ポンプ棟及びエネルギー棟を新築し、老朽化が進むエネルギー関連設備を想定浸水深以上の高さに移設・更新したことで、河川の
氾濫による浸水等により、エネルギー供給が停止するリスクを低減しました。

【カネ・その他の効果】
（R05（2023））
・令和５（2023）年８月から、事業者による15年間のエネルギー設備のメンテナンスと運転管理業務を開始したことにより、事業導入
後の８箇月間の光熱費などについては、事業導入前に比べて、電気料金は約39％・約92,189千円の削減（電気契約の変更や照
明器具のＬＥＤ化の取組による効果を含む。）、ガス料金は約35％・128,347千円の削減、ＣＯ２排出量は1,508トンの削減と
なっていることから、一定の効果があることを確認できました。

【その他の効果】
（R05（2023））
・エネルギーの効率的な利用については、エネルギー設備で効率的な熱放出に不具合が生じていることなどから、試行的に改修をするなど
の対応を進めましたが、令和５（2023）年８月から令和６（2024）年３月までのシステムＣＯＰ（熱効率）の保証値1.39に対
して1.08でした。早期に事業者と協議・検討等を進め、課題の把握と改善に向けた対応を取る必要があります。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価 「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価 「３」の場合）

・給水ポンプ棟及びエネルギー棟を新築したことで、エネルギー供給が停止
するリスクを低減したため。
・令和５（2023）年８月から、事業者によるエネルギー設備のメンテナ
ンスと運転管理業務を開始し、光熱費及びＣＯ２排出量の削減を確認
できたものの、エネルギー効率については熱放出に不具合が生じるなど、シ
ステムＣＯＰ保証値に達していないことから、事業者と協議・検討等を進
め、課題の把握と改善に向けた対応を取る必要があるため。

カネ ○ 情報 － 時間 －

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無 「○」  の場合）のみ記載）

－ あり ○
なし － 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無 「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・事業者によるエネルギー設備のメンテナンスと運転管理業務を継続します。
・運営管理会議を開催し、事業者による運営管理の状況を確認します。
・エネルギー効率がシステムＣＯＰ保証値に達していないことから、早期に事業者と協
議・検討等を進め、設備不具合の調整や制御の見直しという時間を要する対応も含め
たエネルギー効率の改善に取り組みます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ＩＣＴを用いた医療提供の効率化、患者サービスの向上に取り組み、市立病院の情報化を推進
【R04（2022）】
・マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の機能拡張（薬剤情報、特定健診結果の参照、電子処方箋等）へ対応
【R05（2023）】
・川崎病院の小児科、精神科病棟のWi-Fi整備の実施
・マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認端末増に向けた検討
・電子処方箋システム導入に向けた検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標 ・ＩＣＴを活用した取組を推進し、質の高い医療の提供やサービス提供体制を構築

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・患者サービスの向上や医事業務の効率化に向けてＩＣＴを活用した取組を推進するとともに、国や民間の最新の動向を踏まえて、新
たな技術やシステムの導入を検討するなど、医療のデジタル化に対応していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・川崎病院及び井田病院の外来エリア、多摩病院におけるWi-Fi整備に続き、院内のWi-Fi環境の整備を進め、面会制限への対応や
入院中の利便性向上を推進
・国が進めるマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の機能拡張（薬剤情報、特定健診結果の参照、電子処方箋等）へ対
応し、医事業務の効率化を推進
・オンライン診療導入の検討などにより、ＩＣＴを活用した効率的な医療・サービス提供体制の構築を進めるとともに、患者サービスの向
上を推進

10602010　10602020　10602030 川崎病院の運営　井田病院の運営　多摩病院の運営管理
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （７）公営企業の経営改善 13・市立病院におけるデジタル化の推進 病院局

現　状
【課題認識】

・ＩＣＴの積極的な活用による効率的な医療提供体制の構築に向けて、電子お薬手帳やデジタルサイネージ、患者用スマートフォンア
プリ、かわさきWi-Fiの導入、マイナンバーカードによるオンライン資格確認などの取組を進めてきました。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

%
説明 多摩病院で行われている外来患者満足度調査の結果のうち、診

療待ち時間に対する満足 実績 39.9 42.1 44.7
6

多摩病院の外来患者満足度調査のうち、診療待ち時間
に対する満足度

モノ
目標 44.7 44.7 44.7 44.7

モノ
目標 25.6 25.6 25.6 25.6

%
説明 井田病院で行われている外来患者満足度調査の結果のうち、待ち

時間に対する満足度 実績 25.3 38.7 46.6

%
説明 川崎病院で行われている外来患者満足度調査の結果のうち、待ち

時間に対する満足度 実績 32.1 39.9 37.8

%
説明 多摩病院で行われている入院患者満足度調査の結果のうち、病

棟設備に対する満足度 実績 48.7 56.7 50.8

実績

目標
単位

1
説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

3

多摩病院の入院患者満足度調査のうち、病棟設備に対
する満足度

モノ
目標 56.0 56.0 56.0 56.0

4

川崎病院の外来患者満足度調査のうち、待ち時間に対す
る満足度

モノ
目標 29.1 29.1 29.1 29.1

5

井田病院の外来患者満足度調査のうち、待ち時間に対す
る満足度

%
説明 井田病院で行われている入院患者満足度調査の結果のうち、快

適性に対する満足度 実績 91.5 79.9 85.1

井田病院の入院患者満足度調査のうち、快適性に対する
満足度

モノ
目標 85.9

実績 82.8 77.4 81.3

85.9 85.9 85.9

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

川崎病院の入院患者満足度調査のうち、快適性に対する
満足度

モノ
目標 78.9 78.9 78.9 78.9

%
説明 川崎病院で行われている入院患者満足度調査の結果のうち、快

適性に対する満足度

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・コロナ禍による病棟へのWi-Fi需要増のため計画数を上回って実施し（川崎病院で令和４（2022）年度は15病棟中13病棟、令和５
（2023）年度は小児科、精神科病棟のWi-Fi整備を行い、全ての病棟に導入。井田病院は令和４（2022）年度は11病棟中10病棟に
導入、令和５（2023）年度は変わらず）、入院患者に対するインターネットアクセス環境を整備しました。
・マイナンバーカードの保険証利用に対応していた川崎、井田両病院において、令和４（2022）年度はオンライン資格確認の機能拡張（薬剤
情報、特定健診結果の参照）の対応を行い、令和５（2023）年度はオンライン資格確認端末増に向けた検討を行いました。
・待ち時間への満足度向上に向けて、診療順番が確認できるアプリの利用促進やデジタルサイネージによる広報活動を行いました。
・ＩＣＴを活用した効率的な医療・サービス提供体制の構築に向けて、令和４（2022）年度は電子カルテシステムを活用した診療報酬確保
に向けた取組やセキュリティ対策の検討を行い、令和５（2023）年度は脆弱性診断調査を実施しました。
・令和4（2022）年度は、外国人患者や耳の不自由な患者に対応するため、通訳などの機能を備えたタブレットを川崎病院で導入し、令和５
（2023）年度は、タブレットの増強に向けた予算確保に取り組みました。
【R04（2022）】
・多摩病院ではマイナンバーカードの保険証利用に対応しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

1
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

2,600 3,000
件

説明 川崎病院において、診療順番が確認できる外来患者向けアプリ利用登録者数 実績 ー ー 2,135

川崎病院における外来患者向けアプリの普及 目標 ー ー

病棟
説明 井田病院においてWi-Fiを整備した病棟数 実績 4 10 10

7

2
井田病院におけるWi-Fi整備病棟数（全11病棟） 目標 5 7 9 11

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

11 15
病棟

説明 川崎病院においてWi-Fiを整備した病棟数 実績 3 13 15

川崎病院におけるWi-Fi整備病棟数（全15病棟） 目標 3
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き国が進めるマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の機能拡張へ対
応し、医事業務の効率化を進めるなど、ＩＣＴを活用した効率的な医療・サービス提
供体制の構築を進めるとともに、川崎病院においては外来患者向けアプリの利用を促進
することにより、更なる患者サービスの向上を推進します。
・入院患者療養環境の向上に向けて病棟Wi-Fi整備を順調に進めていますが、入院
患者の快適性に対する満足度につながりにくいことから、引き続き全ての病棟にWi-Fi整
備を行うとともに、今後、更なる療養環境の向上に向けて利用者の声を重視し環境改
善に取り組んでいきます。また、多摩病院については、今後の満足度向上に向け、病棟
設備に関し各部門で検討した具体的な改善策を実行するなど、より一層の患者サービ
スの向上に努めるよう指定管理者へ働きかけていきます。
・電子カルテシステムを活用した診療報酬確保対策やセキュリティ対策の取組を引き続
き行います。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・入院患者の療養環境の向上のために病棟Wi-Fi整備を実施し、川崎
病院では全ての病棟に、井田病院では11病棟中10病棟に導入し一定
の評価は得られているものの、入院患者の快適性に対する満足度につな
がりにくいことから、今後、更なる療養環境の向上に向けて利用者の声を
重視し環境改善に取り組む必要があるため。
・多摩病院については、満足度低下はトイレなどの病棟設備環境に課題
があると考えていることから、今後の満足度向上に向け、病棟設備に関し
各部門で検討した具体的な改善策を実行するなど、より一層の患者サー
ビスの向上に努めるよう指定管理者へ働きかけていく必要があるため。
・診療順番が確認できるアプリの利用促進やデジタルサイネージによる広
報活動を行ったことにより、成果指標のうち外来患者の待ち時間に対する
満足度については、川崎病院、井田病院では２年連続で、多摩病院で
は令和５（2023）年度に目標に到達したため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ △ カネ －

区分選択の理由

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・川崎病院では令和４（2022）年度に15病棟中13病棟、令和５（2023）年度に全ての病棟にWi-Fi整備を導入し、井田病院
では令和４（2022）年度に11病棟中10病棟に導入し、目標設定時期より早く整備を進めたこと、またWi-Fi利用についての院内で
のポスター掲示や入院説明時の案内などにより入院患者へ積極的に周知を行ったことにより、入院患者の療養環境の向上に寄与しまし
た。一方で、令和４（2022）年度は「Wi-Fiが整備されていることを知らなかった」などの意見が寄せられたことや、不便を感じたこと等と
して病棟設備についての意見も寄せられていることなどから、成果指標のうち入院患者の快適性に対する満足度については目標を下回り
ました。令和５（2023）年度はWi-Fi導入の更なる周知に取り組み、満足度は向上したものの、一方で場所によって一部つながりにく
いなどの箇所もあることからWi-Fi環境に対する意見や満足度評価をもとに今後の改善につなげる必要があります。また、多摩病院につい
ては、病棟設備の満足度が令和４（2022）年度の実績値から一転して令和５（2023）年度は低下した結果については、満足度
調査の分析・検証作業を行ったところ、トイレなどの病棟設備環境に関わる満足度が低下していたことから、今後は、それらの満足度向上
に向け、各部門で検討した具体的な改善策を院内会議に報告、実行するなど、より一層の患者サービスの向上に努めるよう指定管理者
へ働きかけていきます。
・診療順番が確認できるアプリの利用促進やデジタルサイネージによる広報活動を行ったことにより、成果指標のうち外来患者の待ち時間
に対する満足度については、川崎病院、井田病院では２年連続で、多摩病院では令和５（2023）年度に目標に到達しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組２ （８）出資法人の経営改善及び連携・活用 １・主要出資法人等の経営改善及び連携・活用の推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・主要出資法人等の経営改善及び連携・活用については、平成30（2018）年度に各法人の「経営改善及び連携・活用に関する方
針」を策定し、その運用を通じて、事業の適切な方向付け・誘導を行うとともに、法人の財務状況等にも留意しながら、経営健全化に向
けた法人の主体的な取組を促してきたところです。
・しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、出資法人の経営改善及び連携・活用にも影響が生じているため、その影響度
合い等も踏まえて、法人自ら業務・組織面も含めて改善策を講じるよう促すとともに、市としてもより緊密に連携を図っていくことが求められ
ています。

（４年間の）
取組の方向性

・新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした社会経済環境や市民ニーズの変化等を踏まえながら、引き続き、出資法人の効率化・
経営健全化に向けた取組を進めていくとともに、独立した事業主体として高い専門性を持ちながら多様化・複雑化する市民ニーズに柔軟
かつ効率的に対応することで行政機能を補完・代替・支援していけるよう連携・活用を図ります。
・出資法人の「経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定・評価・公表プロセスをより適切に行うことにより、市民サービスの向上や
効率的・効果的な事業運営の実現を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・毎年度、各法人の「経営改善及び連携・活用に関する方針」に基づく取組の計画（Plan）の実施結果（Do）を法人及び本市が評
価（Check）
・改善（Action）等に向けた今後の取組の方向性を示すことにより、本市と法人が連携して、事業の有効性及び効率性の向上や経営
健全化に向けた取組等を推進
・所管課及び法人からのヒアリング、外部の専門家からの評価等による要因分析や改善策の検討

81103020 出資法人経営評価事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・出資法人が担う事業の有効性及び効率性の向上と更なる経営健全化

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・毎年度、各法人の「経営改善及び連携・活用に関する方針」に基づく取組の計画（Plan）の実施結果（Do）を法人及び本市が評
価（Check）
・改善（Action）等に向けた今後の取組の方向性を示すことにより、本市と法人が連携して、事業の有効性及び効率性の向上や経営
健全化に向けた取組等を推進
・所管課及び法人からのヒアリング、外部の専門家からの評価等による要因分析や改善策の検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・「経営改善及び連携・活用に関する方針（令和４（2022）年度から令和７（2025）年度まで）」における各年度の取組に対す
る評価について、前年度の取組評価における議論も踏まえ、各出資法人所管局へのヒアリングや行財政改革推進委員会による外部評
価等を行うとともに、経営健全化等に向けた各取組について進捗状況の確認や必要な指導・助言を行いました。
【R04（2022）】
・各出資法人所管局へのヒアリングや行財政改革推進委員会による外部評価等を踏まえ、各取組事業において、新型コロナウイルス感
染症の影響からの回復状況等も踏まえた更なる取組の推進などに向けた今後の適切な方向付けを行いました。
【R05（2023）】
・行財政改革推進委員会による審議等を踏まえ、令和５（2023）年10月に設立された川崎未来エナジー株式会社における「経営
改善及び連携・活用に関する方針（令和６（2024）年度から令和７（2025）年度まで）」の策定を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ △

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・基準を超える本市職員及び退職職員の役員任用を行う法人は、ヒアリング等を通じて人的関与の適正化に向けた見直しを働きかけた
結果、令和３（2021）年度の２法人から、令和４（2022）年度は１法人、令和５（2023）年度は０法人となり、人的関与の
適正化が図られました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
「経営改善及び連携・活用に関する方針」のうち一定以上の成果があった取組の割合（全体取組数）

・上記の表から、いずれの取組においても、一定以上の成果があり、出資法人の「効率化・経営健全化」及び本市の行政目的に沿った
「連携・活用」に、一定、寄与したものと考えられますが、新型コロナウイルス感染症に起因する状況の変化などにより、目標未達成となっ
た課題のある取組も僅かに見られていることから、本市施策への影響等も適切に把握しながら、改善に向けた取組内容を明確化し、市と
法人が連携して改善を図る必要があります。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・基準を超える本市職員及び退職職員の役員任用を行う法人数につい
ては、０法人となり、人的関与の適正化が図られたため。
・各法人の「経営改善及び連携・活用に関する方針」に基づく取組 等に
ついて、一定以上の成果があったことが確認されましたが、目標未達成と
なった課題のある取組も僅かに見られたことから、本市施策への影響等も
適切に把握しながら、改善に向けた取組内容を明確化し、市と法人が連
携して改善を図る必要があるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・各法人の「経営改善及び連携・活用に関する方針」に基づく取組について、一定以上
の成果があり取組を継続するものについては、法人の自立性を尊重しつつ、必要に応じ
て市と法人が連携を図りながら、取組を進めるものとし、その他のものについては、その要
因を分析し、法人自ら取組の改善策を講じるよう促すとともに、市としてもより緊密な連
携を図っていきます。
・特に目標未達成となった取組については、本市施策への影響等も適切に把握しなが
ら、改善に向けた取組内容を明確化し、市と法人が連携して改善を図っていきます。
・本市退職職員等の役員任用については、基準を超えている法人数は０法人となり、
人的関与の適正化が図られていますが、引き続き、取組評価におけるヒアリングなどで状
況の確認を行いながら、適正化に努めていきます。

評価対象
「本市施策推進に向けた事業取組」

割合（全体取組数）

「経営健全化に向けた取組」

割合（全体取組数）

「業務・組織に関する取組」

割合（全体取組数）

令和４（2022）年度 23法人 約95％（59） 約93％（29） 約91％（34）

令和５（2023）年度 23法人 約95％（58） 約97％（29） 約97％（34）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・かわさき市民活動センター及び川崎市市民自治財団の機能の検討
【R04（2022）】
・「まちのひろばフェス」の開催等による「まちのひろば」プロジェクトの推進
・ＳＮＳを活用した広報の展開及びまちのひろばＷＡプロジェクトによるまちのひろばの見える化の推進
・「ソーシャルデザインセンター（以下、「ＳＤＣ」という。）」の創出及び運営支援に向けた取組の推進、各区への支援
・公共施設の地域化の推進に向けた庁内ワーキングの実施
・町内会・自治会活動応援補助金の交付による、町内会・自治会活動の活性化支援
・「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく令和元（2019）年度から令和３（2021）年度までの取組の検証
【R04（2022）・R05（2023）】
・「区における行政への参加の考え方」に基づく、「地域デザイン会議」の試行実施、検証
【R05（2023）】
・「まちのひろばフェス」の開催等による「まちのひろば」の普及啓発の実施
・ＳＮＳを活用した広報の展開及びまちのひろばＷＡプロジェクトによるまちのひろばの見える化の推進
・「まちのひろば」創出に向けた地域人材育成に関する庁内取組調査
・「まちのひろば」相談窓口の実施
・職員の意識改革や人材育成に向けた地域コーディネーター研修及びまちのひろば職員創出プロジェクトの実施
・「検証」結果を踏まえたＳＤＣの創出（高津区・宮前区）及び運営支援に向けた取組の推進、各区への支援
・公共施設の地域化の推進に向けた庁内ワーキングの実施
・町内会・自治会活動応援補助金の交付による、町内会・自治会活動の活性化支援
・マンションにおけるコミュニティ活動の普及啓発に向けた検討
【R06（2024）・R07（2025）】
・「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく取組の検証結果を踏まえた取組の推進
・「まちのひろば」の見える化及び仕組みづくりに向けた取組の推進
・「地域デザイン会議」の本格実施
・ＳＤＣの創出（川崎区、麻生区）及び運営支援に向けた取組の推進
・公共施設の地域化（地域による利活用の促進）庁内向けガイドラインに基づく庁内連携及び取組の推進
・町内会・自治会活動応援補助金の適正な運用と新たな事業展開の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

（４年間の）
到達目標

・今後の社会変容も見据え、令和10（2028）年、「希望のシナリオ」の実現に向けて、多くの市民参加が必要であることを踏まえ、地
域貢献活動に関する取組に関わったことのある人の割合（市民アンケート）を増加（令和７（2025）年度目標値︓25％）
・各区における「ソーシャルデザインセンター」の創出（試行実施を含む。）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○ 情報 ○

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 １・これからのコミュニティ施策の基本的考え方に基づく取組の推進 市民文化局

現　状
【課題認識】

・平成31（2019）年３月に策定した「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく取組として、公共施設の地域化の推進を
含む「まちのひろば」プロジェクトの推進、「ソーシャルデザインセンター」の創出に向けた取組、かわさき市民活動センター・川崎市市民自治
財団の機能の検討、町内会・自治会への依頼ガイドラインに基づく取組の推進、町内会・自治会活動応援補助金の創設及び適正な
運用と新たな事業展開の推進、「区における行政への参加の考え方」の検討等を推進しています。

（４年間の）
取組の方向性

・「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく取組について検証を行い、その結果を踏まえて、取組を推進します。
・「まちのひろば」プロジェクトの推進、ソーシャルデザインセンターの創出、新しい参加の場として「地域デザイン会議」の試行実施などを通じ
て、地域活動の新たな担い手の発掘、真に必要な市民サービス及び情報の提供、ソーシャルデザインセンターへの運営支援のあり方検討
等により、経営資源の確保に取り組みます。
・今後の社会変容を見据え、つながりの機会の創出やコミュニティを継続していくことに重点を置き、取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・社会変容を踏まえた「まちのひろば」の紹介、創出に向けた相談及び伴走支援、「まちのひろばフェス」の開催等による「まちのひろば」プロ
ジェクトの推進
・「ソーシャルデザインセンター」の創出（試行実施を含む）及び運営支援に向けた取組の推進
・公共施設の地域化（地域による利活用の促進）庁内向けガイドラインに基づく庁内連携及び取組の推進
・かわさき市民活動センター・川崎市市民自治財団の機能の検討
・町内会・自治会活動応援補助金の適正な運用と新たな事業展開の推進
【R04（2022）】
・「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく令和元（2019）年度から令和３（2021）年度までの取組の検証
【R04（2022）・R05（2023）】
・「区における行政への参加の考え方」に基づく、「地域デザイン会議」の試行実施、検証
【R05（2023）〜R07（2025）】
・「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく取組の検証結果を踏まえた取組の推進
【R06（2024）・R07（2025）】
・「地域デザイン会議」の本格実施

50101010　50101030
50101040　50103010

多様な主体による協働・連携推進事業　地域振興事業
市民活動支援事業　区役所改革推進事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標

単位

1
説明 実績

16.9 ― 16.3

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

地域貢献活動に関する取組にかかわったことのある人の割
合（市民アンケート）

ヒト

目標 ― 24
以上 ― 25

%

説明
総合計画に関する市民アンケート（無作為抽出3,000人）で「地
域貢献活動を知っており、活動にかかわったことがある」と答えた人の
割合

実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1
説明 実績

目標

60
以上

1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
60

以上
60

以上
本

説明 毎年4/1〜3/31に川崎市コミュニティチャンネルなどのソーシャルメディアにアップ
した本数 実績 51 65 70

川崎市コミュニティチャンネルなどのソーシャルメディアを活用したコミュ
ニティ施策の周知回数 目標 60

以上

【R04（2022）・R05（2023）】
・かわさき市民活動センターについては、これまでの取組の成果と課題を明らか
にし、今後の方向性について同センターと調整を行うとともに、中間支援ネット
ワークを活用して市域レベルの各中間支援組織の事業連携を深めました。
・川崎市市民自治財団については、地域の様々な主体と結びつけながら町内
会・自治会の課題解決に向けた取組を後押しする「アドバイザー派遣事業」を
令和４（2022）年度は市が試行的に実施し、町内会・自治会の個別支
援及び同財団の相談機能拡充に有効と考えられることから、令和５
（2023）年９月から同財団の自主事業として実施しました。
・区民会議のリニューアルに向けて、令和３（2021）年度から地域デザイン
会議の試行実施を進め、令和４（2022）年度に同会議の検証の考え方を
検討しました。そして、令和６（2024）年度からの本格実施にあたり、区民
の参加機会の更なる拡充と地域課題の解決に向けた取組を推進していくた
め、「川崎市地域デザイン会議運営指針（案）」を取りまとめました。
・「まちのひろばWAプロジェクト」を中心に、つなぐっどKAWASAKIやYouTube
川崎市コミュニティチャンネルでの紹介、Instagramの活用等様々な手法で
「まちのひろば」の発信を行うとともに、「まちのひろば」相談窓口の実施や「まち
のひろばひらき方手帖」、「公共施設の柔軟な使い方ガイド」の活用により「まち
のひろば」創出の伴走支援を行いました。
・「川崎市コミュニティチャンネル」においては、「まちのひろば」の紹介だけでなく、
用語解説や、地域包括ケアに関する取組、町内会・自治会の事例紹介等、
コミュニティやつながりに関連する様々な取組を庁内外問わず取り上げ
（R04︓65件、R05︓70件）発信しました。
・地域をコーディネートする能力や協働のマインドを持つ職員の育成を図ることを
目的として、これまで別々に行っていた「地域コーディネーター研修」と「まちのひ
ろば職員プロジェクト」を統合して実施しました。（R04︓86人、R05︓74人
参加）
・ＳＤＣの創出及び運営支援を各区で進め、令和４（2022）年度に中原
区、令和５（2023）年度に高津区、宮前区でＳＤＣがスタートしました。
また、７区ＳＤＣ関係者や関心のある方が一堂に会し交流する機会として
「まちのひろばフェス」にて７区ＳＤＣ交流会を開催し、これまでの成果や課題
を共有し新たな気づきや学びあいの場としました。（R04︓101人、R05︓
130人）さらに、かわさき市民活動センターと連携し、情報誌「ナンバーゼロ」で
の特集やごえん楽市での特設ブースを設けるなどの情報発信を行いました。

【R04（2022）・R05（2023）】（続き）
・「まちのひろば」創出支援に向けた「公共施設の地域化」を推進するため、庁
内関係課とのワーキングを元に「ガイドライン」に基づく取組の進捗の確認を行っ
た他、令和４（2022）年度には職員の意識を変えるための職員研修を「協
働・連携研修」に組み込み実施しました。（計61人参加）
・町内会・自治会活動応援補助金を、令和４（2022）年度は401団体
（約61.7％）、令和５（2023）年度は457団体（約69.9％）に交付
し、町内会・自治会活動の活性化を支援しました（※取組３（１）２「町
内会・自治会による地域課題の解決や地域活性化に向けた取組の推進」に
おいても同一内容を掲載）。また、他団体との連携により地域課題の解決に
取り組んだ事例を始め、補助金の活用に関する事例集を作成・公表し、各町
内会・自治会に配布することで、町内会・自治会活動における好事例の横展
開を促進しました。
・マンションにおけるコミュティ活動の普及啓発に向けた庁内ワーキングを市民文
化局、健康福祉局、まちづくり局、危機管理本部の各担当者間において実施
し、各部署の取組内容を共有するとともに、今後の方向性の可能性を探りまし
た。
【R04（2022）】
・「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく取組の検証として、「川
崎市コミュニティ施策検証有識者会議」を３回開催し、有識者から全体的な
意見聴取を行うとともに、ＳＤＣに関するプロセスの評価として、各区のＳＤ
Ｃ関係者へのヒアリング等を通した検証も実施し、さらに、ＳＤＣをテーマに開
催した「まちのひろばフェス2022」については、市民に評価進捗を共有する場と
しても位置付け、市民意見を取り入れながら実施しました。
【R05（2023）】
・「まちのひろばフェス2023」については、コミュニティ施策と地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた取組を相互に一層推進するため、「人生100年時代︕よう
こそ縁ある明日」をテーマに「まちのひろばフェス」、「カワサキコネクト」、「地域包
括ケアシンポジウム」を合同で開催し、「公共施設の地域化」の推進を図る観
点から新本庁舎を活用し、地域でのつながりへの関心を高め、団体同士の交
流を創出するイベントを実施しました。
・新たに地域で活動を始める方々を増やしていくため、各局区で実施している
市民を対象とした担い手の育成に関する研修（講座、ワークショップ）等につ
いて実態調査を実施し、34件の該当（市民文化局コミュニティ推進部事業
及び市民館事業、出資法人主催事業は除く）がありました。
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・取組がそれぞれ一定程度進んでいることが確認されたものの、検証の結果上記の課題
があることを踏まえ、市民参加の更なる創出に向けて「まちのひろば」プロジェクトの推進、
ＳＤＣの創出及び運営支援などの取組を進めていきます。
・地域デザイン会議については、令和６（2024）年度の「川崎市地域デザイン会議運
営指針」策定後に本格実施を開始し、区民の参加機会の更なる拡充と地域課題の解
決に向けた取組を推進します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・「まちのひろば」プロジェクトの推進により、「まちのひろば」の見える化が進
み、新たな「まちのひろば」が複数誕生している他、ＳＤＣの創出が進ん
でおり、ＳＤＣの創出に向けた検討や運営支援を通じて、地域で新たな
つながりが生まれたりするなど地域に好影響が出始めているため。
・一方で、地域貢献活動に関する取組にかかわったことのある人の割合が
目標値を下回ったこと、また、検証により明らかとなったように「まちのひろ
ば」については幅広い概念を持つことから「わかりにくい」といった声があること
や、ＳＤＣの取組における持続可能な運営に向けた仕組みづくり等につ
いては課題があるため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ＳＤＣの価値として①人と人、人と地域の新たなつながりを生み出す場、②新たな学びや自己実現につながる場、③多様な主体の連携による「市民創発」
が生まれる場であることが令和４（2022）年度の検証で確認され、創出に向けた取組を進めている区を含め把握できたＳＤＣの取組による成果として、Ｓ
ＤＣを介して人と人や団体同士がつながり、新たな活動が生まれるなど、地域ネットワークの変化や、これまで地域活動に参加していなかった方にとって活動を
始めるきっかけになったり、活動を後押しする場となるなどの効果が生じています。
・「公共施設の地域化庁内向けガイドライン」に基づく取組の推進により、柔軟な使い方のできる公共施設の事例が少しずつ増えるとともに、公共施設の地域
化に関する職員の理解を深めることに寄与しました。

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である、地域貢献活動に関する取組にかかわったことのある人の割合については、令和３（2021）年度の16.9％から令和５（2023）年度は
16.3％と減少し目標値を下回りましたが、川崎市総合計画に関する市民の実感指標の結果によると、町内会や市民活動など地域での活動に参加している
市民の割合は令和３（2021）年度の21.5％から、令和５（2023）年度は25.4％に増加しており、地域貢献を主たる目的としない活動も含む多様な
市民活動が行われていることが伺えます。引き続き、積極的な情報発信や普及啓発、町内会・自治会活動応援補助金の対象経費の見直し等の取組改善
などにより成果指標の達成を目指すとともに、多様な価値観を前提とした多様な地域活動を引き続き支援していく必要があります。
・「まちのひろば」プロジェクトの推進により、「まちのひろば」の見える化が一定進み、市民の方が地域に関心を持つきっかけに寄与しています。また、「まちのひろば
相談窓口」の実施により、地域で活動をしようと思う方々の後押しとなりました。
・職員向けの研修を複数行ったことにより、協働のマインドを持つ職員の育成に寄与しました。
・町内会・自治会活動応援補助金の申請率の増加（R03︓53.3％、R04︓61.7％、R05︓69.9％）や、アドバイザー派遣による運営ノウハウの向上及
び地域における他の主体との連携強化に寄与しました。
・検証により明らかとなったように「まちのひろば」については幅広い概念を持つことから「わかりにくい」といった声があることや、ＳＤＣの取組における持続可能な運
営に向けた仕組みづくり等については課題がありました。
（R04（2022））
・ＳＤＣに関するプロセス評価により、ＳＤＣの関係者（市民・職員含む）に対し、これまでの取組の成果と課題を明らかにしたうえで、関係者の新たな学び
が得られ、活動へのエンパワーメントにつながりました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・川崎市コミュニティチャンネルを活用し様々な工夫をしながら情報発信を行ったことで、これまで興味の無かった方にも興味を持ってもらうことにつながり、「まちの
ひろば」への理解を深めることに寄与しました。
・Instagramの活用により、コミュニティに関連する情報を迅速に発信することができたほか、「つながり」をテーマにしたフォトコンを複数回開催したことにより、オン
ライン上におけるつながりづくりにも寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・補助金交付を通じた活動事例集の発行により、町内会・自治会活動における好事例の横展開を促進
【R04（2022）】
・啓発絵本「こども町会長」の活用、フロンターレと連携した効果的な加入促進チラシの作成、地域情報紙への継続的な記事掲載による
加入促進
・回覧・掲示物一括配送による負担軽減のほか、「町内会・自治会への依頼ガイドライン」に基づき個別の町内会・自治会への委員推
薦・就任依頼における負担軽減の支援
・町内会・自治会活動応援補助金の交付による、既存の活動や新規の課題解決、他団体との連携による地域課題の解決に向けた取
組の促進など、町内会・自治会活動の活性化支援
・市民自治財団との連携により町内会・自治会にアドバイザーを派遣して課題解決を図る取組の検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・啓発絵本「こども町会長」の活用、効果的な加入促進チラシの作成、地域情報誌への記事掲載による加入促進
・回覧・掲示物一括配送の実施のほか、「町内会・自治会への依頼ガイドライン」に基づいた所管課による負担軽減の支援
・町内会・自治会活動応援補助金の交付による、町内会・自治会活動の活性化支援
・市民自治財団との連携により町内会・自治会にアドバイザーを派遣して課題解決を図る取組の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・地域社会において重要な役割を担う町内会・自治会の活動について、多様な主体との連携や、補助金の交付や表彰など市が側面支
援を行うことによる活性化を図り、自主的に地域の課題への取組を実施
・多様な主体との連携による町内会・自治会への加入促進（令和７（2025）年度目標値︓64.0％）
・町内会・自治会への負担軽減に向けた取組の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・「町内会・自治会の活動の活性化に関する条例」や「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づき、町内会・自治会の活動が
活性化するよう、補助金の交付や表彰等により市として側面支援します。
・地域住民が町内会・自治会への自発的な加入や活動への参加促進につながるよう、市民自治財団や全町内会連合会等と連携した
取組を実施します。
・様々な分野の行政施策の円滑な実施に、町内会・自治会の協力が欠かせないことから、負担軽減に向けた取組を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・様々な広報媒体を活用した町内会・自治会への加入促進の強化
・負担軽減の取組に向けた「町内会・自治会への依頼ガイドライン」の活用
・補助制度等を活用した町内会・自治会の活性化への支援
・町内会・自治会活動の活性化を支援する市民自治財団の相談業務の強化など機能強化に向けた取組の実施
・町内会・自治会活動応援補助金の効果的な活用による、町内会・自治会活動における新たな事業展開の促進

50101030 地域振興事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 ２・町内会・自治会による地域課題の解決や地域活性化に向けた取組の推進 市民文化局

現　状
【課題認識】

・風水害などの危機事象が頻発している状況において、身近な地域のつながりによりお互いが支え合う、「互助」の重要性が一層高まって
います。
・新型コロナウイルス感染症の影響による地域活動の自粛や加入率の低下による活動の停滞など、町内会活動の運営は複雑かつ困難
な状況となっており、その活動の維持・拡大に対する支援の必要性が高まっています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1

説明 実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

町内会・自治会加入率

ヒト

目標 61.0

目標

単位

62.0 63.0 64.0

%

説明
町内会・自治会の加入促進、負担軽減、活性化支援の取組によ
り、地域における支え合いの力を推し測るために設定した、４月１
日時点における町内会・自治会の加入率

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・啓発絵本「こども町会長」を公立小学校５年生に配布し、小学校への出前授業での活用や、川崎市コミュニティチャンネル
（YouTube）で読み聞かせと制作過程の紹介動画を配信しました。また、フロンターレと連携して加入促進チラシを作成し、町内会・自
治会や不動産店舗等に配布するとともに、タウンニュース各区版に町内会・自治会の活動事例を掲載（R04︓３回、R05︓２回）す
ることで加入促進を行いました。
・町内会・自治会の負担軽減策として、川崎市全町内会連合会に依頼する審議会等への委員推薦の集約や、令和４（2022）年
８月から開始した回覧・掲示物一括配送及びホームページへの電子媒体の掲載、関係所管課との連携・調整により、令和５
（2023）年度に各町内会・自治会に推薦依頼をした３委員の依頼スケジュールを統一しました。
・町内会・自治会活動応援補助金を、令和４（2022）年度は401団体（約61.7％）、令和５（2023）年度は457団体（約
69.9％）に交付し、町内会・自治会活動の活性化を支援しました。また、他団体との連携により地域課題の解決に取り組んだ事例を
始め、補助金の活用に関する事例集を作成・公表し、各町内会・自治会に配布することで、町内会・自治会活動における好事例の横
展開を促進しました。
・市民自治財団と連携して地域の様々な主体と結びつけながら町内会・自治会の課題解決を支援する仕組みの検討の一環として、令
和４（2022）年度は本市が麻生区の町内会・自治会５団体を対象にアドバイザー派遣事業を試行実施しました。令和５
（2023）年度に同事業の検証を行った上で、９月から市民自治財団の機能強化に向けた自主事業として市内町内会・自治会７団
体（各区１団体）を募集し、応募があった６団体に対して、アドバイザー派遣を行い、役員の担い手不足や自治会館の利用者減など
の課題解決の後押しを支援しました。
【R04（2022）】
・町内会・自治会の負担軽減策として個別の町内会・自治会に委員推薦・就任依頼を行う関係所管課と推薦事務の負担軽減に向け
た手法の検討を進めました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

実績 58.4 57.7 56.9

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく取組を着実に進めている一方
で、成果指標である「町内会・自治会加入率」が目標値を達成していないことから、これ
までの取組の検証結果を踏まえ、町内会・自治会と他の団体との連携の促進等、町内
会・自治会活動の活性化に向けた支援について更なる改善を図っていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標である「町内会・自治会加入率」については、令和４
（2022）年度が57.7%、令和５（2023）年度が56.9%となり、目
標値を達成することはできなかったものの、町内会・自治会活動応援補
助金の申請率の増加や、アドバイザー派遣事業による運営ノウハウの向
上及び地域における他の主体との連携強化に寄与するなど、町内会・自
治会による地域課題の解決及び地域の活性化に貢献することができたた
め。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・継続的な広報による加入促進、回覧・掲示物一括配送の開始等による負担軽減、町内会・自治会活動応援補助金の交付及び好
事例の横展開の促進を目指した補助金活用事例集による活性化支援、市民自治財団と連携したアドバイザー派遣事業の実施による
個別支援等、計画した活動目標をほぼ目標どおりに実施し、多面的な取組を実施しましたが、全国的に減少傾向であり、本市において
も過去20年間減少し続けている町内会・自治会加入率の漸減は依然として変わらず、成果指標の達成には至りませんでした。
・背景として、ライフスタイルや価値観の多様化、単身世帯の増加や核家族化の影響による世帯規模の減少、本市域での人口の増加
等が、総世帯数の増加と加入率の漸減に影響していると考えられますが、町内会・自治会活動応援補助金の申請率の増加
（R05:69.9％、R04:61.7%、R03:53.3%）により地域につながりを生み出す町内会・自治会活動の促進が図られたことや、アド
バイザー派遣事業による運営ノウハウの向上及び地域における他の主体との連携強化に寄与するなど、個々の取組においては効果を確
認することができました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ボランティア研修会（ボランティア活動支援のための研修会・やさしい日本語ボランティア研修会）の実施
・ボランティア養成事業（観光ボランティア通訳セミナー、災害時ボランティア養成セミナー、日本語講座ボランティア研修会、外国につなが
る子どもの学習支援サポーター研修等）の実施
・「川崎市多文化共生総合相談ワンストップセンター」における相談（相談内容・方法・言語・国籍など）の適切な分析及びホームペー
ジやパンフレットなどを活用した周知の徹底
・各種・講座やイベントのオンライン化の実施、「川崎市多文化共生総合相談ワンストップセンター」におけるオンライン相談の実施
【R04（2022）】
・市南部地域における相談機能の強化を含めた相談支援体制の検討及び新たな拠点における相談員として外国人市民を採用するな
ど、外国人市民を支援する側として、外国人市民が活躍する場を検討
【R05（2023）】
・新たな拠点における相談員として外国人市民を採用し、適切に相談を受けるために必要な研修を行うなど、外国人市民を支援する側
として、外国人市民が活躍する場を検討、実施
・オンライン化の普及に向けたWi-Fi環境の拡充
【R06（2024）・R07（2025）】
・新たな拠点における「場」を活用した取組において、外国人市民が活躍する場をさらに検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（ボランティア登録総数（川崎市国際交流協会事業報告）及びボラン
ティア・市民団体のコーディネート件数）について、各種ボランティア養成研修を開催したことや従来から登録・活動
を重ねてきた分野に加え、市民活動団体と連携した取組の活性化等により、令和４（2022）年度に、より多く
の方にボランティアに登録いただき、多くの支援につながったことから、当該実績をベースに、令和５（2023）年度
以降の目標値を上方修正します。
　ただし、成果指標（ボランティア・市民団体のコーディネート件数）については、令和５（2023）年度中に、長
寿命化に向け、空気調和設備及び昇降機設備等の工事を実施予定であり、令和５（2023）年10月１日か
ら令和６（2024）年１月３日までの間は、本館を休館せざるを得ず、その間、対面での実施が困難な主催事
業は、事業の中止・変更又はオンラインによる実施を検討した上で、実施の可否を判断せざるを得ないものもある
ため、引き続き、計画策定当初の考え方を踏まえ、令和５（2023）年度の目標値は、令和４（2022）年
度実績を下回る目標値とします。

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・ボランティア登録件数の増加（令和７（2025）年度目標値︓1,415件）及び登録者の活躍の機会の確保に向けたボランティア・
市民団体のコーディネート件数の増加（令和７（2025）年度目標値︓1,250件）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・外国人市民の増加に伴う通訳、日本語学習等のニーズに対応するため、引き続きボランティア研修、講座を開催し、ボランティアの登
録、育成を図るとともに、国際交流センターでの日常的なボランティア活動を支援します。
・外国人市民向けに、多文化共生に向けて、国際交流センターを活用してもらうために、各種オンライン化への対応を推進するとともに、ボ
ランティア登録や活動支援のための講座の開催や企画の充実・強化を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ボランティアの登録、育成に向けたボランティア研修、講座の開催
・講座やイベント、外国人窓口相談等各種事業のオンライン化推進
・「多文化共生社会」の実現に向けた、川崎市国際交流センターの外国人相談窓口「多文化共生総合相談ワンストップセンター」の運
営
・外国人相談支援体制の充実に向けたオンライン・外国人材の活用についての検討
【R04（2022）・R05（2023）】
・オンライン化の普及に向けた環境整備

40901050 国際交流センター管理運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 ３・国際交流センターを活用したグローバル人材の育成支援 市民文化局

現　状
【課題認識】

・国際交流センターは、グローバル社会への対応を踏まえ地域の活性化を図るなど、社会状況の変化に的確に対応していくことが必要と
なっています。現在、コロナ禍により、市内の外国人市民の人口は増加していませんが、市民のボランティア活動に対する関心に応えるた
め、ボランティアの養成・育成に取り組み、様々なボランティア活動のコーディネートを行っていく必要があります。一方で、コロナ禍において事
業等が実施できない影響などにより、ボランティアの活躍の場が縮小していくことも考えられ、新たな活躍の場の創出が課題となっています。
また、国の外国人材受入れ・共生のための総合的対応策やデジタル化への対応に基づき、市民ニーズや社会環境の変化を踏まえたオン
ライン化に対応した取組を行うなど、多文化共生社会を推進する取組を推進していく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1

説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 件

説明
毎年度３月31日時点での川崎市国際交流協会におけるボラン
ティア・市民団体の派遣コーディネート件数
※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 1,257 1,415 1,540

ボランティア・市民団体のコーディネート件数

ヒト

目標 1,100

実績 1,369 1,440 1,468

1,215
以上

（1,050）

1,415
以上

（1,200）

1,415
以上

（1,250）

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

ボランティア登録総数（川崎市国際交流協会事業報
告）

ヒト

目標 1,340
1,440
以上

（1,365）

1,440
以上

（1,390）

1,440
以上

（1,415） 件

説明
毎年度３月31日時点での川崎市国際交流協会におけるボラン
ティアの登録総数
※括弧書きの目標値は変更前の数値

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・新たなボランティアの養成・登録に向け、令和４（2022）年度は「やさしい日本語ボランティア研修会」（オンライン・47名）、「観光ボ
ランティア通訳セミナー」（24名）、「災害時支援ボランティア養成セミナー」（32名）、「日本語講座ボランティア事前登録研修」（６
名）、「生活にほんごサロンサポーター養成・研修」（40名）、令和５（2023）年度は「やさしい日本語ボランティア研修会」（25
名）を実施しました。
・現行のボランティアの活動支援として、令和４（2022）年度は「Ｚｏｏｍ研修」（オンライン・82名）、「外国につながる子どもの学
習支援サポーター研修」（２回・40名）、「日本語講座ボランティアブラッシュアップ研修」（オンライン・18名）、「日本語講座ボランティ
ア就労支援研修」（９名）、「外国につながる子どもの寺子屋ブラッシュアップ研修」（18名）、「SIGNAL編集ボランティア研修会」
（26名）、令和５（2023）年度は「ボランティア研修」（65名）、「外国につながる子どもの学習支援サポーター研修」（２回・38
名）、「日本語講座ボランティアブラッシュアップ研修」（６回（うち３回オンライン）・122名）、「外国につながる子どもの寺子屋ブラッ
シュアップ研修（公開）」（26名）を実施しました。ボランティア講座実施回数について、令和４（2022）年度が11回だったのに対
し、令和５（2023）年度は長寿命化改修工事により施設が休館となったこと、オンラインに切り替えて実施しましたが、学習運営上難
しいことなどにより５回にとどまり、目標値に達しませんでした。
・「川崎市多文化共生総合相談ワンストップセンター」の相談件数は、認知度向上の取組を行ったものの、令和４（2022）年度は
3,314件、令和５（2023）年度は施設の長寿命化改修工事等の影響で2,812件と502件の減少となりました。また、相談内容・相
談方法・相談言語・相談者の国籍や住所などについて、クロス集計を行うなど相談状況の分析を行いました。さらに、ホームページでの周
知のほか、転入者向けウェルカムセットにパンフレットを封入し、令和５（2023）年度は外国人市民代表者会議委員募集案内に名刺
型リーフレットを封入するなど、センターの認知度向上に向けた取組を行いました。
・令和３（2021）年７月から行っている「川崎市多文化共生総合相談ワンストップセンター」におけるオンライン相談を継続して実施し
ました。なお、オンライン相談による相談件数は、ホームページでの広報を行ったことにより、令和４（2022）年度は21件、令和５
（2023）年度は26件と５件の増加となりました。
・外国人相談支援体制の充実に向けた新たな拠点となる「かわさき多文化共生プラザ」について、令和４（2022）年度は庁内会議で
取組の方向性のオーソライズを行うとともに、拠点の機能・役割のほか、相談員への外国人市民の採用やオンラインの活用を含めた相談
受付体制、開設時期、レイアウトなどについて、文教委員会への所管事務報告を実施するなど、開設に向けた検討を進めました。令和
５（2023）年度は第３庁舎２階のかわさき情報プラザの移転後、軽易工事や備品調達を行うとともに、外国人市民等を相談員とし
て採用し、研修を行い、令和６（2024）年３月から先行して電話相談等を開始し、開設について取組を進めました。
・当初、令和５（2023）年度に予定していたオンライン化の普及に向けたWi-Fi環境の拡充について、令和４（2022）年度に地方
創生臨時交付金を活用できることとなったため、１年早めて実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

8
1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

8 8
回

説明 各種ボランティア講座・研修等の実施回数 実績 8 11 5

ボランティア講座実施回数 目標 8
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・ボランティア養成研修やブラッシュアップ研修等を目標に向け実施し、ボランティア活動や
市民活動の支援を行っており、実施に当たっては、学習者の声やアンケート、外国人市
民のニーズを把握し、学習内容に反映し、引き続き、活動の推進につながる取組を行い
ます。また、「川崎市多文化共生総合ワンストップセンター」については、引き続き、相談
状況の分析、オンライン相談の実施、認知度向上に向けた取組など適切な運営を行う
とともに、「かわさき多文化共生プラザ」については、相談員が、外国人市民を支援する
側として、外国人市民が活躍する機会を提供するほか、「場」を活用した取組において、
外国人市民が活躍する場を検討していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・多文化共生や国際交流を推進するため、担い手となるボランティアを育
成する多様な講座、研修を企画し、多くの市民の参加を得て、結果、成
果指標である「ボランティア登録総数」やボランティア・市民団体のコーディ
ネート件数の目標を達成することができたため。
・「川崎市多文化共生総合ワンストップセンター」については、施設の長寿
命化改修工事の影響により相談件数が昨年度より減少しましたが、認知
度向上に向けた取組を行うなど多文化共生社会を推進する取組に貢献
したため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ボランティア登録件数について、市民の関心の高まりや多様なニーズに応えて各種ボランティア養成研修を開催した結果、次のとおり、新
たにボランティア登録の件数が増加し、外国人市民等を支援する担い手の創出や継続的な確保につながっています。
ホームステイボランティア（R04:３件、R05:４件）、ホームビジットボランティア（R04:５件、R05:９件）、翻訳通訳ボランティア
（R04:36件、R05:26件）、日本語講座ボランティア（R04:３件、R05:１件）、国際理解教育支援ボランティア（R04:９件、
R05:７件）、編集ボランティア（R04:11件、R05:３件）、保育ボランティア（R04:４件、R05:３件）、やさしい日本語ボランティ
ア（R04:12件、R05:２件）、災害時支援ボランティア（R04:52件、R05:０件）、生活にほんごサロンサポーター（R04:１件、
R05:９件）、一般ボランティア（R04:34件、R05:39件）、合計は令和４（2022）年度は170件、令和５（2023）年度は
103件が新たにボランティア登録しました。その後、年度末に登録ボランティア全員に対し一斉に更新を依頼した結果、令和４
（2022）年度は1,440件（前年度比71件増）、令和５（2023）年度は1,468件（前年度比28件増）が新年度更新しまし
た。
・令和５（2023）年度に新たな拠点「かわさき多文化共生プラザ」において、母語や母文化を理解する相談員を採用することで、外国
人市民を支援する側として、外国人市民が活躍する場を提供できるようになりました。

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ボランティア・市民団体のコーディネート件数について、翻訳通訳（R04:173件、R05:243件）、日本語講座（R04:105回、
R05:99回）、生活にほんごサロン（R04:472件、R05:599件）、外国につながる子どもの寺子屋（R04:47件、R05:46件）、
国際理解教育支援（R04:94件、R05:91件）、広報誌「SIGNAL」の企画・編集・校正等（R04:217件、R05:183件）、保育
（R04:68件、R05:32件）、講座イベントの受付・運営（R04:224件、R05:243件）、市民団体のコーディネートは、連携
（R04:７件、R05:２件）、活動支援（R04:８件、R05:２件）となっています。合計は令和４（2022）年度が1,415件（前
年度比158件増）、令和５（2023）年度が1,540件（前年度比125件増）となっています。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「川崎市多文化共生総合相談ワンストップセンター」の相談件数が令和４（2022）年度は3,314件、令和５（2023）年度は
2,812件で推移し、また、オンライン相談の相談件数についても令和４（2022）年度は21件、令和５（2023）年度は26件とな
り、前年度との対比で減少した要因としては、施設の長寿命化改修工事の影響があげられますが、外国人市民が生活する上で必要な
情報を提供し、さまざまな分野にわたる相談を行いました。

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

①スポーツ大会の担い手の拡充
【R04（2022）】
・一般ボランティアや通訳ボランティアに加え、手話通訳者など情報保障に対応できるボランティア等の新たな募集や、大学等の関係団体
との連携の推進
・複数回参加しているボランティアを対象とした、事前研修の実施によるボランティアリーダーの育成
【R05（2023）】
・一般ボランティアや通訳ボランティアに加え、手話通訳者など情報保障に対応できるボランティアやパラスポーツ対応に長けたボランティア
の拡充、大学や企業等の関係団体との連携の推進・拡充
・過去の参加実績があるボランティアなどリーダーを担える人材に対しての事前研修等の実施
【R06（2024）】
・前年度の実施内容を踏まえた検証及びボランティアリーダーの育成に向けた方策の各団体との調整
【R07（2025）】
・前年度までの検証内容を踏まえたボランティアリーダーの育成に向けた方策の実施
②スポーツ推進委員の充実
【R04（2022）】
・現在の町内会推薦に加え、若年層を含めたスポーツの担い手との連携等、新たなスポーツ推進委員の選出に向けた方策について、第
８期（令和６（2024）年度）委嘱開始を目指し、各種団体・学校等の関係機関との検討・調整
【R05（2023）】
・第８期（令和６（2024）年度）の委嘱にあたり、大学との連携による若年層向けＰＲや、スポーツ関係団体への周知依頼など、
新たなスポーツ推進委員の選出に向けた方策の実施
【R06（2024）】
・前年度の実施内容を踏まえた検証及び次期委嘱に向けた新たなスポーツ推進委員の選出に向けた方策の各種団体・町内会との検
討・調整等
【R07（2025）】
・前年度までの検証内容を踏まえたスポーツ推進委員の選出に向けた方策の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（かわさき多摩川マラソンにおける情報保障など、障害者対応ができるボ
ランティアの数）について、新たに障害者スポーツ指導者協議会と連携を進めたことにより、令和７（2025）年
度までの当初の目標を上回ったため、令和４（2022）年度実績を基準として、令和５（2023）年度以降の
目標値を上方修正します。

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・スポーツ推進委員の充足率の増加（令和７（2025）年度目標値︓95％以上）
・各区における大会等が幅広い内容で開催され、多くの市民が参加
・誰もが参加しやすいイベントの実施に向け、多種多様な参加者に対応できる特殊技能を持ったボランティアの参加（障害者対応ができ
るボランティア数の令和７（2025）年度目標値︓10人以上）や、主体となって活躍できるボランティアリーダーの育成（令和７
（2025）年度目標値︓11人以上）によるボランティアの質の向上及び参加者サービスの向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・スポーツ推進委員については、地域スポーツの重要な担い手となっている町内会・自治会からの推薦を主としながらも、より幅広い層から
の担い手を発掘することで、現在の欠員状態を解消するとともに、活動をより多様化させるなど、地域スポーツの一層の推進を図ります。
・ボランティアについては、誰もが参加しやすいイベントとするために、新たに大学や企業、障害者スポーツ関係団体等と連携し、担い手の
拡充を図るとともに、ボランティアリーダーを育成し、多様な人材が主体となる取組を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・一般ボランティアや通訳ボランティアに加え、手話通訳者など情報保障に対応できるボランティア等の新たな募集や、大学等の関係団体
との連携の推進
・複数回参加しているボランティアを対象とした、事前研修の実施によるボランティアリーダーの育成
【R04（2022）・R05（2023）】
・現在の町内会推薦に加え、若年層を含めた他のスポーツの担い手との連携等、新たなスポーツ推進委員の選出に向けた方策の検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・新たなスポーツ推進委員の選出に向けた方策の実施

40801010・40801020 市民スポーツ推進事業・地域スポーツ推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 ４・スポーツの担い手の確保に向けた取組の推進 市民文化局

現　状
【課題認識】

・スポーツ推進委員については、令和３（2021）年３月現在、市全体で395人が委嘱され、定員450人に対して55人（12.2％）
が不足の状態となっています。また、全体の49.6％が60歳以上と高齢化が進行しています。こうした状況を踏まえ、若年層を中心とした
スポーツ推進委員の充実を図る必要があります。
・スポーツ大会の担い手については、現在、市主催の大規模スポーツ大会である川崎国際多摩川マラソン（令和４（2022）年度か
ら、「かわさき多摩川マラソン」に改称）等において、ボランティア（一般募集、企業、障害者）の協力を得て運営しています。こうした取
組について、市民の誰もが参加しやすいイベントとするために、より多様な主体との連携を図り、担い手の拡充を図る必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

人

説明
誰もが参加しやすいイベントとするため、多様な主体と連携し、ボラン
ティアの質の向上を図るために設定したボランティアの数
※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 0 14 16

2

かわさき多摩川マラソンにおける情報保障など、障害者対
応ができるボランティアの数

ヒト

目標 ４以上 15以上
（6以上）

16以上
（8以上）

16以上
（10以上）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

3 人

説明
複数回参加しているボランティアに事前研修を受けてもらい、ボラン
ティアリーダーとして活動できる担い手の拡充を図るために設定した人
材の数

実績 0 0 12

かわさき多摩川マラソンにおける一般ボランティアの中で、ボ
ランティアリーダーを担える人材の数

ヒト

目標 ８以上

実績 87.8 89.8 90.4

９以上 10以上 11以上

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
スポーツ推進委員の定員における充足率

ヒト
目標 87.8

以上
87.8
以上

95
以上

95
以上

%
説明 地域スポーツの重要な担い手となっているスポーツ推進委員の、毎

年決まった時点における、定数に対する委嘱者の割合

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
①スポーツ大会の担い手の拡充
・一般ボランティアの募集時に通訳や手話ができるボランティアをあわせて募集するとともに、川崎市聴覚障害者情報文化センターや障害
者スポーツ支援団体等とも調整を行い、情報保障や障害者対応に適したボランティアの確保に努め、令和４（2022）年度は14名、
令和５（2023）年度は16名確保することができました。また、看護大学や川崎体育救護クラブ、消防局など多様な主体と連携し、安
全な大会の運営体制を構築しました。
・マラソン大会におけるボランティアリーダーの配置に向けて、令和４（2022）年度は参加したボランティアの中からリーダーを担える人材
を発掘するとともに、配置場所の検討などを行ったことで、令和５（2023）年度は、リーダーを担える人材への依頼とともに事前の活動
概要説明や業務マニュアルの配布を行い、給水所などにボランティアリーダーを12名配置することができました。
②スポーツ推進委員の充実
・新たな人材発掘のためのＰＲチラシを作成し、スポーツ団体や健康増進関係の会議等で関係機関に配布しました。
・専修大学の大学生向けにスポーツ推進委員の活動に関するアンケート調査を実施しました。
・各区のイベント等でＰＲチラシを配布しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・スポーツ推進委員の人材発掘に向けた普及啓発の取組を継続します。
・マラソン大会のスムーズな運営に向けて、障害者スポーツ指導者協議会等と連携し障
害者対応できるボランティアを引き続き配置します。
・市民の誰もが参加しやすいイベントとするための担い手の拡充や人材の育成に向けて
ボランティアリーダーの発掘・配置に向けた取組を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・マラソン大会において、障害者スポーツ指導者協議会等と連携を進めた
ことなどにより、障害者対応に適したボランティアを令和４（2022）年度
は14名、令和５（2023）年度16名を配置することができ、当日の車
イスランナーの受付や誘導など、スムーズな運営に寄与するとともに、ボラン
ティアリーダーについては、リーダーを担える人材の発掘等を行い、令和５
（2023）年度に12名を配置することができ、市民の誰もが参加しやす
いイベントとするための担い手の拡充や人材の育成につながったため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・マラソン大会において、障害者スポーツ指導者協議会等と連携を進めたことなどにより、障害者対応に適したボランティアを令和４
（2022）年度は14名、令和５（2023）年度は16名配置し、当日の車いすランナーの受付や誘導など、スムーズな運営に寄与しま
した。ボランティアリーダーについては、令和４（2022）年度はボランティア自体が久しぶりの方も多く、課題がありましたが、リーダーを担え
る人材の発掘等の取組を行うことにより、令和５（2023）年度に12名を配置することができ、市民の誰もが参加しやすいイベントとする
ための担い手の拡充や人材の育成につながりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・アート・フォー・オールに資する事業提案を募集し、市が助成・支援をする「アート・フォー・オール推進モデル事業」の実施（３事業）
・アートイベント等の実績があるコーディネーター、芸術分野に専門的知見のある有識者、文化財団や①のモデル事業実施団体などの
アート関係者等による対話を目的とした交流会の実施（年３回程度）
・上記のモデル事業や対話の場を活用した、「アート・フォー・オール」を促進するプラットフォーム構築に向けた検討
・「アート・フォー・オール」の推進に向けた市と文化財団の役割分担、連携のあり方の検討
・音まち協議会と文化財団との連携等の強化による音楽分野における中間支援の取組（マッチング事業等）の拡充（オンラインでの交
流やマッチングを促進するため、音楽を楽しむ仲間やイベント出演者募集、出演希望、イベント開催の相談等が投稿できるようにホーム
ページを改修）
【R05（2023）】
・「アート・フォー・オール」の推進に向けたアート関係者のネットワークの構築のための取組(「対話の場の形成」含む)
・アートを介したコミュニティ形成に向けた取組（参加者の募集及び次年度に実施する講義等の企画）
・上記の取組を活用した、「アート・フォー・オール」を促進するプラットフォーム構築に向けた検討(仮プラットフォームHPの作成)
・「アート・フォー・オール」の推進に向けた市と文化財団の役割分担を踏まえた、文化財団の機能の検討
・音まち協議会と文化財団との連携等の強化による音楽分野における中間支援の取組（マッチング事業等）の継続実施
【R06（2024）】
・「アート・フォー・オール」の実現に向けたプラットフォーム構築の取組(Ｗｅｂサイトの拡張・改善及び交流会の実施)
・アートを介したコミュニティ形成に向けた取組の本格始動（参加者への各種講座、次年度参加者の募集及び講義等の企画）
・「アート・フォー・オール」の推進に向けた市と文化財団の役割分担を踏まえた、文化財団の機能の検討
・音まち協議会と文化財団との連携等の強化による音楽分野における中間支援の取組（マッチング事業等）の継続実施
【R07（2025）】
・市と文化財団の役割分担を踏まえた「アート・フォー・オール」プラットフォーム構築の実現に向けた取組（Ｗｅｂサイトの本格稼働及び
交流会の実施）
・アートを介したコミュニティ形成に向けた取組の運用（参加者への各種講座、支援、次年度参加者の募集及び講義等の企画）
・音まち協議会との連携強化等を踏まえた、文化財団の新たな事業執行体制の構築

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・市や文化財団、その他中間支援機能を有する団体等との役割分担や連携のあり方の再整理
・より効率的・効果的な中間支援機能の強化による市民の主体的な文化芸術活動の支援の充実

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・市や文化財団、その他中間支援機能を有する各種団体等との役割分担や連携のあり方を再整理するとともに、既存事業の整理に向
けた検討を行います。
・また、文化財団やその他の団体等が担うべき中間支援機能の検討・調整を進め、市民の主体的な文化芸術活動の更なる支援を行い
ます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R06（2024）】
・市や文化財団、その他中間支援機能を有する団体等との役割分担や連携のあり方、担うべき機能の再整理に向けた取組推進
・音まち協議会と文化財団との音楽分野における連携等の更なる促進
【R07（2025）】
・上記の再整理結果を踏まえた既存事業の整理及び文化財団所管施設の管理運営に係る見直しに向けた検討

40802020 市民文化活動支援事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 ５・文化振興施策の推進に向けた効率的・効果的な連携 市民文化局

現　状
【課題認識】

・文化振興施策を推進するためには、分野ごとに精通した中間支援機能を有する各種団体と連携し、市民の主体的な文化芸術活動
の尊重と支援を行っていく必要があります。
・そうした中で、公益財団法人川崎市文化財団（以下「文化財団」という。）については、平成29（2017）年度以降、パラアートに
係る中間支援を行ってきました。
・また、「音楽のまち・かわさき」推進協議会（以下「音まち協議会」という。）については、音楽分野の中間支援を担うとともに、「音楽の
まち・かわさき」の情報発信の更なる強化を図っていくため、平成30（2018）年度に、事務局機能を文化財団に統合しました。
・今後、市民の主体的な文化芸術活動を活性化していくためには、パラアートや音楽分野のみならず、各分野の中間支援機能をより効
率的・効果的に強化する手法を検討していく必要があり、現在、整理を進めている「アート・フォー・オール」の考え方やプラットフォームの構
築に向けた取組状況等を踏まえながら、検討を進めていく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
説明 実績

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標

実績

目標

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・「アート・フォー・オール」に資する事業提案を募集し、３事業を選定し助成するとともに、「アート・フォー・オール推進モデル事業」の実施
にあたっては、活動場所の調整や広報の支援を行うことで、効果的に事業を実施することができました。
・アートイベント等の実績があるコーディネーター、芸術分野に専門的知見のある有識者、文化財団やモデル事業実施団体などのアート
関係者等による対話を目的とした交流会を年３回実施しました。（延べ60人参加）
・モデル事業や対話の場の意見などを踏まえ、「アート・フォー・オール」を促進するプラットフォーム構築に向けた検討を行い、令和５
（2023）年度以降の方向性を決定しました。
・「アート・フォー・オール」の推進に向けた市と文化財団の役割分担、連携のあり方の検討を行い、令和５（2023）年度以降の方向
性を決定しました。
・音まち協議会と文化財団との連携等の強化による音楽分野における中間支援の取組（マッチング事業等）の拡充として、オンラインで
の交流やマッチングを促進するため、音楽を楽しむ仲間やイベント出演者募集、出演希望、イベント開催の相談等が投稿できるようなホー
ムページの改修を行いました。
【R05（2023）】
・「アート・フォー・オール」の実現に向けたプラットフォーム構築の取組として、Ｗｅｂサイトを作成及び「アートコミュニティ交流会」を２回実
施しました。
・アートを介したコミュニティ形成に向けた取組として参加者となるアートコミュニケータ「ことラー」の募集（応募者171名）、選考（40
名）及び次年度に実施する講義等の企画・準備を行いました。
・「アート・フォー・オール」を促進するプラットフォームにおける市と文化財団の役割分担の整理（市︓協働による文化財団の持つ文化資
源やノウハウの活用、文化財団︓協働による情報等の共有・発信やこれまで培ってきた文化資源やノウハウの活用を促す等）を行い、プ
ラットフォームを踏まえた文化財団の機能の検討を行いました。
・音まち協議会と文化財団との連携等の強化による音楽分野における中間支援の取組（マッチング事業等）を継続して実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1
説明

2,050 2,300
件

説明 財団WEBサイト（「『音楽のまち・かわさき』推進協議会」、「ぱらあーとねっと」
等に掲載した市内での文化芸術イベントの件数 実績 1,099 1,617 1,938

WEBサイトにて広報支援を行った市内での文化芸術イベントの件
数 目標 1,550 1,800

R07年度 単位

1
文化芸術に係る相談件数 目標 110 120 130 140

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

件
説明 川崎市文化財団、「音楽のまち・かわさき」推進協議会へ寄せられた文化芸術

活動に関する相談件数 実績 97 119 124

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・アート・フォー・オールの考え方を踏まえ、市や文化財団、アート関係の各種団体との連
携や音まち協議会と文化財団との音楽分野における連携等の更なる推進に向け、連
携のあり方や担うべき機能の検討など、引き続き取組を進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・アート・フォー・オールの実現に向け、Ｗｅｂサイトを立ち上げ、アートコ
ミュニティ交流会を実施し、参加者同士の「つながり」の構築や文化芸術
に触れ、参加できる機会の拡充に寄与したため。
・令和６（2024）年度から本格始動するアートコミュニティ形成プロジェ
クトの参加者募集に向けた、カンファレンスやフォーラムを市制100周年記
念プレイベントとして開催し、市内外へアート・フォー・オールの取組につい
て周知できたため。
・市と文化財団との役割分担の整理を行い、市内アート関係者との連携
に向けた取組の方向性を決めることができたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022））
・アート・フォー・オールに係る交流会では、アート関係者をはじめ、市職員や文化財団関係職員も含め延べ89名の参加があり、参加者
同士の「つながり」を構築することができました。
・アート・フォー・オール推進モデル事業の実施により、直接ワークショップ等に参加した市民以外にも、多くの市民が観覧することで、文化
芸術に触れ、参加できる機会の拡充に寄与しました。
（R05（2023））
・アート・フォー・オールに係る交流会では、トークセッションと併せて開催しアート関係者をはじめ、市職員のほか市内で活動している市民
団体の方々や川崎市文化財団関係職員等も含め延べ92名の参加があり、参加者同士の「つながり」を構築することができました。
・アート・フォー・オールの実現に向け、国立大学法人東京藝術大学を連携協力し、アートコミュニティ形成プロジェクト「こと︕こと︖かわさ
き」を来年度から稼働させるため、100周年記念プレイベント「Colors,Future! Summit 2023 KAWASAKI」と協働し、トークセッショ
ンを行ったり、フォーラムを企画・開催し、アート・フォー・オールおよびアートコミュニティ形成プロジェクト「こと︕こと︖かわさき」について、広く
ＰＲを行いました。その結果、「こと︕こと︖かわさき」の参加者「（愛称）ことラー」に定員の５倍を超える171名の応募がありました。
トークセッションやフォーラムの様子をアーカイブとしてＷｅｂ上で公開しており、参加した市民以外にも、市内外にこだわらず多くの方が観
覧することで、これから本格的に稼働する「アート・フォー・オール」実現に向けた取組の周知に寄与し、フォーラム等の開催によって新たなつ
ながりを創出しました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・文化芸術に係る相談件数が前年度と比較して令和４（2022）年度は20件、令和５（2023）年度は５件増加しました。
・Ｗｅｂサイトにて広報支援を行った市内での文化芸術イベントの件数が前年度と比較して令和４（2022）年度は518件、令和５
（2023）年度は321件増加しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・相談受付や効果的な情報発信をすることで文化芸術活動の支援の拡充につながりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・映像のまち・かわさき推進事業における市やフォーラムの役割・取組の方向性の再整理に向けた検討
・アートセンター等市内の映像関係機関とフォーラムとの連携強化の取組の検討
【R05（2023）】
・フォーラムの役割・取組の方向性の再整理・検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・アートセンター等市内の映像関係機関とフォーラムとの連携強化
【R06（2024）】
・フォーラムの役割・取組の方向性の決定
・フォーラムの事業内容・推進体制の検討
【R06（2024）・R07（2025）】
・「アート・フォー・オール」に向けた取組におけるフォーラムの役割の整理
【R07（2025）】
・フォーラムの事業内容・推進体制の決定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標 ・フォーラムの機能整理や、アートセンター等の映像関係機関との連携強化による市民の映像活動支援や担い手の育成機能の充実

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・今後、映像に携わる新たな担い手の発掘・育成や市民の映像活動に対する支援等の中間支援の取組が一層重要になることが見込ま
れることから、これまでフォーラムが果たしてきた役割や実施してきた事業の検証結果、また、現在整理を進めている「アート・フォー・オール」
の考え方やプラットフォームの構築に向けた取組状況等を踏まえながら、市やフォーラムが果たすべき役割を再整理していきます。
・また、再整理した市やフォーラムの役割に基づき、「映像のまち・かわさき」の推進に係る事業等について、必要に応じて見直し行うととも
に、より効率的・効果的に実施していきます。
・さらに、市内唯一の公営映画館であるアートセンター等、市内の映像関係機関とフォーラムとの連携強化についても検討を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・アートセンター等市内の映像関係機関とフォーラムとの連携強化
【R04（2022）・R05（2023）】
・映像のまち・かわさき推進事業における市やフォーラムの役割・取組の方向性の再整理
【R05（2023）・R06（2024）】
・新たな方向性を踏まえたフォーラムの事業内容の再検証

40803030 映像のまち・かわさき推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 ６・「映像のまち・かわさき」に係る効率的・効果的な事業の推進の検討 市民文化局

現　状
【課題認識】

・映像のまち・かわさき推進事業は、映像に関する豊富な地域資源を活用し、映像に親しむ機会の創出とまちの魅力を発信することで、
映像文化の担い手育成や都市の魅力向上、地域の活性化を図ることを目的としており、これまで、教育現場等における映像制作活動
の支援や、毎日映画コンクール表彰式の開催支援、ロケ誘致・ロケ地情報発信などの取組を実施してきました。
・その中で、「映像のまち・かわさき」推進フォーラム（以下、「フォーラム」という。）は、映像関係団体から企業、行政まで様々な分野の団
体が参加し、交流・連携の場として設立され、参加団体等とのネットワーク形成や、映像教育・人材育成の取組支援、映像関連イベント
の実施、情報発信などの機能を担い、担い手の育成や都市の魅力向上に大きな役割を果たしてきました。
・一方で、近年の映像を取り巻く社会状況は、映像配信技術の利便性向上やＳＮＳ等の情報発信ツールの浸透により、個人が映像
に親しみ、それを自由に発信し共有できる世の中に変化してきており、それに伴い、行政やフォーラムに求められる役割や、そのための機能
について検討していく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・フォーラム全体交流会を、市内で活躍する映像関連団体等による車座形式で開催し、これまでの活動状況を改めて共有するとともに、
今後のあり方等について意見交換を行い、取組の方向性の検討に着手しました。
・アートセンターをはじめとした市北部の映像・芸術関係団体等と新百合ヶ丘駅周辺商業施設で実施した「映像のまち・かわさき」フェス
ティバルとの連携やマルシェへの出展、文化芸術を体験するイベント「カフェ・グランデあさお」に参画しＰＲブース出展を行ったほか、アートセ
ンターとの共催によるイベント実施に向けた調整を行いました。
【R05（2023）】
・フォーラムの毎月行われる運営委員会で今後の役割・方向性の意見交換を行うとともに、事務局の考え方の聴取や12月に特別運営
会議を実施した結果、フォーラムのメンバーが設立当初に立ち返り、それぞれの特性を活かし、主体的に連携しながら映像のまちづくりを活
性化させる取組を進めていくという方向性に再整理・検討しました。
・「映像のまち・かわさき」を活性化させるため、アートセンターをはじめ、株式会社ホリプロやしんゆり映画祭のＮＰＯ法人KAWASAKI
アーツなど、市内の映像関連団体と一層の連携強化を図り、フォーラムの理事の構成を含め調整を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続きアートセンター等市内の映像関係団体等との連携強化を推進するとともに、
「アート・フォー・オール」の取組状況も踏まえながら、フォーラムの役割・取組の方向性の
再整理や機能の検討を進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・フォーラム全体交流会では、多くの映像関係団体等の参加があり、人材
育成の深化に向けた今後の連携の重要性に関する理解の醸成に寄与し
たため。
・市北部の映像・芸術関係団体等とフォーラムとが連携し、イベント等へ
出展等することで関係を構築するとともに、上映会や主催イベントを実施
することでより多くの市民が「映像のまち・かわさき」に触れる機会の創出に
寄与したため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・フォーラム全体交流会では、登壇者を含めて30の映像関係団体等の参加があり、これまでの活動を改めて振り返るとともに、小中学校
での映像制作授業の取組や、市内で起業した若手映像クリエイターの活動等を取り上げ、人材育成の深化に向けた今後の連携の重要
性に関する理解の醸成に寄与しました。
（R05（2023））
・フォーラムの全体交流会では、市内の映像関係団体等から75名の参加があり、15周年記念講演として、映像業界の先駆者としての
活動や新しい技術、世界のロケ事情を講演するとともに、フォーラムの取組状況の報告や関係者相互の交流促進を図り、今後の連携の
重要性に関する理解の醸成に寄与しました。

【モノの効果】
（R04（2022））
・市北部の映像・芸術関係団体等とフォーラムとが連携し、イベント等へ出展等することで関係を構築するとともに、上映会や主催イベント
を実施することでより多くの市民が「映像のまち・かわさき」に触れる機会の創出に寄与しました。
（R05（2023））
・「かわさきシネマアワード」やフォーラム発足15周年記念事業として市内ロケ情報を掲載した「デジタルスタンプラリー」を実施することで、よ
り多くの市民が「映像のまち・かわさき」に触れる機会の創出に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
①アジアンフェスタ等による川崎駅周辺エリアの賑わい創出に向けたイベント支援等の実施
②「生田緑地」や「川崎大師」等の観光資源の活用、産業観光や観光施策のナイトタイムエコノミー等との連携による商業地域活性化施策の推
進
③多様な広報手段を持つ、地域民間事業者の情報力やネットワークを活用し、市民投票等により優秀店舗を決定する「かわさきAKINAI
AWARD」を開催。市内の優れた個店・商品を発掘しながら、募集から投票、公表まで、参加店舗の露出度を上げるＰＲを継続的に実施
④市内での開業希望者を育成するプログラム「ＮＯＲＥＮ（のれん）」を対象地域を限定して、市内商業者等と連携して実施。また、対象地
域内（中原・高津区）で、プログラム内での講演やプログラム修了後のアフターフォローなどで連携する市内商業者の発掘・調整を推進
【R05（2023）】
①アジアンフェスタでの屋台村やスタンプラリー等の本格実施の再開や、商店街イベントによる賑わいの創出、地元主体のイベントや東海道川崎宿
400年事業等との連携による川崎駅周辺エリアの活性化
②「生田緑地」や「川崎大師」等の観光資源の活用、産業観光や観光施策のナイトタイムエコノミー等との連携による商業地域活性化施策を推
進する事業として、11月開催の川崎夜市では、川崎ソウルフード屋台を拡大するほか、「川崎宿起立400年」との連携など、昨年度を上回る規
模で実施
③意欲ある商業者の認知度向上を目的とした市民参加型イベント「かわさきAKINAI AWARD」を開催。地域の団体や企業等を巻き込み、飲
食店の推しメシNO.1を決定するイベントを開催する中で、ＳＮＳや動画配信のほか、最終審査及び表彰式を公開の場で実施するなど、継続的
に店舗ＰＲを実施
④市内での開業希望者を育成するプログラム「ＮＯＲＥＮ（のれん）」を中原区・高津区を対象として、市内商業者等と連携しながら、受講者
を公募し、9月から11月にかけて実施。また、対象地域内(中原・高津区)で、プログラム内での講演やプログラム修了後のアフターフォローなどで連
携する市内商業者の発掘・調整を推進
【R06（2024）・R07（2025）】
①アジアンフェスタ等による川崎駅周辺エリアの賑わい創出に向けたイベント支援等の実施
②「生田緑地」や「川崎大師」等の観光資源の活用、産業観光や観光施策のナイトタイムエコノミー等との連携による商業地域活性化施策の推
進
③多様な広報手段を持つ、地域民間事業者の情報力やネットワークを活用し、市民投票等により優秀店舗を決定する「かわさきAKINAI
AWARD」を開催。市内の優れた個店・商品を発掘しながら、募集から投票、公表まで、参加店舗の露出度を上げるＰＲを継続的に実施
④市内での開業希望者を育成するプログラム「ＮＯＲＥＮ（のれん）」を中原区・高津区を基盤として、市内商業者等と連携して受講者を公
募して実施。また、 プログラム内での講演やプログラム前後の個別フォローなどで連携する市内商業者の発掘・調整を推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（活力ある商業地域の形成に向けて連携する協働者数（年間））に
ついて、新たな団体等との連携が拡大し令和４（2022）年度に目標値を上回ったため、同年の実績値を基準
値として、令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正します。特に、「かわさき店舗出店支援プログラムＮ
ＯＲＥＮ（のれん）」受講後のアフターフォロー体制の構築や「かわさきAKINAI　 AWARD」での新たな店舗Ｐ
Ｒなどを行う中で、更なる協働者増加を目指します。

40102010　　40102050 商店街活性化・まちづくり連動事業　　商業力強化事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

（４年間の）
取組の方向性

・まちの魅力を市内外に広くＰＲするため、川崎駅周辺地区において、多様な主体と連携を図りながら、地元商業者等が主体となって開
催するイベント等を支援します。
・川崎に愛着を持ちエリアを牽引する商業者等と連携し、魅力的な個店の創出に向けた取組を行います。
・多様な主体と連携しながら、地元商業者の効果的なＰＲを展開し、知名度及び集客力の向上等を図ります。
・魅力ある個店の集積による活力ある商業地域の形成を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
①広域からの誘客を図り、川崎駅周辺エリアの賑わいを創出するイベント支援の実施
②多彩な観光資源の活用や多様な主体との連携などによる商業地域活性化施策の推進
③地域メディア等と連携した市民参加型ＰＲイベントの実施
【R04（2022）・R05（2023）】
④地域の中核的な担い手による開業希望者の育成支援事業の試行実施
【R06（2024）・R07（2025）】
⑤地域の中核的な担い手による開業希望者の育成支援事業の実施

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標 ・魅力ある商業地域の形成に向けた多様な主体との協働・連携の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 ７・活力ある商業地域の形成に向けた多様な主体との連携 経済労働局

現　状
【課題認識】

・これまで、本市では川崎駅周辺地区において、多様な主体と連携を図りながら、多くの人が集う商業集積地の形成に向けた取組を行
い、その魅力を市内外に広くＰＲすることで、集客とにぎわいの創出を図ってきましたが、新たな人材の発掘・育成支援が課題となっていま
す。
・川崎駅周辺地区以外においても、担い手の高齢化、商店街のイベント数の減少などが進み、また、大規模小売店等の増加、インター
ネット販売の拡大など、商店街を中心とした商業地域を取り巻く環境は厳しさを増しています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

実績 34 46 57

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

活力ある商業地域の形成に向けて連携する協働者数
（年間）

ヒト

目標 40以上 50以上
(40以上)

55以上
(45以上)

55以上
(45以上)

団体

説明
活性化事業や商業者支援事業等において、多様な主体との協働・
連携を図り、効率的・効果的に活力ある商業地域の形成に向けた
取組を進めるもの　※括弧書きの目標値は変更前の数値

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
①川崎駅周辺エリアの賑わい創出に向けたイベントを支援するため、次の４つの事業を実施しました。
・「アジアンフェスタ」は、アジア交流音楽祭と連携し、令和４（2022）年度は川崎駅周辺のアジア調理店を回るデジタルスタンプラリー
等を実施し、令和５（2023）年度は４年ぶりとなる屋台村のほか、スタンプラリーや商店街イベント、川崎駅周辺のアジア料理店の紹
介などを実施し約35,000人の来場がありました。
・９月から11月に川崎駅周辺で開催される７イベントの共同ＰＲ「フェスティバルなかわさき」を実施しました（総来場者数　令和４
（2022）年度︓823,982人、令和５（2023）年度︓764,880人）。
・中心市街地活性化事業では、令和４（2022）年度は地域資源を活用した多摩川クルーズや六郷フェス等を実施し、令和５
（2023）年度はこれまでの活動を踏まえたワークショップ（３回）を通じて誘客促進マップを作成し、対象地域の回遊性向上や魅力
のＰＲを図りました。
・川崎駅周辺商店街エリアでの地域安全を図るためのパトロールを商店街関係者等と毎月、月末に実施しました。
②観光資源の活用や多様な主体との連携などによる商業地域活性化としては、観光施策のナイトタイムエコノミー事業として実施した
『川崎夜市』では、令和４（2022）年度は、商店街単位で個別に開催していた仲見世通りと小川町のバルイベントを取り入れて開催
し、令和５（2023）年度は、川崎ソウルフード屋台の会場を２か所に拡大したほか、「川崎宿起立400年」との連携などにより、前年
度を上回る規模で実施しました。（令和４（2022）年度:参加店舗数76店、令和５（2023）年度:参加店舗数94店）。
③地元商業者の効果的なＰＲを展開するため、「かわさきAKINAI　 AWARD」を、市内飲食店を対象に「#かわさき推しメシ」をテーマ
に、市内から広く店舗を募集し、市民投票等によりグランプリ店舗等を決定するとともに、開催を通じて、応募店舗の商品等を広くＰＲ
し、店舗の利用促進を図りました。（令和４（2022）年度:参加店舗56店、投票に参加した人数　3,941人（１次及び２次延
べ）　令和５（2023）年度:参加店舗102店、投票に参加した人数　11,561人（同））
④地域の中核的な担い手による開業希望者を育成支援するために、「かわさき店舗出店支援プログラムＮＯＲＥＮ（のれん）」を地
元商業に詳しい２名の創業アドバイザーや地元商店主の協力のもとに中原区・高津区エリアを対象に実施し、市内で開業や新規事業
を検討する方が受講しました（令和４（2022）年度:受講者15人、令和５（2023）年度:受講者16人）。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

R06年度 R07年度 単位

説明 実績
1

目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・各事業において、更に多様な主体との連携が進むよう、計画段階から連携先となる団
体などをイメージして事業を推進していきます。また、同じ団体だけではなく、新たな団体
との連携によって、より効果のある、また、新しい効果が得られる事業となるよう意識的に
取り組んでいきます。
・協働可能な団体自らが、市に対して協力などを提案できるよう、連携先団体を呼び込
むための広報などを推進していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・「川崎夜市」や「かわさきAKINAI　 AWARD」、「かわさき店舗出店支
援プログラムＮＯＲＥＮ」を令和４（2022）年度から開始し、地域の
多くの団体等から協力をいただき、連携した取組を進めることにより、多く
の参加者が集まるなど、各事業が効率的かつ効果的に行われているた
め。
・成果指標である「活力ある商業地域の形成に向けて連携する協働者
数」について、２年連続で目標を達成したため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・川崎駅周辺でのイベント支援においては、観光施策のナイトタイムエコノミー事業として令和４（2022）年度から始めた「川崎夜市」
で、複数の商店街の協力を得てバルイベントを同時開催したことで、イベント会場の拡充や市内外からの多くの来街者獲得につなげること
ができました。また、アジアンフェスタでは、令和４（2022）年度はコロナ禍でも商業エリアでの回遊を促すデジタルスタンプラリー等を実
施、令和５（2023）年度は状況を踏まえて屋台村再開など４年ぶりに本格開催をし、賑わい創出や回遊性向上を促進しました。更
に、中心市街地活性化事業では、令和４（2022）年度の東海道川崎宿400周年を契機とした多摩川でのイベントの検討・実施
や、令和５（2023）年度のワークショップを通じた誘客促進マップの作成を行い、それらを契機に、関係者間での将来を意識した意見
交換が進み、商店街や大型商業施設等が連携強化につながりました。
・「かわさきAKINAI　 AWARD」は、令和４（2022）年度から始まった事業で、多くの店舗に参加してもらうための広報が大きな課題
でしたが、ＷＥＢを活用した地域情報の発信や収集を得意とする地域の団体等にアンバサダーとして協力してもらうことで、令和４
（2022）年度は56店舗、令和５（2023）年度は102店舗の参加を得ることができました。
・「かわさき店舗出店支援プログラムＮＯＲＥＮ（のれん）」においては、中原区・高津区エリアの商業者との強いネットワークを有する地
元事業者２社（２名）に創業アドバイザーとして参加してもらったことで、講義やフィールドワークについて、多くの地元事業者から協力を
得て川崎独自のプログラムを実施することができました。
・「かわさきAKINAI　 AWARD」や「かわさき店舗出店支援プログラムＮＯＲＥＮ」をはじめ、効率的・効果的に活力ある商業地域の形
成に向けた取組を進めた結果、成果指標である「活力ある商業地域の形成に向けて連携する協働者数」について、令和４（2022）
年度は46団体、令和５（2023）年度は57団体と、２年連続で目標値を達成しました。
（R04（2022））
・観光資源や地域団体と連携した地域商業の振興においては、区内のキーパーソンと密なつながりを有する各区役所の企画課や地域振
興課との情報共有・情報提供を進めており、取組を通じて担当職員の知見の向上につながったと考えています。
（R05（2023））
・「川崎夜市」においては、「かわさきAKINAI　 AWARD」での受賞店舗等と連携し、川崎ソウルフード屋台へ出店いただくことで、川崎
区の飲食店に限らず、市内全域から魅力ある飲食店の参加を図ることができました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 ８・多様な主体の参加と協働による地域包括ケアシステムの推進 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・平成30（2018）年度から、「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン」のロードマップにおける第２段階として、意識の醸成や参加・
活動の促進に向けた「意識づくり」、在宅医療の推進や医療・介護連携、地域リハビリテーション体制の構築等、在宅生活を支援する取
組を進める「仕組みづくり」、地区カルテ等を活用した地域マネジメントの取組等による、地域における互助を支えるしくみづくりを進める「地
域づくり」を進めています。
・こうした中、団塊の世代が後期高齢者となる令和７（2025）年や、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和22（2040）年を見据
え、ケアが必要な市民の増加や地域のつながりの希薄化、担い手不足、地域課題の多様化等の課題に対応していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・超高齢社会における地域包括ケアシステムの構築に向けて、市民に身近な地域における、多様な主体の参加と協働による取組推進の
ため、(1)新たな時代に向けた市民意識の醸成、(2)共に支え合い、助け合う地域づくりの取組を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市民に期待する役割（セルフケアの取組、困ったときの相談先の認知、互助活動等）への理解・行動変容を促すため、オンライン等を
活用し、より多くの方に届く効果的な広報手法を検討・実施
・地域包括ケアシステム連絡協議会等を起点として、地域における民間企業を含めた多様な主体の新たな連携手法を構築するととも
に、それらの取組を踏まえながら、地区カルテ等を活用した地域マネジメントの推進等により、多様な主体による地域課題の共有・解決に
向けた取組を推進

10401010 地域包括ケアシステム推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・セルフケアや互助等の意識の醸成が進み、事業者や町内会・自治会などの地縁組織、地域、ボランティア団体、住民等の各主体が、そ
れぞれの役割に応じた具体的な行動を行えるような状態

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地区カルテ等を活用した地域マネジメントによる、地域住民をはじめとした多様な主体による地域課題の解決に向けた取組の促進
・地域包括ケアシステム普及啓発用パンフレット等を活用した、困ったときに備えるための相談先に関する広報の強化
・地域包括ケアシステム市民シンポジウムのオンラインを活用した手法での開催、動画等の配信
・地域包括ケアシステム連絡協議会のオンライン・会場の組み合わせによる開催等を通じた顔の見える関係づくり、連携のきっかけづくりを
推進
・地域包括ケアシステム連絡協議会ワーキンググループを活用した、民間企業等の主体的な取組創出に向けた仕組みづくり
【R05（2023）】
・地域包括ケアシステム連絡協議会ワーキンググループでの検討を踏まえた、市民・事業者等が、地域におけるニーズや様々なサービス
（民間サービスや互助等）を相互に知り、つながることを目的とした普及啓発イベントの開催

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

210 250
人

説明 年１回開催する市民向けシンポジウムの参加者数 実績 121 40 44

市民シンポジウムの参加者数（単年度） 目標 150 180

2
地域包括ケアシステム連絡協議会の参画団体数（累計） 目標 111 114 117 120

1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

団体
説明 当該年度４月１日時点における、地域包括ケアシステム連絡協議会への参

画団体数の累計 実績 105 112 114

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・各区において、それぞれの地域特性を踏まえながら、地縁組織・団体、ボランティア団体、住民、事業者等と連携した地域づくりに取り組み、その
内容を各区の間で共有できるよう資料を取りまとめ、情報交換の場を設けました。
【R04（2022）】
・職員間で地域マネジメントのノウハウを共有するため、これまでの各区の取組のポイントを報告し、話し合う地域づくり検討会（参加職員７区11
人）を３回開催し、各区地域ケア推進課及び地域支援課職員向けに、ヒアリングやファシリテーション技術等の習得と地域福祉計画に係る団体
へのヒアリングでの実践を視野に入れた「地域との対話力向上研修」を９月と３月の２回開催（参加職員延べ53人）しました。
・地域包括ケアシステム普及啓発用パンフレットを関係団体の会議等で約1,700部配布しました。また、令和３（2021）年度に追加した、Ａ
Ｉチャットボットの「悩み・困りごと相談」の項目（10項目掲載）について、川崎市地域包括ケアシステムポータルサイトにて使い方の詳しい手順を
掲載しました。
・地域包括ケアシステム市民シンポジウムについて、介護離職防止をテーマとし、３月にオンラインで開催（参加者40名）しました。
・地域包括ケアシステム連絡協議会をオンラインと会場の組み合わせにより、９月と２月の２回開催し（延べ参加団体数119）、２月の開催
時に自由な交流を目的とした懇話会を併せて開催しました。また、参画団体が提供している支援・サービスの一覧（150項目）を作成し、団体
同士が互いの取組を知るきっかけとして、協議会メンバー間で共有しました。
・地域包括ケアシステム連絡協議会ワーキンググループ（参加団体数12）を４回開催し、参加企業等からの発案により、企業向けに介護離職
防止を目的としたリーフレットの作成（データファイルでの活用が主、印刷2,000部）や、高齢者の生活支援等に関する企業のサービスと利用者
のマッチングに向けた検討を行いました。
【R05（2023）】
・職員間で地域マネジメントの認識を共有するため、地域づくりの意義やファシリテーション技術等の習得を目的として、市民文化局と合同で「地域
コーディネーター研修」を６月に開催（参加職員74人）しました。
・AIチャットボットの「悩み・困りごと相談」の項目（10項目掲載）について、相談窓口へのアンケートを行い、内容の精査・更新を行いました。
・地域包括ケアシステム市民シンポジウムについて、地域のつながりづくりをテーマとし、12月に開催しました（参加者44人）。会場での実施と併せ
てライブ配信を行ったほか、当日来場できなかった方向けに録画配信を行いました。
・地域包括ケアシステム連絡協議会をオンラインと会場の組み合わせにより、９月と２月の２回開催し（延べ参加団体数121）、自由な交流を
目的とした懇話会を併せて２回開催しました。
・地域包括ケアシステム連絡協議会ワーキンググループ（参加団体数13）を３回開催し、連絡協議会に参画する企業・団体が提供するサービ
ス等を紹介する「人生100年時代に備える地ケアフェア」を３月に開催しました（約250人参加）。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

地域包括ケアシステムの考え方の理解度（単年度）

ヒト

目標 - 26.0
以上 - 42.0

以上
％

説明
市民アンケート（無作為抽出3,000人）の「地域包括ケアシステ
ムの内容を知っており、具体的にどのように行動したらよいか分かって
いる」と答えた人の割合

実績 9.2 - 10.6

- - 50.0
以上

2 ％
説明 地域福祉実態調査における「初期相談窓口を知っているか」に対

し、地域みまもり支援センターを「知っている」と回答した人の割合 実績 - 39.9 -

相談先（地域みまもり支援センター）の認知度（単年
度）

情報
目標 40.0

以上

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ △ カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・川崎市地域包括ケアシステム連絡協議会の参画団体について、令和４（2022）年４月１日時点で112団体、令和５（2023）
年４月１日時点では114団体となり、令和３（2021）年度の105団体から９団体増加しました。
・研修の開催により、職員の地域マネジメントに関する認識やノウハウの共有、また資質向上が図られました。一方で、コロナ禍により停滞
等がみられた地域活動の再開・継続に向けて、引き続き、区役所への支援、関係機関等との連携強化や役割分担等を進めていく必要
があります。
・連絡協議会の開催や、参画団体が提供しているサービス一覧の共有等を通じて、意見交換による多業種、多職種間の視点の共有や
他団体の取組を互いに知ることで参画団体同士の顔の見える関係づくりが進みました。

【モノ・情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・川崎市地域包括ケアシステムポータルサイトの年間訪問者数について、令和３（2021）年度の65,754名から令和４（2022）年
度は74,649名と増加し、令和５（2023）年度についても75,863名と高い水準で推移しており、市民に広く情報提供を行うことがで
きました。
・ＡＩチャットボットについて、令和４（2022）年度以降ポータルサイト等での広報を継続するとともに、令和５（2023）年度において
は、相談窓口へのアンケート等を踏まえた内容に更新することで、より市民が相談につながりやすい環境作りが進みました。
・川崎市地域包括ケアシステム連絡協議会ワーキンググループでの検討を受け、令和４（2022）年度は介護離職防止等リーフレット
を作成し、114の市内企業・団体に配布することで、社員や職員向けに相談窓口等の情報提供を行うことができました。また、令和５
（2023）年度においては、「人生100年時代に備える地ケアフェア」を開催し、連絡協議会に参画する企業・団体が提供するサービス
等に関する情報を市民に広く周知することができました。
・成果指標である地域包括ケアシステムの考え方の理解度については、平成29（2017）年度は10.4％、令和元（2019）年度は
9.9％、令和３（2021）年度は9.2％、令和５（2023）年度は10.6%と低い状態が続いており、引き続き多様な主体に向けた効
果的な広報手法について検討していく必要があります。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・ 職員研修等により、各区において地域マネジメントを担う職員の技術力
向上が一定程度図られている一方で、コロナ禍により地域活動の停滞等
がみられることから、引き続き、区役所への支援、関係機関等との連携強
化や役割分担等を進めていく必要があるため。
・市民に期待する役割としての「困ったときの相談先の認知」について、地
域みまもり支援センターの認知度がほぼ目標通りに上昇しているほか、連
絡協議会の参画団体数の増加やポータルサイトの訪問者数の増加等、
取組の効果がみられる一方で、地域包括ケアシステムの考え方の理解度
は低い状態が続いており、引き続き多様な主体に向けた効果的な広報
手法について検討していく必要があるため。

－ 情報 △ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・区役所職員を対象とした研修の実施や地区カルテの活用を進め、新型コロナウイルス
感染症により縮小していた地域活動の再開、継続、立ち上げに向けて関係機関等への
支援、連携強化、役割分担等を行っていくとともに、引き続き「個別支援の強化」「地域
力の向上」等を推進していきます。
・超高齢社会に対応していくため、オンラインを活用した市民向け普及啓発に引き続き
取り組むとともに、企業・関係団体等の多様な主体に向けた広報については、川崎市地
域包括ケアシステム連絡協議会等の場を活用し、取組を強化していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・「人の呼び込み」について、新たに始めた「家賃支援」の取組推移を踏まえた近隣自治体への人材の流出を防ぐ取組の推進
・「就労支援」について、拡充した資格取得に向けた全額補助制度の効果を踏まえた一層の利用促進
・「定着支援」について、拡充した研修受講時における代替職員の斡旋の取組推移を踏まえた一層の利用促進
・「キャリアアップ支援」について、拡充した、たんの吸引等研修の取組状況を踏まえた一層の利用促進
・その他、介護ロボットや外国人介護人材雇用支援事業の着実な推進、超高齢社会に向けて、質の高い介護サービスの提供に向けた
制度のあり方の検討
・介護労働実態の把握に向けた、高齢者実態調査に合わせた調査の実施
【R05（2023）】
・「人材の呼び込み」「就労支援」「定着支援」「キャリアアップ支援」の４つの取組の柱に基づく、高齢者実態調査の結果を踏まえたより
効果的な取組の検討及び第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画への位置付け
【R06（2024）】
・第９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に位置付けた取組の着実な推進
【R07（2025）】
・介護労働実態調査の実施による、これまでの取組の効果や実態把握を通じた、より一層の効果的な制度のあり方の検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・効率的・効果的な手法による介護人材の確保・定着に向けた取組を推進することで、従業者の不足感を低減化

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・介護人材の確保と定着については、基本的には介護サービス事業所自らが対応することが必要となりますが、介護人材については、質
の高い介護サービスを安定的に提供する上で、最大の基盤であることから、国や県との適切な役割分担のもと、本市では、「人材の呼び
込み」「就労支援」「定着支援」「キャリアアップ支援」の４つの取組の柱に基づき、介護サービス事業所等と連携しながら、更なる人材確
保や定着に向けた取組を推進します。
・また、特に、訪問系の介護人材が不足していることから、費用対効果の少ない事業の見直しを行うなど、より効率的・効果的な事業展
開を進めながら、一層の人材確保・定着を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・「人材の呼び込み」として、福祉・介護の仕事についてのイメージアップやＰＲ、高校や専門学校・大学等への情報提供等の取組を推
進
・「就労支援」として、就職相談会の実施のほか、就労に必要となる研修の開催等やシニア層などの多様な人材確保の取組を推進
・「定着支援」として、福祉人材バンクによるメンタルヘルスの相談窓口の設置や外国人介護人材の受入れ支援、介護ロボット等の普及・
啓発の取組を実施
・「キャリアアップ支援」として、福祉・介護従事者向けを中心とした各種研修・講座等を開催し、自らの将来像を描けるよう支援を実施
・上記の取組について、「参入促進」「労働環境・処遇の改善」「資質の向上」の３つの視点からアプローチし、介護人材の中でも不足感
の大きい訪問系に対する事業の推進を図るとともに、計画期間内において、福祉人材施策のうち、費用対効果の少ない事業の見直しな
ど効率的・効果的な取組を推進

10402010 福祉人材確保対策事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 ９・効率的・効果的な手法による一層の介護人材の確保・定着 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・介護人材については、多くの市内介護サービス事業所が人材確保に向けた募集等を行っているものの、人材確保や定着が困難な状況
にあり、事業を運営する上での大きな課題となっています。

-443-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

4
総合研修センターにおける研修実施回数（単年度） 目標 80

以上
80

以上
80

以上
80

以上
回

説明 介護人材の資質向上を目的として、職務階層に応じた研修を実施した数 実績 55 101 86

60
以上

人
説明 メンタルヘルス相談窓口利用者及びメンタルヘルス研修参加者の合計人数 実績 58 55 70

1
説明 実績

目標
単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 人
説明 介護人材マッチング・定着支援事業を利用して、福祉介護事業所

へ就職した者の人数 実績 82 87 53

介護人材マッチング・定着支援事業により就職した求職者
の数（単年度）

ヒト
目標 88以上

実績 - 79.8 -

92以上 96以上 100以上

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
介護人材の不足感（単年度）

ヒト
目標 71.0以下 - - 70.0以下

％
説明 介護労働実態調査における「介護人材が不足している」と回答した

市内介護保険サービス事業所の割合

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度は、「健康フェスタ」と「介護いきいきフェア」を統合して開催し、健康づくりから介護予防までの幅広い対象へ参加
を募った結果、208人の参加者があり、福祉用具の出展や認知症に関するブースを設けることにより、介護職の啓発を行いました。また、
令和５（2023）年度は、令和６（2024）年１月に「健康・介護フェア」を開催し、健康づくりや介護に係る情報の発信や相談ブー
スを設置し、幅広い対象者へ普及啓発を図った結果、355人の参加がありました。
・ハローワーク等と連携して２回開催した「就職相談会」については、令和４（2022）年度は103人、令和５（2023）年度は101
人が参加、また、５回開催した「ミニ就職相談会」では、令和４（2022）年度は延べ50件、令和５（2023）年度は延べ221件の
相談がありました。
・総合研修センターでの研修について、令和４（2022）年度は101回開催し、延べ2,568人の参加、令和５（2023）年度は86
回開催し、延べ2,379人の参加があり、現任研修や認知症関連研修等を実施しました。
・介護ロボット機器の出張体験会を、令和４（2022）年度は13法人に対して延べ10回、令和５（2023）年度は９法人に対して
延べ10回行い、令和４（2022）年度は６件、令和５（2023）年度は９件のロボット機器のレンタルにつなげることができました。
・令和４（2022）年度は、外国人の介護人材について、ベトナムの短期大学とインターンシップ受入及び研修先の調整を図ったほか、
ミャンマー国からの特定技能生６人が市内３法人で受入できるよう調整しました。また、令和５（2023）年度は、ベトナムの短期大学
から14人のインターンシップを受け入れ、10事業所で実習を開始しました。
・令和４（2022）年度から介護従事者に対する家賃補助制度を開始し、令和４（2022）年度は18法人・41人、令和５
（2023）年度は46法人・165人に対して、実施しました。
・令和４（2022）年度は、「介護労働者実態調査」を実施（一般高齢者︓回答率64.8％、居宅介護支援事業者︓202施設・
回答率55％等）し、第９期川崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画への反映のための基礎資料を得ました。また、令和５
（2023）年度は、介護保険運営協議会及び地域包括支援センター運営協議会、高齢者計画策定委員会の合同会議を開催する
とともに、各テーマに応じた分科会も設置し、第９期川崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標
R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

人
説明 ハローワークなどと連携して介護業界に参入を促進するための人数 実績 81 103 101

3
メンタルヘルス相談窓口による就労支援人数（単年度） 目標 60

以上
60

以上
60

以上

350
以上

2
関係機関と連携して就職相談を行った人数（単年度） 目標 200

以上
250
以上

300
以上

400
以上

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
350
以上

350
以上

人
説明 介護への親しみ・理解の深化を図るための参加者数 実績 0 208 355

イベント等において介護職に係る啓発を行った人数（単年度） 目標 350
以上
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・景気の変動や社会状況に左右される介護業界であり、慢性的な人材不足を解消し
ていくには、更なるイメージアップを進めるとともに、令和４（2022）年度から開始した
家賃支援は、対象範囲や外国人の滞在期間などに課題が生じたことから、各団体から
の意見や他都市の動向等も踏まえながら、見直し含め、検討を進めます。
・人材の呼び込み、就労支援、定着支援、キャリアアップ支援の４つを柱とした介護人
材の確保・定着に向けた取組を進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・家賃補助制度の創出や資格取得に向けた全額補助制度の導入などに
より介護人材の確保が図れたものの、不足感などの成果指標は達成でき
なかったため。
・超高齢社会における担い手である介護人材は、各種支援を講じても慢
性的な人材不足の課題が残っており、更なる取組を進める必要があるた
め。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・就職相談会、福祉の仕事説明会等の実施により、令和４（2022）年度は16名、令和５（2023）年度は21人が市内介護事
業所等で就職することができたことにより、福祉や介護現場における就労支援や人材確保につなげることができました。
・メンタルヘルス相談（令和４（2022）年度︓延べ26人・令和５（2023）年度︓延べ48人）やメンタルヘルス研修会（令和４
（2022）年度︓延べ29人参加・令和５（2023）年度︓延べ22人参加）を通じ、介護人材の定着につながりました。
・質の高い介護人材の確保・定着に向け、介護初任者研修及び実務者研修の資格取得後、一定期間継続して就労している者に対す
る補助制度を創設・活用し、令和４（2022）年度は、初任者研修受講者13人・実務者研修受講者27人に、令和５（2023）
年度は、初任者研修受講者22人・実務者研修受講者49人に対して補助を行うことで、資格取得及び介護人材定着に向けたスキル
向上等の効果を得ることができました。
・レンタル可能な製品機種を拡充しながら、介護ロボット機器の出張体験会を通じた介護ロボットの導入支援について、令和４
（2022）年度は13法人に対して延べ10回、令和５（2023）年度は９法人に対して延べ10回行い、令和４（2022）年度は６
件、令和５（2023）年度は９件のロボット機器のレンタルにつなげ、介護職員の介護負担軽減による労働環境の改善につなげる事
例を創出することができました。
・外国人材を令和４（2022）年度は16名、令和５（2023）年度は９名、それぞれ就労につなげ、市内介護事業所における人材
確保に寄与しました。
・家賃補助制度を創設・活用し、令和４（2022）年度は18法人・41人、令和５（2023）年度は46法人、165人の利用があり、
介護人材の確保につなげることができましたが、補助の対象範囲や外国人の滞在期間との整合性などに課題があります。
・成果指標である「介護人材の不足感」などは目標を達成できず、超高齢社会における担い手である介護人材は、各種支援を講じても
慢性的な人材不足の課題が残っており、更なる取組を進める必要があります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 10・看護人材の更なる確保 健康福祉局

現　状
【課題認識】

・医療の高度化、医療ニーズの多様化への的確な対応や、地域における「医療と介護の繋ぎ役」として地域包括ケアシステムに資する看
護職の育成を目的に、令和４（2022）年度開学の川崎市立看護大学では、安定した大学運営と卒業生の市内就職・定着を促進
する取組を進めるとともに、より高いレベルで看護実践できる看護職養成に向けた取組を検討する必要があります。
・川崎市立看護短期大学については、令和５（2023）年度末の閉学に向けて、学生に対しきめ細やかな支援体制を続ける必要があ
ります。

（４年間の）
取組の方向性

・地域包括ケアシステムの担い手としての質の高い看護職の育成に向けて、特色あるカリキュラム編成による看護教育を実施するととも
に、市内就職・定着を促進するための新たな奨学金制度の運用を開始します。
・地域包括ケアシステムにおいて、より高いレベルで看護実践できる人材の育成や新型コロナウイルスなどの感染症への対応のため、大学
院設置に向けた検討を行います。
・学生募集を停止した川崎市立看護短期大学について、着実に在校生が卒業できるよう、引き続き、学生に寄り添った教育環境を整え
ます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域包括ケアシステムに資する看護職の育成を目的に、地域に関心を持たせる科目や、ボランティアを学び実践する科目など、特色あ
るカリキュラムによる授業の実施
・医療機関だけでなく、高齢者施設や障害者施設など地域に根差す施設における実習の実施
・市内就職・定着を目的とした新たな奨学金制度の運用
【R04（2022）・R05（2023）】
・在宅看護、がん、感染症等高度な専門性を有する看護人材の養成に向けた大学院設置の検討
・看護短期大学における学修面・生活面などきめ細やかなフォロー体制の構築
【R05（2023）・R06（2024）】
・文部科学省への大学院設置認可申請の提出
【R07（2025）】
・川崎市立看護大学大学院の開学

10601050 看護師確保対策事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・卒業生の市内就職率の向上（令和７（2025）年度︓75％以上達成）
・看護短期大学の閉学

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域包括ケアシステムに資する看護職の育成を目的に、地域に関心を持たせる科目や、ボランティアを学び実践する科目など、特色あ
るカリキュラムによる授業の実施
・医療機関だけでなく、高齢者施設や障害者施設など地域に根差す施設における実習の実施
・市内就職・定着を目的とした新たな奨学金制度の運用
【R04（2022）・R05（2023）】
・在宅看護、がん、感染症等高度な専門性を有する看護人材の養成に向けた大学院設置の検討
・看護短期大学における学修面・生活面などきめ細やかなフォロー体制の構築
【R05（2023）】
・看護大学大学院整備基本計画の策定
・文部科学省への大学院設置認可申請の提出
【R06（2024）】
・大学院の開学に向けた調整
【R07（2025）】
・川崎市立看護大学大学院の開学

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・地域包括ケアシステムに資する看護職の育成を目的に、川崎市立看護大学を開学し、令和４（2022）年４月に第１期101名、
令和５（2023）年４月に第２期として100名の入学生を迎えました。本市外からの入学生が多いことから、１年次には、「総合講
義」や「川崎市の文化と科学」といった地域への関心を高めることを目的とした科目や、「サービスラーニング論Ⅰ（基本）」といったボラン
ティア活動の体験を通して学びを獲得することを目的とした科目を開講するなど、本市の特色や地域性が育まれるような教育を実施しまし
た。
・実習は、１年次が医療機関のみで市立３病院、２年次が市立２病院に加え市内保育所・老人福祉センター等で実施しました。
・市内就職・定着を目的とした新たな奨学金制度の運用を開始し、15名の募集枠に対し、令和４（2022）年が６名、令和５
（2023）年が５名の応募があり、奨学金を交付しました。
・地域住民を看護大学での授業カリキュラムに患者役として参加する模擬患者養成の取組を進め、令和４（2022）年度、令和５
（2023）年度に模擬患者養成講座を各年度２クール（１クール３回の連続講座）実施しました。
・高度な専門性を有する看護人材の養成に向けた大学院設置に向けて、大学内において、設置目的や必要性、設置課程・コース等の
検討を進めるとともに、本学教職員及び学識経験者などで構成する検討部会を設置し、医療機関や社会福祉施設等における、より実
践的な看護職のニーズ把握と本市独自の特色ある大学院となるよう検討を進めました。
・看護短期大学においては、引き続き、教授会や学生委員会で必要な支援等を審議する等、学修面・生活面などきめ細やかなフォロー
を実施しました。
【R05（2023）】
・看護大学大学院整備基本計画を策定しました。
・大学院設置認可申請書を文部科学省へ提出しました。
・看護短期大学を年度末に閉学しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

市立看護短期大学及び市立看護大学新卒者の市内就
職率（単年度）

ヒト

目標 - - - 75
以上

％

説明
特色あるカリキュラム等を展開するなどにより、市立看護短期大学及
び市立看護大学におけるの新卒者のうち市内の医療機関・社会福
祉施設等に就職した者の割合

実績 69.6 67.7 66.1

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・短期大学から４年制大学に移行したことで、１学年定員が20名増加し、看護職の養成・輩出数が増加するとともに、新たに保健師
コースを開設したことで、保健師の養成・輩出が可能となりました。
・地域住民が看護大学での授業カリキュラムに患者役として参加する模擬患者養成講座を19人（令和４（2022）年度）、16人
（令和５（2023）年度）が受講を完了し、地域住民が模擬患者役として授業に参加できることとなりました。
・本市の最重要施策の一つである地域包括ケアシステムに資する看護職の養成を目指し開学したことから、開学に合わせて入学時成績
優秀者・地域定着促進・地域就職促進の３つの奨学金制度を新設しました。成績優秀者奨学金については、一般選抜の成績上位
者の確保を行えたものの、市内就職を目的とした地域就職促進奨学金については、利用学生数に変動が見られる貸与型であるため、
募集枠に余剰が生じています。なお、地域定着促進奨学金については、３年次からの実施となるため、令和４（2022）年度及び令
和５（2023）年度は実施しておりません。
・成果指標である市内就職率については、市内就職につなげるための奨学金（一般社団法人川崎市弘済会指定看護学校奨学金、
川崎市看護師等修学資金）の利用や市病院局・健康福祉局に勤務する卒業生による就職ガイダンスの実施等を通じ、市内就職の
促進に取り組んできましたが、令和７（2025）年度の目標達成に向けては、進捗が芳しくないことから、今後は、令和４（2022）年
度に開学した市立看護大学新卒者の市内就職促進に向けて、大学開学と同時に創設した大学奨学金制度や令和６（2024）年
度に実施予定の市内病院による合同就職説明会等の取組を進めることで、目標達成を目指していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・４年制大学への移行により、看護職の養成・輩出数が増加するととも
に、新たに保健師コースを開設し、保健師の養成・輩出も可能となったた
め。
・模擬患者養成の取組を進め、模擬患者養成講座を実施し、地域住
民が模擬患者役として授業に参加できることとなったため。
・看護大学の開学に合わせて２つの奨学金制度を新たに実施し、成績
優秀者奨学金により一般選抜の成績上位者の確保を行えたため。
・成果指標の「市立看護短期大学及び市立看護大学新卒者の市内就
職率（単年度）」について、令和３（2021）年度から減少傾向にあ
り、令和７（2025）年度の75％以上の達成に向けては、課題が残る
ため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・看護大学の運営については、引き続き地域包括ケアシステムに資する看護職養成に
向けた教育活動・取組を継続するとともに、今後もホームページやオープンキャンパスな
ど、効果的な広報活動等を通して学生確保に取り組んでいきます。
・市内医療機関等への就職率の向上に向けて、今後、大学開学と同時に創設した大
学奨学金制度の活用や市内病院による合同就職説明会を通じた情報発信等の取組
を進めていきます。
・看護大学大学院設置に向けては、令和５（2023）年度に文部科学省へ提出した
大学院設置認可申請の認可後に大学院校舎改修工事を行い、令和７（2025）
年度開学に向けて取り組んでいきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 11・緑のまちづくりに向けた多様な主体との協働・連携 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・地域の課題が多様化・複雑化し、多様な主体との協働・連携の必要性が増す中、身近な公園等の地域による管理に向けて、管理運
営協議会等の設立促進や活動支援を行っていますが、このうち管理運営協議会等が管理する公園は全体の約７割にとどまっています。
・また、既に活動している団体においても、構成員等の高齢化により、活動の次世代への継承や新たな担い手の不足などが課題となって
います。
・こうした状況により、公園・緑地の十分な維持管理や利活用が図られていない課題も生じています。

（４年間の）
取組の方向性

・公園緑地等の維持管理活動を行う市民ボランティア団体である管理運営協議会等の設立の促進や、活動の継承に向けた支援を行
います。
・緑のまちづくりに向けて新たな担い手を確保するため、緑に関わる人材の育成や発掘、活用に向けた取組を推進します。
・地域の実情にあった公園緑地の柔軟かつ多様な利活用を図るため、啓発イベントの開催や利用ルールづくりを推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・町内会・自治会への働きかけや公園での周知等による管理運営協議会等の設立促進及び活動支援
・地域の実情にあった公園緑地の利活用に向けたイベント等の開催や、公園の柔軟な利活用に向けた「公園でのルール作りのガイドライ
ン」の周知
【R04（2022）】
・緑の保全や創出・人材育成、活用を学ぶプログラムの策定及び試行
【R05（2023）〜R07（2025）】
・プログラムを活用した多様な主体との協働の取組

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・緑のボランティア活動の箇所が146箇所以上増加するなど、多様な主体との協働・連携による公園・緑地管理の増加
・プログラムを活用した多様な主体との協働の取組の促進
・「公園でのルール作りのガイドライン」の周知徹底による地域の実情にあった公園利用の促進

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○

30301070
30302140

グリーンコミュニティ形成事業
公園緑地の適正管理運営事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・町内会・自治会への働きかけや公園での周知等による管理運営協議会等の設立促進及び活動支援
【R04（2022）】
・地域の実情にあった公園緑地の利活用に向けたイベント等の開催や、公園の柔軟な利活用に向けた「公園でのルール作りのガイドライ
ン」の管理運営協議会向けの会議等における周知、公園におけるイベント時の利用ルールづくりに向けた現状の課題整理等
・緑の保全や創出・人材育成、活用を学ぶプログラムの策定及び試行
【R05（2023）〜R07（2025）】
・地域の実情にあった公園緑地の利活用に向けたイベント等の開催や、合同連絡会における公園の柔軟な利活用に向けた「公園での
ルール作りのガイドライン」の周知、公園におけるイベント時の利用ルールづくりに向けた現状の課題整理に基づく運用
・プログラムを活用した多様な主体との協働の取組

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

7 10
回

説明 年度末時点における公園利用活性化のイベント開催回数 実績 ー 2 7

公園利用活性化イベントの開催回数（単年度） 目標 2 5

2
目標

1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・公園緑地等の維持管理活動を行う市民ボランティア団体である「管理運営協議会」等の設立について町内会や自治会に働きかけるた
め、各区の町内会連合会において管理運営協議会等の設立促進に向けた説明を実施しました。また、令和４（2022）年度は管理
運営協議会等に剪定講習会などの出前講座を99回実施し、令和５（2023）年度は出前講座を115回実施するなど、活動の継承
に向けて支援しました。
・緑の保全や創出・人材育成、活用を学ぶプログラムづくりに向け、地域住民や団体等を対象としたワークショップを令和４（2022）年
度は２回、令和５（2023）年度は２回実施しました。令和５（2023）年度はイドバタカフェやパークデイの取組等により活動指標
の目標を上回りました。また、イドバタカフェ等の新たな取組を通して公園の利活用に関する要望や課題の整理等を行いました。
・公園でのルールづくりガイドラインについて、令和４（2022）年度は各区管理運営協議会・公園緑地愛護会合同連絡会（書面開
催）及び道路公園センター協働推進担当課長会議を、令和５（2023）年度は道路公園センター協働推進担当課長会議を開催
し、また、利用者から陳情や要望をいただいた際などの機会を活かし、周知を行いました。
・ボール遊びがしやすい環境づくりとして、禁止看板の撤去や標記の変更を令和４（2022）年度は延べ18箇所、令和５（2023）
年度は延べ12箇所で実施するとともに、地域コミュニティを推進する機会とするために準備を進め、ボール遊びが可能な場所として川崎区
の大師球場ほか令和４（2022）年度は３球場、令和５（2023）年度は２球場で一般開放を行いました。
・緑の保全や創出・人材育成、活用を学ぶプログラムの策定が、公園等における持続的な協働の取組「みんなが気持ちよくいきいき過ご
せる公園」の実現に向けた新たな活動手法として必要となることについて、既存活動団体を対象に公園緑地の新たな利活用に向けた説
明会を令和４（2022）年度は５回、合同連絡会に合わせて令和５（2023）年度は７回開催するとともに、令和４（2022）年
度は説明会参加者を対象に、様々な世代が気軽に楽しめる体操プログラムを策定し、４会場で体験会を試行的に実施し、令和５
（2023）年度は、各区の車座会議や地域デザイン会議をきっかけとした取組をプログラムとして整理し、持続的な協働の取組となるよう
今後の取組の方向性を整理し、議会に報告を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

緑のボランティア活動の累計箇所数

ヒト

目標 2,427
以上

2,435
以上

2,442
以上

2,450
以上

箇所

説明
公園緑地等における協働・連携を進めることで、グリーンコミュニティの
形成により得られる、年度末時点での公園緑地等の維持管理活
動を行う市民ボランティア団体数

実績 2,298 2,284 2,271

2
説明 実績

目標

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「管理運営協議会」等の設立の働きかけを継続的に実施することで「管理運営協議会」については増加しましたが、構成員の高齢化等
を理由として「愛護会」が廃止されたケースが見られ、緑のボランティア活動の実施箇所は前年度と比較し令和４（2022）年度14箇
所、令和５（2023）年度13箇所減少し、２年続けて目標を下回りました。今後、ボランティア活動を行う団体の継続支援及び新規
参入を促していく必要があります。
・公園緑地の新たな利活用に向け、令和４（2022）年度は体操プログラムの体験会を開催し、計190人の方に参加いただきました。
令和５（2023）年度は管理運営協議会・公園緑地愛護会合同連絡会を各区で開催し、計334人の方に参加いただきました。
・緑の保全や創出・人材育成、活用を学ぶプログラムづくりのためのワークショップに、令和４（2022）年度は延べ34人、令和５
（2023）年度は延べ105人の地域住民の方などに参加いただき、公園の新たな利活用の可能性について認識するとともに、参加者
同士のつながりが生まれました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・禁止看板の撤去や標記の変更を令和４（2022）年度は延べ18箇所、令和５（2023）年度は延べ12箇所で実施し、公園利
用ルールの理解を促しました。また、地域の実情に合ったより良質な公園利用サービスの提供として、ボール遊びが可能な場所として川崎
区の大師球場ほか令和４（2022）年度は３球場、令和５（2023）年度は２球場で一般開放等を行い、令和４（2022）年
度は延べ597人、令和５（2023）年度は延べ1,188人の方々にボール遊びをお楽しみいただきました。

区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・既存活動団体を対象とした公園緑地の新たな利活用に向けた説明会
の開催や様々な世代が気軽に楽しめる体操プログラムの体験会の実施、
ボール遊びがしやすい環境づくりを進めるなど、多様な主体との協働の取
組や公園利用の促進が図られた一方で、緑のボランティア活動では構成
員の高齢化等を理由とした団体の解消により２箇年とも成果指標の目
標達成には至っておらず、今後、ボランティア活動を行う団体の継続支援
及び新規参入を促す取組の必要があるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・更なる緑のまちづくりに向けて新たな担い手を確保するため、緑に関わる人材の育成や
発掘、活用に向けた取組を各区協働・利活用推進担当と協力し推進していきます。ま
た、公園の柔軟な利活用に向けては、許可できる団体や利活用のための許可条件につ
いて、試験的な取組を踏まえながら整理する必要があるため、試行実施を行いながら目
標の見直し又は取組の改善を行い、取組を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 12・生田緑地ばら苑の魅力の向上と効率的・効果的な運営方法の検討 建設緑政局

現　状
【課題認識】

・施設の老朽化の進行などにより維持管理に係る行政負担は増大しておりますが、800種約3,300株のバラが多くの市民ボランティアに
よって育成管理されています。
・限られた経営資源を有効活用するため公開は春と秋の２回に限られておりますが、ばら苑の魅力を最大限伝えるため、ソフト面を中心と
した魅力の向上など引き続き取り組んでいく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・市広報媒体やホームページ、各種メディアの活用を進め、魅力の向上に取り組みます。
・引き続き協働の担い手となるボランティアを育成することで、魅力向上やサービス水準の向上を図ります。
・老朽化、維持管理費の捻出などの課題に対する検討を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新型コロナウイルス感染症拡大に配慮しながら市広報媒体やホームページ、各種メディアにより、開苑時期、状況、魅力、アクセス等につ
いて効果的な情報発信
・新型コロナウイルス感染症拡大に配慮しながら、にぎわい創出のため開苑時期に併せてコラボイベントを誘致
・ボランティアを対象としたアンケートや意見交換を実施し、ソフト面での魅力向上のアイデアを募って実行することで、サービス向上と意欲
の向上
・ドローンを用いて撮影したばらの状況をウェブで公開し、来苑が難しい方などにもオンライン上で臨場感のあるばら苑を楽しんでいただける
取組の推進
・来苑者からばら苑募金を募り、管理やサービスに還元
【R04（2022）】
・生田緑地ビジョン改定におけるばら苑管理運営整備方針の策定に向けた検討
【R05（2023）】
・生田緑地ビジョン改定に合わせたばら苑管理運営整備方針の策定
【R06（2024）・R07（2025）】
・方針に基づく取組の推進

30302030 生田緑地整備事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・効果的な情報発信やボランティアの拡充などによるばら苑の魅力やサービス水準の向上と年間来苑者数の増加（令和７（2025）年
度目標値︓82,000人の達成）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
①ホームページ、市広報等各種メディアを活用した、情報発信の実施
②ドローン等を活用した、ばら苑映像をウェブ上で公開
③来苑者アンケートを踏まえた、サービス向上に向けた取組の実施
④ボランティアを対象としたアンケートや意見交換の実施による、新たなソフト面の魅力向上アイデアの募集、実現
【R04（2022）】
・周辺環境等も踏まえた生田緑地ビジョン改定におけるばら苑管理運営整備方針の検討
【R05（2023）】
・生田緑地ビジョン改定に合わせたばら苑管理運営整備方針の策定
【R06（2024）・R07（2025）】
・改定した生田緑地ビジョン（ばら苑管理運営整備方針）に基づく管理の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

34 36
回

説明 年度末時点におけるバラ育成スキル向上のための講習会数 実績 27 35 33

バラ育成スキル向上のための講習会数（単年度） 目標 30 32

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・効果的な情報発信の取組として、多くの人にばら苑の開催時期等を知ってもらうため、各区役所や最寄り駅へのパンフレットの配架、ポ
スターの掲出、報道発表等の各種メディアを通してばら苑の見どころ等について情報発信を実施したほか、開苑時期に併せてコラボイベン
トを誘致しました。また、ばら苑の魅力発信や開苑前の広報のため、今後予定しているドローン映像の効果的なウェブ公開の方法について
検討を行いました。
・ボランティアの協力によるばら苑の魅力向上や来苑者へのサービス向上に向け、ばら苑内でバラ育成スキル向上のための講習会を実施
し、令和４（2022）年度は972人、令和５（2023）年度は699人の参加がありました。
・今後のばら苑の管理運営方針・整備方針の検討として、生田緑地ビジョンの改定に向けた前提条件の整理に合わせて、ばら苑のボラン
ティア団体や受託業者、緑地の指定管理者等へばら苑の現在の課題や今後必要となる整備、維持管理運営等についての考え、さらに
生田緑地ばら苑の目指すべき方向性等についてヒアリングを実施しました。また、令和４（2022）年度は生田緑地ビジョン推進会議を
３回開催し、令和５（2023）年度は学識経験者により構成される川崎市公園緑地等整備計画推進委員会を２回開催し、ばら苑
を含めた生田緑地の目指すべき姿等について審議を行う中で、令和５（2023）年５月に策定された「新たなミュージアムに関する基
本構想」において、ばら苑に隣接する臨時駐車場区域が開設候補地となったことから、生田緑地東地区（ばら苑及びばら苑周辺地
区）の一体的な魅力向上に向けて取り組むことを生田緑地ビジョン改定案に位置付けたことに伴い、ばら苑と新たなミュージアムとの連
携・融合を図るための検討を進める必要が生じ、ばら苑管理運営整備方針の策定には至りませんでした。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

年間来苑者数

モノ

目標 74,500 81,000 81,500 82,000

人

説明
生田緑地ばら苑における市民ボランティア等の育成を進めることで、
魅力向上やサービス水準向上により得られる、年度末時点での年
間来苑者数

実績 68,145 76,768 68,824

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

（R04（2022）・R05（2023））
・各種メディアを通した情報発信を実施したほか、開苑時期に併せたコラボイベントの取組により、来苑者数は76,768人となり、前年度から
8,623人増加しました。また、新たに42人の新規ボランティア登録がありました。令和５（2023）年度は新たに53人の新規ボランティア登録が
あったものの、猛暑の影響等により秋の開苑時期におけるばらの開花状況が芳しくなく、来苑者数は68,824人となり、前年度から7,944人減少
し、目標を下回りました。今後、ばらの適切な管理について、技術力の向上を一層図る必要があります。また、ばら苑の魅力発信や開苑前の広報
の取組、ボランティアのアイデアを活用した取組については検討段階となっていることから、現時点では取組による効果の発現に至っていません。
・生田緑地ビジョンの改定に向けた検討として、令和４（2022）年度は有識者懇談会及び生田緑地マネジメント会議プロジェクト会議を各３
回、令和５（2023）年度は川崎市公園緑地等整備計画推進委員会及び生田緑地マネジメント会議プロジェクト会議を各２回実施する中
で、令和５（2023）年５月に策定された「新たなミュージアムに関する基本構想」において、ばら苑に隣接する臨時駐車場区域が開設候補地
となったことから、生田緑地全体の将来像やばら苑を含む東地区の整備の考え方等を取りまとめた生田緑地ビジョン改定案において生田緑地東
地区の一体的な魅力向上に向けた取組として位置付けたことに伴い、ばら苑と新たなミュージアムとの連携・融合については引き続き検討を進め、
新たなミュージアムに関する基本計画との整合性を図る必要があることから、ばら苑管理運営整備方針は策定できておらず、現時点では取組によ
る効果の発現に至っていません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｙ２

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・各種メディアを通した情報発信や積極的な広報等の取組により、新規ボラン
ティア登録者数は増加しているものの、令和５（2023）年度は猛暑の影響
等により、秋の開苑時期におけるばらの開花状況が芳しくなく、年間来苑者数
が目標を下回ったことから、今後、ばらの適切な管理について、更なる技術力
の向上を図る取組が必要があるため。
・ばら苑の魅力発信や開苑前の広報の取組、ボランティアのアイデアを活用した
取組については検討段階であり、効果の発現に至っていないため。
・ばら苑管理運営整備方針の策定に向けては、令和５（2023）年５月に
「新たなミュージアムに関する基本構想」の開設候補地となったことから、令和
５（2023）年度に取りまとめた生田緑地ビジョン改定案において、生田緑地
東地区の一体的な魅力向上に向けた取組として位置付けたことに伴い、ばら
苑と新たなミュージアムとの連携・融合について引き続き検討を進め、令和６
（2024）年度策定予定である新たなミュージアムの基本計画等との整合性
を図る必要があることから、ばら苑の目指す方向性を整理したもののばら苑管
理運営整備方針は策定できておらず、効果の発現に至っていないため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・生田緑地ばら苑管理運営整備方針の策定時期を令和６（2024）年度末に変更します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）
・令和５（2023）年５月に策定された「新たなミュージアムに関する基本構想」において、ばら苑に隣接する臨時駐車
場区域が開設候補地となったことも踏まえ、令和６（2024）年１月にとりまとめた生田緑地ビジョン改定案において、ば
ら苑や新たなミュージアムを想定した生田緑地東地区の一体的な魅力向上に向けた取組を進めることを位置づけたことか
ら、今後、改定するビジョンに基づき、ばら苑と新たなミュージアムとの連携・融合について検討・調整を進める必要が生じた
ため。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・目標達成に向けて、各種メディアを通した情報発信や積極的な広報等を実施しましたが、
令和５（2023）年度は酷暑の影響等でばらの開花が思わしくなく、年間来苑者数は目標
値を下回ったことから、今後、ばらの適切な管理について、技術力向上に向けた取組として講
習会の内容を見直し、強化するとともに、引き続き、ばら苑の魅力発信や開苑前の広報の充
実などに取り組んでいきます。
・ばら苑管理運営整備方針の策定に向け検討を進める中で、令和５（2023）年５月に
「新たなミュージアムに関する基本構想」の開設候補地となったことから、ばら苑管理運営整備
方針策定を見送り、令和６（2024）年３月の生田緑地ビジョン改定案において、ばら苑や
新たなミュージアムを想定した生田緑地東地区の一体的な魅力向上に向けた取組を進めるこ
とを位置付けました。今後、改定するビジョンに基づき、ばら苑と新たなミュージアムとの連携・融
合について検討・調整を進め、令和６（2024）年度末のばら苑管理運営整備方針の策
定に向けて取り組みます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新たな国の支援策の獲得、他地域との連携や産学・産産連携を促進するための事業実施、新たな研究開発プロジェクトの組成等の取
組の実施
・ベンチャー企業を含む研究機関等の誘致
・事業者と連携したインキュベーション事業の推進、周辺地域への立地促進及びシェアラボ等、最先端の研究者を継続的に呼び込む取
組の推進
・域内の連携促進事業の検討・実施
・羽田地区と連携した一体的な先端産業・研究開発拠点形成に向けた取組の実施
・川崎市産業振興財団と連携した、iCONMの研究成果の早期実用化に向けた支援の実施
・ＰＲ動画を活用したメディアへのプロモーションの実施の推進、ニュースレターの発行
・次世代を担う子供たちの学習機会創出に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・インキュベーション施設としてシェアオフィス「殿町コネクト」及びシェアラボ「iCONM in collaboration with BioLabs」を開設
・臨海部の認知度・理解度向上に向け、これからの臨海部のイメージを確立するための取組の検討
【R05（2023）】
・市制100周年記念プレ事業として、市内在住・在学の中学生を対象にしたキングスカイフロントの施設見学会を実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・シェアオフィス「殿町コネクト」及びシェアラボ「iCONM in collaboration with BioLabs」の運営
・臨海部の認知度・理解度向上に向け、これからの臨海部のイメージを確立するための取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

40401010 国際戦略拠点活性化推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 13・国際戦略拠点キングスカイフロントにおけるイノベーション・エコシステムの構築 臨海部国際戦略本部

現　状
【課題認識】

・キングスカイフロントでは、世界的な成長が見込まれるライフサイエンス分野を中心とした多数の企業・研究機関等の集積が進んでおり、
クラスター化推進機能とエリアマネジメント機能を両輪として、クラスター運営を実施しています。
・また、国プログラム等の活用により国内外の他のクラスターとの連携も進んでおり、研究開発から事業が継続的に創出され新産業が生ま
れる仕組み（エコシステム）の形成に向けた基盤が整いつつある一方で、取組の認知度は低い状況です。
・今後は、エコシステムの構築に向けて、必要となる機能の強化・拡充が求められるとともに、広く認知度・理解度の向上に向けた取組を
推進していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・国プログラム等を獲得しながら民間資金を呼び込むとともに、大学や立地機関等との連携を図りながら、高度人材の呼び込みや支援リ
ソースの拡充、交流やネットワークの強化、インキュベーション機能の強化及びシーズを持つ企業の誘致など、エコシステム構築に必要とな
る機能の導入を進めます。
・また、エリアの中核施設であるナノ医療イノベーションセンター（iCONM）の研究活動を支える研究支援に取り組むことにより、市民の生
活の質の向上につながる研究成果の早期実用化を推進します。
・企業活動や企業と市民の接点が伝わり、理解できる仕組みや学習機会の創出などを進め、臨海部の認知度・理解度向上、イメージ
向上、シビックプライドの醸成に向けて広く理解の浸透を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新たな国の支援策の獲得、他地域との連携や産学・産産連携を促進するための事業実施、新たな研究開発プロジェクトの組成等の取
組の実施
・ベンチャー企業を含む研究機関等の誘致
・事業者と連携したインキュベーション事業の推進、周辺地域への立地促進及びシェアラボ等、最先端の研究者を継続的に呼び込む取
組の推進
・域内の連携促進事業の検討・実施
・川崎市産業振興財団と連携した、iCONMの研究成果の早期実用化に向けた支援の実施
・ＰＲ動画を活用したメディアへのプロモーションの実施の推進、ニュースレターの発行
・次世代を担う子供たちの学習機会創出に向けた取組の推進
【R04（2022）】
・臨海部の認知度・理解度向上に向け、これからの臨海部のイメージを確立するための取組の検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・臨海部の認知度・理解度向上に向け、これからの臨海部のイメージを確立するための取組の推進

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・国プログラム等の獲得等を通じて外部資金を呼び込み、大学や立地機関等と連携することで、高度人材の獲得や支援リソースの拡
充、交流やネットワークの強化、インキュベーション事業など、エコシステム構築に必要となる機能の充実
・キングスカイフロント域内外企業等のマッチングにより研究開発、投資、ビジネス等が進展し、iCONM内では、革新的な研究成果の早
期実用化に向けた取組が進展
・川崎臨海部の強みや特徴を捉えたエリア像を広く浸透させ、エリアの価値向上を図るとともに、川崎臨海部のイメージを確立

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 ○
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

3
iCONMにおける事業化支援の実施回数 目標 20 20 20 20

回
説明 年度末時点におけるｉＣＯＮＭの研究成果の実用に向けた特許出願や企業へのラ

イセンスを支援するために実施する特許相談会等の実施回数(単年度) 実績 34 24 20

実績
目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

1 説明

2 ％
説明 市民アンケートの調査結果の推移をみることで、キングスカイフロント

の認知度・理解度向上に向けた取組の効果を測るもの 実績 10.8 ー 13.5

キングスカイフロントにおける取組を知っていて、評価できると
回答した人の割合 情報

目標 ー

12 18 26

16 ー 18
以上

R05年度 R06年度 R07年度

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

キングスカイフロント及び周辺地域のインキュベーション施設
への累計入居企業数

ヒト

目標 14 20 28 36
以上

社

説明
入居企業数の推移をみることで、インキュベーション事業の推進や周
辺地域への立地促進など、最先端の研究者を継続的に呼び込む
取組の実施効果を測るもの

実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

【R04（2022）・R05（2023）】
・iCONMが中核機関となり、健康長寿社会の実現を先導するプロジェクト
CHANGE（※）が令和４（2022）年10月にＪＳＴ（国立研究開発法
人　科学技術振興機構）の「共創の場形成支援プログラム」に採択されまし
た。令和５（2023）年12月には第２回シンポジウムを開催し、iCONMの
他、各テーマリーダーが一堂に集まり、拠点で進める研究内容について情報発
信を行いました。
・関心ある企業への説明・内覧対応等、ベンチャー企業を含む研究機関等の
誘致に向けた取組を実施しました。
・立地企業や研究機関、大学等の多様な主体の連携・協力によるイノベーショ
ン創出に向けて、産学・産産連携など拠点活動の活性化を通じた地域産業
への波及を促進するため、域内外の企業等のシーズ・ニーズのヒアリングを通じ
て、企業等の求める技術等を持つ企業等とのマッチング事業を令和４
（2022）年度は25件、令和５（2023）年度は11件実施しました。
・キングスカイフロントの研究者等が サイエンスを介して情報交換・交流できる
機会として、令和５（2023）年２月と11月にキングスカイフロントサイエンス
フォーラムを開催しました。
・iCONMにおける研究成果の早期実用化を図るため、川崎市産業振興財団
と協定書を締結し、研究者を総合的にサポートする研究支援体制を構築しま
した。同協定に基づく研究支援人材により、研究ラボの半期毎の研究報告会
等を通じて特許化につながる研究や発明の発掘に取り組みました。なお、
iCONMにおける事業化支援の実施回数については、前年度を下回ったものの
令和４（2022）年度は目標を上回る24回、令和５（2023）年度にお
いても、新たなプログラムに係る追加予算の獲得等により、20回と目標を達成
することができました。
・キングスカイフロント立地機関の活動等をまとめたニュースレター「i-
Newsletter」を令和４（2022）年度に３回、令和５（2023）年度に
４回配信しました。
・川崎臨海部の動向等を発信するニュースレター「KAWASAKI Coastal
Area News」を各年度３号発行し、キングスカイフロント関連の取組について
もトピックスとして紹介しました（令和４（2022）年度は「市制100周年に
向けて」をテーマに実施）。

【R04（2022）・R05（2023）】（続き）
・域内の連携促進に繋がる交流事業及びエリアの認知度・理解度向上、次世
代を担う子供たちの学習機会創出に寄与する取組として、立地機関で構成さ
れる実行委員会形式により「キングスカイフロント夏の科学イベント」を各年８
月に開催するとともに、令和５（2023）年10月には市制100周年記念プレ
事業として、市内在住・在学の中学生を対象にしたキングスカイフロント見学会
を開催しました。
・シェアラボ事業については、国プログラム（スタートアップエコシステム・東京コン
ソーシアム）を通じて国の財政支援（約20,000千円）を獲得しＰＲ活動
や体制づくりに活用するなど、事業推進を加速しました。
・キングスカイフロントの認知度向上に寄与する取組として、市民や企業などを
対象とした見学会を令和４（2022）年度は86回、令和５（2023）年
度は87回（うち児童生徒・教育機関向けは令和４（2022）は９回、令
和５（2023）は８回）開催しました。
【R04（2022）】
・本市が参画する「Greater Tokyo Biocommunity」が、研究開発から事
業化までに多様な主体が関わる戦略的なバリューチェーンを構築し、バイオ分
野で世界をリードする「グローバルバイオコミュニティ」として、内閣府から令和４
（2022）年４月に認定されました。
・多摩川スカイブリッジの開通を踏まえ、大田区との連携強化を推進するため、
スタートアップやオープンイノベーション等をテーマにしたイベントを10月に、シンポ
ジウムを３月に実施しました。
・シェアオフィス「殿町コネクト」及びシェアラボ「iCONM in collaboration
with BioLabs」を開設し、キングスカイフロント域外から高度人材を呼び込む
ためのインキュベーション機能を導入しました。
・川崎臨海部とキングスカイフロントに関するパネル展示やワークショップ等を青
少年科学館などで実施するとともに、川崎臨海部の情報を訴求力のある形で
発信するため川崎臨海部の特設ＷＥＢサイトを制作しました。
【R05（2023）】
・令和６（2024）年３月に市立川崎病院と大田区のHICityに開業した藤
田医科大学病院との連携を推進するための交流イベントを大田区と共同開催
しました。
・児童生徒にキングスカイフロントをはじめとした川崎臨海部について理解を深
めてもらうため、ＧＩＧＡ端末対応の副読本を作成しました。
（※）「レジリエント健康長寿社会の実現を先導するグローバルエコシステム形
成拠点」

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績
目標

回
説明 年度末時点における主催者からの開催の報告に基づき集計する開催回数

（単年度） 実績 57 76 82

95

2

キングスカイフロントに関連する研究者、技術者等の交流会、セミ
ナーなどが開催された回数（本市が主催するものは除く。） 目標 65 70 75 80

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
110 130

件
説明 年度末時点におけるキングスカイフロント域内外の企業等のマッチングの件数

（計画期間中における累計） 実績 92 117 128

キングスカイフロント域内外の企業等マッチング件数 目標 85
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・キングスカイフロントに立地する各機関が相互に関与して世界最高水準のクラスターを形成
し、イノベーションを創出するエコシステムを構築するために、川崎市産業振興財団を中心とし
た拠点運営体制の下、国支援プログラムを活用しながら研究・事業活動を推進するとともに、
産学・産産連携など地域産業への波及促進、国内外クラスターとの拠点間連携、エリアマネ
ジメントなどに取り組みます。
・認知度向上に向け、南部だけでなく市域全体の市民が臨海部の科学技術等に触れること
ができる機会を創出し、臨海部に対して誇りや期待感を醸成できるよう、社会的な課題の解
決と経済発展に貢献する優れた活動を戦略的にＰＲするとともに、次世代を担う子どもたちに
向けたキャリア形成支援に取り組みます。

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標である「キングスカイフロントにおける取組を知っていて、評価できると
回答した人の割合」は、目標達成には至らず、市域を問わず臨海部の科学技
術等に触れることができる機会の創出に取り組む必要があるため。
・立地機関同士あるいは立地機関と市内企業とのマッチング事業の推進やイ
ベント開催支援、インキュベーション機能の導入を行った結果、成果目標であ
る「インキュベーション施設への累計入居企業数」については目標を達成したと
ともに、キングスカイフロント域内外の連携やイノベーションが次々と創出される
世界最高水準のクラスター形成に向けた活動の進展及びエリアとしての持続的
発展に貢献したため。

－ 情報 △ 時間 － その他

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・キングスカイフロント域内外の企業等のマッチング事業の推進及び立地機関等主催の啓発イベント・公開講座等の開催に向けた立地機関等へ
の働きかけや支援により、海外の製薬企業団体によるシンポジウムの開催や、立地機関による研究内容のシンポジウムが開催されるなど、イノベー
ション拠点としての事業・活動が活発に行われました。
・新たに開設したインキュベーション施設を活用してライフサイエンス分野の最先端技術を有するスタートアップの誘致を推進した結果、インキュベー
ション施設への入居社数が令和４（2022）年度は６社、令和５（2023）年度は８社増えるなど、２年連続で目標を達成し、イノベーション
を創出する人材の更なる集積が進みました。
・シェアオフィスにおいては東京工業大学をはじめ、令和４（2022）年度は２つ、令和５（2023）年度は４つの企業等が新たに利用、また
シェアラボにおいては、令和４（2022）年度はRDiscovery, LLCなど、令和５（2023）年度は株式会社フェロトキュアなどの企業の利用があ
り、イノベーションを創出する人材の更なる集積が進みました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・キングスカイフロント「夏の科学イベント」の開催（R04︓233名、R05︓502名の来場者）や、市民や企業などを対象とした見学会の実施
（R04︓77回、約750名、R05︓79回、約770名参加）、ニュースレターの発行、パンフレット・ホームページ等を通じた情報発信を行い、認知
度向上に寄与しました。
・学校など教育機関等を対象として立地機関の見学会を実施し、川崎で育つ児童生徒のキングスカイフロントの取組に対する認知度・理解度の
向上に寄与しました（R04︓９回・約650名、R05︓８回・約750名参加）。
（R04（2022））
・「Greater Tokyo Biocommunity」が「グローバルバイオコミュニティ」として認定されたことにより、つくば・柏の葉・横浜・湘南等、参画する近隣
バイオクラスター7拠点との間で取組内容の共有や協力可能な分野の検討など、連携及び情報発信が進みました。
（R05（2023））
・市制100周年記念プレ事業として市内在住・在学の中学生を対象とした施設見学会を開催（59名の来場者）し、認知度向上に寄与しまし
た。また、ＧＩＧＡ端末対応の副読本を作成し、児童生徒がキングスカイフロントをはじめとした川崎臨海部について理解を深める基盤整備を進
めました。
・成果指標である「キングスカイフロントにおける取組を知っていて、評価できると回答した人の割合」は、前回の令和３（2021）年度から2.7ポイ
ント上昇しましたが13.5%と目標達成には至っていません。特に北部での認知が低いことから、次年度以降は次世代を担う子供や若年層をター
ゲットに、北部に加えて、さらに市域を問わず臨海部の科学技術等に触れることができる機会の創出に取り組む必要があります。また、社会的な課
題の解決と経済発展に貢献する優れた活動を戦略的にＰＲしていく必要があります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業

（４年間の）
到達目標

・ＳＤＣの構築・運営に向けて連携する団体間の情報交換、連携等のための定例会等や、地域活動団体へのヒアリング等の実施結果
によって得られた意見や手法等を通じ、多様な分野や地域性を踏まえたネットワークの構築による区の特色を踏まえたＳＤＣの創出
・団体等間の自立的な交流会の開催を通じた重層的な連携関係（ネットワーク）の構築

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新たな地域の人材の発掘に向けた「いきいきかわさき区提案事業」実施団体間の交流の実施
・ＳＤＣ構築・運営に向けて連携する団体や「いきいきかわさき区提案事業」実施団体間の情報交換、連携等を目的とした定例会等
の開催
・より効果的な地域課題の解決につなげるための、団体間のネットワークづくりやその支援に必要な取組の推進
【R04（2022）・R05（2023）】
・川崎区ＳＤＣモデル事業の実施（相談対応業務、相談内容を実現するためのイベント等の実施、地域課題の解決を目指した社会
実験の展開や新たな参加、交流のきっかけづくり等）
【R06（2024）・R07（2025）】
・モデル事業の実施結果に基づく川崎区ＳＤＣ事業の実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、活動指標（ＳＤＣ構築・運営に向けて連携する団体間の情報交換、連携等に係
る定例会等の実施回数）について、令和４（2022）年度実績値を基準値として、令和５（2023）年度以
降の目標値を上方修正します。

現　状
【課題認識】

・区の所管部署において、それぞれの所管事業に基づき「地域課題対応事業」として、効果的な課題解決に向けてそのノウハウ等を有す
る地域の活動団体や企業等と連携し、協働で課題解決に取り組む中、地域包括ケアシステムの着実な推進やコミュニティ施策を踏ま
え、地域におけるコミュニティ活動や高齢者支援、子育て支援などにおいて社会変容に即した取組の支援や、地域住民が主役となった地
域での自助・互助の取組を促進するため、地域住民や地域の活動団体、ＮＰＯ法人、企業等などのつながりをコーディネートする役割
がこれまで以上に求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・ソーシャルデザインセンター（以下「ＳＤＣ」という。）の創出を通じた多様な主体との連携に向けて、既にこれまで発掘してきた地域の
人材に加えて、新たな地域の人材の発掘を行うとともに、地域課題の解決に向けたさまざまな議論や意見交換の場等を活用して、幅広
い世代、分野等の異なる地域の人材による意見やノウハウを取得し、ネットワークづくりやその支援に取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新たな地域の人材の発掘に向けた「いきいきかわさき区提案事業」実施団体間の交流の実施
・ＳＤＣ構築・運営に向けて連携する団体や「いきいきかわさき区提案事業」実施団体間の情報交換、連携等を目的とした定例会等
の開催
・より効果的な地域課題の解決につなげるための、団体間のネットワークづくりやその支援に必要な取組の推進
【R04（2022）・R05（2023）】
・川崎区ＳＤＣモデル事業の実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・モデル事業の実施結果に基づくＳＤＣの創出に向けた取組の実施

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

50103040 地域課題対応事業（川崎区）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 14・多様な主体の参加と協働によるコミュニティ施策の推進 川崎区役所

事務事業コード 事務事業名
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2

1

活
動
指
標

回

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

1

2

目標

説明 実績

目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

9 10 11

説明 ４月１日〜翌年３月末までの間に定例会等に参加した団体数 実績 7 9 13
ヒト

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1 団体

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

ＳＤＣ構築・運営に向けて連携する団体数 目標 8

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・ＳＤＣモデル事業の実施を通じて、まちをよくするための相談受付や相談内容実現に向けたイベント等実施の支援（「ママと赤ちゃんの
お話し会」（R05.7/12開催）等）、地域課題の解決を目指した社会実験（地域の子どもたちで結成されたまちびらき隊による、まち
をきれいにする取組「美化緑化大作戦」（毎週日曜開催）、外国につながる子どもたちの表現・交流の場である「いきいきカラフルフェス」
（R05.1/14開催）等）や新たな参加交流のきっかけづくり（さまざまな年齢・文化的背景などの壁を越えて語り合う「共生共育多文
化フォーラム」（R05.3/11開催）等）を行いました。
・ＳＤＣモデル事業運営団体や地域活動団体との交流会において各団体が課題に感じていることやその解決策等について、ワークショッ
プ形式で意見交換を行いました。
・民生委員児童委員の会議や区内会議等で、ＳＤＣモデル事業や運営団体に関するＰＲを行いました。
【R05（2023）】
・これまでの取組を踏まえて、区ＳＤＣ本格実施に向けた検討を行い、令和６（2024）年度からの運営体制を決定しました。

2

説明 実績

目標

単位

目標
1

目標

説明 実績

ＳＤＣ構築・運営に向けて連携する団体間の情報交換、連携等
に係る定例会等の実施回数 目標 3 6

（４）
６

（５） 6

説明 ４月１日〜翌年３月末までの間に実施した定例会等の回数
※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 2 6 7

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和６（2024）年度からは本格実施になりますが、引き続き、地域活動等実施の
支援による新たな人や団体のつながりの創出、提案事業実施団体やその他の地域活
動団体が互いに連携できるネットワークづくりについて取組んでいきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ＳＤＣモデル事業を通じて、親子向けの新規イベント等が開催されるなど、新たな人や団体のつながりが生まれました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ＳＤＣモデル事業運営団体やいきいきかわさき区提案事業の実施団体等による交流会を行うことにより、それぞれの団体がどのようなこ
とをやっているかを共有しました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・川崎区ＳＤＣモデル事業を行う中で、新たに連携が生まれ、イベント実
施に至ったため。また、同事業の運営団体や提案事業の実施団体等との
交流会を行うことができ、新たなつながりの場を持つこと等につながったた
め。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 15・多様な主体の参加と協働による地域包括ケアシステムの推進 川崎区役所

現　状
【課題認識】

・川崎区は、ひとり暮らしの高齢者数、介護や支援が必要な人の数が市内で最も多く、今後も高齢化の進展で増加が見込まれていま
す。
・身体障害者数、知的障害者数、精神障害者数いずれも市内で最も多く、増加傾向にあります。
・新型コロナウイルスの影響で外出の自粛が続いており、閉じこもりによるフレイル（虚弱）や孤立化を防止する必要があります。
・川崎区は、外国人住民人口が市内で最も多く、文化や習慣により子育てや生活スタイルは多様であり、その中で生じる困り事も様々で
す。また、地域とのつながりも希薄で、孤立して子育てをしている現状があります。

（４年間の）
取組の方向性

・新型コロナウイルスの影響で外出や社会参加の機会が減少していることから、社会変容を踏まえて、地域参加のきっかけづくり、居場所
づくり、既存活動再開の取組を進め、つながりを絶やさないための地域づくりを関係機関と連携・支援し、川崎区らしい地域包括ケアシス
テムの構築に取り組みます。
・外国人コミュニティと地域団体等との相互理解を進める取組を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域包括ケアシステムの普及啓発や、見守り活動団体等への支援と、区民ニーズと地域活動との効果的なマッチングの推進
・誰もが気軽に立ち寄ることのできる地域の憩いの場「地域の縁側」活動の推進
・地域団体等と連携し、外国人市民の孤立化を防ぎ、相互理解と地域とつながることを目的としたワークショップ等の開催

50103040 地域課題対応事業（川崎区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・地域参加のきっかけづくりの取組を進めることによる地域活動やボランティア活動への参加意向の拡大（令和７（2025）年度目標
値︓14.0％以上）
・つながりを絶やさない地域づくりに向けた市と関係機関との連携及び外国人コミュニティと地域団体等との相互理解の促進

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・地域ケア圏域同士の情報共有・相互理解を図るため、団体同士が交流する取組（３件）
川崎区内の各地区で行われている福祉活動について、他の地区の団体が現地取材を行い、その内容を川崎区ホームページで紹介。そ
れにより活動の普及啓発を図るとともに、取材を通して団体間の交流を促進させ、地域のネットワークの広がりを支援する。また、取材団
体とその関係者による交流会を開催
【R05（2023）】
・地域ケア圏域同士の情報共有・相互理解を図るため、団体同士が交流する取組（新規２件＋継続３件）
前年度の検証を行い、より地域住民が関心を持てるような内容及び手法を検討し実施
【R06（2024）】
・地域ケア圏域同士の情報共有・相互理解を図るため、団体同士が交流する取組（新規２件＋継続５件）
２年間の検証を行い、より地域住民が関心を持てるような内容及び手法を検討し実施
【R07（2025）】
・地域ケア圏域同士の情報共有・相互理解を図るため、団体同士が交流する取組（新規３件＋継続７件）
３年間の検証を行い、より地域住民が関心を持てるような内容及び手法を検討し実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（地域活動やボランティア活動の参加意向）について、令和４
（2022）年度実績値を基準値として、令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正します。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

7 10
件

説明 翌年度４月１日時点における地域ケア圏域同士の連携・交流の取組件数の
累計（４年間） 実績 0 3 5

地域ケア圏域同士の連携・交流の取組件数（翌年度４月１日
時点）（累計） 目標 3 5

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・川崎区内の各地区で行われている福祉活動について、他の地区の団体が現地取材を行い、取材を通して団体間の交流を促進させ、
地域のネットワークの広がりを支援することを目的とした取組として、令和４（2022）年度は川崎区内で見守り活動や健康づくりの活動
を行っている地域団体（３団体）が他の団体が活動している現地に赴き取材を行い、令和５（2023）年度は前年度に取材を受け
た団体が子育てボランティア団体を取材し、子育てボランティア団体が傾聴ボランティア団体の取材を行うとともに、実際に活動を体験し、
お互いの活動状況などの情報交換を行いました。
・取材内容をホームページに掲載するとともに、動画を令和４（2022）年度に４本、令和５（2023）年度に２本作成し、配信を行
いました。また、報告書を作成し、地域団体が他の団体に取材を行う際や、地域包括ケアシステム出前講座等の地域に出向いた際に地
域活動参加への意識を醸成をすることを目的として活用しました。
・令和５（2023）年度実施にあたり取材団体と内容及び手法の再検討を行ったところ、他の団体の取材を行うことでネットワークが広
がり、その結果を配信で不特定の方に見ていただくだけでなく、紙媒体の報告書を様々な機会を捉えて紹介しながら配布することでお互い
の活動を広めることができる等高い効果が期待できることから、引き続き同様の内容・手法としました。
【R04（2022）】
・取材した３つの団体がその活動内容を紹介し、参加した地域住民と意見交換をする交流会を区役所で１回開催（参加者51名）し
ました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

地域活動やボランティア活動の参加意向

ヒト

目標 11.5
以上 ー ー

17.8
（14.0）

以上 ％

説明
川崎市地域福祉実態調査（川崎区版）における調査値（令和
４（2022）年度、令和７（2025）年度実施）
※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 ー 17.8 ー

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

1
目標

説明 実績

2
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

－
区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・地域活動団体が他の団体を取材することにより、団体間の交流を図ることができました。（令和４（2022）年度延べ47名参加、令
和５（2023）年度延べ32名参加）
・取材を通して他団体の活動を知ることで、それぞれの良い面を活動に取り入れる等活動内容の充実に繋がりました。
（R04（2022））
・地域活動やボランティア活動の参加意向について、地域福祉実態調査の結果、11.5%（令和元年度調査）から17.8％（令和４
年度調査）に上昇しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・取材内容をホームページに掲載するとともに、動画で配信することで、地域活動の内容を広く区民等に共有しました（令和６
（2024）年４月23日時点、動画平均視聴回数120回）。
（R04（2022））
・地域住民が参加する交流会を開催し、３つの町内会の代表者から具体的な活動事例を聞くことにより、参加された方が地域活動への
理解を深めることができました。（参加者51名）
（R05（2023））
・子育てサロンにおいて、日本人ママと外国人ママの交流会を実施し、おすすめスポットの情報交換等を行い、相互理解を深めることがで
きました。（参加者13名）

・地域活動やボランティア活動の参加意向について、地域福祉実態調査
の結果、11.5%（令和元年度調査）から17.8％（令和４年度調
査）に上昇したため。
・動画配信や地域住民の交流会を通じ、区民等に共有し理解を深める
ことにも寄与しているため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・地域活動やボランティア活動への参加意向のさらなる拡大に向けて、出前講座等によ
る地域包括ケアの普及啓発、リレー取材等による地域参加のきっかけづくりとなる取組や
地域ケア圏域同士の情報共有・相互理解を図る団体同士が交流する取組を引き続き
進めていきます。
・また、より地域住民が関心を持てるような広報の内容及び手法を引き続き検討し実施
していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
到達目標

・「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」等に基づき、地域社会において重要な役割を担う町内会・自治会組織が町内会・自治
会活動応援補助金を有効活用し（「参加と交流」及び「情報を共有」への申請︓令和７（2025）年度目標値70件）、市民の参
加・交流や情報共有を促進
・地域コミュニティの活性化に向けたＳＤＣや地域活動団体、学生等と有機的な関係を構築し、新たな担い手の発掘に向けた取組の
推進により、「ボランティア等の市民活動への興味」の参加意向割合が30.0％に増加

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・YouTubeやインスタグラム等のＩＣＴを積極的に活用した町内会・自治会活動の広報
・町内会・自治会活動応援補助金の有効活用に向けた活用に係る広報や相談対応の実施
・ＳＤＣ等とイベント実施時や日常的な連携を通じ、多様な主体との連携を構築
【R04（2022）】
・11月に予定している『さいわい縁むす日』や、『さいわい縁むす日』強化月間を通じて、町内会・自治体とＳＤＣや区内市民活動団体
との協働した取組を支援し、多様な主体との連携を構築
【R05（2023）】
・町内会・自治会活性化講座の開催を通じた参加の促進と地域コミュニティ活動への理解、次世代を担う人材の発掘と育成
・ＳＤＧｓの達成にも貢献する町内会・自治会の活動内容を区民祭や幸区ボッチャ大会など多くの人で賑わう場で周知するとともに、加
入促進にもつながるよう視覚的にも分かりやすい広報物を製作し積極的に広報

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、活動指標（地域活動事業の実施件数）について、令和４（2022）年度実績
値を基準値として、令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正します。

状況変化等に
よる取組の変更

など

現　状
【課題認識】

・区内では町内会・自治会やＮＰＯ法人、ボランティアグループなど、多くの地域活動団体が活躍しています。また、高校生等と連携した
事業を行った結果、若年層においても地域に対して真摯な課題認識と、それに対するアイデアを持っていることが分かりました。
・令和３（2021）年１月には、幸区の地域活動を行う人や団体、企業・資源・活動をつなぎ、地域交流の促進や地域課題の解決を
目指す中間支援拠点として、幸区ソーシャルデザインセンター「まちのおと」を開設しました。今後も、地域課題の解決に当たり、様々な主
体と連携して、多様化する区民のニーズに応えて行く必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

行政施策を進めるうえで密接な関係を持つ町内会・自治会の活動を支援するとともに、ソーシャルデザインセンター（以下「ＳＤＣ」とい
う。）との連携を強化し、その他の地域活動団体、大規模マンションの住民及び管理組合、学生等を含めた有機的な関係構築をしてい
くことにより、地域コミュニティの活性化を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・町内会・自治会への補助金制度の活用支援による住民の参加・交流や情報共有の推進
・ＳＤＣの活用等による多様な主体との連携の構築
・ＳＮＳ等のデジタル技術を活用した、地域活動の情報発信
・それらの事業を有効に実施するための人材育成の推進

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

50103050 地域課題対応事業（幸区）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 16・多様な主体の参加と協働によるコミュニティ施策の推進 幸区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

説明 実績

1
目標

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

区民アンケート質問事項「ボランティア等の市民活動への
興味」の参加意向割合の向上 目標 26.5 － 30.0 －

説明 市民活動団体等と連携した事業の実施回数
【参考】令和２（2020）年度実績︓24.7％ 実績 ー 24.2 －

ヒト

補助金２事業「参加と交流」「情報を共有」への申請件数 目標 55 60 80
（65）

90
（70）

説明 町内会・自治会より提出された「活動実績報告書」により件数を算
出　※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 － 73 107

モノ

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 件

％2

実績

R05年度 R06年度 R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度の補助金制度個別相談会開催件数については、全体説明会形式ではなく、個別に各町内会に対して丁寧な
説明や相談に応じる機会を多く設け、各町内会のニーズや課題を把握しながら状況に応じたアプローチを行ったため、件数が増加しまし
た。（なお、来年度以降については補助金制度の改正状況等を踏まえ説明会の形式を変更する予定のため、指標の修正は行わないも
のとします。）また、区内外の他町内会の先進事例等を共有し、これまで申請に至らなかった事例の掘り起こしにつなげるなど制度の活用
を増加させる取組を積極的に行いました。その結果、申請率が84.5％となり、全市の中で最も高い活用実績となりました。
・令和５（2023）年度は、全体説明会を年度当初に３回実施し、制度の変更点を重点的に説明し、その後も丁寧な個別フォローを
行った結果、大幅に件数が増加し、成果目標を達成しました。また、市内で唯一補助金の申請率が100％（72町内会）となりました。
・令和４（2022）年度は、徐々に町内会活動や市民活動団体等と連携したイベントを再開する機運が高まり、事業の実施件数も大
幅に目標件数を上回りました。また、３月12日に区内大規模マンションにおいて、「居住者間で（多世代）交流を深め、顔見知りを増
やしたり、関係性を深める。今年の事例を区内における好事例とし、近年増えている区内マンション自治会にも横展開を図る。」ことをテー
マに「さいわい縁むす日」を実施し、800人以上の来場者がありました。
・令和５（2023）年度はコロナ禍により途絶しつつあったイベントの開催ノウハウ等を再構築し、予定されていた全ての行事を開催すると
ともに、幸区ボッチャ大会の開催に向けた地区における体験会や市内統一美化運動開催日に合わせたイベント（町内会非加入世帯と
ともに南河原公園の清掃活動を行う「なかよし丸大作戦」）を開催するなど前年度以上の実施件数を達成しました。
・ＳＤＣの令和４（2022）年度の取組として、地域の活動団体同士で応援しあうまちづくり応援フォーラム、市民参画でＳＤＣ事業
について話し合う意見交換会、地域の団体活動の運営支援を行う支援協働事業、担い手発掘や地域のつながりづくりを目的とした地
域交流会などを実施しました。
・ＳＤＣの令和５（2023）年度の取組として、幸区内にある居場所機能を持った拠点を巡り、地域住民同士の交流を図る「地域交
流会」や、団体間の交流・活動促進を目的とした「まちづくり応援フォーラム」、市民参画でＳＤＣ事業について話し合う「ＳＤＣ意見交
換会」、地域の団体活動の運営支援を行う「まちづくり支援協働事業」などを実施しました。
【R05（2023）】
・新型コロナウイルス感染症が５類に移行し、町内会・自治会の夏祭りやスポーツ大会等のイベントが徐々に復活する中、積極的に取材
に趣き、インスタグラムやフェイスブック等のＩＣＴツールを活用した広報を行うことで活動の可視化を行いました。その投稿数は、36件とな
り令和５（2023）年度だけでフォロワー数を1.4倍に増やすことができました（278→389）。
・令和５（2023）年度から町内会・自治会への加入申込にＬｏＧｏフォームを活用し、ＱＲコードを印刷した啓発物を区民祭等で
配布することにより、気軽に加入手続を行うことができるようにしました。

目標
1

活
動
指
標

件

2

1

件
区と多様な団体が連携して行う地域活動事業の実施件数 目標 15 41

（16）
42

（18）
43

（20）

説明 市民活動団体等と連携した事業の実施回数
※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 0 40 42

補助金制度個別相談会開催件数 目標 25 28 72
（32）

72
（35）

説明 町内会・自治会へ実施した個別相談会開催件数
※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 33 60 72

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

○ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・個別相談会開催件数について、令和５（2023）年度の実績値が区内の全町内会数と同数に達したため、
目標値を区内町内会数と同数に上方修正するもの。
・補助金２事業への申請件数について、補助金制度に関する全体説明会の開催やその後の個別フォローを丁寧
に実施したことに伴う補助金申請率の向上にあわせて、目標値を上方修正するもの。

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・新型コロナウイルス感染症が５類に移行し、町内会・自治会を始めとする地域コミュニ
ティ団体においても活動が本格的に再開しているため、盆踊りやお祭り、運動会等の機
会を捉えて地域コミュニティの活性化に資する広報活動をＩＣＴを活用しながら積極的
に広報します。
・さいわい縁むす日事業については、町内会・自治会に加え、地域で活動する市民活動
団体等とも更に協働し、多様な主体による地域コミュニティの活性化を図ります。
・区民祭やボッチャ大会等の賑わいのあるイベントを活用し、ボランティア活動への参加を
呼びかける広報活動を積極的に行い、機運醸成を行います。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・活動指標（補助金制度個別相談会開催件数）について、令和６（2024）年度、令和７（2025）年度
の目標値を72件に上方修正します。
・成果指標（補助金２事業「参加と交流」「情報を共有」への申請件数）について、令和６（2024）年度目
標値を65件から80件、令和７（2025）年度目標値を70件から90件に上方修正します。

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・丁寧な制度説明やきめ細かいフォローを実施することにより、補助金制
度の活用件数が前年度よりも大幅に向上し、町内会・自治会の活動支
援に資する取組を行うことができましたが、コロナの余波がありボランティア
活動への参加意識がまだ戻りきっていないことや参加機会の創出、広報
などにまだ工夫の余地があるため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

取組の
総体的効果

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・区民アンケート質問事項「ボランティア等の市民活動への興味」の参加意向割合の向上については、コロナ禍により、ボランティア活動そ
のものの件数がまだ回復しきっていないことから、ボランティア活動への参加イメージがつきにくいのではないかと考えています。引き続き、活
動の紹介や参加の呼びかけ等を行い、機運の醸成を図っていきます。

【モノ・情報の効果】
（R04（2022））
・補助金２事業「参加と交流」「情報を共有」への申請件数については、補助金制度の積極的な周知や、丁寧な説明・きめ細かいフォ
ローを行うことにより、実績を前年度よりも大幅に向上させることができました。これにより、例えば「地域の餅つき大会」等のイベント開催を
通じて、高齢者から親子連れまで様々な世代が参加したことで多世代交流を創出したり、「回覧板」、「掲示板」、「町内会ＨＰ」等を通
じて地域の情報を広く周知することで多くの住民が地域への興味・関心を持つためのきっかけ作りに寄与しました。また、区内における他町
内会の事例や、他区の町内会の先進事例等を共有し、これまで申請に至らなかった当該項目に係る事例の掘り起こしや他団体の好事
例の横展開を図ることで、「参加と交流」「情報を共有」に係る申請件数の向上や効果的な取組の推進につながりました。
（R05（2023））
・補助金制度に関する全体説明会の開催やその後の個別フォローを丁寧に実施することで補助金制度の申請率を大幅に向上させること
ができたことに伴い、補助金２事業についても申請件数を1.5倍弱増加させることができました。新型コロナウイルス感染症の５類化により
各町会において活動が活発になり始めたタイミングで積極的に制度の周知や個別フォローを丁寧に行った結果、制度の活用につなげるこ
とができ、申請率の大幅な向上に寄与しました。

区分
ヒト △ モノ ○ カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・ご近所支え愛事業など町内会・自治会や集合住宅等の単位で自助・互助を深める活動への支援の実施（支援実施地域数︓32地域）
・子育て情報誌おこさまっぷでの広告収入など、企業・団体等と連携した地域包括ケアシステム関連事業の実施（実施事業数︓２事業、連携
企業・団体数︓31企業・団体以上）
・将来における地域の自助・互助の活動の担い手である中高生の地域でのボランティア活動経験を増やす取組の推進（「さいわいはっぴーボラン
ティア（はぴ☆ボラ）」でのボランティア実施メニュー数︓５メニュー、ボランティア参加者数︓50人）
【R05（2023）】
・ご近所支え愛事業など町内会・自治会や集合住宅等の単位で自助・互助を深める活動への支援の実施（支援実施地域数︓34地域）
・企業・団体等と連携した地域包括ケアシステム関連事業の実施（実施事業数︓２事業、連携企業・団体数︓31企業・団体以上）
・中高生の地域でのボランティア活動経験を増やす取組の推進（はぴ☆ボラでのボランティア実施メニュー数︓15メニュー、ボランティア参加者数︓
60人）
【R06（2024）】
・ご近所支え愛事業など町内会・自治会や集合住宅等の単位で自助・互助を深める活動への支援の実施（支援実施地域数︓37地域）
・企業・団体等と連携した地域包括ケアシステム関連事業の実施（実施事業数︓３事業、連携企業・団体数︓31企業・団体以上）
・中高生の地域でのボランティア活動経験を増やす取組の推進（はぴ☆ボラでのボランティア実施メニュー数︓20メニュー、ボランティア参加者数︓
70人）
【R07（2025）】
・ご近所支え愛事業など町内会・自治会や集合住宅等の単位で自助・互助を深める活動への支援の実施（支援実施地域数︓40地域以
上）
・企業・団体等と連携した地域包括ケアシステム関連事業の実施（実施事業数︓３事業、連携企業・団体数︓31企業・団体以上）
・中高生の地域でのボランティア活動経験を増やす取組の推進（はぴ☆ボラでのボランティア実施メニュー数︓25メニュー、ボランティア参加者数︓
80人以上）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・40地域以上で区民主体の自助・互助による活動の実施
・地域包括ケアシステム構築に向けた企業・団体との連携（令和７（2025）年度目標値︓31企業・団体以上）
・中高生の地域活動でのボランティア参加人数が年間80人以上に増えるなど、子どもや子育て世代と地域とのつながりの拡大

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・区内の後期高齢者人口割合が増加していくことを踏まえ、地域ごとの区民主体の高齢者の見守り・支え合いの取組を進め、地域包括
支援センター等専門相談機関との連携を密接にしていきます。
・区内の15歳未満人口割合がほぼ横ばいで推移することや、20代、30代の転出入が多い現状を踏まえ、企業も含めた多様な主体との
連携により子どもや子育て世帯が地域とのつながりを深めていく取組を進めていきます。
・地域包括ケアシステム構築の推進に向けた新たな主体として、引き続き企業等との連携を継続していくほか、新たにソーシャルデザインセ
ンター（以下「ＳＤＣ」という。）や大学等と連携した地域づくりを進めていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・町内会・自治会で積み重ねてきた区民主体の見守り・支え合う活動の支援及びそれぞれの活動内容を他の地域で共有することによる
地域単位での見守り・支え合う活動の拡大
・中高生の地域ボランティアへの参加や実施メニューの拡大など、子どもや子育て世帯が地域とのつながりを深めていく取組の推進
・ＳＤＣ、企業、大学等の多様な主体と連携した情報発信や区民の参加・活動創出につながる取組の推進

50103050 地域課題対応事業（幸区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 17・多様な主体の参加と協働による地域包括ケアシステムの推進 幸区役所

現　状
【課題認識】

・ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯等の孤立化を防ぐため、町内会・自治会単位で見守り・支え合いの活動を行う「ご近所支え愛
事業」に30の町内会・自治会が参加しています。これまでに、地域特性に合わせた区民主体の見守り・支え合う様々な活動が生まれて
おり、他の地域へも活動内容の共有を進めています。また、「ご近所支え愛事業」に参加していない町内会・自治会においても、独自の
見守り・支え合いの活動を進めています。
・地域の子育て関係機関から構成される幸区こども総合支援ネットワーク会議における活動の一つとして、民間企業等がみんなで子育て
フェアさいわいの企画へ参加するなど、多様な主体との協働した取組を進めています。
・今後も、多様な主体の参加と協働による地域包括ケアシステム構築を推進していく必要があります。

-467-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

人
説明 はぴ☆ボラに参加した中高生の数 実績 42 115 65

80以上

25以上
メニュー

説明 中高生のはぴ☆ボラでの地域ボランティア実施メニュー数 実績 3 10 15

1
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

3
中高生の地域ボランティア（はぴ☆ボラ）参加者数

ヒト
目標 50 60 70

企業・
団体

説明 地域包括ケアシステム関連で実施した事業において、連携した企
業・団体の数　※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 3 39 37

地域包括ケアシステム関連の事業で連携した企業・団体
数

ヒト
目標 31以上

実績 30 32 34

31以上 32以上
(31以上)

35以上
(31以上)

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

自助・互助の取組を推進するための地域課題を共有して
いる地域の数

情報
目標 32 34 37 40以上

地域
説明 自助・互助の取組を推進するための活動支援を行い、地域課題を

共有している地域の数

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・ご近所支え愛事業では、新型コロナウイルス感染症予防対策を施しながらコロナ禍での地域での活動状況などの情報を町内会・自治
会役員や民生委員等の部会員と共有しました。
・令和４（2022）年度は、新小倉地区や鹿島田地区のマンションにおいて、住民主体で継続的に実施できる子育てサロンの運営支
援や、子育てサロン新規立ち上げに向けた支援を行いました。令和５（2023）年度は、新塚越地区のマンション自治会において、健
康体操の立上げ支援を通じ、住民同士の見守り意識向上のための取組支援を実施したほか、南河原地区の町内会において、認知症
を主題に、住民同士の見守りの促進に向けた取組支援を実施するなど、自助・互助の取組の推進・拡大につなげました。
・子育てフェアに関して、令和４（2022）年度は、多くの子育て関係機関と連携しつつ準備・運営を行ったほか、22の区内企業・団体
から協力を得ました。令和５（2023）年度は、スタンプラリー形式から終日イベント形式に変更した上で子育てフェアを開催しました。多
くの子育て関係機関と連携しつつ準備・運営を行ったほか、21の区内企業・団体からの協力を得ることができました。
・令和４（2022）年度、令和５（2023）年度ともに、認知症ＶＲ体験ブース運営補助（区民祭）において、多くの看護大学学
生の参加を得ました。
・はぴ☆ボラは、令和４（2022）年度、幸50祭の運営補助や校庭開放（ボール遊び等を通じた小学生との交流）に関するボランティ
アなど、多様なボランティア活動の場を提供しました。令和５（2023）年度は、区民祭など各種イベントの運営補助や、地域子育て支
援センターでのボランティアなど、引き続き多様なボランティア活動の場を提供することができました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

事業
説明 地域包括ケアシステム推進のため、企業・団体等と連携し実施した事業の数 実績 1 2 3

3
中高生の地域ボランティア（はぴ☆ボラ）実施メニュー数 目標 5 15 20

34

2
企業・団体等と連携した地域包括ケアシステム関連の事業実施数 目標 2 2 3 3

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

37 40以上
地域

説明 町内会・自治会や集合住宅等の単位での自助・互助を深める活動を支援した
地域の数 実績 30 32 34

自助・互助の取組を推進するための活動支援をした地域の数 目標 32
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

計画策定当初に設定した、成果指標（地域包括ケアシステム関連の事業で連携した企業・団体数）について、
令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

令和４（2022）年度、令和５（2023）年度に各取組を通じ多くの企業・団体と連携することできた実績を
踏まえ、目標値を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度において、自助・互助の取組を
推進するための活動支援を行い、地域課題等の共有を図ることができましたが、引き続
き地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域全体で見守り、支え合う体制づくりを進
めていくことが重要であるため、幸区における地域包括ケアシステムの構築に向け、地域
住民と十分な対話を行いながら、各地域で自助・互助の意識を高める取組を継続しま
す。
・多くの企業・団体と連携し、人と地域のつながりを活発化させることができましたが、地
域住民が主体となり互いに見守り支え合う体制の構築に向けて、多様な主体と一層連
携・協力しながら地域づくりに向けた取組を引き続き推進していきます。
・中高生の地域ボランティアへの参加を促進することで、子どもや子育て世代と地域のつ
ながり創出に寄与することができましたが、若者の地域活動への参加を拡大するため、引
き続き、地域でのボランティアメニューの拡大の取組を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・町内会・自治会や集合住宅単位での自助・互助を深める活動を支援
したことにより、地域住民が互いに見守り支え合う地域づくりに貢献するこ
とができたため。
・各取組を通じ多くの企業・団体と連携することで、多様な住民参加が促
進され、人と地域のつながりを活発化させることにつながるとともに、区内の
多くの地域資源に関する認知度向上にも寄与したため。
・はぴ☆ボラについて一定の参加者数を確保できており、若者の地域活
動への関心向上に貢献できたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・町内会・自治会だけでなく集合住宅単位においても住民とともに地域の自助・互助を推進したことにより、自助・互助の取組を推進する
ための地域課題を共有している地域の数が、令和３（2021）年度の30から、令和４（2022）年度には32に、令和５（2023）
年度には34に拡大しました。令和４（2022）年度については、住民主体で継続的に実施できる子育てサロンの運営支援や子育てサ
ロン新規立ち上げに向けた支援の実施を通じて、子育て世帯の孤立化防止に寄与しました。また、令和５（2023）年度については、
住民主体で継続的に実施できる高齢者体操グループの立ち上げに関する支援や、圏域会議を活用した町内会への支援の実施を通じ
て、住民同士で高齢者の見守りができるまちに向けた自助・互助の取組の推進に寄与しました。

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・町内会・自治会だけでなく集合住宅単位においても住民とともに地域の自助・互助を推進したことにより、各地区で地域とともに暮らす
人を見守り支える人材が拡大していく効果がありました。
・子育てフェアをはじめ、多様な企業や団体と連携しイベントを実施することで、区民と地域のつながりを活発化させる効果がありました。
・はぴ☆ボラでは、令和４（2022）年度については、50周年事業等がある中で、１度の募集に対して多くのボランティアが集まる特別
なイベントを開催したこと等により、大幅に目標値を上回ることができました。令和５（2023）年度についても、多数の中高生に対し地
域でのボランティア活動の機会を提供できただけでなく、中高生の得意な分野を活かしたボランティア活動の場を地域に広げることで、若者
の地域活動への参加を促す効果があったものと考えられます。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・子育てフェアについて、令和４（2022）年度については、多くの企業や団体と連携し56のスポットからなるデジタルスタンプラリーを展開
しました。また、令和５（2023）年度については、スタンプラリー形式から終日イベント形式へと変更した上で子育てフェアを開催し、多
数の子育て支援団体や区内21の民間企業等と連携を図ることで、区内の多くの魅力的な地域資源の認知度向上に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 18・「御幸公園梅香事業」による市民や企業等、多様な主体との連携・協働の強化 幸区役所

現　状
【課題認識】

　「うめかおる寄附・募金」制度を活用し、令和３（2021）年度末までの４年間で約495万円の寄附金等を受け、新植10本の梅を
植樹するなど、御幸公園の梅林復活を着実に推進しました。今後も、寄附・募金制度と梅林復活の仕組みを拡充し、梅林の復活や維
持管理に向けて、多くの市民の参加や寄附を募る必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

　魅力あるまちづくりを進めるため、植樹による梅林の復活、ボランティアを活用した保全活動や講演会等による歴史・文化の継承事業な
どを実施し、地域住民や学校、団体等との連携・協働の取組を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・御幸公園梅香事業推進会議による事業の進行管理
・「うめかおる寄附・募金」制度等を活用した梅林の保全・活用等
・学校や地域住民等と連携した取組の推進
・梅の維持管理に向けたボランティア制度（梅香サポーター）の確立
【R04（2022）・R06（2024）】
・区民との連携・協働による記念イベントの実施（令和４（2022）年度︓区制50周年、令和６（2024）年度︓市制100周
年）

50103050 地域課題対応事業（幸区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・累計700万円に達した「うめかおる寄附・募金」の活用による復活した梅林の適切な維持管理
・梅林の復活・保全に向けた、15人の「梅香サポーター」をはじめ、地域住民、周辺企業や学校などとの連携及び協働の担い手の育成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ ○ 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・御幸公園梅香事業推進会議による事業の進行管理
・「うめかおる寄附・募金」制度等を活用した梅林の保全・活用等
・学校や地域住民等と連携した取組の推進で公園の魅力を発信
・梅の維持管理に向けたボランティア制度（梅香サポーター）の確立のために定着化に必要となる運営体制の検討と構築
【R04（2022）・R06（2024）】
・区民との連携・協働による記念イベントの実施（令和４（2022）年度︓区制50周年、令和６（2024）年度︓市制100周
年）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

8 10
件

説明 区民等と協働して実施した年度ごとの事業件数 実績 0 3 3

区民等と協働した事業件数 目標 3 6

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
①御幸公園梅香事業推進会議
・御幸公園梅香事業推進会議を、各年度３回ずつ、計６回実施しました。
・令和４（2022）年度は、8/3、11/28、観梅会（2/19）と同日に開催しました。
・令和５（2023）年度は、8/10、11/20、観梅会（2/17）と同日に開催しました。
②ウメの新植
・令和４（2022）年度は、梅林内に10本のウメを新植（植樹品種 八重寒紅（２本）、緑愕（４本）、　紅千鳥（４本））しました。
・令和５（2023）年度は、梅林内の目標本数（232本）に到達したため、枯損した箇所に、圃場内で大きく成長した５本のウメを移植しました。
③御幸公園施設工事
・令和４（2022）年度は、老朽化した既存の縁台の改修、縁台周辺の舗装をやり替えました。
・令和５（2023）年度は、パーゴラの破損個所の補修と併せ、日よけを設置しました。
④御幸公園の利用促進
・令和４（2022）年度は、ベンチタイプの健康器具を２基（背伸ばしベンチ、腹筋ベンチ）の設置しました。
・令和４（2022）年度から２か年に渡り、地域における利用ニーズの把握のため、仮設のバスケットゴールを設置し、みどりの事業調整課が実施する社会実
験のフィールドとして利用しました。なお、令和５（2023）年度は、社会実験を踏まえ、バスケットゴールを本設置しました。
⑤区民等と協働した事業件数
・梅香事業に関連し、区民との協働による取組を、各年度３件ずつ実施しました。
・令和４（2022）年度は、「梅の実の収穫イベント」の開催、「古市場小学校及び御幸小学校の校外学習への参加や児童との花植え活動」を実施しまし
た。
・令和５（2023）年度は、「梅の実の収穫イベント」の開催、梅香サポーターによる「観梅会へのブース参加」や、「花植え活動」を実施しました。
・令和５（2023）年度は、御幸公園を対象とした校外学習の取組がなかったこともあり、目標を下回りました。今後は、梅香サポーターとの協働の取組を推
進します。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
「うめかおる寄附・募金」の累計額

カネ
目標 5,500 6,000 6,500 7,000

千円
説明 （前年度までの累計額）＋（当該年度の寄附・募金額） 実績 4,654 5,555 5,819

8 10 15
人

説明 （前年度までの加入人数）＋（当該年度の加入人数） 実績 8 10 11

梅香サポーターへの参加人数
ヒト

目標 3

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・梅香サポーターへの参加人数について、累計８人から、令和４（2022）年度に２人増え、10人に、令和５（2023）年度に、高
齢や転居などを理由に２人が辞められましたが、３人増え、累計11人となりました。梅香サポーターの活動として、観梅会への参加や、令
和６（2024）年度以降の梅林内の生育調査や収穫イベントの実施を決定し、市民との協働による梅の育成・管理の推進が図られる
とともに、川崎市立総合科学高等学校ボランティア同好会による梅林の維持管理作業の協力や、近隣小学生（御幸小・古市場小）
による梅の実収穫作業等を通じて、地域との連携によるに担い手の育成や魅力発信につなげることができました。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「うめかおる寄附・募金」については、寄付金を梅の植樹の費用に活用しておりましたが、令和４（2022）年度で当初計画していた植
樹本数（180本程度）に到達したことで、寄付の目的である梅林の復活を達成し、地域住民の憩いの場や集いの場の創出、地域コ
ミュニティの活性化につながりました。なお、寄附の目的（梅林の復活）を達成したことから、令和５（2023）年度からふるさと納税の
受付を終了しましたが、区民祭や観梅会に募金ブースを設けるなど、一部継続しています。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・梅香サポーターや小学校との連携など多様な主体との取組により、地域
との連携によるに担い手の育成や魅力発信につなげることができたため。
・うめかおる寄附・募金について、寄附の目的（梅林の復活）を達成した
ことからふるさと納税の受付を終了し、募金を継続しているところであり、令
和６（2024）年度以降の取扱いを決定する必要があるため。

○ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・梅香サポーターや小学校との連携など多様な主体との取組により、市民との協働による
梅の育成・管理の取組を継続していきます。また、うめかおる寄附・募金については、その
取扱いについて方向性を決定できるよう、地域との協議を進めていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区内の商店街を地域の情報交換や交流の場として活用し、商店街の店舗や空きスペース、町会会館等を会場として商店街加盟の商
店主等による各種教室（年６回）、商店街を活用した地域住民間の交流を目的としたイベント（年１回）など、地域活性化に向け
た事業の実施
・市民提案型事業（スタートコース、ステップアップコース）の募集及び採択に関する業務の実施。採択後における相談・広報支援等の
伴走支援とともに、前年度事業に関する報告会の実施（１回）
【R04（2022）】
・中原区におけるソーシャルデザインセンターの創出に向けた検討の実施及び創出後におけるソーシャルデザインセンターの運営支援
【R05（2023）〜R07（2025）】
・ソーシャルデザインセンターの運営支援
・エリアプラットフォーム等の取組による公共空間の利活用に向けた支援

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・商店街と連携した各種教室や交流イベントへの参加（令和７（2025）年度目標値︓70人）やソーシャルデザインセンター創出に
向けたモデル実施、「まちのひろば」の支援等による地域や団体間の交流の促進
・エリアプラットフォーム等の取組による公共空間の利活用

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・地域住民による地域課題の解決に向け地域で活動する団体間の連携の強化を図ることにより地域の活性化を図ります。
・区内各所の商店街を地域の情報交換や交流の場として活用し、地域交流の促進を図ります。
・「新たなコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく、「ソーシャルデザインセンター」の検討及び創出や「まちのひろば」支援などコミュニティ
推進の取組を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域及び団体間の交流促進に繋げるため、区内商店街や加盟店舗との連携・活用を図り、各種教室や交流イベントを実施
・これからのコミュニティ施策の基本的考え方を踏まえた「ソーシャルデザインセンター」の支援や「まちのひろば」への支援
・市民提案型事業（スタートコース、ステップアップコース）による、地域課題の解決や、コミュニティづくりへの支援
・公共空間の利活用によるエリアの価値向上を目的に公民学連携の取組（エリアプラットフォーム等）を実施

50103060 地域課題対応事業（中原区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 19・多様な主体の参加と協働によるコミュニティ施策の推進 中原区役所

現　状
【課題認識】

・コミュニティ支援や地域包括ケアシステムの着実な推進に向けて、町内会・自治会、商店街連合会、地域団体、ＮＰＯ法人等、地域
住民が主役となった地域での自助・互助の取組を促進するため、地域住民や団体同士のつながりをコーディネートする役割がこれまで以
上に求められています。
・地域におけるコミュニティ活動や高齢者のみまもり、子育て支援などにおいて、社会変容を踏まえた取組の支援が必要になっています。
・地域包括ケアシステムの取組を下支えするため、「新たなコミュニティ施策の基本的考え方」に基づく「ソーシャルデザインセンター」の検討
や「まちのひろば」支援などコミュニティ推進の取組が必要になっています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

実績

目標

単位

1
説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

実績 52 71 92

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

商店街と連携した各種教室及び地域交流イベントへの参
加者数

ヒト
目標 70 70 140

（70）
140

（70）
人

説明 商店街と連携した各種教室及び地域交流イベントに参加した方の
人数

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
〔商店街加盟の商店主等による地域活性化に向けた事業〕
・令和４（2022）年度は教室事業を６回、地域交流イベントを１回開催し、令和５（2023）年度は教室事業を６回開催しました。
 なお、令和５（2023）年度に開催を予定していた地域交流イベントは、募集の結果、参加応募が無く開催を中止しました。
・応募人数に見合うよう、開催会場の選定や開催方法を工夫することで、令和４（2022）年度の参加者数71名から令和５（2023）年度
の参加者数92名に増加しました。
〔市民提案型事業〕
・令和４（2022）年度はスタートコース（５事業）、ステップアップコース（４事業）、中原区制50周年記念コース（１団体）の採択及び
広報等伴走支援を行いました。また、報告会（８月８日）を開催しました。令和５（2023）年度はスタートコース（７事業）、ステップアップ
コース（４事業）の採択及び広報等伴走支援を行いました。また、報告会及び交流会（８月５日）を開催しました。
〔ソーシャルデザインセンターの取組〕
・令和４（2022）年度は中原区ソーシャルデザインセンターの創出に向けた検討会（２回）及び準備会（４回）を開催し、10月に中原区
ソーシャルデザインセンターを創出しました。以降月１回の定例会など活動・運営を支援しました。
・令和５（2023）年度は月１回のYORIAI（定例会）の開催とともに、ＳＤＣ運営の課題を検討するため３回にわたり運営検討会を行い、
その結果を10月27日に開催した中原区ＳＤＣ説明会にて報告しました。またテーマ別のグループ活動として、里山保全や自然体験など地域の
課題にお試しでチャレンジする取組、地域の資源や魅力を発信する中原区の「宝の地図」の作成、対話を通してつながりを作る交流会等、機能
実践の取組を区内の様々な場所で実施しました。
【R04（2022）】
〔武蔵小杉エリアプラットフォーム等の取組による公共空間の利活用〕
・武蔵小杉エリアプラットフォームと連携し、公共的空間の活用を促進するため、コアパークプロジェクトと公開空地プロジェクトに参加しました（合計
７回実施）。また、武蔵小杉エリアプラットフォームが「ＳＤＧｓフェア」を、区役所が「Nakahara Actions 50th-100th」を同時開催し、歩行
者の安全快適な空間創出や回遊性の向上を目的とした社会実験も併せて実施しました。（１回）
【R05（2023）】
〔武蔵小杉エリアプラットフォーム等の取組による公共空間の利活用〕
・武蔵小杉エリアプラットフォームと連携し、公共的空間の活用を促進するため、コアパークプロジェクトと公開空地プロジェクトに参加しました（合計
10回実施）。また、８月から11月まで行われたコアパークの利活用に関する社会実験では、建設緑政局を中心に、関係機関と連携して利用
ルールを調整するなどの支援を行い、地域ニーズ等を把握し、次年度の取組内容について協議しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

7
1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

7 7
回

説明 商店街と連携したイベントの開催回数 実績 6 7 6

商店街と連携した各種教室及び地域交流イベント開催数 目標 7
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した成果指標（商店街と連携した各種教室及び地域交流イベントへの参加者数）につ
いて、令和５（2023）年度実績値を基準として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・商店街と連携した各種教室及び地域交流イベントへの参加者数について、事業の開催手法の見直しにより、令
和５（2023）年度の参加者数が想定を大きく上回ったことから、目標を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・本事業は、区内商店街や各店舗とこれまで接点のなかった区民が、商店街へ関心や
愛着を持っていただく機会となること、共通の興味や関心を持つ地域住民同士の交流が
図れるものであり、地域活性化につながるものであることから、今後も引き続き課題であ
る募集人員数を増やす取組など、区民ニーズに見合った開催手法に取り組んでいくとと
もに、事業目的及び効果の検証を継続して行っていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・商店街を地域の情報交換や交流の場として活用し、各教室事業や地
域交流イベントを目標どおり開催することで、当該機会や場の提供による
人と人との新たな交流機会の創出につながった一方で、関心の高い教室
などでは、申込者数が40名を超える教室があったものの、感染対策や店
舗での開催という条件により募集人員が10名以内の教室となり、区民
ニーズに見合わない状況も生じていたことから、新たな交流を最大限、生
み出すことができるよう、より開催内容や手法等を工夫することで、概ね応
募された方が参加いただける教室事業を提供することができたため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・商店街を地域の情報交換や交流の場として活用した、教室事業や地域交流イベントの開催について、①これまで、あまり参加者に馴
染みのなかった商店街や各店舗との交流、②参加者同士の交流、③異なる地域に住む区民同士の交流など、当該機会や場の提供に
よる人と人との新たな交流創出に寄与しました。これまで商店街や店舗を会場として実施してきましたが、感染症対策や会場規模等によ
り応募人数に見合う開催ができず、交流機会創出の効果が限定的になってしまった部分がありました。そのため令和５（2023）年度は
開催の効果を最大限に創出できるよう、近隣の町内会等の協力を得る事で、多人数での開催が可能な町内会館や公共施設も会場と
して開催し、同じ内容の教室を同日に２回、又は２日開催するなど柔軟に開催内容を設定したことにより、概ね応募人数に見合う開催
を行うことができました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地区カルテを活用しながら地域の実情に合わせた対話の場および自助・互助の自主的な取組の支援
・企業、区社会福祉協議会、地域包括支援センター等との連携による地域のつながりづくりやフレイル（虚弱化）予防の推進
・プロジェクトや研修を通じて庁内外の連携を強化することによる地域マネジメントの体制づくり
・コミュニティ施策と連携した庁内連携会議（中原区地域包括ケアシステム・コミュニティ施策推進本部会議）の実施
・商店街の店舗を活用した各種教室や地域交流イベントの実施
・第６期区地域福祉計画の推進及び第７期区地域福祉計画の策定にむけた取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・地域において自助・互助の取組を支援するため地域住民等との対話等による年10回の合意形成の実施
・顔の見える関係づくりに向けて、地域資源を活用し、地域の多様な主体と対話・連携することによる、地域における対話の場の創出・拡
大

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・地域包括ケアシステムを着実に推進するため、地区カルテを活用し、区における地域包括ケアシステムの地区割りとした５エリアごとに、そ
れぞれのエリアの実情にあわせて、多様な主体との連携や主体同士の活動を通じた自助・互助の取組を促進するとともに、地域をコーディ
ネートできるよう、引き続き地域課題を的確に把握し、顔の見える関係づくりを強化します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・庁内連携を強化することによる地域マネジメント（地域における対話の場の創出と自助・互助の取組の支援）の体制や仕組みの改善
・各地区におけるさまざまな自助・互助の推進に向けた取組の伴走支援
・地域資源の発掘・共有・活用および地域の多様な主体と連携した取組実施
・第６期区地域福祉計画の推進及び第７期区地域福祉計画の策定

50103060 地域課題対応事業（中原区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 20・多様な主体の参加と協働による地域包括ケアシステムの取組の推進 中原区役所

現　状
【課題認識】

・子ども、高齢者、障害者等すべての住民が安心して地域で暮らし続けられるような地域の実現を目指し、地域包括ケアシステム構築に
向けた取組が求められています。
・地域におけるコミュニティ活動や高齢者のみまもり、子育て支援など地域包括ケアシステムにおける自助・互助の取組の推進のため、地
域の特性や実情に合わせた取組の支援が必要になっています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
説明 実績

目標

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績 6 7 8

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

地域住民等との対話により、意見交換し、合意形成した
回数

モノ

目標 7 8 9 10

回

説明
地域住民等との対話により、情報共有し、合意形成した回数
※単に話し合うだけではなく、具体的に地域活動を行う上での問題
に対して打開策を見出すことを目的として実施

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・健康づくりや地域のつながり等を促進するため、多様な主体との連携や自助・互助の取組を支援するためのご近所さんぽの取組（令和
４（2022）年度20回、令和５（2023）年度22回）を実施しました。
・地域で活動する団体・企業・区社協と連携し、多様な主体のつながりづくりと社会参加を目的としたオンライン体操を実施しました（月
１回）。
・コロナ禍におけるフレイル予防として健康づくり、地域づくりをテーマにした３日間の連続講座を実施しました。
・中原区子育てガイドブックや隔月発行の「子ネット通信」、地域ＳＮＳ等で子育て情報を発信しました。
・コミュニティ施策との連携した地域包括ケアシステムの推進のため、統一した庁内の本部会議（中原区地域包括ケアシステム・コミュニ
ティ施策推進本部会議（令和４（2022）年度２回、令和５（2023）年度３回）および幹事会（令和４（2022）年度１
回、令和５（2023）年度４回））を開催しました。
・地域マネジメント推進プロジェクト（令和４（2022）年度６回、令和５（2023）年度９回）、区地域包括ケアシステムネットワー
ク会議（１回）等により、区における地域包括ケアシステムを推進しました。
・地域における顔の見える関係づくりを推進するため、商店街と連携し、商店街の店舗を活用した各種教室を実施しました（各年６
回）。また、地域交流イベントを実施しました（各年１回）。
・令和４（2022）年度は地域福祉計画推進会議（２回開催）における、地域から選出された各委員からの意見を踏まえながら、第
６期の中原区地域福祉計画に基づく取組を推進するとともに、今後の方向性や第７期の地域福祉計画に反映するべき事項などの検
討を行いました。令和５（2023）年度は、地域福祉計画推進検討会議（４回）において、地域から選出された各委員からの意見
を踏まえながら、第６期の中原区地域福祉計画に基づく取組を推進するとともに第７期の地域福祉計画を策定しました。
【R05（2023）】
・一人暮らし世帯への情報発信、関係団体との連携強化を目的とした地域密着型情報紙「どう︖ご近所さんぽ」の発行を行いました
（３回）。
・健康づくりを目的とした生活支援コーディネーターを配置する介護事業所と連携した体操教室や歯科衛生士や栄養士等による健康づく
り体験教室を開催しました（ 計６回）。
・区内のスポーツチームやオリンピアンの協力による健康づくりのための筋トレ、ストレッチの講座や食育ワンポイントの動画作成を作成しまし
た。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

回
説明 庁内が連携し、地域づくりを考える場を設けるプロジェクトや会議等の開催回数

※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 6 6 9

16

2

庁内横断型地域マネジメント等に関するプロジェクト・会議・打合せ
の開催回数 目標 6 7 9

(7)
9

(8)

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
22

(18)
24

(20)
回

説明 多様な主体との連携や自助・互助の取組を支援するために実施する対話の場
の設定回数　※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 12 20 22

地域住民等との対話の場の設定回数 目標 14
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

①計画策定当初に設定した、活動指標（地域住民等との対話の場の設定回数）について、令和５（2023）年度
実績値を基準として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。
②計画策定当初に設定した、活動指標（庁内横断型地域マネジメント等に関するプロジェクト・会議・打合せの開催回
数）について、令和５（2023）年度実績値を基準として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）
①地域団体や地元民間企業との積極的なつながりづくりに取り組んだ結果、ご近所さんぽのスタートを計画当初見込んで
いた時期よりも早期に実施したことに伴い、目標値を上方修正するもの。
②庁内連携会議を密に行った結果、地域マネジメント推進プロジェクトを計画当初見込んでいた回数よりも多く実施する
必要が生じたことに伴い、当該実績値に基づき、目標値を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・庁内連携を強化することによる地域マネジメント（地域における更なる話し合いの場の支援
と自助・互助の取組の支援）の体制や仕組みを改善します。
・子育て情報ガイドブック、子ネット通信、シニアのためのおでかけマップを発行します。
・商店街の店舗を活用した各種教室や地域交流イベントを実施します。
・今後も取組を通じて、職員の地域コーディネート力を高めるとともに、住民のニーズや課題を
把握しながら地区カルテを適宜更新し、住民の動機を引き出しながら伴走支援するための仕
組みづくりを継続します。
・中原区地域福祉計画推進検討会議における各委員からの意見を踏まえながら、第７期地
域福祉計画の推進を行います。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・プロジェクトチームによる庁内連携により、地ケアに係る区の取組をより魅力的
に伝えたことで、今まであまり関連のなかった新たな区民の方のイベント参加や
地域活動の周知につながり、地域参加の促進に寄与したため。
・地域住民等との対話の場（ご近所さんぽなど）において、成果指標を達成
し、新たな情報紙の発行や地元事業者等と連携したことで、団体同士の新た
なつながりの醸成、新たなる参加者の増加により地域の交流を活性化させたた
め。
・子育て情報ガイドブック、子ネット通信、シニアのためのおでかけマップの発行
等を通じ、子育てサロン等の地域活動に参加する区民の方々が増えており、つ
ながりづくりや共生意識の醸成、より正しい情報を得る機会の創出につながって
いるため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・地域で活動する団体・企業・区社協と連携し、多様な主体のつながりづくりと社会参加を目的としたオンライン体操を月１回実施するとともに、令和５
（2023）年度は地域で活躍する団体や施設を取材し紹介する形式を取り入れるなど、自助に対する意識の醸成・向上、関係機関の連携強化等に寄与し
ました。
・令和４（2022）年度は庁内プロジェクトチームの中で対話を重ねることで、認知症に関する職員間の意識変容を促進し、令和５（2023）年度は地ケア
に係る区の取組をより魅力的に伝える周知を行い、地域包括ケアシステムに関する意識づくりを推進しました。
・コミュニティ施策と連携した地域包括ケアシステムの推進のため、統一した庁内の本部会議（中原区地域包括ケアシステム・コミュニティ施策推進本部会議お
よび幹事会）を開催し、区での分野横断的な連携体制を深めることができました。

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度はご近所さんぽによる地域住民等との対話により、①地域主体の新たなさんぽの場の創出や②地域の方や地元事業者等による、日
頃からの地域での活動経験等に基づく、ディスカッションやワークショップ等を通じた、新たなつながりの形成や活動の創出・活性化等につながり、地域の自助・互
助が促進されました（７回）。
・令和５（2023）年度は丸子地区や住吉地区でのご近所さんぽをスタートさせ、また、地域密着型情報紙「どう︖ご近所さんぽ」を発行し、地域にご近所さ
んぽを定着させる取組を行い、健康意識の向上やつながりづくりの場を提供しました。また、地域情報を共有、課題解決、共生意識の醸成などを目的とした
ミーティングや会議を地域の住民や民間企業、こどもなどを交えて開催しました（８回）。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・認知症についての理解を深めるための図書館での展示や家族向けの認知症講座などを行い区民の認知症に対する理解の促進につなげました。
・子育て情報は子育てガイドブック（9,000部）や子ネット通信（隔月発行各号10,000部）を発行し、子育て世代の多い中原区において、子育てに必要
な情報の提供・共有につながりました。
・「中原区シニアのためのおでかけマップ」（7,000部）を配布し地域のつながりづくりやフレイル（虚弱化）予防に関する正しい情報の提供・共有につながりま
した。
（R05（2023））
・令和５（2023）年度に区内のスポーツチームやオリンピアンの協力による筋トレ、ストレッチの講座や食育ワンポイントの動画作成を作成し、わかりやすくなじ
みやすい情報提供を行い、フレイル予防に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 21・多様な主体による地域コミュニティ活性化の推進 高津区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業 50103070 地域課題対応事業（高津区）

現　状
【課題認識】

・町内会・自治会、自主防災組織、市民活動団体、商工農業者団体など、地域で活動を行う各種団体では、社会状況の変化等によ
り、活動の担い手の固定化や不足などが見られ、地域コミュニティの希薄化が課題となっています。
・地域の課題を住民自ら解決していくため、地域活動の担い手となる人材の発掘・支援が求められている中で、とりわけ町内会・自治会
については、加入率が低下しているとともに、活動内容があまり知られていない状況にあります。
・また、各種団体の活動を維持・活性化させるとともに、団体相互の連携・協力を促進するため、区役所には、地域人材の発掘・支援に
向けた取組や各種団体同士のつながりをコーディネートする役割が求められています。
・これまでの参加と協働による取組の他、ＳＮＳなどを活用した自由なつながりを基盤とした活動や、ビジネス手法を取り入れた社会的な
活動、企業等を含めた多様な主体が連携した新しい活動等、まちづくり活動も進化、多様化しています。また、地域における誰もが気軽
に集える出会いの場「まちのひろば」について、広報・普及啓発を進めています。

（４年間の）
取組の方向性

・区民が身近な地域活動に参加し活躍する場を創出するため、町内会・自治会の活動について広く周知を行います。
・町内会・自治会等の各種団体の連携・協力を促進するため、行政として必要なコーディネートを行い、地域コミュニティ活性化を推進し
ます。
・コミュニティの活性化に向け、「市民創発」の土壌づくりを目的とした、地域活動に関心のある区民が参加する「まちづくりカフェたかつ」及
び、「市民創発」による課題解決の実践を目的とした、多様な企業や地域のキーパーソンが参加する「たかつワクワクデザインラボ」の開催
などにより、地域資源をつなぐコーディネート機能・プロデュース機能を有する多様な主体によるリビングラボ型共創プラットフォーム（高津区
ソーシャルデザインセンターのモデル）の構築に向けた取組を進めていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・団体相互の連携・協力の促進に向けた情報共有や意見交換を行うための講演会や研修会等の実施（年１〜２回）
・地域イベント等の支援・参加を通じた地域における交流の促進
・パネルやリーフレット等を活用した町内会・自治会活動の周知や加入相談会の開催（年１〜３回）
・デジタル化など社会環境の変化に対応するための支援
・地域活動に関心のある人材の発掘や「市民創発」の機運の醸成を目的とした「まちづくりカフェたかつ」の開催（年３回）
・多様な主体の連携による地域課題解決の実践を目指す「たかつワクワクデザインラボ」等の開催

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

（４年間の）
到達目標

・地域活動に関心のある区民や、区民同士のつながりづくりを進める区民を増やしていくことによる、町内会や市民活動に参加している区
民の割合の向上（令和７（2025）年度目標値︓22.0%）
・多様な主体の連携による「共創プラットフォーム」の構築による課題解決の実践

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・団体相互の連携・協力の促進に向けた情報共有や意見交換を行うための講演会や研修会等の実施（年１〜２回）
・地域イベント等の支援・参加を通じた地域における交流の促進
・パネルやリーフレット等を活用した町内会・自治会活動の周知や加入相談会の開催（年１〜３回）
・デジタル化など社会環境の変化に対応するための支援
・地域活動に関心のある人材の発掘や「市民創発」の機運の醸成を目的とした「まちづくりカフェたかつ」の開催（年３回）
・多様な主体の連携による地域課題解決の実践を目指す「たかつデザインラボ」等の開催
・まちづくりカフェや「たかつデザインラボ」の枠組みを包含する共創プラットフォームとしての高津区ＳＤＣモデルの構築
【R05（2023）】
・新型コロナウィルス感染症５類移行により、大規模イベントである高津区民祭や連合町内会主催の親子運動会が数年ぶりに開催され
ることを受けた、地域交流の促進に向けた支援及びパンフレット等を活用した町内会・自治会活動の周知
・連合町内会主催の会議や研修会における情報共有や意見交換の場を設けることによる、町会相互の連携・協力の促進に向けた取組

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

 町内会・自治会への加入促進に向けた取組件数 目標 3 3 3 3

説明 町内会・自治会等の活動内容の周知及び加入促進を図るための相談会等の
取組件数を活動指標として設定するもの 実績 1 3 3

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

「まちづくりカフェたかつ」の開催回数（直近３か年平均値） 目標 3 3 3 3

説明
市民創発の土壌づくりを目的とし、地域活動に関心のある人材の発掘、区民
同士のつながりづくりの推進を図るためのイベントの開催回数を活動指標として
設定するもの

実績 3 4 3

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・若年層の町会加入や人材発掘が課題となっていることから、デジタル化等の情報発信の手法について情報共有するため、町会長や役
員を対象とした意見交換会や研修会を実施しました（R04:意見交換会20人、研修会51人参加、R05:研修会71人参加）。
・町内会、青少年指導員会、スポーツ推進委員会、子ども会等の団体が協働で実施する親子運動会について、令和４（2022）年
度は区が運営を支援しながら、コロナ禍での開催方法や、開催可否を判断する会議を３回実施しましたが、イベント自体は新型コロナ
ウィルス感染症の影響で中止となりました。代替事業として、コロナ禍でも活動を継続している各町内会の活動事例を紹介するため、スラ
イドショーを作成し、イベントや会議での上映を通じて、地域社会や地域活動への理解を深め、地域への愛着や関心を一層図られるよ
う、区として支援を行いました。令和５（2023）年度は雨天により中止となりました。運動会で配布する予定だった町内会加入促進の
ためのパンフレットを、大型イベントである「高津区民祭」や「区民音楽祭」、「高津区子どもフェア」で配布しました。
・町内会相談会の開催、町内会活動を紹介するリーフレットの配布など、町内会活動の周知や加入促進に向けた取り組みを行いまし
た。
・まちづくりカフェたかつを年３回予定のところ、令和４（2022）年度は参加者の課題に寄り添った対応ができるよう講座２回＋個別相
談会２回実施、令和５（2023）年度はＳＤＣ相談窓口ＰＲを兼ねた交流会１回＋講座２回実施しました。
・「たかつデザインラボ」の参加事業者から脱炭素をテーマに「脱炭素アクションみぞのくち推進会議プロジェクト創出部会」を令和４
（2022）年度に立ち上げ、事業者、団体が連携してイベントや商業施設への出展、ワールドカフェ、施設見学など、つながりづくりを促
進する区民参加型のプロジェクトを実施しました（R04:４件、R05:４件）。
【R05（2023）】
・まちづくりカフェや「たかつデザインラボ」の枠組みを包含する共創プラットフォームを高津区ＳＤＣと位置づけ、その入口部分となる「ＳＤ
Ｃ相談窓口」を令和５（2023）年４月に開設し、まちづくり活動を始めたい区民からの相談を受けました（相談46件、出張相談&
ＰＲ１回）。また、広報紙発行や（年２回）Facebookでの情報発信（週２回以上）を通じて、区内のイベントや区民主体のまち
づくり活動を周知しました。

説明 実績

活
動
指
標

回

2

1

回

1

R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 %

実績

町内会や市民活動など、地域での活動に参加している区
民の割合 目標 - 20.0 - 22.0

説明
総合計画に関する市民アンケートで、町内会や市民活動など、地
域での活動に参加していると答えた人の割合を成果指標として設定
するもの

実績 15.9 - 21.8

ヒト

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明
1
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・町内会・自治会活動に関するリーフレット配布、スライドショーの公開等
の広報活動により、区役所来庁者を対象にしたアンケート調査の結果に
おいて、町内会・自治会等の存在について知っている人の割合が増加す
るとともに、総合計画に関する市民アンケートにおいては、町内会や市民
活動など、地域での活動に参加していると答えた人の割合が令和５
（2023）年度の目標を上回り、地域コミュニティ活性化に貢献すること
ができたため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

取組の
総体的効果

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・多様な主体による地域コミュニティ活性化については、町内会・自治会等をはじめとした
地域社会への周知、地域コミュニティの希薄化や町内会・自治会の加入率の低下といっ
た課題には引き続き取り組む必要があることから、区民が身近な地域活動に参加し活
躍する場の創出や町内会・自治会等の各種団体の連携・協力の促進に向け、取組を
継続します。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・町内会、青少年指導員会、スポーツ推進委員会、子ども会等の団体が協働で実施する親子運動会など、区が運営を支援しながら、
地域主体で行われるイベント開催に向けた準備、開催可否を判断する会議等を通じ、各団体と参加者である地域住民との交流、意見
交換、相互理解がなされ、多様な主体による地域コミュニティのさらなる活性化に向け、一定程度の効果がありました。
・まちづくりカフェを通じて、まちづくりのアイデアや地域への課題意識をもった区民が実践プロセスを学ぶことにより、地域でまちづくり活動に
関わる区民が増えるとともに、参加者同士の新たなつながりを創出できました。（R04:講座２回、相談会２回の計４回、R05:交流会
１回、講座２回の計３回実施）
（R05（2023））
・令和５（2023）年４月にＳＤＣ相談窓口を開設したことにより、地域活動に関する相談場所が増え、地域活動を志す人と活動の
場のコーディネートができました。（橘地区でＳＤＣの出張相談&ＰＲを１回実施）
・「つながる、橘地区︕」をテーマに市長車座集会を開催し、ＳＤＣ相談窓口運営者、町会長、地域の子育て世代など多様な主体によ
る意見交換を行い、新たなつながりが生まれました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・町会相互の連携・協力の促進に向けた意見交換会や研修会を実施したことで、町内会加入促進等の課題解決に向けた情報を共有
することができ、一定程度の効果がありました。
・区役所内や各種イベント等において、町内会・自治会の活動に関するリーフレットの配布や、スライドショーの公開等、町会の活動内容
等について周知を行った結果、区役所来庁者を対象にしたアンケート調査の結果では、町内会・自治会の存在について知っている人の
割合が令和４（2022）年度は64％、令和５（2023）年度は68％となり認知度が向上し、総合計画に関する市民アンケートで
は、町内会や市民活動など、地域での活動に参加していると答えた人の割合が、令和５（2023）年度は目標を上回り、21.8％となっ
たことから、町内会・自治会等をはじめとした地域社会への理解や関心を深めることに寄与しました。
（R05（2023））
・ＳＤＣ相談窓口の開設により運営事業者がFacebookを通じた情報発信や相談窓口でのチラシ配架を行うことで、行政後援等のな
い地域イベントの周知も実施でき、地域のイベント情報の把握や担い手の発掘につながる情報収集ができました。

区分 区分選択の理由
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
①健康づくりや地域福祉に関する動画またはホームページによる情報提供
②地域包括ケアやコミュニティづくりに関する情報コーナーの設置
③健康づくりに関する出前講座の実施
④ＳＮＳを活用した地域福祉への関心の向上、地域活動への参加促進
⑤区社会福祉協議会や地域包括支援センターとの連携による、圏域会議等を通じた地域との意見交換会の実施と課題解決に向けた
支援
⑥多様な主体との連携による地域課題解決に向けた具体的な取組の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、活動指標（地域包括ケアシステムに関する動画やホームページのコンテンツ数）に
ついて、区民向けコンテンツを当初想定より多く提供できたため、令和４（2022）年度実績値を基準値として、
令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正しました。

事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・区民への情報発信による地域福祉への関心向上及び地域活動への参加促進により、健康づくりに関する地域活動やボランティア活動
に参加したことがある区民の割合6.0％を達成
・地域包括ケアシステムの推進に向けた多様な主体との連携

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 22・多様な主体の参加と協働による地域包括ケアシステムの推進 高津区役所

現　状
【課題認識】

・区内の高齢化率は18.9％（令和３（2021）年12月末現在）と全市平均より低い状況ですが、今後は介護や医療サービスを必
要とする高齢者の増加が見込まれます。住み慣れた地域で、安心して健康的な暮らしができるよう地域住民、地域の活動団体、事業
者、行政等が連携して地域の課題解決に取り組む必要があります。
・町内会・自治会、自主防災組織、市民活動団体、商工農業者団体など、地域で活動を行う各種団体では、社会状況の変化等によ
り、活動の担い手の固定化や不足が見られ、地域コミュニティの希薄化が課題となっています。
・また、各種団体の活動を維持・活性化させるとともに、団体相互の連携・協力を促進するため、区役所には、地域人材の発掘・支援に
向けた取組や各種団体同士のつながりをコーディネートする役割が求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・引き続き、地域の関係団体を主体とした取組の推進、担い手の発掘に取り組んでいくとともに、いわゆる「団塊Ｊｒ」世代の人口ボ
リュームゾーンが令和22（2040）年には65歳以上高齢者となるため、元気なうちから、健康づくり、情報収集など人生100年時代に
向けた備えができるよう取組を進めていきます。
・地域包括ケアシステムの推進及びコミュニティ施策の連携を意識しつつ、多様な主体が連携することで効果的・効率的かつ、持続的に
地域課題の解決が図られるような仕組みづくりを目指し、必要な取組・支援を行います。
・超高齢社会に対応する地域コミュニティ形成を下支えするため、誰もが気軽に集える地域の居場所「まちのひろば」の創出を支援してい
きます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区ホームページや市政だより区版、動画コンテンツ、子育て情報誌「ホッとこそだてたかつ」等の広報媒体や、新たに設置する情報コー
ナーを活用した、区の地域情報や地域福祉活動の継続的な情報発信及び「団塊Ｊｒ」世代に向けた広報の推進
・関心のない区民や関心はあるが忙しい区民へのアプローチとして、健康づくりに関する出前講座、ＳＮＳの活用などによる地域福祉への
関心の向上及び地域活動への参加促進
・地域福祉懇談会の場での意見交換や地区カルテの活用など地域の特性に応じ、区社会福祉協議会等と連携した地域課題の丁寧な
発掘・共有
・コミュニティ施策を踏まえた、多様な主体の連携による地域課題解決に向けた具体的な取組の推進

96700230 地域包括ケア推進に関する業務
関連する
事務事業

事務事業コード
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

実績

目標

単位

1
説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 5.1 4.7 ー

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

健康づくりに関する地域活動やボランティア活動に参加した
ことがある区民の割合

ヒト

目標 5.5 ー ー 6.0

％

説明
３年に１度実施する川崎市地域福祉実態調査（高津区版）の
「地域活動やボランティア活動について」設問の「健康づくりに関する
活動」に参加したことがあると回答した区民の割合を参照する。

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・動画媒体での区民への情報発信を行うため、令和４（2022）年度は、公園体操（２本）、地域のつながり（１本）、認知症
（１本）、地域の特徴・課題をまとめた地区カルテ（１本）の４つのテーマで５つの動画を作成し、令和５（2023）年度は、働き盛
り世代の健康づくりの動画を１つ作成し、５つのテーマで合計６本の動画を高津区YouTubeチャンネルに公開し、区民向けの地域福祉
への関心向上及び地域活動への参加促進に向けた取組を進めました。
・紙媒体での区民への情報発信を行うため、公園体操や相談窓口など地域包括ケアシステムに関するパンフレットを高津市民館、プラザ
橘に情報コーナーを設置し、地域福祉への関心向上及び地域活動への参加促進に向けた取組を進めました。
・公園体操の開催場所を増やすため、令和４（2022）年度に川﨑フロンターレと連携してマスコットと区民が一緒に公園体操をする動
画を作成し、令和４（2022）年度、令和５（2023）年度でそれぞれ各１回公園体操に関する講演会を開催（参加者︓令和４
（2022）年度21人、令和５（2023）年度20人）し、活動紹介パンフレットを包括支援センターや老人いこいの家などの場所にお
いて配布し、健康づくりに関する地域活動やボランティア活動の参加に向けた取組を進めました。
・多様な主体との連携による地域課題解決に向けた具体的な取組の推進するため、地域住民や関係機関とのブロック会議での意見交
換（34か所延べ59回）を踏まえて、区社会福祉協議会、地域包括支援センター、生活支援コーディネーター等と連携して、地域特性
に応じたシニアや親子向けなどの住民主体の地域活動を継続する支援を行いました。
【R04（2022）】
・富士通ゼネラル株式会社と連携し介護予防に関する講座を開催（参加者19人）しました。
・マンション居住者のつながりづくり、課題解決支援のため、かわさきマンション管理組合ネットワーク、マンション管理組合と連携して、区内
の分譲マンション居住者間の情報交換を目的とした交流会を２回開催（参加者32人）しました。
【R05（2023）】
・働き盛り世代の健康づくりをテーマに地域デザイン会議を開催（参加者17人）し、働き盛り世代の健康づくりに向けた意識醸成を進め
ました。
・地域活動に携わる人材育成を目的とした講座（民生委員児童委員まるわかり講座）を開催（参加者22人）しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

本

説明
関心のない区民や忙しい区民へのアプローチとして作成した地域包括ケアシステ
ムに関する動画やホームページのコンテンツ数
※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 1 5 6

2

2

地域包括ケアシステムに関する動画やホームページのコンテンツ数
（累計） 目標 1 6

（２）
7

（３）
8

（４）

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

3 4
箇所

説明 区内公共施設への情報コーナーの設置数 実績 ー 1 2

地域包括ケアシステム情報コーナーの設置箇所数（累計） 目標 1
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・地域包括ケアシステムの推進に向けて、動画やホームページの作成、情報コーナーでの
配架の他、地域活動の場での活用等を通じた広報活動を地域の状況に合わせて効果
的に行っていきます。
・健康づくりに関する地域活動やボランティアへ参加したことのある区民を増やしていくた
め、区民や関係者の意見を参考にしながら、多様な主体と連携した広報や講座の実
施、具体的な地域活動の支援を行っていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・地域活動の再開や新規活動の立ち上げ、参加人数の増加も見られた
一方で、コロナ禍で中断、休止した活動が担い手不足等により再開する
ことなく終了したものもあり、今後も様々な場面での情報発信を通じて地
域福祉、健康づくり、地域活動への関心向上を進める必要があることや、
これらの取組をより効果的に進めるために、継続的に多様な主体と連携し
た取組を進める必要があるため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和２（2020）年から令和４（2022）年にかけて、新型コロナウイルス感染症による地域活動の自粛期間が続き、活動に参加す
る場や機会が限られたことから、健康づくりに関する地域活動やボランティア活動に参加したことがある区民の割合が「第５回川崎市地域
福祉実態調査」令和元（2019）年度調査時点の5.1％から「第６回川崎市地域福祉実態調査」令和４（2022）年度は4.7％
に減少する結果となりました。
・公園体操の講演会開催、区で作成した公園体操動画の紹介、活動紹介パンフレットの配布などの普及啓発に向けた取組を行ったこと
により、令和４（2022）年度は公園体操の開催場所が41か所から44か所に増え、令和５（2023）年度には新たにマンション（１
か所）で公園体操の定期的な開催につながり、居住者が集える新たな場所が生まれました。
・ブロック会議を継続的に開催することにより、住民主体の地域活動の支援を行う主体が継続的に参加する体制を構築することができ、
住民主体の地域活動の支援や、地域住民との対話による新たな課題抽出を継続的に行ったことにより、令和５（2023）年度は新た
に認知症カフェ１か所の立ち上げにつなげるなど、地域活動やボランティア活動の場を広げることにつながりました。
・民生委員や区社会福祉協議会と連携し、子育てサロンや会食会等の立上げ支援を行ったことで、住民主体の活動として安定した開
催に結び付けることができました。また、地域福祉への関心向上を目的に住民主体の活動と近隣の福祉事業所が連携し、健康体操やう
たの会、まちかど保健室などの機会の創出を提案し、地域での様々な主体がつながりを持つ取組につなげることができました。
・地域活動に関わる人材育成を目的とした講座の開催を通じ、民生委員児童委員の活動への関心、理解を深める機会を提供したこと
で、参加者のうち２名が新たに地域ボランティア活動への参加するなど地域活動への参加につなげることができました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・公園体操での市民参加型の動画、市民提案型協働事業の社会人落語を活用した動画、地域包括ケアシステムに関するパンフレッ
ト、地域包括ケアシステムを特集した市政だより高津区版等、地区カルテ紹介動画や地域活動レポート「たかつハートリレー」等の情報媒
体を作成し、区民向けに周知した結果、公園体操の新規立ち上げ（令和４（2022）年度３か所、令和５（2023）年度１か
所）や、住民主体の地域活動の継続支援の場における活動の意義についての住民との共有、地域活動団体と福祉事業所との新たな
交流の輪の拡大につなげることができました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 23・多様な主体の参加と協働によるコミュニティ施策の推進 宮前区役所

事務事業コード 事務事業名
50101010 多様な主体による協働・連携推進事業

現　状
【課題認識】

・社会的な孤立等による孤独死の発生や、地域での自治力の低下が招く災害時の対応面での課題、人口減少がもたらす空き家の増
加による都市のスポンジ化などを回避し、多様なつながりや居場所を創出しつつ、幸福度が高く誰もが認められる社会的包摂の進んだ持
続可能な都市型コミュニティを実現するため、地域のつながりをつくり、多様な主体による地域づくりの「新たなしくみ」の構築に取り組んでい
くことが求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・ソーシャルデザインセンターや区における行政への参加に関する取組等を通じて、地域との協働の取組・地域活動支援の取組に関する
見える化や各取組に関わる地域の主体の連携を促進し、市民創発による地域課題の解決や地域の魅力づくりを推進します。
・多様な主体の横断的、柔軟な連携による身近な課題の解決に向け、研修やワーキングを通じて、区役所職員としての専門性や課題
解決力の向上に取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・多様な主体の連携によるソーシャルデザインセンターの創出に向けた取組の推進
・地域との協働の取組・地域活動支援の取組に関する区民に対する分かりやすい情報発信等による見える化に関する取組
・区の施策や地域資源等について学び、区職員としての意識の向上を図る研修の開催
・地域の主体の連携促進に向けたワークショップ等の実施
【R04（2022）・R05（2023）】
・「宮前区地域デザイン会議」の試行実施、検証
【R06（2024）・R07（2025）】
・「宮前区地域デザイン会議」の取組の推進

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・ソーシャルデザインセンターの創出や「宮前区地域デザイン会議」の取組等を通じ、まちのひろばＷＡプロジェクトに４団体が参加するな
ど、多様な主体が連携した、市民創発による地域課題の解決や地域の魅力づくりの実施
・区役所職員としての専門性や課題解決力の向上

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区の施策や地域資源等について学び、区職員としての意識の向上を図る研修の開催
・地域の主体の連携促進に向けたワークショップ等の実施
【R04（2022）】
・多様な主体の連携によるソーシャルデザインセンターの創出に向けた取組の推進
・区役所各課による連携を通じた、地域との協働の取組・地域活動支援の取組に関する見える化の推進
【R04（2022）・R05（2023）】
・「宮前区地域デザイン会議」の試行実施、検証
【R05（2023）】
・宮前区ソーシャルデザインセンター「みやまえＢＡＳＥ」の取組開始
・「みやまえＢＡＳＥ」等を活用した地域との協働や活動支援等に関する情報の発信
【R06（2024）・R07（2025）】
・「宮前区地域デザイン会議」の取組の推進
・宮前区ソーシャルデザインセンター「みやまえＢＡＳＥ」の取組推進
・「みやまえＢＡＳＥ」等を活用した地域との協働や活動支援等に関する情報の発信

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、活動指標（地域の主体の連携促進に関するワークショップ等の実施回数）につい
て、令和５（2023）年度以降に開催を予定しているＳＤＣの関連会議の回数を基準として、令和５
（2023）年度以降の目標値を上方修正します。

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・平成30（2018）年度から継続して行っている宮前区の希望のシナリオ実現プロジェクトについて、令和３（2021）年度は多様な主
体が協働・連携するプラットフォームとなる場として、「ラウンドテーブル」を試行実施するとともに、「宮前区らしいＳＤＣは、区内の豊かな活
動を活かし、主体的に活動する既存の活動や人をつなぎ、さらに豊かにしていくしくみやしかけである」という仮説の検証を行いました。
・それらを踏まえ、令和４（2022）年度はＳＤＣのしくみや運営を検討するため、立ち上げるワーキンググループメンバーを募集し28人
が参加しました。７月24日のミーティング１を皮切りに、計21回の個別ミーティングや全体ミーティング、他区ＳＤＣの視察等を重ねて、
ＳＤＣの立ち上げ時の取組や機能、運営方法・体制等について議論することで、令和５（2023）年度に宮前区ＳＤＣをスタートさ
せる基盤を固めました。
・区民の方から多くの御意見、御要望をいただいていた公共施設の地域化をテーマに計３回ミーティングを実施し、区役所市民広場の活
用に向けて「宮前区役所市民広場活用検討委員会」を試行で設置して議論を重ねるとともに、３月14日及び16日に市民団体による
イベントをお試し実施しました。
【R05（2023）】
・参加する人が「ゆるさ」や「気軽さ」を大事にしながら、つながりや居場所の発見、新しい価値の創出、地域課題の共有・解決などを目指
す宮前区ＳＤＣ「みやまえＢＡＳＥ」を令和５（2023）年度からスタートし、年３回開催しました。みやまえＢＡＳＥでは、地域で
活動している方などの情報を発信しながら、区内の様々な人や団体がつながるきっかけを作りました。また、みやまえＢＡＳＥの開催に向
けて、月に１回程度、プログラムの内容等を決める企画会議を開催しました。
・公共施設の地域化に向けて、宮前区役所市民広場でのイベント活用等を検討する「宮前区役所市民広場活用検討委員会」での審
議を踏まえて、市民団体によるマルシェやキャンドルナイトイベント等を開催しました。
・地域デザイン会議において、公園の落ち葉の活用に向けた検討を行い、堆肥づくりや落ち葉プールなど遊んで学べるイベントを11月25
日に開催しました。

1
目標

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1 団体

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

まちのひろばＷＡプロジェクト参加数 目標 1 2 3 4

説明
「まちのひろば」の概念と３つの「わ（和・話・輪）」に共感する人た
ちと協働し、「まちのひろば」を見つけ、広げる「まちのひろばＷＡプロ
ジェクト」への参加が増えることで、市民創発による地域課題の解決
や地域の魅力づくりを推進するため、成果指標として設定するもの

実績 0 3 3

ヒト

R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

1

2

目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績

2

活
動
指
標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
地域の主体の連携促進に関するワークショップ等の実施回数 目標 3 12

（３）
12

（３）
12

（３）
回

説明 地域の主体の連携促進を図るため活動指標として設定するもの
※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 - 24 17
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・令和５（2023）年度から宮前区ＳＤＣ「みやまえＢＡＳＥ」をス
タートさせ、区内の様々な人や団体がつながる取組を推進することができ
たため。
・地域デザイン会議において、落ち葉を活用したイベントを実施し、堆肥づ
くり体験や落ち葉を使った落ち葉プールなどが行われ、子どもたちの体験・
学びの機会となるとともに、地域の人と落ち葉の活用の可能性や落ち葉
清掃の担い手確保について考えるきっかけを作ることができたため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和５（2023）年度からスタートした宮前区ＳＤＣ「みやまえＢＡＳＥ」などにおい
て、より複雑化する地域課題に的確に対応し、市民自治と多様な価値観を前提とした
豊かで持続可能な都市型コミュニティの形成を目指していきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・市民創発による地域課題の解決に向けて、計24回のミーティングを実施し、区民の皆様と検討を重ねることで、新たな人とのつながりが
生まれました。
（R05（2023））
・みやまえＢＡＳＥなどを通して、地域で活動している方を紹介しながら、区内の様々な人や団体がつながるきっかけを作りました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ミーティングや区ＨＰ、YouTubeを通じて公共施設の地域化に関する情報を地域に発信し、地域のつながりづくりの大切さなど、区民に
とって有益な情報の提供・共有につながりました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 24・多様な主体の参加と協働による地域包括ケアシステムの推進 宮前区役所

現　状
【課題認識】

・少子高齢化の進行、核家族や単身世帯の増加、隣近所との関係の希薄化などを背景として、身近な地域では、子育て家庭や高齢
世帯の孤立、心身の健康維持など、様々な生活上の課題を抱える状況が続いています。
・地域福祉の向上をめざす取組には、これまでも様々な人や団体・機関等が関わってきましたが、社会環境の変化が大きい状況下で、地
域包括ケアシステムを推進していくためには、区民・事業者・行政等それぞれが主体的に取り組むとともに、連携を強化し、一体となって取
り組むことが求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・各分野の地域福祉の向上を図り、活動への理解を広げるため、様々なつながりを活用して、関係者間で課題や情報を共有するととも
に、顔の見える関係を作ってお互いの強みや役割を理解し、知恵を出し合うことを通じて、安心して暮らせる地域づくりにそれぞれが主体
的に取り組みます。
・必要に応じてオンラインでの参加を可能とするなど、個々の取組の内容や対象等に応じて、効率的・効果的に取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議を通じた区民・事業者・行政等の連携強化
・地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会等の会議出席を通じた地域との顔の見える関係づくり
・宮前区ご近所情報サイト「みやまえご近助さん」の掲載情報更新のためのヒアリングを通じた区内のコミュニティカフェ・公園体操・子育て
サークル等の活動継続と情報発信の支援
・地域の集いの場等への講師派遣（オンラインも可）によるご近所で支え合う地域づくりの推進
・地域みまもり支援センター内の子育て情報を集約した「宮前区子育てお助けガイド」の作成と乳幼児健診・子育てサロン等での配布
・多職種の地区別担当者会議等による庁内関係課の連携強化と地域包括ケアシステムに関する職員研修の実施

96900240 地域包括ケア推進に関する業務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・地域住民と職員との間に築かれた顔の見える関係に基づく、地域情報交換会等を通じた効率的・効果的な関係者間での情報共有
・地域包括ケアシステムの推進に向け、その時々に必要な取組に応じて、庁内外の多様な主体と連携し、各年度30団体以上が参加

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議（年３回開催）を通じた区民・事業者・行政等の連携強化
・地区民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会等の会議出席を通じた地域との顔の見える関係づくりの構築（各年度30回
以上）
・宮前区ご近所情報サイト「みやまえご近助さん」の掲載情報更新のためのヒアリングを通じた区内のコミュニティカフェ・公園体操・子育て
サークル等の活動継続と情報発信の支援の実施（各年度220団体以上）
・地域の集いの場等への講師派遣（オンラインも可）によるご近所で支え合う地域づくりの推進
・地域みまもり支援センター内の子育て情報を集約した「宮前区子育てお助けガイド」の作成（年３回以上）と乳幼児健診・子育てサ
ロン等での配布の実施
・多職種の地区別担当者会議等（月１回程度の開催）による庁内関係課の連携強化と地域包括ケアシステムに関する職員研修の
実施（年２回の開催）
【R05（2023）】
・子育て情報誌「みやまえ子育てガイドとことこ」の大規模改訂の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
75以上
(30以上)

75以上
(30以上)

回
説明 年度末時点における地域住民で構成される団体の会議等への出席回数 実績 27 55 75

地区民生委員児童委員協議会等への会議出席回数 目標 30
以上

30
以上

2

宮前区ご近所情報サイト掲載のコミュニティカフェ・公園体操・子育
てサークル等の数 目標 220

以上
220
以上

220
以上

220
以上

1

団体
説明 年度末時点における地域活動の状況をヒアリングを実施した団体数 実績 216 233 220

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議を３回開催（参加者延べ72名）し、宮前区地域福祉計画の取組状況や地域包括ケ
アシステムの推進に向けた活動の内容で議論を交わし、区民・事業者・行政等の連携を強化しました。
・地域ケア推進課企画調整係の職員（４名）が地区民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会等の会議に55回出席し、
地域との顔の見える関係づくりを構築しました。
・宮前区ご近所情報サイト「みやまえご近助さん」の掲載情報更新のためのヒアリングを233団体に実施し、区内のコミュニティカフェ・公園
体操・子育てサークル等の活動継続と情報発信の支援をしました。
・地域の集いの場等への講師派遣を３箇所に対して３回実施し、ご近所で支え合う地域づくりを推進しました。
・地域みまもり支援センター内の子育て情報を集約した「宮前区子育てお助けガイド」を４回作成し、乳幼児健診・子育てサロン等で子
育て世代を主な対象に4,000部配布しました。
・事務職や保健師、社会福祉士など多職種の職員による地区別担当者会議等を月１回程度開催し、地域のイベント情報や困りごとな
どの情報について共有するなど、庁内関係課の連携強化を図るとともに、地域包括ケアシステムの理解と共感を広げる目的として３種類
の職員研修を実施（参加者延べ178名）しました。
【R05（2023）】
・宮前区地域包括ケアシステムネットワーク会議を４回開催（参加者延べ92名）し、第７期宮前区地域福祉計画の策定や地域包
括ケアシステムの推進に向けた活動の内容で議論を交わし、区民・事業者・行政等の連携を強化しました。
・地域の集いの場等への講師派遣を７箇所に対して８回実施し、ご近所で支え合う地域づくりを推進しました。
・地域みまもり支援センター内の子育て情報を集約した「宮前区子育てお助けガイド」を３回作成し、乳幼児健診・子育てサロン等で子
育て世代を主な対象に3,000部配布しました。
・事務職や保健師、社会福祉士など多職種の職員による地区別担当者会議等を月１回程度開催し、地域のイベント情報や困りごとな
どの情報について共有するなど、庁内関係課の連携強化を図るとともに、地域包括ケアシステムの理解と共感を広げる目的として２種類
の職員研修を実施（参加者延べ73名）しました。
・子育て世帯に対し必要な情報をより分かりやすく伝えるため、子育て情報誌「みやまえ子育てガイドとことこ」の大規模改訂を実施しまし
た。
・宮前区オリジナル「だいすきメロコス体操・ダンス」を公園体操、イベント、子ども・高齢者施設等で実施することで、健康づくりや子どもと高
齢者が交流するきっかけづくりにつなげました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

庁内外の多様な主体と連携して実施した取組への参加団
体数

ヒト
目標 30

以上
30

以上
30

以上
30

以上
団体

説明 庁内外の多様な主体とその時々に必要な取組を実施することで、
年度末時点において、連携した団体数（単年度） 実績 30 34 39

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・多様な主体と連携した取組の実施や、地区民生委員児童委員協議会等への出席、職員研修等により、区民・事業者・行政等が互
いの役割や地域の現状を共有し、顔の見える関係をつくることで、一体となって地域包括ケアシステムの構築を進めました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・インターネットやＳＮＳ、紙媒体での情報発信や、地域の集いの場等への講師派遣など、効率的で効果的な情報発信を行った結果、
安心して暮らせる地域づくりにつなげました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・区民・事業者・行政等が、それぞれの強みを活かして連携するとともに、
インターネットやＳＮＳ、紙媒体を通じた情報発信により、一体となって地
域包括ケアシステムを進めることができたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した活動指標（地区民生委員児童委員協議会等への会議出席回数）について、令和
５（2023）年度実績値を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・新型コロナウイルス感染症の影響により地域住民で構成される団体の会議等への出席が難しい状況がありました
が、５類感染症への移行に伴い積極的に出席できる状況となったことから目標値を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・宮前区らしい地域包括ケアシステムの推進に向けて、より多くの関係機関や地域活動
団体、民間事業者等の地域における主体との協働・連携により、地域福祉の向上に取
り組みます。さらに、関係部署や関係機関と連携して理解と共感を広げる情報発信を
充実させるとともに、ご近所で支え合う地域づくりが進むよう支援します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
到達目標

・多摩ＳＤＣに100件以上の個人・団体が登録するなど区民主体の効果的な運営を通じた、多様な主体の連携による地域課題の解
決
・地域課題の解決に向けた区にゆかりのある大学の知的資源や人材の活用、大学生の地域参加
・講演会の開催や加入促進の取組による町内会・自治会活動の一層の活性化
・地域デザイン会議の開催を契機とした多様な主体の連携による地域課題の解決
・生田出張所新庁舎の的確な管理運営や利活用に関する地域との協議を通じ、身近な地域の拠点としてより多くの人が活用

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・大学との連携による地域課題解決に向けた「大学・地域連携事業」の実施。大学と地域の連携を促進する「たまなびプログラム」として、
大学生の地域参加促進事業や、地域に向けた大学情報発信等の取組の実施
・町内会・自治会の課題に対応した講演会や、転入者・未加入者の加入促進に向けた取組の実施
・地域デザイン会議を適切なテーマにより試行開催し、多様な主体による地域課題解決に向けた取組を推進
【R04（2022）】
・多摩ＳＤＣの取組の効果的な推進に向けた、補助金の交付、広報の協力、地域情報の共有等の伴走支援の実施。協定期間中の
区域レベルの取組に対する評価・検証及び令和５（2023）年度以降の取組のあり方についての検討の実施
・生田出張所新庁舎の利活用促進に向けた、大会議室の地域利用の開始、利用状況の分析、対応策の検討の実施。多目的スペー
スの利用促進に向けた取組の実施、キッチンコーナーの利活用ルールの検討及び利用の開始。現生田小学校下校庭の広場整備に向
けた地域ニーズの把握、整備内容の確定
【R05（2023）】
・生田出張所新庁舎の所内諸室の利用促進に向けた取組の推進、新たな地域要望に対する的確な対応及び適切な管理の実施。現
生田小学校下校庭への地域要望に対応する利用ルールの確立
・ソーシャルデザインセンターへの支援など令和４（2022）年度の評価・検証を踏まえた、区域レベルの取組の推進
【R06（2024）】
・ソーシャルデザインセンターへの支援など令和４（2022）年度の評価・検証を踏まえた、区域レベルの取組の推進
・生田出張所新庁舎所内諸室の利用促進に向けた取組の推進、新たな地域要望に対する的確な対応及び適切な管理の実施。出張
所が管理する広場として、現生田小学校下校庭の地域利用の開始
【R07（2025）】
・ソーシャルデザインセンターへの支援など令和４（2022）年度の評価・検証を踏まえた、区域レベルの取組の推進及びこれまでの区域
レベル取組に対する評価・検証の実施
・生田出張所新庁舎の所内諸室及び現生田小学校下校庭の利用促進に向けた取組の推進。新たな地域要望に対する的確な対応
や適切な管理の実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（多摩ＳＤＣにおける人材（個人・団体）登録件数）について、令和
４（2022）年度実績を基準として、令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正します。

状況変化等に
よる取組の変更

など

50103090 地域課題対応事業（多摩区）

現　状
【課題認識】

・地域の活性化や課題解決に向けて、町内会・自治会等の地域住民組織や地域活動団体、区にゆかりのある３つの大学、多摩区
ソーシャルデザインセンター（以下「多摩ＳＤＣ」という。）など、多様な主体との連携・協働によるまちづくりを進めています。
・区民会議のリニューアルに向けた新しい参加の場として、地域デザイン会議の試行開催を検討しています。
・身近な地域活動の場としての利用が見込まれる諸室を備えた生田出張所新庁舎の供用が開始されています。

（４年間の）
取組の方向性

・多様な主体の連携・協働による地域の課題解決を一層促進していくため、「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」における区域レ
ベルの取組を効果的に進めます。
・区民が主体となったまちづくりを一層推進するため、大学と地域の連携促進や、町内会・自治会を取り巻く課題に対応する支援に取り
組みます。
・地域デザイン会議が、地域課題の解決に向けた多様な意見を伺う場として機能するよう効果的に開催します。
・身近な地域の拠点として、生田出張所新庁舎の利用促進に向けた取組を推進していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・多摩ＳＤＣが、主要な機能である中間支援の取組を効果的に推進していくことができるよう、協定に基づく支援を実施するとともに、協
定期間中の取組について評価・検証を行い、その結果を踏まえながら区域レベルの取組を効果的に推進
・大学・地域連携事業や大学生の地域参加促進に向けた取組を推進
・町内会・自治会の課題に対応した先進事例等を紹介する講演会や転入者・未加入者の加入促進に向けた取組を推進
・地域デザイン会議の開催を通じて、多様な主体による地域課題の解決に向けた取組を推進
・生田出張所新庁舎をより多くの方に利用してもらえるよう、管理運営を的確に行うとともに、生田小学校下校庭敷地との一体的な利活
用に向けて、地域の声を聞きながら利用方法などの検討を実施

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 25・多様な主体の参加と協働によるコミュニティ施策の推進 多摩区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1

2

実績

目標

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標

説明

単位

目標

説明 実績

多摩SDCにおける人材（個人・団体）登録件数（計画
期間における累積） 目標 170 180

(80)
250
(90)

290
(100以上)

説明
多摩SDCの区民主体による活発な活動を支援する取組を通じ、年
度末時点において多摩SDCに登録した人材の件数（計画期間に
おける累積）　※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 111 171 211

ヒト

区分 内容（主に区分が「４」の場合）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 件

2

実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・専修大学、明治大学、日本女子大学との連携により、各大学の企画提案による「大学・地域連携事業」を３事業実施しました。
・大学生の地域参加を促進する「たまなびプログラム」を多摩ＳＤＣとの連携により実施しました。また、情報誌を発行し、町内会・自治
会を通じた回覧を行うとともに、ＳＮＳ・市政だより多摩区版など様々な媒体を活用して大学情報の発信を行いました。
・町内会等の活動への参加促進に向けた啓発活動を実施しました。町内会・自治会への加入促進のためのリーフレットを作成・配布、区
民祭や青少年指導員会の活動でのチラシの配布等を行いました。
・令和４（2022）年度は、地域活動団体等の横のつながりづくりや多摩区におけるＳＤＣに係る取組のあり方を、令和５（2023）
年度は、公園緑地を支える区民協働の取組をテーマに地域デザイン会議を開催しました。
・令和４（2022）年度は、多摩ＳＤＣが中間支援組織として効果的に運営されるよう、補助金を交付するとともに、市政だより多摩
区版等における広報（５回）、イベント開催への協力などの支援を行いました。また、協定期間中の区域レベルの取組について評価・検
証を行い、令和５（2023）年度以降の望ましい取組のあり方を「多摩区におけるソーシャルデザインセンターに係る取組の今後のあり
方」として取りまとめるとともに、多摩ＳＤＣの運営組織と評価・検証結果を踏まえた新たな協定を締結しました。令和５（2023）年度
は、「今後のあり方」を踏まえ、中間支援の活動に一層重きを置いた取組を求め、多摩ＳＤＣが中間支援組織として効果的に運営され
るよう、補助金を交付するとともに、市政だより多摩区版等における広報（６回）、イベント開催への協力などの支援を行いました。
・多摩ＳＤＣが実施する「多摩区地域コミュニティ活動支援事業」において、令和４（2022）年度は５団体、令和５（2023）年
度は７団体に対する助成金交付が行われました。
・地域活動の活性化を推進するため、令和４（2022）年４月から生田出張所大会議室の地域利用を開始しました。また、多目的ス
ペースの利用促進のため、キッチンの利用ルール策定に向けてキッチンの試行利用を実施しました。令和５（2023）年度12月から、地
域活動の活性化をさらに推進するため、生田出張所大会議室及び多目的スペースの利用拡大を実施しました。
・生田出張所新広場の令和６（2024）年度からの広場としての供用開始に向けて、アンケート等により地域ニーズを確認した上で、整
備内容を確定しました。

目標
1

活
動
指
標

回

2

1

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

目標

説明 実績

市政だより多摩区版における多摩ＳＤＣの取組の広報件数（単
年度） 目標 4 5 5 6

説明 年度末時点での市政だより多摩区版における多摩ＳＤＣの取組の広報件数
（単年度） 実績 3 5 6

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

○ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）
・多摩ＳＤＣに登録した人材の件数について、令和４（2022）年度・令和５（2023）年度の実績値が想
定を大幅に上回り、令和５（2023）年度末時点で令和７（2025）年度目標値を上回ったことから、目標値
を上方修正するもの。

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・多摩ＳDＣに係る取組については、令和４（2022）年度に実施した評価・検証結
果を踏まえ、運営組織と新たな協定を締結し、一層効果的な取組を推進します。
・生田出張所の更なる利用や現生田小学校下校庭の広場としての供用開始に向けて
地域と連携した取組を推進します。
・町内会・自治会をはじめとする地域住民等と引き続き連携しながら地域課題解決に
向けた取組を進めるとともに、自助・互助の理念の浸透などを通じて、区民の地域活動
への参加促進を図ります。
・区にゆかりのある３大学と連携した取組については、取組を知らない区民も多いことか
ら、引き続き多様な媒体による情報発信を行うとともに、大学生の地域参加を促進する
など、大学と地域の交流を一層促進していきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）
・成果指標（多摩ＳＤＣにおける人材（個人・団体）登録件数）について、令和５（2023）年度実績を基
準として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・多摩ＳＤＣに対して、広報の協力や地域情報の共有など多様な支援
を行うことで、多摩ＳＤＣと地域の団体等の関係構築や連携した取組を
促進し、登録件数も目標を達成することができたため。
・生田出張所新庁舎の利用促進に向けた取組や、地域の多様な主体と
連携した取組についても、活動目標を概ね達成し、ヒト・モノの効果を中
心に一定の成果を挙げることができたため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

取組の
総体的効果

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・地域で活動する団体等への支援を通じて、多摩ＳＤＣに情報登録を行う団体が増加し、団体同士の連携による地域活性化等の取
組が行われています。また、多摩ＳＤＣの取組の拡充に伴い、20歳代以下の若い世代を中心に運営メンバーも増員されるなど、地域
活動に関わる新たな人材の発掘につながっています。
・多摩ＳＤＣが実施する「多摩区地域コミュニティ活動支援事業」を通じて、助成金が交付された令和４（2022）年度５団体、令和
５（2023）年度７団体による主体的な地域活性化・課題解決に向けた取組が行われました。
・地域デザイン会議の開催を通じて、令和４（2022）年度は、地域で活動する団体同士の協働・連携による取組を促進しました。ま
た、多摩区におけるＳＤＣに係る取組に対する参加者の理解と関心を高めることができました。令和５（2023）年度は公園の維持管
理活動の現状と課題を共有し、区民協働による継続的な維持管理活動を考えるきっかけを作り、協働の取組を進めました。
・大学生の地域参加を促進する「たまなびプログラム」に、令和４（2022）年度は多摩区にゆかりのある３つの大学の学生23人、令
和５（2023）年度は16人が参加し、多摩ＳＤＣが実施・支援する取組への参加を通じて地域活動を体験することで、地域への愛
着と関心を深めることができました。

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・生田出張所について、令和４（2022）年度新たに大会議室の地域利用を開始したことで、３団体、14件の利用があり、また、多目
的スペース利用促進の取組により、令和３（2021）年度と比較し、一日平均利用者数が8.9人から12.9人に増加、令和５
（2023）年度は、大会議室の利用時間等を拡充し、５団体26件の利用がありました。また、多目的スペースの地域利用を開始する
など、身近な地域の拠点として利活用が進み、地域人材による活動の活性化に資することができました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ＳＮＳなど多様な媒体を通じて、区にゆかりのある３大学の情報や多摩区・３大学連携協議会の取組を広く発信することができまし
た。なお、区民の認知度向上に対する効果については、令和６（2024）年度に実施する区民意識アンケートによって測定します。
・町内会等の活動への参加促進に向けて作成したリーフレットについては、区役所や各町内会等による加入促進活動で活用するなど、
町内会活動の支援につながっています。

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

-493-



　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 26・多様な主体の参加と協働による地域包括ケアシステムの推進 多摩区役所

現　状
【課題認識】

・町内会・自治会などの地縁組織、民生委員児童委員、社会福祉協議会、ソーシャルデザインセンターをはじめとする地域・ボランティア
団体、事業者などと連携して、福祉分野の課題解決に向けて取組を進めてきました。少子高齢化、核家族化が進み、ケアを必要とする
人が増加することが見込まれる中、限られた資源の中で、個々人の尊厳を保持し、本人が希望する生活を実現していくためには、これま
で以上に多様な主体による適切な役割分担や、新たな担い手の参画を進める必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・年齢や背景の違う住民同士がお互いを理解し、主体的に地域福祉活動等に参加していくことで、つながり、支え合うことができる多摩区
を目指します。多様な主体と連携・協働して、「区民一人ひとりが参加する地域づくり」「多世代交流でつながる地域づくり」「見守り・支え
合いのネットワークづくり」の取組を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域包括ケアシステムへの理解促進（情報提供の充実）を目的に区ホームページや広報誌等を活用し、区の地域情報や地域福祉
活動の情報発信を継続し、地域福祉への関心を高め、地域活動への参加促進に向けた取組を推進
・フォーラムやパネル展示等による区内の多世代交流や支え合い活動の事例紹介などを通じ、身近な地域での交流を促進
・地域の見守り・支え合い活動の推進として、地域で活動する多様な主体との協議会や交流会等の開催を通じ、継続的に対話を重ね、
地域課題の共有、解決に向けた取組を連携・協働して推進

50103090 地域課題対応事業（多摩区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・継続した情報発信を通じ地域福祉への関心を高めることによる住民の地域活動への参加拡大
・地域包括ケアシステムの推進に向けて60団体以上が協議会・交流会等に参画するなど、区民、地域活動団体、企業など多様な主体
との協働・連携の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区ホームページや広報誌等を活用した区の地域福祉活動等の情報発信
【R04（2022）】
・パネル展示による区内の多世代交流や支え合い活動の事例紹介（年２回）
・地域で活動する多様な主体との協議会や交流会等の開催（年４回）
【R05（2023）】
・パネル展示による区内の多世代交流や支え合い活動の事例紹介（年２回）
・町内会・自治会、民生委員児童委員、社会福祉協議会など地域で活動する多様な主体との協議会や交流会等の開催（年４回）
【R06（2024）】
・パネル展示による区内の多世代交流や支え合い活動の事例紹介（年２回）
・町内会・自治会、民生委員児童委員、社会福祉協議会など地域で活動する多様な主体との協議会や交流会等の開催（年４回）
【R07（2025）】
・パネル展示による区内の多世代交流や支え合い活動の事例紹介（年２回）
・町内会・自治会、民生委員児童委員、社会福祉協議会など地域で活動する多様な主体との協議会や交流会等の開催（年５回）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した成果指標（多様な主体による協働・連携に向けた協議会・交流会等の参画団体
数）について、計画策定当初は52団体でしたが、令和４（2022）年度に新たなプロジェクトを実施し、参画団
体が増加したことから令和５（2023）年度以降の目標値を64団体以上に上方修正します。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

4 5
回

説明 多様な主体による地域課題の共有やその解消に向けた取組等を行うことを目
的に、年度末時点で開催した協議会・交流会等の回数（単年度） 実績 4 7 4

多様な主体による協働・連携に向けた協議会・交流会等の開催回
数（単年度） 目標 4 4

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・地域包括ケアシステムの理解促進を図るため、区ホームページや広報誌「地ケアＴＡＭＡ」（R04:２回、R05:２回発行）を活用
し、区の地域情報や地域福祉活動の情報発信を行いました。
・区内の多世代交流や支え合い活動の事例紹介を通じ、身近な地域での交流を促進するため、区内における地域づくりや地域活動団
体の取組等を紹介したパネル展示（R04:２回、R05:２回）、地域の居場所づくりやつながりづくりを目的とした「地ケアフォーラム×生
涯学習交流集会」を開催（参加者（紹介団体参加者も含む）R04:約130名、R05:約170名）しました。
・活動指標である「多様な主体による協働・連携に向けた協議会・交流会等の開催回数」の関係について、地域の見守り・支え合い活
動の推進に係る取組の一つとして、地域で活動する多様な主体同士のゆるやかなつながりづくりを目的としたプロジェクトを企画し、新たな
地域課題の抽出や当該課題の解決に向けた取組の検討等を行うために、当初の想定よりも多く開催回数を重ねたことで、令和４
（2022）年度については、一時的に目標値を大きく上回ることとなりましたが、令和５（2023）年度以降については、既に抽出した
課題の解決に向けた取組の実施に向けた議論に重点を置いていくことから、引き続き、計画策定当初に設定した目標値に基づき、継続
的な取組を推進することとしました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

多様な主体による協働・連携に向けた協議会・交流会等
の参画団体数（単年度）

ヒト

目標 52 64以上
（54）

64以上
（56）

64以上
（60以上）

団体

説明
多様な主体による地域課題の共有やその解消に向けた取組等を通
じ、年度末時点で協議会・交流会等に参画した団体数（単年
度）※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 47 64 67

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・地域で活動する多様な主体との協議会や交流会等の開催を通じ、参画団体同士による横のつながりが深められ、協働・連携した取組
が新たに産み出される、きっかけの場を提供することができ、また、新たな参画団体を募ることで、参画団体等が令和４（2022）年度は
47団体から64団体に、令和５（2023）年度は64団体から67団体に増加しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・地域包括ケアシステムに係る広報誌等を活用した情報発信やパネル展示による事例紹介等、地域包括ケアシステムに係る普及啓発
を行うことで、住民の自助・互助の取組について関心を持っていただく契機とすることができました。なお、地域包括ケアシステムの推進に向
けては、住民の自助・互助の意識醸成をより一層図っていくため、多くの市民に行き届いた、より効果的な広報を行っていく必要がありま
す。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標である「多様な主体による協働・連携に向けた協議会・交流
会等の参画団体数」については、新たな団体の参画により、目標値を達
成することができたため。
・広報については、地域包括ケアシステムの推進に向け、住民の自助・互
助の意識醸成をより一層図る必要があり、多くの市民に行き届いた、より
効果的な広報を行っていく必要があるため。

－ 情報 △ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和６（2024）年度以降も引き続き、地域包括ケアシステムへの理解促進や身近
な地域での交流の促進を図ることから、広報誌の発行等による普及啓発の取組を、ま
た、地域課題等を共有し、地域の見守り・支え合い活動の推進を図る必要があることか
ら、地域で活動する多様な主体との協議会・交流会等の開催を継続します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 27・多様な主体の参加と協働によるコミュニティ施策の推進 麻生区役所

現　状
【課題認識】

・コミュニティの希薄化や町内会・自治会や市民活動団体等の担い手の高齢化が進み、新たな担い手の発掘や企業、大学、市民活動
団体等多様な主体との更なる連携が求められています。
・市民ニーズの多様化等により、市民等と行政と協働での課題解決に向けた取組が更に必要になります。
・「これからのコミュニティ施策の基本的な考え方」に基づく施策を推進していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・「市民創発」による持続可能な暮らしやすい地域を実現するために、ソーシャルデザインセンター（以下「ＳＤＣ」という。）の創出、地
域課題の解決に取り組む団体等の創出、町内会・自治会や「まちのひろば」の支援、「地域デザイン会議」の開催等を行い、地域コミュニ
ティの活性化を推進していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域の活性化や地域のつながりづくりのため、町内会・自治会や「まちのひろば」の支援等及び地域コミュニティの推進に向けた取組の実
施
・市民提案型協働事業などについて、これまでの成果や課題等を踏まえ、より「市民創発」を促すような機能強化の推進
【R04（2022）】
・「あさお希望のシナリオプロジェクト」での検討や取組を通じ、「あさお市民活動サポートセンター」など多様な主体との連携による麻生区版
ＳＤＣの創出に必要な機能の検討・取組の実施
・多様な主体との連携による課題解決に向けて、「地域デザイン会議」の試行実施
【R05（2023）】
・麻生区版ＳＤＣ創出に向けた検討・モデル実施
・「地域デザイン会議」試行実施、試行実施を踏まえた検証作業
【R06（2024）・R07（2025）】
・麻生区版ＳＤＣモデル実施を踏まえた立ち上げ支援
・「地域デザイン会議」の本格実施

50103100 地域課題対応事業（麻生区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・区の特色を踏まえたコミュニティづくりに向け、「あさお希望のシナリオプロジェクト」での検討や取組により多様な主体と連携した、麻生区
版ＳＤＣの創出に向けたモデル実施
・地域コミュニティの活性化に向けて、市民創発による地域課題解決に取り組む団体等の増加（麻生区市民提案型協働事業の申請
事業数　令和７（2025）年度目標値︓７事業以上）
・「地域デザイン会議」を契機とした多様な主体の連携による地域課題の解決

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域の活性化や地域のつながりづくりのため、町内会・自治会や「まちのひろば」の支援等及び地域コミュニティの推進に向けた取組の実
施
・市民提案型協働事業などについて、これまでの成果や課題等を踏まえ、より「市民創発」を促すような機能強化の推進
【R04（2022）】
・「あさお希望のシナリオプロジェクト」での検討や取組を通じ、「あさお市民活動サポートセンター」など多様な主体との連携による麻生区版
ＳＤＣの創出に必要な機能の検討・取組の実施(11月まで機能実装として５プロジェクトを実施。12月に報告会を開催予定）
・多様な主体との連携による課題解決に向けて、「地域デザイン会議」の試行実施（「公園を活用したまちづくりを考える」をテーマに第１
回目を11月、第２回目を１〜２月頃開催予定）
【R05（2023）】
・麻生区版ＳＤＣ創出に向けた検討・モデル実施(次年度のＳＤＣ立ち上げに向けた機能・役割の検討、モデル実施、法人設立支
援）
・「地域デザイン会議」試行実施、試行実施を踏まえた検証作業(「多様な主体が参加する持続可能な公園等の維持管理と利活用の
取組」をテーマに10月までに試行実施及び次年度の本格実施に向けた検証作業）
【R06（2024）・R07（2025）】
・麻生区版ＳＤＣモデル実施を踏まえた立ち上げ支援
・「地域デザイン会議」の本格実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
10

以上
10

以上
回

説明 地域コミュニティの活性化を図るために、希望のシナリオ等の取組を検討する会
議の開催数 実績 10 24 29

「あさお希望のシナリオプロジェクト」検討会の開催回数 目標 10
以上

10
以上

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・令和４（2022）年４月に任意団体「あさお希望のシナリオ実行委員会」を立ち上げ、全体会・役員会を９回開催（＋役員会のみ
開催６回。計15回開催）し、ＳＤＣの創出に必要な機能の検討し、５つのＰＪ「ＳＤＣーＣａｒプロジェクト」「コーディネート事例の
ヒアリング」「ＷＥＢ＆ＳＮＳ」「ハロープロジェクト（チラシ作成）」「まちのひろば祭り」を実装しました。
・令和４（2022）年９月、５つのＰＪのひとつとして「まちのひろば祭り」を多様な主体と連携して開催しました（来場者約3,500
名）。多くの区民に地域活動を知ってもらう機会となりました。
・令和４（2022）年12月、あさお希望のシナリオ活動報告会を開催し、「あさお希望のシナリオ実行委員会」の活動周知を行いまし
た。
・多様な主体との連携による課題解決に向けて、「新百合ヶ丘駅周辺の公園等を有効活用した協働のまちづくり」をテーマに地域デザイン
会議を11月、２月に開催しました。
・市民提案型協働事業は申請数７件（うち４件採択）となりました。
【R05（2023）】
・「あさお希望のシナリオ実行委員会」について、全体会・役員会を開催（全体会13回、役員会16回の計29回）するとともに、４つの
分科会「相談チーム」「コーディネートチーム」「人材育成チーム」「組織設計チーム」におけるモデル実施等を行い、次年度の麻生区ＳＤ
Ｃの開設に向けた検討や開設準備を行いました。
・「あさお希望のシナリオ実行委員会」の活動周知、多様な主体との連携の促進を目的とした麻生区ＳＤＣ開設イベント「まちのひろば
祭り」（令和６（2024）年４月29日開催）に向けて、開設案の作成や参加団体の募集など、開催準備を行いました。
・「多様な主体が参加する持続可能な公園の維持管理と利活用の取組」をテーマに、万福寺おやしろ公園において、町内会・自治会、
地域の公園管理運営協議会や地域活動団体等と連携しながら、モデル実施として地域デザイン会議を11月に開催しました。また、開
催結果を取りまとめ、地域デザイン会議の検証を行う市民文化局区政推進課と情報共有を行いました。
・市民提案型協働事業は関係団体などに募集案内などを行い、申請数７件（うち４件採択）となりました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
麻生区市民提案型協働事業の申請事業数

ヒト
目標 ７以上 ７以上 ７以上 ７以上

事業
説明 地域コミュニティの活性化に向けた取組を通じて、市民創発による地

域課題解決に取り組む団体数 実績 7 7 7

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・あさお希望のシナリオの取組のひとつとして「まちのひろば祭り」を開催したことで、約3,500人の来場者を得て、地域活動を知っていただく
契機になったとともに、当日ボランティアスタッフとして約80名のスタッフが参加し、新たな担い手として巻き込むことができました。
・「ＳＤＣーＣａｒプロジェクト」や「コーディネート事例をヒアリングするプロジェクト」を通じて他団体等との関係づくりを行い、ＳＤＣモデル
実施に向けた土台づくりとなりました。
・都市緑化フェアに向けて「新百合ヶ丘駅周辺の公園等を有効活用した協働のまちづくり」をテーマに地域デザイン会議を開催することで、
周辺町会、公園管理団体、市民活動団体、企業等の連携のきっかけづくりとなりました。
（R05（2023））
・「あさお希望のシナリオ実行委員会（人材育成チーム）」のモデル実施として「100人カイギ」や「リアルな大学入試説明会」を開催し、
新たな担い手の創出、地域人材の発掘につながりました。
・「あさお希望のシナリオ実行委員会（相談チーム、コーディネートチーム）」のモデル実施として「ＳＤＣーＣａｒプロジェクト」や「コーディ
ネート事例のヒアリング」を行い、他団体等との関係づくり、麻生区ＳＤＣの土台づくりにつながりました。
・「多様な主体が参加する持続可能な公園の維持管理と利活用の取組」をテーマに地域デザイン会議を開催し、町内会・自治会、地域
の公園管理運営協議会や地域活動団体等、多様な主体の連携のきっかけづくりにつながりました。

【情報の効果】
（R04（2022））
・あさお希望のシナリオの情報発信のためにＨＰ、フェイスブック、ラインのツールを活用した情報発信をスタートし、ＨＰ（２か月の訪問者
数約2,000件）、フェイスブック（２カ月の閲覧数2,500件）、ライン（２カ月の登録者23人）と活動周知につながりました。
（R05（2023））
・「あさお希望のシナリオ実行委員会」のＨＰ、フェイスブック、ラインのツールを活用した活動周知や地域活動の情報発信を行うとともに、
地域活動に関する情報収集を行いました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・「あさお希望のシナリオ実行委員会」、「地域デザイン会議」、「市民提案
型協働事業」の取組を通じて、新たな担い手の創出、地域人材の発掘
や多様な主体の連携につながったため。
・各取組について、より多世代で多様な主体の参加を促す必要があるた
め。

－ 情報 ○ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和６（2024）年度開設の麻生区ＳＤＣについて、より多世代で多様な主体の
参加を促しながら、引き続き取組を行っていきます。
・「市民提案型協働事業」については、地域課題の解決につながる取組を生み出すた
め、「あさお希望のシナリオ実行委員会」、「地域デザイン会議」の取組と連動しながら、
地域活動団体や人材の発掘・育成を行い、引き続き取組を行っていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 28・多様な主体の参加と協働による地域包括ケアシステムの推進 麻生区役所

現　状
【課題認識】

・麻生区の人口は令和12（2030）年までは増加する見込みですが、その後減少に転ずることが予想されています。現在区内の高齢
化率は23.6％（令和３（2021）年12月末現在）と既に市内で最も高い状況です。今後更なる高齢化の進展による、ケアを必要
とする高齢者の増加や地域活動の担い手不足などに対応するため、多様な主体と連携した地域における自助・互助の意識づくりや仕組
みづくりの推進が求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・少子高齢化の進展に伴う地域活動の担い手不足に対応するため、地域活動の参加につながる取組を推進します。
・情報やサービスを必要とする区民に適切に届け、また、自助・互助の意識の醸成、地域福祉への関心が高まるよう、保健福祉に関する
情報発信を充実させます。
・高齢化率の高い麻生区において、認知症への理解を深め、地域ぐるみの支え合いのネットワークづくりを支援し、認知症にやさしいまちづ
くりを推進します。
・区民や関係機関、民間事業者等と連携し、地域における見守り事業の充実を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・住民主体の地域活動につなげる「ちいきのちからシート」の活用
・学生ボランティアに関し、講座の開催など活動の促進
・講演会・公開講座の開催や広報誌発行等による啓発・情報発信
・「認知症介護教室」や「あさおオレンジプロジェクト」の実施による、認知症とともに暮らしていくための地域づくりの推進
・町会・自治会、関係機関・団体と連携した地域づくり
・高齢者見守りネットワーク事業連携会議の開催など地域の事業者との連携による地域の見守り体制づくり
・専門分野の連携体制の強化

50103100 地域課題対応事業（麻生区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・70名の学生ボランティアが地域包括ケアシステムの取組に派遣されるなど、幅広い地域の人材が地域活動に参加
・高齢者見守りネットワーク事業に31社が協力するなど、地域の見守り事業や地域ぐるみの支え合いにおける多様な主体との協働・連携

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・「ちいきのちからシート」等を活用し、地域住民と行政、また、住民同士が地域の実情を見つめ課題に気付き、それらを共有し、地域活
動の参加につながる取組を推進
・麻生区近隣大学の学生を対象に、大学の専門性を活かしたボランティアとして地域活動の参加を促し、地域の担い手を育成。
・情報が必要とする人に適切に届くよう、制度やイベント等の対象者に応じ、様々な媒体を用いた広報活動を実施
・認知症介護教室を開催し、介護者の疾病の理解や対象者にあった対応の支援づくりを推進
・あさおオレンジプロジェクトを開催し、認知症への理解の促進、認知症とともに暮らしていくための地域づくりの取組を推進
・関係機関・団体との連携を図りながら町会・自治会との関係づくり、地域の特徴や課題の把握をめざし、各種集まりに参加するとともに、
町会・自治会を対象としたヒアリングを実施
・高齢者と接することの多い事業者と連携することにより、異変を早期発見し、必要な支援を行うなど、地域社会全体で高齢者を見守る
体制を確保し、安心して暮らし続けることができる地域づくりを推進。協力事業者及び関係機関による情報交換会を継続して開催し、連
携を強化。
・関係機関・団体との連絡会や会議を継続して開催することで、顔の見える関係づくりを構築し、専門分野の連携体制を強化
【R05（2023）】
・学生ボランティアの活動場所の拡充に向けた取組の実施
・高齢者見守りネットワークの協力事業者の新規加入に向け、広報手法を拡充

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2 2
回

説明 学生がボランティアとして地域活動に参加することを促進するために実施する講
座の実施回数 実績 2 2 2

学生ボランティアに関する講座の実施回数 目標 2 2

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・「ちいきのちから」シートについて、令和４（2022）年度は２団体、令和５（2023）年度は３団体に対して実施しました。
・学生ボランティアに関する講座を各年度２回（認知症サポーター養成講座、麻生区役所連携講座）実施しました。
・地域包括ケアシステムに関する講演会を令和４（2022）年度は市民向けに２回、団体向けに２回、令和５（2023）年度は市
民向けに３回開催しました。市政だより（区版）について、令和４（2022）年度は11月号に麻生区高齢者見守りネットワーク事
業、12月号に地域活動紹介、令和５（2023）年度は12月号に認知症に関する特集記事を掲載しました。
・「認知症介護教室」を各年度６回実施しました。「あさおオレンジプロジェクト」を令和４（2022）年度は４回、令和５（2023）年
度は３回実施しました。
・地域情報交換会（民生委員・町会自治会・福祉活動団体）を令和４（2022）年度は３回、令和５（2023）年度は２回開
催しました。
・麻生区高齢者見守りネットワーク情報交換会を令和４（2022）年度は２回（会場・オンライン）、令和５（2023）年度は１回
（会場）開催しました。
・北部地域療育センターとの連絡会を各年度２回実施しました。要保護児童対策地域協議会実務者会議代表者部会を各年度２
回、連携調整部会を各年度12回実施しました。地域包括支援センターや障害者相談支援センターなど他分野多機関が参加する事例
検討会や連絡会議を実施しました。
【R05（2023）】
・学生ボランティアを受け入れ可能な地域活動を21箇所から34箇所に拡大しました。
・高齢者見守りネットワークの協力事業者の新規加入に向け、認知症サポーター要請講座を受講した事業者に対して、加入の呼びかけ
を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
学生ボランティアの派遣人数

ヒト
目標 17 34 52 70

人
説明 地域の担い手として地域活動に派遣する学生ボランティアの人数 実績 0 10 17

27 29 31
事業者

説明 協働・連携の担い手となる協力事業者の数 実績 23 24 26

高齢者見守りネットワーク事業の協力事業者数
ヒト

目標 25

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、地域活動の休止等による受け入れ可能な地域活動の減少、積極
的な参加呼び掛けを行いにくい状況もあり参加者10名と目標値には達成することができませんでした。令和５（2023）年度は、講座
での呼びかけ回数や参加手法が限定的なこともあり目標値には達成することはできませんでしたが、ボランティア受け入れ可能な地域活動
を拡大し、講座を通して参加呼びかけを行ったことにより前年度より７名増の17名の学生ボランティアを派遣することができました。
・学生ボランティアを受け入れ可能な地域活動を令和５（2023）年度に21箇所から34箇所に拡大し、地域活動の担い手不足の課
題に対応するために共に取り組む主体を拡大することができました。
・学生を対象とした地域活動の参加促進を目的とした講座において、活動内容の紹介をするとともに、ボランティアの呼び掛けを行う回数
を増やし、また、メールやＬｏＧｏフォームによる申込方法を拡充することで参加しやすくするなど、参加促進に向けた取組を進めていく必
要があります。

【ヒト・情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・異変や支援を必要としている高齢者を早期に発見できる環境づくりを進めるにあたり、市政だより、HP等の広報による事業の周知を図っ
たことにより、協力事業者が令和４（2022）年度は１団体増の24団体となり、更に令和５（2023）年度は認知症サポーター養成
講座を受講した事業者に対して、加入の呼びかけを行い、２団体増の26団体まで拡大しましが、目標値には達成していないことも踏ま
え、引き続き、様々な事業と連携し、本事業の趣旨を説明し共有していくことで、協力事業者の拡大を図っていく必要があります。また、
麻生区高齢者見守りネットワーク事業の情報交換会を令和４（2022）年度は２回（会場・オンライン）、令和５（2023）年度は
１回（会場）開催することにより、ネットワークが促進され、令和４（2022）年度は４件、令和５（2023）年度は４件の情報提
供（通報）があり、必要な対応を実施することができました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・地域活動の参加促進を目的とした講座を開催するとともに、受け入れ
可能な地域活動を拡充し、学生ボランティアを派遣することができたもの
の、目標達成には至らず、アプローチの方法等を改善する必要があるた
め。
・広報拡充により高齢者見守りネットワーク事業の協力事業者数を26団
体まで増やすとともに、情報交換会を継続して開催し、ネットワークの促進
を図り、異変や支援を必要としている高齢者を早期に発見できる環境づく
り推進に寄与することができたものの、目標値を達成することができなかっ
たため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・目標値は、下回ったものの、派遣場所を13カ所増やし学生ボランティアを派遣すること
ができました。デジタル活用など、広報や学生へのアプローチの手法を改善し、参加しや
すい仕組みの構築に向け、取組を継続します。
・年度ごとの目標値（２団体増）を達成し、異変や支援を必要としている高齢者を早
期に発見できる環境づくりを進めることができました。引き続き、協力事業者数の拡大に
向け、更なる広報を行いネットワークづくりの支援に向け、取組を継続します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新たな寺子屋の設置に向けた各関係者との調整及び支援
・「地域の寺子屋推進フォーラム」の開催、及び各種広報等の実施
・外国につながる子ども向け寺子屋事業の推進
【R04（2022）】
・寺子屋事業者を対象とした地域の寺子屋事業説明会の開催（１回）
・寺子屋先生養成講座等の実施（９箇所、うち２箇所は中学校への展開を視野に入れた開催）
・寺子屋情報交換会の実施（南中北部３箇所）
・寺子屋コーディネーター養成講座の実施（１箇所５回、南中北部３箇所）
【R05（2023）】
・寺子屋事業者を対象とした地域の寺子屋事業説明会の開催（１回）
・寺子屋先生養成講座等の実施（９箇所、うち３箇所は中学校への展開を視野に入れた開催）
・寺子屋情報交換会の実施（南中北部３箇所）
・寺子屋コーディネーター養成講座の見直し、及び寺子屋先生向け研修等の実施（南中北部３箇所）
・地域人材の発掘等に向けたリーフレット作成やパネル展示等の広報・啓発活動の実施
【R06（2024）】
・寺子屋事業者を対象とした地域の寺子屋事業説明会の開催（１回）
・寺子屋先生養成講座等の実施（９箇所、うち２箇所は中学校への展開を視野に入れた開催、３箇所は小・中学校への展開を視
野に入れた開催）
・寺子屋情報交換会の実施（４箇所）
・寺子屋先生向け研修等の実施（小学校対象１回・中学校対象１回）
【R07（2025）】
・寺子屋事業者を対象とした地域の寺子屋事業説明会の開催（１回）
・寺子屋先生養成講座等の実施（９箇所）
・寺子屋情報交換会の実施（４箇所）
・寺子屋先生向け研修等の実施（小学校対象１回・中学校対象１回）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・地域の寺子屋事業の安定した実施に向けた運営の担い手の確保（令和７（2025）年度目標値︓年間2,500人）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・地域ぐるみで子どもを育てる「地域の寺子屋事業」を全小・中学校へ拡充するとともに、継続した運営に向け、寺子屋コーディネーター・
寺子屋先生養成講座などを通じて担い手づくりを進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域や学校の実情に応じた寺子屋の拡充
・養成講座をはじめ市ＨＰ、市政だより、かわさきＦＭ等による周知・募集活動、大学やＮＰＯ法人、市民団体等との連携による、地
域の寺子屋の運営に携わる人材（寺子屋先生・寺子屋コーディネーター）の確保・育成
・地域の寺子屋推進フォーラムの開催による普及・啓発
・外国につながる児童を対象とする寺子屋分教室における地域状況を踏まえた取組の推進

20301030 地域の寺子屋事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （１）多様な主体との協働・連携によるまちづくりの推進 29・地域の寺子屋事業を担う人材の確保 教育委員会事務局

現　状
【課題認識】

・シニア世代をはじめとする地域の人材が主体となって子どもたちの学習や体験をサポートする「地域の寺子屋事業」については、令和４
（2022）年３月までに76箇所で開講するなど、地域の多世代が交流し、学び合う地域づくりにつながっています。
・地域の寺子屋事業をさらに拡げ継続していくために、運営団体やコーディネーターの発掘・養成に加えて、子ども達の学習や体験活動を
サポートする地域人材（寺子屋先生）や団体の確保が必要です。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
地域の寺子屋の運営への参加人数

ヒト
目標 1,500

目標

単位

1,850 2,150 2,500
人

説明 寺子屋先生や寺子屋コーディネーターとして、地域の寺子屋の運営
に参画いただけるようになった多様な主体の増加状況

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・寺子屋の新規開講に向け、寺子屋コーディネーター、寺子屋先生、未開講の学校関係者等との連携・調整を行い、19校（令和４
（2022）年度︓13校、令和５（2023）年度︓６校）で新たに寺子屋を開講しました。
・ホームページ、市政だより、かわさきＦＭ、アゼリアコーナーを活用し、事業の周知や寺子屋先生の募集を行いました。
・各年度４月に、寺子屋の運営主体を対象とした、地域の寺子屋事業説明会（令和４（2022）年度︓生涯学習プラザ、令和５
（2023）年度︓高津市民館）を開催しました。
・寺子屋先生養成講座を各年度９箇所（令和４（2022）年度︓プラザ大師、幸市民館、中原市民館、川崎生涯学習プラザ（２
カウント）、高津市民館、宮前市民館、生田出張所、麻生市民館、令和５（2023）年度︓教育文化会館、幸市民館、中原市民
館、川崎生涯学習プラザ（２カウント）、高津市民館、橘分館、多摩市民館、麻生市民館）で実施しました。
・寺子屋情報交換会を各年度３箇所（教育文化会館、中原市民館、多摩市民館）で開催し、寺子屋の運営主体間での好事例の
横展開や運営上の課題や解決策の共有等を行いました。
【R04（2022）】
・12月にアゼリアで地域の寺子屋推進フォーラムを開催し、新規開講に向けた機運を醸成するとともに、多くの市民に事業を周知しまし
た。
・寺子屋コーディネーター養成講座を３箇所（幸市民館、宮前市民館、多摩市民館）で開催しました。
【R05（2023）】
・12月に高津市民館で地域の寺子屋推進フォーラムを開催し、これまで寺子屋の運営に寄与していただいた地域の方を労うとともに、今
後の地域の寺子屋事業の更なる発展への機運を醸成しました。
・寺子屋先生スキルアップ研修を３箇所（教育文化会館、高津市民館、麻生市民館）で開催しました。
・地域人材の発掘等に向けてリーフレットを改訂するとともに、新たにチラシを作成し、町内会自治会の掲示板及び回覧等を活用して、事
業の周知や寺子屋先生の募集を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

実績 968 1,181 1,151

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
寺子屋先生養成講座の実施箇所数 目標 9 9 9 9

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

箇所
説明 寺子屋における学習支援等を担う地域人材の確保・育成に向けた講座の実

施箇所数 実績 9 9 9

説明 実績

117

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

141 166
校

説明 翌年度４月１日時点における、市内小・中学校での寺子屋設置数の進捗状
況 実績 76 89 95

寺子屋の設置箇所数（翌年度４月１日時点） 目標 93
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、寺子屋先生養成講座や地域の寺子屋推進フォーラム、各種広報啓発活
動などの取組を推進していきます。
・また、成果指標の達成に向けては、今後、更なる地域人材の掘起こしや寺子屋事業
の周知、新規開講に向けた機運醸成等が必要であることから、よりピンポイントでアプ
ローチできるよう寺子屋未開講地域の学校関係者や地域住民をターゲットとした情報収
集を行い、効果的かつ効率的な広報・周知活動等の取組を進めていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標の目標達成には至らず、今後、更なる地域人材の掘起こしや
寺子屋事業の周知、新規開講に向けた機運醸成等が必要であるもの
の、寺子屋の設置箇所数の増等により、寺子屋事業を運営する寺子屋
コーディネーターや寺子屋先生が着実に増え、地域人材による当該事業
を通じ、子どもたちの学ぶ意欲の向上や豊かな人間性の形成に、一層、
寄与したため。
・各種養成講座や地域の寺子屋推進フォーラムの開催、各種広報活動
を通じて、①地域の寺子屋事業の趣旨の浸透や②更なる開講や運営
事業の内容の充実に向けた機運の醸成等に寄与したため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・寺子屋コーディネーター養成講座や寺子屋先生養成講座、地域の寺子屋推進フォーラムや各種広報啓発活動などの取組を通じて、
地域の寺子屋の数を増やすことで、寺子屋の運営やマネジメントを担う「寺子屋コーディネーター」や子どもたちの学習支援や体験活動等
に携わる「寺子屋先生」など、地域の寺子屋の運営に参加する多様な主体の数を令和３（2021）年度の968人から令和５
（2023）年度は1,151人（令和４（2022）年度︓1,181人）まで増やすことができました。
　しかしながら、地域人材を掘り起こし、地域における協力を得ながら実施する本事業については、①地域人材の掘り起しや育成等に係
る調整、②開講に向けた地域や学校との調整、③円滑な運営等に向けた支援、④寺子屋先生の手配等に相当な期間や労力を要し、
成果指標の目標達成には至りませんでした。
　今後、成果指標の達成に向け、更なる地域人材の掘起こしや寺子屋事業の周知、新規開講に向けた機運醸成等が必要であること
から、よりピンポイントでアプローチできるよう寺子屋未開講地域の学校関係者や地域住民をターゲットとした情報収集を行い、効果的か
つ効率的な広報・周知活動等の取組を進めていく必要があります。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・寺子屋の数や寺子屋を運営する地域人材が増えたことにより、①子どもたちが寺子屋事業に参加する機会や②寺子屋事業を通じて、
地域の大人たちが子どもたちを育てる機会の増につながりました。また、参加した子どもたちから「親や先生以外の大人と話ができた」、「他
のクラスや他の学年の人と話ができた」、「勉強が好きになった」、「学校や家では勉強できないことを教えてもらった」といった声が得られ、勉
強だけではなく、子どもたちの学ぶ意欲の向上や豊かな人間性の形成につながっています。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・各種養成講座や地域の寺子屋推進フォーラムの開催、各種広報活動を通じて、地域の寺子屋事業の目標である「地域ぐるみで子ども
たちの学習や体験をサポートする仕組みづくり」や「多世代で学ぶ生涯学習の拠点づくり」、「子どもたちの学ぶ意欲の向上や豊かな人間
性の育成」といった考え方を市民と共有することができました。また、参加した市民から「寺子屋の様子が知れてよかった」、「寺子屋が学習
支援だけでないことに驚いた」、「私も地域の子どもたちと関わりたいと思った」といった声が得られ、「より多くの地域に寺子屋や寺子屋にお
ける良い取組が広がって欲しい」、「寺子屋事業を通じて、地域で子どもたちの成長を促していきたい」といった機運の更なる醸成につなが
りました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（２）区役所機能の強化 １・「めざすべき区役所像」の実現に向けた区役所機能の強化 市民文化局

現　状
【課題認識】

・本市は、平成16（2004）年度の区行政改革検討委員会からの報告を受け、区行政改革として様々な区役所機能の強化に取り
組んできました。
・その後、地方自治法の改正や、地域包括ケアシステムの構築、マイナンバー制度の導入などの動向を踏まえ、平成27（2015）年度
に策定した「区役所改革の基本方針」に基づき、共に支え合う地域づくりに向けて、区役所機能の更なる強化を図っています。
・地方分権改革を取り巻く状況の変化の中、令和３（2021）年度に改訂した「新たな地方分権改革の推進に関する方針」と整合性
を図りながら、「区役所のあり方」について取組を進めていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・「区役所改革の基本方針」に掲げる10年後を見据えた「めざすべき区役所像」としての「市民目線に立った行政サービスを総合的に提
供する区役所」、「共に支え合う地域づくりを推進する区役所」、「多様な主体の参加と協働により地域の課題解決を図る区役所」の実
現に向け、令和７（2025）年度まで、引き続き取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症拡大防止を契機とした社会のデジタル化
の急速な推進や非対面・非接触型のサービス提供など、今後の社会変容に応じながら、取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和３（2021）５月に策定した「区における行政への参加の考え方」に基づく、区民会議に替わる新しい参加の場として「地域デザ
イン会議」の試行実施、検証
【R06（2024）】
・区役所と支所・出張所等の機能再編に基づく取組、区役所における行政のプロフェッショナルの育成をはじめ、「区役所改革の基本方
針」に基づく10年間の取組を整理・検証
【R06（2024）・R07（2025）】
・試行実施の検証を踏まえた地域デザイン会議の本格実施
【R07（2025）】
・取組整理・検証を踏まえた「区役所改革の基本方針」の改定

50103010 区役所改革推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・「区役所改革の基本方針」に基づき、今後の社会変容に応じた取組の実施
・「めざすべき区役所像」の実現を通じ区役所利用者満足度を高水準で達成・維持
・10年間の取組の総括及び社会経済環境の状況を踏まえた「区役所のあり方」を整理・検討し「区役所改革の基本方針」を改定

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・「区における行政への参加の考え方」に基づく、区民会議に替わる新しい参加の場として「地域デザイン会議」の試行実施、検証作業方
法の検討
・「区役所改革の基本方針」に基づく取組の推進、各取組状況の整理
【R05（2023）】
・「地域デザイン会議」の試行実施、検証作業
・「地域デザイン会議」の検証結果を踏まえた「（仮称）運営指針（案）」の公表
・「区役所改革の基本方針」に基づく取組の推進、各取組状況の整理、検証方法の検討、方針の今後のあり方の検討
【R06（2024）】
・試行実施の検証を踏まえた「地域デザイン会議」の本格実施
・「区役所改革の基本方針」に基づく取組検証、方針の今後のあり方の検討
【R07（2025）】
・「区役所改革の基本方針」に基づく取組検証、あり方の整理、改定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・「区における行政への参加の考え方」に基づき区民会議のリニューアルに向けて、令和５（2023）年度までを試行期間として、区民と
の対話の場「地域デザイン会議」を議題・テーマに応じた参加者構成により、ラウンドミーティング型やワークショップ型など、各区１回（麻
生区は２回）開催するとともに、令和５（2023）年に実施する「地域デザイン会議」の検証の考え方を検討しました。
・庶務課長会議での説明（２回）やｅラーニング、通知等を通じて、平成29（2017）年度から明確化した区役所各課と業務所管
課との関係に基づく適切な運用を関係課へ周知しました。
・「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」等の取組を踏まえ、地域づくりや、継続的な市民サービスの向上、地域包括ケアシステムの
構築等に向けた区における総合行政の更なる推進について、各区役所と検討し方向性を取りまとめました。
・各区役所で、窓口及び電話応対に関する外部評価を実施し、その結果を踏まえたサービス向上研修を４回（受講者︓104人）で
行いました。
【R05（2023）】
・「地域デザイン会議」については、議題・テーマに応じた参加者、開催方法により、各区１回または２回開催しました。また、試行実施に
関する検証及び運営指針案作成を行いました。
・区役所サービス向上指針評価・研修の実施については、令和４（2022）年度は各区役所での外部評価、令和５（2023）年度
は来庁者への聞き取り調査を実施し、その結果を踏まえたサービス向上研修を４回（受講者　R04︓104人、R05︓102人）実施
するなど、区役所サービスの向上に向けた取組を実施しました。
・新型コロナウイルス感染症の感染状況に留意しつつ、高齢化の進行による死亡者数の増加や遺族も高齢者であることなどから、遺族の
負担軽減によるサービス向上を目的に、他都市の調査やコーナーで取り扱う業務内容など、おくやみコーナーの新規設置に向けて、区役
所関係課との検討を進めました。
・「共に支え合う地域づくりを推進する身近な地域の拠点」としての取組を推進し、区役所内の連携体制の強化を図るため、令和６
（2024）年度組織整備として、日吉・橘・向丘・生田の各出張所について、区民サービス部からまちづくり推進部へ移管するための調
整を行いました。
・「区役所改革の基本方針」の改定に向けて、改定に向けた進め方及びスケジュールの検討及び調整を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

区役所利用者のサービス満足度

モノ

目標 ー 99
以上 ー 99

以上
％

説明
各区役所利用者等への聞き取り調査の質問（「本日は気持ちよく
利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちらでもない」と否定的で
はない回答をした人の割合。※毎年ではなく２年に１回での実施を
想定。

実績 99.4 － 99.3

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022））
・各区役所の窓口及び電話応対について、外部機関による調査・分析を行うとともに、その客観的な結果を踏まえたサービス向上研修や
各区役所の研修等を通じて、市民への応対時に配慮が必要となる事項等について、職員の確認・気付きを促すことで、更なる窓口サー
ビスの質の向上等につながりました。
（R05（2023）)
・令和３（2021）年度から区民会議のリニューアルに向けて地域デザイン会議の試行実施を進めてきましたが、「川崎市地域デザイン
会議運営指針案」の策定にあたり行った検証において、新たな参加の機会となる効果が見られたことに加え、区民の主体的な参加を引き
出す参加の形の創出、様々な課題解決に向けた取組等につなげることができたとされており、「多様な主体の参加と協働により地域の課
題解決を図る区役所」の実現に向けて取組を進めることができました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標である「区役所利用者のサービス満足度」について、調査開
始から令和５（2023）年度も99.3%と高い満足度を維持してきてお
り、さらに、今年度実施した各種研修の機会等を通じ、市民応対に対す
る職員の意識の更なる醸成と窓口対応等の質の向上につながったため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・「区における行政への参加の考え方」に基づく「地域デザイン会議」については、「川崎
市地域デザイン会議運営指針」を令和６（2024）年５月に公表し、地域デザイン会
議の本格実施を開始するとともに、令和７（2025）年度「区役所改革の基本方針」
改定に向けて、これまでの取組の検証、方針の今後のあり方の検討など、共に支え合う
地域づくりを推進していくための取組を継続します。
・市民との信頼関係を構築し、市民目線に立った、現場起点の継続的なサービス向上
を図るため、区役所サービス向上指針に基づく取組を進め、引き続き「めざすべき区役
所像」の実現に向けた取組を推進していきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）
【R04（2022）〜R07（2025）】
・デジタル化等を踏まえた区役所・支所・出張所等の機能やサービスのあり方の
検討
●大師・田島支所
【R04（2022）】
・「大師地区複合施設・田島地区複合施設　整備・運営基本計画」の策定
・川崎区役所レイアウト変更計画の作成
【R04（2022）・R05（2023）】
・大師地区複合施設整備事業者の公募資料の作成
【R04（2022）〜R06（2024）】
・田島地区複合施設整備事業者の公募資料の作成
【R05（2023）】
・川崎市コミュニティセンター条例制定
【R05（2023）・R06（2024）】
・川崎区役所レイアウト変更
【R06（2024）】
・大師地区複合施設整備事業者の選定
・支所仮庁舎の整備
・支所・地区健康福祉ステーションの届出・申請業務を川崎区役所に統合す
る窓口体制の変更（機能再編）
【R06（2024）・R07（2025）】
・支所仮庁舎の運営
・大師地区複合施設整備事業の実施（現支所庁舎の解体を含む）

【R07（2025）】
・田島地区複合施設整備事業者の選定
・田島地区複合施設整備事業の実施（現支所庁舎の解体を含む）
・大師コミュニティセンター運営事業者の選定
●宮前区役所
【R04（2022）】
・鷺沼駅前地区再開発事業における宮前区役所を含めた施設全体の計画・
設計との調整
【R05（2023）〜R07（2025）】
・鷺沼駅前地区再開発事業における宮前区役所を含めた施設全体の計画・
設計との調整
・（仮称）宮前区役所庁舎整備基本計画の策定に向けた、新区役所庁舎
に求められる機能や庁舎整備のあり方の検討
・（仮称）宮前区役所庁舎基本計画の策定
●向丘出張所
【R04（2022）〜R07（2025）】
・「宮前区役所向丘出張所の今後の活用に関する方針」に基づく取組の推進
●生田出張所
【R04（2022）】
・生田出張所新庁舎の運用調整、生田小学校下校庭の整備工事調整及び
利活用推進
【R05（2023）〜R07（2025）】
・生田出張所新庁舎の運用調整、生田小学校下校庭の利活用推進

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （２）区役所機能の強化 ２・区役所と支所・出張所等の機能再編に向けた取組の推進 市民文化局

現　状
【課題認識】

・平成30（2018）年３月に「区役所と支所・出張所等の機能再編実施方針改定版」を策定し、共に支え合う地域づくりに向けて、区役所等
の窓口サービス機能や体制を見直し、市民目線に立った利便性の高いサービスの提供を目指して、支所を含めた川崎区全体の機能・体制の検
討や生田出張所の建替整備にあわせた「身近な活動の場」や「地域の居場所」としての活用の検討などを進めてきました。また、鷺沼駅周辺再編
整備に伴う宮前区役所を含む公共機能に関する検討や、それを契機とした向丘出張所の機能のあり方の検討を進めてきました。
・令和２（2020）年３月に策定した「川崎区役所及び支所の機能・体制等に関する基本方針」、令和３（2021）年５月に策定した「川
崎区役所及び支所の機能・体制等に関する実施方針」に基づき、令和５（2023）年度中の機能再編等を目指した取組を進めています。
・令和３（2021）年６月に供用開始した生田出張所新庁舎において、「身近な活動の場」や「地域の居場所」としての活用などを進めていま
す。
・向丘出張所の機能のあり方の検討を進め、令和３（2021）年度に「宮前区役所向丘出張所の今後の活用に関する方針」を策定しました。
・国の動向や本市のデジタル化の取組による、行政手続のオンライン化等を踏まえた区役所等の機能や、デジタルデバイドへの配慮等、窓口サービ
スのあり方を検討する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・「区役所」については、これまでも担ってきた行政サービスの提供に加え、地域の実情に応じながら、市民同士のつながりやコミュニティづくりを通じ
て、市民の主体的な取組を促す役割を果たしていきます。また、デジタル化の取組やマイナンバーカードの普及状況を踏まえた区役所・支所・出張
所等の機能のあり方を検討します。
・「支所・地区健康福祉ステーション」については、支所を含めた川崎区全体として機能・体制を再編・強化し、さまざまな状況の変化や困難な課
題に的確に対応した取組を推進します。
・「出張所」については、共に支え合う地域づくりを推進する身近な地域の拠点として、出張所に求められる各機能について、地域の実情に即した
取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・デジタル化等を踏まえた区役所・支所・出張所等の機能やサービスのあり方の検討
・「（仮称）大師支所・田島支所複合施設整備基本計画」の策定及び整備基本計画に基づく取組の推進
・宮前区役所の移転に向けた施設計画等の検討
・「宮前区役所向丘出張所の今後の活用に関する方針」に基づく取組の推進
・支所・出張所の地域防災機能や「身近な活動の場」等としての活用策の検討
【R05（2023）】
・支所・地区健康福祉ステーションの申請・届出業務の川崎区役所への一元化（機能再編）

50103010・50103190 区役所改革推進事業・区役所等庁舎整備推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・デジタル化の取組等の進捗を踏まえた区役所等の機能の方向性の決定
・共に支え合う地域づくりに向けた、出張所等の活用に関する今後の取組の方向性の決定
・川崎区全体の機能・体制を再編・強化し、保健福祉分野における専門的・機動的なサービス提供体制の構築や効率的な行政運営による市
民サービスの向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

●大師・田島支所
　新本庁舎工事の工期延期に伴い、川崎区役所及び支所の窓口体制変更を令和７（2025）年１月に変更します。
●宮前区役所
　鷺沼駅前地区再開発準備組合から再開発計画の検証に関する申入れが提出され、再検証期間を踏まえて事業スケジュールを
精査したため、（仮称）宮前区役所庁舎基本計画の策定、基本計画に基づく基本設計の実施を令和７（2025）年度以降に
変更します。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

単位

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

R07年度

1

単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績
1

目標

説明 実績

目標

目標・実績 R03年度

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
①川崎区の機能再編に向けて、支所におけるオンライン相談業務の環境整備の検討を行いました。
② 「大師地区複合施設・田島地区複合施設　整備・運営基本計画」を策定し、施設整備に向けて事業者公募資料を作成しました。
　令和７（2025）年１月の機能再編に向けて、川崎区役所レイアウト変更計画を作成しました。
③鷺沼駅前地区再開発事業における宮前区役所を含めた施設全体の計画・設計との調整を行いました。
④「宮前区役所向丘出張所の今後の活用に関する方針」に基づき、木質化リノベーションや宮前図書館から寄贈本等の提供を受けた
貸出サービスなど、各取組を実施しました。
⑤生田小学校下校庭の広場整備にあたり、生田出張所と連携し、整備に関する説明会やアンケートを実施し、広場の整備方針をまと
めました。
【R05（2023）】
①川崎区の機能再編に向けて、支所におけるオンライン相談業務の環境整備の検討を行いました。
②「大師地区複合施設・田島地区複合施設　整備・運営基本計画」に基づき、事業者募集に向けて、サウンディング調査を行い、大師
については、民間事業者選定部会を開催し、公募資料を取りまとめました。
　川崎市コミュニティーセンター条例を制定しました。
　川崎区役所の機能再編に伴う区役所庁舎のレイアウト変更は、関係部局等と連携し、７階以上のレイアウト変更を実施しました。
③鷺沼駅前地区再開発事業における宮前区役所を含めた施設全体の計画・設計との調整を行いました。
④「宮前区役所向丘出張所の今後の活用に関する方針」に基づき、庁舎に気軽に訪れ、使いやすくなるよう、地域交流イベント「向丘つ
ながるサンデー」（計１回実施、計500人参加）、「むかおかフェ」（計12回実施、計575人参加）の開催のほか、トイレ・給湯室の改
修、地域情報紙「向丘スクエア」の創刊（年３回、各3,500部）等の各取組を実施しました。
⑤生田小学校下校庭の広場整備にあたり、令和６（2024）年度の供用開始に向け、広場整備の工事を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由

【ヒト・モノの効果】
（R04（2022））
①今後の機能やサービスのあり方の検討中のため、現段階では効果が発現していません。
②令和４（2022）年８月に計画を策定し、取組を実施中のため、現段階では効果が発現していません。
③宮前区役所の移転に向けた施設計画等の検討中のため、現段階では効果が発現していません。
④「宮前区役所向丘出張所の今後の活用に関する方針」に基づいた取組を段階的に実施中のため、現段階では効果が発現していま
せん。
⑤地域防災機能や「身近な活動の場」等としての活用策を検討中、広場整備の方針を作成した段階であるため、現段階では効果が発
現していません。
（R05（2023））
①今後の機能やサービスのあり方の検討中のため、現段階では効果が発現していません。
②令和４（2022）年８月に計画を策定し、取組を実施中のため、施設整備及び運営について現段階では効果が発現していません。
　区役所庁舎のレイアウト変更は、機能再編の準備として行うもののため、現時点では効果は発現していません。
③宮前区役所の移転に向けた施設計画等の検討中のため、現段階では効果が発現していません。
④「宮前区役所向丘出張所の今後の活用に関する方針」に基づいた取組として、地域交流イベントをはじめ、コミュニティカフェ、子育てサ
ロン、図書サービスなどを、様々な地域活動団体と協働して実施したことで来庁者も増加し（計15,213人、前年比17％増）、区民の
新たなつながりの創出や活動スペースの提供による地域活動の支援につながりました。
⑤広場整備の工事を実施した段階であるため、現段階では効果が発現していません。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

①今後の機能やサービスのあり方の検討中のため。
②令和４（2022）年８月に計画を策定し、取組を実施中のため。
③宮前区役所の移転に向けた施設計画等の検討中のため。
④出張所を活用した地域交流イベントを開催したことで、区民の新たなつ
ながりの創出や地域活動の支援などにつながったため。
⑤広場整備の工事を実施した段階であるため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

①川崎区の機能再編に向けて、支所におけるオンライン相談業務の環境整備に向けた
取組を推進します。
② 「大師地区複合施設・田島地区複合施設　整備・運営基本計画」に基づき施設
整備・運営に向けた取組を実施します。
　川崎区役所レイアウト変更計画に基づき、令和７（2025）年１月の機能再編に
向けた取組を実施します。
③ 鷺沼駅前地区再開発事業における宮前区役所を含めた施設全体の計画・設計と
の調整を行います。
　（仮称）宮前区役所庁舎整備基本計画策定に向けた、新区役所庁舎に求められ
る機能や庁舎整備のあり方の検討を行います。
④「宮前区役所向丘出張所の今後の活用に関する方針」に基づく取組を推進します。
⑤生田小学校下校庭の利活用を推進します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（２）区役所機能の強化 ３・区役所サービスの向上に向けた取組の推進 川崎区役所

事務事業コード 事務事業名
50103040 地域課題対応事業（川崎区）

現　状
【課題認識】

・川崎区は、本市の約４割の外国人市民が居住し、とりわけ東南・南アジアからの転入が増加傾向となっています。また、高齢者、障害
者数は市内で最も多く、特に児童虐待相談・通告件数や高齢者単身世帯、要介護認定者等は他区と比較して高く、増加傾向にあり
ます。こうした状況を踏まえ、区役所職員の更なる接遇力の向上等により区民に寄り添った質の高いサービスの提供が求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・質の高い区役所窓口でのサービス提供や様々な場面や現場における市民との対話コミュニケーション能力の向上、市民目線に立ったア
イデアを生み出す職場環境の醸成を図るとともに、区役所・支所の再編を踏まえ、市民にとって分かりやすい庁舎に向けた取組を推進し
ます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・「区役所サービス向上委員会」において、区役所全体の視点から、サービス向上に向けた取組の検討及び実施
・各課において、業務効率化の推進による窓口の待ち時間短縮、高齢者、障害者や外国人市民等区民の個性と多様性を尊重した窓
口対応の様々な工夫など、一人ひとりの来庁者に対してできることからサービス向上に向けた取組の推進
【R04（2022）・R05（2023）】
・区役所・支所の機能再編により改修される区役所庁舎におけるサイン等（市民にとってより分かりやすい、ユニバーサルデザインを踏まえ
た案内表示の設置等）の検討及び改修
【R06（2024）・R07（2025）】
・区役所・支所の機能再編により建て替えられる支所庁舎におけるサイン等（市民にとってより分かりやすい、ユニバーサルデザインを踏ま
えた案内表示の設置等）の検討

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 － 時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標 ・区役所サービスの更なる向上等に向けた取組による川崎区役所利用者のサービス満足度99％以上の達成・維持

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・「区役所サービス向上委員会」において、聞き取り調査等の結果を踏まえ区役所全体の視点から、サービス向上に向けた取組の検討
及び実施
・各課において、業務効率化の推進による窓口の待ち時間短縮、高齢者、障害者や外国人市民等区民の個性と多様性を尊重した窓
口対応の様々な工夫など、一人ひとりの来庁者に対してできることからサービス向上に向けた取組、「認知症サポーター養成講座」や接遇
研修等の取組の推進
・区役所・支所の機能再編により改修される区役所庁舎におけるサイン等（市民にとってより分かりやすい、ユニバーサルデザインを踏まえ
た案内表示の設置等）の検討
【R05（2023）】
・区役所・支所の窓口体制変更に伴い改修される区役所庁舎におけるサイン等（市民にとってより分かりやすい、ユニバーサルデザインを
踏まえた案内表示の設置等）の検討及び改修
【R05（2023）〜R07（2025）】
・「区役所サービス向上委員会」において、聞き取り調査等の結果を踏まえ区役所全体の視点から、サービス向上に向けた取組の検討
及び実施
・各課において、業務効率化の推進による窓口の待ち時間短縮、高齢者、障害者や外国人市民等区民の個性と多様性を尊重した窓
口対応の様々な工夫など、一人ひとりの来庁者に対してできることからサービス向上に向けた取組、「認知症サポーター養成講座」や接遇
研修等の取組の推進
【R06（2024）】
・区役所・支所の窓口体制変更に伴い改修される区役所庁舎におけるサイン等（市民にとってより分かりやすい、ユニバーサルデザインを
踏まえた案内表示の設置等）の改修
【R07（2025）】
・区役所・支所の窓口体制変更に伴い建て替えられる支所庁舎におけるサイン等（市民にとってより分かりやすい、ユニバーサルデザイン
を踏まえた案内表示の設置等）の検討

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・市役所新本庁舎新築工事の工期延長により、川崎区役所・窓口体制変更実施時期が令和７（2025）年
１月になるため、区役所庁舎サイン等（市民にとってより分かりやすい、ユニバーサルデザインを踏まえた案内表示
の設置等）の改修時期の変更（令和５（2023）年度→令和６（2024）年度（見込））

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

目標

説明 実績

単位

目標
1

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・区役所サービス向上委員会（令和４（2022）年度年５回、令和５（2023）年度年６回会議開催）を中心に、「川崎区役所
サービス向上方針」や「区役所サービス基準」に基づき、年度初めに部署ごとの「区役所サービス向上目標（取組目標・内容）」を掲げ、
区全体でサービス向上に向けた取組を推進しました。また、当該委員会において、サービス向上に資する消耗品の選定、各部署の取組
状況の進捗管理・確認や「区役所サービス基準」の遵守状況の確認を行ったほか、区役所・支所機能再編による区役所庁舎改修に伴
うサイン等について、令和４（2022）年12月に検討に着手し、令和５（2023）年８月に決定しました。
・大師支所サービス向上ワーキンググループを中心に、大師支所職員用窓口ガイドの改定及び窓口点検・改善を実施したほか、多言語
通信サービス研修（令和５（2023）年７月参加者10名）を実施しました。
・田島支所サービス向上委員会（年２回会議開催）を通じ、緑のカーテン「ゴーヤ」の植栽・育成（令和４（2022）年８月・９
月）、「障害のある方への接客及びコトバル（ＡＩ翻訳機）の使用法に係る研修」（令和６（2024）年２月参加者12名）を実
施しました。
・市民対応能力の向上に向け「区役所サービス向上研修」（参加者令和４（2022）年度17名、令和５（2023）年度１８
名）、「認知症サポーター養成講座」（参加者令和４（2022）年度21名、令和５（2023）年度20名）を実施しました。
・接遇スキルの向上に向け「区役所職員接遇研修」（令和４（2022）年８月参加者16名）、事務ミス防止に向けた意識の醸成を
目的に「服務規律の確保と事務ミス防止研修」（令和４（2022）年10月参加者43名）、区民への情報発信力の向上に向け「チ
ラシ作成研修」（令和５（2023）年９月参加者11名）、コミュニケーションの円滑化に向け「コミュニケーション最適化研修」（令和
５（2023）年10月参加者12名）を実施しました。
【R04（2022）】
・「川崎区役所機能再編に係るワークショップ（令和４（2022）年６月）」を開催し、新しいオフィス空間について議論しました。

2

説明 実績

目標

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1 ％

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

川崎区役所利用者のサービス満足度 目標 ー 99 ー 99

説明
川崎区役所利用者への聞き取り調査（隔年１回実施、支所各
50人程度を含めて１回に400人程度）の質問（「本日は気持ち
よく利用できましたか。」）に対して「はい」と答えた人の割合

実績 99.5 ー 98.8

モノ

目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

2

1

2

目標

説明 実績

2

1

活
動
指
標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・成果指標である「川崎区役所利用者のサービス満足度」が目標をわずかに下回り、
今後待ち時間の短縮及び混雑緩和等に向けた更なる取組が必要であるため。
・区役所サービス向上委員会を中心とした日々の取組を通じ、区民に対するサービス
の質の維持・向上や区役所・支所庁舎の利用環境の向上、サービス基準の遵守や
質の向上に対する職員の意識の醸成や振り返りを促すことにつながっているため。
・各研修の機会を通じ、区民が求める対応・サービスができる職員の育成や接遇の基
礎的スキルの習得・向上、認知症高齢者等に対する対応スキルの習得・向上、服務
規律の確保や事務ミス防止に対する意識の醸成やマネジメントの重要性の再確認、
多様な区民にわかりやすく情報を伝える意識の醸成やスキルの習得・向上、コミュニ
ケーションの不足によるトラブルの未然防止等につながっているため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 － 時間 － その他 －

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・待ち時間の短縮及び混雑緩和等による利用者満足度の向上に向け、地域デザイン
会議を通じた多様な区民の視点に立った改善策の検討や、区役所・支所機能再編に
伴うレイアウト変更の機を捉えた利用者の利便性を向上させる窓口番号表示システム
の導入など、更なる取組を着実に進めていきます。
・区役所サービス向上委員会を中心とした、①サービスの質の維持・向上に向けた取組
や②サービスの質の向上に対する職員の意識の醸成・向上に向けた取組、③区役所・
支所庁舎の利用者環境の改善に向けた取組等、日々の取組を継続して実施していき
ます。
・職員の窓口サービス向上や意識の醸成、多様な区民の視点に立ったサービスの提供
等に向け、各種研修を引き続き実施していきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由
【ヒト・モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・区役所サービス向上委員会を中心とした、「川崎区役所サービス向上方針」や「区役所サービス基準」に基づく、「向上指針取組評価シート」を活用した日々
の取組を通じ、更なるサービスの質の維持・向上につながりました。また、「区役所サービス基準」の遵守状況の確認を通じ、職員への意識の醸成と振り返りを
促すことにつながりました。

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「区役所サービス向上研修」受講者アンケート等を通じ、「対応時に区民が職員の積極的な声掛けや明るい挨拶を求めていることがわかった」や「覆面での窓
口調査・電話調査結果に基づいているので、実際の区民対応時の参考になった」などの声が得られていることから、より区民が求める対応・サービスができる職
員の育成に寄与しました。
・「認知症サポーター養成講座」を通じて、①認知症サポーターが増えることに貢献するとともに、②研修受講者アンケート等を通じ、「徘徊が疑われる高齢者の
方への対応方法を知ることができた」や「認知症の方を職員や地域で支えることの重要性を再確認できた」といった声が得られていることから、職員の認知症高
齢者等に対する対応スキルの習得・向上や意識の醸成につながりました。
（R04（2022））
・「区役所職員接遇研修」受講者アンケート等を通じ、「接遇の基礎や姿勢を学ぶことができた」や「これまでの自分の接遇において、改善すべき点が明確になっ
た」といった声が得られていることから、職員の基礎的な接遇スキルの習得・向上に寄与しました。
・「服務規律の確保と事務ミス防止研修」受講者アンケート等を通じ、「小さなミスが大きなミスにつながり、市民からの信頼を大きく損なうことになると痛感した」
や「改めて管理職の重責を感じた」などの声が得られ、事務ミスが及ぼす影響等を再確認するとともに、適切なマネジメントの重要性を再確認し、円滑な職場
運営につなげました。
（R05（2023））
・「チラシ作成研修」受講者から「区民に伝えることの大切さがわかった」や「効果的な情報発信の方法を学ぶことができた」等の声が得られていることから、多様
な区民にわかりやすく情報を伝える意識の醸成やスキルの習得・向上に寄与しました。
・「コミュニケーション最適化研修」受講者アンケート等を通じ、「職場のコミュニケーションを効率的に行い、ミスを防止していきたい」や「区民への説明の組み立て
方に悩んでいたので参考になった」等の声が得られていることから、コミュニケーションの不足によるトラブルの未然防止に寄与しました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・区役所庁舎の飾花事業及び大師支所・田島支所における職場点検等を踏まえた改善等を通じ、利用者環境が向上しました。
・「各種ガイドブック」などの更新を行うことで、窓口案内等の円滑化が図られました。
（R04（2022））
・田島支所における緑のカーテン「ゴーヤ」の植栽等を行い、庁舎内及び庁舎周辺における夏の温度上昇を軽減するとともに、緑化による地域環境の向上が図
られました。
（R05（2023））
・成果指標である「川崎区役所利用者のサービス満足度」が目標をわずかに下回り、利用者への聞き取り調査では「待ち時間が長い」等の意見をいただいてい
ることから、待ち時間の短縮及び混雑緩和に向けた更なる取組が必要です。

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（２）区役所機能の強化 ４・区役所サービスの向上に向けた取組の推進 幸区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業 50103050 地域課題対応事業（幸区）

現　状
【課題認識】

・平成27（2015）年５月に新庁舎となり、窓口や待合スペースの狭あいは解消されていますが、新型コロナウイルス感染症対策や外
国人市民への情報発信、マイナンバーカードの普及促進のための窓口増設など、新たな課題に対応するための庁舎環境の整備を行って
きました。
・また、職員の市民応対や窓口接遇のスキルアップのほか、区役所組織の改編や各種制度の改正、デジタル化推進等に伴う手続方法
の変更など、市民生活に直結するサービスの変化に柔軟に対応できるよう取り組んでおり、今後も更に多様化する市民ニーズに的確かつ
迅速に対応できる人材の育成等を推進していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・市民ニーズを的確に把握し、市民目線に立った安全・安心で快適な庁舎環境を維持するとともに、若手職員等の意見を区役所サービ
スの改善等に反映させるなど、多面的な視点から検討を行います。
・職員の区役所サービスに対する意識向上や市民応対等のスキルアップを図り、信頼される区役所を目指します。
・地域の課題や情報についても職員間で共有し、区役所サービスに反映させることで、より質の高い区役所サービスの提供を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区役所内に設置している来庁者アンケートのほか、日常業務や地域の会議、イベント等様々な機会を捉え把握した市民の要望・意見
等に基づく庁舎の環境整備や区役所サービスの改善等の推進
・市民応対等において多様化する市民ニーズ等に対応できる人材を育成するための研修の実施
・若手職員で構成される幸区役所サービス品質向上推進委員会の活動の拡大及び区役所サービスの向上に係る柔軟な視点や組織の
垣根を超えた提案等を採用した取組の推進

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

（４年間の）
到達目標 ・区役所サービスの更なる向上等に向けた取組による幸区役所利用者のサービス満足度99％以上の達成・維持

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区役所内に設置している来庁者御意見箱や関係局課が実施するアンケートのほか、日常の窓口業務や各種会議、イベント等様々な
機会を捉え把握した市民の意見・要望等に基づく庁舎の環境整備や区役所サービスの向上
・幸区役所サービス品質向上推進委員会において、特に若手職員等からの課題提起や改善提案、新規提案等の意見のほか、区役所
サービスの向上に係る柔軟な視点や組織の垣根を超えた提案等についての取組の推進
・区民等に対する応対において、多様化する市民ニーズに対応できる人材を育成し、職員の区役所サービスに対する意識や接遇スキル
の向上を図るための研修の実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

説明 実績

1
目標

説明 実績

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
幸区役所サービス品質向上推進委員会の（ワーキンググループとし
ての）実施（回数） 目標 6 6 6 6

説明 幸区役所サービス品質向上推進委員会ワーキンググループの開催回数（サー
ビスの質の向上に向け、毎年度２か月に１回実施する目標） 実績 6 6 6

R05年度 R06年度 R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

目標

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・「幸区役所サービス向上方針」に基づき、「向上指針取組評価シート」を活用し、年度初めに部署ごとの「区役所サービス向上目標（取組目
標・内容）」を掲げ、日常の窓口業務における区民からの意見や、外部委託による聞き取り調査結果等を踏まえ、それぞれの部署において、サー
ビス品質向上の取組を推進しました。
【R04（2022）】
・サービス品質向上に向けた具体的な取組に向けて、若手職員を中心にワーキンググループを組織し、年６回のワーキングの開催を通じて、①待
合ベンチを活用した区イベント等の広報、②記念撮影コーナーのリニューアル、③幸あり手帳の情報拡充・整理、④庁舎内の物品や掲示物の改
善、⑤待合ベンチや椅子の清掃等の提案、取組を行いました。
・窓口や電話での基本的な接遇スキル等の習得、向上のため、①「区役所サービス向上研修（参加者19名）」、②「幸区役所接遇研修（参
加者12名）」、③「幸区役所職員のための暴力対応等研修（参加者17名）」を実施しました。
【R05（2023）】
・課長級職員で構成する幸区役所サービス品質向上推進委員会を年２回開催し、幸区役所におけるサービス品質向上の取組の進捗管理等
を行いました。
・サービス品質向上に向けた具体的な取組に向けて、若手職員を中心にワーキンググループを組織し、年６回のワーキングの開催を通じて、①障
害者や外国人に優しいコミュニケーションボードの作成、②新たな観葉植物と植物の説明板の設置、③小さい子ども連れへの待ち時間対策として
塗り絵やシールの作成、④庁舎内の掲示物の改善見直し、⑤待合ベンチや椅子の清掃等の提案、取組を行いました。
・令和６年10月の「おくやみコーナー」設置に向けて、関係課の職員で構成する部会を設置し、制度の理解や課題等について意見交換を行いま
した。
・窓口や電話での基本的な接遇スキル等の習得、向上のため、①「区役所サービス向上研修（参加者24名）」、②「接遇研修」（参加者６
名）、③「認知症サポーター養成講座（参加者28名）」を実施しました。

目標
2

活
動
指
標

回

2

1

説明 実績

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 ％

2

実績

幸区役所利用者のサービス満足度 目標 － 99以上 － 99以上

説明
幸区役所利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問
（「本日は気持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちら
でもない」と否定的ではない回答をした人の割合

実績 99.3 － 99.6

モノ

単位

目標

説明 実績

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
目標

目標
2
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・各研修の機会を通じ、区民が求める対応・サービスができる職員の育成
や接遇の基礎的スキルの習得・向上、迷惑行為者への対応の必要性の
再確認や技術の習得等につながっているため。
・幸区役所内の各部署や関係局との連携、幸区役所サービス品質向上
推進委員会の若手を中心としたワーキンググループ（ＷＧ）における提
案等を通じ、区役所サービスに対する職員の意識の醸成・向上や具体的
な取組を行うことで、効果的・効率的なサービスの提供や来庁者が安全・
安心かつ快適に利用できる庁舎環境の整備・改善につなげることができた
ため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、幸区役所サービス品質向上推進委員会を中心に、日常の窓口業務や各
種会議、イベント等の様々な機会を捉えて把握した区民等からの意見・要望等も踏ま
えながら、日々サービスの質の改善・向上に取り組みます。
・幸区役所内の各部署や関係局との連携、幸区役所サービス品質向上推進委員会の
若手を中心としたワーキンググループ（ＷＧ）における提案や各種研修等を通じ、引き
続き、職員の意識やスキルの向上、庁舎環境・案内の具体的な改善等を行い、より質
の高い区役所サービスの提供につなげていきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「区役所サービス向上研修」や「接遇研修」等を通じて、区役所職員として求められる窓口での対応力や基礎的な接遇スキルの習得・
向上を図ることができました。
・若手職員を中心としたワーキンググループでの活動を通じて、参加職員が意見交換を重ね、具体的なサービス向上の取組を推進するこ
とで、職員個々の課題発見力や実践力を醸成し、人材育成を図ることができました。

【モノの効果】
（R04（2022））
・あらゆる機会を通じて得られた区民等からの意見・要望、サービス面や区役所庁舎の環境面に関することなどの各視点での課題認識や
提案等に基づき、①日々の改善等を実施することで、窓口における応対等の質を維持・向上させ、②快適で心地よい庁舎環境の整備・
改善や親切でわかりやすい庁舎掲示物の改善に繋げることができました。
（R05（2023））
・幸区役所サービス品質向上推進委員会のワーキンググループ等の活動を通じて、①日々の改善等を実施することで、窓口における応
対等の質を維持・向上させ、②快適で心地よい庁舎環境の整備・改善や親切でわかりやすい庁舎掲示物の改善が図られたため成果指
標の目標値を達成しました。
・コミュニケーションボードの作成・活用の取組を通じて口頭で意思疎通が困難な人や、日本語を話すことができない人、文字での情報取
得が困難な人等へのコミュニケーションが図られるようになりました。

【情報の効果】
（R04（2022））
・待合ベンチを活用した広報・ＰＲや職員用の庁舎案内マニュアル（幸あり手帳）の改善等により、区民等への効果的かつ的確な情報
提供・共有につなげました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

取組の
総体的効果
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・大型マンション事業者や入居者へ混雑状況を説明しオンラインによる事前申請を推奨
・寮や社宅を所有する企業・大学等へ混雑状況を説明しオンラインによる事前申請を推奨
・待ち時間を有効活用できるようメール配信サービスを来庁者に周知
・「中原区なう」により待ち人数や待ち時間の情報を発信し、併せて待ち時間の目安を記載したチラシ等を配布
・業務の分業化に向けて係内の業務工程を見直し、フロア案内を強化
・係、課を超えた協力体制の構築に向け課内研修を実施
・オンラインによる事前申請を推進するため広報を実施
・新区役所事務サービスシステムの円滑な運用体制の構築に向け課題を整理し、７区及び戸籍住民サービス課と調整
・令和７（2025）年度にピークを迎えるマイナンバーカード及び電子証明書の更新手続きに対応するため、円滑な交付体制を構築で
きるよう７区及び戸籍住民サービス課と調整
【R05（2023）】
・待ち時間の解消に向けた適切な執行体制及び窓口増設に向けた庁内調整
・順番待ちの列とその他来庁者の動線分離及び必要となるサイン類の整備
・待合の什器等の整理によるイスの増設

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・オンラインの事前申請の利用割合50％の達成
・窓口サービスの向上等による中原区役所利用者のサービス満足度99％以上の達成・維持
・窓口の混雑緩和と待ち時間の短縮

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ ○ カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・「区役所サービス向上指針」に基づき、窓口サービスにおける更なる改善に向けた取組として、①業務の定期的な見直しや工夫による改
善、②混雑期における来庁者の分散化、③待合環境の快適化に向けた改善の３点について実施し、窓口における待ち時間を短縮する
とともに、待ち時間を有効に活用していただけるよう取組を進めます。
・令和３（2021）年度に導入した新区役所事務サービスシステムの運用に伴い、オンラインによる事前申請を積極的に推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・大型マンション事業者や入居者への混雑状況の説明やオンラインによる事前申請の案内
・寮や社宅を所有する企業・大学等への混雑状況の説明やオンラインによる事前申請の案内
・メール配信サービスの活用による待ち時間の快適化
・「中原区なう」による待ち人数の情報発信と待ち時間の可視化
・業務の分業化とフロア案内の強化
・係、課を超えた協力体制の構築
・オンラインによる事前申請の推進

50103060 地域課題対応事業（中原区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（２）区役所機能の強化 ５・中原区役所窓口混雑緩和・サービス環境改善の推進 中原区役所

現　状
【課題認識】

・中原区は都心へのアクセスが大変便利になったことから、武蔵小杉駅周辺の再開発が進み、「住みたい街」としても人気を集めていま
す。中原区の人口は、平成27（2015）年に247,500人であったところ、令和22（2040）年頃のピーク時には283,700人になると
の推計が出ており、人口増に伴って転入、転居、転出等の住所異動届や出生、婚姻等の戸籍に関する届に係る受付業務の増加が今
後も続く見込みです。
・また、中原区内には、企業の単身世帯用住宅も多く存在しており、人事異動等により毎年度末多くの社員の方が転入届等の手続に
来庁されるため、窓口混雑につながっている状況です。
・さらに、マイナンバーカードの普及が進むことにより、住所異動に伴う券面記載変更手続きや、電子証明書更新等のマイナンバーカード
関係手続の増加が見込まれます。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
1

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度

2 %

説明
中原区役所利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問
（「本日は気持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちら
でもない」と否定的ではない回答をした人の割合

実績 99.3 － 99.4

中原区役所利用者のサービス満足度

モノ

目標 －

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績 － 17.6 18.7

99以上 － 99以上

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

オンラインによる事前申請の割合

モノ

目標 30 40 50 50

%

説明
オンラインによる事前申請が可能な手続について、全体の届出件数
に対し、事前の周知等により、事前申請いただけた届出件数の割
合（の増加状況）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・活動指標である「社員寮や区内不動産業者等へのオンラインによる事前申請の案内」について、令和４（2022）年度は寮や不動産
業者と調整し、入居者に混雑状況や事前申請の案内チラシを配布するよう働きかけを行い、また、令和５（2023）年度は新たに区
内タワーマンション入居者に向けた働きかけを行ったものの、一部の社員寮や不動産業者等からは協力が得られなかったため送付に至ら
なかった物件もあり、２年連続で目標未達となりました。令和６（2024）年度以降も、これらの取組を継続するとともに、来所せずに手
続きが完了するマイナポータルによる転出届を積極的に周知するなどの取組を行う必要があります。
・海外からの留学生の寮に対し、担当者と調整して多言語対応している事前申請を行ってもらうことにより、来庁者がスムーズに申請でき
るとともに、事務作業を軽減できました。
・待ち時間を有効に活用いただけるよう、手続きをお待ちいただている区民の方に、呼出しが近づくとメールが送信されるメール配信サービ
スの案内を窓口で手渡し、周知しました。
・窓口混雑情報サイト「中原区なう」で待ち人数や待ち時間の情報を発信し、手続きの流れや待ち時間の目安を記載した案内チラシを
配布しました。
・係内の業務工程を整理し、混雑期に他部署の職員に印鑑登録受付業務の応援に入ってもらえるよう体制を整えました。
・音声放送と併せて令和５（2023）年度は新たにモニターを設置し、それぞれの列に並ぶ前に行っていただく必要がある手続きや列に
並んだ後の手続きの流れをスライドにして繰り返し放映することで、受付時での説明時間の短縮を図り、効率的かつ効果的なフロア案内
を行いました。
・混雑期を迎える前に印鑑登録及び転出の受付業務について課内の職員に研修を実施し、通常時から業務を行ってもらうとともに、令
和５（2023）年度は転入についても課内の職員に研修を実施し、混雑期における応援体制を強化しました。
・オンラインによる事前申請を周知するため、区ＨＰに流れを説明した動画を掲載するとともに区ＨＰトップページにバナーを掲載しまし
た。
・新区役所事務サービスシステムの円滑な運用体制の構築に向けて、問題点を整理して戸籍住民サービス課と調整を行い、別々の場
所からの転入届を一度に受付できるようになるなど業務改善を図りました。
・令和７（2025）年度にピークを迎えるマイナンバーカード及び電子証明書の更新手続きに対応するため、円滑な交付体制を構築で
きるよう７区及び戸籍住民サービス課と職員体制や端末の確保について調整を行いました。
【R05（2023）】
・混雑緩和や待ち時間の解消に向けた職員配置の検討及び調整を行い、適切な執行体制を構築しました。
・通常は職員の出入口である通路を臨時的に窓口として使えるよう工事を行い、この臨時窓口を活用するとともに、受付に必要な端末
２台を新たに設置することで、住所異動の受付窓口をこれまでの最大13から15に増設しました。
・番号札発券の待機列とその他来庁者の動線を分離するため、総合案内の位置を変更することで列を整理するとともに、待機列を明確
にするため床面にラインテープ、天井下にシール表示を設置しました。
・令和５（2023）12月から、マイナポータルで転出した方は転入の際にタブレット申請が不要となったため、記載台の撤去及び位置変
更を行うとともに、待合フロア内のチラシラックを整理して待合の椅子を増設しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標
R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

40
1活

動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

40 40
件

説明 混雑期における来庁者の分散化等を目的として、事前申請を広報する案内物
等を送付した寮等や不動産業業者等の件数 実績 － 26 26

社員寮や区内不動産業者等へのオンラインによる事前申請の案内 目標 40
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・オンラインによる事前申請の周知について、アプローチの対象や手法を再検討し、利用
者の拡大を図ることで、事前申請の割合をさらに引き上げ、混雑緩和や待ち時間の短
縮につながるよう取り組んでいきます。
・区民等に、待ち時間を有効に活用いただけるよう、引き続き、メール配信サービスや窓
口混雑情報サイト「中原区なう」を活用していきます。
・混雑期にスムーズな窓口対応ができるよう、引き続き、業務工程の整理や応援体制の
構築、混雑期前の応援職員への研修等を実施していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標である「オンラインによる事前申請の割合」については、着実に
割合が伸びてきているものの、目標値を達成できておらず、今後、マイナ
ポータルによる転出届を積極的に周知するなど、より多くの方々にオンライ
ン申請を利用いただけるようにしていく必要があるため。
・中原区役所利用者のサービス満足度について、目標値を上回るととも
に、区役所窓口が最も混雑する各年度の年度末において、受付番号を
取ってから窓口に呼ばれるまでの時間が短縮されるとともに、順番待ちの
時間についても、区民等に有効に活用いただけることにつながっているた
め。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ ○ カネ ○

区分選択の理由
【モノ・その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である「オンラインによる事前申請の割合」について、システム開始の令和３（2021）年度は、令和４（2022）年１月か
ら３月の３か月で事前申請の割合は平均9.5％でしたが、令和４（2022）年度は平均で17.6％、令和５（2023）年度は平均
で18.7％、令和６（2024）年１月だけを見ても33.5％となり、着実に割合を伸ばすことができ、区民等が番号札を受け取るまでの時
間を短縮できました。また、これに伴い、区役所記載台でのタブレット端末での申請に係る支援や紙での申請等に伴う職員の事務負担の
軽減にもつながっています。オンライン申請の割合が伸びた主な要因として、令和５（2023）年２月から開始されたマイナポータルによる
転出届について、令和５（2023）年12月から、マイナポータルの申請データが市のフロントシステムに取り込まれるよう改修されたことが
挙げられます。
　ただし、活動指標である「社員寮や区内不動産業者等へのオンラインによる事前申請の案内」について、令和４（2022）年度は事
前に寮や不動産業者等と調整し、入居者に窓口の混雑状況や事前申請の方法等の案内チラシを配布するよう働きかけを行い、また令
和５（2023）年度は新たに区内タワーマンション入居者に向けた働きかけを行ったものの、成果指標である「オンラインによる事前申請
の割合」について２年連続で目標未達となったことから、令和６（2024）年度以降については、これらの取り組みを継続するとともに、
来所せずに手続きが完了するマイナポータルによる転出届を積極的に周知することにより、成果指標の目標を達成できるよう取り組んでい
きます。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・係、課を超えた業務の協力体制の構築、臨時窓口の増設等により、窓口の混雑を緩和し、最混雑期に番号札を受け取ってから受付
窓口に呼ばれるまでの待ち時間について、令和３（2021）年度は５時間44分であったところ、令和４（2022）年度は５時間17
分、さらに令和５（2023）年度は２時間40分となり、対前年度で２時間37分短縮しました。引き続き効率的な執行体制を構築し
ていきます。
・①メール配信サービスによる、呼出しまでの残り時間や順番の目安のお知らせや②窓口混雑情報サイト「中原区なう」による、待ち人数
や待ち時間の情報を発信等を通じ、手続までの順番待ちの時間を区民等が有効活用できることにつながっています。
（R05（2023））
・利用者のサービス満足度は目標値を上回り、「来訪した目的は達せられたか︖」、「職員の服装や態度」、「丁寧な対応」、「利用者の
話をきちんと聞く」の項目は満足度が100％で、そのほかの項目でも高い満足度が示されています。ただし、「待ち時間」については、適当
と答えた利用者が86.6％と全区平均（92.8％）を大きく下回っており、今後も引き続き、待ち時間の短縮に向けて取り組んでいきま
す。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（２）区役所機能の強化 ６・区役所サービスの向上に向けた取組の推進 高津区役所

現　状
【課題認識】

・来庁者アンケート「たかつ一言ポスト」を実施し、寄せられた意見をもとに窓口サービスの改善等に取り組んでいます。
・区民の視点に立った満足度の高いサービスを推進するため、区役所職員の窓口サービスや応接能力の向上等を目指した研修を実施し
ています。
・来庁者の視点に立った庁舎環境の整備を行っています。
・区の事業や各部・課の取組など、区役所職員として知っておくべき事項の職員間における情報共有を図るため、定期的にイントラネット
システムの局内掲示板で全職員に周知しています。

（４年間の）
取組の方向性

・市民に必要なサービスをより質の高いものとして確実に届けるために、職員が市民の視点に立ったサービス感覚を養っていきます。また、
サービス提供者では気づきにくい点も多くあることから、来庁者アンケート「たかつ一言ポスト」に寄せられた市民からの意見、要望等を活用
しながら、サービス推進部会を通じ、現状の課題分析や対応策等について検討し、優先度の高いものから改善に取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区民等からの意見を参考に区役所サービスの改善を行うための来庁者アンケート等、効果的な広聴の実施
・職員の接遇能力の向上及び効率的な業務の遂行等に関するスキル向上のための研修の実施
・区役所利用者の快適な利用に向けた庁内環境の見直し及び改善の実施
・区民サービスのために必要な区役所関連情報について、効率的なツールによる職員間での情報共有の実施

50103070 地域課題対応事業（高津区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・区役所サービスの更なる向上に向けた取組による、高津区役所利用者のサービス満足度99％以上の達成・維持

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・来庁者アンケート「たかつ一言ポスト」に寄せられた意見等をとりまとめ、関係課等へ意見を伝達し回答の作成とサービスの改善を依頼、
回答内容を掲示
・新規採用職員、新任職員を主な受講対象とした接遇研修の実施、その他効率的な業務遂行のためのスキルアップ研修の実施
・快適な区役所利用に資するため区役所各フロア等の庁内環境の点検、点検結果から改善内容の検討、改善の実施
・職員意見交換会や庁内報による区役所内の効果的な情報共有を図るための検討と実施、その他ツールを活用した情報共有の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

4 4
回

説明 高津区役所サービス向上推進部会研修ワーキングチーム主催の研修及び共
催による研修の実施回数 実績 2 4 5

高津区役所サービス向上研修の実施 目標 4 4

2
目標

1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・たかつ一言ポストに寄せられた意見や要望等に対し、関係各課と協議の上、可能な限り意見や要望等への対応を行いました。
・令和４（2022）年度は、新規採用職員・新任職員等を対象に接遇の基礎的スキルを養う「接遇研修」（18人参加）、窓口や電
話での対応状況の外部評価を踏まえて実施する「サービス向上研修」（35人参加）、動画で事業やイベント等を市民に分かりやすく伝
える「動画作成スキル習得研修」（８人参加）、ナッジ理論の活用方法を習得し効果的な広報につなげる「ナッジ活用研修」（18人
参加）を実施しました。令和５（2023）年度は、接遇研修（14人参加）、サービス向上研修（14人参加）、職員自身や来庁者
の安全を守るため不審者対応策を学ぶ「市民応接研修」（13人参加）、考えを見える化し議論の活性化につなげる「ファシリテーション
スキル研修」（18人参加）、「災害時における区役所の業務継続と対応力向上研修」（12人参加）を実施しました。
・高津区役所サービス推進部会を中心に、「高津区役所サービス向上方針」に基づき、「向上指針取組シート」を活用し、年度当初に部
署ごとに「区役所サービス向上目標（目標及び取組内容）」を掲げ、日常の窓口業務や各種会議、イベント等の様々な機会を捉えて
把握した区民等からの意見・要望等も踏まえながら、①丁寧な説明や②区民からの問い合わせに対する適切な対応、③苦情等に対す
る適切な対応や再発防止・改善、④区民や関係団体等への適切な情報提供・共有など、部署ごとに、日々サービスの質の改善・向上
に取り組みました。
・各課の事業やイベント等の情報を掲載した庁内報を令和４（2022）年度は４回、令和５（2023）年度は２回発行し、区役所
内での情報共有を図りました。
【R04（2022）】
・新型コロナウイルス感染症の影響下におけるエレベータ混雑緩和対策として、階段利用促進案内を掲出するとともに、緊急時に使用す
るＡＥＤの設置場所が分かるよう、案内表示版に掲示しました。
【R05（2023）】
・若手職員のコミュニケーションの活性化を図るため、新規採用職員等交流会を実施しました。
・正面玄関等のレイアウトを変更し、来庁者に快適な庁舎環境を提供しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
説明 実績

目標

1

高津区役所利用者のサービス満足度

モノ

目標 － 99以上 － 99以上

％

説明
高津区役所利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問
（「本日は気持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちら
でもない」と否定的ではない回答をした人の割合

実績 99.7 ー 99.4
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・新規採用職員・新任職員等を対象とした「接遇研修」における受講者アンケートにおいて、「この研修は今後区民と接する上で役立つと思うか」の問いに対
し、受講者全員から「思う」または「まあ思う」との回答があり、「接遇の基礎や姿勢を学ぶことができた」や「相手の気持ちに寄り添い、丁寧にわかりやすく伝えるこ
とを心がけていきたい」といった声が得られ、窓口、電話対応等での接遇能力の向上につながりました。
・窓口や電話での応対状況の外部評価を踏まえて実施した「サービス向上研修」における受講者アンケートにおいて、「対応終了時にひと言添えるようにしたい」
や「外部評価の結果や研修内容を課内で共有し、今後の市民応対に活かしていきたい」などの声が得られ、より区民に寄り添った応対ができる職員の育成や
サービスの質を高めることに対する意識の醸成・向上に寄与しました。
（R04（2022））
・動画で事業やイベント等を市民に分かりやすく伝えるために実施した「動画作成スキル習得研修」における受講者アンケートにおいて、「良い動画の作成方法
がわかった」や「短い動画の中でポイントを絞りターゲットを決めてコンテンツ作成する方法を学ぶことができた」といった声が得られ、動画の作成・編集・投稿に係る
基礎的知識・スキルの習得・向上に寄与しました。
・ナッジの活用方法を習得し効果的な広報につなげるために実施した「ナッジ活用研修」における受講者アンケートにおいて、「少しの工夫で人の行動を一押し
することができる点が勉強になった」や「所属ではなかなか思いつかない観点での意見が多く大変参考になった」といった声が得られ、ナッジ理論を活用し、正しい
内容をすべて記載・表現しなくても区民等を引き付けるための内容づくりに係る知識・スキルの向上に寄与しました。
（R05（2023））
・職員自身や来庁者の安全を守るため不審者対応策を学ぶために実施した「市民応接研修」における受講者アンケートにおいて、「不審者対応の一連の流れ
や防御方法など多くのことを吸収できた」「周囲の職員との情報共有が大事だと感じた」といった声が得られ、非常時でも冷静に行動できる意識とスキルの向上
に寄与しました。
・考えを見える化し議論の活性化につなげるために実施した「ファシリテーションスキル研修」における受講者アンケートにおいて、「ファシリテーショングラフィックの技
法を改めて学ぶことができた」「会議や資料作成に活用していきたい」といった声が得られ、意見を整理・要約し、議論を活性化させるスキルの習得・向上に寄与
しました。
・「災害時における区役所の業務継続と対応力向上研修」における受講者アンケートにおいて、「所属班以外の動きを詳しく知ることができ、全体像を把握でき
たため有意義だった」「災害はいつ起こるかわからないため常にＢＣＰなどについて理解しておく必要があると思った」といった声が得られ、災害時の対応力向上に
寄与しました。

【モノ・情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度は、「たかつ一言ポスト」に寄せられた意見・要望等95件のうち、対応等が必要な55件について、関係部署間で共有・協議等を行
い、そのうちの45件（民間施設等は除く）の主な取組としては、オムツ交換台の設置場所の変更や枝の剪定などの庁舎環境改善やサービスの向上を図り、
区民等に対し、対応状況や回答を掲示しました。令和５（2023）年度は、意見・要望等79件のうち、40件について関係部署間で共有・協議等を行い、
そのうちの29件の主な取組としては、トイレ環境の整備や庁内案内表示の変更、応接の改善などを行いました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「高津区役所サービス向上方針」や「区役所サービス向上目標」に基づく取組や、区役所サービス向上に資する研修の実施等により、窓口における応対等の
質を維持・向上させ、快適で心地よい庁舎環境の整備や親切でわかりやすい庁舎掲示物の改善が図られたため、成果指標の目標値を達成しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・「接遇研修」による窓口・電話応対でのスキルアップを図るための研修の
実施をはじめ、各種研修を通じて、職員の接遇や窓口・電話応対等に
係る基礎的スキルの習得・再確認や意識の醸成・向上、区民等が求め
る情報を提供するためのスキルの向上等の効果があったため。
・「たかつ一言ポスト」に寄せられた意見・要望等を関係部署に周知・協
議等を行い、区役所サービス向上につなげるとともに、庁内報により各部
署のトピックスを職員間で情報共有することで、一定の効果・成果があった
ため。
・区全体で取り組んだ日々の取組を通じ、窓口・電話対応時等における
職員のサービスの質の改善・向上や区役所庁舎の環境改善・向上による
区民等に対する利便性の向上につながったため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和６（2024）年度以降についても、継続して、研修の実施による職員のスキル
アップ、「たかつ一言ポスト」による意見・要望等の集約と意見等を踏まえた具体的な区
役所サービスの改善、庁内報等を活用した区役所職員間の情報共有、区役所利用
者が快適に利用できる区役所環境の整備に取り組みます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業

（４年間の）
到達目標 ・区役所サービスの更なる向上に向けた取組による、宮前区役所利用者のサービス満足度99％以上の達成・維持

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
①トイレの洋式化等による庁舎内施設の環境整備の推進
②新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策
③各フロアに設置している「みやまえ☆ご意見ＢＯＸ」等に寄せられた市民意見を参考にした区役所サービス向上の検討
④接遇研修指導者等による接遇研修の実施によるサービス向上の推進
⑤転入者への各種手続き案内チラシの作成及び配布、接遇研修会等の実施、よりよいサービス提供に向けたワーキングチームによる見
直しや改善
【R04（2022）〜R06（2024）】
・窓の遮光フィルム設置等による庁舎内施設の環境整備の推進

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

現　状
【課題認識】

・市民満足度の高い区役所サービスの提供に向け、サービス向上の取組の基本的な方向性を示した「宮前区役所サービス向上アクショ
ンプラン」を取りまとめ、親切・丁寧な窓口応対や分かりやすい案内掲示等による快適な庁舎環境の整備などに取り組んでいます。
・区役所で提供するサービスの質に対する区民の期待は一層高まっており、今まで以上に、市民の立場に立った行政サービスを提供する
区役所づくりを推進することが求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・市民ニーズを的確に把握し、ニーズに寄り添った応対や市民目線に立った工夫や改善を行い、サービス向上を推進します。
・効果的な人材の育成を図り、区役所組織の活性化を推進するとともに、便利で快適な区役所環境の構築に向けた取組を推進しま
す。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・庁舎内施設の環境整備の推進
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策
・市民意見を参考にしたサービス向上の検討
・接遇研修指導者等による接遇研修の実施によるサービス向上の推進
・より良いサービスの提供に向けたワーキングによる検証、見直しや改善を継続して実施

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

50103080 地域課題対応事業（宮前区）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（２）区役所機能の強化 ７・市民目線に立った区役所サービスの推進 宮前区役所

事務事業コード 事務事業名
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2

活
動
指
標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

2

目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

99以上 － 99以上

説明
宮前区役所利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問
（「本日は気持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちら
でもない」と否定的ではない回答をした人の割合

実績 99.3 － 100 －

モノ

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1 ％

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

宮前区役所利用者のサービス満足度 目標 －

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・「宮前区役所サービス向上理念」や「宮前区役所サービス向上方針」に基づき、「宮前区役所サービス向上アクションプラン」を策定し、
「向上指針取組評価シート」を活用しながら、年度初めに部署ごとの「区役所サービス向上目標（取組目標・内容）」を掲げ、「みやま
え☆ご意見ＢＯＸ」等に寄せられた市民意見等も参考にしながら、①丁寧な説明や②区民からの問い合わせに対する適切な対応、③
苦情等に対する適切な対応や再発防止・改善、④区民や関係団体等への適切な情報提供・共有など、部署ごとに、日々、サービスの
質の改善・向上に取り組みました。
・また、上記の取組を行いながら、下記のとおり職員の能力向上や意識の醸成に向けた取組や具体的なサービスや庁舎環境の改善・向
上にも取り組みました。
①令和４（2022）年度は区役所２階女子トイレの洋式化及びベビーシートの改修、区役所３階窓に遮光フィルムを設置しました。
令和５（2023）年度は区役所３階女子トイレの洋式化及び便座のウォシュレット化、区役所２階窓を一部改修し、庁舎内環境の
改善を行いました。
②より良いサービス提供に向けたワーキングチームよる取組において庁舎内の案内表示の改善を行いました。令和４（2022）年度は
２階フロアの各部署への案内表示をわかりやすく修正するとともに、見通しの悪い箇所に停止線を導入し、さらに保険年金課発券機案
内を見やすく更新し、トイレ案内表示をカラー化を実施。令和５（2023）年度は保健所入口と区役所入口の表示を分かりやすく修正
するとともに、３階フロアエレベーターホールに各窓口の業務一覧を掲示し、３階トイレ案内表示をカラー化しつつ表示箇所の追加を行い
ました。
③令和４（2022）年10月にクレームを事前に防ぐ力を習得することを目的として、「対応力向上研修」を実施（13人参加）しまし
た。
④令和４（2022）年・５（2023）年ともに11月に基本的な接遇力を育むことを目的として、「新規採用職員接遇研修」を実施
（各16人参加）しました。
⑤令和５（2023）年12月に障害のある方や妊婦等の様々な方への接遇を学ぶことを目的として、「多様性に対応した接遇研修」を
実施（21人参加）しました。

1
目標

目標

説明 実績

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
接遇・対応力向上研修の参加人数 目標 26以上 26以上 26以上 26以上

人
説明 接遇・対応力向上研修に参加した人数を維持しつつ、社会状況や区民ニーズ

を踏まえた研修内容を検討し行うことを目指すもの 実績 30 29 37

-525-



　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和６（2024）年度以降についても、「宮前区役所サービス向上理念」や「宮前区
役所サービス向上方針」に基づく、日々の改善等の取組を継続して実施するとともに、
職員研修の実施や来庁者が快適に利用できる庁舎環境の改善等により、引き続き、
区民のニーズに応じた、より質の高い区役所サービスの提供を目指し、取組を進めてまい
ります。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022））
・「対応力向上研修」では、市民心理を意識した接遇やクレームにならない接遇についての研修を実施し、受講後アンケートにおいて、参
加者の77％が内容を「よく理解できた」「理解できた」と回答していること、また、「対応時に区民が具体的な待ち時間の提示を求めている
ことがわかった」や「学んだ内容を所属で共有して実践したい」といった声が得られ、一定、窓口、電話対応等における市民心理を意識した
対応力の向上や意識の醸成に寄与しました。
・「新規採用職員接遇研修」の終了後アンケートにおいて、研修内容を「理解できた」「まあまあ理解できた」と回答した職員は100％で、
「実際の事例を検討することができて有意義だった」や「窓口や電話応対時に、効率的に話を聞く方法を学んだので実践してみようと思う」
といった声も得られ、区役所サービス向上に向け、新規採用職員等の基礎力習得に貢献しました。
（R05（2023））
・「新規採用職員接遇研修」の終了後アンケートにおいて、研修内容を「理解できた」「まあまあ理解できた」と回答した職員は100％で、
「事例検討の内容が多く、困った場面の対応方法の引き出しを増やすことができた」といった声も得られ、区役所サービス向上に向け、新
規採用職員等の基礎力習得に貢献しました。
・「多様性に対応した接遇研修」の終了後アンケートにおいて、研修内容を「充分理解できた」「理解できた」と回答した職員は100％で、
「障害者や高齢者、それぞれの困りごとや対応方法について自分の想像力だけでは足りないこともあり、参考になった」との声もあり、障害
のある方や高齢者、妊婦等の様々な配慮が必要な方への接遇力向上に寄与しました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・①区役所２階トイレのパーテーション改修、３階女子トイレの洋式化、暖房便座化及びベビーシートの改修、②区役所２階窓の一部
改修や３階窓への遮光フィルム設置、③区役所等出入口および各部署への案内表示や業務一覧の作成、見通しの悪い箇所への停
止線の導入、④保険年金課発券機案内を見やすく更新し、トイレ案内表示をカラー化するなど、区役所庁舎内の環境を改善・向上さ
せることにより、目的の窓口やトイレを探しやすくなり、見通しの悪い場所での安全性の確保につなげるなど、利用者の利便性・安全性の
向上に寄与しました。

【モノ・その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「みやまえ☆ご意見ＢＯＸ」等に寄せられた市民意見や要望等について、適宜、区役所内の関係部署に共有・協議しながら、日々の
改善等を実施することで、①窓口における応対等の質を維持・向上、②快適で心地よい庁舎環境の整備・改善や親切でわかりやすい
庁舎掲示物の改善など、区役所サービス全体の改善・向上につなげることができました。
・接遇に関する研修を継続的に実施してきたことによって職員の接遇力向上が図られ、区役所利用者のサービス満足度が目標値を達成
しました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・各種研修を通じ、新規採用職員をはじめ、区役所職員の窓口対応や
電話応対時における対応力や接遇の基本的なスキル、区民等の目線に
立った対応が必要であることの意識の醸成・向上等に寄与したため。
・区全体で、「みやまえ☆ご意見ＢＯＸ」等に寄せられた市民意見や要
望等を踏まえながら、日々のサービス面での改善の取組や設備面での庁
舎内環境改善も行ったことで、区役所全体のサービス改善・向上や庁舎
内における利用者の利便性の向上に寄与したため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 － 時間 － その他 ○
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（２）区役所機能の強化 ８・区役所サービスの向上に向けた取組の推進 多摩区役所

事務事業コード 事務事業名
50103090 地域課題対応事業（多摩区）

現　状
【課題認識】

・従来から安全で快適な庁舎環境の整備や職員の窓口対応力の向上など、より利用しやすい区役所を目指し、利用者の意見をもとに
さまざまな取組を行ってきました。さらに、市民ニーズはより多様化し、サービスの質についても高い水準が求められている中、市民サービス
の向上に向け、より一層の取組を進めていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・地域の課題解決に向けた協働のパートナーである市民との信頼関係の構築に向けて、来庁者のニーズに寄り添った丁寧な対応や、窓
口の混雑緩和等、市民目線に立った工夫や改善による職場起点の継続的なサービス向上の推進を図ります。
・来庁された方の意見や施設利用者アンケート結果の分析などにより、庁舎環境に対する市民ニーズを的確に把握するとともに、区役所
サービス向上委員会を中心として、より利用しやすい区役所に向けた取組を推進します。さらに、区役所職員の人材育成を行って改善視
点を養い、現場での気付きから改善実施につなげていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市民から寄せられた意見や施設利用者アンケート等による市民ニーズの把握とそれを踏まえた改善の検討・実施
・研修を通じた職員能力や改善意識の向上による、区役所サービス向上の取組の検討及び改善の実施
・より利用しやすい庁舎環境の整備や効果的な情報発信の推進

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 － 時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・区役所サービスの向上等に向けた取組による、多摩区役所利用者のサービス満足度99％以上の達成・維持

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・窓口アンケート等による市民ニーズの把握と寄せられた意見を踏まえた改善策の検討・実施
・区役所各職場から推薦を受けた職員を構成員とするワーキンググループを開催し、広範かつ専門的な立場から市民の視点に立った区
役所サービスの充実に向けた取組の検討・改善
・平成８（1996）年竣工の区総合庁舎施設・設備の老朽化などへの対応として、不具合が生じるおそれのある箇所などについて、計
画的に補修や回収工事を行うことで、より利用しやすい庁舎環境を整備
・市民や職員の意見を踏まえた庁舎内の貼り紙や、ホームページ上の表記の見直しなど効果的な情報発信
・サービス向上のための外部講師、接遇指導者による研修の実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業

-527-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

％

説明
多摩区役所利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問
（「本日は気持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちら
でもない」と否定的ではない回答をした人の割合

実績 99.0 － 100

1

多摩区役所利用者のサービス満足度

モノ

目標 － 99以上 ー 99以上

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

サービス向上研修実施回数（単年度） 目標 3 3 3 3

説明 各年度の年度末時点において、区役所職員を対象に区役所サービスや職員の
能力向上に資する研修を実施した回数（単年度） 実績 2 3 3

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・多摩区役所サービス向上委員会を中心に、令和４（2022）年度・令和５（2023）年度ともに「多摩区役所サービス向上方針」
に基づき、「向上指針取組評価シート」を活用しながら、年度初めに部署ごとの「区役所サービス向上目標（取組目標・内容）」を掲
げ、日常の窓口業務や各種会議、イベント等の様々な機会を捉えて把握した区民等からの意見・要望等も踏まえながら、継続的に実施
している窓口アンケートで寄せられた区民等来庁者からの意見について、多摩区役所サービス向上委員会と該当部署が連携しながら情
報共有・課題分析を実施し、①丁寧な説明や②区民からの問い合わせに対する適切な対応、③苦情等に対する適切な対応や再発防
止・改善、④区民や関係団体等への適切な情報提供・共有など、部署ごとに、日々、サービスの質の改善・向上等に取り組みました。
・令和４（2022）年度は区役所サービスにおける課題と改善策について各課から推薦された若手職員を中心としたワーキンググループ
（16人参加）を３回開催し、改善手法や内容について検討を進めました。また、こうした状況を踏まえて、区役所庁舎内のパンフレット
ラックの分かりやすい表示、行政モニターでの市ＳＮＳの啓発実施等による効率的な情報発信の推進、丁寧な窓口対応、より利用しや
すい庁舎環境の整備等、市民目線に立ったサービスの改善・向上に向け、必要な取組を進めました。
・令和５（2023）年度は、多摩区における市制100周年及び全国都市緑化かわさきフェアに関する取組の中で、若手職員有志によ
るワーキンググループ（17人参加）を７回開催しました。また、死亡時の各種手続きをワンストップで行えるおくやみコーナー設置に向け
たワーキンググループ（８人参加）を２月に開催し、令和６（2024）年度運用開始に向けた検討を行いました。
・令和４（2022）年度は、行動経済学を窓口サービスの改善に活かし、応対力を向上させることを目的として、主に主任等中堅職員
を対象とした、外部講師による「区役所サービス向上研修」を実施（23人参加）するとともに、令和５（2023）年度は、主に係長級
や新規採用職員の指導担当者等を対象に、市内４区で開催された外部講師による「区役所サービス向上研修」に参加（18人）しま
した。
・市民満足度の意識した接遇能力の習得を目的として、新規採用職員を主たる対象者に、内部講師による「接遇研修」を実施（令和
４（2022）年度21人参加・令和５（2023）年度16人参加）しました。

1
目標

2

単位

目標

説明 実績

区分

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

2

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

目標

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

1

活
動
指
標

回

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・多摩区役所サービス向上委員会のワーキングループの活動や各種研修
を通じ、区役所職員のサービス向上に対する意識改革や窓口・電話応
対等に係る対応力や接遇の能力の習得・向上につながったため。
・窓口アンケートで寄せられた区民等からの意見や要望等を踏まえなが
ら、多摩区役所サービス向上委員会を中心とした、日々のサービス改善
や課題解決策を講じること等により、一定、区役所サービス全体の質の維
持・向上や区役所庁舎の利便性の向上、区民等への的確な情報提供・
共有につながることで、聞き取り調査上では「多摩区役所利用者のサービ
ス満足度」100%であったが、未だに区民等への対応や庁舎環境等に関
する苦情や改善要望が寄せられていることから、引き続き、こうした課題の
解消に向けて取組を進めていく必要があるため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・これまで担ってきた行政サービスの提供に加え、日々の改善を継続して行うとともに、依
然として苦情や要望等が寄せられている状況を踏まえ、来庁された方の意見や窓口アン
ケート結果の分析などを通じ、市民対応や庁舎環境等に関する課題や市民ニーズを的
確に把握した上で、必要かつ適切な対応策を検討し、着実に実施していきます。
・また、区役所サービス向上に向けた取組を進めていける職員を育成していくためには、
継続的な取組が必要であることから、引き続き、外部講師、接遇指導者による研修等
を、内容の検討・見直しを行いながら実施するとともに、さまざまな立場から区役所サービ
スの向上に関する検討を行ってまいります。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・区役所内の各部署から推薦された若手職員を中心とするワーキンググループに16人が参加し、グループワーク等を通じて、区役所サービスにおけ
る課題分析や改善策の検討等を行う過程を通じ、サービス向上への意識改革が図られ、職員の人材育成につながりました。
・「区役所サービス向上研修」の終了後のアンケートにおいて、研修内容を「よく理解できた」及び「理解できた」と回答した者が87％となり、「自身の
応対について見直す良い機会になった」や「窓口や電話応対時に、どのような対応・接遇をすれば良いかがわかり、さっそく実践してみようと思う」と
いった声が聞かれ、一定、窓口、電話対応等における市民心理を意識した対応力の向上や意識の醸成に寄与しました。
・「接遇研修」の終了後のアンケートにおいて、研修内容を「よく理解できた」「理解できた」と回答した職員が90％となり、「接遇の基礎や姿勢を学
ぶことができた」や「窓口や電話応対時に、どのような接遇をすれば良いかがわかり、実践してみようと思う」といった声も得られ、区役所サービス向上
に向け、接遇の基礎力習得に貢献しました。
（R05（2023））
・「多摩区における市制100周年記念及び緑化フェアの機運醸成に向けたワーキング」（７回開催・17人参加）にサービス向上委員会として参
加、メッセージツリーの設置や缶バッジの作成・配布、フォトコンテストなどに取り組み、意識改革につながりました。
・「区役所サービス向上研修」では聞き取り調査結果の共有と振り返り、職場の基盤づくりとして職場地図の作成やクレーム・カスタマーハラスメント
への対応などに取り組み、研修内容の理解を深めたほか４会場で多摩区からは計18人の参加、各会場での意見交換など、対応力の向上と意
識の醸成に寄与しました。
・「接遇研修」では各部署から推薦された若手を中心に17人が参加し、公務における接遇、第一印象の大切さなどについて意見交換を行い、「や
さしい日本語」についての理解を深めることができました。
・「おくやみコーナーワーキング」として、関連する部署からの推薦により８人が参加、おくやみコーナーが他都市で設置された経緯や国・自治体の動
き、運用イメージなどを共有し、設置に向けた第一歩として意識を醸成することができました。

【モノ・情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・窓口アンケート等で寄せられた区民等からの意見や要望等について、適宜、区役所内の関係部署に共有・協議しながら、日々の改善等を実施
することで、①窓口における応対等の質の維持・向上、②快適で心地よい庁舎環境の整備・改善や親切でわかりやすい庁舎掲示物の改善など、
区役所サービス全体の改善・向上につなげることができました。
　また、ワーキンググループでの検討を踏まえた効果的な情報発信の取組等により、区民等に対する適切な情報提供・共有に、一定の効果があっ
たものと考えます。
　こうした日々の改善等の実施や各種ワーキングでの取組を通じて、区役所サービスの向上が図られたため成果指標の目標値を達成しました。し
かしながら、区民等への対応や制度に関する苦情、庁舎環境の利便性・快適性に関する苦情や改善要望等が依然として寄せられている状況で
あることから、引き続き、区役所サービスの更なる改善・向上に向けた取組を進めていく必要があります。

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

関連する
事務事業

確保を想定
する経営資源

状況変化等に
よる取組の変更

など

（４年間の）
到達目標 ・区役所サービスの向上等に向けた取組による、麻生区役所利用者のサービス満足度99％以上の達成・維持

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・「麻生区役所サービス向上委員会」による各部署のサービス向上目標の設定・管理の実施
・事務処理の工夫改善、職員の接遇向上や専門能力育成、個人情報保護やプライバシーへの配慮、待合環境の整備、設備の改善な
ど区役所全体のサービス向上に向けた取組の推進に向け、若手職員を中心に構成する作業部会による自主的・自発的な活動の促進
及び取組の実施
・職員全体の能力向上に向け、サービス向上に資する各種職員研修の企画及び実施
・区役所サービスに関する区民の意見・要望等をより把握するため、区民アンケートボックスの利用促進の検討

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

現　状
【課題認識】

・区役所サービスの理念である「基本的な使命」、「市民の視点」、「市民との共感」、「ニーズの把握」、「適切なサービスの提供」、「快適
な環境」、「効率的な運営」、「組織間の連携」の実現に向けて、区役所全職員が取り組む必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・麻生区役所サービス向上方針に基づき、公平・公正かつ適切な行政サービスの提供と来庁者の快適化に向けた環境整備等に取り組
みます。
・ 市民目線による丁寧な対応と分かり易い案内表示や窓口設置など質の高い窓口サービスの提供に取り組みます。
・ 麻生区役所人材育成計画に基づき、区民サービス向上に資する取組や各種業務研修等を実施します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・毎年度継続して設置する「麻生区役所サービス向上委員会」による各部署のサービス向上目標の設定・管理
・事務処理の工夫改善、職員の接遇向上や専門能力育成、個人情報保護やプライバシーへの配慮、待合環境の整備、設備の改善な
ど区役所全体のサービス向上に向けた取組の推進
・職員全体の能力向上に向け、サービス向上に資する各種職員研修の企画・実施及び若手職員を中心に構成する作業部会による自
主的・自発的な活動の促進

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 － 時間 ○ その他 －

50103100 地域課題対応事業（麻生区）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（２）区役所機能の強化 ９・区役所サービスの向上に向けた取組の推進 麻生区役所

事務事業コード 事務事業名
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1

2

活
動
指
標

回

2

1

人

1

説明 実績

目標

説明 実績

目標

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

麻生区役所利用者のサービス満足度 目標 ー 99以上 ー 99以上

説明
麻生区役所利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問
（「本日は気持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちら
でもない」と否定的ではない回答をした人の割合

実績 99.7 ー 98.3

モノ

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 ％

2

実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・麻生区役所サービス向上委員会を中心に、令和４（2022）年度、令和５（2023）年度ともに「麻生区役所サービス向上方針」
に基づき、「向上指針取組評価シート」を活用しながら、年度初めに部署ごとの「区役所サービス向上目標（取組目標・内容）」を掲
げ、適切な進捗管理のもと、日常の窓口業務や各種会議、イベント等の様々な機会を捉えて把握した区民等からの意見・要望等も踏
まえながら、①丁寧な説明や②区民からの問い合わせに対する適切な対応、③苦情等に対する適切な対応や再発防止・改善、④区民
や関係団体等への適切な情報提供・共有など、部署ごとに、日々、サービスの質の改善・向上等に取り組み、その結果について集約し、
情報共有しました。
・区役所全体のサービス向上に向けた取組の推進に向け、麻生区役所サービス向上委員会に、若手職員を中心に構成する作業部会
を設置し、自主的・自発的な活動により、令和４（2022）年度は①庁舎案内、②掲示物の整理、③中庭の魅力向上等の取組を実
施しました。令和５（2023）年度は①庁舎案内、②庁内緑化、③中庭の魅力向上等の取組を実施しました。
・区役所職員全体の能力向上に向け、サービス向上に資する職員研修として、令和４（2022）年度は①サービス向上研修（12人
参加）、②チーム力向上研修（19人参加）、③接遇研修（18人参加）、④認知症サポーター養成講座（29人参加）の計４回
（種類）を実施しました（計78人参加）。令和５（2023）年度は①サービス向上研修（17人参加）、②多様な部下マネジメン
ト研修（19人参加）、③接遇研修（19人参加）、④認知症サポーター養成講座（24人参加）の計４回（種類）を実施しました
（計79人参加）。
・区役所サービスに関する区民の意見・要望等をより把握するため、区民アンケートボックスの利用促進に向け、委員会での情報共有、
意見交換を実施しました。

説明 実績

目標
2

R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

麻生区役所サービス向上委員会作業部会の参加職員数 目標 14以上 14以上 14以上 14以上

説明 区民サービスの向上に向け、組織横断的かつ自主的・自発的に活動する作業
部会へ参加する職員の数 実績 14 14 14

麻生区役所サービス向上研修の実施回数 目標 ３以上 ３以上 ３以上 ３以上

説明 区民サービスの向上に資する各種職員研修の年度ごとの実施回数 実績 4 4 4

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・麻生区役所サービス向上委員会を中心に、麻生区役所サービス向上方針に基づき、
より公平・公正かつ適切な行政サービスの提供と来庁者の快適化に向け、区役所全体
で日々のサービス改善・向上に向けた取組や区役所庁舎内の環境整備等に取り組み
ます。
・ 市民が過ごしやすい区役所環境づくりを進めるため、空間・動線等を考慮した施設の
維持・管理に加え、市民目線による目的に応じた丁寧な対応と、分かりやすい案内表
示や窓口設置等、質とともに親和性の高い窓口サービスの提供に取り組みます。
・ 麻生区役所人材育成計画に基づき、区民サービス向上に資する取組や各種業務研
修等を実施します。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「サービス向上研修」の終了後のアンケートにおいて、令和４（2022）年度は「対応時のあいさつの重要性を再確認した」や「窓口や電話応対時に、どのよ
うな対応・接遇をすれば良いかがわかり、実践してみようと思う」といった声が聞かれ、令和５（2023）年度は「相手の立場を考えて行動することや、応対での
失敗を忘れずに改善に活かす意識を継続したい」や「職場で研修内容を共有し、さらなる応対品質の向上を目指したいと思う」といった声が聞かれ、一定、窓
口、電話対応等における市民心理を意識した対応力の向上や意識の醸成に寄与しました。
・「チーム力向上研修」（令和４（2022）年度）の終了後のアンケートにおいて、「チーム力を発揮するためには、日頃から、タテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーショ
ンが大事であることを再認識した」といった声が聞かれ、「多様な部下マネジメント」（令和５（2023）年度）の終了後のアンケートにおいて、「相手の特性を
知るために対話を重ねることの大切さを再認識した」との声が聞かれ、一定、職員の特性を知り、チーム力を発揮することで、組織力が発揮できることに対する
意識の醸成・向上等に寄与しました。また、主任、係長級の職員はマネジメントについて考える機会にもなりました。
・「接遇研修」の終了後のアンケートにおいて、令和４（2022）年度は「接遇の基礎や姿勢を学ぶことができた」や「窓口や電話応対時に、どのような接遇を
すれば良いかがわかり、実践してみようと思う」といった声が聞かれ、令和５（2023）年度は「クレーム対応の４つのステップ、電話による対応のポイントがとても
参考になった」や「自分を振り返ることの大切さの必要性に気づいた」といった声が聞かれ、区役所サービス向上に向け、接遇の基礎力習得に貢献しました。ま
た、新規採用職員や会計年度職員等については窓口応対の基本を習得する機会になりました。
・「認知症サポーター養成講座」令和４（2022）年度、令和５（2023）年度を通じて、①市内の認知症サポーターが増えることに貢献するとともに、②終
了後のアンケートにおいて、「認知症についての知識や認知症の方への対応方法を知ることができた」や「認知症の方を職員や地域等周辺のサポートの重要性
を再確認できた」といった声が得られ、職員の認知症高齢者等に対する対応スキルの習得・向上や意識の醸成につながりました。
・麻生区役所サービス向上委員会の作業部会の活動を通じ、若手職員が連携して区役所サービス向上の課題の共有化を図るとともに、その課題解決の検
討を行うことで、職員個々の企画力・改善意識・コミュニケーション能力の醸成や職員間のコミュニケーションの活性化につながりました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・麻生区役所サービス向上委員会を中心として、区全体で日々の改善等を実施することで、①窓口における応対等の質の維持・向上、②快適で心地よい庁
舎環境の整備・改善や親切でわかりやすい庁舎案内の改善など、区役所サービス全体の改善・向上につなげることができました。また、作業部会の活動を通
じ、来庁者が利用するフロアーガイドの改善、写真コーナーのリニューアル、中庭を活用した区民サービスの提供等、区役所庁舎内における、更なる環境改善や
利便性の向上等にもつながりました。しかしながら「麻生区役所利用者等への聞き取り調査」の質問中、「本日は気持ちよく利用できましたか。」の質問に対
し、否定的ではない回答をした人の割合が、目標をわずかではあるが下回ってしまいました。「気持ちよく利用できなかった」理由には、職員の応対をあげる人は
少なく、施設面（温度など）や運営面（待ち時間、番号札、窓口の分かり難さ）の改善を望む声であったことから、今後については、麻生区役所サービス向
上委員会や作業部会等において点検を実施し、庁舎管理部署とも調整のうえ、改善に向けて取り組みます。

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・麻生区役所サービス向上委員会を中心に、部署ごとのサービス向上目
標に基づく改善等の取組が着実に実施されたこと、また、区役所職員全
体の能力向上に向け、サービス向上に資する各種職員研修を実施するこ
とで、職員の区民サービスに係る能力や意識が高まったこと、さらには、若
手職員を中心に構成する作業部会の活動を通じ、区民の視点に立った
区役所庁舎内環境の改善や利便性の向上等が図られ、年間通じ、総じ
て、安定した区民サービスの向上に貢献したため。
・麻生区役所利用者等への聞き取り調査の結果が目標を下回り、施設
面や運営面の改善を望む声があったことから、改善に向けた取組が必要
であるため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ △ カネ － 情報 － 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・防災協力事業所制度の登録事業所のニーズや課題等に応じた取組の推進
・自主防災組織等による自主的な会議・訓練の開催に向けた取組の実施
・災害レベルや感染症の状況を踏まえた柔軟な避難所運営に向けた研修・訓練の実施
・備蓄物資の計画的な配置
・自主防災組織等への支援（活動助成、防災資器材購入補助）
・独自性を活かした区総合防災訓練の実施に向けた支援
・教育・福祉等の各分野や事業者と連携した横断的な啓発の実施
【R04（2022）】
・防災協力事業所制度の登録事業所345団体のニーズや課題等の把握とこれに応じた取組の推進
・効率的・効果的な啓発手法の検討
【R05（2023）】
・学校等と連携した子供向けの啓発に向けた調整
・備蓄物資のローリングストックの取組の推進と計画的な配置
【R05（2023）〜R07（2025）】
・検討結果に基づく啓発の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・災害時において、地域の多様な主体による支え合いや自主的な避難所運営が可能となっている状態
・地域住民が防災意識を高く持ち、防災訓練への参加等により災害発生時に自ら対応できる知識や能力を高めるとともに、各家庭で日
頃から災害に対する備えを行っている状態

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・全国的に頻発する自然災害に対応するため、自主防災組織の支援、民間企業との連携、防災訓練や研修等による、自助・共助・公
助の取組・連携の強化や各主体の防災意識の向上により、地域防災力の向上を図ります。
・市民一人ひとりの防災意識を高め、自らのリスクに応じた避難行動を行えるよう、必要な情報提供や啓発・支援に取り組みます。
・行政と地域の平時のつながりを活かし、地域のそれぞれの主体が持つ強みを防災にも向けていくためのきっかけづくりを図ります。
・避難所運営会議や自主防災組織の活動への支援を実施するとともに、連携を強化します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域に根差した防災協力事業所制度の推進
・地域が主体となった避難所運営体制の取組強化
・災害レベルや感染症の状況を踏まえた柔軟な避難所運営に向けた研修・訓練の実施
・備蓄物資（生活必需品）のローリングストックを踏まえた運用への移行
・自主防災組織等への支援（活動助成、防災資器材購入補助）
・独自性を活かした区総合防災訓練の実施に向けた支援
・既存の啓発の課題分析、取組検討及び検討結果に基づく取組の推進
・各分野や事業者と連携した横断的な啓発の実施

10101020 地域防災推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（３）地域防災力の向上に向けた連携 １・地域防災力の向上に向けた取組の推進 危機管理本部

現　状
【課題認識】

・地球温暖化の影響等により激甚化・頻発化する災害に適切に備え、対応するために、少子高齢化の進展や既存のコミュニティの変化
等の社会環境の変化の中で、更なる市民、事業者・団体、行政等の協働とともに、効果的な役割分担による地域防災体制の充実が
求められています。

-533-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 ％
説明 防災啓発を実施することで、市民アンケートにおいて家庭内備蓄

（食料・飲料水）を行っていると答えた人の割合（単年度） 実績 62.5 － 63.2

家庭内備蓄を行っている人の割合
ヒト

目標 －

実績 61.4 77.3 93.2

63.7 － 65以上

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
避難所運営会議を開催している避難所の割合

ヒト
目標 71.0 80.0 85.2 90以上

％
説明 避難所運営会議との調整の結果、年度末時点において会議を開

催した避難所の割合

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・地域が主体となった避難所運営に向けて、避難所運営会議の開催促進や「備蓄倉庫の見える化」に向けた取組を推進しました。
・各区の総合防災訓練等において、避難所運営会議等の住民による避難所運営訓練を実施しました。
・生理用品等の公的備蓄物資について、令和４（2022）年度から新たにローリングストック（備蓄→使用→補充を繰り返しながら一
定量が備蓄されている状態を保つ手法）を開始し、令和５（2023）年度も引き続き実施しました。
・自主防災組織等に対し、活動助成金、防災資器材購入補助金を交付するなどの支援を行いました。
・各分野横断的な啓発として、令和４（2022）年度は社会教育施設との連携による啓発展示等を行ったほか、児童福祉施設を通じ
防災啓発絵本を未就学児に配付するとともに、令和５（2023）年度は、保健所での乳幼児健診対象者や市内小学生向けにも防
災啓発絵本の配布を拡大するなど、横断的な啓発を実施しました。
【R04（2022）】
・防災協力事業所制度の登録事業所356団体（令和４（2022）年11月１日時点、計画策定時から11団体増）に対し、本制
度の登録内容に関するアンケートを実施し、250社（70％）から回答を得ました。その結果を踏まえ、防災協力事業所情報交換会を
各区１回、計７回開催しました。主な内容は、本制度の考え方を説明するとともに、アンケートの結果を基に、情報交換を行いました。
・災害レベルや感染症の状況を踏まえた柔軟な避難所運営に向けて、自主防災組織リーダー等養成研修を各区で実施しました。
・区の地理的特性や避難所運営会議等の意見による訓練内容に関して、内容を把握して、必要な予算を配分するとともに、今後の訓
練のあり方について検討しました。
・従来型のイベントに加え、ぼうさい出前講座等について電子申請による受付を開始するとともに、市内在住の防災士を対象とする本市
の防災施策・取組に関する説明会の実施を通じ、地域に根差した啓発手法について検討を行いました。
【R05（2023）】
・市の防災施策の共有及び発災時の行動や各事業所の取り組みについて認識を深めることにより市と防災協力事業所の協力関係を強
化するとともに、各事業所で発災時の行動イメージを改めて考えていただくことを目的に、災害イマジネーションを取り入れた防災協力事業
所情報交換会を対面で各区１回、オンラインで２回の計９回開催しました。
・市の防災施策の共有及び災害発生時の行動イメージを参加者同士で共有し、新たな気付きを得る機会とすることを目的に、災害イマ
ジネーションを取り入れたオンラインによる防災士情報交換会を２回開催しました。
・令和５（2023）年度のリーダー研修については、新本庁舎の披露を兼ね、各区役所で開催していた研修を危機管理本部に集約し
実施し、川崎区開催分を各回に振り分けて開催したことにより、活動指標である開催回数が目標値を下回りましたが、全区から参加いた
だくことができました。引き続き、７区の自主防災組織が参加できるよう運営方法を検討し、地域防災力の向上に努めます。
・啓発冊子について、デジタル化を進めるため、リーフレットタイプに変更したほか、新たなターゲットを対象にしたコンテンツや子供向け動画
を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

7以上
1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

7以上 7以上
回

説明 年度末時点における自主防災組織リーダーを養成するための研修（危機管理
本部主催）の開催数 実績 7 7 6

自主防災組織リーダー等養成研修の開催回数 目標 7以上
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・関東大震災から100年を経て、令和６（2024）年は市制100周年の節目であるため、こ
れからの100年に備えるために、今後の地域防災のあり方等について、各種イベントにおける啓
発等を行うとともに各種取組を推進し、引き続き地域防災力の向上を図ります。
・学生や親子向けの啓発、デジタルコンテンツを強化し、若年世代に対する防災意識の向上
に取り組みます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・情報交換会や説明会において防災協力事業所や防災士との意見交換の
場を設定し、さまざまな主体が地域とのつながるきっかけを作ることで、今後の地
域防災力向上に貢献したため。
・避難所運営会議や訓練等を通じて、自助・共助・公助それぞれで役割の確
認を行うとともに、連携が強化されることで、地域防災力の向上が図られたが、
令和５（2023）年度に実施した市民アンケートによる家庭内備蓄を行って
いる人の割合が目標を下回り、今後、家庭内備蓄を行っている人の割合の向
上に向けては、若年世代に向けた啓発に課題があると考えられるため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・地域が主体となった避難所運営会議や研修、訓練の開催を支援すること等により、「自らのまちは自らで守る」という共助の体制づくりを進めてい
ますが、令和５（2023）年度に実施した市民アンケートの結果、家庭内備蓄を行っている人の割合が63.2%となり目標を下回りました。20代
〜30代については家庭内備蓄を行っている人の割合が少ないことが把握できたことから、今後は若年世代に向けた啓発を強化し、共助の体制づく
りを推進します。
・市総合防災訓練における避難所運営訓練の企画段階から地域住民に参加していただくことで、自助・共助の重要性に関する地域住民の理解
が深まるとともに、企画・実行を通じて、職員の調整・運営能力の向上が図られました。
（R04（2022））
・市内在住の防災士1,368人を対象とするアンケートを行った結果、370人が地域防災への協力の意向を示され、うち178人が参加した説明会
の実施を通じ、今後の展開へのご意見が寄せられるなど、地域防災力の向上に向けた新たな担い手の発掘を進めることができました。
（R05（2023））
・防災協力事業所交換会において災害イマジネーションを取り入れたことにより、各事業所で発災時の行動イメージを改めて考えていただく機会と
なり、災害時において自らの判断で地域と連携して協力活動を実施するうえで、防災協力事業所ごとの足りない備え等について具体的に見直す
契機を提供することができました。また、日ごろの取組や考え方について意見交換をすることで、市と防災協力事業所との関係強化を図ることができ
ました。
・市内在住の令和４（2022）年５月以降に新たに日本防災士機構に認証登録された防災士283人（令和５（2023）年10月末日時
点）を対象とするアンケートを行った結果、130人が地域防災への協力の意向を示され、前年度から協力意向を示されている370人を含めて情
報交換会の開催を案内したところ、104人の参加があり、災害イマジネーションを取り入れた情報交換会を通じて、本市の防災施策の共有及び
発災時の行動について考えていただくきっかけとすることができました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・防災協力事業所へのアンケート調査や意見交換を通じ、本制度に対する事業所の取組状況や日ごろの地域との関わりなどを確認することができ
ました。
・令和４（2022）年度は社会教育施設との連携による啓発展示や児童福祉施設を通じ防災啓発絵本を未就学児に配付し、令和５
（2023）年度からは保健所での乳幼児健診対象者や市内小学生向けにも対象を拡大するなど、横断的な啓発を実施することで、広く市民へ
の周知につながりました。
（R05（2023））
・啓発冊子をリーフレットタイプに変更し、デジタル化に対応したほか、新たなターゲットを対象にしたコンテンツや子供向け動画を作成したことにより、
より多くの市民への啓発に寄与しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（３）地域防災力の向上に向けた連携 ２・地域防災力の向上に向けた取組の推進 川崎区役所

事務事業コード 事務事業名
50103040 地域課題対応事業（川崎区）

現　状
【課題認識】

・地域での防災活動を行う自主防災組織の高齢化が課題となっています。また、自主防災組織（町内会等）への加入率が低下してい
る中で、地域の防災活動を担う人材の確保が課題となっています。
・川崎区では多くの外国人市民が生活しており、災害時においては正しい情報の取得、災害への対応方法等が分からず、災害弱者とな
りやすくなっています。
・同じ国のコミュニティの中での情報に左右されることがあり、正しい情報の取得方法の啓発が必要です。

（４年間の）
取組の方向性

・防災訓練や防災講座を通じて、地域住民の防災意識の高揚を図るとともに、女性や外国人市民の地域防災活動への参画を推進し
ます。
・外国人向け防災講座や訓練を通じて、災害時の対応や日頃からの備えについて知ってもらうことで災害対応力の向上を図ります。ま
た、実施に当たり関係機関・団体等と連携し、効率的な訓練・講座を実施します。
・避難所運営会議や自主防災組織など地域と連携しながら、避難所運営会議の開催や避難所運営会議による訓練の実施に向けた
取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・防災訓練及び防災講座の実施に当たり、幅広い年齢の参加が得られるよう内容を工夫した訓練・講座の実施
・女性や外国人市民の参加者を増やすため、多言語のチラシを作成するなど、訓練等を通じた地域防災活動の参画の推進
・外国人が集まる機会や識字学級、外国人コミュニティを活用した、地震体験・初期消火等の訓練の実施
・風水害時の避難について、多言語のマイタイムラインのチラシを活用した周知
・避難所運営会議や自主防災組織による会議や訓練など、地域住民による自主的な運営に向けた支援

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・地域住民が災害発生時に対応できる知識や能力の向上に向けて、年間900名の住民が区総合防災訓練に参加
・幅広い市民の災害対応力の向上に向けて、年間100名の外国人が防災講座に参加
・地域住民の自主的な運営による避難所運営会議の開催（33箇所）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・幅広い年齢の参加が得られるように内容を工夫した訓練・講座
・外国人市民を対象としたチラシ等啓発物の作成・配布
・外国人市民を対象とした防災講座の充実
・自主防災組織と連携した避難所運営会議・開設訓練の支援
・地域住民の区総合防災訓練への参加促進

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標 60 70 200
（80）

210
（100）

人
説明 実績 47 84 195

外国人向け防災講座の参加者数
ヒト

年度ごとに実施する外国人向け防災講座への外国人市民等の参
加者数　※括弧書きの目標値は変更前の数値

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

川崎区総合防災訓練の実施回数 目標 2 2 2 2

説明 川崎区で実施する総合防災訓練の年度ごとの実施回数 実績 2 2 2

外国人向け防災講座の実施回数 目標 3 3 3 3

説明 外国人向けに防災に関する知識や情報を啓発するために実施する年度ごとの
防災講座の実施回数 実績 3 3 3

単位

目標
1

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・自主防災組織が実施する防災訓練等の支援や助言等を実施しました。
・区総合防災訓練について、煙体験や地震体験、水消火器での消火体験など、区民により防災を身近に感じていただけるコンテンツも加
えながら、年２回実施するとともに、うち１回は、津波による浸水が広範囲で想定されている川崎区の地域特性を踏まえ、市津波避難
訓練と同時開催を行い、住民に高所への避難を体験いただくなど、より特色のある訓練としました。
・外国人向けに、多言語版の防災啓発冊子やチラシを配布し、必要な防災知識・情報について啓発を行うとともに、複数回の事前の打
ち合わせや参加者の確認、通訳者の確保等を行いながら、防災講座を年３回実施し、そのうち、１回は「防災訓練」も行い、座学の講
座だけでなく、実体験を加えることで、より参加した外国人の興味を引く企画としました。
・区内33箇所の避難所について、積極的な支援や働きかけ等を実施し、令和４（2022）年度は32箇所、令和５（2023）年度は
33箇所の避難所で、自主防災組織や施設管理者等で構成される避難所運営会議による運営会議の開催や避難所の開設・運営訓
練の実施につなげました。そのうち、２つの避難所については、効率的な会議の開催や訓練の実施とするため、各避難所運営会議の判
断で、合同での会議開催・訓練の実施となりました。
・区と避難所運営会議のメンバーとの顔の見える関係の構築に向け、令和４（2022）年度は32箇所、令和５（2023）年度は33
箇所で開催された運営会議や実施した訓練に、区の危機管理担当や支所の防災担当だけでなく、区の被災者支援班も運営会議や
開設・運営訓練に参加しました。

2

説明 実績

目標

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1 人

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

目標 750

2

800 850 900

説明 実績 667 686 711

区総合防災訓練の参加者数
ヒト

年度ごとに実施する総合防災訓練への区民等の参加者数

説明 実績 23 32 33

避難所運営会議の開催箇所数（全33箇所）
ヒト

発災時に避難所の開設・運営が行えるよう、避難所運営会議が主
体的に会議等を実施した避難所数

R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標 25 28 30 33

1

3 箇所

目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度

回2

1

活
動
指
標

回

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・①自主防災組織による訓練等の実施や②避難所運営会議による運営会
議や開設・運営訓練の実施等の地域防災活動について、区の支援もあって、
多くの活動が実施され、地域防災力の強化につながってきた一方で、令和５
（2023）年度の区の総合防災訓練においては、参加者が前年より増加した
ものの、急遽の欠席等により、目標とする参加者の確保には至らなかった。今
後、より積極的な広報や働きかけを通じ、より多くの区民や職員に参加いただく
ことで、実体験を通じた意識やスキルの習得・向上につなげてもらい、更なる地
域防災力の向上につなげていく必要があるため。
・各機会を捉えた啓発活動や外国人向けの防災講座等を通じて、自助・共
助の強化に向けた正しい防災知識・情報の提供・共有や理解の向上等につ
ながったため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・外国人向け防災講座の参加者数の成果指標については、令和５（2023）年度で、令和７（2025）年度の目標
を達成したことから、目標値を上方修正するもの。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

○ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・総合的な地域防災力の向上に向けて、引き続き、自主防災組織が実施する訓練の支援・
助言、住民主体による避難所運営会議による運営会議の開催や開設・運営訓練の継続的
な開催支援を推進します。
・地域の特性や状況を踏まえ、より効果的な内容による区総合防災訓練や外国人向け防災
講座を引き続き実施していくことで、地域防災力の向上を図ります。また、区総合防災訓練に
ついては、令和４（2022）年度は686人、令和５（2023）年度は711人と年々参加
者が増加しているものの、目標を達成できていない状況です。次年度以降については、広報等
の更なる充実や町内会・自治会への積極的な働きかけや連携強化等を通じ、参加者が増加
するよう取り組んでいきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・計画策定当初に設定した外国人向け防災講座の参加者数の成果指標について、令和５（2023）年度実施値を
基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・自主防災組織が実施する訓練等に支援や助言等を行うことにより、各組織の自主防災力の強化に寄与しました。
・区総合防災訓練について、区民により防災を身近に感じていただけるコンテンツや幅広い年齢の参加が得られるよう工夫した上で、年２回実施
し、うち１回は川崎区の地域特性を踏まえ、市津波避難訓練と同時開催を行う等特色のある訓練を実施したことで、参加者の地域防災力、とり
わけ「自助」・「公助」の部分の強化に寄与しました。なお、参加者数については、令和４（2022）年度、令和５（2023）年度の参加者が目
標を下回りましたが、これは、令和４（2022）年度はコロナ禍での開催による当日欠席等のため、令和５（2023）年度は第２回の開催日が
雨天だったことが原因と考えられます。今後は、周辺の町内会・自治会、小中学校、保育園等への更なる広報の強化や町内会・自治会等との連
携を強化し、参加者が増加するよう取り組んでいきます。
・外国人向けに、多言語版の防災啓発冊子やチラシの配布、参加者の興味を引く内容で防災講座や防災訓練を行うことで、参加者の地域防
災力、とりわけ「自助」・「共助」の部分の強化に寄与しました。
・区内33箇所の避難所について、積極的な支援や働きかけ等を実施したことにより、令和４（2022）年度は32箇所、令和５（2023）年度
は33箇所の避難所で避難所運営会議の開催、避難所の開設・運営訓練の実施につながるとともに、各避難所運営会議の構成員である自主
防災組織や施設管理者等の各主体間の連携強化も図られ、川崎区内の地域防災力、とりわけ「共助」の部分の強化に寄与しました。また、避
難所運営会議や開設・運営訓練に は、「公助」の担い手である区役所危機管理担当の職員、区の被災者支援班の職員も参加し、顔の見える
関係が構築できました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・避難所運営会議による運営会議・訓練時の参加者に対する啓発等を通じ、適切かつ多様な避難方法等を説明し、地域住民等への正しい情
報・知識の提供・共有や正しい理解につなげました。
・外国人向けの防災講座では、外国人住民や通訳者等の参加者が令和４（2022）年度は合計84名、令和５（2023）年度は合計195
名に参加いただき、「自助」・「共助」の強化に向けた防災全般の知識、備蓄・ローリングストックの方法、マイタイムラインの作成方法などの啓発を
行うことで、正しい防災知識・情報の提供・共有や理解の向上等につながりました。

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（３）地域防災力の向上に向けた連携 ３・地域防災力の強化に向けた取組の推進 幸区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業 50103050 地域課題対応事業（幸区）

現　状
【課題認識】

・平成26（2014）〜平成28（2016）年度に、区内全避難所で避難所開設訓練又は避難所運営訓練を実施し、その３か年の
訓練成果を生かし、平成28（2016）年度に、実践的な訓練方法を具体的に記した「幸区避難所〈開設〉〈運営〉訓練マニュアル」を
作成しました。
・令和元（2019）年度には幸区避難所一斉開設訓練を実施し、地域防災力の向上に努めました。
・自主防災組織と被災者支援班及び避難所運営要員が主体となった避難所運営体制の構築が必要となります。

（４年間の）
取組の方向性

・区内全避難所において、災害発生時に、より迅速かつ円滑に避難所の開設、運営が行えるよう、避難所運営会議や自主防災組織な
ど地域と連携しながら、「訓練マニュアル」を用いた避難所運営訓練の全避難所での実施に向けた取組を推進するとともに、防災意識の
醸成を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区内全避難所23箇所での避難所運営会議の開催及び避難所運営訓練等の実施に向けた、避難所運営会議委員や自主防災組
織等と連携した取組の推進
・各避難所の「風水害時の緊急避難場所運営マニュアル」の随時更新及び円滑な避難所運営に向けた取組の推進
・防災意識を醸成するための啓発活動や情報共有の実施

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

（４年間の）
到達目標

・23箇所における避難所運営会議の開催及び避難所運営会議による訓練の実施と、避難所運営会議と自主防災組織が行政職員と
連携した自主的な避難所運営の実施
・防災意識の醸成など地域防災力の向上に向けた、「自主防災組織リーダー等養成研修」の受講団体増加（令和７（2025）年度
目標値︓77組織（全組織））

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・23箇所における避難所運営会議の開催及び避難所運営会議による訓練の実施
・避難所運営会議と自主防災組織が行政職員と連携した自主的な避難所運営の実施
・防災意識の醸成など地域防災力の向上に向けた、「自主防災組織リーダー等養成研修」の受講団体増加
・各種テーマにおける「ぼうさい出前講座」の実施による地域防災力の向上
【R05（2023）】
・東小倉地区における地域防災力の向上に向けた、東小倉地区防災計画の策定

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

「ぼうさい出前講座」等の開催 目標 50 50 50 50

説明 ぼうさい出前講座の依頼に対して、幸区が実施した「ぼうさい出前講座」の実施
回数 実績 16 56 46

R05年度 R06年度 R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

目標

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・区内の避難所23箇所で、「避難所運営会議・訓練」の実施を支援し、令和４（2022）年度は避難所運営会議を全23箇所での
開催、避難所運営訓練については、全23箇所中21箇所の実施につなげました。なお、残りの２箇所においては、避難所運営会議の構
成員である自主防災組織のメンバーは高齢者も多く、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の影響の大きさ等に鑑み、会議全体の
総意として、実施しないと判断をしたものです。また、避難所運営訓練を実施した21箇所のうち、１箇所については、新型コロナウイルス
感染症の影響を考慮し、多くの人が参加する実働的な避難所開設訓練の実施が困難であると判断し、図上訓練での実施になりました
が、幸区役所としては、当該図上訓練についても自主的な実施を支援するとともに、当該図上訓練の機会を捉え、防災に関する啓発も
実施しました。令和５（2023）年度は「避難所運営会議・訓練」ともに、全避難所（23箇所）で実施しました。避難所運営訓練に
ついては、開設訓練・運営訓練・図上訓練の３つを提案し、地域が希望する内容の訓練の支援を行いました。
・各避難所においてコロナ禍での避難所運営を踏まえた「風水害時の緊急避難場所運営マニュアル」を更新しました。
・小学校４年生の社会の授業に「防災」のカリキュラムが組み込まれたことに伴い、令和４（2022）年度は小学校７校のほか、高等学
校１校、令和５（2023）年度は区内全ての小・中・高校に出前講座実施について、年度初めに声掛けを行い、小学校４校、中学
校１校で出前授業を行いましたが、令和４（2022）年度に比べて学校や地域団体等からの依頼が減少したため、目標値を下回りま
した。今後は、年度初めの声掛けに加えて、年度途中にも出前講座の案内をするなど、主体的に開催回数を増やしていきます。
・自主防災組織の代表者や防災担当者向けに、「自主防災組織リーダー等養成研修」として、令和４（2022）年度は「震災対策シ
ミュレーション訓練」を実施し、令和５（2023）年度は「災害時におけるリーダーの役割等」についての講義の他、無線機を使用して情
報収集訓練を行いました。
【R04（2022）】
・避難所運営会議での協議及び避難所開設訓練の実施結果を踏まえ、避難所ごとの「幸区避難所訓練マニュアル」を更新しました。
【R05（2023）】
・東小倉町内会から東小倉地区防災計画の策定に向け素案の提出を受け、本市防災会議に提案できる水準を満たすよう助言や調整
等の支援を行いましたが、年度末まで手続に時間を要したことから、計画の策定には至りませんでした。

目標
1

活
動
指
標

回

2

1

説明 実績

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 箇所

組織3

実績

避難所運営会議の開催箇所数（全23箇所） 目標 23 23 23 23

説明 発災時に避難所の開設・運営が行えるよう、避難所運営会議が主
体的に会議等を実施した避難所数 実績 14 23 23

ヒト

「自主防災組織リーダー等養成研修」受講修了団体（全
77組織） 目標 77 77 77 77

説明 防災啓発活動による地域防災力の向上を図るため、「自主防災組
織リーダー等養成研修」受講修了団体数 実績 59 39 29

ヒト

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明
1

2
避難所運営会議による訓練の開催回数（全23箇所）

ヒト
目標 23 23 23 23

箇所
説明 発災時に避難所の開設・運営が行えるよう、避難所運営会議が主

体的に訓練を実施した避難所数 実績 13 21 23
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・令和２（2020）年度から続いていた新型コロナウイルス感染症の影響により、数年間多くの避難所において避難所運営会議による
会議・訓練等の開催が見送られていましたが、幸区役所による支援、働きかけの下、全23避難所における主体的な避難所運営会議等
の開催及び21避難所における主体的な避難所運営訓練が開催され、避難所運営会議の役割の再確認や実地訓練等を通じた避難
所開設・運営の手順・手法の再確認だけでなく、とりわけ「共助」の部分の強化に寄与しました。
・「自主防災組織リーダー等養成研修」を通じ、発災時における初動対応について、各自主防災組織のリーダーたちが対応手順等を再
確認することで、幸区内の地域防災力、とりわけ「共助」の部分の強化に寄与しました。一方で、全77自主防災組織に積極的な声かけ
等を行ったものの、39組織の参加にとどまったことから、より効果的な参加勧奨等を行っていく必要があります。
（R05（2023））
・幸区役所による支援、働きかけにより、全避難所（23箇所）において、幸区本部被災者支援班と本庁の避難所運営要員とともに、
避難所運営会議及び避難所運営訓練を実施することで、「共助」の担い手である各避難所運営会議と「公助」の担い手である市・区と
の発災時における連携強化に向け、「顔の見える関係づくり」にも寄与しました。
・令和５（2023）年度の「自主防災組織リーダー等養成研修」は２部制として実施しましたが、第１部の講義形式では開催時間が
平日昼間であること、第２部の無線機を使用した屋内での実動訓練では、無線機の台数の関係で参加者が自主防災連絡協議会の
地区隊長及び副隊長に限られたことから、29組織の参加となり目標を下回りました。次年度以降は全ての自主防災組織が参加できる
よう、関係部署と連携した効果的な取組を行っていく必要があります。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「ぼうさい出前講座」や市内の児童・生徒向けの防災授業等の啓発活動を通じ、広く幸区民に対し、「自助」・「共助」の強化に向けた
防災全般の知識、備蓄・ローリングストックの方法、マイタイムラインの作成方法など、正しい防災情報の提供・共有につながりました。

区分
ヒト △ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、区内全避難所23箇所において、各避難所運営会議による主体的な会議
や訓練が実施されるよう、継続的な支援を実施していきます。
・自主防災組織を中心とした地域住民と区本部を構成する職員、避難所運営要員、
施設管理者等との顔の見える関係の構築を目指し、更なる連携強化に向けた訓練等
の取組を推進していきます。
・「自主防災組織リーダー等養成研修」について、全77組織に参加いただけるよう、より
効果的な参加勧奨等を検討し、実施していきます。
・引き続き、「ぼうさい出前講座」等の各種啓発活動を実施していきます。
・令和５（2023）年度末までに東小倉町内会とともに調整等を実施し、本市防災
会議へ提案できる水準の素案が完成したため、関係部署と連携し、令和６（2024）
年度に東小倉地区防災計画の策定に向けた手続を進めます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・避難所運営会議による会議の開催や訓練の実施について、幸区役所
が支援し、地域への説明や感染症対策を重ねたことで、ほぼ新型コロナウ
イルス感染症が蔓延する前の状態まで戻すことができ、避難所開設・運
営手順・手法の再確認や各構成員同士の連携強化等が図られ、地域
防災力、とりわけ共助の強化につながったため。
・また、「ぼうさい出前講座」等の啓発活動を通じて、幸区民に対し、自
助・共助の強化に向けた正しい防災知識・情報の提供・共有につながっ
たため。
・一方で、「自主防災組織リーダー等養成研修」の参加組織数は、積極
的な声掛けや研修内容の見直しを行ったものの、講義形式の開催時間
や実動訓練に使用する機器の台数制限により目標未達であったため、次
年度以降、全77組織に参加いただけるよう、より効果的な参加勧奨、研
修内容等を検討し、実施していく必要があるため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（３）地域防災力の向上に向けた連携 ４・総合的な地域防災力の向上 中原区役所

現　状
【課題認識】

・市民一人ひとりの防災意識の向上や、近くの人たちが助け合う関係づくり、地域の各種関係団体、関係機関、民間企業、学校などの
連携協力体制づくり、これらを支える行政機関の活動の強化などにより、自助、共助（互助）、公助による地域の総合的な防災力向
上を図る必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・避難所運営会議及び自主防災組織の活動への支援を実施し、連携を強化します。
・中原区防災連携協議会を開催することによる課題検討や情報共有を実施します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域防災活動の担い手を育成するため、避難所運営会議や自主防災組織などの会議や訓練を支援
・地域のさまざまな関係者の連携を強化するため、地域の各種関係団体、関係機関、民間企業等で構成する中原区防災連携協議会
を開催し、各分野の課題検討や情報共有を推進
・「防災まちづくり」の取組など地域主体の取組を支援

50103060 地域課題対応事業（中原区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・地域住民の自主的な運営による避難所運営会議の開催（29箇所）
・避難所運営会議や自主防災組織の活動支援による自主的な避難所運営の実施
・地域防災力の強化に向けた連携の維持・強化を図るため、地域の各種関係団体、関係機関、民間企業等から132名が中原区防災
連携協議会に参加

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域の実情に応じ、地域住民の自主性を尊重した自主防災組織による防災活動の実施
・避難所運営会議の開催等による地域の顔の見える関係の継続と実践的な避難所運営の検討
・ぼうさい出前講座等を活用した災害リスクの確認や避難行動マイタイムラインの作成等に関する啓発活動の推進
・感染症対策を踏まえた災害対応に関する課題解決に資する中原区防災連携協議会の維持・強化

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

５以上 ５以上
回

説明 中原区防災連携協議会５部会における各部会の活動回数 実績 3 3 3

中原区防災連携協議会の活動回数 目標 ５以上 ５以上

2
「防災まちづくり」の取組支援 目標 1 1 1 1

1

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

件
説明 地域主体の「防災まちづくり」の取組を支援した活動の実績 実績 1 1 1

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・自主防災組織からの要請に基づき、防災訓練等の支援や助言等を実施しました。
・区内29箇所の避難所について、令和４（2022）年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで活動を自粛していた避難
所運営会議の運営会議開催や開設・運営訓練の実施に向け、積極的な支援や働きかけ等を実施しました。避難所運営会議の構成
員である自主防災組織のメンバーは高齢者も多く、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の影響の大きさやリスク等に鑑み、実施し
ないと判断した避難所運営会議も多くあり、すべての避難所での避難所運営会議による運営会議開催や開設・運営訓練の実施には至
りませんでした。令和５（2023）年度については、21箇所の避難所で対面での会議・訓練の実施につなげるとともに、残りの８箇所で
は書面会議を行いました。
・区と避難所運営会議のメンバーとの顔の見える関係の構築に向け、令和４（2022）年度は20箇所の会議、そのうち10箇所の避難
所開設・運営訓練に区の職員も参加しました。令和５年度については、21箇所で開催された会議、そのうち12箇所で実施した避難所
開設・運営訓練に区職員が参加しました。
・ぼうさい出前講座を令和４（2022）年度は24回、令和５（2023）年度は18回実施し、防災知識の向上を図るとともに、マイタイ
ムライン作成の啓発を行いました。
・中原区防災連携協議会を令和４（2022）年・令和５（2023）年ともに４回（親会１回・部会３回（３部会×１回））開催
し、関係機関・団体との帰宅困難者対策の課題、災害医療等に関する協議・情報共有を行いました。ただし、５部会あるうち、２部会
（運輸関係、福祉関係）について、運輸関係については、市・区の各種計画や時節に応じた協議・情報共有すべき事項がなかったこ
と、また、福祉関係については、新型コロナウイルス感染症関係の対応等もあって開催内容の企画自体が難しい状況だったこともあり、部
会を開催することができませんでした。部会メンバーである各防災関係機関との日頃からの関係づくりは非常に重要であることから、軽微な
連絡・情報共有事項のみ、あるいは、時間的な制約がある中においても、開催内容、時間、手法等を工夫することで、令和６
（2024）年度以降については、全部会を開催できるよう取り組んでいきます。
・地域主体の「防災まちづくり」の取組支援として、自主防災組織への情報提供及び活動支援を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

避難所運営会議の開催箇所数（全29箇所）

ヒト

目標 29 29 29 29

箇所

説明 中原区内の避難所において、発災時に避難所の開設・運営が行え
るよう、避難所運営会議が主体的に会議等を実施した避難所数 実績 6 20 21

126 141
（128）

142
（132）

2 団体

説明 中原区防災連携協議会に参画している防災関係機関の構成員
数　※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 122 131 140

中原区防災連携協議会構成員（団体）数

ヒト

目標 124

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・自主防災組織が実施する訓練の開催を促し、訓練内容の助言や支援、実地での共同参加等を通じ、各組織の自主防災力の強化に寄与し
ました。
・区の積極的な支援や働きかけ等により、区内29箇所の避難所のうち、令和４（2022）年度は20避難所で運営会議、10避難所で避難所
開設・運営訓練が、令和５（2023）年度は21避難所で運営会議、12避難所開設・運営訓練が開催されました。新型コロナウイルス感染症
の影響により、これまで運営会議の開催等が見送られていた避難所でも開催されることとなり、地域住民を主体とした避難所運営会議の意識の
向上、役割の再確認、実地訓練等を通じた避難所開設・運営の手順・手法の再確認だけでなく、各避難所運営会議の構成員である自主防災
組織や施設管理者等の各主体間の連携強化も図られ、中原区内の地域防災力、とりわけ「共助」の部分の強化に寄与しました。
　ただし、避難所運営会議の構成員である自主防災組織のメンバーは高齢者も多く、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の影響の大きさ
やリスク等に鑑み、実施しないと判断した避難所運営会議も多くあり、２年連続ですべての避難所での避難所運営会議による運営会議開催や
開設・運営訓練の実施には至りませんでした。今後、未実施の避難所運営会議に対して、運営会議の開催・訓練実施に向けた積極的な働きか
けやより緊密な伴奏支援等を実施し、ぼうさい出前講座等を通じた啓発による防災意識の向上等を図っていきます。
　なお、避難所運営会議による運営会議や開設・運営訓練に区職員も参加することで、「顔の見える関係づくり」に寄与しました。
・区の積極的な働きかけを通じ、成果指標である「中原区防災連携協議会構成員数」が令和４（2022）年度は前年度から９団体増え計
131団体、令和５（2023）年度は更に９団体増え計140団体となり、地域防災力、とりわけ「共助」の部分の更なる強化に寄与しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和５（2023）年度は関東大震災から100年の節目を迎え、改めて地震に対する備えをぼうさい出前講座等の啓発活動を通じ、広く区民
に対し、「自助」・「共助」の強化に向けた防災全般の知識、備蓄・ローリングストックの方法、マイタイムラインの作成方法などの啓発を行うことで、
正しい防災知識・情報の提供・共有や理解の向上等につながりました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・新型コロナウイルス感染症の影響等により、これまで停滞していた①自主防
災組織による訓練等の実施や②避難所運営会議による運営会議や開設・
運営訓練の実施等の地域防災活動について、区の支援もあって、開催箇所
数は着実に増加しており、中原区防災連絡協議会の構成団体数も増え、地
域防災力の強化につながってきた一方で、避難所開設・運営訓練未実施の
避難所運営会議もあり、地域住民を主体とした対面での会議開催や開設・
運営訓練の実施に向けて継続的な支援を行う必要があるため。
・「ぼうさい出前講座」等の啓発活動を通じて、自助・共助の強化に向けた正
しい防災知識・情報の提供・共有や理解の向上等につながったため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（中原区防災連携協議会構成員（団体）数）について、令和５（2023）
年度実績値を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・中原区防災連携協議会構成員（団体）数について、計画策定当初は毎年２団体程度の増加と想定していました
が、令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度の増加団体数が想定を大きく上回ったことから、目標を上方修
正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・総合的な地域防災力の向上に向けて、自主防災組織が実施する訓練の支援・助言、住
民主体による避難所運営会議による運営会議の開催や開設・運営訓練の継続的な開催支
援、中原区防災連携協議会と連携した取組等を推進するとともに、書面開催の避難所運営
会議に対して、対面での開催・訓練実施に向けた積極的な働きかけやより緊密な伴走支援
等を実施し、ぼうさい出前講座等を通じた啓発による防災意識の向上等も図りながら、中原
区の地域防災力の更なる向上を図ります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（３）地域防災力の向上に向けた連携 ５・地域防災力向上に向けた取組の推進 高津区役所

事務事業コード 事務事業名
50103070 地域課題対応事業（高津区）

現　状
【課題認識】

・近年多発している台風などの風水害被害や大規模地震など、多くの区民が災害への不安を感じる反面、家庭での食料等の備蓄率や
防災訓練への参加率が依然として低いことなどが、アンケート調査等に現れており、引き続き自助・共助（互助）の強化に向けた取組が
必要となっています。
・また、台風など風水害による区役所職員の動員機会が増える中、感染症対策を踏まえた避難所開設や区災害対策本部各班の災害
対応業務など、円滑に取り組めるよう区役所職員の更なるスキル向上が必要です。

（４年間の）
取組の方向性

・家庭や、地域、区役所での災害対応力強化に向けた取組により、自助、共助（互助）、公助の各レベル三位一体による地域防災
力向上を目指します。また、区民の関心が高い「防災」を契機とした地域活動への参加を促進するとともに、新たな人材の発掘や育成、
地域における顔の見える関係づくりを推進します。
・さらに、区本部訓練、風水害対応研修や、避難所運営会議・訓練への職員の参加等を実施し、職員の災害対応能力の向上を目指
します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・避難所運営会議や自主防災組織による会議や訓練など、地域住民による自主的な運営に向けた支援
・学校などと連携した地域の防災活動への新規参加の促進及び地域防災活動の担い手の育成の推進
・風水害時のマイタイムライン作成やマイ減災マップワークショップの実施など、防災意識を醸成するための啓発活動の実施
・各種マニュアルの見直し及び訓練・研修の実施による区役所職員の災害対応力の向上
・新型コロナウイルス感染症を踏まえた各種訓練・研修のオンライン実施に向けた取組の推進
・自主防災組織や避難所運営会議の意見等を踏まえた職員の防災意識の向上

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・地域住民の自主的な運営による避難所運営会議の開催（22箇所）及び訓練の実施（15箇所）
・風水害被害や災害に対する啓発活動を通じた区民の防災意識の醸成と防災訓練への参加率の向上による、地域防災活動への新
規参加者の増加及び新たな担い手の育成
・区役所職員が研修や会議・訓練に参加することによる災害対応力の向上

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・避難所運営会議の開催及び訓練の充実に向けて、会議ごとに課題提起など工夫した支援を実施
・自助・共助（互助）等の防災意識の向上に向けて、属性別のぼうさい出前講座等を実施
・職員の災害対応力向上として研修、訓練を実施
【R05（2023）】
・職員の災害対応力向上として新型コロナウイルス感染症５類移行を踏まえた、風水害対応研修、風水害避難所一斉開設訓練、震
災等大災害発生時の本部設置及び運用訓練を実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

職員が参加した避難所運営会議の箇所数 目標 16 18 22
（20） 22

説明
公助の防災力向上に向けた職員の育成や共助との連携強化を目的として、区
役所職員が参加した避難所運営会議主催の運営会議の箇所数　※括弧書
きの目標値は変更前の数値

実績 5 9 22

単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・自主防災組織が実施する防災訓練等の支援や助言等を実施しました。
・区内22箇所の避難所について、新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで活動を自粛していた避難所運営会議の運営会議開
催や開設・運営訓練の実施に向け、積極的な支援や働きかけ等を実施し、令和４（2022）年度は９箇所、令和５（2023）年度
は22箇所の避難所で会議を開催し、そのうち、令和４（2022）年度は５箇所、令和５（2023）年度は14箇所の避難所で、開
設・運営訓練の実施にもつなげました。避難所運営会議の構成員である自主防災組織のメンバーは高齢者も多く、新型コロナウイルス
感染症に罹患した場合の影響の大きさやリスク等を考慮したことや構成員の世代等によって対応できる曜日や時間帯の違いにより日程
調整が難航したこと等を理由として、令和４（2022）年度は、運営会議の開催や開設・運営訓練の実施に至らなかった避難所運営
会議も多くあり活動指標の目標を下回りましたが、令和５（2023）年度は、区職員の積極的な支援や働きかけ等により目標を上回り
ました。
・区と避難所運営会議のメンバーとの顔の見える関係の構築に向け、令和４（2022）年度は９箇所、令和５（2023）年度は22
箇所で開催された会議に区の職員も参加しました。
・新型コロナウイルス感染症を踏まえた風水害時の避難所運営研修の実施と、避難所担当課による避難所事前確認で避難者受入ス
ペース等を更新し、避難所運営体制を整えました。
・区災害対策本部運営訓練を毎年実施し、災害に関する知識や災害対応力の習得を職員に促しました。
・整理整頓が行き届いていない備蓄倉庫を令和４（2022）年度５箇所、令和５（2023）年度２箇所の計７箇所整理し、全備
蓄倉庫のレイアウト図を作成して倉庫内を見える化を行いました。
・自助・共助（互助）等の防災意識の向上を目的として、ぼうさい出前講座や小学生向けマイ減災マップワークショップ等を実施しまし
た。（ぼうさい出前講座︓令和４（2022）年度20回、令和５（2023）年度23回）
【R05（2023）】
・新型コロナウイルス感染症５類移行を踏まえた、風水害対応研修、風水害避難所一斉開設訓練、震災等大災害発生時の本部設
置及び運用訓練を実施しました。

1
目標

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1 箇所

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

避難所運営会議の開催箇所数（全22箇所） 目標 16 18 22
（20） 22

説明
災害時に地域住民が主体となって避難所の開設・運営ができるよう
実施する避難所運営会議の開催箇所　※括弧書きの目標値は変
更前の数値

実績 5 9 22

ヒト

避難所運営会議の訓練箇所数（全22箇所） 目標 12 13 14 15

説明 災害時に地域住民が主体となって避難所の開設・運営ができるよう
に避難所運営会議で検討した内容を訓練する実施箇所数 実績 1 5 14

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
地域の防災活動に児童・生徒が参加した箇所数（全20
箇所） 目標 5 10 15 20

説明
次世代を担う児童・生徒が避難所運営会議が開催する運営会議
や避難所開設・運営訓練に参加し、地域住民と顔の見える関係の
構築と地域防災力の向上を図る防災活動の実施個所数

実績 ー 9 9

2

1 ヒト 箇所

2 ヒト 箇所

目標

説明 実績

箇所1
活
動
指
標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・区民一人ひとりの防災に対する意識・行動力を推進する防災講座等の実施
（自助）、避難所運営会議・訓練への支援（共助）、職員向け研修・訓
練による災害対応力の向上（公助）により三位一体による地域防災力の向
上を図り、一定の効果があったため。
・避難所運営会議主催の運営会議や開設・運営訓練に、児童・生徒が参加
し、子どもたちの防災意識の向上、地域の大人との交流促進や地域のつなが
りの強化に寄与したものの、令和５（2023）年度は対象者の日程上の都
合により成果指標の目標達成に至らなかったことから、今後はより多くの対象
者に開催を周知し、児童・生徒の参加を推進する必要があるため。
・「ぼうさい出前講座」等の啓発活動を通じて、自助・共助の強化に向けた正
しい防災知識・情報の提供・共有や理解の向上等につながったため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト △ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

【ヒトの効果】続き
・職員向けの各研修・訓練を通じ、発災時における迅速かつ的確な区
本部体制の確保や避難所の開設・運営に向け、各手順等の再確認や
職員の防災・災害対応に対する意識の醸成・向上、防災資器材等の
使用方法の習得・再確認、災害対応力の向上など、地域防災力、とり
わけ「公助」の部分の強化に寄与しました。
・令和４（2022）年度・令和５（2023）年度ともに９箇所の避難
所運営会議主催の運営会議や開設・運営訓練に、児童・生徒が参加
し、防災活動に係ることで、子どもたちの防災意識の向上に資するだけで
なく、地域の大人との交流促進や地域のつながりの強化に寄与し、将来
的には本格的な地域の防災活動への参画につながるものと考えます。令
和５（2023）年度は対象者の日程上の都合により予定していた避
難所運営会議１箇所への児童・生徒の参加ができませんでしたが、今
後は開催日程の十分なより多くの対象者に開催を周知し、児童・生徒
の参加を推進します。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・対象者の年齢や生活環境などの属性に応じた出前講座や、身近な災
害リスクを把握するための小学校でのワークショップを通じ、「自助」・「共
助」の強化に向けた防災全般の知識、備蓄・ローリングストックの方法、
マイタイムラインの作成方法、地域の危険箇所などの啓発を行うことで、
正しい防災知識・情報の提供・共有、理解度の向上、地域における課
題の把握・共有、避難時の経路の再確認等につながりました。

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・自主防災組織が実施する訓練の支援や助言、また、実地での共同参
加等を通じ、各組織の自主防災力の強化に寄与しました。
・区内に22箇所の避難所がある中で、区の支援や積極的な呼びかけの
もと、各避難所運営会議について、①避難所における主体的な運営会
議等の開催（令和４（2022）年度９箇所、令和５（2023）年
度22箇所）及び②避難所における主体的な避難所開設・運営訓練
の実施（令和４（2022）年度５箇所、令和５（2023）年度14
箇所）につながり、地域住民を主体とした避難所運営会議の意識の向
上、役割の再確認、実地訓練等を通じた避難所開設・運営の手順・
手法の再確認だけでなく、各避難所運営会議の構成員である自主防
災組織や施設管理者等の各主体間の連携強化も図られ、高津区内
の地域防災力、とりわけ「共助」の部分の強化に寄与しました。令和４
（2022）年度は、避難所運営会議の構成員である自主防災組織の
メンバーは高齢者も多く、構成員の世代等によって対応できる曜日や時
間帯等の違いにより訓練開催まで至らない会議体がありましたが、令和
５（2023）年度は、区職員による更なる働きかけや緊密な伴走支援
等により、各成果指標の目標を達成しました。
　なお、避難所運営会議による運営会議や開設・運営訓練に区職員
も参加することで、「共助」の担い手である各避難所運営会議と「公助」
の担い手である区との発災時における連携強化に向け、「顔の見える関
係づくり」にも寄与しました。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・活動指標（職員が参加した避難所運営会議の箇所数）及び成果指標（避難所運営会議の開催箇所数）につい
て、計画策定当初の目標を大きく上回る令和５（2023）年度の開催状況から、目標を上方修正するもの。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

○ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・大地震や気候変動に伴い被害の甚大化が懸念される自然災害への対応に向けた区災害
対策本部体制の強化、自主防災組織や避難所運営体制の強化に向け、避難所運営会議
に対する支援強化を図るとともに、災害時における住民の適切な行動や事前の備えを促す普
及啓発を行い、家庭や、地域、区役所での災害対応力強化に向けた取組を進めていきま
す。
・避難所運営会議による運営会議の開催や開設・運営訓練について、より一層、避難所運
営会議の構成員との密なコミュニケーションのもと、積極的な支援や緊密な伴走支援を行って
いきます。
・避難所運営会議主催の運営会議や開設・運営訓練への児童・生徒の参加について、今後
はより多くの対象者へ開催を周知し、更なる児童・生徒の参加を推進します。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）
・計画当初に設定した、活動指標（職員が参加した避難所運営会議の箇所数）及び成果指標（避難所運営会議
の開催箇所数）について、令和５（2023）年度実績値を基準として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方
修正します。

区分選択の理由

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業

（４年間の）
到達目標

・地域では自主防災訓練、区総合防災訓練への多世代の参加及び自主防災組織を通じた地域との連携
・年間120人以上が受講する防災推進員研修等を通じた防災推進員の養成など地域人材の発掘・育成
・地域住民の自主的な運営による避難所運営会議の開催（25箇所）
・区本部設置訓練では区本部事務局員を中心に初動対応を把握し、避難所運営については被災者支援班が地域との顔の見える関
係を構築することにより、災害時でも地域を行政が支援する体制の確立

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・防災推進員研修（養成研修、フォロー研修）等の年間３回以上の実施
・避難所開設キットの整備や更新に取り組む避難所運営会議への助言や各避難所における防災訓練での活用支援
・総合防災訓練等の各種訓練における検証結果や地域防災連絡会議における協議を踏まえた各種計画やマニュアルの見直し
【R04（2022）】
・宮前区内の避難所において避難所運営会議15箇所に区職員が参加
【R05（2023）】
・宮前区内の避難所において避難所運営会議18箇所に区職員が参加
【R06（2024）】
・宮前区内の避難所において避難所運営会議23箇所に区職員が参加
【R07（2025）】
・宮前区内の避難所において避難所運営会議25箇所に区職員が参加

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

現　状
【課題認識】

・首都直下地震等の地震災害、令和元年東日本台風等の異常気象に伴う豪雨災害、新型コロナウイルス感染症等に対し、区民、自
主防災組織、行政等が連携し、効果的な災害対策を講じるためには自助・共助・公助の強化に向けた取組を行う必要があります。
・そのためには区民の災害への理解や備えを促進し、地域での防災訓練の参加を増やしていく必要がありますが、自主防災組織は以前
にも増して高齢化により担い手は不足し、地域の核になる人材も不足しているのが現状です。
・一方、区役所では本部設置訓練や防災研修への参加をより高めることで災害対応力を高める必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・様々な広報媒体を活用して普及啓発を行い、自主防災訓練や区総合防災訓練に多世代が参加できる環境整備を行います。また、
自主防災組織を通じ地域と連携して地域防災力向上につなげる支援を継続します。
・防災推進員の養成とスキルアップの研修を開催し、地域人材の発掘・育成にかかる継続的な支援を行います。
・区役所では過去の災害や地域特性を踏まえ、より実災害に近い想定で区防災研修・本部設置訓練等を実施するとともに、避難所運
営会議の会議や訓練に職員が参加するなど、職員の災害対応力を高めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・多世代が訓練等に参加できる環境整備として、広報の充実とともに地域住民が参加しやすい内容で防災訓練や防災推進員研修を
実施することにより、防災活動への新規参加の促進と地域防災活動の担い手の育成の推進
・区総合防災訓練において震災時想定で使用する避難所開設キットについて、避難所運営会議と連携して地域特性に合わせた活用
ができるよう支援する取組
・新型コロナウイルス感染症流行下での震災害、風水害等、複合災害を想定した区本部設置訓練や区防災研修、避難所運営会議
や訓練への職員の参加を通じた人材育成の実施
・訓練等の検証結果や地域の意見を各種計画、マニュアルへ反映することによる職員の防災意識の向上

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

96900080 自主防災組織事業及び地域の危機管理対策

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（３）地域防災力の向上に向けた連携 ６・地域防災力の向上に向けた取組の推進 宮前区役所

事務事業コード 事務事業名
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2

1

活
動
指
標

回

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1

2 ヒト 箇所

目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

避難所運営会議の開催箇所数（全25箇所） 目標 15 18 23 25

説明
地域住民の自主的な運営による避難所運営会議を行うことで、地
域防災力の向上を図るため、区内の避難所において避難所運営
会議を開催した箇所数

実績 10 15 19

120以上 120以上 120以上

説明 毎年一定水準以上の人材発掘・育成を目指すものとして、防災推
進員研修等の年間受講者数 実績 130 114 120

ヒト

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1 人

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

防災推進員研修等の受講者数 目標 120以上

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・自主防災組織からの要請等に基づき、防災訓練等の支援や助言等を実施しました。
・区内25箇所の避難所について、誰もが円滑に避難所を開設することができるための避難所開設キットを全25避難所に整備するととも
に、新型コロナウイルス感染症の影響により、これまで活動を自粛していた避難所運営会議の運営会議開催や開設・運営訓練の実施に
向け、積極的な支援や働きかけ等を実施し、令和４（2022）年度に15箇所、令和５（2023）年度に19箇所の避難所で会議の
開催につなげるとともに、そのうち、令和４（2022）年度は10箇所、令和５（2023）年度は11箇所の避難所で開設・運営訓練の
実施にもつなげ、さらに、その中で、令和４（2022）年度は６箇所、令和５（2023）年度は10箇所の避難所で開設キットを活用
した開設・運営訓練を実施しました。
・地域との顔の見える関係を構築するため、避難所ごとに担当する職員を指定（被災者支援班）し、令和４（2022）年度、令和５
（2023）年度ともに開催された全ての運営会議及び避難所開設・運営訓練に区の職員も参加しました。
・地域との連携強化、区役所全体や個々の職員の災害対応力を高めること等を目的とし、職員による発災時の区本部各班の活動内
容やそれぞれの役割を踏まえながら、令和４（2022）年度、令和５（2023）年度ともに区総合防災訓練（２回）や区本部設置
訓練（１回）を実施しました。
・区総合防災訓練や区本部設置訓練における検証結果等を踏まえ、令和４（2022）年度、令和５（2023）年度に宮前区地域
防災計画、令和５（2023）年度に宮前区災害対策マニュアルを改訂しました。

1
目標

単位

職員が参加した避難所運営会議の箇所数（全25箇所） 目標 15 18 23 25

説明 地域防災力の向上にむけた職員の人材育成として、職員が参加した避難所運
営会議の箇所数を活動指標として設定するもの 実績 10 15 19

箇所

防災推進員研修等の実施回数 目標 ３以上 ３以上 ３以上 ３以上

説明
地域防災力向上につなげる支援として、継続的に研修を実施することで、地域
の核になる人材育成に資するため、防災推進員研修等の年間実施回数を活
動指標として設定するもの

実績 3 3 3

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、自主防災組織などの防災訓練等の支援や助言等を実施していきます。
・防災推進員研修について、地域防災力の向上には地域防災活動の核となる人材の育成が
重要であることから、取組を継続します。
・引き続き、避難所運営会議への支援や積極的な働きかけを通じ、主体的な運営会議の開
催や開設・運営訓練の実施につなげるとともに、避難所運営会議への職員の参加について
も、公助の担い手である区役所や職員個々の災害対応力の強化や自助や共助の担い手と
の連携強化や顔の見える関係づくりに向け、取組を継続します。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・防災推進員研修等について、令和４（2022）年度は、新型コロナウイルス感染症陽性者数が多い時期のキャンセル等により受講者数が目
標を下回ったものの、地域への呼びかけ等を行ったことで、令和５（2023）年度の受講者数は目標を達成し、令和４（2022）年度は44
人、令和５（2023）年度は47人が新たに防災推進員として登録するに至り、地域人材の発掘・育成につながりました。
・自主防災組織が実施する訓練の支援や助言等を通じ、各組織の自主防災力の強化に寄与するとともに、訓練等の支援に携わった職員の防
災力の強化や自主防災組織との連携強化にもつながりました。
・区内全25箇所の避難所に避難所開設キットを整備するとともに、区の支援や積極的な呼びかけのもと、各避難所運営会議について、令和４
（2022）年度は15避難所、令和５（2023）年度は19避難所で主体的な運営会議等の開催及び令和４（2022）年度は10避難所、
令和５（2023）年度は11避難所で主体的な避難所開設・運営訓練の実施につなげ、地域住民を主体とした避難所運営会議の意識の向
上、役割の再確認、実地訓練等を通じた避難所開設・運営の手順・手法の再確認を行うとともに、各避難所運営会議の構成員である自主防
災組織や施設管理者等の各主体間の連携強化を進め、宮前区内の地域防災力、とりわけ「共助」の部分の強化に寄与しました。
　また、避難所運営会議による運営会議や開設・運営訓練に区職員も参加することで、「共助」の担い手である各避難所運営会議と「公助」の
担い手である区との発災時における連携を強化するとともに、参加した職員の災害対応力や防災意識を向上させることができました。
・区総合防災訓練や区本部設置訓練を通じ、発災時における迅速かつ的確な避難所の開設・運営や区本部体制の確保に向けた各手順等の
再確認、防災関係機関や地域などの多様な主体との連携やつながりの強化、区役所組織全体や職員個々の防災・災害対応に対する意識の
醸成・向上、防災資器材等の使用方法の習得・再確認など、地域防災力の強化に寄与しました。

【ヒト・情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・防災推進員研修のうち、フォローアップ研修は、令和４（2022）年度は「災害時のトイレ」、令和５（2023）年度は「室内の地震対策」を
テーマに実施し、日頃の備えの重要さについて認識が深まったことに加え、体験型の内容を組み込むことで、地域住民への指導ができるように防災
推進員の技術力が向上しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・避難所運営会議や自主防災組織の会議において、各避難所の特性等を踏まえた情報提供や防災に係る講座を行うことで、地域住民の防災
知識を高めることができました。
・区総合防災訓練において、避難所訓練における活動紹介パネルの設置や関係機関の展示ブース、防災体験を実施することで、防災に係る情
報を効果的に提供・共有しました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・防災推進員養成研修による地域人材の育成や避難所運営会議の活動へ
の継続的な支援、自主防災組織や避難所運営会議の会議・訓練及び区の
防災訓練への職員の参加、防災啓発等を通じ、自助・共助・公助の各主体
の防災力強化や防災意識の醸成・向上、防災関連情報の共有・理解度の
向上など、総じて、地域防災力の向上に寄与したため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
到達目標

・地域住民の自主的な運営による避難所運営会議の開催（21箇所）
・避難所運営会議による訓練（21箇所）や防災キャンプ、参加しやすい区総合防災訓練の実施による地域防災活動の新たな担い手
の増加

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・主体となる避難所運営会議の実施する会議や訓練の積極的支援
・多摩区総合防災訓練の実施
・マイタイムラインやＨＵＧ（避難所運営ゲーム）等のワークショップ、令和元年東日本台風の検証等を踏まえた「ぼうさい出前講座」等
の継続実施
・区内の小学生（３〜６年生）とその保護者を対象とした、実践に即した参加型防災事業の実施
【R05（2023）】
・川崎市総合防災訓練等の実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

現　状
【課題認識】

・近年、「平成29年７月九州北部豪雨」、「平成30年７月豪雨」、「令和元年東日本台風」など、豪雨災害が激震化・頻発化してお
り、また、首都直下型地震はいつ起きてもおかしくない状況にあります。
・また、高齢者人口や共働き世帯の増加により、コミュニティの希薄化や地域活動の担い手不足が進むことが予想されます。
・このような状況下において、自助・共助（互助）による地域防災力向上が必要であり、新たな担い手の発掘がより一層求められており
ます。

（４年間の）
取組の方向性

・避難所運営会議による会議・訓練や防災キャンプの実施により、地域の新たな人材、組織等の地域防災活動への参加等を促進する
ことで、自助・共助（互助）による地域防災力の向上を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・避難所運営会議が主体となった会議の開催や、より充実した訓練実施に向けた支援
・参加しやすい内容での区総合防災訓練の実施（年２回）などにより、地域の新たな人材の地域防災活動への参加を促進
・地域特性に応じた訓練及び防災意識を醸成するための啓発活動の実施
・地域防災力の向上につながる新たな担い手の発掘を目的に、防災キャンプを実施（年１回）

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

50103090 地域課題対応事業（多摩区）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（３）地域防災力の向上に向けた連携 ７・地域防災力の向上に向けた取組の推進 多摩区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
1

2
目標

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

説明 実績

単位

避難所運営会議による訓練の開催箇所数（全21箇
所）（単年度） 目標 21 21 21 21

説明 地域防災力向上の重要性にかかる説明などの取組を通じ、年度末
において避難所運営会議が実施した訓練の箇所数(単年度) 実績 1 8 11

ヒト

避難所運営会議の開催箇所数（全21箇所）（単年
度） 目標 21 21 21 21

説明 地域防災力向上の重要性にかかる説明などの取組を通じ、年度末
において避難所運営会議を開催した避難所の箇所数(単年度) 実績 11 17 17

ヒト

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 箇所

箇所2

実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・自主防災組織が実施する防災訓練（令和４（2022）年度︓41回開催、令和５（2023）年度︓53回開催）等について、各
組織からの要請に基づき、支援や助言等を実施しました。
・区内21箇所の避難所について、支援や働きかけ等を実施し、令和４（2022）年度、令和５（2023）年度共に17箇所の避難
所で会議の開催につなげるとともに、そのうち、避難所開設・運営訓練も令和４（2022）年度は８箇所、令和５（2023）年度は
11箇所の実施にもつなげました。ただし、避難所運営会議の構成員である自主防災組織のメンバーは高齢者も多いほか、構成員の世
代等によって対応できる曜日や時間帯の違いにより日程調整が難航したこと等を理由として、運営会議の開催や開設・運営訓練の実施
に至らなかった避難所運営会議も多くあり、運営会議開催や開設・運営訓練の実施について、成果指標の目標達成には至りませんでし
た。
・区と避難所運営会議のメンバーとの顔の見える関係の構築に向け、運営会議や開設・運営訓練に危機管理担当や区本部設置時の
被災者支援班の職員も参加しました。
・多摩区の地域特性を踏まえつつ、地域住民には避難所の開設・運営を体験いただく、総合防災訓練を令和４（2022）年度は２回
（南生田小学校、長尾小学校）開催し、令和５（2023）年度は川崎市総合防災訓練として１回（南菅中学校、菅多目的広
場）、区の総合防災訓練として帰宅困難者対策訓練を１回開催しました。
・防災意識の醸成、各家庭での備えの推進、マイタイムラインの作成促進、避難所開設・運営を図上で学ぶこと等を目的として、①ぼうさ
い出前講座（令和４（2022）年度︓32回、令和５（2023）年度︓26回）、②多摩区防災フェア（令和４（2022）年度︓
約400人参加、令和５（2023）年度︓約200人参加）、③避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）（令和４（2022）年度︓１回、令
和５（2023）年度︓５回）を通じた啓発活動を実施しました。
・次世代の防災リーダーとして活躍が期待される子育て世代に対し、防災キャンプを年１回（令和４（2022）年度はオンライン開催で
30人参加、令和５（2023）年度は屋外開催で30人参加）開催し、①身近な物を使った防災グッズづくり、②防災食の調理、③
ローリングストック等について、実践・体験いただきながら、防災啓発を実施しました。

目標
1

活
動
指
標

1

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

目標

説明 実績

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・自主防災組織からの要請に基づき、訓練等の支援や助言等を実施します。
・運営会議及び開設・運営訓練が実施できていない避難所運営会議もあることから、個々の
避難所運営会議向けに会議及び訓練の意義・効果を一層周知し、実施に向けた働きかけを
行うなど、更なる会議開催や開設・運営訓練の実施等による地域防災力向上に向けた取組
を推進します。
・引き続き、区の総合防災訓練や各種啓発活動を実施していきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・新型コロナウイルス感染症の影響等により、これまで停滞していた①自主防
災組織による訓練等の実施や②避難所運営会議による運営会議や開設・
運営訓練の実施等の地域防災活動について、区の支援もあって増加傾向に
転じ、自主防災力の強化や円滑な避難所開設・運営に向けた手順等の再
確認や各運営主体間の連携強化、また区役所との「顔の見える関係づくり」
等につながった一方で、未だ運営会議未開催、あるいは、開設・運営訓練未
実施の避難所運営会議もあり、地域住民を主体とした会議開催や開設・運
営訓練の実施に向け、より積極的な働きかけや緊密な支援が必要であるた
め。
・「防災キャンプ」を通じ若い世代の防災の知識や意識を高め、災害対応力の
向上にもつながったため。
・各啓発活動を通じて、自助・共助の強化に向けた正しい防災知識・情報の
提供・共有や理解の向上等につながったため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

取組の
総体的効果

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・自主防災組織が実施する訓練の支援や助言、また、実地での共同参加等を通じ、各組織の自主防災力の強化に寄与しました。
・区の支援や積極的な呼びかけのもと、避難所における主体的な運営会議等の開催及び避難所における主体的な避難所開設・運営訓練の実
施につながり、地域住民を主体とした避難所運営会議の意識の向上、役割の再確認、実地訓練等を通じた避難所開設・運営の手順・手法の
再確認だけでなく、各避難所運営会議の構成員である自主防災組織や施設管理者等の各主体間の連携強化も図られ、多摩区内の地域防
災力、とりわけ「共助」の部分の強化に寄与しました。一方で、避難所運営会議の構成員である自主防災組織のメンバーは高齢者も多いほか、
構成員の世代等によって対応できる曜日や時間帯の違いにより日程調整が難航したこと等を理由として、運営会議開催や開設・運営訓練の開
催箇所数について成果指標の目標達成には至らなかったことから、今後、更なる働きかけや緊密な伴走支援等を行っていく必要があります。
　また、避難所運営会議や訓練に区職員も参加することで、「共助」の担い手である各避難所運営会議と「公助」の担い手である区との発災時に
おける連携強化に向け、「顔の見える関係づくり」にも寄与しました。
・総合防災訓練における、避難所の開設・運営や各種防災体験等を通じ、地域住民や一般市民の防災意識の更なる醸成、防災に関する知
識の理解度向上、災害対応力の向上等につながりました。また、避難所の運営主体である避難所運営会議及び区役所に加え、ＰＴＡや児
童・生徒、防災協力事業所など多様な主体が参加すること等により、地域のつながりの輪が広がりました。令和５（2023）年度開催の川崎市
総合防災訓練では、避難所運営訓練、医療訓練、物資輸送輸送訓練、ライフライン応急復旧などの訓練を行ったことで、地域と関係機関との
連携を確認し、地域及び職員の災害対応力が向上しました。

【ヒト・情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・防災キャンプを通じ、防災に関する知識の向上や意識の醸成だけでなく、①身近な防災グッズづくり、②防災食の調理、③ローリングストック等の
実体験等を通じ、子育て世代や子供たちの災害対応力を高め、災害時に避難所への避難が不要な場合に「自助」で対応できる方を増やすこと
に寄与しました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ぼうさい出前講座及び多摩区防災フェアを通じ、「自助」・「共助」の強化に向けた防災全般の知識、備蓄・ローリングストックの方法、マイタイムラ
インの作成方法、避難所の開設・運営に必要な知識や考え方などの啓発を行うことで、正しい防災知識・情報の提供・共有、理解度の向上、地
域における課題の把握・共有、避難所の開設・運営方法の確認等につながりました。

区分
ヒト △ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

確保を想定
する経営資源

状況変化等に
よる取組の変更

など

（４年間の）
到達目標

・地域における自主防災組織の訓練参加者の増加（令和７（2025）年度目標値︓3,500人）による地域の主体的な災害活動
等（共助（互助））の体制の強化
・現状、全25箇所で開催できている避難所運営会議の開催を維持しつつ（令和７（2025）年度目標値︓25箇所）、地域の主体
性ある運営による共助の関係構築の支援

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
①令和３（2021）年度までの麻生区総合防災訓練の実施方法を見直し、より効果的な訓練を実施
②区民一人一人の防災スキルと防災意識の向上に向け、キャンプの技術や機材を活用して家庭での災害の備え・安全行動を啓発する
「おうちキャンプ」の広報や「区民防災塾」の開催等による、実体験等も交えた防災啓発の実施
【R04（2022）】
①自主防災組織に対して訓練実施を促し、必要な支援を実施（地域における自主防災組織の訓練への延べ参加者数2,000人目
標）
②避難所運営会議の開催を働きかけ、25箇所で開催
【R05（2023）】
①自主防災組織に対して訓練実施を促し、必要な支援を実施（地域における自主防災組織の訓練への延べ参加者数6,000人目
標）
②避難所運営会議の開催を働きかけ、25箇所で開催
【R06（2024）】
①自主防災組織に対して訓練実施を促し、必要な支援を実施（地域における自主防災組織の訓練への延べ参加者数6,250人目
標）
②避難所運営会議の開催を働きかけ、25箇所で開催
【R07（2025）】
①自主防災組織に対して訓練実施を促し、必要な支援を実施（地域における自主防災組織の訓練への延べ参加者数6,500人目
標）
②避難所運営会議の開催を働きかけ、25箇所で開催

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（地域における自主防災組織の訓練への延べ参加者数）について、訓
練の実施手法・内容や参加条件等の工夫により、より多くの参加者が見込めることから、令和４（2022）年度
実績値を基準値として、令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正します。

現　状
【課題認識】

・地域防災力を向上させるためには、公助体制のみならず、地域における自助・共助体制を強化する必要があります。総合防災訓練の
実施や避難所運営会議の開催、研修、防災啓発活動を通じ、地域の多様な主体の連携を促進し、互いの支え合いによる地域防災力
の向上を図るとともに、地域の共助体制に資する避難所の円滑な運営体制を推進しています。

（４年間の）
取組の方向性

・災害対応や避難所運営は自主防災組織のみで対応することは困難であるため、区民（各家庭）に対する災害への備えや適正避難
行動等（自助）を促すとともに、地域の避難所運営会議や自主防災組織が主体性ある活動を行い、いざというときに地域でお互いに
助け合える関係（共助（互助））ができるよう支援を行うなど、地域防災力の向上に向けた取組を進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・総合防災訓練の実施方法の見直し及びキャンプの技術や機材を活用して家庭での災害の備え・安全行動を啓発する「おうちキャンプ」
の広報や「区民防災塾」の開催等による、区民一人一人の防災スキルと防災意識の向上
・地域における自主防災組織の活動の活性化及び避難所運営会議・自主防災組織による主体性ある運営に向けた支援

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（３）地域防災力の向上に向けた連携 ８・地域防災力の向上に向けた取組の推進 麻生区役所

-554-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1

2

活
動
指
標

1

1

目標

説明 実績

目標

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

避難所運営会議の開催箇所数（全25箇所） 目標 25 25 25 25

説明 年度末時点における住民が主体となって開催する避難所運営会議
の開催箇所数 実績 25 25 25

ヒト

地域における自主防災組織の訓練への延べ参加者数 目標 2,000 6,000
(2,500)

6,250
(3,000)

6,500
(3,500)

説明 地域における自主防災組織の訓練への年間延べ参加者数
※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 1,000 5,700 6,228

ヒト

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 人

箇所2

実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・麻生区総合防災訓練の対象・目的等を明確化し、令和４（2022）年度は、１回目に区民や駅利用者など多くの方に防災を意識
してもらうことを目的に、新百合ヶ丘駅周辺において、ブース出展や各種訓練を含む総合型の訓練として実施しました。２回目は自主防
災組織を対象に、旧白山中学校において、実践型の訓練として実施しました。その他、アウトドアの知識や技術を通じ、楽しみながら防
災知識の習得と意識の醸成を促進することを目的に、広報媒体や「防災出前講座」等を通じた「おうちキャンプ」の広報を行うとともに、実
体験型の「区民防災塾」を２回開催しました。
・令和５（2023）年度は、１回目に自主防災組織の共助の促進と防災対応力の強化を図るため、10月28日に麻生水処理セン
ターにおいて、チェーンソーなどの各防災資器材の使用訓練、災害用トイレの組立訓練、消火ホースキットによる初期消火、救出・救護
訓練など、実践型の訓練として実施しました。一般市民を対象に、親子で楽しみながら防災ワークに取り組んでもらう「区民防災塾」を同
時開催し、自主防災組織の訓練の様子を間近で見学していただきました。２回目は区民や駅利用者など多くの方に防災を意識してもら
うことを目的に、12月２日に新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ等において、防災関係機関等と連携しながら、ブース出展や大型商
業施設避難訓練、帰宅困難者対策訓練、水消火器体験、炊き出し等の相互型の訓練を実施しました。その他、啓発冊子「麻生区版
わが家の防災ハンドブック」の配布や防災出前講座（26回実施）等を通じた「おうちキャンプ」の広報を行いました。
・自主防災組織に対して訓練の実施を促すとともに、訓練内容に関する助言や活動助成金の支給等、必要な支援を行いました。
・２箇年とも区内全25箇所の避難所で避難所運営会議を開催し、年に複数回開催した避難所も（令和４（2022）年度︓３箇
所、令和５（2023）年度︓１箇所）あり、令和４（2022）年度は17箇所、令和５（2023）年度は19箇所で避難所開設・
運営訓練を実施したほか、区本部の被災者支援班、市本部の避難所運営要員が参加した避難所運営会議や避難所開設・運営訓
練を実施しました。

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

目標

説明 実績

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、地域における自助・共助の体制を強化していくこと、また、公助も含めて、各
主体間の連携強化を図っていくことが重要であることから、総合防災訓練の実施、避難
所運営会議による会議の開催や開設・運営訓練の実施、研修、防災啓発活動等につ
いて、より効果的・効率的な実施方法を検討しながら取組を継続し、地域の多様な主
体の更なる連携、互いの支え合いによる地域防災力の一層の向上、発災時における地
域主体での円滑な避難所運営に向けた運営体制の強化等を目指していきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒト・情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・多くの方に防災を意識してもらうことを目的とした総合型の区総合防災訓練、親子で楽しみながら防災知識の習得ができる「区民防災
塾」、その他の防災啓発の取組を通じ、地域住民や駅利用者に対する防災の知識や情報の提供・共有、「自助」・「共助」の重要性の
周知はもとより、体験型の講座を通じた災害対応力の向上にも寄与しました。また、区総合防災訓練においては、各防災関係機関との
更なる連携強化にもつながりました。（総参加者・来場者数　令和４（2022）年度︓8,057人、令和５（2023）年度︓9,250
人）

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・自主防災組織を対象とした実践型の区総合防災訓練における防災資器材の使用や災害用トイレの組み立て、担架づくり、救出・救
護等の実践を通じ、自主防災組織の災害対応力はもとより、参加した区の職員の対応力も併せて向上し、「共助」の担い手である自主
防災組織と「公助」の担い手である区との連携強化にも寄与しました。
・自主防災組織が実施する訓練の支援や助言等を通じ、各組織の自主防災力の強化に寄与しました。また、令和４（2022）年度
の訓練内容に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響がある状況下でも、参加者を１箇所に集めることなく、かつ地域住民の参加を
促しやすい安否確認訓練を取り入れることで、地域住民の参加が5,700人に上りました。令和５（2023）年度も引き続き参加を促し
やすい形態の訓練を促したところ、参加者数は6,228人まで増加し、２年連続で成果指標の目標を上回り、自主防災組織を中心とし
た地域の共助体制の強化や、参加した住民一人一人の防災意識の向上にもつながりました。
・区の支援や積極的な呼びかけにより、区内25箇所の全ての避難所における主体的な運営会議の開催や避難所開設・運営訓練の実
施につながり、住民を主体とした避難所運営会議の意識向上、役割の再確認、避難所開設・運営の手順の再確認だけでなく、会議の
構成員である自主防災組織や施設管理者等の連携強化も図られ、区内の地域防災力、とりわけ「共助」の強化に寄与しました。
・また、避難所運営会議や訓練に区職員も参加することで、「共助」の担い手である各避難所運営会議と「公助」の担い手である区との
連携強化に向け、顔の見える関係づくりにも寄与するとともに、参加した職員の災害対応力や防災意識の向上にもつながりました。（職
員参加者数　令和４（2022）年度︓120人、令和５（2023）年度︓122人）

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・各取組を通じ、①区民に対する自助・共助の重要性の周知、区民の防
災意識や災害対応力の向上、②自主防災組織の能力向上や発災時
の災害対応力の向上、③避難所運営会議による主体的な運営会議や
開設・運営訓練等を通じた、発災時の円滑な避難所開設・運営に向け
た体制や公助の担い手である区職員との連携強化、④各訓練等を通じ
た、区と各防災関係機関との連携強化等につながり、総じて、麻生区に
おける地域防災力の向上に貢献したため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・広報活動を通じた、女性消防団員の入団促進、学生消防団員活動認証制度の周知による大学生等の入団促進など、若年層を中
心とした幅広い層への積極的な加入促進の実施による消防団員の確保
・消防フェア、区民祭、町内会・自治会の会合等の各種イベントでの消防団活動の広報の実施
・市内事業所に対して制度への理解を求めることなどによる、消防団応援事業所登録事業所数の拡大
・資器材の計画的な配備、消防庁長官通知を踏まえた適正な報酬及びその支給方法の検討などによる、消防団員の処遇改善に向け
た取組の実施
・消防隊と連携した各種訓練や自主防災組織への訓練指導の実施
・市内事業所・退職団員への制度の周知などによる、機能別団員の確保
・各団の地域特性を考慮した資器材の配備についての検討
【R05（2023）】
・市内大学と連携した学生の消防団入団促進の取組調整及び消防団員の負担軽減策の検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・市民の安心・安全の確保のため、消防団を中核とした地域防災力の充実・強化
・消防団員数の充足率93％以上の達成（令和７（2025）年度）

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・消防団広報や各種制度（学生消防団員活動認証制度・応援事業所制度・協力事業所表示制度等）の充実及び周知のほか、消
防団員の処遇改善や活動環境の整備等により、団員の士気向上や家族への理解につなげることで、退団者の減少を図るなど、消防団
員の確保対策により、消防団を中核とした更なる地域防災力の充実・強化を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・消防団員の確保（広報活動を通じた、女性消防団員の入団促進、学生消防団員活動認証制度の周知による大学生等の入団促
進など、若年層を中心とした幅広い層への積極的な加入促進の実施）
・各種イベント、消防フェア、区民祭、町内会・自治会の会合等での消防団活動の広報の実施
・消防団応援事業所登録事業所数を拡大（市内事業所に対して制度への理解を求める）
・消防団員の処遇改善に向けた取組の実施（資器材の計画的な配備、消防庁長官通知を踏まえた適正な報酬及びその支給方法の
検討など）
・消防隊と連携した各種訓練や自主防災組織への訓練指導の実施
・機能別団員の確保（市内事業所・退職団員への制度の周知）
・各団の地域特性を考慮した資器材の配備についての検討

10104060 消防団関係事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（３）地域防災力の向上に向けた連携 ９・消防団を中核とした地域防災力の充実・強化 消防局

現　状
【課題認識】

・近年、災害が多様化、激甚化する中、大規模な災害への対応が急務となっています。一方で、地域防災の中核的役割を果たす消防
団について、欠員状況が続いており、高齢化、職業形態の変化などの課題を抱える中で、市民の安心・安全の確保のために、消防団を
中核とした地域防災力を強化することが肝要であり、消防団員の確保や消防団活動の充実強化を図る必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

単位

1
消防団応援事業所登録事業所数

ヒト
目標 104以上 106以上 108以上 110以上

事業所
説明 消防団応援事業所として登録されている事業所の数 実績 102 106 109

説明 実績

目標

単位

1
消防団員数の充足率（翌年度４月１日時点）

ヒト
目標 84.2 87.2 90.2 93.0

%
説明 取組年度の翌年度４月１日時点の消防団員数／条例定数

（1,345人）×100（％） 実績 79.3 78.7 78.4

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・アゼリアビジョン広報動画放映（年２回各１週間）、消防庁消防団入団促進キャンペーン協力（年１回）、新聞休刊広告掲載
（年１回）、大学学園祭でのチラシ配布やアンケート調査（年１回）、「二十歳を祝うつどい」パンフレット掲載（年１回）等の消防
団員入団促進広報を実施しました。
・各署において少年消防クラブ、みんなが消防士、地域防災スクールで体験的・実践的な防災教育を実施したほか、機能別団員募集
説明会、消防フェア、町内会等の各種イベントへ消防団が参画し若年層を中心とした幅広い世代への消防団活動の広報（R04:計
239回、R05:計253回）を実施するとともに消防団応援事業所登録事業所数の拡大に向け各種イベントにおいて積極的な制度周
知を実施しました。
・消防団員の処遇改善に向け、令和４（2022）年度から報酬等の直接支給開始及び上下式防火衣を導入するほか、ＭＣＡ無線
機（※）の更新を行いました。
・消防隊と連携した各種訓練及び自主防災組織等への訓練指導において消防団が参画し指導を実施しました（R04:111回、
R05:102回:通年）。
・機能別団員の確保に向け、消防団員の退団時に機能別団員での活動継続について依頼活動を実施しました。
・消防団強化対策検討委員会を開催し、資器材配備のほか、消防団員数の減少をはじめとする消防団活動における課題や入団促進
活動など広報活動の改善方法等について検討を行いました（年１回）。
【R04（2022）】
・内閣府政府広報番組（２回）、市政だより、オリンピックメダリストを登用した消防団員募集ポスターの作成等の消防団員入団促進
広報を実施しました。
【R05（2023）】
・ＳＮＳ等の活用に関するガイドライン作成、消防団員募集動画の製作、市内大学と消防団の連携活動の調整等の消防団員入団
促進広報を実施しました。
・消防団員の処遇改善及び負担軽減策の検討に向け、全消防団を対象とした消防団員意識調査を行いました。

※ＭＣＡ無線機︓一定数の周波数を多数の利用者が共同で利用するデジタル方式を採用した業務用無線システム

説明 実績

目標

R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・消防団員数の充足率は目標を達成できなかったものの、行政と消防団が連携し、
様々な広報活動等を展開したことにより、入団者数は増加傾向にあることから、今後も
消防団と連携した広報活動を実施していくとともに、消防団員の意見を取入れながら、
消防団を取巻く環境の変化などを踏まえた更なる取組を推進し、機能別団員や休団制
度などの各種制度を活用した退団者の抑制に向けた取組も併せて実施していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・行政と消防団が連携して各種広報活動等を展開し消防団のイメージ
アップを図ったことから、基本団員及び機能別団員への一定の入団者確
保とともに、消防団応援事業所の登録事業所数増加につながったもの
の、成果指標である「消防団員数の充足率」について、目標値を達成で
きなかったため。
・被雇用者の増加をはじめとする消防団を取巻く環境の変化の影響は大
きく、家庭の事情等による退団者が一定数発生していることから、退団者
抑制に向けて、更なる取組推進が課題であるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・消防団員入団促進広報等の取組を実施しましたが、成果指標である「消防団員数の充足率」は令和５（2023）年４月１日時点
で78.7％、令和６（2024）年４月１日時点で78.4％となり、それぞれ目標を達成できませんでした。ほぼ全ての消防団で充足率が
低下（特に南部地域の充足率が低く、被雇用者率の増加と連動して充足率も減少）しており、新入団員は一定数確保出来ているも
のの、消防団員の高齢化等に伴う健康上の理由や家庭の事情などで退団する方が多く、近年は、新型コロナウイルス感染症の影響もあ
り消防団活動が低調だったことも要因と考えられます。
（R04︓基本団員42名（うち、学生団員９名）、機能別団員18名（うち学生団員１名）の計60名（男性46名、女性14名）
の入団者があった一方、74名の退団者があったことから、合計14名の減）
（R05︓基本団員59名（うち、学生団員14名）、機能別団員20名の計79名（男性58名、女性21名）の入団者があった一方、
87名の退団者があったことから、合計８名の減）
・報酬等の直接支給開始により、消防団員の事務が軽減され処遇改善に寄与したほか、上下式防火衣の導入及びMCA無線機更新
など、消防団員の装備充実により、災害対応時の安全確保や多人数による無線の共同使用が可能になるなど、活動の効率性を向上さ
せることができました。
・消防団員に福利厚生面で支援する消防団応援事業所の登録事業所数について、事業所等に直接赴き、制度の周知を実施したこと
により、令和４（2022）年度は106事業所、令和５（2023）年度は109事業所となり前年度比で３事業所増加しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
取組の方向性

・市民の知る権利の確保や、開かれた市政の実現にあたって、適切な広報は不可欠であり、情報・通信の分野は、今後更なる技術革新
が見込まれていることから、変化に適切に対応しながら、情報発信を確実に行っていきます。
・市政だよりをはじめとした各種刊行物のインターネット上の情報の充実や、ＳＮＳを活用した情報発信の強化に取り組みます。
・令和３（2021）年度策定の「シティプロモーション戦略プラン第３次推進実施計画」に基づいた取組を着実に進めていきます。
・民間連携をさらに推進し、効率的・効果的なシティプロモーション及び情報発信を図ります。
・情報の受け手（ターゲット）を意識した媒体選択や質の高い動画コンテンツの制作等を強化していきます。
・専門的知見の活用等により、市全体の情報発信力の強化を推進していきます。
・市とつながる機会に乏しくシビックプライド醸成に課題のある若年層（20〜30代）に、よりフォーカスした取組を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・川崎にゆかりのある民間インフルエンサーとの連携を進め、プロモーション効果の高い取組を推進
・オウンドメディア（市政だより、テレビ・ラジオ、ホームページ等）の効果的な連動やマスメディア（テレビ、新聞等）へのアプローチを強化
し、情報発信の効果の最大化を推進
・ＳＮＳなど若者にリーチする媒体による情報発信を強化するとともに、質の高い動画コンテンツの制作等を推進
・ＰＲやシビックプライド等の専門的知見を有する識者を活用した職員向け研修を実施し、庁内全体の広報マインド醸成と情報発信力
強化を推進
【R04（2022）・R05（2023）】
・令和５（2023）年度のサーバ等の機器の更新に合わせ、市公式ホームページのリニューアルに向けた取組を推進

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・本市の魅力情報が行き届き、地域に関わる人が増え、シビックプライド指標が①愛着7.0点、②誇り6.0点まで高まること
・広報媒体の多様化、ＩＣＴ技術の普及に合わせた効率的・効果的な広報を実践することで、市民が必要とする市政情報を得ること
ができていると思う人の割合が45％まで高まること

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３ （４）積極的な情報共有の推進 １・効率的・効果的なシティプロモーション 総務企画局

現　状
【課題認識】

・広報媒体の多様化、ＩＣＴ技術の普及に伴い、市民に必要な情報を届ける効率的・効果的な方法について検討する必要がありま
す。
・各種の新技術に対応しながらも、デジタル技術が不得手な情報弱者層に向けた広報について検討する必要があります。
・「川崎市シティプロモーション戦略プラン」に基づき、ブランドメッセージを活用した「市民の川崎への愛着・誇りの醸成」や市の施策や取組
等の発信による「対外的な認知度・イメージの向上」のための施策・事業を推進していますが、シビックプライド指標が目標値を達成できて
いません。
・若年層（20〜30代）のシビックプライド指標が特に低いため、ターゲットを絞ったシティプロモーションにより指標全体の底上げを図る必
要があります。

40901005　40901010
50102040　50102050

　　市制100周年記念事業　シティプロモーション推進事業
広報事業　放送事業

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・「シティプロモーション戦略プラン第3次推進実施計画」や「広報の基本方針」等に基づく、戦略的な情報発信の推進と各広報事業の実
施
・川崎にゆかりのあるインフルエンサーと連携した「かわさきスペシャルサポーター」制度による情報発信及びコラボ事業の実施
・市政だよりの掲載内容について、優先順位を検討しつつ、効率的・効果的な情報提供の実施
・オウンドメディアの効果的な連動やマスメディアへのアプローチを強化し、情報発信の効果の最大化を推進
・ＳＮＳなど若者にリーチする媒体による情報発信を強化するとともに、質の高い動画コンテンツの制作等を推進
・ＰＲやシビックプライド等の専門的知見を有する識者を活用した職員向け研修を実施
【R04（2022）】
・令和５（2023）年度の市ホームページリニューアルに向け、事前準備支援業務委託を実施及び新ホームページの仕様検討の推進
【R05（2023）】
・次年度の市制100周年に向けた様々な取り組みの発信、連携した事業等を実施
・市ホームページのリニューアル委託を実施、令和５（2023）年度末に公開
【R06（2024）】
・市制100周年を契機に、さらなるシビックプライド醸成に向けた取組の推進
【R06（2024）・R07（2025）】
・リニューアル後の市ホームページ及び管理システムの適切な運用
【R07（2025）】
・４年間の実績を基に、シティプロモーション戦略プランの次期推進実施計画の策定

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1 目標
説明 実績

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

【R04（2022）・R05（2023）】
・最先端技術や若者文化の分野におけるパブリシティ獲得に向け、本市
記者クラブへの働きかけ強化のほか、ＰＲ委託事業者を通じたメディアリ
レーションの強化の取組を行いました。
・市政だよりについて、内容の重要性やバランス等を鑑み優先順位の検
討・選定を行うほか、市民に向けた効率的・効果的な情報となるよう、
囲み記事でまとめるなどデザインの工夫を実施し、発行しました。
（R04:13回、R05:12回　※特別号含む）
・かわさきＦＭの株主優待制度（持株式数に応じたＣＭ枠の無償利
用）を活用した市政情報のＣＭ放送を実施しました。
・市公式Ｘ（旧Twitter）やInstagramなどのＳＮＳをはじめ、各種
広報媒体を活用し、本市の魅力を発信し、都市イメージ向上に取り組
みました。
・効果的な広報の導入等に向け、メディアコーディネーター等による各局
事業の相談（R04:15回、R05:28 回）や、研修講師の派遣
（R04:７回、R05:８回）を実施しました。
・庁内全体の広報マインド醸成と情報発信力強化を推進するため、広
報への意識醸成を図るチャレンジ研修を行いました。
・ＣＭＳ操作研修（R04:12回、R05:11回）、ウェブアクセシビリティ
研修（R04:２回、R05:２回）のほか、動画撮影研修、カメラ研修
等を実施しました。
【R04（2022）】
・若年層に絶大な人気を誇るインフルエンサーとの連携による「かわさきス
ペシャルサポーター」制度を立ち上げ、SHISHAMOやsumikaと連携し
た動画配信やＳＮＳでの広報、各種広報媒体への出演などを実施し
ました。
・市政だよりについて、新型コロナ感染症の状況などを踏まえ、9月より配
布方法を町内会自治会等による配布から、事業者によるポスティングと
の選択制に変更しました。
・令和５（2023）年度に予定している市ホームページリニューアルに向
け、仕様検討、情報分類等の事前準備を実施しました。
・ＢＳテレビ番組での市のＰＲや、サンヨー食品と連携したコラボパッケー
ジデザインの商品発売、産官民金連携によるSHISHAMOオリジナルデ
ザインの菓子開発など、民間事業者と連携したPR事業を推進しました。

【R04（2022）】（続き）
・Twitterと市ＨＰを活用し、１年間のできごとを振り返りながら、各月
の印象に残ったできごとに投票いただく企画を実施しました。
・新型コロナに関する毎日の患者発生状況などについて、Twitterなどを
活用し必要な情報をスピーディーに発信しました。また、報道発表につい
て、これまで翌日公開としていたものを、即時公開に変更することにより、
いち早く市民に情報を発信できるようにしました。
・本市に縁のある企業、団体等の約300団体で市制100周年記念事
業・全国都市緑化かわさきフェア実行委員会を設立し、市民一人ひとり
のシビックプライドを醸成すること等の基本方針に基づき、記念事業の進
め方等を定める実施計画を策定しました。
・市制100周年の機運醸成に向けて、市制100周年ＰＲポスター（８
種）の作成や白黒写真のカラー化（20枚）を実施し、市内各所への
掲出・展示等を行いました。
【R05（2023）】
・かわさきスペシャルサポーター制度において、双方のＳＮＳでの情報発
信、各種広報媒体への出演、コラボ事業によるバンドスコア制作やチャリ
ティー企画のオリジナルグッズ販売などを実施しました。
・市公式Ｘ、Instagram、市ＨＰを活用し、市における１年間のでき
ごとについて振り返る企画を実施するとともに、それをまとめた動画を制作
し、Ｘ及びYouTubeで公開しました。
・令和６（2024）年４月発行をめざし、市制100周年記念誌を制
作しました。
・市制100周年記念事業・全国都市緑化かわさきフェア実行委員会を
中心に、プレ事業である「Colors,Future! Summit2023」や「みんな
の川崎祭」などを官民連携して実施するとともに、オール川崎市での記念
事業の実施に向けた調整等を行い、市制100周年の機運を醸成しまし
た。
・市制100周年を知ってもらうため、ニュースレターの発行、主要駅におけ
る市所管施設の装飾、ＰＲ動画の制作、市民参加型企画などを実施
しました。
・市ホームページリニューアルを行い、利用者にとって見やすく分かりやすい
サイトを構築しました。市民向けにリニューアル広報、職員向けに新ＣＭ
Ｓ操作研修（14回）を実施しました。

説明 実績
目標

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

シビックプライド指標（ 市民の川崎への「愛着」）

情報

目標 6.6 6.7 6.9 7.0
以上

点

説明
シビックプライド醸成の確認のために、都市イメージ調査（において
「愛着」に関して３つの質問項目を設け、その評価を１点〜１０点
とし、各項目の平均値を得点として算出するもの（単年度）

実績 5.5 5.5 5.7

43.5 － 45
以上

5.7 5.9 6.0
以上

R07年度

％

説明
情報発信を確実に行うことにより、総合計画の成果指標に関する市
民アンケートにおいて、必要な市政情報を得ることができていると思う
市民回答の割合（２年ごとに実施）

実績 42.3 ー 44.2

必要な市政情報を得ることができていると思う人の割合

情報

目標 －

2

シビックプライド指標（ 市民の川崎への「誇り」）

情報

目標 5.6

3

点

説明
シビックプライド醸成の確認のために、都市イメージ調査において「誇
り」に関して３つの質問項目を設け、その評価を１点〜１０点とし、
各項目の平均値を得点として算出するもの（単年度）

実績 4.9 4.9 5.1

単位

1 目標
説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・「川崎は『多様な主体がつながりあい、新しい価値や魅力を生み出すまち』である」というブランドメッ
セージがあらわす意味を、あらゆる施策や事業を通じて発信するとともに、市制100周年を市民のシ
ビックプライド醸成と都市イメージ向上の最大の契機ととらえ、取組を進めます。
・全庁的な情報発信力向上のため、メディアコーディネーターの活用や研修実施により職員の広報マイ
ンドの更なる醸成や広報媒体・手法の強化・充実を図るとともに、川崎市の都市ブランド（川崎市の
良好なイメージ）の強化などの取組を推進します。
・市政だよりについて、市制100周年の機運醸成に向けた連載コーナーを継続するとともに、引き続
き、市の取組や魅力をより多くの市民にわかりやすく届けます。
・引き続き、本市オウンドメディア等の複数の広報媒体を活用したメディアミックスにより、様々な切り口
で本市の魅力や施策を発信し広報効果の最大化を図ります。
・引き続き、都市イメージの向上やシビックプライドの醸成に向けた積極的なプロモーション活動を行うと
ともに、中長期的な視点に立ち、年齢層や性別、居住区等に応じ、更なる戦略的なアプローチを行い
ます。特に、若年層を中心とした市内外への都市イメージアップを図るため、発信力の高いインフルエン
サー等との民間連携に取り組みます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・各局事業の相談や研修の実施により、職員の広報マインドやスキルの向上につなが
るとともに、職員の広報･ＰＲに対する意識の改善効果が徐々に現れているため。
・メディアリレーションの強化により、最先端技術や若者文化などの市の魅力情報等の
メディア露出獲得につなげられたため。
・Ｘを活用した積極的な魅力発信や報道発表の即時公開など、必要な市政情報を
効果的且つ早期により多くの市民に届けることができたため。
・各種メディアを活用し、本市の多様な魅力を市内外に情報発信するなどの取組を
進めてきた結果、成果指標である「必要な市政情報を得ることができていると思う人の
割合」は令和５（2023）年度の目標を達成したものの、シビックプライド指標の「愛
着」や「誇り」について２年連続で目標達成に至らなかったことから、今後、特に若年
層に向けた効果的な情報発信が必要なため。

－ 情報 △ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・メディアコーディネーターや室職員による各局事業の相談業務や研修の実施
により、職員の広報マインドや広報スキルの醸成・向上につながるとともに、受講
後のアンケートでは「仕事に対するモチベーションが高まった」と答えた職員の割
合が令和３（2021）年度の74％から、令和４（2022）年度は96％、
令和５（2023）年度は80％と高い水準であり、職員の広報･ＰＲに対す
る意識の改善効果が現れています。
・チャレンジ研修からは、「挑戦する気持ちが大切と分かった」「仕事へのモチベー
ションが向上した」など、受講者からの感想が寄せられ、研修実施により広報に
限らず、業務に自信をもってチャレンジしていく気持ちの醸成が見られました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・本市記者クラブへの働きかけ強化や、ＰＲ会社を通じたメディアリレーションの
強化により、特に最先端技術や若者文化の分野において、ＷＥＢメディアへの
露出が令和３（2021）年度の６件から令和４（2022）年度は27件、
令和５（2023）年度は38件と、2年間で32件増加しました。
・ブランドメッセージのロゴについて、様々な媒体や取組を通じて認知度の向上
に努めた結果、都市イメージ調査の結果では令和３（2021）年度の
87.9％から令和４（2022）年度は87.4%、令和５（2023）年度は
85.8％となり、若干減少したもののほぼ同水準で推移しており、市民にブラン
ドメッセージが定着してきていることが確認できました。
・市公式Ｘを活用し、積極的な市の魅力情報、身近な情報のほか、関係部
署と連携した情報や施策を継続して発信したことにより、着実にフォロワー数が
増加（R04年度末︓37,400フォロワー、R05年度末︓42,000フォロ
ワー）し、本市の主要情報発信媒体となりました。

【情報の効果】（続き）
・市政だよりに掲載する記事は、必要な情報を分かりやすく市民の皆様に届け
るという観点で囲み記事でまとめるなどデザインの工夫等に取り組み、市民に必
要な情報が分かりやすく届くことに寄与しました。
・成果指標である「シビックプライド指標（市民の川崎への「愛着」）」は、令和
３（2021）年度の5.5から、令和４（2022）年度は5.5、令和５
（2023）年度は5.7と0.2ポイント上昇しましたが、目標達成には至りません
でした。
・成果指標である「シビックプライド指標（市民の川崎への「誇り」）」は、令和
３（2021）年度の4.9から、令和４（2022）年度は4.9、令和５
（2023）年度は5.1と0.2ポイント上昇しましたが、目標達成には至りません
でした。
・都市イメージ調査結果の詳細分析により、「シビックプライド指標（市民の川
崎への「愛着」「誇り」）」について、令和４（2022）年度において特に若年
層（30歳代以下）の数値が低かったことから、ターゲットを意識した取組を実
施した結果、20歳代の愛着・誇りの前年度比において、令和４（2022）年
度はそれぞれ▲0.2､▲0.2に対し、令和５（2023）年度はそれぞれ
+0.3、+0.5と、上昇幅が大きく成果が現れていますが、引き続き、安全・安
心に関する正確な情報の発信や、市の特色や魅力の効果的な発信などの取
組が必要であることがわかりました。
・成果指標である「必要な市政情報を得ることができていると思う人の割合」に
ついて、令和３（2021）年度の42.3％から令和５（2023）年度は
44.2％と1.9%上昇し、目標達成しました。
（R04（2022））
・報道発表を即時公開に変更することにより、いち早く市民に情報が届くように
なりました。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・防災行政無線のデジタル化（10基）
・防災行政無線の増設（５基）
・新本庁舎への既存無線設備の移設及び整備に向けた調整
・効率的・効果的な防災情報発信に関する基本方針の策定に向けた検討
【R05（2023）】
・防災行政無線の増設（５基）
・新本庁舎への既存無線設備の移設及び整備
・衛星系無線設備の第３世代化に向けた基本設計
・効率的・効果的な防災情報発信に関する基本方針の策定
【R06（2024）】
・防災行政無線の増設（５基）
・衛星系無線設備の第３世代化に向けた実施設計
・効率的・効果的な防災情報発信に関する基本方針に基づく取組の推進
【R07（2025）】
・防災行政無線の増設（４基）
・衛星系無線設備の第３世代化に向けた更新工事
・効率的・効果的な防災情報発信に関する基本方針に基づく取組の推進

10101030 防災施設整備事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（４）積極的な情報共有の推進 ２・新技術等を活用した効率的・効果的な防災情報の発信手法の検討 危機管理本部

現　状
【課題認識】

・自営網である防災行政無線は維持管理や再整備に多大な費用を要していますが、新しい技術や民間企業の持つインフラを活用するこ
とで、配信手段と媒体の多様化を進め、防災に係る情報発信及び費用面の効率化を図っていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・現在計画されている、無線設備の新本庁舎移転や増設計画等を推進しながら、他都市の状況や各通信インフラの普及率及び情報
発信手段の導入率等を調査し、防災行政無線で発信する情報と配備箇所を精査することで、情報発信全体の在り方を検証します。
・各手段の比較検討を行い適切な情報発信が行えるよう、防災情報の発信の在り方に係る基本計画を策定し、効果的な情報発信に
繋げます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・防災行政無線のデジタル化及び増設の推進
・情報発信に関する技術情報の収集と情報発信手段ごとのメリット・デメリット及び費用対効果の検証
・衛星系無線設備の第３世代化に向けた検討及び更新作業の推進
【R04（2022）・R05（2023）】
・新本庁舎への既存無線設備の移設及び整備の推進
【R05（2023）〜R07（2025）】
・上記検証の結果を踏まえた、防災情報の発信の在り方に係る基本計画の策定及び計画事業の推進

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・既存の防災行政無線及び各システムについての、現整備計画の完了及び新本庁舎における適切な運用環境の整備
・防災行政無線の在り方を含めた情報発信手段を精査した上での、防災情報の発信の在り方に係る基本計画の策定完了及び関係
施設、設備等の整備・更新・撤去の完了

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト －
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
2

説明 実績

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・効率的・効果的かつ持続可能な防災情報発信のあり方について、庁内検討会議や防災対策検討委員会を開催し、課題や方向性の
議論を実施するとともに、委員の意見等を踏まえながら、基本方針の策定に向けて検討を進めました。また、検討結果を踏まえて基本方
針案を取りまとめるとともに、パブリックコメントを実施し、令和６（2024）年３月に効率的･効果的な防災情報発信に関する基本方針
を策定しました。
【R04（2022）】
・東扇島西公園ほか９箇所に設置されている同報系防災行政無線（屋外受信機）のデジタル化を実施し、同報系防災行政無線
（屋外受信機）のデジタル化が完了しました。
・出来野公園ほか４箇所に同報系防災行政無線（屋外受信機）を増設しました。
・下沼部公園ほか４箇所に同報系防災行政無線（屋外受信機）を増設するための詳細設計を実施し、完了しました。
・新本庁舎への既存無線設備の移設に向けた調整を行い、一部の設備の移設を完了しました。
【R05（2023）】
・下沼部公園ほか４箇所への同報系防災行政無線（屋外受信機）の増設については、世界的な半導体不足等の影響により主要機
器の納入に係るスケジュール変更が必要となったことから、活動指標である目標設置数を下回りましたが、令和６（2024）年５月まで
に設置できるよう、関係部署や業者との調整を行いました。
・日吉小学校ほか４箇所に同報系防災行政無線（屋外受信機）を増設するための詳細設計を実施し、完了しました。
・新本庁舎への既存行政無線の移設に向けて、関係部署や業者との調整を行い、設備の移設を完了しました。
・衛星系防災行政無線の第３世代化に向けて、情報収集や業者ヒアリングなどを実施し、基本設計を完了しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1

年度末時点における同報系防災行政無線の屋外受信機の設置
数 目標 318 323 328 332

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

台
説明 住民へ音声による災害情報を発信するための屋外受信機（スピーカー）の設

置数 実績 313 318 318

説明 実績

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

1
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・効率的・効果的な防災情報発信に関する基本方針に基づき、関連する取組を推進
します。
・同報系防災行政無線（屋外受信機）については、下沼部公園ほか４箇所に令和
６（2024）年５月までに設置完了するとともに、工事の発注スケジュールを見直し、
令和７（2025）年度までの増設を進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和５（2023）年度においては、半導体不足等の影響による主要
機器の納入遅れが発生し、無線の増設について、スケジュールどおり設置
が完了せず、当該地域への音声による防災情報発信に遅れが生じたこと
から、下沼部公園ほか４箇所については、令和６（2024）年５月まで
に設置完了するとともに、今後、工事の発注スケジュールを見直す必要が
あるため。
・同報系防災行政無線（屋外受信機）のデジタル化により、屋外スピー
カーから放送される音声品質を向上させるとともに、同設備の増設により、
地域の防災力向上が図られたため。
・新本庁舎への防災行政無線等の移設により、業務継続性の向上を
図ったため。
・効率的･効果的な防災情報発信に関する基本方針の策定により、今
後の取組の方向性を示すことができたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度は出来野公園ほか４箇所に同報系防災行政無線（屋外受信機）を増設したことにより、増設された地域の
周辺住民へ災害情報等を放送することが可能となり、地域の防災力向上が図られましたが、令和５（2023）年度においては、半導体
不足等の影響による主要機器の納入遅れが発生し、スケジュールどおり設置が完了しなかったため、当該地域への音声による防災情報
発信に遅れが生じました。令和５（2023）年度増設予定であった下沼部公園ほか４箇所については、関係部署や業者と調整し、令
和６（2024）年５月までに設置完了するとともに、今後の工事の発注スケジュールを見直します。
・令和４（2022）年度に東扇島西公園ほか９箇所の同報系防災行政無線（屋外受信機）をデジタル化したことにより、対ノイズ特
性の改善により屋外スピーカーから放送される音声品質が向上するとともに、他機関が使用している無線設備への影響を削減しました。
・令和５（2023）年度に新本庁舎への防災行政無線等の移設が完了したことで、非常用発電機等のバックアップ電源の機能が強化
されるなど、業務継続性の向上を図りました。
・効率的・効果的かつ持続可能な防災情報発信のあり方について、令和４（2022）年度に庁内検討会議や防災対策検討委員会
を開催し、基本方針の策定に向けて検討を進め、令和５（2023）年度に検討結果を踏まえてパブリックコメントを実施し、令和６
（2024）年３月に効率的･効果的な防災情報発信に関する基本方針を策定したことにより、今後の取組の方向性を示しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・市民意見の市政への反映・活用を行う事業所管部署職員の意識や能力の向上を図るため、広聴制度の基礎知識を学ぶための研修
（年１回）を５月に実施
・市民意見を施策等に活かすための取組として、市民意見の活用方法の整理及び好事例の庁内共有に向けた検討
・アンケート調査など戦略的に具体的な施策の参考とするための市民意見を収集する際に、調査設計や設問の検討の段階から活用を
意識して調査内容を検討できるよう、政策形成に資するアンケート調査の基礎知識を学ぶための研修（オンデマンド研修とオンライン研
修（グループワーク研修）、年１回）を５月に実施
【R05（2023）】
・市民意見の市政への反映・活用を行う事業所管部署職員の意識や能力の向上を図るため、広聴制度の基礎知識を学ぶための研修
（年１回）を５月に実施
・市民意見を施策等に活かすための取組として、市長への手紙に寄せられた市民意見の回答後の状況や好事例等の共有により庁内に
おける施策見直しや事務改善への活用を支援
・アンケート調査など戦略的に具体的な施策の参考とするための市民意見を収集する際に、調査設計や設問の検討の段階から活用を
意識して調査内容を検討できるよう、政策形成に資するアンケート調査の基礎知識を学ぶための研修（オンデマンド研修と対面研修、
年１回）を５月〜６月に実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・市民意見の市政への反映・活用を行う事業所管部署職員の意識や能力の向上を図るため、研修を実施
・市民意見を施策等に活かすための取組として、市民意見の活用方法や好事例等の共有により庁内における施策見直しや事務改善へ
の活用を支援
・アンケート調査など戦略的に具体的な施策の参考とするための市民意見を収集する際に、調査設計や設問の検討の段階から活用を
意識して調査内容を検討できるよう、手引き等の充実に向けた取組を推進
・ＩＣＴ技術の進化を踏まえ、情報システムの更新等を適宜、実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

・ＩＣＴ技術を活用しながら「市長への手紙」や「かわさき市民アンケート」、「車座集会」を適切に実施・運用することで、市民の声を多
面的・戦略的に収集・分析し、所管部署への積極的な情報提供を行うことで、所管部署において施策を検討する際の参考として活用で
きる状態
・広聴業務に携わる職員に対して研修を実施し、研修達成度90％以上を維持することによる、職員の知識習得、スキルアップ及び施策
等への活用に関する意識の向上
・専門的な知識が必要とされるアンケート調査を担当する職員向けの研修を実施し、研修達成度90％以上を維持することによる、所管
部署が獲得したい市民ニーズを的確に把握する方法の職員の習得

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報

50102010 広聴等事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（４）積極的な情報共有の推進 ３・広聴機能の強化に向けた取組の推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・広聴機能を効果的に発揮するために、メールや情報システムを活用した市民意見の収集・整理を行い、市政運営や事務改善の参考と
する取組を推進しています。
・収集した市民意見をさらに一歩踏み込んで市政への反映等に活かすためには、各事業所管部署で効果的に活用できる職員の育成が
重要となることから、広聴業務に携わる職員のスキルアップや全庁的な人材育成に向けた研修の実施、サポート体制の整備等によってノ
ウハウや好事例の共有を図っています。

（４年間の）
取組の方向性

・関連するＩＣＴ技術の進化を注視しながら広聴の仕組みによって意見を収集し、収集した意見を庁内へ的確に情報提供し、市民意
見の市政への反映・活用を推進します。
・市民意見の収集・分析による市政運営への反映・活用をより推進するために、全庁的な人材育成に向けたサポート体制の充実に取り
組むことで、各事業所管部署の職員のスキルアップを促し、広聴機能の強化を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市民意見の市政への反映・活用を行う事業所管部署職員の意識や能力の向上を図るため、研修を実施
・市民意見を施策等に活かすための取組として、市民意見の活用方法の整理や好事例の共有
・アンケート調査など戦略的に具体的な施策の参考とするための市民意見を収集する際に、調査設計や設問の検討の段階から活用を
意識して調査内容を検討できるよう、手引き等の充実に向けた取組を推進
・ＩＣＴ技術の進化を踏まえ、情報システムの更新等を適宜、実施

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

実績 86 96.6 98.6

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

研修達成度（市長への手紙制度研修、アンケート調査に
係る研修参加者アンケート）

ヒト
目標 90以上 90以上 90以上 90以上

％
説明 研修参加者へのアンケートにおいて「意識が深まった」又は「スキル

アップに役立った」と答えた職員の割合（単年度）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・市民意見の市政への反映・活用を行う事業所管部署職員の意識や能力の向上を図るため、広聴制度の基礎知識を学ぶための研修
（年１回）を５月に実施しました（R04︓66人、R05︓51人参加）。
・令和４（2022）年度、令和５（2023）年度の「かわさき市民アンケート」について、第１回をインターネットモニター調査、第２回を
郵送調査で、それぞれの調査手法の特性を活かしながら実施するとともに、令和４（2022）年度の調査から単純集計表に加えてロー
データ（※）の公表を開始しました。
・アンケート調査など戦略的に具体的な施策の参考とするために市民意見を収集する際、調査設計や設問の検討の段階から活用を意
識して調査内容を検討できるよう、政策形成に資するアンケート調査の基礎知識を学ぶための研修（R04︓オンデマンド研修とオンライ
ン研修（グループワーク研修）、R05︓オンデマンド研修と対面研修（グループワーク研修）、年１回）を５月〜６月に実施しました。
・「車座集会」を令和４（2022）年度は年５回（幸区・中原区・環境局高津区共同開催・多摩区・麻生区）、令和５（2023）
年度は年10回開催し、通算67回目となりました。
・「サンキューコールかわさき」に寄せられた問合せ内容のうち、問合せ件数が多いものや閉庁時に問い合わせが多い内容について、市ホー
ムページに情報（ＦＡＱ）を掲載することで、市民が問合せすることなく、いつでもＦＡＱから情報を得られるよう、所管局へＦＡＱの
新規作成及び更新依頼を行いました。
【R04（2022）】
・各所管部署に直接寄せられた市民意見を関係各局区が施策の見直しや事務改善の契機として活用できるよう、各局区から活用の取
組事例を収集し、運用にあたり工夫した点や効果などのポイントを整理しました。
・「市長への手紙」について寄せられた意見に対し、各所管課において個別対応を図りました。ただし、全庁的に施策等への活用には至っ
ていないという課題もあることから、活用に至った好事例を横展開するための新たな仕組みについて検討を行いました。
【R05（2023）】
・「市長への手紙」について、寄せられた意見を施策等に反映させる新たな仕組みを構築するとともに、効率的な運用が図れるよう市民意
見反映システムを改修しました。

※ローデータ︓何も手を加えていない状態の、調査結果で得られた生データ

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・市民意見を施策に活用していくために、継続して、広聴の仕組みによって市民意見を
収集し、分析を行うとともに、所管局に対して、必要な情報提供や施策等への反映に
係る勧奨を行うなど、引き続き、市民意見を市政運営に反映・活用する取組を推進し
ます。
・広聴に携わる職員のスキルアップや人材育成に向けて、研修等を通じた職員のサポー
ト体制を整えていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・「車座集会」や「市長への手紙」の実施等により、幅広い市民の声を聴
取することができ、収集した意見を参考に市民サービスの向上に寄与した
ため。
・「かわさき市民アンケート」において、令和４（2022）年度の調査から
単純集計表に加えてローデータを公表することにより、市民などによる調査
結果の更なる有効活用の推進に寄与したため。
・成果指標である「研修達成度（市長への手紙制度研修、アンケート調
査に係る研修参加者アンケート）」の実績値が２年連続で目標値を上
回り、広聴業務に携わる職員のスキルアップに一定の効果があったため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ －

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である「研修達成度（市長への手紙制度研修、アンケート調査に係る研修参加者アンケート）」について、２年連続で目標
の90％を上回り、研修参加者から「アンケートを実施する際の計画、方法、分析がよく分かった」や「実例を用いるのは有効的だ」などの声
が聞かれたことから、広聴業務に携わる職員のスキルアップに一定の効果がありました。

【モノの効果】
（R04（2022））
・「市長への手紙」に寄せられた「スポーツ教室の申込方法が、往復はがきで現代らしくない。ＷＥＢの活用を検討してほしい」という意見
について、所管局区において多摩スポーツセンター指定管理者と協議し、令和４（2022）年８月25日からスポーツ教室のＷＥＢ申
込サービスの運用を開始しました。また、「こども文化センターにあるおもちゃや本、マット等が古い」という意見について、所管局における検
討のもと、民間事業者と連携して物品の寄付を募集する取組「また遊んでね」プロジェクトのモデル実施を市内４つのこども文化センター
（旭町・大戸・宮崎・中野島）で開始するなど、「市長への手紙」に寄せられた意見について、個別に対応できる事案については、迅速に
対応することで、市民サービスの改善にもつなげました。
（R05（2023））
・「市長への手紙」に寄せられた「公園での喫煙を禁止してほしい」という意見について、関係所管局における検討のもと、公園での子ども
等の望まない受動喫煙の防止に向けて、市内６公園（等々力緑地・大師公園・西菅公園・東渡田第２公園・東田公園・こすぎコア
パーク）の「全面禁煙化」を、令和６（2024）年３月から試行実施するなど、「市長への手紙」に寄せられた意見について、市政に活
用・反映させました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「車座集会」では、地域の特色や市政の課題を踏まえたテーマを設定し、関連する市民と市長が公開の場で深い議論を行うことで、施
策に活かすことができる意見の聴取や、市民間での課題認識や解決に向けた情報の共有を行うことができました。
・「サンキューコールかわさき」に寄せられた問合せ内容のうち、問合せ件数が多いものや閉庁時に問い合わせが多い内容について、市ホー
ムページに情報（ＦＡＱ）を掲載することで、市民が問合せすることなく、市ホームページから直接情報を得られる環境を整備しました。
・「かわさき市民アンケート」について令和４（2022）年度の調査から単純集計表に加えてローデータを公表することにより、市民などによ
る調査結果の更なる有効活用の推進に寄与しました。
（R04（2022））
・各所管部署に直接寄せられた市民意見の活用事例、工夫した点、効果など、ポイントを整理した内容について、庁内での横展開等に
向け、会議等の場を活用し、全庁に情報共有しました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（４）積極的な情報共有の推進 ４・財政状況（予算・決算）の見える化 財政局

現　状
【課題認識】

・これまで、「川崎市財政読本」や「川崎市予算案について」、「一般会計・特別会計決算見込の概要」等により、市民生活に身近な施
策の予算・決算や、将来の負担などについて、市民に分かりやすい形での公表に努めてきました。
・また、平成10（1998）年度決算からは、企業会計的手法による財務書類の公表を行ってきましたが、平成28（2016）年度決算
から、全ての自治体において、地方公会計制度の統一的な基準による財務書類を作成することとなっており、市民により分かりやすい資
料の公表や財務書類の活用が求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・市民により分かりやすい資料を公表することで、これまで以上に市の財政に関心をもっていただけるよう、より財政状況を分かりやすく市民
に説明できる資料の作成・公表に向けて、引き続き資料内容等の継続的な見直しを進めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・国や他都市の公表資料を参考とし、市民目線でより分かりやすい資料の公表に向けた、公表手法や資料内容の見直しの実施

81104010 予算・決算関係事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・引き続き、わかりやすい資料作成を行うこと、また市ウェブサイトや市政だより等を用いて公表することを通じた、より多くの市民に「わかりや
すい」と感じてもらうことによる市財政への理解の浸透

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・国や他都市の公表資料を参考とし、市民目線でより分かりやすい資料の公表に向けた、公表手法や資料内容の見直しの実施
【R05（2023）】
・毎年公表している予算発表資料である「予算案について」や、決算見込み概要資料の内容について、財政読本など他部署で作成され
る資料とも連携を図りながら、市民の方だけでなく、議会やメディア等のさまざまな立場の方から見て、本市の予算内容や実施事業、税の
使われ方等がよりわかりやすくなるよう資料構成の見直しの実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・ホームページ等を活用した財政状況の公表にあたり、市民の興味・関心に応じて知りたい情報が素早くピンポイントで検索できることや、
グラフや表を多く使用して理解しやすい事例として、横浜市の「財政見える化ダッシュボード」について調査・研究を行いました。
・令和５（2023）年度予算に係る「予算案について」においては、「市制100周年記念事業＆全国都市緑化かわさきフェアに向けた
取組」をまとめた特集ページを設け、各局区で実施する記念事業を横断的に分かりやすく紹介するとともに、全国都市緑化かわさきフェア
については、開催期間や会場などについても広報することとしました。
【R05（2023）】
・令和６（2024）年度予算に係る「予算案について」においては、「かわさき10年戦略」のページで掲載している主な事業ごとに予算額
を新たに記載するとともに、「局区別予算」のページについては、「市民に身近な各区の取組」として局ごとの予算を紹介するページを廃止
し、冊子全体で事業の予算額の記載が重複しないようにするなど、市民の方だけでなく、議会やメディア等のさまざまな立場の方から見
て、よりわかりやすくなるよう見直しを図りました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

市ウェブサイトや市政だより等における市民アンケートにおい
て、「わかりやすかった」と答えた人の割合（単年度）

情報

目標 50
以上

60
以上

70
以上

80
以上

％

説明
財政状況を公表した市ウェブサイトや市政だよりのアンケート等で、
「わかりやすい」と回答していただいた市民割合の推移をみることで、
公表方法などの見直しによる情報発信の改善効果を測るもの

実績 － 53 59

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

目標

単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【情報の効果】
（R04（2022））
・令和４（2022）年度予算に関する市政だより特集記事においては、「予算と市民生活が密着していることを市民の方に実感してもら
う」ため、新型コロナウイルス感染症対策やプラスチック製品と容器包装の一括回収など、市民の方々にとって身近な事柄と予算との関係
を掲載しました。その結果、成果指標である「市ウェブサイトや市政だより等における市民アンケートにおいて、「わかりやすかった」と答えた人
の割合」が目標を上回る53％となりました。読者の方からは、「いつも予算は気にしていたが、今回はわかりやすくまとめてあった。」、「予算
についてどのように使われるのかが具体的に紹介されていて分かりやすかった。」、「税金がどんなふうに使われているのか分かりやすく、市民
が納得する内容だと思った。」等の御意見をいただきました。
・「令和３年度川崎市一般会計・特別会計決算見込の概要」において、新型コロナウイルス感染症への対応をとりまとめたページを設け
たほか、令和３（2021）年度のふるさと納税受納実績・活用事業報告のホームページへの掲載、市税の使途をお知らせするポスター
の市内への掲出など、さまざまな手法を用いて、税の使い道や財政の状況についてより分かりやすくなるよう、取り組んでいますが、「公表
資料について、より理解が進むような記載が必要である。」等の意見もあることから、今後も、より一層、市民の方々などに伝わるような資
料等にしていくことが求められています。
（R05（2023））
・令和５（2023）年度予算に関する市政だより特集記事においては、市民の方々に「ずっと川崎で暮らしていきたい」と思ってもらえるよ
うに、小児医療費助成制度の拡充や電気自動車用の充電設備の設置補助など、未来へ向けた種まきとなる予算の中から、関心を持っ
てもらえる事業を掲載しました。その結果、成果指標である「市ウェブサイトや市政だより等における市民アンケートにおいて、「わかりやす
かった」と答えた人の割合」が59％と令和４（2022）年度と比較して６％上昇したものの、目標達成には至りませんでした。読者の方
からは、「なかなか知ることのできない大切な情報なので知ることができ将来へも役立ちよかった。」、「未来へ向けた種まきとなる予算がどん
なものなのかよくわかった。」、「より良い川崎になるための予算の使われ方がわかった。」等の御意見をいただいた一方で、特集記事のうち
特定の事業に対する意見が多かったことから、今後も、より一層、市民の方々などに、様々な取組内容が伝わりやすい資料となるよう見直
しを進めていく必要があります。
・「令和４年度川崎市一般会計・特別会計決算見込の概要」において、新型コロナウイルス感染症への対応に加えて物価高騰対策を
とりまとめたページを設けたほか、令和５（2023）年度のふるさと納税受納実績・活用事業報告のホームページへの掲載、市税の使途
をお知らせするポスターの市内への掲出など、さまざまな手法を用いて、税の使い道や財政の状況についてより分かりやすくなるよう、取り組
んでいますが、引き続き、市民の方々などに伝わるような資料等にしていくことが求められています。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・市政だより予算特集記事の記載を工夫した結果、「市ウェブサイトや市
政だより等における市民アンケートにおける「わかりやすかった」と答えた人の
割合」について、令和４（2022）年度は目標を上回る53％となった一
方で、令和５（2023）年度は59％と令和４（2022）年度と比較し
て上昇したものの、目標を下回る結果となったため。また、市民の理解が
深まるような工夫が求められていることもあり、より一層、市民目線でわか
りやすい手法や内容となるよう見直しを進める必要があるため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・より一層市民の方々などに市の財政について理解を深めていただけるよう分かりやすい
財政資料の作成が必要であることから、他都市事例の調査・研究結果や多様な意見
を踏まえた公表資料等の改善に向け、取組を継続します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
到達目標

・動画コンテンツ等を利用した効果的な情報発信による区民との区政情報の共有
・外国人住民に対する適切な情報提供の実施

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区ホームページ情報へのアクセス件数などの測定、発信する情報の内容、発信手法の見直し等を踏まえた効果的な広報手法の更なる
検討
・YouTube（川崎区YouTubeチャンネル）を活用した効果的な情報発信の検討・発信
【R04（2022）】
・外国人住民と地域の連携を意識しながら、支援団体等関係団体を通じた外国人住民に向けた効果的な情報発信手法等の調査
【R05（2023）】
・外国人住民を対象とした効果的な情報発信に関するアンケート調査の実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・地域コミュニティアプリ「ピアッザ」を活用した効果的な情報発信の実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・調査結果を活かした広報手法の検討を踏まえた情報発信の推進

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

現　状
【課題認識】

・区ホームページや市政だより区版、チラシ等の活用により、区の施策・事業等の情報について広報、情報発信等を行っていますが、情報
伝達や共有の手法、ツールが多様化するなかで、情報の受け手によって、よりアクセスしやすい手段・ツールについて多様化しています。
・区役所内所管部署の事業・イベントのチラシや、状況の変化等に応じて外国人向けに迅速・的確に提供する必要がある情報、外国人
住民が必要とする情報、外国人住民に伝えたい情報を機動的に翻訳し発信しています。
・「外国人住民のための川崎区生活便利ガイド」を中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、ベトナム語、ポルトガル語及び英語の６言語版
で作成し、区ホームページからの発信や、総合案内窓口や区役所窓口等から利用を案内しています。

（４年間の）
取組の方向性

・区政に関する情報を、ＳＮＳなど、インターネットを活用し、より効果的に発信します。
・区役所内所管部署の事業・イベントのチラシや外国人住民向けに迅速・的確に提供する必要がある情報等の機動的な翻訳を充実
し、併せて、外国人住民に向けたより効果的な情報発信手法の調査とその結果を活かした多言語対応の広報手法を検討します。
・「外国人住民のための川崎区生活便利ガイド」の６言語版の情報の更新を定期的に行い、区ホームページから発信するとともに、総合
案内や区役所窓口等から周知します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区ホームページ情報へのアクセス件数などの測定、発信する情報の内容、発信手法の見直し等を踏まえた効果的な広報手法の更なる
検討
・YouTube（川崎区YouTubeチャンネル）を活用した効果的な情報発信の検討・発信
【R04（2022）】
・外国人住民と地域の連携を意識しながら、支援団体等関係団体を通じた外国人住民に向けた効果的な情報発信手法等の調査
【R05（2023）〜R07（2025）】
・調査結果を活かした広報手法の検討を踏まえた情報発信の推進

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

96100070 広報に関する業務

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（４）積極的な情報共有の推進 ５・デジタル技術の活用等による広報の促進 川崎区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2

1

20以上 20以上 35以上
(20以上)

35以上
(20以上)

目標

説明 実績

単位

川崎区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数 目標

実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 情報 %

1 情報 回

2

区民アンケートで「市（区）ホームページ」等のインターネッ
トを情報入手手法と回答している人の割合 目標 ー ー 35 ー

説明
川崎区区民アンケートの行政情報入手方法について、「かわさきア
プリ」「SNS」「動画配信サイト」「市（区）ホームページ」と回答した
人の割合（アンケートは４年に１回実施）
【参考】令和２（2020）年度実績︓30.2％

実績 ー ー ー ー

川崎区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回
数 目標 7,500 8,000 13,000

(8,500)
13,500
(9,000)

説明 各年度の4月1日から3月31日までの総再生回数　※括弧書きの
目標値は変更前の数値 実績 7,382 14,802 44,528

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

説明 実績

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・地域包括ケア、地域コミュニティ、子育て情報、東海道川崎宿関連情報など、川崎区政に関する幅広い情報を区ＨＰや区YouTube
チャンネル等で発信しました。また、新たな情報発信手段として、令和４（2022）年度に地域コミュニティアプリ「ピアッザ」の導入を検討
し、令和５（2023）年度には、川崎区ＳＤＣモデル事業の取組について、川崎区エリアにおいてモデル事業運営団体のうち広報担当
に地域コミュニティアプリ「ピアッザ」のアカウントを取得してもらい、情報発信を行いました。
・「外国人住民のための川崎区生活便利ガイド」の６言語版の情報の更新を行い、区ホームページから発信するとともに、総合案内や区
役所窓口等から周知しました。
・外国人住民に向けた効果的な情報発信手法を検討するためのアンケート調査について令和４（2022）年度に検討を行い、令和５
（2023）年度に調査を実施しました。

2

説明 各年度中に投稿したYoutubeの公式動画の本数　※括弧書きの目標値は変
更前の数値 実績 32 23 32

目標

1 本

活
動
指
標

説明

目標

説明 実績

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・川崎区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数について、様々な世代に伝わりやすいコンテンツであることから、積
極的な情報発信を行うため、当該実績値に基づき、目標値を上方修正するもの。
・川崎区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数について、イベントでの活用等に伴い、再生回数が急
激に増加したことを踏まえ、一部の動画による突出した再生回数を考慮した上で、より多くの視聴が見込めることか
ら目標値を上方修正するもの。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

○ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・デジタル技術の活用等による広報については、今後も必要なものであることから、幅広
い情報の発信や利用者の増等を意識しつつ、適宜効果測定を行いながら、引き続き、
効果的な広報を行っていきます。
・外国人住民に対しても、引き続き、「外国人住民のための川崎区生活便利ガイド」の
６言語版の情報の更新を定期的に行いつつ、区ホームページや総合案内、区役所窓
口等を通じて、適切に情報の発信を行っていきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・計画期間中に追加した、その他の活動指標（川崎区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数）について、令和
５（2023）年度実績値を基準として令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。
・計画期間中に追加した、その他の成果指標（川崎区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数）
について、一部の動画による突出した再生回数を考慮した上で、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修
正します。

区分選択の理由

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・区の事業に関して、YouTubeでの動画投稿を行うなど、デジタル技術の活用等により、より伝わりやすい情報を幅広く発信することで、
成果指標である「川崎区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数」が大幅に伸びる（動画によるイベント・講座等のオンライン
参加等を含む）など、より多くの区民の方に必要な情報を届け、共有することができました。
・「外国人住民のための川崎区生活便利ガイド」の６言語版の情報の更新を行うなど、効果的な情報発信を行うことにより、外国人住
民に対しても適切に情報提供・共有ができました。
（R04（2022））
・令和４（2022）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、人数制限をせざるを得なかった子育てフェスタについて、川崎区
YouTubeチャンネルを活用し、自宅でも楽しめるコンテンツを提供することで、より多くの方々に関わって頂くことができ、（会場参加︓計
255人、YouTubeでの動画（６動画）視聴︓延べ7,439回再生）地域の子育て情報発信による支援や関係団体の交流促進につ
ながりました。
（R05（2023））
・外国人住民に向けた効果的な情報発信手法を検討するためのアンケート調査により、市や区の情報を取得する際に、市や区のホーム
ページを利用したことがあると答えた人は６割を超え、更にその８割以上の人が役に立ったと答えており、ホームページでの情報発信が効
果的であることがわかりました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・デジタル技術等を活用しながら、幅広い情報を発信することで、より区民
が必要とする情報の提供につながるとともに、外国人住民に対しても適切
な情報提供・共有ができたため。
・川崎区YouTubeチャンネルを区民への情報提供にとどまらず、イベント
内容の一つとして活用し、自宅でも楽しめるコンテンツとすることで、より効
果的に情報発信することができたため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業

（４年間の）
到達目標

・ＩＣＴ技術の進展による多様化した広報手段の積極的な活用により、紙媒体を中心とした従来の広報手段と併せて区民との適切な
区政情報の共有
・増加する外国人市民に対し、多様化した広報手段や、多言語での情報発信により、より一層必要な行政情報の提供

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・YouTube、インスタグラム等のＩＣＴを積極的に活用した区政広報
・よりタイムリーで分かりやすいＨＰでの情報発信
・外国人市民に向けて、多言語で必要な情報を届ける方策の検討と実施
・再生回数やフォロワー数による測定のほか、イベント等でのアンケートによる効果の検証

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

現　状
【課題認識】

・情報技術の革新により、さらに広報媒体の多様化が想定される中で、必要な行政情報を確実に届ける手段の確立が必要です。
・外国人住民の増加等が見込まれる中で、住民とのトラブル防止等、必要な行政情報の多言語化への対応を準備していく必要がありま
す。

（４年間の）
取組の方向性

・ＩＣＴ技術の進展による多様化した広報手段を積極的に活用し、必要な行政情報を確実に届ける広報手段を確立します。
・増加する外国人市民に行政情報を確実に届ける方策を検討します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・YouTube、インスタグラム等のＩＣＴを積極的に活用した区政広報
・よりタイムリーで分かりやすいＨＰでの情報発信
・外国人市民に向けて、多言語で必要な情報を届ける方策の検討

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

96300040 広報に関する業務

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（４）積極的な情報共有の推進 ６・デジタル技術の活用等による広報の促進 幸区役所

事務事業コード 事務事業名
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

30,000
以上

(25,000
以上)

回

説明 各年度の4月1日から3月31日までの総再生回数　※括弧書きの
目標値は変更前の数値 実績 24,000 30,000 45,230

成
果
指
標

3

幸区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数

情報

目標 25,000
以上

25,000
以上

30,000
以上

(25,000
以上)

2 情報

2.5 ー 5.0

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

2

1

活
動
指
標

説明 各年度中に投稿したYoutubeの幸区公式動画の本数　※括弧書きの目標
値は変更前の数値 実績 19 56 50

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

人

1 情報 ％

幸区Instagramのフォロワー数 目標 1,000 1,100 1,200 1,300

説明 Instagramの幸区公式アカウントのフォロワー数 実績 ー 1,019 1,230

区民アンケートで「SNS」を情報入手手法と回答している
人の割合 目標 ー

説明 幸区区民アンケートの情報入手方法について、「SNS」と回答した
人の割合（アンケートは２年に１回） 実績 ー 2.6 － －

R07年度 単位

単位

説明 実績
1

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・再生回数やフォロワー数による測定のほか、令和４（2022）年度幸区区民アンケートによるＳＮＳ普及の効果の検証を行いました。
・YouTube、Instagram等のＩＣＴを積極的に活用した区政広報を発信しました。令和５（2023）年度は区制50周年が終わった
影響により、掲載するイベント情報等が昨年度と比較し減少したため、Instagramの投稿回数について目標を下回ったものの、代替とな
るInstagram機能のストーリーズを活用することで、よりリアルタイムのイベント情報等の発信を行いました。
・ＨＰトップの新しいお知らせや、デジタルサイネージを活用することで、よりタイムリーで分かりやすいＨＰでの情報発信を行いました。
・外国人市民に向けて、多言語で必要な情報を届ける方策について、外国人市民情報コーナーの分かりやすい案内表示や配架する広
報物などの検討を令和４（2022）年度に行い、令和５（2023）年度には文字での情報取得が困難な人等がイラスト等の指差し
確認でコミュニケーションを取ることができるコミュニケーションボードを作成しました。

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 本

説明 Instagramの幸区公式アカウントにて、週１回以上実施する投稿回数 実績 48 62 42

幸区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数 目標 20以上 20以上 30以上
(20以上)

30以上
(20以上)

単位

Instagramの投稿回数 目標 52以上 52以上 52以上 52以上
1 回

目標

説明 実績

目標

説明 実績

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・活動指標（幸区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数）について、指標設定時は20本程度と想定していま
したが、区制50周年記念から市制100周年に向けた取組等に伴い投稿本数が想定を大きく上回ったことにより、
目標を上方修正するもの。
・成果指標（幸区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数）について、指標設定時は25,000回程
度と想定していましたが、区制50周年記念から市制100周年に向けた取組等に伴い再生回数が想定を大きく上
回ったことにより、目標を上方修正するもの。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

○ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、YouTube、Instagram等のＩＣＴを積極的に活用した区政広報を推進
します。
・引き続き、よりタイムリーで分かりやすいＨＰでの情報発信を実施します。
・外国人市民に向けて、令和５（2023）年度に作成したコミュニケーションボードを活
用し、多言語で必要な情報を届ける取組を継続します。
・令和６（2024）年度は２年に一度の幸区区民アンケートを実施し、ＳＮＳ普及に
よる効果検証を行います。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・計画期間中に追加したその他の活動指標（幸区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数）について、周年イベ
ント等による増分を考慮した数を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。
・計画期間中に追加したその他の成果指標（幸区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数）につい
て、周年イベント等による増分を考慮した数を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正
します。

区分選択の理由

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・従来の紙を使用した広報と合わせてＩＣＴを活用することで、広く区の取組や情報について、区民に知っていただき、共有することができ
ました。
・投稿内容等を工夫することで、Instagramのフォロワーも順調に遷移しました。
・YouTubeチャンネルの動画再生総回数も、令和４（2022）年度の区制50周年記念の取組等により投稿数が増えたことに伴い、令
和４（2022）年度・令和５（2023）年度ともに総再生回数が増加しています。
・外国人市民に向けて、令和４（2022）年度に多言語で必要な情報を届ける方策について検討を行い、令和５（2023）年度に
は、イラスト等の指差し確認でコミュニケーションを取ることができるコミュニケーションボードを作成し、外国人等が必要な情報を得るための
手段を確保しました。
（R04（2022））
・ＩＣＴを活用した積極的な広報を行うことで、令和４（2022）年度区民アンケートにおいて「ＳＮＳ」を情報入手手法と回答してい
る人の割合が目標を達成しました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・ＩＣＴを活用しつつ、従来の紙を使用した広報とあわせ、幅広く区の取
組や情報、イベント情報等を発信することで、区民に対する必要な情報
提供や事業の周知に一定の効果が得られたため。
・外国人市民に向けて、多言語で必要な情報を届ける方策について検
討を行い、令和５（2023）年度にはコミュニケーションボードを作成し、
外国人等が必要な情報を得るための手段を確保したため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
取組の方向性

・外国人、障害者、高齢者など情報弱者への配慮をしながらも、対象に合わせ地域メディアなど複数の広報媒体とＳＮＳなどデジタル技
術を活用したツールのメディアミックスにより、様々な切り口で配信することで、広報効果を最大化します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ＳＮＳやYouTube等新たなメディアプラットフォームを活用した情報発信
・ＮＭＮ(なかはらメディアネットワーク)と連携した情報発信
・多様な主体を意識したＨＰ、チラシ等広報媒体での情報発信
・情報弱者への配慮をした広報

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・ＳＮＳや地域メディアを利用した効果的な情報発信による区民との区政情報の共有
・情報弱者に対する適切な情報提供の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（４）積極的な情報共有の推進 ７・デジタル技術の活用等による広報の促進 中原区役所

現　状
【課題認識】

・ＳＮＳをはじめとした広報媒体の多様化が進む中、更なる技術革新も想定され、伝えたい相手に合わせ、的確に情報ツールを選択し
て広報を行う必要があります。
・高齢者、障害者、外国人などの情報弱者へ確実に情報を伝えるための対応が求められています。
・外国人住民の増加等が見込まれる中で、住民とのトラブル防止等、必要な行政情報の多言語化への対応を準備していく必要がありま
す。

96500040 広報に関する事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ＳＮＳやYouTube等新たなメディアプラットフォームを活用した情報発信
・ＮＭＮ（なかはらメディアネットワーク）と連携した情報発信
①イッツコム「なかはらスマイル」（ケーブルテレビ）︓年12回
②かわさきＦＭ「Enjoy★なかはら」（ラジオ）︓年24回
③タウンニュース（タウン誌）︓年６回
・多様な主体を意識したＨＰ、チラシ等広報媒体での情報発信
・情報弱者への配慮をした広報

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

YouTube中原区役所チャンネル登録者数
情報

目標 － 428 478 528
人

説明 各年度の年度末時点においてYouTube中原区役所チャンネルに
登録している人の数の増加状況 実績 － 394 511

説明 実績

目標

29 28 24

中原区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数 目標 24以上 24以上

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

ＮＭＮ（なかはらメディアネットワーク）と連携した情報発信数 目標 42以上 42以上 42以上 42以上
回

説明 イッツコム、かわさきＦＭ，タウンニュースと連携し、各年度の４月１日から３月
31日までに区民等へ情報発信した総回数 実績 45 45 46

24以上
本

説明 各年度の４月１日から３月31日までに、YouTubeの公式チャンネルに投稿し
た動画の総本数 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・ＳＮＳやYouTube等新たなメディアプラットフォームを活用した情報発信を、令和４（2022）年度は28回、令和５（2023）年度
は24回行いました。
・ＮＭＮ（なかはらメディアネットワーク）と連携した情報発信を、令和４（2022）年度は計45回（①イッツコム「なかはらスマイル」
（ケーブルテレビ）︓12回、②かわさきＦＭ「Enjoy★なかはら」（ラジオ）︓24回、③タウンニュース（タウン誌）︓９回）、令和５
（2023）年度は計46回（①12回、②24回、③１０回）行いました。
・多様な主体を意識したＨＰ、チラシ等広報媒体での情報発信を行うとともに、より多くの方々にチラシ等広報媒体を配布できるよう、区
内でチラシを配布できる場所のリスト化を行いました。
・情報弱者へ配慮し、文字情報、音声情報、動画等特定の媒体に限定せず、幅広い広報・情報発信を行いました。
【R05（2023）】
・市ホームページのリニューアルに合わせて、区ホームページに外国の方向けページを作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2
24以上

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績

目標

単位

1

2

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト － モノ － カネ －

区分選択の理由

【情報の効果】
（R04（2022）・（R05（2023）））
・幅広い区政情報や区の事業に係る情報等について、情報弱者やデジタル媒体が身近でない区民にも配慮しながら、①ＳＮＳや
YouTube等新たなメディアプラットフォームの活用（令和４（2022）年度︓28回、令和５（2023）年度︓24回）や②ＮＭＮ
（なかはらメディアネットワーク）との連携（令和４（2022）年度︓45回、令和５（2023）年度︓46回）、③市政だよりやチラシ
等の活用など、あらゆる手段・手法を用いた情報発信・広報を行うことで、多くの区民に、より必要な情報を提供することができました。

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・多種多様な区政情報や区の事業に係る情報等について、情報弱者や
デジタル媒体が身近でない方々にも配慮しながら、あらゆる手段や手法、
媒体を活用して発信することで、多くの区民に、より必要な情報を提供・
共有することができたため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、ＳＮＳやYouTube等の新たなメディアプラットフォームを活用した情報発信
を実施します。
・ＮＭＮ(なかはらメディアネットワーク)と連携した情報発信を継続します。
①イッツコム「なかはらスマイル」（ケーブルテレビ）︓年12回
②かわさきＦＭ「Enjoy★なかはら」（ラジオ）︓年24回
③タウンニュース（タウン誌）︓年６回
・多様な主体を意識したＨＰ、チラシ、市政だより等の広報媒体を活用した情報発信を
推進します。
・情報弱者への配慮をした情報発信に一層取り組みます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（４）積極的な情報共有の推進 ８・デジタル技術の活用等による広報の促進 高津区役所

現　状
【課題認識】

・区の施策や各種事業・取組等について、区ＨＰ、市政だより区版、公共施設へのチラシ・ポスターの配架等を通じて区民に広報・情報
発信していますが、情報伝達やコミュニケーションの手段・ツールが多様化する中で、情報の受け手によって、よりアクセスしやすい手段・ツー
ルについても多様化してきています。

（４年間の）
取組の方向性

・区政に関する情報や区の魅力などを、動画コンテンツ共有サイトやＳＮＳなど、インターネットの活用を含めた多様な手法により、分かり
やすく、かつ積極的・効果的に発信します。
・発信する行政情報の内容について、より分かりやすく、かつ伝わりやすいよう工夫していくとともに、情報を届けたい対象の年代・性別その
他区民の属性に応じて、より適切な手段を選択することにより、区民に「届く」広報を目指します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・YouTube「川崎市たかつ区チャンネル」を活用した効果的な情報発信
・FacebookなどＳＮＳを利用した情報発信の推進
・区の魅力を発信する動画コンテンツを活用した広報

96700040 広報に関する事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・区民への適切な市政情報の提供に向けて、既存の広報手法に加えて、動画コンテンツの制作・配信やＳＮＳ等の活用により、行政情
報に比較的関心の薄い傾向にある若い年代の区民も含めて、区民に対する効率的・効果的な情報提供の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・YouTube「川崎市たかつ区チャンネル」を活用した効果的な情報発信
・FacebookなどＳＮＳを利用した情報発信の推進
【R04（2022）】
・区制50周年記念動画を活用した広報
【R05（2023）〜R07（2025）】
・区の魅力を発信する動画コンテンツを活用した広報

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R07年度 単位

1

高津区YouTubeチャンネルを活用して情報発信・広報した事業数 目標 10以上 10以上 11以上
(10以上)

12以上
(10以上)

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

事業

説明 各年度中に動画投稿による情報発信・広報を実施した事業数　※括弧書きの
目標値は変更前の数値 実績 10 12 11

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
■YouTube「川崎市たかつ区チャンネル」を活用した効果的な情報発信
・コンサートやイベント、保育情報の動画配信を継続実施し、工事等に関する住民説明会や交通安全の啓発等にも活用の幅を拡大し
ました。
・各課職員の苦手意識をなくして自発的な動画作成や更新、YouTubeたかつ区チャンネルへの投稿を促すための取り組みを実施（令
和４（2022）年度:区役所サービス向上部会と連携とした動画作成研修１回、８人参加。令和５（2023）年度:区職員向け区
YouTubeチャンネル投稿マニュアルを更新・区部長会議にて周知）しました。
・区YouTubeチャンネルの認知度向上のため、川崎フロンターレと連携（令和４（2022）年度:キャラクター出演の区制50周年記念
動画作成、令和５（2023）年度:選手映像を活用した動画作成）しました。
■FacebookなどＳＮＳを利用した情報発信の推進
・令和４（2022）年度からまちづくりカフェ参加者のメイン層に併せてFacebookを運用開始し、令和５（2023）年度から高津区Ｓ
ＤＣ相談窓口運営事業者を通じてFacebook活用を強化し、投稿回数を増加（令和４（2022）年度:８回→令和５（2023）
年度:週２回以上、125回）しました。
・区公式のＳＮＳだけでなく、連携した民間事業者（川崎フロンターレ等）に区YouTubeチャンネルや区ＨＰへのリンク付きのＳＮＳ
アップを依頼しました。
【R04（2022）】
■区制50周年記念動画を活用した広報
・区内の施設関係者や団体、様々な活動をしている区民が出演する内容で３種類５本作成し、区内公共施設での放映だけでなく溝
口駅前商業施設の大型ビジョンでも放映しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1

単位

1

高津区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数

情報

目標 26,000
以上

26,000
以上

26,000
以上

26,000
以上

回

説明 各年度の４月１日から３月31日までの公式チャンネルの総再生
回数 実績 26,557 31,503 25,209

2
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ ○

区分選択の理由

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・研修やマニュアル改定を通じて、動画活用に係る職員のスキル向上や環境整
備、意識醸成に寄与したため。
・動画活用の広がりにより、区民の利便性の向上に加え、区民対応の効率化
による業務負担の軽減にもつながったため。
・区制50周年記念動画を活用した情報発信・広報や川崎フロンターレと連携
した取組により区の公式YouTubeチャンネルの認知度向上に寄与するととも
に、動画活用により民間施設におけるＰＲ機会が得られ、区事業を幅広く区
民に周知・共有することができたため。
・高津区ＳＤＣ運営事業者を通じてFacebook投稿を増やしたことで、地域
主体で行われる区内イベントの紹介回数が増加し、ＳＤＣの認知につながる
ともに、フォロワー数が増加し地域活動やコミュニティに関する区の取組の認知
度向上に寄与したため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

【情報の効果】続き
・区制50周年記念動画を活用した区政・事業の広報について、動画の
出演者・団体の口コミやＳＮＳによる各動画のＰＲ等を通じ、多くの区
民に高津区の公式チャンネルを認知いただき、再生回数の増（対前年
度比︓4,946回の増）にもつながる機会となりました。また、当該動画
を区内公共施設だけでなく、溝口駅前商業施設の大型ビジョンでも放
映することで、より多くの区民に区制50周年や区政・事業に関することを
周知・共有することができました。
（R05（2023））
・高津区ＳＤＣ相談窓口の開始に伴い運営事業者を通じて
Facebook投稿を増やしたことで、地域主体で行われる区内イベントを
多く紹介でき、ＳＤＣの認知につながりました。前年と比較し
Facebook活用を強化したことや新型コロナウイルス感染症の５類移行
により一部事業を動画活用からリアル開催に転じたこと等により、成果指
標である高津区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数は
目標達成に至りませんでしたが、一方で、Facebookのフォロワー数は増
加し（令和４（2022）年度:61 名→令和５（2023）年度:169
名）、地域活動やコミュニティに関する区の取組の認知度向上に寄与し
ました。また、リアル開催にあたっても、来場者に対して二次元コードを活
用したアンケートフォームへの誘導等を行ったことで、ニーズの把握につな
がりました。

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・研修や動画投稿マニュアル改定を通じ、各課の職員の動画編集及び
区YouTubeチャンネルへの動画投稿（アップ）に係るスキルの習得・向
上等に寄与しました。

【モノ・その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・区の事業やイベント等の説明会などについて、同様の内容をYouTube
チャンネルへ動画投稿（アップ）しておき、住民の方々からの問い合わせ
に対し、必要なお答えをお伝えするとともに、当該動画を御案内し、御視
聴いただくこととで、当日出席された方と同様の情報を取得いただき、重
要な情報を共有することができました。また、欠席者に対する個別説明に
要する職員の負担軽減にも寄与しました。

【情報の効果】
（R04（2022））
・まちづくりカフェ参加者向けFacebookは、区からの開催周知だけでなく
参加者相互の活動紹介、過去の参加者との情報交換にも活用されま
した。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画期間中に追加したその他の活動指標（高津区YouTubeチャンネルを活用して情報発信・広報した事業数）につ
いて、令和５（2023）年度の実績値を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）
・活動指標について、各事業におけるアフターコロナの実施方法として密回避策としてだけでなく、より事業効果を高めるた
めの動画活用として職員の理解・意識浸透が進み、より多くの事業への活用が見込めることから、当該実績値に基づき、
目標を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、職員研修等を通じて、動画投稿等に係るスキルの習得・向上や動画等の活用に
対する意識の更なる浸透を図りながら、区の公式YouTubeチャンネルのコンテンツの充実を
図っていきます。
・また、区制50周年に代わるテーマとして、「脱炭素アクションみぞのくち」、「市制100周年」、
「全国都市緑化かわさきフェア」等、事業者や区民の連携・協力を得やすいテーマを活用しな
がら、幅広い区政・事業に係る情報発信・広報を行い、区の公式YouTubeチャンネルへの誘
導・認知や必要な情報の区民への更なる周知・共有につなげていきます。
・主に感染症対策として動画を活用していた事業について、オンラインではなく対面実施等に
戻した後にも事業効果拡大の手段として動画を活用できるよう、区内各課への助言や提案を
行います。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業

（４年間の）
到達目標

・区ＨＰや市政だより区版、公共施設への配架等に加え、情報伝達やコミュニケーションの手段が多様化する中で、宮前区YouTube
チャンネルを含め、より分かりやすく、かつ伝わるよう、多様な媒体による区民への市政情報の提供

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・宮前区YouTubeチャンネルを活用した効果的な情報発信
・他のＳＮＳを利用した戦略的な情報発信の推進

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

現　状
【課題認識】

・区の施策や取組等について、区ＨＰや市政だより区版、公共施設への配架等を通じて区民に発信していますが、情報伝達やコミュニ
ケーションの手段が多様化する中で、より分かりやすく、かつ伝わるように発信する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・情報技術の革新により、さらなる広報媒体の多様化が想定されることから、区政に関する情報や区の魅力などを、動画コンテンツ共有サ
イトやＳＮＳなどを活用した多様な手法により、分かりやすく、かつ積極的・効果的に発信します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・宮前区YouTubeチャンネルを活用した効果的な情報発信
・他のＳＮＳを利用した戦略的な情報発信の推進

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

96900040 広報に関する業務

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（４）積極的な情報共有の推進 ９・デジタル技術の活用等による広報の促進 宮前区役所

事務事業コード 事務事業名
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2

1

活
動
指
標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2

1 情報 回

2

目標

説明 実績

宮前区YouTubeチャンネルの動画再生回数 目標 20,000 21,000 22,000 23,000

説明 各年度の４月１日から３月31日までの総再生回数 実績 19,799 25,311 19,827

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

説明 実績

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
①令和４（2022）年度はソーシャルデザインセンターの取組やだいすきメロコス体操等を含む21本の動画を、令和５（2023）年度
はソーシャルデザインセンターの取組や宮前区市民提案型総合情報発信事業で作成した江戸期の伝統を継承する「初山獅子舞」の映
像などを含む15本の動画を宮前区YouTubeチャンネルに投稿し、区民にとって有益となる区の施策に関する情報等を発信しました。令
和５（2023）年度の動画の投稿本数は目標数に届きませんでしたが、「初山獅子舞」の映像については、地元のイベントで放映を行
うとともに、動画の二次元コードが記載されたパンフレット等の配布も行うなど、区政に関する情報や区の魅力を多様な手法により発信し
ました。
②地域みまもり支援センター所管のＸ（旧Twitter）とFacebook「川崎市宮前区こども子育て情報」で令和４（2022）年度はＸ
（旧Twitter）46件、Facebook37件、令和５（2023）年度はＸ（旧Twitter）62件、Facebook49件、向丘出張所所管の
Facebook「宮前区役所向丘出張所」で令和４（2022）年度は112件、令和５（2023）年度は145件投稿するなど、それぞれ
前年度を上回る投稿を行い、情報発信の拡大に向けて取り組みました。
【R05（2023）】
①PIAZZA株式会社と協定を締結し、地域コミュニティアプリ「ピアッザ」を活用した地域情報の発信を開始しました。

2

説明 各年度の４月１日から３月31日までに、YouTubeの公式チャンネルに投稿し
た動画の総本数 実績 19 21 15

目標

単位

宮前区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数 目標 20 22 24 26
1 本

目標

説明 実績

目標

説明 実績

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・宮前区YouTubeチャンネルについては、より多くの方に見ていただけるよう、魅力的なコ
ンテンツを作成し、様々な機会を捉えて広報していくとともに、引き続き、X（旧
Twitter）やFacebookなどのＳＮＳを活用して区民にとって有益な情報を効果的に
発信していきます。
・地域コミュニティアプリ「ピアッザ」などの他のＳＮＳ等を活用することで、より多くの世代
に幅広い情報発信・広報ができるよう、より効果的な活用方法等について検討を進めて
いきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・宮前区YouTubeチャンネルやＳＮＳを活用し、区の施策や事業等に関する情報をより効果的に発信することで、区民にとって有益な
情報の提供・共有につながりました。
・一方で、宮前区YouTubeチャンネル以外のＳＮＳで発信した情報については、子育て情報や出張所に関する情報など、一部、発信
する情報や対象とする区民が限定されている部分もあることから、今後、より必要な情報を多様な世代等に幅広く発信できるよう、宮前
区YouTubeチャンネル以外のＳＮＳの活用方法についても検討を進めていく必要があります。
・区制40周年に関連した動画や区のＰＲキャラクターを用いた体操啓発の動画など、期間限定で区民からの関心度も高い動画の投稿
により、令和４（2022）年度の再生回数は大幅に増やしましたが、令和５（2023）年度は、市民との協働により作成した「初山の
獅子舞」の映像をYouTubeに投稿するなど地域の伝統や区の魅力を効果的に発信することができた一方で、再生回数が目標に達しま
せんでした。今後は、さらに多くの方に視聴いただけるようより魅力的なコンテンツの作成に取り組む必要があります。
（R05（2023））
・新たに地域コミュニティアプリ「ピアッザ」を活用した地域情報の発信を開始したことにより、オンライン空間ならではの特性を活かした気軽な
情報交換から、リアルな地域活動への参加につながりました。

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・宮前区YouTubeチャンネル等を活用し、区の施策や事業等の情報をよ
り効果的に発信し、一定、区民が必要とする情報の提供・共有ができた
ものの、宮前区YouTubeチャンネルの動画再生回数については、目標を
下回ったことから、より魅力的なコンテンツの作成に取り組む必要があるた
め。
・令和５（2023）年度に新たにアプリ「ピアッザ」を活用した地域情報の
発信を開始したことにより、オンラインでの気軽な情報交換からリアルな地
域活動への参加につながったため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（４）積極的な情報共有の推進 10・デジタル技術の活用等による広報の推進 多摩区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業 50103090 地域課題対応事業（多摩区）

現　状
【課題認識】

・事業の実施をはじめとする行政情報については、その内容等に応じてチラシ・ポスターの配布・掲出、市政だより多摩区版、多摩区ホー
ムページ、YouTube多摩区チャンネル及び川崎市Twitter等を活用して広報しています。

（４年間の）
取組の方向性

・区役所の各部署で実施する事業等について、様々な世代や立場の区民に適切に情報が伝わるよう、職員が多様な情報発信の技術
を身に付けながら、事業等の内容や対象を考慮した効果的な手法による広報を推進していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区民一般に対する広報は、多くの人が手軽に素早く情報を得られるよう、多摩区ホームページのほかYouTubeなどのＳＮＳを積極的
に活用する一方、デジタル技術の活用が困難な方には市政だより多摩区版で周知するなど、対象に応じて手法の使い分けや組合せを行
いながら効果的な広報を実施
・動画コンテンツの活用など伝わりやすい広報を実施

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

（４年間の）
到達目標

・区役所職員が、ＳＮＳを含め多様な手法による情報発信の技術を身に付け、事業の対象に応じて手法の使い分けや組合せを行いな
がら効果的な情報共有を実施

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・市政だより多摩区版、Youtube（38回）等のSNSや動画コンテンツを積極的に活用した広報の実施
・SNS等の活用促進に向け、会議等の場を活用した区職員の知識向上の取組の実施（１回）
【R05（2023）】
・市政だより多摩区版、Youtube（40回）等のSNSや動画コンテンツを積極的に活用した広報の実施
・SNS等の活用促進に向け、会議等の場を活用した区職員の知識向上の取組の実施（１回）
【R06（2024）】
・市政だより多摩区版、Youtube（42回）等のSNSや動画コンテンツを積極的に活用した広報の実施
・SNS等の活用促進に向け、会議等の場を活用した区職員の知識向上の取組の実施（１回）
【R07（2025）】
・市政だより多摩区版、Youtube（44回）等のSNSや動画コンテンツを積極的に活用した広報の実施
・SNS等の活用促進に向け、会議等の場を活用した区職員の知識向上の取組の実施（１回）

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・区役所内の各部署における取組や啓発等に係る情報について、YouTubeやInstagramを活用した動画による広報や、Twitterを活
用した区の魅力情報の発信など、伝える内容や対象に応じた広報活動を実施しました。
・区役所内の会議において職員に対し、ＳＮＳの活用に必要となる手続きや留意点等を周知しました。
【R05（2023）】
・コロナ禍により動画を活用した広報活動を実施してきましたが、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したことに伴い、対面で
の事業実施を再開したため動画投稿本数が減少したことから活動指標の目標を下回りました。
・区役所内の各部署における取組や啓発等に係る情報について、YouTubeを活用した動画による広報や、X（旧Twitter）の活用や
新たな目線で多摩区の魅力を再発見し、広く伝えていくため、多摩区ＳＮＳアンバサダー（10人）を任命し、Instagramを活用した
区の魅力を発信（293件）するなど、広報活動を実施しました。
・配架するチラシに区ホームページのURLを掲載し、申込にLoGoフォームを活用するなど、デジタル技術の活用促進に取り組みました。

説明 各所属の広報担当に対し効果的なYouTube動画の活用方法を共有した回
数 実績 - 1 1

多摩区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数 目標 38 40 42 44
2

活
動
指
標

1

1 回

回

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

3

多摩区YouTubeチャンネル登録者数

情報

目標 400

R07年度 単位

目標

説明 実績

ー

区民アンケートで「SNS」を情報入手手法と回答している
人の割合 目標 3.0 － 4.0 －

説明
多摩区区民アンケートの情報入手方法について、「SNS」と回答した
人の割合の増加状況（アンケートは２年に１回）
【参考】令和２（2020）年度実績︓3.5％

実績 ー 3.6 － －

区民アンケートで「特に多摩区役所からのお知らせや情報
は入手していない」と回答している人の割合 目標 15.0 ー 13.0 ー

説明

説明 各年度の４月１日から３月31日までに、YouTubeの公式チャンネルに投稿し
た動画の総本数 実績 15 38 14

職員への効果的なYouTube動画の活用方法の共有回数 目標 1 1 1 1

単位

％

2 情報 %

ー

1

1 情報

ー

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

多摩区区民アンケートの情報入手方法について、「特に多摩区役
所からのお知らせや情報は入手していない」と回答した人の割合の
増加状況（アンケートは２年に１回）
【参考】令和２（2020）年度実績︓15.7％

実績 13.6

700
(520)

人

説明 各年度の年度末時点において多摩区YouTubeチャンネルに登録し
ている人の数の増加状況　※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 － 405 505

600
(480)440
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

区分選択の理由

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度に実施した多摩区区民意識アンケート調査結果では、「区の知らせや情報の入手手段としてＳＮＳ
（Twitter、Facebookなど）」と答えた方の割合は3.6％となり、前回調査時（令和２（2020）年度）の3.5％と比較して、ほぼ横
ばいであることから、発信する情報の種類や内容を工夫するだけでなく、各発信手法について、区民に一層、認知いただくことも必要であ
ることを再認識しました。令和５（2023）年度は多摩区ＳＮＳアンバサダーを任命し、Instagramを活用し区の魅力を発信するな
ど、新たな目線で多摩区の魅力を再発見するとともに、広く周知することができました。
・令和４（2022）年度のアンケート調査結果において、「特に多摩区役所からのお知らせや情報は入手していない」と答えた方の割合
が13.6％となり、前回調査時（令和２（2020）年度）の15.7％と比較して減少（改善）していることから、区が行う情報発信・広
報等について、多様な情報を適時適切に、事業内容や対象者を考慮し、デジタル技術の活用や対面を含めた多くの手段により発信する
ことで、一層、必要な情報を区民に提供・共有できてきているものと考えられますが、令和５（2023）年度に新型コロナウイルス感染症
が５類感染症に移行したことに伴い、一部事業においては対面手法に戻す対応を取ったため動画投稿本数が減少したことから、より多く
の区民に認知いただく発信手法の周知など、職員に対するデジタル技術の活用促進に課題があります。

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・令和４（2022）年度のアンケート調査の結果等において、多くの手段
を活用して発信することで、区民に必要な情報を提供・共有できるように
なってきていることを認識し、令和５（2023）年度はInstagramを活
用するなど一定の成果が出ている一方で、デジタル技術を活用した情報
発信・広報については、令和５（2023）年度から一部事業においては
対面手法に戻す対応を取ったため動画投稿本数が減少するなど、より多
くの区民に認知いただく発信手法の周知など、職員に対するデジタル技術
の活用促進に課題もあるため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

取組の
総体的効果

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

○ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・計画期間中に追加した、成果指標（多摩区YouTubeチャンネル登録者数）について、区役所内の各部署に
おける取組や啓発等に係る情報発信をしたこと等により、令和５（2023）年度において想定を大幅に上回る方
に登録いただいたことから、令和４（2022）年度から令和５（2023）年度の登録者数の増を踏まえ、令和
６（2024）年度以降の目標値を上昇修正するもの。

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・発信する情報の内容や対象を考慮しながら、YouTubeやInstagramを活用した動
画による広報や、Twitterを活用した区の魅力情報の発信など、多様な媒体を積極的
に活用した情報発信・広報活動を更に展開していきます。
・デジタル技術を活用した情報発信・広報については、情報量や内容の工夫だけでなく、
より多くの区民に認知いただくことが必要があることから、認知度向上に向け、市政だよ
り、区ＨＰやデジタルサイネージの活用等の取組を推進するとともに、職員に対しより多く
の手段で発信するための手法について周知していきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・計画期間中に追加した、成果指標（多摩区YouTubeチャンネル登録者数）について、令和５（2023）年
度実績値を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組３（４）積極的な情報共有の推進 11・デジタル技術の活用等による広報の促進 麻生区役所

現　状
【課題認識】

・情報発信ツールの発展やICT技術の普及により、情報伝達やコミュニケーションの手段が多様化する中で、必要な行政情報を、より分
かりやすく、かつ伝わるように区民に届ける必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・情報発信ツールの発展やＩＣＴの普及に伴い、必要な知識を職員が身に付け、ＳＮＳ等を活用した情報発信を行うなど効率的・効
果的な業務の推進に取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ホームページや広報紙、ＳＮＳ等を活用した広報技術の向上のための区役所職員向け広報研修の実施
・ツイッターによる情報発信の充実
・区の魅力を発信する動画コンテンツの充実

97300040 広報に関する事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・行政情報をＳＮＳや動画コンテンツなどあらゆる媒体を通じた効果的な発信による必要なときに必要とする区民のもとへの情報提供

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ホームページや広報紙、ＳＮＳ等を活用した広報技術の向上のための区役所職員向け広報研修の実施
・Ｘ（旧ツイッター）による情報発信の充実
・区の魅力を発信する動画コンテンツの充実
【R05（2023）】
・ＳＮＳ等を活用した効果的な広報の実施に向けた調査実施・実施方法の検討
【R06（2024）・R07（2025）】
・ＳＮＳ等を活用した効果的な広報の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

-590-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活
動
指
標

3

麻生区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数 目標 52 95 110
(100)

115
(105)

2

R07年度

1
説明 実績

目標

単位

1
広報研修の実施回数 目標 １以上 １以上 １以上 １以上

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

回
説明 広報技術向上のため、区役所職員に向けた広報研修の開催数 実績 1 1 1

件

説明 各年度の４月１日から３月31日までに、麻生区公式Twitterを活用した情
報発信した総件数　※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 158 193 248

麻生区公式Twitterでの情報発信件数 目標 170 195 250
(200)

260
(205)

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・広報研修について、令和４（2022）年度は本市メディアコーディネーターによる効果的な情報発信や広報のスキルアップに資する研
修に９人が参加、令和５（2023）年度は環境総合研究所国際連携・研究推進担当によるナッジ理論を活用した効果的な情報発
信や広報のスキルアップに資する研修に24人（うち他局・区職員10人）が参加しました。
・Ｘ（旧ツイッター）を活用したイベント等の情報発信を令和４（2022）年度は193件、令和５（2023）年度は248件行い、２
年連続で活動指標を上回りました。
・YouTube「川崎市麻生区チャンネル」に令和４（2022）年度は麻生区区制40周年記念事業などの動画投稿を52件、令和５
（2023）年度は「令和５年度岡上分館市民エンパワーメント研修〜カイコを通して学ぶ 岡上の歴史〜」などの動画投稿を12件行い
ました。なお、令和４（2022）年度については、麻生区区制40周年を記念して、区制40周年記念事業の動画など多くの動画投稿を
行いました。
【R05（2023）】
・ＳＮＳアンバサダーの活用等の取組を行っている多摩区にヒアリングを行うなど、ＳＮＳ等を活用した効果的な広報の実施に向けた調
査を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績

目標

目標 7,280

単位

1

麻生区公式Twitterのフォロワー数

情報

目標 5,223 6,148 7,073 8,000

人

説明 各年度末時点で麻生区公式Twitterをフォロー（登録）いただい
ている人の数 実績 3,991 4,420 4,650

2

13,300 23,000
(14,000)

23,100
(14,700)

回

説明 各年度の４月１日から３月31日までの公式チャンネルの総再生
回数　※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 5,909 19,702 22,615

麻生区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数

情報

本

説明 YouTubeの公式チャンネルに投稿した動画の総本数　※括弧書きの目標値は
変更前の数値 実績 42 94 106
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒト・情報の効果】
（R04（2022））
・本市メディアコーディネーターによる職員研修を通じ、職員の広報技術が底上げされたことにより、Twitterの投稿依頼数やYoutubeの
動画投稿数が増え、これにより、成果指標であるTwitterのフォロワー数やYouTubeの麻生区公式チャンネルの総再生回数も増えてきて
いることから、様々な媒体を活用した幅広い広報が実施できたことにより、区民等に対し、デジタル技術を活用した適時適切な情報の提
供・共有につながっています。ただし、Twitterのフォロワー数については、目標値を達成できていないことから、今後は、多種多様な情報発
信や投稿回数を増やすことだけではなく、より多くの区民等に認知いただく取組についても強化していく必要があります。
（R05（2023））
・ナッジ理論を活用した効果的な情報発信や広報のスキルアップに資する職員研修の実施などにより、職員の広報に関する知識・技術の
底上げにつながりました。また、Ｘ（旧ツイッター）やYoutubeの投稿数は目標を大きく上回る結果となり、様々な媒体を活用した幅広
い広報を実施することができました。一方で、Ｘ（旧ツイッター）のフォロワー数については市政だより区版に掲載する等の周知を行ったも
のの、Ｘ（旧ツイッター）の主なユーザー層である30歳代までの世代への効果的なＰＲができていない等の理由により目標値を達成で
きていないことから、今後は、より効果的に区民等の認知を広める取組について他区の事例を調査するなど更なる見直しの必要がありま
す。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・職員の広報技術が底上げされたことで、Ｘ（旧ツイッター）やYoutube
の投稿数が増え、これにより、成果指標であるＸ（旧ツイッター）のフォロ
ワー数やYouTubeの麻生区公式チャンネルの総再生回数も増加し、区
民等に対し、デジタル技術を活用した適時適切な情報の提供・共有につ
ながった一方で、Ｘ（旧ツイッター）のフォロワー数については、目標値を
達成できていないことを踏まえると、今後は、多種多様な情報発信や投
稿回数を増やすことだけではなく、より効果的に区民等の認知を広める取
組について他区の事例を調査するなど更なる見直しの必要があるため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

①計画期間中に追加した活動指標（麻生区公式Twitterでの情報発信件数及び麻生区YouTubeチャンネル
への動画投稿本数）について、令和５（2023）年度実績値を基準値として、令和６（2024）年度以降の
目標値を上方修正します。
②計画期間中に追加した成果指標（麻生区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数）について、令
和５（2023）年度実績値を基準値として、令和６（2024）年度以降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

①麻生区公式Twitterでの情報発信件数及び麻生区YouTubeチャンネルへの動画投稿本数について、職員研
修を通じた職員の知識、意識、技術の向上を背景として麻生区公式Twitterでの情報発信件数及び麻生区
YouTubeチャンネルへの動画投稿本数が大幅に増加していることから、目標値を上方修正するもの。
②麻生区YouTubeチャンネルへ投稿した動画の総再生回数について、麻生区YouTubeチャンネルへの動画投
稿本数の増加に伴い動画の総再生回数が増加していることから、目標値を上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、デジタル技術の活用をはじめ、幅広い広報媒体による情報発信・広報を行
うことはもとより、分かりやすい内容となるよう心がけつつ、広報内容の充実を図るなど、常
にニーズを捉え、質の見直しを行いながら、定時適切な情報発信・広報を行っていきま
す。
・また、併せて、適時適切な情報発信・広報を実施するだけでなく、区民等に認知いた
だくことが重要であることから、認知度向上に向け、市政だより区版を活用した広報・周
知の充実などに取り組んでいきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・採用・人事・評価・育成部門において、現状を踏まえ、人材育成の視点で課題を共有した総合的な人材育成の推進
・組織力の向上に不可欠な管理・監督者のマネジメント力向上のための実践的な研修の実施
・職場の実態を踏まえたＯＪＴ支援の見直し
・課題発見・問題解決能力や企画力の向上、コーディネート力向上のための取組など、行財政運営上の課題解決に必要な人材育成の
取組の実施や支援
・効果的な研修の実施手法の検討、実施
・ＯＪＴにおける高齢層職員の位置づけ、知識・経験の活用方法等の検討、実施
【R04（2022）】
・ＯＪＴ支援の見直しに向けた関係部署等へのヒアリング、アンケート等の実施
【R04（2022）・R05（2023）】
・新任課長研修におけるインターバル課題を活用した研修などマネジメント力強化のための取組の実施
【R05（2023）】
・ＯＪＴノートの改定及び電子化による効率化、eラーニング教材の作成などＯＪＴ支援ツールの活用に向けた取組の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・「川崎市人材育成基本方針」に掲げる「人材ビジョン（市職員のあるべき姿）」の実現

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・職員と組織の質の向上のため、採用・人事・評価・育成部門が連携し、人材育成の取組を総合的に推進し、組織力の向上に繋げま
す。また、行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・採用・人事・評価・育成部門において、現状を踏まえ、人材育成の視点で課題を共有した総合的な人材育成の推進
・組織力の向上に不可欠な管理・監督者のマネジメント力向上のための実践的な研修の実施
・職場の実態を踏まえたＯＪＴ支援の見直し
・課題発見・問題解決能力や企画力の向上、コーディネート力向上のための取組など、行財政運営上の課題解決に必要な人材育成の
取組の実施や支援
・効果的な研修の実施手法の検討、実施
・ＯＪＴにおける高齢層職員の位置づけの検討

81109050 人材育成推進事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４ （１）組織力の向上に向けた計画的な人材育成等 １・組織力の向上に向けた計画的な人材の育成 総務企画局

現　状
【課題認識】

・これまで「川崎市人材育成基本方針」に基づき、職場におけるチーム原則の確立及び職員による行動指針の徹底等を示し、ＯＪＴ
（職場における職務遂行を通じた人材育成）、研修、人事評価、人事配置等による人材育成を推進してきました。各取組により職員
の意識やスキルの向上を図る一方で、今後も厳しい財政環境が見込まれることから、市民ニーズの多様化・増大化、その他の市を取り巻
く諸課題に的確に対応していくためには、人材育成の取組をより効果的に推進していく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

管理職のマネジメントが十分であると感じている職員の割
合（働き方についてのアンケート調査）

ヒト
職員に対する「働き方についてのアンケート調査」（無作為抽出
3,000人）で「管理職のマネジメントが十分であると感じるか。」とい
う設問に対し、「そう思う」又は「やや思う」と回答した職員の割合

2
説明 実績

目標

単位

1

目標 70.3 73.6 76.8 80
以上

%

説明 実績 67.1 66.2 65.6

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2 ％

説明
「市民アンケート調査」（無作為抽出3,000人）で、市の職員に
接する機会があった方のうち、「市の職員が市民の視点に立った行
動をしていると感じましたか。」という設問に対し、「そう思う」又は「や
やそう思う」と回答した市民の割合（２年ごとに実施）

実績 33.2 ー 52.3

市の職員に接する機会があった市民のうち、市の職員が市
民の視点に立った行動をしていると感じた市民の割合（市
民アンケート調査）

ヒト

目標 ー

実績 66.6 66.6 67.8

34.1 ー 35
以上

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

研修やＯＪＴに対する取組が職員としての意識やスキル
の向上に役に立っていると考える職員の割合（働き方につ
いてのアンケート調査）

ヒト

目標 69.9 73.2 76.5 80
以上

％

説明
職員に対する「働き方についてのアンケート調査」（無作為抽出
3,000人）で、「研修やＯＪＴに対する取組が職員としての意識
やスキルの向上に役に立っているか。」という設問に対し、「そう思う」
又は「やや思う」と回答した職員の割合（単年度）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・人材育成推進委員会を、令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度それぞれ年４回開催し、人材育成第３期アクションプ
ランの進捗管理や採用・人事・評価・育成部門による人材育成に係る取組課題についての情報共有等を行いました。
・自所属での具体的な問題解決の実施までを達成目標とする、インターバル課題を新任課長研修で実施するなど、管理・監督者のマネ
ジメント力向上につながる実践的手法を用いた研修を階層別研修で行いました。
・マネジメント上の問題対応事例バンクについて、新任課長研修での活用も図りながら利用に係る周知を行い、各職場における適切なマ
ネジメントの実施を支援しました。
・職場における人材育成や階層別研修等について、令和４（2022）年度に各局区人材育成担当課へのヒアリングを実施し、その結
果を踏まえ令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度に人材育成推進管理者連絡会を通じて各局区等に必要な情報を提
供し、研修内容や実施方法、ＯＪＴ支援に向けた検討等に活用しました。
・地域をコーディネートする能力や協働マインドを持つ職員の育成を目的とした、「地域コーディネーター研修」を年１回ずつ、「まちのひろば
創出職員プロジェクト」を各年度、市民文化局との共催で実施しました。
【R04（2022）】
・職場におけるＯＪＴノートの利用実態等を踏まえ、より活用が図られるよう掲載項目を見直したうえ、具体的な活用方法をそれぞれの
項目に追加し、全体の視認性を向上させるなどＯＪＴノートの見直しを行いました。
・階層別研修等について、オンライン会議システムを計画的に活用し実施したほか、効果的な取組となるようｅラーニングと内部講師によ
る講義科目を再設定するなど講義内容の見直しを行いました。
・定年延長を見据え、ＯＪＴにおける高齢層職員の位置づけ、知識・経験の活用方法等の検討を進めました。
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に見直しを行ったＯＪＴノートの活用が図られるよう、育成担当者研修等の機会を利用して周知するとともに、
ＯＪＴノートの使い方を学習できるｅラーニング教材を作成し公開しました。加えて、ワークスタイル変革に合わせて効率的に利用できる
よう、令和６（2024）年度対象者に向け、共有フォルダの活用方法の追記、決裁欄を修正するなどの改正を行ったうえ電子化を実施
しました。
・階層別研修等について、オンライン会議システムと対面での研修を、研修に応じて効果が最大となるよう、講義や個人ワークの割合が大
きい場合はオンラインでの研修とするなど、計画的に手法を選択し実施しました。
・定年年齢の引上げに対応するよう、令和６（2024）年１月に関連部署と連携し60歳到達職員向け研修を実施し、併せて次年度
以降に向け課題を抽出しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標
R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・人材育成基本方針や効率的・効果的なＯＪＴの状況等を踏まえながら、各種研修
などについて、各年度の研修結果やアンケート結果から得られた意見等に基づき改善等
を行った上で、昇任制度変更を踏まえた主任級研修を充実させるなど、更なる取組を
推進します。
・人材育成推進管理者連絡会等を通じた各局区等における情報の共有化及び組織
横断的な取組の更なる促進を図ります。
・人材育成推進委員会における人材育成第３期アクションプランの進捗管理を適切に
行い、人事・育成部門の連携強化につなげていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・効果的な研修手法の選択等により、移動時間を削減したほか、マネジ
メントの向上につながる実践的研修の実施や職場ＯＪＴの支援を行うこ
とにより、効率的・効果的なＯＪＴの推進や研修を実施することに加え、
各局区等の人材育成計画に基づく取組の推進を支援し、市職員の「人
材育成基本方針」で定める求められる力等の獲得に一定寄与したため。
・一方で、「研修やＯＪＴに対する取組が職員としての意識やスキルの向
上に役に立っていると考える職員の割合」や「管理職のマネジメントが十分
であると感じている職員の割合」について、成果指標の目標達成ができな
かったことから、研修やＯＪＴのより効果的な推進のための改善や、更な
る管理・監督者のマネジメント力向上につながる効果的な研修実施等の
取組を進める必要があるため。

－ 情報 － 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・階層別研修について研修アンケート結果などを踏まえた見直しや管理・監督者のマネジメント力向上につながる実践的手法を用いた研
修の実施、また、ＯＪＴノートの見直しのほか、より効率的・効果的なＯＪＴの推進や研修の実施、各局区等の人材育成計画に基づ
く取組の推進等により、市職員の「人材育成基本方針」で定める求められる力等の獲得に一定寄与しました。
・成果指標である「研修やＯＪＴに対する取組が職員としての意識やスキルの向上に役に立っている」と考える職員の割合は、令和３
（2021）年度の66.6％から、令和４（2022）年度は66.6%、令和５（2023）年度は67.8%と1.2ポイント増えたものの目標
達成できませんでした。同アンケート内で「業務に関する基本的な知識が不足している職員がまだ多い」など、基礎知識部分を補完するた
めのＯＪＴの必要性を指摘する意見も複数寄せられたことから、今後も、引き続きＯＪＴの推進支援と効果的な研修内容を検討し、
実施していく必要があります。
・成果指標である「管理職のマネジメントが十分であると感じている職員の割合」は、同アンケートにおける「管理職が部下の人材育成や
キャリア形成の支援を行っていると感じている職員の割合」が減傾向となっているなどの課題もあり、令和３（2021）年度の67.1％か
ら、令和４（2022）年度は66.2%、令和５（2023）年度は65.6%と微減となり、目標達成できませんでした。同アンケート内で
「管理職による不要業務の見直し」を求める意見が複数寄せられており、業務の多様化に限られた人的資源で対応することへの負荷も
高まっていることなどが考えられることから、今後、業務見直し手法も含めた更なる管理・監督者のマネジメント力向上につながる効果的な
研修実施等を行う必要があります。
・成果指標である「市の職員に接する機会があった市民のうち、市の職員が市民の視点に立った行動をしていると感じた市民の割合」が
令和３（2021）年度の33.2％から令和５（2023）年度は52.3％と19.1ポイント上昇し、目標値を達成しました。引き続き上昇
傾向が維持できるよう、効果的な研修を実施しその効果が職員に浸透するよう取組の充実を図ります。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・階層別研修等について、対面形式での実施のほか、対象者や研修内容、期待する効果などを踏まえてオンライン形式、併用形式を取
り入れることで、計画的・効率的に研修を実施したとともに、移動時間の削減など、働き方・仕事の進め方改革の推進にも貢献しました
（年間削減移動時間︓令和４（2022）年度約983時間・令和５（2023）年度約1,043時間）。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（１）組織力の向上に向けた計画的な人材育成等 ２・技術職員等の専門職種の人材育成の推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・これまで、「川崎市人材育成基本方針」に基づく各局区等の人材育成計画の取組を推進し、技術職員等の専門職種の専門性や技
術力等の向上を図ってきました。引き続き、各局区等が抱える人材育成上の課題を踏まえ、解決に向けて取り組む必要があります。ま
た、今後も厳しい財政環境が見込まれることから、限られた人材で市民ニーズの多様化・増大化、その他の市を取り巻く諸課題に的確に
対応していくためには、高齢層職員の活用も視野に入れながら、引き続き、各局区等における専門職の役割や業務内容に合わせた専
門性や技術力等を高めていくことが求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・各局区等の取組に関する情報の共有や取組に対する支援等を通じ、各局区等の人材育成計画に基づく取組の充実につなげていきま
す。
・局区横断的な取組を通じ、専門性や技術力等について、効果的な向上を図ります。
・定年の段階的な引上げに伴い、高齢層職員が持つ知識・経験を活用し、専門性・技術力等の向上を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・人材育成推進管理者連絡会等を通じた情報の共有化、効果的な取組の検討
・各局区等の人材育成計画の策定及び計画に基づく取組の支援
・専門職を対象とした研修の合同開催、人材育成の情報の共有化など局間の連携強化
・民間企業への派遣研修の実施
・職場体験研修等を活用した他職場を経験する機会の創出
・専門職を対象とした外部団体が実施する研修への参加支援
・高齢層職員が持つ知識・経験のＯＪＴ等への活用

81109050 人材育成推進事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・「川崎市人材育成基本方針」に掲げる「人材ビジョン（市職員のあるべき姿）」の実現

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・人材育成推進管理者連絡会等を通じた情報の共有化、効果的な取組の検討
・各局区等の人材育成計画の策定及び計画に基づく取組の支援
・専門職を対象とした研修の合同開催、人材育成の情報の共有化など局間の連携強化
・民間企業への派遣研修の実施
・職場体験研修等を活用した他職場を経験する機会の創出
・専門職を対象とした外部団体が実施する研修への参加支援
・高齢層職員が持つ知識・経験のＯＪＴ等への活用
【R04（2022）・R05（2023）】
・人材育成推進委員会を活用した人事・育成部門と関係局との情報共有の促進
【R05（2023）】
・各局区等で実施する専門職を対象とした研修、人材育成情報の共有促進に向けた取組の検討

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

2
目標

1

説明 実績

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・人材育成推進委員会（令和４（2022）・令和５（2023）年度ともに各４回実施）において、局横断的な人材育成の取組
等、技術系職種の人材育成について人事・育成部門と関係局で情報共有、意見交換等を行いました。
・職場体験研修において、専門職を対象とした受け入れ職場を複数設け、技術職員が他職場を経験する機会を創出しました（令和４
（2022）年度︓全40職場、うち８職場は職種指定あり、令和５（2023）年度︓全49職場、うち11職場は職種指定あり）。
・各局区等の人材育成計画、研修計画等の一覧を庁内システムに掲載しました。また、各局区等が実施する職場研修に経費助成を
行いました（令和４（2022）年度︓計1,155,000円、令和５（2023）年度︓計1,220,960円（見込））。
・東急株式会社への職員（建築職）及び東日本旅客鉄道株式会社への職員（土木職）の研修派遣を実施しました。
・専門職を対象とした外部団体が実施する研修への参加支援（国土交通大学校専門課程、令和４（2022）年度:計８名、令和
５（2023）年度:計６名）を行いました。
・関連部署や各局人材育成担当課との意見交換等を行い、定年延長を見据えた高齢層職員の知識・経験の活用方法等の検討を進
めました。
【R05（2023）】
・職種別キャリア研修として、関係局と連携し、電気職・機械職の採用２年目職員を対象とした研修を試行実施しました（１回）。
・人材育成情報の更なる共有促進に向け、各局で実施している人材育成に関する取組のうち、他局の職員も受講可能な研修等を一
覧化し、イントラネットシステムへの掲載などを通じて周知しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

1
目標

説明 実績

2
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

－
区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・職場体験研修や民間企業への派遣等を通じて、他職場を体験する機会を創出することにより、技術職員等のキャリアプランを考える
きっかけづくりを提供できたとともに、人的交流も促進しました。職場体験研修の参加者からは「同じ職種の方が活躍する現場を実際に見
て、様々な意見を聞くことで今後のキャリアプランについて前向きに考えることができた（R04）」「現場を見ることで理解を深めることができ
たなど、技術職として大きな刺激を受けた。今後技術職としてどうなっていきたいか考えるうえで良い経験となった（R05）」という意見が出
るなど、キャリア形成支援に寄与しました。
・各局区の人材育成計画や研修計画、各職場が作成する人材育成シートや職場情報シート等を庁内に発信することで、人材育成情
報の共有化など、局間の連携強化を図ることができたとともに、他職場の情報や人材育成の取組を発信することで、技術職員のキャリア
形成支援に寄与しました。
・人材育成管理者連絡会や人材育成推進委員会、職種ごとに開催する会議などを通じて、情報の共有化や局間の連携強化が図ら
れ、工事現場見学会や研修の相互参加、職種別キャリア研修の試行実施などの局横断的な人材育成機会の創出につなげることができ
ました。
・一方で、技術職員等については、より一層の専門性や技術力などの向上が求められていることから、今後も、関係局と連携し、より効果
的な人材育成の取組を推進する必要があります。
（R05（2023））
・各局で実施している人材育成に関する取組のうち、他局の職員も受講可能な研修等を一覧化し、周知することで、各職員の主体的
な能力開発やキャリア形成支援に寄与しました。

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・技術職員等の人材育成については、人材育成推進委員会などを通じ
た局間連携による意見交換や職場体験研修等を通じたキャリア形成支
援に寄与するなど、一定の効果が得られているものの、今後も、関係局と
連携し、専門性や技術力などの向上に向けた、より効果的な取組を推進
する必要があるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・技術職員のキャリア形成支援については、引き続き人材育成推進委員会をはじめとす
る各種会議での情報共有や庁内への情報発信、各局区の取組支援等を行います。ま
た、電気職・機械職を対象に試行実施した職種別キャリア研修の結果等を踏まえ、効
果的な技術職員のキャリア形成支援の取組を、関係局と連携し検討します。
・人材育成情報の共有にあたっては、他局職員も参加可能な専門職種を対象とした研
修一覧の活用のほか、更なる主体的な能力開発やキャリア形成支援、専門性の向上
等につながる取組を検討します。
・定年延長などの状況も踏まえ、高齢層職員が持つ知識・経験のＯＪＴ等への活用に
向けた検討を実施します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４ （１）組織力の向上に向けた計画的な人材育成等 ３・適切な人事配置と人材育成、定年引き上げへの対応 総務企画局

現　状
【課題認識】

・これまで、職員個々のキャリアプランや適性を踏まえた、専門的知識・能力の向上やその活用に向けた人事配置を実施するとともに、再
任用職員の知識・経験を効果的に活用するための任用や人事配置を行ってきました。
・多様化・増大化する市民ニーズに、常に迅速かつ柔軟に対応していくため、多様な経験と広い視野の獲得や、専門性の蓄積など、人
材育成につながるよう職位等に応じたキャリア形成を見据えて人事配置を行い、市民サービスの担い手となる職員の知識や能力の向上
を引き続き図っていく必要があります。
・地方公務員法等の改正により、令和５（2023）年度退職者から地方公務員の定年が２年に一度１歳ずつ引き上げられ、最終的
に65歳になることから、高齢層職員の更なる活用が求められています。

（４年間の）
取組の方向性

・職員の能力や専門的知識の向上に向けて、より効果的な人事配置や人事制度の検討などを進めます。
・特に若手職員については、人材育成の観点から、本庁・区役所（事業所）といった異なる組織への異動を積極的に行うことで、多様
な経験と広い視野の獲得を図ります。
・定年引上げに伴う役職定年制をはじめとした関連制度の導入に向けた検討や、高齢層職員の持つ知識・経験を更に活用するための
人事配置や取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・職位・年代や本人のキャリアプラン、能力、実績、適性等を踏まえるとともに、能力・知識の向上など人材育成の観点も踏まえた人事配
置の検討・実施
【R04（2022）】
・定年引上げ及び役職定年制度、定年前再任用短時間勤務制度等の関連制度の導入に向けた検討、関係条例の改正
【R05（2023）】
・段階的な定年引上げの開始及び関連制度の導入
【R05（2023）〜R07（2025）】
・定年引上げ及び関連制度を踏まえた、高齢層職員の持つ知識・経験をさらに活用するための人事配置の実施

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

81108010 人事管理事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

・職位・年代や本人のキャリアプラン、能力、実績、適性等を踏まえた、個々の職員の知識・経験の活用や、人材育成に寄与する人事配
置の実施
・定年引上げに伴う役職定年制度、定年前再任用短時間勤務制度の導入
・法令に基づく役職定年制の例外の設定
・高齢層職員の知識経験を活かすポストの設定と人事配置の実施

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・職位・年代や本人のキャリアプラン、能力、実績、適性等を踏まえるとともに、能力・知識の向上など人材育成の観点も踏まえた人事配
置の検討・実施
・より効果的な複線型人事制度の検討及び専門職・専任職を効果的に活用できる人事配置の実施
・有為な人材の育成・確保や適切な人事配置に向けた情報の共有・活用等、関係部門との連携
【R04（2022）】
・定年引上げ及び役職定年制度、定年前再任用短時間勤務制度等の関連制度の導入に向けた検討、関係条例の改正
・昇任制度の見直しに係る検討及び庁内への制度周知
【R05（2023）】
・段階的な定年引上げの開始及び関連制度の導入
・見直し後の昇任制度の導入
【R05（2023）〜R07（2025）】
・定年引上げ及び関連制度を踏まえた、高齢層職員の持つ知識・経験をさらに活用するための人事配置の実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・見直し後の昇任制度による昇任の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・職員と所属長とのヒアリングや異動自己申告などを通じて職位・年代や本人のキャリアプラン、能力、実績、適性等を踏まえるとともに、
能力・知識の向上など人材育成の観点も踏まえた人事配置の検討を進め、若手職員については採用後概ね10年間で複数の局区での
勤務を経験するよう異動を行うなど、異動対象基準に基づく人事異動を実施しました。
・キャリアプランに応じた多様な働き方を提供し、一人ひとりの能力を最大限に引き出し、やる気や働きがいの向上につなげるとともに、職員
の能力を効果的に発揮させることにより、市民サービスの向上及び経験の浅い他の職員への効果的な人材育成を行うため、より効果的
な複線型人事制度の検討を行うとともに、本人の希望を踏まえ、知識と経験を持つ職員の配置を特定の配属先に限定し、職務遂行を
通じて専任の職務分野の人材育成を推進するための専任職や、職務遂行上の資格・免許等を有し、社会的又は学術的に認められる
高度な専門知識を持つ管理職の職員が専門領域の人材育成を担う単独のスタッフ職である専門職を配置することで、専門性を効果的
に活用できる人事配置を実施しました。また、専任職の任用にあたっては、的確に適性を判定するため、面接等による選考を実施しまし
た。
・有為な人材の育成・確保や適切な人事配置に向けた情報の共有・活用手法等について、関係部門と情報交換を行いました。
【R04（2022）】
・定年引上げ及び役職定年制度、定年前再任用短時間勤務制度等の関連制度の導入に向けた検討を進めるとともに、令和５
（2023）年度からの各種制度導入に必要となる関係条例（13条例）の改正を行いました。
・昇任をめぐる環境の変化による係長昇任選考受験率の低下や職員のワーク・ライフ・バランス確保が重要となっていること等を踏まえ、ラ
イフイベントに配慮した昇任モデルの構築や、係長昇任に向けた準備期間の確保、年度途中の退職、産育休、増員等への対応等に留
意し、昇任制度の見直しに係る検討を進めた結果、令和５（2023）年度から係長及び主任の昇任選考の見直しを決定し、庶務課
長会議を通じ、庁内への制度周知を行いました。
【R05（2023）】
・定年引上げ及び関連制度の導入を踏まえ、人事配置の運用方針等を定めるほか、令和６（2024）年４月１日付け人事異動に
向けた人事異動要領を策定するとともに、説明会を通じて各局本部室区に制度、運用を周知し、適切な人事配置を行いました。
・任命権者選考に当たっては、本人の昇任意向の確認など具体的な制度運用を検討したほか、昇任必要数等のシミュレーションを行った
上で、係長及び主任昇任に係る新たな昇任制度を実施し、適正な昇任者数を確保しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

－
区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・職位・年代や本人のキャリアプラン、能力、実績、適性等を踏まえるとともに、能力・知識の向上など人材育成の観点も踏まえた人事配
置の実施や、長年の職務を通じて習得した豊富な知識と経験を持つ人材を、専任職として令和４（2022）年度から新たに課税・滞
納債権管理回収などの職務分野に配置することとし、令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度に各４名を任用等したことに
より、多様化・増大化する市民ニーズに、常に迅速かつ柔軟に対応するために必要な職員の能力や専門的知識の向上に寄与しました。
（R04（2022））
・令和５（2023）年４月からの定年引上げ制度導入のほか、新たな係長及び主任昇任制度について見直しを決定しましたが、具体
的な制度運用の詳細について今後検討する必要があります。
（R05（2023））
・令和５（2023）年４月からの定年引上げ制度について、人事配置の運用方針等を定め、適正な人事配置を行うことにより、知識・
経験をもつ安定した人材確保ができました。また、新たな係長及び主任昇任制度について、適切な制度運用を行い、係長以上の職を
担う人材の確保や女性活躍の推進等につなげることができました。一方で、定年引上げに伴う高齢層職員の持つ知識・経験をさらに活
用するための人事配置や新たな昇任制度による合格者数などについて検証し、より効果的な運用を検討する必要があります。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・適切な人事配置や専任職制度の運用により、多様化・増大化する市
民ニーズに常に迅速かつ柔軟に対応するために必要な職員の能力や専
門的知識の向上に寄与したため。
・定年引上げ制度や新たな係長及び主任昇任制度について適切な制
度運用を行い、知識・経験をもつ安定した人材確保や係長以上の職を
担う人材の確保等につなげることができたため。一方で、定年引上げに伴
う高齢層職員の持つ知識・経験をさらに活用するための人事配置や新た
な昇任制度による合格者数などについて検証し、より効果的な運用を検
討する必要があるため。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・多様化・増大化する市民ニーズに常に迅速かつ柔軟に対応するために必要な職員の
能力や専門的知識の向上に向けて、より効果的な複線型人事制度の検討のほか、見
直し後の昇任制度や定年引上げについて、より効果的な人事配置や人事制度の更な
る検討を進めます。

-601-



　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・公正、公平な人事評価制度の運用に向けて、評価者の理解やスキルの向上等を目的とする評価者研修の実施
・人事評価制度の運用を通じた職務に対する意欲向上のため、被評価者の理解を高めることを目的とするｅラーニングを活用した研修
の実施
・各局人事担当課への説明会の開催や通知等を通じた、制度周知
・職員意見等を踏まえ、人事行政を取り巻く環境の変化に適切に対応するため、適正な評価や人事評価の人事、人材育成への活用に
向けた見直しの検討・実施
【R04（2022）】
・令和４（2022）年度からの制度見直しについて、周知を行い適切な運用を実施
【R05（2023）】
・令和４（2022）年度に見直しを実施した人事評価制度について、職員意見等を踏まえた、継続的な見直しの検討
・会計年度任用職員への勤勉手当導入の状況を踏まえた、人事評価制度の見直し
【R06（2024）】
・会計年度任用職員の人事評価制度の見直し後の制度周知及び安定的な運用
・技能・業務職員の評価制度の運用における効率化やペーパレス化に向けた「紙による運用」から「運用のシステム化」への環境整備
・２次評価結果の通知方法の見直しに伴うシステム改修の実施
【R07（2025）】
・会計年度任用職員の人事評価制度の見直し後の制度周知及び安定的な運用
・技能・業務職員の評価制度の運用における「システム化への環境整備」に関する制度変更の周知及び安定的な運用

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・人事評価制度の適正な運用と見直しを実施することにより、人事評価制度の理解度向上、適正な評価が実施され、職員のやる気や
働きがいが引き出され、能力が最大限に発揮される状態

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・適正な制度運用が図られるよう、評価者スキルの向上に向けた取組を推進します。
・公正かつ効果的な制度運用の方法等について検討し、必要な取組を推進します。
・職員の能力や実績を適正に評価し、昇任や給与への反映、人事異動や人材育成への活用に向けて制度見直しを実施し、見直しに
伴う取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・公正、公平な人事評価制度の運用に向けて、評価者の理解やスキルの向上等を目的とする評価者研修を実施
・人事評価制度の運用を通じて職務に対する意欲を向上させるため、被評価者の理解の向上を目的とする研修を実施し、各局人事担
当課への説明会の開催や通知等を通じて、制度を周知
・適正な評価、人事や人材育成への活用に向けた見直しを検討・実施し、制度見直しに伴う取組を推進

81108015 人事評価制度推進事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（１）組織力の向上に向けた計画的な人材育成等 ４・人事評価制度の適正な運用と見直しに向けた検討 総務企画局

現　状
【課題認識】

・人事評価制度については、地方公務員法により全ての自治体で実施することが義務付けられています。本市の人事評価制度は、人材
育成や職員のやる気、働きがいを引き出し、その能力を最大限に発揮させること等を目的とし、これまで、地方公務員法の改正への対応
など、適宜見直しを行いながら、評価結果を任用、給与へ反映してきました。
・人事評価制度を適切かつ効果的に運用を続けるためには、常に見直しの視点をもち、時代の変化やニーズに対応しつつ、適切かつ制
度の成熟を目指していくことが重要かつ必要であるため、職員がやる気と働きがいを持って職務に取り組めるよう、適宜制度の見直しを行
い、人事評価制度の公正かつ効果的な運用に努めていく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・令和４（2022）年度の制度見直し（業績評価の点数化における配点の変更や事務作業の効率化）について、周知を行い適切
な運用を実施しました。
・公正、公平な人事評価制度の運用に向けて、評価者の理解やスキルの向上等を目的とする評価者研修を実施しました。
　①対象︓初めて部下を持つ係長級（R04受講者︓179名、開催︓４月14・15・21日、11月１・２日、R05受講者︓165名、
開催︓4月13・14、11月１・２日、内容︓評価者の役割認識、面談等のスキル習得）
　②対象︓管理職（R04受講者︓98名、開催︓１回（11月22日）、R05受講者︓71名、開催︓１回（11月13日））、内
容︓評価者の役割認識、人事評価制度を活用したマネジメント）
・人事評価制度の運用を通じた職務に対する意欲向上のため、被評価者の理解を高めることを目的として、ｅラーニングを活用した人事
評価制度被評価者研修を実施しました。
・各局人事担当課への説明会の開催（各年４月、12月）や通知等を通じて、制度周知をしました。
・人事評価制度に係る職員アンケートについて、令和４（2022）年度からの制度見直しに関する事項も含めて実施しました。
・職員アンケートを通じた職員意見等を踏まえるとともに、定年引上げなどをはじめとした人事行政を取り巻く環境の変化に適切に対応す
るため、適正な評価、人事や人材育成への活用に向けた見直しを検討しました。
【R05（2023）】
・階層別研修において、技能・業務職員に向けた人事評価制度の研修を実施しました（11月）。
・職員意見等を踏まえ、適正かつ効率的な評価の実施及び評価手続きの負担軽減に向けたシステム改修（目標設定時の達成水準
の適正化のチェック機能追加、評価時の事務効率化）を実施しました。
・人事評価制度に係る職員アンケートについて、令和５（2023）年度からの効率的な評価の実施及び評価手続の負担軽減に関する
事項も含めて実施しました。
・会計年度任用職員への勤勉手当支給に向けて、評価結果を適正に活用できるよう評語で実施していた評価を点数化するとともに、最
終評価の分類基準を変更して最終評価を相対化するなど人事評価制度の見直しを行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・公正、公平な人事評価制度の運用やそれを通じた職務に対する意欲向上に向けて、
次の取組を行いながら、職員アンケート等による職員意見や人事行政を取り巻く環境の
変化を踏まえて、更なる制度の見直しを検討していきます。
①各局人事担当課への説明会や通知等を通じて、引き続き制度周知を行います。
②評価者研修の内容について必要な改善を加えるなど、効果的な研修を実施します。
③会計年度任用職員の人事評価制度の見直しについて、各局人事担当課への説明
会や評価者研修、被評価者へのｅラーニング研修を通じて制度理解を図るなど、安定
的な運用を行います。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・評価者研修の実施や制度周知により、制度の適正な運用に寄与し、ま
た、令和４（2022）年度の制度の見直しにより、難易度の高い目標
設定を促進したほか、令和５（2023）年度のシステム改修により評価
手続の一部負担軽減に寄与したため。
・職員アンケートの結果から、職員の意欲の向上や負担軽減に一定の効
果があったものの、更なる意欲向上に向けて改善の余地があることや、評
価手続きへの負担感などについての意見もあることから、それらの状況等を
踏まえ、人事評価制度の更なる見直しを検討していく必要があるため。

－ 情報 － 時間 ○ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・人事評価制度に係る評価者研修を実施した結果、初めて部下を持つ係長級（R04︓179名、R05︓165名）、管理職（部長
級、課長級）（R04︓98名、R05︓71名）が受講し、受講者の制度理解を深めることで制度の適正な運用に寄与しました。
・令和４（2022）年度より、業績評価の点数化における配点の変更や事務作業の効率化の見直しを行い、難易度の高い目標設定
を促進したほか、評価手続の一部負担軽減に寄与しました。これらの取組などにより、業績評価について、各年度とも８割を超える職員
が難易度の高い目標を設定して業務に取り組んでおり、また、その目標の達成度は９割を超えていることから、難易度の高い目標に取り
組む意識・意欲が醸成されてきています。
・職員アンケートの結果、令和４（2022）年度は2,034人中922人（約５割）、令和５（2023）年度は3,362人中1,856人
（約６割）の職員が「人事評価制度が自分自身の仕事に対する意欲の向上につながっている」と回答し、また、能力評価の加点制度
である「改善・改革」の取組について、令和４（2022）年度は2,028人中838人（約４割）、令和５（2023）年度は、2,964人
中1,218人（約４割）の職員が、「取組を行ったことで、業務改善・改革を行う意識の向上につながった」との回答がありました。一方
で、更なる意欲向上に向けて改善の余地があることや、制度に対する意見の中には、評価手続きへの負担感や、職場による業務目標の
難易度の設定の偏りなどについての意見もあることから、それらの状況等を踏まえ、人事評価制度の更なる見直しを検討していく必要があ
ります。

【ヒト・時間の効果】
（R05（2023））
・システム改修により、2,964人中1,819人（約６割）が「目標設定時における達成水準の適正化のチェック機能を意識した」と回答
し、1,106人中736人（約７割）が「評価時の事務効率化により負担が軽減した」と回答があったことから、職員の意欲の向上や事務
負担軽減に一定の効果がありました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・受験者及び新規採用職員を対象としたアンケートにより学生等のニーズを把握し、学生等が求める効果的な採用広報を分析した上
で、より効果的な広報の手法について検討
・ホームページやＳＮＳを活用した情報発信や採用案内の作成、各種説明会の実施等、様々な媒体や機会を活用し、効果的な広報
の実施
・学生等が時間や場所を選ばずに参加ができるＷＥＢセミナーや座談会等のオンライン型のイベントを実施するとともに、職場や現場を見
学することで仕事のイメージが掴みやすい技術系や福祉系の職種については、現場見学会等の対面型のイベントを実施するとともに、体
験プログラムを実施するなど職種ごとのニーズに応じた広報を実施
・他都市の状況を踏まえながら、多様で有為な人材を確保するために有効な試験制度について調査研究を行うとともに、関連部署と連
携を図りながら、有効な人材確保策について検討を実施
・人物重視の採用試験を公正かつ効果的に実施するため、面接官の面接技法向上を目的とし、ロールプレイングを中心とした実践的な
研修を実施
【R04（2022）】
・本市職員として働くことのやりがいや市政の魅力等をこれまで以上に伝えられるよう、新規職員採用ホームページの一新
・学生のニーズや就職スケジュールに併せて、より効果的な広報を行うため、インターン情報等を掲載する就職支援サイト（プレサイト）へ
の掲載を実施
【R05（2023）】
・多様で有為な人材の確保に向けて、新たな手法による採用試験・選考の実施について、庁内の検討結果等を踏まえ、委員会での実
施を協議
・新規職員採用ホームページに職種紹介動画を新たに掲載するなど、より効果的な広報の実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・インターン情報等を掲載する就職支援サイト（プレサイト）を活用した、より効果的な広報の実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・多様で有為な人材の確保に向け、大卒程度等採用試験の全区分において、採用予定人員に対する受験者数の比率について、毎年
度３倍以上を維持

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・安定的に受験者を確保するため、引き続き、オンラインの活用など費用対効果を踏まえた広報の取組を進めるとともに、採用困難職種
に特化した広報の実施など効果的な取組について検討を進めます。
・また、採用試験をより公正かつ適正に実施するため、引き続き、採用試験についての調査研究を行い、多様で有為な人材を確保する
ために受験者数の獲得を図っていきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・受験者及び新規採用職員を対象としたアンケートを元に、学生等が求める効果的な採用広報について分析
・学生等が時間や場所を選ばずに参加ができるオンライン型のイベントを実施するとともに、職場や現場を見学することで仕事のイメージが
掴みやすい職種については対面型のイベントを実施する等、職種ごとのニーズに応じた広報を実施
・他都市の状況を踏まえながら、多様で有為な人材を確保するために有効な試験制度について調査研究を行うとともに、関連部署と連
携を図りながら、有効な人材確保策について検討を実施
・人物重視の採用試験を公正かつ効果的に実施するため、面接官の面接技法向上を目的とし、ロールプレイングを中心とした実践的な
研修を実施

82103040 職員採用・昇任関係事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（１）組織力の向上に向けた計画的な人材育成等 ５・多様で有為な人材の確保 人事委員会事務局

現　状
【課題認識】

・22歳人口が減少傾向に転じ、かつ、ここ数年の景気拡大やオリンピック需要など、官民ともに旺盛な採用を行うなかで、採用試験の申
込状況は厳しい状況が続いています。また、コロナ禍においても、民間企業の採用意欲は旺盛であり、22歳人口の減少を見越して、早
期に人材を確保しておくべく、計画的に前倒しで採用を実施している状況です。
・特に、技術系職種を中心とした専門職種については、採用が困難な状況が続いていることから、専門職に特化した「専門職シゴト紹介
パンフレット」の配布や、ＷＥＢセミナーの実施及びＨＰへのアーカイブの掲載、職場見学会の開催等、受験者確保の取組みを進めてき
ました。
・今後も、多様で有為な人材の確保に向けて、採用試験の実施状況や社会動向等の環境変化を踏まえながら、採用試験の調査研究
や広報の検討等を継続的に行っていき、各採用区分において多くの受験者数を獲得する必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標
1

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度

実績 ６区分で
３未満

３区分で
３未満

３区分で
３未満

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

大卒程度等採用試験の採用予定人員に対する受験者
数の比率

ヒト

目標 全区分で
３以上

全区分で
３以上

全区分で
３以上

全区分で
３以上

倍

説明 採用予定人員が最も多い大卒程度等の採用試験における職種
（全14区分）ごとの倍率（受験人数÷採用予定人員）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・既存のホームページやＳＮＳ（Ｘ）を活用した情報発信に加え、受験者及び新規採用職員を対象としたアンケートを元に、学生等が
求める効果的な採用広報について分析し、本市職員として働くことのやりがいや市政の魅力等をこれまで以上に伝えられるよう、令和５
（2023）年３月に川崎市職員採用特設サイトを開設するとともに、令和５（2023）年７月に公式YouTubeチャンネル「川崎市職
員採用案内チャンネル」を開設しました。
・インターン情報等を掲載する就職支援サイト（マイナビプレサイト）への掲載を令和４（2022）年６月から新たに実施したことで、マ
イナビ本サイトにのみ掲載していた令和３（2021）年度に比べ、マイナビ本サイトへのアクセス回数が大幅に上昇（令和３（2021）
年度5,067件→令和４（2022）年度31,837件、令和５（2023）年度21,985件）しました。
・大学説明会や合同企業説明会に積極的に参加し、機会を捉えた効果的な広報を実施しました。
・学生等が時間や場所を選ばずに参加できるＷＥＢセミナーをホームページで公開するとともに、令和４（2022）年度には、オンライン
型採用説明会24回、オンライン型座談会20回、対面型座談会６回を、令和５（2023）年度には、対面とオンラインのハイブリッド型
採用説明会１回、オンライン型座談会13回、対面型座談会８回を実施しました。
・職場や現場を見学することで仕事のイメージが掴みやすい技術系や福祉系の職種については、対面型の現場見学会を実施するととも
に、令和４（2022）年度から体験型のプログラムを新たに実施し、令和５（2023）年度には、体験型プログラムを含む現場見学会
を増やす（令和４（2022）年度６回開催→令和５（2023）年度11回開催）など、学生のニーズに応じた広報を実施しました。
・多様で有為な人材を確保するために有効な試験制度について調査研究を行うとともに、令和４（2022）年度には人材育成推進委
員会において有効な人材確保策についての検討を実施し、庁内の検討結果等を踏まえ、新たな採用試験（春実施【ＳＰＩ方式】及
び秋実施）を令和６（2024）年度から実施することを令和６（2024）年２月に決定し、同月から申込みの受付を開始しました。
・人物重視の採用試験を公正かつ効果的に実施するため、面接官の面接技法向上を目的とし、ロールプレイングを中心とした実践的な
研修（令和４（2022）年度１回、令和５（2023）年度１回）を実施しました。
【R04（2022）】
・大学卒程度等採用試験の申込受付期間を延長（令和３（2021）年度29日間→令和４（2022）年度36日間）しました。
【R05（2023）】
・専門職種の業務内容や仕事の魅力を知ってもらうため、新たに川崎市職員仕事密着動画を作成しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

10 16

説明 実績

目標

R07年度 単位

1

現場見学会の開催回数 目標 ７以上 ７以上 10以上
(７以上)

10以上
(７以上)

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

回

説明 技術系や福祉系の職種について行う対面型の現場見学会の開催回数　※括
弧書きの目標値は変更前の数値 実績 7

1
目標

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画期間中に追加した、その他の活動指標（現場見学会の開催回数）について、令和６（2024）年度以
降の目標値を上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

・現場見学会の開催回数については、令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度の現場見学会の申
込状況や参加者からの意見といった実績、並びに近年の専門職種の受験状況を踏まえ、当該事業の目標値を
上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・成果指標である「大卒程度等採用試験の採用予定人員に対する受験者数の比率」
は向上が図られたものの、目標を達成することができていないことから、多様で有為な人
材の確保に向けて、現場見学会における体験型プログラムを拡充するなど、より効果的
な広報を実施するとともに、令和６（2024）年度から新たな手法による採用試験を
実施していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・大学卒程度等採用試験の申込受付期間を延長したこと等により、成
果指標である「大卒程度等採用試験の採用予定人員に対する受験者
数の比率」は向上が図られたものの、一部の専門職種が目標に届かず、
新たに打ち出した広報や採用試験について、効果分析や必要に応じた見
直しを行う必要があるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・大学卒程度等採用試験の申込受付期間を延長したこと等により、成果指標である「大卒程度等採用試験の採用予定人員に対する
受験者数の比率」は、令和３（2021）年度と比較して、「６区分で３倍未満」から「３区分で３倍未満」に向上しましたが、官民問
わず技術系職種の需要が高く採用が困難な状況が続いていることから、２年連続で目標を達成することができませんでした。近隣他都
市（神奈川県、横浜市、相模原市、東京都、特別区）においても、本市同様令和４（2022）年度及び令和５（2023）年度は
技術系職種の倍率が３倍を下回っています。また、目標未達成の職種は、元々採用予定人員及び対象者が少ない専門職種が中心
であることから、退職動向や職員配置計画による影響とともに、民間企業の採用活発化等社会状況が倍率に影響しやすいものと考えら
れます。
・令和３（2021）年度と令和５（2023）年度の大卒程度等採用試験の受験者数を比較すると、神奈川県が29％減少、横浜市
が24％減少、相模原市が21％減少、東京都が８％減少、特別区が15％減少と、人材確保における都市間競争が激化し全体的に
大幅に減少している中、申込受付期間を延長したこと等の効果もあり、本市は７％の減少となりました。
・今後につきましても、新たに打ち出した広報や採用試験については、即時にすべての効果が発揮されるものではないため、効果の分析や
必要に応じた見直しを行い、継続して効果的な広報や採用試験を企画・実施します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・階層別研修における、情報セキュリティやデジタル施策などに関する講義の実施
（新規採用職員研修や中堅職員研修、新任係長研修や新任課長研修などにおける「情報セキュリティ」「働き方・仕事の進め方改革
（デジタル化施策含む）」に係る講義の実施（講義形式またはｅラーニング）
・職員のデジタルツール等の活用による改革マインドの醸成に向けて、行政手続のオンライン化を想定した業務フローの作成や業務の単純
化、効率化等の検討など、外部講師の活用等による自発的な業務改善活動を推進
・ＣＩＯ補佐業務における外部人材の外部委託による活用（外部委託）、及びデータ活用等の新たな専門性が求められる分野への
外部人材のニーズや活用手法の検討
【R04（2022）】
・職員のデジタルリテラシーの段階に応じた、民間サービスの活用も含むスキルアップ機会の提供手法やニーズの調査
・情報管理部門等の職員の専門性向上に向けた、研修・ＯＪＴの継続実施及び強化の方向性検討
【R05（2023）】
・情報管理部門等の職員の専門性向上に向けた、検討結果に基づく研修・ＯＪＴの実施
【R05（2023）〜R07（2025）】
・職員のデジタルリテラシーの段階に応じた、民間の専門的知見を活用した教材・研修等によるスキルアップ機会の提供

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・職員が、それぞれの役割に応じて、デジタル技術やデータを活用して、課題解決を図ることが可能となること

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・行政のデジタル化への迅速な対応に向けて、デジタル技術を活用した業務プロセスの見直しによる業務の効率化を促進するため、情報
管理部門だけではなく、全職員のデジタルリテラシーの底上げが必要であることから、必要となる職員の知識、ノウハウ、スキル等を検討・整
理します。
・令和３（2021）年度に策定の「川崎市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進プラン」に基づき、それぞれの職員に必要とされ
る知識等を効果的に習得できるよう、適切な育成手法を検討し、実施します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・階層別研修やＯＪＴ等を通じて全庁的な職員のデジタルリテラシーを向上させる取組
・外部の専門的知見の活用により、職員がデジタル技術を活用して実践する業務改革・改善活動を支援する取組
・職員のデジタルリテラシーの段階に応じた、スキルアップ機会の提供
・情報管理部門等の職員の専門性向上に向けた、キャリアパスの検討や研修・ＯＪＴの強化、外部との人事交流等
・既に実施しているＣＩＯ補佐業務における外部人材の活用（外部委託）のほか、データ活用等の新たな専門性が求められる分野へ
の外部人材の登用の検討

40205030  81109050 デジタル化推進事業　 人材育成推進事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４ （２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 １・行政のデジタル化に必要な人材育成の推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・新型コロナウイルス感染症を契機として、デジタル技術等を活用し、オンライン手続やキャッシュレスなどの非対面・非接触型のサービス、
テレワークやオンライン会議など場所の制約を受けない働き方、ＳＮＳやオンライン相談などインターネットを介したコミュニケーションなどが拡
大しており、国においても社会のデジタル化の推進に取り組んでいます。
・こうした変化を背景に、市民サービスや市役所内部の事務におけるデジタル化に迅速に対応していくためには、デジタル技術やデータ活
用等に必要な知識・ノウハウ・スキル等を有する人材の育成が重要となります。これまでも、階層別研修やＯＪＴ等による全庁的な人材
育成と、「川崎市情報システム全体最適化方針」の下、情報管理部門を中心とした専門人材の育成に取り組んできましたが、デジタル
化の加速に向けて、デジタル技術等の広範な活用が必要となる中で、行政のデジタル化に向けた人材育成の一層の推進が求められてい
ます。
・市民サービスの向上と業務の効率化を図るためには、デジタル化の推進に合わせて、業務プロセスの見直しを行うことが重要であることか
ら、職員の改善意識・意欲の向上等の取組と連動して、デジタル化に向けた人材育成を行う必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 － 63 67

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

デジタル技術やデータ活用を意識して業務に取り組んでい
ると考える職員の割合

ヒト

目標 55 60 65 70

%

説明
行政のデジタル化に向けた職員の意識の向上を目的とした取組の
効果を図るために成果指標として設定した、職員の意識アンケート
の結果（単年度）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・階層別研修（新規採用職員研修や中堅職員研修、新任係長研修や新任課長研修など、R04︓12階層・R05︓12階層）にお
いて「情報セキュリティ」「デジタル化施策」に係る講義を実施しました。
・ＣＩＯ補佐業務を委託により実施し、外部人材の活用による業務所管に対して施策面での助言や技術的支援を行いました。また、
データ活用等の新たな専門性が求められる分野への外部人材の活用手法の検討については、横浜市の人材確保の取組など、他都市
の状況を研究しました。
・情報管理部門等の職員の専門性向上に向けたＯＪＴ、内部研修（R04:２回、R05︓１回）の実施及び職員の個々のレベル等
に応じた民間研修を受講しました。
【R04（2022）】
・職員のデジタルツール等の活用による改革マインドの醸成に向けて、外部講師による改善手法のノウハウの習得など実践的な研修の実
施により、行政手続のオンライン化を想定した業務フローの作成など、職員の自発的な業務改善活動を、建設緑政局みどり・多摩川協
働推進課、中原区役所危機管理担当、病院局井田病院庶務課において実施しました。
・職員のデジタルリテラシーの向上に向け、職位に応じて求められる知識、スキル、育成手法等について整理したスキルマップを作成した上
で、スキルアップ機会の提供手法等について検討し、令和５（2023）年度から委託により民間の知見を活用しながら必要な教材作成
等を行うこととしました。
・ＤＸに関する知識の習得に向け、これまでの外部研修に加えてＤＸに関する情報管理部門向けの研修など新たな民間サービスの活
用を検討し、令和５（2023）年度の研修方針に当該研修を新たに受講すべき研修として追加しました。
【R05（2023）】
・職員のデジタルツール等の活用による改革マインドの醸成に向けて、職員が自発的な業務改善活動を行えるよう、外部講師による改善
手法のノウハウの習得など実践的な研修を実施し、業務のデジタル化に向けた環境整備や新たな業務フローの検討などについて、経済労
働局企画課、多摩区役所保護第２課において実施しました。
・区役所窓口のデジタル化に向けて、窓口の現場における課題等を抽出し、その対策を検討するため、国の窓口ＢＰＲアドバイザーを令
和６（2024）年度に活用することとしました。
・職員のデジタルリテラシーの向上に向け、DXの基礎知識や求められる意識に関する教材を作成し、ｅラーニングにより全庁に配信したほ
か、ＤＸを自分ゴトとするワークショップを管理職向けに１回、職員向けに２回実施しました。
・庁内のＤＸ推進の更なるサポートに向けて、情報管理部門における人材育成モデルを改めて検討し、令和６（2024）年度の研修
方針を策定しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・デジタル化や改革マインドの浸透に向けて、令和５（2023）年度に作成したＤＸの
基礎知識等に関する教材を活用しつつ、さらに具体的なＤＸの手法等を学ぶオンライン
動画サービスを活用し、ＤＸを主体的に推進する職員の育成に向けた取組を実施する
など、更なる行政のデジタル化に必要な人材育成の取組を推進します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・階層別研修や自発的な業務改善活動を促す取組等によって、成果指
標の目標を２年連続で達成するなど、デジタル化や業務改善に対する知
識を習得した職員の増加に寄与し、デジタル化に必要な人材育成に貢
献できたため。
・一方で、デジタル化や改革マインドの浸透には時間を要すると考えられる
ことから、更なる研修等の取組を進めていくことが必要なため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・階層別研修や自発的な業務改善活動を促す取組等によって、成果指標である「デジタル技術やデータ活用を意識して業務に取り組ん
でいると考える職員の割合」が令和４（2022）年度は63％、令和５（2023）年度は67％となり２年連続で目標値を上回るなど、
デジタル化や業務改善に対する知識を習得した職員の増加や、行政のデジタル化に向け職員の意識向上に寄与しました。一方で、デジ
タル化や改革マインドの浸透には時間を要すると考えられることから、更なる研修等の取組を進めていくことが必要です。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・データ利活用による産官学と連携した防災対策の取組
・職員の防災意識・知識向上のための庁内向けの防災研修及び訓練等の実施
・これまでの災害対応等を踏まえた人材育成等の推進
・各局区が連携した実践的な訓練の実施
【R04（2022）】
・データ利活用による産官学と連携した防災対策の取組（クロノロシステム活用に向けた取組等）
・総合防災情報システムを踏まえた災害対策本部体制の再編
【R05（2023）】
・データ利活用による産官学と連携した防災対策の取組（デジタル防災コミュニティシステム構築に向けた取組等）
・関係機関と連携した庁内向け防災研修の実施
【R06（2024）】
・データ利活用による産官学と連携した防災対策の取組（長周期地震動の予測に向けた取組等）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・職員一人ひとりの災害対応能力の向上により、災害時にも的確に対応できる体制の構築

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○

（４年間の）
取組の方向性

・災害時において、迅速かつ的確に対応するため、引き続き、実際の災害対応や各種訓練、他都市の危機事象からの教訓などを踏ま
え、職員一人ひとりの能力等を向上させることで、全体としての体制強化を図ります。
・また、これまで整理・明確化を進めてきた庁内における役割分担のもと、危機管理対策の取組を進めるとともに、関係部署間の情報共
有及び連携強化を図り、それぞれの取組をつなげることで、より機動的かつ一体的な災害対応を可能とする危機管理体制の強化を図り
ます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・データ利活用による産官学と連携した防災対策の取組
・職員の防災意識・知識向上のための庁内向けの防災研修及び訓練等の実施
・これまでの災害対応等を踏まえた人材育成等の推進
・各局区が連携した実践的な訓練の実施
【R04（2022）】
・総合防災情報システムを踏まえた災害対策本部体制の再編

10101010 防災対策管理運営事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 ２・危機管理体制の強化 危機管理本部

現　状
【課題認識】

・これまで複数回の区総合防災訓練の実施や危機管理監の設置など、危機管理体制の強化を進めてきたところですが、令和元年東日
本台風の検証結果等を踏まえ、職員の防災への意識の濃淡や災害対応経験の有無による対応力の差を解消するとともに、より機動的
な対応を可能とするため、更なる体制の強化を図っていく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績

目標

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・区の総合防災訓練において、健康福祉局、上下水道局、環境局等と訓練を行うとともに、局の行う訓練にも区の関係部署が参加しま
した。
・令和４（2022）年度は、図上訓練を４件、避難所運営要員の研修を１件（10回）避難所運営支援要員の研修を１件（５
回）、本部事務局員・調整員研修を１件、システム研修を１件、無線研修を１件の計９件を実施、令和５（2023）年度は、図上
訓練１件、避難所運営要員の研修１件（６回）避難所運営支援要員の研修１件（６回）、本部事務局員・調整員研修を１
件、安否確認訓練１件の計５件を実施しました。
【R04（2022）】
・産官学が連携したデータ利活用について、災害時におけるクロノロシステム（経時活動記録を作成するシステム）の活用に向けた取組
など共創の仕組みづくりに参画し、社会のレジリエンス向上につなげました。なお、当該取組についてはその後、民間ベンチャーを中心とした
取組に移行したことに伴い、一旦、終了しました。また、東大、東北大、富士通と連携して津波被害軽減に向けた研究を行い、研究で得
られた地域の地形等を踏まえた津波の浸水予測シミュレーション等を活用して、川崎区の津波避難訓練及び防災講座の中で、地域特
性に応じた適切な避難行動に向けた啓発を行いました。
・総合防災情報システムにより、本市の被害や避難所の状況、震度や河川水位等の情報の共有化・見える化が促進されたことから、こ
れらを分析し、課題解決に向けて各班に指示等を行う分析班を災害対策本部の再編として試行的に設置しました。
【R05（2023）】
・データの利活用による産官学と連携した取組として、災害時の適切な避難行動に資するＳＮＳの活用に向けた研究などデジタル防災
コミュニティシステム構築に向けた取組を進めたほか、地震動と建物の固有周期の関連性を計測する長周期地震動の予測に向けた研究
を市庁舎を利用して実施するなど、新たな技術やツールを活用した防災対策の探索を進めました。また、本部内で長周期地震動の勉強
会を開催し、最新の地震予測に関する研究などについて知見の深度化を図りました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

5以上 5以上
回

説明 年度末時点における職員向けの訓練等（危機管理本部主催）の開催数 実績 5 9 5

全庁的な図上訓練や研修・講座の実施

R07年度

目標 5以上 5以上
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、各種訓練や危機管理体制の強化等、市として必要な防災対策を行うとと
もに、訓練等から見えてきた課題を検討し、ステップアップを繰り返すこと等により、危機
管理体制の強化を図ります。
・また、訓練等については、状況に応じて考え行動する実践的な訓練や状況判断を向
上させる訓練を行うことで、職員一人ひとりの能力等の向上を図ります。
・災害対策本部事務局については、分析班の設置を踏まえて各班の任務分担を考慮
し整理していくなど、今後もより効果的な体制を検討していきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・訓練や研修等の取組により、職員の災害対応能力等の向上が図られ
たほか、共同研究により最先端の知見を得ることで、今後の防災力向上
に貢献したため。

－ 情報 ○ 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・全庁的な訓練や各局区の訓練等に各局区の職員が参加することにより様々な場面における災害対応について考える機会が得られたと
ともに、訓練等を積み重ねることにより職員の災害対応能力の向上が図られました。
・津波被害軽減研究により、最先端の知見による地域ハザード等に関する知識を危機管理本部の職員が習得し、津波避難訓練の企
画過程において、区職員とも共有することで、地域特性を踏まえた適切な避難行動に向けた訓練メニューの考案など、今後起こり得る災
害に備えた区職員の災害対応力の向上につなげました。
・長周期地震動に関する最先端の研究について危機管理本部職員に向けた勉強会を開催し、南海トラフ地震など遠方での大地震発
生時に想定される被害等について知見を深めることで、川崎市の地域特性を踏まえた災害対応力の向上につなげました。

【情報の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・令和４（2022）年度に分析班を試行的に設置し、令和５（2023）年度から本格設置することにより、俯瞰的な分析が行えるとと
もに、特命事項等に対応できるようになりました。一方で、特命事項等は任務が多岐にわたることから、各班との任務分担を考慮し整理
していく必要があります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
「区役所改革の基本方針」に基づく次の取組の推進
・「高い意識と専門性を持つ職員の育成」のための、政策分野ごとの専門性を高めることを目指した業務所管局による当該分野の業務
研修の実施
・新しい生活様式を踏まえた「顔の見える関係づくり」や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組に向けた、「地域をコーディネートする
職員の育成」に向けた研修の実施
・「自ら課題を発見しチームで解決できる職員の育成」に向けた、職場での改善運動を含む区役所サービス向上の取組
・課題認識や役割認識など「局区間調整に関する職員の意識改革」のための、「区役所各課と業務所管局との関係を明確化」及び「区
における総合行政の推進に関する連絡・調整機能の適切な運用」
【R04（2022）】
・「地域をコーディネートする職員の育成」に向けた研修の対象を区役所職員から全庁職員へ拡大
・「まちのひろば創出職員プロジェクト」と連携した「地域をコーディネートする職員の育成」に向けた研修の実施
【R05（2023）】
・「区役所改革の基本方針」の改定に向けた、これまでの取組内容に基づく成果及び課題のとりまとめ手法の検討
・「地域マネジメント支援研修」と連携した「地域をコーディネートする職員の育成」に向けた研修の実施
【R06（2024）】
・「区役所改革の基本方針」の改定に向けた、これまでの取組内容に基づく成果及び課題のとりまとめ
【R07（2025）】
・これまでの取組内容に基づく成果及び課題のとりまとめを踏まえた「区役所改革の基本方針」改定における「「めざすべき区役所像」の実
現に向けた区役所の機能強化」への取組の反映

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（コミュニティデザイン手法（技法）の習得度（事後アンケート））につ
いて、複数の研修を連携する等の工夫により令和７（2025）年度の目標を達成したことから、令和４
（2022）年度実績値を基準値として、令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正します。

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・研修等を通じて区役所職員が、高い意識と専門性を持ちながら、地域をコーディネートすることができる能力等の向上
・区における総合行政の推進に関する連絡・調整機能を適切な運用等により、区役所内部や局区間の連携のあり方など職員の意識醸
成を図り、市民の視点に立ち、積極的に市民サービスの向上や、地域の課題解決を図ることができる職員の増加

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・「高い意識と専門性を持つ職員の育成」、「地域をコーディネートする職員の育成」、「自ら課題を発見しチームで解決できる職員の育
成」、「局区間調整に関する職員の意識改革」に向けて、高齢者人口の増加や生産年齢人口の減少への転換、ポストコロナ時代を見
据え、市民の視点に立ち、積極的に市民サービスの向上や、地域の課題解決を図ることができる人材の育成を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・政策分野ごとの専門性を高めるため業務所管局による当該分野の業務研修など「高い意識と専門性を持つ職員の育成」
・新しい生活様式を踏まえた「顔の見える関係づくり」や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組に向けた「地域をコーディネートする職
員の育成」
・職場での改善運動を含む区役所サービス向上の取組を通じて「自ら課題を発見しチームで解決できる職員の育成」
・区役所各課と業務所管局との関係を明確化するとともに、区における総合行政の推進に関する連絡・調整機能の適切な運用を通し
て、課題認識や役割認識など「局区間調整に関する職員の意識改革」

50103010 区役所改革推進事業
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４ （２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 ３・区役所における行政のプロフェッショナルの育成 市民文化局

現　状
【課題認識】

・戸籍・住民基本台帳・国民健康保険・保健・医療・福祉・土木・公園等の各分野における制度や仕組み、市民ニーズなどが複雑化・
増大化する中で、専門知識や技術・技能の継承に向けた計画的な人材育成の必要性が高まるとともに、少子高齢化の進行、人口減
少社会への転換、新型コロナウイルス感染症を契機とした社会変容により、地域課題や社会的課題がますます複雑化・多様化すること
が見込まれることから、市民サービスの向上に向けた人材育成など継続的に取り組む必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 ー 87 92.5

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

コミュニティデザイン手法（技法）の習得度（事後アンケー
ト）

ヒト

目標 55 80
（60）

85
（65）

90
（70）

％

説明
研修後アンケートの質問（「コミュニティデザイン手法（技法）を習
得できたか。」）に対して「充分できた」「できた」と答えた人の割合
※括弧書きの目標値は変更前の数値

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・「地域をコーディネートする職員の育成」に向けた研修の対象を区役所職員から全庁職員へ拡大したことにより、区役所職員だけでなく
本庁職員も含めた職員の能力向上や意識醸成に取り組みました。(「基礎研修」を４回実施、72人受講。ステップアップ研修兼「まちの
ひろば創出職員プロジェクト」を３回実施、14人受講・参加）
・「まちのひろば創出職員プロジェクト」と「地域をコーディネートする職員の育成」に向けた研修を連携して行うことで、職員のより高度な地
域をコーディネートすることができる能力等の向上を行いました。
【R05（2023）】
・「区役所改革の基本方針」の改定に向けて、改定に向けた進め方及びスケジュールの検討及び調整を行いました。
・「地域をコーディネートする職員の育成」に向けた「地域コーディネーター研修」については、地域包括ケアシステムを研修内容に取り込
み、習得度の高い研修を実施しました。（研修２回実施、67人受講）
・「まちのひろば創出職員プロジェクト」においては、まちのひろばの創出を目的とした企画を３つのグループごとに行い、地域で活動されてい
る方の御協力をいただきながら企画を実施しました。（「まちのひろば創出職員プロジェクト」３回実施、15人受講・参加）

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

説明 実績
2

目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、区役所のコーディネート機能強化を図るため、全庁職員を対象に地域づくり
に向けた職員研修「地域コーディネーター研修」を実施します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標「コミュニティデザイン手法（技法）の習得度（事後アンケー
ト）」の目標値を達成しており、アンケート結果で、研修後にスキルを習得
したとの回答を得ていることから、「地域をコーディネートする職員の育成」
及び「自ら課題を発見しチームで解決できる職員の育成」に寄与したと考
えられるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ ○

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・コミュニティデザイン手法（技法）の習得度（事後アンケート）について、目標を上回る87％を達成しました。アンケート結果で、研修
後にスキルを習得したとの回答を得ていることから、「地域をコーディネートする職員の育成」及び「自ら課題を発見しチームで解決できる職
員の育成」に寄与したと考えられます。
（R05（2023））
・コミュニティデザイン手法（技法）の習得度（事後アンケート）について、目標を上回る92.5％を達成しました。アンケート結果で、「コ
ミュニティデザインの手法」「ファシリテーターのスキル」を習得できたとの回答が得られていることから、「地域をコーディネートする職員の育成」
及び「自ら課題を発見しチームで解決できる職員の育成」に寄与したと考えられます。

【その他の効果】
（R04（2022））
・「まちのひろば創出職員プロジェクト」と「地域をコーディネートする職員の育成」に向けた研修を関係課と連携して行うことで、参加者及び
事務局の負荷を軽減しながらも、プロジェクト及び研修の効率的かつ効果的な実施につながりました。
（R05（2023））
・地域包括ケアシステムに関する内容を取り込むことにより、研修内容を充実させるとともに習得度の高い研修とすることで、研修の効率
的かつ効果的な実施につながりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 ４・多様な主体の参加と協働によるまちづくりの推進に向けた人材育成 川崎区役所

事務事業コード 事務事業名
50103040 地域課題対応事業（川崎区）

現　状
【課題認識】

・地域包括ケアシステムの更なる推進や地域づくり、また、機能再編後の支所における「身近な活動の場」や「地域の居場所」としての活
用等において、職員のコーディネート能力が求められています。
・庁内（区役所、本庁）の人材育成や区役所サービスの向上に係る研修への参加や、地域包括ケアシステム・コミュニティ施策に関する
検討会議等の議論を通じて、地域特性に応じた市民ニーズを把握し、対応するさまざまな地域人材、地域資源等の情報の共有化やよ
り効果的な活用手法の習得に取り組みながら、実践として、ワークショップや団体等との意見交換などを介し、ネットワークづくりや地域づく
りを進めています。

（４年間の）
取組の方向性

・地域包括ケアシステムの更なる推進や地域づくり、機能再編後の支所における「身近な活動の場」や「地域の居場所」としての活用等に
求められる職員のコーディネート能力を研修等を通じてより伸長させるとともに、事業実施を通じて、実践的に地域の人材・場所的資源
等をつなげることなどにより、効果的・効率的に地域課題の解決に取り組むため、事業を通じて得た課題等を研修にフィードバックしていき
ます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域人材や資源をつなぐ職員のコーディネート能力を伸長する研修等の継続的な実施
・事業の企画・実施に当たり、研修等の成果を活かした多様な地域人材、団体、企業等との更なる協働及び市民の主体的な活動の促
進
・事業実施等を通じて把握、蓄積した地域人材、団体、企業、活動などの資源について、地区カルテの活用や情報共有の手法の検討
などによる、組織横断的な情報共有及び更なる人材育成に向けた研修等へのフィードバック

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・地域課題の解決に向けて取り組んでいる事業に関する研修の受講及び理解度の向上等により、地域のことをよく知り、区民の視点に
立って変化する地域課題に対応する人材の育成
・事業実施を通じて蓄積した地域の人材など資源の組織横断的な共有及び研修へのフィードバック

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地域人材や資源をつなぐ職員のコーディネート能力を伸長する研修等への参加
・事業実施等を通じて把握、蓄積した地域人材、団体、企業、活動などの資源について、組織横断的に情報・課題を共有し、効果的
な地域づくり等の手法を習得し、地域のことをよく知り、区民の視点に立って変化する地域課題に対応できる職員の育成に向けた研修へ
の参加及び研修会の実施
・専門職についても、関係部署と連携しながら各種知識・能力の向上が図られる取組の推進に向けた研修の実施
【R05（2023）】
・地域のことをよく知り、区民の視点に立って地域課題に取り組める人材の育成を目的として、複数の部署の職員が区で実施するイベント
の企画運営に参加する研修の実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、活動指標（コミュニティ施策、地域包括ケアシステムに関する研修への参加者数）
について、令和４（2022）年度実績値を基準値として、令和５（2023）年度以降の目標値を上方修正し
ます。

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
区役所・関係局実施のコミュニティ施策、地域包括ケアシステムに
関する研修への参加者数 目標 15 25

（18）
28

（21）
30

（25）

説明
地域課題の把握、地域での顔の見える関係づくりや地域包括ケアシステム構築
に向けた取組に関する研修への参加者数
※括弧書きの目標値は変更前の数値

実績 12 47 27

目標

説明 実績

単位

目標
1

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・地域のことをよく知り、地域をコーディネートする能力や協働のマインドを持つ職員の育成を図ることを目的として開催された「地域コーディ
ネーター研修」に区役所職員が参加しました。（R04︓11名、R05︓２名参加）
【R04（2022）】
・地域づくりにおいて重要な役割を担う区役所職員が、改めて地域包括ケアシステムの考え方や市・区の取組を確認し、日常の業務に活
かすことを目的に川崎区役所地域包括ケアシステム研修会を開催しました。（36名参加）
・機能再編後、大師支所・田島支所は、こども文化センター、老人いこいの家と複合化し新しい拠点として整備を進めていくにあたり、新し
い拠点を身近な活動の場、地域の居場所として利用が見込まれる川崎区内にお住まいの方や、区内で地域活動などをしている方の意
見をワークショップ形式で話し合っていただく意見交換会を開催しました。（全３回延べ82名参加）
【R05（2023）】
・地域のことをよく知り、区民の視点に立って地域課題に取り組める人材の育成を目的として、複数の部署の職員が、令和６（2024）
年度に川崎区で実施予定の市制100周年記念事業「（仮称）花と野菜の写真展」に向けて、令和５（2023）年度に区内で実施
した各種イベントにおいて特設ブースを設け、市制100周年及び緑化フェアのＰＲを行うための研修を開催しました。（５名参加）
・地域づくりにおいて重要な役割を担う区役所職員が、川崎区役所機能再編についての取組、地域包括ケアシステムの考え方や市・区
の取組、川崎区の地域資源である東海道川崎宿について理解を深めるための新人研修を開催しました。（20名参加）

2

説明 実績

目標

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1 ％

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

区役所での取組事例等の研修実施における受講職員の
理解度 目標 80 90 100 100

説明
区役所において取り組んでいる地域課題解決に向けた事業等の研
修アンケート等において、研修内容を「より理解できた」「理解できた」
と答えた職員の割合

実績 ー 94 93

ヒト

目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

2

1

2

目標

説明 実績

2

1

活
動
指
標

名

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・事業実施等を通じて把握、蓄積した地域人材、活動などの資源につい
て、研修の場を活用し区役所職員にフィードバックすることにより、地域のこ
とをよく知り、区民の視点に立って変化する地域課題に対応できる職員の
育成に寄与したため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・受講者の満足度も高く、職員の意識改革に寄与していることから、引続き、協働による
まちづくりの推進に向けた人材育成の取組を進めます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・大師支所・田島支所の新しい拠点をデザインするための意見交換会に延べ82名が参加し、参加者を５つのグループに分け全３回
（「新しい拠点の使い方を考えよう︕」、「新しい拠点の機能のつながりを考えよう︕」、「新しい拠点の「かたち」を考えよう︕」）のワーク
ショップを開催し、テーマに沿って話し合い、多くの意見をいただき、施設のイメージを平面図にまとめました。意見交換会の開催により、地
域のことをよく知り、区民の視点に立って議論することができ地域の意見・課題を把握できる職員の育成につながりました。
・地域ケア推進課職員が講師となり、区役所職員36名の参加者に対し、「自分の課の業務はどのように地域包括ケアシステムの推進に
貢献できるか」、「自分が住んでいる地域でどのような活動ができるか」をテーマに研修を開催しました。研修後、「「すべての人がその人らし
く生活できる」ことを目標に掲げ、そのために地域マネジメントを行っていることに感銘を受けた」という意見等があり、職員も主体となって参
加と協働によるまちづくりの推進に向けた取組を理解することにつながりました。
（R05（2023））
・令和６（2024）年度開催予定の「（仮称）花と野菜の写真展」をＰＲすることを目的としたイベント実施体験研修に若手職員５
名が参加し、「東海道シンポジウム2023川崎宿」等のイベント開催時、特設ブースを設け、イベント参加者や地域の方々と関わることで、
地域のことを理解し、区民の視点に立ってイベントや事業を実施することを理解し、多様な主体の参加と協働によるまちづくりの推進に向
けた人材育成につながりました。
・令和５（2023）年度に川崎区役所に配属された新規採用職員に対して、地域づくりにおいて重要な役割を担う区役所先輩職員が
講師となり、川崎区役所機能再編についての取組、地域包括ケアシステムの考え方や市・区の取組、川崎区の地域資源である東海道
川崎宿について研修を実施し、研修受講者の理解度について、アンケートに「高齢者と外国籍の方が多い川崎区においては、繋がるた
め・見守るためのの場づくりの必要性が他地域より大きいと感じました」のような記載があることから、地域のことを知ってもらい、地域の方々
との協働事業についての理解を深めることにつながりました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

関連する
事務事業

確保を想定
する経営資源

状況変化等に
よる取組の変更

など

（４年間の）
到達目標

・各種研修の実施を通じ、地域課題や、社会環境の変化を的確に捉え、変化するニーズに対応した職員を育成することによる川崎区役
所利用者サービス満足度99％以上の達成・維持

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市民とともに暮らしやすい地域社会を築く協働のパートナーとして、市民との信頼関係を深めていくことのできる区役所職員の育成を目
指した職員のスキルアップ研修等の実施
・高齢者、障害者などの来庁者に対し、より質の高い対応力の習得を目指した「認知症サポーター養成講座」や接遇研修の実施
・外国につながる方への適切な対応に向けた、やさしい日本語のより一層の活用や、総合案内多言語化事業と連携した研修の実施
【R05（2023）】
・職員の情報発信力の向上を目的とした研修の実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

現　状
【課題認識】

・区内には外国人市民や障害者、単身高齢者や、介護、支援が必要な高齢者等が多数生活されています。また、新型コロナウイルスの
感染拡大により外国人市民は減少していますが、長期的には増加が見込まれること、今後の少子高齢化の進展などにより、高齢者の増
加も見込まれます。区役所職員は、こうした社会の変化を的確にとらえ、地域の実情を把握し、求められるサービスを提供するための接遇
力の向上や意識改革等が不可欠となっています。

（４年間の）
取組の方向性

・地域包括ケアシステムを推進し区役所サービスの更なる向上を図るため、地域の課題を積極的に把握する意識の醸成や、課題解決に
向けた関係機関との情報共有、地域の多様な主体との協働・連携を図ることのできる、また、多様化する区民のニーズに応えることのでき
る人材を育成する取組を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市民とともに暮らしやすい地域社会を築く協働のパートナーとして、市民との信頼関係を深めていくことのできる区役所職員の育成を目
指した職員のスキルアップ研修等の実施
・高齢者、障害者などの来庁者に対し、より質の高い対応力の習得を目指した「認知症サポーター養成講座」や接遇研修の実施
・外国につながる方への適切な対応に向けた、やさしい日本語のより一層の活用や、総合案内多言語化事業と連携した研修の実施

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 － 時間 － その他 －

50103040 地域課題対応事業（川崎区）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 ５・更なる区役所サービス向上に向けた人材育成の推進 川崎区役所

事務事業コード 事務事業名
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1

2

活
動
指
標

回

2

1

1

説明 実績

目標

説明 実績

目標

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

川崎区役所利用者のサービス満足度 目標 ー 99以上 ー 99以上

説明
川崎区役所利用者への聞き取り調査（隔年１回実施、支所各
50人程度を含めて１回に400人程度）の質問（「本日は気持ち
よく利用できましたか。」）に対して「はい」と答えた人の割合

実績 99.5 ー 98.8

モノ

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 ％

2

実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・「区役所サービス向上研修」:外部評価等の実施を踏まえた質の高いサービス提供に向けたスキルアップを目的として、外部講師を招い
て実施（令和４（2022）年度１回／参加者17名、令和５（2023）年度１回／参加者18名）
・「認知症サポーター養成講座」:認知症または認知症が疑われる高齢者の方等への理解を深めることや対応方法等を習得することを目
的として実施（令和４（2022）年度１回／参加者21名、令和５（2023）年度１回／参加者20名）
※外国につながる方への適切な対応に向けた、やさしい日本語のより一層の活用、総合案内多言語化事業と連携した研修については、
日頃から「川崎市〈やさしい日本語〉ガイドライン」を活用しているほか、ＴＶ通訳システム及びＡＩ通訳システム等、区役所全課で利用
できるツールがあることから、研修という集合形式ではなく、各職場の実際の業務においてＯＪＴ形式により外国人に対する接遇スキルの
向上やツールの使い方の習熟を図ることで、外国人住民への円滑な窓口サービスを提供できる人材育成を行いました（令和４
（2022）年度利用実績︓ＴＶ通訳システム188件、ＡＩ通訳システム89件、令和５（2023）年度利用実績︓ＴＶ通訳システ
ム195件、ＡＩ通訳システム382件）
【R04（2022）】
・「接遇研修」:窓口業務に従事している比較的、経験の浅い職員を対象に、外部講師を招いて、接遇の基礎的なスキル等を養うことを
目的として実施（１回／参加者16名）
・「事務ミス防止研修」︓管理職を対象に、不祥事の防止や事務ミス発生の抑制、また、管理職としてのマネジメントに対する意識の更
なる醸成やマネジメント手法を養うことを目的として実施（１回／参加者43名）
【R05（2023）】
・「チラシ作成研修」︓区民への情報発信力の向上を目的として実施（１回／参加者11名）
・「コミュニケーション最適化研修」︓チームワークの向上や業務の効率化、コミュニケーション不足によるトラブルの未然防止を目的として、
外部講師を招いて実施（１回／参加者12名）

説明 実績

目標
2

R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

目標

説明 実績

「区役所サービス向上研修」の実施 目標 4 4 4 4

説明 区役所サービス向上委員会が「主催」等として実施した研修の回数 実績 3 4 4

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・各種研修を通じ、区役所サービスの向上に向けた職員の育成に取り組んでいますが、
成果指標である「川崎区役所利用者のサービス満足度」が目標をわずかに下回りまし
た。こうしたことから、次年度以降は多様化している区民が求める対応・サービスができる
職員の育成に向け、外国につながる方への適切な対応に向けた研修や、接遇研修を実
施するなど、更なる利用者満足度の向上に取り組んでいきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「区役所サービス向上研修」受講者アンケート等を通じ、「対応時に区民が職員の積極的な声掛けや明るい挨拶を求めていることがわ
かった」や「覆面での窓口調査・電話調査結果に基づいているので、実際の区民対応時の参考になった」などの声が得られていることから、
より区民が求める対応・サービスができる職員の育成に寄与しました。
・「認知症サポーター養成講座」を通じて、①認知症サポーターが増えることに貢献するとともに、②研修受講者アンケート等を通じ、「徘
徊が疑われる高齢者の方への対応方法を知ることができた」や「認知症の方を職員や地域で支えることの重要性を再確認できた」といった
声が得られていることから、職員の認知症高齢者等に対する対応スキルの習得・向上や意識の醸成につながりました。
（R04（2022））
・「区役所職員接遇研修」受講者アンケート等を通じ、「接遇の基礎や姿勢を学ぶことができた」や「これまでの自分の接遇において、改善
すべき点が明確になった」といった声が得られていることから、職員の基礎的な接遇スキルの習得・向上に寄与しました。
・「服務規律の確保と事務ミス防止研修」受講者アンケート等を通じ、「小さなミスが大きなミスにつながり、市民からの信頼を大きく損なう
ことになると痛感した」や「改めて管理職の重責を感じた」などの声が得られ、事務ミスが及ぼす影響等を再確認するとともに、適切なマネジ
メントの重要性を再確認し、円滑な職場運営につなげました。
（R05（2023））
・「チラシ作成研修」受講者から「区民に伝えることの大切さがわかった」や「効果的な情報発信の方法を学ぶことができた」等の声が得られ
ていることから、多様な区民にわかりやすく情報を伝える意識の醸成やスキルの習得・向上に寄与しました。
・「コミュニケーション最適化研修」受講者アンケート等を通じ、「職場のコミュニケーションを効率的に行い、ミスを防止していきたい」や「区民
への説明の組み立て方に悩んでいたので参考になった」等の声が得られていることから、コミュニケーションの不足によるトラブルの未然防止
に寄与しました。
・成果指標である「川崎区役所利用者のサービス満足度」が目標をわずかに下回りました。当該指標は利用者への聞き取り調査におい
て「本日は気持ちよく利用できましたか」の問いであることから、満足度を向上させるためには多様化している区民が求める対応・サービスが
できる職員の育成に向けた更なる取組が必要です。

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・成果指標である「川崎区役所利用者のサービス満足度」が目標をわず
かに下回り、多様化している区民が求める対応・サービスができる職員の
育成に向けた更なる取組が必要であるため。
・各研修の機会を通じ、接遇の基礎的スキルの習得・向上、認知症高齢
者等に対する対応スキルの習得・向上、服務規律の確保や事務ミス防
止に対する意識の醸成やマネジメントの重要性の再確認、多様な区民に
わかりやすく情報を伝える意識の醸成やスキルの習得・向上、コミュニケー
ションの不足によるトラブルの未然防止等につながっているため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 ６・災害対応力の向上に向けた職員の人材育成 川崎区役所

事務事業コード 事務事業名
50103040 地域課題対応事業（川崎区）

現　状
【課題認識】

・「令和元年東日本台風」を受け、風水害時の避難所開設・運営方法が整理され区職員だけではなく、地域住民の協力のもと行う事と
なり、区役所職員と地域との顔の見える関係が更に重要となりました。
・川崎区においては、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の指定がないことから、台風や大雨に伴い避難所を開設する回数が
少なく、災害対応業務に従事する機会が他区よりも少ないため、訓練等を通じて、より効果的に区役所職員の災害対応業務に関する
知識や意識を高めるとともに、災害対応力の向上を図る必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・区本部訓練や被災者支援班向けの研修を実施し、職員の災害対応能力の向上を目指します。
・川崎区内に33箇所ある各避難所の避難所運営会議や開設訓練などへの区役所職員の参加を通じ、地域との連携に向けた顔の見
える関係を構築し、地域防災力の向上とともに、区役所職員の災害対応力強化を図ります。
・避難所開設訓練へ区役所職員が参加し、新型コロナウイルス等の対策を踏まえた受付方法のシミュレーション等を行い、避難所開設
時のスキルの向上を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・各避難所の区本部被災者支援班向けの研修による区職員の防災知識の向上及び避難所開設時のスキルアップ
・開催回数の増加に向けた避難所ごとの会議開催・訓練実施状況の進捗管理
・避難所運営会議・訓練の実施による職員及び地域の共通認識・相互の防災意識の向上

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・職員が災害時に迅速かつ的確な区本部運営及び避難所開設・運営を行うことができる能力の向上

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区本部職員向け研修の充実を図り、災害時に的確な行動をとれるよう支援
・防災への意識付けと災害対応能力の向上を図るため、被災者支援班の研修を実施
・地域と職員の交流を促すため、避難所運営会議・開設訓練を実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

職員が参加した避難所運営会議の箇所数 目標 25 28 30 33

説明 職員が参加した会議の箇所数 実績 23 32 33

目標

説明 実績

単位

職員向け研修・訓練の実施回数 目標 3 4 4 5
1 回

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・災害時に的確な行動をとれるように区本部職員に向けた図上訓練を年１回実施しました。
・被災者支援班及び保健衛生福祉班の災害対応力の向上を図るため、研修を令和４（2022）年度は２回、令和５（2023）年
度は３回実施し、実地研修とすることで、より実効性のある内容に変更しました。
・職員向け研修・訓練の実施回数は、上記の研修の合計回数となり、令和４（2022）年度は３回、令和５（2023）年度は４回
実施しました。
・区と避難所運営会議のメンバーとの顔の見える関係の構築に向け、令和４（2022）年度は32箇所、令和５（2023）年度は33
箇所で開催された運営会議や実施した訓練に、区の危機管理担当や支所の防災担当だけでなく、区の被災者支援班も運営会議や
開設・運営訓練に参加しました。

2

説明 区・本庁職員向け研修の実施回数の合計 実績 3 3 4

目標

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

目標

説明 実績

目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

2

1

2

目標

説明 実績

2

1

活
動
指
標

箇所

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・区本部職員向けに図上訓練での開設訓練を通じ、問題点等の共通
認識が図られ、発災時における災害対応力の向上に寄与したため。
・被災者支援班を中心に、区内避難所33箇所で実施された避難所運
営会議・訓練に参加し、自主防災組織や学校施設管理者等で構成さ
れる避難所運営会議など、地域等との顔の見える関係を構築できたた
め。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、区本部職員向け研修の充実等を図っていきます。
・防災への意識付けと災害対応能力の向上を図るため、被災者支援班向けの研修を
実施し、避難所開設・運営時の主体的な対応につなげていきます。
・避難所運営会議が実施する運営会議や開設・運営訓練に参加し、地域と職員の交
流を促していきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・区本部職員向けに図上訓練での開設訓練を実施し、その中で生じた課題等について参加者で協議を行い、問題点等の共通認識が
図られたことにより、発災後の迅速かつ円滑な区本部や避難所の開設・運営に向けた区職員の災害対応力の向上に寄与しました。
・令和４（2022）年度には区内32箇所、令和５（2023）年度には区内全33箇所の避難所運営会議・訓練に被災者支援班が
参加したことによって、自主防災組織及び学校施設管理者との顔の見える関係が一層構築できました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・幸区役所人材育成推進委員会主催の研修を実施
・窓口サービスの向上に向けた、接遇研修や説明力向上の研修を実施
・事務処理能力の向上に向けた、会計事務研修や表計算ソフトの操作研修を実施
・市民との協働・連携意識向上やコーディネート能力向上のための研修を実施
・上記のほか、組織マネジメントや窓口サービスの向上、職員の意識改革や組織間の連携を促すため、様々な研修を実施。また、新たな
受講手法（ｅラーニングやオンライン会議用端末等）の積極的な活用

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・新たな受講方法を活用した各種研修の実施を通じ、地域課題や社会環境の変化を的確に捉え、変化するニーズに対応した職員を育
成することによる区役所利用者サービス満足度99％以上の達成・維持や、多様な主体との協働・連携

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・市の人材育成基本方針をもとに策定した「幸区役所人材育成計画」により、引き続き各種研修を実施するとともに、多様な主体との協
働・連携を進めるためのコーディネート力の向上や、更なる区役所サービス向上に向けた人材育成の推進を行います。また、新たな研修
受講の手法として、ｅラーニングやオンライン会議用端末等を活用し、受講の効率化及び受講率のアップを図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・幸区役所人材育成推進委員会主催の研修を実施
・窓口サービスの向上に向けた、接遇研修や説明力向上の研修を実施
・事務処理能力の向上に向けた、会計事務研修や表計算ソフトの操作研修を実施
・市民との協働・連携意識向上やコーディネート能力向上のための研修を実施
・上記のほか、組織マネジメントや窓口サービスの向上、職員の意識改革や組織間の連携を促すため、様々な研修を実施。また、新たな
受講手法（ｅラーニングやオンライン会議用端末等）の積極的な活用

50103050 地域課題対応事業（幸区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 ７・更なる区役所サービス向上に向けた人材育成の推進 幸区役所

現　状
【課題認識】

・幸区役所では、人材育成推進管理者及び人材育成推進主任を中心にさまざまな研修を行い、職員の質の向上に努めています。ま
た、人材育成管理者と区部長級職員を中心に構成する「幸区役所人材育成推進委員会」を組織し、人材育成計画の進捗管理、人
材育成に関する情報共有、状況に応じた新たな取組等の検討・実施を行っています。
・社会状況の変化などにより、区役所が果たすべき役割が変化し、従来からのサービス提供に加え、地域の課題解決や自助・共助・互助
の促進に向けた地域づくりなども求められてきていることから、これまでの人材育成の取組に加え、職員一人ひとりの更なる意識改革と高
度な業務遂行能力の獲得を目指し、様々な状況に対応できる職員の育成に取り組んでいくことが必要となっています。

-626-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
説明 実績

目標

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績 99.3 － 99.6

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

幸区役所利用者のサービス満足度

モノ

目標 － 99以上 － 99以上

％

説明
幸区役所利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問
（「本日は気持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちら
でもない」と否定的ではない回答をした人の割合

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・「幸区役所人材育成基本計画」に基づき、下記のとおり、各人材育成のテーマに沿った研修を実施しました。
【１　新規採用・異動者等の区役所職員としての基礎的知識・スキルの習得等（個別の所管業務知識の習得・向上含む。）】
＜内訳＞①新規採用・異動職員向け研修（R04:54人、R05:60人参加）、②選挙事務研修（R04:27人、R05:22人参
加）、③災害対策全体研修（R04:40人参加）
【２　窓口・電話等対応時におけるサービス・接遇・説明力・コミュニケーション力等の習得・向上】
＜内訳＞①接遇研修（R04:12人、R05:6人参加）、②暴力対応及び護身術研修（不当要求対応研修）（R04:17人、
R05:27人参加）、③区役所サービス向上研修（R04:19人、R05:26人参加）、④説明力向上研修（R04:23人参加）
【３　事務処理能力（文書・財務・システム操作・法務等）の習得・向上】
＜内訳＞①PCスキルアップ講座（R04:9人、R05:6人参加）、②会計事務研修（R04:13人、R05:19人参加）
【４　質の高いサービス提供やキャリア形成等に対する意識の醸成・向上】
＜内訳＞①区長と語る会（R04:40人、R05:23人参加）、②区の事業体験研修（R04:19人、R05:20人参加）、③合理的
配慮の提供に向けたサポートブック活用研修（R05:30人参加）
【５　業務改善に対する意識・発想の醸成や手法の習得等】
＜内訳＞①業務改善研修（R04:15人参加）、②新本庁舎見学研修（R05:14人参加）
【６　区役所内の組織・職員間連携やマネジメント等に対する意識の醸成や能力向上等】
＜内訳＞①組織マネジメント研修（R04:21人、R05:29人参加）、②女性職員推進研修（R04:12人参加）、③局内職場内
体験研修（R04:16人参加）、④不祥事防止研修（R05:30人参加）
【７　その他のスキル向上等】
＜内訳＞①市の重要施策学習会（R04:19人、R05:13人参加）、②行政事務基礎知識研修（R05:24人参加）

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

16

2
目標

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

16 17
回

説明 研修実施回数 実績 15 16 16

人材育成研修実施回数 目標 16
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・幸区人材育成計画に基づき、継続して実施すべき研修等について、着実に実施して
いきます。
・上記を踏まえつつ、実施する研修等の種類や回数の多さが負担となっている部分もあ
ることから、既存の研修の効果を検証した上で、可能な限りスクラップしつつ、今の時代に
求められる人材を育成できるような新たな研修等を企画し、効率的・効果的に実施して
いきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・各種研修を通じ、①市民目線での窓口サービスの提供に資する知識・
スキルの習得・向上や意識の更なる醸成だけでなく、②接遇・コミュニケー
ション能力の向上、③事務ミス防止に向けた意識の醸成、④改善・改革
意識の更なる醸成、⑤管理・監督者のマネジメント力の向上、⑥女性職
員を含めたキャリア形成に対する意識の醸成、⑦市の計画等に基づく大
局的な判断・行動ができる職員の育成等につながっており、総じて区役所
サービスの向上に向けた総合的な人材育成に寄与した一方で、社会の
変化に伴う区民の行動変容への対応や、市制100周年の先を見据えた
時代に求められる人材を育成できるような研修等を企画していく必要があ
るため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
【１　新規採用・異動者等の区役所職員としての基礎的知識・スキルの習得等（個別の所管業務知識の習得・向上含む。）】
・①異動職員及び新規採用職員研修では「区民サービスや区の事業計画について詳しく知ることができた」②選挙事務研修では「公正な選挙の
確保の重要性と開票事務の流れが理解できた」と答え、総じて、新規採用職員や異動者等における区役所職員としての幅広い知識・スキルの習
得・向上等に寄与しました。
【２　窓口・電話等対応時におけるサービス・接遇・説明力・コミュニケーション力等の習得・向上】
・①接遇研修では「市民対応する際には、区役所の代表としての意識が必要だと理解した」②不当要求対応研修では「不当な要求をする相手
には毅然とした態度で臨むことが大事」等の意見があり、総じて、窓口・電話対応時における市民目線での対応、接遇、コミュニケーション等に係る
スキルや意識の向上につながるとともに、迷惑行為者に対しても毅然として対応することで、他の区役所来庁者の安全確保等につながることの再
確認や具体的な対応方法の習得につながりました。また、特に、②不当要求対応研修や③サービス向上研修は外部講師を招くことで、より専門
的な知識の習得が図られ、座学のみでなく演習やロールプレイング形式の内容も盛り込むことで、より職員一人ひとりの理解も深まりました。
【３　事務処理能力（文書・財務・システム操作・法務等）の習得・向上】
・①ＰＣスキルアップ講座では「本研修を通して、ショートカットキーやエクセルの知識を受講者に知ってもらうだけではなく、受講者自身の業務姿勢
の見直しや、受講者にとって働きやすくする工夫を考えるきっかけにつながった」②会計事務研修では「定例的な会計事務はルーティンワークになり
やすく、ミスをしやすいと思う。今回の研修で会計事務の注意点を再確認でき、ミス防止に役立つと思った」等の意見があり、業務を進める上での基
礎的な事務処理スキルの習得や事務ミスやヒヤリハット防止に向けた意識の醸成・向上等に寄与しました。
【４　質の高いサービス提供やキャリア形成等に対する意識の醸成・向上】
・①区長と語る会では、受講者から「どんな配属先でも、やりがいや楽しみを見つけることが重要」や「役所生活で大切なことや心構えを知ることがで
きた」といった意見があり、また、②区民祭を通じた「区の事業体験研修」では「住民の方と協働で取り組むことの重要性を感じた」といった意見があ
り、総じて、参加者本人のキャリア形成に関する意識の醸成・向上だけでなく、自ら率先して職場の改善に取り組む機運の醸成にもつながりまし
た。
【５　業務改善に対する意識・発想の醸成や手法の習得等】
・①業務改善研修では「資料は分かりやすく図示することが大切」「ダブルチェックは視点を変えて行うことが重要」「市民目線で業務で励む必要
性」等についての感想が多く挙がり、②「新本庁舎見学研修」では「既存の概念にとらわれず、柔軟に働き方を考え、効率的に業務を進める必要
性を感じた」等、業務改善や改革、コストに対する意識の醸成・向上等につながりました。
【６　区役所内の組織・職員間連携やマネジメント等に対する意識の醸成や能力向上等】
・④不祥事防止研修では、管理監督的な立場にある職員を対象に講義を行い、普段から事務ミスの芽が生じないように気を配るとともに、所属の
課題を整理して見える化して対応することの重要性を徹底しました。

一方で、刻々と変化する区民ニーズに的確に対応し地域課題の解決に資するための有為な人材の育成に向けて、引き続き研修等の企画・運営
を一層工夫しながら進めていく必要があります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
到達目標 ・継続した区本部訓練の実施や、避難所運営会議や訓練に職員が参加することによる職員の災害対応力の向上

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新規採用及び異動者職員に向けた、区の災害対策に関わる研修の実施
・被災者支援班向けの避難所開設及び各種災害システム操作研修の実施
・地震及び風水害を想定した、区本部開設・運営訓練の実施
・避難所運営会議や訓練に職員が参加することによる職員の災害対応力の向上
【R05（2023）】
・災害発生時の行動がイメージできるようになるために実施するイマジネーション研修や、避難所運営要員を含めたより実践的な訓練の
実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

現　状
【課題認識】

・職員の災害対応能力の向上に向け、区本部訓練を実施しています。
・各指定避難所における「避難所運営会議」への区本部被災者支援班員の参加を継続して行う必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・区本部訓練や被災者支援班向けの研修を実施し、職員の災害対応能力の向上を目指します。
・区本部の被災者支援班が、自主防災組織等で構成される「避難所運営会議」に参加することで、地域や施設管理者（学校）との
「顔の見える関係作り」を構築します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・各種災害を想定した区本部訓練の実施及び被災者支援班を中心とした職員研修等の実施
・被災者支援班や地域支援要員への会議・訓練参加を促進することで、地域と行政職員との「顔の見える関係作り」の構築
・被災者支援班向けに「避難所開設訓練研修」を実施するとともに、自主的な「避難所運営会議」や「避難所開設・運営訓練」等の実
施に向け、地域や施設管理者との連携の構築
・避難所開設・運営訓練の実施による、自主防災組織や避難所運営会議の意見等を踏まえた職員の防災意識の向上

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

50103050 地域課題対応事業（幸区）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 ８・災害対応力の向上に向けた職員の人材育成 幸区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

説明 実績

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標
1

目標

説明 実績

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1

実績

単位

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・避難所運営委員が主体的に開催する避難所運営会議について、２年連続で全23避難所のうち、22箇所で幸区役所の被災者支
援班の職員が参加しました。なお、残りの１箇所である河原町グラウンド・体育館については、被災者支援班を設けていないことから、被
災者支援班の職員の参加には至っていませんが、継続して幸区危機管理担当等が出席し、地域との顔の見える関係づくりや連携強化
に向けた取組みを実施しました。
　これは、①他の避難所と異なり、避難所運営会議の構成員である施設管理者が学校長ではなく、幸区役所（地域振興課）自体で
あり、開設・運営時の調整等が比較的容易であること等もあり、他部署の職員を被災者支援班員とする必要性が他の避難所と比較し
て高くないこと、②他の避難所と比較して、規模が小規模であり、上記①もあって、現時点では、幸区役所危機管理担当や地域振興課
を中心に、本庁部門で指定される避難所運営要員とともに、対応することとしていることから、被災者支援班を指定していないことによるも
のです。
　なお、今後の①当該避難所を取り巻く状況変化、②本庁部門で指定される避難所運営要員の人数の変動、③業務継続計画（Ｂ
ＣＰ）の見直し等の可能性もあり、これに伴って、当該避難所への被災者支援班の指定も想定されることから、引き続き、目標値につい
ては、全避難所23個所として取り扱っていきます。
　被災者支援班の参加者について、各避難所ごとに日程調整を行いましたが業務多忙等やむを得ない理由により不参加があり、目標を
下回りました。次年度以降は被災者支援班班長・副班長と連携し、職員の参加率が向上するように取組を行っていく必要があります。
・新規採用及び異動者職員に向けた、区の災害対策に関わる研修を令和４（2022）年度・令和５（2023）年度ともに１回ずつ
実施しました。
・被災者支援班向けに、避難所開設・運営及び各種災害システム操作研修を令和４（2022）年度・令和５（2023）年度ともに
各４回し、各班等が課題を抽出の上、令和６（2024）年３月には約５年ぶりに幸区災害対策マニュアルを更新しました。
・地震を想定した、職員動員参集訓練及び区本部開設訓練を令和４（2022）年度に１回に実施しました。令和５（2023）年度
は、令和６（2024）年１月に区本部訓練を実施する予定でしたが、能登半島地震による対応のため中止としました。

説明 避難所運営会議への被災者支援班の参加人数 実績 22 52 51

目標
2

活
動
指
標

箇所

2

1

1

R05年度 R06年度 R07年度 単位

避難所運営会議に参加した職員数 目標 50 55 55 55

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

人

目標

説明 実績

職員が参加した避難所運営会議の箇所数（全23箇所） 目標 23 23 23 23

説明 避難所運営会議への被災者支援班の参加回数 実績 13 22 22

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・継続的な職員向け研修や各種訓練の実施に向け、引き続き取り組んでいきます。ま
た、各班（総務班、情報広報班、地域支援班、保健衛生・福祉班等）と連携した区
本部訓練を引き続き実施し、より強固な区本部体制の構築に向けた研修や訓練等の
取組を継続して実施していきます。
・各避難所においては、地域住民と施設管理者等との顔の見える関係の構築を目指
し、更なる連携強化に向けた会議・訓練等の取組を推進していきます。
・各種会議・訓練等でいただいた意見等を反映し、災害対応力の高い職員の人材育
成に継続して取り組んでいきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・職員（被災者支援班）向けに、避難所開設・運営各種研修、区本部（班長・副班長）に総合防災システム操作研修を継続して
実施することにより、災害時の活動について知識の醸成に努め、災害対応力の向上を図ることができました。また、各種研修等を通じて、
課題の抽出や幸区災害対策マニュアルの更新を行うことでより強固な区本部体制の構築や職員一人ひとりの災害対応力の向上を図る
ことができました。
・22箇所の避難所運営会議に被災者支援班が参加するとともに、避難所運営要員も参加するよう令和４（2022）年度にマニュアル
を更新し、区の避難所に関する取り組みや避難所におけるルール等を共有しました。また、避難所運営会議の訓練に被災者支援班員
や避難所運営要員が参加したことで、避難所開設までの行動や備蓄物資の確認、施設管理者（学校）との間で「顔の見える関係づく
り」の構築につながるなど、個々の職員の災害対応力の向上を図ることができました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・各種研修や訓練を実施することで、主に被災者支援班の災害対応力
向上を図るとともに、研修等を通じて課題の抽出やマニュアルの更新を行
うことで、より強固な区本部体制の構築や職員一人ひとりの災害対応力
向上につながったため。
・避難所運営会議に被災者支援班が参加し、区の避難所に関する取り
組みや避難所におけるルール等を共有するとともに、避難所運営会議の
訓練に被災者支援班員や避難所運営要員が参加したことで、施設管
理者との間で「顔の見える関係づくり」の構築につながるなど、個々の職員
の災害対応力の向上に寄与したため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －

取組の
総体的効果
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 ９・更なる区役所サービス向上に向けた人材育成の推進 中原区役所

現　状
【課題認識】

・中原区役所では、人材育成・意識改革の取組をより一層推進し、これまで以上に市民目線に立った柔軟な発想や、チャレンジ精神、
徹底したコスト意識、スピード感を持って課題解決に取り組むことを目的として、「中原区役所人材育成計画」を策定し、人材育成を推
進してきました。
・今後も、多様化・増大化する市民ニーズや高齢化への対応として、デジタル化では対応できないコミュニケーション能力などの業務遂行
能力が求められていくことから、様々な状況に対応できる人材育成等を行っていく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・関係部署との連携や、外部講師等を活用した様々な研修の企画・実施、各職場におけるＯＪＴの推進により、区役所職員全体のス
キルアップを図ります。
・コミュニティ施策をはじめとした多様な主体との協働事業において職員が取組を経験することや、必要なスキルを人材育成研修として実
施することで、職員の人材育成を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・各職場においてＯＪＴを推進するとともに、改善・改革意識や意欲、専門知識・能力を高める研修等を実施することで、職員の意欲と
能力を最大限に引き出し区役所サービスの向上を図るとともに、区役所職員の人材育成に取り組み、多様な人材が活躍できる職場づく
りの推進
・コミュニティ、防災、防犯、まちづくり、町内会・自治会支援、スポーツなど区における多様な主体と協働の事業を通じたＯＪＴの実施

50103060 地域課題対応事業（中原区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・関係部署との連携や多様な主体との協働による各種研修やＯＪＴの実施を通じ、地域課題や社会環境の変化を的確に捉え、変化
するニーズに対応した職員を育成することによる中原区役所利用者サービス満足度99％以上の達成・維持

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・各職場においてＯＪＴを推進するとともに、改善・改革意識や意欲、専門知識・能力を高める研修等を実施することで、職員の意欲と
能力を最大限に引き出し区役所サービスの向上を図るとともに、区役所職員の人材育成に取り組み、多様な人材が活躍できる職場づく
りの推進
・コミュニティ、防災、防犯、まちづくり、町内会・自治会支援、スポーツなど区における多様な主体と協働の事業を通じたＯＪＴの実施
【R05（2023）】
・新規採用職員研修・新規配属職員研修・区長・副区長とのオフサイトミーティングの実施
・地域コーディネーター育成研修（中原区をもっと知ろう会）の実施
・業務改善研修（接遇・コミュニケーション研修）の実施
・職員意識向上研修（外部講師）の実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・引き続き、改善・改革意識や職務に対する意欲、専門知識・能力を高める研修や、コミュニティ、防災、防犯、まちづくり、町内会・自治
会支援、スポーツなど区における多様な主体と協働の事業を通じたＯＪＴを実施

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
「話し方」に特化した接遇研修の受講者の割合 目標 100 100 100 100

%
説明 新人職員及び異動してきた職員を受講対象として、対象者に対する受講者の

割合 実績 0 100 100

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・区長・副区長とのオフサイトミーティング
　内容︓風通しのよい組織風土の醸成を図るため、区長・副区長と職員が自由に意見を交わせる場として開催
　参加人数︓R04　20人、R05　16人
・地域コーディネーター育成研修（全７回）
　内容︓①地域包括ケアシステム及び地域マネジメントに必要な知識習得　②ファシリテーションスキル向上
　　　　　 ③地域課題解決に向けた意識向上　・所属を越えた連携に対する意識の向上
　参加人数︓R04　延べ169人、R05　延べ116人
・サービス向上委員会研修「接遇研修」
　内容︓相手のニーズを的確に把握し、分かりやすく的確な話し方の向上を図る。市長の手紙の事例を使ったロールプレイング。
　参加人数︓R04　22人、R05　28人
・武蔵小杉東急スクエアとの人材交流会
　内容︓他業種との交流を通じて視野を広げ、今後のキャリアプランの形成及び人材育成につなげていくことを目的とした人材交流会
　参加人数︓R04　７人、R05　28人
【R04（2022）】
・中原区職員災害時対応研修
　内容︓①災害時の基礎的知識、災害対策本部の設置基準、職員の参集基準等、区本部の運営
　　　　　 ②ＢＯＳＳ・総合防災情報システムの操作　③避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）を用いた避難所運営の疑似体験
　参加人数︓延べ102人
・接遇・コミュニケーション研修（道路公園センター）
　内容︓講師による講義やＤＶＤの視聴により電話・窓口・クレーム対応等における接遇方法、注意点等について学習
　参加人数︓51人
・異動者・新規採用職員向け昼休み等窓口業務研修（高齢障害課）
　内容︓高齢者特別乗車証再発行、福寿手帳発行、介護認定閲覧請求書受理・交付、居宅サービス計画作成依頼届受理
　参加人数︓22人
【R05（2023）】
・【偉人に学ぶ 】志を立て、仕事の向き合い方を考える研修
　内容︓普段の自分の仕事の向き合い方を振り返っていただくとともに渋沢栄一の考えを学び、自分の志を考える。
　参加人数︓30人
・やさしい日本語研修
　内容︓〈やさしい日本語〉を理解し、わかりやすく情報を伝える手段を学び、外国人など幅広い市民に対する説明能力を向上させていく。
　参加人数︓20人

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

中原区役所利用者のサービス満足度

モノ

目標 － 99以上

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2
目標

目標

単位

実績

1
説明 実績

－ 99以上

%

説明
利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問（「本日は気
持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちらでもない」と否
定的ではない回答をした人の割合

実績 99.3 － 99.4
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・「地域コーディネーター育成研修」については、ファシリテーションスキルの向上や地域課題の解決に向けた意識向上に寄与しました。
・区役所サービス向上委員会における職員の声をもとに、相手のニーズを的確に把握し、わかりやすく説明することに特化した接遇研修を
実施した結果、「よく理解できた」「理解できた」と答えた職員の割合が95％以上となり、「業務における接遇の向上に役に立った」という意
見が得られるなど、新任職員や若手職員の接遇スキル向上を図りました。また、道路公園センターにおいては、接遇・コミュニケーション研
修として、電話・窓口対応における基本的事項について、聴講形式ではなくディスカッション形式で全職員参加のもと実施するなど手法を
工夫することで能力の向上を図りました。
・武蔵小杉東急スクエアとの人材交流会については、異業種との交流を通じ20〜30代の若手職員が中原区の魅力を再発見できるな
ど、区役所職員の意欲と能力を引き出し、人材育成に寄与しました。
・上記研修の他、「区における多様な主体と協働の事業を通じたＯＪＴの実施」により多様な主体との事業の進め方を学んだことでコー
ディネート能力の向上や地域団体とのつながりの創出に寄与しました。
（R04（2022））
「中原区職員災害時対応研修」では、災害時の基礎知識や防災情報システムの操作方法を習得することで災害時の対応能力向上に
寄与しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・活動指標である「話し方」に特化した接遇研修の受講者の割合につい
て目標を達成し、中原区役所利用者のサービス満足度の指標である利
用者等への聞き取り調査においても高い実績を示すなど、「中原区役所
人材育成計画」に基づいた多様な研修により、職員の能力向上に貢献
したため。

－ 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・人材育成の推進について、各種研修や各職場でのＯＪＴに取り組むことで、職員の
人材育成を図ることができましたが、引き続き区役所職員全体のスキルアップの必要が
あるため、取組を継続します。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）】
・区本部訓練、情報受伝達・広報訓練、避難所開設・運営訓練による職員の災害対応能力や意思決定能力等の養成
・避難情報の判断・伝達にあたって考慮すべき事項や必要な知識の習得・情報等の収集
・区役所初動対応支援に指定されている職員に対する集合研修の実施
・自主防災組織や関係機関を含めた総合的な防災訓練を実施を通じた防災対応力の向上
・訓練空白期間の研修、防災教育等による防災意識の維持・向上
【R05（2023）】
・職員の研修・訓練による災害対応能力や意思決定能力等の養成
・区内関係機関による情報共有・連絡方法の確認
・避難情報の判断・伝達に必要な知識の習得・情報等の収集
・区役所初動対応支援職員に対する研修の実施
・自主防災組織や関係機関を含めた地震災害の総合的な防災訓練を実施
【R06（2024）・R07（2025）】
・区本部訓練、情報受伝達・広報訓練、避難所開設・運営訓練による職員の災害対応能力や意思決定能力等の養成
・避難情報の判断・伝達にあたって考慮すべき事項や必要な知識の習得・情報等の収集
・区役所初動対応支援職員に対する研修の実施
・自主防災組織や関係機関を含めた総合的な防災訓練の実施を通じた防災対応力の向上
・訓練空白期間の研修、防災教育等による防災意識の維持・向上

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・職員が災害時に迅速かつ的確な区本部運営ができるよう継続した訓練の実施及び避難所運営会議や避難所開設訓練への参加に
よる職員の災害対応力の向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・災害の発生に対して区民の生命や財産を守るため、速やかに応急対策活動に取りかかれるよう、区本部において様々な災害のケース
を想定した研修や図上・実動訓練を実施し、平常時から災害対応力の向上を図ります。
・避難所運営会議や避難所開設訓練へ区役所職員が参加し、避難所開設時のスキルの向上を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・地盤と河川水位の関係や計画上堤防が持ちこたえることができる水位の把握など、災害によって異なる地域リスクの把握など職員向け
の防災研修や災害対応訓練の実施
・いざというときに地域の力を引き出せるよう、避難所運営会議や避難所開設訓練に区職員が参加し、地域と顔の見える関係づくりに向
けた取組を推進
・自主防災組織や避難所運営会議の意見等を踏まえた職員の防災意識の向上

50103060 地域課題対応事業（中原区）
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 10・災害対応力の向上に向けた職員の人材育成 中原区役所

現　状
【課題認識】

・震災や風水害を想定した職員研修や令和元年東日本台風での実践を通じて、防災知識の習得や災害対策本部設置・運営のノウハ
ウを共有することができました。
・今後は、新型コロナウイルスなど感染症に伴う複合災害を前提に災害のケースに応じた災害対応を行うための実践力を向上させる必要
があります。
・令和元年東日本台風では職員主体による避難所運営において多くの課題が顕在化したことから、避難所の運営フローを電子媒体とし
て「見える化」し、避難所運営の進捗管理を通じた対応の「迅速化」「標準化」を図るため、ＢＯＳＳ（災害対応工程管理システム）
を導入したことから、このシステムの習得が職員に求められています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・避難所運営会議の構成員である自主防災組織のメンバーは高齢者も多く、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の影響の大きさ
やリスク等に鑑み、実施しないと判断した避難所運営会議も多くあり、すべての避難所での避難所運営会議による運営会議開催や開
設・運営訓練の実施には至らなかったことから、令和４（2022）年度の活動目標である「職員が参加した避難所運営会議の箇所数」
は20回、「職員が参加した避難所運営会議による訓練の箇所数」は10回となり、目標を達成できませんでした。令和５（2023）年
度については、21箇所の避難所で対面による会議を行い、活動目標である「職員が参加した避難所運営会議の箇所数」は21回、「職
員が参加した避難所運営会議による訓練の箇所数」は12回となり、２年連続で目標を達成できませんでした。今後は、職員に対する
研修等を行い、積極的な声掛け等、継続した働きかけを行い、会議・訓練の対面での開催箇所数の増加及び職員の参加箇所数の増
加につなげていきます。
・職員の災害対応力向上を図るため、区本部訓練を令和４（2022）年度は２回実施し、令和５（2023）年度は３回実施しまし
た。
・自主防災組織、関係機関・団体等と連携し、地域防災力向上を図るため実践的な参加型訓練として、令和４（2022）・５
（2023）年度とも総合防災訓練を２回実施しました。
・区職員向けの研修を令和４（2022）年度は５回、令和５（2023）年度は２回実施し、風水害時の緊急避難場所開設の流れ
及びタブレットを使用した防災情報システムの研修を行いました。また、地震時に中原区へ参集する初動対応支援職員研修を令和４
（2022）・５（2023）年度ともに１回実施し、発災時の区本部開設の手順等の確認を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標

R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

箇所
説明 職員が参加した避難所運営会議による訓練の箇所数 実績 1 10 12

29

2

職員が参加した避難所運営会議による訓練の箇所数（全29箇
所） 目標 29 29 29 29

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

29 29
箇所

説明 職員が参加した避難所運営会議の箇所数 実績 6 20 21

職員が参加した避難所運営会議の箇所数（全29箇所） 目標 29
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・区本部訓練や区の総合防災防災訓練、各種研修を継続して実施することで、職員
の災害対応力の向上を図ります。
・避難所運営会議や訓練への職員の参加については、指標の目標値を下回っているこ
とから、引き続き職員への研修等を通じて防災意識を高めることで積極的な参加を促す
など、職員と地域住民の顔の見える関係構築を図っていきます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・職員向けの訓練や研修を実施することで、災害対応力及び防災意識
の向上に寄与するとともに、令和５（2023）年度については、全職員を
対象とした安否確認訓練を実施し、発災時の職員の安否確認方法の
確認ができたため。
・「職員が参加した避難所運営会議の箇所数」や「職員が参加した避難
所運営会議による訓練の箇所数」が目標値を達成できなかったことから、
職員への更なる訓練や研修等について実施する必要があるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・職員向けの訓練や研修を実施することで、災害対応能力や意思決定能力等のほか、災害時の区本部各班の役割・発災時の動きな
ど、災害対応力及び防災意識の向上を図ることができました。また、令和５（2023）年度については、全職員を対象とした安否確認
訓練を実施し、発災時の職員の安否確認方法を確認したことにより、職員の初動対応が向上しました。
・開催した全ての避難所運営会議・訓練へ職員が参加し、避難所運営会議のメンバーと顔の見える関係の構築に一定の効果がありまし
たが、構成員に高齢者が多く、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の影響等を鑑み実施しないと判断した避難所運営会議がある
ことから、令和４（2022）・５（2023）年度ともに、対面での会議・訓練への参加箇所数は目標を達成できませんでした。今後は、
職員に対する研修等を行い、積極的な声掛け等、継続した働きかけを行い、会議・訓練の対面での開催箇所数の増加及び職員の参
加箇所数の増加につなげていきます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

（４年間の）
到達目標

・区役所サービスの向上に必要な研修等を実施し、職員の能力や意識の向上を図ることによる高津区役所利用者サービス満足度99％
以上の達成・維持
・多様な主体との協働・連携に必要な職員のコーディネート力の向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区役所業務の横断的な知識の習得及び適切な窓口対応を行うことができる人材育成を目的とした研修の実施
・働き方・仕事の進め方を意識し、業務改善の手法の習得による職員のスキルアップを目的とした研修の実施
・多様な主体との協働・連携の意識を持ち、コーディネート力を有する職員の育成を目的とした研修の実施
【R05（2023）】
・新任職員初任者研修（高津区役所に新しく配属された職員を対象に、区役所業務の横断的な基礎知識を習得させ、ファーストコン
タクトを含めた適切な窓口業務を行うことができる人材を育成することにより、市民サービスの向上を図る。）の実施
・自動化ツール作成研修（業務の中で活用できるエクセルの関数等の実践的なテクニックを学び、業務効率化へつなげる。また、エクセル
の積極的な活用を促し、業務スピードの向上や事務ミス防止につなげる。）の実施
・協働・連携研修（多様な主体との協働・連携を進めるにあたって、メンバーの考えを見える化し整理することで、議論の活性化につなげ
るスキルを習得するため研修を開催する。）の実施

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 11・区役所サービスを支える人材の計画的な育成 高津区役所

関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名
50103070 地域課題対応事業（高津区）

現　状
【課題認識】

・高津区役所では、「高津区役所人材育成計画」に基づき、職員の年齢や入庁年数等に応じた研修を実施し、職員の能力や意識の
向上を図るとともに、窓口対応等に求められる能力向上に役立つ研修を実施することで、区役所サービス向上に取り組んでいます。
・地域の課題が複雑化・多様化する中で、課題解決に向け多様な主体との協働・連携に必要なコーディネート力を有した職員を育成す
る必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・「高津区役所人材育成計画」に基づき、社会状況の変化を見据えながら、幅広い知識と能力の向上が図られるよう区役所サービス向
上の取組と連携した人材育成の取組を推進します。感染症予防等に配慮しながら研修を実施し、多様な主体との協働・連携に必要な
コーディネート力を備えた職員を育成します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区役所業務の横断的な知識の習得及び適切な窓口対応を行うことができる人材育成を目的とした研修の実施
・働き方・仕事の進め方を意識し、業務改善の手法の習得による職員のスキルアップを目的とした研修の実施
・多様な主体との協働・連携の意識を持ち、コーディネート力を有する職員の育成を目的とした研修の実施

モノ ○ カネ － 情報 － 時間 － その他 －
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

説明 実績

単位

1 情報
目標

目標
2

説明 実績

2

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

目標 ー

R06年度 R07年度

高津区役所利用者のサービス満足度

モノ

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・高津区役所に配置された新規採用職員や異動者を対象に、区役所業務の横断的な知識を習得を目的に、①「新任・新規採用職
員研修」（R04:〔ｅラーニング〕59人参加）（R05:20人参加）を実施しました。また、新規採用職員には、区内の公共施設等を
知ってもらうことを目的として、②「高津区施設見学研修」（R04:〔ｅラーニング〕12人参加）（R05:13人参加）を実施しました。
・職員の職務に対する意識向上等を目的に、③「区長・副区長と語る会」（R04:12人参加）（R05:13人参加）を実施しました。
【R04（2022）】
・高津区役所に配置された新規採用職員や異動者を対象に、④「接遇基本研修」（18人参加）を実施しました。
・ナッジ理論や動画の効果的な活用方法等を学ぶことで、職員のスキルアップと区役所の効果的な広報活動等につなげることを目的に、
⑤「ナッジ活用研修」（18人参加）及び⑥「動画作成スキル習得研修」（８人参加）を実施しました。
・宮前区との合同研修として、働き方に関する意識醸成や、実践的なエクセル関数等を学び業務効率化を図ることを目的に、⑦「働き
方・タイムマネジメント研修」（27人参加）を実施しました。
【R05（2023）】
・宮前区との合同研修として、働き方に関する意識醸成や、実践的なエクセル関数等を学び業務効率化を図ることを目的に、⑧「自動
化ツール作成研修」（11人参加）を実施しました。
・区長と若手・中堅職員との市政運営のビジョンの共有化等を目的に、臨海部の視察研修を兼ねた、⑨「区長オフサイトミーティング」
（15人参加）を臨海部の現地にて実施しました。
・多様な主体との協働・連携を進めるためのスキル習得を目的に、⑩「協働・連携研修」（18人参加）を実施しました。
・暴力等不当な行為に対する職員や来庁者の安全を守るため、初動から警察が来るまでの対応策を学ぶことを目的に、⑪「不審者対
応研修」（13人参加）を実施しました。
・大規模な自然災害が発生した場合に、市や区が行う措置やと優先すべき業務を整理し、必要な業務に対し適切に対応できる能力を
身につけることを目的に、⑫「災害時における区役所の業務継続と対応力向上研修」（12人参加）を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明
高津区役所利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問
（「本日は気持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちら
でもない」と否定的ではない回答をした人の割合

実績 99.7 － 99.4

R06年度 R07年度 単位

99以上 ー 99以上

％1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

2
目標

説明 実績

説明 実績

目標

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・令和４（2022）、令和５（2023）年度の実施結果を踏まえ、高津区人材育成
計画を策定し、当該計画に基づき、社会状況の変化や区民のニーズ等を見極めなが
ら、必要な研修等を実施し、区役所サービスを下支えし、地域をコーディネートしていく区
役所職員の着実な育成を推進していきます。
・「区役所サービスの向上に向けた取組の推進」の改革課題における各取組とも連携し
ながら人材育成の取組を推進していきます。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・各種研修等の取組を通じ、①区役所職員として知っておくべき横断的
な基礎知識の習得、②窓口、電話対応等での接遇能力の醸成・向上、
③区役所内でのビジョンの共有化や風通しの良い職場づくり、④効果的
な広報等に資する技術や考え方の習得、⑤改善・改革に対する意識の
醸成、⑥地域コミュニティの活性化や地域人材の掘り起こし等に向けた意
識の醸成等につながり、総じて、高津区役所におけるサービスを下支え
し、地域をコーディネートする人材育成や組織づくり等に寄与したため。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

－
区分選択の理由

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・①「新任・新規採用職員研修」及び②「高津区施設見学研修」における受講者アンケートにおいて、「研修の内容はどうだったか」という問いに対
し、受講者全員（100％）から「今後役に立つと思う」との回答が得られ、区役所職員として知っておくべき横断的な基礎知識の習得等に寄与し
ました。
・③「区長・副区長と語る会」を通じ、高津区役所における各種区役所サービスについて、区長・副区長も交えながら忌憚のない意見交換をするこ
とで、区役所サービスを行う上でのビジョンの共有化や各業務に対する意欲・向上心の醸成が図られるだけでなく、異なる立場の職員間でのコミュニ
ケーションの活性化や各部署間での連携に対する意識の醸成、風通しの良い職場づくりにも寄与しました。
（R04（2022））
・④新規採用職員・新任職員等を対象とした「接遇基本研修」における受講者アンケートにおいて、「この研修は今後区民と接する上で役に立つ
と思うか」の問いに対し、受講者全員（100％）から「思う」または「まあ思う」との回答が得られ、窓口、電話対応等での接遇能力の向上につな
がりました。
・⑤「ナッジ活用研修」における受講者アンケートにおいて、「研修の内容はどうだったか」という問いに対し、受講者全員（100％）から「今後役に
立つと思う」との回答が得られ、ナッジ理論を活用し、正しい内容をすべて記載・表現しなくても区民等を引き付けるための内容づくりに係る知識・ス
キルの向上に寄与しました。
・⑥「動画作成スキル習得研修」における受講者アンケートにおいて、「研修の内容はどうだったか」という問いに対し、受講者全員（100％）から
「今後役に立つと思う」との回答が得られ、動画の作成・編集等に係る基礎的知識・スキルの向上に寄与しました。
・⑦「働き方・タイムマネジメント研修」における受講者アンケートにおいて、「研修の内容はいかがでしたか」との質問に対して、受講者全員
（100％）から「今後役に立つと思う」との回答が得られ、働き方・仕事の進め方改革に対する意識の醸成等につながりました。
（R05（2023））
・⑧「自動化ツール作成研修」における受講者アンケートにおいて、「研修の内容はいかがでしたか」との質問に対して、受講者全員（100％）から
「非常に有益」との回答が得られ、エクセル活用による業務スピードの向上と事務ミス防止等につながりました。
・⑨「区長オフサイトミーティング」通じ、区長との意見交換を行うことで、若手・中堅職員の意欲・向上心の醸成を図ることができました。また、臨海
部の現地視察研修会を兼ねて開催したことで、市の重要施策における区長とのビジョンの共有化等にも寄与しました。
・⑩「協働・連携研修」における受講者アンケートにおいて、「研修の内容はいかがでしたか」との質問に対して、受講者全員（100％）から「非常
に有益」との回答が得られ、議論の活性化につながる職員のファシリテーションスキルの向上に寄与しました。
・⑪「不審者対応研修」における受講者アンケートにおいて、「研修の内容はどうだったか」とういう問いに対して、受講者全員（100％）から「今後
に活用できる」との回答が得られ、職員の知識・スキル向上による快適な区役所サービスの向上に寄与しました。
・⑫「災害時における区役所の業務継続と対応力向上研修」における受講者アンケートにおいて、「研修の内容はどうだったか」とういう問いに対し
て、　受講者全員（100％）から「今後の役に立つと思う」との回答が得られ、自然災害対策として、区役所業務のＢＣＰ等に対する職員の理
解力の向上につながりました。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 12・区役所サービスを支える人材の計画的な育成 宮前区役所

事務事業コード 事務事業名
96900020 庶務・経理・会計事務

現　状
【課題認識】

・宮前区役所では、「宮前区役所人材育成計画」に基づき、職員の年齢や入庁年数等に応じた研修を実施し、職員の能力や意識の
向上を図るとともに、区役所のサービス向上につながる若手職員を主体としたワーキンググループを実施することで、区役所サービス向上に
取り組んでいます。
・地域の課題が複雑化・多様化する中で、より柔軟な発想で区役所サービスの向上に向けた取り組みを推進する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・「宮前区役所人材育成計画」に基づき、社会状況の変化を見据えながら、区役所サービス向上の取組と連携した人材育成の取組を
推進します。
・感染症予防に配慮しながら、研修手法の多様化も含めて実施していく必要があります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新規採用職員・採用３年目職員研修の実施
・接遇力向上や業務改善を図るための研修等の実施
・区役所サービス向上ワーキングの実施
・人材育成部門が実施する研修や専門知識に関する研修との連携及び受講促進

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 － 時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・研修等を実施することで職員の能力や意識の向上を図ることによる宮前区役所利用者サービス満足度99％以上の達成・維持
・研修等の取組の推進により、高い意識と専門性や、地域の中でコーディネート機能を有し、自ら課題を発見しチームで解決でき、局区
間調整に積極的に取り組める職員の育成

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新規採用職員・採用３年目職員研修の実施
・接遇力向上や業務改善を図るための研修等の実施
・区役所サービス向上ワーキングの実施
・人材育成部門が実施する研修や専門知識に関する研修との連携及び受講促進
【R05（2023）】
・多様な主体との連携のために必要な接遇の基礎を習得するための研修の実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標 34 34 34 34

説明 区役所サービス向上の取組と連携した人材育成を目的とした研修の年後ごとの
取組数 実績 34 34 37

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
①宮前区人材育成計画や計画（Plan）に基づく人材育成担当部門主催の研修実施について
・令和４（2022）年５月に新規採用職員・局間異動者を対象に宮前区役所の役割について学ぶ、「新規採用職員・局間異動者
研修」を実施（39人参加）
・令和４（2022）年10月に市民心理を学び、クレームを事前に防ぐ力を習得する「対応力向上研修」を実施（13人参加）
・令和４（2022）年11月に基本的な接遇について学ぶ「新規採用職員接遇研修」を実施（16人参加）
・令和４（2022）年12月に異動への心構えや先輩職員が経験した他部署の業務内容について知るための「採用３年目職員研修」
を実施（13人参加）
・令和５（2023）年１月に業務改善の手法を学ぶ「業務改善研修」を実施（27人参加）
・令和５（2023）年６月に新規採用職員・局間異動者を対象に宮前区役所の役割について学ぶ、「新規採用職員・局間異動者
研修」を実施（42人参加）
・令和５（2023）年10月に異動への心構えや先輩職員が経験した他部署の業務内容について知るための「採用３年目職員研修」
を実施（13人参加）
・令和５（2023）年11月に基本的な接遇について学ぶ「新規採用職員接遇研修」を実施（16人参加）
・令和５（2023）年12月に高齢者や障害のある方への接遇を学ぶ「多様性に対応した接遇研修」を実施（21人参加）
・令和５（2023）年12月にマクロの作成方法を学ぶ「自動化ツール作成研修」を実施（11人参加）

②区役所サービス向上ワーキングの取組について
・より良いサービス提供に向けたワーキングチームよる取組において庁舎内の案内表示の改善を行いました、令和４（2022）年度は２
階フロアの各部署への案内表示をわかりやすく修正するとともに、見通しの悪い箇所に停止線を導入し、さらに保険年金課発券機案内を
見やすく更新し、トイレ案内表示のカラー化を実施しました。令和５（2023）年度は保健所入口と区役所入口の表示を分かりやすく
修正するとともに、３階フロアエレベーターホールに各窓口の業務一覧を掲示し、３階トイレ案内表示をカラー化しつつ表示箇所の追加を
行いました。

③人材育成部門が実施する研修や専門知識に関する研修との連携及び受講促進について
・各部署が研修の具体的な内容を企画・計画する際、調整の場等に参画し、区役所内の職員の育成状況を共有することで、区内全
体の状況に応じた研修内容となるよう促しました。一部の専門研修については、所管部署と人材育成部門での連名による参加者募集
等を行うなど、より多くの職員が専門的な知識やスキルを習得する場に参加するよう促しました。

1
目標

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1 ％

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

宮前区役所利用者のサービス満足度 目標 － 99以上 － 99以上

説明
宮前区役所利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問
（「本日は気持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちら
でもない」と否定的ではない回答をした人の割合

実績 99.3 － 100 －

モノ

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

目標

説明 実績

1
活
動
指
標

回

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

研修取組数
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・宮前区役所人材育成計画等に基づいた各種職員研修実施により、①
区役所職員として必要な知識の習得、②接遇能力の習得、③区民が
求めるサービス・対応ができる職員の育成、④業務改善・改革等に対す
る意識の醸成・向上等が図られ、総じて、区役所職員として必要な知識
や能力の習得・向上や意識の醸成・向上等につなげるることができたた
め。
・若手を中心とした区役所サービス向上ワーキングの取組を通じ、区役所
庁舎につおける区民等の利便性・安全性の向上に寄与したため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 － 時間 － その他 －

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・区役所サービス向上に向け、引き続き、宮前区役所人材育成計画等に基づき、区役
所サービスの提供に必要な基礎的知識・能力の習得、接遇力の向上、組織マネジメン
ト力の強化、職員の改善・改革意識の醸成、意欲向上等に資する研修の充実を図っ
ていきます。
・令和７（2025）年度末の到達目標である「高い意識と専門性や、地域の中でコー
ディネート機能を有し、自ら課題を発見しチームで解決でき、局区間調整に積極的に取
り組める職員の育成」に向け、より人材育成部門と専門知識・能力の育成に向けた研
修等を実施する各業務所管等が連携した取組を検討していきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・「対応力向上研修」では、市民心理を意識した接遇やクレームにならない接遇について研修を実施し、受講者の77％から内容を「よく
理解できた」「理解できた」との回答があり、「対応時に区民が具体的な待ち時間の提示を求めていることがわかった」等の意見が得られ、
より区民が求める対応・サービスができる職員の育成に寄与しました。
・「業務改善研修」では、受講者の96％から内容を「よく理解できた」「理解できた」との回答があり、「小さいことからでも改善する意識を
持ち仕事をしたいと思う」等の意見が得られ、業務改善やコストへの意識の醸成・向上や身近な手法の習得等につながりました。
（R04（2022）・R05（2023））
・「新規採用職員・局間異動者研修」では、受講者全員（100％）から「理解できた」「まあまあ理解できた」「今後役に立つと思う」との
回答があり、「事例検討の内容が多く、対応方法の引き出しを増やすことができた」等の意見が得られ、区役所職員として知っておくべき
基礎知識の習得や区役所サービスを提供する上での高い意識の醸成等に寄与しました。
・「採用３年目職員研修」では、区長や先輩職員の経験談が聞けて有意義な時間だった」等の意見が得られ、若手職員のキャリア形成
に対する意識の醸成等につながりました。
・「新規採用職員接遇研修」では、受講者全員（100％）から「理解できた」「まあまあ理解できた」との回答があり、「窓口や電話応対
時に、効率的に話を聞く方法を学んだので、実践してみようと思う」等の意見が得られ、窓口、電話対応等での接遇能力の習得につなが
りました。
（R05（2023））
・「多様性に対応した接遇研修」では、研修内容を「充分理解できた」「理解できた」と回答した職員は100％で、「障害者や高齢者、そ
れぞれの困りごとや対応方法について自分の想像力だけでは足りないこともあり、参考になった」との声もあり、様々な配慮が必要な方への
接遇力向上に寄与しました。
・「自動化ツール作成研修」では、研修内容が「非常に有益」「有益」と回答した職員が100％で、「早速自身の業務に活かしたい」との
声も多かったことから、業務改善の意識醸成につながりました。

【モノの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・若手を中心とした区役所サービス向上ワーキングの取組を通じ、①区役所等出入口および各部署への案内表示や業務一覧の作成、
見通しの悪い箇所への停止線の導入、②保険年金課発券機案内を見やすく更新し、トイレ案内表示をカラー化するなど、区役所庁舎
内の環境を改善・向上させることにより、目的の窓口やトイレを探しやすくなり、見通しの悪い場所での安全性の確保につなげるなど、利用
者の利便性・安全性の向上に寄与しました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

－ 情報 － 時間

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

現　状
【課題認識】

・これまで「多摩区役所人材育成計画」に基づき、職員の能力を最大限に発揮させ、市民に便利で快適な区役所サービスを提供できる
よう人材育成に取り組んできましたが、社会状況の変化などにより、区役所が果たすべき役割が変化し、従来からの区役所サービスの提
供に加え、地域の課題解決や自助・共助（互助）の促進に向けた地域づくりなども求められています。
・特に地域包括ケアシステムの推進では、住民、民間事業者、医療・福祉の専門職等の参加と協働をどのように進めていくか、コーディ
ネータ的な人材をどのように作っていくのかを考えていく必要があります。
・こうしたことから、多様化する市民ニーズに対応し、より高度な業務遂行能力を身に付けるためには、職員一人ひとりの意識改革が必要
であり、更なる職員の人材育成の取組が重要となります。

（４年間の）
取組の方向性

・従来からの業務研修や接遇研修などを、効果の検証や内容の見直しを行いながら、引き続き実施していきます。
・区役所全体で地域との協働意識を醸成して、多様な主体との協働・連携においてコーディネート力を備え、より広い視野を持った職員
を育成します。また、専門職についても、関係局と連携しながら各種知識・能力の向上が図られるよう取り組みます。
・これらによって、更なる区役所サービスの向上、地域の課題解決や自助・共助（互助）の促進に向けた地域づくりへの貢献を図ってい
きます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市民満足度を意識した接遇研修や、サービス向上研修、専門知識・能力の向上を図る研修、市の施策に関する研修等を実施
・協働の意識を持ち、コーディネート力のある人材の育成を目的とした地域づくりに関わる研修を実施
・区役所職員としての意識向上や組織マネジメント力向上を目的とした研修を実施

（４年間の）
到達目標

・研修等の実施による区役所サービスの向上や職員の能力向上を図ることによる多摩区役所利用者サービス満足度99％以上の達成・
維持
・区役所全体における地域との協働意識の醸成による、コーディネート力を備え、より広い視野を持った職員の育成

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）・R05（2023）】
多摩区人材育成計画に基づき次のとおり研修等を実施
・市民満足度を意識した接遇研修や、サービス向上研修、専門知識・能力の向上を図る研修、市の施策に関する研修等を実施
・協働の意識を持ち、コーディネート力のある人材の育成を目的とした地域づくりに関わる研修を実施
・区役所職員としての意識向上や組織マネジメント力向上を目的とした研修を実施
【R06（2024）・R07（2025）】
前年度までの実施効果や把握した課題・問題点等を検証して見直しや改善を行いながら多摩区人材育成計画に基づく研修等を継続
実施
・市民満足度を意識した接遇研修や、サービス向上研修、専門知識・能力の向上を図る研修、市の施策に関する研修等を実施
・協働の意識を持ち、コーディネート力のある人材の育成を目的とした地域づくりに関わる研修を実施
・区役所職員としての意識向上や組織マネジメント力向上を目的とした研修を実施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

50103090 地域課題対応事業（多摩区）
事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 13・多様な主体の参加と協働によるまちづくりの推進等区役所に求められる人材育成の推進 多摩区役所

－ その他 －
確保を想定

する経営資源

関連する
事務事業

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

1

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 目標・実績

説明 実績

1

説明 実績

目標

99以上

説明

説明 実績

R05年度 R06年度

モノ ％

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標

サービス満足度を意識した窓口対応の取組を通じ、利用者による
満足度アンケート「本日は気持ちよく利用できましたか」に対し「はい」
「どちらでもない」と回答した人の割合（単年度・隔年）

実績 99.0 ー 100

多摩区役所利用者のサービス満足度（単年度） 目標 － 99以上 ー

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・新規採用職員等を対象に接遇の基礎を学ぶための接遇研修（令和４（2022）年度は21人参加、令和５（2023）年度は16
人参加）、市民対応に役立つスキルや意識向上を目的とした区役所サービス向上研修（令和４（2022）年度43人参加、令和５
（2023）年度19人参加）、専門知識・能力の向上を目的とした会計事務研修（令和４（2022）年度は14人参加、令和５
（2023）年度は11人参加）や防災力向上研修（令和４（2022）年度169人参加）等、各種研修を実施しました。
・多様な主体との連携・協働の意識を持ち、地域コーディネート力を有する職員の育成を目的として、地域包括ケアシステムの取組や地
域づくりの状況について理解を深める地域づくり勉強会（令和４（2022）年度は16人参加、令和５（2023）年度は14人参加）
を実施しました。
・新規採用職員や局間異動者を対象に、区役所職員としての意識向上を目的として、区の計画や地域課題を学ぶための研修や区長と
語る会を実施（令和４（2022）年度は28人参加、令和５（2023）年度は24人参加）しました。
【R05（2023）】
・管理職及び係長級を対象にした組織マネジメント能力の向上や服務規律の確保及び事務事故防止を目的としたコンプライアンス研修
と併せて、会計室職員を講師とした会計事務研修（コンプライアンス編）を実施しました（29人参加）。
・管理職研修について、当初計画していた市民オンブズマン研修と併せて、監査事務局の出前講座を実施し、監査委員が指摘した事例
をもとに、不祥事及び事務ミス等の事例を学び、管理監督者によるリスクの洗い出しやリスク強化等を考える機会としました（28人参
加）。

説明 実績

R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

2
目標

区分 目標・実績 R03年度 R04年度

2

活
動
指
標

1 件

1

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度

目標

単位

目標

R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

研修実施回数（単年度） 目標 20 20 20 20

説明 年度末時点において区役所職員を対象に区役所サービスや職員の能力向上
に資する研修を実施した回数（単年度） 実績 18 20 20

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2
目標

説明 実績

区分 単位

2
目標

R07年度

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・区役所に求められる人材育成を推進するため、引き続き、多摩区役所人材育成計画
等に基づき、職員の能力向上や区民サービス満足度の向上に寄与するために必要な研
修を実施します。
・また、これまで担ってきた行政サービスの提供に加え、地域課題の解決や地域づくりを
進めることのできる職員を育成していくためには、継続的な取り組みが必要であることか
ら、引き続き、職員の研修ニーズの把握に努め、タイムリーな研修や業務研修・接遇研
修等を、内容の検討・見直しを行いながら実施するとともに、協働の意識の情勢やコー
ディネート力の習得を図るための研修を実施します。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

取組の
総体的効果

時間 － その他 －

・多摩区役所人材育成計画に基づいた各種職員研修の実施により、区
役所職員として必要な市民対応能力や専門分野における知識の習得、
地域の状況や地域特性の理解や区役所職員としての意識醸成が図られ
るなど、総じて市民サービスや職員の能力向上につなげることができ、区役
所利用者のサービス満足度の向上に寄与したと考えられるため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ

区分選択の理由

【ヒトの効果】
【R04（2022）・R05（2023）】
・接遇研修や区役所サービス向上研修等の受講者アンケートでは、受講者の90％以上が「よく理解できた」「理解できた」という回答があ
り、「業務における接遇能力の向上に役立った」や「実際の事例を検討できて有意義だった」や「事前に質問をしていたことに対して丁寧に
回答していただき、対応の参考になった」等の意見が得られ、説明力・対話力など市民対応能力の向上や市民サービスの向上に寄与し
ました。
・地域づくり勉強会では地区カルテ等を活用し地域ごとの特徴や協働の取組について理解することで、地域づくりの視点を持って各所属の
業務を実施するための意識向上を図りました。
・多摩区役所新規採用職員研修及び局間異動者研修の受講者アンケートでは、受講者の100％が「よく理解できた」「理解できた」と
いう回答があり、「多摩区の地域特性や他区との違いを理解できた」や「区役所職員として求められるスキルや役割が理解できた」や「区
長・副区長と語る会で同期と関わり合いができ、今後業務で関わるときにコミュニケーションがとりやすくなった」等の意見が得られ、区に対す
る理解や区役所職員としての役割や仕事の意義についての理解促進を図りました。

区分 区分選択の理由

－ 情報 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
到達目標

・隣接自治体等とも連携しながら、職員が災害時に迅速かつ的確な区本部運営ができるよう、継続した訓練の実施や、避難所開設・運
営訓練に参加することによる職員の災害対応力の向上

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・全国で発生した大型地震や令和元年東日本台風の検証結果、新型コロナウイルス感染症対策等を踏まえた避難所開設・運営研修
や情報伝達訓練の実施
・地震災害時の区災害対応体制（各指定避難所支援体制）の確立及び避難所運営会議への積極的参加の促進（各部署の担当
避難所及び災害時の役割、平常時の準備等説明）
【R05（2023）】
・新型コロナウイルス感染症５類移行に伴う避難所運営の見直し

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

現　状
【課題認識】

・多摩区は、洪水・土砂災害等に対する脆弱性が高く、また、近隣自治体と隣接している地域であることから、広域的被害も想定される
ため、防災意識の向上や地域防災力の強化に加えて、隣接自治体や関係機関と連携した対応が必要です。
・平成28（2016）年４月に発生した熊本地震への職員派遣等により、発災後の災害対応業務と通常業務における課題が明らかに
なり、また、令和元（2019）年10月に発生した令和元年東日本台風の検証結果や感染症対策を踏まえ、区役所職員の災害対応
力の更なる向上が必要となっています。

（４年間の）
取組の方向性

・災害時に円滑に連携して対応することができるよう、隣接自治体や関係機関との調整を図ります。
・区役所職員がより主体的に災害対応業務を担うことができるよう、職員の災害対応力の向上を図ります。
・避難所運営会議と区役所との連携を強化するため、避難所運営会議に担当部署の職員が参加し、顔の見える関係を構築します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・災害時の実例の検証等を踏まえた区役所職員の意識向上及び災害対応力向上のため、区本部運営に必要な防災力向上研修や
情報伝達訓練等を実施
・避難所開設運営訓練に区職員が参加し、地域と顔の見える関係づくりに取り組むとともに、避難所開設のスキルの向上に向けた取組
を推進
・自主防災組織や避難所運営会議の意見等を踏まえた職員の防災意識の向上

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 ○ 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

50103090 地域課題対応事業（多摩区）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 14・災害対応力の向上に向けた職員の人材育成の推進 多摩区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

説明 実績

1
目標

説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

情報伝達訓練への応答率の向上（単年度） 目標 94 96 98 100

説明
災害対応の説明や研修により職員の意識を高める取組を実施する
ことで、訓練実施時に安否確認及び参集状況を返信した職員の割
合（単年度）

実績 90 95 83.5

情報

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 %

2

実績

R05年度 R06年度 R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・災害時の実例等を踏まえた区職員の防災意識向上及び災害対応力向上のための研修、訓練等を実施しました。
　新人・異動者研修　令和４（2022）年度︓１回（参加者27人）、令和５（2023）年度︓１回（参加者18人）
　風水害を想定した避難所開設研修（新総合防災情報システム、ＢＯＳＳシステム操作研修含む)　令和４（2022）年度︓７回
（参加者87人）、令和５（2023）年度︓２回（参加者51人）
　風水害を想定した学校等との施設使用調整（各年24箇所・担当部署が実施）
　地震被害を想定した、避難所運営会議への参加のための被災者支援班説明会　令和４（2022）年度︓３回（参加者82
人）、令和５（2023）年度︓２回（参加者14人）
・各避難所へ避難所運営会議を開催するよう働きかけ、被災者支援班が避難所運営会議・訓練へ参加（令和４（2022）年度11
回、令和５（2023）年度17回）しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響及び避難所運営会議の構成員の高齢化や日程調整
の煩雑さなどの要因により、会議・訓練を開催しない避難所があったため、２年連続で目標達成には至りませんでした。
・隣接自治体等との連携
　狛江市　令和４（2022）年度︓意見交換会、令和５（2023）年度︓総合防災訓練参加
【R04（2022）】
・被災者支援班自主研修会５回（参加者110人）、災害時安否・参集確認訓練１回（参加者330人）を実施しました。
【R05（2023）】
・新型コロナウィルス感染症の５類移行に伴い、避難所の区画や運営の見直しを行いました。

目標
1

活
動
指
標

箇所

2

1

目標

説明 実績

職員が参加した避難所運営会議の箇所数（全21箇所） 目標 21 21 21 21

説明 年度末時点で、職員が参加し開催された避難所運営会議の箇所数（単年
度） 実績 0 9 17

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・地震及び風水害への区職員としての災害対応に係る研修・訓練を随時実施すること
及び必要性を周知していくことで、更に職員の防災力向上を推進していきます。
・また、被災者支援班向け研修を毎年実施することやより多くの避難所で、避難所運営
会議を開催するよう積極的に働きかけることにより、職員の会議への参加数を増やしてい
きます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・様々な研修等を通じて、多くの職員に災害対応を「自分事」として捉え
てもらえるよう取り組み、防災意識の向上を図ることができた一方で、休職
者などへの連絡の不徹底により令和５（2023）年度の成果指標が目
標を下回ったことから、より多くの職員が参加するよう各職員への周知を更
に徹底していく必要があるため。
・避難所運営会議・訓練への被災者支援班の参加により、顔の見える関
係づくりに寄与するとともに、令和５（2023）年度に避難所運営の見
直しを行ったことにより、効率的で実態に即した避難所運営体制の構築
につながったため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

取組の
総体的効果

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・職員研修については、風水害時の避難所開設研修や被災者支援班研修など、様々な職員向け研修を実施するとともに、地震災害
時のＢＣＰ上の部署ごとの動き等について再確認していただくなど、災害対応を「自分事」として捉えてもらえるよう取り組み、情報伝達
訓練への応答率向上を図ることができましたが、令和５（2023）年度の情報伝達訓練については、休職者などへの連絡の不徹底があ
り、目標の数値に至りませんでした。今後、より多くの職員が参加するよう周知、研修を行っていく必要があります。
・各避難所が避難所運営会議を開催するよう働きかけたものの、避難所運営会議の構成員の高齢化や日程調整の煩雑さなどの影響
により、会議・訓練を開催しない避難所があったため、活動指標の目標は下回りましたが、避難所運営会議・訓練への被災者支援班の
参加により、顔の見える関係づくりに寄与しました。
（R05（2023））
・新型コロナウィルス感染症の５類移行に伴い、避難所の区画や運営を見直したことにより、効率的で実態に即した避難所運営体制の
構築につながりました。

区分
ヒト △ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 15・ワーキンググループを活用した課題解決の取組と更なる区役所サービス向上等に向けた人材育成の推進 麻生区役所

事務事業コード 事務事業名関連する
事務事業 50103100 地域課題対応事業（麻生区）

現　状
【課題認識】

・区役所では、課題解決に向け、迅速かつ機動的な対応を図るため、既存の組織体制を越えたワーキンググループを設置しています。
・市民ニーズの多様化等により、より柔軟な発想で区役所サービスの向上に向けた取組を推進する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・区役所職員が連携して、区課題の共有化を図るとともに、その課題解決や区役所サービスの向上に向け取り組むことで人材育成につな
げます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・多様な職種の職員が参加するワーキンググループの設置による、区課題の情報共有や課題解決の取組、今後のコミュニティのあり方等
の検討の実施
・ワークショップ等の手法の実施による多様な主体との連携に必要なコーディネート力やファシリテーション力の向上
・会計年度任用職員など多様な雇用形態の職員に対する研修など、人材育成の手法の検討

区分
ヒト ○ モノ ○ カネ － 情報 － 時間 － その他 －

確保を想定
する経営資源

（４年間の）
到達目標

・コミュニティ施策や区の事業課題を職員間で横断的に情報共有し、課題解決に取り組むことによる麻生区役所利用者サービス満足度
99％以上の達成・維持
・区役所全体で地域との協働意識を醸成しながら、ワークショップ等の手法による職員の地域コーディネート力等の向上

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・多様な職種の職員が参加するワーキンググループの設置による、区課題の情報共有や課題解決の取組、今後のコミュニティのあり方等
の検討の実施
・ワークショップ等の手法の実施による多様な主体との連携に必要なコーディネート力やファシリテーション力の向上
・会計年度任用職員など多様な雇用形態の職員に対する研修など、人材育成の手法の検討
【R05（2023）】
・令和５（2023）年度については、次期区計画の策定に向け、区の現状と課題の共有、社会情勢の変化を踏まえた区役所のあるべ
き姿の検討や、令和６（2024）に実施する区民アンケートの調査項目の選定などについて、ワーキンググループにおいて取組を検討
・任用形態に関わらず全職員を対象とした研修の開催

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

1
区計画ワーキンググループ開催回数 目標 ４

以上
４

以上
４

以上
４

以上
回

説明 区民サービスの向上を図るために、定期的にコミュニティ施策や区の事業課題を
横断的に情報共有を行うワーキンググループの開催回数 実績 3 4 4

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

目標

説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）】
・地域課題に対し、区役所や地域と共に対応するための企画力やコーディネート力、ファシリテーション力の底上げ・向上を目的として、
区計画ワーキンググループを年４回開催し、「ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）で避難所運営を考える（第１回）」、「カワタン（公共施
設の未来体験ゲーム）で資産保有の最適化の理解を深める（第２回）」、「麻生区市民提案型事業を企画してみる（第３回）」、
「これからのコミュニティ施策を考える（第４回）」をテーマにワークショップ形式での取組・検討を行いました。
・また、区計画ワーキンググループでは、一般事務職のほか電気職、社会福祉職、保健師、土木職など様々な職種の職員がメンバーとな
り、多様な立場から、課題検討や意見交換を行いました。
・さらに、計４回の区計画ワーキングのうち、「カワタン（公共施設の未来体験ゲーム）で資産保有の最適化の理解を深める（第２
回）」では、麻生区における地域課題の解決に向けた検討を区役所内部だけでなく、他局（公共施設総合調整室）の協力を得て実
施し、相互に意見交換等を行いながら、市全体の視点での検討も行いました。
・令和４（2022）年度の麻生区人材育成計画に基づき、会計年度任用職員や再任用短時間勤務職員についても、正規職員と同
様の知識やスキル等が求められる場面が想定されることから、接遇の知識やスキルを習得できる接遇研修や事務ミス等防止に向けた
ヒューマンエラー研修など、特に対象が限定されない研修については雇用形態に関わらず広く希望して参加できるようにし、実際に、接遇
研修については、8人の会計年度任用職員が参加しました。
【R05（2023）】
・区計画ワーキンググループを年４回開催し、「将来の区役所のあるべき姿を考える（第１回）【ワークショップ形式】」、「区計画に関連
するアンケート等の実施状況の調査（第２回）【書面開催】」、「車座集会を見てみよう（第３回）【傍聴】」、「区民アンケート調査項
目を考える（第４回）【ワークショップ形式】」をテーマに取組・検討を行いました。
・また、区計画ワーキンググループでは、一般事務職のほか、社会福祉職、保健師、土木職など様々な職種の職員がメンバーとなり、多
様な立場から、課題検討や意見交換を行いました。
・特定の職位や職員を対象としたものを除き、区の研修として実施するものについて全職員を対象として開催しました。

目標
1

活
動
指
標

2

説明 実績

R05年度 R06年度

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

成
果
指
標

1 %

2

実績

麻生区役所利用者のサービス満足度 目標 ー 99以上 ー 99以上

説明
麻生区役所利用者等への聞き取り調査（300人程度）の質問
（「本日は気持ちよく利用できましたか。」）に対して「はい」、「どちら
でもない」と否定的ではない回答をした人の割合

実績 99.7 ー 98.3

モノ

目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明
1
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022））
・区計画ワーキンググループにおける計４回の多様な職種のメンバーでのワークショップ型の課題検討・意見交換等を通じ、①市民目線で
の課題発見力や②①に対する対応策の企画力・発想力、③多様な意見をまとめるコーディネート力や④会議やミーティングを円滑に進め
るためのファシリテーション力の習得・向上に寄与しました。また、当該取組を通じ、多様な職種かつ他部署の職員がともに活動することを
通じ、⑤各部署間の情報共有や⑥顔の見える関係づくりにもつながり、区役所内の連携強化にも寄与しました。
・接遇研修やヒューマンエラー研修等について、正規職員だけでなく会計年度任用職員等にも受講してもらい、受講後のアンケート調査
において、受講者から「参考になった」や「業務に活かしたい」といった声が得られ、会計年度任用職員等についても、接遇の知識やスキル
の習得・向上、事務ミス防止等に対する意識の醸成・向上等につながりました。
（R05（2023））
・区計画ワーキンググループにおける計４回の課題検討・意見交換等を通じ、①市民目線での課題発見力や②①に対する対応策の企
画力・発想力、③多様な意見をまとめるコーディネート力や④会議やミーティングを円滑に進めるためのファシリテーション力の習得・向上、
多様な職種かつ他部署の職員がともに活動することを通じて⑤各部署間の情報共有や⑥顔の見える関係づくりを行ったほか、区役所内
の連携強化にも寄与しました。
・引き続き、区役所にて勤務する全職員を対象とする研修を開催し、区役所全体としての知識向上、意識醸成等につながりました。
・「麻生区役所利用者等への聞き取り調査」の質問中、「本日は気持ちよく利用できましたか。」の質問に対し、否定的ではない回答をし
た人の割合が、目標をわずかではあるが下回ってしまいました。「気持ちよく利用できなかった」理由には、職員の応対をあげる人は少なく、
施設面（温度など）や運営面（待ち時間、番号札、窓口の分かり難さ）の改善を望む声であったことから、今後については、麻生区役
所サービス向上委員会や作業部会等において点検を実施し、庁舎管理部署とも調整のうえ、改善に向けて取り組みます。

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －

事務事業等
への貢献度

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・引き続き、麻生区役所内の各部署・各職種の職員による区計画ワーキンググループの
活動を通じ、他局等と連携しながら、麻生区内の地域課題だけでなく、市域全体に係
る課題を広く検討し、意見交換等を行うことで、広い視野を持った実行力のある職員の
育成等を進めていきます。また、新型コロナウイルス感染症に影響により、対面によるコ
ミュニケーションが不足していたことや新たに発生する課題への対応など、社会環境の変
化等に柔軟に対応しながら、サービスの質の低下が起こらないよう、適切に地域課題を
把握しながら対応していきます。
・会計年度任用職員や再任用短時間勤務職員などの人材育成についても、広く受講
できるよう、継続して取り組んでいきます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・時節に応じたテーマ設定による区計画ワーキンググループの活動を通じ、
区及び市の課題の共有化を図るとともに、①市民目線での課題発見力
や②課題への対応策の企画力・発想力、③コーディネート力、④ファシリ
テーション力に加え、⑤各部署間の情報共有や⑥顔の見える関係づくりに
もつながり、より実行力のある職員の育成や組織づくりにつながったため。
・各種研修に、正規職員だけでなく、会計年度任用職員や再任用短時
間勤務職員にも参加してもらい、接遇の知識やスキルの習得・向上や事
務ミス防止等に対する意識の醸成・向上等にもつながり、麻生区役所全
体の人材や組織が持つ力の底上げに寄与したため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（２）行財政運営上の課題解決に必要な人材の育成 16・災害対応力強化のための職員の人材育成 麻生区役所

事務事業コード 事務事業名
50103100 地域課題対応事業（麻生区）

現　状
【課題認識】

・多様化・激甚化する災害に対応していくため、様々な状況を想定し、確実かつ円滑に災害対応ができる体制を構築していく必要があり
ます。このため、区の地理的特性を踏まえた風水害時避難所開設訓練の実施や、震災を想定した区本部開設・運営訓練を実施してい
ます。
・新たな課題である感染症対策にも取り組んでいく必要があります。
・こうした状況を踏まえ、引続き訓練を実施し、災害対応力を強化する必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・区本部として災害対応力を高め、毎年度の人事異動を経てもスキルを維持するため、状況に即した訓練の実施と多様な研修等によ
り、職員の防災意識の醸成・向上と防災スキルの向上に向けた取組を進めます。
・避難所運営会議と区役所との連携を強化するため、避難所運営会議に職員が参加し、避難所開設・運営に関する職員の対応力向
上を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・新たに作成した区本部開設アクションカードや避難所開設や運営に関する各種マニュアルを活用した研修や訓練の実施による職員の防
災スキルの向上
・新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、近年多発する大雨による風水害・土砂災害などの多様な災害にも対応できる区本部体制に
ついての検討
・多くの職員が参加するよう、eラーニング、実地訓練、図上訓練等、様々な手法を使った訓練の実施
・避難所運営会議や避難所開設運営訓練に区職員が参加することによる、地域と顔の見える関係づくり及び避難所開設のスキルの向
上に向けた取組の推進
・自主防災組織や避難所運営会議の意見等を踏まえた職員の防災意識の向上

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・各種マニュアルを活用した研修や訓練の実施による迅速かつ的確な区災害対策本部立ち上げに必要な職員の災害対応力の向上
・災害時に迅速かつ的確な避難所開設・運営を行うため、避難所運営会議に職員が参加するなど避難所開設・運営に必要な職員の
災害対応力の向上

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・区本部開設アクションカードを活用した避難所立上げ訓練を実施
・「麻生区災害対策本部　各班の事務分掌マニュアル」に基づく各班の災害活動訓練を含む区本部運営訓練を実施
・風水害時の緊急避難開設運営に備え、eラーニング、集合研修、実地訓練を実施
・区本部被災者支援班の職員が避難所運営会議へ参加することによる、地域との連携強化、職員の防災意識・災害対応力の向上
（職員が参加した避難所運営会議の箇所数 各年度25箇所目標）
【R05（2023）】
・各班研修の一環として、新たに被災者支援班を対象とした避難所開設研修を実施
・大地震発生時を想定した動員参集における課題調査票の結果に基づき、新たに管理職を対象に、震災時を想定した図上訓練を実
施

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

状況変化等に
よる取組の変更

など

確保を想定
する経営資源

関連する
事務事業
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

職員が参加した避難所運営会議の箇所数(全25箇所） 目標 25 25 25 25

説明 年度末時点における職員の避難所運営会議への参加箇所数 実績 25 25 25

目標

説明 実績

単位

目標
1

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・区本部開設アクションカードや各種マニュアルを活用し、令和４（2022）年度、令和５（2023）年度ともに５月に区本部立上げ
訓練を実施しました。さらに、年間を通して各班・各課ごとでの研修を働き掛け、令和４（2022）年度は地域振興課（２回）、地域
支援課（２回）、高齢障害課（１回）、保険年金課（３回）、企画課（１回）、総務課（１回）において、令和５（2023）
年は地域ケア推進課（１回）、被災者支援班（５回）、保険年金課（１回）において、風水害時の緊急避難場所開設や震災時
の区本部体制についての研修を実施しました（保険年金課については資料の提供、他は講師として実施）。
・令和４（2022）年度は２月に区本部開設訓練を実施し、令和５（2023）年度は新たに区本部運営訓練を図上・実働の２回
に分け、８月に「区本部運営訓練（地震対応図上訓練）」を、９月に「区本部運営訓練（地震対応実働訓練）」をそれぞれ実施し
ました。
・新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、近年多発する大雨による風水害・土砂災害などの多様な災害にも対応できる区本部体制を
目指し、緊急避難場所の運営に関する研修としてeラーニング研修、緊急避難場所開設研修（２回）、緊急避難場所現地研修
（全21ヶ所を担当課職員が訪問）を２年連続で実施しました。

2

説明 実績

目標

区分 内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

成
果
指
標

1

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

目標

説明 実績

目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

目標

説明 実績

2

1

2

目標

説明 実績

2

1

活
動
指
標

箇所

説明 実績

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

・区本部立ち上げ時に使用するアクションカードを活用した実働訓練など
の取組により、職員の防災意識の醸成・向上と防災スキルの向上につな
がり、区本部の災害対応力の強化に貢献したため。

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他 －

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

－ あり︓○
なし︓－

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

今後の取組の
方向性

事務事業等
への貢献度

取組の
総体的効果

区分 方向性の具体的内容

Ⅱ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・毎年度の人事異動を経てもスキルを維持するためには、状況に即した訓練や多様な
研修等が必要であるため、今後も職員の防災意識の醸成・向上と防災スキルの向上に
向けた取組を進めます。

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・区本部開設アクションカードや各種マニュアルを活用した区本部立上げ訓練や区本部開設訓練を実施することで、参加職員の防災ス
キルの向上につながったほか、令和４（2022）年度は６課、令和５（2023）年度は２課１班で研修を実施することで、より多くの
職員の防災意識の醸成につなげました。
・風水害を想定した緊急避難場所の運営に関する研修を実施し、その中で令和５（2023）年度見直しの行われた新型コロナウイル
ス感染症対策について周知する等、多様な災害にも対応できる区本部体制づくりを行いました。また、同研修はeラーニングや座学、現
地研修といった様々な手法を組み合わせて実施し、防災スキル・意識の幅広い向上につなげました。
・25箇所全ての避難所における避難所運営会議や、避難所開設運営訓練に区職員が参加することで、地域と顔の見える関係づくりや
避難所開設のスキルの向上につながりました。
（R05（2023））
・令和５（2023）年度に新たに実施した「区本部運営訓練（地震対応図上訓練）」、「区本部運営訓練（地震対応実働訓
練）」では、区本部各班の更なる練度向上が図られるとともに、訓練後にアンケート調査を行ったところ「意識が向上した」との回答が多
く、防災に対する職員の意識向上につながりました。

区分 区分選択の理由

Ｂ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（３）職員の改善・改革意識及びコンプライアンス意識の向上 １・職員の改善意識・意欲の向上と職場改善運動の推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・これまで職員の改善意欲の向上や意識の波及を図る取組として、事業見直し・業務改善や職員提案制度を実施し、職場での改善活
動を推進するとともに、取組の好事例について、業務改善事例発表会（チャレンジ☆かわさきカイゼン発表会）などの取組を実施し、改
善意識の波及に取り組んできましたが、本市の事業を着実に推進し、新たな課題にも対応していくためには、引き続き限りある「時間」と
「財源」の確保が求められることから、継続して取組を推進していくことが必要です。
・今後についても市役所の全ての職場・職員がより効率的な仕事の進め方について意識し、改善・改革意識をもって業務改善に取り組
むよう、意識向上の取組及び自発的な職場改善活動を一層推進していく必要があります。
・また、平成30（2018）年度から働き方・仕事の進め方改革において、毎年度テーマを設定して職員からの意見募集を行い、意見の
一部を「働き方・仕事の進め方改革推進プログラム」に反映させるなど、職員による主体的な改革を促す取組を推進してきたところです。
こうした職員意見を活用する機会を増やすことにより、職員による主体的な取組を一層推進していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・全ての職員が市民目線での改善を主体的に実践し、業務量の軽減やコストの縮減にもつながるよう、職場での改善活動の推進に取り
組みます。
・庁内の業務改善事例を全ての職場で共有し、他の職場の改善事例を積極的に取り入れることで市役所全体の業務改善効果を高め
るため、改善事例の横展開の取組を強化するとともに、外部の専門的知見を活用した改善手法等のノウハウの習得に向けた実践的な
研修の実施により、職員の自発的な改善活動を支援します。
・働き方・仕事の進め方改革に関する職員意見募集等により、改善・改革を自分事として捉え、主体的に取り組む組織風土の醸成に
取り組みます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）~R07（2025）】
・各職場の主体的な改善活動の推進に向けた事業見直し・業務改善の取組や職員提案制度の効果的な活用
・業務改善事例発表会等の実施による、庁内の業務改善事例の横展開や、改善意識を高める取組の推進
・外部の専門的知見を活用し、職場の課題等の可視化手法を身に着けることによる、職員の自発的な改善活動を支援する取組の推
進
・働き方・仕事の進め方改革に関する職員意見募集や、全庁から職員を募り「どのような働き方をしたいか」等について語り合う「働き方・
仕事の進め方改革ミーティング」の実施による主体的に改善・改革に取り組む組織風土の醸成

81109050 人材育成推進事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・職員一人ひとりの業務改善に対する意識・意欲の醸成を目的に、市役所の全ての職場・職員が効率的な仕事の進め方や業務改善・
改革を推進することによる、自発的な改善活動が行える職場の実現

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト － モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・各職場の主体的な改善活動の推進に向けた事業見直し・業務改善の取組や職員提案制度の効果的な活用
・業務改善事例発表会等の実施による、庁内の業務改善事例の横展開や、改善意識を高める取組の推進
【R04（2022）】
・職員の改革マインドの醸成に向け、外部講師の活用等により、令和４（2022）年度末までの行政手続の原則オンライン化を進める
手続等における、業務フローの作成や業務の単純化、効率化等の検討など、課題の可視化手法や業務改善手法等を身に付けることに
よる自発的な業務改善活動の推進
・新本庁舎移転を契機としたワークスタイル変革を踏まえた働き方・仕事の進め方改革に関する職員意見募集の実施や、ペーパレス・テ
レワーク・フリーアドレス等の多様な働き方を実現している民間企業等への先進事例視察会の実施を通して「どのような働き方をしたいか」
等について職員が語り合う「働き方・仕事の進め方改革ミーティング」の実施による主体的に改善・改革に取り組む組織風土の醸成
【R05（2023）】
・職員の改革マインドの醸成に向け、外部講師の活用等により、課題の把握・可視化、業務分析や改善施策の立案手法等の業務改
善実施に向けたスキル習得の支援等を身に付けることによる自発的な業務改善活動の推進
・働き方・仕事の進め方改革に関する職員意見募集の実施や、ペーパレス・テレワーク・フリーアドレス等の多様な働き方を実現している民
間企業等への先進事例視察会の実施、新本庁舎移転を契機としたワークスタイル変革を踏まえ、「どのような働き方をしたいか」等につい
て職員が語り合う「働き方・仕事の進め方改革ミーティング」の実施による主体的に改善・改革に取り組む組織風土の醸成
【R06（2024）・R07（2025）】
・職員の改革マインドの醸成に向け、外部講師の活用等により、課題の可視化手法や業務改善手法等を身に付けることによる自発的な
業務改善活動の推進
・働き方・仕事の進め方改革に関する職員意見募集や、全庁から職員を募り「どのような働き方をしたいか」等について語り合う「働き方・
仕事の進め方改革ミーティング」の実施による主体的に改善・改革に取り組む組織風土の醸成

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
目標

説明 実績

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・すべての職場に対して職員提案制度に基づく改善提案の提出を依頼するとともに、提出された提案の中から優秀提案を選出するため
の職員投票を全職員を対象として実施することにより、一部の職場・職員に改善意識が限定されることがないよう、職員一人ひとりの改善
意識・意欲の向上に向けた取組を推進しました。
・令和４（2022）年度は、各局が行った事業見直し・業務改善の全取組を体系的にまとめた「業務改善事例データバンク」により、一
層の横展開を図るとともに、「取組状況チェックリスト」を活用して改善効果の高い取組を全庁で推進し、各局区長が出席する「行財政
改革推進本部会議・働き方・仕事の進め方改革推進本部会議合同会議」において、各局区の進捗状況を共有するなど、各職場に取
組を促し、全庁を挙げた業務改善を実施しました。さらに、令和５（2023）年度においては、「取組状況チェックリスト」について、デジタ
ル化の推進等の新たな５つの取組を設定し、全庁で取組を推進することで、一層の業務効率化を図りました。
・より多くの職員に業務改善の好事例を共有するため、業務改善事例発表会（チャレ☆かわ）を開催し、デジタル技術を活用した各局
区の好事例等の発表を行うとともに、オンラインを活用した動画配信等により横展開するなど、職員の改革・改善に向けた意識の醸成を
図りました。
・職員のデジタルツール等の活用による改革マインドの醸成に向けて、職員が自発的な業務改善活動を行えるよう、外部講師による改善
手法のノウハウの習得など実践的な研修の実施し、令和４（2022）年度は、行政手続のオンライン化を想定した業務フローの作成な
どについて、建設緑政局みどり・多摩川協働推進課、中原区役所危機管理担当、病院局井田病院庶務課において実施しました。令和
５（2023）年度は、業務のデジタル化に向けた環境整備や新たな業務フローの検討などについて、経済労働局企画課、多摩区役所
保護第２課において実施しました。
・ワークスタイル変革や多様な働き方の検討に向けて、令和４（2022）年度は柔軟な勤務時間制度、新本庁舎整備を契機としたフ
リーアドレス等、令和５（2023）年度はテレワーク等について、「働き方・仕事の進め方改革に関する職員意見募集（アンケート）」に
より職員からの意見を集約しました。
・働き方・仕事の進め方改革ミーティングについて、令和４（2022）年度は民間企業の先進的なオフィスを視察しながら新しいワークス
タイルで想定される課題や解決策、各職場における新本庁舎での執務環境の活用方法について議論し、令和５（2023）年度は、区
役所・事業所等でのワークスタイル変革・業務改善について議論する内容で開催し、ワークスタイル変革についての意識の浸透を図りまし
た。
【R05（2023）】
・業務改善に有効なデジタル技術の活用の推進に向けて、ＤＸの基礎知識や求められる意識に関する教材を作成し、ｅラーニングによ
り全庁に配信したほか、ＤＸを自分ゴトとするワークショップを管理職向けに１回、職員向けに２回実施することで、更なる改善意識・意
欲の向上を図りました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

職場で積極的に業務改善に取り組んでいると考える職員
の割合（働き方についてのアンケート調査）

ヒト

目標 72.5 75.0 77.5 80.0
以上

%

説明
職員に対する「働き方についてのアンケート調査」（無作為抽出
3,000人）で、「積極的に業務改善に取り組んでいるか」という設
問に対し、「そう思う」又は「やや思う」と回答した職員の割合（単年
度）

実績 66.3 59.1 61.9

78.0 79.0 80.0
以上

2 %

説明
職員に対する「働き方についてのアンケート調査」（無作為抽出
3,000人）で、「事業・業務にかかるコストを意識して仕事に取り組
んでいるか」という設問に対し、「そう思う」又は「やや思う」と回答した
職員の割合（単年度）

実績 74.7 74.0 72.1

事業・業務にかかるコストを意識して仕事に取り組んでいる
と考える職員の割合（働き方についてのアンケート調査）

ヒト

目標 77.0

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

取組の
総体的効果

区分
ヒト × モノ － カネ ○

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である「職場で積極的に業務改善に取り組んでいると考える職員の割合（働き方についてのアンケート調査）」は、令和３
（2021）年度の66.3％から、令和４（2022）年度は59.1％、令和５（2023）年度は61.9％と、令和５（2023）年度は前
年度比で若干改善したものの、２年連続で目標を達成できませんでした。
・成果指標である「事業・業務にかかるコストを意識して仕事に取り組んでいると考える職員の割合（働き方についてのアンケート調査）」
は、令和３（2021）年度の74.7％から、令和４（2022）年度は74.0％、令和５（2023）年度は72.1％と低下し、２年連続
で目標を達成できませんでした。
・成果指標を下回った理由としては、同アンケートの「職員一人ひとりが業務改善に取り組むために必要なもの」の回答について、「業務と
しての明確な位置づけ」や「目的の浸透」、「上司の理解」といった項目が上位になっていることから、組織における業務改善への意識付け
に課題があることが要因の一つと考えられるため、一層の好事例の横展開に向けた取組を進める必要があります。

【カネの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・全庁を挙げて事業見直し・業務改善に取り組むことにより、65,438千円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、53,364千円
の財政効果を令和６（2024）年度予算に、それぞれ反映しました。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・全庁を挙げて事業見直し・業務改善に取り組むことにより、令和４（2022）年度は約36,500時間、令和５（2023）年度は約
15,600時間の効果を、それぞれ新たに生み出しました。

【その他の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・効果の高い取組の「横展開」の充実に向け、主な25項目を全所属あてに横展開を実施し、令和４（2022）年度では実施率が
91.2％、令和５（2023）年度は96.2％となりました。
（R05（2023））
・一層の業務効率化に向けて、デジタル化の推進等の新たに５つの取組を設定するとともに全所属あてに横展開を実施し、令和５
（2023）年度では実施率が92.3％となりました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・全庁を挙げて事業見直し・業務改善に取り組むことにより、65,438千
円の財政効果を令和５（2023）年度予算に、53,364千円の財政
効果を令和６（2024）年度予算に反映するとともに、令和４
（2022）年度は約36,500時間、令和５（2023）年度は約
15,600時間の効果を、それぞれ新たに生み出すことができたため。
・一方で、「職場で積極的に業務改善に取り組んでいると考える職員の
割合」及び「事業・業務にかかるコストを意識して仕事に取り組んでいると
考える職員の割合」が、２年連続で目標を下回っており、組織における業
務改善への意識付けなどに課題が残ることから、一層の好事例の横展開
に向けた取組を進める必要があるため。

○ 情報 － 時間 ○ その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・各局区等の主体的な改善運動及び庁内横展開に向けた取組を推進するため、事業
見直し・業務改善や職員提案制度を活用し、組織における業務改善への意識付けに
向け、一層の好事例の横展開に向けた取組を実施します。
・業務改善に有効なデジタル技術の活用推進に向け、デジタルリテラシーを向上させるた
めの研修や「働き方・仕事の進め方改革ミーティング」において、業務改善の手法を学び
職場での改善活動につなげるためのワークショップを行う等、改善意識・意欲の向上等を
図ります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）~R07（2025）】
・事務の分類ごとに、事務に潜むリスクや対策、マニュアルなどを見える化、一覧化した「リスクチェックリスト」を活用し、事務ミスや不適正処
理の防止、抑制等に向けた職員の意識の向上を図るとともに、事務ミス等の防止に向けて、全ての部署の予防的措置の状況のとりまとめ
・事務制度所管課とリスクチェックリストの内容についての検討
・「内部統制評価報告書」の策定等による事務事故等の事例や原因・再発防止策の庁内での情報共有に向けた取組の実施
・重大な事務事故の発生や事務ミスの傾向等を踏まえた効果的な研修（外部講師の活用等）や注意喚起（市長名の通達等）など
の実施
【R04（2022）】
・事務制度所管課等と連携した抜き打ち調査（年４回以上）等の実施
・イントラネット「服務情報」への「過去の懲戒処分と事務事故等の一覧」及び、「事務事故等に係る事務制度所管課からの通知一覧」
の新設等、わかりやすい注意喚起の実施
・管理職研修を会計室と合同で行うなど、内部統制関係の研修の合同開催の検討等効果を高める取組の推進
・各局区の内部統制員等との連携や管理職会議等を活用した職員の意識向上に向けた取組の実施（全局区）
・ｅラーニング等を活用した係長級以下の職員の意識改革に向けた取組の実施
・再発防止策の実施状況の管理に向けた関係局への調査として、重大な事務事故が発生した職場へのヒアリング調査による徹底した原
因究明の実施
・各職場内における所属長等による個別指導やリスク共有・チェック体制の強化に向けた管理職研修の実施
【R05（2023）】
・重大な事務事故が発生した職場へのヒアリング調査を踏まえ、再発防止策を徹底する取組の実施
・多発している個人情報の事務事故等に係る調査及び防止に向けた取組の推進
・全職員が事務リスクを意識し、具体的な行動につなげることで事務事故等の発生を防止することを目的とした内部統制シートの見直し
に基づく各職場・職員への内部統制の浸透
【R05（2023）〜R07（2025）】
・事務制度所管課等と連携した抜き打ち調査（年４回以上）等、効果的な内部統制の手法の検討・実施
・各局区の内部統制員等との連携や管理職会議等を活用した職員の意識向上に向けた取組の実施（全局区）
・再発防止策の実施状況の管理状況の取りまとめと再発防止策の点検
・各職場内における所属長等による個別指導やリスク共有・チェック体制の強化に向けた管理職研修の内容の見直し

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

81103040 内部統制事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（３）職員の改善・改革意識及びコンプライアンス意識の向上 ２・事務事故・事務ミス等の防止に向けた内部統制の取組推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・地方自治法の改正に伴い、令和２（2020）年４月から内部統制制度が本格実施されました。
・これまでの間、本市の内部統制の趣旨、目的、対象等を定めた内部統制基本方針を策定し、市長をトップとする内部統制委員会の
設置や各局区への内部統制員等の配置など内部統制の推進体制を整備しました。
・また、事務事故・事務ミス等の防止を図るため、財務事務等に潜むリスクを見える化・一覧化したリスクチェックリストを活用した取組をは
じめとして、各局区の管理職会議や各種研修の場を活用して内部統制制度の周知や職員意識の啓発等の取組を進めているところです
が、依然として、事務事故・事務ミス等が続いている状況です。

（４年間の）
取組の方向性

・引き続き事務事故・事務ミス等の防止に向けた内部統制の取組を推進し、全ての職場で網羅的なリスク管理に取り組み、職員自らが
誤りを発見し、改善していくという内部統制の取組の浸透を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・リスクチェックリストを活用した取組の実施
・事務事故等の事例や原因・再発防止策の横展開に向けた取組の実施
・重大な事務事故の発生や事務ミスの傾向等を踏まえた研修や注意喚起などの実施
・事務制度所管課等と連携した効果的な内部統制の手法の検討・実施
・各局区の内部統制員等との連携や管理職会議等の活用
・再発防止策の実施状況の管理の徹底
・各職場内における所属長等による個別指導やリスク共有・チェック体制の強化

時間 ○ その他 －

（４年間の）
到達目標

・事務事故等の発生件数をゼロとするため、内部統制が有効に機能して、事務ミス等防止に向けた取組が効果的に実施されている状態
であること

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

1
説明

目標

実績

目標

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

R06年度 R07年度

1
説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・事務の分類ごとに、事務に潜むリスクや対策、マニュアルなどを見える化した「リスクチェックリスト」を活用して事務ミスや不適正処理の防止及び抑
制等に向けた職員の意識の向上を図るとともに、全ての部署について、リスクポイントへのチェック体制の強化や業務手順の周知などをはじめとする
予防的措置の状況をとりまとめました。
・「内部統制評価報告書」を作成し、監査委員の審査に付した後、議会への提出及び公表を行いました。
・「内部統制評価報告書」の策定等により、とりまとめた庁内の事務事故等の事例や原因・再発防止策を、通達や庁内イントラネットにより周知す
るなど、庁内での情報共有に向けた取組を実施しました。
・重大な事務事故の発生や事務ミスの傾向等を踏まえた効果的な研修（外部講師の活用等）や注意喚起（市長名の通達等）などを実施し
ました。
・事務制度所管課等と連携した抜き打ち調査を年４回実施し、活動指標の目標を達成しました。
・全30局区の管理職研修において会計室と合同で行うなど、内部統制制度所管課と連携して研修の効果を高める取組を推進しました。
・内部統制委員会や全局区管理職会議における、事例の共有や注意喚起を行うことで、組織のリーダーを通して全職員への事務事故防止に向
けた意識の向上につなげました。
【R04（2022）】
・事務制度所管課と連携して、発生した場合のリスクが高い事務の抽出や手引きの拡充等を行うとともに、リスクの設定については、所属の現状に
合わせて優先順位をつけ、より具体的な内容を記載するリスク発見シートを導入する等、内部統制シートの見直しを実施しました。
・部下等を指導する立場にある係長級以上の職員向けに、外部講師（神奈川県警）による、不祥事案の対処方針など専門的な見地による効
果的なコンプライアンス研修を12月に実施しました。
・イントラネット「服務情報」への「過去の懲戒処分と事務事故等の一覧」及び「事務事故等に係る事務制度所管課からの通知一覧」の新設等、
わかりやすさを意識した注意喚起方法の見直しを実施しました。
・係長級以下の職員向けに、事務制度所管課と連携した内部統制研修（全３回）を実施しました。
・ｅラーニング等を活用した係長級以下の職員の意識改革に向けた取組を実施しました。
・再発防止策の実施状況の管理に向けた関係局への調査として、中央卸売市場北部市場など重大な事務事故が発生した職場へのヒアリング調
査による徹底した原因究明の取組を実施しました。
【R05（2023）】
・課長補佐級を以下を対象として、神奈川県警から出向している職員及び個人情報保護関係の担当職員によるコンプライアンス研修を12月に
実施し、また事務制度所管課と連携した内部統制研修（全８回）を実施しました。
・報道発表等に至った事務事故についてヒアリングを実施し、原因の追究と再発防止策の実施状況の確認を行いました。
・予防的監察において調査した個人情報漏えいに繋がりうる郵便物のチェック結果を踏まえ、チェック体制の確認や取扱いの改善を指導しました。
・令和４（2022）年度に見直した内部統制シート（リスク発見シート）を基に、全部署でのリスク抽出と対策への取組を進めました。
・イントラネットにおいて各局区における事務事故防止の取組事例や典型的な業務フローとリスク分析を行った資料を掲載し職員へ周知を図りまし
た。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

回

説明
各部署において事務ミス等防止対策が有効に講じられているかどうか、事務制
度所管課及び各局区経理と連携して抜き打ち調査を実施した回数（単年
度）

実績 4 4 4

全

2

事務制度所管課及び各局区経理と連携した抜き打ち調査回数 目標 ４以上 ４以上 ４以上 ４以上

1

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

全 全
部署

説明 リスクチェックリストにより事務ミス等防止対策を実施した部署の数（単年度） 実績 全 全 全

リスクチェックリストによる事務ミス等防止対策の実施部署数 目標 全
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・内部統制シートに基づき、より具体的なリスクの記載による効果的な予防的措置を実
施します。また、自主考査等の機会をとらえ、各職場での討議を通じた、コンプライアンス
意識の向上や業務上の課題の共有等を推進します。
・重大な事務事故の発生や事務ミスの傾向等を踏まえた研修を実施します（実施回
数の更なる増加等）。
・事務制度所管課等と連携し、より効果的な内部統制の手法を検討し、実施します。
・発生した重大な事務事故について持続的かつ確実な再発防止策が実行されるよう関
係部署と連携しながら取り組みます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・事務制度所管課等と連携し、リスクチェックリストを活用した事務ミスの防
止などに取り組むとともに、各種研修などを通じて、職員のコンプライアンス
意識の向上に寄与したため。一方で、令和３（2021）年度及び令和
４（2022）年度を評価対象期間とした内部統制評価報告書を作成
し、監査委員の審査に付した後、議会への提出及び公表を行ったところ、
各年度とも報告書において１件の事務事故等が重大な不備として把握
されたことから、同様の事務事故防止に向けてチェックリストを活用した事
務フローの確立などの取組を進める必要があるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・全部署が実施したリスクチェックリストの活用による事務ミス及びその原因・再発防止策のとりまとめや周知のほか、各種研修や抜き打ち
検査などを通じた各職員のコンプライアンス意識の向上に向けた取組により、内部統制制度の適正な運用に寄与しました。
（R04（2022））
・令和３（2021）年度内部統制評価報告書では、整備（体制、仕組み等）の観点による有効性について、本市の内部統制は有
効に機能しました。また、事務ミス等については、報告されたものの大半が事務の執行又はチェックの際に発見・訂正され、適正に処理が
図られていたことが確認されており、内部統制の取組推進に一定の効果がありました。一方で、同報告書において、経済労働局における
中央卸売市場北部市場の光熱水費の未請求等事案について、使用者の変更漏れ等の事務事故を原因とし、多くの事業者に長期間
にわたって損害を与えたことなどから、本件を重大な不備であるとし、本市の内部統制は、一部有効に運用されていないと判断していま
す。
（R05（2023））
・令和４（2022）年度内部統制評価報告書では、整備（体制、仕組み等）の観点による有効性について、本市の内部統制は有
効に機能しました。また、事務ミス等については、前年度と同様に内部統制の取組推進に一定の効果がありましたが、一方で、同報告書
において、上下水道局における物品調達に係る不正行為について、「架空発注」、「差し替え」、「預け」のほか私的流用を行っていた事
実が判明し、大きな経済的・社会的不利益を生じさせたことなどから、本件を重大な不備であるとし、本市の内部統制は、一部有効に運
用されていないと判断しています。なお、物品調達に係る不正行為については、上下水道局において物品受入検査について明確な定め
がなかったことから、物品受入検査に関する規程等を新たに制定するなど、同様の事案が発生することのないよう取組を進めています。
・また、令和３（2021）年度内部統制評価報告書において重大な不備とした、光熱水費の未請求等事案については、経済労働局
において再発防止策を策定し、取り組むとともに、未請求となっていた光熱水費について徴収に向けて取り組んでいます。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）~R07（2023）】
・内部統制の実施状況を踏まえた市長通達等による注意喚起
・不祥事の発生に応じた内部統制推進部署からの各種通知の発出による注意喚起
・不祥事防止委員会における全庁的な取組の推進及び早朝管理職会議等における出前研修等（全局区（30件））による管理職
を通じた不祥事防止の意識啓発の推進
・自主考査及び服務チェックシートによる自己点検の実施
・予防的監察による汚職並びに非行及び事故等の未然防止
・階層別研修（13件（全階層））及び不祥事防止研修等の実施による職員の規範意識の向上

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・不祥事の発生件数をゼロとするため、高い公務員倫理の確立と厳正な服務規律の確保に向けた取組が効果的に実施されている状態
であること

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・職員の汚職、非行及び事故を未然に防止するため、市長通達による注意喚起を行うとともに、個々の職員が服務上の問題点に気付く
機会を得ることを目的とした自己点検を実施します。
・階層別研修等における公務員倫理等をテーマにした研修や各職場単位での自主考査を行い、公務員倫理や服務規律などの職員の
規範意識の向上を図ります。
・自らの職場で想定される不祥事について問題意識を持ち、それらを防止するための対策を継続的に実施するため、定期的に不祥事に
対する危機意識の共有を図るとともに、不祥事防止に向けた取組状況等を調査し、是正指導することで防止対策の推進を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・市長通達による注意喚起
・不祥事の発生に応じた各種通知の発出による注意喚起
・不祥事防止委員会及び早朝管理職会議等による管理職を通じた不祥事防止の意識啓発の推進
・自主考査及び服務チェックシートによる自己点検の実施
・予防的監察による汚職並びに非行及び事故等の未然防止
・階層別研修及び不祥事防止研修等の実施による職員の規範意識の向上

81108010 人事管理事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（３）職員の改善・改革意識及びコンプライアンス意識の向上 ３・不祥事防止の取組推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・職員による不祥事を防止するため、服務に関する研修や依命通達の発出、不祥事防止委員会、自主考査などを継続的に実施し、職
員に対して必要な意識啓発や注意喚起等を行うなど、職員の高い公務員倫理の確立と厳正な服務規律の確保に努めているところです
が、依然として不祥事がなくなるという状況には至っておりません。
・引き続き、不祥事ゼロに向けて、高い公務員倫理の確立と厳正な服務規律の確保に向けた取組を効果的に実施していく必要がありま
す。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

件
説明 不祥事防止をテーマとする管理職を対象とした研修の実施件数（単年度） 実績 13 30

(全局区)
30

(全局区)

目標

1

単位計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

説明 実績

目標

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
説明 実績

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・内部統制の実施状況を踏まえた市長通達等により、適正な職務遂行と厳正な服務規律の確保の徹底に取り組むよう、全職員向けに
通達し、不祥事の未然防止に向けた注意喚起を実施しました。
・不祥事の発生に応じた内部統制推進部署からの会計事務、契約事務、資産管理事務、文書事務及び情報セキュリティに係る各種
通知の発出による注意喚起を実施しました。
・不祥事防止委員会における自主考査、服務チェックシート及びコンプライアンス研修をはじめとする全庁的な取組を推進・実施するととも
に、早朝管理職会議等における出前研修等（全局区（30件））による管理職を通じた不祥事防止の意識啓発の推進を図りまし
た。
・予防的監察を実施し、汚職並びに非行及び事故等の未然防止の取組を推進しました。
【R04（2022）】
・階層別研修（12件（全階層））及び不祥事防止研修等の実施による職員の規範意識の向上を図りました。なお、令和４
（2022）年度は階層別研修において、対象者が限定的であったことから技能・業務職員研修が翌年度と合わせての実施となったた
め、活動指標である「階層別研修の実施件数」は目標を下回り、12階層での実施となりました。
・イントラネット「服務情報」への「過去の懲戒処分と事務事故等の一覧」及び「事務事故等に係る事務制度所管課からの通知一覧」の
新設等、わかりやすさを意識した注意喚起方法の見直しを実施しました。
・上下水道局の物品購入における不祥事を受けて、財政局及び会計室など内部統制推進部署と関係者会議を開催し、物品出納に
係る検査の強化や契約事務の手引きへの反映を実施するとともに、職員への研修等様々な機会を通じて、職員へ服務規律確保の周
知を図りました。
・物品購入における不祥事に係る再調査の結果などを踏まえ、予防的監察を活用して、「預け」「一括払い」「差し替え」「前年度調達」
「次年度調達」が行われていないか等について全所属への調査を実施しました。その結果、不正行為は確認されませんでした。
・上下水道局では、物品管理事務に関する実態調査等に基づき、物品受入検査や物品管理規程の整備や事務手引きを制定しまし
た、また交通局及び病院局においても物品受入検査の規定を整備するなど不祥事防止に向けた仕組みを整備しました。
・教育委員会では、学校教育に対する子どもたち・保護者・市民からの信頼回復を図り、今後更なる信頼を得るとともに、事務改善の推
進及び事務事故の発生防止に向け、特別研修を実施し、教育長のメッセージ動画の配信のほか、事務処理の好事例やヒヤリハット事
例等を事務局内や全学校で共有しました。
【R05（2023）】
・各局で実施した服務チェックシートを取りまとめ、全庁的な服務上の課題（制度の周知不足など）がどこにあるかを把握し、研修資料に
反映させるなど意識啓発の取組を推進しました。
・令和５（2023）年度における予防的監察においては、特に個人情報漏えいに繋がりうる郵便物のチェックに関する調査も実施し、
チェック体制の確認や取扱いの改善を指導しました。
・階層別研修（13件（全階層））及び不祥事防止研修等の実施による職員の規範意識の向上を図りました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

目標

件
説明 不祥事防止をテーマとする係長級以下の職員を対象とした研修の実施件数

（単年度） 実績 1 4 8

13
(全階層)

3
非管理職を対象とした不祥事防止研修実施件数 目標 2以上 2以上 2以上 2以上

1

2
管理職を対象とした不祥事防止研修実施件数 目標 30

(全局区)
30

(全局区)
30

(全局区)
30

(全局区)
活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位
13

(全階層)
13

(全階層)
件

説明 不祥事防止をテーマとする階層別研修の実施件数（単年度） 実績 11 12
(全階層)

13
(全階層)

階層別研修の実施件数 目標 13
(全階層)
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・不祥事の防止に向けては粘り強く取り組む必要があることから、非管理職を対象とする
不祥事防止研修の拡大や内容の改善を図りながら、市長通達の発出による注意喚起
や自主考査、服務チェックシートによる自己点検を実施します。
・監察指導による不祥事防止の取組状況の調査、是正指導を実施します。
・職員の規範意識向上のため、階層別研修の全階層において公務員倫理研修を実施
します。
・全局区における管理職を対象とした不祥事防止研修を行うとともに、非管理職を対象
とした不祥事防止研修を実施し、直近で発生した事例を共有し、不祥事防止につなげ
ていくなど、管理監督者及び職員の意識向上に向けた取組を推進します。

・市長通達の発出や各種研修などの各種取組により、「市働き方につい
てのアンケート調査」における管理職のマネジメントの実施状況について、
公平・公正な業務執行に向けた組織の意識向上に取り組んでいると思っ
ている職員の割合が質問項目中で最も高くなるなど、職員の公務員倫理
や服務規律に関する意識の向上につながったため。
・一方で、上下水道局の物品購入における不正行為（R04）や学校
教職員による旅費や休暇の不正取得（R05）等により、懲戒処分件
数が大幅に増加し、依然として不祥事がなくなる状況には至っていないこ
とから、更なる職員の公務員倫理や服務規律に関する意識の向上に向
けた取組を進める必要があるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・市長通達の発出や、不祥事防止委員会におけるコンプライアンス研修や管理職を対象とした不祥事防止研修などの各種研修、服務
チェックシートによる自己点検の実施等により、「川崎市働き方についてのアンケート調査　調査結果報告書」における管理職のマネジメン
トの実施状況について「管理職が倫理観の向上、服務規律の遵守など公平・公正な業務執行に向けた組織の意識向上に取り組んでい
るか」との設問について「そう思う」「やや思う」と回答した割合が、令和４（2022）年度は79.3%、令和５（2023）年度は80.9％
と、質問項目中で最も高くなるほか、階層別研修（中堅職員研修における不祥事防止研修）のアンケートにおいて、「よく理解できた」と
答えた職員の割合が令和４（2022）年度は90.2％、令和５（2023）年度は92.4％と高い水準となるなど、職員の公務員倫理
や服務規律に関する意識の向上につながりました。また、自主考査において、多くの所属が不祥事防止等をテーマに職場討議を行ってい
る（※１）ことから、職員の意識向上に向けて着実に取組が進んでいると考えています。
（R04（2022））
・物品に関する発注から納品、在庫管理までの牽制機能の不全や服務規律に関する認識不足を原因とする上下水道局の物品購入に
おける過去の不正行為や学校教職員による休暇の不正取得や旅費の不正受給等により、懲戒処分件数（※２）は46件と、令和３
（2021）年度の17件から29件の増加となり、依然として不祥事がなくなる状況には至っていないことから、更なる職員の公務員倫理や
服務規律に関する意識の向上に向けた取組を進める必要があります。
（R05（2023））
・学校教職員による出退勤未登録や旅費の不正受給により、懲戒処分件数（※3）は88件と令和４（2022）年度の46件から42
件の増加となり、公務員としての基本的な服務上のルールが徹底されていない状況があり、依然として不祥事がなくなる状況には至ってい
ないことから、更なる職員の公務員倫理や服務規律に関する意識の向上に向けた取組を進める必要があります。

※１︓令和３（2021）年度︓192件（31.0%）、令和４（2022）年度︓283件（43.2%）、令和５（2023）年度︓
458件（52.5%）
※２︓全任命権者の合計値
※３︓全任命権者の合計値

－
区分選択の理由

-664-



　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・源泉徴収事務研修(源泉徴収事務担当者対象）
・会計事務研修（会計事務初任者対象）
・審査出納員研修（各局区支払審査担当職員対象）
・コンプライアンス研修（中堅職員対象）
※上記集合研修後に復習の場としてテストを実施
・システム操作研修(会計事務初任者対象)
・会計事務ｅラーニング研修
・会計事務検査の指導事例や事務事故に至った事例又は事務事故を未然に防止した事例を踏まえた再発防止策について、研修に反
映し注意喚起を実施
【R05（2023）】
・各種集合研修について、新型コロナウイルス感染症の５類移行を踏まえ、引き続き感染症防止対策を講じた上で実施するとともに、監
査等の状況に応じて各局庶務担当課と調整して局内研修の中で随時実施するなど、会計事務の適正執行やコンプライアンス意識の向
上を図る機会の増加
【R06（2024）・R07（2025）】
・各種集合研修について引き続き感染症防止対策を講じた上で実施するとともに、監査等の状況に応じて各局庶務担当課と調整して
局内研修の中で随時実施するなど、会計事務の適正執行やコンプライアンス意識の向上を図る機会の増加

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標 ・研修の充実・継続実施と職員の会計事務の習熟度向上

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・支払審査担当職員の能力向上を図り、会計事務についての指導、相談をより適切にできるようにします。また、庁内職員の会計事務
の適正な執行のため、効果的な研修を積極的に実施していきます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・システム操作研修（会計事務初任者対象）
・会計事務研修（会計事務初任者対象）
・審査出納員研修（各局区支払審査担当職員対象）
・コンプライアンス研修（中堅職員対象）
・各研修後に復習の場としてテストを実施

81104130 会計管理・審査事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４ （３）職員の改善・改革意識及びコンプライアンス意識の向上 ４・適正な会計事務の執行に向けた人材育成 会計室

現　状
【課題認識】

・毎年度、会計事務担当職員などに各種研修を行い、また、内部統制制度導入に伴うリスクチェック等の取組を実施しておりますが、職
員の知識不足等の要因による事務ミスはなかなかなくならない状況となっており、研修の必要性が高まっていると認識しています。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

人
説明 各年度に実施した、会計事務研修に出席した受講者数（単年度） 実績 189 176 179

4
コンプライアンス研修（11月）参加者数 目標 95 100 104 109

人
説明

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

1
説明 実績

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
会計事務習熟度テストの正答率

ヒト
目標 80以上

目標
単位

80以上 80以上 80以上
%

説明 各種研修後に受講者に対し実施する研修内容の習熟度をはかる
テストの正答率（単年度）

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・集合研修を次のとおり実施しました。　※<研修名>実施年度、場所、開催日、参加者数、達成度アンケート（５段階）
 <システム操作研修>令和４（2022）年度、イントラネット研修室、５月23日〜６月11日（11回）、126人、評価4.4
　　　　　　　　　　　　 　 令和５（2023）年度、イントラネット研修室、５月19日〜26日（6回）、136人、評価4.4
 <源泉徴収事務研修>令和４（2022）年度、第３庁舎15階会議室、６月24日、29人、評価4.4
　　　　　　　　　　  　　　　令和５（2023）年度、第３庁舎15階会議室、６月23日、29人、評価4.4
 <会計事務研修>令和４（2022）年度、第３庁舎15階会議室、７月21,24,25日（３回）、176人、評価4.3
　　　　　　　　　　  　令和５（2023）年度、第４庁舎２階ホール、７月10日〜12日（３回）、179人、評価4.4
 <審査出納員研修>令和４（2022）年度、第３庁舎15階会議室、８月15日、21人、評価4.2
　　　　　　　  　　　　 　令和５（2023）年度、第３庁舎15階会議室、８月14日、24人、評価4.4
 <コンプライアンス研修>令和４（2022）年度、第４庁舎ホール、10月31日、55人、評価4.3
　　　　　　　　　　　 　　 　令和５（2023）年度、本庁舎２階ホール、10月27日、99人、評価4.3
・会計事務研修について、令和４（2022）年度は、新型コロナ感染防止対策の影響で会場変更により参加者募集人数を減らす必
要があったこと、令和５（2023）年度は、募集人数の制限は解除したものの１日研修と他の研修と比べて長時間となることから、受講
希望者が想定を大きく下回り、活動指標を達成できませんでした。
・コンプライアンス研修について、令和４（2022）年度は、新型コロナ感染症防止に配慮して参加者の募集人数を抑えたことに加えて
実務的な内容ではないことから、受講希望者が想定を大きく下回り、活動指標を達成できませんでしたが、令和５（2023）年度は、
事務事故の発生を踏まえた局内の参加奨励により、受講希望者が前年度より大幅に増加しました。
・上記研修のほか、会計事務の実地検査（令和４（2022）年度:60箇所、令和５（2023）年度:50箇所）で、検査項目に関
する指導のほか、会計事務に関する相談への助言や指導を行いました。また、総務企画局の各局管理職向けの不祥事防止研修と連
携し、財務文書を決裁する場合の留意点についての説明等を令和４（2022）年度は22局、令和５（2023）年度は24局で実施
しました。
・職場で会計事務について研修ができるようｅラーニング研修コンテンツを更新しました。
・会計事務研修、審査出納員研修、コンプライアンス研修では、会計事務に関する検査で指摘した事務ミス事例等を説明し注意喚起
を行いました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

3
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

実績 ― 84 84

説明 実績

目標
R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 各年度に実施した、審査出納員研修に出席した受講者数（単年度）

各年度に実施した、コンプライアンス研修に出席した受講者数（単年度） 実績 14 55 99

人
実績 23 21 24

136

3
審査出納員研修（８月）参加者数 目標 24 25 26 27

1

2
会計事務研修（７月）参加者数 目標 279 292 305 319

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

142 148
人

説明 各年度に実施した、システム操作研修に出席した受講者数（単年度） 実績 124 126 136

システム操作研修（５月）参加者数 目標 130
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・会計事務の適正執行やコンプライアンス意識の向上を図る機会を増やしていくことで事
務事故の発生防止に資するように、研修当日の動画配信を開始するなどフォローアップ
を拡充することや、監査等の状況に応じた各局への出前研修の積極的な実施など、会
計事務担当職員への効果的な研修を継続します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・研修の成果指標である習熟度テスト正答率80%を達成したため。
・感染症防止対策としての募集人数の制限解除や局内の参加奨励を
行ったことから令和５（2023）年度は前年より参加者数を増やしたもの
の、一部研修において目標の参加者数に達せず、会計事務にかかる意
識向上の機会創出に課題があることから、研修手法の見直しや更なる各
局区等への参加奨励を実施していく必要があるため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・研修後に実施する習熟度テストの正答率について、令和４（2022）年度は研修全体で84％（源泉徴収事務研修 86％、会計
事務研修 86％、審査出納員研修 81％、コンプライアンス研修 83％）、令和５（2023）年度は研修全体で84％（源泉徴収事
務研修 90％、会計事務研修 80％、審査出納員研修 86％、コンプライアンス研修 78％）となり、２年連続で成果指標の目標
80％を超えました。また、研修参加者から提出された研修達成度アンケートでは２年連続５段階評価で４を超えました。各研修は職
員の会計事務の知識習得とコンプライアンス意識の向上に貢献しました。
・会計事務研修については、令和４（2022）年度は新型コロナ感染防止対策の影響で参加者募集人数を減らす必要があったこと、
令和５（2023）年度は感染症防止対策としての募集人数の制限は解除したものの、他の研修と比べて長時間となるため受講希望
者が想定を大きく下回り、２年連続で活動指標の目標としていた参加者数に満たなかったことから、会計事務の適正執行やコンプライア
ンス意識の向上を図る機会を増やしていく点で課題が残りました。今後、研修手法の見直しや更なる各局区等への参加奨励を実施して
いく必要があります。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）〜R07（2025）】
・監査結果を踏まえ、「事例・解説集」の改訂や、「事例・解説集」をテキストにした研修会（事例研修会）を実施
・時間や場所にとらわれない受講を可能とすることで利便性を向上し、受講者の増加を図るため、ｅラーニングを活用した研修を実施
・再発防止の観点から、監査等で判明した不適正事例について、これまでの監査事例を踏まえ、所管課の原因究明と再発防止策に係
る支援を実施
・各局区等の取組を支援し、事務処理の改善等に貢献するため、出前講座を実施
・工事監査の結果を市役所内部に周知し理解を深めるため、監査の実施により把握した課題等を庁内イントラネットへ掲載するとともに、
意見交換会を開催し、工事に関する課題や情報を共有
・公認会計士との対話や、研修等の講師経験を通じて、監査事務局職員の能力・専門性の向上に向けた取組を推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した活動指標（事例研修会の実施回数）については、令和４（2022）年度に予定
を前倒して実施したことで令和６（2024）年度の目標回数に達したことから、令和４（2022）年度実績値を
基準値として令和５（2023）年度の目標値を上方修正します。

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・事務処理ミス、法令違反等の未然防止や事務改善に向けた取組が効果的に実施され、財務・経営に関する事務が適正かつ効果的
に行われている状態

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
取組の方向性

・監査結果を踏まえ、「事例・解説集」の改訂を行うとともに、研修会や意見交換会を開催するなど、監査結果を活用した各局区等にお
ける業務改善の取組への支援を進めるとともに、監査事務局職員の出前講座の活用等について、改めて周知します。
・また、監査事務局職員については、「事例・解説集」改訂の過程や、研修での講師経験、監査対象局の技術監理担当職員等との意
見交換等を通じて知識の定着を図るとともに、監査等の実施に必要な能力や専門性の向上を主眼とした職員の育成に努めます。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・監査結果を踏まえ、「事例・解説集」の改訂や、「事例・解説集」をテキストにした研修会（事例研修会）を実施
・時間や場所にとらわれない受講を可能とすることで利便性を向上し、受講者の増加を図るため、ｅラーニングを活用した研修を実施
・再発防止の観点から、監査等で判明した不適正事例について、これまでの監査事例を踏まえ、所管課の原因究明と再発防止策に係
る支援を実施
・各局区等の取組を支援し、事務処理の改善等に貢献するため、出前講座を実施
・工事監査の結果を市役所内部に周知し理解を深めるため、監査の実施により把握した課題等を庁内イントラネットへ掲載するとともに、
意見交換会を開催し、工事に関する課題や情報を共有
・公認会計士との対話や、研修等の講師経験を通じて、監査事務局職員の能力・専門性の向上に向けた取組を推進

82102040　　82102050 財務監査　　工事監査
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４ （３）職員の改善・改革意識及びコンプライアンス意識の向上 ５・財務事務執行等の改善に向けた取組の強化 監査事務局

現　状
【課題認識】

・法律に基づき監査等を実施し、結果について、事例研修会や意見交換会の開催などを通じて財務事務に従事する職員へ説明するこ
とにより、事務処理の改善、内部統制の向上等に努めていますが、遡及起案や備品の管理など、従来からの指摘事例が繰り返し発生し
ている状況にあります。
・また、公営企業会計等の財務事務等においては、公認会計士の知見を活用するとともに、公認会計士との討議を通じて監査事務局
職員の能力向上に努めています。
・今後も、財務・経営に関する事務が適正かつ効率的に行われるよう、職員への支援を行っていく必要があります。
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

回
説明 eラーニングを活用した研修を実施した回数（単年度） 実績 2 2 2

2
説明 実績

目標

単位

1
目標

説明 実績

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

2
説明 実績

目標

94 96 98

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

研修達成度（受講者アンケート）

ヒト

目標 95以上 96以上 97以上 98以上

％

説明
研修受講後のアンケートにおいて「事務処理ミス、法令違反等の未
然防止や事務改善に向けて取り組む「きっかけ」となった」と回答した
受講者の割合（単年度）

実績

R07年度

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・毎年度「事例・解説集」を改訂し、当年度に実施した監査の指摘事例を反映させ、事例の追加などを行い、次年度の出前講座、事例
研修会、eラーニング資料に反映させるとともに、事例研修会及びeラーニング資料については、過年度の受講者アンケートで寄せられた意
見を反映させました。
・工事監査の結果を市役所内部に周知し理解を深めるため、監査の実施により把握した課題等を庁内イントラネットへ掲載するとともに、
意見交換会（年２回）を開催し、工事に関する課題や情報共有を通じて、技術的な視点から原因究明と再発防止策に係る支援を
行いました。
・公認会計士との対話（令和４（2022）年度は講習会年２回、令和５（2023）年度は講習会年２回、研修形式年１回）
や、研修等の講師経験（令和４（2022）年度は階層別研修・出前講座等計20回、令和５（2023）年度は階層別研修・出前
講座等15回）を実施しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

単位

14 9

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

説明 実績

2以上
(1以上)

3
出前講座の実施回数 目標 6以上 7以上 8以上 9以上

1

2
eラーニングを活用した研修の実施回数 目標 2以上 2以上 3以上 3以上

目標 1以上

実績 5
回

説明 各局区等に応じて個別・具体的なテーマ設定をした出前講座を実施した回数
（単年度）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2以上 2以上
回

説明 事例研修会を実施した回数（単年度）
※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 1 2 2

事例研修会の実施回数
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・事務ミスの未然防止などの事務執行の改善に向けては、各局区等の職員に監査結
果をより深く理解してもらい、不適正な事務処理の再発防止につなげてもらうことが有効
と考えられることから、より一層各局区等の職員に監査結果を活用してもらえるよう、監
査結果を反映した事例・解説集の改訂や事例研修会、ｅラーニング活用を進めます。
また、各局区等の職員による監査結果の活用を通じた事務執行の改善を支援するた
め、監査事務局職員による出前講座を各局区等の希望に応じた内容により実施しま
す。なお、令和４（2022）、令和５（2023）年度の監査結果を踏まえ、令和６
（2024）年度からeラーンニングの実施回数（コンテンツ数）を増やして実施します。
・監査事務局職員について、より実務的な研修を実施するなど、監査等の実施に必要
な能力や専門性の向上を主眼とした人材育成に引き続き努めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・「事例・解説集」は当年度に実施した監査の指摘事例等を反映するよ
う改訂し、２年連続で成果指標である研修達成度（受講者アンケー
ト）の目標を達成したものの、遡及起案や備品の管理など、従来からの
事例が繰り返し発生している状況であることから、事務ミスの未然防止な
どの事務執行の改善に向けて職員への更なる意識啓発に取り組む必要
があるため。
・出前講座や研修会等を開催し、財務事務に従事する職員の知識向
上に寄与するとともに、講師経験等を通じて監査事務局職員の専門性
の向上につながったため。

－ 情報 － 時間 － その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト ○ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・毎年度「事例・解説集」を改訂し、当年度に実施した監査の指摘事例や受講者アンケートで寄せられた意見を次年度の研修内容や
資料に反映させたことで、成果指標である研修達成度（受講者アンケート）は、令和４（2022）年度は96％、令和５（2023）
年度は98％となり、各年度とも目標を達成しました。一方で、遡及起案や備品の管理など、従来からの事例が繰り返し発生している状
況であることから、事務ミスの未然防止などの事務執行の改善に向けて取り組む必要があります。
・令和４（2022）年度は、出前講座を14回実施、事例研修会に69名、意見交換会に20名の受講・参加があり、令和５
（2023）年度は、出前講座を９回実施、事例研修会に81名、意見交換会に30名の受講・参加があり、財務事務に従事する職員
の知識向上に寄与するとともに、講師経験等を通じて監査事務局職員の専門性の向上につながりました。
・取組の効果を示すために参考となる数値として、監査結果の指摘件数があります。定期（財務・工事）監査の指摘件数は、令和４
（2022）年度は61件（財務43件・工事18件）、令和５（2023）年度は53件（財務35件・工事18件）となっています。
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

－ あり︓○
なし︓－

81108010 人事管理事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（４）職員の能力が十分に発揮できる環境づくり １・職員個々の状況に応じた働く環境の整備 総務企画局

現　状
【課題認識】

・障害のあるなしに関わらず多様な人材が混ざり合い、活躍する社会の実現には、引き続き、障害者雇用の促進、障害者の職域の拡大
に取り組み、職場風土を醸成していく必要があります。
・令和２（2020）年に時差勤務制度を導入したところですが、職員個々の事情に応じた勤務時間の選択肢を更に広げることによって、
より働きやすい職場環境とするために、引き続き柔軟な勤務時間制度の検討に取り組んでいく必要があります。
・さまざまな事情を抱えた職員も含め全ての職員がやりがいを持ち、主体的に取り組み、活躍できる職場づくりに向けて、多様な働き方へ
の理解の浸透を目的とした管理職向けセミナーを開催しています。引き続き多様な人材が活躍する職場づくりのより一層の推進に向けて
取り組んでいく必要があります。
・セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント等、様々なハラスメント対策に取り組み、
職員が互いの人格を尊重し、相互の信頼の下にその能力を十分発揮できる職場環境づくりに取り組んでいく必要があります。

有無

（４年間の）
取組の方向性

・障害特性に配慮した人事配置や障害者である職員間の交流の場を設定する等、障害者雇用の拡大に向け、働きやすい職場環境づ
くりを推進します。
・多様な働き方への理解を浸透させることで、さまざまな事情を抱えた職員が働きやすい職場の意識醸成に取り組みます。
・職員個々の事情に応じた多様な働き方を推進する観点から、柔軟な勤務時間制度について検討を進めます。
・ハラスメント対策について、啓発に取り組むとともに、様々な機会を捉え、相談方法や相談先の周知徹底を図ります。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・配慮事項情報シートを活用した合理的配慮や経験交流会等を通じた職場環境づくり
・多様な働き方への理解の浸透を目的としたセミナー等の実施
・ハラスメント防止に向けたパンフレット配布や研修実施及び相談窓口の継続
【R04（2022）】
・障害者雇用の拡大に向けたワークステーション機能の導入の検討
【R04（2022）〜R06（2024）】
・フレックスタイム制等の柔軟な勤務時間制度の導入についての検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・新本庁舎へのワークステーション機能の導入による障害者雇用の拡大の推進

時間 － その他 －

（４年間の）
到達目標

・「集中型就労（ワークステーション）」と「配置型就労（各局区）」の両輪で障害者雇用を拡大していき、障害のあるなしに関わらず多
様な人材が混ざり合う職場環境づくりの実現
・柔軟な勤務時間制度を導入し勤務時間の選択肢を広げることで、効率的な業務配分に基づく労働生産性の向上を図るとともに、職
員がより働きやすい職場環境づくりの実現
・ハラスメントについて、より一層、職員が相談しやすい風土の醸成

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

【R04（2022）〜R07（2025）】
・第１期障害者活躍推進計画における取組の成果や課題を踏まえて改定した第２期障害者活躍推進計画に基づく、障害特性への
理解促進、職務メニュー等の多様化、職員や職場へのサポートの充実
・配慮事項情報シートを活用した合理的配慮や経験交流会等を通じた職場環境づくり
・多様な働き方への理解の浸透を目的としたセミナー等の実施
・ハラスメント防止に向けたパンフレット配布や研修実施及び相談窓口の継続
【R04（2022）】
・障害者雇用の拡大に向けたワークステーション機能の導入の検討・試行実施
【R04（2022）〜R06（2024）】
・フレックスタイム制等の柔軟な勤務時間制度の導入についての検討
【R05（2023）〜R07（2025）】
・新本庁舎へのワークステーション設置による障害者雇用の拡大の推進

状況変化等に
よる取組の変更

など

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

-671-



　実施結果（Do）

　評　価（Check）

2
説明 実績

単位

1

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

目標

説明 実績

3.0以上 3.0以上 3.0以上 3.0以上

目標

目標

1

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

2

80以上 80以上 80以上

％

説明
職員に対する「働き方についてのアンケート調査」（無作為抽出
3,000人）で、川崎市職員として今の働き方に「満足している」又
は「どちらかといえば満足している」と回答した職員の割合（単年
度）

実績 79.2 73.1 73.3

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・障害のある会計年度任用職員の職務内容の共有に向け、業務を紹介するホームページを作成するとともに、X（旧Twitter）を用い
て、そのホームページや市の採用選考などについて継続的な発信を行うとともに、令和５（2023）年度からは支援機関向けの業務説
明会を開催するなど、新たな広報の取組を行いました。
・障害者雇用について、就業員や配置職場の同僚・上司（サポート職員）を対象とした経験交流会（令和４（2022）年度（８月
及び１月）、令和５（2023）年度（８月、11月及び１月））を開催し、業務の進め方などについて情報共有を図ったほか、障害
者雇用支援員のさらなる能力の向上のため、令和４（2022）年度においては各就労援助センターと、令和５（2023）年度におい
てはそれに加えて支援機関と連携し、事例検討会などを含めた交流会（１月）を開催しました。また、合格者には勤務開始までに「自
己紹介シート」などを作成してもらい、職場内周知を行うなど、合理的配慮の取組を実施しました。
・障害特性に応じた業務とのマッチングや勤務時間の設定をより柔軟に行うため、週20時間未満勤務の短時間雇用を推進し、令和４
（2022）年度においては４名の、令和５（2023）年度においては６名の就業員を雇用しました。
・多様な働き方への理解の浸透のため、令和４（2022）年度は２月に「障害者が働きがいのもてる環境づくり」をテーマに、令和５
（2023）年度は１月に「テレワークの必要性とマネジメント」をテーマに、管理職セミナーを実施しました。
・管理職を対象にハラスメント防止対策研修を実施しました（令和４（2022）年度︓11月、令和５（2023）年度︓11月）。相
談窓口については、相手の事情に寄り添い丁寧に対応しました。
・集中型就労（ワークステーション）では、令和４（2022）年度から庁内便の配達業務や古紙回収業務、物品補充業務等のため、
障害者就業員を令和４（2022）年度の業務試行実施時の６名から、令和４（2022）年度中に18名、令和５（2023）年度
の本庁舎移転に合わせ24名を順次増員し、障害者雇用を拡大しました。
・令和４（2022）年度は国や他都市のフレックスタイム制度について調査・研究し、本市に適したフレックスタイム制度の柔軟な勤務時
間に関する課題について、庁内のワーキンググループでの議論を踏まえ、検討を行いました。また、令和５（2023）年度は更なる柔軟
な勤務時間制度の導入に向け、現在導入している時差勤務について、区役所や出先機関での時差勤務の取得に関する課題の把握を
行うとともに、制度拡大や課題について検討を行いました。
【R04（2022）】
・ハラスメント対策について、不妊治療に関する休暇の新設に伴い、要綱とパンフレットにおける妊娠、出産等に関するハラスメントの定義
を改めるとともに、パワーハラスメントの定義についても、いわゆるカスタマーハラスメント等の職員以外の者からの行為も適用できる規定に
改め、周知しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

目標
R07年度 単位計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1
説明 実績

目標

障害者実雇用率

ヒト ％

説明
障害者実雇用率（障害者数/算定の基礎となる職員数（総職員
に占める除外職員の割合に応じた除外率を総職員数に乗じ、総職
員数から控除した職員）×100％）

実績 2.66 2.68 2.84

職員アンケート「働き方に関する満足感」

ヒト

目標 80以上
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

－
区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である「障害者実雇用率」について、令和４（2022）年６月１日時点で2.68％、令和５（2023）年６月１日時点で
2.84％となり、令和３（2021）年の同時点と比較して0.18％増と、着実に上昇し、法定雇用率を達成するとともに各職場への配置
について取り組みを進めていますが、受け入れ態勢の整備や受験人数の減少などにより、２年連続で目標達成には至らなかったことから、
採用した障害者各自の特性に応じたマッチング等の更なる取組を進める必要があります。なお、障害特性に配慮した人事配置や障害者
である職員間の交流の場を設定する等、障害者雇用の拡大に向け、働きやすい職場環境づくりを推進することにより、令和４
（2022）年度は新たに８名、令和５（2023）年度は新たに９名の障害のある会計年度任用職員を各局区へ新たに配置しまし
た。
・集中型就労（ワークステーション）では、障害者雇用を６名から、令和４（2022）年度は18名、令和５（2023）年度は24名ま
で拡大し、障害者雇用率の維持・向上や多様な人材が混ざり合う職場環境づくりに寄与はしたものの、勤怠の安定などの課題について
は引き続き検討する必要があります。
・多様な働き方への理解の浸透のため実施した管理職セミナーについて、「障害者が働きがいのもてる環境づくり」をテーマにした令和４
（2022）年度は参加者の78％が、「テレワークの必要性とマネジメント」をテーマにした令和５（2023）年度は87％が、それぞれマネ
ジメントに有効であったと答え、さまざまな事情を抱えた職員が働きやすい職場環境づくりに寄与しました。
・成果指標である「職員アンケート「働き方に関する満足感」」について、「仕事とプライベートのバランスがとれていないから」等の理由によ
り、令和４（2022）年度は73.1％、令和５（2023）年度は73.3％と、目標を達成できなかったことから、多様な働き方への理解
促進等、職員が働きやすい職場づくりに向けた更なる取組を進める必要があります。
・ハラスメント対策について、令和４（2022）年度に要綱とパンフレットにおけるハラスメントの定義を不妊治療に関する制度やカスタマー
ハラスメント等の行為も適用できる規定に改め、周知しました。併せて、令和５（2023）年度も引き続き相談窓口やハラスメントに関す
る情勢等についても周知し、研修等を実施したことにより、職員が相談しやすい職場風土づくりに寄与しました。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・障害者の雇用人数、雇用率は共に上昇しているものの、受け入れ態勢
の整備や受験人数の減少などから、成果指標である「障害者実雇用率」
や第２期障害者活躍推進計画に定める目標は２年連続で達成できな
かったことから、採用した障害者各自の特性に応じたマッチング等の更なる
取組を進める必要があるため。
・集中型就労（ワークステーション）では、障害者就業員を6名から24名
まで増員し、障害者雇用率の維持・向上や多様な人材が混じり合う職
場環境づくりに寄与したものの、勤怠の安定などの課題については引き続
き検討する必要があるため。
・「働き方についてのアンケート調査」における「働き方に関する満足感」に
ついて、令和５（2023）年度は向上したものの、目標を達成できなかっ
たことから、多様な働き方への理解促進等、職員が働きやすい職場づくり
に向けた更なる取組を進める必要があるため。

区分
ヒト △ モノ － カネ － 情報 － 時間 － その他

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・障害のある職員一人ひとりの状況に配慮した人事配置や職域の拡大等、引き続き働
きやすい職場環境を整備するとともに、障害者雇用の更なる拡大により、成果指標であ
る「障害者実雇用率」や第２期障害者活躍推進計画の達成・維持に向け、会計年度
任用職員の各職場への配置について検討するよう働きかけを行ったり、採用した障害者
各自の特性に応じたマッチングを行うなど、更なる取組を推進します。
・集中型就労のワークステーション業務を第３庁舎の対象部署に拡大するとともに障害
者雇用の拡大を推進します。
・ハラスメント対策について、引き続き、啓発に取り組むとともに、様々な機会を捉え、相
談方法や相談先の周知徹底を図ります。
・「働き方に関する満足感」については、80％以上の達成を目指し、アンケートの意見等
も踏まえながら、多様な働き方への理解促進等、職員が働きやすい職場づくりに向けた
更なる取組を推進します。

取組の
総体的効果

-673-



　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

（４年間の）
到達目標

・多様な視点を市の政策・施策に生かすための、女性職員の積極的な登用による女性管理職比率の上昇の実現
・様々な事情により時間や働き方に制約がある職員等、誰もが働きやすい職場環境の実現

確保を想定
する経営資源

（４年間の）
取組の方向性

・女性職員が主体的に自らのキャリアを形成し、能力を最大限発揮し、活躍できる職場環境づくりを推進します。
・研修等により、育児や介護に関する休暇制度の理解促進・職場風土の醸成を推進します。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・メンター制度等を通じた女性職員のキャリア形成支援の取組の実施
・ワーク・ライフ・バランスデーの実施、業務改善、定時退庁等の実施や午後８時以降の時間外勤務の原則禁止
・休暇取得予定表を用いた年次休暇の取得促進
・男性職員の育児休業取得率の促進に向けた面談等の実施
・制度周知と意識の醸成や管理職のマネジメント能力の向上に向けた研修等の実施

81108010 人事管理事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（４）職員の能力が十分に発揮できる環境づくり ２・女性活躍推進・次世代育成支援の推進 総務企画局

現　状
【課題認識】

・性別・年齢を問わず働きやすい職場の実現に向け、能力・意欲・実績を踏まえた適材適所の人事管理に加え、早い段階から多様な職
務経験を付与し職域の拡大を図るとともに、メンター制度等を通じた女性職員のキャリア形成支援や長時間勤務の是正等を引き続き
行っていく必要があります。
・全ての職員が、仕事と子育てをはじめとする生活との調和（ワーク・ライフ・バランス）を確保するため、子育て支援を通じた多様な働き
方の推進に取り組んできましたが、引き続き、男性職員の育児休業取得率や職員の年次休暇取得率の向上等に取り組んでいく必要が
あります。

時間 － その他 －
区分

ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

【R04（2022）~R07（2025）】
・メンター制度や女性管理職との意見交換等を通じた女性職員のキャリア形成支援の取組の実施
・「川崎市特定事業主行動計画（令和４年度〜令和７年度）」に基づき、ワーク・ライフ・バランスに関する啓発を目的として、管理職
を対象とした研修に加え、課長補佐・係長級を対象とした研修を実施
・「川崎市特定事業主行動計画（令和４年度〜令和７年度）」に基づき、育児休業等の取得促進に向けた周知を図るため、各種
会議等の機会を活用した意識啓発を実施
・ワーク・ライフ・バランスデーの実施や庁内におけるイクボスアワードの開催
・男性の育児休業取得促進を目的として、配偶者が出産を予定する男性職員に対して、「休暇・休業取得計画書」の作成・提出の周
知

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

－ あり︓○
なし︓－
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

目標 50以上 50以上 50以上男性職員の育児休業取得率（上記１以外の任命権者）

ヒト2 ％

説明
全ての職員が働きやすい環境で能力を発揮できる職場環境づくりの推進
による、男性職員（上下水道局、交通局、病院局、消防局、教育委員
会）育児休業取得率（単年度）
※川崎市特定事業主行動計画改定（R05.10）に伴う指標変更

実績 ー ー 49.0

単位

男性職員の育児休業取得率（市長事務部局等）

ヒト
全ての職員が働きやすい環境で能力を発揮できる職場環境づくりの推進
による、男性職員（市長事務部局、選挙管理委員会事務局、監査事
務局、人事委員会事務局、議会局）の育児休業取得率（単年度）
※川崎市特定事業主行動計画改定（R05.10）に伴う指標変更

％
説明 意欲・能力のある女性職員の管理職への積極的な登用を図ること

による、管理職（課長級）に占める女性比率（単年度） 実績 24.5 25.9

人

80以上 80以上 80以上 80以上
％

説明 実績 79.2 73.1

30以上

25.0

5
年間480時間を超える時間外勤務者数

時間
目標 0 0 0 0

説明 長時間勤務の是正に向けた取組の結果、年間480時間を超える
時間外勤務を行った職員数（単年度） 実績 618 619 553

73.3

職員アンケート「働き方に関する満足感」
ヒト職員に対する「働き方についてのアンケート調査」（無作為抽出3,000

人）で、川崎市職員として今の働き方に「満足している」又は「どちらかとい
えば満足している」と回答した職員の割合（単年度）

説明 実績 15.9 16.1 16.6

1
管理職（課長級）に占める女性比率(翌年度４月１日時点)

ヒト
目標 30以上 30以上 30以上

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

説明 実績

目標

R05年度 R06年度

説明 実績

1

R07年度

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・女性職員のキャリア形成支援に向け、職員が悩みや不安等を先輩職員に相談できるメンター制度に基づく取組や、女性職員を対象と
した今後のキャリアプランについて意見交換等を行う研修のほか、管理職を対象として女性活躍推進に向けた研修を実施しました。
・ワーク・ライフ・バランスに関する啓発を目的に、管理職を対象とした研修（イクボス研修（R04︓４回（12月）、R05︓４回（８
月））及び課長補佐・係長級を対象とした研修（プレイクボス研修（R04︓４回（１月）、R05︓２回（１月））を実施しまし
た。
・「川崎市特定事業主行動計画（令和４年度〜令和７年度）」に基づき、育児休業等の取得促進に向け、庶務課長会議をはじめ
とする各種会議等の機会を活用し、妊娠・出産等を申し出た職員に対する面談の義務化や子育て応援ガイドブックによる制度等の周知
を行い、職員に対する意識啓発を実施しました。
・定時退庁等の実施や午後８時以降の時間外勤務の原則禁止に向けた庁内放送などによる周知のほか、年４回（R04︓８月・11
月・12月・１月、R05︓８月・11月・12月・２月）ワーク・ライフ・バランスデーを実施しました。
・年次休暇取得予定表を用いた、職員の年次休暇の計画的な取得について通知を用いて周知しました。
・イクボスを実践している管理職の中から、ロールモデルとなる職員を表彰するイクボスアワードを年１回開催（１月）しました。
・男性の育児休業取得促進を目的として、男性職員向けの育児のための両立支援リーフレットの作成やパパの育児に関する休暇・休業
計画書の提出等の取組を実施しました。
【R05（2023）】
・育児休業取得を希望する職員を対象に、育児休業取得にあたっての心構えやメリットなどを伝える育児休業取得準備セミナーを開催
（２月）しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

2
男性職員の育児休業取得率

ヒト
目標 30以上 30以上 30以上 30以上

％
説明 全ての職員が働きやすい環境で能力を発揮できる職場環境づくりの

推進による、男性職員の育児休業の取得率（単年度）

日

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

3
目標 16以上 16以上 16以上 16以上

4
目標

職員の年次休暇取得日数
ヒト全ての職員のワーク・ライフ・バランスの推進による、職員の年次休暇

の取得日数（単年度）

85以上 85以上 85以上

実績 ー ー 77.4

実績 25.8 37.4 ― ― ―

1 ％

説明

目標
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・年次休暇の計画的な取得促進などの各種取組を行った結果、成果指標である「職
員の年次休暇取得日数」について目標を達成したため。
・一方で、女性職員のキャリア形成のサポートや育児に伴う休暇・休業を取得しやす
い職場環境づくりの取組などを進めましたが、「管理職（課長級）に占める女性比
率」や、「職員アンケートでの働き方に関する満足感」、「年間480時間を超える時間
外勤務者数」「男性職員の育児休業取得率（市長事務部局等及びそれ以外の任
命権者）」については目標を下回ったことから、女性職員のキャリア形成支援や新た
な昇任制度の運用のほか、特定事業主行動計画に基づく、子育て支援等に係る制
度利用の促進や仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりの取組を更に推
進する必要があるため。

－ 情報 － 時間 △ その他

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由
【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・女性職員のキャリア形成のサポートの取組として、メンター制度に基づく取組や
女性管理職等との意見交換を実施することなどにより、女性職員のキャリア形
成支援に寄与するとともに、職員の能力・意欲・実績を踏まえ適材適所の人
事配置を実施しましたが、成果指標である「管理職（課長級）に占める女性
比率」は、令和４（2022）年４月１日時点の24.5％から、令和５
（2023）年４月１日時点で25.0％、令和６（2024）年４月１日時
点で25.9％と増加しているものの、30%以上とする目標値を達成することはで
きませんでした。目標達成のためには、管理職候補となる課長補佐や係長級
職員の女性比率を増加させていくことが重要であることから、女性職員のキャリ
ア形成支援や新たな昇任制度の運用などの取組を進めることが必要です。
・子育て支援等に係る制度利用の促進に向け、妊娠・出産等を申し出た職
員に対する面談の義務化などによる育児に伴う休暇・休業を取得しやすい職
場環境づくりやイクボス研修等による管理職の意識改革とマネジメント能力の
強化等の取組を着実に進めたことで、成果指標である「男性職員の育児休業
取得率」が令和３（2021）年度の25.8％から令和４（2022）年度は
37.4%と11.6％上昇し、目標を達成しました。令和５（2023）年度は、
改定後の川崎市特定事業主行動計画に基づく指標において、市長事務部
局等では77.4％、また、それ以外の任命においても49.0％といずれも目標を
達成できませんでした。今後、更なる取得率上昇に向け、引き続き子育て支
援等に係る制度利用の促進や仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境
づくりなどの取組を進める必要があります。

【ヒトの効果】（続き）
・仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりとして、休暇取得予定表
等を用いた年次休暇の計画的な取得促進や水曜日の定時退庁、午後８時
以降の時間外勤務の原則禁止、ワーク・ライフ・バランスデー等を実施すること
で、長時間勤務の是正に向けての取組を進めたことで、成果指標である「職員
の年次休暇取得日数」が令和３（2021）年度の15.9日から、令和４
（2022）年度は16.1日、令和５（2023）年度は16.6日と２年連続で
目標を達成しました。
・成果指標である「職員の働き方に関する満足感」について、令和３
（2021）年度の79.2％から、令和４（2022）年度は73.1％、令和５
（2023）年度は73.3％となり、２年連続で目標達成できませんでした。
・特定事業主行動計画に基づく、子育て支援等に係る制度利用の促進や仕
事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりの取組を更に推進していく必
要があります。

【時間の効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・成果指標である「年間480時間を超える時間外勤務者数」について、令和
３（2021）年度の618人から、令和４（2022）年度は619人、令和５
（2023）年度は553人と２年連続で目標達成できませんでした。令和４
（2022）年度から人数が減少した要因として、令和４（2022）年度前半
の新型コロナ対応等の業務集中傾向が、令和５（2023）年度は解消され
たこと等が考えられますが、一部の職場への一定の業務集中がなお続いている
状況が見られました。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、成果指標（男性職員の育児休業取得率）について、令和５（2023）年度以降、廃
止し、「市長事務部局等」と「それ以外の任命権者」それぞれの指標に分けて目標設定するとともに上方修正します。

変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）
・男性職員の育児休業取得率について、計画策定当初は「川崎市特定事業主行動計画」に掲出する全ての任命権者
を合算した数値を指標としていましたが、行動計画初年度に目標値を達成したこと、国のこども未来戦略方針の内容等を
踏まえ、令和５（2023）年10月に行動計画を改定し、「市長事務部局等」と「それ以外の任命権者」を分けて掲出す
ることとなったことにより、目標設定を変更するとともに上方修正するもの。

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・計画期間中（令和４（2022）〜令和７（2025）年度）の特定事業主行動計画に基づき、
課題である女性職員の登用の拡大や男性職員の家庭参画の促進、職員のワーク・ライフ・バランスの
実現に向けて、取組の柱である女性職員のキャリア形成のサポートや子育て支援等に係る制度利用
の促進、仕事と家庭を両立できる働きやすい職場環境づくりに向けて、着実に進めていきます。
・女性職員については、管理職による適切な指導・助言などの支援やメンター制度の活用のほか、女
性職員のキャリア形成支援や新たな昇任制度の運用を進めるなど、意欲をもち能力を生かして活躍で
きる環境を整備し、女性登用を推進します。
・「職員の働き方に関する満足感」については、目標達成を目指し、アンケート等の意見も踏まえなが
ら、メンター制度の実施や管理職への意識啓発等の取組を推進します。
・時間外勤務数の縮減については、年間480時間を超える時間外勤務者数ゼロを目指し、午後８
時以降の時間外勤務の原則禁止や管理職への意識啓発といった取組を進めるほか、その要因となっ
た業務内容の詳細な分析や検証を行い、時間外勤務の縮減対策について全庁的な共有を図り、今
後の改善に向けた取組を推進します。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ
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　改革課題（当初設定）

　計　画（Plan）

令和４（2022）・５（2023）年度　各局（室・本部）・区等　取組評価シート

改革項目 No.・課題名 所管
取組４（４）職員の能力が十分に発揮できる環境づくり ３・メンタルヘルス対策の充実 総務企画局

現　状
【課題認識】

・令和元（2019）年度から５か年計画の「川崎市職員メンタルヘルス対策第２次推進計画」に基づき、心の健康増進から再発予防までの取
組等を実施しています。
・しかしながら、国家公務員長期療養者実態調査のメンタルヘルス不調による長期療養者の割合と同様に、令和２（2020）年度の精神及び
行動の障害による長期療養者（298人）は、全長期療養者の約66％を占めており、また、その職員に占める割合は、ここ数年微増となっていま
す。
・また、ストレスチェックの受検率は、令和元（2019）年度は89.8％、令和２（2020）年度は93.7％、令和３（2021）年度は94.0％と
向上していますが、職員の一層の理解を深めるための普及啓発を図り、その結果を職員個人のセルフケアや職場環境改善に活かし、各職場単位
での１次予防の取組を更に強化していく必要があります。

（４年間の）
取組の方向性

・「川崎市職員メンタルヘルス対策第２次推進計画」に基づき、メンタルヘルス不調者を出さないための１次予防に重点を置きながら、「セルフケア
の推進」、「ラインによるケアを強化し健康で働きやすい職場環境づくりの推進」、「早期発見・早期対応のための相談体制の充実」及び「復職支
援システムの推進と再発予防の取組強化」の４つの目標に向けた取組を行います。

（４年間の）
具体的な
取組内容

【R04（2022）〜R07（2025）】
・ストレスチェックの実施により、ストレスへの気づきを促して、職員個人のセルフケアの意識を高めるとともに、集団分析結果を活用した職場単位で
の職場環境改善の取組を推進（１次予防）
・近年増加している20代の職員のメンタルヘルス不調に対し、要因分析を行うとともに、産業保健スタッフによる面談等により予兆を早期に把握
し、管理監督者と連携した発症予防及び重症化予防の取組を強化（２次予防）
・再発予防に向け、アセスメントシート等を活用して本人の特性に合わせた個別支援計画を立てるとともに、本人及び管理監督者と情報を共有
し、円滑な職場復帰に向けた取組を推進（３次予防）

81110060 心の健康支援事務
関連する
事務事業

事務事業コード 事務事業名

（４年間の）
活動目標

【具体的な取組計画】
※年度初めに更新

状況変化等に
よる取組の変更

など

有無 変更内容等（令和５（2023）年度〜令和７（2025）年度）

○ あり︓○
なし︓－

・計画策定当初に設定した、活動指標（復職者における個別支援計画の作成率の向上）について、作成率が
100％に至ったことから、令和４（2022）年度実績値を基準値として、令和５（2023）年度以降の目標値
を上方修正します。

時間 － その他 －
（４年間の）

到達目標 ・メンタルヘルス不調による長期療養者割合の減少を図ることでの市民サービスの安定的な提供の実現

確保を想定
する経営資源

区分
ヒト ○ モノ － カネ － 情報 －

【R04（2022）〜R07（2025）】
・20代の職員のメンタルヘルス不調者の早期発見のため、新規採用職員及び
20代異動者の面接を確実に実施し、要支援者については管理監督者と連
携した産業保健スタッフによる支援を実施。また、メンタルヘルス不調が増加し
ている20代職員全員を対象とした１次予防対策の検討、実施、評価。
・ラインケア強化のため、新任課長及び係長を対象としたラインケア研修等の
他、業務遂行上に課題がある職員への理解とその対応についての研修を実施
【R04（2022）】
・ストレスチェック制度の周知を強化し、受検率の向上を図るとともに、集団分
析結果を活用した職場単位での職場環境改善の取組が実施できるよう、従
来実施しているストレスチェック委託事業者による職場環境改善研修（手上
げ方式、希望10職場対象の研修）を活用し、産業保健スタッフや安全衛生
担当者を対象としたファシリテーター養成研修を実施し、次年度以降のファシリ
テーターの養成方法について検討
・長期療養者割合の増加の一因と考えられる新型コロナウイルス感染症による
職員のメンタルヘルスへの影響について、ストレスチェック制度を活用して、把握
及び分析を実施。集計及び分析結果を踏まえ、各局室区用のレポートを作
成。レポートを用いて安全衛生担当課に結果をフィードバックし、安全衛生委
員会等を通じて管理監督者へ周知を図り、コロナ禍におけるセルフケア及びライ
ンケアの必要性を啓発すると共に、ストレスチェックの集団分析結果等を通じた
職場環境改善のより一層の推進
・近年増加している20代の職員のメンタルヘルス不調者の要因分析のため、
復職者へのヒアリング及びアンケートを行い、復職後に継続勤務できるための要
因について把握
・長期療養者の再発予防に向けて立案する個別支援計画書がより効果的な
ものとなるよう、内容及び運用についての検討
【R05（2023）】
・ストレスチェック制度の受検率の向上を図るとともに、職場単位での職場環境
改善の取組の更なる推進のため、ファシリテーター養成研修を実施
・新型コロナウイルス感染症による職員のメンタルヘルスへの影響についての分
析結果をもとに、具体的な対策を検討
・令和４（2022）年度の検討を踏まえ、関係部署と連携し、20代職員全
員を対象とした１次予防対策を展開
・長期療養者の再発予防に向けて立案する個別支援計画書の内容及び運
用の見直しの実施

【R05（2023）】（続き）
・定年引上げに伴う高年齢層職員への対応を検討するための情報収集及
び、関係部署と連携した高年齢層職員対象の研修、巡回健康相談の実施
についての検討
・新本庁舎整備を契機とするワークスタイル変革への対応のため、令和７
（2025）年度まで継続的に情報収集し、課題の整理及び対策が検討でき
るよう、ストレスチェックを活用した職員のストレス状況の把握を実施
・「川崎市総合計画第３期実施計画」との整合性を図り、新型コロナウイルス
感染症や新たな働き方による影響等への対応について反映できるよう、「川崎
市職員メンタルヘルス対策第２次推進計画」の評価を行った上で、計画期間
を２年延長し、新たな課題に対応した計画に更新
【R06（2024）】
・ストレスチェック制度の周知を強化し、受検率の向上を図るとともに、ファシリ
テーター養成研修の実施及びファシリテーターによる職場環境改善の取組の実
施状況を把握し、取組状況を取りまとめ、横展開を実施
・本庁舎整備を契機とするワークスタイル変革に対応できるよう、引き続き情報
収集を行い、その課題に対応する対策を検討
・定年引上げに伴う高年齢層職員への対応として、関係部署と連携した高年
齢層職員対象の研修、高年齢層職員を対象とした巡回健康相談を実施
・多様な働き方に対応した円滑な職場復帰と再発予防に向けて、試し出勤の
あり方も含めた復職支援を検討
・「川崎市職員メンタルヘルス対策第２次推進計画」の評価及び次期計画の
策定に向けた部会の立ち上げ準備
【R07（2025）】
・ストレスチェック制度の周知を強化し、受検率の向上を図るとともに、ファシリ
テーター養成研修の実施及びファシリテーターによる職場環境改善の取組の実
施状況を把握し、取組状況の横展開を実施
・本庁舎整備を契機とするワークスタイル変革に関する課題に対応した対策の
実施
・多様な働き方に対応した円滑な職場復帰と再発予防に向けて、試し出勤の
見直しを実施
・「川崎市職員メンタルヘルス対策第３次推進計画」の策定
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　実施結果（Do）

　評　価（Check）

活
動
指
標

当初設定した活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

94.8 95.0

%

説明
自身のストレスへの気づきを促し、セルフケアにつなげるとともに、集団分析結果
の精度を高め、より効果的な職場環境改善を行うための、当該年度におけるス
トレスチェックの受検率（単年度）

実績 94.0 94.2 95.8

ストレスチェックの受検率の向上 目標 94.3 94.6

2
新規採用職員面接の実施率の向上 目標 98.8 99.2 99.6 100

1

84.8 100
（89.9）

%
説明 新規採用職員のメンタルヘルス不調を早期に把握し、発症・重症化予防を図

るための、年度末時点における新規採用職員面接の実施率（単年度） 実績 96.1 99.4 98.0

100
（95.0）

100
%

説明 復職者の再発予防を図るための、年度末時点における個別支援計画の作成
率（単年度）　※括弧書きの目標値は変更前の数値 実績 96.0 100 100

計画期間中に追加したその他の活動（アウトプット）指標 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度

3
復職者における個別支援計画の作成率の向上 目標

（活動指標以外の）

活動実績
【具体的な取組実績】

【R04（2022）・R05（2023）】
・20代の職員のメンタルヘルス不調者の早期発見のため、新規採用職員及び20代異動者の面接を確実に実施し、結果を管理監督者へフィードバックすると
ともに、要支援者についてはフォローを実施しました。活動指標である「新規採用職員面接の実施率の向上」については、令和５（2023）年度は98.0％と
目標達成できませんでした。実施できなかった職員は退職、長期療養入りしている職員であること踏まえ、そうした事案が極力発生しないよう、年度当初から１
次予防対策を徹底していく必要があります。
・ラインケア強化のため、新任課長及び係長を対象としたラインケア研修を年２回実施したほか、業務遂行上に課題がある職員への理解とその対応についての
研修を実施しました（R04︓89名、R05︓54名受講）。
・ストレスチェック制度の周知を強化し、受検率の向上を図るとともに、集団分析結果を活用した職場単位での職場環境改善の取組が実施できるよう、産業
保健スタッフや安全衛生担当者を対象としたファシリテーター養成研修を実施しました（R04︓11名、R05︓12名受講）。
・近年増加している20代の職員のメンタルヘルス不調者の要因分析のため、復職者へのヒアリング及びアンケートを行い、復職後に継続勤務できるための要因
について把握し、若年層の特徴や全世代に共通する課題が見えたため、具体的な対策を検討し、セルフケアの向上やラインケアの強化等の１次予防対策に
ついても、「川崎市職員メンタルヘルス対策第２次推進計画」の取組に追加しました。
【R04（2022）】
・長期療養者割合の増加の一因と考えられる新型コロナウイルス感染症による職員のメンタルヘルスへの影響について、ストレスチェック制度を活用して把握する
とともに、仕事及び家庭、コミュニケーションへの影響についての分析を実施しました。集計及び分析結果については、各局室区用のレポートを作成し、安全衛
生担当課に結果をフィードバックしました。さらに、安全衛生委員会等を通じて管理監督者へ周知を図り、コロナ禍におけるセルフケア及びラインケアの必要性を
啓発すると共に、ストレスチェックの集団分析結果等を通じた職場環境改善のより一層の推進を図る動機付けとしました。
・長期療養者の再発予防に向けて立案する個別支援計画書がより効果的なものとなるよう、内容及び運用について検討し、本人及び所属が試し出勤前に
復職にあたっての目標や配慮事項を面談にて確認し設定できるよう所属意見欄を追加するなど、本人と所属、産業保健スタッフ間で継続的に共有できる形に
変更しました。
【R05（2023）】
・令和元（2019）年より取り組んできた区役所職場や現業職場でのストレスチェックの集団分析結果を活用した対策の取組みをまとめ、職場単位で職場環
境改善を実施するための手引書を作成しました。
・令和５（2023）年５月８日に新型コロナウイルス感染症の位置づけが５類感染症に移行し、職場の感染防止対策及び職員の服務が変更されたことを
踏まえ、移行後の状況を考慮した、職員のメンタルヘルス対策の検討を実施しました。
・４つのケア（セルフケア・ラインケア・産業保健スタッフ等によるケア・事業場外資源によるケア）の連携を強化し、効果的に再発予防を図るため、個別支援
計画書の見直しを実施し、復職支援の一連のプログラムとして位置づけ、復職支援の手引を改訂しました。
・定年引上げに伴う高年齢層職員への対応として、モチベーション向上及び健康増進を目的に関係部署と連携した高年齢層職員対象の研修を実施しました
（46名受講）。また、令和６（2024）年度の巡回健康相談の実施に向けて、実施方法等について検討しました。
・新本庁舎整備を契機とするワークスタイル変革への対応のため、ストレスチェックを活用した職員のストレス状況の把握を実施し、各局に結果を通知しました。
・「川崎市職員メンタルヘルス対策第２次推進計画」の評価を実施した上で、「川崎市総合計画第３期実施計画」との整合性を図るため、計画期間を２年
延長し、定年引上げやワークスタイル変革、メンタルヘルス不調が増加している若年層等に対する取組を追加しました。

活動目標
【具体的な取組計画】

に対する
達成度

区分
実施結果
（Do）に

影響を及ぼした
状況変化等

内容（①区分︓「４」→記載必須　②区分︓「１」又は「２」→記載任意）

2
１．目標を上回った
２．ほぼ目標どおり
３．目標を下回った
４．状況変化により目標を
　　　達成できなかった

説明 実績

単位

1
目標

成
果
指
標

当初設定した成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度 R07年度 単位

1

メンタルヘルス不調による長期療養者割合の減少

ヒト

目標 1.61
以下

1.61
以下

1.61
以下

1.61
以下

%

説明
職員数（各年度の4月１日時点での市長事務部局の正規職員
の数）に対する各年度の「精神及び行動の障害」による長期療養
者の割合の推移をみることで、市民サービスを安定的に提供可能な
体制確保の効果を測るもの

実績 2.18 2.29 2.28

R06年度 R07年度 単位

1
目標

計画期間中に追加したその他の成果（アウトカム）指標 区分 目標・実績 R03年度 R04年度 R05年度

説明 実績
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　評　価（Check）　続き

　改　善（Action）　【実施結果　（Do）及び評価　（Check）に基づく次年度以降の取組の方向性】

Ａ.大きく貢献した
Ｂ.貢献した
Ｃ.貢献したが課題もあった
Ｄ.課題があった
Ｘ.測定できない
Ｙ１.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」以外の場合）
Ｙ２.効果が発現していない
（実施結果（Do）の評価︓「３」の場合）

・メンタルヘルス不調による長期療養者の割合は増加傾向であり、成果
目標である「メンタルヘルス不調による長期療養者割合の減少」は２年
連続で目標達成できなかったため。一方で、研修などを通じて、職務遂行
上に課題がある職員への理解をもつ市職員の育成に寄与したとともに、
新本庁舎整備を契機とするワークスタイル変革に伴うストレスチェックを活
用した職員のストレス状況の把握や20代の職員のメンタルヘルス不調者
の要因分析によって今後解決すべき課題の把握ができたため。

情報 ○ 時間 － その他 －

取組の
総体的効果

区分
ヒト △ モノ － カネ －

区分選択の理由

【ヒトの効果】
（R04（2022）・R05（2023））
・ラインケア強化などに向けた取組を実施した結果、ラインケア研修及び業務遂行上に課題がある職員への理解とその対応についての研修におけるアンケート結
果で「職場におけるメンタルヘルスの知識とラインケア」及び「課題がある職員への理解とその対応」について全ての職員が「非常に参考になった」「参考になった」と
回答し、ラインケアや発達障害の疾病及び障害をもつ職員など職務遂行上に課題がある職員への理解をもつ市職員の育成に寄与しました。一方で、メンタル
ヘルス不調による長期療養者の割合は増加傾向であり、令和４（2022）年度、令和５（2023）年度においても同様の傾向となった結果、成果指標で
ある「メンタルヘルス不調による長期療養者割合の減少」については、令和３（2021）年度の2.18 ％から、令和４（2022）年度は2.29％、令和５
（2023）年度は2.28%となり、令和５（2023）年度は前年度から改善したものの、２年連続で目標達成できませんでした。

【情報の効果】
（R04（2022））
・長期療養者の増加の背景には、今年度実施した新型コロナウイルス感染症による職員のメンタルヘルスへの影響把握及び分析の結果から、業務量や内容、
人とのコミュニケーションに影響を受けたと回答する職員の割合が６割を超え、多くの職員にストレスがかかる状況下であることが分かりました。また、長期療養者
の増加は当市のみならず、他の政令指定都市においても同様の傾向が見られます。
・20代の職員のメンタルヘルス不調者の要因分析においては、令和４（2022）年度においては、具体的な対策の検討までには至りませんでしたが、復職者
及び管理監督者へのアンケート及びヒアリングから、詳細な状況が把握できたので、令和５（2023）年度に具体的な対策の検討を行います。
・20代の職員の復職者の状況把握により、職場の支援により継続的な就労が可能となっていることが見えてきたことから、より一層のラインケアの強化や人材育
成を含めた、異動等に伴う環境変化後も継続的な支援が可能となるような仕組みづくりが課題であることが分かりました。
（R05（2023））
・新本庁舎整備を契機とするワークスタイル変革への対応のため、ストレスチェックを活用した職員のストレス状況を把握するため、在宅勤務については３管理
（作業管理、作業環境管理、健康管理）に関する質問とグループアドレス（フリーアドレス）については当市の目的と運用ルールへの理解度、環境変化の不
安、コミュニケーションについての質問を設定し、分析しました。その結果、在宅勤務を実施している職員については、7割以上が管理できていると回答していまし
た。また、グループアドレス（フリーアドレス）については、本庁舎へ移転する職員の方が、理解度が高い者の割合が高く、環境変化への不安があると回答した
者の割合も高い結果となりました。令和５（2023）年度の結果をベースに令和６（2024）年度、令和７（2025）年度において同様の調査を実施し、
経年変化を把握した上で課題への対応策を検討します。
・令和３（2021）年度、令和４（2022）年度に実施した20代の職員のメンタルヘルス不調者の要因分析及び復職者の調査の結果、令和元
（2019）年度から令和３（2021）年度の新規に長期療養者になった49名（市長事務部局のみ）のうち、令和４（2022）年12月末現在で復職し
ている者が46.9％、それ以外は再療養（10.2％）、退職（36.7％）、療養継続（6.1％）であることがわかりました。また、復職した者の不調になった要
因は、職場環境、人間関係、本人のパーソナリティ・特性等によって引き起こされる「職場不適応」であり、その要因を取り除いたり、緩和することで安定した業
務ができることが分かりました。以上をふまえた、全ての職員に対応する対策を強化すべき取組として「川崎市職員メンタルヘルス対策第２次推進計画」に追加
しました。

状況変化等
による

翌年度以降の
取組の変更など

有無 変更内容等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

－ あり︓○
なし︓－ 変更理由等（状況変化等により、取組や指標などに変更が生じた場合（左記の有無︓「○」  の場合）のみ記載）

評価（Check）
に影響を及ぼした

状況変化等

内容（評価に影響を及ぼすような大きな状況変化等があった場合のみ記載）

今後の取組の
方向性

区分 方向性の具体的内容

Ⅲ
Ⅰ．到達目標を達成
Ⅱ．現状のまま取組を継続
Ⅲ．目標の見直し又は取組の
　　　改善を行い、取組を継続
Ⅳ．状況の変化により取組を中止

・ラインケアの強化やストレスチェックを活用した職員のストレス状況の実態把握及び分析
等により、メンタルヘルス不調による長期療養者数の減少に向けた取組を進めることで、
長期療養者の割合については、令和５（2023）年度は改善したものの、２年連続で
目標を達成できていない状況です。こうしたことから、総合計画等と一体的に推進するた
めに計画期間を一致させた「川崎市職員メンタルヘルス対策第２次推進計画」（令和
７（2025）年度まで延長）に基づき、新たに、より安定した復職と再発予防のための
取組やメンタルヘルス不調が増加している若年層等に対する取組を進めることで、長期
療養者減少の取組を進めていきます。
・定年引上げや新本庁舎整備契機とするワークスタイル変革の影響について、情報収
集を行い、職員のメンタルヘルス対策に向けた具体的な対策の検討を進めます。

事務事業等
への貢献度

区分 区分選択の理由

Ｃ
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第５章 川崎市行財政改革推進委員会における審議結果 

１ 「川崎市行財政改革第３期プログラム 令和４・５年度の取組結果（内部評価の状況）」

に関する審議結果について 

川崎市行財政改革推進委員会における審議結果を、次のページから掲載します。 
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令和６年８月６日 

 

川崎市長 福田 紀彦 様 

 

川崎市行財政改革推進委員会 

会 長  伊藤 正次 

 

 

「川崎市行財政改革第３期プログラム令和４・５年度の取組結果 

（内部評価の状況）」に関する審議結果について 

 

 

令和６年度第１回及び第２回川崎市行財政改革推進委員会において、川崎市

行財政改革第３期プログラムに掲げる２１５の改革改題に対する令和４・５年

度の取組結果（内部評価の状況）について審議しましたので、その結果について

通知します。 
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川崎市行財政改革第３期プログラム 

令和４・５年度の取組結果 

（内部評価の状況） 

に関する審議結果 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年８月 

川崎市行財政改革推進委員会
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１ 川崎市行財政改革推進委員会における審議について 

（１）審議対象について 

学識経験者５名で構成する川崎市行財政改革推進委員会では、「川崎市行財政改革第３期プ

ログラム」に掲載されている 215 の改革課題に対して、令和４・５年度の取組結果や各取組

に対する内部評価の内容について、適正な評価となっているか審議を行った。 

審議に当たっては、計画期間の最終年度である令和７年度末の目標達成に向けて、課題ご

とに計画どおり取組が進捗しているかどうか、取組の効果が年度ごとに設定している目標を

達成しているかどうか、また、評価が客観的な事実等に基づく内容となっているか、などの

点に留意した。 

 

（２）川崎市行財政改革第３期プログラムについて 

審議対象である「川崎市行財政改革第３期プログラム」（以下、「第３期プログラム」とい

う。）については、厳しい財政環境や市民ニーズの多様化・増大化のほか、中長期的な社会経

済状況の変化等を踏まえながら、「川崎市総合計画」に掲げる政策・施策を着実に推進するた

め、必要な経営資源である「ヒト」・「モノ」・「カネ」・「情報」・「時間」の確保等を進め、将来

にわたり持続可能な行財政基盤を構築するとともに、質の高い市民サービスを安定的に提供

することで、市民満足度の向上を図りながら、効率的・効果的かつ安定的な行財政運営を行

うことを目的として、令和４（2022）年度から令和７（2025）年度までの４か年を計画期間

とし、令和４（2022）年３月に策定された計画である。 

当該プログラムでは、市民ニーズや地域課題を的確に把握しながら、市民サービスや市役

所内部の「質的改革」を推進し、効率的・効果的な行財政運営による「持続可能な最幸のま

ち」を実現することを基本理念とし、「社会経済状況の変化を踏まえた市民サービスの再構

築」・「市役所の経営資源の最適化」・「多様な主体との協働・連携の更なる推進」・「庁内の人

材育成と意識改革」という４つの柱に基づき、計 215 の改革課題を位置づけ、取組を進める

こととしている。 

 

（３）取組結果の評価手法について 

第３期プログラムに掲げる改革課題に対する取組を着実に推進するとともに、取組から得

られた効果の測定や必要な取組の見直しを実施するため、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理

と取組評価を行うこととしている。 

評価手法については、年度当初に設定した目標（「計画（Plan）」）に基づく、活動実績（「実

施結果（Do）」）を定量的・定性的な実績から評価するとともに、取組の効果（「評価（Check）」）

についても、必要な経営資源である「ヒト」・「モノ」・「カネ」・「情報」・「時間」の確保等の成

否に着目し、定量的・定性的な効果から評価を行い、最終的に、その後の取組の改善（「改善

（Action）」）につなげることとしている。 

 

令和６年７月４日開催の第１回及び７月 25 日開催の第２回の川崎市行財政改革推進委員会に

おいて審議を行ったところであり、次頁以降に審議結果を示す。 
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２ 評価全般に関する審議結果について 

全体の評価結果としては、一部の改革課題で活動目標を下回ったものがあるものの、大部分

が、ほぼ目標どおりに活動目標を達成しており、計 215 ある改革課題のうち、約８割が何らか

の形で事務事業等に貢献できていることから、全体として「川崎市総合計画」に掲げる政策・

施策の推進に一定貢献できたものと認められた。 

また、「評価（Check）」の「事務事業等への貢献度」の区分における、「Ｙ１．効果が発現して

いない（実施結果（Do）の評価：「３」以外の場合）」及び「Ｙ２．効果が発現していない（実施

結果（Do）の評価：「３」の場合）」を合わせた割合が２割未満にとどまることから、所管部署が

計画どおりに取組を進め、改革課題ごとの４年間の目標達成に向けて概ね順調に進捗している

点についても、評価することができる。 

一方で、本委員会における審議の結果、明らかとなった課題もあることから、それらを次の

とおり示す。 

 

（１）取組の進捗管理・課題解決に向けた原因分析等について 

第３期プログラムにおける計画期間（４年間）のうち、半分の２年が経過し、各改革課題

に位置づけた取組が概ね順調に進捗しているものの、「評価（Check）」の「事務事業等への貢

献度の状況」において、「Ｃ．貢献したが課題もあった」とした課題の割合が約４割を占めて

おり、経営資源の確保の観点から何らかの課題を抱えている改革課題が一定数認められた。

具体的には、計画どおりの取組が進まず効果の発現が一部に留まっている、あるいは、活動

に対して当初想定していた効果が十分に発現していないことなどにより取組の効果が限定的

であったものが見受けられた。 

効果が限定的であった課題については、社会的背景をはじめとする外的要因によるもの、

あるいは、活動の結果が十分な成果に結びついていないものなど、その要因は様々であるが、

一部の課題において、目標達成に向けた原因分析や改善策の記載が十分でなく、本委員会に

おいて指摘したところである。特に、「実施結果（Do）」の「活動目標に対する達成度」におい

て「３．目標を下回った」とした課題や、成果指標が目標未達であった取組については、到

達目標の達成に向け、原因を分析するとともに、その分析結果を踏まえ、課題解決に向けた

的確な改善策の検討が必要である。 

また、第３期プログラムから、確保すべき経営資源として新たに「時間」を位置づけてお

り、経営資源の着実な確保に向け、スピード感を持った取組を進めることは、極めて重要で

ある。そのためには、原因分析とともに、解決に向けた改善策の策定時期や実施時期など、

実行プロセスを明確化し、確実に計画期間内の到達目標達成ができるよう改革の取組を進め

ていただきたい。 

なお、事務局においては、これまで以上に各課題の所管部署との密な連携や適時適切なフ

ォローアップ等を行いながら、明確な方向性を示すなど早期の目標達成や効果の発現に向け、

しっかりと取組の進捗管理を行ってもらいたい。 
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（２）デジタル化や官民連携による新たな取組の推進について 

第３期プログラムにおいては、新型コロナウイルス感染症を契機とした社会変容等を踏ま

え、多様化・増大化する市民ニーズに的確に対応するため、「社会経済状況の変化を踏まえた

市民サービスの再構築」を取組の柱の一つとして掲げ、「市民サービスのデジタル化の推進」

や「市民サービスの向上に向けた民間活用の推進」などを改革項目に位置づけている。 

こうしたことから、デジタル化や民間活用に関する改革課題を数多く設定しており、２年

間の取組においても、行政手続のオンライン化や公園施設等へのＰＦＩ手法の活用をはじめ、

一定の取組進捗が確認できたところである。 

一方で、デジタル化の取組においては、市民サービスの向上の観点からは効果が認められ

るものの、従来型の手続が併用されることにより、業務効率化の観点からは必ずしも改善に

つながっていないといった課題が顕在化している。また、一部の官民連携の取組においても、

事務の効率化や新たな技術をもつ企業との連携など、より効果的な取組に向けては工夫の余

地が見受けられたところである。 

官・民ともに経営資源に限りのある中、行財政改革の取組において、デジタル化や官民連

携は重要なファクターであり、生成ＡＩをはじめとしたデジタル技術の発達や、企業の技術

革新も目覚ましいことから、今後、既存の取組はもとより、更に幅広い分野での活用・連携

が期待される。そのため、官・民の関係性や社会経済状況の変化を踏まえながら、現在進め

ている業務プロセスの見直し等の取組を更に促進させる施策や、ＰＦＩ等の手法をより効果

的に活用するための施策の検討・実施などとともに、既存の枠組にとらわれず、これまでデ

ジタル技術の活用や民間との連携が難しいと考えられてきた改革課題においても、積極的に

検討・実施することで更なる課題解決や各事業の見直し等につなげてもらいたい。 

これらの実施にあたっては、市民の理解が極めて重要であることから、更なる理解促進に

向けた取組のほか、スピード感を持った課題解決等が進むよう、必要に応じて個別の取組に

おいて市の方向性を定め、広く周知することも肝要である。 

また、市においても、「川崎市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進プラン」

や「川崎市民間活用（川崎版ＰＰＰ）推進方針」を策定しており、これらと第３期プログラ

ムの連携は、非常に重要であることから、事務局とデジタル化推進部署等が一体となって、

各課題の所管部署に伴走しながら、課題解決に至るプロセスをしっかりマネジメントするこ

とで、更なる経営資源の確保や市民満足度の向上に努めていただきたい。 
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

1 (1) 1
地方分権改
革の更なる
推進

総務企画局

・令和６年提案募集方式に「地
域住民や事業者等の具体的な意
見・要望、支障事例等」欄が設
けられたが、これまで地域住民
や事業者等の具体的な意見や要
望等を提案したことがあるか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・これまでの提案において、地域住民や事業者等からの要望も考
慮した実績はあります。
 例えば、令和３年の提案募集においては、特別支援学級等に通
う児童・生徒への学用品補助について、実費支給であると「証拠
書類として細々としたレシートを集めて、学校へ提出する作業が
大変である」という保護者の声が多くあったことから、定額支給
への変更を提案したことがあります。

1 (1) 1
地方分権改
革の更なる
推進

総務企画局

①「提案募集方式」による提案
のうち、採用状況はどうなって
いるか。

②特別市への取組みは理解でき
るが、仮に県の権限を全て移譲
されたとしても、法令の執行へ
の国の基準が高ければ、地方分
権(権限移譲)の実質が伴わな
い。義務付け・枠付けの見直し
が徐々に進んでいるが、それは
施設・公物の設置管理基準に限
定されている。例えば法定許可
の基準などが政省令で具体化さ
れている場合、法令が認めない
限り上乗せ・横出しができない
と理解されている。こうした法
令執行についての分権化に向け
て積極的に国に働き掛けるほ
か、市独自の法執行の条例化な
どにチャレンジしても良いので
はないか。

本市の考え
方を説明す
るもの

①令和５年までの本市提案48件のうち、20件について提案の趣旨
を踏まえた国の対応方針が示されるに至っています。なお、全国
の提案総数は3,521件であり、1,576件について提案の趣旨を踏ま
えた対応方針が示されています。

②現在、国が地方分権の取組として行っている「提案募集方式」
においては、従前から義務付け・枠付けの見直しが提案の対象の
１つとされており、施設・公物の設置管理基準に限らず提案が受
け付けられていますので、本市においても「提案募集方式」を活
用しながら積極的な国への働き掛けに取り組んでいるところで
す。地方分権の取組については、庁内の地方分権推進会議等を通
じて全庁的な分権意識の醸成を図っているところであり、今後も
自主的・自立的な行財政運営に向けて取り組んでまいります。

1 (1) 5

都市農業の
課題を踏ま
えた農業支
援のあり方
の検討及び
効率的・効
果的な支援
の推進

経済労働局

①令和５年度に何ができて何が
できなかったのかを明確にして
ほしい。当初予定していた手順
を踏んでも検討が進まず、方向
性案の取りまとめに至らなかっ
たのであれば、その原因を特定
しなければ令和６年度も同じこ
とになる。手順自体をどう改善
していくのか（会議の回数を増
やす等）を明らかにするべきで
ある。

②農業支援、農業技術支援セン
ターのあり方検討にあたって
は、コンサルタントに委託して
いるのか。

令和４・５
年度評価に
おいて対応
したもの

①令和５年度は、現況や課題からの検討・分析だけではなく、
バックキャスト手法を取り入れた検討を取り入れるため、新たに
局内ワークショップや国や学識、民間事業者などへのヒアリング
などを行い、その調整等に多くの時間を要したため、庁内調整に
十分な時間が確保できませんでした。令和６年度においては、前
年度の調査・分析を踏まえたうえで、スケジュールの再考を行
い、局管理職による会議や庁内調整の回数を増やすことなどによ
り、検討のスピードと熟度を高めていきますので、改善
（Action）にその旨を記載しました。

②令和４・５年度について、委託はしておりません。

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

1 (1) 7

高齢者外出
支援乗車事
業の見直し
に向けた検
討

健康福祉局

・早期に利用実態調査後の取組
体制を整え、ICカードへの移行
の政策効果を検証する取組を進
めることが必要である。

本市の考え
方を説明す
るもの

・令和４年10月のICカード化により取得した実績等のデータに基
づき、登録・利用状況等の分析や事業費シミュレーションを実施
し、登録・利用状況に地域差及び利用者間の偏差があることや今
後の事業費の増大が見込まれることが明らかになりました。
そのため、持続可能かつ公平な制度の構築に向け、今後の社会情
勢や地域公共交通の動向も踏まえながら、令和６年度に関係局と
の調整・検討を行い、令和７年度に外部有識者の意見も踏まえな
がら、今後の方向性を取りまとめます。
 また、新たな社会参加施策については、ICカードを活用するこ
とを前提に検討を進め、令和５年11月に交通系ICカードを利用し
た実証実験を実施したところですが、上記の分析の結果、利用者
間の偏差や対象者の約半数が制度を使用していない等の新たな課
題が浮彫となったことから、今後、制度のあり方を検討する中
で、高齢者の社会参加促進の取組についても、他の社会参加施策
との連携も含め、幅広に検討を進めてまいります。

1 (1) 10

休日急患診
療所におけ
る運営手法
の見直し・
移設等の検
討

健康福祉局

・事業を推進するにあたって
は、ソフト面での検討（休日急
患診療所の運営体制の検討）と
ハード面での検討（資産マネジ
メントの観点からの移設・複合
化等）の双方の整合性確保を図
る必要があるのではないか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・川崎市医師会等と連携・協議・調整しながら、ソフト面につい
ては、市民の受療行動、診療実績、周辺の医療資源の状況等を踏
まえながら、より効率的な事業実施や運営手法を検討するととも
に、その状況を踏まえ、施設の集約化や複合化などのハード面に
ついても、併せて検討してまいります。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

1 (1) 13

重度障害者
医療費助成
制度の見直
しに向けた
検討

健康福祉局

・制度をめぐる状況が不確実で
あるのは理解できるが、今後の
制度のあり方や見直し時期につ
いて、ある程度の具体的な見通
しをもって事業を推進すべきで
はないか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・県内政令指定都市との連携等を図ることに加え、他都市の動向
等を見極めながら検討を進める必要があると認識しており、現時
点で具体的な見通しを示すことは難しいと考えていますが、中長
期的には、対象者や市負担額の増加が見込まれることから、引き
続き、持続可能な制度運営に向けた検討を進めます。

1 (1) 15

こども文化
センターの
役割の再整
理を踏まえ
た効率的・
効果的な運
営及び施設
の最適化に
向けた検討

こども未来
局

・「取組の方向性」にも記載さ
れているとおり、ハード面での
検討に当たっては、市全体の資
産保有の最適化という観点に留
意する必要がある。

本市の考え
方を説明す
るもの

・こども文化センターのハード面での検討に当たっては、資産マ
ネジメント第３期実施方針に示されているとおり、地域特性や市
民ニーズ等を把握した上で必要な機能の整備を図る機能重視の考
え方に基づき、公共施設総合調整室と連携しながら検討を進めて
まいります。

①定量的な指標を設定することが困難な課題のためです。

②敬老祝品贈呈事業については、見直しの内容、スケジュール感
について庁内検討を進めるとともに、関係事業者との調整や既存
出品事業者への影響調査を行い、令和６年度中に見直しの方向性
を取りまとめます。見直し実施時期については、できる限り令和
７年度中を目指して取組を進めますが、関係業者への影響、対外
的な周知期間など総合的な観点から検討・調整を行ってまいりま
す。
 また、かわさき福寿手帳についても同様に、見直しの内容に関
して庁内検討を進めるとともに、関係事業者との調整を行い、令
和６年度中に見直しの方向性を取りまとめます。見直し実施時期
についても、できる限り令和７年度中の実施を目指して取組を進
めますが、関係事業者への影響などを踏まえて検討・調整を行っ
てまいります。

③かわさき福寿手帳における、敬老入浴の優待入場券機能や高齢
者外出支援乗車事業で導入したＩＣＴとの連携可能性の検討につ
いては、イニシャルコスト（運用スキーム構築費用、ICカード運
用システムの改修費、ICカード読取機の設置費用等）及びランニ
ングコストを勘案し検討しました。

④③の結果、現行予算の数十倍の費用を要することから、長期的
に見ても初期投資費用を回収することが困難であるものと考えた
ところです。

⑤本市ではデジタル化の取組として、これまでもＡＩ・ＲＰＡの活
用や行政手続の原則オンライン化などを実施してきております
が、今後、デジタル化を契機としたバックヤードの業務効率化が
重要であると考えておりますので、各事業所管課において利用者
のニーズや社会のデジタル化の進展などを適切に捉えながら、行
革部門としても、業務効率化に向けた庁内の取組を促すよう検討し
てまいります。

本市の考え
方を説明す
るもの

①活動指標を設定していないの
は何故か。

②見直しに時間がかかるもの、
また、敬老祝品などのように最
終的には政治判断が必要な案件
については、判断する時期や決
定主体を明確にする必要があ
る。

③かわさき福寿手帳のデジタル
化検討におけるコスト比較につ
いては、何をコストと考えてい
るのか。

④短期的な印刷費とシステム運
用費の比較ではなく、印刷物の
保管・管理・再印刷、内容の更
新という長期的なコストを比較
した場合には、どのように考え
るのか。

⑤短期的なコスト比較を理由に
していては、デジタル化は進ま
ない。現行のやり方を継続する
ことに見切りをつける必要があ
る。行政のリソースの有効活用
としてデジタル化は行財政改革
に重要なツールと考えているの
で、行革部門として視点を示し
た方がよいのではないか。

健康福祉局

生涯現役対
策事業の見
直し及び効
率的・効果
的な実施

12(1)1
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

1 (1) 18
都市計画道
路網の見直
し

まちづくり
局

①都市計画の変更に遅れを生じ
させた原因は今後起こりうる問
題なのか。

②このことにより、今後の道路
見直しの方針及び計画を改善す
る必要が生じるのか。

本市の考え
方を説明す
るもの

①外部関係者との調整状況により生じたもので、他の都市計画の
変更においても起こりうる問題ではありません。

②野川柿生線の都市計画変更手続の実施時期を令和６年度以降に
変更します。
 なお、都市計画道路網の見直し方針への影響はありません。

1 (1) 24

救急隊の現
場到着時間
の維持・短
縮及び救急
車の適正利
用

消防局

・成果指標の目標達成に向け
て、救急隊配置の効率化や日中
運用の救急隊の増員等の取組の
効果を着実に検証されることを
期待したい。

本市の考え
方を説明す
るもの

・平均現場到着時間の改善の取組として、
（１）令和６年度は中原デイタイム救急隊の運用を開始し、ＡＩ
を活用した救急需要予測システムによる第二救急隊の運用を強化
（２）令和７年度は高津デイタイム救急隊の運用を開始するととも
に、中原デイタイム救急隊及び高津デイタイム救急隊の効果等を踏
まえながら、令和９年度に子母口出張所に救急隊を配置すること
について検討
（３）令和８年度はデイタイム救急隊及びＡＩを活用した救急需
要予測システムの運用による効果を検証
以上を運用しながらその都度、増隊による平均現場到着時間への
効果を検証し、救急需要対策について引き続き検討を行います。

①令和５年４月から行政手続の原則オンライン化を実施し、令和
５年度１年間を通したオンライン化の効果を検証するため、現在
庁内調査を実施しています。
 その調査の中で、オンライン化による業務改善の状況を把握す
るとともに、申請件数が多い手続等について業務時間の削減状況
についても確認しており、８月には結果を取りまとめる予定で
す。

②昨年度ヒアリングをした中で、介護事業者向けの手続の中で窓
口・郵送業務をすべてオンラインに置き換え、業務を効率化した
手続があることを把握していますが、特に不特定多数の市民を対
象にした手続では、従来型手続も併用されていることが通例であ
ると認識しております。
 オンライン手続に基づく事務の効率化についてガイドブックを作
成し庁内に取組を依頼しておりますが、現在実施している庁内調査
の結果を踏まえ、オンライン申請率の向上に向けた取組も推進し
ていくことで、オンライン化による更なる業務の効率化を進めま
す。

③オンライン申請率の向上とバックオフィス業務のデジタル化
が、業務改善につなげる両輪となるため、不特定多数の市民を対
象とした手続においては、ＵＩ／ＵＸの向上に関する取組を進
め、オンライン申請率の向上につなげていくとともに、動画等を
活用した各種広報を実施し、より多くの方にオンライン申請可能
な手続を知っていただく取組を実施していきます。また、庁内へ
は、現在実施している庁内調査の結果を取りまとめたうえで、バッ
クオフィス業務のデジタル化を積極的に進めていくよう呼び掛け
ていきます。

④オンライン申請においては一部システムを除き最初に登録した
利用者情報を、各申請時に引用できる機能を有しております。ま
た、マイナ保険証などのマイナンバーを利用した連携も進めてい
るところです。

本市の考え
方を説明す
るもの

①電子申請可能手続のオンライ
ン化率100％となることで、総
体として職員の労働時間は何時
間削減できたのか。

②窓口・郵送業務を全てオンラ
インに置き換えたのではなく、
従来型手続きと併用となってい
るのか（コストUp状態になって
いるのか）。

③ＤＸ化と従来型とが並行し
て、サービス改善にはつながっ
ているかもしれないが、業務改
善という意味では、行政コスト
（削減）にはつながっていない
という事例が往々にして見られ
る。思い切った方針を明確に持
つというのも大事だと思うの
で、横並び意識ばかりではな
く、川崎市としての覚悟（ポリ
シー）をしっかり示した方がよ
い。

④ワンスオンリーは実現できて
いるのか。進めている自治体も
あるので、川崎市も思い切って
進めてもらいたい。

総務企画局

行政手続の
オンライン
化・窓口等
のキャッ
シュレス化
の推進

2(2)1
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

1 (2) 2

行政手続の
オンライン
化・窓口等
のキャッ
シュレス化
の推進

総務企画局

・不特定多数の市民に対するも
のは、併用が通例だということ
であるが、デフォルトをオンラ
インにして、それ以外の対応に
ついては別途対応という形には
できないのか。例えば、オンラ
イン手続を選択した場合は、手
数料を安くする、あるいはポイ
ントを付与するなど、インセン
ティブをつけるようなことをさ
れたらどうか。まずは、実証実
験や期間限定で実施することも
考えられるので、できる方法を
検討願いたい。「併用」ではど
ちらがメインかわからないの
で、デジタルメインに考えてい
くことを方針として出される
と、より理解促進も進むと考え
る。

本市の考え
方を説明す
るもの

・まずは、特定の事業者が繰り返し申請するような手続を中心と
した事業者向け手続について、原則オンライン申請とする取組を
進めてまいります。
 手数料の減額については、コンビニ交付による手数料の減額に
ついて議会等でも意見が出ており、他都市でもそうした事例があ
ると認識していますので、こうしたインセンティブにつきましても
引き続き検討していきます。
 また、オンライン申請率を向上させることにより業務の効率化
につながっていくこととなるため、オンライン申請へ誘導できる
ような広報等を実施していきます。

1 (2) 2

行政手続の
オンライン
化・窓口等
のキャッ
シュレス化
の推進

総務企画局

・いつまで併用という答えを続
けるのかの見通しが立たないの
で、デジタルメインでやってい
くということを意識した形で今
後の取組を考えていく必要があ
る。いろんな工夫をしてみる余
地はあるのではないか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・まずは、特定の事業者が繰り返し申請するような手続を中心と
した事業者向け手続について、原則オンライン申請とする取組を
進めてまいります。
 また、オンライン申請率を向上させることにより業務の効率化
につながっていくこととなるため、オンライン申請へ誘導できる
ような広報等を実施していきます。

1 (2) 6

ＩＣＴ環
境・先端技
術の活用及
び最適化に
向けた取組
の推進

教育委員会
事務局

・事業のアウトプット（結果）
の面では進展が見られることは
評価できるが、本事業が児童・
生徒の学習の成果（アウトカ
ム）につながっているのか、検
証することが必要であると考え
る。こうした成果を検証するた
めの取組はどのように位置づけ
られるのか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・端末の活用頻度向上や教員の意識向上による児童・生徒の情報
活用能力に対する効果を確認することは、事業を進める上で改善
点を見つけたり、教員のモチベーション向上などにもつながるた
め大切なことであると考えています。
 川崎市学習状況調査の経年比較により児童・生徒の情報活用能
力の変化を検証するとともに、個人の学習履歴等の教育データの
更なる利活用について検討・検証を行うことで、エビデンスに基
づいた個々に最適化した指導や支援の実施につなげていきます。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

1 (3) 7

富士見公園
の更なる効
率的・効果
的な管理運
営等

建設緑政局

・当該公園の整備及び管理に関
して、住民等への周知、意見聴
取がどのように行われてきたの
か。今後も、Park-PFI等が増え
ていく中で、事業者とパート
ナーシップを組んでいる内容を
市民にしっかり理解してもらう
工夫をしていく必要がある。

本市の考え
方を説明す
るもの

・富士見公園の再編整備にあたっては、「富士見公園再編整備基
本計画（令和４年１月）」を策定した際にパブリックコメントを
実施しており、約80件のご意見をいただきました。
 また、事業契約締結後の令和５年１月にはオープンハウス型説
明会を実施し、約150名の方にご来場いただきました。
 この他にも、関係団体との意見交換会を実施しております。

1 (3) 8

等々力緑地
の更なる効
率的・効果
的な管理運
営等

建設緑政局

①当該公園の整備及び管理に関
して、住民等への周知、意見聴
取がどのように行われてきたの
か。今後も、Park-PFI等が増え
ていく中で、事業者とパート
ナーシップを組んでいる内容を
市民にしっかり理解してもらう
工夫をしていく必要がある。

②特に、建蔽率等の緩和などが
可能となる都市計画の変更に対
して住民等の理解は得られてい
るのか。

本市の考え
方を説明す
るもの

①等々力緑地の再編整備にあたっては、「等々力緑地再編整備実
施計画（令和４年２月）」を改定した際にパブリックコメントを
実施しており、約400件のご意見をいただきました。
 また、事業契約締結後の令和５年５月、令和６年６月にオープ
ンハウス型説明会を実施し、それぞれ約130名、約160名の方にご
来場いただきました。さらに、令和６年秋以降にも事業説明会を
予定しています。
 この他にも、町内会やスポーツ関係団体、小中学校校長会等と
随時ヒアリングを実施しております。

②建蔽率の見直しや都市計画の変更については、パブリックコメ
ントを実施したうえで、「等々力緑地再編整備実施計画」に位置
づけています。建蔽率の見直しについては、上記計画に基づき令
和４年12月に都市公園条例を改正（令和５年４月施行）してお
り、都市計画の変更については、令和６年秋頃に都市計画素案説
明会を開催する予定です。

1 (3) 10

公園におけ
る効果的な
公民連携の
推進

建設緑政局

・（橘公園に関して）なぜ、事
業者提案に対応する設計等に時
間を要し、想定より事業の進捗
が遅れたのか。

令和４・５
年度評価に
おいて対応
したもの

・目標設定時は、想定でスケジュールを設定していましたが、改
修工事に伴い、アスベストが発見され、調査と撤去が必要となり
ました。また、２階天井に腐食が確認されたため、撤去すること
に設計方針を変更しなければならなくなったこと、さらに、市と
協議を進める中で、木材利用促進補助金の活用を行うこととな
り、手続きに時間を要したことなどにより、スケジュールを見直
す必要が生じたことによるものです。なお、取組評価シートにお
ける評価（Check）の記載については、事業進捗が遅れた理由を
追記しました。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

2 (1) 5

学校教職員
の働き方改
革に向けた
取組

教育委員会
事務局

①時間外在校等時間が月80時間
以上の教員には、校長・教頭な
どの管理職も含まれているの
か。

②近年、教員の指導力不足や部
活顧問の過重負担などが問題と
なっているところ、現在の川崎
市の教員の年齢構成を確認した
い。

本市の考え
方を説明す
るもの

①校長・教頭も含まれます。

②川崎市の教員の年齢構成は、次のとおりです。
［小学校］
・20代：785人（21.2%）、30代：1,141人（30.8%）、40代：
909人（24.6%）、50代：679人（18.4%）、60代：186人
（5.0%） 計：3,700人 （100.0%）
［中学校］
・20代：315人（18.0%）、30代：535人（30.7%）、40代：398
人（22.8%）、50代：332人（19.0%）、60代：166人（9.5%）
計：1,746人（100.0%）
［高校］
・20代：56人（15.2%）、30代：75人（20.3%）、40代：92人
（24.9%）、50代：73人（19.8%）、60代：73人（19.8%）
計：369人（100.0%）
［特別支援］
・20代：72人（22.1%）、30代：109人（33.4%）、40代：60人
（18.4%）、50代：62人（19.0%）、60代：23人（7.1%） 計：
326人（100.0%）
※ 教諭に限る（養護教諭、栄養教諭を除き、実習助手を含む）
※ 人数はR6.5.1時点、年齢はR7.4.1時点
※ 再任用を含む。

①長時間勤務は公務能率の低下や健康障害等にもつながる重要な
課題であると認識しており、管理職についても、勤務時間をより
正しく把握し、長時間勤務の是正や面接指導などの健康管理を適
切に行うため、令和２年度からシステムによる時間外勤務手続
き・時間数の管理を行っています。また、午後８時以降の時間外
勤務の原則禁止や定時退庁日の設定等、管理職を含めた全庁での
取組を行っているところです。今後も引き続き、管理職も含めた
長時間勤務の縮減に向けて取り組んでまいります。

②コロナ以前（R2以前）における時間外勤務480時間超の職員数
は、平成30年度の367人が一番少なく、令和元年度は台風対応に
より増加し397人、令和２年度は新型コロナウイルス感染症への対
応等により関連する部署を中心に増加し484人、令和３年度は618
人に増加しています。令和４年度についてはコロナ禍において休
止していたイベントの再開等に伴う業務量の増加もあり、ほぼ横ば
いの619人となりました。令和５年度は新型コロナ対応等の業務集
中傾向が解消されたこと等により553人に減少したものの、目標達
成には至っていないため、今後も、職員の意識改革の取組、応援
体制の構築や管理職による業務量の平準化等の対応の更なる推進
に加え、長時間勤務職場への業務プロセス改革の取組やデジタル
技術を活用した業務効率化などにより、長時間勤務の更なる是正
に取り組んでいきます。

③長時間勤務を是正することは、職員の心身の健康保持やモチ
ベーションの向上に寄与し、それが組織全体の生産性の向上にも
つながると考えておりますので、480時間を超える時間外勤務を
行った職員数の減少や、時間外勤務手当の支給額の減少などが、
「労働生産性の向上」の検証にあたっての主な指標になると考え
ております。加えて、業務プロセス改革やデジタル技術の活用によ
り創出する削減時間、テレワーク端末の活用状況、ペーパレス化
の進捗状況なども参考としながら、検証を行ってまいります。

本市の考え
方を説明す
るもの

①長時間勤務是正の取組は、時
間外手当の削減だけを目的とす
るものではないので、管理職も
含めた時間外勤務職員数の縮減
に向け、取り組むべきである。

②近年の時間外勤務の減少が単
なるコロナの収束に伴う減少で
ないかどうか、コロナ以前（R
２以前）の時間外勤務の削減状
況と照らして確認する必要があ
る。

③労働生産性の向上はどのよう
に検証するのか。

総務企画局
長時間勤務
の是正に向
けた取組

1(1)2
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

2 (2) 1
業務プロセ
ス改革の推
進

総務企画局

・活動指標であるBPR支援した
対象手続件数の実績が目標を大
幅に上回っているにもかかわら
ず、成果指標の削減時間割合へ
の効果があまり芳しくない理由
を知りたい。

本市の考え
方を説明す
るもの

・オンライン申請の導入による業務フローの見直しやエクセルの
管理表の見直し、RPAの導入等を提案し、一定の成果が発現した
ものもありますが、提案の中には、予算化が必要となる等、実現
に時間を要するものが一定程度存在しているほか、オンライン申
請率が低い場合においては、現時点では大幅な業務効率化に至っ
ておらず、削減時間割合への効果が限定的となっている手続も存
在しています。今後については、オンライン申請率向上や、オン
ライン申請後の処理をできるだけ自動化すること等により、削減
時間割合の向上につなげていきたいと考えています。

2 (3) 8

児童相談所
の体制強化
及び児童家
庭支援体制
の構築

こども未来
局

①総処理量が一定の状況で、人
的資源を追加投入しているのだ
とすると、成果指標の件数が減
少していくのは当然と考える
が、ケースワーカー達の労働環
境改善を含めた体制強化が目標
という認識でよいか。

②什器整備だけでなく、警察情
報との連携等、他データ活用、
情報システムの活用も体制強化
の一環として必要と考えるが対
応されているのか。

③生成ＡＩの活用なども試行さ
れている自治体が出ていると聞
くが、川崎市の進捗のほどは。

本市の考え
方を説明す
るもの

①活動指標の「初期対応チームの導入」は、職員を増員して配置し
ているのではなく、既存職員の中から業務分担として初期対応を
専任で行う職員を設定しています。一方で、国の配置基準に基づ
き、令和３→４年でケースワーカーを増員しているため、純粋な
成果指標への効果を測ることは困難ですが、令和４→５年はケー
スワーカーを増員していない中で、一人当たり未対応件数が減少
していることから、初期対応チーム導入により一定の成果が出てい
ると考えています。また、当該指標は御指摘のとおり、人員強化
も含めた労働環境改善による業務効率化を測る目標にもなってい
るところです。

②警察との情報連携につきましては、神奈川県警察本部と協定を
締結し、児童相談所が把握している児童虐待事案全件の児童名な
ど、基礎的な情報をデータベース化したものを、共通のネット
ワーク回線を通じてアップロードし、神奈川県警察が必要に応じ
て閲覧できるようにしています。これにより閉庁している夜間・休
日等においても、警察で把握した児童が、児童相談所が関わる
ケースかどうかについて速やかに確認できています。

③こども家庭庁が開発を進めている児童相談所におけるＡＩを活
用した緊急性の判断に資する全国統一のツールについて、本市に
おいても令和４年度からＡＩアルゴリズムの開発協力やテスト業
務等を行っているところです。令和６年度中に運用開始とされて
いますが、端末の仕様等の詳細が国から示されていないため、現
時点では導入に向けた予算要求もできない状況です。ＡＩの活用
については、当該ツールの機能詳細等、国の動向を踏まえて対応
を検討していきます。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

2 (3) 30

市民館等の
効率的・効
果的な管理
運営手法の
検討

教育委員会
事務局

①入札不調があるものの、着実
に進んでいるのであればよいと
思う一方で、指定管理者制度に
ついては多くの自治体で包括化
が進んでおり、選定の手続や事
業者側のスケールメリットなど
によるサービスの質の向上とい
う点で工夫しているところもあ
る。記載された計画のとおり、
着実に問題なく事業進捗してい
るのであれば、一つずつ指定管
理の仕様書作成、公募といった
手続を取るのではなく、事務の
効率化にもつながる包括管理の
手法の導入も含め、計画以上に
加速化することを検討してもよ
いのではないか。

②加速化を進めるにあたって
は、行革部門がしっかりと後押
しする役割を担うことが必要と
考える。

本市の考え
方を説明す
るもの

①市民館は地域によって多様な特性を有する施設であるため、指
定管理者にはそれぞれの施設形態に応じた施設の維持管理や地域
特性に応じた事業・サービスの推進を行っていただく必要があり
ます。このため、事業者には各区の特色に応じた提案をいただく
必要があることから、制度導入に当たっては事業者に過度な負担
が生じないよう考慮する必要があります。
 また、施設の老朽化等により、移転や大規模改修の検討を進め
ている施設については、新施設の供用開始時に指定管理者制度の
導入を行うこととしています。
 今後、可能な範囲で、仕様書作成や公募手続等の事務の重複を
避け、効率化を図ってまいります。

②指定管理者制度導入の進め方につきましては、行政改革マネジメ
ント推進室所管の民間活用調整委員会においても確認していると
ころです。今回の指定管理者制度導入後につきましても、総括評
価等の機会を捉えて、制度導入の効果検証結果等を確認し、効率
的な手法等の検討を進めてまいります。

2 (3) 31

図書館等の
効率的・効
果的な管理
運営手法の
検討

教育委員会
事務局

①入札不調があるものの、着実
に進んでいるのであればよいと
思う一方で、指定管理者制度に
ついては多くの自治体で包括化
が進んでおり、選定の手続や事
業者側のスケールメリットなど
によるサービスの質の向上とい
う点で工夫しているところもあ
る。記載された計画のとおり、
着実に問題なく事業進捗してい
るのであれば、一つずつ指定管
理の仕様書作成、公募といった
手続を取るのではなく、事務の
効率化にもつながる包括管理の
手法の導入も含め、計画以上に
加速化することを検討してもよ
いのではないか。

②加速化を進めるにあたって
は、行革部門がしっかりと後押
しする役割を担うことが必要と
考える。

本市の考え
方を説明す
るもの

①図書館は地域によって多様な特性を有する施設であるため、指
定管理者にはそれぞれの施設形態に応じた施設の維持管理や地域
特性に応じた事業・サービスの推進を行っていただく必要があり
ます。このため、事業者には各区の特色に応じた提案をいただく
必要があることから、制度導入に当たっては事業者に過度な負担
が生じないよう考慮する必要があります。
 また、図書館は市民館と共同で指定管理化することで、社会教
育施設同士の連携による相乗効果が図られることから、市民館と
図書館の複合施設及び分館に指定管理者制度を導入することとし
ており、図書館の指定管理者制度の導入時期については、市民館
の導入と合わせて進めることとしています。
 今後、可能な範囲で、仕様書作成や公募手続等の事務の重複を
避け、効率化を図ってまいります。

②指定管理者制度導入の進め方につきましては、行政改革マネジメ
ント推進室所管の民間活用調整委員会においても確認していると
ころです。今回の指定管理者制度導入後につきましても、総括評
価等の機会を捉えて、制度導入の効果検証結果等を確認し、効率
的な手法等の検討を進めてまいります。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

2 (4) 4
ふるさと納
税制度の取
組の推進

財政局

・「ふるさと納税による寄附受
付件数」が目標を上回る成果を
上げた点は評価することができ
る。また、ガバメントクラウド
ファンディングも着実な成果を
上げている。ただし、ふるさと
納税による市税減収を食い止め
るための抜本的な対策が別途必
要であることをあらためて認識
した上で、納税者や国等への働
きかけをより強化する必要があ
るのではないか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・納税者等への働きかけに関しては、これまで減収の実態や税の
使い道について、
 ・電車やバスへ掲示する税務広報を活用した多数の市民への周
  知、市税のしおりや財政読本を活用した市税や財政関心層へ
  の周知
 ・予算案資料を活用した報道機関等への周知
などの取組を行ってきたところですが、ふるさと納税が制度として
ある以上、利用を制限することはできないことから、減収に歯止
めをかけることは困難であると認識しています。
 また、国への制度改正の働きかけに関しては、市長から総務大
臣や市選出国会議員に対して直接要請を実施しているほか、指定都
市など他都市と連携した要請も併せて実施しているところです
が、減収額が大きい自治体は限られていることなどから、返礼品
基準の一部見直しなど限定的な対応に留まっており、全国的に制
度が浸透していく中で、本市の減収額も年々拡大してしまっている
状況です。
 こうしたことを踏まえ、本市の減収の厳しい実態を周知する取
組や、国への制度改正の要請は引き続き実施しながらも、本市と
しても積極的に寄附金の受入拡大の取組を進めていく必要がある
と考えています。
（なお、東京都区部や大阪市などが、ふるさと納税制度の運用に
これまで以上に積極的に取り組むことを表明しています。）

①市税以外の債権における収入未済額の縮減について、収入率は
令和４年度、５年度ともに前年度比で上昇しているものの、全額
回収に至っていない突発的な高額案件の発生など、想定を上回る
調定増による収入未済額への影響が大きくなっております。ま
た、取組が十分でなく、見込まれていた回収額に届かなかった債
権があったことも影響しております。

②「川崎市債権対策本部会議」をはじめとした各種会議において
効果的な取組の横展開を図る等、全庁的連携を進めております。
 各債権間での名寄せについては、国民健康保険料、後期高齢者
医療保険料、介護保険料を一元化し、債権対策を効果的に進めて
おります。一方で、その他の債権については、その制度や性質が
様々であり、滞納整理の手法が異なることから、これらに精通す
る債権所管課が債権対策を自立的に進めることが効果的であると
考えております。

③・公会計化について
 学校給食費徴収業務は、令和２年度以前は学校教職員が行って
いた（公費としての取扱ではなかった）ため、徴収状況の把握・
管理、滞納者への督促、学校給食会への送金等が大きな事務負担
となっていました。平成30年度に中央教育審議会答申、また、令
和元年度に文部科学省ガイドラインにより、学校給食費を地方公
共団体の会計の中に組み入れる「公会計化制度」を採用し、学校
給食費の徴収・管理業務は地方公共団体が自らの業務として行う
ことが適切であるとされました。こうした状況を踏まえ、本市で
は教職員の負担軽減を目的として、令和３年度から学校給食費を
市の予算に組み入れた公会計化に移行し、その徴収事務は教育委
員会事務局において実施することとしました。
・無償化について
 本市においては、学校給食に係る経費については、学校給食法
等に基づき、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費
や人件費、光熱水費等は公費で負担し、食材料費のみを学校給食
費として保護者の負担とすることを原則的な考え方としており、い
わゆる「無償化」は実施していません。なお、経済的な理由で支払
いが困難な御家庭については、生活保護制度や就学援助制度によ
り学校給食費を支払うことになっており、保護者の負担はありま
せん。

2 (4) 2

市税以外の
債権におけ
る収入未済
額の縮減

財政局

①調定額そのものの増という社
会環境は致し方ないところもあ
ると思うが、成果指標未達の主
たる理由として許容されるの
か。新規の特別な案件があった
のか。

②全庁的連携、名寄せが大事と
考えるが取組状況はいかがか。

③給食の公会計化や無償化の状
況について確認したい。 本市の考え

方を説明す
るもの

-696-



取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

(6)2 2

①②取扱量減少要因としては、青果は高温、干ばつ等の影響、水
産は海面水温の上昇に伴う漁獲量の減少や単価高に伴う購買意欲
の減退等による需要低下、流通構造の変化による市場外流通の増
加等により入荷量が減少したものと理解しております。

③市場使用料の見直しについては、北部市場内で施設更新のあっ
た平成25年度が最後となっておりますが、施設老朽化の進行や、
場内事業者の経営環境などを踏まえると、現行施設の下でのさら
なる見直しは困難と考えられるため、当面は、現行水準における
市場使用料を増加させることを目指す取組を行っています。ま
た、機能更新にあたっては、事業期間を通して収支を概ね均衡さ
せる使用料とすることを想定しています。

④卸売市場事業特別会計の歳入のうち一般会計繰入金について
は、令和４年度（315,808千円）・令和５年度（315,926千円）と
もに、国が定める繰入基準に該当する経費に充当しています。

⑤令和６年７月以降、PFI事業者の公募・選定等に向けて手続きを
進めていきます。

⑥北部市場の機能更新に向けては、令和６年３月に北部市場機能
更新に係る基本計画を策定し、本計画に基づき、施設の全体的な
老朽化への対応、食品流通拠点としての機能強化、災害時の支援
物資の拠点としての機能強化、市民に親しまれる市場化の推進、
卸売市場の維持管理・運営の効率化及び卸売市場事業特別会計の
健全化・持続化に向けた取組を進めています。また、事業者の参
画機会の創出や適切な条件設定に向け、民間活力の導入に関する
事業者との個別対話の意見交換会を令和６年３月に実施（12社が
参加）し、建設費や物価変動等への対応や公募期間に関する意見
などを伺い、公募資料の作成を進めています。

⑦⑧北部市場の機能更新に当たっては、卸売市場本体の機能強化
に加え、市場規模適正化の結果生じた余剰地を「市場機能連携エ
リア」として活用し、機能更新の課題としている「食品流通拠点と
しての機能の強化」「卸売市場事業特別会計の健全化・持続化」
に加え、経営プランの施策である「市民に親しまれる市場化の推
進」「市場用地への新規機能の導入」等への対応を図ります。
 市場機能連携エリアの活用に係る基本的な考え方としては、卸
売市場との相乗効果（取扱量の増加、食品加工・配送・保管機能
の強化、災害対応機能の強化、食文化の発展・継承等を通じた地
域の価値向上等）を生み出す機能を導入し、卸売市場エリアと一
体的な拠点とすることで、食品流通に求められる機能の変化に柔
軟に対応するとともに、東名川崎インターチェンジに近接する立
地特性を活かし、全国の産地等と川崎市をはじめとした首都圏と
の結節点となるハブ機能を充実することで、『首都圏における広
域的食品流通の拠点』としての機能の底上げや地域に根ざした市場
の活性化を図ります。 市場機能連携エリアの活用手法としては、
民間事業者へ貸し出し、市の定める活用コンセプトに沿った上
で、民間事業者の創意工夫を活用した土地利用を行います。ま
た、民間事業者から借地料を得ることで、卸売市場事業特別会計
の健全化・持続化を図ります。
 南部市場についても、川崎市の中心市街地に近い立地特性を活
かし、市民へ安全・安心な食品を安定的に供給する機能を果たし
続け、市民の食生活を支えるとともに、食文化等の発信を担い続
けるといった公共性の観点等から、存続させるに足る十分な必要
性や今後の発展性が高いと評価されており、今後の運営方針の策
定に向けて取組を進めてまいります。

本市の考え
方を説明す
るもの

①典型的経営悪化状況であり取
扱数量がかなり目標と乖離して
いるが、天候不順や単価高以外
の要因について考えているか。
②単価高により取扱数量が下が
るのは何故か。

③市場使用料の料率等は近年変
えていないのか。使用料の見直
しに着手するという方針には
なっていないのか。

④一般会計からの繰入状況は如
何か。

⑤PFI事業者の選定状況は如何
か。

⑥PFIの活用はよいが、その中
身、条件設定が特に重要と考え
ている。施設建替えだけのPFI
ではダメで、この業界自体が古
い体質のため、いかにPFI事業
者として運用面を抜本改善でき
る新規イノベーターの参入を促
せるかが重要なので、どのよう
に準備検討されているのか確認
したい。

⑦時代が変わり、交通網が昔と
違い、卸、仲卸、小売といった
構造も疲弊してきていて、食品
流通というソフトインフラ、
ハードインフラをどうやっても
う一度再定義するかが、この時
代における問題意識である。ぜ
ひ川崎市に動いて欲しいと期待
している。
⑧北と南に市場を持っていて、
それぞれの新しい食インフラを
どうやって確保しようかという
視点からも、不動産の有効活用
という視点からも、PFIについ
ては、従来型のPFIではなく、
攻めの意識をもって機能転換、
行動展開することは可能性があ
ると思うし、かつ、大事な食イ
ンフラを守るという政策的な意
義も大きいと感じる。老朽化し
てお金がないなどといった目先
の課題ではなくて、構造改革も
含めて挑んで欲しい。

経済労働局

卸売市場事
業特別会計
の健全化等
に向けた取
組の推進
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

2 (6) 2

卸売市場事
業特別会計
の健全化等
に向けた取
組の推進

経済労働局

①成果指標の卸売取扱量につい
て、北部市場と南部市場の実績
に差異が生じている理由を知り
たい。天候不順等を要因として
いるが、北部市場のみに影響し
たとは考えにくい。

②取扱量実績の差異が生じてい
る事情について、北部、南部そ
れぞれ今後どのように展開して
いくのか。差異の要因を突き詰
めたとしたら、それをどのよう
に活かしていくのかが重要であ
る。南部市場の特性に優位性が
あることは素晴らしいことだと
思うので、なぜそれが形成でき
たのか、今後の事業の中でそう
いうものをどう取り込んで拡大
していくのかを検討してほし
い。

本市の考え
方を説明す
るもの

①卸売市場における取扱量の減少傾向及びその理由は全国的に共
通して見られるものですが、南部市場においては、量販店の引き
合いの強さという特有の事情が、全国的な傾向を打ち消すほどの
影響を及ぼしたと考えております。

②川崎市卸売市場経営プランでは、市場ごとの特性を踏まえ、北
部市場は「首都圏における広域的食品流通の拠点」、南部市場は
「地域密着型食品流通の拠点」というビジョンを定めています。
 現在、北部市場については、機能更新に向けた検討を進めてお
りますが、南部市場については、現・指定管理期間の終期（令和
７年度末）を見据え、令和５年度より「今後の運営方針に係る検
討」を始めたところです。
 両市場で検討の段階は異なるものの、ともにビジョンの考え方
を踏襲し、北部市場については、食品流通拠点としての側面に着
目して機能更新を検討し、南部市場については、駅前かつ都心に
近い立地などから、「地域に開かれ集客のできる市場」などいく
つかの構想を軸に、人流の拠点としての側面（マーケット的側
面）に着目し、今後の運営方針を検討していきます。
 このように、北部市場・南部市場はそれぞれの位置付けの下、
両軸として、各々のポテンシャルに着目した検討を同時並行で進
めていきます。

2 (7) 7
持続可能な
経営基盤の
構築

交通局

①リストラで何とかしている
が、典型的な厳しい事業環境で
あり、交通インフラのあり方が
問われている。官民交わる都市
部の交通政策（全体最適の路線
網、交通ネットワークの最適
化）を検討されているか。

②全国的に担い手不足が深刻な
課題であり、これに係る抜本的
な対策についてどのように考え
ているか。

令和４・５
年度評価に
おいて対応
したもの

①本市では、高齢化の進展や居住及び就業人口の変化等を背景
に、輸送需要の変化やニーズの多様化が進んでいる中、運転手不
足の深刻化や新型コロナウイルス感染症の影響を含めた地域公共
交通を取り巻く環境変化等を踏まえ、市域全体の持続可能な地域
交通環境の向上に向け、「川崎市地域公共交通計画」を策定し、
取組を進めています。
 当局では、新型コロナウイルス感染症を契機とする人々の行動
様式の変容などから、令和２年度以降乗車人員が大幅に減少し、
その後も回復が見込めない状況であるため、その対策として、お
客様の利便性を確保しつつ、輸送需要の減少に対応した路線の見
直しやダイヤ改正などに取り組み、市バスネットワークの維持に努
めています。

②運転手の人材確保については、取組評価シート「２（７）９市
バスの安定的な事業運営に向けた人材の確保と育成」のとおり取
り組んでおりますが、更なる運転手の確保のためには、試験科目
の見直しや日程の短縮、採用時期の前倒しなど採用選考の方法を
見直し、応募しやすい環境を整えることが必要だと考えておりま
すので、取組評価シート「２（７）９市バスの安定的な事業運営
に向けた人材の確保と育成」の改善（Action）に方向性の具体的
内容として追記しました。その上で、職業運転手としての確保や地
位向上などを内容とする取組を行うことなど、運転手確保に向け
た動きについて、機会をとらえてバス協会などの関係機関と連携
して取り組んでいきたいと考えています。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

2 (7) 13

市立病院に
おけるデジ
タル化の推
進

病院局

・成果指標の満足度未達に対す
る原因分析ができていないよう
に読み取れる。単に満足度の向
上を目指すとするのではなく、
アンケートやヒアリングを実施
するなど原因を特定する取組を
行い、原因を特定した上で、対
応していくといった方向性を示
した方がよいのではないか。

令和４・５
年度評価に
おいて対応
したもの

・満足度調査では５段階評価のほか、コメント欄を設けて利用者
意見を把握できるようになっており、各回及び年間での集計結果
に基づき分析・検証作業を行ったところ、トイレなどの病棟設備
環境に関わる満足度が低下していたことが、院内の会議で報告さ
れています。今後の患者満足度向上に向け、課題となる病棟設備
について、各部門で検討した具体的な改善策を院内の会議に報
告、実行するなど、より一層の患者サービスの向上に努められる
よう指定管理者へ働きかけていきます。なお、多摩病院の患者満
足度調査に関する取組評価シートにおける評価（Check）の記載
については、分析結果を踏まえ修正しました。

①指定管理である多摩病院の患者満足度調査結果については、病
院内で分析を行い、患者からのコメント欄の内容や意見を含めて
院内会議を通じて各部門と情報共有し、各部門は改善策を策定し
て院内会議に報告するというセルフモニタリングにより患者満足
度の改善を図っているほか、病院局が主催する市立多摩病院モニ
ター懇談会（令和５年度は１回開催）において、患者満足度調査
結果を示して意見を聴取し、患者満足度の改善に役立てていま
す。また、市立病院運営委員会（令和５年度は４回開催）では患
者満足度調査結果の評価を行っています。
 多摩病院の患者満足度調査に関する取組評価シートにおける評
価（Check）については、外来分の記載に原因分析や改善策を追
記しました。
 今後につきましても、病院局としては満足度の計画値達成に向
け、モニタリングを継続するとともに、分析結果を踏まえまし
て、改善策の実施などについて多摩病院への働きかけを適宜適切
に行ってまいります。

②川崎市立病院には、公立病院としての地域における役割分担を
踏まえ、黒字化だけを目指すのではなく、必要な医療提供体制の
確保を図り、不採算医療や政策的医療、高度・先進医療等を提供
する重要な役割を継続的に担っていくことが求められています。
 今日の医療は、地域の病院、かかりつけ医、在宅サービス事業
者等が機能や役割を分担してシームレスな患者支援を行うことが求
められています。そこで、市立３病院は地域医療連携を担う組織
を整備して地域医療支援病院の承認を受け、紹介患者に対する医
療提供、医療機器等の共同利用の実施等を行い、かかりつけ医等
への支援を通じて地域医療の確保を図っています。
 なお、病院の役割や医療機能に応じた特長的な地域医療連携の
取組としては、次のとおりです。
 ・在宅療養の支援（井田病院）
  在宅医療を提供する医療機関と連携し、在宅療養中の患者さ
 んの病状の急変等により緊急に診療が必要となった場合、24時
 間体制で受け入れを行います。
 ・がん相談（川崎病院、井田病院）
  がん相談員を配置し、がんに関する様々な相談や、仕事と治
 療の両立支援を行っています。
 ・つなぐ・つながるホッとラインの設置（井田病院）
  専用電話回線を引き、地域医療機関からの患者紹介を確実に
 受けるための仕組みを作っています。
 今後も、本市が推進する地域包括ケアシステムの一翼を担い、
市民に医療を安定的かつ継続的に提供し、市民に信頼される市立
病院の運営に努めてまいります。

令和４・５
年度評価に
おいて対応
したもの

①指定管理である多摩病院の満
足度が低い状況について、原因
分析などモニタリングはできて
いるのか（指定管理含め外注の
モニタリング不全は、全国的な
問題と考えている）。

②公立病院は黒字化だけを目標
にするのも本末転倒なので、官
民入り混じる「地域医療の最適
化」に関してどれほどの検討が
進んでいるのか。病院局

「川崎市立
病院経営計
画2022-
2023」等
に基づく経
営健全化の
推進

10(7)2
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

3 (1) 1

これからの
コミュニ
ティ施策の
基本的考え
方に基づく
取組の推進

市民文化局

①３(１)２の町内会・自治会の
課題でも活動応援補助金に触れ
ている箇所があるので、重複し
ていることを明示した方がよい
のではないか。

②「まちのひろば」の市民理解
を深め、浸透させることが肝要
と考えるが、どのように市民に
わかりやすく周知していくの
か、川崎のコミュニティ施策と
言えば「まちのひろば」と共通
言語化することについて検討さ
れたい。

令和４・５
年度評価に
おいて対応
したもの

①実施結果（Do）に３(１)２においても別途記載がある旨明示し
ました。

②テキスト情報だけではなく、川崎市コミュニティチャンネル
（YouTube）などのSNSを活用して、分かりやすく情報発信を行
うとともに、市内の様々な素敵な「まちのひろば」の見える化を
進めることにより、幅広い概念である「まちのひろば」への理解
を深めていただけるよう取組を進めていきます。

3 (1) 2

町内会・自
治会による
地域課題の
解決や地域
活性化に向
けた取組の
推進

市民文化局

①加入率については、都市部の
方が低いなどの傾向があるの
で、区ごとのデータや、横浜市
などの他都市、都区部のデータ
との比較・分析をした方がよ
い。

②加入率だけでなく、役員のな
り手不足・高齢化といった課題
もあると思われ、抜本的な対策
が必要と考えるが、何か具体の
対策を行っているのか。

③町内会・自治会組織を包含す
る地域自治組織（足元の自治組
織）の再構築といった抜本的な
地域コミュニティ施策を検討し
てみてはどうか。

本市の考え
方を説明す
るもの

①都市部における加入率は低い傾向にあり、公表されている加入
率の比較は可能で、要因が分析できれば価値がある情報になるも
のと認識しています。それぞれの地域性の違いや算定方法の違い
などに留意しながら、データを活用する必要があると考えていま
す。

②川崎市市民自治財団と連携して実施している「町内会・自治会ア
ドバイザー派遣事業」による個別の町内会自治会の抱える課題や
悩み事の解決に向けた後押しや、担い手確保の取組事例を紹介す
る研修会の実施のほか、「町内会・自治会への依頼ガイドライ
ン」に基づき、行政からの広報物の一括配送や委員就任依頼の集
約などの負担軽減に向けた取組を実施しています。

③現在の本市のコミュニティ施策の根拠となっている「これから
のコミュニティ施策の基本的考え方」の中で、「町内会・自治会
同士や様々な主体が連携し、役割や負担を分担して取り組む課題
等、様々な手法により課題解決に取り組むための適切な支援のあ
り方等について検討します。」としており、この間、ソーシャル
デザインセンターが町内会・自治会から相談を受け、SNSでイベ
ントの広報を行うなど他主体との連携が生まれていることから、
コミュニティ施策の推進に向け、様々な主体との連携による課題
解決に向けた支援のあり方を検討していきます。

3 (1) 5

文化振興施
策の推進に
向けた効率
的・効果的
な連携

市民文化局

・アート・フォー・オールに向
けた取組は着実に成果を上げて
いるが、参加者同士の「つなが
り」の構築がさらに具体的にど
のような成果を生み出すのかを
検証していく必要があると考え
られる。

本市の考え
方を説明す
るもの

・「すべての市民が文化芸術に気軽に触れ、親しめるまち」とい
うアート・フォー・オールの理念の実現に向け、幅広いジャン
ル・活動経験を持つ多様な団体・個人がつながりを構築していく
ことで、新たなアート活動の創出やアート活動の活性化が起こ
り、市民が身近に文化芸術に触れる機会の増加が図られると考え
ています。また、新たに文化芸術活動に参加する人が増えること
で、地域で文化芸術活動を行う人材の創出や育成につながり、地
域におけるアート活動の持続的発展に寄与するものと考えられま
す。
 また、成果を確認する指標としては、文化芸術活動に参加した
いという市民が増えることで、活動に関する相談や支援を要する
人が増えると想定されることから、指標に設定している「文化芸
術に係る相談件数」や、新たなつながりから多様なイベントが増
えると想定されることから、指標に設定している「文化芸術イベン
トの掲載数」等によりつながりの構築による成果を確認し、検証
していきます。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

3 (1) 8

多様な主体
の参加と協
働による地
域包括ケア
システムの
推進

健康福祉局

・引き続き地域包括ケアシステ
ムの考え方の理解度を向上させ
ることも重要であるが、多職種
間の連携や関係者間の顔の見え
る関係づくり等を通じて地域活
動の実践を積み重ねていくこと
が重要であると考えられる。個
別支援や地域活動の実例や実績
をより「見える化」することも
重要ではないか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・取組評価シートにも記載しているように、地域包括ケアシステム
の推進に向けては、「意識づくり」、「地域づくり」、「仕組み
づくり」の３つの視点で取組を進めていますが、本取組課題で
は、そのうち、「意識づくり」につながるポータルサイトや市民
シンポジウムを始めとした市民啓発や、企業等との連携に向けた
取組に重点を当てています。また、多職種連携に向けた会議等、
他の視点での取組も別途、推進しているところであり、上記ポー
タルサイトにおける事例紹介など、様々なツールを活用した情報
共有・提供を進めており、保健・医療・福祉等の関係団体や企業
においても、地域活動等の情報発信が活性化されるように働きか
けていきます。さらに、企業等との連携に向けては、「川崎市地
域包括ケアシステム連絡協議会」の開催等により、多様な主体に
よる顔の見える関係づくりを進めており、各主体がそれぞれの強
みを活かして、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を推進で
きるように、取組の充実を図るなど、個別支援や地域活動の見え
る化を進めるとともに、それらが一体的に取り組まれる包括的な
支援体制づくりを今後推進していきます。

①社会環境的にも厳しい状況に
あり、担い手が集められないと
いうのも一定理解するが、パ
フォーマンスは良いのに環境が
悪いために目標未達なのか、そ
もそもパフォーマンスも悪いの
か、どのように考えているか。

②この業界の構造問題は深遠
で、社会環境、国の制度を後追
いしていても埒が明かないレベ
ルであるが、市として独自の取
組状況は如何か。

（③以降は次ページに掲載）

①指摘いただいている両方の要因があると考えています。
 社会的・地理的環境で言えば、介護業界以外でも人材不足が危
惧されている状況、賃金が他の業界と比較して低い水準であること
等の社会環境や、東京都や横浜市に挟まれ、都市間競争の影響を
強く受けやすいことなどが影響しているものと考えております。
 一方、市の活動についても、年間を通じて介護業界のイメージ
アップ向上のため、普及・啓発イベントや求職者への研修受講支
援及び事業所への紹介を積極的に実施したところですが、例えば
「就労支援」の就職相談会及び介護人材マッチング・定着支援事
業については、事業内容の周知が行き届かず事前説明会への参加
者が減少したことに加え、事前説明会参加後に他職種への採用が
決定したことによる支援の終了や、支援が途中で終了となる方の
増加などにより、目標が達成できていない状況があります。
 こうしたことから、引き続き、介護職の魅力発信を継続すると
ともに、今後は県との連携やオンラインをはじめとした様々な媒
体を活用した効果的な事業周知及び普及啓発に取り組んで行くこ
とが必要であると考えております。

②市の独自取組として、「人材の呼び込み」に向け、介護職員向
けに家賃補助を実施するとともに、就労後の「キャリアアップ支
援」として、スキルアップを図れる環境づくりのため、職員が研
修に参加する際の代替職員の派遣や一部の医療行為を習得できる
研修の拡充、資格取得のための受講料補助などを実施しておりま
す。
 各事業とも、利用者の実績が着実に上がっているため、今後
も、より一層、効果的な事業となるよう、人材確保・定着支援の
取組を進めてまいります。
 ただし、各種補助制度をはじめとした支援メニュー等について
は、上記①でも記載したとおり、東京都や横浜市に挟まれている
影響等により、都市間競争になりやすい実情があります。

本市の考え
方を説明す
るもの

3 (1) 9

効率的・効
果的な手法
による一層
の介護人材
の確保・定
着

健康福祉局
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

(1)3

③生産性の向上に向けては、県の地域医療介護総合確保基金を活
用し、「大規模修繕に伴う介護ロボット・ICT補助金」を設け、介
護事業所における「介護ロボット・ICT導入」に係る環境整備を支
援することで、導入促進を促しており、令和５年度に引き続き、
令和６年度についても、補助の実施に向けた調整を進めていると
ころです。
 これにより、①介護ロボット活用による介護職員の身体的・精
神的負担軽減、②ICTを活用して、記録業務、情報共有業務、請求
業務を一気通貫で行うことによる事務負担の軽減が見込まれ、介
護サービスの提供に集中することができることにより、生産性向
上が期待できます。
 また、本市独自の取組として、介護ロボット等導入支援事業を
通じて、介護ロボットを導入することのメリット等を現場に御理
解いただくため、業務改善研修や伴走型支援を行っております。

④後期高齢者の急増と生産年齢人口の急減の中、質の高い介護
サービスを安定的に提供するためには、担い手である介護人材の
確保と定着が大変重要と考えております。
 そのために本市では、「人材の呼び込み」「就労支援」「定着
支援」「キャリアアップ支援」の４つの柱を軸により一層、効果
的な施策になるよう取組を検討してまいります。

⑤介護ニーズの多様化・高度化やマネジメント能力の必要性の高
まりに対応した介護職員の資質向上が必要と考えております。本
市としても、総合研修センターにて高齢者に関する支援ニーズや
施策課題を把握しながら、市内の事業所において支援する職員に
対して必要かつ適切な研修等を実施することにより、資質向上と
キャリアアップを支援しています。
 また、介護ニーズの多様化に対しては、本市独自施策として、在
宅や施設で医療的ケアを行える人材を育成する「たんの吸引等研
修」を実施しております。介護支援専門員の資質向上に関しても、
今年度から法定研修のカリキュラム見直しが行われたことを踏ま
え、受講者の負担軽減の観点から、より一層、効果的な支援を検
討してまいります。

⑥介護職員のモチベーションアップにつながる賃金アップといっ
た視点では、介護報酬等の制度設計や環境設備等について国や県
に引き続き要望を続けてまいります。
 また、本市としましても、介護職員の定着支援のため事業所の
安定的なサービス提供体制に向けた支援や福祉現場での人間関係
やストレスの悩みに無料で対応し、離職率の低減や職務遂行に向
けた支援を行っております。

③介護人材のサービス・生産性
向上などの「質向上」施策は検
討されているか。

④日本全国がこのような状況で
あり、こういった状況に対して
踏み込んで窮地を脱するための
施策をすべきではないか。

⑤今までは量的確保に必死に
なっていたが、介護・保育など
のヒューマンサービスは、質の
向上が非常に重要なテーマであ
ると考える。市民の暮らしにも
効いてくるソフトインフラサー
ビスであり、量的確保だけでは
なくて、質的向上について高い
目線を持つべきである。

⑥生産性向上といった意味で、
ロボットの活用も一施策である
が、介護人材のキャリア支援で
あったり、モチベーション維持
による定着率アップというのは
非常に重要なKPIである。あら
ゆる施策にトライする必要があ
る。他を引っ張るような施策に
どんどんトライしていってほし
い（例えば、年収1,000万円プ
レーヤーの介護職を実現する地
域といった打ち出し方ができれ
ば、特定の施策の話ではある
が、市全体のアピールにつなが
ると考える）。

健康福祉局

効率的・効
果的な手法
による一層
の介護人材
の確保・定
着

9

-702-



取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

3 (1) 9

効率的・効
果的な手法
による一層
の介護人材
の確保・定
着

健康福祉局

・介護や土木など様々な分野で
人材の取り合いが発生してい
る。都市間競争で片づけるので
はなく、都市間連携としたらど
うか。人材確保を横浜市と共同
して実施することは考えられな
いのか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・超高齢社会が進んでいく中、「介護人材の確保・定着」につい
ては、社会全体で取り組むべきテーマであるものと認識しており
ます。
 そのようなことから、本市といたしましては、不足する介護人
材の育成・確保に向けた魅力発信や啓発について、様々な機会を
捉えて、近隣市町村と意見交換、情報交換等を行いながら、取組
を進めてまいります。

3 (1) 11

緑のまちづ
くりに向け
た多様な主
体との協
働・連携

建設緑政局

・緑のボランティア活動につい
て、新たな担い手の確保策や具
体的な人材育成に関する検討を
スケジュール感をもって進めて
いくことが必要ではないか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・公園等における持続的な協働の取組に向けて、「市民等のした
い」が実現しやすい「みんなが気持ちよく、いきいき過ごせる公
園」の実現に向けた取組を進めています。
 新たな担い手へのアプローチとして市民の声を公園で聞くイベン
ト「イドバタカフェ」や市民のやってみたいことを実現するイベ
ント「イドバタパークデイ」を令和５年度から始めるとともに、
公園における新たな活動の支援として少人数でもボランティア活
動などができる「Park UP Life UP kawasaki」を実証実験として
令和６年度から始めており、令和６年度末までにこの取組を踏ま
えた仕組み等をとりまとめる予定としています。

3 (1) 12

生田緑地ば
ら苑の魅力
の向上と効
率的・効果
的な運営方
法の検討

建設緑政局

・事業進捗に影響した新たな
ミュージアム整備の決着時期を
確認し、ばら苑のスケジュール
を具体的に示した方がよい。

本市の考え
方を説明す
るもの

・新たなミュージアムに関する基本計画の策定が令和７年３月に
予定されており、この中で正式に「生田緑地ばら苑隣接区域」が
ミュージアムの開設地として決定されることを想定し、令和６年５
月に策定した生田緑地ビジョンに基づく生田緑地東地区全体の魅
力の最大化に向けた取組を連携して進めている状況です。
 ばら苑管理運営整備方針策定のスケジュールについては、新た
なミュージアム整備とばら苑再編整備の連携した取組が必要であ
ることから、検討の深度化に応じて具体的なスケジュールを示し
ていく予定です。

3 (1) 13

国際戦略拠
点キングス
カイフロン
トにおける
イノベー
ション・エ
コシステム
の構築

臨海部国際
戦略本部

①キングスカイフロントはよい
取組をしている印象がある中
で、現在の成果指標には違和感
がある。専門家からは高い評価
を得ていると考えているが、市
民は正しく評価できていないの
ではないか。いわゆる市民利用
施設であれば、市民の認知度・
理解度の割合という成果指標も
分かるが、キングスカイフロン
トの成果としては、ずれがある
と考えている。

②実際にキングスカイフロント
の先端的な取組に関わってい
る、インキュベーション施設や
マッチング利用者などに評価し
てもらう方が、より取組の効果
を適切に測ることができると考
えるので検討してほしい。

本市の考え
方を説明す
るもの

①キングスカイフロントについては、専門家に対してはもちろん
のこと、市民に対してもその取組全体として、臨海部の認知度・理
解度向上、イメージ向上、シビックプライドの醸成に向けて広く
理解の浸透を図る必要があるものとしており、総合計画に基づ
き、戦略的なブランディングを進め、臨海部の強みや特徴を捉え
たエリア像を広く浸透させるなど、市民の認知度・理解度向上に
向けた取組を進めておりますので、成果指標として適切と考えてお
ります。

②エコシステム構築という目標に対し、達成度を評価する新たな
具体的な成果指標の設定や算出は現時点で困難と考えております
が、臨海部ビジョンに基づく取組として、学識経験者で構成され
る臨海部ビジョン懇談会や立地企業等で構成される活性化協議会
などで、エコシステム構築への御意見を伺いながら、共有を図
り、事業を進めております。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

3 (1) 29

地域の寺子
屋事業を担
う人材の確
保

教育委員会
事務局

①本事業の担い手として、町内
会、自治会とは連携しているの
か。

②寺子屋ではどのような学びを
子どもに提供しているのか。子
どもへの戦争体験を町内会の方
などが語り聞かせるといった取
組みは可能だと思うが、実施し
ているのか。

本市の考え
方を説明す
るもの

①地域の寺子屋の立ち上げに当たりましては、地域の様々な主体
によって構成される実行委員会を基本とし、その構成メンバーと
して町内会・自治会関係者をはじめ、地域教育会議やPTA関係
者、地域のNPO法人など多様な主体が関わっています。また、町
内会・自治会とは、寺子屋先生募集のチラシを掲示板に掲示して
いただくなど、担い手確保についても連携して取り組んでいます。

②本事業の趣旨は、シニア世代をはじめとする地域の様々な方の
知識と経験を活かし、地域ぐるみで子どもたちの学習や体験をサ
ポートするとともに、多世代で学ぶ生涯学習の拠点づくりを進め
ることとしており、宿題や問題集、寺子屋独自の教材を使用した
学習支援と、地域団体や地元企業の方々と連携した工作やスポー
ツ、ゲーム等の体験活動など、各寺子屋が工夫を凝らしながら特
色ある活動を展開しています。

3 (2) 5

中原区役所
窓口混雑緩
和・サービ
ス環境改善
の推進

中原区役所

①社員寮・マンションの協力を
得られなかったというのは、ど
ういう状況か。チラシ配布を断
られたのか、ポスティングする
ことも拒否されたということ
か。

②オンライン申請割合の目標未
達は大きい。何がボトルネッ
ク、根源原因と考えているか。 本市の考え

方を説明す
るもの

①ファーストコンタクトでの説明段階で、例えばマンション等の
場合は不動産業者、社員寮の場合は会社の該当部署と交渉を行い
ますが、管理人を配置していない物件に対する案内チラシの配布
を拒否されるほか、配布への協力に対する御理解が得られず、ポ
スティングそのものを拒否されることが度々ある状況です。

②戸籍住民サービス課及び区それぞれにおいて、各種媒体を通じ
た広報（HP・市政だより・地域情報誌・JR南武線内トレインチャ
ンネル等）によるオンライン申請を案内していますが、市民向け
の広報が多く、市外在住者からの転入届にはあまり効果はなく現
状目標値に繋がっていないと考えています。戸籍住民サービス課
及び区による効果的な広報のあり方の検討を進め、市外からの転
入者にもアプローチできる広報手法の検討が必要と考えていま
す。また、制度自体の問題ではありますが、転入手続については
オンライン申請が可能なものの、手続を完了するためには最終的
に直接来庁する必要があることや、転入手続に合わせてその他の
行政手続もまとめて処理する方が多いことも、オンライン申請が
利用されない課題として認識しています。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

3 (4) 1

効率的・効
果的なシ
ティプロ
モーション

総務企画局

①スペシャルサポーターの成功
事例があるのであれば、積極的
に活用し、音楽だけでなく様々
なアーティストやスポーツ分野
にも広げて、成功事例を伸ばし
てほしい。

②川崎市は、SDGs、包括連携
等も積極的に行っているので、
企業のイメージアップなどとと
もに官民連携で取り組んでもよ
いのではないか。

本市の考え
方を説明す
るもの

①第２弾かわさきスペシャルサポーターとして、令和６年３月よ
り、プロダンスチーム「KADOKAWA DREAMS」に就任いただい
ており、今後もコラボ事業等を通じて幅広い若年層にアプローチ
し、市制100周年を契機にさらなる機運醸成を図ってまいります。

②チェーン店を広く展開するコーヒーショップやボランティア団
体との連携、市内企業等との商品のコラボレーションのほか、約
400の市制100周年記念事業・全国都市緑化かわさきフェア実行委
員会参画団体と連携した市制100周年記念事業の展開などを推進し
てまいります。

①本市では、住宅の耐震化の進展やマンション居住者が増えてい
る実態のほか、避難所生活の困難さや公的備蓄の状況等を踏ま
え、災害時における在宅避難を推奨していることなどから、全市
民に参加を呼び掛けるような一斉避難訓練は実施していませんが、
警察、自衛隊などの関係団体が参加する市総合防災訓練（年１
回）及び各区の総合防災訓練（年２回）を実施しているほか、自
主防災組織による指定避難所単位の避難所運営訓練を推進してい
ます。（避難所数：176箇所、避難所運営訓練開催避難所数：123
箇所）
 また、現実には災害時に市民全員が避難するわけではなく、多
くの人が自宅での生活を継続することが見込まれることから、家
庭内備蓄の推進は大変重要と認識しており、普段から家にあるも
のを使って災害に備える「フェーズフリー」の啓発を進めていま
す。

②災害時においては、関係団体等の支援等が不可欠であるため、
災害時の支援等を目的としたさまざまな災害時協定を締結し、災
害発生時において迅速かつ円滑な対応を行えるよう、取組を進め
ており、能登半島地震の被災地支援においては、協定に基づき、
川崎建設業協会と連携して水道施設の応急復旧活動を実施しまし
た。また、神奈川県トラック協会の協力により、支援物資を被災
地に搬送いただきました。

③近年、これまでの経験や予測を超える規模の災害が全国的に発
生しており、令和５年７月に改訂された国土強靭化基本計画で
は、国土強靭化を推進する上での基本的な方針の柱として、デジタ
ル等の新技術による国土強靭化施策の高度化が新たに位置付けら
れるなど、今後、ＡＩをはじめとする最先端の技術を活用した防
災対策は、重要度を増すものと考えておりますので、最新の技術
や研究に目を向けながら、国や他都市の状況等の情報収集に努め
ていきます。

本市の考え
方を説明す
るもの

①本気の市民一斉避難訓練など
実施している自治体もある。川
崎市はどうか。

②全国で防災領域の官民連携施
策も活性化しているが、川崎市
の状況はどうか。

③新しい技術革新も積極的に取
り入れるべきである。大企業と
の企業連携や備蓄など大きな話
も大事だが、防災というテーマ
は危機感がなくなりがちなテー
マで、特に都市部は顕著である
ので、新しいイノベーション、
テクノロジーを積極的に利用す
る態度を持つようにしてほし
い。

危機管理本
部

地域防災力
の向上に向
けた取組の
推進

1(3)3
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

3 (4) 1

効率的・効
果的なシ
ティプロ
モーション

総務企画局

①「都市イメージ調査」の内容
を確認したい。

②相模原市のようにシビックプ
ライドを高めるための条例化を
検討してはどうか。ただし、単
なる理念条例ではなく、計画策
定、取組状況の公表などの実効
性を伴うことが必要と考える。
条例ではなくともこうした取組
が肝要と考える。

本市の考え
方を説明す
るもの

①「川崎市都市イメージ調査」は、川崎市シティプロモーション
戦略プランの目標である「市民のシビックプライド醸成」と「川
崎の対外的な認知度やイメージの向上」の達成に向け、プランの
成果指標の現状を確認し、魅力情報の効果的な発信に向けた基礎
的なデータを収集・分析することを目的として実施しているもの
で、川崎市民のほか、近隣都市の居住者を含んだ合計4,000人にイ
ンターネットを利用してアンケート調査を行っております。
 主な測定指標として、シビックプライド指標（愛着・誇り）、
川崎市への居住や来訪の推奨度、治安イメージ、ブランドメッセー
ジの認知度などを10段階で調査しており、その調査結果や分析に
よる施策への活用方針などをまとめた資料を、川崎市ホームペー
ジで公開しております。

②市民のシビックプライド醸成及び都市イメージの向上への取組
については、平成26年度に策定した「川崎市シティプロモーショ
ン戦略プラン」における目標として掲げております。
 その具体的方策として、令和３年度に「第３次推進実施計画
（ガイドライン）」を策定しており、計画期間中に迎える市制100
周年を契機に、さらに取組を推進するとともに、取組結果のほ
か、有効性の検証も行い、公表しています。
 また本市では、市内外に対して本市の多彩な魅力や将来への方
向性を示し、市民の川崎への愛着や誇りの醸成につなげることを
目的に、平成28年度に「川崎市ブランドメッセージ」を策定して
おります。ブランドメッセージを活用し、様々な媒体や機会を通
じて、市民・団体・企業との協働により、多様な展開を図ってい
るところです。
 昨年度の都市イメージ調査の結果では、ブランドメッセージロゴ
の認知状況は85％を超えていることから、多くの市民にそのメッ
セージに込められた理念の浸透が図られており、シビックプライ
ド醸成に寄与しているものと考えております。

4 (1) 1

組織力の向
上に向けた
計画的な人
材の育成

総務企画局

①近年、採用試験において専門
試験を実施せず、かつ採用後も
行政の業務に携わる上で必要な
知識等を得るための研修等が不
十分と思われる団体が見受けら
れるが、川崎市の状況は如何
か。

②入庁後の人材育成に向け、
OJTは重要だが、前例踏襲を拡
大再生産する可能性もある。実
効性のある指導を受ける側だけ
ではなく指導する側のスキル
アップも含め、OJTの取組状況
を伺いたい。

③法律による行政は当然のこと
であり、法的素養を高めるため
の研修などの人材育成はどのよ
うに行っているか。

本市の考え
方を説明す
るもの

①本市の採用試験では「教養試験」や「専門試験」の区分ではな
く、「総合筆記試験」というまとめた形で実施しており、出題分
野としましては、旧専門試験にあたります、法律(憲法・民法・行
政法)、政治学、経済学、財政学、社会及び現代の社会に関する問
題などの科目が含まれていますが、採用後においても法律等の業
務に必要な知識を、実務及び研修で着実に身に着けることが重要
と認識しています。そのため新規採用職員研修等の階層別研修や
各局区等で実施している研修、外部研修機関による研修への参加
支援により、引き続き行政のプロフェッショナルとして役割を果た
せる職員の育成に努めてまいります。

②職場における職務遂行を通じた人材育成（OJT）を人材育成の
基本的な取組と位置付けており、新規採用職員に育成担当者を指
名し、OJTの効果的な手法等の習得を目的として育成担当者研修を
実施しています。またOJTは育成担当者だけでなく、管理監督者を
始め所属全体で実施していく意識が重要と考えており、OJTの手引
き等のツールの浸透など、引き続き効果的なOJTを推進してまいり
ます。

③地方自治体職員として、法務能力の向上は重要と認識しており、
所管局が法務基礎講座等を毎年実施しているほか、外部研修機関
が実施している個別法や法制執務等の講座への参加支援を行って
おります。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

4 (1) 3

適切な人事
配置と人材
育成、定年
引き上げへ
の対応

総務企画局

①定年引き上げの実施に伴い、
役職定年制度の特例を実施して
いるのか。

②管理職が役職定年となって残
ることについては、運用によっ
ては人事制度が混乱することが
考えられ、高齢層職員の有効な
活用に向けた人事配置の在り方
には懸念があるが、川崎市の状
況は如何か。

③近年、国や東京都に転職する
自治体職員が少なくない。もと
より社会情勢から民間への転職
も増加しているものと思われ
る。人材不足も相まったこのよ
うな厳しい環境をどのように考
えているか。また、どのように
対策を取っているか。

本市の考え
方を説明す
るもの

①令和６年４月１日時点においては、教育職（校長等）において
役職定年制度の特例を実施しています。

②管理監督職から役職定年となった職員については、これまでに
培った知識・経験等を活かし、分野横断的な事業調整や知識技術
の継承・人材育成等を担う職に配置しているところです。今後に
つきましては、アンケート調査を行うなど配置状況等を検証し、
高齢層職員の更なる有効活用に向けて検討していきます。

③人材確保については、技術系職種を始め大変な危機感を持って
いるところです。これまでも採用試験を複数回実施するなど行っ
てきたところですが、令和６年度より、技術系職種（土木・電
気・機械・建築）については、これまでの試験に加え、新たにSPI
を導入し、６月中旬に合格時期を早めた先行枠試験を実施したと
ころです。

4 (2) 1

行政のデジ
タル化に必
要な人材育
成の推進

総務企画局

①業務プロセス改革において
RPAの活用などが進められてい
るかと思うが、活用している業
務のボリューム感は如何か。

②生成ＡＩの活用状況は如何
か。

本市の考え
方を説明す
るもの

①RPAは単純かつ大量な定型的業務の自動化により、業務時間を
削減することを目的に導入しております。例えば、令和５年度に
RPAを導入した「学校運営協議会委員任用業務」については、年
間で195時間程度要している業務が130時間程度に削減されます。

②生成ＡＩについては、庁内で約220ライセンスを調達し、研修を
実施した上で、７月からの利用開始に向けて調整しております。
利用状況については、利用者アンケート等により、今後確認する
こととしています。

4 (3) 2

事務事故・
事務ミス等
の防止に向
けた内部統
制の取組推
進

総務企画局

①改善「方向性の具体的内容」
欄に記載された再発防止策は、
具体的にはどのような内容か。

②これまでなかった規程をつく
りチェックすることはよいこと
であるが、規程の有無にかかわ
らず不適切な行為はなくす必要
があるため、改めてコンプライ
アンス意識の醸成、風土の改善
といった、より根本的な視点を
入れた方がよいのではないか。

令和４・５
年度評価に
おいて対応
したもの

①重大な事務事故に対する再発防止については、その是正状況を
内部統制評価報告書に掲載するなど、継続的に確認しています。
 重大な事務事故ではないものについても、事務事故発生後に所
管課へのヒアリングを行うこと等により再発防止が取られている
か確認しています。

②内部統制の取組と並行して行っている、不祥事防止の取組推進
において実施している自主考査等の機会をとらえ、各職場での討
議を通じて、コンプライアンス意識の向上や業務上の課題の共有
等を行っていますが、今後も推進していく必要がありますので、
改善（Action）に追記しました。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

4 (3) 3
不祥事防止
の取組推進

総務企画局

・ＡＩの発達により、不祥事に
も目が届くようになるかもしれ
ないという期待を持っているの
で、働き方改革やＤＸ等を進め
てほしいと考えている。

本市の考え
方を説明す
るもの

・各種の通知、マニュアルの検索や各種事務におけるデジタル化
等、ＤＸを進めることによって不祥事防止に寄与する取組につい
ても関係部署と連携して検討します。

4 (4) 1

職員個々の
状況に応じ
た働く環境
の整備

総務企画局

・職員アンケートにおける「働
き方に関する満足感」が目標達
成できず頭打ちになっている原
因を職員へのヒアリング等を通
じて具体的に明らかにするな
ど、目標達成に向けた効果的な
取組を進める必要があるのでは
ないか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・アンケートは無記名で実施しているため、個別のヒアリングな
どの対応は困難であると考えていますが、令和６年度からは、従
前よりも細かい単位での集計・分析を行い、報告書として取りま
とめる予定のため、その結果を踏まえて今後の対応についても検
討していきます。
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

4 (4) 2

女性活躍推
進・次世代
育成支援の
推進

総務企画局

・女性活躍の観点から、生物学
上の女性に限らない「LGBTQ
＋」への対応については考えて
いるのか。

本市の考え
方を説明す
るもの

・川崎市特定事業主行動計画では、LGBTQ+に特化した取組の記
載はありませんが、性別や性自認によらず、職員の意欲や能力に
応じた適材適所の人事配置を進めてまいります。

(4)4

①目標未達ではありますが、前年度比で数字が上昇していること
から、これまでの取組の効果が一定現れているものと考えていま
す。
 特に「男性職員の育児休業取得率」については、従前の目標値
を達成するとともに、新たな目標値設定後の基準でも前年度から
20％程度上昇していること、令和５年度から取得促進に向けた新
たな取組を開始したことから、引き続き、現在の取組を推進して
いきます。
「管理職（課長級）に占める女性比率」については、目標達成に
向け、メンター制度や女性活躍推進研修の実施による職員のキャ
リア形成支援の取組を引き続き進めるほか、令和６年度からの新
たな昇任制度の運用を通じた多様な職務経験の提供などを通じ、
職員の個々の意欲、能力に応じた適材適所の配置に努め、女性活
躍の推進を図ってまいります。
「年間480時間を超える時間外勤務者数」については、令和５年度
に上限時間を超えて職員に命じた時間外勤務に係る要因の整理、
分析及び検証を実施し、10月に開催予定の「働き方・仕事の進め
方本部会議」において報告を行う予定です。また、分析結果等を
踏まえ、長時間勤務の是正に向けた取組の推進について庁内への
周知徹底を図ってまいります。

②各指標は、川崎市特定事業主行動計画に基づく取組の効果によ
るものが大きいと考えており、同計画の計画最終年度である令和
７年度にこれまでの取組の分析や今後の取組内容の検討を行って
いくため、引き続き現在の取組を着実に進めてまいります。

③LGBTQ＋については、平成29（2017）年度から職場環境相談
窓口を設置しており、電話・メールでの相談を受け付けているこ
とから、引き続き、必要に応じて適切に対応していきます。ま
た、人事政策に関しましては、性別や性自認によらず、職員の意
欲や能力に応じた適材適所の人事配置を進めてまいります。な
お、人材育成に関しましては、現在、当事者の講師を招いた研修
等を行っているところですが、今後につきましても、庁内研修等
を通じ、職員の「LGBTQ＋」をはじめとした多様性への理解促進
に向け、人材育成の取組を実施してまいります。

本市の考え
方を説明す
るもの

①目標未達の成果指標が複数あ
ることから、目標達成に向けた
具体的な取組をスピード感を
もって進めていく必要がある。

②成果指標は項目によって達成
が比較的見通せるものと、かな
り難しいものとがある印象を受
けている。
・管理職に占める女性比率は長
期的な取組になるので、かなり
大胆に積極的に進めていかない
と将来的な目標達成というのは
なかなか難しいと思う。
・時間外勤務者数については、
色々な要因があると思うので、
丁寧に分析して、まずは原因を
突き止めることが必要だと考え
る。

③「LGBTQ＋」の多様性の問題
も重要だと思うので、こういっ
た目標達成の話と同時に、多様
性に配慮した形での人事政策・
人材育成という観点もぜひ取り
入れて積極的に進めてほしい。

総務企画局

女性活躍推
進・次世代
育成支援の
推進

2
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取組
№

項目
№

課題
№

課題名 局名 意見・質問等 対応区分 意見・質問等に対する考え方

３　個別取組の評価に関する審議結果について（意見等に対する本市の考え方を含む）

4 (4) 3
メンタルヘ
ルス対策の
充実

総務企画局

①メンタルヘルスの問題は、川
崎市あるいは地方公務員のみの
課題ではなく、社会全体での課
題である。他方で公務能率確保
の観点から、人事上の対応も不
可欠となる。抜本的な対応に向
けた知見は有していないが、
様々な機関などと連携して取り
組まれたい。

②メンタルヘルス不調の原因の
一つにカスハラもあるのではな
いか。市ではどのような対応を
しているのか。

本市の考え
方を説明す
るもの

①メンタルヘルスの問題は重要な課題であると認識しており、職
員メンタルヘルス対策第２次推進計画にもとづき、取り組んでい
ます。平成31（2019）年度以降、１次予防対策の強化のため、産
業医及び専門医、専門研究機関と連携し、職場環境改善を推進す
るため、区役所職場（区民課、保険年金課、道路公園センター）
への調査及びストレスチェックの集団分析結果を活用した分析を
実施しました。また、各職場で職場環境改善に取り組めるよう、
「みんなでつくる働きやすい職場スタートのための手引き（以
下、「手引き」という。）を作成し、各局（本部）室区に周知い
たしました。今後は、手引きを活用した職場環境改善を推進する
ため、研修を実施し、各職場の良好事例を横展開する予定です。

②メンタルヘルス不調の要因は大きく分けて、職場の人間関係や
業務量等の「職場要因」と個人の特性や家庭の課題等の「職場外
要因」ですが、このような異なる要因に対応するため、複数の取
組を実施しております。カスタマーハラスメントは「職場要因」
であり、市民対応等によってメンタルヘルス不調となる事例があ
ることも認識しております。
 本市におきましては、令和４年４月にハラスメントの防止に関
する要綱を改正し、カスタマーハラスメントをパワーハラスメン
トに含めることとするとともに、市職員以外からのハラスメント
があった場合には組織として対応するよう周知を行ってきたところ
です。
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【参考資料】川崎市行財政改革推進委員会関連資料 
（１）川崎市附属機関設置条例（抜粋） 

別表第１（第２条～第５条関係） 
市長の附属機関 

附属機関 所掌事務 委員の 
定数 

委員の構成 委員の任期 

川崎市行財政改革

推進委員会 
行財政改革に関する取組及

び評価に関して調査審議す

ること。 

５人以内 学識経験者 委嘱された日から当該

日の属する年度の末日

まで 

 
（２）令和６（2024）年度川崎市行財政改革推進委員会 委員名簿 

氏名 
（敬称略・五十音順） 

役職等 

出石 稔 関東学院大学 法学部長・法学部地域創生学科教授 

伊藤 正次（会長） 
東京都立大学 法学部法学科教授 
東京都立大学大学院 法学政治学研究科教授 

内海 麻利 駒澤大学 法学部政治学科教授 

藏田 幸三 
一般財団法人 地方自治体公民連携研究財団 代表理事 

東洋大学 PPP 研究センター リサーチパートナー 

千葉商科大学 商経学部准教授 

黒石 匡昭 
ＰＡパートナーズ株式会社 代表取締役 

公認会計士 

 
（３）川崎市行財政改革推進委員会の審議経過 

第１回委員会 

令和６（2024）年７月４日（木） 川崎市役所本庁舎２階２０４会議室（ＷＥＢ併用） 

 

第２回委員会 

令和６（2024）年７月25日（木） ＷＥＢ会議にて開催 

（事務局：川崎市役所本庁舎２階２０４会議室） 
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令和４（2022）・５（2023）年度の取組結果 

令和６（2024）年８月 

【お問い合わせ先】 

川崎市総務企画局行政改革マネジメント推進室 

電 話 ︓ 044-200-2050 
ＦＡＸ ︓ 044-200-0622 
Ｅ-mail ︓ 17manage@city.kawasaki.jp 

 
 



 
 

 

 
 

 


